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融
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翻
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イ
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米
法
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お
け
る
ダ
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と
そ
の
周
辺

　

│
│
「
英
国
法
は
大
学
で
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え
る
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か
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│
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究
ノ
ー
ト
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│
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│
│
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│
│
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│
│

　
　
　
判
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研
究
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条
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る
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│
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│
│
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…
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│
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│
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│
│
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│
│
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損
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│
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篤
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日
本
大
学
法
学
部

　
　

創
設
百
二
十
五
周
年
記
念
号



日　本　法　学　第80巻第2号



一

刊　

行　

の　

辞

明
治
二
二
（
一
八
八
九
）
年
一
〇
月
四
日
、
日
本
大
学
の
原
点
で
あ
る
日
本
法
律
学
校
が
創
立
さ
れ
た
。
爾
来
一
二
五
年
の
歳
月
を
経

て
、
平
成
二
六
（
二
〇
一
四
）
年
、
日
本
大
学
法
学
部
は
創
設
一
二
五
周
年
と
い
う
記
念
す
べ
き
年
を
迎
え
た
。

一
二
五
周
年
記
念
事
業
と
し
て
は
、
記
念
式
典
・
祝
賀
会
を
は
じ
め
と
し
て
、
法
学
部
の
原
点
を
訪
ね
る
学
祖
展
、
法
学
部
一
二
五
年

の
歴
史
の
中
で
蓄
積
さ
れ
た
法
学
部
所
蔵
の
貴
重
書
・
特
別
書
の
展
示
会
が
開
催
さ
れ
る
。「
学
祖
の
ま
な
ざ
し
」
に
見
守
ら
れ
つ
つ
、

ぜ
ひ
こ
の
機
会
に
法
学
部
の
長
い
歴
史
と
伝
統
を
確
認
し
て
い
た
だ
き
た
い
。

大
学
キ
ャ
ン
パ
ス
の
主
人
公
が
学
生
で
あ
る
こ
と
は
言
を
俟
た
な
い
だ
ろ
う
。
創
設
一
二
五
周
年
を
記
念
し
て
キ
ャ
ン
パ
ス
整
備
も
進

め
ら
れ
た
が
、
そ
こ
に
も
学
生
が
主
人
公
と
い
う
考
え
は
貫
か
れ
て
い
る
。
法
学
部
に
は
難
関
と
言
わ
れ
る
国
家
試
験
あ
る
い
は
資
格
試

験
を
目
指
し
て
勉
学
に
励
む
学
生
が
い
る
が
、
彼
ら
に
よ
り
良
い
学
習
環
境
を
提
供
す
る
こ
と
も
キ
ャ
ン
パ
ス
整
備
の
重
要
な
目
的
で
あ

る
。
そ
こ
で
学
部
の
旧
五
号
館
を
解
体
し
て
学
生
研
究
室
を
中
心
と
し
た
施
設
を
、
法
学
部
創
設
一
二
五
周
年
記
念
館
と
し
て
建
設
す
る
。

も
ち
ろ
ん
そ
う
し
た
国
家
試
験
を
目
指
し
て
い
る
訳
で
は
な
い
多
く
の
学
生
も
い
る
。
彼
ら
の
日
常
的
な
修
学
環
境
の
整
備
も
大
切
な
目

標
で
あ
り
。
本
館
の
耐
震
補
強
工
事
に
引
き
続
き
、
法
学
部
リ
ニ
ュ
ー
ア
ル
・
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
一
環
と
し
て
、
本
館
の
外
壁
工
事
、
さ

ら
に
授
業
講
堂
・
学
生
ホ
ー
ル
・
学
生
食
堂
・
ト
イ
レ
な
ど
の
内
装
工
事
も
順
調
に
進
め
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
は
す
べ
て
、
法
学
部
創

設
一
二
五
周
年
と
い
う
記
念
す
べ
き
年
に
因
ん
で
行
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

刊　

行　

の　

辞



日
本
法
学　

第
八
十
巻
第
二
号
（
二
〇
一
四
年
十
月
）

二

こ
の
記
念
す
べ
き
節
目
の
年
に
当
た
り
、
教
育
と
並
ん
で
大
学
の
大
き
な
使
命
で
あ
る
研
究
に
関
し
て
は
、
法
学
部
の
機
関
誌
で
あ
る

『
日
本
法
学
』『
政
経
研
究
』
そ
し
て
『
桜
文
論
叢
』
が
、
大
学
の
創
立
記
念
日
で
あ
る
一
〇
月
四
日
を
期
し
て
、
法
学
部
創
設
一
二
五
周

年
記
念
号
と
し
て
刊
行
さ
れ
た
。

学
部
の
機
関
誌
は
、
学
部
に
所
属
す
る
専
任
教
員
の
研
究
水
準
を
端
的
に
表
し
て
い
る
。
周
年
記
念
事
業
と
し
て
は
、
特
別
な
「
記
念

論
文
集
」
を
刊
行
す
る
こ
と
が
通
例
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
な
が
ら
今
回
は
敢
え
て
「
記
念
論
文
集
」
で
は
な
く
、「
機
関
誌
」
と
い
う
方

法
を
採
用
し
た
。
そ
れ
は
「
記
念
論
文
集
」
と
い
う
特
別
な
も
の
で
は
な
く
、
学
部
が
日
常
的
に
刊
行
し
て
い
る
「
機
関
誌
」
と
い
う
形

式
で
、
私
た
ち
の
日
常
的
な
研
究
活
動
の
一
端
を
ご
覧
い
た
だ
き
た
い
と
考
え
た
か
ら
で
あ
る
。

こ
の
一
二
五
周
年
記
念
号
の
企
画
か
ら
刊
行
に
至
る
ま
で
は
必
ず
し
も
十
分
な
時
間
が
確
保
さ
れ
て
い
た
訳
で
は
な
か
っ
た
が
、
そ
う

し
た
中
で
こ
の
記
念
号
に
日
常
的
な
研
究
の
成
果
を
お
寄
せ
い
た
だ
い
た
方
々
に
対
し
て
は
心
か
ら
の
敬
意
を
表
す
る
。
そ
し
て
ま
た
創

立
記
念
日
刊
行
と
い
う
窮
屈
な
日
程
の
中
で
、
期
待
さ
れ
た
期
日
通
り
に
刊
行
し
て
下
さ
っ
た
機
関
誌
編
集
委
員
会
の
ご
努
力
に
篤
く
謝

意
を
表
す
る
し
だ
い
で
あ
る
。
さ
ら
に
決
し
て
潤
沢
と
は
言
え
な
い
財
政
状
態
の
中
で
編
集
委
員
会
を
支
え
て
く
れ
た
事
務
局
の
皆
さ
ん

に
も
御
礼
を
申
し
上
げ
る
。

法
学
部
の
機
関
誌
が
、
と
り
わ
け
こ
の
一
二
五
周
年
記
念
号
に
寄
せ
ら
れ
た
論
稿
が
、
そ
れ
ぞ
れ
の
学
界
に
裨
益
す
る
こ
と
を
祈
念
し

て
、
刊
行
の
辞
と
す
る
。

日
本
大
学
法
学
部
長　

杉　

本　
　
　

稔
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目　
　

次

五

刊　

行　

の　

辞

朝
鮮
総
督
府
の
笞
刑
に
つ
い
て

│
刑
罰
史
の
一
幕

│　
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…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
新

井　
　

勉
…
…

一

名
の
法
を
め
ぐ
る
裁
判
権
対
立
と
参
座
に
よ
る
決
着

│
明
治
六
年
小
野
組
転
籍
事
件
を
と
お
し
て

│　
 …
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
小

林

忠

正
…
…
二
三

『
学
説
彙
纂
』
第
五
〇
巻
第
一
七
章
第
一
法
文
に
つ
い
て

│
ポ
テ
ィ
エ
『
新
編
ユ
ス
テ
ィ
ニ
ア
ヌ
ス
学
説
彙
纂
』
レ
グ
ラ
エ
論
序
章

│
 …
…
…
…
…
…
…
…
…
…
吉

原

達

也
…
…
七
七

フ
ラ
ン
ス
の
グ
ラ
ン
ド
・
リ
ヨ
ン
を
範
と
す
る
小
規
模
自
治
体
の
行
税
財
政
改
革
…
…
…
…
…
…
…
…
伊

藤　
　

悟
…
…
一
〇
七

高
齢
者
に
よ
る
万
引
き
の
防
止
に
向
け
た
一
考
察
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
尾

田

清

貴
…
…
一
三
九

宇
宙
エ
レ
ベ
ー
タ
法

そ
の
海
法
、
空
法
及
び
宇
宙
法
と
の
関
係
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
甲

斐

素

直
…
…
一
七
九

タ
ク
シ
ー
事
業
の
規
制
構
造
と
行
政
裁
量
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
友

岡

史

仁
…
…
二
一
七



日
本
法
学　

第
八
十
巻
第
二
号
（
二
〇
一
四
年
十
月
）

六

国
家
主
権
の
行
使
と
し
て
の
「
国
籍
付
与
」 …
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
百

地　
　

章
…
…
二
五
五

連
邦
軍
の
国
内
出
動
の
憲
法
適
合
性
：

二
〇
一
二
年
八
月
一
七
日
付
連
邦
憲
法
裁
判
所
大
法
廷
判
決
を
巡
っ
て
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
小

林

宏

晨
…
…
二
八
一

日
露
戦
争
と
人
道
主
義

│
松
山
俘
虜
収
容
所
に
お
け
る
ロ
シ
ア
傷
病
者
救
護
の
検
討

│　
 …
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
喜

多

義

人
…
…
三
三
三

受
益
権
化
さ
れ
た
財
産
権
の
担
保
と
受
益
権
質
権
の
効
力
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
長
谷
川　

貞　

之
…
…
三
七
一

英
国
ス
チ
ュ
ワ
ー
ド
シ
ッ
プ
・
コ
ー
ド
とA
pproved P

ersons

制
度

│
域
外
適
用
と
金
融
機
関
の
リ
ス
ク
ガ
バ
ナ
ン
ス
な
ら
び
に
監
査
等
委
員
会
制
度
な
ど
の
接
点

│
 …
…
…
藤

川

信

夫
…
…
四
一
五



朝
鮮
総
督
府
の
笞
刑
に
つ
い
て
（
新
井
）

（
二
五
九
）

朝
鮮
総
督
府
の
笞
刑
に
つ
い
て

│
刑
罰
史
の
一
幕

│

新　
　

井　
　
　
　
　

勉

は
じ
め
に

黙
阿
弥
の
白
浪
物
の
中
に
「
浜
の
真
砂
は
つ
き
る
と
も
世
に
盗
人
の
種
は
つ
き
ま
じ
」
と
い
う
、
大
変
有
名
な
台
詞
が
あ
る
。
盗
罪
を

は
じ
め
、
日
々
あ
ち
こ
ち
で
無
数
の
犯
罪
が
お
き
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
公
的
権
力
は
可
能
な
か
ぎ
り
犯
人
を
と
ら
え
、
刑
罰
権
を
行
使

す
る
。
現
在
多
く
の
国
々
の
刑
罰
の
中
心
は
懲
役
な
ど
の
自
由
刑
で
あ
る
。
国
に
よ
っ
て
は
な
お
死
刑
が
残
っ
て
い
る
が
、
犯
人
の
身
体

を
損
傷
し
た
り
犯
人
に
苦
痛
を
与
え
た
り
す
る
身
体
刑
は
ほ
ぼ
跡
を
た
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

こ
の
う
ち
、
死
刑
が
古
く
か
ら
あ
る
刑
罰
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
懲
役
は
ア
ム
ス
テ
ル
ダ
ム
の
労
役
場
を
想
起
す
る
と
高
々
一
六
世
紀

論　

説

一



日
本
法
学　

第
八
十
巻
第
二
号
（
二
〇
一
四
年
十
月
）

（
二
六
〇
）

末
ま
で
し
か
起
源
が
遡
ら
な
い
。
日
本
の
場
合
、
石
川
島
の
人
足
寄
場
は
一
八
世
紀
末
ま
で
し
か
起
源
が
遡
ら
な
い
。
懲
役
に
比
較
す
る

と
、
手
足
や
耳
鼻
を
切
断
し
た
り
、
笞
や
杖
で
身
体
を
殴
打
し
た
り
す
る
身
体
刑
の
方
が
、
東
洋
、
西
洋
を
と
わ
ず
、
ず
っ
と
長
い
歴
史

を
も
っ
て
い
る
。

八
世
紀
初
め
、
古
代
日
本
は
、
唐
律
を
模
倣
し
て
大
宝
律
や
養
老
律
を
編
纂
し
、
笞
刑
、
杖
刑
を
導
入
し
た
。
二
つ
の
律
は
、
笞
刑
を

笞
罪
と
称
し
、
笞
一
〇
か
ら
笞
五
〇
ま
で
の
五
等
、
杖
刑
を
杖
罪
と
称
し
、
杖
六
〇
か
ら
杖
一
〇
〇
ま
で
の
五
等
と
し
た
。
笞
罪
も
杖
罪

も
、
刑
具
は
節
を
削
っ
た
杖
で
あ
る
。
刑
名
は
五
〇
以
下
と
六
〇
以
上
を
以
て
区
別
し
、
刑
具
の
太
さ
は
笞
罪
の
杖
を
杖
罪
の
杖
よ
り
も

一
分
、
す
な
わ
ち
、
約
三
ミ
リ
細
く
し
た
（
1
）

。
こ
の
刑
具
に
よ
り
刑
吏
が
受
刑
者
の
裸
の
臀
を
う
っ
た
の
で
あ
る
。

こ
こ
で
時
代
が
一
気
に
下
る
。
明
治
政
府
は
当
初
笞
、
杖
の
身
体
刑
を
再
び
採
用
し
た
。
こ
れ
は
明
律
、
清
律
を
模
倣
し
て
編
纂
し
た

仮
刑
律
や
新
律
綱
領
が
定
め
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。
も
っ
と
も
、
明
治
五
年
四
月
、
政
府
が
笞
刑
、
杖
刑
を
廃
し
懲
役
と
し
た
か
ら
、
僅
か

数
年
の
こ
と
だ
っ
た
。
こ
の
間
に
東
京
裁
判
所
が
笞
刑
や
杖
刑
に
処
し
た
事
件
の
口
供
書
や
擬
律
書
が
残
っ
て
い
る
（
2
）

。
口
供
書
は
自
白
書

で
、
擬
律
書
は
判
決
案
で
あ
る
。

近
代
日
本
は
、
江
戸
幕
府
が
結
ん
だ
不
平
等
条
約
を
改
正
し
て
、
欧
米
諸
国
の
仲
間
に
入
る
た
め
、
そ
れ
ま
で
多
用
し
た
死
刑
を
制
限

し
、
身
体
刑
を
廃
止
し
た
。
一
方
、
同
時
代
の
清
国
も
、
韓
国
も
、
依
然
と
し
て
旧
時
代
の
刑
罰
に
固
執
し
た
。
そ
の
た
め
、
近
代
日
本

が
日
清
戦
争
、
日
露
戦
争
に
勝
ち
、
総
督
を
お
い
て
支
配
し
た
台
湾
や
朝
鮮
で
は
、
ど
ち
ら
の
総
督
府
も
便
宜
上
旧
時
代
の
笞
刑
を
温
存

し
た
の
で
あ
る
。

さ
て
、
一
〇
数
年
前
、
法
制
史
家
と
し
て
著
名
な
利
光
三
津
夫
氏
が
『
法
学
研
究
』
誌
上
「
最
後
の
笞
刑
法
案
」
と
題
し
て
、
旧
満
州

国
の
「
暫
行
易
笞
法
案
」
な
る
も
の
を
紹
介
し
た
こ
と
が
あ
る
。
こ
の
易
の
字
は
「
か
え
る
」
と
い
う
意
味
で
、
住
居
も
生
業
も
な
い
者

二



朝
鮮
総
督
府
の
笞
刑
に
つ
い
て
（
新
井
）

（
二
六
一
）

に
三
月
以
下
の
徒
刑
、
一
〇
〇
円
以
下
の
罰
金
、
拘
留
、
ま
た
は
科
料
を
科
す
る
場
合
に
、
笞
刑
を
以
て
そ
の
刑
の
執
行
に
か
え
る
の
で

あ
る
。
利
光
氏
は
、
解
題
の
中
で
次
の
よ
う
に
説
明
し
て
い
る
（
3
）

。

法
の
近
代
化
の
波
は
、
肉
刑
の
全
面
的
廃
止
の
傾
向
を
よ
び
、
日
本
に
お
い
て
は
、
明
治
六
年
の
「
改
定
律
例
」
名
例
上
に
、

第
一
条　

凡
笞
刑
徒
流
（
凡
笞
杖
徒
流
の
誤
り
…
…
新
井
）
ノ
刑
名
ヲ
改
メ
、
一
体
ニ
懲
役
ニ
換
ヘ
、
例
ニ
照
シ
テ
役
ニ
服
ス
、

と
定
め
ら
れ
、
法
典
よ
り
姿
を
没
す
る
に
い
た
っ
た
。

そ
の
後
、
笞
刑
は
、
広
義
な
意
味
（
笞
刑
の
み
な
ら
ず
杖
刑
を
含
む
…
…
同
）
に
使
用
さ
れ
明
治
四
十
五
年
、「
朝
鮮
笞
刑
令
」
と

し
て
復
活
さ
れ
た
。
し
か
し
、
そ
れ
は
特
別
法
と
し
て
で
あ
り
、
政
令
と
い
う
形
式
に
止
ま
っ
て
い
る
。
な
お
、
こ
の
法
は
、
終
戦

に
よ
り
、
当
然
に
そ
の
効
力
を
失
っ
た
。

こ
の
説
明
は
雑
で
あ
る
。
①
政
令
は
「
制
令
」
の
誤
り
で
、
制
令
は
朝
鮮
総
督
が
朝
鮮
に
お
け
る
法
律
事
項
を
独
自
に
定
め
た
法
形
式

の
こ
と
を
い
う
。
台
湾
総
督
の
定
め
た
律
令
（
リ
ツ
レ
イ
）
に
対
応
し
て
い
る
。
②
明
治
四
五
年
三
月
、
朝
鮮
総
督
府
は
、
制
令
第
一
一

号
「
朝
鮮
刑
事
令
」
を
公
布
し
、
朝
鮮
に
お
い
て
内
地
の
刑
法
や
刑
事
訴
訟
法
な
ど
を
依
用
（
法
令
内
容
の
施
行
を
い
う
）
す
る
こ
と
と

し
、
同
時
に
制
令
第
一
三
号
で
「
朝
鮮
笞
刑
令
」
を
公
布
し
た
。
笞
刑
令
は
刑
事
令
の
特
別
法
な
が
ら
、
右
の
「
し
か
し
、
そ
れ
は
特
別

法
と
し
て
で
あ
り
、
政
令
と
い
う
形
式
に
止
ま
っ
て
い
る
」
の
箇
所
は
、
何
の
こ
と
か
意
味
不
明
で
あ
る
。
③
広
く
し
ら
れ
る
が
、
大
正

八
年
の
三
・
一
独
立
運
動
に
よ
り
、
内
地
政
府
は
、
朝
鮮
支
配
を
武
断
政
治
か
ら
文
化
政
治
に
変
更
し
た
。
改
革
の
一
環
と
し
て
、
大
正

九
年
三
月
、
朝
鮮
総
督
府
は
制
令
第
五
号
「
朝
鮮
笞
刑
令
廃
止
ノ
件
」
を
公
布
し
笞
刑
令
を
廃
止
し
た
か
ら
、
右
の
「
こ
の
法
は
、
終
戦

三



日
本
法
学　

第
八
十
巻
第
二
号
（
二
〇
一
四
年
十
月
）

（
二
六
二
）

に
よ
り
、
当
然
に
そ
の
効
力
を
失
っ
た
」
の
箇
所
は
、
明
ら
か
な
誤
り
で
あ
る
（
4
）

。

こ
こ
で
、
近
代
日
本
の
支
配
し
た
外
地
に
お
け
る
笞
刑
に
つ
い
て
、
簡
単
に
纏
め
て
み
よ
う
。
次
の
よ
う
で
あ
る
。
法
令
形
式
、
法
令

名
、
対
象
者
、
制
定
〜
廃
止
の
順
で
あ
る
（
5
）

。

○
台
湾

律
令
、
罰
金
及
笞
刑
処
分
例
、
本
島
人
・
清
国
人
、
明
治
三
七
年
（
律
一
）
〜
大
正
一
〇
年
（
律
七
）

○
関
東
州

勅
令
、
関
東
州
罰
金
及
笞
刑
処
分
令
、
支
那
人
、
明
治
四
一
年
（
勅
二
三
六
）
〜
？

○
朝
鮮

制
令
、
朝
鮮
笞
刑
令
、
朝
鮮
人
、
明
治
四
五
年
（
制
一
三
）
〜
大
正
九
年
（
制
五
）

二
〇
世
紀
の
朝
鮮
や
台
湾
に
お
い
て
笞
刑
が
行
わ
れ
た
こ
と
は
、
昔
も
今
も
日
本
の
法
学
者
や
法
律
家
の
常
識
に
属
す
る
が
、
執
行
の

実
態
は
必
ず
し
も
明
ら
か
で
は
な
い
。
そ
こ
で
、
本
稿
は
、
三
〇
年
前
、
私
が
金
沢
大
学
で
、
元
第
四
高
等
学
校
所
蔵
の
『
朝
鮮
総
督
府

統
計
年
報
』
を
思
い
つ
く
ま
ま
複
写
機
に
か
け
、
そ
の
後
、
長
く
筐
底
に
お
い
た
も
の
を
綴
り
あ
わ
せ
、
近
代
日
本
の
支
配
し
た
朝
鮮
で

行
わ
れ
た
笞
刑
執
行
の
実
態
を
素
描
し
よ
う
と
思
う
。

ち
な
み
に
、
大
正
二
年
六
月
一
五
日
発
行
の
『
法
律
新
聞
』
は
、
第
一
面
に
「
姦
婦
に
対
す
る
野
蛮
の
私
刑
」
と
題
し
て
、
村
人
ら
が

見
守
る
中
、
木
に
縛
ら
れ
た
若
い
女
性
の
裸
の
背
中
を
村
長
が
鞭
で
打
ち
叩
く
、
大
き
な
図
を
掲
載
し
て
い
る
。
そ
し
て
「
露
国
の
僻
陬

四



朝
鮮
総
督
府
の
笞
刑
に
つ
い
て
（
新
井
）

（
二
六
三
）

ス
テ
ツ
ペ
ン
村
は
行
政
、
司
法
共
に
其
部
落
の
郷
長
が
司
り
居
る
風
習
な
る
が
、
図
は
此
村
の
年
若
き
一
婦
人
が
隣
家
の
男
と
姦
通
せ
る

を
郷
人
に
捕
へ
ら
れ
強
鞭
を
揮
つ
て
五
十
笞
を
下
す
所
な
り
。
さ
り
と
は
野
蛮
極
ま
る
風
習
と
云
ふ
べ
し
」
と
説
明
し
て
い
る
。
こ
こ
で

野
蛮
と
烙
印
を
お
し
た
の
は
、
村
長
が
行
う
私
刑
よ
り
は
、
姦
婦
に
鞭
を
揮
う
私
刑
の
内
容
を
い
う
の
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
姦
婦
や
姦
夫

を
懲
役
に
処
す
る
刑
法
を
も
ち
、
外
地
の
人
々
に
笞
刑
を
行
う
近
代
日
本
が
、
こ
の
風
習
を
非
難
す
る
資
格
が
あ
っ
た
の
か
ど
う
か
。

一　

朝
鮮
笞
刑
令

朝
鮮
総
督
府
に
お
け
る
笞
刑
執
行
の
実
態
を
み
る
に
は
、
朝
鮮
笞
刑
令
か
ら
始
め
る
の
が
順
序
で
あ
る
。
も
っ
と
も
、
本
稿
は
、
朝
鮮

笞
刑
令
の
根
拠
た
る
朝
鮮
総
督
の
立
法
権
に
つ
い
て
論
及
す
る
こ
と
を
し
な
い
。
こ
こ
で
は
、
朝
鮮
総
督
が
、
明
治
四
四
年
法
律
第
三
〇

号
「
朝
鮮
ニ
施
行
ス
ヘ
キ
法
令
ニ
関
ス
ル
法
律
」
に
よ
り
（
6
）

、
朝
鮮
に
お
い
て
法
律
事
項
を
独
自
に
定
め
る
制
令
の
制
定
権
を
も
っ
て
い
た

こ
と
を
承
知
し
て
い
れ
ば
、
十
分
で
あ
る
。

一
部
繰
り
返
し
と
な
る
が
、
明
治
四
五
年
三
月
一
八
日
、
初
代
朝
鮮
総
督
寺
内
正
毅
は
、
制
令
第
一
一
号
で
「
朝
鮮
刑
事
令
」
を
公
布

し
、
朝
鮮
に
お
い
て
内
地
の
刑
法
、
刑
事
訴
訟
法
な
ど
、
一
二
の
法
令
を
依
用
す
る
こ
と
と
し
、
従
前
の
韓
国
の
刑
事
法
典
た
る
「
刑
法

大
全
」
を
廃
止
し
た
。
依
用
と
は
、
こ
れ
ら
の
法
律
を
施
行
す
る
の
で
は
な
く
、
法
律
の
内
容
を
施
行
す
る
こ
と
を
い
う
。
そ
れ
と
と
も

に
、
同
日
、
寺
内
総
督
は
、
制
令
第
一
三
号
で
「
朝
鮮
笞
刑
令
」
を
公
布
し
た
（
7
）

。

さ
て
、
こ
の
朝
鮮
笞
刑
令
の
内
容
を
み
て
み
よ
う
。
笞
刑
の
対
象
者
は
朝
鮮
人
に
限
ら
れ
る
。
そ
れ
も
一
六
歳
以
上
、
六
〇
歳
以
下
の

男
性
に
あ
ら
ざ
れ
ば
科
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
ど
の
よ
う
な
場
合
に
笞
刑
を
科
す
る
か
と
い
う
と
、
①
三
月
以
下
の
懲
役
ま
た
は
拘
留

に
処
す
る
べ
き
場
合
、
②
一
〇
〇
円
以
下
の
罰
金
ま
た
は
科
料
に
処
す
る
べ
き
者
が
無
住
所
か
無
資
産
か
の
場
合
で
あ
る
（
8
）

。
ど
ち
ら
か
に

五



日
本
法
学　

第
八
十
巻
第
二
号
（
二
〇
一
四
年
十
月
）

（
二
六
四
）

あ
た
れ
ば
、
裁
判
所
や
即
決
官
署
が
そ
の
情
状
に
よ
り
笞
刑
を
言
い
渡
す
の
で
あ
る
。

第
一
条　

三
月
以
下
ノ
懲
役
又
ハ
拘
留
ニ
処
ス
ヘ
キ
者
ハ
其
ノ
情
状
ニ
依
リ
笞
刑
ニ
処
ス
ル
コ
ト
ヲ
得

第
二
条　

百
円
以
下
ノ
罰
金
又
ハ
科
料
ニ
処
ス
ヘ
キ
者
左
ノ
各
号
ノ
一
ニ
該
ル
ト
キ
ハ
其
ノ
情
状
ニ
依
リ
笞
刑
ニ
処
ス
ル
コ
ト
ヲ
得

一　

朝
鮮
内
ニ
一
定
ノ
住
所
ヲ
有
セ
サ
ル
ト
キ

二　

無
資
産
ナ
リ
ト
認
メ
タ
ル
ト
キ

②
一
定
の
住
所
の
な
い
者
は
資
産
が
な
い
し
、
一
定
の
住
所
が
あ
っ
て
も
資
産
が
な
い
者
が
い
る
。
そ
の
よ
う
な
者
に
罰
金
や
科
料
を

払
え
と
い
っ
て
も
、
そ
れ
は
無
理
な
話
で
あ
る
。
①
三
月
以
下
の
懲
役
や
拘
留
に
処
さ
れ
る
大
勢
の
者
の
た
め
に
総
督
府
が
監
獄
を
拡
張

し
増
設
す
る
の
は
、
財
政
上
無
意
味
な
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
よ
り
朝
鮮
は
併
合
時
ま
で
、
正
確
に
は
朝
鮮
刑
事
令
の
施
行
ま
で
刑
法
大
全

に
よ
り
笞
刑
（
9
）

を
多
用
し
て
き
た
の
だ
か
ら
、
笞
刑
を
温
存
す
る
の
に
こ
し
た
こ
と
は
な
か
っ
た
。

笞
刑
は
監
獄
ま
た
は
即
決
官
署
で
行
い
、
秘
密
に
執
行
す
る
。
公
開
し
な
い
。
執
行
方
法
は
「
笞
」
を
以
て
臀
を
う
つ
。
笞
三
〇
以
下

の
場
合
は
一
回
で
行
い
、
三
〇
ま
で
を
ま
す
ご
と
に
一
回
を
加
え
る
。
執
行
は
一
日
一
回
を
こ
え
て
は
な
ら
ず
、
笞
五
〇
を
執
行
す
る
に

は
二
日
、
笞
一
〇
〇
を
執
行
す
る
に
は
四
日
と
、
日
数
を
か
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
な
お
、
先
走
る
が
、
次
の
朝
鮮
笞
刑
令
施
行
規
則

は
、
二
回
以
上
の
場
合
、
連
日
執
行
せ
よ
と
定
め
て
い
た
。

も
っ
と
も
、
朝
鮮
笞
刑
令
の
定
め
る
の
は
こ
の
程
度
で
、
明
治
四
五
年
三
月
一
九
日
制
定
の
朝
鮮
総
督
府
令
第
三
二
号
「
朝
鮮
笞
刑
令

施
行
規
則
」
お
よ
び
同
年
三
月
三
〇
日
発
令
の
朝
鮮
総
督
府
訓
令
第
四
一
号
「
笞
刑
執
行
心
得
」
の
二
つ
が
、
笞
刑
執
行
の
細
目
を
規
定

六



朝
鮮
総
督
府
の
笞
刑
に
つ
い
て
（
新
井
）

（
二
六
五
）

し
て
い
た
（
10
）

。
こ
の
施
行
規
則
に
よ
る
と
、
執
行
に
は
典
獄
、
看
守
長
、
ま
た
は
即
決
官
署
の
長
か
代
理
官
が
た
ち
あ
い
、
受
刑
者
に
笞
刑

の
執
行
と
笞
数
を
告
知
し
て
、
所
属
官
署
の
吏
員
が
執
行
す
る
。
執
行
は
日
の
出
か
ら
日
没
ま
で
に
行
う
。

笞
刑
に
お
い
て
重
要
な
の
は
、
ど
の
よ
う
な
笞
を
使
う
の
か
、
ど
の
よ
う
に
笞
を
使
う
の
か
、
と
い
う
点
で
あ
る
。
笞
の
材
質
、
形
状

お
よ
び
寸
法
は
、
施
行
規
則
の
第
一
一
条
が
定
め
て
い
た
。

第
一
一
条　

笞
ハ
長
サ
一
尺
八
寸
厚
サ
二
分
五
厘
濶
サ
笞
頭
七
分
笞
柄
四
分
五
厘
ニ
シ
テ
竹
片
ヲ
以
テ
之
ヲ
作
リ
疎
節
ヲ
削
除
シ
麻

ヲ
以
テ
縦
ニ
之
ヲ
裹
ミ
笞
頭
ハ
断
余
ヲ
片
頭
ニ
一
寸
二
分
ヲ
剰
シ
笞
柄
ハ
六
分
ヲ
剰
シ
麻
糸
ヲ
以
テ
密
ニ
其
ノ
外
部
ヲ
横
纏
シ
一

纏
毎
ニ
背
部
ニ
交
結
シ
テ
以
テ
一
条
稜
ヲ
成
シ
長
サ
五
寸
布
片
ヲ
以
テ
其
ノ
笞
柄
ヲ
包
ミ
外
径
ハ
笞
頭
二
寸
二
分
笞
柄
一
寸
五
分

ト
ス

珍
し
く
『
法
令
全
書
』
に
誤
記
が
あ
る
。
外
径
の
笞
頭
二
寸
「
二
分
」
は
、
二
寸
三
分
の
誤
記
で
あ
る
。
今
回
、
手
元
の
『
朝
鮮
法
令

輯
覧
』
大
正
四
年
版
を
参
照
し
確
認
し
た
。
こ
の
点
を
訂
正
す
る
と
、
こ
の
第
一
一
条
は
、
実
は
、
明
治
三
七
年
台
湾
総
督
府
令
第
三
八

号
「
罰
金
及
笞
刑
処
分
例
施
行
細
則
（
11
）

」
第
一
二
条
の
規
定
と
同
一
で
あ
る
。
長
さ
約
五
四
・
五
セ
ン
チ
、
厚
さ
約
七
・
六
ミ
リ
、
笞
頭
約

二
・
一
セ
ン
チ
、
笞
柄
約
一
・
四
セ
ン
チ
の
竹
片
三
個
（
四
個
で
は
多
い
）
を
、
節
を
削
り
麻
布
を
以
て
縦
に
包
む
。
そ
の
上
で
、
外
部

を
麻
糸
で
隙
間
な
く
横
に
括
り
、
一
括
り
ご
と
に
笞
の
背
で
結
び
一
続
き
の
角
を
な
す
よ
う
に
作
成
す
る
。
た
だ
笞
頭
や
笞
柄
の
作
業
が

は
っ
き
り
し
な
い
が
、
こ
の
よ
う
に
し
て
外
径
が
笞
頭
約
七
・
〇
セ
ン
チ
、
笞
柄
約
四
・
五
セ
ン
チ
の
笞
が
で
き
あ
が
る
。

こ
の
施
行
規
則
第
一
一
条
や
、
台
湾
の
罰
金
及
笞
刑
処
分
例
施
行
細
則
第
一
二
条
の
字
面
を
み
て
い
て
も
、
竹
片
三
個
を
円
形
に
し
て

七



日
本
法
学　

第
八
十
巻
第
二
号
（
二
〇
一
四
年
十
月
）

（
二
六
六
）

作
る
こ
と
や
、
笞
の
寸
法
が
わ
か
る
程
度
で
、
細
部
が
よ
く
わ
か
ら
な
い
。
し
か
し
、
実
は
、
朝
鮮
や
台
湾
の
笞
の
原
型
と
い
う
べ
き
笞

の
図
が
『
法
令
全
書
』
の
中
に
あ
る
。
何
か
と
い
う
と
、
新
律
綱
領
の
首
巻
の
獄
具
図
中
、
笞
の
表
面
図
、
お
よ
び
背
面
図
が
、
そ
れ
で

あ
る
（
12
）

。
新
律
綱
領
の
笞
は
笞
柄
の
竹
片
の
濶
さ
が
四
分
二
厘
、
笞
柄
を
白
色
の
韋
（
鞣
し
皮
）
で
包
む
こ
と
を
除
き
、
他
の
寸
法
も
作
り

方
も
、
後
の
朝
鮮
や
台
湾
の
笞
と
同
じ
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
笞
の
材
質
は
竹
片
で
、
形
状
や
、
寸
法
は
右
の
と
お
り
で
あ
る
。
ち
な
み

に
、
近
代
朝
鮮
史
研
究
者
の
朴
慶
植
氏
が
「
笞
は
牛
の
陰
茎
を
使
用
し
、
先
に
鉛
を
つ
け
た
も
の
で
、
打
つ
と
肉
に
の
め
り
こ
ん
で
出
血

し
た
」
と
い
う
（
13
）

の
は
、
果
し
て
何
を
論
拠
と
し
て
い
る
の
か
不
明
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
俗
説
が
あ
っ
た
の
か
ど
う
か
も
、
明
ら
か
で
は

な
い
。

次
に
笞
刑
執
行
心
得
の
内
容
を
み
て
み
よ
う
。
ま
ず
、
縦
七
尺
五
寸
、
横
六
尺
（
約
二
二
七
セ
ン
チ
×
約
一
八
二
セ
ン
チ
）
の
十
字
状

の
「
刑
盤
」
に
莚
を
し
き
、
受
刑
者
を
う
つ
ぶ
せ
に
ね
か
せ
、
両
腕
両
脚
を
刑
盤
に
窄
帯
で
固
定
し
て
、
臀
部
を
露
出
さ
せ
る
。
執
行
者

は
一
方
の
臀
を
連
打
し
、
執
行
二
回
以
上
の
場
合
は
一
回
目
左
臀
、
二
回
目
右
臀
と
い
う
よ
う
に
交
互
に
執
行
し
、
執
行
一
回
の
場
合
は

笞
数
を
折
半
し
て
左
右
の
臀
に
執
行
す
る
。
受
刑
者
が
号
叫
す
る
恐
れ
が
あ
る
と
き
は
、
ぬ
ら
し
た
布
を
口
に
お
し
こ
む
。

第
二
条　

笞
刑
執
行
者
ハ
右
手
ニ
笞
ヲ
携
ヘ
之
ヲ
垂
下
シ
テ
受
刑
者
ノ
左
側
ニ
進
ミ
其
ノ
腕
ヲ
延
長
シ
テ
笞
頭
ノ
受
刑
者
右
臀
ニ
接

触
ス
ル
コ
ト
約
三
寸
ノ
距
離
ニ
於
テ
位
置
ヲ
定
メ
同
時
ニ
左
足
ヲ
約
一
歩
後
ロ
ヘ
引
キ
其
ノ
足
尖
ヲ
外
側
ニ
向
ケ
左
手
ハ
肘
ヲ
軽

ク
張
リ
拇
指
ヲ
背
ロ
ニ
シ
テ
（
執
行
者
帯
剣
ノ
場
合
ハ
左
手
ニ
剣
柄
ヲ
握
リ
）
之
ヲ

骨
ノ
側
方
ニ
当
テ
体
ノ
重
ミ
ヲ
右
膝
ニ
托

シ
稍
々
前
方
ニ
傾
ク
ノ
姿
勢
ヲ
為
ス
ヘ
シ

＊

骨
は
腰
の
骨
を
い
う
。

八



朝
鮮
総
督
府
の
笞
刑
に
つ
い
て
（
新
井
）

（
二
六
七
）

第
三
条　

笞
ノ
鞭
下
ハ
笞
刑
執
行
者
自
ラ
笞
ノ
裏
面
ヲ
頭
上
ニ
接
ス
ル
ノ
度
ニ
於
テ
上
方
ヨ
リ
笞
ノ
表
面
ニ
テ
受
刑
者
ノ
右
臀
ニ
対

シ
一
鞭
毎
ニ
自
ラ
発
声
シ
テ
笞
数
ヲ
算
シ
ツ
ヽ
之
ヲ
連
行
ス
ヘ
シ

第
四
条　

受
刑
者
ノ
左
臀
ニ
対
シ
鞭
ヲ
加
フ
ル
ト
キ
ハ
第
二
条
及
第
三
条
ノ
方
法
ニ
依
リ
受
刑
者
ハ
右
側
ヨ
リ
之
ヲ
行
フ
ヘ
シ

こ
こ
も
『
法
令
全
書
』
の
誤
記
で
あ
る
。
第
四
条
の
受
刑
者
「
ハ
」
は
、
受
刑
者
ノ
、
の
誤
記
で
あ
る
。
笞
の
材
質
、
形
状
、
寸
法
も

重
要
な
が
ら
、
よ
り
重
要
な
の
は
ど
の
よ
う
に
笞
を
使
う
の
か
、
と
い
う
打
ち
方
で
あ
る
。
こ
の
執
行
心
得
第
二
条
、
第
三
条
が
打
ち
方

を
定
め
て
い
た
。
も
っ
と
も
、
肝
腎
の
打
力
は
、
執
行
心
得
の
ど
こ
に
も
み
あ
た
ら
な
い
。
執
行
者
の
体
力
お
よ
び
打
力
は
、
こ
の
二
箇

条
の
制
約
し
か
う
け
な
い
。

執
行
心
得
は
確
か
に
、
第
九
条
「
打
方
ハ
終
始
寛
厳
ノ
差
ナ
ク
且
受
刑
者
ノ
皮
膚
ヲ
損
傷
セ
サ
ル
様
注
意
シ
引
キ
打
又
ハ
横
打
ヲ
為
ス

ヘ
カ
ラ
ス
」
と
規
定
し
て
い
た
。
し
か
し
、
繰
り
返
し
に
な
る
が
、
笞
刑
令
が
第
一
一
条
「
笞
刑
ハ
監
獄
又
ハ
即
決
官
署
ニ
於
テ
秘
密
ニ

之
ヲ
執
行
ス
」
と
命
じ
る
以
上
、
こ
の
第
二
条
、
第
三
条
が
厳
格
に
遵
守
さ
れ
る
保
証
は
な
か
っ
た
。
往
々
に
し
て
遵
守
さ
れ
な
か
っ
た

か
も
し
れ
な
い
。
遵
守
さ
れ
な
か
っ
た
に
し
て
も
、
朴
慶
植
氏
が
「
笞
刑
は
全
く
の
封
建
的
残
酷
性
を
お
び
た
『
蛮
刑
』
で
あ
り
、
そ
の

た
め
に
死
亡
者
・
不
具
者
な
ど
、
犠
牲
者
が
多
く
出
た
（
14
）

」
と
大
書
す
る
の
は
、
何
ら
論
拠
が
示
さ
れ
ず
俄
か
に
信
じ
ら
れ
な
い
。
こ
れ
に

対
し
て
、
平
野
義
太
郎
は
昭
和
一
五
年
夏
、
関
東
州
で
、
笞
刑
の
「
痛
苦
は
体
力
の
強
い
支
那
苦
力
さ
へ
も
声
を
張
り
あ
げ
て
泣
き
叫
ぶ

に
至
る
ほ
ど
の
も
の
で
あ
り
、
受
刑
後
に
歩
く
こ
と
が
出
来
ぬ
者
も
ゐ
る
（
15
）

」
と
い
う
こ
と
を
伝
聞
し
た
ら
し
い
。
今
と
な
っ
て
は
、
平
野

が
関
東
州
の
監
獄
や
民
政
署
で
笞
刑
執
行
直
後
の
受
刑
者
を
目
撃
し
な
か
っ
た
こ
と
が
惜
し
ま
れ
る
。

九



日
本
法
学　

第
八
十
巻
第
二
号
（
二
〇
一
四
年
十
月
）

（
二
六
八
）

二　

笞
刑
の
執
行

朝
鮮
総
督
府
に
お
け
る
笞
刑
執
行
の
実
態
を
み
る
前
提
と
し
て
、
関
係
す
る
法
令
を
ざ
っ
と
一
瞥
し
た
。
そ
こ
で
、
次
に
、
ど
れ
ほ
ど

の
人
々
が
笞
刑
を
言
い
渡
さ
れ
た
の
か
、
ど
の
よ
う
な
犯
罪
に
笞
刑
が
言
い
渡
さ
れ
た
の
か
、
あ
る
い
は
、
言
い
渡
さ
れ
る
笞
数
は
ど
れ

ほ
ど
だ
っ
た
の
か
、
を
み
て
み
よ
う
。
二
〇
世
紀
朝
鮮
に
笞
刑
が
行
わ
れ
た
こ
と
は
常
識
だ
と
い
っ
て
も
、
管
見
の
か
ぎ
り
、
こ
れ
ま
で

一
度
と
し
て
具
体
的
な
数
が
語
ら
れ
た
こ
と
は
な
い
。

既
に
み
た
よ
う
に
、
笞
刑
は
、
一
六
歳
以
上
六
〇
歳
以
下
の
朝
鮮
人
の
男
性
に
対
し
て
、
①
三
月
以
下
の
懲
役
、
ま
た
は
拘
留
か
、
②

無
住
所
か
無
資
産
で
、
一
〇
〇
円
以
下
の
罰
金
、
ま
た
は
科
料
か
、
①
②
ど
ち
ら
か
の
場
合
、
裁
判
所
や
即
決
官
署
が
そ
の
情
状
に
よ
り

言
い
渡
す
の
で
あ
る
。
本
稿
で
は
、
朝
鮮
の
司
法
制
度
に
つ
い
て
詳
し
い
説
明
は
し
な
い
（
16
）

。
こ
こ
で
は
、
そ
の
頃
朝
鮮
に
お
い
て
は
朝
鮮

総
督
府
裁
判
所
令
（
明
治
四
三
制
五
）
の
定
め
る
裁
判
所
が
刑
事
裁
判
を
行
う
の
が
原
則
で
、
軽
微
な
犯
罪
は
犯
罪
即
決
例
（
明
治
四
三

制
一
二
）
に
よ
り
警
察
署
長
ま
た
は
そ
の
職
務
を
取
り
扱
う
者
が
即
決
し
た
こ
と
を
し
っ
て
い
れ
ば
、
十
分
で
あ
る
。
今
一
つ
、
総
督
府

の
警
察
機
構
は
中
央
、
地
方
と
も
幹
部
の
多
く
が
憲
兵
の
兼
務
だ
っ
た
こ
と
を
し
っ
て
い
る
こ
と
も
、
必
要
で
あ
る
。

ま
ず
、
裁
判
所
の
判
決
に
よ
る
笞
刑
の
人
数
を
み
よ
う
。
次
に
掲
げ
る
表
は
、
第
一
審
判
決
中
、
笞
刑
を
言
い
渡
さ
れ
た
者
の
人
数
で

あ
る
（
17
）

。
こ
の
う
ち
、
明
治
四
四
年
か
ら
大
正
元
年
（
＝
明
治
四
五
年
）
三
月
ま
で
は
、
朝
鮮
笞
刑
令
施
行
前
の
話
で
あ
る
。

年　
　

次

人　
　

数

年　
　

次

人　
　

数

年　
　

次

人　
　

数

明
治
四
四
年

二
五
二
八

大
正　

三
年

七
二
五
二

大
正　

六
年

一
七
七
八
三

一
〇



朝
鮮
総
督
府
の
笞
刑
に
つ
い
て
（
新
井
）

（
二
六
九
）

大
正　

元
年

四
三
二
一

四
年

九
〇
〇
七

七
年

一
八
〇
四
六

二
年

六
二
八
二

五
年

一
三
三
四
一

八
年

一
四
三
五
一

第
一
審
判
決
中
、
笞
刑
を
言
い
渡
さ
れ
た
者
の
犯
し
た
罪
は
何
か
。
大
正
五
年
に
つ
い
て
上
位
五
つ
を
順
に
掲
げ
よ
う
（
18
）

。
こ
れ
は
刑
法

犯
、
特
別
法
犯
の
両
者
を
含
め
た
順
位
で
あ
る
。

罪　
　

名

人　
　

数

窃
盗
罪

四
〇
八
六

賭
博
・
富
籤
罪

三
一
九
八

傷
害
罪

一
八
二
五

横
領
罪

九
八
二

詐
欺
・
恐
喝
罪

八
六
七

同
じ
く
大
正
八
年
に
つ
い
て
、
上
位
五
つ
を
順
に
掲
げ
よ
う
（
19
）

。
大
正
八
年
は
三
・
一
独
立
運
動
が
突
発
し
た
た
め
、
保
安
法
規
違
反
の

罪
が
上
位
に
顔
を
だ
し
て
い
る
。
保
安
法
規
と
い
う
の
は
、
韓
国
時
代
の
保
安
法
（
光
武
一
一
年
＝
明
治
四
〇
年
七
月
法
律
第
二
号
）
や

集
会
取
締
令
（
明
治
四
三
年
八
月
警
務
総
監
部
令
第
三
号
）
な
ど
を
い
う
。
保
安
法
は
、
明
治
四
〇
年
七
月
二
七
日
、
初
代
統
監
の
伊
藤

博
文
が
韓
国
政
府
に
迫
っ
て
公
布
さ
せ
た
も
の
で
、
内
地
の
治
安
警
察
法
や
古
色
蒼
然
た
る
保
安
条
例
（
追
放
規
定
）
の
内
容
を
簡
略
化

し
、
規
制
を
苛
酷
に
し
た
。
集
会
取
締
令
は
、
明
治
四
三
年
八
月
二
四
日
、
警
務
総
長
の
明
石
元
二
郎
が
発
令
し
た
も
の
で
、
政
治
集
会

や
屋
外
に
お
け
る
多
衆
集
合
を
禁
止
し
て
い
た
（
20
）

。

一
一



日
本
法
学　

第
八
十
巻
第
二
号
（
二
〇
一
四
年
十
月
）

（
二
七
〇
）

罪　
　

名

人　
　

数

窃
盗
罪

三
九
八
八

賭
博
・
富
籤
罪

三
一
八
四

傷
害
罪

一
八
三
七

保
安
法
規
違
反

一
二
四
五

詐
欺
・
恐
喝
罪

八
七
九

判
決
に
よ
る
笞
刑
の
人
数
は
、
右
の
よ
う
で
あ
る
。
こ
の
人
数
が
ど
れ
ほ
ど
の
も
の
か
、
大
正
五
年
、
大
正
八
年
の
第
一
審
判
決
被
告

人
員
の
総
数
（
21
）

、
笞
刑
が
言
い
渡
さ
れ
た
者
の
人
数
、
後
者
の
し
め
る
比
率
（
パ
ー
セ
ン
ト
）
を
並
べ
て
み
よ
う
。

年　
　

次

被
告
人
数

笞
刑
の
人
数

比　
　

率

大
正　

五
年

三
〇
〇
八
六

一
三
三
四
一

四
四
・
三

大
正　

八
年

三
六
〇
三
三

一
四
三
五
一

三
九
・
八

次
に
、
即
決
官
署
に
よ
る
笞
刑
の
人
数
を
み
よ
う
。
次
に
掲
げ
る
表
は
、
即
決
官
署
に
よ
る
処
断
人
員
の
総
数
、
同
じ
く
笞
刑
を
言
い

渡
さ
れ
た
者
の
人
数
、
後
者
の
し
め
る
比
率
で
あ
る
（
22
）

。
大
正
元
年
三
月
ま
で
は
、
朝
鮮
笞
刑
令
施
行
前
の
話
で
あ
る
。

年　
　

次

処
断
人
数

笞
刑
の
人
数

比　
　

率

明
治
四
四
年

二
一
三
八
八

一
五
〇
六
五

七
〇
・
四

大
正　

元
年

一
三
八
〇
六

一
六
五
二

一
二
・
〇

一
二



朝
鮮
総
督
府
の
笞
刑
に
つ
い
て
（
新
井
）

（
二
七
一
）

二
年

四
六
一
七
五

一
九
九
五
九

四
三
・
二

三
年

五
〇
〇
九
九

二
三
〇
一
九

四
五
・
九

四
年

六
〇
三
七
一

二
六
七
九
七

四
四
・
四

五
年

八
二
一
二
一

三
九
二
二
六

四
七
・
八

八
年

七
一
九
三
九

三
四
九
三
三

四
八
・
六

続
い
て
即
決
事
件
に
つ
い
て
も
、
笞
刑
を
言
い
渡
さ
れ
た
者
の
犯
し
た
罪
は
何
か
。
こ
の
う
ち
、
大
正
五
年
に
つ
い
て
、
上
位
五
つ
を

順
に
掲
げ
よ
う
（
23
）

。
こ
れ
も
刑
法
犯
、
特
別
法
犯
の
両
者
を
含
め
た
順
位
で
あ
る
。

罪　
　
　
　
　

名

人　
　

数

賭
博
罪

二
九
五
八
七

森
林
法
規
違
反

三
二
五
二

警
察
犯
処
罰
規
則
違
反

一
六
六
五

屠
獣
規
則
違
反

一
二
四
四

墓
地
火
葬
場
等
取
締
法
規
違
反

七
八
三

犯
罪
即
決
例
（
明
治
四
三
制
一
〇
）
は
、
明
治
四
五
年
制
令
第
一
二
号
の
改
正
に
よ
り
、
①
拘
留
ま
た
は
科
料
の
罪
、
②
三
月
以
下
の

懲
役
、
一
〇
〇
円
以
下
の
罰
金
、
科
料
に
処
す
る
べ
き
賭
博
罪
、
お
よ
び
拘
留
、
科
料
に
処
す
る
べ
き
刑
法
第
二
〇
八
条
の
暴
行
罪
、
③

三
月
以
下
の
懲
役
、
禁
錮
、
拘
留
、
一
〇
〇
円
以
下
の
罰
金
、
科
料
に
処
す
る
べ
き
行
政
法
規
違
反
の
罪
、
こ
れ
ら
に
つ
い
て
警
察
署
長

一
三



日
本
法
学　

第
八
十
巻
第
二
号
（
二
〇
一
四
年
十
月
）

（
二
七
二
）

ら
に
即
決
す
る
権
限
を
与
え
た
（
24
）

。
右
の
大
正
五
年
の
場
合
、
即
決
官
署
の
処
断
人
員
総
数
八
二
一
二
一
人
中
、
賭
博
罪
は
三
四
九
九
七
人

で
（
25
）

、
四
二
・
六
パ
ー
セ
ン
ト
を
し
め
る
し
、
笞
刑
を
言
い
渡
さ
れ
た
者
の
総
数
三
九
二
二
六
人
中
、
賭
博
罪
の
二
九
五
八
七
人
は
七
五
・

四
パ
ー
セ
ン
ト
を
し
め
て
い
る
。

第
一
条　

警
察
署
長
又
ハ
其
ノ
職
務
ヲ
取
扱
フ
者
ハ
其
ノ
管
轄
区
域
内
ニ
於
ケ
ル
左
ノ
犯
罪
ヲ
即
決
ス
ル
コ
ト
ヲ
得

一　

拘
留
又
ハ
科
料
ノ
刑
ニ
該
ル
ヘ
キ
罪

二 　

三
月
以
下
ノ
懲
役
又
ハ
百
円
以
下
ノ
罰
金
若
ハ
科
料
ノ
刑
ニ
処
ス
ヘ
キ
賭
博
ノ
罪
及
拘
留
又
ハ
科
料
ノ
刑
ニ
処
ス
ヘ
キ
刑
法

第
二
百
八
条
ノ
罪

三　

三
月
以
下
ノ
懲
役
、
禁
錮
若
ハ
拘
留
又
ハ
百
円
以
下
ノ
罰
金
若
ハ
科
料
ノ
刑
ニ
処
ス
ヘ
キ
行
政
法
規
違
反
ノ
罪

こ
こ
で
三
・
一
独
立
運
動
の
関
係
か
ら
、
大
正
八
年
の
即
決
事
件
中
、
保
安
法
の
処
断
人
員
の
数
、
お
よ
び
、
笞
刑
を
言
い
渡
さ
れ
た

者
の
人
数
を
み
て
お
こ
う
（
26
）

。
特
別
法
犯
の
処
断
人
員
の
総
数
中
、
保
安
法
の
罪
の
人
数
が
第
二
位
で
あ
る
。
そ
の
ほ
と
ん
ど
の
者
が
即
決

官
署
に
よ
り
笞
刑
を
言
い
渡
さ
れ
、
文
字
ど
お
り
痛
い
目
に
あ
わ
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
な
お
、
つ
い
で
に
、
第
一
位
の
警
察
犯
処
罰
規
則

違
反
の
罪
の
人
数
、
そ
の
中
の
笞
刑
の
人
数
も
記
し
て
お
こ
う
。

処
断
人
数

笞
刑
の
人
数

比　
　

率

警
察
犯
処
罰
規
則

一
一
四
三
三

二
五
六
七

二
二
・
五

一
四



朝
鮮
総
督
府
の
笞
刑
に
つ
い
て
（
新
井
）

（
二
七
三
）

保
安
法

七
九
〇
〇

七
五
八
九

九
六
・
一

特
別
法
犯
人
員
総
数

四
四
九
四
四

一
四
三
〇
〇

三
一
・
八

さ
て
、
裁
判
所
、
即
決
官
署
を
併
せ
て
、
笞
刑
の
人
数
は
ど
れ
ほ
ど
だ
っ
た
の
か
。
大
正
五
年
を
例
に
と
る
と
、
こ
の
年
は
、
裁
判
所

で
一
三
三
四
一
人
、
即
決
官
署
で
三
九
二
二
六
人
が
笞
刑
を
言
い
渡
さ
れ
た
か
ら
、
両
者
を
併
せ
て
五
万
二
〇
〇
〇
人
を
こ
え
る
人
数
で

あ
る
。
大
祭
祝
日
や
元
日
な
ど
執
行
停
止
日
（
朝
鮮
笞
刑
令
施
行
規
則
第
六
条
）
を
除
き
ご
く
粗
っ
ぽ
く
三
六
〇
で
わ
っ
て
も
、
総
督
府

は
日
々
、
一
四
五
人
、
一
四
六
人
に
笞
刑
を
執
行
し
た
計
算
と
な
る
。

笞
刑
を
執
行
す
る
場
所
は
、
監
獄
ま
た
は
即
決
官
署
で
あ
る
。
総
督
府
の
監
獄
、
お
よ
び
分
監
の
新
受
刑
者
の
総
数
と
、
笞
刑
の
人
数

は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
（
27
）

。
大
正
元
年
三
月
ま
で
は
、
朝
鮮
笞
刑
令
施
行
前
の
話
で
あ
る
。

年
次

新
受
刑
者
総
数

笞
刑
の
人
数

笞
刑
（
男
）

笞
刑
（
女
）

明
治
四
四
年

八
五
六
三

一
三
九
一

一
三
五
八

三
三

大
正　

元
年

一
〇
九
一
四

二
二
一
九

二
二
〇
八

一
一

二
年

一
二
七
八
四

二
六
八
二

三
年

一
四
三
二
七

三
四
八
一

四
年

一
五
九
二
一

四
三
五
二

五
年

一
九
〇
七
一

六
七
八
二

こ
の
表
が
示
す
笞
刑
の
人
数
は
、
ど
の
年
次
も
第
一
審
判
決
の
笞
刑
の
人
数
の
半
数
程
度
で
あ
る
。
新
受
刑
者
中
笞
刑
の
人
数
と
判
決

一
五



日
本
法
学　

第
八
十
巻
第
二
号
（
二
〇
一
四
年
十
月
）

（
二
七
四
）

の
笞
刑
の
人
数
の
数
字
の
開
き
が
、
果
し
て
ど
の
よ
う
な
事
情
に
よ
る
の
か
実
は
よ
く
わ
か
ら
な
い
。
ま
た
ぞ
ろ
大
正
五
年
を
例
に
と
る

と
、
第
一
審
裁
判
所
が
笞
刑
を
言
い
渡
し
た
の
が
一
三
三
四
一
人
、
監
獄
や
分
監
が
新
受
刑
者
と
し
て
う
け
い
れ
た
の
が
六
七
八
二
人
で

あ
る
。
残
り
の
六
五
〇
〇
を
こ
え
る
人
々
は
ど
う
な
っ
た
の
か
。

笞
刑
を
言
い
渡
さ
れ
た
者
は
執
行
の
終
了
ま
で
監
獄
や
即
決
官
署
に
留
置
さ
れ
る
（
朝
鮮
笞
刑
令
第
九
条
）
が
、
一
回
で
執
行
す
る
笞

三
〇
以
下
の
者
は
即
日
執
行
し
、
新
受
刑
者
の
人
数
に
算
入
し
て
い
な
い
の
で
は
な
い
か
。
あ
る
い
は
、
即
決
官
署
の
数
は
明
治
四
三
年

の
時
点
で
、
警
察
署
一
〇
〇
と
警
察
分
署
五
を
併
せ
て
一
〇
五
も
あ
る
が
、
大
正
五
年
の
監
獄
の
数
は
、
監
獄
九
と
分
監
一
三
を
併
せ
て

二
二
に
す
ぎ
な
い
（
28
）

た
め
、
監
獄
や
分
監
で
執
行
す
る
人
数
の
一
部
を
警
察
官
署
に
回
し
た
の
で
は
な
い
か
。
さ
し
あ
た
り
推
測
さ
れ
る
の

は
こ
の
二
つ
く
ら
い
な
が
ら
、
ど
ち
ら
も
机
上
の
推
測
に
す
ぎ
な
い
。
別
の
事
情
が
あ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
と
も
あ
れ
、
こ
の
疑
問

を
指
摘
し
て
お
こ
う
。

大
正
五
年
に
つ
い
て
は
、
監
獄
、
お
よ
び
分
監
の
新
受
刑
者
中
、
笞
刑
の
人
数
六
七
八
二
人
の
笞
数
が
わ
か
っ
て
い
る
。
上
位
五
つ
の

犯
罪
の
受
刑
者
の
笞
数
と
、
六
七
八
二
人
の
笞
数
を
掲
げ
よ
う
（
29
）

。
こ
れ
も
刑
法
犯
、
特
別
法
犯
の
両
者
を
含
め
た
順
位
で
あ
る
。

笞　

数

窃
盗
罪

賭
博
・
富
籤

傷
害
罪

横
領
罪

詐
欺
・
恐
喝

一
〇
〇

二

二

一

二

一
七

九
〇

一
五
八
八

四
二
一

三
二
三

二
七
〇

三
二
二

三
四
四
一

八
〇

一
三

一
一

一
三

四

五

六
一

七
〇

五
一

五
九

二
一

七

四

一
六
六

六
〇

五
六
六

五
四
五

三
三
二

一
六
六

五
七

一
九
一
四

一
六



朝
鮮
総
督
府
の
笞
刑
に
つ
い
て
（
新
井
）

（
二
七
五
）

五
〇

二
六

一
一
〇

六

八

三

一
八
一

四
〇

七

三
九

一
三

六

八
七

三
〇

七
二

三
四
四

八
九

四
四

一
四

六
九
〇

二
〇

二

八
五

六

三

一

一
八
九

一
〇

一
九

二

三
六

合　

計

二
三
二
七

一
六
三
五

八
〇
五

五
〇
九

四
〇
八

六
七
八
二

一
見
し
て
わ
か
る
が
、
笞
数
九
〇
、
笞
数
六
〇
、
笞
数
三
〇
、
す
な
わ
ち
、
切
り
よ
く
三
回
、
二
回
、
一
回
で
執
行
す
る
笞
数
に
山
が

あ
る
。
窃
盗
罪
、
横
領
罪
、
詐
欺
・
恐
喝
の
罪
、
こ
の
三
つ
は
笞
数
九
〇
が
一
番
の
山
、
賭
博
・
富
籤
の
罪
は
六
〇
が
一
番
の
山
、
傷
害

罪
は
九
〇
、
六
〇
の
二
つ
山
が
あ
る
。
こ
れ
ら
は
、
笞
刑
を
執
行
さ
れ
た
者
の
笞
数
で
あ
り
、
即
決
事
件
の
受
刑
者
の
笞
数
は
、
統
計
が

残
っ
て
い
な
い
。
こ
れ
も
お
そ
ら
く
九
〇
、
六
〇
、
三
〇
に
山
が
あ
っ
た
と
推
測
さ
れ
る
。

お
わ
り
に

朝
鮮
総
督
府
が
朝
鮮
に
笞
刑
を
執
行
し
た
の
は
、
明
治
四
五
年
（
＝
大
正
元
年
）
四
月
一
日
か
ら
大
正
九
年
三
月
末
日
ま
で
、
八
年
間

の
こ
と
で
あ
る
。
本
稿
第
二
節
で
示
し
た
笞
刑
に
関
す
る
具
体
的
な
数
字
を
、
こ
こ
で
概
括
す
る
な
ら
、
八
年
の
間
に
裁
判
所
が
笞
刑
を

言
い
渡
し
た
人
数
は
ざ
っ
と
九
万
人
を
こ
え
る
。
さ
ら
に
、
大
正
六
年
、
七
年
の
二
年
分
を
外
し
、
残
る
六
年
間
に
即
決
官
署
が
笞
刑
を

言
い
渡
し
た
人
数
も
、
ざ
っ
と
一
四
万
五
〇
〇
〇
人
を
こ
え
る
。
こ
の
二
年
分
の
人
数
が
わ
か
れ
ば
、
即
決
官
署
の
言
い
渡
し
た
人
数
は

一
七



日
本
法
学　

第
八
十
巻
第
二
号
（
二
〇
一
四
年
十
月
）

（
二
七
六
）

お
そ
ら
く
二
〇
万
人
く
ら
い
か
と
想
像
さ
れ
る
。
裁
判
所
と
即
決
官
署
を
併
せ
て
、
笞
刑
を
言
い
渡
し
た
者
の
総
数
が
、
約
二
九
万
人
で

あ
る
。
年
平
均
、
三
万
六
〇
〇
〇
人
と
い
う
大
き
な
数
で
あ
る
。

本
稿
を
と
じ
る
に
あ
た
り
一
、
二
、
附
記
す
る
こ
と
が
あ
る
。
附
記
①
、
笞
刑
の
執
行
に
つ
い
て
、
朝
鮮
笞
刑
令
、
朝
鮮
笞
刑
令
施
行

規
則
、
笞
刑
執
行
心
得
の
三
つ
に
確
か
に
詳
細
な
規
定
が
あ
る
。
中
で
も
、
既
に
み
た
よ
う
に
、
笞
刑
執
行
心
得
の
第
二
条
、
第
三
条
に

は
笞
の
打
ち
方
が
定
め
ら
れ
て
い
た
。
し
か
し
、
繰
り
返
し
に
な
る
が
、
肝
腎
の
打
力
に
つ
い
て
は
、
こ
の
第
二
条
、
第
三
条
の
制
約
を

除
い
て
、
何
一
つ
規
定
が
な
か
っ
た
。
広
く
し
ら
れ
る
よ
う
に
死
刑
の
公
開
は
残
虐
な
が
ら
、
笞
刑
の
場
合
は
公
開
し
な
い
こ
と
が
残
虐

な
結
果
を
招
く
恐
れ
が
あ
っ
た
。
こ
の
第
二
条
、
第
三
条
が
厳
格
に
遵
守
さ
れ
る
保
証
は
な
か
っ
た
。
往
々
に
し
て
遵
守
さ
れ
な
か
っ
た

か
も
し
れ
な
い
。
実
際
に
ど
の
よ
う
な
打
力
が
受
刑
者
に
加
え
ら
れ
た
か
、
不
明
と
い
う
し
か
な
い
。

附
記
②
、
こ
れ
も
既
に
み
た
が
、
総
督
府
の
監
獄
、
お
よ
び
分
監
の
新
受
刑
者
の
中
に
、
明
治
四
四
年
三
三
人
、
大
正
元
年
一
一
人
の

女
性
の
数
字
が
あ
る
。
こ
れ
が
朝
鮮
笞
刑
令
の
施
行
前
の
話
で
あ
る
こ
と
は
、
記
し
て
お
い
た
。
こ
こ
で
、
こ
れ
よ
り
前
、
明
治
四
三
年

を
み
る
と
、
刑
法
大
全
の
罪
で
一
六
人
の
女
性
が
笞
刑
を
言
い
渡
さ
れ
、
監
獄
に
収
監
さ
れ
て
い
る
（
30
）

。
こ
の
人
々
が
笞
刑
を
執
行
さ
れ
た

か
、
何
ら
か
の
換
刑
処
分
に
ふ
さ
れ
た
か
、
は
っ
き
り
し
な
い
。

罪　

名

窃　

盗

准
窃
盗

盗
後
分
贓

犯　

贓

姦　

淫

邪　

術

賭
技
・
富
籤

合　

計

人　

数

九

一

二

一

一

一

一

一
六

本
稿
は
、
副
題
の
「
刑
罰
史
の
一
幕
」
か
ら
わ
か
る
よ
う
に
、
刑
事
法
制
史
上
の
小
さ
な
問
題
を
と
り
あ
げ
た
も
の
で
あ
る
。
笞
刑
を

考
察
す
る
な
ら
、
古
代
日
本
の
律
や
、
明
治
前
期
の
仮
刑
律
や
新
律
綱
領
を
俎
上
に
の
せ
る
の
が
、
法
制
史
研
究
の
い
わ
ば
常
道
で
あ
る

一
八



朝
鮮
総
督
府
の
笞
刑
に
つ
い
て
（
新
井
）

（
二
七
七
）

し
、
は
じ
め
に
書
き
落
し
た
が
、
近
世
日
本
の
御
定
書
（
敲
の
刑
）
を
俎
上
に
の
せ
る
の
が
、
い
わ
ば
常
道
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
本
稿

は
、
物
好
き
に
、
朝
鮮
総
督
府
の
笞
刑
を
俎
上
に
の
せ
た
。
こ
れ
は
、
こ
の
数
年
、
日
本
と
隣
国
（
韓
国
、
北
朝
鮮
、
中
国
）
の
外
交
上

の
対
立
や
摩
擦
が
日
々
報
道
さ
れ
る
中
で
、
私
が
、
近
代
日
本
が
支
配
し
た
朝
鮮
や
台
湾
な
ど
の
種
々
の
事
項
に
つ
い
て
、
正
確
な
歴
史

認
識
を
形
成
し
て
お
く
こ
と
の
必
要
性
を
感
じ
る
か
ら
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

（
1
） 

笞
罪
の
杖
も
杖
罪
の
杖
も
長
さ
は
三
尺
五
寸
、
笞
罪
の
杖
の
太
さ
は
一
方
が
三
分
、
他
方
が
二
分
。
養
老
令
獄
令
末
条
を
参
照
。

（
2
） 

小
泉
輝
三
朗
著
、
礫
川
全
次
校
訂
『
明
治
黎
明
期
の
犯
罪
と
刑
罰
』（
批
評
社
、
二
〇
〇
〇
年
）
一
六
〇
頁
以
下
。

（
3
） 

利
光
三
津
夫
「
最
後
の
笞
刑
法
案
」（
法
学
研
究
第
七
五
巻
第
四
号
、
二
〇
〇
二
年
）
七
三
〜
七
四
頁
。

（
4
） 

法
制
史
研
究
編
集
委
員
会
の
求
め
で
、
私
は
、
利
光
氏
の
「
最
後
の
笞
刑
法
案
」
の
書
評
を
記
し
た
。
こ
の
書
評
は
『
法
制
史
研
究
』
第
五
三

号
（
創
文
社
、
二
〇
〇
四
年
）
に
掲
載
さ
れ
た
。
そ
の
さ
い
①
②
は
些
細
な
こ
と
だ
か
ら
言
及
し
な
か
っ
た
が
、
③
の
誤
り
は
書
評
者
の
責
と
し
て

二
五
二
頁
で
指
摘
せ
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
。
な
お
、
私
は
、
そ
こ
で
も
笞
刑
令
の
廃
止
を
大
正
九
年
三
月
と
記
し
た
。
正
確
に
は
、
大
正
九
年
制
令

第
五
号
朝
鮮
笞
刑
令
廃
止
の
件
は
制
定
日
が
大
正
九
年
三
月
三
一
日
、
施
行
日
が
同
年
四
月
一
日
で
あ
る
。

（
5
） 

台
湾
の
罰
金
及
笞
刑
処
分
例
、
関
東
州
罰
金
及
笞
刑
処
分
令
、
朝
鮮
笞
刑
令
、
こ
れ
ら
の
内
容
は
、
各
年
次
の
『
法
令
全
書
』
に
よ
り
容
易
に

み
ら
れ
る
。
台
湾
の
罰
金
及
笞
刑
処
分
例
の
廃
止
、
朝
鮮
笞
刑
令
の
廃
止
も
、
同
書
で
わ
か
る
。
た
だ
私
の
調
査
が
行
き
届
か
ず
、
関
東
州
罰
金
及

笞
刑
処
分
令
の
廃
止
が
い
つ
か
、
確
認
し
て
い
な
い
。
平
野
義
太
郎
が
満
洲
国
、
関
東
州
、
中
国
へ
調
査
旅
行
に
い
き
、
帰
国
後
関
東
州
の
笞
刑
を

論
じ
た
「
笞
刑
に
就
い
て
」
と
い
う
、
有
名
な
論
文
を
発
表
し
た
の
は
、
昭
和
一
五
年
（
一
九
四
〇
年
）
の
『
法
律
時
報
』
第
一
二
巻
第
一
一
号
で

あ
る
。
関
東
州
の
笞
刑
は
、
あ
る
い
は
、
日
本
の
敗
戦
ま
で
存
続
し
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

（
6
） 

日
本
政
府
は
、
明
治
四
三
年
八
月
、
韓
国
を
併
合
す
る
と
、
勅
令
第
三
二
四
号
「
朝
鮮
ニ
施
行
ス
ヘ
キ
法
令
ニ
関
ス
ル
件
」
を
公
布
し
、
朝
鮮

に
お
け
る
法
制
の
構
築
に
と
り
か
か
っ
た
。
第
三
二
四
号
は
無
論
緊
急
勅
令
で
あ
る
。
こ
の
承
諾
議
案
を
審
議
す
る
第
二
七
議
会
は
、
何
と
、
こ
の

勅
令
と
同
じ
名
称
、
同
じ
内
容
の
明
治
四
四
年
法
律
第
三
〇
号
「
朝
鮮
ニ
施
行
ス
ヘ
キ
法
令
ニ
関
ス
ル
法
律
」
を
成
立
さ
せ
た
。
私
は
、
ず
っ
と
前

一
九



日
本
法
学　

第
八
十
巻
第
二
号
（
二
〇
一
四
年
十
月
）

（
二
七
八
）

に
「
朝
鮮
制
令
委
任
方
式
を
め
ぐ
る
帝
国
議
会
の
奇
態
な
情
況
に
つ
い
て
」
と
題
す
る
論
文
を
『
法
学
紀
要
』
第
三
六
巻
（
一
九
九
五
年
）
に
発
表

し
て
、
こ
の
間
の
事
情
に
関
す
る
通
説
の
杜
撰
さ
を
批
判
し
た
。
し
か
し
、
無
名
の
雑
誌
に
発
表
し
た
せ
い
か
、
一
〇
〇
頁
を
こ
え
る
長
大
な
論
文

だ
っ
た
せ
い
か
、
発
表
後
一
つ
も
書
評
が
で
ず
、
長
く
読
者
は
な
か
っ
た
。

（
7
） 
朝
鮮
笞
刑
令
は
、
内
閣
官
報
局
編
『
法
令
全
書
』
明
治
四
五
年
4
の
復
刻
版
（
原
書
房
、
一
九
九
三
年
）
三
八
〜
四
〇
頁
。
ち
な
み
に
、
朝
鮮

総
督
府
編
『
朝
鮮
法
令
輯
覧
』
は
、
大
正
四
年
版
（
巌
松
堂
書
店
、
一
九
一
五
年
）
を
み
る
と
、
第
一
四
輯
民
事
・
刑
事
・
監
獄
二
七
八
〜
二
七
九

頁
の
見
開
き
に
、
朝
鮮
笞
刑
令
、
朝
鮮
笞
刑
令
施
行
規
則
、
笞
刑
執
行
心
得
を
掲
載
し
て
い
る
。

（
8
） 

明
治
四
〇
年
刑
法
に
お
い
て
は
、
有
期
の
懲
役
は
一
月
以
上
一
五
年
以
下
、
拘
留
は
一
日
以
上
三
〇
日
未
満
、
罰
金
は
二
〇
円
以
上
、
科
料
は

一
〇
銭
以
上
二
〇
円
未
満
。
注
記
す
る
ま
で
も
な
い
が
、
念
の
た
め
。

（
9
） 

刑
法
大
全
は
第
九
七
条
、
第
九
八
条
で
、
笞
刑
を
一
〇
か
ら
一
〇
〇
、
こ
れ
を
こ
え
る
と
禁
獄
を
一
月
か
ら
一
〇
月
と
し
、
各
々
一
〇
等
級
と

し
た
。
禁
獄
の
上
は
役
刑
で
、
第
九
六
条
は
刑
期
を
一
年
か
ら
終
身
の
一
〇
等
級
と
し
た
。
さ
ら
に
上
は
絞
で
あ
る
。

（
10
） 

朝
鮮
笞
刑
令
施
行
規
則
、
笞
刑
執
行
心
得
は
、
そ
れ
ぞ
れ
『
法
令
全
書
』
明
治
四
五
年
5
の
復
刻
版
（
一
九
九
四
年
）
一
九
五
〜
一
九
六
頁
、

同
書
明
治
四
五
年
6
の
復
刻
版
（
一
九
九
四
年
）
一
五
八
〜
一
六
一
頁
。
執
行
心
得
は
、
刑
盤
の
平
面
図
、
立
体
図
を
掲
載
し
て
い
る
（
一
六
〇
〜

一
六
一
頁
）。

（
11
） 

罰
金
及
笞
刑
処
分
例
施
行
細
則
（
台
湾
）
は
、『
法
令
全
書
』
明
治
三
七
年
4
の
復
刻
版
（
一
九
八
六
年
）
四
八
〜
五
〇
頁
。

（
12
） 

新
律
綱
領
の
首
巻
の
獄
具
図
中
、
笞
の
表
面
図
、
背
面
図
は
、『
法
令
全
書
』
明
治
三
年
の
復
刻
版
（
一
九
七
四
年
）
五
八
九
〜
五
九
〇
頁
。

（
13
） 

朴
慶
植
『
日
本
帝
国
主
義
の
朝
鮮
支
配
』
上
巻
（
青
木
書
店
、
一
九
七
三
年
）
四
七
頁
。

（
14
） 

朴
・
前
掲
書
四
七
頁
。

（
15
） 

平
野
・
前
掲
論
文
三
二
頁
。

（
16
） 

そ
の
頃
の
朝
鮮
の
司
法
制
度
の
概
要
は
、
新
井
勉
、
蕪
山
嚴
、
小
柳
春
一
郎
『
近
代
日
本
司
法
制
度
史
』（
信
山
社
、
二
〇
一
一
年
）
中
、
第

三
編
第
一
二
章
外
地
の
司
法
制
度
参
照
。
同
章
は
、
新
井
が
執
筆
し
た
。

（
17
） 

朝
鮮
総
督
府
編
『
朝
鮮
総
督
府
統
計
年
報
』
大
正
五
年
度
（
一
九
一
八
年
発
行
）
表
三
六
一
第
一
審
刑
事
罪
名
別
判
決
人
員
、
同
『
朝
鮮
総
督

二
〇



朝
鮮
総
督
府
の
笞
刑
に
つ
い
て
（
新
井
）

（
二
七
九
）

府
統
計
年
報
』
大
正
八
年
度
（
一
九
二
〇
年
発
行
）
表
二
八
六
第
一
審
刑
事
罪
名
別
判
決
人
員
。
前
者
の
表
三
六
一
に
は
、
大
正
元
年
四
三
二
一
人

中
、
故
障
事
件
五
人
、
二
年
六
二
八
二
人
中
、
同
四
人
、
三
年
七
二
五
二
人
中
、
同
六
人
、
四
年
九
〇
〇
七
人
中
、
同
八
人
、
五
年
一
三
三
四
一
人

中
、
同
二
四
人
と
記
さ
れ
て
い
る
。
故
障
事
件
の
意
味
は
不
明
。

（
18
） 
前
掲
『
朝
鮮
総
督
府
統
計
年
報
』
大
正
五
年
度
、
表
三
六
一
。
続
く
第
六
位
は
森
林
法
規
違
反
の
罪
五
七
七
人
、
第
七
位
は
鉱
業
法
規
違
反
の

罪
三
三
〇
人
。

（
19
） 

前
掲
『
朝
鮮
総
督
府
統
計
年
報
』
大
正
八
年
度
、
表
二
八
六
。
続
く
第
六
位
は
横
領
罪
八
一
〇
人
、
第
七
位
は
森
林
令
違
反
の
罪
六
一
六
人
で

あ
る
。

（
20
） 

保
安
法
、
集
会
取
締
令
は
、
さ
し
あ
た
り
、
前
掲
『
朝
鮮
法
令
輯
覧
』
大
正
四
年
版
、
第
九
輯
衛
生
・
警
察
四
二
〜
四
三
頁
の
見
開
き
。

（
21
） 

大
正
五
年
、
大
正
八
年
の
第
一
審
被
告
人
員
の
総
数
は
、
前
掲
『
朝
鮮
総
督
府
統
計
年
報
』
大
正
五
年
度
、
表
三
六
一
、
前
掲
『
朝
鮮
総
督
府

統
計
年
報
』
大
正
八
年
度
、
表
二
八
六
。

（
22
） 

前
掲
『
朝
鮮
総
督
府
統
計
年
報
』
大
正
五
年
度
、
表
二
九
三
犯
罪
即
決
事
件
罪
名
別
処
断
人
員
、
前
掲
『
朝
鮮
総
督
府
統
計
年
報
』
大
正
八
年

度
、
表
二
三
四
犯
罪
即
決
事
件
処
断
人
員
。
表
の
中
で
大
正
元
年
（
＝
明
治
四
五
年
）
の
笞
刑
の
人
数
が
少
な
く
、
比
率
が
低
い
。
こ
れ
は
、
大
正

元
年
の
即
決
事
件
の
処
断
人
員
総
数
が
少
な
い
中
で
、
罰
金
（
四
二
〇
〇
人
で
、
三
〇
・
四
パ
ー
セ
ン
ト
）
や
科
料
（
六
一
八
七
人
で
、
四
四
・
八

パ
ー
セ
ン
ト
）
の
人
数
が
多
く
、
し
め
る
比
率
が
高
い
た
め
で
あ
る
。

（
23
） 

前
掲
『
朝
鮮
総
督
府
統
計
年
報
』
大
正
五
年
度
、
表
二
九
三
。
続
く
第
六
位
は
傷
害
罪
（
こ
れ
は
、
刑
法
第
二
〇
八
条
暴
行
罪
か
？
）
三
六
四

人
、
第
七
位
は
民
籍
法
違
反
の
罪
二
九
九
人
で
あ
る
。

（
24
） 

犯
罪
即
決
例
（
明
治
四
五
制
一
二
改
正
）
は
、
前
掲
『
法
令
全
書
』
明
治
四
五
年
4
の
復
刻
版
三
七
〜
三
八
頁
。
お
よ
び
、
前
掲
『
朝
鮮
法
令

輯
覧
』
大
正
四
年
版
、
第
一
四
輯
民
事
・
刑
事
・
監
獄
二
七
四
頁
。

（
25
） 

即
決
官
署
の
処
断
人
員
総
数
、
賭
博
罪
の
人
数
は
、
前
掲
『
朝
鮮
総
督
府
統
計
年
報
』
大
正
五
年
度
、
表
二
九
三
。

（
26
） 

前
掲
『
朝
鮮
総
督
府
統
計
年
報
』
大
正
八
年
度
、
表
二
三
四
犯
罪
即
決
事
件
処
断
人
員
。
な
お
、
表
二
三
四
中
、
刑
法
犯
の
頁
は
、
昔
、
私
が

複
写
す
る
の
を
怠
っ
た
た
め
、
欠
落
し
て
い
る
。

二
一



日
本
法
学　

第
八
十
巻
第
二
号
（
二
〇
一
四
年
十
月
）

（
二
八
〇
）

（
27
） 

前
掲
『
朝
鮮
総
督
府
統
計
年
報
』
大
正
五
年
度
、
表
三
八
五
新
受
刑
者
の
罪
名
刑
名
及
刑
期
。

（
28
） 

朝
鮮
総
督
府
編
『
朝
鮮
総
督
府
統
計
年
報
』
明
治
四
三
年
度
（
一
九
一
二
年
発
行
）
表
三
〇
五
警
察
官
署
、
前
掲
『
朝
鮮
総
督
府
統
計
年
報
』

大
正
五
年
度
、
表
三
七
九
監
獄
職
員
。
な
お
、
大
正
五
年
の
警
察
官
署
の
箇
所
は
、
昔
、
私
が
複
写
す
る
の
を
怠
っ
た
た
め
、
欠
落
し
て
い
る
。

（
29
） 
前
掲
『
朝
鮮
総
督
府
統
計
年
報
』
大
正
五
年
度
、
表
四
〇
六
笞
刑
執
行
人
員
。

（
30
） 

前
掲
『
朝
鮮
総
督
府
統
計
年
報
』
明
治
四
三
年
度
、
表
三
八
二
新
受
刑
者
の
罪
名
刑
名
及
刑
期
。

二
二



名
の
法
を
め
ぐ
る
裁
判
権
対
立
と
参
座
に
よ
る
決
着
（
小
林
）

（
二
八
一
）

名
の
法
を
め
ぐ
る
裁
判
権
対
立
と
参
座
に
よ
る
決
着

│
明
治
六
年
小
野
組
転
籍
事
件
を
と
お
し
て

│
小　
　

林　
　

忠　
　

正

は
じ
め
に

一　

陪
審
採
用
の
建
言
と
陪
審
の
移
入

1　

陪
審
採
用
へ
の
建
言

2　

陪
審
の
移
入
と
翻
訳
書

3　

仏
国
で
の
陪
審
裁
判
の
参
観

二　

陪
審
た
る
参
座
の
創
設

1　

参
座
の
設
置

2　

参
座
の
布
達
と
実
施

三　

木
戸
孝
允
の
條
陳
書
と
槇
村
正
直
の
救
済

二
三



日
本
法
学　

第
八
十
巻
第
二
号
（
二
〇
一
四
年
十
月
）

（
二
八
二
）

四　

明
治
六
年
政
変
と
小
野
組
転
籍
事
件
の
終
結

あ
と
が
き

は
じ
め
に

明
治
初
年
に
小
野
組
の
活
動
は
、
人
民
の
耳
目
を
驚
か
し
た
。
太
政
官
は
会
計
知
事
三
岡
八
郎
（
由
利
公
正
）
の
建
議
に
も
と
づ
き
、

太
政
官
礼
を
発
行
し
よ
う
と
す
る
。
多
く
の
富
商
は
新
政
府
の
基
礎
を
疑
い
献
金
を
躊
躇
し
た
が
、
小
野
組
は
金
拾
万
両
を
献
納
し
、
同

時
に
各
富
商
を
説
い
て
参
加
さ
せ
、
太
政
官
礼
発
行
（
慶
応
四
年
四
月
一
九
日
）
を
支
え
た
。
こ
れ
ら
の
功
績
に
よ
っ
て
為
替
用
達
制
度
の

も
と
で
、
各
官
省
の
国
庫
金
を
取
り
扱
い
、
中
央
銀
行
の
機
能
を
主
導
し
た
。
こ
の
小
野
組
達
が
、
京
都
よ
り
戸
籍
転
籍
を
求
め
る
が
、

京
都
府
は
拒
否
す
る
と
い
う
こ
と
に
端
を
発
し
た
事
件
が
あ
っ
た
。
明
治
六
年
小
野
組
転
籍
事
件
（
京
都
府
事
件
と
も
い
う
）
で
あ
る
（
1
）

。

本
事
件
に
つ
い
て
は
、『
名
の
法
を
め
ぐ
っ
て
│
明
治
六
年
小
野
組
転
籍
事
件
を
と
お
し
て
│
』（
日
本
大
学
法
学
部
創
設
一
二
〇
周
年
記

念
論
文
集
第
一
巻
平
成
二
一
年
二
一
│
四
五
頁
）、『
名
の
法
を
め
ぐ
る
司
法
権
と
行
政
権
と
の
裁
判
権
対
立
│
明
治
六
年
小
野
組
転
籍
事
件
を

と
お
し
て
│
』（
日
本
法
学
第
七
十
五
巻
三
号
平
成
二
一
年
五
〇
三
│
五
四
一
頁
）、『
名
の
法
を
め
ぐ
る
京
都
戸
籍
仕
法
と
全
国
惣
体
戸
籍
法
の

対
立
│
明
治
六
年
小
野
組
転
籍
事
件
を
と
お
し
て
│
』（
日
本
法
学
第
七
十
六
巻
二
号
平
成
二
二
年
六
〇
三
│
六
四
一
頁
）、『
名
の
法
を
め
ぐ
る

民
法
草
案
と
全
国
惣
体
戸
籍
法
の
対
峙
│
明
治
六
年
小
野
組
転
籍
事
件
を
と
お
し
て
│
』（
日
本
法
学
第
七
十
八
巻
一
号
平
成
二
四
年
二
九
│

六
四
頁
）
に
お
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
論
述
し
て
き
た
。

本
稿
で
は
こ
の
小
野
組
転
籍
事
件
を
と
お
し
て
、
参
座
に
よ
る
刑
事
陪
審
裁
判
に
焦
点
を
あ
て
て
、
論
議
と
経
緯
を
中
心
に
、
そ
の
結

着
に
つ
い
て
み
て
い
く
こ
と
と
し
た
い
。

二
四



名
の
法
を
め
ぐ
る
裁
判
権
対
立
と
参
座
に
よ
る
決
着
（
小
林
）

（
二
八
三
）

（
1
） 

こ
の
事
件
に
つ
い
て
は
、
的
野
半
介
『
江
藤
南
白
』
下
（
南
白
顕
彰
会
大
正
三
年
）
六
八
│
一
〇
一
頁
。
尾
佐
竹
猛
『
明
治
文
化
史
と
し
て
の

日
本
陪
審
史
』
著
作
集
第
二
巻
（
ゆ
ま
に
書
房
覆
刻
平
成
一
七
年
）
一
│
九
四
頁
。
尾
佐
竹
猛
『
小
野
組
転
籍
事
件
（
明
治
六
年
）』
著
作
集
第
四

巻
（
ゆ
ま
に
書
房
覆
刻
平
成
一
七
年
）
七
九
│
一
三
四
頁
。
宮
本
又
次
『
小
野
組
の
研
究
』
第
一
巻
│
第
四
巻
（
大
原
新
生
社
昭
和
四
五
年
）
特
に

第
四
巻
六
四
一
│
六
六
九
頁
参
照
。
他
に
笠
原
英
彦
『
明
治
六
年
・
小
野
組
転
籍
事
件
の
一
考
察
』
法
学
研
究
五
八
巻
（
慶
応
義
塾
大
学　

昭
和

六
〇
年
）
一
│
二
五
頁
。
藤
原
明
久
『
明
治
六
年
に
お
け
る
京
都
府
と
京
都
裁
判
所
と
の
裁
判
権
限
争
議
（
上
）（
下
）』
神
戸
法
学
雑
誌
第
三
四
巻

三
号
・
四
号
（
神
戸
法
学
会　

昭
和
五
九
年
）
四
七
五
│
五
〇
九
頁
。
九
〇
五
│
九
四
〇
頁
な
ど
が
あ
る
。

一　

陪
審
採
用
の
建
言
と
陪
審
の
移
入

1　

陪
審
採
用
へ
の
建
言

京
都
府
知
事
長
谷
信
篤
と
参
事
槇
村
正
直
、
そ
し
て
典
事
庶
務
課
長
関
屋
生
三
（
庄
三
）
は
、
小
野
組
転
籍
事
件
で
、
転
籍
を
容
認
す

る
行
政
裁
判
判
決
（
明
治
六
年
六
月
一
五
日
京
都
裁
判
所
判
決
（
2
）

）
を
蹂
躙
し
拒
絶
し
た
。
そ
し
て
こ
の
判
決
を
無
視
し
た
こ
と
を
理
由
と
し

て
、
違
令
條
例
（
改
定
律
例
第
二
八
七
条
、
第
二
八
八
条
）
違
反
で
（
3
）

、
刑
事
裁
判
を
受
け
る
が
、
裁
判
に
欠
席
し
、
さ
ら
に
理
由
な
く
贖
罪

刑
判
決
（
4
）（

改
定
律
例
官
吏
私
罪
贖
例
図
を
適
用
し
、
長
谷
に
は
明
治
六
年
七
月
二
九
日
、
槇
村
、
関
屋
に
は
八
月
五
日
京
都
裁
判
所
判
決
）
に
も
従
わ
な

か
っ
た
。

司
法
省
は
、
こ
の
こ
と
に
よ
っ
て
、
再
び
違
令
條
例
違
反
と
し
て
起
訴
す
る
方
針
を
立
て
て
、
正
院
の
裁
可
を
得
よ
う
と
し
た
。

他
方
京
都
府
は
、
府
顧
問
山
本
格
馬
（
覚
馬
）
を
上
京
さ
せ
、
明
治
六
年
八
月
三
一
日
、
九
月
四
日
、
九
月
二
一
日
に
参
議
木
戸
孝
允

に
面
会
し
（
5
）

、
釈
明
運
動
を
転
回
さ
せ
た
。
こ
の
活
動
に
よ
っ
て
、
司
法
省
方
針
に
対
す
る
反
対
論
も
勢
を
得
る
に
至
っ
た
（
6
）

。

二
五



日
本
法
学　

第
八
十
巻
第
二
号
（
二
〇
一
四
年
十
月
）

（
二
八
四
）

太
政
大
臣
三
条
実
美
は
、
明
治
六
年
八
月
三
一
日
小
野
組
転
籍
事
件
に
関
与
し
、
正
院
で
こ
れ
を
指
揮
（
明
治
六
年
一
一
月
一
〇
日
司
法

省
六
等
出
仕
早
川
勇
報
告
文
書
（
7
）

で
明
ら
か
）
し
て
い
た
、
参
議
江
藤
新
平
に
書
面
を
送
っ
た
。「
…
唯
上
の
権
を
以
て
違
令
の
罰
を
重
ね
候
て

も
不
都
合
之
次
第
に
可
有
之
去
沖
本
人
閉
口
に
不
至
内
は
外
議
も
相
止
不
申
所
詮
比
儘
に
て
は
到
底
不
相
済
哉
と
存
候
間
寧
ろ
別
に
引
戻

し
北
畠
建
議
之
通
臨
時
裁
判
所
相
開
き
司
法
省
の
手
に
て
取
捌
公
明
正
大
に
曲
直
を
別
ち
判
然
之
所
置
有
之
候
は
ゞ
府
に
於
て
も
屈
服
可

致
且
は
司
法
の
為
に
も
弥
公
明
正
大
の
所
置
判
然
相
顕
れ
候
は
ゞ
却
而
至
幸
与
と
も
考
候
…
（
8
）

」。
つ
ま
り
、
違
令
の
罰
を
重
ね
て
科
す
と

い
う
こ
と
で
は
、
司
法
省
の
権
力
を
強
行
す
る
よ
う
に
思
わ
れ
て
司
法
省
の
為
に
な
ら
な
い
。
京
都
裁
判
所
長
北
畠
治
房
の
提
唱
す
る

「
臨
時
裁
判
所
（
9
）

」
を
開
く
こ
と
と
す
れ
ば
、
公
明
正
大
な
処
置
を
示
す
こ
と
と
な
り
、
京
都
府
側
も
納
得
す
る
の
で
は
な
い
か
と
の
考
え

で
あ
っ
た
。
こ
れ
は
京
都
裁
判
所
長
北
畠
治
房
が
、
小
野
組
転
籍
事
件
発
生
の
当
初
、
京
都
に
臨
時
裁
判
所
を
開
く
べ
き
だ
と
建
言
し
た

こ
と
に
端
を
発
し
て
い
る
が
（
10
）

、
閣
議
も
こ
の
三
条
実
美
の
提
言
に
賛
意
を
示
し
、
東
京
に
臨
時
裁
判
所
を
開
設
す
る
こ
と
と
し
た
（
11
）

。

司
法
大
輔
福
岡
孝
弟
は
、
臨
時
裁
判
所
開
設
に
あ
た
り
、
本
事
件
の
ほ
か
六
つ
の
刑
事
々
件
を
糾
問
す
る
こ
と
を
、
明
治
六
年
九
月

一
五
日
太
政
大
臣
三
条
実
美
に
稟
申
し
た
が
（
12
）

、
京
都
府
、
司
法
省
の
双
方
よ
り
反
対
論
が
起
っ
た
。
京
都
府
側
は
、「
臨
時
裁
判
所
だ
と

て
司
法
省
の
手
の
物
だ
か
ら
自
分
に
都
合
の
宜
い
裁
判
を
す
る
に
極
っ
て
居
る
」
と
反
対
し
た
。
司
法
省
部
内
か
ら
は
「
折
角
公
平
の
処

置
を
し
て
痛
く
無
い
腹
を
探
ら
れ
る
の
も
詰
ら
な
い
。
そ
れ
に
臨
時
裁
判
所
へ
は
、
太
政
官
の
正
院
並
に
議
官
は
、
出
席
す
る
こ
と
も
出

来
、
ま
た
自
ら
重
大
な
る
訟
獄
を
も
裁
断
出
来
る
の
で
あ
る
か
ら
、
ど
ん
な
運
動
が
出
る
か
も
知
れ
ぬ
と
い
う
」
懸
念
で
あ
っ
た
（
13
）

。

そ
こ
で
太
政
大
臣
三
条
実
美
は
、
参
議
江
藤
新
平
に
「
臨
時
裁
判
所
を
開
い
て
も
結
果
は
同
う
な
る
か
予
じ
め
保
し
難
い
、
そ
し
て
其

結
果
の
如
何
に
依
っ
て
は
、
却
っ
て
不
都
合
を
生
ず
る
こ
と
と
な
る
か
ら
、
兎
に
角
、
暫
ら
く
猶
予
し
て
貰
ひ
た
い
（
14
）

」
と
申
し
入
れ
た
。

こ
の
と
き
司
法
省
よ
り
提
起
さ
れ
た
の
が
陪
審
に
よ
る
解
決
方
法
の
提
案
で
あ
っ
た
。

二
六



名
の
法
を
め
ぐ
る
裁
判
権
対
立
と
参
座
に
よ
る
決
着
（
小
林
）

（
二
八
五
）

司
法
大
輔
福
岡
孝
弟
は
、
即
日
た
だ
ち
に
、
明
治
六
年
九
月
一
五
日
陪
審
設
置
の
建
議
を
、
太
政
大
臣
三
条
実
美
に
行
な
っ
た
（
15
）

。
福
岡

は
、
慶
応
四
年
閏
四
月
二
七
日
（
下
賜
二
一
日
）
に
頒
布
さ
れ
た
政
体
書
の
起
稿
に
際
し
、「
北
米
合
衆
国
ノ
制
度
ヲ
漢
訳
シ
タ
『
聯
邦
志

略
』
ト
イ
フ
書
物
」
を
特
に
参
考
に
し
た
と
述
べ
て
い
る
（
16
）

。
こ
の
書
の
中
に
は
、
陪
審
が
紹
介
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
か
ら
、
福
岡
は
陪
審

に
つ
い
て
の
知
識
を
持
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。

司
法
大
輔
福
岡
孝
弟
が
建
議
し
た
「
陪
審
ノ
儀
付
伺
」
と
は
、
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。「
各
國
ニ
於
テ
モ
裁
判
所
ニ
陪
審
ヲ
備
ヘ

裁
判
ノ
公
ナ
ル
ヲ
証
シ
候
義
有
之
向
後
凡
ソ
人
民
ヨ
リ
官
ニ
係
ル
ノ
詞
訟
且
官
ト
官
ト
ノ
間
ニ
起
リ
候
争
訟
等
ヨ
リ
刑
法
裁
判
ニ
及
候
節

ハ
正
院
左
院
或
ハ
大
蔵
省
等
ヨ
リ
其
官
員
ヲ
出
シ
陪
審
ノ
任
ニ
備
ヘ
司
法
裁
判
ノ
不
公
ナ
キ
ヲ
示
シ
度
儀
ニ
候
テ
ハ
此
程
京
都
府
送
籍

云
々
取
糺
ノ
儀
モ
有
之
旁
右
陪
審
規
則
相
立
申
度
尤
規
則
ノ
義
ハ
尚
取
調
次
第
可
申
出
候
間
先
以
前
条
差
急
キ
御
裁
下
ニ
相
成
度
此
段
相

伺
候
也
（
17
）

」。

こ
の
伺
に
よ
れ
ば
、
こ
れ
か
ら
は
、
人
民
と
官
並
に
官
と
官
と
の
刑
事
裁
判
に
つ
い
て
は
、
陪
審
を
創
設
し
て
解
決
す
べ
き
と
し
、
ま

た
公
正
を
期
す
た
め
、
陪
審
員
を
正
院
、
左
院
、
大
蔵
省
の
官
員
を
選
抜
し
て
審
理
さ
せ
る
べ
き
で
あ
る
と
提
案
し
建
言
し
た
。
そ
れ
ぞ

れ
正
院
は
国
政
の
中
心
に
立
ち
（
18
）

、
左
院
は
「
諸
立
法
ノ
事
ヲ
議
ス
ル
（
19
）

」
機
関
で
あ
り
、
大
蔵
省
（
20
）

は
明
治
四
年
九
月
一
四
日
ま
で
民
事
訴
訟

を
取
り
扱
っ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
ま
た
陪
審
規
則
に
つ
い
て
は
、
草
案
作
成
の
う
え
で
上
申
し
た
い
が
、
ま
ず
は
至
急
陪
審
創
設
の
裁

可
を
求
め
た
い
と
す
る
伺
い
で
あ
っ
た
。

一
般
人
民
か
ら
陪
審
員
を
選
出
す
る
西
欧
の
陪
審
と
比
較
す
れ
ば
、
大
き
な
縣
隔
が
あ
る
が
、
わ
が
国
「
公
文
に
於
て
、
陪
審
の
語
の

表
は
れ
し
始
め
で
あ
る
（
21
）

」
と
尾
佐
竹
猛
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
日
本
の
公
文
書
に
お
い
て
陪
審
の
語
が
現
出
、
表
現
さ
れ
る
初
出
と

な
っ
た
。

二
七



日
本
法
学　

第
八
十
巻
第
二
号
（
二
〇
一
四
年
十
月
）

（
二
八
六
）

（
2
） 

明
治
四
年
四
月
四
日
太
政
官
布
告
第
一
七
〇
「
全
国
惣
体
戸
籍
法
」
第
八
則
一
項
本
文
は
、
送
入
籍
（
自
由
転
籍
）
を
認
め
る
定
を
置
い
た
。

こ
の
規
定
に
従
っ
て
、
明
治
六
年
四
月
六
日
小
野
組
達
は
、
東
京
並
に
神
戸
へ
の
転
籍
を
求
め
た
が
、
京
都
府
は
許
可
を
出
さ
な
か
っ
た
。

そ
こ
で
明
治
六
年
五
月
二
七
日
拒
否
を
不
当
と
し
て
、
司
法
省
達
四
六
号
三
項
の
「
各
人
民
此
地
ヨ
リ
彼
地
ヘ
移
住
シ
或
ハ
此
地
ヨ
リ
彼
地
ヘ
往

来
ス
ル
ヲ
地
方
官
ニ
テ
之
ヲ
抑
制
ス
ル
等
人
民
ノ
権
利
ヲ
妨
ル
時
ハ
各
人
民
ヨ
リ
其
地
方
ノ
裁
判
所
亦
ハ
司
法
省
裁
判
所
ヘ
訴
訟
苦
シ
カ
ラ
サ
ル

事
」（『
法
令
全
書
第
五
巻
│
2
』
内
閣
官
報
局
明
治
二
二
年
原
書
房
昭
和
四
九
年
覆
刻
一
三
四
六
│
一
三
四
七
頁
）
に
も
と
づ
い
て
、
京
都
裁
判
所

に
転
籍
を
求
め
る
行
政
訴
訟
を
提
起
し
た
。
京
都
裁
判
所
長
北
畠
治
房
は
、
明
治
六
年
六
月
一
五
日
、
京
都
府
知
事
長
谷
信
篤
、
参
事
槇
村
正
直
、

典
事
庶
務
課
長
関
屋
生
三
に
「
至
急
送
籍
可
有
之
」
と
判
決
し
た
。

（
3
） 

こ
れ
は
、
判
決
を
こ
ば
む
「
違
令
」（
新
律
綱
領
）「
凡
令
ニ
違
フ
ニ
重
キ
者
ハ
笞
四
十
軽
キ
者
ハ
一
等
ヲ
減
ス
」
に
該
当
す
る
の
で
は
な
い
か

と
の
意
見
が
司
法
省
内
部
に
起
っ
た
。
京
都
裁
判
所
在
勤
（
明
治
六
年
四
月
九
日
京
都
裁
判
所
内
に
検
事
局
設
置
）
の
司
法
権
中
検
事
澄
川
拙
三
は
、

裁
判
所
に
「
請
書
ヲ
モ
不
差
出
上
告
ヲ
モ
不
為
」
は
「
違
令
」
に
当
る
と
報
告
し
た
。
明
治
六
年
七
月
三
日
で
あ
っ
た
。
し
か
し
こ
の
時
、
改
定
律

例
が
明
治
六
年
六
月
一
三
日
頒
布
さ
れ
て
い
て
、
七
月
一
〇
日
施
行
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
て
い
た
。「
違
令
」（
新
律
綱
領
）
は
、「
違
令
條
例
」（
改

定
律
例
）「
第
二
八
七
條
凡
制
ニ
違
フ
者
ハ
懲
役
百
日
軽
キ
者
ハ
一
等
ヲ
減
ス　

第
二
八
八
條
凡
式
ニ
違
フ
者
ハ
懲
役
二
十
日
軽
キ
者
ハ
一
等
ヲ
減

ス
」
に
よ
っ
て
改
正
さ
れ
、
こ
れ
が
適
用
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
。

（
4
） 

京
都
裁
判
所
は
、
明
治
六
年
七
月
二
九
日
知
事
長
谷
に
懲
役
二
十
日
の
処
、
贖
罪
金
八
円
と
判
決
し
た
。
ま
た
八
月
五
日
に
は
、
参
事
槇
村
に

懲
役
二
十
日
の
処
、
贖
罪
金
六
円
、
そ
し
て
典
事
庶
務
課
長
関
屋
に
贖
罪
金
四
円
と
判
決
し
、
そ
れ
ぞ
れ
五
日
以
内
に
納
め
る
よ
う
命
じ
た
。
こ
れ

は
「
違
令
條
例
」（
改
定
律
例
）
第
二
八
八
條
で
「
懲
役
二
十
日
」
の
と
こ
ろ
、「
官
吏
私
罪
贖
例
図
」（
改
定
律
例
）
で
、「
凡
官
吏
私
罪
及
ヒ
有
心

故
造
ノ
罪
ヲ
犯
シ
罪
懲
役
百
日
以
下
ニ
該
ル
者
ハ
閏
刑
ニ
処
ス
ル
律
ヲ
改
メ
例
図
ニ
照
シ
テ
贖
フ
コ
ト
ヲ
聴
ス　

例　

懲
役
二
十
日　

勅
任
八
円　

奏
任
六
円　

判
任
四
円　

等
外
吏
三
円
」
と
定
め
て
い
る
。
こ
れ
を
適
用
し
た
。

（
5
） 

日
本
史
籍
協
会
編
『
木
戸
孝
允
日
記
第
二
』
東
京
大
学
出
版
会
昭
和
八
年
（
昭
和
四
二
年
覆
刻
）
四
一
九
、
四
二
一
、
四
二
七
頁
。

（
6
） 

尾
佐
竹
・
前
掲
注（
1
）第
二
巻
四
八
頁
。
第
四
巻
九
六
頁
。

（
7
） 

司
法
省
は
、
明
治
六
年
七
月
一
二
日
、
司
法
省
六
等
出
仕
早
川
勇
を
正
院
へ
出
頭
さ
せ
、
伺
を
立
て
た
。
こ
の
と
き
の
様
子
に
つ
い
て
、「
…

二
八



名
の
法
を
め
ぐ
る
裁
判
権
対
立
と
参
座
に
よ
る
決
着
（
小
林
）

（
二
八
七
）

三
職
列
席
に
就
き
同
人
の
罪
の
如
き
は
、
問
ふ
に
違
式
を
以
て
し
、
直
に
処
分
し
苦
し
か
ら
ざ
る
耶
、
又
は
兼
て
伺
定
の
通
り
一
応
推
問
を
経
、
罪

を
す
べ
き
や
の
旨
、
口
上
を
以
て
相
伺
候
処
、
違
式
部
分
に
て
推
問
に
及
ば
ず
処
分
す
べ
き
旨
口
上
を
以
て
江
藤
前
参
議
よ
り
御
指
揮
有
之
」（
的

野
・
前
掲
注（
1
）八
四
頁
）
と
述
べ
る
。
こ
の
資
料
は
明
治
六
年
一
一
月
一
〇
日
の
も
の
で
、
す
で
に
江
藤
新
平
は
一
〇
月
二
四
日
、
明
治
六
年
政

変
に
よ
っ
て
辞
表
を
提
出
、
翌
二
五
日
参
議
を
解
任
さ
れ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
記
さ
れ
て
い
る
と
お
り
前
参
議
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
だ
が
、

江
藤
は
正
院
に
お
い
て
、
小
野
組
転
籍
事
件
に
参
議
と
し
て
深
く
関
与
し
て
い
た
こ
と
が
会
得
で
き
る
。

（
8
） 

的
野
・
前
掲
注（
1
）九
一
頁
。

（
9
） 

「
臨
時
裁
判
所
と
い
う
の
は
、
其
後
幾
多
の
曲
折
を
経
て
、
大
審
院
と
な
っ
た
の
で
あ
る
が
、
当
事
の
権
限
は
「
凡
国
家
の
大
事
に
関
す
る
事

件
及
裁
判
官
の
犯
罪
を
審
理
す
」「
平
常
官
員
を
設
け
ず
臨
時
判
事
を
以
て
之
に
充
つ
」
と
あ
っ
た
。
而
し
て
一
方
に
は
、
明
治
六
年
五
月
の
太
政

官
職
制
並
正
院
事
務
章
程
に
「
凡
ソ
裁
判
上
重
大
ノ
訟
獄
ア
レ
ハ
内
閣
議
官
其
事
ヲ
審
議
シ
或
ハ
臨
時
裁
判
所
ニ
出
席
シ
テ
之
ヲ
監
視
ス
ル
事
ア
ル

ヘ
シ
」
と
い
う
規
定
も
あ
る
。（
尾
佐
竹
・
前
掲
書（
1
）第
二
巻
四
九
頁
。
第
四
巻
九
六
頁
）。

（
10
） 

尾
佐
竹
・
前
掲
注（
1
）第
二
巻
四
九
頁
。
第
四
巻
九
六
頁
。

（
11
） 

尾
佐
竹
・
前
掲
注（
1
）第
四
巻
九
六
頁
。

（
12
） 

こ
の
と
き
小
野
組
転
籍
事
件
の
他
に
、「
岸
喜
左
衛
門
外
十
一
名
魚
代
金
事
件
、
上
田
小
太
郎
外
四
名
賭
博
事
件
、
吉
田
亀
次
郎
窃
盗
事
件
、

亀
井
八
十
吉
賭
博
事
件
、
小
沢
徳
兵
衛
侵
入
事
件
、
重
吉
牢
死
事
件
に
付
き
、
京
都
府
庁
の
為
し
た
る
越
権
事
件
を
も
、
糾
問
せ
ん
こ
と
を
、
太
政

大
臣
に
稟
申
し
た
」（
尾
佐
竹
・
前
掲
注（
1
）第
二
巻
四
九
頁
。
第
四
巻
九
七
頁
）。

（
13
） 

尾
佐
竹
・
前
掲
注（
1
）第
二
巻
五
〇
頁
。
第
四
巻
九
七
頁
。

（
14
） 

尾
佐
竹
・
前
掲
注（
1
）第
二
巻
五
〇
頁
。
第
四
巻
九
七
頁
。

（
15
） 

的
野
・
前
掲
注（
1
）九
二
頁
。

（
16
） 

穂
積
陳
重
『
法
窓
夜
話
』
岩
波
文
庫　

昭
和
五
五
年
三
八
六
頁
注
釈
一
九
九
。『
国
家
学
会
創
立
満
三
十
年
記
念　

明
治
憲
政
経
済
史
論
』
大

正
八
年
四
四
頁
。
石
井
良
助
『
明
治
文
化
史
2
法
制
』
洋
々
社
昭
和
二
九
年
一
一
〇
頁
。

（
17
） 

的
野
・
前
掲
注（
1
）九
二
頁
。
尾
佐
竹
・
前
掲
注（
1
）第
二
巻
五
〇
│
五
一
頁
。
第
四
巻
九
七
│
九
八
頁
。

二
九



日
本
法
学　

第
八
十
巻
第
二
号
（
二
〇
一
四
年
十
月
）

（
二
八
八
）

（
18
） 

「
太
政
官
職
制
並
ニ
事
務
章
程　

明
治
四
年
七
月
二
九
日　

太
政
官
（
第
三
八
六
）」（
外
岡
茂
十
郎
『
明
治
前
期
家
族
法
資
料
』
別
巻
一
補
遺

編
（
早
稲
田
大
学
昭
和
四
七
年
）
一
六
四
頁
）。

（
19
） 
「
太
政
官
職
制
並
ニ
事
務
章
程　

明
治
四
年
七
月
二
九
日　

太
政
官
（
第
三
八
六
）」（
外
岡
・
前
掲
注（
18
）別
巻
一
補
遺
編
一
六
四
頁
）。

（
20
） 
明
治
四
年
九
月
一
四
日
太
政
官
沙
汰
（
第
四
七
〇
）
で
、「
大
蔵
省
聴
訟
事
務
自
今
司
法
省
へ
可
引
渡
事
」
ま
で
、
大
蔵
省
が
民
事
訴
訟
を
扱

つ
か
っ
て
い
た
（
外
岡
・
前
掲
注（
18
）別
巻
一
補
遺
編
一
六
五
頁
）。

（
21
） 

尾
佐
竹
・
前
掲
注（
1
）第
二
巻
五
一
頁
。
第
四
巻
九
八
頁
。

2　

陪
審
の
移
入
と
翻
訳
書

陪
審
あ
る
い
は
陪
審
制
に
つ
い
て
は
、
幕
末
に
は
す
で
に
移
入
さ
れ
、
そ
の
思
想
や
形
態
を
紹
介
す
る
啓
蒙
的
翻
訳
書
が
か
な
り
多
く

出
版
さ
れ
て
い
た
。
た
だ
用
語
は
、
次
に
み
る
よ
う
に
統
一
は
な
く
、“Jury ”

の
語
を
各
自
の
翻
訳
訳
語
を
も
っ
て
当
て
は
め
て
い
る
。

以
下
翻
訳
書
に
つ
い
て
は
、
尾
佐
竹
猛
『
明
治
文
化
史
と
し
て
の
日
本
陪
審
史
』
邦
光
堂
書
店　

大
正
一
五
年
（『
尾
佐
竹
猛
著
作
集
第
二

巻
』
ゆ
ま
に
書
房
覆
刻　

平
成
一
七
年
）
が
詳
細
で
あ
る
の
で
参
照
し
、
小
野
組
転
籍
事
件
で
の
陪
審
導
入
の
影
響
や
移
入
に
つ
い
て
み
て

い
き
た
い
と
思
う
。

す
で
に
嘉
永
七
年
刊
の
、
ブ
リ
ヂ
メ
ン
著
林
則
徐
漢
訳
『
海
國
圖
志
』
の
米
国
ノ
部
を
、
正
木
篤
が
邦
語
訳
し
た
『
美
理
哥
國
總
記
和

解
』
に
、「
人
犯
す
こ
と
既
に

齊
く
ち
の
そ
ろ
う

と
き
は
察
院
兼
て
本
地
の

衿
わ
か
い
し
ゆ

耆
と
し
よ
り

を
擇
び
以
て
審

ぎ
ん
み

を
助
け
し
む
。
衿
耆
す
く
な
き
は
十
二
人
、

多
き
は
二
十
四
人
な
り
…
察
院
其
是
非
を
観
例
を
照
し
て
罪
を
定
め
り
…
（
22
）

」
と
、
米
国
の
陪
審
制
を
紹
介
し
て
い
る
。
ま
た
こ
の
ブ
リ
ヂ

メ
ン
著
林
則
徐
漢
訳
『
海
國
圖
志
』
の
米
国
ノ
部
に
訓
点
を
付
け
た
、
箕
作
阮
甫
『
聯
邦
志
略
』（
文
久
元
年
江
戸
本
所
萬
屋
出
版
）
の
中
で

も
「
審
按
之
制　

除
二

審
官
一

外　

有
二

法
師
議
長
公
民
等
一

…
至
レ

於
三

議
長
與
二

公
民
一

乃
係
下

民
間
正
直
之
人　

平
日
民
衆
特
選　

以
備
三

審

三
〇



名
の
法
を
め
ぐ
る
裁
判
権
対
立
と
参
座
に
よ
る
決
着
（
小
林
）

（
二
八
九
）

案
上

者
也
當
二

選
定
時
一

共
若
干
人
…
（
23
）

」
と
あ
る
。
こ
こ
に
審
按
之
制
が
陪
審
制
、
審
官
が
判
事
、
法
師
が
検
事
、
公
民
が
陪
審
員
の
意
を

示
す
訳
語
で
あ
る
。

さ
ら
に
、
除
松
龕
輯
著
『
瀛
環
志
略
』
を
箕
作
阮
甫
が
訓
点
を
付
け
、
同
名
の
書
と
し
て
、
文
久
元
年
阿
波
藩
か
ら
出
版
し
た
が
、
そ

の
「
英
吉
利
國
」
の
部
に
も
「
英
國
聴
訟
之
制　

有
二

證
據
一

則
拿
解　

到
レ

官
将
レ

訊
先
於
二

齊
民
中
一

選
下

派
有
二

聲
望
一

者
六
人
上　

又
令
三

犯
レ

罪
者
自
選
二

六
人
一　

此
十
二
人
曾
同
訊
問　

辯
二

其
曲
直
一　

然
後
聞
二

之
於
官
一　

官
乃
訊
而
行
レ

法
焉
（
24
）

」
と
し
て
、
英
国
の
陪
審
制
を

記
述
し
て
い
る
。

そ
し
て
、
文
久
元
年
長
門
温
知
社
か
ら
出
版
さ
れ
た
、
ト
ー
マ
ス
ミ
ル
著
、
ビ
・
ウ
ィ
リ
ア
ム
漢
訳
を
青
木
周
弼
、
山
縣
半
蔵
、
手
塚

律
蔵
が
翻
刻
し
た
、『
英
國
志
』
に
も
、「
英
之
律
法
最
善
者　

仇
家
誣
陥　

有
二

如
力
一

以
證
レ

之　

英
倫
十
二
人　

阿
爾
蘭
亦
十
二
人　

蘇
格
蘭
十
五
人
…
（
25
）

」
と
あ
る
。
こ
こ
に
「
如
力
」
と
はJury

の
音
訳
で
あ
る
。

慶
応
二
年
刊
福
沢
諭
吉
『
西
洋
事
情
』
に
も
、「
英
國
に
て
は
裁
判
役
の
獨
断
に
て
罪
人
を
吟
味
し
刑
罰
に
行
ふ
こ
と
を
得
ず
。
必
ず

立
合
の
も
の
有
て
裁
判
の
正
否
を
見
て
之
を
議
論
し
、
罪
人
も
其
罪
に
伏
し
、
立
合
の
も
の
も
其
裁
判
に
付
き
異
論
な
き
に
至
て
、
初
て

刑
に
處
す
る
な
り
。
其
立
合
の
者
と
は
平
生
國
内
に
て
身
分
よ
き
も
の
を
撰
び
置
き
、
裁
判
の
起
る
毎
に
入
札
を
以
て
其
人
數
の
内
よ
り
、

二
十
四
人
或
は
十
二
人
づ
ゝ
を
呼
出
し
て
裁
判
局
に
列
座
せ
し
む
る
な
り
。
此
法
を
『
ト
ラ
イ
エ
ル
・
バ
イ
・
ジ
ュ
リ
ー
』
と
云
ふ
…
（
26
）

」

と
、
陪
審
制
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

そ
し
て
「
陪
審
」
の
訳
語
が
、
初
め
て
使
用
さ
れ
た
の
は
、『
智
環
啓
蒙
』
で
あ
っ
た
。
第
百
四
十
六
課
に
「
陪
審
聴
訟
、
一
例
、
乃

不
列
顚
之
良
法
也
。
其
例
乃
千
二

審
司
坐
レ

堂
判
レ

事
時
一

、
則
有
二

民
間
十
二
人
一

陪
坐
聴
審
、
以
断
二

被
レ

告
人
有
レ

罪
與
一レ

否
…
」
と
あ
る
。

英
国
人
ゼ
ー
ム
ス
レ
ツ
グ
が
著
述
し
一
八
五
六
年
香
港
で
発
刊
さ
れ
た
、
英
漢
対
訳
の
書
で
あ
る
。
こ
れ
を
慶
応
二
年
柳
河
春
三
が
翻
訳

三
一



日
本
法
学　

第
八
十
巻
第
二
号
（
二
〇
一
四
年
十
月
）

（
二
九
〇
）

し
、
江
戸
開
物
社
よ
り
出
版
し
た
（
27
）

。
こ
の
書
で“T

rial by Jury ”

を
「
陪
審
聴
訟
」
と
翻
訳
す
る
が
、
こ
れ
が
我
が
国
に
お
け
る
陪
審

裁
判
訳
語
使
用
例
の
初
出
で
あ
り
、
ま
た
こ
れ
に
よ
っ
て
陪
審
の
語
句
が
確
定
し
た
と
、
尾
佐
竹
猛
は
言
う
（
28
）

。
し
か
し
そ
の
後
も
陪
審
の

語
句
が
定
着
し
た
と
は
い
え
な
い
よ
う
で
あ
る
。

た
と
え
ば
慶
応
二
年
秋
、
開
成
所
出
版
の
津
田
眞
一
郎
（
眞
道
）
訳
『
泰
西
國
法
論
』
で
は
、
巻
一
、
第
六
篇
刑
法
並
に
治
罪
法
第

二
十
八
章
で
、「
諸
國
に
於
て
死
刑
或
は
身
の
大
恥
辱
と
為
る
刑
を
受
く
可
き
重
罪
あ
る
時
に
當
り
て
、
先
其
人
の
罪
あ
る
と
罪
無
き
と

を
断
ず
る
は
法
士
の
職
に
非
ず
し
て
却
て
國
民
の
徳
望
あ
る
人
數
名
商
議
し
て
定
る
所
た
り
、
之
を
斷
士
又
誓
士
と
稱
す
。
然
る
時
は
法

士
の
職
は
惟
律
法
に
照
し
て
其
當
刑
奈
何
を
決
す
る
耳
…
（
29
）

」。
こ
こ
で
は
裁
判
官
を
法
士
、
陪
審
員
を
斷
士
又
誓
士
と
翻
訳
し
て
い
る
。

ま
た
、
明
治
四
年
出
版
の
、
ブ
ル
ン
チ
ュ
リ
ー
著
加
藤
弘
之
訳
『
國
法
汎
論
』
で
も
「
誓
士
ゲ
シ
ュ
ヲ
ル
ネ
（
按
）
先
ヅ
誓
約
ヲ
為
シ

テ
後
其
職
ヲ
奉
ズ
、
故
ニ
誓
士
ト
云
フ
（
30
）

」
と
翻
訳
し
、
陪
審
員
を
誓
士
と
訳
し
て
い
る
。

以
上
の
よ
う
に
陪
審
に
つ
い
て
は
、
訳
語
も
語
句
も
確
定
し
な
か
っ
た
が
、
幕
末
期
よ
り
そ
の
思
想
や
形
態
が
紹
介
さ
れ
て
い
た
。
そ

し
て
こ
こ
に
陪
審
と
は
、
刑
事
事
件
の
公
判
に
専
門
の
法
律
家
で
あ
る
裁
判
官
と
は
別
に
、
一
般
人
が
参
加
す
る
制
度
の
一
つ
で
、
一
般

人
で
あ
る
陪
審
員
だ
け
で
評
議
し
、
そ
の
評
議
結
果
に
も
と
づ
い
て
、
裁
判
官
が
裁
判
を
行
な
う
制
度
と
し
て
紹
介
さ
れ
て
い
る
。
な
お

現
在
我
が
国
で
は
、「
裁
判
所
法
（
昭
和
二
二
年
四
月
一
六
日
法
律
五
九
号
）」
三
条
三
項
で
「
こ
の
法
律
の
規
定
は
、
刑
事
に
つ
い
て
、
別

に
法
律
で
陪
審
の
制
度
を
設
け
る
こ
と
を
妨
げ
な
い
」
と
し
て
陪
審
の
語
を
用
い
て
い
る
。
し
か
し
「
裁
判
員
の
参
加
す
る
刑
事
裁
判
に

関
す
る
法
律
（
平
成
一
六
年
五
月
二
八
日
法
律
六
三
号
）」
で
は
、
裁
判
員
の
語
を
用
い
、
陪
審
並
に
陪
審
員
の
語
は
使
用
さ
れ
て
い
な
い
。

司
法
大
輔
福
岡
孝
弟
は
、
明
治
六
年
九
月
一
五
日
「
陪
審
ノ
儀
付
伺
」（
前
掲
）
提
出
の
際
に
、
こ
れ
ら
多
数
の
翻
訳
書
を
参
考
に
し

た
と
思
う
が
、
前
述
し
た
よ
う
に
、
政
体
書
（
慶
応
四
年
閏
四
月
二
一
日
下
賜
、
二
七
日
頒
布
）
起
草
の
折
、『
聯
邦
志
略
』（
前
掲
）
を
参
照

三
二



名
の
法
を
め
ぐ
る
裁
判
権
対
立
と
参
座
に
よ
る
決
着
（
小
林
）

（
二
九
一
）

し
た
と
述
べ
て
い
る
と
こ
ろ
か
ら
す
る
と
、
特
に
こ
の
書
を
参
照
し
た
の
か
も
知
れ
な
い
。

（
22
） 
尾
佐
竹
・
前
掲
注（
1
）第
二
巻
一
〇
頁
。

（
23
） 

尾
佐
竹
・
前
掲
注（
1
）第
二
巻
一
一
│
一
二
頁
。

（
24
） 

尾
佐
竹
・
前
掲
注（
1
）第
二
巻
一
二
頁
。

（
25
） 

尾
佐
竹
・
前
掲
注（
1
）第
二
巻
一
三
│
一
四
頁
。

（
26
） 

慶
応
義
塾
編
纂
『
福
沢
諭
吉
全
集
第
一
巻
』
岩
波
書
店
昭
和
三
三
年　

三
五
七
│
三
五
八
頁
。

（
27
） 

尾
佐
竹
・
前
掲
注（
1
）一
四
│
一
五
頁
。

（
28
） 

尾
佐
竹
・
前
掲
注（
1
）一
五
頁
。

（
29
） 

津
田
眞
一
郎
訳
『
泰
西
国
法
論
』（
明
治
文
化
全
集
第
十
三
巻
法
律
篇
所
収
）
日
本
評
論
社　

昭
和
四
年　

八
〇
頁
。

（
30
） 

尾
佐
竹
・
前
掲
注（
1
）一
九
頁
。

3　

仏
国
で
の
陪
審
裁
判
の
参
観

そ
し
て
こ
の
陪
審
を
、
明
治
六
（
一
八
七
三
）
年
仏
国
に
お
い
て
実
際
に
参
観
、
傍
聴
し
、
感
想
を
述
べ
た
記
録
が
あ
る
。
少
外
史
権

小
史
で
あ
る
久
米
邦
武
編
『
特
命
全
権
大
使
米
欧
回
覧
実
記
』
の
中
の
記
述
で
あ
る
。
明
治
政
府
は
、
明
治
四
年
一
一
月
一
二
日
、
右
大

臣
岩
倉
具
視
を
特
命
全
権
大
使
に
任
じ
、
随
伴
す
る
理
事
官
四
六
名
、
随
従
者
一
八
名
、
同
行
す
る
留
学
生
四
三
名
（
計
一
〇
七
名
）
が

同
船
し
て
ア
メ
リ
カ
へ
向
っ
た
。
さ
ら
に
後
発
隊
、
現
地
参
加
二
〇
名
を
加
え
、
合
計
一
二
七
名
を
欧
米
に
派
遣
し
た
（
31
）

。
そ
し
て
本
隊

が
、
明
治
六
年
九
月
一
三
日
帰
国
す
る
ま
で
の
一
年
九
ケ
月
に
及
ぶ
、
使
節
団
公
式
記
録
が
、
こ
れ
で
あ
る
。『
米
欧
回
覧
実
記
』
を
み

三
三



日
本
法
学　

第
八
十
巻
第
二
号
（
二
〇
一
四
年
十
月
）

（
二
九
二
）

る
と
大
使
本
隊
一
行
は
、
明
治
五
年
一
月
二
七
日
ア
メ
リ
カ
・
ワ
シ
ン
ト
ン
で
、
大
審
院
を
見
学
し
、
イ
ギ
リ
ス
・
マ
ン
チ
ェ
ス
タ
ー
で
、

九
月
三
日
巡
回
裁
判
所
、
九
月
六
日
警
察
裁
判
所
、
エ
ジ
ン
バ
ラ
で
九
月
一
二
日
上
等
裁
判
所
、
そ
し
て
チ
ェ
ス
タ
ー
で
一
〇
月
九
日
裁

判
所
を
見
学
、
参
観
す
る
が
（
32
）

、
フ
ラ
ン
ス
・
パ
リ
の
高
等
法
院
に
お
い
て
陪
審
裁
判
を
目
撃
す
る
こ
と
と
な
る
。

「
明
治
六
年
一
月
二
十
二
日　

第
四
十
七
巻
巴パ

リ

ー
黎
府
ノ
記
六
」
の
記
述
に
よ
れ
ば
、「『
ロ
ュ
ー
ル
ト
・
デ
・
ア
ス
ェ
ー
』
ノ
裁
判
所
ニ

至
ル
、
此
ハ
仏
国
裁
判
所
ノ
首
ニ
テ
、『
セ
イ
ン
』
河
島
ノ
上
ニ
ア
リ
…
」
と
書
き
出
し
、
こ
こ
で
「
夫
殺
し
事
件
」
の
陪
審
裁
判
を
傍

聴
し
た
。
そ
の
様
子
に
つ
い
て
「
夫
ヨ
リ
裁
判
ノ
庁
ニ
入
レ
ハ
、
此
時
正
ニ
夫
ヲ
殺
セ
ル
婦
人
ヲ
糺
問
中
ニ
テ
ア
リ
ケ
リ
、
裁
判
役
五
人

ハ
、
正
面
ニ
列
席
シ
、
検
事
ハ
左
ニ
坐
ス
、
証
人
『
ヂ
ュ
リ
ー
』
代
言
師
、
其
前
ニ
分
レ
テ
席
ヲ
占
メ
、
罪
人
ハ
右
ニ
出
テ
ヽ
、『
ポ
リ

ス
』
之
ヲ
護
衛
ス
、
英
ノ
裁
判
席
ト
位
置
小
異
ア
リ
、
此
婦
人
ハ
英
国
ノ
生
レ
ニ
テ
、
仏
人
ノ
妻
ト
ナ
レ
ル
モ
ノ
ナ
リ
、
欧
洲
ニ
テ
夫
ヲ

弑
虐
セ
ル
婦
人
ハ
、
其
原
因
多
ク
ハ
夫
ノ
財
産
ヲ
貪
リ
、
之
ヲ
殺
シ
テ
其
遺
金
ヲ
占
領
シ
、
而
テ
後
ニ
他
ニ
嫁
ス
ル
ノ
慾
情
ヨ
リ
出
ル
、

日
本
ノ
奸
淫
ヨ
リ
原
ス
ル
ト
、
其
情
ヲ
異
ニ
ス
（
33
）

」
と
記
し
て
、
権
少
外
史
（
34
）

久
米
邦
武
は
、
仏
国
高
等
法
院
の
形
態
と
事
件
概
要
を
客
観
的

に
叙
述
し
た
。
そ
し
て
こ
の
陪
審
裁
判
の
感
想
を
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。「
西
洋
ノ
裁
判
ニ
ハ
、
刑
事
ニ
モ
代
言
師
ア
リ
テ
、
罪

人
ニ
代
リ
テ
辯
ス
レ
ハ
、
罪
状
ニ
紛
冗
ノ
憂
ヒ
ナ
シ
、『
ヂ
ュ
リ
ー
』
ア
リ
テ
、
其
情
偽
ヲ
審
聴
シ
、
是
カ
允
諾
ヲ
待
テ
、
後
ニ
罪
状
ヲ

定
ム
、
寃
柱
ナ
カ
ル
ベ
シ
、
証
人
ア
リ
テ
其
事
実
ヲ
当
面
ニ
テ
保
証
ス
、
諞
誑
ノ
弊
端
ヲ
繁
ク
シ
難
シ
、
必
ス
数
人
ノ
裁
判
役
ニ
テ
聴
ク
、

偏
聴
ノ
恐
レ
ナ
シ
、
其
法
寔
ニ
周
備
ナ
リ
ト
謂
ヘ
シ
、
然
レ
ト
モ
此
法
ヲ
日
本
ニ
行
ハ
ン
ト
ス
レ
ハ
、
蓋
シ
亦
難
キ
モ
ノ
ア
リ
、
全
国
法

律
ノ
学
ニ
通
シ
、
代
言
師
免
許
ヲ
与
ヘ
テ
、
法
庭
ニ
出
席
セ
シ
ム
ル
ヘ
キ
人
ナ
シ
、『
ヂ
ュ
リ
ー
』
ヲ
挙
レ
ハ
、
官
ヲ
恐
レ
テ
唯
唯
ス
ル

ニ
過
キ
ス
、
其
強
項
敢
言
ノ
者
ヲ
選
ス
ル
ト
モ
、
法
理
ニ
闇
ク
、
道
徳
上
ノ
論
ト
葛
藤
ヲ
繁
ク
シ
、
必
ス
互
ニ
相
諍
論
シ
テ
、
不
用
ノ
地

ニ
言
ヲ
労
セ
ン
、
証
拠
人
ニ
至
リ
テ
ハ
、
実
ヲ
以
テ
吐
露
ス
ル
モ
ノ
ナ
カ
ル
ベ
シ
、
其
罪
科
軽
ケ
レ
ハ
、
憎
ミ
ヲ
隣
里
ニ
得
ル
、
若
重
ケ

三
四



名
の
法
を
め
ぐ
る
裁
判
権
対
立
と
参
座
に
よ
る
決
着
（
小
林
）

（
二
九
三
）

レ
ハ
怨
ミ
ヲ
黄
泉
ニ
獲
ル
、
是
ミ
ナ
人
情
ノ
尤
モ
畏
ル
ヽ
所
ナ
リ
、
然
レ
ハ
則
西
洋
人
ハ
人
情
ナ
キ
カ
、
是
ハ
然
ラ
ス
、
西
洋
ノ
十
戒
ア

ル
、
日
本
ノ
五
倫
ア
ル
カ
如
シ
、
十
戒
ノ
其
一
ニ
曰
ク
、
妄
証
ス
ル
勿
レ
、
裁
判
役
ノ
前
ニ
出
テ
ヽ
、
真
実
ヲ
証
認
ス
ル
ハ
戒
ノ
一
タ
リ
、

相
習
フ
コ
ト
二
千
年
、
人
ミ
ナ
以
テ
宜
ク
然
ル
ヘ
シ
ト
ス
、
猶
日
本
ニ
テ
道
徳
上
ニ
関
ス
ル
コ
ト
ハ
、
敢
言
シ
顧
ミ
サ
ル
モ
ノ
ヽ
、
衆
ニ

悦
ハ
ル
ヽ
如
シ
、
而
テ
日
本
ノ
習
ヒ
ニ
於
テ
、
人
ノ
難
ヲ
保
隠
ス
ル
ヲ
義
ト
シ
、
訐
テ
以
テ
直
ト
ス
ル
ヲ
憎
ム
、
此
等
ノ
風
尚
ヨ
リ
シ
テ
、

罪
ハ
隠
ス
ヲ
義
ト
シ
、
道
ト
ス
ル
多
シ
、
安
ン
ソ
敢
テ
言
ン
ヤ
、
東
西
洋
ノ
風
俗
毎
ニ
相
反
ス
、
此
ニ
類
ス
ル
コ
ト
多
シ
、
西
洋
ノ
良
法

善
制
ヲ
取
テ
、
之
ヲ
東
洋
ニ
行
フ
ニ
ハ
、
其
形
跡
ヲ
ス
テ
ヽ
、
其
旨
意
ヲ
ト
リ
、
能
ク
酌
量
シ
テ
行
ハ
サ
レ
ハ
、
往
往
ニ

鑿
合
セ
サ
ル

モ
ノ
ア
リ
、
達
者
ハ
必
ス
此
ニ
其
宜
ヲ
酌
量
ス
ル
所
ア
ル
ヘ
シ
（
35
）

」。
こ
こ
に
東
洋
と
西
洋
の
風
習
の
相
違
を
述
べ
な
が
ら
、
陪
審
は
日
本

の
よ
う
な
人
情
深
き
国
で
は
行
な
わ
れ
難
い
と
す
る
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
ヂ
ュ
リ
ー
（
陪
審
員
）
は
官
を
恐
れ
て
そ
の
指
示
の
ま
ま
判
断
を

下
す
こ
と
と
な
り
か
ね
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
採
用
す
べ
か
ら
ず
と
の
感
想
と
結
論
を
述
べ
て
い
る
。

こ
の
と
き
の
仏
国
高
等
法
院
傍
聴
に
参
加
し
た
一
人
に
、
副
使
木
戸
孝
允
が
い
た
。『
木
戸
孝
允
日
記
』
で
は
、「
明
治
六
年
一
月

二
十
二
日
晴
又
雨
…
裁
判
所
第
一
等
に
至
る
ク
リ
ミ
ナ
ル
の
裁
判
を
見
る
。
女
に
し
て
其
夫
を
殺
せ
し
と
云
も
の
ゝ
調
べ
あ
り
…
（
36
）

」
と
記

述
し
て
い
る
。

ま
た
東
本
願
寺
法
主
現
如
上
人
（
大
谷
光
瑩
）
に
随
行
し
て
パ
リ
に
在
っ
た
、
旧
幕
府
外
国
奉
行
等
を
勤
め
た
成
島
柳
北
も
、
現
如
上

人
と
共
に
参
加
し
て
い
る
。
成
島
柳
北
の
日
誌
『
航
西
日
乗
』
に
よ
る
と
、「
明
治
六
年
一
月
二
十
二
日
、
水
曜
、
雨
。
晨
起
、
現
如
師

と
再
び
大
使
の
館
に
赴
き
、
岩
倉
・
木
戸
・
大
久
保
諸
公
に
陪
し
、
…
裁
判
所
に
赴
き
白
洲
を
観
る
。
恰
も
聴
訟
の
最
中
な
り
。
法
官
は

正
面
と
左
右
に
坐
す
。
側
面
に
居
る
者
一
名
は
紅
衣
を
着
く
。
他
は
皆
平
常
の
服
な
り
。
罪
人
は
女
に
て
法
官
の
前
に
立
つ
…
（
37
）

」
と
あ

る
。
し
た
が
っ
て
明
治
五
年
一
一
月
一
六
日
に
、
英
国
よ
り
パ
リ
に
入
っ
た
大
使
本
隊
一
行
と
共
に
高
等
法
院
で
の
陪
審
裁
判
を
参
観
し

三
五



日
本
法
学　

第
八
十
巻
第
二
号
（
二
〇
一
四
年
十
月
）

（
二
九
四
）

た
。こ

こ
に
記
載
の
メ
ン
バ
ー
を
み
る
と
、
大
使
岩
倉
具
視
、
副
使
木
戸
孝
允
、
同
大
久
保
利
通
の
名
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。
木
戸
に
つ
い

て
は
、
先
に
掲
げ
た
自
身
の
『
木
戸
孝
允
日
記
』
に
も
記
述
さ
れ
て
い
る
が
、
岩
倉
、
大
久
保
が
参
加
し
て
い
た
こ
と
は
、
こ
れ
に
よ
っ

て
明
確
で
あ
る
。
他
の
参
観
者
に
つ
い
て
は
明
ら
か
で
な
い
。
し
か
し
司
法
省
派
遣
の
使
節
団
参
加
者
で
あ
る
理
事
官
司
法
大
輔
佐
々
木

高
行
、
権
中
判
事
岡
内
重
俊
、
同
中
野
健
明
、
同
平
賀
義
質
、
権
少
判
事
長
野
文
炳
は
、
そ
の
職
務
上
参
観
傍
聴
し
た
こ
と
は
、
当
然
の

成
行
き
で
あ
っ
た
と
思
う
。

ま
た
、
後
発
岩
倉
使
節
団
と
し
て
、
明
治
五
年
九
月
一
四
日
司
法
省
追
加
派
遣
の
、
司
法
少
丞
河
野
敏
鎌
、
明
法
助
鶴
田
皓
、
権
中
判

事
岸
良
兼
養
、
司
法
中
録
井
上
毅
、
司
法
省
七
等
出
仕
沼
間
守
一
、
同
名
村
泰
三
、
司
法
省
八
等
出
仕
益
田
克
徳
、
警
保
助
川
路
利
良
ら

の
一
行
も
、
参
加
、
傍
聴
し
た
も
の
と
思
う
。
こ
れ
ら
の
人
々
は
、
成
島
柳
北
と
同
じ
船
で
、
明
治
五
年
一
〇
月
二
八
日
パ
リ
に
入
っ
て

い
た
（
38
）

。
司
法
省
派
遣
後
発
隊
は
、
理
事
官
司
法
卿
江
藤
新
平
の
随
員
と
し
て
の
派
遣
で
あ
っ
た
。
と
う
と
う
江
藤
は
政
務
多
忙
で
渡
欧
で

き
な
か
っ
た
の
だ
が
、
こ
れ
ら
の
人
々
も
パ
リ
に
居
た
。
当
然
、
陪
審
法
廷
参
観
に
及
ん
だ
も
の
と
考
え
る
。

何
れ
程
の
人
が
こ
の
裁
判
所
見
学
に
参
加
し
た
か
、
記
録
は
多
く
不
明
で
あ
る
が
、
多
数
の
人
達
が
参
加
し
た
の
で
は
な
い
か
と
推
定

し
た
い
。
そ
し
て
特
に
司
法
省
派
遣
の
官
員
が
参
加
し
、
こ
の
高
等
法
院
の
陪
審
裁
判
を
傍
聴
し
た
こ
と
が
、
小
野
組
転
籍
事
件
で
の
、

司
法
省
か
ら
の
陪
審
提
案
の
建
議
が
な
さ
れ
る
要
因
と
な
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
て
い
る
。

な
お
偶
然
か
、
本
事
件
の
当
事
者
の
一
人
、
小
野
善
助
も
パ
リ
に
居
た
。
使
節
本
隊
が
パ
リ
を
離
れ
た
後
の
明
治
六
年
三
月
一
一
日
の

『
航
西
日
乗
』
に
、「
十
一
日
、
火
曜
、
陰
、
晴
定
ら
ず
。
…
夜
雨
。
ウ
ァ
ラ
ン
チ
ノ
に
遊
び
小
野
善
助
・
上
沢
屋
某
に
遇
ふ
…
（
39
）

」
と
あ
る
。

そ
し
て
司
法
省
追
加
派
遣
の
明
法
助
鶴
田
皓
、
司
法
省
七
等
出
仕
名
村
泰
三
、
警
保
助
川
路
利
良
な
ど
は
依
然
パ
リ
に
残
留
し
て
い
た
。

三
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名
の
法
を
め
ぐ
る
裁
判
権
対
立
と
参
座
に
よ
る
決
着
（
小
林
）

（
二
九
五
）

記
録
は
な
い
が
、
小
野
善
助
は
、
こ
れ
ら
司
法
省
の
人
達
と
接
触
し
て
い
た
と
も
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

（
31
） 
田
中
彰
『
岩
倉
使
節
団
の
歴
史
的
研
究
』
岩
波
書
店　

平
成
一
四
年　

二
九
頁
。
三
四
一
│
三
四
二
頁
。

（
32
） 

久
米
邦
武
編
田
中
彰
校
注
『
特
命
全
権
大
使
米
欧
回
覧
実
記
』
岩
波
書
店　

昭
和
五
三
年
（
一
）
二
〇
一
頁
。（
二
）
一
六
四
頁
、
一
八
一
頁
、

二
〇
九
頁
、
三
六
五
頁
。

（
33
） 

久
米
・
前
掲
注（
32
）（
三
）
一
四
二
│
一
四
三
頁
。

（
34
） 

「
四
年
、
岩
倉
具
視
の
特
命
全
権
大
使
と
な
り
欧
米
巡
回
を
な
す
に
当
り
、
邦
武
権
少
外
史
に
任
ぜ
ら
れ
て
随
所
を
命
ぜ
ら
れ
て
欧
米
諸
国
に

赴
き
、
六
年
九
月
帰
朝
、
少
外
史
権
少
史
に
進
み
、『
米
欧
回
覧
実
記
』
の
著
作
に
従
ふ
」
と
あ
る
。（
下
中
邦
彦
編
『
日
本
人
名
大
事
典
第
三
巻
』

平
凡
社　

昭
和
四
八
年　

四
四
七
頁
）。

（
35
） 

久
米
・
前
掲
注（
32
）（
三
）
一
四
三
│
一
四
四
頁
。

（
36
） 

『
木
戸
孝
允
日
記
第
二
』・
前
掲
注（
5
）三
一
〇
│
三
一
一
頁
。

（
37
） 

成
島
柳
北
『
航
西
日
乗
』（
井
田
進
也
校
注
『
幕
末
維
新
パ
リ
見
聞
記
』）
岩
波
文
庫　

平
成
二
一
年　

六
五
頁
。

（
38
） 

成
島
・
前
掲
注（
37
）一
一
頁
。

（
39
） 

成
島
・
前
掲
注（
37
）八
四
頁
。

二　

陪
審
た
る
参
座
の
創
設

1　

参
座
の
設
置

こ
う
し
て
す
で
に
陪
審
は
、
識
者
の
理
解
す
る
と
こ
ろ
で
あ
っ
た
が
、
小
野
組
転
籍
事
件
を
陪
審
に
よ
っ
て
解
決
し
よ
う
と
す
る
司
法

三
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日
本
法
学　

第
八
十
巻
第
二
号
（
二
〇
一
四
年
十
月
）

（
二
九
六
）

省
（
前
掲
・
明
治
六
年
九
月
一
五
日
伺
）
に
対
し
て
、
正
院
は
明
治
六
年
九
月
二
二
日
「
京
都
府
知
事
参
事
裁
判
一
件
ニ
付
陪
審
相
設
候
條

此
旨
相
達
候
事
（
40
）

」
と
の
達
を
発
し
て
、
陪
審
設
置
の
伺
を
容
認
し
た
。

こ
れ
を
受
け
て
司
法
省
は
、
同
日
た
だ
ち
に
京
都
裁
判
所
へ
、「
京
都
府
知
事
参
事
臨
時
裁
判
所
ニ
於
テ
質
問
ノ
儀
ハ
陪
審
被
相
設
候

ニ
付
右
規
則
等
被
定
候
迄
可
見
合
此
旨
相
達
候
事
（
41
）

」
と
通
達
し
た
。
京
都
裁
判
所
は
、
京
都
府
知
事
長
谷
信
篤
、
参
事
槇
村
正
直
の

再
々
喚
問
手
続
を
進
行
さ
せ
て
い
た
が
、
陪
審
設
置
が
認
め
ら
れ
た
の
で
、
そ
の
規
則
制
定
ま
で
は
、
手
続
を
一
応
見
合
せ
よ
と
指
示
し

た
の
で
あ
る
。

し
か
し
司
法
省
は
、
明
治
六
年
九
月
二
四
日
、
次
の
伺
を
正
院
に
提
出
し
た
。「
今
般
京
都
府
知
参
事
裁
判
一
件
に
付
陪
審
被
設
段
御

達
之
趣
了
承
仕
候
然
る
處
知
参
事
呼
立
の
儀
は
陪
審
規
則
被
定
候
迄
可
相
見
合
旨
更
に
御
達
之
處
右
は
是
迄
呼
立
の
儀
手
段
相
盡
し
候
未

不
得
止
捕
縛
之
儀
相
伺
既
に
御
奏
上
に
も
被
定
未
だ
何
等
の
御
沙
汰
も
無
之
中
今
又
呼
立
之
儀
可
相
見
合
段
御
達
し
に
相
成
候
に
付
て
は

前
段
御
差
圖
了
解
仕
兼
候
間
猶
又
御
趣
意
之
程
更
に
相
伺
候
也
（
42
）

」。
つ
ま
り
司
法
省
提
案
の
陪
審
に
つ
い
て
は
容
認
し
て
い
た
だ
い
た
。

し
か
し
京
都
府
知
事
、
参
事
の
喚
問
に
つ
い
て
は
、
陪
審
規
則
制
定
ま
で
見
合
せ
ろ
と
の
指
示
で
あ
る
が
、
司
法
省
は
す
で
に
召
喚
、
捕

縛
の
準
備
を
進
め
て
い
る
。
こ
の
件
に
つ
い
て
は
、
八
月
一
〇
日
伺
を
奏
上
し
て
い
る
が
、
い
ま
だ
何
の
沙
汰
も
な
い
。
召
喚
、
捕
縛
を

認
め
な
い
趣
意
に
つ
い
て
、
再
度
伺
い
た
い
と
す
る
申
し
出
で
あ
っ
た
。

こ
の
と
き
司
法
省
は
、
七
月
一
三
日
よ
り
京
都
監
獄
に
拘
引
し
て
い
た
京
都
府
典
事
庶
務
課
長
関
屋
生
三
を
、
九
月
一
一
日
東
京
へ
向

け

送
し
て
い
た
。
ま
た
知
事
長
谷
信
篤
、
参
事
槇
村
正
直
に
も
召
喚
状
を
発
し
、
九
月
中
旬
京
都
を
出
発
さ
せ
、
九
月
末
に
は
東
京
到

着
予
定
で
あ
っ
た
。
関
係
者
全
部
が
東
京
に
揃
い
、
い
つ
で
も
刑
事
裁
判
の
喚
問
に
応
じ
さ
せ
得
る
準
備
が
整
う
こ
と
と
な
っ
て
い
た
（
43
）

。

回
答
が
な
か
っ
た
の
で
司
法
省
は
、
さ
ら
に
知
事
長
谷
、
参
事
槇
村
の
捕
縛
の
許
可
を
求
め
、
九
月
二
八
日
、
司
法
大
輔
福
岡
孝
弟
、

三
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名
の
法
を
め
ぐ
る
裁
判
権
対
立
と
参
座
に
よ
る
決
着
（
小
林
）

（
二
九
七
）

司
法
三
等
出
仕
（
司
法
少
輔
相
当
）
島
本
仲
道
、
同
（
司
法
大
丞
相
当
）
樺
山
資
綱
の
連
署
を
も
っ
て
太
政
大
臣
三
条
実
美
に
、
次
の
よ
う

な
上
書
を
提
出
し
た
。「
謹
白
曩
ニ
京
都
府
知
事
長
谷
信
篤
参
事
槇
村
正
直
拒
刑
ノ
事
ア
リ
…
正
直
専
ラ
言
ヲ
左
右
ニ
託
シ
其
勾
喚
ヲ
受

ケ
ス
居
傲
不
敬
朝
憲
ヲ
蔑
ニ
ス
ル
又
已
ニ
甚
シ
是
レ
捕
縛
ノ
事
已
ム
ヲ
得
サ
ル
所
ナ
リ
捕
縛
ノ
事
既
ニ
之
ヲ
申
請
シ
尋
テ
奉
聞
セ
ラ
ル
爾

来
幾
日
ソ
未
タ
勅
裁
ヲ
得
ス
而
シ
テ
今
又
陪
審
ヲ
設
ク
ル
ノ
命
ア
リ
且
云
勾
喚
ノ
事
陪
審
規
則
ノ
定
マ
ル
ヲ
得
ヘ
シ
ト
…
朝
廷
何
ヲ

テ

遷
延
依
違
此
曖
昧
不
了
ノ
挙
ヲ
為
ス
ヤ
…
翼
ク
ハ
恩
威
並
施
シ
明
々
白
々
臣
等
ヲ
シ
テ
適
従
ス
ル
コ
ト
ヲ
伏
テ
天
裁
ヲ
請
フ
（
44
）

」。

そ
し
て
、
こ
の
上
書
提
出
の
事
に
つ
い
て
は
、
即
日
（
九
月
二
八
日
）、
司
法
三
等
出
仕
島
本
仲
道
、
同
樺
山
資
綱
か
ら
、
本
事
件
に
深

く
関
渉
の
立
場
を
維
持
し
て
い
た
参
議
江
藤
新
平
（
再
度
明
記
す
る
が
司
法
省
六
等
出
仕
早
川
勇
文
書
（
45
）

で
明
ら
か
）
に
、
次
の
よ
う
な
報
告
を

行
な
っ
た
。「
過
刻
御
面
謁
之
未
御
申
聞
有
之
候
京
都
府
知
参
事
裁
判
に
付
陪
審
被
設
候
一
條
昨
日
紙
面
を
以
相
伺
置
又
候
今
日
上
陳
書

も
差
出
し
且
つ
太
政
大
臣
殿
へ
直
に
申
上
候
儀
も
有
之
候
間
右
様
御
承
知
被
成
置
度
此
段
申
進
候
也
（
46
）

」。
こ
れ
を
み
る
と
、「
過
刻
御
面
謁

之
未
御
申
聞
有
之
候
京
都
府
知
参
事
裁
判
に
付
」
と
あ
り
、
捕
縛
の
許
可
を
求
め
る
司
法
省
上
書
は
、
参
議
江
藤
の
指
示
の
も
と
で
行
な

わ
れ
た
こ
と
が
理
解
で
き
る
。
江
藤
新
平
は
、
明
治
五
年
四
月
二
五
日
司
法
卿
に
就
任
し
、
明
治
六
年
四
月
一
九
日
司
法
卿
か
ら
参
議
に

転
ず
る
が
、
そ
の
直
前
四
月
六
日
に
起
っ
た
の
が
小
野
組
転
籍
事
件
で
あ
っ
た
。
江
藤
は
司
法
卿
に
就
任
す
る
と
明
治
五
年
六
月
九
日
夜
、

「
司
法
省
の
方
針
を
示
す
の
書
」
を
草
し
発
表
し
た
が
、
そ
の
冒
頭
で
「
訟
を
断
ず
る
敏
捷
便
利
公
直
、
獄
を
折
す
る
明
白
至
当
に
し
て

冤
柱
な
く
、
且
姦
悪
を
為
す
者
は
必
ず
捕
へ
て
折
断
敢
て
逃
る
ゝ
を
得
ざ
ら
し
む
。
是
を
本
省
の
職
掌
と
す
…
（
47
）

」
と
し
て
、「
公
直
」（
公

正
）
に
し
て
「
敏
捷
」
な
裁
判
の
も
と
、
社
会
正
義
の
実
現
こ
そ
が
司
法
省
の
使
命
で
あ
り
方
針
で
あ
る
と
宣
言
し
た
。
こ
の
方
針
を
実

施
す
る
た
め
、
明
治
五
年
五
月
二
〇
日
「
司
法
事
務
仮
規
程
」
を
作
り
、
正
院
に
伺
を
立
て
た
。
二
二
日
参
議
大
隈
重
信
よ
り
「
聞
置
」

と
の
口
達
が
あ
り
、
次
で
八
月
三
日
に
は
、
二
二
章
一
〇
八
条
か
ら
成
る
「
司
法
省
職
制
並
ニ
事
務
章
程
（
司
法
職
務
定
制
）」
を
制
定
し

三
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日
本
法
学　

第
八
十
巻
第
二
号
（
二
〇
一
四
年
十
月
）

（
二
九
八
）

た
。
こ
の
「
定
制
」
で
は
、「
司
法
全
省
の
通
則
綱
領
、
本
省
職
制
、
本
省
事
務
章
程
、
判
事
職
制
及
事
務
章
程
、
検
事
職
制
及
検
事
章

程
、
司
法
省
臨
時
裁
判
所
、
司
法
省
裁
判
所
、
出
張
裁
判
所
、
府
県
裁
判
所
、
各
区
裁
判
所
、
明
法
寮
職
制
及
事
務
章
程
か
ら
、
さ
ら
に

地
方
邏
卒
兼
逮
部
職
制
、
捕
亡
章
程
、
証
書
人
代
書
人
代
言
人
職
制
」
等
に
至
る
ま
で
詳
細
に
規
定
し
た
（
48
）

。
江
藤
は
、
我
が
国
に
お
け
る

最
初
の
近
代
的
司
法
制
度
の
体
系
化
を
は
か
り
、
司
法
権
の
確
立
と
統
一
そ
し
て
人
民
の
権
利
擁
護
を
め
ざ
し
た
。

さ
ら
に
明
治
五
年
一
一
月
二
八
日
に
は
、
司
法
省
達
第
四
十
六
号
を
布
達
し
た
。
全
六
ヶ
条
か
ら
成
る
も
の
で
あ
る
が
、
三
項
で
地
方

官
の
専
横
や
懈
怠
に
よ
っ
て
人
民
の
権
利
が
侵
害
さ
れ
た
と
き
は
、
裁
判
所
に
出
訴
出
来
る
と
規
定
す
る
。
前
述
し
た
よ
う
に
小
野
組
達

は
こ
の
司
法
省
達
第
四
十
六
号
三
項
（
49
）

に
よ
っ
て
提
訴
し
た
の
だ
が
、
こ
の
「
達
」
は
本
事
件
で
も
明
ら
か
な
よ
う
に
、
依
然
封
建
的
圧
政

の
も
と
で
畏
縮
し
て
い
た
人
民
に
、
権
利
意
識
の
萌
芽
を
も
た
ら
し
た
。
当
時
、
権
は
有
司
（
官
吏
）
に
あ
っ
て
、
民
に
は
な
い
と
考
え

ら
れ
て
い
た
時
代
で
あ
っ
た
が
、
江
藤
は
す
で
に
人
民
の
権
利
を
容
認
し
た
の
で
あ
る
。

そ
の
後
明
治
六
年
一
月
二
四
日
、
司
法
卿
江
藤
新
平
は
、
司
法
省
予
算
削
減
に
抗
議
し
て
辞
表
を
正
院
に
提
出
し
た
。
四
千
字
に
及
ぶ

長
文
の
も
の
で
あ
る
が
、
そ
の
書
き
出
し
に
「
元
来
各
国
と
並
立
の
…
元
は
、
国
の
富
強
に
あ
り
。
富
強
の
元
は
、
国
民
の
安
堵
に
あ
り
。

安
堵
の
元
は
、
国
民
の
位
置
を
正
す
に
あ
り
…
（
50
）

」
と
述
べ
る
。「
国
民
の
位
置
を
正
す
」
つ
ま
り
国
民
の
権
利
義
務
を
法
的
に
確
立
す
る

こ
と
こ
そ
が
、
国
民
生
活
の
「
安
堵
」（
安
定
）
に
繋
が
る
の
だ
と
強
調
す
る
。
正
院
は
こ
の
辞
表
を
却
下
し
、
司
法
省
予
算
を
見
直
し

司
法
卿
を
継
続
さ
せ
た
。

予
算
を
め
ぐ
る
混
乱
は
、
正
院
の
指
導
力
欠
如
を
露
呈
し
た
の
で
、
正
院
強
化
の
た
め
明
治
六
年
四
月
一
九
日
江
藤
新
平
を
、
司
法
卿

か
ら
参
議
に
昇
進
さ
せ
た
。
そ
し
て
正
院
制
度
改
革
を
江
藤
を
中
心
に
立
案
さ
せ
、
五
月
二
日
太
政
官
職
制
の
「
潤
飾
」
と
呼
ば
れ
る

「
太
政
官
職
制
並
正
院
職
制
章
程
」（
太
政
官
達
無
号
）
を
布
達
し
た
。
こ
の
潤
飾
に
よ
っ
て
正
院
の
比
重
は
従
前
よ
り
圧
倒
的
に
大
き
く

四
〇



名
の
法
を
め
ぐ
る
裁
判
権
対
立
と
参
座
に
よ
る
決
着
（
小
林
）

（
二
九
九
）

な
り
、
参
議
の
地
位
と
権
限
は
格
段
に
強
化
さ
れ
た
。
参
議
は
「
内
閣
ノ
議
官
ニ
シ
テ
諸
機
務
議
判
ノ
事
ヲ
掌
ル
」（
太
政
官
職
制
（
51
）

）
と
定

め
ら
れ
た
。
ま
た
「
内
閣
ハ
天
皇
陛
下
参
議
ニ
特
任
シ
テ
諸
立
法
ノ
事
又
行
政
事
務
ノ
当
否
ヲ
議
判
セ
シ
メ
凡
百
施
政
ノ
機
軸
タ
ル
所
タ

リ
」（
正
院
事
務
章
程
（
52
）

）
の
規
定
に
よ
っ
て
、
内
閣
は
立
法
権
、
行
政
権
を
握
り
、「
凡
百
施
政
ノ
機
軸
」
た
る
地
位
を
占
め
る
こ
と
と
な
っ

た
。
さ
ら
に
司
法
権
に
も
関
与
で
き
、「
凡
裁
判
上
重
大
ノ
訴
獄
ア
レ
ハ
内
閣
議
官
其
ノ
事
ヲ
審
議
シ
或
ハ
臨
時
裁
判
所
ニ
出
席
シ
テ
之

レ
ヲ
監
視
ス
ル
事
ア
ル
ヘ
シ
」（
正
院
事
務
章
程
（
53
）

）
と
定
め
ら
れ
た
。
太
政
大
臣
、
左
右
大
臣
、
参
議
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
る
内
閣
に
、
国

政
全
般
の
実
権
を
集
中
さ
せ
た
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
参
議
江
藤
新
平
を
し
て
、
小
野
組
転
籍
事
件
を
指
揮
す
る
こ
と
が
出
来
る
根
拠
と

な
っ
た
。

こ
う
し
て
翌
日
、
参
議
江
藤
新
平
の
指
揮
の
も
と
、
明
治
六
年
九
月
二
九
日
、
京
都
府
知
・
参
事
捕
縛
に
つ
い
て
、
司
法
大
輔
福
岡
孝

弟
は
太
政
大
臣
三
条
実
美
に
、
重
ね
て
次
の
上
申
を
行
な
っ
た
。「
京
都
府
知
参
事
捕
縛
糺
弾
之
儀
ニ
付
追
々
上
申
之
末
御
奏
問
中
之
訳

ヲ
以
テ
本
月
二
十
四
日
二
十
七
日
両
度
之
伺
書
御
差
下
ニ
相
成
候
仍
テ
ハ
右
御
奏
聞
奉
仰　

勅
裁
ニ
付
別
紙
陪
審
云
々
御
達
書
返
上
仕
置

候
也
（
54
）

」。
つ
ま
り
京
都
府
知
・
参
事
の
「
捕
縛
糺
弾
之
儀
」
に
つ
い
て
は
、
何
度
も
上
申
し
伺
を
立
て
た
が
、
い
ま
だ
指
令
が
な
い
。
陪

審
規
則
が
未
制
定
で
あ
る
か
ら
だ
と
い
う
が
、
勅
任
官
、
奏
任
官
の
捕
縛
は
勅
裁
を
得
れ
ば
よ
い
の
で
あ
っ
て
（
55
）

、
陪
審
規
則
と
は
別
問
題

で
は
な
い
か
と
し
て
、
陪
審
の
建
議
そ
の
も
の
を
取
り
下
げ
た
い
と
申
し
立
て
た
の
で
あ
る
。

陪
審
は
、
司
法
省
の
上
申
（
前
掲
、
九
月
一
五
日
伺
）
に
よ
っ
て
認
め
ら
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
が
、
こ
の
取
り
下
げ
の
申
立
て
に
も
と
づ

い
て
、
九
月
三
〇
日
司
法
大
輔
福
岡
孝
弟
は
、
太
政
大
臣
三
条
実
美
に
、
次
の
陪
審
返
上
書
並
に
別
紙
理
由
書
（
56
）

を
提
出
し
た
。
ま
ず
返
上

書
で
、「
刑
法
裁
判
ニ
付
テ
官
員
陪
審
ノ
方
法
ヲ
設
ケ
度
旨
過
日
相
伺
置
候
ニ
付
西
洋
各
國
ノ
規
則
ヲ
モ
取
調
猶
熟
議
ヲ
遂
ヶ
候
處
目
今

實
際
上
陪
審
ノ
方
法
ヲ
必
須
施
行
致
シ
難
キ
次
第
有
之
…
御
取
消
相
成
候
様
…
此
段
申
上
候
也
」
と
し
て
陪
審
の
撤
回
を
求
め
た
。
京
都

四
一



日
本
法
学　

第
八
十
巻
第
二
号
（
二
〇
一
四
年
十
月
）

（
三
〇
〇
）

府
知
・
参
事
の
捕
縛
の
沙
汰
が
下
さ
れ
な
い
こ
と
に
業
を
煮
や
し
て
の
こ
と
な
の
だ
が
（
前
掲
、
九
月
二
九
日
上
申
に
よ
っ
て
明
ら
か
）、「
西

洋
各
国
ノ
規
則
ヲ
モ
取
調
ベ
」
た
う
え
で
取
り
下
げ
を
熟
議
し
た
も
の
で
あ
る
と
い
う
。

そ
し
て
、
別
紙
理
由
書
を
添
付
し
、
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。「
西
洋
各
國
陪
審
ノ
制
廣
ク
之
ヲ
平
民
中
ヨ
リ
撰
擇
シ
毎
區
其
陪
審
タ
ル

ヘ
キ
人
名
ヲ
登
列
シ
年
籍
ヲ
作
リ
歳
終
之
ヲ
裁
判
所
ニ
出
シ
以
テ
明
年
ノ
開
曾
ニ
具
フ
官
吏
タ
ル
者
ハ
陪
審
ヲ
兼
ル
コ
ト
ヲ
得
ス
蓋
陪
審

ハ
宣
誓
人
ノ
義
ナ
リ
假
ニ
審
判
ニ
陪
列
シ
特
ニ
神
明
ニ
誓
ヲ
宣
ヘ
以
テ
誠
ヲ
表
シ
其
霊
知
ヲ
以
テ
罪
ノ
有
無
ヲ
決
ス
ル
モ
ノ
ト
ス
」。
そ

も
そ
も
陪
審
員
は
、「
広
ク
之
ヲ
平
民
中
ヨ
リ
撰
擇
」
す
る
の
で
あ
っ
て
、「
官
吏
タ
ル
者
ハ
陪
審
ヲ
兼
ル
コ
ト
ヲ
得
ス
」
の
が
西
洋
各
国

の
制
で
あ
る
と
す
る
。
官
員
陪
審
を
提
案
し
た
の
は
、
司
法
省
自
身
で
あ
っ
た
が
、
ま
ず
こ
の
点
を
撤
回
理
由
の
第
一
と
し
て
い
る
。

そ
し
て
「
上
古
猶
太
希
臘
羅
馬
ノ
際
已
ニ
類
似
ス
ル
モ
ノ
ア
リ
日
耳
曼
軍
法
ニ
於
テ
其
制
稍
定
リ
其
法
後
ニ
英
国
ニ
傅
テ
全
ク
備
ル
…

佛
国
ニ
於
テ
ハ
今
ヲ
距
ル
八
十
年
前
始
テ
英
国
ノ
法
ニ
倣
ヒ
大
小
陪
審
ヲ
設
ル
ノ
法
ヲ
議
定
ス
拿
破
崙
治
罪
法
ヲ
定
ル
ニ
至
テ
…
大
陪
審

ヲ
廢
シ
特
ニ
小
陪
審
ヲ
置
キ
重
罪
ニ
於
テ
之
ヲ
用
フ
ル
ト
雖
モ
其
形
ヲ
存
シ
テ
其
實
ヲ
奪
ニ
観
美
ヲ
為
ス
ニ
過
サ
ル
ノ
ミ
」
と
述
べ
る
。

た
し
か
に
陪
審
制
は
、
古
代
ゲ
ル
マ
ン
社
会
に
お
け
るV

olksgericht

の
制
度
に
端
を
発
し
、
そ
の
後S

chöff engericht

の
制
度
と
な

り
、
こ
の
制
度
が
陪
審
を
発
展
さ
せ
る
基
礎
と
な
っ
た
と
い
わ
れ
て
い
る
（
57
）

。
そ
し
て
仏
国
の
陪
審
に
つ
い
て
は
、「
採
用
に
あ
づ
か
っ
て

力
あ
り
し
は
モ
ン
テ
ス
キ
ュ
ー
で
あ
る
。
彼
は
『
法
の
精
神
』
に
於
て
三
権
分
立
を
唱
道
す
る
と
共
に
英
国
の
陪
審
制
度
を
称
讃
し
、
つ

い
で
ル
ソ
ー
の
諸
著
亦
仏
国
が
陪
審
制
度
を
継
受
す
る
に
至
る
思
想
的
素
地
を
作
る
に
深
き
影
響
を
与
へ
た
事
は
再
言
す
る
必
要
は
な
い

で
あ
ろ
う
。
か
く
し
て
仏
蘭
西
革
命
直
後
即
ち
一
七
九
一
年
九
月
十
三
日
の
憲
法
に
於
て
国
民
は
何
人
も
陪
審
の
賛
同
せ
る
起
訴
な
く
し

て
審
問
に
付
せ
ら
る
ゝ
事
な
く
、
又
陪
審
の
評
決
し
た
る
事
実
に
基
か
ず
刑
の
適
用
を
受
け
ざ
る
旨
を
規
定
し
、
つ
い
で
同
年
九
月
十
六

日
及
び
二
十
九
日
の
法
律
を
以
っ
て
具
体
的
に
英
国
的
陪
審
制
度
を
採
用
し
た
の
で
あ
っ
た
。
併
し
斯
の
如
く
継
承
せ
ら
れ
た
る
仏
国
陪

四
二



名
の
法
を
め
ぐ
る
裁
判
権
対
立
と
参
座
に
よ
る
決
着
（
小
林
）

（
三
〇
一
）

審
制
度
は
其
の
運
用
を
誤
り
、
必
ら
ず
し
も
見
る
可
き
効
果
が
あ
っ
た
と
称
す
る
こ
と
が
出
来
な
い
。
か
く
て
仏
国
内
に
於
て
も
陪
審
制

度
に
対
し
、
懐
疑
を
拘
く
者
が
多
く
出
づ
る
に
至
っ
た
。
か
か
る
理
由
を
以
て
一
八
〇
八
年
の
ナ
ポ
レ
オ
ン
治
罪
法
（C

ode d ’instruction 

crim
inelle

）
の
制
定
さ
る
ゝ
に
及
び
大
陪
審
制
は
廃
止
さ
れ
小
陪
審
の
み
存
置
せ
ら
る
ゝ
事
と
な
り
、
陪
審
員
の
資
格
を
制
限
し
特
に
掠

奪
、
乱
徒
、
内
乱
、
兇
徒
聚
集
等
の
国
事
犯
に
は
陪
審
制
度
を
用
ひ
ざ
る
事
と
な
っ
た
（
58
）

」
も
の
で
あ
る
と
、
小
早
川
欣
吾
は
い
う
が
、
本

理
由
書
は
沿
革
を
能
く
調
査
研
究
し
て
論
述
し
て
い
る
。
そ
し
て
仏
国
陪
審
の
現
状
は
「
故
ニ
拿
破
崙
陪
審
ヲ
置
ク
ト
雖
モ
大
ニ
其
勢
力

ヲ
殺
キ
只
其
形
ヲ
存
ス
蓋
シ
其
無
用
ニ
属
ス
ル
ヲ
以
テ
ナ
リ
」。
ま
た
「
英
国
ノ
法
陪
審
十
二
人
ノ
説
同
一
ナ
ル
ヲ
待
テ
犯
罪
ノ
有
無
ヲ

決
ス
…
大
抵
雷
同
附
和
シ
テ
自
己
ノ
意
見
ヲ
貫
徹
ス
ル
能
ハ
ス
ト
議
論
一
定
セ
サ
ル
ヲ
患
ヘ
テ
此
法
ア
ル
ニ
至
ル
実
ニ
可
駭
可
笑
如
此
ハ

陪
審
ノ
設
特
ニ
無
用
ナ
ル
ノ
ミ
ナ
ラ
ズ
弊
害
又
大
ナ
リ
」
と
し
て
、
仏
国
、
英
国
に
お
い
て
も
、
陪
審
は
機
能
し
て
い
な
い
と
指
摘
し
た

の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
こ
と
か
ら
「
因
テ
之
ヲ
熟
考
ス
ル
ニ
陪
審
ハ
英
仏
諸
国
ニ
対
テ
モ
猶
無
用
ニ
シ
テ
弊
害
ア
リ
ト
ナ
ス
況
ン
ヤ
彼
我
国
体
不

同
民
情
又
異
ナ
リ
彼
国
ノ
人
民
ニ
対
シ
テ
陪
審
ヲ
設
ク
ル
ニ
倣
フ
ニ
及
ハ
ス
且
ツ
今
日
急
務
未
タ
挙
ラ
ス
法
制
未
タ
備
ラ
サ
ル
ノ
時
ニ
於

テ
此
無
用
ノ
モ
ノ
ヲ
設
ク
ル
ハ
恐
ラ
ク
ハ
得
不
償
失
法
ノ
善
ナ
ル
モ
ノ
ニ
非
ス
是
レ
陪
審
ノ
議
ヲ
廃
セ
ン
ト
欲
ス
ル
所
以
ナ
リ
」
と
結
論

づ
け
、
陪
審
制
の
取
り
下
げ
を
求
め
た
の
で
あ
っ
た
。

正
院
は
、
明
治
六
年
一
〇
月
二
日
司
法
省
に
「
京
都
府
知
参
事
捕
縛
之
儀
ハ
奏
聞
中
ニ
付
追
テ
何
分
之
御
沙
汰
可
有
之
處
陪
審
被
設
候

達
書
返
上
ハ
不
都
合
之
儀
ニ
付
差
返
候
事
（
59
）

」
と
達
し
た
。
正
院
は
、
司
法
省
の
陪
審
取
り
下
げ
の
意
図
が
、
知
・
参
事
の
捕
縛
の
許
可
を

出
さ
な
い
こ
と
に
帰
因
す
る
と
み
て
、
く
り
か
え
し
奏
聞
中
で
あ
る
と
返
答
し
つ
つ
も
、
陪
審
返
上
は
認
め
な
い
と
達
し
た
の
で
あ
る
。

こ
れ
に
対
し
、
司
法
大
輔
福
岡
孝
弟
は
一
〇
月
四
日
さ
ら
に
こ
れ
ま
で
の
主
張
を
繰
り
返
し
、「
拒
刑
の
罪
人
を
捕
縛
す
べ
き
は
、
執

四
三



日
本
法
学　

第
八
十
巻
第
二
号
（
二
〇
一
四
年
十
月
）

（
三
〇
二
）

法
官
の
職
務
で
あ
る
。
只
だ
手
続
と
し
て
捕
縛
を
上
申
し
た
の
で
あ
る
か
ら
、
早
く
奏
聞
せ
ら
れ
た
い
、
奏
聞
以
外
に
訊
問
を
差
留
め
ら

る
べ
き
理
由
は
無
い
。
事
、
勅
奏
任
官
に
係
る
を
以
て
、
特
に
之
を
保
護
す
る
も
の
と
看
做
さ
ざ
る
を
得
ず
（
60
）

」
と
反
論
し
た
。

こ
う
し
た
激
し
い
応
酬
が
あ
っ
た
後
、
正
院
は
陪
審
創
設
の
達
（
前
掲
、
九
月
二
二
日
達
）
を
堅
持
し
、
正
院
法
制
課
に
お
い
て
、
陪
審

規
則
を
立
案
さ
せ
た
。
陪
審
規
則
は
、
正
院
の
見
解
と
司
法
省
の
当
初
意
見
で
あ
る
官
員
陪
審
の
建
言
を
折
衷
し
た
苦
心
の
作
で
あ
り
、

陪
審
を
「
参
座
」
と
銘
打
ち
明
治
六
年
一
〇
月
九
日
布
達
し
た
。

（
40
） 

尾
佐
竹
・
前
掲
注（
1
）第
二
巻
五
一
頁
。
第
四
巻
九
八
頁
。

（
41
） 

尾
佐
竹
・
前
掲
注（
1
）第
二
巻
五
一
頁
。
第
四
巻
九
八
頁
。

（
42
） 

尾
佐
竹
・
前
掲
注（
1
）第
二
巻
五
二
頁
。
第
四
巻
九
九
頁
。
的
野
・
前
掲
注（
1
）九
三
頁
。

（
43
） 

的
野
・
前
掲
注（
1
）九
三
│
九
四
頁
。

（
44
） 

尾
佐
竹
・
前
掲
注（
1
）第
二
巻
五
二
│
五
三
頁
。
第
四
巻
九
九
│
一
〇
〇
頁
。

（
45
） 

前
掲
注（
7
）参
照
の
こ
と
。

（
46
） 

的
野
・
前
掲
注（
1
）九
四
頁
。

（
47
） 

的
野
半
介
『
江
藤
南
白
』
上　

南
白
顕
彰
会　

大
正
三
年　

六
四
五
頁
。

（
48
） 

的
野
・
前
掲
注（
1
）六
四
九
│
六
五
七
頁
。

（
49
） 

『
法
令
全
書
』・
前
掲
注（
2
）一
三
四
六
│
一
三
四
七
頁
。

（
50
） 

的
野
・
前
掲
注（
1
）六
頁
。

（
51
） 

内
閣
記
録
局
編
『
法
規
分
類
大
全
第
十
巻
官
職
門
（
1
）』
原
書
房
覆
刻
昭
和
五
三
年
一
五
九
頁
。

（
52
） 

『
法
規
分
類
大
全
』・
前
掲
注（
71
）一
六
四
頁
。

四
四



名
の
法
を
め
ぐ
る
裁
判
権
対
立
と
参
座
に
よ
る
決
着
（
小
林
）

（
三
〇
三
）

（
53
） 

『
法
規
分
類
大
全
』・
前
掲
注（
71
）一
六
三
頁
。

（
54
） 

尾
佐
竹
・
前
掲
注（
1
）第
二
巻
五
四
頁
。
第
四
巻
一
二
二
│
一
二
三
頁
。

（
55
） 
「
勅
奏
任
官
の
犯
罪
は
、
訊
問
に
付
て
も
上
奏
を
要
す
る
の
で
こ
れ
は
単
に
内
規
で
は
無
く
、
新
律
綱
領
に
は
『
凡
勅
奏
官
位
罪
ヲ
犯
セ
ハ
其

事
由
ヲ
奏
聞
シ
テ
旨
ヲ
請
ヒ
推
問
シ
律
ニ
依
リ
刑
名
ヲ
正
言
上
請
シ
テ
区
処
ス
ル
コ
ト
ヲ
許
ス　

若
シ
華
族
授
任
ヲ
経
サ
ル
者
モ
亦
此
律
ニ
依
ル
』。

明
治
四
年
一
〇
月
、
皇
族
華
族
取
扱
規
則
中
に
も
『
一　

華
族
ノ
輩
自
今
六
等
官
相
当
取
扱
ノ
事
』。
改
定
律
例
に
は
『
勅
奏
官
位
犯
罪
條
例
第

十
一
條
凡
勅
奏
官
位
及
ヒ
華
族
罪
ヲ
犯
セ
ハ
其
事
由
ヲ
奏
聞
シ
テ
旨
ヲ
請
ヒ
推
問
ス
ト
雖
若
シ
事
急
卒
ニ
出
テ
即
時
推
問
セ
サ
ル
コ
ト
ヲ
得
サ
ル
者

ハ
推
問
シ
テ
後
ニ
奏
請
ス
』
と
あ
り
、
立
派
に
法
律
に
規
定
さ
れ
て
あ
る
。」（
尾
佐
竹
・
前
掲
注（
1
）第
二
巻
四
〇
│
四
一
頁
）。

な
お
官
吏
の
身
分
上
の
等
級
は
、
明
治
二
年
七
月
一
一
日
、
勅
授
官
・
奏
授
官
・
判
授
官
の
三
種
の
身
分
に
区
別
し
た
が
、
同
月
二
七
日
勅
任

官
・
奏
任
官
・
判
任
官
と
改
称
さ
れ
た
（
京
都
大
学
文
学
部
国
史
研
究
室
『
日
本
近
代
史
辞
典
』
東
洋
経
済
新
報
社
三
三
七
頁
）。

（
56
） 

『
公
文
録
明
治
六
年
一
〇
月
司
法
省
伺
（
一
）』
一
三
（
筆
書
き
）。

（
57
） 

小
早
川
欣
吾
『
明
治
法
制
史
論
公
法
之
部
下
』
厳
松
堂
書
房
昭
和
一
九
年
一
〇
九
一
頁
。

（
58
） 

小
早
川
・
前
掲
注（
57
）一
〇
九
二
│
一
〇
九
三
頁
。

（
59
） 

尾
佐
竹
・
前
掲
注（
1
）第
二
巻
五
四
頁
。
第
四
巻
一
〇
一
頁
。

（
60
） 

尾
佐
竹
・
前
掲
注（
1
）第
二
巻
五
四
│
五
五
頁
。
第
四
巻
一
〇
一
頁
。

2　

参
座
の
布
達
と
実
施

参
座
規
則
は
、
小
野
組
転
籍
事
件
を
審
理
す
る
た
め
に
制
定
さ
れ
た
。
広
沢
真
臣
参
議
暗
殺
事
件
（
明
治
八
年
二
月
八
日
）
で
再
度
布
達

さ
れ
る
が
、
こ
れ
ま
で
述
べ
て
き
た
経
緯
で
明
ら
か
な
よ
う
に
、
小
野
組
転
籍
事
件
で
、
裁
判
所
（
司
法
省
）
と
行
政
（
正
院
）
の
軋
轢
を

仲
裁
す
る
た
め
に
一
時
的
に
設
け
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。
制
定
さ
れ
た
、
参
座
規
則
と
は
、
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。

四
五



日
本
法
学　

第
八
十
巻
第
二
号
（
二
〇
一
四
年
十
月
）

（
三
〇
四
）

太
政
官
達　

明
治
六
年
十
月
九
日　

司
法
省

先
般
京
都
府
知
参
事
裁
判
一
件
ニ
付
陪
審
被
設
候
相
達
置
候
御
詮
議
之
次
第
有
之
参
座
ト
改
メ
別
紙
之
通
規
則
相
定
候
條
此
旨
相
達
候
事

参
座
規
則

一　

臨
時
裁
判
所
ニ
於
テ
裁
判
ノ
公
正
ヲ
證
ス
ル
カ
為
メ
参
座
ヲ
設
ク
其
規
則
左
ノ
如
シ

一　

参
座
ハ
其
時
ニ
臨
ミ
内
閣
ニ
於
テ
議
定
シ
諸
官
員
ノ
中
ヲ
以
テ
之
ヲ
命
ス
ヘ
シ

一　

参
座
ハ
九
人
ト
定
ム
若
シ
已
ム
ヲ
得
サ
ル
公
事
ア
ル
ト
キ
ハ
缺
席
ヲ
許
ス
ト
雖
モ
六
人
出
席
セ
サ
レ
ハ
裁
判
ヲ
行
フ
事
ヲ
得
ス

一　

罪
ノ
輕
重
ヲ
決
ス
ル
ハ
判
事
ノ
任
ト
雖
罪
ア
ル
ト
否
ト
ヲ
定
ル
ハ
参
座
ノ
権
ト
ス

一　

拷
問
ヲ
用
フ
ル
時
ハ
参
座
ノ
承
諾
ヲ
得
テ
然
ル
後
行
フ
事
ヲ
得
ル

右
條
件
ノ
外
増
加
或
ハ
斟
酌
ス
ヘ
キ
ハ
参
座
實
際
ニ
於
テ
取
調
可
伺
出
事
（
61
）

追
加　

明
治
六
年
十
月
十
日

一　

拘
留
ヲ
為
サ
ン
ト
ス
ル
ト
キ
ハ
参
座
ノ
承
諾
ヲ
得
テ
然
ル
後
行
フ
コ
ト
ヲ
得
ヘ
シ
（
62
）

追
加　

明
治
六
年
十
一
月
二
十
日

一　

参
座
中
議
論
一
定
シ
難
キ
ト
キ
ハ
多
ニ
従
テ
決
ス
ヘ
シ
議
論
相
半
ス
ル
ト
キ
ハ
座
長
ニ
取
ル
（
63
）

こ
こ
に
ま
ず
「
一
、
罪
ノ
輕
重
ヲ
決
ス
ル
ハ
判
事
ノ
任
ト
雖
罪
ア
ル
ト
否
ト
ヲ
定
ル
ハ
参
座
ノ
権
ト
ス
」
と
し
て
、
陪
審
制
を
と
る
。

我
が
国
、
陪
審
裁
判
規
則
の
初
出
で
あ
る
。

そ
し
て
、「
一
、
臨
時
裁
判
所
ニ
於
テ
裁
判
ノ
公
正
ヲ
證
ス
ル
カ
為
メ
参
座
ヲ
設
ク
…
」
と
し
、
参
座
を
臨
時
裁
判
所
内
に
置
く
こ
と

と
し
た
。
そ
こ
で
同
日
（
一
〇
月
九
日
）「
臨
時
裁
判
所
職
制
及
事
務
章
程
。
二
、
平
常
官
員
を
設
け
ず
臨
時
判
事
を
以
て
之
に
充
つ
（
64
）

」
の

四
六



名
の
法
を
め
ぐ
る
裁
判
権
対
立
と
参
座
に
よ
る
決
着
（
小
林
）

（
三
〇
五
）

規
定
に
よ
っ
て
、
司
法
省
は
臨
時
判
事
を
任
命
し
た
。
大
判
事
佐
々
木
高
行
、
権
大
判
事
松
本
暢
、
中
判
事
青
山
貞
、
少
判
事
大
塚
正
男
、

少
判
事
大
島
貞
敏
、
司
法
省
六
等
出
仕
沼
間
守
一
、
大
解
部
川
村
應
心
（
雨
谷
）、
権
大
解
部
中
島
信
近
の
八
名
、
そ
し
て
連
班
と
し
て

中
検
事
杉
本
芳
𠘑
が
加
わ
っ
た
（
65
）

。

ま
た
参
座
に
つ
い
て
も
、
同
日
、
参
座
規
則
で
「
一
、
参
座
ハ
其
時
ニ
臨
ミ
内
閣
ニ
於
テ
議
定
シ
諸
官
員
ノ
中
ヲ
以
テ
之
ヲ
命
ス
ヘ

シ
」。「
一
、
参
座
ハ
九
人
ト
定
ム
…
」
の
規
定
に
よ
っ
て
、
内
閣
は
正
院
、
左
院
及
び
大
蔵
省
よ
り
選
抜
し
た
参
座
員
（
官
）
九
名
を
任

命
し
た
。
大
内
史
土
方
久
元
、
権
大
内
史
小
松
彰
、
二
等
議
官
細
川
潤
次
郎
、
二
等
議
官
西
岡
逾
明
（
宜
軒
）、
小
内
史
日
下
部
東
作
（
鳴

鶴
）、
四
等
議
官
三
浦
安
、
五
等
議
官
浅
井
晴
文
、
大
蔵
大
丞
渡
辺
清
、
大
蔵
省
六
等
出
仕
竹
内
綱
で
あ
る
。
し
か
し
直
後
、
小
松
彰
、

渡
辺
清
の
二
名
と
、
外
務
少
輔
山
口
尚
芳
（
範
蔵
）、
文
部
大
丞
野
村
素
介
が
入
れ
変
わ
り
、
外
務
省
、
文
部
省
か
ら
も
選
任
し
た
（
66
）

。
一

般
人
民
か
ら
選
出
す
る
欧
米
の
陪
審
制
と
は
、
大
い
に
異
な
る
も
の
で
あ
っ
た
が
、
こ
の
中
に
は
、
前
述
し
た
明
治
六
年
一
月
二
二
日
岩

倉
大
使
一
行
の
仏
国
高
等
法
院
で
、
陪
審
裁
判
を
見
学
し
た
の
で
は
な
い
か
と
私
見
す
る
佐
々
木
高
行
、
沼
間
守
一
、
西
岡
逾
明
、
山
口

尚
芳
が
加
わ
っ
て
い
た
。

さ
ら
に
「
一
、
拷
問
ヲ
用
フ
ル
時
ハ
参
座
ノ
承
諾
ヲ
得
テ
然
ル
後
行
フ
事
ヲ
得
ル
」
と
の
定
を
置
い
た
。
明
治
三
年
一
二
月
の
新
律
綱

領
で
は
「
断
罪
不
當
」
に
お
い
て
「
凡
罪
ヲ
断
シ
テ
決
配
ス
…
」
と
定
め
て
い
た
。
そ
し
て
「
獄
具
図
」
に
、
訊
杖
の
規
定
を
置
く
。

「
凡
訊
杖
ハ
竹
片
三
個
ヲ
内
合
シ
テ
圓
形
ニ
成
シ
其
圍
曲
尺
五
分
両
頭
大
サ
一
ノ
如
ク
長
サ
三
尺
禾
藁
ヲ
以
テ
豎
ニ
之
ヲ
裹
ミ
小
麻
縄
ヲ

以
テ
密
ニ
横
纒
ス
其
重
罪
ヲ
犯
シ
贓
證
明
白
ナ
ル
ニ
招
承
ニ
服
セ
サ
ル
者
ヲ
拷
訊
ス
（
67
）

」
と
し
て
、
自
白
を
強
要
す
る
用
具
を
子
細
に
定
め

て
い
る
。
明
治
六
年
六
月
一
三
日
頒
布
の
改
定
律
例
「
断
罪
不
當
條
例
」
で
、「
第
三
一
八
条
凡
罪
ヲ
断
ス
ル
ハ
口
供
結
案
ニ
依
ル
…
」

と
改
正
さ
れ
、
ま
た
「
改
正
獄
具
図
」
で
「
訊
杖　

其
圍
、
曲
尺
五
分
改
メ
テ
。
徑
、
曲
尺
五
分
、
圍
、
一
寸
五
分
ト
為
ス
（
68
）

」
と
改
正
さ

四
七



日
本
法
学　

第
八
十
巻
第
二
号
（
二
〇
一
四
年
十
月
）

（
三
〇
六
）

れ
た
が
、
口
供
結
案
（
自
白
の
供
述
書
）
を
得
る
た
め
に
は
、
拷
問
は
ど
う
し
て
も
避
け
ら
れ
な
い
も
の
と
考
え
ら
れ
て
い
た
。
当
時
拷

問
は
不
可
避
の
要
件
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。（
な
お
明
治
九
年
六
月
一
〇
日
太
政
官
布
告
八
六
号
に
よ
り
改
定
律
例
三
一
八
条
の
改
正
が
行
な
わ
れ
、

「
凡
ソ
罪
ヲ
断
ス
ル
ハ
証
ニ
依
ル
」
と
な
る
。
拷
問
そ
の
も
の
を
否
定
し
た
も
の
で
は
な
い
が
、
こ
の
規
定
が
置
か
れ
た
の
は
三
年
後
の
こ
と
で
あ
っ
た
。）

こ
う
し
て
参
座
規
則
が
、
一
〇
月
九
日
布
達
さ
れ
、
同
時
に
参
座
員
（
官
）
が
任
命
さ
れ
た
。
そ
し
て
一
〇
月
一
二
日
参
座
裁
判
を
開

始
す
る
こ
と
、
ま
た
司
法
省
が
再
三
に
わ
た
り
迫
っ
て
い
る
参
事
槇
村
の
捕
縛
の
件
も
含
め
て
、
正
院
か
ら
次
の
達
が
あ
っ
た
。「
伺
之

趣
正
直
儀
病
気
快
方
に
趣
差
図
次
第
可
罷
出
段
其
後
申
出
候
趣
に
候
へ
ば
呼
出
糺
問
可
致
万
一
其
節
に
至
り
猶
抗
拒
致
不
罷
出
候
は
ゞ
捕

縛
不
苦
候
事　

明
治
六
年
十
月
九
日　

十
月
十
二
日
よ
り
臨
時
裁
判
所
開
始
可
致
候
事
（
69
）

」。
こ
こ
に
参
座
法
廷
に
不
出
頭
な
ら
ば
、
参
事

槇
村
を
捕
縛
も
「
不
苦
」
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。

し
か
し
、
こ
の
指
令
の
翌
日
一
〇
月
一
〇
日
、
正
院
は
「
一
、
拘
留
ヲ
為
サ
ン
ト
ス
ル
ト
キ
ハ
参
座
ノ
承
諾
ヲ
得
テ
然
ル
後
行
フ
コ
ト

ヲ
得
ヘ
シ
」
を
追
加
し
た
。
こ
の
追
加
規
定
に
、
司
法
省
は
大
反
対
し
、
司
法
大
輔
福
岡
孝
弟
よ
り
削
除
を
願
う
伺
を
出
し
た
が
、
何
等

の
指
令
を
得
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
。

こ
の
よ
う
な
経
緯
の
の
ち
、「
十
月
十
二
日
よ
り
臨
時
裁
判
所
開
始
可
致
候
事
」
と
の
正
院
の
達
（
前
掲
、
一
〇
月
九
日
達
）
に
も
と
づ

い
て
、
司
法
省
は
臨
時
裁
判
所
に
、「
京
都
府
知
参
事
臨
時
裁
判
所
ニ
於
テ
糺
問
之
儀
ハ
陪
審
（
院
）
規
則
等
被
定
候
迄
可
相
見
合
相
達

置
候
處
今
般
参
座
被
設
別
紙
之
通
規
則
相
達
候
付
テ
ハ
来
十
二
日
ヨ
リ
糺
問
可
取
掛
此
旨
相
達
候
也
（
70
）

」
と
達
し
た
。

こ
う
し
て
、
参
座
開
催
の
一
切
の
準
備
を
整
え
た
は
ず
で
あ
っ
た
が
、
予
定
さ
れ
た
い
た
一
二
日
は
、「
参
座
の
都
合
に
由
り
て
（
71
）

」
開

廷
出
来
ず
、
一
四
日
少
判
事
大
塚
正
男
を
裁
判
長
と
し
て
、
第
一
回
参
座
法
廷
を
開
き
、
参
事
槇
村
正
直
、
典
事
庶
務
課
長
関
屋
生
三
を

審
問
し
た
。
ま
た
、
一
七
日
に
は
第
二
回
参
座
法
廷
を
開
き
、
前
回
に
引
き
続
き
参
事
槇
村
正
直
を
審
問
し
た
が
、「
槇
村
の
態
度
は
傲

四
八
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岸
を
極
め
、
其
陳
述
甚
だ
不
明
に
し
て
、
裁
判
官
よ
り
拘
留
を
必
要
と
す
る
議
起
り
、
参
座
中
に
之
を
不
必
要
と
す
る
も
の
あ
り
て
、
為

め
に
一
場
の
紛
議
を
生
ぜ
し
が
、
結
局
裁
判
官
側
の
議
論
勝
を
制
し
、
遂
に
槇
村
を
拘
留
す
る
に
至
れ
り
（
72
）

」
と
な
っ
た
。

参
議
江
藤
新
平
の
指
示
を
体
し
た
裁
判
官
の
意
見
が
「
勝
を
制
し
」
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
が
、
つ
い
に
こ
の
日
、
一
〇
月
一
七
日
、

参
事
槇
村
正
直
を
捕
縛
し
た
。
こ
の
旨
を
司
法
大
輔
福
岡
孝
弟
は
太
政
大
臣
三
条
実
美
に
届
け
出
た
。「
京
都
府
参
事
槇
村
正
直
儀
、
今

日
糺
問
之
上
吟
味
之
都
合
に
拠
り
参
座
へ
打
合
済
の
上
拘
留
申
付
置
候
、
此
段
願
上
申
候
也
（
73
）

」
で
あ
る
。

さ
ら
に
翌
一
八
日
に
は
、
第
三
回
参
座
法
廷
を
開
き
、
九
月
末
の
着
京
以
来
、
病
気
理
由
を
も
っ
て
召
喚
を
拒
絶
し
て
き
た
知
事
長
谷

信
篤
を
喚
問
し
審
理
し
た
（
74
）

。

（
61
） 

的
野
・
前
掲
注（
1
）九
五
頁
。
尾
佐
竹
・
前
掲
注（
1
）第
二
巻
五
七
頁
。
第
四
巻
一
〇
三
│
一
〇
四
頁
。

（
62
） 

的
野
・
前
掲
注（
1
）九
五
頁
。
尾
佐
竹
・
前
掲
注（
1
）第
二
巻
六
一
頁
。
第
四
巻
一
〇
七
頁
。

（
63
） 

尾
佐
竹
・
前
掲
注（
1
）第
二
巻
八
五
頁
。
第
四
巻
一
〇
七
頁
。

（
64
） 

的
野
・
前
掲
注（
47
）六
五
四
頁
。

（
65
） 

的
野
・
前
掲
注（
1
）九
六
頁
。
尾
佐
竹
・
前
掲
注（
1
）第
二
巻
五
八
│
五
九
頁
。
第
四
巻
一
〇
四
│
一
〇
五
頁
。

（
66
） 

的
野
・
前
掲
注（
1
）九
六
頁
と
尾
佐
竹
・
前
掲
注（
1
）第
二
巻
五
九
│
六
〇
頁
、
第
四
巻
一
〇
五
│
一
〇
六
頁
を
比
較
し
た
。

（
67
） 

近
藤
圭
三
『
皇
朝
律
例
彙
纂
首
巻
』
和
本
明
治
九
年　

四
六
頁
。

（
68
） 

外
岡
・
前
掲
注（
18
）別
巻
一
補
遺
編
九
〇
頁
。

（
69
） 

的
野
・
前
掲
注（
1
）九
六
頁
。
尾
佐
竹
・
前
掲
注（
1
）第
二
巻
六
一
頁
。
第
四
巻
一
〇
七
頁
。

（
70
） 

尾
佐
竹
・
前
掲
注（
1
）第
二
巻
六
〇
頁
。
第
四
巻
一
〇
六
頁
。

（
71
） 

尾
佐
竹
・
前
掲
注（
1
）第
二
巻
六
〇
頁
。
第
四
巻
一
〇
六
頁
。

四
九
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四
年
十
月
）

（
三
〇
八
）

（
72
） 

的
野
・
前
掲
注（
1
）九
六
│
九
七
頁
。

（
73
） 

的
野
・
前
掲
注（
1
）九
七
頁
。
尾
佐
竹
・
前
掲
注（
1
）六
二
頁
。
第
四
巻
一
〇
八
頁
。

（
74
） 
的
野
・
前
掲
注（
1
）九
七
頁
。
尾
佐
竹
・
前
掲
注（
1
）第
二
巻
六
二
頁
。
第
四
巻
一
〇
八
頁
。

三　

木
戸
孝
允
の
條
陳
書
と
槇
村
正
直
の
救
済

こ
う
し
て
参
座
法
廷
が
開
廷
し
、
京
都
府
参
事
槇
村
正
直
が
捕
縛
、
拘
留
さ
れ
、
知
事
長
谷
信
篤
が
喚
問
さ
れ
る
状
況
の
中
で
、
米
欧

回
覧
か
ら
帰
国
し
た
ば
か
り
の
参
議
木
戸
孝
允
は
、
明
治
六
年
一
〇
月
二
〇
日
、
正
院
に
「
京
都
府
に
於
け
る
紛
争
に
対
す
る
條
陳
書
」

を
提
出
し
た
。
ま
た
「
副
啓
」
を
諸
参
議
に
配
付
し
た
。
参
事
槇
村
正
直
救
済
の
た
め
で
あ
る
。

参
議
木
戸
孝
允
は
副
使
と
し
て
参
加
し
て
い
た
岩
倉
使
節
団
本
隊
か
ら
別
れ
、
一
足
早
く
明
治
六
年
七
月
二
三
日
帰
国
し
た
。
帰
国

早
々
の
木
戸
が
直
面
し
た
も
の
の
一
つ
は
、
長
州
派
（
閥
）
の
仲
間
で
あ
る
槇
村
正
直
の
救
済
で
あ
っ
た
。

京
都
府
参
事
槇
村
正
直
は
、
長
州
の
出
で
、
木
戸
孝
允
の
推
挙
に
よ
っ
て
京
都
府
に
出
仕
し
た
経
緯
が
あ
る
。
木
戸
孝
允
は
槇
村
正
直

を
「
…
実
に
京
都
は
御
一
新
已
来
悪
徒
之
一
時
巣
窟
に
御
座
候
処
真
に
槇
村
之
勉
励
ニ
無
之
而
は
退
治
つ
け
候
事
萬
六
つ
ヶ
敷
…
」（
明

治
六
年
一
一
月
二
四
日
木
戸
孝
允
よ
り
伊
藤
博
文
宛
書
翰
（
75
）

）
と
評
価
し
、
京
都
府
行
政
に
如
何
に
務
め
励
ん
で
い
る
か
を
述
べ
て
い
る
。
ま
た

木
戸
は
槇
村
を
「
京
都
之
浮
浪
其
外
所
詮
入
込
余
程
難
渋
之
節
弟
槇
村
ヲ
推
挙
其
後
随
分
相
当
暗
殺
も
二
度
危
き
事
有
之
申
候
…
」（
明

治
六
年
一
二
月
欠
日
木
戸
孝
允
よ
り
伊
藤
博
文
宛
書
翰
（
76
）

）
と
書
し
、
槇
村
は
ま
さ
に
木
戸
の
腹
心
で
あ
っ
た
。

な
お
槇
村
は
、
木
戸
の
京
都
邸
買
収
に
あ
た
っ
た
り
、
木
戸
の
機
密
金
の
運
用
を
三
井
源
右
衛
門
と
相
談
し
た
り
し
て
い
て
（
77
）

、
京
都
府

は
木
戸
の
政
治
資
金
の
重
要
な
源
泉
だ
っ
た
可
能
性
が
あ
る
と
も
い
わ
れ
て
い
る
（
78
）

。

五
〇
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判
権
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と
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座
に
よ
る
決
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（
小
林
）
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九
）

『
木
戸
孝
允
日
記
』
に
よ
れ
ば
、
明
治
六
年
八
月
一
九
日
「
京
都
府
権
典
事
木
村
源
蔵
来
話
京
府
と
京
都
裁
判
所
と
の
訴
訟
云
々
に
て

裁
判
所
々
置
不
都
合
に
し
て
政
府
の
主
意
も
亦
人
民
を
保
護
せ
さ
る
に
似
た
り
（
79
）

」
と
記
し
て
い
る
。
そ
の
後
、
京
都
府
権
典
事
木
村
源
蔵

は
、
明
治
七
年
一
月
七
日
帰
洛
す
る
ま
で
明
治
六
年
九
月
一
五
日
、
二
〇
日
、
二
一
日
、
二
二
日
、
二
三
日
、
二
四
日
、
二
六
日
、
三
〇

日
、
一
〇
月
一
日
、
三
日
、
四
日
、
九
日
、
一
二
日
、
一
四
日
、
一
五
日
、
一
七
日
、
二
二
日
、
一
一
月
一
〇
日
、
一
三
日
、
二
一
日
、

二
七
日
、
三
〇
日
、
一
二
月
三
〇
日
と
、
連
日
木
戸
に
面
会
し
て
い
る
（『
木
戸
孝
允
日
記
』
参
照
）。
参
事
槇
村
の
指
示
で
あ
っ
た
と
思
う

が
、
京
都
府
は
、
権
典
事
木
村
源
蔵
に
命
じ
て
参
議
木
戸
を
訪
問
し
面
会
さ
せ
て
、
小
野
組
転
籍
事
件
の
局
面
打
開
の
た
め
の
活
動
を
行

な
っ
て
い
た
。
木
戸
は
こ
の
要
請
に
対
し
、
前
掲
の
ご
と
く
「
裁
判
所
の
処
置
不
都
合
に
し
て
、
政
府
の
主
意
も
ま
た
人
民
を
保
護
せ
ざ

る
に
似
た
り
」
と
の
感
想
と
感
情
を
露
に
し
て
い
る
。
そ
し
て
翌
八
月
二
〇
日
に
は
、
木
戸
か
ら
の
呼
出
し
か
、
槇
村
自
ら
の
行
動
な
の

か
、
拘
留
前
（
参
座
に
よ
る
拘
留
は
一
〇
月
一
七
日
、
前
出
）
の
槇
村
自
身
が
木
戸
に
面
会
し
て
い
る
。『
木
戸
孝
允
日
記
』
に
は
、「
夜
槇
村

京
都
府
参
事
来
話
」
と
あ
る
だ
け
だ
が
、
兄
と
も
慕
う
木
戸
に
、
槇
村
が
直
接
自
ら
の
問
題
を
相
談
し
た
も
の
と
思
う
。
後
、
八
月
二
九

日
付
日
記
に
は
「
槇
村
半
兒
玉
淳
来
訪
京
都
府
と
京
都
裁
判
所
と
云
々
な
り
」
と
あ
り
、
そ
の
面
会
の
趣
旨
は
明
確
に
小
野
組
転
籍
事
件

に
対
す
る
協
議
で
あ
っ
た
。
さ
ら
に
槇
村
は
一
〇
月
三
日
、
一
〇
日
、
明
治
七
年
一
月
一
日
と
木
戸
と
面
会
し
て
い
る
（
80
）

。

そ
も
そ
も
木
戸
の
帰
国
は
槇
村
救
済
の
た
め
で
は
な
い
。
米
欧
回
覧
中
の
木
戸
に
対
す
る
帰
国
要
請
は
（
大
久
保
利
通
に
対
し
て
も
あ
り
、

五
月
二
六
日
帰
国
）、
太
政
大
臣
三
条
実
美
が
勅
旨
を
発
し
て
帰
国
を
命
じ
た
の
で
あ
る
。
当
時
留
守
政
府
に
は
、
大
蔵
省
と
各
省
の
紛
糾
、

特
に
司
法
省
と
の
対
立
（
江
藤
司
法
卿
が
大
蔵
省
の
予
算
削
減
に
抗
議
し
て
、
明
治
六
年
一
月
二
四
日
辞
表
提
出
、
二
月
五
日
却
下
、
前
出
）
を
は
じ

め
、
樺
太
、
台
湾
、
朝
鮮
に
対
す
る
重
要
問
題
が
つ
ぎ
つ
ぎ
に
起
っ
て
い
た
。
内
政
、
外
交
と
も
に
解
決
す
べ
き
案
件
が
山
積
し
て
い
た
。

こ
れ
ら
を
処
理
す
る
た
め
に
は
、
参
議
木
戸
孝
允
の
力
量
を
必
要
と
し
た
か
ら
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
木
戸
の
帰
国
は
こ
の
三
条
太
政
大

五
一
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四
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（
三
一
〇
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臣
の
意
図
に
反
し
、
槇
村
正
直
救
済
に
奔
走
す
る
こ
と
と
な
る
。

ま
ず
参
議
木
戸
孝
允
は
、
本
事
件
に
関
与
し
、
深
く
干
渉
し
容
喙
の
立
場
に
立
っ
て
い
た
、
参
議
江
藤
新
平
に
直
接
働
き
掛
け
た
。
木

戸
は
明
治
六
年
九
月
一
三
日
午
前
江
藤
新
平
宅
を
訪
問
す
る
が
不
在
で
あ
っ
た
。
こ
れ
を
聞
い
た
江
藤
新
平
は
、
同
日
午
後
四
時
に
木
戸

宅
を
尋
ね
て
会
談
し
て
い
る
（
81
）

。
ま
た
、
九
月
二
〇
日
に
も
「
夜
江
藤
参
議
来
話
」
と
あ
る
（
82
）

。
こ
れ
に
対
し
翌
二
一
日
、
江
藤
新
平
は

「
昨
夜
は
長
坐
御
病
中
御
妨
け
仕
奉
万
謝
候
」
と
書
き
出
し
て
、
次
の
書
面
を
木
戸
に
送
っ
た
（
83
）

。「
一
、
…
臨
時
裁
判
所
之
義
、
刑
の
言
渡

し
之
節
知
参
事
御
受
無
之
に
付
其
次
第
取
糺
し
候
義
に
而
、
初
め
の
府
と
裁
判
所
と
の
送
籍
一
条
は
第
二
段
と
申
事
に
相
成
居
、
且
刑
の

言
渡
し
は
則
御
受
其
上
若
し
裁
判
官
不
当
有
之
候
は
ゝ
其
筋
申
出
候
義
各
国
普
通
之
事
に
而
、
刑
の
言
渡
し
は
不
受
し
て
刑
の
当
不
当
を

論
す
る
義
は
無
之
趣
に
付
、
此
節
臨
時
裁
判
所
に
而
府
の
知
参
事
を
呼
立
右
刑
の
言
渡
し
を
不
受
次
第
を
相
糺
し
候
義
を
難
論
弁
次
第
に

御
座
候
。
因
而
知
参
事
も
臨
時
裁
判
所
へ
出
頭
弁
論
有
之
候
方
可
然
哉
奉
存
候
。
且
右
之
次
第
に
而
知
参
事
に
而
は
速
に
出
頭
無
之
候
得

は
益
疑
惑
を
来
し
候
様
相
移
る
歟
と
愚
案
仕
候
」
と
し
て
、
こ
れ
ま
で
の
事
件
の
経
緯
を
説
明
し
た
。

ま
た
「
一
、
右
拒
刑
の
一
段
纏
り
方
出
来
候
は
ゝ
其
上
別
段
断
訟
場
相
開
き
送
籍
の
一
段
に
相
及
可
申
、
若
し
又
拒
刑
の
一
段
論
初
め

の
送
籍
に
連
り
纏
り
兼
候
は
ゝ
必
ず
別
段
の
断
訟
場
相
開
候
事
歟
。
此
両
義
は
議
決
と
申
事
に
は
無
之
候
得
共
、
先
は
此
等
之
都
合
と
奉

存
候
。
且
仏
の
国
議
院
等
も
官
と
官
と
の
訟
を
断
し
て
刑
は
関
せ
さ
れ
は
、
右
拒
刑
の
事
を
別
段
の
場
に
而
無
之
今
の
臨
時
裁
判
所
に
而

取
扱
の
事
を
不
当
と
は
難
論
弁
候
」
と
述
べ
て
、
フ
ラ
ン
ス
と
比
較
し
な
が
ら
臨
時
裁
判
所
で
の
参
座
裁
判
取
扱
い
の
正
当
な
る
こ
と
を

主
張
し
て
い
る
。

そ
し
て
「
一
、
官
員
拘
留
之
事
、
其
次
第
問
合
等
大
臣
殿
之
思
召
は
不
存
候
得
共
、
昨
日
迄
は
小
生
は
不
承
候
。
一
、
右
等
の
次
第
に

は
閣
下
の
思
召
之
処
を
以
裁
判
所
云
々
明
朝
亙
り
大
臣
殿
へ
被
仰
遣
候
は
ゝ
、
平
生
閣
下
の
御
信
義
御
高
識
を
御
敬
服
有
之
候
得
は
御
再

五
二
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議
も
可
有
之
奉
存
候
。
小
子
は
前
件
の
次
第
に
付
夫
々
承
り
、
今
又
再
議
を
促
す
の
見
込
何
分
不
相
付
次
第
に
御
座
候
」
と
し
て
、
官
員

（
槇
村
）
拘
留
に
つ
い
て
は
、
自
分
（
江
藤
）
は
承
知
し
て
い
な
い
し
再
議
を
求
め
る
つ
も
り
も
な
い
が
、
閣
下
（
木
戸
）
の
考
え
を
も
っ

て
主
張
す
れ
ば
、
再
議
も
有
り
得
る
と
思
う
と
、
江
藤
に
は
珍
し
く
実
意
の
な
い
言
葉
を
述
べ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
な
江
藤
か
ら
の
返
答
で
は
、
到
底
説
得
す
る
こ
と
は
無
理
と
考
え
て
の
こ
と
な
の
か
、
参
議
木
戸
孝
允
は
、
明
治
六
年
九
月

二
〇
日
、
長
州
の
後
輩
で
あ
る
伊
藤
博
文
（
工
部
大
輔
、
一
〇
月
二
五
日
参
議
と
な
る
）
に
書
面
を
送
っ
た
。「
…
于
時
京
都
裁
判
処
京
都
府

と
の
訴
訟
種
々
取
も
つ
れ
候
故
、
先
達
而
臨
時
裁
判
処
被
差
立
候
に
付
双
方
い
づ
れ
が
公
正
に
帰
着
候
哉
之
辺
御
吟
味
有
之
候
事
と
相
考

候
処
、
全
臨
時
裁
判
処
京
都
裁
判
処
へ
荷
担
偏
頗
之
所
致
に
渉
り
、
只
管
威
権
を
以
暴
に
圧
倒
い
た
さ
ん
と
而
已
相
企
、
正
院
も
ま
た
裁

判
処
へ
偏
頗
あ
る
に
以
た
り
。
依
而
過
日
其
辺
之
事
大
隈
参
議
へ
も
及
一
論
置
候
得
共
、
更
に
其
後
公
け
之
所
致
も
無
之
、
大
隈
も
実
に

近
来
如
何
之
考
按
哉
と
甚
不
審
に
相
考
へ
申
候
。
現
に
先
達
而
は
鍋
島
人
之
明
ら
か
に
罪
科
有
之
候
も
の
を
同
氏
之
周
旋
と
歟
に
而
却
而

抜
擢
に
預
り
候
様
之
事
も
有
之
…
大
隈
へ
一
御
忠
告
被
下
度
…
（
84
）

」。
こ
こ
に
木
戸
は
伊
藤
博
文
に
、
参
議
大
隈
重
信
の
説
得
を
依
頼
し
た
。

大
隈
は
こ
の
と
き
大
蔵
省
事
務
総
裁
を
兼
務
し
府
県
管
轄
の
任
に
当
っ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
ま
た
大
隈
は
江
藤
新
平
と
同
じ
肥
前
佐
賀

藩
の
出
身
で
「
鍋
島
人
…
を
同
氏
之
周
旋
と
歟
に
而
却
而
抜
擢
に
預
り
候
様
之
事
も
有
之
」
で
あ
り
、
司
法
省
や
裁
判
所
に
佐
賀
出
身
者

を
多
く
推
挙
し
て
い
た
か
ら
で
も
あ
っ
た
。
こ
の
依
頼
に
対
し
伊
藤
は
木
戸
に
直
ち
に
返
信
し
た
よ
う
で
あ
り
、
木
戸
は
伊
藤
に
翌
九
月

二
一
日
に
再
度
書
面
を
送
付
し
て
い
る
。「
御
手
紙
拝
誦
…
実
に
裁
判
処
も
始
終
暴
断
に
而
是
非
曲
直
を
裁
判
す
る
之
主
意
は
毫
も
無
之
、

威
権
々
々
と
申
事
に
而
何
事
も
抑
制
而
已
に
相
渉
り
、
事
に
よ
り
候
と
明
日
も
槇
村
は
拘
留
候
歟
も
難
計
、
何
卒
可
相
成
は
非
常
裁
判
処

も
真
之
体
裁
相
立
、
京
都
府
と
京
都
府
裁
判
処
に
関
係
な
き
も
の
を
更
に
御
撰
ら
ひ
相
成
公
正
之
御
裁
判
有
之
、
後
来
院
省
府
県
と
司
法

と
の
訴
訟
之
一
法
と
も
相
成
候
様
に
有
之
度
、
付
而
は
成
丈
け
早
く
大
隈
も
御
論
破
下
偏
心
御
摧
正
有
之
度
万
禱
仕
候
。
先
は
為
其
。」

五
三
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と
し
、
さ
ら
に
追
伸
で
「
尚
々
已
に
昨
日
司
法
よ
り
迫
而
槇
村
捕
縛
す
る
之
伺
正
院
へ
差
出
し
申
候
。
定
而
明
日
は
ま
た
何
と
歟
暴
論
を

起
し
可
申
候
。
裁
判
処
に
暴
威
を
振
ふ
、
其
国
之
品
位
無
是
非
事
と
は
乍
申
、
国
之
不
幸
人
民
之
不
幸
無
此
上
事
と
歎
息
仕
候
（
85
）

」
と
書
き

送
り
、
参
事
槇
村
正
直
の
捕
縛
が
迫
っ
て
い
る
の
で
、「
成
丈
け
早
く
大
隈
も
御
論
破
被
下
」
と
念
を
押
し
て
い
る
。

こ
の
よ
う
な
木
戸
の
行
動
は
、
司
法
省
並
に
裁
判
所
の
背
後
に
あ
っ
て
、
小
野
組
転
籍
事
件
を
指
揮
し
て
い
た
参
議
江
藤
新
平
を
刺
激

し
、
対
立
を
激
化
さ
せ
る
こ
と
に
な
る
。
そ
し
て
、
政
局
を
思
わ
ぬ
方
向
に
向
わ
せ
、
錯
綜
さ
せ
る
。
結
果
明
治
六
年
政
変
の
一
因
と

な
っ
て
行
く
の
で
あ
る
。

木
戸
は
、
参
事
槇
村
正
直
拘
留
の
日
（
前
掲
）、
明
治
六
年
一
〇
月
一
七
日
、
三
た
び
伊
藤
博
文
に
手
紙
を
書
し
た
。「
…
于
時
今
日
正

院
之
御
用
は
如
何
な
る
御
都
合
に
御
座
候
哉
、
彼
一
条
も
昨
今
終
に
い
か
ゝ
相
決
候
哉
と
痛
按
い
た
し
申
候
。
さ
て
槇
村
も
今
日
拘
留
い

た
し
候
よ
し
。
道
理
に
触
れ
条
理
に
も
と
り
候
事
は
特
権
と
歟
特
命
と
歟
申
名
目
を
以
暴
に
抑
制
い
た
し
候
様
子
、
近
日
政
府
上
之
挙
動

を
見
る
に
一
々
億
非
を
虐
し
候
趣
向
実
に
不
堪
憤
慨
候
。
槇
村
一
条
も
不
忍
傍
観
、
其
と
て
如
御
存
有
様
如
何
と
も
難
仕
、
ど
ふ
歟
御
工

夫
は
無
之
哉
」。
そ
し
て
追
伸
で
「
尚
々
大
蔵
省
も
府
県
を
官
（
管
）
轄
せ
し
已
上
は
、
道
理
之
立
候
処
は
今
少
し
は
保
護
も
無
之
而
は

不
相
済
歟
と
奉
存
候
。
一
策
鞭
相
願
度
候
（
86
）

」
と
記
し
て
い
る
。「
槇
村
一
条
も
不
忍
傍
観
…
ど
ふ
歟
御
工
夫
は
無
之
哉
」、「
一
策
鞭
相
願

度
候
」
と
い
い
、
こ
こ
で
も
槇
村
救
済
の
方
策
を
相
談
し
て
い
る
の
だ
が
、
同
時
に
「
近
日
政
府
上
之
挙
動
を
見
る
に
一
々
億
非
を
虐
し

候
趣
向
実
に
不
堪
憤
慨
候
」
と
い
い
、
正
院
批
判
を
展
開
し
て
い
る
。

そ
し
て
参
議
木
戸
孝
允
は
、
明
治
六
年
一
〇
月
二
〇
日
、
参
事
槇
村
正
直
擁
護
の
た
め
の
「
京
都
府
に
於
け
る
紛
争
に
対
す
る
條
陳
書
（
87
）

」

を
正
院
に
提
出
し
、「
副
啓
」
を
諸
参
議
に
配
付
し
た
。
こ
の
「
條
陳
書
」
と
「
副
啓
」
は
、
一
説
に
は
八
月
二
九
日
槇
村
と
共
に
木
戸

を
訪
問
し
た
『
木
戸
孝
允
日
記
』（
八
月
二
九
日
付
、
前
出
）
に
あ
る
、
ア
メ
リ
カ
よ
り
帰
朝
し
た
ば
か
り
の
新
進
法
律
家
兒
玉
淳
一
郎
が

五
四



名
の
法
を
め
ぐ
る
裁
判
権
対
立
と
参
座
に
よ
る
決
着
（
小
林
）

（
三
一
三
）

書
き
、
福
沢
諭
吉
が
添
削
し
た
も
の
と
も
い
わ
れ
て
い
る
（
88
）

。
非
常
に
長
文
な
も
の
で
全
文
を
掲
載
す
る
こ
と
は
、
紙
幅
上
困
難
な
の
で
、

そ
の
要
点
の
み
を
次
に
述
べ
た
い
。

木
戸
は
「
條
陳
書
」
の
冒
頭
で
、
新
律
綱
領
の
立
法
に
自
か
ら
関
与
し
た
こ
と
か
ら
説
き
起
し
、
改
定
律
例
に
つ
い
て
は
米
欧
回
覧
で

外
国
に
居
て
関
与
し
な
か
っ
た
が
、
こ
の
両
律
を
頒
布
し
た
の
は
、「
…
罪
ナ
キ
ニ
刑
ヲ
受
ク
ル
ナ
ク
罪
ア
リ
テ
其
刑
ヲ
受
ル
モ
必
順
序

階
梯
ア
ラ
シ
メ
寸
毫
モ
𡨚
枉
遺
憾
ナ
カ
ラ
シ
ム
ル
ニ
ア
ル
コ
ト
明
々
タ
リ
然
ラ
ハ
此
両
書
ハ
人
民
ノ
権
利
ヲ
妨
ク
ル
者
ヲ
抑
ヘ
シ
ム
ル
而

已
ナ
ラ
ス
亦
官
府
ノ
権
利
ヲ
奸
ル
者
ヲ
モ
制
ス
ル
ノ
具
ト
言
フ
ヘ
シ
」
と
し
て
、
冤
罪
を
除
く
こ
と
に
あ
る
。
人
民
の
権
利
を
守
る
こ
と

に
あ
る
。
さ
ら
に
、
官
の
権
利
を
犯
す
者
に
対
し
て
も
規
制
す
る
こ
と
に
あ
る
と
述
べ
、
司
法
省
は
両
律
を
正
し
く
適
用
し
、
職
権
を
濫

用
す
べ
き
で
な
い
こ
と
を
婉
曲
に
指
摘
し
た
。

そ
し
て
本
事
件
は
「
京
都
府
裁
判
所
ト
京
都
府
ト
ノ
間
ニ
紛
紜
ヲ
生
シ
」
た
こ
と
に
起
因
す
る
が
、「
…
京
都
府
曲
非
ナ
ラ
ハ
断
然
是

ヲ
律
ニ
照
シ
之
ヲ
罰
ス
ヘ
シ
京
都
裁
判
所
曲
非
ナ
ラ
ハ
亦
断
然
是
レ
ヲ
律
ニ
照
シ
テ
之
ヲ
罰
ス
ヘ
シ
」
と
す
る
。
つ
ま
り
参
座
は
「
曲

非
」（
曲
庇
）
が
、
京
都
府
に
あ
る
か
、
京
都
裁
判
所
に
あ
る
の
か
を
明
確
に
判
断
し
、
律
に
照
合
し
て
判
断
す
べ
き
で
あ
る
と
し
て
、

参
座
に
も
、
両
律
の
正
し
い
適
用
を
求
め
た
。

さ
ら
に
「
全
国
ノ
法
憲
何
ニ
因
テ
カ
行
レ
ン
ヤ
此
瑣
サ
ノ
紛
紜
に
方
ツ
テ
双
方
ヲ
シ
テ
條
理
ニ
循
ハ
シ
ム
ノ
審
判
ヲ
ナ
ス
能
ハ
サ
レ
ハ

政
府
タ
ル
職
掌
ヲ
缺
キ
大
政
ノ
瑕
瑾
ヲ
ナ
シ
国
家
ノ
耻
辱
ナ
ラ
ン
臣
近
頃
巷
議
ノ
紛
紜
タ
ル
ヲ
伝
聞
シ
憂
懼
ニ
堪
ヘ
ス
之
レ
ヲ
左
ニ
陳
述

シ
以
テ
献
ス
仰
願
ク
ハ
宜
シ
ク
之
レ
ヲ
裁
シ
玉
ヘ
」。
こ
の
事
件
は
「
瑣
サ
ノ
紛
紜
」
で
は
あ
る
が
、
参
座
は
「
法
憲
」
の
根
拠
を
も
っ

て
審
判
す
る
こ
と
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
う
で
な
け
れ
ば
自
分
は
参
議
と
し
て
内
閣
の
一
員
で
あ
る
が
、「
政
府
タ
ル
職
掌
ヲ
缺
キ

大
政
ノ
瑕
瑾
ヲ
ナ
シ
国
家
ノ
耻
辱
ナ
ラ
ン
」
と
し
て
、「
左
ニ
陳
述
」
す
る
の
で
、
宜
し
く
理
非
を
判
断
し
て
ほ
し
い
と
し
て
、
以
上

五
五
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「
條
陳
書
」
提
出
の
趣
旨
を
述
べ
た
。

こ
こ
か
ら
本
論
に
入
り
第
一
條
か
ら
第
七
條
ま
で
で
事
件
の
経
緯
と
争
点
を
ふ
り
返
り
な
が
ら
、
第
八
條
以
下
第
一
四
條
ま
で
に
木
戸

自
身
の
見
解
を
書
し
た
。

第
八
條
で
「
…
送
籍
ノ
事
件
ヲ
糺
シ
用
達
ノ
事
務
ト
本
人
ノ
素
願
ト
其
軽
重
ヲ
比
較
シ
双
方
ノ
理
非
ヲ
決
ス
ル
コ
ト
…
」
が
、
参
座
が

解
決
す
べ
き
第
一
段
で
あ
る
。

第
九
條
で
「
府
ト
裁
判
所
ト
議
談
齟
齬
ス
ル
ト
キ
ハ
直
ニ
太
政
官
ヘ
伺
出
ル
ノ
権
ア
ル
ト
否
ト
ヲ
決
ス
…
」
る
こ
と
が
、
参
座
の
な
す

べ
き
解
決
方
法
の
第
二
段
で
あ
る
。

第
十
條
で
「
…
仮
ニ
爰
ニ
無
事
ノ
一
小
民
ア
リ
テ
捕
亡
吏
誤
ツ
テ
之
ヲ
捕
ン
ト
ス
ル
ト
ス
ル
ト
キ
ハ
縛
ニ
就
サ
ル
ア
ラ
ン
其
時
ノ
形
ヲ

以
テ
ス
レ
ハ
拒
刑
ナ
レ
ト
モ
此
者
ヲ
裁
判
ス
ル
ニ
ハ
小
民
縛
ニ
就
カ
サ
ル
所
以
ト
捕
亡
吏
ノ
之
ヲ
縛
セ
ン
ト
セ
シ
所
以
ノ
始
末
ヲ
詳
ニ
シ

テ
後
ニ
事
ヲ
決
ス
ヘ
キ
ナ
リ
」
と
し
、
参
座
に
よ
る
槇
村
捕
縛
（
一
〇
月
一
七
日
、
前
出
）
の
理
由
が
不
明
確
で
あ
る
と
非
難
し
、
手
続
上

の
不
備
が
あ
り
、
不
当
捕
縛
で
あ
る
と
指
摘
し
た
。

第
十
一
條
で
「
…
京
都
府
ハ
堂
々
タ
ル
一
局
府
庁
ニ
テ
尚
且
コ
ノ
裁
判
ノ
不
平
ア
リ
司
法
省
ノ
厳
ナ
ル
恐
ル
ヘ
キ
ニ
非
ス
ヤ
…
槇
村
正

直
ヲ
拘
留
セ
リ
抑
人
ヲ
抑
留
ス
ル
ハ
其
逃
亡
ヲ
恐
ル
ヽ
為
ナ
ラ
ン
…
之
ヲ
拘
留
ス
ル
ハ
啻
ニ
官
員
ヲ
辱
シ
ム
ル
ノ
ミ
ナ
ラ
ス
一
国
政
府
ノ

休
裁
ヲ
汚
ト
云
ヘ
シ
」。
拘
留
は
「
逃
亡
ヲ
恐
ル
ヽ
為
」
に
な
さ
れ
る
の
で
あ
っ
て
、
逃
亡
の
恐
れ
の
な
い
「
堂
々
タ
ル
一
局
府
庁
」
の

官
員
た
る
参
事
槇
村
正
直
を
拘
留
す
る
こ
と
は
不
軌
で
あ
る
と
し
、
さ
ら
に
参
座
を
鋭
く
批
判
し
た
。

第
十
二
條
で
第
十
一
條
の
趣
旨
か
ら
「
然
ラ
ハ
…
新
律
綱
領
及
改
定
律
例
ニ
的
切
照
当
ス
ル
モ
ノ
ト
申
ス
ヘ
キ
ヤ
」
と
し
、
両
律
を
適

用
し
て
判
断
す
べ
き
と
、
重
ね
て
論
じ
て
い
る
。

五
六
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第
十
三
條
で
「
此
度
ノ
一
件
拒
刑
ノ
一
段
ニ
至
ツ
テ
ハ
太
政
官
ノ
関
ス
ル
所
ナ
ル
故
其
裁
下
ヲ
変
ス
可
カ
ラ
ス
ト
云
フ
議
モ
ア
ラ
ン
サ

レ
ト
モ
…
過
テ
改
ム
ル
ニ
何
カ
妨
ア
ラ
ン
…
政
府
ノ
大
趣
意
ハ
正
理
ヲ
主
張
シ
隠
然
ト
シ
テ
権
柄
ヲ
握
ル
ニ
ア
リ
何
目
前
ノ
虚
威
ヲ
振
ヒ

所
謂
小
吏
ノ
陋
習
ヲ
学
フ
コ
ト
ヲ
セ
ン
ヤ
」。
本
事
件
の
拒
刑
適
用
（
違
令
条
例
違
反
）
に
つ
い
て
は
、
正
院
（
前
掲
、
十
月
九
日
達
）
の
裁

下
に
よ
っ
た
も
の
で
は
あ
っ
た
が
、
こ
れ
を
「
過
テ
改
ム
ル
ニ
何
カ
妨
ア
ラ
ン
」
と
し
、「
政
府
ノ
大
趣
意
ハ
正
理
ヲ
主
張
シ
隠
然
ト
シ

テ
権
柄
ヲ
握
ル
ニ
ア
ル
」
の
で
あ
っ
て
「
虚
威
ヲ
振
」
う
こ
と
で
は
な
い
と
し
て
、
本
事
件
の
背
後
に
あ
っ
て
正
院
で
指
揮
し
て
い
る
参

議
江
藤
新
平
を
暗
に
糾
弾
し
て
い
る
。

第
十
四
條
で
「
今
般
御
国
ニ
於
テ
未
曽
有
ノ
臨
時
裁
判
所
ヲ
御
開
ニ
相
成
参
座
ヲ
モ
設
ケ
ラ
レ
…
候
得
共
他
人
ノ
傍
聴
ヲ
禁
セ
ラ
レ
候

ハ
如
何
ノ
事
ニ
候
哉
…
右
裁
判
所
ヲ
開
カ
レ
且
確
乎
タ
ル
判
事
之
レ
ヲ
判
シ
歴
然
タ
ル
参
座
罪
ノ
有
無
ヲ
決
ス
ル
ハ
公
明
正
大
ノ
事
ニ
テ

更
ニ
他
人
ニ
秘
隠
ス
ヘ
キ
コ
ト
ニ
非
ス
…
故
ニ
公
正
ニ
此
臨
時
裁
判
所
ノ
裁
判
ヲ
傍
聴
ス
ル
コ
ト
ヲ
人
民
ニ
許
シ
玉
フ
ヘ
シ
」
と
し
て
、

裁
判
を
公
開
し
一
般
に
傍
聴
を
許
す
べ
き
こ
と
を
求
め
た
。
こ
の
時
期
、
裁
判
の
傍
聴
に
つ
い
て
は
、
明
治
五
年
五
月
司
法
省
裁
判
所
お

よ
び
東
京
裁
判
所
に
お
い
て
の
み
、
断
刑
処
決
の
折
だ
け
新
聞
紙
上
版
人
の
傍
聴
を
許
し
、
一
一
月
五
日
司
法
省
達
三
三
号
で
戸
長
並
に

副
戸
長
に
、
願
の
う
え
裁
判
所
へ
の
差
入
り
聴
聞
す
る
こ
と
を
許
し
た
。
双
方
と
も
司
法
卿
江
藤
新
平
の
制
定
に
よ
る
も
の
で
あ
り
、
公

平
を
計
ろ
う
と
す
る
司
法
制
度
改
革
の
一
端
を
な
す
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
明
治
六
年
一
月
一
五
日
司
法
省
七
号
で
、
府
県
官
員
に
裁

判
事
務
の
見
学
を
許
し
、
同
年
一
月
二
〇
日
司
法
省
無
号
で
同
省
官
員
並
に
明
法
寮
生
徒
の
裁
判
所
の
聴
訟
断
獄
の
聴
聞
を
許
し
て
い
る

が
、
二
月
一
五
日
司
法
省
無
号
に
、「
先
般
当
省
諸
官
員
並
明
法
寮
生
徒
裁
判
所
聴
訟
断
獄
聴
聞
被
差
許
候
段
及
布
達
置
候
処
臨
時
裁
判

所
ニ
於
テ
ハ
聴
聞
之
儀
被
禁
候
條
此
段
為
心
得
相
達
候
事
」
と
あ
り
、
臨
時
裁
判
所
に
お
け
る
聴
聞
は
禁
じ
て
い
た
の
で
あ
る
（
89
）

。
参
議
木

戸
孝
允
は
こ
れ
ら
を
知
ら
な
い
は
ず
は
無
か
っ
た
と
思
う
が
、「
臨
時
裁
判
所
ノ
裁
判
ヲ
傍
聴
ス
ル
コ
ト
ヲ
人
民
ニ
許
シ
玉
フ
」
べ
き
こ

五
七



日
本
法
学　

第
八
十
巻
第
二
号
（
二
〇
一
四
年
十
月
）

（
三
一
六
）

と
を
要
求
し
た
の
で
あ
る
。

こ
れ
ら
を
述
べ
た
う
え
で
「
右
ノ
次
第
上
奏
ス
ル
ハ
…
司
法
省
ヤ
誰
ノ
モ
ノ
裁
判
ヤ
何
ノ
事
京
都
府
ヤ
誰
ノ
庁
刑
ヤ
何
ノ
罪
臣
空
疎
ト

雖
久
ク
国
家
ノ
為
メ
ニ
立
法
行
法
司
法
ノ
三
事
を
立
ル
所
以
ノ
者
ヲ
慮
ル
中
ニ
就
テ
最
モ
政
府
ノ
得
失
是
非
ヲ
顕
ス
者
ハ
司
法
ニ
ア
リ
故

ニ
病
中
遺
憾
ノ
至
リ
ニ
不
堪
鄙
衷
ヲ
紙
上
ニ
陳
述
以
テ
之
レ
ヲ
献
ス
…
」
と
し
、
三
権
分
立
を
論
じ
、
権
力
の
偏
重
は
あ
っ
て
は
な
ら
な

い
と
結
論
づ
け
た
。

参
議
木
戸
孝
允
は
こ
の
よ
う
な
「
條
陳
書
」
を
正
院
に
提
出
し
た
が
、
同
時
に
「
副
啓
（
90
）

」
を
作
成
し
、
諸
参
議
に
配
付
し
た
。
五
ヶ
条

か
ら
成
る
も
の
で
、
第
一
條
、
第
二
條
、
そ
し
て
第
四
條
は
、「
條
陳
書
」
の
意
図
を
要
約
し
た
も
の
で
あ
る
が
、
第
三
條
で
「
…
京
都

府
ヨ
リ
議
論
齟
齬
ス
ル
ヲ
以
テ
伺
中
太
政
官
ヨ
リ
ハ
一
応
ノ
推
問
モ
無
ク
処
刑
ヲ
下
サ
レ
シ
ハ
京
都
府
庁
ノ
為
ス
所
政
府
ヘ
ノ
義
務
ヲ
行

フ
者
ニ
シ
テ
太
政
官
ノ
処
分
恐
ラ
ク
ハ
府
庁
ノ
権
利
ヲ
抑
制
ス
ル
ニ
彷
彿
タ
ラ
ン
蓋
シ
此
際
或
ハ
権
義
ヲ
誤
解
セ
シ
所
ア
ル
カ
或
ハ
事
実

ノ
紛
雑
セ
シ
処
ア
ル
カ
抑
亦
有
心
故
造
黒
白
ヲ
顚
倒
ス
ル
者
ア
ル
カ
蓋
シ
此
三
ツ
ノ
者
ヨ
リ
出
タ
ル
処
刑
ナ
ラ
ハ
必
ラ
ス
其
由
ル
所
ヲ
糺

サ
ス
ン
ハ
ア
ル
可
カ
ラ
ス
」
と
述
べ
る
。「
太
政
官
ヨ
リ
ハ
一
応
ノ
推
問
モ
無
ク
処
刑
ヲ
下
サ
レ
シ
ハ
」
と
は
、
一
〇
月
九
日
の
槇
村
捕

縛
の
正
院
布
達
（
前
掲
）
を
指
す
が
、
こ
れ
は
「
権
義
ヲ
誤
解
セ
シ
所
ア
ル
カ
」、「
事
実
ノ
紛
雑
セ
シ
処
ア
ル
カ
」、「
有
心
故
造
黒
白
ヲ

顚
倒
ス
ル
者
ア
ル
カ
」
で
あ
る
と
、
正
院
を
激
し
く
攻
撃
す
る
。
つ
ま
り
参
議
江
藤
新
平
を
心
に
た
く
ら
み
を
も
つ
「
有
心
故
造
」
の
者

と
断
定
し
、
指
弾
し
た
。

第
五
條
で
「
儻
シ
政
府
ノ
過
ヲ
補
ハ
ン
為
メ
右
口
供
結
案
ヲ
待
ス
シ
テ
処
刑
ヲ
下
シ
タ
ル
ハ
特
命
ナ
リ
ト
云
フ
論
ヲ
建
ツ
ル
士
ア
ラ
ハ

孝
允
之
レ
ニ
反
シ
テ
説
ヲ
建
ン
蓋
シ
考
フ
ル
ニ
罰
ヲ
軽
ク
シ
或
ハ
赦
ス
ル
ニ
特
命
ア
ル
ヲ
知
ル
ト
雖
モ
刑
ヲ
加
フ
ル
ニ
特
命
ア
リ
ト
云
フ

コ
ト
ヲ
聞
カ
ス
モ
シ
刑
ヲ
加
フ
ル
ニ
特
命
ア
ラ
ハ
何
ノ
更
ニ
法
律
ヲ
用
フ
ル
ヲ
要
セ
ン
…
」。
当
時
は
、
口
供
結
案
無
く
し
て
刑
罰
を
加

五
八



名
の
法
を
め
ぐ
る
裁
判
権
対
立
と
参
座
に
よ
る
決
着
（
小
林
）

（
三
一
七
）

え
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
。
つ
ま
り
「
断
罪
不
当
條
例
」（
改
定
律
例
）
第
三
一
八
條
に
「
凡
罪
ヲ
断
ス
ル
ハ
口
供
結
案
ニ
依
ル
…
」
と

定
め
ら
れ
て
い
て
、
断
罪
に
は
、
口
供
結
案
を
条
件
と
す
る
。
こ
れ
に
は
爪
印
（
拇
印
）
を
必
要
と
す
る
が
、
こ
れ
を
提
出
し
て
い
な
い

者
に
対
し
て
処
罪
す
る
こ
と
は
不
当
で
あ
る
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、「
口
供
結
案
ヲ
待
ス
シ
テ
処
刑
ヲ
下
シ
タ
ル
ハ
特
命
ナ
リ
ト
云
フ
論

ヲ
建
ツ
ル
士
」
が
い
る
と
い
い
、
暗
に
参
議
江
藤
新
平
を
「
特
命
」
の
論
を
「
建
ツ
ル
士
」
と
し
て
、
こ
こ
で
も
江
藤
を
糺
弾
し
た
。
そ

し
て
「
罰
ヲ
軽
ク
シ
或
ハ
赦
ス
ル
ニ
特
命
ア
ル
ヲ
知
ル
ト
雖
モ
刑
ヲ
加
フ
ル
ニ
特
命
ア
リ
ト
云
フ
コ
ト
ヲ
聞
カ
ス
モ
シ
刑
ヲ
加
フ
ル
ニ
特

命
ア
ラ
ハ
何
ノ
更
ニ
法
律
ヲ
用
フ
ル
ヲ
要
セ
ン
」
と
し
、
法
律
論
を
展
開
し
て
参
事
槇
村
正
直
の
捕
縛
拘
留
の
不
当
性
を
主
張
し
て
い
る
。

あ
く
ま
で
槇
村
救
済
擁
護
の
た
め
の
「
副
啓
」
で
あ
り
、「
條
陳
書
」
と
同
様
に
参
議
江
藤
新
平
に
対
す
る
攻
撃
文
で
あ
っ
た
。

こ
の
と
き
「
参
座
」
か
ら
も
正
院
へ
「
上
書
」
が
提
出
さ
れ
た
（
91
）

。
奇
異
な
こ
と
に
、
事
件
審
理
の
渦
中
に
参
座
が
正
院
に
伺
書
を
提
出

し
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
も
長
文
に
わ
た
る
も
の
で
あ
る
の
で
参
座
伺
の
結
語
だ
け
を
挙
げ
る
。「
…
彼
是
審
按
仕
候
ニ
…
拒
刑
ノ
旨
趣
ヲ

糺
問
ス
ル
ニ
方
テ
当
初
裁
判
ノ
当
否
ヲ
具
陳
シ
口
供
結
案
ニ
依
ラ
サ
ル
ノ
律
ヲ
以
テ
刑
ヲ
受
カ
タ
キ
ヲ
訴
フ
ル
ニ
至
リ
候
モ
人
民
政
府
ニ

対
ス
ル
ノ
義
務
ニ
於
テ
（
人
民
ノ
権
利
ニ
於
テ
訴
フ
ヘ
キ
理
ア
ラ
ハ
）
直
ニ
拒
刑
ニ
擬
ス
ヘ
キ
者
ト
セ
ハ
律
文
ト
矛
盾
仕
候
特
権
ノ
重
キ
歟
軽

重
取
捨
ノ
問
公
正
ヲ
証
ス
ル
ニ
於
テ
疑
惑
仕
候
ニ
付
…
喋
々
弁
論
仕
候
儀
ハ
参
座
ノ
職
分
ニ
対
シ
黙
止
ス
ル
能
ハ
サ
ル
ノ
ミ
ナ
ラ
ス
当
初

裁
判
ノ
当
否
ヲ
問
ハ
ス
当
人
ノ
服
否
ニ
関
セ
ス
直
チ
ニ
之
ヲ
拒
刑
ニ
擬
ス
ル
ニ
至
リ
候
テ
ハ
参
座
ヲ
設
ケ
裁
判
ノ
公
正
ヲ
証
セ
ラ
レ
候
詮

モ
無
之
哉
ト
奉
存
候
特
ニ
一
時
特
権
律
文
ノ
軽
重
ト
人
民
義
務
権
利
ト
ノ
権
衡
ニ
至
リ
テ
ハ
終
ニ
天
下
後
世
ノ
公
論
モ
可
有
之
不
軽
義
ニ

付
無
忌

上
陳
仕
候
間
何
分
ノ
御
指
令
奉
仰
候
也
」。
以
上
に
み
る
よ
う
に
参
事
槇
村
正
直
は
口
供
結
案
の
無
い
ま
ま
捕
縛
拘
留
さ
れ
た

こ
と
は
不
法
で
あ
る
と
抗
弁
し
て
い
る
が
、
槇
村
の
主
張
は
、
確
か
に
改
定
律
例
第
三
一
八
条
に
照
し
て
正
当
で
あ
る
。
我
々
参
座
は
正

院
の
「
特
命
」（
前
掲
、
一
〇
月
九
日
達
）
に
よ
っ
て
槇
村
を
捕
縛
し
た
が
、
こ
の
「
軽
重
取
捨
ノ
問
公
正
ヲ
証
ス
ル
」
た
め
、「
上
陳
仕
候

五
九



日
本
法
学　

第
八
十
巻
第
二
号
（
二
〇
一
四
年
十
月
）

（
三
一
八
）

間
何
分
ノ
御
指
令
奉
仰
候
」
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。

こ
の
よ
う
に
参
座
裁
判
審
理
の
過
中
に
、
判
断
を
仰
ぐ
上
書
を
司
法
で
あ
る
参
座
が
内
閣
で
あ
る
正
院
に
提
出
す
る
な
ど
は
、
司
法
と

行
政
を
混
同
し
今
日
で
は
、
考
慮
の
外
で
あ
る
が
、「
こ
れ
は
勿
論
法
律
思
想
の
乏
し
き
に
由
る
も
の
で
あ
る
が
、
一
は
参
座
は
他
省
の

官
吏
で
あ
る
か
ら
、
司
法
省
の
裁
判
規
則
に
拘
束
さ
れ
る
も
の
で
無
い
と
い
ふ
意
見
も
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
（
92
）

」
と
い
わ
れ
て
い
る
。

な
お
こ
の
参
座
上
書
が
、
前
掲
し
た
参
議
木
戸
孝
允
の
「
條
陳
書
」
並
に
「
副
啓
」
の
事
由
と
、
き
わ
め
て
似
て
い
る
こ
と
は
看
過
で

き
な
い
。
参
座
員
（
官
）
は
参
座
規
則
で
「
一　

参
座
ハ
…
内
閣
ニ
於
テ
議
定
シ
諸
官
員
ノ
中
ヲ
以
テ
之
ヲ
命
ス
ヘ
シ
」（
前
掲
）
で
あ
っ

た
か
ら
、
正
院
の
動
向
に
敏
感
だ
っ
た
し
、
参
座
大
内
史
土
方
久
元
（
明
治
二
年
一
一
月
一
八
日
江
藤
新
平
と
共
に
中
弁
に
就
任
）
の
よ
う
に

江
藤
新
平
と
「
最
も
心
許
し
て
交
遊
（
93
）

」
し
た
人
物
や
、
司
法
官
に
「
南
白
の
誘
掖
薦
拔
（
94
）

」
さ
れ
た
一
人
で
あ
る
参
座
二
等
議
官
西
岡
逾
明

ら
も
居
た
が
、
江
藤
と
反
す
る
立
場
に
立
つ
参
座
員
（
官
）
も
少
な
く
無
か
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
う
し
て
「
始
め
は
司
法
省
側
が
常
に
先

手
々
々
と
出
て
居
っ
た
の
が
、
此
頃
と
な
り
て
は
形
勢
は
稍
不
利
に
傾
い
た
の
で
あ
る
。
し
か
も
更
に
一
大
打
撃
と
い
ふ
べ
き
は
、
明
治

史
上
の
一
大
事
件
た
る
征
韓
論
の
破
裂
で
あ
る
。
…
是
迄
政
治
問
題
社
会
問
題
と
し
て
一
世
の
視
聴
を
集
め
し
此
事
件
も
、
よ
り
以
上
の

重
大
問
題
た
る
征
韓
論
の
為
め
に
閑
却
せ
ら
る
ゝ
に
至
（
95
）

」
と
、
尾
佐
竹
猛
は
言
う
。
た
し
か
に
こ
の
時
期
起
っ
た
朝
鮮
問
題
へ
の
注
目
の

た
め
、
小
野
組
転
籍
事
件
の
世
間
の
関
心
、
耳
目
は
、
希
薄
と
な
っ
て
し
ま
う
。
そ
し
て
こ
の
朝
鮮
問
題
が
主
因
と
な
り
、
明
治
六
年
政

変
が
起
っ
た
と
さ
れ
る
が
、
ど
う
も
朝
鮮
問
題
ば
か
り
で
な
く
、
本
小
野
組
転
籍
事
件
で
の
、
参
議
木
戸
孝
允
と
参
議
江
藤
新
平
の
対
立

に
も
一
因
が
あ
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
よ
う
で
あ
る
。

（
75
） 

日
本
史
籍
協
会
『
木
戸
孝
允
文
書
五
』
東
京
大
学
出
版
会
昭
和
四
六
年
覆
刻
一
一
三
頁
。

六
〇



名
の
法
を
め
ぐ
る
裁
判
権
対
立
と
参
座
に
よ
る
決
着
（
小
林
）

（
三
一
九
）

（
76
） 

『
木
戸
孝
允
文
書
』・
前
掲
注（
75
）一
五
九
頁
。

（
77
） 

宮
本
・
前
掲
注（
1
）四
巻
六
三
三
頁
。

（
78
） 
毛
利
敏
彦
『
明
治
六
年
政
変
』
中
央
公
論
新
社
平
成
一
七
年
一
〇
四
頁
。

（
79
） 
『
木
戸
孝
允
日
記
』・
前
掲
注（
5
）四
一
五
頁
。

（
80
） 

『
木
戸
孝
允
日
記
』・
前
掲
注（
5
）四
一
六
、
四
一
八
│
四
一
九
、
四
三
〇
、
四
三
一
、
四
七
三
頁
。

（
81
） 

『
木
戸
孝
允
日
記
』・
前
掲
注（
5
）四
二
四
頁
。

（
82
） 

『
木
戸
孝
允
日
記
』・
前
掲
注（
5
）四
二
六
頁
。

（
83
） 

木
戸
孝
允
関
係
文
書
研
究
会
『
木
戸
孝
允
関
係
文
書
』
東
京
大
学
出
版
会
平
成
一
七
年
第
二
巻
一
四
九
│
一
五
〇
頁
。

（
84
） 

伊
藤
博
文
関
係
文
書
研
究
会
『
伊
藤
博
文
関
係
文
書
四
』
塙
書
房
昭
和
五
一
年
二
〇
八
頁
。

（
85
） 

『
伊
藤
博
文
関
係
文
書
』・
前
掲
注（
84
）二
〇
九
頁
。

（
86
） 

『
伊
藤
博
文
関
係
文
書
』・
前
掲
注（
84
）二
一
〇
頁
。

（
87
） 

以
下
「
條
陳
書
」
の
原
文
は
、
尾
佐
竹
・
前
掲
注（
1
）第
二
巻
六
二
│
七
三
頁
。
第
四
巻
一
〇
八
│
一
一
七
頁
よ
り
引
用
。

（
88
） 

尾
佐
竹
・
前
掲
注（
1
）第
二
巻
七
三
│
七
四
頁
。
第
四
巻
一
一
七
頁
。

（
89
） 

石
井
・
前
掲
注（
16
）二
二
七
│
二
二
八
頁
参
照
。

（
90
） 

以
下
「
副
啓
」
の
原
文
は
、
尾
佐
竹
・
前
掲
注（
1
）第
二
巻
七
〇
│
七
三
頁
。
第
四
巻
一
一
五
│
一
一
七
頁
よ
り
引
用
。

（
91
） 

以
下
「
参
座
上
書
」
の
原
文
は
、
尾
佐
竹
・
前
掲
注（
1
）第
二
巻
七
四
│
七
九
頁
。
第
四
巻
一
一
七
│
一
二
二
頁
よ
り
引
用
。

（
92
） 

尾
佐
竹
・
前
掲
注（
1
）第
二
巻
七
九
頁
。
第
四
巻
一
二
二
頁
。

（
93
） 

的
野
・
前
掲
注（
1
）六
五
三
頁
。

（
94
） 

的
野
・
前
掲
注（
1
）六
五
九
頁
。

（
95
） 

尾
佐
竹
・
前
掲
注（
1
）第
二
巻
八
〇
頁
。
第
四
巻
一
二
二
頁
。

六
一



日
本
法
学　

第
八
十
巻
第
二
号
（
二
〇
一
四
年
十
月
）

（
三
二
〇
）

四　

明
治
六
年
政
変
と
小
野
組
転
籍
事
件
の
終
結

参
議
木
戸
孝
允
の
「
條
陳
書
」
と
「
副
啓
」
並
に
参
座
か
ら
の
「
上
書
」
提
出
の
四
日
後
、
明
治
六
年
一
〇
月
二
四
日
、
明
治
六
年
政

変
が
起
る
。
参
議
（
陸
軍
大
将
、
近
衛
都
督
）
西
郷
隆
盛
、
同
板
垣
退
助
、
同
後
藤
象
二
郎
、
同
江
藤
新
平
、
同
副
島
種
臣
は
一
斉
に
辞
表

を
提
出
、
西
郷
（
陸
軍
大
将
は
不
受
理
）
は
二
四
日
、
他
の
四
参
議
は
二
五
日
に
受
理
さ
れ
閣
外
に
去
っ
た
。

小
野
組
転
籍
事
件
の
当
初
よ
り
深
く
関
与
し
、
常
に
司
法
省
と
裁
判
所
を
擁
護
し
た
江
藤
新
平
も
参
議
を
辞
任
し
た
。
こ
れ
に
対
し
京

都
府
側
に
立
っ
て
、
と
く
に
参
事
槇
村
正
直
擁
護
の
「
條
陳
書
」
並
に
「
副
啓
」
を
提
出
し
、
槇
村
捕
縛
不
当
を
主
張
し
た
参
議
木
戸
孝

允
は
、
正
院
に
残
留
し
、
閣
内
で
の
力
を
強
め
た
。
江
藤
新
平
の
参
議
辞
任
は
、
木
戸
に
と
っ
て
槇
村
救
済
の
こ
の
上
な
き
機
会
と
な
っ

た
。こ

こ
に
閣
議
で
、
朝
鮮
問
題
が
議
論
さ
れ
て
い
た
の
は
、
明
治
六
年
一
〇
月
一
四
日
、
一
五
日
で
あ
り
、
大
問
題
に
な
っ
て
い
た
。
し

か
し
『
木
戸
孝
允
日
記
』
に
は
、
朝
鮮
問
題
に
つ
い
て
何
ら
の
記
述
も
な
く
、
た
だ
来
客
者
の
名
前
や
、
特
に
「
十
四
日
晴
木
村
源
三

（
蔵
）
…
来
訪
」、「
十
五
日
晴
木
村
源
三
…
来
訪
（
96
）

」
と
だ
け
記
さ
れ
て
い
る
。
参
議
木
戸
孝
允
は
、
こ
の
両
日
、
京
都
府
権
典
事
木
村
源

蔵
と
面
会
し
、
参
事
槇
村
正
直
救
済
の
対
処
の
み
を
協
議
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
『
木
戸
孝
允
日
記
』
を
み
る
か
ぎ
り
、
正
院
で

の
朝
鮮
問
題
論
戦
は
一
切
記
述
さ
れ
て
い
な
い
の
で
あ
る
。

参
議
木
戸
は
朝
鮮
問
題
に
関
心
が
な
か
っ
た
訳
で
は
な
い
。
む
し
ろ
非
常
な
感
心
を
示
し
て
い
た
。
米
欧
回
覧
中
の
ロ
ン
ド
ン
に
在
る

明
治
五
年
七
月
二
九
日
の
日
記
に
は
、「
昨
日
ニ
ュ
ー
ヨ
ル
ク
の
新
聞
を
聞
に
其
中
に
朝
鮮
我
日
本
の
使
節
の
一
人
は
才
留
し
一
人
を
放

逐
し
国
書
を
破
裂
せ
し
と
実
に
彼
国
の
頑
暴
可
悪
抑
然
し
朝
鮮
へ
使
を
出
す
余
の
建
言
す
る
所
に
し
て
実
に
戊
辰
一
新
の
春
也
…
朝
鮮
の

六
二



名
の
法
を
め
ぐ
る
裁
判
権
対
立
と
参
座
に
よ
る
決
着
（
小
林
）

（
三
二
一
）

国
情
を
察
す
る
に
彼
頑
に
し
て
容
易
に
承
諾
す
る
を
思
わ
す
去
と
て
今
日
の
機
会
不
可
失
又
前
途
を
慮
る
に
今
日
端
を
開
き
置
か
ざ
る
と

き
は
又
不
可
得
も
の
あ
り
と
尤
始
は
慇
懃
丁
寧
情
実
を
盡
し
其
主
意
を
陳
し
然
し
て
彼
曲
を
以
我
を
待
ち
不
礼
を
加
ふ
る
に
至
て
は
其
用

意
な
か
る
へ
か
ら
ず
兵
力
を
以
て
す
る
と
雖
も
…
其
費
の
如
き
は
彼
国
と
戦
と
き
は
一
年
或
は
五
十
万
一
年
或
は
三
十
万
一
年
或
は
七
十

万
我
便
宜
に
隨
ひ
費
す
に
足
る
依
て
其
利
害
を
兵
部
大
輔
大
村
益
二
郎
に
議
す
益
二
郎
始
余
の
説
を
怪
む
細
議
す
る
に
至
り
彼
大
に
余
の

説
に
隨
ひ
共
に
密
に
其
事
を
謀
る
然
し
益
二
郎
不
幸
に
し
て
難
に
斃
る
益
二
郎
死
に
臨
み
兵
部
大
丞
船
越
要
之
助
を
招
き
此
事
の
大
意
を

遺
言
せ
り
余
始
其
事
謀
る
有
作
（
97
）

」
と
あ
る
。
こ
の
中
で
木
戸
は
「
朝
鮮
へ
使
を
出
す
余
の
建
言
す
る
所
に
し
て
実
に
戊
辰
一
新
の
春
也
」

と
記
し
、「
不
礼
を
加
ふ
る
に
至
て
は
…
兵
力
を
以
て
す
る
」
と
し
て
、
兵
部
大
輔
大
村
益
二
郎
に
武
力
行
使
に
つ
い
て
相
談
し
て
い
た

の
で
あ
り
（
大
村
は
明
治
二
年
一
一
月
五
日
死
去
）、
征
韓
論
は
明
治
二
年
木
戸
の
主
張
に
始
ま
っ
て
い
た
。
ま
た
米
欧
回
覧
出
発
（
横
浜
出

航
一
二
日
）
直
前
の
明
治
四
年
一
一
月
九
日
の
日
記
で
は
、「
…
四
字
西
郷
を
訪
う
不
在
直
に
岩
卿
に
至
り
条
公
西
郷
大
隈
板
垣
等
の
会
す

且
朝
鮮
へ
着
手
の
順
序
を
論
ず
五
字
過
退
散
…
（
98
）

」
と
記
し
て
い
る
。
副
使
木
戸
が
米
欧
回
覧
出
発
直
前
の
多
忙
な
時
期
に
、
あ
え
て
こ
の

よ
う
な
行
動
を
と
っ
た
の
は
、
い
か
に
朝
鮮
問
題
を
重
要
視
し
て
い
た
か
を
知
る
の
で
あ
る
。

ま
た
米
欧
回
覧
か
ら
帰
国
し
て
半
月
後
の
日
記
で
も
、
明
治
六
年
八
月
七
日
「
上
野
外
務
少
輔
を
訪
ひ
外
務
の
情
況
を
了
得
せ
り
」、

八
月
一
五
日
「
副
島
外
務
卿
上
野
外
務
少
輔
来
訪
」、
八
月
二
〇
日
「
外
務
省
に
至
り
上
野
少
輔
に
面
会
し
談
話
数
刻
（
99
）

」
と
あ
り
、
帰
国

早
々
か
ら
何
度
も
外
務
省
首
脳
と
接
触
し
て
い
た
。
内
容
の
記
載
は
な
い
が
、
お
そ
ら
く
朝
鮮
問
題
を
協
議
し
た
も
の
と
思
う
。
参
議
木

戸
は
こ
の
よ
う
に
朝
鮮
問
題
に
深
い
関
心
を
寄
せ
て
い
た
。
だ
が
、
く
り
か
え
す
が
、
閣
議
に
お
い
て
朝
鮮
問
題
論
議
が
戦
か
わ
さ
れ
て

い
た
、
一
〇
月
一
四
日
、
一
五
日
の
『
木
戸
孝
允
日
記
』
に
、
こ
の
こ
と
は
一
切
触
れ
ら
れ
て
い
な
い
。

直
後
の
明
治
六
年
一
〇
月
一
七
日
に
到
っ
て
「
木
村
源
三
（
蔵
）
来
訪
槇
村
正
直
を
臨
時
裁
判
所
に
拘
留
せ
し
よ
し　

依
て
参
座
土
方

六
三



日
本
法
学　

第
八
十
巻
第
二
号
（
二
〇
一
四
年
十
月
）

（
三
二
二
）

と
参
議
江
藤
へ
一
書
を
投
ず
司
法
の
所
致
法
外
の
事
不
少
実
に
可
歎
（
100
）

」
と
記
さ
れ
て
い
て
、
槇
村
救
済
の
善
後
策
の
み
が
記
述
さ
れ
て
い

る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
と
き
参
議
木
戸
の
関
心
は
、
小
野
組
転
籍
事
件
、
も
っ
ぱ
ら
槇
村
正
直
拘
留
解
除
の
方
策
に
集
中
し
て
い
た
と

い
え
る
。
よ
う
や
く
一
八
日
に
至
っ
て
「
…
三
條
公
の
昨
夜
来
不
快
の
よ
し
…
近
来
台
湾
朝
鮮
征
伐
等
無
謀
の
暴
論
起
于
朝
廷
内
内
閣
の

参
議
も
逃
已
譲
雉
の
徒
不
少
困
憂
終
に
こ
ゝ
に
至
れ
る
歟
と
想
像
し
実
に
不
堪
悲
歎
な
り
…
（
101
）

」
と
、
三
条
急
病
の
記
述
が
あ
る
が
、
朝
鮮

問
題
に
は
、「
無
謀
の
暴
論
」
と
し
て
拱
手
し
傍
観
し
て
い
る
。
そ
し
て
岩
倉
が
太
政
大
臣
代
理
に
任
命
さ
れ
た
二
〇
日
に
、「
槇
村
参
事

拘
留
一
条
に
つ
き
今
日
上
書
一
冊
を
出
し
諸
参
議
に
副
啓
を
投
ず
（
102
）

」
と
あ
る
。
前
述
し
た
「
條
陳
書
」
十
四
ヶ
条
を
正
院
に
上
書
し
、
ま

た
「
副
啓
」
を
参
議
に
配
付
し
て
、
槇
村
を
弁
護
し
た
こ
と
を
記
述
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
こ
と
か
ら
、「
明
治
六
年
政
変
」
を
め
ぐ

る
参
議
木
戸
の
主
要
な
関
心
は
、
朝
鮮
問
題
で
は
な
く
、
む
し
ろ
京
都
府
参
事
槇
村
正
直
の
救
済
に
あ
り
、
拘
留
解
除
に
全
力
傾
注
し
た

結
果
の
政
変
で
は
な
か
っ
た
か
と
考
え
る
の
で
あ
る
（
103
）

。

参
議
木
戸
に
と
っ
て
、
明
治
六
年
政
変
で
の
江
藤
の
参
議
辞
任
は
、
槇
村
正
直
救
済
の
絶
好
の
契
機
と
な
る
。
た
だ
、
木
戸
と
江
藤
の

交
友
は
深
か
っ
た
。『
江
藤
南
白
』
に
よ
る
と
、「
南
白
、
平
素
、
政
治
上
に
於
て
は
、
長
人
を
以
て
、
自
家
の
事
業
を
妨
害
す
る
も
の
と

し
て
、
常
に
之
を
敵
視
し
た
る
の
観
あ
り
と
雖
ど
も
、
私
交
上
に
於
て
は
、
彼
は
木
戸
孝
允
と
最
も
親
善
な
り
き
」
で
あ
り
、
ま
た
「
木

戸
は
南
白
の
人
物
を
信
じ
、
深
く
其
才
を
惜
み
、
南
白
の
東
京
を
発
し
て
佐
賀
に
帰
ら
ん
と
す
る
を
聞
く
や
、
杉
山
孝
敏
を
し
て
之
を
追

蹤
せ
し
め
た
り
と
云
ふ
（
104
）

」
と
あ
る
。
間
に
合
わ
な
か
っ
た
が
、
江
藤
が
佐
賀
に
帰
り
、
騒
動
に
巻
き
込
ま
れ
る
こ
と
を
予
見
し
、
思
い
止

ま
る
よ
う
説
得
に
走
っ
た
り
も
し
て
い
る
。
だ
が
木
戸
は
出
自
を
同
じ
く
す
る
長
州
の
槇
村
正
直
が
、
司
法
省
や
裁
判
所
か
ら
厳
し
い
追

及
を
受
け
、
ま
た
そ
の
背
後
に
あ
っ
た
参
議
江
藤
新
平
か
ら
激
し
い
追
撃
を
受
け
た
と
き
、
長
州
閥
の
筆
頭
と
し
て
、
こ
れ
に
対
処
し
支

援
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
こ
れ
こ
そ
が
、
参
議
木
戸
孝
允
に
と
っ
て
の
明
治
六
年
政
変
の
余
燼
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う

六
四



名
の
法
を
め
ぐ
る
裁
判
権
対
立
と
参
座
に
よ
る
決
着
（
小
林
）

（
三
二
三
）

か
。つ

ま
り
毛
利
敏
彦
教
授
が
述
べ
る
よ
う
に
、「
山
城
屋
和
助
事
件
・
三
谷
三
九
郎
事
件
の
山
県
有
朋
、
尾
去
沢
銅
山
事
件
の
井
上
馨
、

小
野
組
転
籍
事
件
の
槇
村
正
直
と
、
汚
職
・
不
祥
事
を
続
出
さ
せ
て
い
た
長
州
派
は
、
政
変
の
お
か
げ
で
罪
跡
を
う
や
む
や
に
で
き
て
、

没
落
寸
前
の
淵
か
ら
這
い
上
る
こ
と
に
成
功
し
た
。
そ
の
意
味
で
は
、
意
図
し
て
得
ら
れ
た
結
果
で
あ
っ
た
か
、
否
か
は
別
に
し
て
も
、

長
州
汚
職
閥
こ
そ
は
、
明
治
六
年
政
変
の
最
大
の
受
益
者
で
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
（
105
）

」
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

こ
の
政
変
混
乱
の
渦
中
、
つ
ま
り
江
藤
の
参
議
辞
任
が
認
め
ら
れ
た
日
、
明
治
六
年
一
〇
月
二
五
日
、
右
大
臣
岩
倉
具
視
（
一
〇
月
二

日
三
条
実
美
発
病
の
た
め
太
政
大
臣
代
理
に
就
任
）
か
ら
、
司
法
省
に
「
京
都
府
参
事
槇
村
正
直
儀
拘
留
相
解
く
べ
き
旨
特
命
を
以
て
被
仰
出

候
に
付
此
旨
相
達
候
事
（
106
）

」
と
の
達
が
あ
っ
た
。
裁
判
所
で
拘
留
し
た
参
事
槇
村
に
対
し
、
正
院
か
ら
釈
放
の
特
命
が
出
た
の
で
あ
る
。
木

戸
の
「
條
陳
書
」
並
に
「
副
啓
」
や
、
木
戸
の
依
頼
を
受
け
て
尽
力
し
た
伊
藤
博
文
の
工
作
（
九
月
二
〇
日
、
二
一
日
の
木
戸
孝
允
書
翰
、
前

出
）
を
考
慮
し
た
結
果
で
あ
っ
た
と
思
う
。

こ
の
特
命
を
受
け
た
司
法
大
輔
福
岡
孝
弟
、
司
法
三
等
出
仕
島
本
仲
道
、
同
樺
山
資
綱
以
下
司
法
省
警
保
寮
奏
任
官
一
同
は
、
た
だ
ち

に
抗
議
文
を
上
書
し
た
。「
…
曩
ニ
京
都
府
参
事
槇
村
正
直
拒
刑
ノ
罪
ア
リ
…
政
府
特
命
ヲ
下
シ
其
拘
留
ヲ
解
キ
臣
等
驚
キ
且
ツ
怪
ム
…

拘
留
繫
獄
一
ニ
裁
判
官
ノ
権
力
ニ
在
リ
恐
ラ
ク
ハ
政
府
ト
雖
モ
私
ス
ル
所
ニ
ア
ラ
ス
而
シ
テ
特
旨
ノ
下
ル
所
謂
ノ
モ
ノ
ハ
…
或
ハ
怪
ム
陰

ニ
正
直
ヲ
庇
護
ス
ル
者
ア
リ
テ
是
ニ
至
ル
乎
大
日
本
政
府
ノ
体
裁
ニ
於
テ
必
ス
此
等
ノ
コ
ト
ナ
キ
ヲ
信
ス
玆
ニ
於
テ
疑
団
釈
然
タ
ル
不
能

…
今
若
政
府
愛
憎
ヲ
以
テ
法
憲
軽
重
ス
ル
カ
如
キ
曖
昧
倒
置
ト
挙
措
ア
リ
ト
誤
認
セ
ハ
則
チ
臼
ハ
ン
国
家
ノ
大
臣
信
ス
ル
ニ
足
ラ
サ
ル
ヘ

シ
ト
…
政
府
何
ソ
独
リ
正
直
ニ
寛
ニ
シ
テ
人
民
ニ
酷
ナ
ル
天
下
何
ソ
独
リ
正
直
ニ
幸
ニ
シ
テ
人
民
ニ
不
幸
ナ
ル
是
所
謂
路
ニ
豺
浪
ヲ
遺
シ

テ
野
ニ
ア
ル
狐
狸
ヲ
問
フ
ノ
類
ナ
リ
…
政
府
速
ニ
明
諭
シ
正
直
ノ
為
ニ
下
ス
所
ノ
特
命
ノ
旨
…
審
ニ
シ
テ
以
テ
臣
等
カ
蒙
昧
ヲ
啓
発
シ
併

六
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日
本
法
学　

第
八
十
巻
第
二
号
（
二
〇
一
四
年
十
月
）

（
三
二
四
）

テ
数
千
ノ
属
員
ヲ
シ
テ
物
議
ニ
危
疑
セ
ス
法
令
約
束
ノ
確
守
ス
可
キ
背
犯
ス
ヘ
カ
ラ
サ
ル
ノ
理
ヲ
知
リ
其
職
ニ
安
ン
ス
ル
ヲ
得
セ
シ
メ
ヨ

臣
等
杞
憂
ノ
至
リ
ニ
不
堪
謹
而
建
言
ス
（
107
）

」。
つ
ま
り
正
院
は
司
法
と
行
政
を
混
同
し
て
い
る
。
か
つ
高
官
で
あ
る
「
正
直
（
槇
村
）
ニ
寛

ニ
シ
テ
人
民
ニ
酷
ナ
ル
」
政
府
の
処
置
の
不
当
な
る
こ
と
、
ま
た
不
公
平
で
あ
る
こ
と
を
熱
烈
に
申
し
立
て
た
。
そ
し
て
こ
の
参
事
槇
村

釈
放
の
特
命
の
背
後
に
は
、「
陰
ニ
正
直
ヲ
庇
護
ス
ル
者
ア
リ
テ
是
ニ
至
ル
乎
」
と
し
て
、
参
議
木
戸
孝
允
の
存
在
を
明
ら
か
に
批
判
し

て
い
る
。

し
か
し
同
日
（
一
〇
月
二
五
日
）、
司
法
大
輔
福
岡
孝
弟
は
承
諾
の
請
書
を
正
院
に
提
出
し
た
。「
槇
村
正
直
糺
弾
候
儀
は
兼
て
伺
定
候

通
同
人
拒
刑
一
條
を
以
刑
法
臨
時
裁
判
所
相
設
け
右
罪
状
相
糺
候
處
拒
刑
の
罪
科
に
相
違
無
之
参
座
に
於
て
も
有
罪
と
相
決
候
處
同
人
に

於
て
は
到
底
服
罪
不
致
候
に
付
猶
御
規
則
に
従
ひ
参
座
承
諾
之
上
拘
留
取
計
候
儀
に
有
之
候
事
右
之
次
第
に
候
得
共
特
別
の
命
を
以
て
拘

留
相
解
可
申
旨
御
達
に
於
て
は
当
省
権
外
之
儀
に
付
御
沙
汰
に
従
ひ
取
計
可
申
候
（
108
）

」
と
し
て
、
特
命
は
「
当
省
権
外
之
儀
に
付
」
釈
放
の

命
に
従
う
こ
と
を
容
認
し
た
。
何
度
も
司
法
省
か
ら
正
院
に
参
事
槇
村
捕
縛
に
つ
い
て
上
申
し
て
い
る
こ
と
か
ら
「
権
外
之
儀
」
と
言
う

こ
と
に
は
理
解
し
難
い
。「
し
か
し
冷
静
に
批
判
す
れ
ば
、
槇
村
捕
縛
の
指
令
は
『
呼
出
に
応
ぜ
ざ
る
と
き
は
捕
縛
不
苦
』
と
い
ふ
の
で
、

現
行
法
の
勾
引
状
発
布
の
場
合
に
当
る
の
で
あ
る
か
ら
、
出
頭
し
た
後
に
於
て
は
拘
留
す
る
に
は
、
参
座
規
則
の
追
加
規
定
に
拠
り
其
承

諾
が
あ
っ
て
も
、
本
来
の
身
分
に
基
づ
く
特
権
即
ち
奏
聞
を
経
ね
ば
な
ら
ぬ
の
に
、
此
手
続
な
く
し
て
拘
留
し
た
の
で
あ
る
か
ら
、
ま
あ

違
法
の
拘
留
と
い
へ
な
い
こ
と
も
無
い
。
そ
れ
に
突
然
外
部
か
ら
釈
放
の
特
命
の
あ
っ
た
の
は
、
今
日
か
ら
考
ふ
れ
ば
不
可
解
で
は
あ
る

が
、
こ
れ
も
事
件
の
始
め
槇
村
等
を
処
罰
し
た
際
、
当
時
の
訴
訟
手
続
即
ち
口
供
結
案
が
無
く
稍
欠
く
る
所
は
あ
っ
た
が
特
命
に
依
り
処

断
し
た
の
で
あ
る
か
ら
、
今
度
は
速
に
特
命
に
依
り
釈
放
せ
ら
れ
て
も
仕
方
が
無
い
訳
で
あ
る
（
109
）

」
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

し
か
し
こ
こ
に
、
司
法
省
の
権
威
は
失
墜
し
、
面
目
は
蹂
躙
さ
れ
た
。
了
解
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
大
検
事
兼
警
保
頭
の
司
法
三
等
出

六
六



名
の
法
を
め
ぐ
る
裁
判
権
対
立
と
参
座
に
よ
る
決
着
（
小
林
）

（
三
二
五
）

仕
島
本
仲
道
は
、
明
治
六
年
一
一
月
五
日
辞
表
を
提
出
し
た
。「
曩
ニ
京
都
府
参
事
槇
村
正
直
拒
刑
ノ
事
ア
リ
伺
ノ
上
臨
時
裁
判
所
ヲ
被

設
糺
弾
ノ
末
伏
罪
不
致
ヲ
以
テ
参
座
協
議
シ
拘
留
申
付
置
候
処
追
テ
特
命
ヲ
以
テ
拘
留
被
相
解
候
始
末　

臣
仲
道
司
法
三
等
出
仕
被
仰
付

大
検
事
並
警
保
頭
ヲ
モ
兼
任
致
シ
今
ニ
シ
テ
カ
カ
ル
瑣
屑
ノ
事
件
ニ
当
リ
処
置
其
宜
キ
ヲ
不
得
誤
テ
特
命
ヲ
瀆
ス
ニ
至
ル
是
臣
執
法
ノ
職

ニ
堪
ヘ
サ
ル
ナ
リ
警
保
保
護
ノ
任
ニ
堪
ヘ
サ
ル
ナ
リ
況
ヤ
此
事
件
ノ
如
キ
ハ
固
ヨ
リ
必
ス
シ
モ
衆
議
公
論
ヲ
待
ツ
ヘ
キ
モ
ノ
ニ
非
ラ
サ
ル

ヲ
ヤ
然
ル
ヲ
態
々
素
位
徒
ニ
其
職
ニ
在
ル
ハ
臣
心
ノ
所
不
安
ニ
候
依
テ
当
職
御
免
ニ
相
成
度
謹
テ
奉
仰
朝
裁
候
（
110
）

」。
司
法
三
等
出
仕
島
本

仲
道
は
勅
任
官
で
あ
り
、
辞
表
は
天
皇
上
奏
で
あ
る
。
島
本
は
直
接
太
政
大
臣
三
条
実
美
に
辞
表
を
、
叩
き
付
け
た
と
さ
れ
て
い
る
。
辞

表
は
司
法
省
内
に
張
り
出
さ
れ
、
内
容
は
直
ち
に
全
省
内
に
伝
わ
っ
た
。
激
し
い
文
面
は
、
司
法
省
官
員
達
の
心
情
を
代
弁
す
る
も
の
で

あ
っ
た
。
そ
し
て
司
法
省
を
去
る
に
当
り
最
後
の
言
葉
を
残
し
た
。「
勅
命
を
も
っ
て
、
司
法
を
蹂
躙
し
た
る
は
誰
ぞ
、
私
刑
を
せ
し
は

誰
ぞ
、
幸
一
人
槇
村
正
直
の
み
に
あ
り
て
民
に
あ
ら
ざ
る
か
、
こ
れ
法
の
独
立
せ
ざ
る
に
よ
っ
て
、
然
り
。
…
自
分
は
故
あ
っ
て
、
今
官

を
去
る
の
止
む
を
得
ざ
る
が
、
道
な
か
ば
に
し
て
倒
れ
た
多
く
の
同
志
た
ち
の
為
に
止
ま
る
わ
け
に
は
い
か
な
い
。
爾
後
、
自
由
民
権
の

言
論
を
培
養
し
、
以
て
立
ち
上
が
る
所
存
で
あ
る
。
官
を
辞
す
る
に
あ
た
り
何
の
疑
念
も
な
い
。
官
為
さ
ざ
れ
ば
、
民
に
て
為
す
べ
し
。

法
は
万
民
に
し
て
官
の
利
器
に
あ
ら
ず
。
野
に
は
熱
心
な
多
く
の
青
年
が
い
る
で
は
な
い
か
。
官
員
諸
子
に
お
か
れ
て
は
、
司
法
の
独
立

を
目
指
し
、
灯
を
消
さ
ず
、
い
ま
暫
く
は
池
に
潜
み
、
時
こ
そ
至
ら
ば
咬
龍
と
な
り
て
、
天
輪
に
志
を
拡
げ
て
頂
き
た
い
（
111
）

」
と
。
こ
の
言

質
は
江
藤
新
平
の
考
え
そ
の
も
の
で
あ
っ
た
。
江
藤
の
思
考
は
司
法
省
に
深
く
根
差
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

つ
い
で
、
明
治
六
年
一
一
月
一
〇
日
司
法
大
輔
福
岡
孝
弟
、
司
法
三
等
出
仕
司
法
大
丞
樺
山
資
綱
も
辞
任
し
た
。

こ
れ
よ
り
先
一
八
日
前
、
明
治
六
年
一
〇
月
二
五
日
参
議
大
木
喬
任
（
四
月
一
九
日
参
議
就
任
）
が
、
司
法
卿
に
就
任
し
兼
任
し
た
。
司

法
卿
は
江
藤
新
平
の
明
治
六
年
四
月
一
九
日
の
辞
任
（
参
議
昇
進
）
以
来
空
席
で
、
司
法
省
職
務
定
制
で
そ
の
職
掌
を
同
じ
く
す
る
、
司

六
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日
本
法
学　

第
八
十
巻
第
二
号
（
二
〇
一
四
年
十
月
）

（
三
二
六
）

法
大
輔
福
岡
孝
弟
が
担
っ
て
来
た
が
、
参
議
大
木
喬
任
が
新
司
法
卿
と
な
っ
た
。

こ
の
新
司
法
卿
人
事
に
異
常
な
関
心
を
示
し
た
の
は
、
他
な
ら
ぬ
参
議
木
戸
孝
允
で
あ
り
、
同
じ
く
長
州
閥
の
参
議
伊
藤
博
文
（
一
〇

月
二
五
日
参
議
就
任
）
で
あ
っ
た
。
明
治
六
年
政
変
で
江
藤
新
平
の
参
議
辞
任
が
承
認
さ
れ
た
一
〇
月
二
五
日
、
参
議
伊
藤
博
文
は
、
参
議

木
戸
孝
允
に
書
面
を
送
っ
た
。
右
大
臣
岩
倉
具
視
、
参
議
大
久
保
利
通
（
一
〇
月
一
二
日
参
議
就
任
）
か
ら
、
後
任
諸
参
議
の
人
事
（
参
議

省
卿
兼
任
制
を
と
る
こ
と
と
な
っ
た
）
に
つ
い
て
相
談
さ
れ
た
が
、「
司
法
丈
け
之
処
は
…
是
も
私
よ
り
申
は
余
計
と
奉
存
候
へ
共
、
大
久
保

よ
り
被
及
相
談
候
に
付
、
不
図
吐
露
仕
候
。
体
裁
に
付
而
は
幾
重
も
論
し
可
申
心
得
に
御
坐
候
へ
共
、
人
選
論
は
頗
る
困
窮
仕
候
間
、
岩

相
、
大
久
保
へ
御
書
帖
に
て
御
熟
議
奉
願
上
候
。
是
丈
は
真
に
閉
口
に
御
坐
候
…
（
112
）

」
と
伝
え
て
い
る
。
も
し
明
治
六
年
政
変
の
主
因
が
、

朝
鮮
問
題
で
あ
る
と
し
た
ら
、
後
任
人
事
の
焦
点
は
外
務
卿
で
あ
る
。
し
か
し
、
参
議
伊
藤
博
文
は
司
法
卿
人
事
だ
け
は
、「
不
図
吐
露

仕
候
」
と
述
べ
る
。
こ
こ
に
木
戸
や
伊
藤
ら
長
州
派
の
意
図
を
窺
い
知
る
の
で
あ
っ
て
、
実
は
木
戸
、
伊
藤
ら
は
、
司
法
卿
人
事
に
最
大

の
関
心
を
払
っ
て
い
た
の
で
あ
る
（
113
）

。
そ
し
て
同
日
二
五
日
付
の
再
度
の
伊
藤
か
ら
木
戸
へ
の
書
面
に
は
、「
槇
村
拘
留
も
先
つ
兎
も
角
も

今
日
不
及
拘
留
段
、
御
達
之
筈
に
御
坐
候
。
跡
は
司
法
卿
に
少
々
見
込
一
定
不
仕
、
私
は
大
木
適
当
と
奉
存
候
に
付
相
勧
め
置
申
候
。
大

久
保
は
大
久
保
一
翁
如
何
と
申
事
、
岩
公
佐
々
木
充
分
、
不
相
決
候
処
、
此
上
は
岩
公
之
決
に
依
る
べ
し
と
大
久
保
も
落
着
仕
居
候
（
114
）

」
と

あ
る
。
結
果
、
右
大
臣
岩
倉
具
視
の
裁
決
で
、
大
木
喬
任
が
司
法
卿
と
な
っ
た
。
こ
の
よ
う
に
、
明
治
六
年
政
変
直
後
、
司
法
卿
の
人
事

が
後
任
人
事
の
最
大
の
焦
点
と
な
っ
た
事
実
は
、
木
戸
や
伊
藤
に
と
っ
て
、
明
治
六
年
政
変
の
目
的
が
朝
鮮
問
題
だ
け
で
は
な
く
、「
槇

村
拘
留
も
先
つ
兎
も
角
も
今
日
不
及
拘
留
段
、
御
達
之
筈
に
御
坐
候
」（
前
掲
、
一
〇
月
二
五
日
達
）、「
跡
は
司
法
卿
に
少
々
見
込
一
定
不

仕
」
と
書
き
記
し
、
司
法
省
問
題
（
115
）

、
特
に
槇
村
救
済
に
あ
っ
た
こ
と
を
如
実
に
物
語
っ
て
い
る
。
政
変
の
お
か
げ
で
参
事
槇
村
正
直
は
窮

地
を
脱
し
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
こ
そ
が
、
内
治
優
先
の
美
名
で
覆
わ
れ
た
「
明
治
六
年
政
変
」
の
実
態
で
あ
っ
た
（
116
）

。 六
八



名
の
法
を
め
ぐ
る
裁
判
権
対
立
と
参
座
に
よ
る
決
着
（
小
林
）

（
三
二
七
）

こ
う
し
て
明
治
六
年
一
〇
月
二
五
日
参
議
大
木
喬
任
が
司
法
卿
に
就
任
し
、
一
一
月
一
〇
日
河
野
敏
鎌
が
司
法
大
丞
兼
警
保
頭
に
就
任

し
た
（
こ
の
と
き
司
法
大
輔
は
空
席
で
、
そ
の
後
明
治
七
年
一
月
一
五
日
か
ら
七
月
五
日
ま
で
佐
々
木
高
行
が
、
七
月
五
日
よ
り
明
治
一
二
年
九
月
一
〇

日
ま
で
山
田
顕
義
が
就
任
す
る
）。
司
法
省
新
人
事
が
発
足
し
て
す
ぐ
、
明
治
六
年
一
一
月
二
〇
日
、
参
座
規
則
に
「
一　

参
座
中
議
論
一

定
シ
難
キ
ト
キ
ハ
多
ニ
従
テ
決
ス
ヘ
シ
議
論
相
半
ス
ル
ト
キ
ハ
座
長
ニ
取
ル
」（
前
掲
）
が
追
加
さ
れ
、
ま
た
一
一
月
二
四
日
に
は
、
権

大
検
事
岸
良
兼
養
、
明
法
助
鶴
田
皓
の
二
人
が
参
座
に
追
加
任
命
さ
れ
た
（
117
）

。
二
人
共
、
前
述
し
た
後
発
岩
倉
使
節
団
に
参
加
し
、
明
治
六

年
一
月
二
二
日
仏
国
パ
リ
の
高
等
法
院
で
陪
審
裁
判
を
参
観
し
た
と
私
見
し
て
い
る
人
物
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
状
況
で
、
議
論
は
益
々
沸
騰
し
た
。
明
治
六
年
一
二
月
一
〇
日
、
一
二
日
に
参
座
並
に
臨
時
裁
判
所
判
事
の
合
同
会
議
が

行
な
わ
れ
る
。
木
戸
孝
允
が
伊
藤
博
文
に
宛
て
た
一
二
月
一
一
日
書
面
に
次
の
記
述
が
あ
る
。「
昨
十
日
司
法
省
へ
参
坐
（
座
）
一
統
及

判
事
集
会
有
之
候
よ
し
に
御
座
候
処
、
議
論
沸
騰
、
然
る
処
兼
而
政
府
よ
り
参
座
へ
御
示
之
云
々
も
有
之
大
に
齟
齬
様
相
考
候
に
付
司
法

卿
へ
出
席
を
相
願
、
卿
よ
り
之
直
達
を
乞
ひ
候
処
、
直
達
上
に
お
ゐ
て
直
ち
に
松
本
判
事
卿
之
及
一
論
、
卿
も
終
に
曖
昧
糢
糊
半
途
に
而

相
散
し
不
都
合
千
万
に
有
之
候
よ
し
。
昨
日
之
行
が
ゝ
り
に
而
は
曾
而
江
藤
之
ど
さ
く
さ
い
た
し
候
も
同
様
之
有
様
に
付
、
竹
内
参
坐

（
座
）
は
此
後
之
目
的
政
府
に
お
ゐ
て
不
相
立
時
は
直
に
御
断
申
立
候
覚
悟
之
よ
し
。
他
之
参
坐
（
座
）
も
終
に
は
政
府
之
命
に
不
随
辞
去

候
様
相
成
可
申
候
。
然
る
に
判
事
ど
も
之
申
立
る
所
も
尤
至
極
と
被
考
候
処
も
有
之
、
最
前
特
命
云
々
と
申
事
有
之
候
に
付
而
は
不
条
理

に
判
事
を
押
し
込
候
と
申
訳
に
も
決
而
至
り
申
間
敷
（
118
）

」。
木
戸
の
私
信
で
は
あ
る
が
、
参
座
員
（
官
）
間
に
お
い
て
も
議
論
の
統
一
は
な

く
、
ま
た
臨
時
裁
判
所
判
事
達
と
の
対
立
が
激
し
か
っ
た
こ
と
が
記
述
さ
れ
て
い
る
。

議
論
が
紛
糾
す
る
中
で
、
明
治
六
年
一
二
月
二
八
日
司
法
卿
大
木
喬
任
は
、
太
政
大
臣
三
条
実
美
に
上
書
（
意
見
書
）
を
提
出
し
た
。

正
院
か
ら
司
法
卿
の
意
見
が
求
め
ら
れ
た
か
ら
で
あ
る
。「
…
参
座
被
設
御
規
則
中
罪
ノ
有
無
判
決
ハ
参
座
ニ
於
テ
決
ス
可
キ
筈
ニ
可
有

六
九



日
本
法
学　

第
八
十
巻
第
二
号
（
二
〇
一
四
年
十
月
）

（
三
二
八
）

之
候
得
共
…
右
参
座
ノ
見
込
裁
判
官
ヨ
リ
討
論
可
致
候
得
共
参
座
被
相
設
候
テ
ヨ
リ
既
ニ
数
十
日
ニ
亘
リ
裁
判
官
ト
日
日
論
弁
不
少
動
モ

ス
レ
ハ
互
ニ
意
見
申
張
リ
事
実
甚
タ
不
相
運
最
早
参
座
ヘ
討
論
仕
候
儀
実
ニ
以
テ
不
相
好
候
次
第
ニ
付
乍
恐
於
正
院
御
判
被
下
候
ハ
ヽ
無

此
上
最
モ
従
来
口
供
ノ
法
必
ス
其
人
恐
入
ヲ
以
テ
罪
ヲ
判
決
致
シ
候
処
右
ニ
テ
ハ
罪
人
ヲ
苦
メ
無
用
ノ
手
段
相
懸
リ
候
ニ
付
当
春
以
来
右

法
ヲ
改
メ
口
書
ノ
手
続
ヲ
以
判
決
致
シ
儀
ニ
候
ヘ
共
参
座
ニ
於
テ
右
辺
ヨ
リ
審
定
ニ
相
関
シ
候
次
第
ト
モ
ニ
テ
ハ
無
之
哉
ト
相
考
ヘ
候
得

ハ
今
又
糺
弾
ヲ
遂
ヶ
恐
入
ヲ
モ
差
出
サ
セ
候
様
可
仕
候
哉
此
中
如
何
取
計
可
然
哉
至
急
御
指
揮
相
成
度
此
段
相
伺
候
也
（
119
）

」。
つ
ま
り
参
座

規
則
上
、「
…
罪
ア
ル
ト
否
ト
ハ
参
座
ノ
権
ト
ス
」（
前
掲
）
で
あ
る
が
、
参
座
と
臨
時
裁
判
所
判
事
と
の
論
議
多
く
「
論
弁
不
少
」
で
纒

ま
ら
な
い
。
ま
た
司
法
省
と
し
て
は
、
改
定
律
例
第
三
一
八
条
に
よ
っ
て
、
参
事
槇
村
を
「
恐
入
」
ら
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
容
易

に
「
恐
入
」
り
そ
う
も
な
い
。
し
た
が
っ
て
拷
問
を
用
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
参
座
規
則
上
「
一
…
参
座
ノ
承
諾
ヲ
得
テ
然
ル
後
行

フ
事
ヲ
得
ル
」（
前
掲
）
で
あ
り
、
参
座
の
同
意
を
得
る
こ
と
は
難
し
い
と
し
て
、
正
院
の
判
断
を
求
め
て
上
書
を
提
出
し
た
の
で
あ
る
。

こ
の
上
書
に
対
し
、
太
政
大
臣
三
条
実
美
は
即
日
次
の
回
答
を
下
し
た
。「
書
面
伺
之
趣
ハ
更
ニ
糺
弾
ニ
不
及
口
供
ニ
ヨ
リ
於
其
省
適

律
取
調
可
伺
出
事
（
120
）

」。
つ
ま
り
参
事
槇
村
を
拷
問
を
も
っ
て
「
糺
弾
」
す
る
に
は
及
ば
な
い
。「
口
供
」
に
よ
っ
て
律
を
適
用
せ
よ
と
す
る

も
の
で
あ
っ
た
。

し
か
し
そ
の
翌
日
、
明
治
六
年
一
二
月
二
九
日
、
太
政
大
臣
三
条
実
美
は
、「
司
法
省
御
詮
議
之
次
第
有
之
参
座
被
解
候
條
此
旨
相
達

候
事
（
121
）

」
と
相
達
し
、
突
然
参
座
を
解
散
し
た
。
い
ま
だ
事
件
審
理
渦
中
の
こ
と
で
あ
っ
た
。

そ
こ
で
同
日
の
明
治
六
年
一
二
月
二
九
日
、
こ
の
達
を
受
け
て
、
司
法
卿
大
木
喬
任
は
太
政
大
臣
三
条
実
美
に
「
今
般
参
座
被
解
候
ニ

付
而
京
都
府
知
事
並
ニ
右
関
係
之
者
糺
問
一
件
ハ
今
後
当
省
従
前
ノ
振
合
ヲ
以
テ
取
扱
可
申
此
段
為
念
御
届
候
也
（
122
）

」
の
届
を
出
し
た
。
し

た
が
っ
て
こ
れ
よ
り
は
、
通
常
の
刑
事
裁
判
手
続
で
、
臨
時
裁
判
所
に
お
い
て
裁
判
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。

七
〇



名
の
法
を
め
ぐ
る
裁
判
権
対
立
と
参
座
に
よ
る
決
着
（
小
林
）

（
三
二
九
）

こ
の
結
果
、
臨
時
裁
判
所
は
、
知
事
長
谷
信
篤
、
参
事
槇
村
正
直
、
大
属
（
前
典
事
庶
務
課
長
）
関
屋
生
三
に
左
の
判
決
を
下
し
た
。

明
治
六
年
一
二
月
三
一
日
、
臨
時
裁
判
所
裁
判
長
大
判
事
佐
々
木
高
行
は
、
ま
ず
京
都
府
知
事
長
谷
信
篤
に
対
し
て
、「
申
渡　

京
都

府
知
事
長
谷
信
篤　

其
方
儀
京
都
府
下
上
京
第
二
十
八
区
上
妙
覚
寺
町
商
小
野
助
次
郎
外
二
人
転
籍
一
件
京
都
裁
判
所
ヘ
及
出
訴
ニ
付
裁

判
ノ
趣
意
難
致
了
解
趣
ヲ
以
テ
裁
判
請
書
不
差
出
科
ニ
依
リ
御
裁
可
ノ
処
刑
申
渡
ス
所
右
一
件
ニ
付
テ
ハ
兼
テ
太
政
官
ヘ
伺
中
ニ
有
之

処
刑
ヲ
不
受
処
追
テ　

御
朱
書
ヲ
以
御
下
附
相
成
ニ
付
不
得
止
納
金
可
致
旨
申
出
ル
ト
雖
モ
処
刑
申
渡
ス
以
来
時
日
及
遷
延
…
情
事
有
心

ニ
渉
ル
ヲ
以
テ
違
制
重
ニ
問
ヒ
懲
役
百
日
ノ
処
官
吏
贖
罪
例
ニ
依
リ
贖
罪
金
四
十
円
申
付
ル
（
123
）

」
と
判
決
し
た
。

ま
た
、
京
都
府
参
事
槇
村
正
直
に
対
し
て
は
、「
其
方
儀
…
（
前
記
同
文
）
…
懲
役
百
日
ノ
処
官
吏
贖
罪
例
ニ
依
リ
贖
罪
金
三
十
円
申
付

ル
（
124
）

」
と
判
決
し
た
。

臨
時
裁
判
所
は
、
知
事
長
谷
信
篤
、
参
事
槇
村
正
直
の
両
名
は
、「
違
令
條
例
（
改
定
律
例
）
第
二
八
七
條
凡
制
ニ
違
フ
者
（
125
）

ハ
懲
役
百
日

軽
キ
者
ハ
一
等
ヲ
減
ス
」
に
該
当
す
る
が
、「
官
吏
私
罪
贖
例
図
（
126
）（

改
定
律
例
）」
の
、「
凡
官
吏
私
罪
（
127
）

及
ヒ
有
心
故
造
ノ
罪
（
128
）

ヲ
犯
シ
罪
懲
役

百
日
以
下
ニ
該
ル
者
ハ
閏
刑
ニ
処
ス
ル
律
ヲ
改
メ
例
図
ニ
照
シ
テ
贖
フ
コ
ト
ヲ
聴
ス　

例　

懲
役
百
日　

勅
任
四
十
円　

奏
任
三
十
円　

判
任
二
十
円　

等
外
吏
十
五
円
」
を
適
用
し
、
勅
任
官
の
知
事
長
谷
信
篤
に
は
四
十
円
、
奏
任
官
の
参
事
槇
村
正
直
に
は
三
十
円
の
贖
罪

金
を
、
そ
れ
ぞ
れ
に
科
し
た
の
で
あ
る
。

さ
ら
に
京
都
府
大
属
（
前
典
事
庶
務
課
長
）
関
屋
生
三
に
対
し
て
は
、
明
治
七
年
二
月
一
九
日
、
裁
判
長
権
中
判
事
小
畑
美
稲
が
、「
其

方
儀
小
野
善
助
等
転
籍
之
儀
ニ
付
京
都
裁
判
所
ヘ
訴
訟
ニ
及
フ
処
其
前
同
人
共
ヨ
リ
府
庁
ヘ
差
出
願
書
失
念
致
ス
ヨ
リ
右
答
弁
書
ニ
事
実

相
違
ノ
儀
相
認
ル
科
職
制
律
中
府
県
ニ
申
ス
ル
文
書
ヲ
錯
誤
シ
テ
事
ニ
害
ア
ル
者
ニ
擬
シ
懲
役
二
十
日
公
事
失
錯
ヲ
以
テ
論
シ
贖
例
ニ
依

リ
贖
罪
金
二
円
申
付
候
事　

但
シ
転
籍
ノ
願
書
ヲ
遺
失
致
シ
候
ハ
罪
等
シ
ク
余
ハ
軽
ニ
付
論
セ
ス
候
事
（
129
）

」
と
判
決
し
た
。

七
一



日
本
法
学　

第
八
十
巻
第
二
号
（
二
〇
一
四
年
十
月
）

（
三
三
〇
）

こ
こ
に
大
属
関
屋
生
三
は
、「
違
令
條
例
（
改
定
律
例
）
第
二
八
八
條
凡
式
ニ
違
フ
者
ハ
懲
役
二
十
日
軽
キ
者
ハ
一
等
ヲ
減
ス
」
に
該
当

す
る
が
、「
官
吏
公
罪
贖
例
図
（
改
定
律
例
）」
の
、「
凡
官
吏
公
罪
（
130
）

及
ヒ
過
誤
失
錯
ノ
罪
（
131
）

ヲ
犯
シ
罪
懲
役
百
日
以
下
ニ
該
ル
者
ハ
閏
刑
ニ
処

ス
ル
律
ヲ
改
メ
例
図
ニ
照
シ
テ
贖
フ
コ
ト
ヲ
聴
ス
其
等
外
吏
ハ
平
民
贖
罪
例
ニ
依
ル　

例　

懲
役
二
十
日　

勅
任
四
円　

奏
任
三
円　

判

任
二
円
」
を
適
用
さ
せ
、
判
任
官
の
関
屋
に
二
円
の
贖
罪
金
を
科
し
た
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
小
野
組
転
籍
事
件
で
転
籍
を
拒
絶
し
た
、
当
事
者
三
名
に
、
臨
時
裁
判
所
か
ら
贖
罪
刑
の
有
罪
判
決
が
下
っ
た
の
で
あ
る
。

な
お
、
小
野
組
達
の
「
転
籍
」
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
明
治
六
年
一
一
月
一
六
日
臨
時
裁
判
所
に
お
い
て
、
当
然
許
可
す
べ
き
と
の
判

決
が
あ
り
、
同
日
こ
れ
を
受
け
て
、
京
都
裁
判
所
長
北
畠
治
房
よ
り
京
都
府
に
通
達
し
て
、
判
決
通
り
執
行
さ
れ
て
い
た
（
132
）

。

ま
た
槇
村
正
直
は
、
判
決
の
翌
日
明
治
七
年
一
月
一
日
参
議
木
戸
孝
允
を
訪
ね
相
談
の
う
え
、「
…
岩
倉
へ
御
相
談
之
よ
し
に
而
辞
表

出
し
候
而
も
可
然
と
の
御
内
意
に
付
（
133
）

」、
明
治
七
年
一
月
五
日
、
京
都
府
参
事
辞
任
の
辞
表
を
出
し
、
京
都
府
を
去
っ
た
。

以
上
、
揉
め
に
揉
め
た
小
野
組
転
籍
事
件
は
、
京
都
裁
判
所
で
の
行
政
裁
判
、
刑
事
裁
判
、
そ
し
て
本
稿
が
詳
述
し
た
臨
時
裁
判
所
に

お
け
る
参
座
裁
判
か
ら
、
臨
時
裁
判
所
判
決
に
至
り
終
決
し
た
の
で
あ
る
。

（
96
） 

『
木
戸
孝
允
日
記
』
前
掲
注（
5
）四
三
二
頁
。

（
97
） 

『
木
戸
孝
允
日
記
』
前
掲
注（
5
）二
二
三
│
二
二
四
頁
。

（
98
） 

『
木
戸
孝
允
日
記
』
前
掲
注（
5
）一
一
八
頁
。

（
99
） 

『
木
戸
孝
允
日
記
』
前
掲
注（
5
）四
一
一
、
四
一
四
、
四
一
六
頁
。

（
100
） 

『
木
戸
孝
允
日
記
』
前
掲
注（
5
）四
三
三
頁
。

（
101
） 

『
木
戸
孝
允
日
記
』
前
掲
注（
5
）四
三
三
頁
。

七
二



名
の
法
を
め
ぐ
る
裁
判
権
対
立
と
参
座
に
よ
る
決
着
（
小
林
）

（
三
三
一
）

（
102
） 

『
木
戸
孝
允
日
記
』
前
掲
注（
5
）四
三
四
頁
。

（
103
） 

同
趣
旨
を
述
べ
る
も
の
と
し
て
、
毛
利
・
前
掲
注（
78
）二
〇
八
頁
。

（
104
） 
的
野
・
前
掲
注（
1
）六
四
五
│
六
四
六
頁
。

（
105
） 
毛
利
・
前
掲
注（
78
）二
一
二
頁
。

（
106
） 

的
野
・
前
掲
注（
1
）九
八
頁
。
尾
佐
竹
・
前
掲
注（
1
）第
二
巻
八
〇
頁
。
第
四
巻
一
二
三
頁
。

（
107
） 

尾
佐
竹
・
前
掲
注（
1
）第
二
巻
八
二
│
八
五
頁
。
第
四
巻
一
二
五
│
一
二
七
頁
。

（
108
） 

的
野
・
前
掲
注（
1
）九
八
│
九
九
頁
。
尾
佐
竹
・
前
掲
注（
1
）八
〇
│
八
一
頁
。
第
四
巻
一
二
三
頁
。

（
109
） 

尾
佐
竹
・
前
掲
注（
1
）第
二
巻
八
一
頁
。
第
四
巻
一
二
三
│
一
二
四
頁
。

（
110
） 

的
野
・
前
掲
注（
1
）九
九
頁
。
尾
佐
竹
・
前
掲
注（
1
）八
二
頁
。
第
四
巻
一
二
四
頁
。

（
111
） 

島
本
昭
『
司
法
大
丞
・
島
本
仲
道
伝
』
ア
ピ
ア
ラ
ン
ス
工
房
平
成
一
九
年
二
〇
二
│
二
〇
三
頁
。

（
112
） 

『
木
戸
孝
允
関
係
文
書
』
前
掲
注（
83
）第
一
巻
二
五
〇
│
二
五
一
頁
。

（
113
） 

同
趣
旨
に
つ
い
て
、
毛
利
・
前
掲
注（
78
）二
一
〇
頁
。

（
114
） 

『
木
戸
孝
允
関
係
文
書
』
前
掲
注（
83
）第
一
巻
二
五
〇
頁
。

（
115
） 

毛
利
敏
彦
『
明
治
六
年
政
変
の
研
究
』
有
斐
閣
昭
和
五
三
年
二
〇
一
頁
。
毛
利
・
前
掲
注（
78
）二
一
〇
│
二
一
一
頁
。

（
116
） 

毛
利
・
前
掲
注（
78
）二
一
〇
│
二
一
一
頁
。

（
117
） 

尾
佐
竹
・
前
掲
注（
1
）第
二
巻
八
一
│
八
二
頁
。
第
四
巻
一
二
七
頁
。

（
118
） 

『
木
戸
孝
允
文
書
』・
前
掲
注（
75
）二
二
五
頁
。

（
119
） 

尾
佐
竹
・
前
掲
注（
1
）第
二
巻
八
八
│
八
九
頁
。
第
四
巻
一
二
九
│
一
三
〇
頁
。

（
120
） 

尾
佐
竹
・
前
掲
注（
1
）第
二
巻
九
〇
頁
。
第
四
巻
一
三
〇
頁
。

（
121
） 

尾
佐
竹
・
前
掲
注（
1
）第
二
巻
九
〇
頁
。
第
四
巻
一
三
一
頁
。

（
122
） 

尾
佐
竹
・
前
掲
注（
1
）第
二
巻
九
一
頁
。
第
四
巻
一
三
一
│
一
三
二
頁
。

七
三



日
本
法
学　

第
八
十
巻
第
二
号
（
二
〇
一
四
年
十
月
）

（
三
三
二
）

（
123
） 

的
野
・
前
掲
注（
1
）一
〇
一
頁
。
尾
佐
竹
・
前
掲
注（
1
）第
二
巻
九
一
│
九
二
頁
。
第
四
巻
一
三
二
│
一
三
三
頁
。

（
124
） 

的
野
・
前
掲
注（
1
）一
〇
一
頁
。
尾
佐
竹
・
前
掲
注（
1
）第
二
巻
九
二
│
九
三
頁
。
第
四
巻
一
三
三
頁
。

（
125
） 
こ
こ
に
「
凡
制
ニ
違
フ
者
」
と
は
、「
厳
禁
ノ
仰
セ
出
シ
ニ
、
違
フ
者
ノ
罪
ヲ
言
フ
」（
近
藤
・
前
掲
注（
67
）巻
六　

二
四
頁
）。

（
126
） 
判
決
文
で
は
「
官
吏
贖
罪
例
」
と
あ
る
が
、
改
定
律
例
に
は
、
官
吏
公
罪
贖
例
図
、
官
吏
公
罪
罰
俸
例
図
、
官
吏
私
罪
贖
例
図
の
三
例
図
が
規

定
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
内
、
知
事
長
谷
、
参
事
槇
村
に
は
「
官
吏
私
罪
贖
例
図
」
を
適
用
し
て
い
る
。
な
お
後
述
す
る
大
属
関
屋
に
は
「
官
吏
公
罪

贖
例
図
」
を
適
用
し
て
い
る
。

（
127
） 

こ
こ
に
「
凡
官
吏
私
罪
」
と
は
、「
公
罪
ニ
類
シ
タ
ル
事
ヲ
、
ワ
ザ
ト
為
シ
タ
ル
罪
ヲ
云
フ
」（
近
藤
・
前
掲
注（
67
）首
巻
二
一
頁
）。

（
128
） 

こ
こ
に
「
有
心
故
造
ノ
罪
」
と
は
、「
過
誤
失
錯
ニ
似
ヨ
リ
タ
ル
コ
ト
ヲ
、
心
イ
レ
ア
リ
テ
、
出
来
心
ニ
テ
ナ
ス
。
タ
ト
ヘ
バ
、
回
状
ヲ
触
レ

落
セ
バ
公
罪
ナ
レ
ド
モ
、
ワ
ザ
ト
触
レ
違
ヘ
タ
ル
ハ
私
罪
ナ
リ
、
印
ヲ
押
シ
ヲ
ト
セ
バ
過
誤
失
錯
ナ
レ
ド
モ
、
ワ
ザ
ト
押
シ
違
ユ
レ
バ
有
心
故
造
ナ

リ
」（
近
藤
・
前
掲
注（
67
）首
巻
二
一
頁
）。

（
129
） 

尾
佐
竹
・
前
掲
注（
1
）第
二
巻
九
三
頁
。
第
四
巻
一
三
三
頁
。

（
130
） 

こ
こ
に
「
公
罪
」
と
は
、「
公
辺
ノ
事
ノ
上
ニ
テ
、
帳
簿
ノ
付
落
シ
、
印
ノ
押
落
シ
、
回
状
ノ
触
ソ
コ
ナ
ヒ
ナ
ド
、
心
ツ
カ
ズ
油
断
シ
、
或
ハ

取
ハ
ヅ
シ
仕
ソ
コ
ナ
ヒ
、
間
違
ヒ
ノ
類
ヲ
云
フ
」（
近
藤
・
前
掲
注（
67
）首
巻
一
七
頁
）。

（
131
） 

こ
こ
に
「
過
誤
失
錯
ノ
罪
」
と
は
、「
心
得
違
ヒ
ノ
誤
チ
ト
、
手
ヲ
チ
ノ
錯
リ
ヲ
云
フ
」（
近
藤
・
前
掲
注（
67
）首
巻
一
七
頁
）。

（
132
） 

的
野
・
前
掲
注（
1
）一
〇
〇
頁
。

（
133
） 

『
木
戸
孝
允
文
書
』・
前
掲
注（
75
）二
二
八
頁
。

あ
と
が
き

本
稿
は
、
小
野
組
転
籍
事
件
の
混
乱
を
、
臨
時
裁
判
所
を
設
置
し
た
う
え
で
、
我
が
国
初
の
陪
審
で
あ
る
参
座
に
よ
っ
て
解
決
を
は
か

七
四



名
の
法
を
め
ぐ
る
裁
判
権
対
立
と
参
座
に
よ
る
決
着
（
小
林
）

（
三
三
三
）

ろ
う
と
す
る
論
議
と
経
緯
を
中
心
に
据
え
て
み
て
き
た
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
こ
の
時
期
、
明
治
六
年
政
変
が
起
る
の
だ
が
、
政
変
の

主
因
が
、
朝
鮮
問
題
論
議
（
通
説
）
ば
か
り
で
は
な
か
っ
た
こ
と
。
む
し
ろ
そ
れ
は
、
維
新
三
傑
の
一
人
で
あ
る
長
州
出
身
の
参
議
木
戸

孝
允
が
、
本
事
件
で
拘
留
さ
れ
た
同
じ
長
州
出
身
の
京
都
府
参
事
槇
村
正
直
を
（
本
稿
で
は
触
れ
な
か
っ
た
が
他
に
山
城
屋
和
助
事
件
で
の
山

県
有
朋
、
尾
去
沢
銅
山
事
件
で
の
井
上
馨
ら
を
）、
救
済
す
る
た
め
だ
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
つ
ま
り
司
法
省
と
裁
判
所
の
背
後
に
あ
っ
て
、

本
小
野
組
転
籍
事
件
に
深
く
関
与
し
正
院
で
指
揮
し
て
い
た
、
参
議
江
藤
新
平
を
特
に
追
い
落
し
て
排
除
し
、
不
祥
事
を
続
出
さ
せ
て
い

た
長
州
派
の
回
復
を
は
か
る
こ
と
こ
そ
に
誘
因
す
る
の
が
、
明
治
六
年
政
変
の
真
実
で
は
な
か
っ
た
か
を
、
混
乱
し
た
小
野
組
転
籍
事
件

の
裁
判
経
緯
を
通
し
て
み
た
も
の
で
あ
り
、
小
野
組
転
籍
事
件
は
結
果
と
し
て
、
政
局
に
左
右
さ
れ
た
事
件
で
も
あ
っ
た
こ
と
を
附
述
し

よ
う
と
し
た
も
の
で
あ
る
。

七
五





『
学
説
彙
纂
』
第
五
〇
巻
第
一
七
章
第
一
法
文
に
つ
い
て
（
吉
原
）

（
三
三
五
）

『
学
説
彙
纂
』
第
五
〇
巻
第
一
七
章
第
一
法
文
に
つ
い
て

│
ポ
テ
ィ
エ
『
新
編
ユ
ス
テ
ィ
ニ
ア
ヌ
ス
学
説
彙
纂
』
レ
グ
ラ
エ
論
序
章

│

吉　
　

原　
　

達　
　

也

は
じ
め
に

ポ
テ
ィ
エ

（
1
）

『
新
編
ユ
ス
テ
ィ
ニ
ア
ヌ
ス
学
説
彙
纂
』P

an
d

ectae Ju
stin

ian
eae in

 n
ovu

m
 ord

in
em

 d
igestae （

2
）

の
最
終
章
第
五
〇

巻
第
一
七
章
「
古
法
の
さ
ま
ざ
ま
な
レ
グ
ラ
エ
に
つ
い
て
」
の
う
ち
、
主
と
し
て
第
一
部　

法
の
一
般
的
レ
グ
ラ
エ
（P

rim
a P

ars de 

regulis juris genralibus, aut quae ad praevias quasdam
 legum

 notiones pertinent

）
に
つ
い
て
の
読
解
と
分
析
を
試
み
る
準
備
作
業
と

し
て
、
本
稿
で
は
、
ま
ず
、
同
章
の
う
ち
、
第
一
部
に
先
立
つ
序
項
の
内
容
に
つ
い
て
検
討
す
る
こ
と
か
ら
は
じ
め
た
い

（
3
）

。
そ
こ
に
は
、

レ
グ
ラ
と
は
何
か
、
ポ
テ
ィ
エ
が
こ
の
語
に
よ
っ
て
ど
の
よ
う
な
こ
と
を
理
解
し
よ
う
と
し
て
い
た
か
を
知
る
手
が
か
り
が
得
ら
れ
る
と

七
七



日
本
法
学　

第
八
十
巻
第
二
号
（
二
〇
一
四
年
十
月
）

（
三
三
六
）

考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

ポ
テ
ィ
エ
は
『
学
説
彙
纂
』
研
究
を
通
じ
て
フ
ラ
ン
ス
南
部
成
文
法
地
域
の
法
源
で
あ
る
ロ
ー
マ
法
の
体
系
性
と
技
術
性
を
吸
収
し
な

が
ら
、
そ
の
作
業
を
通
じ
て
獲
得
さ
れ
た
知
見
に
よ
り
、
北
部
に
お
け
る
慣
習
法
の
一
般
的
原
理
を
把
握
す
る
こ
と
に
よ
り
、
フ
ラ
ン
ス

全
土
に
共
通
す
る
両
法
源
の
総
合
を
試
み
た
と
さ
れ
る
。
ポ
テ
ィ
エ
『
新
編
ユ
ス
テ
ィ
ニ
ア
ヌ
ス
学
説
彙
纂
』
最
終
章
に
お
さ
め
た
問
題

の
レ
グ
ラ
エ
の
数
を
、
第
五
〇
巻
第
一
七
章
の
二
一
一
個
を
は
る
か
に
超
す
、
実
に
九
六
〇
個
に
ま
で
ふ
や
す
試
み
を
行
な
っ
た
と
い
わ

れ
る

（
4
）

。
も
と
よ
り
本
来
の
第
五
〇
巻
第
一
七
章
に
は
論
理
的
な
配
列
方
式
は
と
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
が
、
こ
れ
に
対
し
て
、
ポ
テ
ィ
エ

は
、
自
ら
が
案
出
し
た
膨
大
な
レ
グ
ラ
エ
を
、
一
般
、
人
、
物
、
訴
訟
、
公
法
と
い
う
五
部
制
の
分
類
の
も
と
に
ま
と
め
あ
げ
て
い
る
。

ポ
テ
ィ
エ
「
レ
グ
ラ
エ
論
」
の
も
つ
歴
史
的
な
位
相
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
に
は
さ
ま
ざ
ま
な
準
備
的
作
業
を
必
要
と
す
る
。
中
世

ロ
ー
マ
法
以
来
、
諸
種
の
レ
グ
ラ
エ
型
の
法
学
文
献
形
式
が
存
在
す
る
。
と
り
わ
け
人
文
主
義
法
学
の
も
と
で
の
レ
グ
ラ
エ
形
式
の
法
学

文
献
の
展
開
が
あ
り
、
同
様
に
、
ク
ッ
ク
に
代
表
さ
れ
る
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
に
お
け
る
リ
ー
ガ
ル
・
マ
キ
シ
ム
ズ
の
流
れ
が
あ
り
、
そ
の
一

方
で
、
こ
れ
に
対
す
る
ホ
ッ
ブ
ズ
ら
の
批
判
が
あ
る
。
人
文
主
義
法
学
以
来
の
シ
ヴ
ィ
ル
ロ
ー
法
学
に
お
け
る
レ
グ
ラ
エ
の
伝
統
と
、
こ

う
し
た
学
問
傾
向
へ
の
批
判
と
不
信
と
い
う
側
面
の
交
錯
も
ま
た
文
献
的
に
検
証
し
て
み
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
課
題
の
一
つ
の
で
あ
る

（
5
）

。

本
稿
は
、
ポ
テ
ィ
エ
に
種
々
の
作
品
に
も
大
き
な
影
響
を
与
え
て
い
る
キ
ュ
ジ
ャ
ス

（
6
）

の
注
釈
の
中
か
ら
当
該
箇
所
並
行
的
に
読
み
進
め
な

が
ら
、
両
者
の
関
係
の
一
端
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
に
留
ま
る
。

ユ
ス
テ
ィ
ニ
ア
ヌ
ス
は
『
学
説
彙
纂
』
を
第
五
〇
巻
第
一
六
章
「
語
の
意
味
に
つ
い
てD

e verborum
 signifi catione （

7
）

」
及
び
第

一
七
章
「
古
法
の
さ
ま
ざ
ま
な
レ
グ
ラ
エ
に
つ
い
て
」
と
い
う
二
章
を
も
っ
て
閉
じ
て
い
る
。
前
者
は
、
個
別
の
語
句
及
び
節
の
意
味
に

関
す
る
法
学
者
の
見
解
に
つ
い
て
二
四
六
法
文
を
収
録
す
る
。
後
者
は
、
先
に
挙
げ
た
よ
う
に
二
一
一
の
法
文
か
ら
な
り
、
三
語
か
ら
な

七
八



『
学
説
彙
纂
』
第
五
〇
巻
第
一
七
章
第
一
法
文
に
つ
い
て
（
吉
原
）

（
三
三
七
）

る
法
文
か
ら
数
節
に
渡
る
法
文
ま
で
長
短
さ
ま
ざ
ま
で
、
そ
れ
ぞ
れ
が
一
な
い
し
複
数
の
レ
グ
ラ
エ
を
提
示
す
る
か
た
ち
に
な
っ
て
い
る
。

と
り
わ
け
、
第
一
七
章
は
そ
の
包
括
的
な
内
容
と
『
学
説
彙
纂
』
の
掉
尾
を
飾
る
と
い
う
そ
の
位
置
に
よ
っ
て
、
中
世
に
お
け
る
ロ
ー
マ

法
学
の
復
興
以
来
長
く
法
学
者
た
ち
の
注
目
を
集
め
て
き
た

（
8
）

。

ス
タ
イ
ン
は
、
同
章
の
影
響
に
つ
い
て
二
点
の
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。
第
一
に
レ
グ
ラ
エ
を
最
後
に
一
章
に
ま
と
め
ら
れ
て
い
る
こ

と
は
、
ユ
ス
テ
ィ
ニ
ア
ヌ
ス
が
レ
グ
ラ
エ
を
と
く
に
重
視
し
た
こ
と
、
他
の
さ
ま
ざ
ま
な
規
則
類
に
対
し
て
レ
グ
ラ
エ
に
優
位
を
与
え
た

と
い
う
こ
と
を
示
唆
す
る
。
第
二
に
「
一
般
原
則general principles

」
と
い
う
概
念
及
び
か
か
る
原
則
と
他
の
法
体
系
と
の
関
係
を

論
じ
る
機
会
を
与
え
た
。「
一
般
原
則
」
の
形
成
と
い
う
点
で
、
ポ
テ
ィ
エ
『
新
編
ユ
ス
テ
ィ
ニ
ア
ヌ
ス
学
説
彙
纂
』
最
終
章
の
も
つ
意

味
は
大
き
い
。
さ
き
に
挙
げ
た
よ
う
な
全
体
が
五
部
か
ら
構
成
さ
れ
、
そ
の
最
初
に
一
連
の
「
法
の
一
般
的
な
レ
グ
ラ
エ
」
の
部
が
置
か

れ
て
い
る
。
以
下
で
は
、
ポ
テ
ィ
エ
が
レ
グ
ラ
に
よ
っ
て
何
を
理
解
し
よ
う
と
し
た
か
確
認
の
た
め
に
、「
レ
グ
ラ
第
一
、
あ
る
い
は
、

レ
グ
ラ
の
定
義
」
の
箇
所
を
示
し
、
次
に
、
キ
ュ
ジ
ャ
ス
の
注
釈
を
手
が
か
り
に
、
第
一
法
文
の
解
釈
を
め
ぐ
る
種
々
の
問
題
点
に
つ
い

て
検
討
す
る
こ
と
に
し
た
い
。

一　

ポ
テ
ィ
エ
『
新
編
ユ
帝
学
説
彙
纂
』
第
五
〇
巻
第
一
七
章
序
項

ま
ず
、
ポ
テ
ィ
エ
『
新
編
ユ
ス
テ
ィ
ニ
ア
ヌ
ス
帝
学
説
彙
纂
』
第
五
〇
巻
最
終
章
た
る
第
一
七
章
「
さ
ま
ざ
ま
な
古
法
の
レ
グ
ラ
エ
に

つ
い
て
」
の
本
論
に
先
立
っ
て
、
冒
頭
に
序
項
を
置
い
て
い
る
。
そ
こ
に
は
以
下
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る

（
9
）

。

本
章
の
標
題
に
つ
い
て
、
ま
ず
検
討
さ
れ
る
べ
き
こ
と
は
、
ト
リ
ボ
ニ
ア
ヌ
ス
が
「
レ
グ
ラregula

」
と
い
う
名
辞
並
び
に
「
古
法

七
九



日
本
法
学　

第
八
十
巻
第
二
号
（
二
〇
一
四
年
十
月
）

（
三
三
八
）

ius antiquum

」
と
い
う
呼
称
で
何
を
理
解
し
た
か
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

一
．
レ
グ
ラ
第
一
、
あ
る
い
は
、
レ
グ
ラ
の
定
義

プ
ラ
ウ
テ
ィ
ウ
ス
の
定
義
に
よ
る
と
、「
レ
グ
ラ
と
い
う
の
は
、﹇
現
に
﹈
存
在
す
る
事
柄
を
簡
潔
に
述
べ
る
﹇
も
の
﹈
で
あ
る
。
レ
グ

ラ
か
ら
法
が
と
り
だ
さ
れ
る
べ
き
で
は
な
く
て
、﹇
現
に
﹈
存
在
す
る
法
か
ら
法
範
が
生
ま
れ
る
べ
き
な
の
で
あ
る
。R

egula est, quae 

rem
 quae est breviter enarrat. N

on ex regula ius sum
atur, sed ex iure quod est regula fi at.

」
本
章
第
一
法
文
、
パ
ウ
ル
ス

『
プ
ラ
ウ
テ
ィ
ウ
ス
註
解
』
第
一
六
巻

i　

い
か
な
る
学
科disciplina
に
お
い
て
で
あ
れ
、
レ
グ
ラ
と
は
、「
存
在
す
る
事
柄res quae est

」（
も
し
く
は
ゴ
ト
フ
レ
ド
ゥ
ス
の
読
み
で
は

「
何
で
あ
れ
存
在
す
る
事
柄res quaeque est

」）
を
、
つ
ま
り
、
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
れ
、「
前
も
っ
て
置
か
れ
た
材
料proposita m

ateria

」
を
、

簡
潔
に
述
べ
る
と
こ
ろ
の
も
の
の
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
法
の
レ
グ
ラ
と
は
、
事
柄
と
、
所
与
の
事
柄
か
ら
認
め
ら
れ
る
法ius

を
短
い
言
葉
か

ら
な
る
要
約com

pendium

に
よ
っ
て
説
明
す
る
と
こ
ろ
の
も
の
で
あ
る
。

ii　

レ
グ
ラ
を
定
義
し
た
あ
と
で
、
プ
ラ
ウ
テ
ィ
ウ
ス
は
、
こ
の
よ
う
な
法
の
レ
グ
ラ
の
用
い
方
に
つ
い
て
賢
明
に
も
次
の
よ
う
に
注
意
を
う
な
が
し

て
い
る
、
す
な
わ
ち
、
レ
グ
ラ
か
ら
法
が
生
ま
れ
る
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
所
与
の
事
柄
を
め
ぐ
っ
て
認
め
ら
れ
る
法
か
ら
、
い
わ
ば
「
先
在
す
る
材

料m
ateria praeexistente

」
か
ら
、
レ
グ
ラ
が
作
ら
れ
る
の
で
あ
る
、
と
。
そ
こ
か
ら
導
か
れ
る
こ
と
は
、
む
や
み
に
ど
ん
な
案
件
に
も
レ
グ
ラ
を

適
用
し
て
よ
い
と
い
う
の
で
は
な
く
、
レ
グ
ラ
が
作
ら
れ
た
当
の
法
に
注
意
が
向
け
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

こ
の
定
義
を
受
け
て
、
パ
ウ
ル
ス
は
た
だ
ち
に
次
の
よ
う
に
説
明
す
る
、「
し
た
が
っ
て
、
レ
グ
ラ
に
よ
っ
て
事
柄
の
簡
潔
な
叙
述
が

伝
え
ら
れ
、
そ
し
て
、
そ
の
叙
述
は
、
サ
ビ
ヌ
ス
の
言
っ
て
い
る
よ
う
に
、
あ
た
か
も
事
項
の
﹇
法
的
﹈
略
述
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
が
、

i

ii

i

ii

八
〇



『
学
説
彙
纂
』
第
五
〇
巻
第
一
七
章
第
一
法
文
に
つ
い
て
（
吉
原
）

（
三
三
九
）

こ
の
略
述
は
、
そ
れ
が
な
に
か
あ
る
﹇
こ
と
﹈
に
お
い
て
欠
陥
の
あ
る
も
の
と
な
っ
て
し
ま
う
の
と
同
時
に
、
そ
れ
自
体
の
力
を
失
な
う

の
で
あ
る
。P

er regulam
 igitur brevis rerum

 narratio traditur, et, ut ait S
abinus, quasi causae coniectio est, quae 

sim
ul cum

 in aliquo vitiata est, perdit offi  cium
 suum

.

」、
と
。

i　

つ
ま
り
、
ど
の
よ
う
な
個
別
的
事
柄
で
あ
れ
、
そ
れ
か
ら
認
め
ら
れ
る
法
の
簡
潔
な
説
明
で
あ
る
。

ii　

弁
論
家
の
間
で
、「
事
項
の
略
述causae conjectio

」
と
は
、
事
案
の
簡
潔
な
筋
書
き
の
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
に
よ
っ
て
、
弁
論
家
は
、
事
案
の

全
般
に
つ
い
て
、
詳
細
に
論
じ
る
前
に
、
簡
潔
な
言
葉
か
ら
な
る
要
約
を
審
判
人
に
提
示
し
た
の
で
あ
る
。
同
様
に
、
法
の
レ
グ
ラ
は
、
当
該
の
事
柄

に
つ
い
て
、
法
を
、
簡
潔
な
あ
ら
ま
し
に
よ
っ
て
、
要
約
し
て
提
示
す
る
も
の
で
あ
る
。

iii　

レ
グ
ラ
が
「
欠
陥
あ
りvitiari
」
と
い
わ
れ
る
の
は
、
誤
っ
た
適
用
が
な
さ
れ
る
と
き
、
つ
ま
り
、
何
ら
か
の
事
情
に
よ
り
、
そ
の
た
め
に
レ
グ

ラ
が
作
ら
れ
た
当
の
事
案
と
は
異
な
っ
た
事
案
に
適
用
さ
れ
る
と
き
で
あ
る
。

iv　

つ
ま
り
、
そ
の
力vis

と
権
威auctoritas
を
失
う
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。（
レ
グ
ラ
は
、
少
し
で
も
何
ら
か
の
事
柄
に
誤
っ
て
適
用
さ
れ
る
た

だ
け
で
も
、
そ
の
無
効
と
な
り
、
何
ご
と
も
決
定
し
な
い
。）

二
．
レ
グ
ラ
は
容
易
に
欠
陥
あ
る
も
の
と
さ
れ
る
の
で
、「
法
学
識
の
権
威
の
も
と
に
し
ば
し
ば
誤
り
に
陥
っ
て
し
ま
う
。」

D
.45,1,91,3

（
パ
ウ
ル
ス
『
プ
ラ
ウ
テ
ィ
ウ
ス
注
解
』
か
ら
の
抜
粋
）

そ
れ
ゆ
え
、「
市
民
法
に
お
け
る
す
べ
て
の
定
義
は
危
険
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
そ
れ
が
覆
え
さ
れ
る
の
が
不
可
能
で
あ
る
、
と
い
っ

た
こ
と
が
﹇
あ
ま
り
に
も
﹈
少
な
い
か
ら
で
あ
る
。O

m
nis defi nitio in iure civili periculosa est: parum

 est enim
, ut non 

subverti possit.｣

本
章
第
二
〇
二
法
文
、
ヤ
ウ
ォ
レ
ヌ
ス
『
書
簡
録
』
第
二
巻
﹇
マ
マ
、
正
し
く
は
第
一
一
巻
﹈。

iii

iv

i

ii

iii

八
一



日
本
法
学　

第
八
十
巻
第
二
号
（
二
〇
一
四
年
十
月
）

（
三
四
〇
）

す
な
わ
ち
、
あ
る
事
柄
に
つ
い
て
定
立
さ
れ
た
法
が
、
外
観
上
類
似
し
て
い
る
が
、
何
ら
か
の
状
況
に
よ
っ
て
ま
っ
た
く
異
な
る
事
柄

に
適
用
さ
れ
る
の
は
、
誤
っ
た
適
用
で
あ
る
。

i　

こ
こ
で
は
法
学
者
の
も
と
で
し
ば
し
ば
そ
う
で
あ
る
よ
う
に
、
定
義defi nitio

が
レ
グ
ラ
と
し
て
理
解
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
例
え
ば
、

パ
ピ
ニ
ア
ヌ
ス
『
定
義
集
』
は
レ
グ
ラ
に
関
す
る
著
作
と
さ
れ
る
如
し
。

ii　
「
危
険
で
あ
る
」
と
は
、
レ
グ
ラ
の
定
立
の
み
な
ら
ず
そ
の
適
用
に
お
い
て
も
の
こ
と
で
あ
る
。
と
い
う
の
は
、
あ
ら
ゆ
る
事
案
に
も
個
別
の
事

案
に
も
適
用
で
き
る
よ
う
正
確
に
レ
グ
ラ
を
定
立
す
る
こ
と
は
き
わ
め
て
困
難
な
こ
と
で
あ
り
、
ま
た
、
し
ば
し
ば
不
可
能
な
こ
と
だ
か
ら
で
あ
る
。

さ
ら
に
は
、
そ
の
よ
う
な
レ
グ
ラ
の
定
立
は
そ
も
そ
も
偽
り
で
あ
り
、
一
見
適
用
可
能
に
み
え
る
レ
グ
ラ
で
あ
っ
て
も
、
少
し
で
も
当
の
レ
グ
ラ
と
は

異
な
っ
た
事
案
に
適
用
さ
れ
る
な
ら
、
そ
の
よ
う
な
適
用
は
誤
り
で
あ
る
。

iii　

あ
る
法
学
者
た
ち
は
、「
少
な
いparum

 est

」
と
は
、
レ
グ
ラ
が
何
ら
の
例
外
も
出
さ
な
い
よ
う
な
こ
と
が
、「
ま
れ
で
あ
るrarum

 est

」
と

解
釈
す
る
。

ま
た
別
の
学
者
た
ち
は
、「
少
な
いparum

 est
」
と
は
、
レ
グ
ラ
の
定
立
や
そ
の
適
用
に
当
た
っ
て
、
そ
れ
に
よ
り
レ
グ
ラ
が
覆
さ
れ
う
る
当
の
原

因
が
考
慮
さ
れ
な
い
こ
と
は
「
無
意
味
も
同
然
で
あ
るnihil tam

 m
odicum

 est

」
と
解
釈
す
る
。

三
．
こ
こ
で
、「
古
法
」
と
い
う
語
に
よ
っ
て
理
解
す
べ
き
は
、
一
二
表
法
で
も
そ
の
後
に
廃
止
さ
れ
た
法
で
も
な
く
、
ロ
ー
マ
国
民

が
長
く
用
い
て
き
た
古
の
解
釈
者
た
ち
の
法
賢
慮
、
そ
し
て
、
そ
の
文
献
に
よ
っ
て
『
学
説
彙
纂
』
が
編
纂
さ
れ
た
と
こ
ろ
の
当
の
法
学

者
た
ち
の
広
く
受
け
入
れ
ら
れ
て
き
た
調
和
あ
る
定
義
類
で
あ
る
。
か
か
る
法
が
、「
古
の
」
と
呼
ば
れ
る
所
以
は
、
コ
ン
ス
タ
ン
テ
ィ

ヌ
ス
帝
か
ら
ユ
ス
テ
ィ
ニ
ア
ヌ
ス
帝
自
身
に
至
る
ま
で
の
よ
り
新
し
い
皇
帝
た
ち
に
よ
っ
て
さ
ま
ざ
ま
な
新
し
い
論
題
に
つ
い
て
制
定
さ

れ
た
法
以
前
の
も
の
だ
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
、
ト
リ
ボ
ニ
ア
ヌ
ス
を
し
て
も
、
本
章
に
古
法
の
レ
グ
ラ
す
べ
て
を
採
録
し
た
と
い
う
こ

八
二



『
学
説
彙
纂
』
第
五
〇
巻
第
一
七
章
第
一
法
文
に
つ
い
て
（
吉
原
）

（
三
四
一
）

と
は
お
よ
そ
あ
り
え
な
い
こ
と
で
あ
る
！
そ
れ
ど
こ
ろ
か
、
そ
の
よ
う
な
こ
と
は
彼
の
目
的
で
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
彼
は
、
た
ん
に

少
な
か
ら
ざ
る
さ
ま
ざ
ま
な
レ
グ
ラ
エ
を
、
法
に
関
心
を
も
つ
者
た
ち
の
嗜
好
に
そ
う
よ
う
に
並
べ
た
だ
け
な
の
で
あ
る
。

吾
等
は
、
ま
っ
た
く
別
の
配
列
と
編
成
を
も
っ
て
、
は
る
か
に
多
く
の
も
の
を
集
め
た
。
吾
等
は
前
章
の
冒
頭
で
誓
い
を
立
て
た
約
束

を
同
章
の
考
察
に
当
た
っ
て
果
た
す
よ
う
努
め
た
が
、
本
章
に
お
い
て
も
そ
の
約
束
の
履
行
を
果
た
し
た
い
と
思
う
。
そ
れ
ゆ
え
、
法
の

レ
グ
ラ
を
説
明
す
る
に
あ
た
り
、
吾
等
は
、
古
法
学
者
の
見
解
を
含
む
レ
グ
ラ
だ
け
で
な
く
、
ト
リ
ボ
ニ
ア
ヌ
ス
自
身
に
よ
っ
て
付
さ
れ

た
表
題
に
従
っ
て
、
ク
ヤ
キ
ウ
ス
が
正
し
く
も
本
章
に
属
す
る
と
認
め
て
い
る
レ
グ
ラ
に
も
言
及
す
る
こ
と
に
し
た
い
。
吾
等
は
、『
学

説
彙
纂
』
各
章
で
あ
れ
、
皇
帝
勅
法
で
あ
れ
、
そ
の
他
の
法
源
で
あ
れ
、
あ
り
と
あ
ら
ゆ
る
と
こ
ろ
か
ら
、
ユ
ス
テ
ィ
ニ
ア
ヌ
ス
『
学
説

彙
纂
』
の
法
全
体
の
い
わ
ば
索
引
と
な
る
べ
き
簡
潔
な
章
句
を
抜
粋
し
た
。

吾
等
は
一
般
的
指
針
を
も
と
に
、
法
全
体
に
わ
た
っ
て
個
々
の
題
材
を
渉
猟
し
、
そ
し
て
法
の
研
究
に
勤
し
む
人
々
が
容
易
に
記
憶
し

て
い
た
だ
け
る
よ
う
、
そ
れ
ら
を
一
定
数
の
簡
潔
な
章
句
に
ま
と
め
た
。

本
書
の
構
成

本
書
は
五
部
か
ら
な
る
。

第
一
部
に
お
て
い
は
、
自
然
法
で
あ
れ
、
市
民
法
で
あ
れ
、
法
の
一
般
的
な
レ
グ
ラ
が
ま
ず
提
示
さ
れ
る
。
と
い
う
の
は
、
こ
れ
ら
は
、

特
定
の
個
々
の
問
題
と
は
関
係
が
な
い
と
言
わ
れ
う
る
か
ら
で
あ
り
、
さ
ら
に
は
法
の
概
念
及
び
そ
の
解
釈
に
先
立
つ
も
の
だ
か
ら
で
あ
る
。

第
二
部　

人
に
つ
い
て

第
三
部　

物
に
つ
い
て

八
三



日
本
法
学　

第
八
十
巻
第
二
号
（
二
〇
一
四
年
十
月
）

（
三
四
二
）

第
四
部　

訴
権
も
し
く
は
司
法
、
私
法
制
度
に
つ
い
て

つ
ま
り
、
こ
の
三
者
が
一
般
的
な
私
法
の
主
題
で
あ
る
。「
吾
等
が
用
い
る
法
は
す
べ
て
、
人
に
関
わ
る
か
、
物
に
関
わ
る
か
、
訴
権

に
関
わ
る
か
だ
か
ら
で
あ
る
。」
ユ
ス
テ
ィ
ニ
ア
ヌ
ス
『
法
学
提
要
』
一
・
二
・
一
二
。

第
五
部
に
お
い
て
は
、
吾
等
は
公
法
を
論
ず
る
で
あ
ろ
う
。

二　
『
学
説
彙
纂
』
第
五
〇
巻
第
一
七
章
の
概
略

第
五
〇
巻
第
一
七
章
に
採
録
さ
れ
る
法
文
は
、
前
一
世
紀
初
頭
か
ら
四
世
紀
に
ま
で
に
広
が
る
。
最
も
古
い
も
の
は
、
古
法
学
者

veteres

を
代
表
す
る
ク
ィ
ン
ト
ゥ
ス
・
ム
キ
ウ
ス
・
ス
ウ
カ
エ
ウ
ォ
ラQ

uintus M
ucius S

caevola （
10
）

の
著
作
『
定
義
論
単
巻
書
』
か
ら

の
比
較
的
長
い
法
文
で
あ
る
。
ち
な
み
に
こ
の
書
名
が
重
要
な
意
味
を
も
つ
の
は
、
レ
グ
ラ
エ
の
ギ
リ
シ
ア
語
同
義
語
で
あ
る
点
で
あ
る

（
11
）

。

最
終
の
法
学
者
は
四
世
紀
の
ヘ
ル
モ
ゲ
ニ
ア
ヌ
ス
『
抜
粋
法
論
』
に
由
来
す
る

（
12
）

。
第
一
七
章
の
レ
グ
ラ
エ
は
大
部
分
が
古
典
期
に
属
す
る

が
、
第
一
七
章
か
ら
想
定
さ
れ
る
よ
う
な
広
範
な
適
用
が
な
さ
れ
て
い
た
わ
け
で
は
な
く
、
む
し
ろ
一
般
化
へ
の
傾
向
に
対
し
て
は
消
極

的
だ
っ
た
。
パ
ウ
ル
ス
の
第
一
法
文
は
、
た
し
か
に
一
連
の
決
定
の
効
果
に
つ
い
て
簡
潔
に
述
べ
て
い
る
が
、
そ
れ
が
規
範
的
効
力
を
も

つ
と
い
う
意
図
は
必
ず
し
も
な
い
と
い
わ
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
に
対
し
て
、
プ
リ
ン
グ
ス
ハ
イ
ム

（
13
）

は
、
か
つ
て
古
典
期
以
後
の
時

代
の
ビ
ザ
ン
ツ
法
学
者
の
レ
グ
ラ
エ
へ
の
愛
好
を
指
摘
し
て
い
る
。
最
終
章
が
一
般
原
則
か
ら
な
る
と
い
う
考
え
方
が
編
纂
作
業
の
元
来

の
プ
ラ
ン
で
あ
り
、
編
纂
者
は
一
般
原
則
と
な
り
う
る
よ
う
な
言
明
を
原
典
の
中
か
ら
採
録
す
る
よ
う
指
示
さ
れ
て
い
た
が
、
現
実
は
そ

の
よ
う
な
こ
と
は
実
現
す
べ
く
も
な
っ
た
。

第
一
七
章
所
収
の
レ
グ
ラ
エ
の
中
に
は
、
他
の
章
の
本
来
の
文
脈
の
中
に
現
れ
る
い
わ
ゆ
る
反
復
法
文leges gem

inatae

が
三
一
例

八
四



『
学
説
彙
纂
』
第
五
〇
巻
第
一
七
章
第
一
法
文
に
つ
い
て
（
吉
原
）

（
三
四
三
）

あ
る
こ
と
が
知
ら
れ
て
い
る

（
14
）

。
孤
立
し
た
も
の
で
あ
っ
て
も
、
出
典
表
示
な
ど
を
手
掛
か
り
に
元
の
文
脈
が
明
ら
か
に
な
る
こ
と
も
あ
る

（
第
二
〇
七
法
文
とD

.1,5,25

）。
ま
た
、「
誰
も
自
身
の
家
か
ら
つ
れ
だ
さ
れ
る
べ
き
で
は
な
い
。N

em
o de dom

o sua extrahi debet.｣

（
第
一
〇
三
法
文
、P

aul.1 ad ed.

）
の
よ
う
に
、
法
廷
召
喚
（D

.2,4,21

）
と
の
関
連
性
が
わ
か
ら
な
い
と
そ
れ
自
体
を
適
用
す
る
こ
と
が
で

き
な
い
事
例
も
あ
る
。
第
五
六
法
文
も
一
読
し
た
だ
け
で
は
誰
に
対
す
る
い
っ
そ
う
寛
大
な
取
り
扱
い
が
優
先
さ
れ
る
の
か
、
遺
贈
と
の

関
連
を
を
離
れ
て
は
理
解
で
き
な
い
事
例
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
第
一
七
章
に
採
録
さ
れ
た
と
し
て
も
、
必
ず
し
も
す
べ
て
の
レ
グ
ラ
エ

が
同
じ
よ
う
な
明
確
で
一
義
的
な
性
格
を
も
つ
も
の
で
な
い
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。

第
一
七
章
の
あ
る
箇
所
で
示
さ
れ
た
レ
グ
ラ
で
、
別
の
箇
所
で
表
現
は
違
う
が
実
際
に
は
同
じ
よ
う
な
考
え
方
が
示
さ
れ
る
こ
と
が
あ

る
。
例
え
ば
第
五
六
法
文
と
第
一
九
二
法
文
一
節
は
こ
の
よ
う
な
関
係
に
あ
る
レ
グ
ラ
同
士
の
例
と
し
て
知
ら
れ
る
。

G
aius 3 de legat. ad ed. urb., D

.50,17,56: S
em

per in dubiis benigniora praeferenda sunt.

「
疑
問
の
あ
る
﹇
こ
と
﹈
に

お
い
て
は
、
つ
ね
に
、
い
っ
そ
う
寛
大
な
﹇
取
扱
い
﹈
の
方
が
優
先
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。｣

M
arcellus 29 dig., D

.50.17.192,1: In re dubia benigniorem
 interpretationem

 sequi non m
inus iustius est quam

 

tutius.

「
疑
問
の
あ
る
事
柄
に
お
い
て
、
い
っ
そ
う
寛
大
な
解
釈
に
し
た
が
う
こ
と
は
、
い
っ
そ
う
安
全
で
あ
る
の
と
同
じ
よ
う
に
、

い
っ
そ
う
公
正
で
あ
る
。｣

こ
う
し
た
二
重
性
と
構
成
上
の
不
整
合
は
、『
学
説
彙
纂
』
の
具
体
的
な
編
纂
過
程
を
明
ら
か
に
す
る
手
掛
か
り
と
も
な
る
。
ユ
ス

テ
ィ
ニ
ア
ヌ
ス
の
法
典
編
纂
人
た
ち
は
、
古
典
法
学
文
献
の
「
群M

asse

」
に
応
じ
て
三
つ
の
委
員
会
に
割
り
当
て
ら
れ
、
そ
れ
ぞ
れ
が

八
五



日
本
法
学　

第
八
十
巻
第
二
号
（
二
〇
一
四
年
十
月
）

（
三
四
四
）

独
立
し
て
最
終
章
に
採
録
す
べ
き
一
般
的
原
則
を
選
ん
だ
結
果
、
そ
れ
ら
を
統
合
す
る
に
あ
た
っ
て
調
整
さ
れ
な
か
っ
た
こ
と
を
示
す
と

い
う
の
で
あ
る
。
第
一
七
章
の
特
殊
な
文
献
配
列
か
ら
ブ
ル
ー
メ
に
よ
っ
て
明
ら
か
に
さ
れ
た
「
群
」
仮
説
は
法
典
編
纂
過
程
を
説
明
す

る
有
力
な
仮
説
と
し
て
支
持
さ
れ
続
け
て
い
る

（
15
）

。
こ
の
よ
う
に
第
一
七
章
は
、
ユ
ス
テ
ィ
ニ
ア
ヌ
ス
に
よ
る
『
学
説
彙
纂
』
編
纂
の
痕
跡

を
残
し
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
ポ
テ
ィ
エ
が
先
に
記
し
た
よ
う
に
、「
ト
リ
ボ
ニ
ア
ヌ
ス
を
し
て
も
、
本
章
に
古
法
の
レ
グ
ラ
す
べ
て
を

採
録
し
た
と
い
う
こ
と
は
お
よ
そ
あ
り
え
な
い
こ
と
で
あ
る
！
そ
れ
ど
こ
ろ
か
、
そ
の
よ
う
な
こ
と
は
彼
の
目
的
で
は
な
か
っ
た
の
で
あ

る
。
彼
は
、
た
ん
に
少
な
か
ら
ざ
る
さ
ま
ざ
ま
な
レ
グ
ラ
エ
を
、
法
に
関
心
を
も
つ
者
た
ち
の
嗜
好
に
そ
う
よ
う
に
並
べ
た
だ
け
な
の
で

あ
る
。」
と
い
う
言
葉
が
そ
の
事
態
を
物
語
っ
て
い
る
。
ポ
テ
ィ
エ
は
ま
さ
に
、「
ま
っ
た
く
別
の
配
列
と
編
成
を
も
っ
て
、
は
る
か
に
多

く
の
も
の
を
集
め
た
」。

三　

第
五
〇
巻
第
一
七
章
第
一
法
文
の
検
討

一
．
レ
グ
ラ
の
定
義

ポ
テ
ィ
エ
は
、
レ
グ
ラ
と
は
何
か
を
論
じ
る
に
あ
た
り
、
パ
ウ
ル
ス
『
プ
ラ
ウ
テ
ィ
ウ
ス
註
解
』
第
一
六
巻
か
ら
の
抜
粋
か
ら
な
る
第

一
法
文
を
分
析
的
に
論
じ
て
い
る
。

第
一
法
文
は
、
出
典
表
示
に
よ
れ
ば
、
パ
ウ
ル
ス
『
プ
ラ
ウ
テ
ィ
ウ
ス
註
解
』
第
一
六
巻
か
ら
の
抜
粋
と
さ
れ
る
。
プ
ラ
ウ
テ
ィ
ウ
ス

は
、
一
世
紀
頃
の
法
学
者
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
が
、
ネ
ラ
テ
ィ
ウ
ス
、
ポ
ン
ポ
ニ
ウ
ス
、
ヤ
ウ
ォ
レ
ヌ
ス
、
パ
ウ
ル
ス
ら
の
後
代

の
註
解
書
に
よ
っ
て
そ
の
名
前
を
知
ら
れ
る
に
と
ど
ま
る
。
パ
ウ
ル
ス
の
『
プ
ラ
ウ
テ
ィ
ウ
ス
註
解
』
は
一
八
巻
以
上
あ
っ
た
と
考
え
ら

れ
て
お
り
、
こ
う
し
た
浩
瀚
な
註
解
書
が
書
か
れ
た
こ
と
か
ら
プ
ラ
ウ
テ
ィ
ウ
ス
が
後
代
の
法
律
学
か
ら
高
く
評
価
さ
れ
て
い
た
こ
と
を

八
六



『
学
説
彙
纂
』
第
五
〇
巻
第
一
七
章
第
一
法
文
に
つ
い
て
（
吉
原
）

（
三
四
五
）

示
す
も
の
で
あ
る
と
さ
れ
る

（
16
）

。
第
一
七
章
に
は
、
こ
の
ほ
か
第
一
六
九
法
文
か
ら
第
一
八
〇
法
文
ま
で
、
連
続
し
て
『
プ
ラ
ウ
テ
ィ
ウ
ス

註
解
』
か
ら
の
抜
粋
が
、
一
つ
の
グ
ル
ー
プ
を
形
成
し
て
お
り
、
唯
一
第
一
六
巻
か
ら
抜
粋
さ
れ
た
第
一
法
文
だ
け
が
こ
の
グ
ル
ー
プ
か

ら
切
り
離
さ
れ
、
第
一
七
章
全
体
の
冒
頭
に
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
。『
プ
ラ
ウ
テ
ィ
ウ
ス
註
解
』
か
ら
は
、
同
巻
の
第
七
、
九
、
一
一
、

一
二
巻
を
除
い
て
、
各
巻
か
ら
一
つ
ず
つ
法
文
が
抜
粋
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
論
題
の
配
列
の
中
で
孤
立
し
た
第
一
法
文
が
本
来
ど
の

よ
う
に
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
た
か
、
ま
た
同
じ
第
一
六
巻
か
ら
の
抜
粋
と
さ
れ
る
第
一
七
九
法
文
と
比
較
し
て
も
、『
プ
ラ
ウ
テ
ィ
ウ
ス

註
解
』
内
部
で
の
論
題
の
関
連
性
は
必
ず
し
も
明
ら
か
に
な
ら
な
い

（
17
）

。
第
一
七
章
冒
頭
に
置
か
れ
た
こ
と
は
、
パ
ウ
ル
ス
が
本
来
の
註
解

の
中
で
想
定
し
て
い
た
も
の
と
は
異
な
っ
た
特
別
な
意
味
が
法
典
編
纂
者
に
よ
っ
て
与
え
ら
れ
た
と
い
う
こ
と
が
う
か
が
わ
れ
る
の
で
あ

る
。
第
一
法
文
は
、
こ
の
よ
う
に
本
来
の
文
脈
か
ら
切
り
離
さ
れ
、『
学
説
彙
纂
』
最
終
章
に
採
録
さ
れ
た
一
連
の
レ
グ
ラ
エ
の
も
と
で

何
を
理
解
す
べ
き
か
、
そ
の
指
導
理
念
を
示
す
と
い
う
役
割
を
与
え
ら
れ
た

（
18
）

。
ダ
ウ
ベD

aube

は
パ
リ
ン
ゲ
ネ
シ
ア
研
究
の
一
環
と
し
て
、

こ
の
点
で
、『
プ
ラ
ウ
テ
ィ
ウ
ス
註
解
』
第
一
六
巻
の
論
題
で
あ
る
「
手
権
解
放m

anum
issio

」
と
カ
ト
ー
の
レ
グ
ラregula C

atonina

と
の
関
連
を
想
定
す
る
が
、
な
お
確
定
的
な
こ
と
と
は
い
え
ず
、
ま
た
さ
し
あ
た
り
目
下
の
第
一
法
文
の
理
解
と
切
り
離
し
て
考
え
る
こ

と
は
ゆ
る
さ
れ
よ
う

（
19
）

。

次
に
第
一
法
文
の
個
々
の
文
節
に
つ
い
て
、
個
別
に
検
討
し
て
い
く
こ
と
に
し
た
い
。

法
典
編
纂
人
が
、『
プ
ラ
ウ
テ
ィ
ウ
ス
註
解
』
の
よ
り
長
い
一
節
か
ら
レ
グ
ラ
に
関
す
る
部
分
を
切
り
取
り
、
第
一
七
章
の
冒
頭
に
短

い
法
文
と
し
て
配
置
し
た
。
こ
の
第
一
法
文
は
、
三
つ
の
短
文
か
ら
な
っ
て
い
る
が
、
そ
れ
ぞ
れ
の
関
係
は
必
ず
し
も
一
読
し
て
明
解
と

い
う
わ
け
で
は
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
ポ
テ
ィ
エ
は
、
第
一
文
と
第
二
文
が
プ
ラ
ウ
テ
ィ
ウ
ス
自
身
に
由
来
し
、
第
三
文
は
、
こ
れ
に

対
す
る
パ
ウ
ル
ス
に
よ
る
注
釈
と
考
え
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
第
一
文
と
第
二
文
は
、
無
関
係
に
並
列
的
に
置
か
れ
て
い
る
よ
う
に
も
見

八
七



日
本
法
学　

第
八
十
巻
第
二
号
（
二
〇
一
四
年
十
月
）

（
三
四
六
）

え
、
両
者
の
間
に
は
、
論
理
的
な
連
続
性
よ
り
も
む
し
ろ
思
考
の
切
断
が
あ
る
よ
う
に
も
感
じ
ら
れ
る

（
20
）

。

第
一
文
は
、
レ
グ
ラ
と
は
、
事
物
の
本
質
を
簡
潔
に
要
約
し
て
叙
述
す
る
こ
と
で
あ
る
と
語
る
が
、
第
二
文
は
、
こ
の
こ
と
は
別
の
新

し
い
視
点
を
持
ち
だ
し
て
お
り
、
二
つ
の
文
章
の
間
に
つ
な
が
り
が
あ
る
と
い
う
よ
り
は
、
む
し
ろ
思
考
の
断
絶
を
見
る
こ
と
も
で
き
る
。

た
し
か
に
第
一
文
と
第
二
文
に
は
そ
れ
ぞ
れ
、「﹇
現
に
﹈
存
在
す
る
事
柄
」「﹇
現
に
﹈
存
在
す
る
法ius quod est

」
と
い
う
類
似
し
た

言
語
構
成
が
登
場
し
、
と
も
に
レ
グ
ラ
に
関
係
づ
け
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
現
に
存
在
す
る
事
柄
と
は
何
か
、
現
に
存
在
す
る
法
と
何
か

に
つ
い
て
、
具
体
的
な
中
身
が
示
さ
れ
る
わ
け
で
は
な
い
。
こ
こ
で
示
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
、
レ
グ
ラ
が
事
柄
の
本
質
、
そ
れ
が
何
で
あ

る
か
を
簡
潔
に
要
約
す
る
こ
と
で
あ
る
、
換
言
す
れ
ば
、
本
質
が
事
柄
に
先
行
し
て
は
い
け
な
い
と
い
う
趣
旨
の
こ
と
が
語
ら
れ
て
い
る

だ
け
で
あ
る
。

第
一
文
で
「
事
柄
」
と
訳
さ
れ
て
い
るres

が
具
体
的
に
何
か
を
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
羅
和
辞
典
か
ら
拾
っ
て
み
る
と
、「
物
、

物
事
、
事
柄
、
事
象
…
、
事
態
、
事
情
、
状
況
、
訴
訟
（
事
件
）、（
弁
論
・
著
述
の
）
題
材
、
主
題
」
な
ど
の
訳
語
が
列
挙
さ
れ
て
い
る
。

い
ま
こ
のres

が
「
事
項
の
略
述
」
と
結
び
つ
け
ら
れ
る
と
す
る
と
、res

そ
れ
自
体
が
無
限
定
な
も
の
で
な
く
、
さ
ま
ざ
ま
な
事
柄
か

ら
一
定
の
視
点
で
も
っ
て
切
り
取
ら
れ
た
も
の
と
み
た
方
が
全
体
を
一
貫
し
た
か
た
ち
で
理
解
で
き
る
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
の
で

あ
る
。
実
際
、
前
提
さ
れ
た
事
柄res proposita

、
措
定
さ
れ
た
題
材
・
主
題quaecunque m

ateria subjecta

、
要
件
事
実quaeque 

res

の
よ
う
な
意
味
合
い
を
想
起
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
点
に
関
し
て
、
レ
ト
リ
ッ
ク
と
の
関
連
性
を
指
摘
す
る
論
者
も
あ
る

（
21
）

。

C
icero, d

e orat. 1,42,187-188:

「
現
在
、
さ
ま
ざ
ま
な
学
術ars

を
構
成
し
て
い
る
ほ
と
ん
ど
す
べ
て
の
要
素
は
か
つ
て
は
ば
ら
ば
ら
に
分
離
し
た
、
相
互
関
連
を
も

八
八



『
学
説
彙
纂
』
第
五
〇
巻
第
一
七
章
第
一
法
文
に
つ
い
て
（
吉
原
）

（
三
四
七
）

た
な
い
（
も
の
と
見
な
さ
れ
た
）
も
の
で
あ
っ
た
。
…
…
そ
れ
ま
で
は
解
体
さ
れ
分
離
さ
れ
て
い
た
事
情res

を
あ
る
種
の
体
系ratio

を

も
っ
て
結
合
さ
せ
連
結
さ
せ
よ
う
と
し
た
。」（
大
西
訳
を
参
照
、
原
語
は
筆
者
に
よ
る
補
充

（
22
）

）

学
術ars
と
い
う
訳
語
自
体
は
、
ど
ち
ら
か
に
術
に
力
点
が
置
か
れ
た
言
葉
で
あ
り
、
そ
の
術
の
営
み
を
学
と
し
て
捉
え
よ
う
と
す
る

試
み
で
あ
る
。
弁
論
術
も
ま
た
そ
の
よ
う
な
学
術
の
一
つ
で
あ
る
。
ば
ら
ば
ら
な
「
事
情res

」
が
あ
る
種
の
「
体
系ratio

」
を
通
じ
て

結
び
つ
け
ら
れ
る
。
そ
こ
に
術
の
作
用
が
あ
り
、
た
ん
な
る
事
柄
は
、
切
り
取
ら
れ
、
あ
る
種
の
体
系
の
中
に
組
み
込
ま
れ
る
。「
事
項

の
略
述
」
も
そ
う
し
た
関
連
の
中
で
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
二
文
と
第
三
文
と
は
、「
し
た
が
っ
てigitur

」
と
い
う
接
続
詞
に
よ
っ
て
結
ば
れ
て
い
る
。igitur

と
い
う
語
も
文
脈
に
よ
っ
て
さ

ま
ざ
ま
な
意
味
合
い
を
持
ち
う
る
と
し
て
も
、
前
文
と
後
文
と
の
間
の
論
理
的
な
連
関
を
示
す
言
葉
で
あ
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。

し
か
し
果
た
し
て
、
第
二
文
と
第
三
文
と
は
そ
の
よ
う
な
意
味
で
論
理
的
に
関
連
づ
け
ら
れ
て
い
る
の
か
必
ず
し
も
明
ら
か
で
は
な
い
よ

う
に
思
わ
れ
る
。
第
三
文
は
、
む
し
ろ
意
味
的
に
は
第
一
文
と
む
し
ろ
つ
な
が
っ
て
お
り
、
第
一
文
の
内
容
を
「
レ
グ
ラ
に
よ
っ
て
事
柄

の
簡
潔
な
叙
述
が
伝
え
ら
れ
る
」
と
し
て
、
も
う
一
度
受
け
て
、
そ
の
レ
グ
ラ
の
力offi  cium

な
い
し
機
能
と
い
う
側
面
に
力
点
を
お
い

て
捉
え
直
そ
う
と
し
て
い
る
。

「
レ
グ
ラ
に
よ
っ
て
事
柄
の
簡
潔
な
叙
述
が
伝
え
ら
れ
、
そ
し
て
、
そ
の
叙
述
は
、
サ
ビ
ヌ
ス
の
言
っ
て
い
る
よ
う
に
、
あ
た
か
も
事

項
の
﹇
法
的
﹈
略
述causae conietio

の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。」
こ
こ
で
サ
ビ
ヌ
ス
の
名
前
が
援
用
さ
れ
、
事
柄
の
簡
潔
な
叙
述
で
あ

る
レ
グ
ラ
と
、「
事
項
の
略
述
」
と
が
結
び
つ
け
ら
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
レ
グ
ラ
は
新
し
い
言
葉
に
言
い
換
え
ら
れ
る
。
で
は
、
こ
の

「
事
項
の
略
述
」
と
い
う
の
は
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
ろ
う
か

（
23
）

。
キ
ュ
ジ
ャ
ス
注
釈
1
の
関
連
箇
所
に
は
こ
う
記
さ
れ
て
い
る

（
24
）

。

八
九



日
本
法
学　

第
八
十
巻
第
二
号
（
二
〇
一
四
年
十
月
）

（
三
四
八
）

「
次
に
、
レ
グ
ラ
と
は
何
か
に
つ
い
て
論
じ
よ
う
。
レ
グ
ラ
と
は
、
事
柄
の
簡
潔
な
説
明
で
あ
り
、
い
わ
ば
事
項
の
略
述causae 

coniectio

で
あ
る
。
レ
グ
ラ
は
簡
潔
さ
自
体
を
旨
と
す
る
。
レ
グ
ラ
は
、
簡
潔
な
説
明
だ
け
で
、
も
の
ご
と
の
全
体
を
眼
前
に
想
起
さ

せ
る
。
こ
の
簡
潔
な
説
明
が
レ
グ
ラ
の
力offi  cium

で
あ
り
、
こ
の
こ
と
が
そ
の
効
力eff ectus

で
あ
る
。『
あ
た
か
も
事
項
の
略
述

causae coniectio
で
あ
る
』
と
い
う
サ
ビ
ヌ
ス
か
ら
の
抜
粋
は
適
切
で
あ
る
。
実
際
、
事
項
の
略
述
は
レ
グ
ラ
に
共
通
の
こ
と
が
ら
で

あ
る
。
事
項
の
略
述
と
は
、
訴
訟
物
の
簡
潔
な
要
約litis in breve coactio

で
あ
り
、
こ
れ
は
、
ア
ス
コ
ニ
ウ
スA

sconius

が
語
る
ご

と
く
、
訴
訟
当
事
者
が
あ
た
か
も
証
拠
に
よ
っ
て
事
柄
を
説
明
す
る
ご
と
き
も
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
レ
グ
ラ
は
法
の
簡
潔
な
要
約
で

あ
り
、
手
短
な
説
明
で
あ
る

（
25
）

。」

「
事
項
の
略
述causae coniectio
」
は
、
通
常
、
一
二
表
法
一
・
七
「
両
当
事
者
は
出
頭
し
て
弁
論
せ
よ
。」
と
い
う
文
言
に
関
係
し

て
論
じ
ら
れ
る
。
争
点
決
定
が
口
頭
で
行
な
わ
れ
る
た
め
に
審
判
人
手
続
で
は
、
当
事
者
は
口
頭
で
審
判
人
に
事
件
の
内
容
を
知
ら
せ
て

主
張
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
両
当
事
者
が
出
頭
す
る
と
き
は
、
当
事
者
は
審
判
人
の
面
前
で
詳
細
に
弁
論
を
為
す
前
に
、
ま
ず
簡
単
に

事
件
の
概
要
を
審
判
に
説
明
す
る
こ
と
を
常
と
し
た
。

「
レ
グ
ラ
は
そ
れ
自
体
の
力
を
失
う
。」
に
つ
い
て
、
キ
ュ
ジ
ャ
ス
注
釈
1
で
は
、
力offi  cium

は
、
効
力eff ectus

、
エ
ネ
ル
ゲ
イ
ア

energeia

な
ど
の
関
連
語
で
置
き
換
え
ら
れ
る
。
そ
し
て
「
つ
ま
り
、
レ
グ
ラ
は
存
在
す
る
事
柄
を
語
ら
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
と
し

て
、『
バ
シ
リ
カ
』
第
一
巻

（
26
）

の
一
節
を
援
用
す
る
。「
悪
く
は
な
い
。non m

ale

」
と
し
て
、「
そ
れ
自
体
の
力
を
失
う
」
と
は
、「
措
定
さ

れ
た
題
材
を
意
味
し
な
い
。ou sem

ainei to hyokeim
enon

」
の
こ
と
と
さ
れ
る
。
つ
ま
り
、「
レ
グ
ラ
は
説
明
の
力
を
も
た
ら
さ
な
い
。

何
ら
か
の
状
況casus

に
よ
っ
て
欠
陥
あ
る
も
の
と
さ
れ
、
破
棄
さ
れ
、
無
効
と
な
る
。
状
況
の
差
異
に
応
じ
て
、
法
の
レ
グ
ラ
が
い
ま

や
有
効
と
な
り
い
ま
や
無
効
と
な
る
と
い
う
こ
と
が
き
わ
め
て
容
易
に
か
つ
き
わ
め
て
頻
繁
に
起
こ
る
。」
注
釈
2
で
も
同
じ
く
、「
力

九
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『
学
説
彙
纂
』
第
五
〇
巻
第
一
七
章
第
一
法
文
に
つ
い
て
（
吉
原
）

（
三
四
九
）

offi  cium

」
に
つ
い
て
、「
エ
ネ
ル
ゲ
イ
ア
を
、
そ
し
て
、
そ
れ
に
よ
っ
て
、
存
在
す
る
と
こ
ろ
の
事
柄
を
説
明
し
、
も
し
く
は
、
そ
の
説

明
を
、
す
な
わ
ち
、
問
題
と
な
っ
て
い
る
事
柄
の
本
質
を
簡
単
に
述
べ
る
と
こ
ろ
の
当
の
そ
の
略
述
が
何
ら
か
の
状
況
に
よ
っ
て
瑕
疵
あ

る
も
の
と
さ
れ
、
覆
さ
れ
る
こ
と
が
あ
り
、
そ
し
て
、
こ
う
し
た
こ
と
は
、
法
の
レ
グ
ラ
を
無
効
な
ら
し
め
る
さ
ま
ざ
ま
な
事
情
に
よ
り

き
わ
め
て
容
易
に
か
つ
き
わ
め
て
頻
繁
に
法
の
レ
グ
ラ
に
生
じ
る
」、
と
さ
れ
る
。

二
．「
す
べ
て
の
法
の
定
義
は
危
険
で
あ
る
」

ポ
テ
ィ
エ
は
、
第
一
七
章
第
一
法
文
の
プ
ラ
ウ
テ
ィ
ウ
ス
と
パ
ウ
ル
ス
に
よ
る
「
レ
グ
ラ
の
定
義
」
を
レ
グ
ラ
第
一
と
し
て
位
置
づ
け

る
。
第
二
と
し
て
、
第
二
〇
二
法
文
の
ヤ
ウ
ォ
レ
ヌ
ス
に
よ
る
「
す
べ
て
の
定
義
は
危
険
で
あ
る
」
と
い
う
レ
グ
ラ
を
取
り
上
げ
て
い
る
。

伝
統
的
に
第
一
法
文
は
第
二
〇
二
法
文
と
関
連
づ
け
て
論
じ
ら
れ
て
き
た
。
キ
ュ
ジ
ャ
ス
注
釈
1
も
、
こ
の
あ
と
、
第
一
七
章
第
二
〇
二

法
文
と
関
連
づ
け
な
が
ら
注
釈
を
す
す
め
て
い
く
。
当
該
の
レ
グ
ラ
は
「
適
切
で
あ
る
。」
と
記
し
た
上
で
、
レ
グ
ラ
と
定
義defi nitio （

27
）

、

見
解
・
意
向sententia （

28
）

、
法
の
事
項constitutio iuris （

29
）

と
い
う
用
語
の
関
連
法
文
を
列
挙
す
る
。
そ
れ
ら
を
ふ
ま
え
、
注
釈
1
で
は
、

「
そ
れ
ゆ
え
、
市
民
法
に
お
け
る
す
べ
て
の
定
義
は
う
つ
ろ
い
や
す
く
、
危
険
で
あ
り
、
確
実
で
な
く
、
必
然
で
な
く
、
恒
常
的
で
な
い
、

と
い
う
の
は
、
そ
れ
は
容
易
に
瑕
疵
あ
る
も
の
と
さ
れ
、
損
な
わ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。F

abius,lib.2.cap.4.

」、「
普
遍
的
な
こ
と

catholica

で
あ
っ
て
も
、
何
ら
か
の
部
分
に
よ
っ
て
揺
る
が
さ
れ
覆
さ
れ
得
な
い
こ
と
は
ま
れ
で
あ
る
。
た
し
か
に
法
は
緩
や
か
な
概

念
か
ら
な
る
学
問scientia

で
あ
る
が
、
学
問
が
必
然
的
な
も
の
か
ら
必
然
を
結
論
す
る
と
い
う
意
味
で
単
純
か
つ
絶
対
的
な
も
の
で
は

な
い
。
法
に
関
し
て
は
い
か
な
る
必
然
的
結
論
も
存
在
し
な
い
。」、
と
さ
れ
る
。
注
釈
2
で
も
「
そ
れ
ゆ
え
す
べ
て
の
レ
グ
ラ
は
、
そ
れ

が
き
わ
め
て
容
易
に
覆
さ
れ
る
が
ゆ
え
に
、
う
つ
ろ
い
や
す
く
、
確
実
で
も
な
く
、
恒
常
的
で
も
な
い
。
た
し
か
に
法
は
意
味
上
緩
や
か

九
一



日
本
法
学　

第
八
十
巻
第
二
号
（
二
〇
一
四
年
十
月
）

（
三
五
〇
）

な
学
問
で
あ
り
、
学
問
は
必
然
的
な
も
の
か
ら
出
発
す
る
も
の
で
あ
る
の
で
、
真
な
る
も
の
で
も
単
純
で
も
な
い
。
法
の
定
義
は
永
久
的

で
も
な
く
必
然
的
で
も
な
い
。」
と
し
て
、
法
に
関
す
る
「
学
問scientia

」
が
必
然
と
絶
対
を
め
ざ
す
純
粋
学
問
で
は
な
い
こ
と
を
強

調
す
る
。

「
す
べ
て
の
定
義
は
危
険
で
あ
る
」
の
具
体
例
と
し
て
、
注
釈
1
は
、
未
成
熟
者
に
よ
る
遺
言

（
30
）

、
使
用
取
得
に
よ
る
婚
姻
の
成
立

（
31
）

の
例

を
挙
げ
る
。
さ
ら
に
ア
ッ
ク
ル
シ
ウ
ス
『
標
準
注
釈
』
の
例
を
引
い
て
レ
グ
ラ
の
理
解
を
試
み
る

（
32
）

。

そ
れ
ゆ
え
、
す
べ
て
の
レ
グ
ラ
エ
、
意
見
、
見
解
を
述
べ
る
に
あ
た
っ
て
、「
法
学
者
は
穏
健
で
控
え
め
」
で
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、「
見

ら
れ
る
べ
き
で
あ
るvidendum
」、「
お
そ
ら
くfortsitan

」、「
た
い
て
い
は
」
な
ど
の
言
葉
を
用
い
る
べ
き
で
あ
る
。
ア
リ
ス
ト
テ
レ

ス
に
し
て
そ
う
で
あ
っ
た
。「
法
学
に
通
じ
な
い
者
た
ち
は
ま
っ
た
く
こ
れ
と
は
別
の
よ
う
に
、
す
べ
て
を
節
操
な
く
提
示
し
、
慎
み
な

く
確
言
し
た
。」
こ
の
箇
所
は
細
部
の
表
現
は
異
な
る
が
、
注
釈
2
も
同
様
の
趣
旨
を
展
開
す
る
。
こ
の
よ
う
に
し
て
、「
レ
グ
ラ
か
ら
法

が
と
り
だ
さ
れ
る
べ
き
で
は
な
く
て
、﹇
現
に
﹈
存
在
す
る
法
か
ら
レ
グ
ラ
が
生
ま
れ
る
べ
き
な
の
で
あ
る
」
と
「
す
べ
て
の
法
の
定
義

は
危
険
で
あ
る
」
と
は
、「
一
貫
し
て
い
る
」
と
さ
れ
る

（
33
）

。

最
後
に
、
キ
ュ
ジ
ャ
ス
は
、
法
と
レ
グ
ラ
の
上
下
関
係
に
つ
い
て
触
れ
る
。

注
釈
1
「
法
は
レ
グ
ラ
の
上
位
に
あ
り
、
レ
グ
ラ
エ
は
法
の
下
位
に
あ
る
、
そ
れ
ゆ
え
、
学
説
彙
纂
の
最
後
を
占
め
る
の
は
、『
バ
シ
リ

カ
』
で
首
位
を
占
め
る
の
に
比
較
し
て
き
わ
め
て
よ
り
よ
き
こ
と
で
あ
る
。
何
ら
か
の
特
別
法
が
レ
グ
ラ
に
反
す
る
場
合
に
は
、
法
律
に

優
位
が
置
か
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
か
く
し
て
レ
グ
ラ
か
ら
導
か
れ
て
論
拠
と
な
る
も
の
が
若
干
あ
る
。
こ
れ
ら
若
干
の
も
の
は
学
者
た
ち

が
非
常
な
努
力
に
よ
っ
て
獲
得
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
彼
ら
は
、
法
自
体
よ
り
も
重
要
な
も
の
と
考
え
て
い
る
。」

こ
れ
ら
の
も
の
が
、
ブ
ロ
カ
ル
デ
ィ
カB

rocardica

に
あ
た
り
、
そ
の
名
前
の
由
来
と
さ
れ
る
「
通
俗
的
」
な
も
の
は
、
そ
の
使
用

九
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『
学
説
彙
纂
』
第
五
〇
巻
第
一
七
章
第
一
法
文
に
つ
い
て
（
吉
原
）

（
三
五
一
）

に
よ
っ
て
市
民
法
を
変
形
さ
せ
る
、
と
さ
れ
、
と
き
に
市
民
法
上
の
レ
グ
ラ
は
法
そ
の
も
の
と
み
な
さ
れ
る
こ
と
が
あ
る
、
こ
と
が
示
唆

さ
れ
て
い
る

（
34
）

。

三
．「
古
法
」
の
意
味

注
釈
1
及
び
2
は
と
も
に
、
冒
頭
に
第
一
七
章
全
体
に
つ
い
て
の
注
釈
を
記
し
て
い
る
。
両
者
の
記
述
は
ほ
ぼ
重
な
る
の
で
あ
る
が
、

個
々
の
点
に
微
妙
な
表
現
の
違
い
が
見
ら
れ
る
。
ポ
テ
ィ
エ
の
レ
グ
ラ
第
三
は
、
他
と
は
異
な
り
、
レ
グ
ラ
と
し
て
の
形
を
と
ら
ず
、

「
古
法
」
と
い
う
言
葉
の
由
来
を
語
っ
て
い
る
に
と
ど
ま
る
。
キ
ュ
ジ
ャ
ス
注
釈
1
は
、
第
一
七
章
冒
頭
で
前
注
と
し
て
、
章
全
体
の
概

要
を
記
し
て
い
る
。

注
釈
1
で
は
、「
古
法
と
は
、
新
法
に
よ
っ
て
廃
止
さ
れ
た
と
こ
ろ
の
も
の
で
は
な
く
、
か
つ
て
ユ
ス
テ
ィ
ニ
ア
ヌ
ス
帝
以
前
に
使
わ

れ
て
い
た
と
こ
ろ
の
も
の
の
謂
で
あ
る
。」
と
さ
れ
、「
さ
ら
に
、
古
法
と
は
、
勅
法
も
し
く
は
法
律
が
導
入
し
た
と
こ
ろ
の
も
の
で
は
な

く
、
法
の
大
家
た
ち
の
古
き
叡
智
の
謂
で
あ
る
。P

raeterea ius antiquum
 vocat, non quod constitutiones vel leges 

introduxerunt, sed antiqua prudentia iuris auctorum
, ut est in l. 21 C

. de furt. 

﹇C
.6,2,21

﹈
法
学
者
た
ち
の
一
致
し
た
定
義

et consona Iuris consultorum
 defi nitio, ut in l. ult. C

.T
heod. de divers. rescript. 

﹇C
T
h.1,2,10

﹈。
こ
の
よ
う
な
も
の
に
カ

ト
ー
の
レ
グ
ラ
が
あ
る
。
こ
れ
はl.cum

 legato, sup. quan. dies leg. cedat 

﹇D
.7,3 ?

﹈
に
お
い
て
、
古
法
の
レ
グ
ラ
と
呼
ば
れ
て
い

る
。
す
な
わ
ち
、
古
法
に
属
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
実
際
の
と
こ
ろ
、
新
し
い
法
律
、
す
な
わ
ち
、
ユ
リ
ウ
ス
及
び
パ
ピ
ニ
ウ
ス
法

Iuliam
 et P

apiam

に
帰
属
し
な
い
。l.ult. sup de reg. C

aton. 

﹇D
.34,7,5 （

35
）

﹈. l.qui soluendo, sup. de heredib. instiuend.

﹇Iul. 

64 dig. D
.28,5,43 

（42 （
36
）

）﹈. 29 （
37
） et pen. 

﹇D
.28,5,29 et 91 ? （

38
）

﹈.

注
釈
2
で
も
基
本
的
に
は
同
じ
で
あ
る
が
、「
ユ
ス
テ
ィ
ニ
ア
ヌ
ス
帝
以

九
三



日
本
法
学　

第
八
十
巻
第
二
号
（
二
〇
一
四
年
十
月
）

（
三
五
二
）

前
に
」
の
と
こ
ろ
が
、「
長
く
ロ
ー
マ
国
民
が
用
い
て
き
た
法
の
こ
と
で
あ
る
」
と
記
さ
れ
る
が
、
こ
れ
は
ポ
テ
ィ
エ
の
「
ロ
ー
マ
国
民

が
長
く
用
い
て
き
た
古
の
解
釈
者
た
ち
の
法
賢
慮
」
と
い
う
文
言
と
も
対
応
す
る
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
。

「
新
法
に
よ
っ
て
廃
止
さ
れ
た
法
の
レ
グ
ラ
エ
は
い
か
な
る
も
の
も
本
章
に
採
録
さ
れ
て
い
な
い
」
古
法
の
例
と
し
て
、「
訴
訟
は
相
続

人
か
ら
も
相
続
人
を
相
手
方
と
し
て
も
開
始
せ
ず
。A

ctiones ab heredibus et contra heredes non incipere.

」
を
挙
げ
て
、
ユ
ス

テ
ィ
ニ
ア
ヌ
ス
は
こ
れ
をl.1.C

. ut act. ab hered. et cont. hered. 

﹇C
.4,11,1

﹈
に
お
い
て
定
立
し
た
、
と
す
る
。
そ
の
大
意
を
記

す
と
、「
古
法
学
者
た
ち
は
、
死
後
に
効
力
を
有
す
る
問
答
契
約
な
い
し
合
意
の
事
案
に
お
い
て
、
訴
訟
は
相
続
人
か
ら
も
相
続
人
を
相

手
方
と
し
て
も
開
始
す
る
こ
と
を
認
め
な
か
っ
た
。
吾
等
は
こ
の
誤
り
の
原
因
を
残
さ
ず
、
こ
の
レ
グ
ラ
そ
の
も
の
を
無
効
と
す
べ
き
こ

と
を
思
料
し
、
当
事
者
の
合
意
が
滞
り
な
く
実
現
さ
れ
る
べ
く
、
相
続
人
に
よ
り
ま
た
相
続
人
を
相
手
方
と
し
て
、
訴
訟
と
債
務
関
係
を

開
始
す
る
こ
と
を
許
さ
れ
る
こ
と
必
要
と
思
料
し
た
。」
と
い
う
。
こ
れ
は
問
答
契
約
の
事
案
に
か
か
わ
り
、
そ
の
当
事
者
が
自
分
自
身

で
な
く
相
続
人
に
債
権
の
取
得
な
い
し
債
務
の
負
担
を
委
ね
よ
う
と
す
る
場
合
、
古
典
期
に
は
、
原
則
と
し
て
当
事
者
の
死
後
を
約
束
す

る
問
答
契
約
は
無
効
で
あ
っ
た
。
そ
の
よ
う
な
効
果
を
発
生
さ
せ
る
便
法
と
し
て
参
加
要
約adstipulatio

の
方
法
が
用
い
ら
れ
た
が
、

そ
の
ほ
か
に
死
後
の
た
め
に
、
ま
た
は
死
の
前
日
の
た
め
にpridie quam

 m
oritur

は
問
答
契
約
は
認
め
ら
れ
な
い
が
、
死
亡
時
の
た

めcum
 m

oriar

に
は
締
結
可
能
と
い
う
理
論
が
案
出
さ
れ
、
死
後
の
た
め
の
契
約
の
成
立
を
認
め
る
の
と
同
様
の
効
果
を
収
め
る
こ
と

を
求
め
た
。
ユ
ス
テ
ィ
ニ
ア
ヌ
ス
帝
は
こ
う
し
た
技
巧
を
排
斥
し
、
問
答
契
約
が
当
事
者
の
合
意
を
要
素
と
し
て
成
立
す
る
こ
と
を
理
由

に
死
後
の
た
め
の
契
約
の
成
立
を
認
め
、
相
続
人
に
債
権
の
取
得
な
い
し
債
務
の
負
担
を
可
能
と
し
た

（
39
）

。

ま
た
「
古
法
の
レ
グ
ラ
エ
の
う
ち
、
必
ず
し
も
そ
の
す
べ
て
が
本
章
に
収
録
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
く
、
実
際
多
く
の
レ
グ
ラ
エ
が

言
及
さ
れ
て
い
な
い
。」
と
し
て
、
そ
の
事
例
を
具
体
的
に
列
挙
し
て
い
る
。
例
え
ば
、『
加
害
責
任
は
頭
格
に
従
う
。noxam

 caput 

九
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『
学
説
彙
纂
』
第
五
〇
巻
第
一
七
章
第
一
法
文
に
つ
い
て
（
吉
原
）

（
三
五
三
）

sequi

』
は
、N

ov. M
aioriani de C

urulialib.

で
は
、
古
法
の
レ
グ
ラ
と
呼
ば
れ
て
い
る
。『
約
束
に
し
て
法
律
も
し
く
は
善
良
の
風
俗

に
反
す
る
も
の
は
有
効
に
あ
ら
ず
。P

acta contra leges aut bonos m
ores non valere

』
も
、C

.8,3,36

に
お
い
て
古
い
レ
グ
ラ
と
呼

ば
れ
て
い
る
。
…
。」
な
ど

（
40
）

。

四　

小
結

第
五
〇
巻
第
一
七
章
の
研
究
史
に
つ
い
て
概
観
を
与
え
て
く
れ
る
の
は
、
ス
タ
イ
ン
の
『
法
の
レ
グ
ラ
エ
』（R

egulae iuris, 1966 （
41
）

）
で

あ
る
。
と
り
わ
け
註
釈
学
派
以
来
の
レ
グ
ラ
エ
を
め
ぐ
る
議
論
へ
の
見
通
し
を
得
る
こ
と
が
で
き
る
。
と
り
わ
け
第
一
法
文
を
め
ぐ
る
議

論
が
重
要
な
の
は
、
レ
グ
ラ
の
性
質
と
は
何
か
を
め
ぐ
る
も
の
で
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
ア
ッ
ク
ル
シ
ウ
ス
『
標
準
注
釈
』
を
繙
い
て
み

る
と
、
そ
こ
に
は
、
そ
れ
ま
で
の
レ
グ
ラ
エ
を
め
ぐ
る
議
論
が
、
四
点
の
も
と
に
要
約
さ
れ
て
い
る
。
1
．
レ
グ
ラ
の
性
質
は
何
か
、
2
．

レ
グ
ラ
の
力potestas

と
は
何
か
、
3
．
レ
グ
ラ
の
力offi  cium

と
は
何
か
、
4
．
レ
グ
ラ
は
い
か
に
し
て
欠
陥
あ
る
も
の
と
さ
れ
る
か

（
42
）

。

こ
の
よ
う
な
ア
ッ
ク
ル
シ
ウ
ス
の
整
理
は
、
次
の
世
代
の
デ
ィ
ヌ
スD

inus

に
よ
っ
て
詳
細
に
展
開
さ
れ
る

（
43
）

。
第
二
〇
二
法
文
の
定
義

defi nitio

に
つ
い
て
の
注
釈
に
は
、
定
義
と
は
「
ボ
エ
テ
ィ
ウ
ス
に
よ
れ
ば
、
そ
れ
ぞ
れ
の
事
柄
の
本
質
を
意
味
す
る
言
明oratio 

substantem
 cuiusque rerum

 signifi cans

」
で
あ
る
と
し
つ
つ
、
そ
の
一
方
で
、
ヤ
ウ
ォ
レ
ヌ
ス
の
定
義
は
危
険
の
言
説
に
関
連
し
て
、

「
し
か
し
こ
れ
は
作
ら
れ
た
レ
グ
ラ
の
も
と
で
複
数
の
事
柄
の
簡
潔
か
つ
要
約
的
な
伝
達plurium

 rerum
 breviter sivesum

m
atim

 

sub regula facta traditio

」
と
な
る
危
険
性
を
指
摘
し
て
い
る
。

ポ
テ
ィ
エ
が
第
一
の
注
の
中
で
、「
弁
論
家
の
間
で
、『
事
項
の
略
述causae conjectio

』
と
は
、
事
案
の
簡
潔
な
筋
書
き
の
こ
と
で

あ
る
。」
と
記
し
、
キ
ュ
ジ
ャ
ス
も
ア
ス
コ
ニ
ウ
ス
偽
書
な
ど
を
ひ
い
て
こ
の
「
事
項
の
略
述
」
を
論
じ
て
い
る
。
ス
タ
イ
ン
は
こ
の
点

九
五



日
本
法
学　

第
八
十
巻
第
二
号
（
二
〇
一
四
年
十
月
）

（
三
五
四
）

に
関
し
て
、
注
釈
学
者
た
ち
が
必
ず
し
も
そ
の
よ
う
に
理
解
し
て
い
な
か
っ
た
こ
と
を
指
摘
す
る
。
そ
れ
は
テ
キ
ス
ト
の
違
い
に
由
来
す

る
。
現
代
の
刊
本
も
フ
ィ
レ
ン
ツ
ェ
写
本
に
よ
り
な
が
ら
、
パ
ウ
ル
ス
の
サ
ビ
ヌ
ス
か
ら
の
引
用
は
、quasi causae coniectio

と
読
む

の
が
通
例
と
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
ボ
ロ
ー
ニ
ャ
本
系
で
は
、
こ
の
部
分
はquasi causae coniunctio

つ
ま
り
レ
グ
ラ
は

「
い
わ
ば
事
項
の
結
合
」
と
読
ま
れ
た
と
い
う
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
よ
れ
ば
、
Ａ
と
い
う
事
項
で
適
用
さ
れ
た
事
柄
が
Ｂ
と
い
う
別
の
事

項
に
適
用
さ
れ
る
と
、
そ
の
事
柄
が
レ
グ
ラ
と
な
る
、
あ
る
い
は
共
通
の
理
と
衡
平
性
を
共
有
す
る
事
項
の
結
合
す
る
も
の
が
レ
グ
ラ
で

あ
る
と
い
う
趣
旨
に
も
理
解
さ
れ
て
い
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
こ
う
し
た
読
み
の
違
い
に
よ
る
解
釈
の
広
が
り
が
レ
グ
ラ
の
性
質
を
理

解
す
る
上
で
さ
ま
ざ
な
可
能
性
を
与
え
て
く
れ
る
。
レ
グ
ラ
と
例
外
の
関
係
も
同
様
で
あ
る

（
44
）

。

最
後
に
、
ポ
テ
ィ
エ
の
第
三
で
扱
わ
れ
る
「
古
法
」
へ
の
言
及
に
つ
い
て
、
触
れ
て
お
き
た
い
。
第
五
〇
巻
第
一
七
章
は
「
さ
ま
ざ
ま

な
古
法
の
レ
グ
ラ
エ
に
つ
い
て
」
と
題
さ
れ
る
。
ポ
テ
ィ
エ
の
第
三
は
、「
古
法
」
と
い
う
言
葉
そ
れ
自
体
を
論
題
と
し
て
い
る
。
キ
ュ

ジ
ャ
ス
の
同
章
前
註
に
も
、
古
法
へ
の
言
及
が
あ
る
。
第
一
七
章
の
標
題
が
「
古
法
」
を
う
た
っ
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
れ
は
当
然

の
こ
と
と
言
っ
て
し
ま
え
ば
そ
れ
だ
け
の
こ
と
で
あ
る
が
、
し
か
し
ま
さ
に
「
古
法
」
自
体
が
、
人
文
主
義
法
学
を
代
表
す
る
キ
ュ
ジ
ャ

ス
は
も
ち
ろ
ん
こ
と
、
ポ
テ
ィ
エ
の
『
新
編
ユ
ス
テ
ィ
ニ
ア
ヌ
ス
帝
学
説
彙
纂
』
最
終
章
を
形
作
る
一
つ
の
基
本
的
な
モ
チ
ー
フ
を
形
成

し
て
い
る
の
で
あ
る
。
キ
ュ
ジ
ャ
ス
は
註
釈
学
派
以
来
さ
ま
ざ
ま
に
論
じ
ら
れ
て
き
た

（
45
）

レ
グ
ラ
エ
論
の
方
向
を
大
き
く
変
え
た
と
い
っ
て

よ
い
学
者
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
第
一
七
章
が
概
括
的
な
言
葉
で
『
学
説
彙
纂
』
全
体
の
エ
ッ
セ
ン
ス
を
含
ま
な
い
こ
と
の
発
見
で
あ
っ
た
。

キ
ュ
ジ
ャ
ス
は
フ
ィ
レ
ン
ツ
ェ
写
本
の
標
題
が
、「
さ
ま
ざ
ま
な
古
法
の
レ
グ
ラ
エ
に
つ
い
て
」
で
あ
っ
て
、
た
ん
に
「
法
の
レ
グ
ラ
エ

に
つ
い
てde regulis iuris

」
で
も
「
す
べ
て
の
レ
グ
ラ
エ
に
つ
い
てde om

nibus regulis

」
で
も
な
い
こ
と
を
強
調
し
た

（
46
）

。
前
注
に

も
う
か
が
え
る
よ
う
に
、『
学
説
彙
纂
』
の
中
に
は
、
最
終
章
に
採
録
さ
れ
て
い
な
い
多
く
の
重
要
な
レ
グ
ラ
エ
が
あ
る
こ
と
を
指
摘
し

九
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『
学
説
彙
纂
』
第
五
〇
巻
第
一
七
章
第
一
法
文
に
つ
い
て
（
吉
原
）

（
三
五
五
）

た
の
で
あ
る
。
そ
の
後
、
い
く
つ
か
の
こ
う
し
た
他
の
章
か
ら
採
録
さ
れ
た
レ
グ
ラ
エ
集
も
登
場
す
る
。
ポ
テ
ィ
エ
『
新
編
学
説
彙
纂
』

最
終
章
は
そ
の
延
長
線
上
に
誕
生
し
た
。

（
1
） 

ポ
テ
ィ
エ
に
関
し
て
、
大
川
四
郎
「
ロ
ベ
ー
ル
・
ジ
ョ
ゼ
フ
・
ポ
テ
ィ
エ
」
勝
田
有
恒
・
山
内
進
編
『
近
世
・
近
代
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
法
学
者
た

ち　

グ
ラ
ー
テ
ィ
ア
ヌ
ス
か
ら
カ
ー
ル
・
シ
ュ
ミ
ッ
ト
ま
で
』
ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
書
房
・
二
〇
〇
八
年
所
収
、
二
三
五
頁
以
下
。

（
2
） 3 vols., 1748
〜52.

本
稿
で
は
、P

othier,R
.J., P

an
d

ectes d
e Ju

stin
ien

, m
ises d

an
s u

n
 n

ou
vel ord

re, avec les lois du code et 

les novelles qui confi rm
ent, expliquent ou abrogent le droit des pandectes, traduites par M

. de B
réard-N

euville, tom
e 23 P

aris 

D
ondey-D

upré, 1823.; P
othier, R

obert Joseph, O
eu

vres d
e P

oth
ier, N

ouvelle éd. P
aris: D

abo Jeune 1825.;

こ
の
ほ
か
に
、P

othier, 

P
an

d
ectae Ju

stin
ian

eae in
 N

ovu
m

 ord
in

em
 D

igestae, 4 tom
., P

aris 1819

の
参
照
に
つ
い
て
は
、
日
大
比
較
法
研
究
所
員
・
菊
池
氏
の

ご
厚
意
を
得
た
こ
と
を
感
謝
申
し
上
げ
る
。

（
3
） 

第
五
〇
巻
第
一
七
章
の
邦
訳
と
し
て
、
田
中
周
友
「
ロ
ー
マ
法
に
於
け
る
法
原
則
の
研
究　

学
説
彙
纂
第
五
十
巻
第
十
七
章
邦
訳
」『
甲
南
法

学
』
第
一
一
巻
四
号
（
昭
和
四
六
年
）。
同
書
評
と
し
て
、
赤
井
伸
之
『
法
制
史
研
究
』
23
〈1973

〉（
昭
和
四
九
年
）
所
収
。
柴
田
光
蔵
「
学
説
彙

纂
第
五
〇
巻
第
一
七
章
『
古
法
の
各
種
の
法
範
に
つ
い
て
（D

E
 D

IV
E
R
S
IS

 R
E
G
U
L
IS

 JU
R
IS

 A
N
T
IQ

U
I

）』
試
訳
」R

O
M

A
H
O
P
E
D
IA

（﹇
Ｅ
﹈
部
門
）（2013

） Issue D
ate 2013-07-01: U

R
L
: http://hdl.handle.net/2433/175506, K

U
R
E
N
A
I: K

yoto U
niversity R

esearch 

Inform
ation R

epository, K
yoto U

niversity.

本
稿
で
は
主
と
し
て
柴
田
教
授
に
よ
る
新
訳
を
参
考
に
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
。

（
4
） S

tein, P
eter, R

om
an

 law
 in

 E
u

ropean
 h

istory C
am

bridge, C
am

bridge U
niversity P

ress, 1999.

ピ
ー
タ
ー
・
ス
タ
イ
ン
著
／

屋
敷
二
郎
監
訳
／
関
良
徳
・
藤
本
幸
二
訳
『
ロ
ー
マ
法
と
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
』
京
都
：
ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
書
房
・
二
〇
〇
三
年
、
一
四
七
頁
を
参
照
。

一
八
一
九
年
の
パ
リ
版
（
前
注（
2
））
で
は
、
二
〇
二
五
の
レ
グ
ラ
を
数
え
る
よ
う
で
あ
る
。

（
5
） S

tein, P
eter, R

egu
lae iu

ris: from
 ju

ristic ru
les to legal m

axim
s, E

dinburgh U
niversity P

ress 1966, p.153 sqq.

ロ
ー
マ
の

法
原
則
に
つ
い
て
、
柴
田
・
前
掲
の
ほ
か
、
田
中
周
友
「
ロ
ー
マ
法
に
お
け
る
法
原
則
」『
甲
南
法
学
』
第
九
巻
第
四
号
（
一
九
六
九
年
）、
吉
原
達

九
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日
本
法
学　

第
八
十
巻
第
二
号
（
二
〇
一
四
年
十
月
）

（
三
五
六
）

也
・
西
山
敏
夫
・
松
嶋
隆
弘
編
『
リ
ー
ガ
ル
・
マ
キ
シ
ム
│
現
代
に
生
き
る
法
の
名
言
・
格
言
』
三
修
社
・
二
〇
一
三
年
も
参
照
。

（
6
） 

西
村
隆
誉
志
「
ジ
ャ
ッ
ク
・
キ
ュ
ジ
ャ
ス
」
勝
田
・
山
内
編
前
掲
書
（
前
注（
1
））、
九
九
頁
以
下
。

（
7
） 
柴
田
光
蔵
「
ロ
ー
マ
法
学
者
の
コ
モ
ン
セ
ン
ス
」『
京
都
大
学
法
学
部
創
立
百
周
年
記
念
論
文
集　

第
1
巻　

基
礎
法
学
・
政
治
学
』
京
都
大

学
法
学
部
百
周
年
記
念
論
文
集
刊
行
委
員
会
編
・
有
斐
閣
・
一
九
九
九
年
。
現
在
で
は
、R

O
M

A
H
O
P
E
D
IA

 

（﹇
Ｄ
﹈
部
門
）（2013

） Issue D
ate: 

2013-07-01, U
R
L
: http://hdl.handle.net/2433/175506

も
参
照
。

（
8
） S

tein, P
eter, T

he D
igest T

itle, D
e diversis regulis iuris antiqui and the G

eneral P
rinciples of L

aw
, in: R

alph A
braham

 

N
ew

m
an 

（ed.

）, E
ssays in

 Ju
rispru

d
en

ce in
 H

on
or of R

oscoe P
ou

n
d. Indianapolis, B

obbs-M
errill. 1--20 

（1962

）; now
 in: S

tein, 

P
eter, T

h
e ch

aracter an
d

 in
fl u

en
ce of th

e R
om

an
 civil law

: h
istorical essays, L

ondon R
onceverte: H

am
bledon P

ress 1988, 

p.53-72.; S
chm

idlin, B
runo, D

ie röm
isch

en
 R

ech
tsregeln

: V
ersu

ch
 ein

er T
ypologie, F

orschungen zum
 röm

ischen R
echt 29, 

K
öln: B

öhlau 1970.

（
9
） 

以
下
で
は
、
主
と
し
て
、de B

reard-N
euville

に
よ
る
一
八
二
三
年
羅
仏
対
訳
版
の
リ
プ
リ
ン
ト
版
を
使
用
す
る
（
前
注（
2
））。
本
稿
で
は
、

叙
述
の
関
係
上
、
原
注
はi, ii..

と
し
て
、
各
パ
ラ
グ
ラ
フ
の
直
後
に
置
い
た
。

（
10
） 

林
智
良
『
ロ
ー
マ
共
和
政
末
期
に
お
け
る
法
と
社
会
』S

chulz, F
ritz, H

istory of R
om

an
 L

egal S
cien

ce, O
xford U

P
., 1946, p.66 

sqq.; P
riciples of R

om
an

 L
aw

, 1936, p.49 sqq.
ク
ィ
ン
ト
ゥ
ス
・
ム
キ
ウ
ス
・
ス
カ
エ
ウ
ォ
ラ
が
個
別
的
判
断
を
一
般
化
し
抽
象
的
な
仕
方

で
法
を
定
式
化
し
た
最
初
期
の
試
み
を
代
表
す
る
こ
と
に
つ
い
て
、
さ
ら
に
、Jörs, R

. R
. W

., R
öm

isch
e R

ech
tsw

issen
sch

aft zu
r Z

eit d
er 

R
epu

blik. I. bis au
f id

e C
aton

en, B
erlin 1888, S

.223ff .
は
、
こ
う
し
た
運
動
をR

egularjurisprudenz

と
呼
ん
で
総
括
し
た
。C

f. 

P
om

ponius, D
.1,2,2,2,41. Q

uintus M
ucius S

caevola lib. sing. horon, D
.50,17,73,1: N

em
o potest tutorem

 dare cuiquam
 nisi ei, 

quem
 in suis heredibus cum

 m
oritur habuit habiturusve esset, si vixisset.

「
誰
も
、
死
亡
す
る
と
き
に
自
身
の
相
続
人
た
ち
の
な
か
に

も
っ
て
い
た
か
、
あ
る
い
は
も
し
自
身
が
生
存
し
た
と
す
れ
ば
も
つ
こ
と
に
な
っ
た
で
あ
ろ
う
人
以
外
の
誰
か
あ
る
人
に
、
後
見
人
を
付
与
す
る
こ

と
は
で
き
な
い
。｣

（
11
） 

吉
原
達
也
「
キ
ケ
ロ
『
ト
ピ
カ
』
に
お
け
る
ロ
ー
マ
法
学
の
範
例
（exem

pla
）」『
広
島
法
学
』
第
二
五
巻
第
二
号
（
二
〇
〇
一
年
）
二
五
七

九
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『
学
説
彙
纂
』
第
五
〇
巻
第
一
七
章
第
一
法
文
に
つ
い
て
（
吉
原
）

（
三
五
七
）

│
二
六
三
頁
。

（
12
） H

erm
ogenianus 3 iur. epitom

. D
.50,17,97: E

a sola deportationis sententia aufert, quae ad fi scum
 perveniunt.

ヘ
ル
モ
ゲ
ニ
ア

ヌ
ス
『
抜
粋
法
論
』
第
三
巻
「
重
流
刑
の
判
決
は
、
国
庫
に
帰
属
す
る
そ
の
も
の
だ
け
を
没
収
す
る
。｣

（
13
） P

ringsheim
, F

ritz, B
eryt und B

ologna, F
estsch

rift fü
r O

tto L
en

el 1927, S
.248 sqq.: G

esam
m

te A
bh

an
d

lu
n

gen
 I, 

H
eidelberg 1961, S

.391.

（
14
） S

tein, D
e diversis...p.58.

（
15
） B

luhm
e, D

ie O
rdnung der F

ragm
ente in den P

andektentiteln, Z
eitsch

rift fü
r gesch

ich
tlich

e R
ech

tsw
issen

sch
aft, 4 

（1820

）, 

S
.257, now

 reprinted in L
abeo 6 

（1960

）, p.50 sqq., 235 sqq., 368 sqq.

町
田
実
秀
『
ロ
ー
マ
法
史
概
説
Ⅱ
』
有
信
堂
・
一
九
六
九
年
、

二
五
七
頁
以
下
、
ブ
ル
ー
メ
説
に
つ
い
て
と
く
に
二
五
八
頁
。
船
田
享
二
『
ロ
ー
マ
法
』
第
一
巻
、
四
四
四
頁
以
下
、
と
く
に
註
五
を
参
照
。

（
16
） 

プ
ラ
ウ
テ
ィ
ウ
ス
に
つ
い
て
、
差
し
あ
た
り
、B

erger, E
n

cycloped
ic D

iction
ary of R

om
an

 L
aw

, A
m
erican P

hilosophical 

S
ociety, 1968, p.632.

（
17
） L

enel, P
al.I,S

p.1147-1178. P
aul.N

o.1071-1247.

因
み
に
、
レ
ー
ネ
ル
は
、
当
該
法
文
に
つ
い
て
（P

aul.N
o.1230

）
の
註
で
「Q

uo 

haec spectent, ignoro

」（S
p.1173, n.1

）
と
記
し
て
い
る
。
同
巻
に
属
す
る
法
文
は
以
下
の
通
り
。P

aul.16 ad P
laut. D

.50.17.179: In 

obscura voluntate m
anum

ittentis favendum
 est libertati.

「﹇
奴
隷
を
﹈
解
放
す
る
﹇
人
﹈
の
意
思
が
不
明
瞭
な
場
合
に
は
、
自
由
﹇
身
分
付

与
﹈
に
有
利
な
扱
い
が
な
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。」）

（
18
） S

chm
idlin, S

.8 sqq. S
chm

idlin

は
、D

aube

の
カ
ト
ー
の
レ
グ
ラ
と
の
関
連
性
の
指
摘
に
注
目
し
て
い
る
、S

.10

。

（
19
） D

aube, D
avid, Z

ur P
aligenesie einiger K

lassikerfragm
ente, Z

S
S
 76 

（1959

）, S
.149-265.

（
20
） S

chm
idlin 

（n.8

）, S
.12. B

ehrens, D
.50,17,1, Z

S
S
 75 

（1958
）, S

.354.

（
21
） S

chm
idlin 

（n.8

）, S
.13 sqq.

（
22
） 

大
西
英
文
訳
『
弁
論
家
に
つ
い
て
』
岩
波
書
店
・
一
九
九
九
年
、
八
九
│
九
〇
頁
を
参
照
。

（
23
） K

aser, M
/H

ackl,K
., D

as röm
isch

e Z
ivilprozessrech

t, 2. A
ufl . M

ünchen 1996. S
.123 sq.

船
田
『
ロ
ー
マ
法
』
第
五
巻
、
六
三
頁
。

九
九



日
本
法
学　

第
八
十
巻
第
二
号
（
二
〇
一
四
年
十
月
）

（
三
五
八
）

因
み
に
、L

ew
is &

 S
hort, O

xford
 L

atin
 D

iction
ary

のC
onjectio causae

の
項
で
は
、
第
二
義
と
し
て
、‘the draft, sum

m
ary, or 

outline of a law
-case’

と
し
、
典
拠
と
し
て
、G

ai Inst. 4,15; D
ig.50,17,1; cf. P

s.-A
scon. ap. C

ic.V
err. 2,1,9,26 

（p.164 O
rell.

）
を
挙

げ
る
。
ま
た
第
三
義
と
し
て
、In gen., a controverted question, subject of a controversy

と
あ
る
。

（
24
） 
キ
ュ
ジ
ャ
ス
の
引
用
に
つ
い
て
、
本
稿
で
は
、
パ
リ
・
一
六
五
八
年
版
の
リ
プ
リ
ン
ト
版
を
使
用
す
る
。Iacobus C

uiacius, O
pera om

n
ia 

in
 d

ecem
 tom

os d
istribu

ta:, M
eisterw

erke des europäischen R
echts, B

d. 1, E
d. nova em

endatior et auctior, opera &
 cura 

C
aroli A

nnibalis F
abroti, G

oldbach: K
eip V

erlag 1996, T
om

. 8, col.705 sqq. &
 814 sqq.

同
版
に
は
、
第
五
〇
巻
第
一
七
章
に
つ
い
て
、

二
つ
の
注
釈
が
収
録
さ
れ
て
い
る
。col.705

以
下
の
も
の
を
「
注
釈
1
」、col.814

以
下
の
も
の
を
「
注
釈
2
」
と
い
う
か
た
ち
で
指
示
す
る
こ
と

に
し
た
い
。col.814

の
編
者
注
に
よ
れ
ば
、
注
釈
1
は
注
釈
2
よ
り
も
先
の
注
釈
に
あ
た
る
が
、
編
集
上
の
都
合
で
掲
載
は
後
に
な
っ
た
が
、
実

際
の
時
間
的
な
先
後
関
係
を
重
ん
じ
て
、
先
に
置
い
た
と
さ
れ
て
い
る
。
注
釈
2
の
方
が
ど
ち
ら
か
と
い
う
と
理
解
し
や
す
い
文
章
に
な
っ
て
い
る

よ
う
に
思
わ
れ
る
と
こ
ろ
が
あ
り
、
ま
た
両
者
を
比
較
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
そ
れ
ぞ
れ
の
意
味
が
明
ら
か
に
な
る
と
こ
ろ
も
あ
る
。
本
稿
と
の
関
係

で
、
た
と
え
ば
「
法
の
定
義
は
危
険
で
あ
る
」
に
関
す
る
第
二
〇
二
法
文
に
関
す
る
注
釈
は
、
注
釈
1
で
は
、
第
一
法
文
の
中
で
扱
わ
れ
、
第

二
〇
二
法
文
の
項
で
は
前
者
の
箇
所
の
参
照
指
示
だ
け
で
あ
る
が
、
注
釈
2
で
は
、
第
二
〇
二
法
文
に
独
立
し
た
注
釈
が
付
さ
れ
る
よ
う
な
違
い
が

見
ら
れ
る
。

（
25
） 

注
釈
1
の
続
き
の
箇
所
に
は
こ
う
あ
る
。「
そ
し
て
ま
さ
に
こ
の
事
項
の
概
略causae coniectio

の
意
味
を
デ
ュ
ア
レ
ヌ
スD

uarenus

は
二

箇
所
で
説
明
し
た
上
で
、
何
よ
り
も
そ
の
こ
と
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
な
喜
劇
詩
人
ア
フ
ラ
ニ
ウ
スA

franius

の
言
葉
を
取
り
上
げ
た
。『
今
日
君

の
前
で
事
項
を
略
述
し
た
い
。
君
は
幸
い
こ
こ
に
お
ら
れ
る
し
、
二
人
の
た
め
に
な
る
だ
ろ
う
と
私
は
思
う
。C

ausam
 conjicere hodie apud te 

volo, am
bonus adestis, profuturos arbitror.

』」
注
釈
2
で
は
、
ア
フ
ラ
ニ
ウ
ス
以
下
が
、「
ノ
ニ
ウ
ス
所
収
ア
フ
ラ
ニ
ウ
ス
の
箇
所
」
と
い
う

文
言
に
置
き
換
わ
り
、
ア
ス
コ
ニ
ウ
ス
に
関
す
る
言
及
が
、
原
文
を
挿
入
す
る
こ
と
に
よ
り
、
よ
り
具
体
化
さ
れ
て
い
る
点
に
、
相
違
が
見
ら
れ
る
。

in V
errem

 26

（com
eperendinatio: 

…Q
uo cum

 esset ventum
,

） antequam
 causa ageretur, quasi per indicem

 rem
 exponebant; quod 

ipsum
 dicabatur causae coniectio, quasi causae suae in breve coactio.

「（
理
解com

perendinatio: 

…
そ
の
場
に
出
頭
し
た
と
き
、）
裁

判
が
始
ま
る
に
先
立
ち
、
両
当
事
者
は
あ
た
か
も
証
拠
に
よ
っ
て
事
柄
を
説
明
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
れ
が
ま
さ
に
か
つ
て
事
項
の
略
述
、
当
該

一
〇
〇



『
学
説
彙
纂
』
第
五
〇
巻
第
一
七
章
第
一
法
文
に
つ
い
て
（
吉
原
）

（
三
五
九
）

事
件
の
簡
単
な
要
略
と
で
も
い
わ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
。」
ア
ス
コ
ニ
ウ
ス
の
「
事
項
の
略
述
」
に
関
す
る
言
及
は
、
ガ
イ
ウ
ス
『
法
学
提
要
』
の

古
い
法
律
訴
訟
に
つ
い
て
の
説
明
を
想
起
さ
せ
る
。
審
判
人
の
面
前
に
出
頭
し
て
、
そ
こ
で
事
件
の
概
略
を
開
陳
す
る
こ
と
が
行
わ
れ
た
の
で
あ
り
、

こ
の
記
述
は
ア
ス
コ
ニ
ウ
ス
文
と
ほ
ぼ
一
致
す
る
と
見
て
よ
い
。G

aius,4,15: deinde cum
 ad iudicem

 uenerant, antequam
 apud eum

 

causam
 perorarent, solebant breuiter ei et quasi per indicem

 rem
 exponere; quae dicebatur causae coniectio quasi causae suae 

in breue coactio.

「
次
い
で
審
判
人
の
面
前
に
出
頭
す
る
と
き
は
、
当
事
者
は
審
判
人
に
対
し
て
事
件
を
陳
述
す
る
前
に
、
簡
単
に
事
件
の
概
略

を
開
陳
す
る
こ
と
を
つ
ね
と
し
た
。
こ
れ
を
そ
の
事
件
の
簡
単
な
要
略
と
し
て
事
件
の
略
述
と
い
わ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
。」（
船
田
訳
を
参
照
、
一

部
改
変
）

（
26
） H

eim
bach 

（ed.

）, B
asilicoru

m
 L

ibri L
X
, tom

.1, L
eipzig 1803, S

.65

を
参
照
。
本
文
で
は
「『
バ
シ
リ
カ
』
第
一
巻
」
と
あ
る
が
、
同

版
で
は
、
第
二
巻
第
三
章
が
「
さ
ま
ざ
ま
な
古
法
の
レ
グ
ラ
に
つ
い
て
」
の
章
に
あ
た
る
。『
バ
シ
リ
カ
』
で
は
、『
学
説
彙
纂
』
と
は
異
な
り
、
最

初
の
方
に
置
か
れ
て
い
る
。
原
文
で
はou sem

aine to hypkeim
enon

で
あ
り
、
付
さ
れ
た
ラ
テ
ン
語
訳
はnon signifi cat subiectam

 m
ateriam

と
な
っ
て
い
る
。

（
27
） l.1 sup. de reg. C

aton 

﹇D
.34,7,1 
﹈. l. m

orea. sup. de usur. 

﹇D
.41,3

﹈.

（
28
） l. Iul. sup de cond. et dem

 

﹇D
.35,1,45

﹈, l.8. sup. de lib. et post. 

﹇D
.28,2

﹈.

（
29
） l.1. sup. de privat. delict. 

﹇D
,47,1,1

﹈,.91. sup. de verb. obl. 

﹇D
.45,1,91

﹈.

（
30
） 

注
釈
1
「『
未
成
熟
者
は
遺
言
を
な
し
え
ず
。Im

puberem
 testam

entum
 facere non posse

』
は
、
未
成
熟
者
が
独
身
生
活
を
選
択
し
た
場

合
に
は
、
勅
法C
onstitut. C

onstantini apud S
ozom

en
に
よ
り
、
ま
た
同
人
が
軍
団
長tribunus m

ilitum

と
な
っ
た
場
合
に
は
、
覆
さ
れ
る
。

l.ult. C
.de testam

 m
ilit. 

﹇C
.6,21,18

﹈。」
注
釈
2
で
も
、
ア
ッ
ク
ル
シ
ウ
ス
の
例
と
し
て
引
か
れ
る
事
案
が
列
挙
さ
れ
て
い
る
が
、
少
し
説
明
が

補
充
さ
れ
、
文
意
が
理
解
し
や
す
く
な
っ
て
い
る
。
ア
ッ
ク
ル
シ
ウ
ス
は
、
本
章
第
二
〇
二
法
文
注
釈
に
お
い
て
、
不
確
実
で
あ
る
と
し
て
彼
が
言

及
す
る
レ
グ
ラ
を
列
挙
し
て
い
る
。
注
釈
1
と
の
違
い
だ
け
を
取
り
上
げ
る
と
、
独
身
生
活
を
選
択
し
た
場
合
と
は
何
か
具
体
的
に
は
明
ら
か
に
な

ら
な
い
が
、
そ
の
挙
げ
る
例
は
「
一
八
歳
未
満
の
者
は
誰
も
遺
言
を
な
し
え
ず
」
と
い
う
も
の
で
あ
り
、「
当
該
の
法
に
よ
り
、
一
八
歳
に
達
せ
ざ

る
者
が
修
道
僧
の
法
衣
を
着
し
た
場
合
、
こ
の
者
が
な
し
た
遺
言
は
合
法
か
否
か
が
問
題
と
な
る
。
そ
し
て
そ
の
答
え
は
、
件
の
勅
法
に
よ
り
可
で

一
〇
一



日
本
法
学　

第
八
十
巻
第
二
号
（
二
〇
一
四
年
十
月
）

（
三
六
〇
）

あ
る
」、
と
さ
れ
る
。

（
31
） 

水
谷
智
洋
編
『
羅
和
辞
典
』
改
訂
版
、
研
究
社
・
二
〇
一
二
年
（
第
五
刷
）、
当
該
項
目
。
キ
ュ
ジ
ャ
ス
注
釈
1
で
は
、「『
自
由
人
は
使
用
取

得
さ
れ
な
いliberum

 hom
inem

 non usucapi

』
は
、
使
用
取
得
に
よ
り
妻
と
な
る
と
き
に
は
、
危
険
と
な
る
。
セ
ル
ウ
ィ
ウ
ス
『
農
耕
歌
第
一

巻
注
解
』S

eruius I. G
eorg.

言
葉
通
り
妻
が
一
年
間
夫
と
同
居
し
た
場
合
に
は
た
と
え
法
律
に
よ
ら
ず
と
も
婚
姻
が
成
立
し
た
。」
と
さ
れ
注
釈

2
で
は
、
も
し
妻
に
し
て
、
一
年
が
経
過
す
る
前
に
三
日
間
夫
の
も
と
を
去
っ
た
場
合
で
あ
っ
て
も
、「
実
際
使
用
取
得
さ
れ
る
か
ら
だ
」、
と
し
て
、

視
点
を
逆
転
さ
せ
た
注
釈
に
な
っ
て
い
る
。

（
32
） 

注
釈
1
「
そ
の
他
ア
ッ
ク
ル
シ
ウ
ス
が
挙
げ
る
例
に
関
し
て
、
あ
る
者
が
何
も
か
も
綿
密
に
吟
味
調
査
し
、
こ
れ
以
上
有
利
な
条
件
が
な
い
こ

と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
場
合
に
つ
い
て
、
レ
グ
ラ
エ
の
い
か
な
る
も
の
も
そ
の
安
全
が
危
険
を
免
れ
る
こ
と
を
約
束
さ
れ
な
い
、
と
い
う
本
章
の
旧

い
解
釈
者
は
正
し
い
。
同
じ
く
ア
ッ
ク
ル
シ
ウ
ス
の
第
二
〇
二
法
文
注
釈
も
正
し
い
。」
と
述
べ
、
具
体
例
と
し
て
ア
ジ
ー
ル
の
法
と
レ
グ
ラ
を
比

較
し
て
、「
そ
れ
ゆ
え
、
い
か
な
る
ア
ジ
ー
ル
法
と
同
様
に
、
無
効
と
な
ら
ざ
る
い
か
な
る
法
の
レ
グ
ラ
も
な
い
。
か
く
し
て
す
べ
て
の
定
義
に
は

危
険
が
伴
う
と
こ
と
が
明
ら
か
と
な
っ
た
。
実
際
、
ど
ん
な
に
小
さ
な
異
議
や
状
況
に
よ
っ
て
も
崩
れ
て
し
ま
う
か
ら
で
あ
る
。」、
と
す
る
。

（
33
） 

第
六
九
法
文
「﹇
あ
る
人
の
﹈
意
思
に
反
し
て
は
、
そ
の
﹇
人
﹈
に
利
益
は
付
与
さ
れ
な
い
。Invito benefi cium

 non datur.｣

。
こ
れ
は
、

パ
ウ
ル
ス
『
被
解
放
奴
隷
指
定
論
』
単
巻
書
に
由
来
す
る
レ
グ
ラ
で
あ
る
。「
自
由
は
利
益
で
あ
る
。l.1.sup.de bon.lib. 

﹇D
.38,2,1,

﹈
そ
れ
で
は
、

自
由
は
意
に
反
し
て
与
え
ら
れ
る
こ
と
は
な
い
の
だ
ろ
う
か
。
た
し
か
に
法
が
レ
グ
ラ
か
ら
導
か
れ
る
の
で
あ
れ
ば
、
そ
の
と
お
り
で
あ
る
。
し
か

し
意
に
反
し
て
も
自
由
が
与
え
ら
れ
る
の
は
通
常
の
こ
と
で
あ
る
。l.ult.C

.de testam
. tut. 

﹇C
.5,28,8

﹈; l.ult.C
.de testam

. m
an. 

﹇C
.7,2,15

﹈

同
様
に
意
に
反
す
る
者
も
解
放
さ
れ
る
。l.soluendo, D

.de neg. gest. 

﹇D
.3,5,38

﹈
そ
れ
ゆ
え
か
の
レ
グ
ラ
か
ら
法
が
導
か
れ
る
べ
き
で
は
な
く
、

い
か
な
る
法
に
よ
り
レ
グ
ラ
が
取
り
出
さ
れ
る
か
考
え
か
つ
問
い
か
け
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
実
際
い
か
な
る
レ
グ
ラ
エ
も
区
別
な
く
受
け
入
れ
ら

れ
る
べ
き
で
は
な
い
。l. in ratione §

. diligenter sup. ad leg. F
alcid. 

﹇D
.35,2,11

﹈」
第
一
三
三
法
文
「
私
た
ち
の
状
況
は
、﹇
私
た
ち
の
﹈

奴
隷
を
通
じ
て
、
い
っ
そ
う
悪
く
な
る
こ
と
は
で
き
な
い
。｣l. m

elior, inf. l. pen. deposit. l.3 C
. de pact 

﹇C
.2,3,3

﹈
と
い
う
レ
グ
ラ
に
つ

い
て
、「
す
な
わ
ち
、
そ
れ
は
、
約
束
し
契
約
し
宣
誓
を
防
御
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
こ
と
か
ら
レ
グ
ラ
が
導
か
れ
た
。
し
か
し
、

不
法
行
為
に
よ
っ
て
は
、
奴
隷
が
主
人
の
状
況
を
い
っ
そ
う
悪
く
す
る
こ
と
が
あ
り
う
る
。l.1. §

. quod igitur sup de vi et vi arm
ata 

一
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『
学
説
彙
纂
』
第
五
〇
巻
第
一
七
章
第
一
法
文
に
つ
い
て
（
吉
原
）

（
三
六
一
）

﹇D
.43,16,1,15

﹈。
そ
れ
ゆ
え
こ
の
レ
グ
ラ
か
ら
法
が
導
か
れ
る
べ
き
で
な
い
、
と
い
う
の
は
、
か
か
る
レ
グ
ラ
は
危
険
で
あ
り
、
い
か
な
る
法
か

ら
レ
グ
ラ
が
取
り
出
さ
れ
た
か
が
考
察
さ
れ
る
べ
き
で
あ
り
、
取
り
出
さ
れ
た
当
の
法
に
だ
け
そ
の
レ
グ
ラ
が
関
係
づ
け
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
。」

注
釈
2
で
は
、
不
法
行
為
に
よ
っ
て
奴
隷
が
主
人
の
状
況
を
い
っ
そ
う
悪
く
す
る
こ
と
に
つ
い
て
、
具
体
例
と
し
て
、
主
人
は
奴
隷
を
加
害
物
と
し

て
委
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
事
例
を
挙
げ
る
。

（
34
） l.4. sup. qui test. fac. poss. 

﹇D
.28,1,4

﹈ l. si certarum
 §

.ult. sup. de m
ilitis testam

. 

﹇D
.29,1,17,4

﹈.

（
35
） U

lp. 22 S
ab. D

,34,7,5: R
egula C

atoniana ad novas leges non pertinet.

（
36
） C

elsus 29 dig. D
,28,5,61 

（60

）: Q
ui solvendo non erat, servum

 prim
o loco et alterum

 servum
 secundo loco heredes scripsit. 

S
olus is qui prim

o loco scriptus est hereditatem
 capit: nam

 lege A
elia S

entia ita cavetur, ut, si duo pluresve ex eadem
 causa 

heredes scripti sint, uti quisque prim
us scriptus sit, heres sit.

（
37
） P

om
p. 5 S

ab. D
,28,5,29: H

oc articulo “quisque” om
nes signifi cantur: et ideo L

abeo scribit, si ita scriptum
 sit: “T

itius et 

S
eius quanta quisque eorum

 ex parte heredem
 m

e habuerit scriptum
, heres m

ihi esto”, nisi om
nes habeant scriptum

 heredem
 

testatorem
, neutrum

 heredem
 esse posse, quoniam

 ad om
nium

 factum
 serm

o refertur: in quo puto testatoris m
entem

 

respiciendam
. S

ed hum
anius est eum

 quidem
, qui testatorem

 suum
 heredem

 scripserit, in tantam
 partem

 ei heredem
 fore, qui 

autem
 eum

 non scripserit, nec ad hereditatem
 eius adm

itti.

（
38
） P

aul. 5 sent. D
.28.5.92 

（91

）: Im
peratorem

 litis causa heredem
 institui invidiosum

 est nec calum
nia facultatem

 ex principali 

m
aiestate capi oportet.

（
39
） C

.4,11,1: Im
perator Justinianus. C

um
 et stipulationes et legata et alios contractus post m

ortem
 com

positos antiquitas 

quidem
 respuebat, nos autem

 pro com
m
uni hom

inum
 utilitate recepim

us, consentaneum
 erat etiam

 illam
 regulam

, qua vetustas 

utebatur, m
ore hum

ano em
endare. 1. A

b heredibus enim
 incipere actiones vel contra heredes veteres non concedebant 

contem
platione stipulationum

 ceterarum
que causarum

 post m
ortem

 conceptarum
. 2. S

ed nobis necesse est, ne prioris vitii 

m
ateriam

 relinquam
us, et ipsam

 regulam
 e m

edio tollere, ut liceat et ab heredibus et contra heredes incipere actiones et 

一
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日
本
法
学　

第
八
十
巻
第
二
号
（
二
〇
一
四
年
十
月
）

（
三
六
二
）

obligationes, ne propter nim
iam

 subtilitatem
 verborum

 latitudo voluntatis contrahentium
 im

pediatur 

（A
D
 531

）. K
aser, R

P
R
, I, 

S
.491, n.34 m

it L
it., II, S

.340, n.32.

船
田
『
ロ
ー
マ
法
』
第
三
巻
七
七
頁
註
一
二
も
参
照
。

（
40
） 
そ
の
他
の
例
を
以
下
の
通
り
。「
公
法
は
私
的
な
約
束
に
よ
っ
て
廃
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
。ius publicum

 privatis pactionibus non 

infrim
ari.

」﹇D
.2,14,38

﹈
で
あ
る
。「
虚
偽
の
表
示
に
よ
っ
て
遺
贈
は
無
効
と
は
さ
れ
な
い
。falsa dem

onstratione legatum
 perim

i.

」﹇Inst. 

2, 20,30
﹈。「
そ
の
物
が
自
ら
に
関
係
あ
る
と
証
明
す
る
必
要
は
請
求
者
に
課
せ
ら
れ
る
。P

etitori incum
bere necessitatem

 probandi rem
 

ad se pertinere.
」﹇l.1.C

.T
heod. de fi d. inst.

﹈（「
古
法
の
定
義
に
し
て
レ
グ
ラ
と
呼
ば
れ
る
」）。「
相
続
財
産
に
属
す
る
奴
隷
に
よ
っ
て
は
、

同
一
の
相
続
財
産
に
属
す
る
も
の
は
取
得
さ
れ
え
な
い
。P

er servum
 hereditarium

 non posse adquiri, quod eiusd. hereditatis.

」
も
、

l.1,§
veteres, de acq. poss. 

﹇D
.41,2,1,16

﹈（
古
法
学
者
た
ち
の
レ
グ
ラ
と
呼
ば
れ
て
い
る
）。「
合
意
か
ら
は
訴
権
は
生
じ
な
い
。E

x pacto 

actionem
 non nasci.

」﹇D
.2,14,7,5?

﹈。「
法
の
不
知
は
害
す
れ
ど
も
、
事
実
の
不
知
は
害
さ
ずIuris ignorantiam

 nocere, facti non 

nocere.

」﹇P
aul. lib. sing. de iur. et facti ingnorantia, D

.22,6,9pr.

﹈。「
遺
贈
さ
れ
う
る
当
の
そ
の
者
の
奴
隷
に
も
遺
贈
さ
れ
う
る
。

Q
uibus legari potest, eorum

 etiam
 seruis legari posse.

」。「
後
見
人
は
自
己
の
事
務
に
対
し
て
保
証
人
と
な
り
え
な
い
。In rem

 suam
 

tutorem
 auctorem

 fi eri non posse.

」﹇D
.26,8,1pr.

﹈。「
自
由
は
奪
わ
れ
え
な
いL

ibertatem
 adim

i non posse.

」﹇D
.40,4,10

﹈「
所
有
者
の

意
思
に
よ
り
物
を
取
る
者
は
盗
を
犯
さ
ず
。furtum

 non com
m
ittere eum

 qui rem
 contrectat dom

ini voluntate.

」﹇C
.6,2,20,1?

﹈「
他
の

者
を
相
手
方
と
し
て
盗
訴
権
を
有
す
る
者
は
こ
れ
に
よ
っ
て
拘
束
さ
れ
え
な
い
。E

um
, qui habet aduersus alios furti actionem

, ea teneri 

non posse, l. apud antiquos

」﹇C
.6,2,21

﹈。「
相
続
人
も
し
く
は
占
有
者
の
た
め
に
占
有
す
る
者
の
み
が
相
続
財
産
請
求
訴
訟
に
よ
っ
て
拘
束
さ

れ
る
。E

um
 dem

um
 teneri petitione hereditatis, qui pro herede aut pro possessore possidet.

」﹇D
.5,3,9

﹈。

（
41
） S

tein, R
egu

lae iu
ris 

（n.5

）, p.131 sqq.

（
42
） G
l.regula est ad D

.50,17,1.

（
43
） S

tein, D
e diversis... 

（n.8

）, p.64.

（
44
） S

tein, R
egu

lae iu
ris 

（n.5

）, p.133, 143, 147; D
e diversis... 

（n.8

）, p.63.

（
45
） S

tein, D
e diversis... 

（n.8

）, p.69.

一
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『
学
説
彙
纂
』
第
五
〇
巻
第
一
七
章
第
一
法
文
に
つ
い
て
（
吉
原
）

（
三
六
三
）

（
46
） S

tein, loc.cit.

＊
本
稿
は
、
二
〇
一
三
年
度
〜
二
〇
一
六
年
度
基
盤
研
究
（
Ｃ
）「
ロ
ー
マ
法
に
お
け
る
レ
グ
ラ
エ
の

研
究
」
研
究
課
題
番
号 25380013 

の
研
究
成
果
の
一
部
で
あ
る
。
こ
の
場
を
借
り
て
御
礼
申
し
上
げ
ま
す
。

一
〇
五





フ
ラ
ン
ス
の
グ
ラ
ン
ド
・
リ
ヨ
ン
を
範
と
す
る
小
規
模
自
治
体
の
行
税
財
政
改
革
（
伊
藤
）

（
三
六
五
）

フ
ラ
ン
ス
の
グ
ラ
ン
ド
・
リ
ヨ
ン
を
範
と
す
る
小
規
模
自
治
体

の
行
税
財
政
改
革

伊　
　

藤　
　
　
　
　

悟

は
じ
め
に

一　

フ
ラ
ン
ス
の
地
方
自
治
制
度
の
概
要

二　

グ
ラ
ン
ド
・
リ
ヨ
ン
の
構
成

三　

グ
ラ
ン
ド
・
リ
ヨ
ン
の
行
税
財
政
構
造

四　

小
規
模
自
治
体
の
行
税
財
政
改
革
論

お
わ
り
に

一
〇
七



日
本
法
学　

第
八
十
巻
第
二
号
（
二
〇
一
四
年
十
月
）

（
三
六
六
）

は
じ
め
に

日
本
で
は
、「
地
方
の
時
代
」
と
い
う
こ
と
が
何
度
と
な
く
叫
ば
れ
て
き
た
。
こ
れ
は
、
日
本
国
憲
法
第
八
章
に
地
方
自
治
が
定
め
ら

れ
、
日
本
が
中
央
集
権
国
家
か
ら
地
方
分
権
国
家
へ
と
変
革
す
る
こ
と
の
表
明
を
受
け
て
の
提
言
で
あ
り
、
地
方
へ
の
期
待
で
も
あ
っ
た
。

し
か
し
、
日
本
に
お
い
て
「
地
方
の
時
代
」
は
、
残
念
な
が
ら
、
一
度
も
確
立
さ
れ
て
い
な
い
と
言
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
。
日
本
国
憲

法
制
定
後
も
、
日
本
で
は
、
現
実
に
は
、
依
然
と
し
て
「
三
割
自
治
」
と
評
さ
れ
る
中
央
政
府
主
導
の
地
方
自
治
が
永
続
し
て
い
る
。
ま

た
、
高
度
成
長
期
の
人
口
や
経
済
の
都
市
部
（
特
に
首
都
東
京
都
）
へ
の
一
極
集
中
に
と
も
な
う
地
方
市
町
村
の
過
疎
化
進
行
、
国
内
外
の

産
業
構
造
の
変
化
に
よ
る
自
治
体
経
済
の
悪
化
、
特
に
旧
産
炭
地
で
あ
っ
た
北
海
道
夕
張
市
の
よ
う
に
財
政
破
綻
す
る
自
治
体
も
出
現
し
、

さ
ら
に
三
位
一
体
の
地
方
分
権
改
革
に
よ
り
地
方
交
付
税
の
カ
ッ
ト
が
地
方
へ
の
税
源
移
譲
に
先
行
し
た
こ
と
に
よ
り
市
町
村
財
政
の
危

機
が
増
進
さ
れ
、
住
民
の
生
活
基
盤
の
た
め
の
地
方
行
政
を
担
う
市
町
村
の
存
立
危
機
が
危
惧
さ
れ
て
い
る
。
住
民
生
活
に
密
接
に
関
係

す
る
市
町
村
の
危
機
は
、
住
民
に
と
っ
て
重
大
な
問
題
で
あ
る
。
自
治
体
は
、
基
本
的
に
は
、
自
立
か
つ
自
律
し
て
い
る
べ
き
で
あ
り
、

ま
た
自
治
体
と
し
て
の
市
町
村
は
、
住
民
生
活
の
保
護
団
体
と
し
て
十
分
に
機
能
す
る
こ
と
が
望
ま
し
い
。

し
か
し
、
住
民
人
口
一
万
人
未
満
の
小
規
模
市
町
村

（
1
）

で
は
、
行
税
財
政
的
窮
地
が
ま
す
ま
す
増
大
し
、
こ
の
解
決
が
模
索
さ
れ
て
き

た
。
こ
の
市
町
村
の
行
税
財
政
的
窮
地
を
市
町
村
レ
ベ
ル
で
解
決
す
る
手
段
と
し
て
、
広
域
行
政
手
法
と
市
町
村
合
併
が
あ
る
と
言
え
る
。

市
町
村
合
併
は
究
極
的
選
択
で
あ
り
、
住
所
地
の
市
町
村
に
愛
着
を
も
つ
住
民
は
そ
の
市
町
村
が
吸
収
さ
れ
消
滅
す
る
こ
と
を
回
避
し
た

い
も
の
で
あ
る
。
平
成
の
大
合
併
と
言
わ
れ
た
平
成
一
一
年
以
来
の
今
次
の
市
町
村
合
併
に
よ
り
、
日
本
の
市
町
村
数
は
激
減
し
た

（
2
）

。
こ

れ
ら
合
併
の
原
因
の
す
べ
て
が
市
町
村
の
財
政
危
機
（
財
政
赤
字
）
に
あ
る
と
は
言
え
な
い
が
、
合
併
市
町
村
は
、
何
ら
か
の
行
税
財
政

一
〇
八



フ
ラ
ン
ス
の
グ
ラ
ン
ド
・
リ
ヨ
ン
を
範
と
す
る
小
規
模
自
治
体
の
行
税
財
政
改
革
（
伊
藤
）

（
三
六
七
）

的
窮
地
を
も
ち
、
究
極
的
選
択
で
あ
る
市
町
村
合
併
を
選
択
し
た
も
の
と
考
え
る

（
3
）

。
こ
れ
に
対
し
て
、
地
方
自
治
法
が
定
め
る
一
部
事
務

組
合
（
同
法
二
八
六
条
〜
二
九
一
条
）
や
広
域
連
合
（
同
法
二
九
一
条
の
二
〜
二
九
一
条
の
一
三
）
を
活
用
し
た
広
域
行
政
手
法
に
よ
る
市
町
村

の
行
税
財
政
的
窮
地
を
解
決
す
る
こ
と
も
実
施
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
市
町
村
を
存
続
さ
せ
つ
つ
、
特
定
の
地
方
行
政
事
務
に
つ
き
周

辺
市
町
村
が
協
働
す
る
市
町
村
間
組
合
の
形
式
を
用
い
る
も
の
で
あ
る
。

市
町
村
の
う
ち
人
口
一
万
人
未
満
の
小
規
模
市
町
村
は
、
地
方
分
権
化
に
よ
る
市
町
村
行
政
に
必
要
な
財
政
需
要
を
充
足
す
る
税
収
が

十
分
で
な
く
、
そ
の
運
営
維
持
に
苦
慮
し
て
い
る
。
平
成
の
大
合
併
に
よ
り
、
こ
の
よ
う
な
小
規
模
自
治
体
は
、
日
本
で
は
、
平
成
一
一

年
三
月
末
で
一
、五
三
七
自
治
体
で
あ
っ
た
も
の
が
、
平
成
二
二
年
三
月
末
に
は
四
五
九
自
治
体
ま
で
激
減
し
た

（
4
）

。
こ
の
よ
う
な
合
併
が

推
進
展
開
さ
れ
た
背
景
と
し
て
は
、
小
規
模
自
治
体
で
あ
る
市
町
村
の
財
政
状
況
、
住
民
の
行
政
需
要
に
対
す
る
市
町
村
の
行
政
サ
ー
ビ

ス
の
質
的
量
的
な
低
下
な
ど
、
多
様
な
理
由
が
あ
っ
た
も
の
と
推
量
さ
れ
る
。
小
規
模
自
治
体
の
行
税
財
政
的
窮
地
は
、
日
本
だ
け
の
問

題
で
な
く
、
都
市
部
と
農
村
部
と
の
格
差
が
拡
大
し
つ
つ
あ
る
国
に
お
い
て
共
通
す
る
課
題
で
あ
ろ
う
。
フ
ラ
ン
ス
も
同
種
の
課
題
を
抱

え
て
き
た
国
の
一
つ
で
あ
る
。
フ
ラ
ン
ス
も
日
本
と
同
様
に
首
都
一
極
集
中
型
国
家
と
み
る
こ
と
が
で
き
、
首
都
パ
リ
を
中
心
と
す
る

イ
ー
ル
＝
ド
＝
フ
ラ
ン
ス
（lle-de-F

rance

）
地
域
圏
に
フ
ラ
ン
ス
全
人
口
の
約
五
分
の
一
相
当
が
集
中
し
て
お
り

（
5
）

、
フ
ラ
ン
ス
も
地
方

行
政
改
革
を
展
開
し
、
小
規
模
の
コ
ミ
ュ
ー
ン
（com

m
une

）
の
合
併
を
国
家
事
業
と
し
て
推
進
し
て
き
た
が
、
日
本
の
よ
う
な
大
合
併

は
起
こ
ら
ず
、
依
然
と
し
て
、
小
規
模
コ
ミ
ュ
ー
ン
が
多
数
存
在
し
、
自
立
・
自
律
で
き
な
い
コ
ミ
ュ
ー
ン
も
あ
る
と
言
わ
れ
て
い
る

（
6
）

。

そ
の
一
方
で
、
地
域
圏
（région （

7
）

）
が
形
成
さ
れ
地
方
自
治
体
と
し
て
認
知
さ
れ
、
広
域
的
行
政
の
需
要
に
対
応
す
る
行
政
区
画
整
備
も

実
施
さ
れ
て
い
る
。

フ
ラ
ン
ス
で
は
、
自
治
体
の
最
小
単
位
で
あ
る
コ
ミ
ュ
ー
ン
へ
の
住
民
の
愛
着
が
強
く
、
コ
ミ
ュ
ー
ン
の
合
併
は
進
ま
ず
、
コ
ミ
ュ
ー

一
〇
九



日
本
法
学　

第
八
十
巻
第
二
号
（
二
〇
一
四
年
十
月
）

（
三
六
八
）

ン
は
今
日
で
も
三
六
、〇
〇
〇
以
上
も
あ
る
。
フ
ラ
ン
ス
本
土
面
積
は
約
五
五
万
平
方
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
、
日
本
の
面
積
三
七
万
平
方
キ
ロ

メ
ー
ト
ル
の
約
一
・
五
倍
で
あ
る
が
、
コ
ミ
ュ
ー
ン
の
数
は
、
日
本
の
市
町
村
数
一
、七
一
八
自
治
体
（
平
成
二
六
年
四
月
現
在
、
総
務
省
調

べ
）
の
二
〇
倍
以
上
と
な
っ
て
い
る
。
そ
し
て
、
フ
ラ
ン
ス
の
人
口
は
、
日
本
の
人
口
の
半
分
ほ
ど
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
八
割
を
超
え
る

大
部
分
の
コ
ミ
ュ
ー
ン
は
、
人
口
二
、〇
〇
〇
人
未
満
で
あ
り
、
つ
ま
り
、
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
コ
ミ
ュ
ー
ン
の
大
部
分
は
人
口
一
万
人

未
満
で
あ
る
と
言
っ
て
も
過
言
で
は
な
い

（
8
）

。
フ
ラ
ン
ス
で
は
、
コ
ミ
ュ
ー
ン
の
運
営
危
機
が
国
家
的
問
題
と
し
て
検
討
さ
れ
て
き
た
。
そ

の
成
果
は
、
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
コ
ミ
ュ
ー
ン
の
レ
ベ
ル
段
階
で
の
広
域
行
政
手
法
の
展
開
で
あ
る
と
考
え
る
。
そ
の
一
つ
が
コ
ミ
ュ
ー

ン
間
共
同
体
（Intercom

m
unalité

）
で
あ
る
。

本
稿
は
、
人
口
規
模
一
万
人
未
満
の
小
規
模
自
治
体
の
行
税
財
政
危
機
を
回
避
す
る
方
法
を
考
究
す
る
も
の
で
あ
る
。
そ
の
方
法
と
し

て
は
、
フ
ラ
ン
ス
の
広
域
行
政
手
法
に
関
す
る
コ
ミ
ュ
ー
ン
間
共
同
体
に
注
目
し
、
そ
の
代
表
の
一
つ
で
あ
る
「
グ
ラ
ン
ド
・
リ
ヨ
ン

（L
e G

rand L
yon

）」
の
行
税
財
政
シ
ス
テ
ム
を
事
例
模
範
と
し
て
検
討
し
、
こ
の
シ
ス
テ
ム
と
日
本
の
広
域
行
政
手
法
と
を
比
較
す
る
も

の
と
す
る

（
9
）

。
本
稿
の
目
的
は
、
今
後
の
日
本
に
お
け
る
小
規
模
自
治
体
の
行
税
財
政
運
営
の
あ
り
方
、
改
革
に
つ
い
て
提
言
す
る
こ
と
に

あ
る
。

平
成
の
大
合
併
を
推
進
し
た
平
成
一
二
年
当
時
の
与
党
で
あ
る
自
民
党
、
公
明
党
お
よ
び
保
守
党
で
構
成
さ
れ
た
与
党
行
財
政
改
革
推

進
協
議
会
に
お
い
て
基
礎
的
自
治
体
の
強
化
の
視
点
で
市
町
村
合
併
後
の
自
治
体
数
を
一
、〇
〇
〇
と
す
る
と
い
う
よ
う
な
方
針
も
示
さ

れ
て
い
た
と
さ
れ

（
10
）

、
日
本
で
は
、
市
町
村
合
併
が
国
主
導
で
進
み
実
行
さ
れ
て
き
た
。
こ
れ
に
対
し
て
、
フ
ラ
ン
ス
は
、
自
治
体
の
最
小

単
位
で
あ
る
コ
ミ
ュ
ー
ン
の
合
併
は
稀
な
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
一
番
の
理
由
は
、
コ
ミ
ュ
ー
ン
に
対
す
る
住
民
の
愛
着
で
あ
る
。
愛
着
あ

る
自
治
体
が
行
税
財
政
的
窮
地
に
陥
っ
た
と
き
、
住
民
は
ど
う
す
べ
き
な
の
か
。
市
町
村
合
併
は
、
住
民
に
と
っ
て
究
極
の
選
択
で
あ
り
、

一
一
〇



フ
ラ
ン
ス
の
グ
ラ
ン
ド
・
リ
ヨ
ン
を
範
と
す
る
小
規
模
自
治
体
の
行
税
財
政
改
革
（
伊
藤
）

（
三
六
九
）

で
き
れ
ば
、
こ
れ
を
回
避
し
た
い
と
考
え
る
。
市
町
村
合
併
を
回
避
し
、
愛
着
あ
る
自
治
体
を
存
続
し
、
次
世
代
へ
と
引
き
継
ぎ
で
き
る

自
治
体
運
営
の
あ
り
方
を
模
索
す
る
と
き
、
フ
ラ
ン
ス
の
グ
ラ
ン
ド
・
リ
ヨ
ン
に
代
表
さ
れ
る
コ
ミ
ュ
ー
ン
間
共
同
体
の
自
治
体
シ
ス
テ

ム
は
、
今
後
の
日
本
に
お
け
る
小
規
模
自
治
体
・
市
町
村
の
行
税
財
政
シ
ス
テ
ム
の
参
考
と
な
る
も
の
と
考
え
て
い
る
。

一　

フ
ラ
ン
ス
の
地
方
自
治
制
度
の
概
要

1　

フ
ラ
ン
ス
地
方
自
治
体
の
構
成

フ
ラ
ン
ス
の
地
方
自
治
体
（L

es collectivités territoriales de la R
épublique

）
は
、
現
行
の
フ
ラ
ン
ス
憲
法
第
七
二
条
に
お
い
て
、

フ
ラ
ン
ス
本
土
に
お
い
て
、
一
般
的
に
は
、
コ
ミ
ュ
ー
ン
（com

m
une

）、
県
（départem

ent

）、
お
よ
び
地
域
圏
（région

）
が
認
め
ら
れ

て
い
る

（
11
）

。
フ
ラ
ン
ス
革
命
後
、
フ
ラ
ン
ス
の
自
治
体
は
、
伝
統
的
に
は
、
コ
ミ
ュ
ー
ン
と
県
に
よ
り
構
成
さ
れ
て
き
た
。
そ
し
て
、
第
二

次
世
界
大
戦
後
、
地
方
自
治
改
革
と
し
て
、
い
く
つ
か
の
県
を
ま
と
め
広
域
行
政
圏
の
行
政
区
分
の
一
つ
と
し
て
地
域
圏
が
形
成
さ
れ
、

こ
の
地
域
圏
は
、
公
施
設
法
人
と
し
て
ス
タ
ー
ト
し
、
一
九
八
二
年
の
地
方
自
治
改
革
法
に
よ
り
法
的
地
位
を
確
立
し
、
二
〇
〇
三
年
の

憲
法
改
正
に
よ
り
地
方
自
治
体
に
昇
格
し
承
認
さ
れ
て
い
る

（
12
）

。

フ
ラ
ン
ス
の
地
方
自
治
体
の
最
小
単
位
は
、
コ
ミ
ュ
ー
ン
で
あ
る
。
二
〇
一
四
年
一
月
一
日
現
在
、
三
万
六
、六
八
一
の
コ
ミ
ュ
ー
ン

が
あ
る

（
13
）

。
日
本
と
の
比
較
に
お
い
て
フ
ラ
ン
ス
の
コ
ミ
ュ
ー
ン
は
、
小
規
模
の
も
の
が
多
く
あ
る
。
た
だ
し
、
フ
ラ
ン
ス
の
コ
ミ
ュ
ー
ン

の
う
ち
、
パ
リ
（P

aris

）、
マ
ル
セ
イ
ユ
（M

arseille

）、
リ
ヨ
ン
（L

yon
）
の
三
大
都
市
は
、
別
格
で
あ
り
、
行
政
区
画
と
し
て
の
区

（arrondissem
ent

）
を
有
し
て
い
る

（
14
）

。
こ
れ
ら
三
都
市
以
外
に
は
区
は
存
在
し
な
い
。

県
は
、
フ
ラ
ン
ス
革
命
後
、
コ
ミ
ュ
ー
ン
の
上
位
地
方
組
織
と
し
て
設
置
さ
れ
、
一
九
八
二
年
地
方
分
権
改
革
ま
で
、
フ
ラ
ン
ス
の
中

一
一
一



日
本
法
学　

第
八
十
巻
第
二
号
（
二
〇
一
四
年
十
月
）

（
三
七
〇
）

央
集
権
的
国
家
の
地
方
出
先
機
関
で
あ
っ
た
と
言
え
た
が
、
今
日
で
は
、
住
民
の
直
接
選
挙
に
よ
り
選
出
さ
れ
た
県
議
会
を
中
心
と
す
る

自
治
運
営
が
な
さ
れ
て
い
る

（
15
）

。
ま
た
、
地
方
圏
は
、
県
を
越
え
る
広
域
行
政
需
要
に
応
え
る
た
め
に
、
当
初
、
公
施
設
法
人
と
し
て
設
立

さ
れ
、
一
九
八
二
年
地
方
分
権
法
に
よ
り
法
律
上
の
機
関
と
し
て
認
め
ら
れ
、
二
〇
〇
三
年
憲
法
改
正
に
よ
り
、
憲
法
上
の
地
方
自
治
体

に
昇
格
し
た

（
16
）

。
現
在
、
フ
ラ
ン
ス
の
地
方
自
治
は
、
三
段
階
構
成
を
と
る
。
し
か
し
、
本
稿
で
検
討
す
る
グ
ラ
ン
ド
・
リ
ヨ
ン
に
代
表
さ

れ
る
コ
ミ
ュ
ー
ン
間
共
同
体
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
三
・
五
段
階
構
成
と
も
言
わ
れ
る
。

第
二
次
世
界
大
戦
後
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
諸
国
に
お
い
て
地
方
自
治
体
の
整
備
が
進
み
、
自
治
体
数
の
削
減
が
進
行
し
た
。
フ
ラ
ン
ス
も

一
九
七
一
年
マ
ル
ス
ラ
ン
法
（la loi M

arcellin

）
を
制
定
し
、
コ
ミ
ュ
ー
ン
の
合
併
に
取
り
組
ん
だ
が
、
コ
ミ
ュ
ー
ン
か
ら
の
反
発
が
あ

り
、
他
の
諸
国
が
大
規
模
な
自
治
体
合
併
に
よ
る
自
治
体
数
の
削
減
を
実
行
し
た
の
に
対
し
て
、
フ
ラ
ン
ス
で
は
五
％
程
度
の
削
減
し
か

実
行
で
き
な
か
っ
た

（
17
）

。
そ
こ
で
、
フ
ラ
ン
ス
は
、
自
治
体
合
併
で
は
な
く
、
コ
ミ
ュ
ー
ン
を
存
続
し
つ
つ
、
コ
ミ
ュ
ー
ン
段
階
で
の
広
域

行
政
組
織
（groupem

ent de com
m
unes

）
に
よ
る
自
治
運
営
を
実
行
し
て
き
た

（
18
）

。
現
在
、
こ
れ
は
、
地
方
自
治
体
一
般
法
典
（C

G
C
T
 :C

ode 

général des collectivités territoriales

）
第
五
部
「
地
方
協
力
（la coopération locale

）」
に
規
定
さ
れ
る
コ
ミ
ュ
ー
ン
間
協
力
公
施
設
法

人
（E

P
C
I :établissem

ent public de coopération intercom
m
unale

）
で
あ
る
。

2　

コ
ミ
ュ
ー
ン
間
協
力
公
施
設
法
人

フ
ラ
ン
ス
の
コ
ミ
ュ
ー
ン
間
協
力
公
施
設
法
人
に
は
、「
コ
ミ
ュ
ー
ン
事
務
組
合
（les syndicats de com

m
unes

）」、「
コ
ミ
ュ
ー
ン
共

同
体
（les com

m
unautés de com

m
unes :C

C

）」、「
大
都
市
共
同
体
（les com

m
unautés urbaines :C

U

）」、「
都
市
圏
共
同
体
（les 

com
m
unautés d ’agglom

ération :C
A

）」、「
新
都
市
組
合
（les syndicats d ’agglom

ération nouvelle :S
A
N

）」
お
よ
び
「
中
核
都
市
（les 

m
étropoles :M

E

）」
が
あ
る
（C

G
C
T
 art.L

5210-1-1 A （
19
）

）。
コ
ミ
ュ
ー
ン
事
務
組
合
以
外
の
コ
ミ
ュ
ー
ン
間
協
力
公
施
設
法
人
は
、
一
般

一
一
二



フ
ラ
ン
ス
の
グ
ラ
ン
ド
・
リ
ヨ
ン
を
範
と
す
る
小
規
模
自
治
体
の
行
税
財
政
改
革
（
伊
藤
）

（
三
七
一
）

に
は
、
コ
ミ
ュ
ー
ン
間
共
同
体
（Intercom

m
unalité

）
と
言
わ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
は
、
加
盟
コ
ミ
ュ
ー
ン
の
権
限
事
務
の
一
部

を
共
同
で
実
施
す
る
公
共
団
体
で
あ
る
。

コ
ミ
ュ
ー
ン
間
協
力
公
施
設
法
人
は
、
独
自
の
課
税
権
の
有
無
に
よ
り
、
二
区
分
さ
れ
る
。
コ
ミ
ュ
ー
ン
事
務
組
合
は
、
課
税
権
を
有

せ
ず
、
単
一
目
的
コ
ミ
ュ
ー
ン
事
務
組
合
（les S

yndicats Intercom
m
unaux à V

ocation U
nique :S

IV
U

）
と
多
目
的
コ
ミ
ュ
ー
ン
事
務
組

合
（les S

yndicats Intercom
m
unaux à V

ocation M
ultiple :S

IV
O
M

）
が
あ
る

（
20
）

。
フ
ラ
ン
ス
で
も
電
気
や
水
道
な
ど
の
普
及
に
伴
い
、
小

規
模
の
コ
ミ
ュ
ー
ン
を
単
位
と
す
る
地
方
自
治
の
限
界
が
認
識
さ
れ
、
一
八
九
〇
年
に
は
、
コ
ミ
ュ
ー
ン
事
務
組
合
が
成
立
し
た
。
第
二

次
世
界
大
戦
後
、
首
都
パ
リ
へ
の
人
口
と
経
済
の
集
中
が
認
識
さ
れ
、
こ
れ
に
よ
る
地
方
改
革
問
題
が
検
討
さ
れ
て
き
た
。
い
く
つ
か
の

地
方
都
市
を
国
策
と
し
て
盛
り
上
げ
、
首
都
と
地
方
の
均
衡
を
図
ろ
う
と
し
た
。
そ
の
成
果
が
Ｃ
Ｕ
で
あ
る
。
そ
の
後
、
コ
ミ
ュ
ー
ン
の

合
併
が
進
展
し
な
か
っ
た
こ
と
も
あ
り
、
広
域
的
自
治
運
営
と
し
て
他
の
コ
ミ
ュ
ー
ン
間
共
同
体
が
形
成
さ
れ
て
い
っ
た
。

コ
ミ
ュ
ー
ン
事
務
組
合
以
外
は
、
課
税
権
を
有
す
る
コ
ミ
ュ
ー
ン
間
協
力
公
施
設
法
人
で
あ
る
。
憲
法
上
の
地
方
自
治
体
で
あ
る
コ

ミ
ュ
ー
ン
、
県
お
よ
び
地
域
圏
の
ほ
か
、
そ
の
共
同
体
に
課
税
権
を
付
与
し
、
自
治
行
税
財
政
運
営
を
す
る
の
が
フ
ラ
ン
ス
の
地
方
自
治

制
度
の
特
徴
と
言
え
る
。
独
自
の
課
税
権
を
有
す
る
コ
ミ
ュ
ー
ン
間
共
同
体
の
税
制
と
し
て
は
、
単
一
職
業
税
制
（fi scalité 

professionnelle unique :F
P
U

）
に
よ
る
も
の
と
、
ま
た
は
付
加
税
制
（fi scalité additionnelle :F

A

）
に
よ
る
も
の
と
が
あ
り
、
Ｃ
Ｕ
は

両
税
制
の
う
ち
一
つ
を
選
択
す
る
こ
と
と
さ
れ
、
Ｃ
Ａ
は
単
一
職
業
税
制
を
採
用
す
る
も
の
と
さ
れ
て
い
る

（
21
）

。

コ
ミ
ュ
ー
ン
間
共
同
体
は
、
歴
史
的
に
は
、
Ｃ
Ｕ
か
ら
は
じ
ま
る
。
Ｃ
Ｕ
は
、
一
九
六
六
年
成
立
し
た
大
都
市
共
同
体
法

（
22
）

に
よ
り
ボ
ル

ド
ー
（B

ordeaux

）、
リ
ー
ル
（L

ille

）、
リ
ヨ
ン
（L

yon

）、
ス
ト
ラ
ス
ブ
ー
ル
（S

trasbourg

）
の
四
都
市
を
拠
点
と
し
て
（
同
法
三
条
）、

そ
の
設
立
が
企
画
さ
れ
た
。
現
在
の
Ｃ
Ｕ
は
、
地
方
自
治
体
一
般
法
典
Ｌ
五
二
一
五
│
一
条
以
下
に
規
定
さ
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、

一
一
三



日
本
法
学　

第
八
十
巻
第
二
号
（
二
〇
一
四
年
十
月
）

（
三
七
二
）

一
九
九
九
年
「
シ
ュ
ヴ
ェ
ヌ
マ
ン
法
（loi C

hevènem
ent （

23
）

）」
等
の
改
正
を
経
て
、
一
五
の
も
の
が
存
在
す
る

（
24
）

。
グ
ラ
ン
ド
・
リ
ヨ
ン
も
そ

の
一
つ
で
あ
る
。

Ｃ
Ｕ
以
外
の
コ
ミ
ュ
ー
ン
間
共
同
体
に
つ
い
て
も
、
現
行
の
地
方
自
治
体
一
般
法
典
に
規
定
さ
れ
、
運
用
さ
れ
て
い
る
。
コ
ミ
ュ
ー
ン

共
同
体
（
Ｃ
Ｃ
）
は
、
フ
ラ
ン
ス
で
の
コ
ミ
ュ
ー
ン
合
併
が
進
ま
な
か
っ
た
こ
と
に
対
す
る
一
つ
の
対
応
策
と
し
て
一
九
九
二
年
法

（
25
）

に
よ

り
制
定
さ
れ
、
一
九
〇
三
の
Ｃ
Ｃ
が
存
在
す
る

（
26
）（C

G
C
T
 art.L

5210-1-1

）。
そ
の
ほ
か
、
二
二
二
の
都
市
圏
共
同
体
（
Ｃ
Ａ
）（C

G
C
T
 art.

L
5216-1

）、
四
の
新
都
市
圏
組
合
（
Ｓ
Ａ
Ｎ
）（C

G
C
T
 art.L

5311-1

）
お
よ
び
一
の
中
核
都
市
（
Ｍ
Ｅ
）（C

G
C
T
 art.L

5217-1

）
が
認
め
ら

れ
て
い
る

（
27
）

。

コ
ミ
ュ
ー
ン
間
共
同
体
の
人
口
規
模
に
お
け
る
順
序
と
し
て
は
、
Ｃ
Ｕ
が
二
五
万
人
以
上
（C

G
C
T
 art.L

5214-1

）、
Ｃ
Ａ
が
五
万
人
以

上
で
中
心
地
域
が
一
・
五
万
人
以
上
（C

G
C
T
 art.L

5215-1

）、
人
口
規
模
条
件
が
な
い
Ｃ
Ｃ
（C

G
C
T
 art.L

5216-1

）
の
順
で
規
模
が
小
さ

く
な
る
。
な
お
、
共
通
し
た
規
制
と
し
て
、
コ
ミ
ュ
ー
ン
間
共
同
体
は
、「
地
続
き
か
つ
飛
地
な
し
（d ’un seul tenant et sans enclave

）」

と
い
う
条
件
が
付
さ
れ
て
い
る

（
28
）

。

現
在
、
ほ
と
ん
ど
の
コ
ミ
ュ
ー
ン
が
何
ら
か
の
コ
ミ
ュ
ー
ン
共
同
体
に
属
し
て
い
る
。
こ
れ
は
、
前
大
統
領
サ
ル
コ
ジ
政
権
に
お
け
る

二
〇
一
〇
年
地
方
制
度
改
革
法

（
29
）

が
成
立
し
、
そ
れ
に
基
づ
き
、
フ
ラ
ン
ス
は
、
地
方
選
挙
等
に
関
す
る
地
方
自
治
体
改
革
を
挙
行
し
た
。

現
在
の
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
コ
ミ
ュ
ー
ン
間
共
同
体
の
進
展
は
、
同
法
に
よ
る
も
の
と
い
え
る
。

一
一
四



フ
ラ
ン
ス
の
グ
ラ
ン
ド
・
リ
ヨ
ン
を
範
と
す
る
小
規
模
自
治
体
の
行
税
財
政
改
革
（
伊
藤
）

（
三
七
三
）

二　

グ
ラ
ン
ド
・
リ
ヨ
ン
の
構
成

1　

リ
ヨ
ン
と
グ
ラ
ン
ド
・
リ
ヨ
ン

リ
ヨ
ン
は
、
フ
ラ
ン
ス
南
東
部
に
あ
る
ロ
ー
ヌ
・
ア
ル
プ
地
域
圏
（R

égion R
hône-A

lpes

）
の
中
心
都
市
、
か
つ
ロ
ー
ヌ
県

（D
épartem

ent du R
hône

、
一
、七
四
〇
万
人
）
の
県
庁
所
在
地
で
あ
り
、
ア
ル
プ
ス
の
ロ
ー
ヌ
氷
河
に
発
し
レ
マ
ン
湖
を
経
て
流
れ
る
ロ
ー

ヌ
川
（le R

hône

）
と
ソ
ー
ヌ
川
（la S

aône

）
と
の
合
流
点
に
位
置
す
る
人
口
四
九
万
人
ほ
ど
の
コ
ミ
ュ
ー
ン
で
あ
る
。
現
在
、
市
内
行

政
は
、
九
の
区
（arrondissem

ent
）
に
分
け
ら
れ
、
実
施
さ
れ
て
い
る
。

リ
ヨ
ン
は
、
フ
ラ
ン
ス
を
代
表
す
る
大
都
市
で
あ
る
の
で
、
自
立
し
て
自
治
行
政
を
実
施
す
る
自
治
能
力
を
も
っ
て
い
る
と
い
え
る
。

し
か
し
、
リ
ヨ
ン
は
、
大
都
市
共
同
体
に
関
す
る
一
九
六
六
年
法
に
基
づ
き
、
周
辺
コ
ミ
ュ
ー
ン
と
と
も
に
コ
ミ
ュ
ー
ン
間
共
同
体
を
形

成
し
て
き
た
。
一
九
六
九
年
設
立
当
初
、
こ
の
大
都
市
共
同
体
は
、
当
初
「C

om
m
unauté urbaine de L

yon

」
の
各
頭
文
字
を
と
り

「
Ｃ
Ｕ
Ｌ
」
と
い
う
略
称
も
使
用
さ
れ
た
が
、
一
九
七
一
年
に
呼
称
を
「C

O
m
m
unauté U

rbaine de L
Y
on :C

O
U
L
Y

」
と
し
た
が
、

一
九
九
一
年
に
現
在
の
グ
ラ
ン
ド
・
リ
ヨ
ン
（le G

rand L
yon

）
と
呼
称
改
名
し
、
今
日
に
至
っ
て
い
る

（
30
）

。

グ
ラ
ン
ド
・
リ
ヨ
ン
は
、
ロ
ー
ヌ
県
の
県
庁
所
在
地
で
あ
る
リ
ヨ
ン
を
中
心
と
す
る
大
都
市
共
同
体
で
あ
り
、
現
在
、
ロ
ー
ヌ
県
内

二
九
三
コ
ミ
ュ
ー
ン
の
う
ち
リ
ヨ
ン
に
隣
接
す
る
五
九
コ
ミ
ュ
ー
ン
（
他
県
に
所
属
し
て
い
た
も
の
も
あ
る
）
に
て
構
成
さ
れ
て
い
る
。
こ

れ
は
、
ロ
ー
ヌ
県
の
面
積
の
一
五
％
を
占
め
る
約
五
〇
〇
平
方
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
の
面
積
を
有
し
（
東
京
都
二
三
区
六
二
一
平
方
キ
ロ
メ
ー
ト
ル

よ
り
も
や
や
狭
く
、
横
浜
市
四
三
七
平
方
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
よ
り
広
く
、
札
幌
市
一
一
二
一
平
方
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
の
約
半
分
）、
人
口
で
は
一
三
〇
万
人

を
超
え
る
住
民
、
ロ
ー
ヌ
県
の
八
〇
％
を
超
え
る
住
民
を
抱
え
て
い
る
。
人
口
面
で
み
た
と
き
、
グ
ラ
ン
ド
・
リ
ヨ
ン
は
、
コ
ミ
ュ
ー
ン

一
一
五



日
本
法
学　

第
八
十
巻
第
二
号
（
二
〇
一
四
年
十
月
）

（
三
七
四
）

間
協
力
公
施
設
法
人
の
中
で
最
大
規
模
の
も
の
と
な
っ
て
い
る
。
そ
の
意
味
で
、
リ
ヨ
ン
が
パ
リ
に
続
く
フ
ラ
ン
ス
第
二
位
の
都
市
と
さ

れ
る
。

グ
ラ
ン
ド
・
リ
ヨ
ン
庁
舎
は
、
リ
ヨ
ン
三
区
に
あ
る
国
鉄
（
Ｓ
Ｎ
Ｃ
Ｆ
）
パ
ー
ル
・
ド
ュ
ー
駅
（G

are du P
art-D

ieu

）
近
く
の
ラ
ッ
ク

通
り
（rue du L

ac
）
に
あ
る
。
グ
ラ
ン
ド
・
リ
ヨ
ン
の
代
表
（P

resident du G
rand L

yon

）
は
、
リ
ヨ
ン
の
コ
ミ
ュ
ー
ン
長
（m

aire

）
で

あ
る
コ
ロ
ン
ブ
氏
（G

érard C
ollom

b

、
所
属
政
党
は
社
会
党
）
が
二
〇
〇
一
年
よ
り
現
在
ま
で
担
当
し
て
い
る

（
31
）

。

2　

グ
ラ
ン
ド
・
リ
ヨ
ン
の
構
成
コ
ミ
ュ
ー
ン

グ
ラ
ン
ド
・
リ
ヨ
ン
は
、
二
〇
一
四
年
六
月
現
在
、
リ
ヨ
ン
周
辺
の
五
九
コ
ミ
ュ
ー
ン
に
て
構
成
さ
れ
て
い
る
大
都
市
共
同
体
で
あ
る
。

そ
の
構
成
コ
ミ
ュ
ー
ン
は
次
頁
表
の
通
り
で
あ
る

（
32
）

。

グ
ラ
ン
ド
・
リ
ヨ
ン
を
構
成
す
る
コ
ミ
ュ
ー
ン
に
は
、
リ
ヨ
ン
の
ほ
か
に
住
民
人
口
一
〇
万
人
を
超
え
る
コ
ミ
ュ
ー
ン
が
一
つ
あ
る
が
、

基
本
的
に
は
中
小
コ
ミ
ュ
ー
ン
が
中
心
と
な
っ
て
グ
ラ
ン
ド
・
リ
ヨ
ン
は
形
成
さ
れ
て
い
る
。
中
に
は
、
二
〇
〇
ヘ
ク
タ
ー
ル
（
二
平
方

キ
ロ
メ
ー
ト
ル
）
未
満
の
コ
ミ
ュ
ー
ン
も
あ
る
。
グ
ラ
ン
ド
・
リ
ヨ
ン
を
構
成
す
る
コ
ミ
ュ
ー
ン
の
人
口
と
面
積
を
み
る
と
、
フ
ラ
ン
ス

の
コ
ミ
ュ
ー
ン
の
規
模
が
日
本
と
比
較
し
基
本
的
に
い
か
に
小
規
模
で
あ
る
か
が
理
解
で
き
る
。

三　

グ
ラ
ン
ド
・
リ
ヨ
ン
の
行
税
財
政

1　

グ
ラ
ン
ド
・
リ
ヨ
ン
の
権
限
事
務

グ
ラ
ン
ド
・
リ
ヨ
ン
は
、
コ
ミ
ュ
ー
ン
間
共
同
体
と
し
て
の
大
都
市
共
同
体
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
グ
ラ
ン
ド
・
リ
ヨ
ン
は
、
コ

ミ
ュ
ー
ン
が
有
す
る
権
限
事
務
の
い
く
つ
か
を
加
盟
コ
ミ
ュ
ー
ン
か
ら
移
譲
さ
れ
行
使
し
て
い
る
。
フ
ラ
ン
ス
の
コ
ミ
ュ
ー
ン
の
主
な
事

一
一
六



フ
ラ
ン
ス
の
グ
ラ
ン
ド
・
リ
ヨ
ン
を
範
と
す
る
小
規
模
自
治
体
の
行
税
財
政
改
革
（
伊
藤
）

（
三
七
五
）

グランド・リヨンの構成コミューン（アルファベット順）
コミューン名称 長 人口 面積（ha）

1 Albigny-sur-Saône Pierre ABADIE 4,299 195
2 Bron Annie GUILLEMOT 39,371 1,030
3 Cailloux-sur-Fontaines Michel ROUSSEAU 2,546 869
4 Caluire et Cuire Philippe COCHET 42,075 1,045
5 Champagne-au-Mont-d'Or Bernard DEJEAN 5,276 260
6 Charbonnières-les-Bains Gérald EYMARD 4,927 413
7 Charly Claude VIAL 4,611 509
8 Chassieu Jean-Jacques SELLES 9,876 1,157
9 Collonges-au-Mont-d'Or Claude REYNARD 3,906 378
10 Corbas Jean-Claude TALBOT 10,736 1,188
11 Couzon-au-Mont-d'Or Patrick VERON 2,599 311
12 Craponne Alain GALLIANO 10,057 462
13 Curis-au-Mont-d'Or Pierre GOUVERNEYRE 1,155 303
14 Dardilly Michèle VULLIEN 9,014 1,399
15 Décines-Charpieu Laurence FAUTRA 26,221 1,701
16 Ecully Yves-Marie UHLRICH 18,244 845
17 Feyzin Yves BLEIN 9,403 964
18 Fleurieu-sur-Saône Hubert GUIMET 1,406 291
19 Fontaines-Saint-Martin Virginie POULAIN 3,084 274
20 Fontaines-sur-Saône Thierry POUZOL 6,394 232
21 Francheville Michel RANTONNET 13,238 818
22 Genay Arthur ROCHE 5,216 849
23 Givors Martial PASSI 19,852 1,150
24 Grigny Xavier ODO 9,201 575
25 Irigny Jean-Luc DA PASSANO 8,451 884
26 Jonage Lucien BARGE 5,834 1,211
27 La Mulatière Guy BARRET 6,650 185
28 La Tour de Salvagny Gilles PILLON 3,880 843
29 Limonest Max VINCENT 3,471 912
30 Lissieu Yves JEANDIN 3,095 550
31 Lyon Gérard COLLOMB 499,785 4,795
32 Marcy-l'Etoile Joël PIEGAY 3,611 537
33 Meyzieu Michel FORISSIER 31,493 2,301
34 Mions Claude COHEN 12,103 1,157
35 Montanay Gilbert SUCHET 2,895 716
36 Neuville-sur-Saône Valérie GLATARD 7,377 547
37 Oullins François-Noël BUFFET 25,514 440
38 Pierre-Bénite Jérôme MOROGE 10,094 448
39 Poleymieux-au-Mont-d'Or Corinne CARDONA 1,326 620
40 Quincieux Pascal DAVID 2,931 1,772
41 Rillieux-la-Pape Alexandre VINCENDET 30,387 1,159
42 Rochetaillée-sur-Saône Michel COMTE 1,556 129
43 Saint-Cyr-au-Mont-d'Or Marc GRIVEL 5,716 729
44 Saint-Didier-au-Mont-d'Or Denis BOUSSON 6,597 834
45 Saint-Fons Nathalie FRIER 17,150 606
46 Saint-Genis-Laval Roland CRIMIER 21,291 1,292
47 Saint-Genis-les-Ollières Didier CRÉTENET 4,713 374
48 Saint-Germain-au-Mont-d'Or Renaud GEORGE 2,809 543
49 Saint-Priest Gilles GASCON 43,017 2,971
50 Saint-Romain-au-Mont-d'Or Pierre CURTELIN 1,124 261
51 Sainte Foy-lès-Lyon Véronique SARSELLI 22,108 683
52 Sathonay-Camp Pierre ABADIE 4,299 195
53 Sathonay-Village Jean-Pierre CALVEL 2,265 515
54 Solaize Guy BARRAL 2,831 810
55 Tassin-la-Demi-Lune Pascal CHARMOT 20,292 740
56 Vaulx-en-Velin Hélène GEOFFROY 43,298 2,095
57 Vénissieux Michèle PICARD 60,744 1,533
58 Vernaison André VAGANAY 4,545 406
59 Villeurbanne Jean-Paul BRET 146,578 1,452

Total 1,332,537 52,463

一
一
七



日
本
法
学　

第
八
十
巻
第
二
号
（
二
〇
一
四
年
十
月
）

（
三
七
六
）

務
と
し
て
は
、
①
地
方
都
市
計
画
の
策
定
、
建
築
許
可
、
協
議
整
備
地
区
の
指
定
な
ど
都
市
計
画
に
関
す
る
こ
と
、
②
小
学
校
、
幼
稚
園
、

図
書
館
等
の
設
置
・
管
理
、
通
学
用
輸
送
（
都
市
圏
内
）
の
確
保
等
、
教
育
・
文
化
行
政
、
③
コ
ミ
ュ
ー
ン
道
・
上
下
水
道
の
整
備
、
家

庭
ご
み
の
処
理
、
ヨ
ッ
ト
ハ
ー
バ
ー
の
整
備
な
ど
生
活
関
連
施
設
、
④
保
育
所
、
コ
ミ
ュ
ー
ン
福
祉
セ
ン
タ
ー
の
運
営
等
、
社
会
福
祉
等

が
挙
げ
ら
れ
る

（
33
）

。

グ
ラ
ン
ド
・
リ
ヨ
ン
の
主
要
な
権
限
と
し
て
は
、
①
道
路
管
理
（la voirie

）、
②
飲
料
水
配
給
と
下
水
整
備
（L

a distribution d ’eau 

potable et l ’assainissem
ent

）、
③
家
庭
ご
み
の
収
集
処
理
（L

a collecte et traitem
ent des ordures m

énagères

）、
④
移
動

（
34
）

と
駐
車
（L

es 

déplacem
ents et le stationnem

ent
）、
⑤
Ｐ
Ｌ
Ｕ
（le plan local d ’urbanism

e

）、
Ｓ
Ｄ
（schém

a directeur

）
な
ど
の
都
市
計
画
策
定

（L
’élaboration de docum

ents d ’urbanism
e

）、
⑥
居
住
お
よ
び
社
会
住
宅
（L

’habitat et le logem
ent social

）、
⑦
大
規
模
都
市
設
備
（L

es 

grands équipem
ents d ’agglom

ération

）、
⑧
地
域
経
済
発
展
計
画
（L

e schém
a de développem

ent économ
ique du territoire

）
と
さ
れ
、

ま
た
、
グ
ラ
ン
ド
・
リ
ヨ
ン
は
、
公
共
的
広
場
、
テ
ク
ノ
ポ
リ
ス
・
サ
イ
ト
、
企
業
誘
致
、
開
発
用
保
留
地
、
屠
殺
（
畜
殺
）
場
、
大
型

市
場
、
墓
地
に
つ
い
て
も
管
理
し
て
い
る

（
35
）

。
な
お
、
こ
れ
ら
の
う
ち
、
飲
料
水
、
社
会
住
宅
、
公
共
輸
送
、
駐
車
場
、
公
設
市
場
な
ど
に

つ
い
て
は
、
外
部
委
託
も
さ
れ
て
い
る

（
36
）

。

し
た
が
っ
て
、
保
育
所
、
高
齢
者
施
設
、
小
学
校
、
図
書
館
な
ど
の
運
営
は
、
加
盟
コ
ミ
ュ
ー
ン
に
よ
り
行
わ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
他

の
多
く
の
コ
ミ
ュ
ー
ン
事
務
に
つ
い
て
は
、
グ
ラ
ン
ド
・
リ
ヨ
ン
と
し
て
実
行
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
コ
ミ
ュ
ー
ン
長
が
国
の
代
表
と
し

て
行
う
戸
籍
、
公
安
、
選
挙
、
法
令
告
示
な
ど
は
、
依
然
と
し
て
、
コ
ミ
ュ
ー
ン
の
事
務
と
な
る
。
た
と
え
ば
、
結
婚
の
儀
は
、
リ
ヨ
ン

各
区
長
の
立
会
の
も
と
で
区
役
所
に
て
行
わ
れ
、
結
婚
し
た
ば
か
り
の
カ
ッ
プ
ル
が
区
役
所
か
ら
親
族
や
友
人
、
そ
し
て
音
楽
隊
あ
る
い

は
ク
ラ
ク
シ
ョ
ン
を
鳴
ら
す
車
の
列
と
と
も
に
街
を
に
ぎ
や
か
に
し
て
い
る
。
そ
の
一
方
、
リ
ヨ
ン
街
中
を
走
る
路
面
電
車
、
地
下
鉄
、

一
一
八



フ
ラ
ン
ス
の
グ
ラ
ン
ド
・
リ
ヨ
ン
を
範
と
す
る
小
規
模
自
治
体
の
行
税
財
政
改
革
（
伊
藤
）

（
三
七
七
）

バ
ス
な
ど
は
、
グ
ラ
ン
ド
・
リ
ヨ
ン
に
よ
り
運
行
さ
れ
、
リ
ヨ
ン
と
ベ
ッ
ト
・
タ
ウ
ン
で
も
あ
る
近
隣
コ
ミ
ュ
ー
ン
と
を
結
ん
で
い
る

（
日
本
の
大
都
市
の
市
営
バ
ス
等
も
近
隣
市
町
村
ま
で
の
延
長
運
行
を
す
べ
き
で
あ
る
。
過
疎
化
に
よ
り
、
Ｊ
Ｒ
の
廃
線
、
代
行
バ
ス
も
廃
止
、
タ
ク
シ
ー

も
撤
退
と
い
う
市
民
の
足
が
な
い
市
町
村
も
出
現
し
う
る
）。

2　

グ
ラ
ン
ド
・
リ
ヨ
ン
の
行
政

二
〇
一
三
年
の
自
治
体
選
挙
制
度
の
改
革

（
37
）に

よ
り
、
都
市
共
同
体
議
会
（C

onseil de com
m
unauté

）
の
議
員
（conseillers com

m
unautaires

）

も
直
接
普
通
選
挙
に
よ
り
選
出
さ
れ
る
こ
と
と
な
り
、
二
〇
一
四
年
三
月
二
三
日
と
三
〇
日
の
両
日
に
実
施
さ
れ
た
地
方
選
挙

（
38
）

に
お
い

て
、
直
接
普
通
選
挙
が
は
じ
め
て
都
市
共
同
体
に
も
採
用
さ
れ
た
。
グ
ラ
ン
ド
・
リ
ヨ
ン
は
、
一
つ
の
コ
ミ
ュ
ー
ン
に
お
け
る
コ
ミ
ュ
ー

ン
議
会
（C

onseil m
unicipal

）
と
同
様
、
都
市
共
同
体
議
会
（
年
に
一
〇
回
ほ
ど
開
催
）
に
よ
り
行
政
が
執
ら
れ
、
一
六
二
名
の
議
会
議
員

が
五
九
コ
ミ
ュ
ー
ン
（
各
コ
ミ
ュ
ー
ン
一
名
以
上
、
人
口
規
模
で
の
議
員
定
数
配
置
が
な
さ
れ
て
い
る
）
に
お
い
て
選
出
さ
れ
て
お
り
、
議
会
が

グ
ラ
ン
ド
・
リ
ヨ
ン
代
表
（P

résident du G
rand L

yon

、
今
回
の
選
挙
の
結
果
で
、
コ
ロ
ン
ブ
氏
が
再
選
さ
れ
て
い
る
）
と
事
務
局
（B

ureau

）

に
権
限
を
委
ね
、
議
会
選
出
の
二
五
名
副
代
表
（vice-presidents

、
グ
ラ
ン
ド
・
リ
ヨ
ン
の
行
政
事
務
を
分
掌
す
る
）
お
よ
び
六
名
の
評
議
員

に
よ
り
事
務
局
が
構
成
さ
れ
、
事
務
に
関
す
る
決
定
が
な
さ
れ
、
組
織
運
営
さ
れ
て
い
る

（
39
）

。

グ
ラ
ン
ド
・
リ
ヨ
ン
の
行
政
組
織
は
、
事
務
総
局
（D

irection générale

）、
水
局
（D

irection de l ’eau

）、
衛
生
局
（D

irection de la 

propreté

）、
交
通
局
（D

irection de la voirie

）、
資
源
委
員
会
（D

élégation générale aux ressources

）、
経
済
・
国
際
開
発
委
員
会

（D
élégation générale au développem

ent économ
ique et international

）、
お
よ
び
都
市
開
発
委
員
会
（D

élégation générale au développem
ent 

urbain

）
に
て
構
成
さ
れ
る

（
40
）

。

一
一
九



日
本
法
学　

第
八
十
巻
第
二
号
（
二
〇
一
四
年
十
月
）

（
三
七
八
）

3　

グ
ラ
ン
ド
・
リ
ヨ
ン
の
税
財
政

グ
ラ
ン
ド
・
リ
ヨ
ン
の
財
政
規
模
は
、
二
〇
一
三
年
度
予
算
ベ
ー
ス
で
は
、
一
九
億
三
、五
二
〇
万
ユ
ー
ロ
（
一
ユ
ー
ロ
一
四
〇
円
換
算

で
二
七
〇
九
億
二
八
百
万
円
）
で
あ
る

（
41
）

。
グ
ラ
ン
ド
・
リ
ヨ
ン
の
予
算
は
、
経
常
事
務
支
出
（les dépenses de fonctionnem

ent

）
と
投
資
支

出
（les dépenses d ’investissem

ent

）
と
に
区
分
さ
れ
概
念
さ
れ
て
い
る
。
経
常
事
務
支
出
は
、
都
市
共
同
体
と
し
て
の
働
き

（fonctionnem
ent

）、
す
な
わ
ち
衛
生
管
理
、
水
管
理
、
道
路
交
通
管
理
、
公
共
交
通
機
関
な
ど
の
住
民
サ
ー
ビ
ス
の
た
め
の
支
出
で
あ
り
、

一
方
、
投
資
支
出
は
、
経
済
雇
用
発
展
、
都
市
移
動
、
住
宅
、
都
市
機
能
、
都
市
環
境
な
ど
の
分
野
に
お
け
る
都
市
共
同
体
の
社
会
資
本

整
備
に
投
じ
ら
れ
る
支
出
で
あ
る

（
42
）

。

二
〇
一
三
年
度
予
算
で
は
、
経
常
事
務
部
門
で
は
、
収
入
一
三
億
二
、八
九
〇
万
ユ
ー
ロ
、
支
出
一
〇
億
七
、二
二
〇
万
ユ
ー
ロ
、
剰
余

金
（
投
資
部
門
の
収
入
へ
）
二
億
五
、六
七
〇
万
ユ
ー
ロ
、
投
資
部
門
で
は
、
剰
余
金
二
億
五
、六
七
〇
万
ユ
ー
ロ
、
収
入
六
億
六
四
〇
万

ユ
ー
ロ
、
支
出
八
億
六
、三
〇
〇
万
ユ
ー
ロ
、
と
い
う
構
成
が
と
ら
れ
て
い
た

（
43
）

。

そ
の
収
入
源
は
、
税
収
二
九
・
八
八
％
、
国
か
ら
の
譲
与
交
付
金
二
五
・
七
％
、
雑
収
入
（
家
庭
ご
み
収
集
税taxe d ’enlèvem

ent des 

ordures m
énagères （

44
）

、
通
行
料péages

、
下
水
道
負
担
金redevance d ’assainissem

ent

、
リ
ヨ
ン
北
部
環
状
道
路
通
行
料péage du B

P
N
L

（L
e 

boulevard périphérique nord de L
yon

）、
整
備
開
発
税taxe locale d ’équipem

ent

、
資
産
譲
渡
収
入produit de cessions de biens

）

二
〇
・
〇
六
％
、
起
債
額
一
九
・
七
一
％
、
補
助
金
四
・
三
五
％
、
そ
の
他
〇
・
三
％
と
い
う
構
成
で
あ
る

（
45
）

。

都
市
共
同
体
（
Ｃ
Ｕ
）
は
、
独
自
の
課
税
権
を
有
し
、
先
に
記
し
た
よ
う
に
、
単
一
職
業
税
制
（
Ｆ
Ｐ
Ｕ
）
に
よ
る
も
の
と
、
ま
た
は
付

加
税
制
（
Ｆ
Ａ
）
に
よ
る
も
の
と
が
あ
る

（
46
）

。
グ
ラ
ン
ド
・
リ
ヨ
ン
は
、
単
一
職
業
税
制
を
課
税
し
て
い
る
。
単
一
職
業
税
制
は
、
旧
職
業

税
を
基
礎
と
す
る
も
の
で
、
地
域
経
済
分
担
金
（C

ontribution économ
ique territoriale

）
と
言
わ
れ
る
企
業
不
動
産
割
額
（cotisation 

一
二
〇



フ
ラ
ン
ス
の
グ
ラ
ン
ド
・
リ
ヨ
ン
を
範
と
す
る
小
規
模
自
治
体
の
行
税
財
政
改
革
（
伊
藤
）

（
三
七
九
）

foncière des entreprises

）、
企
業
付
加
価
値
割
額
（cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises

）、
組
織
企
業
一
定
税
額
（l ’im

position 

forfaitaire sur les entreprises de réseaux

）
お
よ
び
非
建
築
不
動
産
税
付
加
税
（taxe additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés 

non bâties
）
に
よ
り
構
成
さ
れ
る
も
の
で
あ
る

（
47
）

。

四　

小
規
模
自
治
体
の
行
税
財
政
改
革
論

1　

小
規
模
自
治
体
の
危
機
と
広
域
行
政
要
請

人
口
一
万
人
以
下
の
市
町
村
、
コ
ミ
ュ
ー
ン
な
ど
小
規
模
自
治
体
で
は
、
住
民
の
行
政
需
要
を
十
分
に
満
た
す
人
材
力
も
財
政
力
も
欠

け
る
も
の
も
多
く
あ
る
と
予
測
さ
れ
る
。
第
二
次
世
界
大
戦
後
、
人
口
の
都
市
部
流
出
、
経
済
産
業
構
造
の
変
革
等
に
よ
る
基
盤
産
業
の

衰
退
（
た
と
え
ば
石
炭
産
業
や
林
業
の
衰
退
）、
行
政
事
務
の
拡
大
（
義
務
教
育
、
社
会
保
障
、
普
通
選
挙
、
ご
み
収
集
処
理
、
公
害
・
環
境
、
車
社

会
に
対
応
し
た
道
路
整
備
、
等
）、
事
務
の
Ｉ
Ｔ
化
（
各
種
事
務
の
電
子
処
理
・
管
理
）、
等
、
小
規
模
自
治
体
は
、
経
常
的
に
財
政
的
危
機
を

ま
ね
く
状
況
に
あ
る
。
こ
れ
は
、
世
界
的
共
通
の
状
況
で
あ
ろ
う
。
過
疎
化
の
進
行
に
よ
る
税
収
減
、
そ
の
一
方
で
、
事
務
経
費
の
膨
張

も
あ
り
、
小
規
模
自
治
体
は
、
財
政
収
入
と
支
出
の
両
面
で
の
ダ
ブ
ル
・
パ
ン
チ
を
受
け
、
財
政
危
機
に
陥
っ
て
し
ま
っ
た
、
ま
た
そ
の

過
程
に
あ
る
と
言
え
る
。
日
本
に
お
け
る
平
成
の
市
町
村
大
合
併
は
、
そ
の
前
提
と
し
て
、
合
併
市
町
村
の
相
当
数
に
お
い
て
財
政
危
機

が
あ
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
小
規
模
自
治
体
に
お
け
る
財
政
危
機
が
深
刻
で
あ
る
こ
と
を
明
白
に
認
識
さ
せ
る
も
の
で
あ
る
。

そ
れ
ゆ
え
、
小
規
模
自
治
体
は
、
何
ら
か
の
方
策
を
講
じ
、
財
政
危
機
を
解
消
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
れ
は
、
現
実
的
要
請
で
あ

る
。
単
年
度
の
財
政
危
機
は
、
起
債
な
ど
で
凌
げ
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
小
規
模
自
治
体
が
も
つ
構
造
的
経
常
的
財
政
危
機
は
、
抜
本

的
な
行
税
財
政
構
造
の
改
革
を
し
な
け
れ
ば
解
決
で
き
な
い
も
の
で
あ
る
。
行
政
事
務
の
広
域
行
政
運
営
に
よ
る
支
出
の
効
率
化
は
、
一

一
二
一



日
本
法
学　

第
八
十
巻
第
二
号
（
二
〇
一
四
年
十
月
）

（
三
八
〇
）

般
的
に
行
わ
れ
る
施
策
で
あ
る
。
広
域
行
政
運
営
は
、
自
治
体
間
事
務
組
合
（
日
本
で
は
一
部
事
務
組
合
お
よ
び
広
域
連
合
、
フ
ラ
ン
ス
で
は

単
一
目
的
コ
ミ
ュ
ー
ン
事
務
組
合
Ｓ
Ｉ
Ｖ
Ｕ
と
多
目
的
コ
ミ
ュ
ー
ン
事
務
組
合
Ｓ
Ｉ
Ｖ
Ｏ
Ｍ
）、
フ
ラ
ン
ス
の
コ
ミ
ュ
ー
ン
間
共
同
体
（
日
本
に
類
似

の
も
の
な
し
）、
自
治
体
合
併
も
含
め
観
念
さ
れ
る
。

こ
の
う
ち
、
自
治
体
合
併
は
、
小
規
模
自
治
体
が
有
す
る
財
政
危
機
を
解
決
す
る
ベ
ス
ト
な
も
の
で
あ
る
か
は
定
か
で
は
な
い
（
平
成

の
大
合
併
の
ア
ウ
ト
・
カ
ム
評
価
が
十
分
で
な
い
、
ま
た
合
併
し
な
い
財
政
危
機
を
も
つ
自
治
体
も
現
に
あ
る
）。
自
治
体
合
併
が
国
策
と
し
て
推
進

さ
れ
て
も
、
フ
ラ
ン
ス
の
コ
ミ
ュ
ー
ン
合
併
が
進
展
し
な
か
っ
た
よ
う
に
、
自
治
体
合
併
に
は
課
題
も
多
く
あ
る
（
フ
ラ
ン
ス
で
の
合
併
障

害
と
し
て
コ
ミ
ュ
ー
ン
へ
の
市
民
の
愛
着
が
あ
げ
ら
れ
て
い
る
）。
日
本
の
市
町
村
合
併
に
は
、
市
町
村
の
「
名
を
捨
て
て
実
を
と
る
」、
ま
た

は
「
寄
ら
ば
大
樹
の
陰
」
と
い
う
感
が
あ
る
。
平
成
の
大
合
併
は
、
市
町
村
に
目
の
前
の
ニ
ン
ジ
ン
と
し
て
の
各
道
府
県
に
お
い
て
合
併

支
援
特
別
交
付
金
な
ど
の
支
給
が
あ
っ
た
こ
と
も
、
そ
の
大
規
模
進
展
の
要
因
の
一
つ
と
も
考
え
ら
れ
る
。
自
治
体
合
併
に
は
、
地
理
的

（
隣
地
自
治
体
で
あ
る
こ
と
）、
社
会
的
（
伝
統
、
文
化
、
生
活
慣
例
が
類
似
し
て
い
る
こ
と
）、
経
済
的
、
政
治
的
諸
条
件
が
整
う
こ
と
が
必
要
で

あ
ろ
う
。

ま
た
、
事
務
組
合
は
、
組
合
締
結
し
た
自
治
体
に
と
っ
て
行
政
事
務
運
営
の
効
率
化
に
伴
う
財
政
支
出
の
削
減
が
見
込
ま
れ
る
。
し
か

し
、
す
べ
て
の
自
治
体
行
政
事
務
に
つ
き
、
効
率
化
と
支
出
削
減
が
期
待
で
き
る
も
の
で
も
な
い
。
場
合
に
よ
っ
て
は
、
事
務
組
合
に
よ

り
、
自
治
体
の
人
的
財
政
的
負
担
が
増
と
な
る
場
合
も
あ
り
う
る
。
自
治
体
間
の
協
力
よ
り
は
、
民
間
委
託
の
ほ
う
が
経
済
的
効
率
を
上

げ
る
と
き
も
あ
る
。
た
だ
し
、
す
べ
て
の
行
政
事
務
を
民
間
委
託
で
き
る
も
の
で
も
な
い
。

小
規
模
自
治
体
の
行
財
政
危
機
は
、
広
域
行
政
に
よ
る
効
率
化
を
要
請
す
る
。
し
か
し
、
自
治
体
合
併
は
回
避
で
き
る
の
で
あ
れ
ば
回

避
し
た
い
も
の
で
あ
り
、
事
務
組
合
で
は
不
十
分
な
対
応
と
な
る
恐
れ
も
あ
る
。
そ
こ
で
、
第
三
の
選
択
と
し
て
、
フ
ラ
ン
ス
の
コ

一
二
二



フ
ラ
ン
ス
の
グ
ラ
ン
ド
・
リ
ヨ
ン
を
範
と
す
る
小
規
模
自
治
体
の
行
税
財
政
改
革
（
伊
藤
）

（
三
八
一
）

ミ
ュ
ー
ン
共
同
体
方
式
の
採
用
が
あ
る
。
こ
れ
は
、
既
存
の
自
治
体
を
消
滅
さ
せ
る
も
の
で
な
く
、
国
と
末
端
自
治
体
と
を
調
整
す
る
中

間
自
治
体
（
日
本
の
都
道
府
県
、
フ
ラ
ン
ス
の
県
お
よ
び
地
域
圏
）
で
も
な
く
、
基
本
的
に
は
最
小
単
位
の
自
治
体
で
あ
る
。

2　
「
名
を
捨
て
な
い
で
実
を
と
る
」
改
革
〜
市
町
村
間
共
同
体
の
創
設

い
か
な
る
小
さ
な
国
家
に
お
い
て
も
地
方
自
治
体
が
認
め
ら
れ
る
。
市
民
生
活
は
、
そ
の
住
所
地
を
所
管
す
る
地
方
自
治
体
の
行
政
施

策
に
深
く
関
係
し
て
い
る
。
区
市
町
村
の
行
政
施
策
の
あ
り
方
が
、
住
所
の
選
定
基
準
と
な
る
こ
と
も
あ
る
。
社
会
資
本
整
備
（
道
路
、

公
共
交
通
、
電
気
、
ガ
ス
、
上
下
水
道
、
病
院
）、
子
育
施
策
（
幼
稚
園
、
保
育
所
、
小
中
高
教
育
）、
老
齢
者
施
策
（
介
護
、
福
祉
事
業
）、
環
境
施

策
（
公
害
対
策
、
自
然
保
全
）
な
ど
の
良
し
悪
し
が
区
市
町
村
の
「
住
み
た
い
ま
ち
」
ラ
ン
キ
ン
グ
を
決
定
す
る
と
も
い
え
る
。

市
民
生
活
の
基
礎
は
、
血
縁
関
係
に
よ
る
家
族
で
あ
る
。
そ
し
て
、
地
縁
関
係
者
、
友
人
な
ど
の
社
会
関
係
が
形
成
さ
れ
、
地
域
コ

ミ
ュ
ニ
テ
ィ
が
基
本
的
に
形
成
さ
れ
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
れ
は
、
い
わ
ゆ
る
ゲ
マ
イ
ン
シ
ャ
フ
ト
の
考
え
で
あ
る
。
こ
の
コ
ミ
ュ

ニ
テ
ィ
が
政
治
関
係
や
経
済
関
係
に
よ
り
変
質
さ
れ
、
実
際
の
地
方
自
治
体
は
、
存
在
し
、
市
民
生
活
と
結
び
つ
い
て
運
営
さ
れ
て
い
る
。

日
本
の
地
方
自
治
体
の
最
小
単
位
で
あ
る
市
町
村
、
同
フ
ラ
ン
ス
の
コ
ミ
ュ
ー
ン
も
、
基
礎
的
に
は
、
ゲ
マ
イ
ン
シ
ャ
フ
ト
を
前
提
と
し

形
成
さ
れ
て
き
た
も
の
と
考
え
る
。
そ
し
て
、
市
民
生
活
の
中
で
、
社
会
共
通
の
利
益
、
市
民
の
福
利
を
考
慮
し
、
各
主
権
国
家
の
地
方

団
体
と
し
て
国
家
的
枠
組
の
中
で
、
市
町
村
お
よ
び
コ
ミ
ュ
ー
ン
は
変
質
し
て
き
た
と
考
え
る
。

現
在
の
市
町
村
の
機
能
は
、
市
民
生
活
の
変
容
に
対
応
し
て
市
民
の
行
政
に
対
す
る
要
請
も
多
様
化
し
て
き
た
こ
と
か
ら
、
ま
た
国
家

の
枠
組
の
中
で
の
国
家
に
よ
る
市
町
村
へ
の
行
政
施
策
ま
た
は
事
務
要
請
も
多
方
面
に
及
ぶ
も
の
と
な
り
、
か
つ
高
度
で
複
雑
な
も
の
と

な
っ
て
き
て
お
り
、
地
域
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
を
支
え
る
組
織
で
あ
る
と
い
う
単
純
な
も
の
で
な
く
な
っ
て
い
る
。
基
本
的
に
は
、
市
町
村
と

い
う
自
治
組
織
体
は
、
市
民
生
活
の
基
盤
で
あ
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
そ
の
地
域
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
歴
史
や
文
化
を
背
景
に
市
町

一
二
三



日
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第
八
十
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二
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二
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一
四
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月
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（
三
八
二
）

村
は
形
成
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
、
使
用
言
語
（
方
言
、
ア
ク
セ
ン
ト
の
違
い
）、
風
習
な
ど
も
地
域
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ご
と
に
異
な
る
こ
と

か
ら
理
解
さ
れ
る
。
し
か
し
、
現
代
の
市
町
村
は
、
伝
統
的
な
地
域
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
を
基
盤
と
し
、
こ
れ
を
維
持
し
な
が
ら
も
、
多
く
の

社
会
的
、
政
治
的
、
経
済
的
活
動
を
も
支
え
て
い
る
。
地
域
産
業
経
済
振
興
を
指
導
す
る
の
も
市
町
村
で
あ
る
。
ま
た
、
時
と
し
て
、
市

町
村
は
、
国
家
の
枠
組
を
越
え
、
外
国
と
の
交
流
活
動
な
ど
の
グ
ロ
ー
バ
ル
な
活
動
を
実
行
し
て
い
る
（
姉
妹
都
市
協
定
な
ど
）。
各
市
町

村
は
、
そ
の
地
域
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
を
支
え
、
こ
れ
を
基
礎
と
し
発
展
し
、
地
理
的
自
然
的
条
件
、
社
会
経
済
的
条
件
に
応
じ
た
独
自
の
機

能
を
実
行
し
て
い
る
。

し
か
し
、
そ
の
中
で
、
小
規
模
自
治
体
で
あ
る
市
町
村
は
、
そ
の
行
政
活
動
の
経
済
的
基
盤
と
な
る
税
財
政
運
営
に
お
い
て
危
機
に
陥

る
場
合
が
多
か
っ
た
、
ま
た
今
後
も
多
い
で
あ
ろ
う
。
財
政
危
機
の
な
い
小
規
模
自
治
体
は
少
な
い
で
あ
ろ
う
（
北
海
道
で
は
北
海
道
電
力

の
原
子
力
発
電
所
が
あ
る
泊
村
が
財
政
的
に
豊
か
で
あ
る
が
、
こ
の
よ
う
な
小
規
模
自
治
体
は
例
外
で
あ
る
）。
自
治
体
の
財
政
危
機
の
原
因
は
様
々

で
あ
る
（
夕
張
市
な
ど
の
ヤ
ミ
起
債
に
よ
る
破
綻
は
想
定
外
、
論
外
と
い
え
る
も
の
で
あ
る
）。
一
般
的
に
人
口
減
に
よ
る
財
政
収
入
の
減
少
、
必

要
的
社
会
資
本
整
備
（
役
場
や
学
校
等
の
建
設
、
道
路
整
備
、
ご
み
処
理
場
）
へ
の
投
資
と
そ
れ
を
担
保
す
る
起
債
と
そ
の
利
子
負
担
な
ど
は
、

回
避
で
き
な
い
構
造
的
財
政
危
機
原
因
と
な
っ
て
い
る
。

市
町
村
の
財
政
危
機
を
回
避
す
る
に
は
、
税
収
等
を
増
額
す
る
こ
と
で
あ
る
が
、
こ
れ
に
は
限
界
が
あ
る
。
そ
こ
で
、
財
政
支
出
の
削

減
な
い
し
効
率
化
が
考
慮
さ
れ
る
。
か
つ
て
、
ご
み
処
理
に
お
い
て
ダ
イ
オ
キ
シ
ン
問
題
が
発
生
し
た
際
、
こ
れ
に
対
応
す
る
ダ
イ
オ
キ

シ
ン
対
策
を
講
じ
た
ご
み
焼
却
場
の
新
設
を
で
き
な
い
小
規
模
自
治
体
が
多
く
出
現
し
た
。
そ
の
結
果
、
問
題
を
抱
え
た
市
町
村
が
ダ
イ

オ
キ
シ
ン
対
応
焼
却
場
を
有
す
る
隣
接
市
町
村
に
収
集
ご
み
の
処
理
委
託
を
す
る
か
、
問
題
を
抱
え
た
隣
接
市
町
村
が
ご
み
処
理
に
関
す

る
事
務
組
合
を
組
織
し
ダ
イ
オ
キ
シ
ン
対
策
を
講
じ
る
と
い
う
状
況
が
全
国
的
に
認
識
さ
れ
た
。
市
町
村
一
般
事
務
と
し
て
一
般
廃
棄
物

一
二
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処
理
等
に
関
す
る
事
務
は
、
財
政
的
負
担
が
多
額
に
な
る
も
の
の
一
つ
で
あ
る
。

構
造
的
財
政
危
機
を
市
町
村
合
併
で
解
決
で
き
る
の
か
。
市
町
村
合
併
は
、
自
治
体
の
広
域
化
で
あ
り
、
人
口
増
を
伴
う
も
の
で
あ
る

が
、
財
政
危
機
を
解
決
す
る
こ
と
が
で
き
る
か
は
不
確
定
な
と
こ
ろ
が
あ
る
。「
寄
ら
ば
大
樹
の
陰
」
と
い
う
合
併
で
あ
れ
ば
、
当
該
財

政
危
機
を
か
か
え
た
自
治
体
は
、
財
政
危
機
か
ら
救
済
さ
れ
る
。
し
か
し
、
当
該
自
治
体
は
消
滅
す
る
。
し
た
が
っ
て
、
本
質
的
に
、
合

併
が
自
治
体
の
救
済
と
は
な
ら
な
い
と
考
え
る
。
自
治
体
の
救
済
は
、
自
治
体
の
存
続
維
持
が
あ
っ
て
こ
そ
の
も
の
で
あ
る
。

自
治
体
を
消
滅
さ
せ
ず
存
続
維
持
し
、
自
治
体
の
財
政
危
機
を
解
決
す
る
行
税
財
政
改
革
は
何
か
。
や
は
り
、
そ
れ
は
、
市
町
村
合
併

で
は
な
い
広
域
行
政
で
あ
る
と
考
え
る
。
そ
し
て
、
そ
の
模
範
と
な
る
も
の
が
グ
ラ
ン
ド
・
リ
ヨ
ン
に
代
表
さ
れ
る
フ
ラ
ン
ス
の
コ

ミ
ュ
ー
ン
間
共
同
体
で
あ
る
と
考
え
る
。
こ
れ
は
、
行
政
の
効
率
を
求
め
て
の
も
の
と
い
う
印
象
を
受
け
る
が
、
一
面
、
現
代
フ
ラ
ン
ス

が
提
示
し
て
き
た
連
帯
（S

olidalité

）
と
い
う
思
考
に
よ
る
影
響
を
受
け
て
い
る
と
考
え
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
フ
ラ
ン
ス
の
地
方
自
治
体
一

般
法
典
（
Ｃ
Ｇ
Ｃ
Ｔ
）
も
、
コ
ー
ポ
ラ
シ
ヨ
ン
（cooporation

、
協
力
）、
共
同
体
（com

m
unauté

）
と
い
う
語
を
用
い
て
い
る
。
小
規
模
自

治
体
の
行
税
財
政
的
危
機
を
解
消
す
る
た
め
に
コ
ミ
ュ
ー
ン
間
共
同
体
が
あ
る
と
は
明
確
に
は
断
言
で
き
な
い
が
、
結
果
的
効
果
と
し
て

は
危
機
解
消
と
い
う
効
果
が
期
待
さ
れ
う
る
も
の
と
評
価
す
る
。

3　

課
税
権
を
も
つ
市
町
村
間
共
同
体
の
創
設

日
本
の
広
域
行
政
で
あ
る
広
域
連
合
は
、
広
域
連
合
の
長
と
議
会
議
員
を
選
挙
で
選
出
す
る
（
地
方
自
治
法
二
九
一
条
の
五
）
な
ど
、
組

織
的
に
フ
ラ
ン
ス
の
コ
ミ
ュ
ー
ン
間
共
同
体
と
類
似
す
る
と
こ
ろ
が
あ
る
。
し
か
し
、
異
な
る
点
と
し
て
は
、
独
自
の
課
税
権
の
有
無
が

あ
る
。
日
本
の
も
の
は
課
税
権
が
な
く
、
フ
ラ
ン
ス
の
も
の
は
課
税
権
を
有
し
て
い
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
日
本
の
広
域
連
合
で
は
、
構
成
自

治
体
の
行
政
事
務
の
広
域
的
処
理
に
よ
り
、
経
費
支
出
の
合
理
化
が
図
ら
れ
る
が
、
収
入
に
つ
い
て
の
合
理
化
が
実
現
せ
ず
、
結
果
と
し

一
二
五
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て
、
財
政
全
般
の
合
理
化
と
は
な
ら
な
い
と
こ
ろ
が
あ
る
と
評
す
る
。

市
町
村
間
の
広
域
連
合
の
代
表
的
な
も
の
と
し
て
、
後
期
高
齢
者
医
療
広
域
連
合
が
知
ら
れ
る
。
こ
れ
は
、
高
齢
者
の
医
療
の
確
保
に

関
す
る
法
律
四
八
条
に
基
づ
き
、
市
町
村
が
後
期
高
齢
者
医
療
の
事
務
（
保
険
料
の
徴
収
の
事
務
及
び
被
保
険
者
の
便
益
の
増
進
に
寄
与
す
る
も

の
と
し
て
同
法
律
施
行
令
二
条
で
定
め
る
事
務
を
除
く
）
を
処
理
す
る
た
め
、
都
道
府
県
の
区
域
ご
と
に
当
該
区
域
内
の
す
べ
て
の
市
町
村
が

加
入
す
る
広
域
連
合
を
設
置
し
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
当
然
、
小
規
模
市
町
村
の
行
税
財
政
危
機
を
解
消
す
る
も
の
で
は
な
い
。

こ
れ
は
、
基
本
的
に
は
、
高
齢
者
医
療
事
務
の
効
率
性
を
求
め
る
も
の
で
あ
る
。

現
行
の
日
本
の
地
方
自
治
行
税
財
政
法
令
は
、
市
町
村
お
よ
び
都
道
府
県
と
い
う
普
通
地
方
公
共
団
体
に
の
み
課
税
権
を
認
め
、
特
別

地
方
公
共
団
体
で
あ
る
広
域
連
合
に
課
税
権
を
認
め
な
い
（
地
方
自
治
法
二
二
三
条
お
よ
び
二
九
一
条
の
九
、
地
方
税
法
一
条
①
Ⅳ
お
よ
び
②
）。

現
実
の
広
域
連
合
は
市
町
村
間
の
も
の
が
少
な
く
（
広
域
連
合
で
は
な
く
市
町
村
合
併
が
進
ん
だ
こ
と
も
あ
る
が
）、
そ
の
担
当
事
務
も
フ
ラ
ン

ス
の
コ
ミ
ュ
ー
ン
間
共
同
体
と
比
べ
る
と
単
純
で
あ
り
複
数
事
務
で
は
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
小
規
模
自
治
体
を
残
し
、
小
規
模
自
治

体
の
行
税
財
政
危
機
を
解
消
す
る
に
は
、
今
後
の
小
規
模
自
治
体
は
、
広
域
的
市
町
村
共
同
体
を
形
成
し
、
行
政
事
務
と
施
策
の
合
理
化

お
よ
び
効
率
化
を
あ
げ
る
べ
き
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
広
域
的
市
町
村
共
同
体
は
、
地
方
自
治
体
と
し
て
認
知
し
、
独
自
の
課
税
権
を
法

的
に
認
め
る
べ
き
で
あ
る
。
地
方
自
治
体
は
、
自
立
し
て
、
市
民
生
活
を
支
え
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
意
味
で
も
、
広
域

的
市
町
村
共
同
体
は
、
独
自
の
課
税
権
を
持
つ
べ
き
で
あ
る
。

お
わ
り
に

慣
れ
親
し
ん
だ
市
町
村
が
地
図
か
ら
な
く
な
る
こ
と
は
、
寂
し
い
も
の
で
あ
る
。
そ
の
地
元
民
で
な
い
者
に
と
っ
て
も
、
そ
の
よ
う
に

一
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感
じ
る
の
で
あ
る
か
ら
、
地
元
市
民
に
と
っ
て
は
な
お
さ
ら
で
あ
ろ
う
。

本
稿
で
は
、
市
町
村
合
併
が
「
名
を
捨
て
て
実
を
と
る
」
も
の
で
あ
れ
ば
、
そ
れ
も
良
い
も
の
か
も
し
れ
な
い
が
、
市
町
村
合
併
を
せ

ず
に
「
名
を
捨
て
な
い
で
実
を
と
る
」
こ
と
が
で
き
れ
ば
、
な
お
良
い
こ
と
と
な
る
も
の
と
考
え
、
フ
ラ
ン
ス
の
グ
ラ
ン
ド
・
リ
ヨ
ン
で

実
践
さ
れ
て
い
る
行
税
財
政
シ
ス
テ
ム
を
紹
介
し
た
。
グ
ラ
ン
ド
・
リ
ヨ
ン
は
、
歴
史
的
に
は
国
策
と
し
て
の
地
方
対
策
に
よ
り
形
成
さ

れ
た
と
も
い
え
る
が
、
今
日
で
は
、
地
域
で
の
「
連
帯
」
を
軸
と
す
る
コ
ミ
ュ
ー
ン
間
共
同
体
と
し
て
、
独
自
の
課
税
権
を
も
ち
、
独
自

の
行
財
政
を
展
開
し
て
い
る
と
い
え
る
。
そ
し
て
、
一
方
で
、
加
盟
コ
ミ
ュ
ー
ン
も
、
独
立
し
た
コ
ミ
ュ
ー
ン
と
し
て
存
続
し
て
い
る
。

日
本
に
お
け
る
平
成
の
市
町
村
大
合
併
は
、「
名
を
捨
て
て
実
を
と
る
」
ま
た
は
「
寄
ら
ば
大
樹
の
陰
」
と
い
う
感
を
受
け
る
。
日
本

で
は
市
町
村
合
併
に
よ
り
、
近
年
、
多
く
の
政
令
指
定
都
市
が
誕
生
し
た
（
二
〇
〇
三
年
さ
い
た
ま
市
、
二
〇
〇
五
年
静
岡
市
、
二
〇
〇
六
年
堺

市
、
二
〇
〇
七
年
新
潟
市
お
よ
び
浜
松
市
、
二
〇
〇
九
年
岡
山
市
、
二
〇
一
〇
年
相
模
原
市
、
二
〇
一
二
年
熊
本
市
）。
植
物
も
、
接
木
に
よ
り
丈
夫

に
成
長
す
る
も
の
も
あ
る
が
、
枯
れ
る
こ
と
も
あ
る
。
地
方
自
治
体
は
、
そ
の
独
自
の
歴
史
と
文
化
に
支
え
ら
れ
地
域
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
を

形
成
し
発
展
し
て
き
て
い
る
。「
地
続
き
」
で
あ
る
か
ら
合
併
し
て
共
に
発
展
で
き
れ
ば
よ
い
が
、
封
建
時
代
の
陣
取
り
合
戦
を
経
て
形

成
さ
れ
て
き
た
各
個
の
地
方
自
治
体
が
「
連
帯
」
し
て
自
治
運
営
す
る
こ
と
に
は
、
あ
る
程
度
の
困
難
も
あ
る
と
考
え
る
。
平
成
の
大
合

併
は
、
現
代
の
陣
取
り
合
戦
で
あ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

小
規
模
自
治
体
の
行
税
財
政
危
機
は
、
今
後
も
地
方
自
治
運
営
の
課
題
の
一
つ
で
あ
る
。
本
稿
は
、
こ
の
解
消
案
と
し
て
広
域
行
政
と

し
て
の
課
税
権
を
も
つ
市
町
村
間
共
同
体
を
提
言
し
た
（
市
町
村
合
併
の
ア
ウ
ト
・
カ
ム
評
価
に
よ
っ
て
は
、
合
併
が
日
本
で
の
ベ
タ
ー
な
選
択

で
あ
っ
た
と
な
る
が
、
不
確
定
で
あ
る
）。
市
民
に
と
っ
て
地
元
自
治
体
の
安
定
が
市
民
生
活
基
盤
の
安
定
に
と
っ
て
最
重
要
な
も
の
で
も
あ

り
、
小
規
模
自
治
体
は
、
合
併
に
よ
ら
ず
、
そ
の
地
域
で
の
自
治
体
間
の
連
帯
を
も
っ
て
、
行
税
財
政
の
安
定
を
進
め
る
べ
き
で
あ
る
。

一
二
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ま
た
、
国
や
都
道
府
県
は
、
そ
の
法
的
、
税
財
政
的
サ
ポ
ー
ト
を
す
べ
き
で
あ
る
（
補
完
性
の
原
則
の
適
用
）。
し
か
し
な
が
ら
、
相
当
に

合
併
が
進
展
し
て
い
る
日
本
に
お
い
て
、
こ
の
提
言
が
時
期
を
逸
し
た
提
言
で
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。
も
し
そ
う
で
あ
る
な
ら
ば
、
残
念

で
あ
る
。

な
お
、
グ
ラ
ン
ド
・
リ
ヨ
ン
は
、
リ
ヨ
ン
中
核
都
市
（la m

étropole de L
yon

）
の
構
築
を
進
め
て
い
る
。
こ
れ
に
よ
り
、
県
が
有
し

て
い
る
権
限
事
務
を
グ
ラ
ン
ド
・
リ
ヨ
ン
が
実
行
す
る
こ
と
が
認
め
ら
れ
る
。
こ
れ
は
、
グ
ラ
ン
ド
・
リ
ヨ
ン
が
日
本
の
政
令
指
定
都
市

に
類
似
す
る
機
能
を
も
つ
自
治
体
に
な
る
と
み
る
こ
と
も
で
き
る
。

日
本
と
フ
ラ
ン
ス
は
単
一
国
家
で
あ
り
、
そ
の
地
方
自
治
制
度
の
比
較
研
究
は
有
意
義
な
も
の
で
あ
る
。
特
に
、
近
時
の
フ
ラ
ン
ス
に

お
け
る
地
方
改
革
に
は
関
心
を
も
っ
て
研
究
す
る
価
値
が
あ
る
。
こ
れ
ら
を
踏
ま
え
て
の
地
方
行
税
財
政
の
日
仏
比
較
法
研
究
に
つ
い
て

は
、
筆
者
の
今
後
の
課
題
と
し
た
い
。

注（
1
） 

「
小
規
模
自
治
体
」
に
関
す
る
法
的
定
義
は
な
い
。
本
稿
は
、
住
民
人
口
一
万
人
を
基
準
と
し
て
用
い
て
、
こ
れ
未
満
で
あ
る
市
町
村
を
小
規

模
自
治
体
と
す
る
。
こ
れ
は
、
日
本
の
総
務
省
も
今
次
の
市
町
村
合
併
に
お
い
て
採
用
し
て
い
る
（
総
務
省
（
自
治
行
政
局
合
併
推
進
課
）
報
道
資

料
「『
平
成
の
合
併
』
に
つ
い
て
」（
平
成
二
二
年
三
月
）
六
頁http://w

w
w
.soum

u.go.jp/gapei/pdf/100311_1.pdf

、
二
〇
一
四
年
六
月
掲
載

確
認
）。
な
お
、
環
境
省
は
、
都
道
府
県
、
政
令
指
定
都
市
、
中
核
市
、
特
例
市
及
び
こ
れ
ら
が
加
入
す
る
特
別
地
方
公
共
団
体
以
外
の
地
方
公
共

団
体
で
、
住
民
人
口
一
五
万
人
未
満
を
小
規
模
自
治
体
と
し
て
い
る
（
た
と
え
ば
、
環
境
省
地
球
環
境
局
地
球
温
暖
化
対
策
課
の
「
小
規
模
地
方
公

共
団
体
に
お
け
る
Ｌ
Ｅ
Ｄ
街
路
灯
等
導
入
促
進
事
業
に
つ
い
て
（
概
要
）（
平
成
二
五
年
二
月
）」http://w

w
w
.env.go.jp/earth/ondanka/biz_

local/24_15/gaiyo.pdf

）、「
平
成
二
五
年
度
小
規
模
地
方
公
共
団
体
対
策
技
術
率
先
導
入
補
助
事
業
公
募
要
領
（
平
成
二
五
年
六
月
）」（http://

一
二
八



フ
ラ
ン
ス
の
グ
ラ
ン
ド
・
リ
ヨ
ン
を
範
と
す
る
小
規
模
自
治
体
の
行
税
財
政
改
革
（
伊
藤
）

（
三
八
七
）

w
w
w
.env.go.jp/earth/ondanka/biz_local/25_07/yoryo-reg.pdf

）、
二
〇
一
四
年
六
月
掲
載
確
認
）。

（
2
） 

日
本
に
お
い
て
市
町
村
合
併
は
、
明
治
の
大
合
併
、
昭
和
の
大
合
併
、
平
成
の
大
合
併
と
区
分
さ
れ
る
。
こ
れ
ら
を
通
じ
、
日
本
の
市
町
村
数

は
激
減
し
て
き
た
。
詳
細
は
、
前
掲
・
総
務
省
「『
平
成
の
合
併
』
に
つ
い
て
」
一
頁
掲
載
の
「
市
町
村
合
併
に
よ
る
市
町
村
数
の
変
遷
」
参
照
。

（
3
） 
市
町
村
合
併
の
理
由
と
し
て
は
、
財
政
状
況
が
首
位
に
あ
る
が
、
そ
の
ほ
か
に
も
地
方
分
権
の
推
進
や
少
子
・
高
齢
化
対
策
も
挙
げ
ら
れ
て
い

る
（
公
益
財
団
法
人
日
本
都
市
セ
ン
タ
ー
の
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
「
市
町
村
合
併
に
関
す
る
ア
ン
ケ
ー
ト
」
結
果
（
同
セ
ン
タ
ー
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
内

http://w
w
w
.toshi.or.jp/app-def/w

p/w
p-content/uploads/2013/09/syukeikekka2.pdf

）（
二
〇
一
四
年
六
月
掲
載
確
認
）
に
基
づ
く
、
前

掲
・
総
務
省
「『
平
成
の
合
併
』
に
つ
い
て
」
五
頁
「
合
併
し
た
理
由
」
集
計
グ
ラ
フ
参
照
）。

（
4
） 

小
規
模
自
治
体
で
あ
る
市
町
村
の
数
は
、
前
掲
・
総
務
省
「『
平
成
の
合
併
』
に
つ
い
て
」
六
頁
掲
載
の
「
市
町
村
合
併
の
推
進
状
況
」
を
参

照
し
た
。

（
5
） 

フ
ラ
ン
ス
の
人
口
に
関
す
る
デ
ー
タ
は
、
様
々
な
機
関
か
ら
公
表
さ
れ
て
い
る
。
本
稿
で
は
、
フ
ラ
ン
ス
国
家
人
口
統
計
研
究
所
（IN

E
D
 :Institut 

national d’études dém
ographiques

）
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
（http://w

w
w
.ined.fr/

）
内
に
て
公
表
さ
れ
て
い
る
も
の
を
参
照
し
た
。
そ
れ
に
よ

る
と
、
フ
ラ
ン
ス
本
土
（F

rance m
étropolitaine

）
の
人
口
は
、
二
〇
一
二
年
一
月
一
日
現
在
、
六
三
、四
〇
九
、一
九
一
人
と
さ
れ
、
イ
ー
ル
＝

ド
＝
フ
ラ
ン
ス
地
域
圏
の
人
口
は
、
一
一
、九
一
四
、八
一
二
人
と
さ
れ
て
い
る
（http://w

w
w
.ined.fr/fr/france/structure_population/

regions_departem
ents/

）（
二
〇
一
四
年
六
月
掲
載
確
認
）。

（
6
） 

フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
コ
ミ
ュ
ー
ン
の
合
併
推
進
は
、
第
二
次
世
界
大
戦
後
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
各
国
が
地
方
制
度
の
整
備
と
し
て
自
治
体
数
の
削
減

を
し
て
き
た
と
い
う
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
の
状
況
も
あ
り
、
コ
ミ
ュ
ー
ン
の
合
併
お
よ
び
再
編
に
関
す
る
一
九
七
一
年
七
月
一
六
日
法
律
（L

oi nº 71-

588 du 16 juillet 1971 sur les fusions et regroupem
ents de com

m
unes

）、
通
称
「
マ
ル
ス
ラ
ン
法
（la loi M

arcellin

）」
が
制
定
さ
れ
、

整
備
さ
れ
た
。
当
初
は
コ
ミ
ュ
ー
ン
の
合
併
が
推
進
さ
れ
た
が
、
コ
ミ
ュ
ー
ン
か
ら
の
反
発
が
多
く
、
結
局
、
今
の
よ
う
に
三
六
、〇
〇
〇
を
超
え

る
コ
ミ
ュ
ー
ン
が
未
だ
に
存
在
す
る
状
況
が
続
き
、
フ
ラ
ン
ス
で
の
コ
ミ
ュ
ー
ン
合
併
は
進
展
し
て
い
な
い
。
コ
ミ
ュ
ー
ン
合
併
は
、
現
行
の
地
方

自
治
体
一
般
法
典
（C

G
C
T
 :C

ode général des collectivités territoriales
）
Ｌ
二
一
一
三
│
一
条
以
下
の
規
定
に
よ
り
、
実
施
さ
れ
る
も
の

と
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
に
つ
き
紹
介
報
告
す
る
も
の
と
し
て
、
石
田
三
成
「
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
国
と
地
方
の
役
割
分
担
」
財
務
総
合
政
策
研
究
所

一
二
九



日
本
法
学　

第
八
十
巻
第
二
号
（
二
〇
一
四
年
十
月
）

（
三
八
八
）

『
主
要
諸
外
国
に
お
け
る
国
と
地
方
の
財
政
役
割
の
状
況
』
報
告
書
（
平
成
一
八
年
一
二
月
二
六
日
）（
財
務
総
研
ト
ッ
プhttp://w

w
w
.m

of.go.jp/

pri/
＞

研
究
活
動＞

報
告
書
等＞

地
方
経
済
財
政
関
連
）
第
七
章
四
三
九
│
四
四
〇
頁
お
よ
び
四
四
八
頁
参
照
（http://w

w
w
.m

of.go.jp/pri/

research/conference/zk079/zk079_07.pdf

）（
二
〇
一
四
年
六
月
掲
載
確
認
）。

（
7
） 
フ
ラ
ン
ス
地
方
自
治
体
の
一
つ
で
あ
る
地
域
圏
（région

）
は
、
邦
語
と
し
て
、
フ
ラ
ン
ス
語
の
読
み
で
あ
る
「
レ
ジ
ョ
ン
」、
あ
る
い
は

「
州
」
な
ど
の
表
記
で
の
紹
介
も
あ
る
。
本
稿
で
は
、「
地
域
圏
」
と
す
る
。
こ
れ
は
、
在
日
フ
ラ
ン
ス
大
使
館
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
（http://w

w
w
.

am
bafrance-jp.org/-Japonais-

）
内
「
フ
ラ
ン
ス
を
知
る
」＞

「
フ
ラ
ン
ス
の
基
礎
デ
ー
タ
」
項
内
「
地
方
自
治
制
度
」（
二
〇
一
四
年
六
月
掲

載
確
認
）
の
記
事
に
て
「
フ
ラ
ン
ス
本
国
は
地
方
自
治
体
で
構
成
さ
れ
、
そ
の
構
成
員
で
あ
る
市
町
村
、
県
、
地
域
圏
」
と
表
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
、

ま
た
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
の
よ
う
な
連
邦
国
家
の
構
成
単
位
で
あ
る
「
州
」
を
フ
ラ
ン
ス
語
で
「état

」
と
い
う
こ
と
か
ら
、「région

」
を
「
地
域

圏
」
と
い
う
訳
語
で
表
記
す
る
。
地
域
圏
（région

）
は
、
か
つ
て
の
プ
ロ
バ
ン
ス
（provence

）
と
の
区
別
な
ど
を
考
慮
し
て
の
呼
称
で
あ
る
。

ま
た
、
コ
ミ
ュ
ー
ン
（com

m
une

）
を
市
町
村
と
せ
ず
、
コ
ミ
ュ
ー
ン
と
表
記
紹
介
す
る
。
コ
ミ
ュ
ー
ン
で
あ
る
パ
リ
や
リ
ヨ
ン
を
「
パ
リ
市
」
や

「
リ
ヨ
ン
市
」
と
紹
介
す
る
こ
と
も
あ
る
が
、
フ
ラ
ン
ス
の
コ
ミ
ュ
ー
ン
に
は
日
本
の
よ
う
な
市
町
村
の
区
分
は
な
い
こ
と
か
ら
、
単
に
「
パ
リ
」、

「
リ
ヨ
ン
」
と
表
記
紹
介
す
る
。

（
8
） 

フ
ラ
ン
ス
内
務
省
（M

inistère de l’Intérieur

）
地
方
自
治
総
局
（D

irection générale des collectivités locales: D
G
C
L

）
が
運
営
す

る
サ
イ
ト
（http://w

w
w
.collectivites-locales.gouv.fr/

）
で
紹
介
さ
れ
て
い
る
同
局
冊
子
「L

es collectivités locales en chiff res 2014

」

（
以
下
、「
Ｄ
Ｇ
Ｃ
Ｌ
二
〇
一
四
年
冊
子
」
と
略
す
）（http://w

w
w
.collectivites-locales.gouv.fr/collectivites-locales-chiff res-2014

）
八

頁
は
、
共
和
国
の
人
口
六
、五
一
〇
万
人
を
三
六
、六
八
一
コ
ミ
ュ
ー
ン
、
一
〇
一
県
、
二
七
地
域
圏
に
お
け
る
人
口
分
布
が
示
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ

に
よ
る
と
、
住
民
人
口
五
〇
〇
人
未
満
の
コ
ミ
ュ
ー
ン
は
一
九
、九
一
六
コ
ミ
ュ
ー
ン
、
住
民
人
口
五
〇
〇
以
上
二
、〇
〇
〇
人
未
満
の
コ
ミ
ュ
ー
ン

は
一
一
、九
二
三
コ
ミ
ュ
ー
ン
、
こ
れ
ら
の
合
計
が
三
一
、五
三
九
コ
ミ
ュ
ー
ン
と
な
り
、
全
コ
ミ
ュ
ー
ン
の
約
八
五
・
九
％
に
も
及
ぶ
が
、
そ
の
住

民
人
口
は
全
人
口
の
二
四
・
四
％
で
し
か
な
い
と
さ
れ
る
。
ま
た
、
こ
れ
に
よ
る
と
、
人
口
一
万
人
未
満
の
コ
ミ
ュ
ー
ン
は
三
五
、七
三
八
コ
ミ
ュ
ー

ン
と
な
り
、
結
果
、
人
口
一
万
人
以
上
の
コ
ミ
ュ
ー
ン
は
フ
ラ
ン
ス
に
は
一
、〇
〇
〇
コ
ミ
ュ
ー
ン
も
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

（
9
） 

筆
者
が
、
札
幌
大
学
の
海
外
研
修
制
度
に
基
づ
き
、
二
〇
一
三
年
四
月
か
ら
一
年
間
、
リ
ヨ
ン
第
三
大
学
ジ
ャ
ン
・
ム
ー
ラ
ン
大
学
の
税
財
政

一
三
〇



フ
ラ
ン
ス
の
グ
ラ
ン
ド
・
リ
ヨ
ン
を
範
と
す
る
小
規
模
自
治
体
の
行
税
財
政
改
革
（
伊
藤
）

（
三
八
九
）

研
修
セ
ン
タ
ー
（C

entre d’études et de recherches fi nancières et fi scales 

（C
E
R
F
F

）, U
N
IV

E
R
S
IT

E
 JE

A
N
 M

O
U
L
IN

 L
Y
O
N
 3

）

の
客
員
教
授
と
し
て
リ
ヨ
ン
に
滞
在
し
、
グ
ラ
ン
ド
・
リ
ヨ
ン
の
行
税
財
政
運
営
が
周
辺
小
規
模
コ
ミ
ュ
ー
ン
に
と
っ
て
便
宜
で
効
率
的
な
も
の
で

あ
る
こ
と
を
現
地
で
実
感
し
、
グ
ラ
ン
ド
・
リ
ヨ
ン
の
シ
ス
テ
ム
を
日
本
で
も
導
入
で
き
な
い
か
と
考
え
た
か
ら
で
あ
り
、
そ
れ
を
本
稿
に
ま
と
め
た
。

（
10
） 
前
掲
・
総
務
省
報
道
資
料
「『
平
成
の
合
併
』
に
つ
い
て
」
三
頁
。
こ
の
市
町
村
数
一
、〇
〇
〇
は
、
平
成
一
二
年
一
二
月
一
日
閣
議
決
定
さ
れ

た
『
行
政
改
革
大
綱
』
に
お
い
て
も
「
Ⅱ
地
方
分
権
の
推
進
（
1
）
市
町
村
合
併
の
推
進　

ア　

基
本
的
考
え
方
」
の
中
で
も
、「
地
方
分
権
の
推

進
や
少
子
・
高
齢
化
の
進
展
、
国
・
地
方
を
通
じ
る
財
政
の
著
し
い
悪
化
な
ど
市
町
村
行
政
を
取
り
巻
く
情
勢
が
大
き
く
変
化
し
て
い
る
中
に
あ
っ

て
、
基
礎
的
地
方
公
共
団
体
で
あ
る
市
町
村
の
行
政
サ
ー
ビ
ス
を
維
持
し
、
向
上
さ
せ
、
ま
た
、
行
政
と
し
て
の
規
模
の
拡
大
や
効
率
化
を
図
る
と

い
う
観
点
か
ら
、
与
党
行
財
政
改
革
推
進
協
議
会
に
お
け
る
『
市
町
村
合
併
後
の
自
治
体
数
を
一
、〇
〇
〇
を
目
標
と
す
る
』
と
い
う
方
針
を
踏
ま

え
て
、
自
主
的
な
市
町
村
合
併
を
積
極
的
に
推
進
し
、
行
財
政
基
盤
を
強
化
す
る
。」
と
し
引
用
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
与
党
行
財
政
改
革
推
進
協
議

会
は
、
平
成
一
二
年
七
月
二
七
日
に
開
催
さ
れ
、
そ
の
中
で
の
調
整
と
し
て
「
年
内
実
施
の
可
能
性
を
検
討
す
べ
き
当
面
の
事
項
」
の
内
容
「
三

国
・
地
方
の
税
財
源
の
再
配
分
等
地
方
行
革
」
の
関
係
事
項
と
し
て
「
基
礎
的
自
治
体
の
強
化
の
観
点
で
、
市
町
村
合
併
後
の
自
治
体
数
を

一
、〇
〇
〇
を
目
標
と
す
る
と
の
決
定
」、
平
成
「
一
三
年
度
予
算
に
お
け
る
合
併
促
進
策
の
強
化
」
お
よ
び
平
成
「
一
三
年
度
予
算
に
お
け
る
統
合

補
助
金
制
度
の
拡
充
」
が
示
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
（
中
央
省
庁
等
改
革
推
進
本
部
顧
問
会
議
第
一
九
回
議
事
概
要
（
平
成
一
二
年
九
月
二
〇
日
）
配

布
資
料
1
「
行
政
改
革
大
綱
の
策
定
に
つ
い
て
」
参
照
（http://w

w
w
.kantei.go.jp/jp/kom

on/dai19/s-list.htm
l

）（
二
〇
一
四
年
六
月
掲
載

確
認
）。

（
11
） 

フ
ラ
ン
ス
憲
法
七
二
条
一
項
は
、
そ
の
冒
頭
に
「L

es collectivités territoriales de la R
épublique sont les com

m
unes, les départem

ents, 

les régions

」（
共
和
国
の
地
方
公
共
団
体
は
、
コ
ミ
ュ
ー
ン
、
県
、
地
域
圏
で
あ
る
）
と
規
定
し
て
い
る
（
条
文
引
用
は
、
フ
ラ
ン
ス
政
府
の
法

令
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
で
あ
る
レ
ジ
フ
ラ
ン
ス
（http://w

w
w
.legifrance.gouv.fr

）
か
ら
行
っ
た
。
邦
語
訳
は
筆
者
に
よ
る
）。

（
12
） 

フ
ラ
ン
ス
地
方
自
治
制
度
に
関
す
る
紹
介
文
献
は
多
く
あ
る
が
、
二
〇
〇
三
年
改
革
を
含
め
た
最
近
の
地
方
制
度
を
簡
潔
に
紹
介
す
る
も
の
と

し
て
、
自
治
体
国
際
化
協
会
『
フ
ラ
ン
ス
の
地
方
自
治
』（
同
協
会
、
各
国
の
地
方
自
治
シ
リ
ー
ズ　

第
三
〇
号
、
平
成
二
一
年
六
月
）（http://

w
w
w
.clair.or.jp/j/forum

/series/pdf/j30.pdf

）（
二
〇
一
四
年
六
月
掲
載
確
認
）、
門
彬
「
フ
ラ
ン
ス
の
憲
法
改
正
│
新
た
な
地
方
分
権
改
革

一
三
一



日
本
法
学　

第
八
十
巻
第
二
号
（
二
〇
一
四
年
十
月
）

（
三
九
〇
）

法
の
制
定
│
」（
国
立
国
会
図
書
館
『
調
査
と
情
報
』
四
二
五
号
（http://dl.ndl.go.jp/view

/dow
nload/

digidepo_1000761_po_0425.pdf?contentN
o=1&

alternativeN
o=

）
二
〇
一
四
年
六
月
掲
載
確
認
）、
お
よ
び

石
田
三
成
・
前
掲
報
告
書
が
有
益
で
あ
る
。

（
13
） 

フ
ラ
ン
ス
の
コ
ミ
ュ
ー
ン
の
数
に
つ
い
て
は
、
前
掲
・
Ｄ
Ｇ
Ｃ
Ｌ
二
〇
一
四
年
冊
子
、
ま
た
フ
ラ
ン
ス
国
家
統
計

経
済
研
究
所
（IN

S
E
E
 :Institut national de la statique et des études économ

iques

）
の
資
料
（http://

w
w
w
.insee.fr/fr/m

ethodes/nom
enclatures/cog/docum

entation.asp

）（
二
〇
一
四
年
六
月
掲
載
確
認
）
を

参
照
し
た
。

（
14
） 

パ
リ
、
マ
ル
セ
イ
ユ
お
よ
び
リ
ヨ
ン
の
大
都
市
特
例
に
つ
き
、
自
治
体
国
際
化
協
会
・
前
掲
書
四
五
頁
│

四
九
頁
、
石
田
三
成
・
前
掲
報
告
書
四
五
〇
頁
。
フ
ラ
ン
ス
の
国
立
人
口
統
計
研
究
所
（IN

E
D

：Institut 

national d’études dém
ographiques

）
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
内
（http://w

w
w
.ined.fr/

）
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
主
要

都
市
の
人
口
ラ
ン
キ
ン
グ
上
位
五
都
市
は
上
記
表
の
通
り
で
あ
る
（
表
は
、
掲
載
さ
れ
て
い
る
も
の
を
加
工
し
た
）

（http://w
w
w
.ined.fr/fr/pop_chiff res/france/structure_population/com

m
unes/

）（
二
〇
一
四
年
六
月

掲
載
確
認
）。

パ
リ
、
マ
ル
セ
イ
ユ
お
よ
び
リ
ヨ
ン
は
、
単
に
コ
ミ
ュ
ー
ン
人
口
規
模
上
位
と
い
う
だ
け
で
は
な
く
、
こ
れ
ら

三
都
市
は
、
一
九
八
二
年
Ｐ
Ｍ
Ｌ
法
ま
た
は
Ｐ
Ｌ
Ｍ
法
と
言
わ
れ
る
「L

a loi no 82-1169 du 31 décem
bre 

1982 relative à l’organisation adm
inistrative de P

aris, M
arseille, L

yon et des établissem
ents 

publics de coopération intercom
m
unale

」
に
よ
る
特
例
が
設
定
さ
れ
、
ま
た
現
行
の
地
方
自
治
体
一
般
法
典

（
Ｃ
Ｇ
Ｃ
Ｔ
）
に
お
い
て
も
特
例
規
定
が
あ
る
（L

IV
R
E
 V

 à la D
E
U
X
IÈ

M
E
 P

A
R
T
IE

: L
A
 C

O
M

M
U
N
E
 

du C
G
C
T

）。
こ
れ
ら
三
都
市
の
コ
ミ
ュ
ー
ン
議
会
（conseil m

unicipal

）
の
議
員
数
は
、
人
口
三
〇
万
以
上
都

市
の
議
員
数
が
六
九
名
（C

G
C
T
 art.L

2121-2
）
と
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
、
パ
リ
が
一
六
三
名
（C

G
C
T
 art.

L
2512-3

）、
マ
ル
セ
イ
ユ
が
一
〇
一
名
、
リ
ヨ
ン
が
七
三
名
と
な
っ
て
い
る
（C

G
C
T
 art.L

2513-1

）。

コミューン 1999年 2010年 順位

Paris　パリ 2,077,806 2,243,833 1

Marseille　マルセイユ 775,633 850,726 2

Lyon　リヨン 430,802 484,344 3

Toulouse　トゥールーズ 375,687 441,802 4

Nice　ニース 334,717 343,304 5

一
三
二



フ
ラ
ン
ス
の
グ
ラ
ン
ド
・
リ
ヨ
ン
を
範
と
す
る
小
規
模
自
治
体
の
行
税
財
政
改
革
（
伊
藤
）

（
三
九
一
）

（
15
） 

フ
ラ
ン
ス
の
県
に
つ
い
て
の
歴
史
と
制
度
に
つ
き
、
自
治
体
国
際
化
協
会
・
前
掲
書
四
九
│

五
八
頁
、
石
田
三
成
・
前
掲
報
告
書
四
四
二
頁
│
四
四
三
頁
。

（
16
） 

フ
ラ
ン
ス
の
地
域
圏
に
つ
い
て
、
自
治
体
国
際
化
協
会
・
前
掲
書
五
九
│
六
七
頁
、
石
田
三

成
・
前
掲
報
告
書
四
四
四
頁
│
四
四
六
頁
。

（
17
） 

マ
ル
ス
ラ
ン
法
（la loi M

arcellin

）
は
、
正
式
に
は
「
コ
ミ
ュ
ー
ン
の
合
併
お
よ
び
再
編
に

関
す
る
一
九
七
一
年
七
月
一
六
日
法
律
」（
前
掲
注（
6
）参
照
）
で
あ
る
が
、
こ
の
法
律
の
施
行
に

よ
り
、
一
九
七
五
年
ま
で
に
一
〇
〇
〇
ほ
ど
の
コ
ミ
ュ
ー
ン
が
合
併
に
よ
り
削
減
さ
れ
た
が
、
そ
の

後
、
コ
ミ
ュ
ー
ン
か
ら
の
合
併
反
対
も
あ
り
、
大
規
模
な
合
併
削
減
も
な
く
フ
ラ
ン
ス
の
コ
ミ
ュ
ー

ン
数
は
推
移
し
て
い
る
。
し
か
し
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
諸
国
で
の
自
治
体
合
併
等
に
よ
る
市
町
村
数
の
削

減
は
進
行
展
開
さ
れ
て
き
た
。
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
評
議
会
（C

onseil de l’E
urope

）
の
Ｃ
Ｄ
Ｌ
Ｒ

（C
om

ité européen sur la dém
ocratie locale et régionale

）
報
告
書
「L

es bonnes pratiques 

en m
atière de coopération intercom

m
unale en E

urope

」（https://w
cd.coe.int/V

iew
D
oc.

jsp?id=1377443&
S
ite=C

O
E

）（
二
〇
一
四
年
六
月
掲
載
確
認
）
の
う
ち
自
治
体
構
造
に
関
す
る

表
に
お
い
て
示
さ
れ
て
い
る
一
九
五
〇
年
と
二
〇
〇
七
年
と
の
間
で
の
自
治
体
数
を
参
考
と
し
て
、

削
減
率
上
位
国
を
示
す
と
上
記
表
の
よ
う
に
な
る
（
フ
ラ
ン
ス
元
老
院
報
告
書
「P

rojet de loi de 

réform
e des collectivités territoriales

」（http://w
w
w
.senat.fr/rap/l09-169/l09-16921.

htm
l

）
記
事
を
基
に
表
に
加
工
）（
二
〇
一
四
年
六
月
掲
載
確
認
）。
こ
の
間
、
フ
ラ
ン
ス
の
コ

ミ
ュ
ー
ン
は
、
三
八
八
〇
〇
か
ら
三
六
七
八
三
へ
と
五
％
の
減
少
で
あ
っ
た
。

（
18
） 

コ
ミ
ュ
ー
ン
の
レ
ベ
ル
で
の
広
域
行
政
組
織
に
つ
い
て
、
自
治
体
国
際
化
協
会
・
前
掲
書
三
八

│
四
五
頁
参
照
。

（
19
） 

Ｃ
Ｃ
、
Ｃ
Ｕ
、
Ｃ
Ａ
お
よ
び
Ｓ
Ａ
Ｎ
の
邦
語
訳
は
、
自
治
体
国
際
化
協
会
（
パ
リ
事
務
所
）

国名
自治体数の推移

1950年 2007年 削減率

スウェーデン 2,281 290 87%

デンマーク 1,387 277 80%

イギリス 1,118 238 79%

ベルギー 2,359 596 75%

オーストリア 4,039 2,357 42%

ノルウェー 744 431 42%

ドイツ 14,338 8,414 42%

一
三
三



日
本
法
学　

第
八
十
巻
第
二
号
（
二
〇
一
四
年
十
月
）

（
三
九
二
）

「
フ
ラ
ン
ス
の
広
域
行
政
│
第
四
の
地
方
団
体
│
」（C

L
A
IR

 R
E
P
O
R
T
 N

o276

）
の
表
記
を
参
照
し
た
。

（
20
） 

コ
ミ
ュ
ー
ン
事
務
組
合
は
、
第
二
次
世
界
大
戦
前
か
ら
認
め
ら
れ
る
。
単
一
目
的
コ
ミ
ュ
ー
ン
事
務
組
合
は
、
学
校
教
育
事
務
組
合

（syndicats intercom
m
unaux à vocation scolaire

：S
IV

C

）、
水
道
事
業
事
務
組
合
（syndicats intercom

m
unaux d’alim

entation en eau 

potable :S
IA

E

）
な
ど
、
日
本
の
一
部
事
務
組
合
と
類
似
す
る
も
の
で
あ
る
。
多
目
的
コ
ミ
ュ
ー
ン
事
務
組
合
は
、
日
本
の
広
域
連
合
と
類
似
す

る
事
務
組
合
組
織
で
あ
り
、
自
治
体
（
コ
ミ
ュ
ー
ン
、
県
、
地
方
圏
、
そ
の
他
の
課
税
権
を
有
す
る
自
治
共
同
体
）
の
み
で
構
成
さ
れ
る
閉
鎖
多
目

的
コ
ミ
ュ
ー
ン
事
務
組
合
（les S

yndicats M
ixtes ferm

és :S
M

 ferm
és

）
と
自
治
体
の
ほ
か
に
商
工
会
議
所
な
ど
の
公
的
機
関
を
も
含
め
た
解

放
多
目
的
コ
ミ
ュ
ー
ン
事
務
組
合
（les S

yndicats M
ixtes ouverts :S

M
 ouverts

）
と
に
区
別
さ
れ
も
す
る
。

（
21
） 

地
方
自
治
体
一
般
法
典
Ｌ
五
二
一
一
│
四
三
│
三
条
は
コ
ミ
ュ
ー
ン
間
協
力
公
施
設
法
人
の
独
自
課
税
権
賦
与
に
つ
き
規
定
し
て
い
る
。
ま
た
、

租
税
一
般
法
典
（C

ode général des im
pôts :C

G
I

）
一
三
七
九
│
〇
条
の
二
は
、
そ
の
課
税
税
目
を
規
定
し
て
い
る
。
単
一
職
業
税
制
は
、
加

盟
コ
ミ
ュ
ー
ン
の
職
業
税
（taxe professionnelle

、
住
居
税
、
既
建
築
不
動
産
税
お
よ
び
非
建
築
不
動
産
税
と
と
も
に
フ
ラ
ン
ス
の
直
接
地
方
四

税
と
さ
れ
て
い
た
が
、
二
〇
〇
九
年
改
革
（loi nº 2009-1673 du 30 décem

bre 2009

）
に
よ
り
廃
止
、
二
〇
一
〇
年
か
ら
地
域
経
済
分
担
金

（C
ontribution économ

ique territoriale
）
と
し
て
引
き
継
が
れ
た
）
課
税
を
や
め
、
共
同
体
が
そ
の
課
税
権
を
行
使
す
る
と
い
う
税
制
で
あ
る
。

付
加
税
制
は
、
加
盟
コ
ミ
ュ
ー
ン
税
に
か
か
る
付
加
税
を
共
同
体
に
て
課
税
す
る
税
制
と
な
る
。

（
22
） L

oi nº 66-1069 du 31 décem
bre 1966 relative aux com

m
unautés urbaines.

（
23
） L

oi nº 99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcem
ent et à la sim

plifi cation de la coopération intercom
m
unale.

（
24
） 

Ｄ
Ｇ
Ｃ
Ｌ
二
〇
一
四
年
冊
子
二
五
頁
に
は
、
①C

U
 de L

yon

、
②C

U
 L

ille M
étropole

、
③C

U
 de M

arseille P
rovence M

étropole 

（M
P
M

）、
④C

U
 de B

ordeaux

、
⑤C

U
 T

oulouse M
étropole

、
⑥C

U
 N

antes M
étropole

、
⑦C

U
 de S

trasbourg

、
⑧C

U
 du 

G
rand N

ancy

、
⑨C

U
 B

rest M
étropole O

céane

、
⑩C

U
 de D

unkerque

、
⑪C

U
 L

e M
ans M

étropole

、
⑫C

U
 d’A

rras

、
⑬C

U
 

L
e C

reusot M
ontceau-lès-M

ines

、
⑭C

U
 de C

herbourg

、
お
よ
び
⑮C

U
 d’A

lençon

が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。

（
25
） V

oir les articles 71 et suivants de la « loi du 6 février 1992 relative à l’adm
inistration territoriale de la R

épublique.

（
26
） 

Ｄ
Ｇ
Ｃ
Ｌ
二
〇
一
四
年
冊
子
一
八
頁
に
掲
載
す
る
「É

V
O
L
U
T
IO

N
 D

U
 N

O
M

B
R
E
 D

E
 G

R
O
U
P
E
M

E
N
T
S
 D

E
 C

O
M

M
U
N
E
S
 À

 

一
三
四



フ
ラ
ン
ス
の
グ
ラ
ン
ド
・
リ
ヨ
ン
を
範
と
す
る
小
規
模
自
治
体
の
行
税
財
政
改
革
（
伊
藤
）

（
三
九
三
）

F
IS

C
A
L
IT

É
 P

R
O
P
R
E
 D

E
P
U
IS

 2010

」
に
よ
る
と
、
Ｃ
Ｃ
は
、
二
〇
一
〇
年
に
二
、四
〇
九
あ
っ
た
も
の
が
、
二
〇
一
四
年
現
在

一
、九
〇
三
ま
で
減
少
し
て
い
る
。

（
27
） 
二
二
二
の
Ｃ
Ａ
の
リ
ス
ト
は
Ｄ
Ｇ
Ｃ
Ｌ
二
〇
一
四
年
冊
子
二
七
頁
か
ら
三
〇
頁
に
掲
載
さ
れ
て
お
り
（
詳
細
省
略
）、
Ｓ
Ａ
Ｎ
の
リ
ス
ト
は

Ｄ
Ｇ
Ｃ
Ｌ
二
〇
一
四
年
冊
子
二
五
頁
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
①S

A
N
 S

énart V
ille N

ouvelle

、
②S

A
N
 O

uest P
rovence

、
③S

A
N
 V

al 

d’E
urope

お
よ
び
④S

A
N
 de S

énart en E
ssonne

の
四
つ
で
あ
り
、
Ｍ
Ｅ
は
Ｄ
Ｇ
Ｃ
Ｌ
二
〇
一
四
年
冊
子
二
五
頁
に
掲
載
さ
れ
て
い
る

M
étropole N

ice C
ôte d’A

zur

の
み
で
あ
る
。
中
核
都
市
は
、
当
初
、
二
〇
一
〇
年
地
方
自
治
体
改
革
法
（la loi nº 2010-1563 du 16 

décem
bre 2010 de réform

e des collectivités territoriales

）
一
二
条
に
お
い
て
人
口
五
〇
万
人
以
上
の
も
の
と
し
て
規
定
さ
れ
た
が
、

二
〇
一
四
年
法
（L

a loi nº 2014-58 du 27 janvier 2014 de m
odernisation de l’action publique territoriale et d’affi  rm

ation des 

m
étropoles

）
四
三
条
に
お
い
て
四
〇
万
人
と
緩
和
さ
れ
た
（v. C

G
C
T
 art.L

. 5217-1

）。
ま
た
、
こ
の
二
〇
一
四
年
法
に
よ
り
、
パ
リ
、
リ
ヨ

ン
お
よ
び
マ
ル
セ
イ
ユ
の
中
核
都
市
（la m

étropole du G
rand P

aris, la m
étropole de L

yon et la m
étropole d’A

ix-M
arseille-P

rovence

）

が
構
想
さ
れ
て
い
る
。

（
28
） V

oir, l’article L
5214-1 du C

G
C
T
; « L

a com
m
unauté de com

m
unes est un établissem

ent public de coopération 

intercom
m
unale regroupant plusieurs com

m
unes d’un seul tenant et sans enclave. »

（
29
） L

oi nº 2010-1563 du 16 décem
bre 2010 de réform

e des collectivités territoriales.

（
30
） 

グ
ラ
ン
ド
・
リ
ヨ
ン
の
沿
革
に
つ
き
、
同
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
内
四
〇
周
年
関
連
記
事
（http://w

w
w
.grandlyon.com

/40ans/

）（
二
〇
一
四
年

六
月
掲
載
確
認
）
を
参
照
。
ま
たD

ossier de P
resse « L

es 40 ans du G
rand L

yon, historique, perspectives et am
bitions 

（janvier 

2009

） »

が
同
Ｗ
Ｅ
Ｂ
上
で
公
開
さ
れ
て
い
る
。

（
31
） V
oir, G

rand L
yon, op.cit. D

ossier de P
resse cité.

（
32
） 

グ
ラ
ン
ド
・
リ
ヨ
ン
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
内
の
構
成
五
九
コ
ミ
ュ
ー
ン
関
連
記
事
（http://w

w
w
.grandlyon.com

/59-com
m
unes.570.0.htm

l

）

（
二
〇
一
四
年
六
月
掲
載
確
認
）
を
基
に
筆
者
が
作
成
し
た
。
二
〇
一
四
年
六
月
一
日
に
コ
ミ
ュ
ー
ン
「Q

uincieux

」
が
加
盟
し
、
現
在
、
五
九
の

コ
ミ
ュ
ー
ン
に
て
グ
ラ
ン
ド
・
リ
ヨ
ン
は
構
成
さ
れ
て
い
る
。

一
三
五



日
本
法
学　

第
八
十
巻
第
二
号
（
二
〇
一
四
年
十
月
）

（
三
九
四
）

（
33
） 

石
田
三
成
・
前
掲
報
告
書
四
五
二
頁
。

（
34
） 

グ
ラ
ン
ド
・
リ
ヨ
ン
内
の
移
動
手
段
と
し
て
、
地
下
鉄
、
路
面
電
車
お
よ
び
バ
ス
（
一
部
ト
ロ
リ
ー
バ
ス
）
の
ほ
か
、
共
同
で
使
用
す
る
レ
ン

タ
ル
自
転
車
（V

élo’v

）（voir,http://w
w
w
.velov.grandlyon.com

/

）（
二
〇
一
四
年
六
月
掲
載
確
認
）
と
レ
ン
タ
ル
電
気
自
動
車
（C

ovoiturage

）

が
市
民
に
よ
り
利
用
さ
れ
て
い
る
。

（
35
） 

グ
ラ
ン
ド
・
リ
ヨ
ン
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
内
の
権
限
に
関
す
る
記
事
（http://w

w
w
.grandlyon.com

/C
om

petences.367.0.htm
l

）（
二
〇
一
四

年
六
月
掲
載
確
認
）
参
照
。

（
36
） 

同
右
。

（
37
） L

oi organique nº 2013-402 du 17 m
ai 2013 relative à l’élection des conseillers m

unicipaux, des conseillers com
m
unautaires 

et des conseillers départem
entaux 

（JO
R
F
 nº 0114 du 18 m

ai 2013 page 8241, N
O
R
: IN

T
X
1238495L

）, et surtout, art.32 de la 

loi nº 2013-403 du 17 m
ai 2013 relative à l’élection des conseillers départem

entaux, des conseillers m
unicipaux et des 

conseillers com
m
unautaires, et m

odifiant le calendrier électoral 

（JO
R
F
 nº 0114 du 18 m

ai 2013 page 8242, N
O
R
: 

IN
T
X
1238496L

）.

（
38
） 

フ
ラ
ン
ス
の
地
方
選
挙
は
、
二
回
実
施
さ
れ
、
コ
ミ
ュ
ー
ン
の
人
口
規
模
に
よ
り
方
法
も
異
な
る
。
詳
細
は
、
在
日
フ
ラ
ン
ス
大
使
館
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
内
「
フ
ラ
ン
ス
を
知
る
」＞

「
二
〇
一
四
年
フ
ラ
ン
ス
市
町
村
議
会
選
挙
」（http://w

w
w
.am

bafrance-jp.org/article7377

）
お
よ
び

「
フ
ラ
ン
ス
市
町
村
議
会
・
県
議
会
選
挙
」（http://w

w
w
.am

bafrance-jp.org/article2414

）（
二
〇
一
四
年
六
月
掲
載
確
認
）
参
照
。

（
39
） 

グ
ラ
ン
ド
・
リ
ヨ
ン
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
内
の
政
治
組
織
に
関
す
る
記
事
（http://w

w
w
.grandlyon.com

/O
rganisation-politique.379.0.htm

l

）

（
二
〇
一
四
年
六
月
掲
載
確
認
）
参
照
。

（
40
） 

グ
ラ
ン
ド
・
リ
ヨ
ン
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
内
の
政
治
組
織
に
関
す
る
記
事
（http://w

w
w
.grandlyon.com

/L
-organigram

m
e-des-

services.920.0.htm
l

）（
二
〇
一
四
年
六
月
掲
載
確
認
）
参
照
。
そ
の
詳
細
な
構
成
は
次
の
通
り
で
あ
る
。

（
41
） 

グ
ラ
ン
ド
・
リ
ヨ
ン
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
内
の
予
算
に
関
す
る
記
事
（http://w

w
w
.grandlyon.com

/B
udget.4629.0.htm

l

）（
二
〇
一
四
年
六

月
掲
載
確
認
）
参
照
。

一
三
六



フ
ラ
ン
ス
の
グ
ラ
ン
ド
・
リ
ヨ
ン
を
範
と
す
る
小
規
模
自
治
体
の
行
税
財
政
改
革
（
伊
藤
）

（
三
九
五
）

L’ORGANIGRAMME DES SERVICES
DIRECTION GENERALE
-Direction de la prospective et du dialogue public
-Direction de l’évaluation et de la performance
-Mission coordination territoriale
-Mission coordination des services
-Missions territoriales
Direction de l’eau
- Secteur stratégie et exploitation
- Secteur études et travaux
- Service juridique, fi nances et marchés
- Service ressources humaines
- Service eau management
Direction de la propreté
- Division nettoiement
- Division gestion des déchets
- Division ressources
Direction de la voirie
- Ressources
- Opérations
- Proximité
Délégation générale aux ressources
- Direction des fi nances
- Direction des ressources humaines
- Direction des systèmes d’information et des télécommunications
- Direction des aff aires juridiques et de la commande publique
- Direction de la logistique et des bâtiments
- Direction des assemblées et de la vie institutionnelle
- Service communication interne
- Service Web et organisation
Délégation générale au développement économique et international
- Direction des ressources et de la performance
- Direction de l’attractivité et des relations internationales
- Direction des services aux entreprises
- Direction du foncier et de l’immobilier
Délégation générale au développement urbain
- Direction de la planifi cation et des politiques d’agglomération
- Direction de l’aménagement
- Direction de l’habitat et du développement solidaire urbain
- Direction fi nancière et administrative

一
三
七



日
本
法
学　

第
八
十
巻
第
二
号
（
二
〇
一
四
年
十
月
）

（
三
九
六
）

（
42
） 

同
右
。

（
43
） 

同
右
。

（
44
） 
拙
稿
「
フ
ラ
ン
ス
の
家
庭
ご
み
収
集
税
」
札
幌
法
学
第
二
二
巻
第
一
号
（
二
〇
一
〇
年
六
月
）
一
二
一
頁
│
一
四
三
頁
参
照
。

（
45
） 
グ
ラ
ン
ド
・
リ
ヨ
ン
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
内
の
予
算
に
関
す
る
記
事
（http://w

w
w
.grandlyon.com

/B
udget.4629.0.htm

l

）（
二
〇
一
四
年
六

月
掲
載
確
認
）
参
照
。

（
46
） 

一
五
都
市
共
同
体
の
う
ち
「C

U
 L

e M
ans M

étropole

」
と
「C

U
 de C

herbourg

」
が
付
加
税
制
を
採
用
し
、
残
り
の
都
市
共
同
体
は
単

一
職
業
税
制
を
採
用
し
て
い
る
。

（
47
） V

oir, C
G
I art.1609 nonies C

.

一
三
八



高
齢
者
に
よ
る
万
引
き
の
防
止
に
向
け
た
一
考
察
（
尾
田
）

（
三
九
七
）

高
齢
者
に
よ
る
万
引
き
の
防
止
に
向
け
た
一
考
察

尾　
　

田　
　

清　
　

貴

1
．
は
じ
め
に

2
．
高
齢
者
に
よ
る
万
引
き
の
現
状

3
．
高
齢
者
の
お
か
れ
て
い
る
現
状

4
．
高
齢
者
に
よ
る
万
引
き
を
防
ぐ
た
め
の
方
策
に
つ
い
て

5
．
ま
と
め

│
居
場
所
を
作
る
方
策
を
通
し
て
万
引
き
防
止
に
繋
げ
る

│

1
．
は
じ
め
に

高
齢
者
が
、
女
性
や
子
ど
も
と
同
様
に
犯
罪
弱
者
で
有
り
、
災
害
弱
者
で
あ
る
こ
と
は
、
現
在
も
変
わ
ら
な
い
状
況
で
あ
る
こ
と
は
、

間
違
い
な
い
。
三
年
前
の
東
北
大
震
災
の
際
に
も
、
子
ど
も
た
ち
と
と
も
に
多
く
の
高
齢
者
の
方
々
が
被
災
さ
れ
、
犠
牲
に
な
っ
て
い
る
。

一
三
九



日
本
法
学　

第
八
十
巻
第
二
号
（
二
〇
一
四
年
十
月
）

（
三
九
八
）

目
を
転
ず
れ
ば
、
一
向
に
減
少
に
転
じ
な
い
振
り
込
め
詐
欺
の
被
害
者
は
、
そ
の
ほ
と
ん
ど
が
高
齢
者
で
あ
る
（
1
）

。
交
通
事
故
の
被
害
者
も

同
様
の
傾
向
が
見
ら
れ
る
（
2
）

。

し
か
し
な
が
ら
、
高
齢
者
人
口
の
増
大
（
3
）

や
社
会
経
済
的
状
況
の
変
化
を
背
景
と
し
て
、
加
害
者
と
し
て
の
高
齢
者
問
題
が
社
会
問
題
化

し
て
い
る
。
刑
務
所
に
収
容
さ
れ
て
い
る
高
齢
者
の
再
社
会
化
に
向
け
た
取
り
組
み
は
、
も
は
や
矯
正
と
保
護
の
連
携
だ
け
で
は
い
か
ん

と
も
し
難
い
状
況
を
呈
し
て
お
り
（
4
）

、
検
察
官
に
よ
る
訴
追
裁
量
権
の
行
使
段
階
で
、
起
訴
猶
予
処
分
に
付
随
す
る
保
護
的
な
施
策
が
と
ら

れ
る
に
至
っ
て
い
る
（
5
）

。

本
稿
で
は
、
高
齢
者
に
よ
る
刑
法
犯
の
ほ
ぼ
六
割
を
占
め
る
万
引
き
に
つ
い
て
取
り
上
げ
、
そ
の
防
止
策
に
つ
い
て
刑
事
政
策
と
高
齢

者
福
祉
の
融
合
の
観
点
か
ら
若
干
の
提
言
を
試
み
た
い
と
考
え
て
い
る
。
処
遇
に
関
す
る
検
討
は
、
次
の
機
会
に
委
ね
た
い
。

（
1
） 

拙
稿
「
振
り
込
め
詐
欺
を
防
ぐ
た
め
の
地
域
作
り
」
日
本
法
学
七
七
巻
三
号
二
〇
一
一
年
一
二
月
参
照

（
2
） 

死
者
数
全
体
に
占
め
る
高
齢
者
の
割
合
は
年
々
増
加
し
、
一
五
年
に
初
め
て
四
割
を
超
え
、
二
四
年
に
は
総
人
口
に
占
め
る
高
齢
者
人
口
の
割

合
で
あ
る
二
四
・
一
％
（
二
四
年
一
〇
月
一
日
現
在
推
計
人
口
値
）
の
二
倍
を
超
え
る
五
一
・
三
％
に
至
っ
て
い
る
。（
警
察
白
書
・
平
成
二
五
年
版
、

一
四
三
頁
）

（
3
） 

六
五
歳
以
上
の
高
齢
者
人
口
は
、
過
去
最
高
の
三
、〇
七
九
万
人
（
前
年
二
、九
七
五
万
人
）
と
な
り
、
総
人
口
に
占
め
る
割
合
（
高
齢
化
率
）

も
二
四
・
一
％
（
前
年
二
三
・
三
％
）
と
な
り
、
ま
た
、「
六
五
〜
七
四
歳
人
口
」
で
総
人
口
に
占
め
る
割
合
は
一
二
・
二
％
、「
七
五
歳
以
上
人
口
」

は
一
一
・
九
％
で
あ
る
。

（
4
） 

刑
務
所
収
容
率
は
、
平
成
二
四
年
に
は
平
成
五
年
の
五
・
六
倍
の
八
・
八
％
に
上
昇
し
、
仮
釈
放
率
は
全
体
が
五
三
・
五
％
で
あ
る
の
に
対
し
、

高
齢
者
で
は
三
五
・
九
％
に
過
ぎ
ず
、
引
受
人
が
い
な
い
こ
と
や
釈
放
後
の
帰
住
先
が
確
保
で
き
な
い
者
が
多
い
こ
と
な
ど
が
理
由
と
考
え
ら
れ
る
。

（
犯
罪
白
書
・
平
成
二
五
年
版
一
五
八
、一
五
九
頁
）
法
務
省
は
、
平
成
二
一
年
四
月
か
ら
、
厚
生
労
働
省
と
連
携
し
て
、
特
別
調
査
を
実
施
し
、
平

一
四
〇



高
齢
者
に
よ
る
万
引
き
の
防
止
に
向
け
た
一
考
察
（
尾
田
）

（
三
九
九
）

成
二
四
年
か
ら
は
地
域
生
活
定
着
支
援
セ
ン
タ
ー
事
業
を
実
施
し
て
い
る
。
ま
た
、
厚
生
労
働
省
と
連
携
し
て
就
労
支
援
対
策
を
推
進
し
て
お
り
、

刑
事
施
設
は
在
所
中
の
受
刑
者
に
対
し
、
保
護
観
察
所
で
は
保
護
観
察
対
象
者
に
対
し
、
実
施
す
る
こ
と
と
な
っ
て
い
る
。
高
齢
者
を
取
り
巻
く
雇

用
情
勢
に
は
厳
し
い
も
の
が
あ
る
が
、
こ
の
施
策
を
就
労
意
欲
が
あ
り
、
健
康
な
高
齢
対
象
者
に
も
積
極
的
に
適
用
す
る
こ
と
も
で
き
る
と
思
わ
れ

る
。（
犯
罪
白
書
・
平
成
二
四
年
版
二
五
四
〜
二
五
七
頁
参
照
）

（
5
） 

起
訴
猶
予
者
に
対
す
る
更
生
緊
急
保
護
を
活
用
し
た
新
た
な
社
会
復
帰
支
援
策
の
拡
充
と
い
う
形
で
、
平
成
二
五
年
一
〇
月
か
ら
、
捜
査
段
階

で
釈
放
さ
れ
る
起
訴
猶
予
者
に
つ
い
て
、
そ
の
高
齢
、
障
害
等
の
特
性
に
応
じ
た
更
生
緊
急
保
護
の
措
置
を
適
切
に
講
じ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
円
滑

な
社
会
復
帰
の
実
現
と
再
犯
防
止
を
目
的
と
し
て
、
保
護
観
察
所
が
関
係
機
関
と
連
携
し
て
更
生
緊
急
保
護
の
事
前
調
整
に
関
す
る
試
行
的
な
取
組

を
実
施
し
て
き
た
が
、
平
成
二
六
年
度
か
ら
こ
の
取
組
を
拡
充
し
て
実
施
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
具
体
的
な
実
施
庁
は
、
次
の
通
り
で
あ
る
。

【
平
成
二
五
年
度
か
ら
の
実
施
庁
】
仙
台
、
福
島
、
水
戸
、
富
山
、
広
島
、
高
松
及
び
熊
本
の
計
七
庁
、【
平
成
二
六
年
度
新
規
試
行
庁
】
札
幌
、

釧
路
、
前
橋
、
甲
府
、
岐
阜
、
名
古
屋
、
神
戸
、
奈
良
、
松
江
、
徳
島
、
佐
賀
、
大
分
及
び
宮
崎
の
計
一
三
庁
が
加
わ
り
、
現
在
二
〇
庁
及
び
対
応

す
る
地
域
を
所
管
す
る
保
護
観
察
所
が
対
応
し
て
い
る
。（
平
成
二
六
年
五
月
二
三
日
報
道
発
表
資
料
に
よ
る
）

2
．
高
齢
者
に
よ
る
万
引
き
の
現
状

高
齢
者
に
よ
る
万
引
き
で
の
検
挙
人
員
が
、
少
年
の
検
挙
人
員
を
上
回
っ
た
の
は
、
全
国
的
に
は
平
成
二
三
年
か
ら
で
あ
る
が
、
東
京

都
で
は
平
成
二
四
年
に
少
年
の
検
挙
人
員
を
上
回
り
、
近
県
そ
の
他
で
も
同
様
の
傾
向
が
見
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
（
6
）

。

高
齢
者
に
よ
る
刑
法
犯
検
挙
人
員
の
過
去
一
〇
年
間
の
推
移
を
見
た
の
が
、
次
の
表
1
で
あ
る
が
、
総
数
で
は
、
平
成
一
五
年
か
ら

一
八
年
に
か
け
て
は
増
加
傾
向
に
あ
っ
た
が
、
そ
の
後
は
四
八
、〇
〇
〇
人
台
で
推
移
し
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
、
万
引
き
の
検
挙
人
員

は
、
平
成
一
五
年
以
降
二
四
年
ま
で
は
増
加
の
一
途
を
た
ど
り
、
二
四
年
に
は
前
年
に
比
べ
六
〇
七
人
（
二
・
二
％
）
の
増
加
で
あ
っ
た
（
7
）

。

一
四
一



日
本
法
学　

第
八
十
巻
第
二
号
（
二
〇
一
四
年
十
月
）

（
四
〇
〇
）

表 1　高齢者による刑法犯・万引きによる検挙者数の推移

15年 16年 17年 18年 19年 20年 21年 22年 23年 24年

刑法犯総数 29,797 36,696 42,108 46,637 48,597 48,786 48,102 48,145 48,621 48,544

万引き 17,456 20,667 23,252 25,060 25,854 27,015 27,019 27,362 28,066 28,673

高齢者の刑法犯検挙人員の推移（総数と万引きの比較）

※　平成24年の犯罪から筆者が作成

表 2　万引きによる検挙者数の推移（少年と高齢者の比較）

総　数 14 ～ 19歳 65歳以上

15年 105,792 38,709 17,456

16年 112,783 38,912 20,667

17年 113,953 36,481 23,252

18年 107,123 30,189 25,060

19年 102,504 28,186 25,854

20年 101,504 26,303 27,015

21年 105,228 29,153 27,019

22年 104,804 28,364 27,362

23年 101,340 26,005 28,066

24年 93,079 19,673 28,673

万引きの検挙人員の推移（少年・高齢者の比較）

※　平成24年の犯罪から筆者が作成

一
四
二



高
齢
者
に
よ
る
万
引
き
の
防
止
に
向
け
た
一
考
察
（
尾
田
）

（
四
〇
一
）

万
引
き
に
よ
る
検
挙
人
員
の
推
移
を
平
成
一
五
年
か
ら

二
四
年
ま
で
の
一
〇
年
間
で
見
る
と
、
平
成
二
三
年
以
降

六
五
歳
以
上
の
高
齢
者
の
検
挙
人
員
が
少
年
の
検
挙
人
員

を
上
回
り
、
二
四
年
に
は
九
、〇
〇
〇
人
も
上
回
っ
て
い

る
（
表
2
）。
ま
た
、
高
齢
者
の
万
引
き
に
関
し
て
は
、

前
科
無
し
の
割
合
が
七
二
・
八
％
、
窃
盗
の
前
科
有
り
が

一
九
・
九
％
で
あ
っ
た
。

万
引
き
犯
の
警
察
に
よ
る
取
扱
い
に
関
し
て
は
、
行
為

態
様
の
質
的
軽
微
さ
か
ら
、
身
柄
不
拘
束
の
割
合
が
全
体

の
八
五
・
九
％
で
、
身
柄
付
送
致
は
一
二
・
四
％
と
低
く

な
っ
て
い
る
。
身
柄
付
送
致
は
、
現
行
犯
逮
捕
で

八
四
・
六
％
、
緊
急
逮
捕
で
九
四
・
〇
％
、
通
常
逮
捕
で
は

九
六
・
八
％
と
犯
罪
発
生
現
場
に
近
い
ほ
ど
身
柄
送
致
率

が
高
く
な
っ
て
い
る
の
が
特
徴
的
で
あ
る
（
表
3
）。

万
引
き
犯
の
検
挙
件
数
に
つ
い
て
「
少
年｣

と
「
高
齢

者｣

に
つ
い
て
、
平
成
一
一
年
か
ら
二
〇
年
の
推
移
で
み

る
と
、
全
体
と
し
て
は
、
平
成
一
七
年
を
ピ
ー
ク
と
し
て

表 3　万引き犯の身柄措置別・送致別検挙人員（24年）

総　数 93,079

現行犯逮捕

計 9,806

身柄付送致 8,295

書類送致 1,412

微罪処分 90

少年簡易送致 9

緊急逮捕

計 551

身柄付送致 518

書類送致 33

通常逮捕

計 2,798

身柄付送致 2,708

書類送致 90

身柄不拘束

計 79,924

書面送付 29,563

微罪処分 39,788

少年簡易送致 10,573

※　平成24年の犯罪から筆者が作成
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日
本
法
学　

第
八
十
巻
第
二
号
（
二
〇
一
四
年
十
月
）

（
四
〇
二
）

表 4　性別に見た万引き犯の検挙数の推移

全体 少年 高齢者

男 女 男 女 男 女

11年 53,421 42,835 28,551 21,318 5,347 4,703

12年 53,235 42,391 25,862 19,928 6,192 5,459

13年 55,029 45,311 25,712 21,645 6,707 6,133

14年 60,545 48,971 27,040 22,174 7,995 7,179

15年 64,478 49,782 26,186 20,991 9,310 8,146

16年 68,494 52,642 27,099 20,166 10,894 9,773

17年 69,225 52,689 26,318 18,124 12,118 11,134

18年 65,178 48,688 22,273 14,659 13,090 11,970

19年 61,364 47,629 20,449 14,226 13,345 12,509

20年 62,801 45,506 20,658 12,448 14,283 12,732

性別に見た検挙人数の推移（11～20年）

※　平成20年の犯罪から筆者が作成

表 5　犯行場所

※　万引きに関する調査研究報告書から筆者が作成

一
四
四



高
齢
者
に
よ
る
万
引
き
の
防
止
に
向
け
た
一
考
察
（
尾
田
）

（
四
〇
三
）

減
少
傾
向
に
あ
る
が
、
高
齢
者
に
関
し
て
は
平
成
一
一
年
以
降
毎
年
増
加
し
て
お
り
、
平
成
二
〇
年
に
は
一
一
年
を
一
〇
〇
と
す
る
と

二
六
八
・
八
と
二
・
七
倍
に
増
加
し
て
お
り
、
性
別
で
み
る
と
男
性
で
は
二
六
七
・
一
、
女
性
で
は
二
七
〇
・
七
と
な
っ
て
お
り
、
女
性
の
高

齢
者
に
増
加
傾
向
が
顕
著
で
あ
る
（
表
4
）。
高
齢
者
の
人
口
比
（
一
〇
、〇
〇
〇
人
当
た
り
）
で
み
る
と
平
成
一
八
年
以
降
九
・
五
前
後
で
推

移
し
て
お
り
、
高
止
ま
り
の
傾
向
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

『
万
引
き
に
関
す
る
調
査
研
究
報
告
書
』
に
よ
る
と
（
8
）

、
犯
行
場
所
と
し
て
は
、
全
体
で
は
「
ス
ー
パ
ー
」
が
四
一
・
〇
％
、
次
い
で

「
コ
ン
ビ
ニ
」
が
一
七
・
〇
％
の
順
で
あ
っ
た
が
、「
高
齢
者
」
は
「
ス
ー
パ
ー
」
が
七
四
・
〇
％
と
最
も
高
く
、
次
い
で
「
コ
ン
ビ
ニ
」
の

八
・
三
％
の
順
で
あ
っ
た
。
こ
れ
に
対
し
、
少
年
で
は
「
量
販
店
」
が
二
四
・
一
％
、
次
い
で
「
ス
ー
パ
ー
」
が
二
三
・
八
％
の
順
で
あ
っ

た
（
表
5
）。

高
齢
者
の
行
動
範
囲
が
、
自
宅
周
辺
な
ど
比
較
的
身
近
な
地
域
に
限
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
や
次
に
触
れ
る
被
害
対
象
物
で
も
分
か
る
よ

う
に
「
食
料
品
」
を
購
入
す
る
際
に
利
用
す
る
身
近
な
店
舗
が
選
ば
れ
て
い
る
こ
と
も
こ
の
背
景
に
は
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
昔
か
ら
あ
る

商
店
街
の
中
の
店
舗
で
は
、
万
引
き
犯
が
商
店
主
な
ど
と
顔
馴
染
み
の
こ
と
も
有
り
、
犯
行
場
所
と
し
て
は
む
し
ろ
ア
ル
バ
イ
ト
等
地
元

民
で
は
な
い
者
が
店
先
に
多
く
い
る
コ
ン
ビ
ニ
・
ス
ー
パ
ー
な
ど
を
選
択
し
て
い
る
と
も
考
え
ら
れ
る
。

万
引
き
の
対
象
物
で
み
る
と
、
全
体
で
は
「
食
料
品
」
が
四
五
・
八
％
、「
日
用
品
」
一
三
・
一
％
で
あ
っ
た
が
、「
高
齢
者
」
で
は
「
食

料
品
」
が
七
七
・
〇
％
と
「
全
体
」
の
一
・
七
倍
、「
少
年
」
の
二
・
九
倍
を
占
め
て
多
い
。「
日
用
品
」
の
七
・
八
パ
ー
セ
ン
ト
を
足
す
と
生

活
必
需
品
が
八
四
・
八
％
を
占
め
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
（
表
6
）。

生
活
状
態
が
困
窮
し
て
い
る
と
感
じ
て
い
る
者
ほ
ど
、「
食
料
品｣

を
対
象
と
す
る
傾
向
が
高
く
な
っ
て
い
る
の
が
特
徴
と
な
っ
て
い

る
（
万
引
き
に
関
す
る
調
査
研
究
報
告
書
二
〇
頁
参
照
）。
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日
本
法
学　

第
八
十
巻
第
二
号
（
二
〇
一
四
年
十
月
）

（
四
〇
四
）

高
齢
者
が
万
引
き
を
す
る
時
間
帯
は
、「
一
〇
〜
一
三
時
」
が
最
も
多
く

三
六
・
八
％
、
次
い
で
「
一
三
〜
一
六
時
」、「
一
六
〜
一
九
時
」
が
二
七
・
〇
％
の

順
で
多
か
っ
た
。
こ
の
時
間
帯
は
、
お
昼
の
準
備
の
た
め
に
、
ま
た
夕
食
の
準
備

の
た
め
に
外
出
す
る
時
間
帯
と
ほ
ぼ
一
致
し
て
い
る
。
他
方
、「
少
年｣

で
は
、

放
課
後
に
当
た
る
「
一
六
〜
一
九
時｣

が
四
八
・
四
％
で
最
も
高
く
、
次
い
で

「
一
三
〜
一
六
時｣

が
二
四
・
三
％
の
順
で
あ
っ
た
。

学
校
帰
り
に
、
途
中
に
あ
る
コ
ン
ビ
ニ
や
最
寄
り
の
公
共
交
通
機
関
近
く
の
量

販
店
な
ど
で
万
引
き
に
及
ん
で
い
る
こ
と
が
窺
え
る
。

被
害
額
で
は
、「
高
齢
者
」
は
「
〜
一
、〇
〇
〇
円
」
が
五
四
・
四
％
で
最
も
多

く
、
次
い
で
「
一
、〇
〇
〇
〜
五
、〇
〇
〇
円
」
が
三
一
・
四
％
で
、
五
、〇
〇
〇
円

以
上
の
高
額
な
品
物
を
万
引
き
す
る
者
は
ほ
と
ん
ど
い
な
い
。
こ
の
こ
と
は
、
食

料
品
が
被
害
対
象
物
の
ほ
と
ん
ど
を
占
め
て
い
る
こ
と
と
も
一
致
し
て
い
る
。
し

か
し
、「
少
年
」
で
は
「
一
、〇
〇
〇
〜
五
、〇
〇
〇
円
」
が
三
八
・
八
％
と
最
も
多

く
、
次
い
で
「
〜
一
、
〇
〇
〇
円
」
が
三
〇
・
四
％
、「
五
、
〇
〇
〇
〜

五
〇
、〇
〇
〇
円
」
も
二
五
・
九
％
も
い
る
こ
と
に
万
引
き
対
象
物
に
対
す
る
ニ
ー

ズ
の
違
い
が
感
じ
ら
れ
る
（
表
7
）。

万
引
き
し
た
物
に
つ
い
て
は
、「
自
己
消
費
」
が
「
全
体
」
で
八
九
・
〇
％
、

表 6　万引き対象物

※　万引きに関する調査研究報告書から筆者が作成
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高
齢
者
に
よ
る
万
引
き
の
防
止
に
向
け
た
一
考
察
（
尾
田
）

（
四
〇
五
）

「
少
年
」
で
九
〇
・
九
％
、「
高
齢
者
」
で
九
一
・
二
％

と
な
っ
て
る
。
こ
の
点
に
関
し
て
は
、
高
齢
者
と
少

年
の
差
は
あ
ま
り
な
い
と
も
言
え
る
。

共
犯
者
の
有
無
で
み
る
と
、
高
齢
者
は

九
八
・
五
％
が
単
独
犯
で
あ
る
の
に
対
し
、「
少
年
」

で
は
二
九
・
二
％
が
共
犯
で
あ
る
。
な
お
一
八
・
六
％

が
二
名
以
上
の
共
犯
者
が
い
た
。

下
見
や
事
前
準
備
と
い
っ
た
計
画
性
の
有
無
で
み

る
と
、「
高
齢
者
」
の
九
一
・
二
％
は
計
画
性
が
無
く
、

計
画
性
の
あ
る
者
の
割
合
も
「
少
年
」
の
約
半
分
に

過
ぎ
な
い
（
表
8
）。

次
い
で
、
犯
行
の
動
機
・
原
因
の
う
ち
、「
何
故

そ
の
店
を
選
ん
だ
か
」
に
つ
い
て
は
、
い
ず
れ
も

「
特
に
理
由
無
し
」
が
「
全
体
」
六
七
・
九
％
、「
少

年
」
六
四
・
三
％
、「
高
齢
者
」
七
七
・
五
％
と
ほ
と

ん
ど
を
占
め
る
が
、「
全
体
」
で
は
「
店
員
な
ど
が

少
な
い
」
六
・
四
％
「
自
宅
付
近
」
六
・
〇
％
「
死
角

表 7　被害額

※　万引きに関する調査研究報告書から筆者が作成

表 8　計画性の有無

※　万引きに関する調査研究報告書から筆者が作成
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十
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第
二
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二
〇
一
四
年
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月
）

（
四
〇
六
）

が
多
い
」
五
・
二
％
の
順
で
あ
っ
た
が
、「
少

年
」
で
は
「
死
角
が
多
い
」
八
・
二
％
「
店
員

な
ど
が
少
な
い
」
七
・
二
％
「
自
宅
付
近
」

五
・
四
％
で
、「
高
齢
者
に
つ
い
て
は
「
自
宅
付

近
」
六
・
四
％
「
店
員
な
ど
が
少
な
い
」

五
・
四
％
「
い
つ
も
利
用
し
て
い
る
」
二
・
五
％

の
順
で
あ
っ
た
（
表
9
）。

「
こ
う
さ
れ
た
ら
万
引
き
を
断
念
し
た
」
に

つ
い
て
は
、「
店
員
か
ら
の
声
掛
け
」
が
い
ず

れ
も
最
も
高
く
「
全
体
」
で
六
一
・
九
％
、「
少

年
」
で
六
〇
・
四
％
、「
高
齢
者
」
で

六
五
・
二
％
で
あ
っ
た
。
次
い
で
高
か
っ
た
の

は
、「
警
備
員
の
配
置
」
で
「
全
体
」
で
は

一
六
・
九
％
、「
少
年
」
で
一
八
・
九
％
、「
高
齢

者
」
で
一
一
・
三
％
で
あ
っ
た
が
、「
防
犯
カ
メ

ラ
の
設
置
」
に
関
し
て
は
、「
高
齢
者
」
は

〇
・
〇
％
で
阻
害
要
因
と
は
な
っ
て
い
な
い
よ

表 9　何故その店を選んだか

全　体 少　年 高齢者

店員等が少ない 67 31 11

自宅付近 63 23 13

死角が多い 55 35 4

品揃えが良い 38 21 0

いつも利用している 16 4 5

防犯カメラがない 4 3 0

不明 17 6 2

その他 77 30 11

特に理由無し 713 275 158

※　万引きに関する調査研究報告書から筆者が作成

表10　こうされたら万引きを断念した

※　万引きに関する調査研究報告書から筆者が作成
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高
齢
者
に
よ
る
万
引
き
の
防
止
に
向
け
た
一
考
察
（
尾
田
）

（
四
〇
七
）

う
で
あ
る
（
表
10
）。
計
画
性
が
あ
ま
り
な
い
高
齢
者
で
は
、
防
犯
カ
メ
ラ
が
設
置
さ
れ
て
い

る
か
否
か
、
稼
働
し
て
い
る
か
否
か
に
つ
い
て
は
、
意
識
が
低
く
む
し
ろ
「
店
員
か
ら
の
声
掛

け
」
が
有
効
で
あ
る
こ
と
が
分
か
る
。

「
犯
行
時
の
所
持
金
の
有
無
及
び
所
持
金
が
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
万
引
き
し
た
理
由
」
に

つ
い
て
は
、「
所
持
金
有
り
・
使
い
た
く
な
い
」
が
「
高
齢
者
」
で
四
八
・
〇
％
と
最
も
高
く
、

「
少
年
」
で
は
「
所
持
金
無
し
」
が
三
八
・
一
％
と
最
も
高
く
な
っ
て
い
る
。「
所
持
金
有
り
・

余
裕
が
な
い
」
に
関
し
て
は
、「
全
体
」
が
二
・
二
％
、「
少
年
」
が
一
九
・
九
％
、「
高
齢
者
」

が
一
四
・
七
％
で
あ
っ
た
（
表
11
）。

万
引
を
犯
す
心
理
的
背
景
に
つ
い
て
は
、「
孤
独
」
に
関
し
て
、「
高
齢
者
」
は
二
三
・
九
％

と
高
い
数
値
を
示
し
て
い
る
が
、「
少
年
」
は
四
・
〇
％
と
低
く
、「
単
に
欲
し
か
っ
た
」「
ゲ
ー

ム
感
覚
」
で
は
「
少
年
」
が
二
三
・
九
％
、
二
六
・
八
％
と
高
か
っ
た
の
に
対
し
、「
高
齢
者
」

で
は
そ
れ
ぞ
れ
三
・
九
％
、
二
・
〇
％
と
極
め
て
低
い
点
が
指
摘
で
き
る
（
表
12
）。「
孤
独
」
が

高
い
数
値
を
示
し
た
背
景
に
は
、
高
齢
者
の
み
の
世
帯
（
独
居
も
含
む
）
が
独
立
し
て
い
る
子

ど
も
世
帯
や
地
域
と
の
触
れ
合
い
の
な
さ
か
ら
、
自
分
た
ち
に
も
感
心
を
示
し
て
欲
し
い
と
い

う
意
識
が
働
い
て
い
る
側
面
も
指
摘
で
き
よ
う
（
9
）

。

万
引
を
犯
し
た
者
に
「
規
範
意
識
」
を
尋
ね
た
と
こ
ろ
、「
全
体
」「
少
年
」
は
「
捕
ま
る
と

は
思
っ
て
い
な
か
っ
た
」
が
最
も
多
く
、
次
い
で
「
何
も
考
え
て
い
な
か
っ
た
」「
捕
ま
れ
ば

表11　犯行時の所持金及び所持金があるにもかかわらず万引きした理由

※　万引きに関する調査研究報告書から筆者が作成
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日
本
法
学　

第
八
十
巻
第
二
号
（
二
〇
一
四
年
十
月
）

（
四
〇
八
）

犯
罪
と
し
て
厳
し
く
処
罰
さ
れ
る
と

思
っ
て
い
た
」
の
順
で
あ
っ
た
が
、

「
高
齢
者
」
は
、「
何
も
考
え
て
い
な

か
っ
た
」
が
最
も
多
く
、
次
い
で
「
捕

ま
る
と
は
思
っ
て
い
な
か
っ
た
」「
捕

ま
れ
ば
犯
罪
と
し
て
厳
し
く
処
罰
さ
れ

る
と
思
っ
て
い
た
」
の
順
で
あ
っ
た
。

「
捕
ま
っ
て
も
弁
償
す
れ
ば
済
む
と

思
っ
て
い
た
」
と
回
答
し
た
「
高
齢

者
」
が
い
る
こ
と
に
関
し
て
は
、
疑
問

無
し
と
は
言
え
な
い
（
表
13
）。

「
検
挙
さ
れ
た
現
在
の
気
持
ち
」
に

つ
い
て
尋
ね
ら
れ
た
点
で
は
、「
捕

ま
っ
て
良
か
っ
た
」
が
「
全
体
」
で

二
九
・
七
％
、「
少
年
」
で
三
〇
・
六
％
、

「
高
齢
者
」
で
二
八
・
四
％
と
最
も
多
く
、

「
少
年
」
で
は
「
運
が
悪
か
っ
た
」
が

表12　万引きの心理的な背景（複数回答）

※　万引きに関する調査研究報告書から筆者が作成

表13　規範意識「複数回答」

※　万引きに関する調査研究報告書から筆者が作成
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高
齢
者
に
よ
る
万
引
き
の
防
止
に
向
け
た
一
考
察
（
尾
田
）

（
四
〇
九
）

二
四
・
五
％
と
二
番
目
に
多
か
っ
た
。
し
か
し
「
高

齢
者
」
で
は
「
反
省
し
て
い
る
」
の
二
四
・
〇
％
が

二
番
目
で
「
運
が
悪
か
っ
た
」
は
一
九
・
一
％
の
順

で
あ
っ
た
（
表
14
）。

初
め
て
万
引
で
検
挙
さ
れ
た
時
の
処
分
に
つ
い
て

ど
の
様
に
思
っ
た
か
に
つ
い
て
は
、「
高
齢
者
」
に

関
し
て
は
、「
懲
役
」「
執
行
猶
予
」「
罰
金
」
に
処

せ
ら
れ
た
者
が
い
な
か
っ
た
こ
と
か
ら
、「
微
罪
処

分
（
10
）

」「
起
訴
猶
予
」
に
つ
い
て
分
析
す
る
（
表
15
）。

微
罪
処
分
は
、
実
刑
こ
そ
受
け
な
い
も
の
の
犯
歴

（
前
歴
）
と
し
て
は
残
る
こ
と
か
ら
、
決
し
て
軽
い

処
分
で
は
な
い
が
、「
意
外
と
軽
か
っ
た
」
が

三
五
・
一
％
、「
何
と
も
思
わ
な
い
」
が
二
一
・
六
％

も
い
る
こ
と
に
関
し
て
は
、
処
分
時
に
微
罪
処
分
の

意
義
を
説
明
し
十
分
に
理
解
さ
せ
る
こ
と
も
必
要
で

あ
る
と
思
わ
れ
る
。
起
訴
猶
予
は
、
検
察
官
送
致
が

為
さ
れ
た
者
に
つ
い
て
、
刑
事
政
策
的
配
慮
に
よ
り

表14　検挙された現在の気持ち

※　万引きに関する調査研究報告書から筆者が作成

表15　初犯検挙時の処分に対する意識

※　万引きに関する調査研究報告書から筆者が作成
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五
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日
本
法
学　

第
八
十
巻
第
二
号
（
二
〇
一
四
年
十
月
）

（
四
一
〇
）

為
さ
れ
る
も
の
で
あ
っ
て
、「
何
と
も
思
わ
な
い
」
が
五
八
・
三
％
と
最
も
高
く
、「
意
外
と
軽
か
っ
た
」
八
・
三
％
を
足
す
と
、

六
六
・
六
％
の
者
が
厳
し
く
受
け
止
め
て
い
な
い
こ
と
は
、
再
犯
防
止
の
観
点
か
ら
は
む
し
ろ
問
題
が
多
い
と
思
わ
れ
る
。
何
故
な
ら
、

再
犯
を
犯
し
た
場
合
、
実
刑
判
決
を
受
け
る
確
率
が
高
く
な
る
か
ら
で
あ
る
。

（
6
） 

「
東
京
都
内
、
高
齢
者
の
万
引
増
加　

初
め
て
少
年
上
回
る
」2013/07/07 20:23　

共
同
通
信
配
信
記
事
か
ら
、「
万
引
き
を
〝
未
然
〞
に
防

げ
！｣

Ｎ
Ｈ
Ｋ
ニ
ュ
ー
ス
「
お
は
よ
う
日
本｣

二
〇
一
二
年
一
二
月
二
五
日
（
火
）
放
送　

http://w
w
w
.nhk.or.jp/ohayou/m

arugoto/2012/

12/1225.htm
l

等

（
7
） 

平
成
二
四
年
の
犯
罪
（
警
察
庁
）、
山
口
寛
峰
「
高
齢
者
犯
罪
の
現
状
」
警
察
学
論
集
第
六
七
巻
六
号
四
二
頁
〜
四
七
頁
参
照

（
8
） 

平
成
二
一
年
八
月
に
「
万
引
き
を
し
な
い
・
さ
せ
な
い｣

社
会
環
境
づ
く
り
と
規
範
意
思
の
醸
成
に
関
す
る
調
査
研
究
委
員
会
が
ま
と
め
た
報

告
書
で
、
警
視
庁
が
平
成
二
一
年
四
月
二
〇
日
か
ら
六
月
三
〇
日
の
間
に
、
万
引
き
の
被
疑
者
と
し
て
取
り
調
べ
を
受
け
た
者
の
内
、
調
査
票
に
回

答
の
あ
っ
た
一
、〇
五
〇
人
（
少
年
四
二
八
人
、
成
人
四
一
八
人
、
高
齢
者
二
〇
四
人
）
対
象
に
分
析
を
行
っ
た
も
の
で
あ
る
。

（
9
） 

前
掲
注（
1
）　

拙
稿
「
振
り
込
め
詐
欺
を
防
ぐ
た
め
の
地
域
作
り
」
参
照　

な
お
、「『
こ
れ
か
ら
の
安
全
・
安
心
』
の
た
め
の
犯
罪
対
策
に
関

す
る
提
言
」
警
察
政
策
学
会
資
料
第
七
一
号
二
二
頁
（
二
〇
一
三
年
七
月
）
に
お
い
て
も
、「
高
齢
者
の
被
害
予
防
対
策
と
犯
罪
予
防
対
策
と
は
表

裏
一
体
の
と
こ
ろ
も
有
り
、『
孤
立
』
の
解
消
の
た
め
の
施
策
の
必
要
性
」
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

（
10
） 

刑
事
訴
訟
法
二
四
六
条
は
、
司
法
警
察
員
は
犯
罪
の
捜
査
を
し
た
と
き
は
検
察
官
に
事
件
を
送
致
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
す
る
が
、
そ
の
但

書
で
、
例
外
措
置
と
し
て
、
検
察
官
が
あ
ら
か
じ
め
指
定
す
る
軽
微
で
訴
追
の
必
要
性
の
な
い
事
件
に
つ
い
て
は
、
警
察
限
り
で
訓
戒
等
を
施
す
だ

け
で
手
続
を
終
結
さ
せ
る
こ
と
を
認
め
て
い
る
。
具
体
的
に
は
、
初
犯
・
損
害
賠
償
が
済
ん
で
い
る
・
再
犯
の
可
能
性
が
な
い
・
被
害
者
が
公
式
の

処
分
を
望
ん
で
い
な
い
、
等
の
要
件
を
具
備
し
た
場
合
に
認
め
ら
れ
て
い
る
。

な
お
、
こ
の
猶
予
処
分
に
関
し
て
は
、
前
掲
注（
5
）で
触
れ
た
取
り
組
み
が
現
在
実
施
に
移
さ
れ
、
今
後
全
庁
に
拡
大
さ
れ
る
予
定
と
な
っ
て
い
る
。

一
五
二



高
齢
者
に
よ
る
万
引
き
の
防
止
に
向
け
た
一
考
察
（
尾
田
）

（
四
一
一
）

3
．
高
齢
者
の
お
か
れ
て
い
る
現
状

わ
が
国
の
総
世
帯
数
は
平
成
二
二
年
ま
で
増
加
し
て
き
た
が
、
二
三
年
に
は

一
、九
五
四
、〇
〇
〇
世
帯
減
少
し
、
二
四
年
に
は
一
、四
八
六
、〇
〇
〇
増
加
し
、

四
八
、一
七
〇
、〇
〇
〇
世
帯
と
な
っ
た
が
、
高
齢
者
世
帯
（
11
）

数
は
、
二
二
年
ま
で

増
加
傾
向
を
示
し
、
二
三
年
に
は
一
端
減
少
し
た
も
の
の
二
五
年
に
は
過
去
最

高
の
一
〇
、二
四
一
、〇
〇
〇
世
帯
（
全
世
帯
の
二
一
・
三
％
）
と
増
加
し
て
い
る
（
12
）

。

平
成
二
四
年
で
は
、
六
五
歳
以
上
の
者
が
い
る
世
帯
（
福
島
県
を
除
く
）
は
、

二
、〇
九
三
万
世
帯
で
、
全
世
帯
の
四
三
・
四
％
で
あ
っ
た
。
世
帯
構
成
別
に
こ

れ
を
見
る
と
、「
夫
婦
の
み
の
世
帯
」
が
六
三
三
万
二
千
世
帯
で
三
〇
・
三
％
、

次
い
で
「
単
独
世
帯
」
が
四
八
六
万
八
千
世
帯
で
二
三
・
三
％
の
順
で
あ
っ
た

（
表
17
）。

次
に
、
六
五
歳
以
上
の
者
の
い
る
世
帯
の
う
ち
、
高
齢
者
世
帯
（
福
島
を
除

く
）
を
世
帯
構
成
別
に
見
る
と
、「
夫
婦
の
み
世
帯
」
が
五
〇
一
万
七
千
世
帯

（
高
齢
者
世
帯
の
四
九
・
〇
％
）、「
単
独
世
帯
」
が
四
八
六
万
八
千
世
帯
（
同

四
七
・
五
％
）
で
あ
っ
た
。
高
齢
者
世
帯
の
内
、
単
独
世
帯
を
性
別
で
見
る
と
、

女
性
単
独
世
帯
が
、
七
一
・
九
％
と
男
性
単
独
世
帯
の
二
・
六
倍
と
多
い
（
表

表16　世帯類型及び構成割合の推移

※　平成24年・国民生活基礎調査に基づくデータから筆者が作成
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日
本
法
学　

第
八
十
巻
第
二
号
（
二
〇
一
四
年
十
月
）

（
四
一
二
）

18
）。単

独
世
帯
を
、
性
・
年
齢
別
に
み
る

と
、
男
は
「
六
五
〜
六
九
歳
」
が

三
〇
・
四
％
、
女
は
「
七
五
〜
七
九
歳
」

が
二
四
・
一
％
で
最
も
多
く
な
っ
て
い

る
（
表
19
）。

六
五
歳
以
上
の
者
（
福
島
県
を
除
く
）

三
、〇
二
六
万
六
千
人
に
つ
い
て
、
家

族
形
態
別
・
年
齢
別
に
み
る
と
、「
子

と
同
居
」
の
者
が
一
、二
八
〇
万
八
千

人
（
六
五
歳
以
上
の
者
の
四
二
・
三
％
）
と

最
も
多
く
、
次
い
で
「
夫
婦
の
み
の
世

帯
」（
夫
婦
の
両
方
又
は
一
方
が
六
五
歳
以

上
）
の
者
が
一
、一
三
四
万
九
千
人

（
同
三
七
・
五
％
）、「
単
独
世
帯
」
の
者

が
四
八
六
万
八
千
人
（
同
一
六
・
一
％
）

の
順
で
あ
っ
た
。
こ
れ
を
年
齢
別
に
見

表17　世帯構造別に見た65歳以上の者のいる世帯数の構成割合

※　平成24年・国民生活基礎調査に基づくデータから筆者が作成

表18　性別にみた65歳以上の者の単独世帯数の構成割合

※　平成24年・国民生活基礎調査に基づくデータから筆者が作成
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五
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高
齢
者
に
よ
る
万
引
き
の
防
止
に
向
け
た
一
考
察
（
尾
田
）

（
四
一
三
）

る
と
、「
七
五
歳
以
上
」
の
者
は
「
六
五
〜

七
四
歳
」
の
者
に
比
べ
、「
単
独
世
帯
」「
子
夫

婦
と
同
居
」
の
割
合
が
高
く
な
っ
て
い
る
（
表

20
）。平

成
二
三
年
の
一
世
帯
当
た
り
の
平
均
所
得

金
額
（
福
島
県
を
除
く
）
は
、「
全
世
帯
」
が

五
四
八
万
二
千
円
で
、「
高
齢
者
世
帯
」
が

三
〇
三
万
六
千
円
、「
児
童
の
い
る
世
帯
」
が

六
九
七
万
円
で
あ
っ
た
（
表
21
（
13
）

）。

高
齢
者
世
帯
の
一
世
帯
当
た
り
の
平
均
所
得

金
額
は
、
四
二
七
万
二
千
円
で
、
世
帯
人
員
一

人
当
た
り
の
平
均
所
得
金
額
は
、
一
九
〇
万
六

千
円
と
な
っ
て
い
る
。
そ
れ
ぞ
れ
の
全
世
帯
平

均
金
額
は
、
五
四
八
万
二
千
円
、
二
〇
八
万
三

千
円
で
あ
っ
た
。

こ
れ
を
所
得
の
種
類
別
に
見
た
も
の
が
、
次

の
表
22
で
あ
る
が
（
福
島
県
を
除
く
）、
全
世
帯

表19　性・年齢別にみた65歳以上の者の単独世帯数の構成割合

※　平成24年・国民生活基礎調査に基づくデータから筆者が作成

表20　年齢別・家族形態別にみた65歳以上の者の構成割合

※　平成24年・国民生活基礎調査に基づくデータから筆者が作成
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五
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日
本
法
学　

第
八
十
巻
第
二
号
（
二
〇
一
四
年
十
月
）

（
四
一
四
）

表21　平成23年の 1世帯当たりの平均所得金額（福島県を除く）

14年 15年 16年 17年 18年 19年 20年 21年 22年 23年

全世帯 589.3 579.7 580.4 563.8 566.8 556.2 547.5 549.6 538.0 548.2

高齢者世帯 304.6 290.9 296.1 301.9 306.3 298.9 297.0 307.9 307.2 303.6

児童のいる世帯 702.7 702.6 714.9 718.0 701.2 691.4 688.5 697.3 658.1 697.0

1 世帯当たりの平均所得金額の年次推移

※　平成24年・国民生活基礎調査に基づくデータから筆者が作成

1 世帯当たりの平均所得金額（万円）

総所得 稼働所得 公的年金・
恩給 財産所得

年金以外の
社会保障給
付金

仕送り・
企業年金・
個人年金・
その他の
所得

全世帯 548.2 409.5 100.7 16.3 8.6 13.2

高齢者世帯 303.6 59.2 209.8 17.6 2.3 14.6

児童のいる世帯 697.0 626.2 27.1 11.2 25.8 6.8

表22　 1 世帯当たりの所得金額の構成割合（％）

全世帯 100.0 74.7 18.4 3.0 1.6 2.4

高齢者世帯 100.0 19.5 69.1 5.8 0.8 4.8

児童のいる世帯 100.0 89.8 3.9 1.6 3.7 1.0

※　平成24年・国民生活基礎調査に基づくデータから筆者が作成
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高
齢
者
に
よ
る
万
引
き
の
防
止
に
向
け
た
一
考
察
（
尾
田
）

（
四
一
五
）

で
は
「
稼
働
所
得
」
が
七
四
・
七
％
、「
公
的
年
金
・
恩
給
」
が

一
八
・
四
％
で
あ
る
が
、
高
齢
者
世
帯
で
は
「
公
的
年
金
・
恩
給
」
が

六
九
・
一
％
、「
稼
働
所
得
」
が
一
九
・
五
％
と
な
っ
て
い
る
。

生
活
意
識
別
に
世
帯
数
（
福
島
県
を
除
く
）
の
割
合
を
み
る
と
、「
苦
し

い
」（「
大
変
苦
し
い
」
と
「
や
や
苦
し
い
」
を
足
し
た
も
の
）
答
え
た
世
帯
の

割
合
は
、「
全
世
帯
」
で
は
六
〇
・
四
％
と
な
っ
て
い
る
。
ま
た
、「
児
童

の
い
る
世
帯
」
が
六
五
・
三
％
、「
高
齢
者
世
帯
」
が
五
四
・
〇
％
と
な
っ

て
い
る
（
表
23
）。

世
帯
類
型
別
生
活
保
護
受
給
世
帯
数
の
推
移
で
見
る
と
、
平
成
一
四
年

度
に
比
し
、
二
五
年
三
月
で
は
、「
そ
の
他
の
世
帯
」
の
割
合
平
成
一
四

年
度
よ
り
も
二
一
六
・
〇
八
〇
世
帯
増
加
し
、
被
保
護
世
帯
全
体
に
占
め

る
割
合
で
は
、
一
〇
・
一
ポ
イ
ン
ト
と
大
き
く
増
加
し
て
い
る
（
表
24
）。

高
齢
者
世
帯
は
、
平
成
一
四
年
度
に
比
し
三
〇
一
・
六
〇
六
世
帯
増
加
し

た
も
の
の
一
・
五
ポ
イ
ン
ト
減
少
し
て
い
る
。
高
齢
者
世
帯
の
増
加
は
、

就
労
に
よ
る
経
済
的
自
立
が
容
易
で
な
い
高
齢
者
な
ど
が
増
加
し
て
い
る

こ
と
が
そ
の
背
景
に
あ
る
こ
と
は
論
を
待
た
な
い
。

こ
の
様
な
状
況
を
受
け
て
、「
老
後
に
明
る
い
見
通
し
を
持
っ
て
い
る
」

表23　生活意識別世帯数

大変苦しい やや苦しい 普　通 ややゆとりが
ある

大変ゆとりが
ある

全世帯 28.6 31.8 35.8 3.5 0.4

高齢者世帯 25.2 28.8 42.7 2.8 0.5

児童のいる世帯 31.3 34.0 31.6 2.8 0.2

生活意識別に見た世帯数の構成割合

※　平成24年・国民生活基礎調査に基づくデータから筆者が作成
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日
本
法
学　

第
八
十
巻
第
二
号
（
二
〇
一
四
年
十
月
）

（
四
一
六
）

か
に
つ
い
て
見
て
み
る
と
、
平
成
二
〇
年
に
「
明
る

い
見
通
し
を
持
っ
て
い
な
い
」（「
ど
ち
ら
か
と
い
え
ば

そ
う
で
は
な
い
」「
全
く
そ
う
で
は
な
い
」
を
足
し
た
も

の
）
が
八
七
・
九
％
で
あ
っ
た
が
、
平
成
二
三
年
で

は
八
五
・
〇
％
と
二
・
九
ポ
イ
ン
ト
減
少
し
て
い
る
者

の
、
将
来
に
明
る
い
見
通
し
を
も
っ
て
い
る
者
が
少

な
い
の
が
実
情
で
あ
る
。（
表
25
）。

こ
こ
で
、
警
視
庁
が
実
施
し
た
「
身
近
な
犯
罪
の

防
止
と
規
範
意
識
の
向
上
」
に
つ
い
て
に
関
す
る
調

査
を
取
り
上
げ
て
み
た
い
（
14
）

。

こ
の
調
査
に
よ
る
と
、
万
引
き
の
原
因
と
し
て
、

「
規
範
意
識
の
低
下
」
が
七
八
・
五
％
と
最
も
高
く
、

次
い
で
「
保
護
者
の
し
つ
け
や
教
育
の
不
十
分
」
が

六
七
・
一
％
の
順
で
あ
っ
た
。
高
齢
者
に
関
し
て
み

る
と
、「
社
会
か
ら
の
孤
立
感
を
抱
え
た
高
齢
者
の

増
加
」
が
五
四
・
九
％
、「
経
済
状
況
の
悪
化
」
が

五
三
・
九
％
と
な
っ
て
い
る
点
が
注
目
に
値
す
る

表24　世帯類型別生活保護受給世帯数の推移

被保護
世帯総数 高齢者世帯 母子世帯 傷病・

障害者世帯
その他の
世帯

平成14年度
869,637 402,835 75,097 319,302 72,403

100（％） 46.3 8.6 36.7 8.3

平成25年 3 月
1,571,894 704,442 111,776 467,193 288,483

100 44.8 7.1 29.7 18.4

平成25年版厚生労働白書から筆者が作成

表25　老後の見通し

※　平成24年・国民生活基礎調査に基づくデータから筆者が作成

一
五
八



高
齢
者
に
よ
る
万
引
き
の
防
止
に
向
け
た
一
考
察
（
尾
田
）

（
四
一
七
）

（
表
26
）。

警
視
庁
の
こ
の
調
査
に
よ
る
と
、
高
齢

者
の
無
職
率
は
、
調
査
対
象
高
齢
者

二
〇
四
名
中
一
八
七
名
（
九
一
・
七
％
）
と

高
く
、
何
ら
か
の
収
入
を
得
て
い
る
者
は

六
六
名
（
三
二
・
四
％
）、
生
活
保
護
を
受

け
て
い
る
者
は
三
八
名
（
一
八
・
六
％
）
で

あ
っ
た
。
生
活
実
態
で
み
る
と
、「
困
窮
」

（「
困
窮
」
と
「
や
や
困
窮
」
を
足
し
た
も
の
）

が
四
九
・
〇
％
と
「
普
通
」
の
四
七
・
五

パ
ー
セ
ン
ト
を
上
回
っ
て
い
る
（
表
27
）。

な
お
、
経
済
状
況
の
悪
化
は
、
高
齢
者
に

と
っ
て
深
刻
な
問
題
で
、
就
労
機
会
の
減

少
と
加
齢
に
伴
う
医
療
負
担
が
増
加
し
て

い
る
こ
と
も
そ
の
背
景
に
あ
っ
て
、
犯
行

時
に
所
持
金
が
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
万

引
き
を
し
た
理
由
と
し
て
、「
所
持
金
が

表26　万引きが多発している原因は何か（複数回答可）

※　万引きに関する調査研究報告書から筆者が作成

表27　生活実態

※　万引きに関する調査研究報告書から筆者が作成

一
五
九



日
本
法
学　

第
八
十
巻
第
二
号
（
二
〇
一
四
年
十
月
）

（
四
一
八
）

あ
る
が
使
い
た
く
な
い
」
が

四
八
・
〇
％
、「
所
持
金
は
あ
る
が
、

余
裕
は
な
い
」
が
一
四
・
七
％
も

い
た
こ
と
と
も
符
合
す
る
。

交
遊
関
係
で
み
る
と
、
友
人
が

「
い
な
い
」
と
し
た
者
が
全
体
の

五
二
・
九
％
、
次
い
で
「
少
な
い
」

が
三
六
・
八
％
で
（
表
28
）、「
相

談
で
き
る
相
手
」
が
い
る
か
に
つ

い
て
、「
無
し
」
が
四
八
・
〇
％
で

あ
る
（
表
29
）
こ
と
を
合
わ
せ
考

え
る
と
、
高
齢
者
は
孤
立
し
た
生

活
を
し
て
い
る
こ
と
が
窺
え
る
。

こ
の
こ
と
は
、
六
五
歳
か
ら
七
四

歳
の
高
齢
者
で
単
独
世
帯
が

一
三
・
五
％
、
夫
婦
の
み
世
帯
が

四
三
・
〇
％
、
七
五
歳
以
上
の
後

表28　交遊関係

※　万引きに関する調査研究報告書から筆者が作成

表29　相談できる相手

※　万引きに関する調査研究報告書から筆者が作成

一
六
〇



高
齢
者
に
よ
る
万
引
き
の
防
止
に
向
け
た
一
考
察
（
尾
田
）

（
四
一
九
）

期
高
齢
者
世
帯
で
見
る
と
単

独
世
帯
が
一
八
・
九
％
、
夫

婦
の
み
世
帯
が
三
一
・
五
％

も
い
る
こ
と
と
符
合
す
る
。

「
受
け
た
い
社
会
的
支
援
」

に
つ
い
て
複
数
回
答
で
尋
ね

た
結
果
で
は
、「
無
し
」
が

五
六
・
八
％
と
最
も
多
い
が
、

「
生
活
保
護
」
一
三
・
六
％
、

「
介
護
」
七
・
八
％
、「
医
療
」

四
・
九
％
、「
就
労
」
三
・
九
％

の
順
で
社
会
的
支
援
を
求
め

て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

次
い
で
、「
生
き
甲
斐
」
に

つ
い
て
尋
ね
た
と
こ
ろ
、

「
高
齢
者
」
で
は
五
〇
・
五
％

の
者
が
「
生
き
甲
斐
は
な

表30　受けたい社会的支援

※　万引きに関する調査研究報告書から筆者が作成

表31　生き甲斐

※　万引きに関する調査研究報告書から筆者が作成

一
六
一



日
本
法
学　

第
八
十
巻
第
二
号
（
二
〇
一
四
年
十
月
）

（
四
二
〇
）

い
」
と
し
て
お
り
、「
家
族
」
二
八
・
二
％
、「
人
と
の
触
れ
合
い
」
六
・
三
％
と
「
孤
立
・
孤
独
」
の
裏
返
し
の
よ
う
な
状
態
に
あ
る
こ
と

が
窺
え
る
。「
全
体
」「
少
年
」
で
は
約
四
〇
％
の
者
が
「
生
き
甲
斐
は
な
い
」
と
し
て
い
る
も
の
の
「
家
族
」「
人
と
の
触
れ
合
い
」「
趣

味
」「
仕
事
・
勉
学
」
な
ど
肯
定
的
な
面
も
見
ら
れ
る
。

（
11
） 

高
齢
者
世
帯
と
は
、
男
女
と
も
に
六
五
歳
以
上
（
平
成
一
七
年
三
月
以
前
は
、
男
六
五
歳
以
上
、
女
六
〇
歳
以
上
）
の
者
の
み
で
構
成
さ
れ
て

い
る
世
帯
か
、
こ
れ
ら
に
一
八
歳
未
満
の
者
が
加
わ
っ
た
世
帯
を
い
う
。（
厚
生
労
働
白
書
・
平
成
二
五
年
版
二
六
六
頁
）

（
12
） 

鈴
木
定
光
「
高
齢
者
犯
罪
の
特
徴
と
傾
向
に
つ
い
て｣

警
察
学
論
集
第
六
七
巻
六
号
八
六
頁
〜
九
二
頁
に
も
高
齢
者
の
お
か
れ
て
い
る
現
状
に

つ
い
て
の
分
析
が
あ
る
。

（
13
） 

平
成
二
四
年
・
国
民
生
活
基
礎
調
査
に
お
け
る
所
得
と
は
、
平
成
二
三
年
一
月
一
日
か
ら
一
二
月
三
一
日
ま
で
の
一
年
間
の
所
得
を
い
う
。

（
14
） 

調
査
は
「
平
成
二
四
年
度
け
い
し
ち
ょ
う
安
全
安
心
モ
ニ
タ
ー
」
九
五
〇
名
に
対
し
、
平
成
二
四
年
一
二
月
一
九
日
か
ら
二
八
日
ま
で
イ
ン

タ
ー
ネ
ッ
ト
を
利
用
し
て
実
施
さ
れ
、
八
六
五
名
（
有
効
回
答
率
九
一
・
一
％
）
で
実
施
さ
れ
た
。

4
．
高
齢
者
に
よ
る
万
引
き
を
防
ぐ
た
め
の
方
策
に
つ
い
て

万
引
き
の
被
害
に
遭
い
や
す
い
店
舗
の
要
因
と
し
て
、
従
前
か
ら
指
摘
さ
れ
て
い
る
項
目
と
し
て
、
次
の
四
つ
を
挙
げ
る
こ
と
が
で

き
る
（
15
）

。
①
監
視
性
の
確
保
が
十
分
な
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
、
②
接
近
制
御
が
十
分
な
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
、
③
領
域
性
の
強
化
が
不
十

分
で
あ
る
こ
と
、
④
被
害
対
象
物
の
強
化
が
不
十
分
な
こ
と
の
四
点
で
あ
る
。
具
体
的
に
は
、
①
に
つ
い
て
は
、
店
舗
の
作
り
の
点
か
ら

は
商
品
の
陳
列
棚
と
レ
ジ
（
店
員
の
目
線
）
が
並
行
で
な
い
こ
と
か
ら
見
通
せ
な
い
店
舗
内
の
商
品
陳
列
の
現
状
が
あ
る
、
ま
た
、
商
品

一
六
二



高
齢
者
に
よ
る
万
引
き
の
防
止
に
向
け
た
一
考
察
（
尾
田
）

（
四
二
一
）

の
陳
列
が
綺
麗
に
な
さ
れ
て
い
な
い
（
乱
雑
な
ま
ま
に
な
っ
て
い
る
）
こ
と
、
さ
ら
に
は
店
頭
や
歩
道
に
ま
で
商
品
が
置
か
れ
て
い
る
等
で

あ
る
。
②
に
つ
い
て
は
、
出
入
管
理
の
た
め
の
防
犯
セ
ン
サ
ー
や
ゲ
ー
ト
の
設
置
が
な
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
や
防
犯
カ
メ
ラ
が
設
置
さ
れ

て
い
て
も
電
源
が
入
っ
て
い
な
か
っ
た
り
、
ダ
ミ
ー
で
あ
る
場
合
が
多
い
こ
と
な
ど
で
あ
る
。
③
に
つ
い
て
は
、
店
員
に
対
す
る
防
犯
意

識
の
涵
養
や
対
処
方
法
の
研
修
が
十
分
に
な
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
や
店
員
の
数
が
少
な
く
巡
回
が
十
分
に
で
き
な
い
こ
と
が
あ
げ
ら
れ
る
。

④
に
つ
い
て
は
、
比
較
的
高
額
な
商
品
に
は
電
子
タ
グ
を
付
け
る
こ
と
が
望
ま
し
い
が
、
コ
ン
ビ
ニ
や
ス
ー
パ
ー
な
ど
の
食
料
品
や
生
活

用
に
こ
れ
ら
を
付
け
る
こ
と
は
、
コ
ス
ト
の
面
か
ら
も
な
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
が
多
い
、
と
い
っ
た
指
摘
が
な
さ
れ
て
き
て
い
る
。

で
は
、
こ
れ
ら
の
問
題
点
を
克
服
す
る
た
め
に
ど
の
様
な
こ
と
が
な
さ
れ
て
き
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
見
通
し
を
確
保
す
る
た
め
に

防
犯
ミ
ラ
ー
や
防
犯
カ
メ
ラ
を
設
置
す
る
こ
と
、
常
に
商
品
の
陳
列
が
綺
麗
に
な
さ
れ
る
よ
う
に
、
商
品
の
補
充
を
兼
ね
た
巡
回
を
行
う
、

店
頭
や
歩
道
に
ま
で
商
品
を
並
べ
な
い
等
の
工
夫
が
な
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
最
近
で
は
、
買
い
物
か
ご
の
色
を
レ
ジ
打
ち
前
と
レ
ジ

打
ち
後
、
例
え
ば
レ
ジ
打
ち
前
は
青
、
レ
ジ
打
ち
後
は
黄
色
の
カ
ゴ
と
い
う
形
で
使
い
分
け
る
例
も
見
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。
比

較
的
高
価
な
商
品
に
は
電
子
タ
グ
を
付
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
店
舗
外
へ
の
持
ち
出
し
を
防
ぐ
措
置
を
取
る
こ
と
も
一
般
的
に
な
さ
れ
て

い
る
。
衣
料
品
に
関
し
て
は
、
試
着
室
を
支
払
い
カ
ウ
ン
タ
ー
の
近
く
に
配
置
す
る
な
ど
従
業
員
の
目
が
行
き
届
く
と
こ
ろ
に
配
置
す
る

例
が
増
え
て
き
て
い
る
。

た
だ
し
、
こ
れ
ら
の
措
置
も
、
店
舗
規
模
に
よ
っ
て
は
、
実
施
が
困
難
な
場
合
が
有
り
、
特
に
人
員
を
増
員
さ
せ
た
り
、
防
犯
カ
メ
ラ

を
開
店
時
間
中
に
稼
働
さ
せ
て
お
く
こ
と
の
費
用
対
効
果
の
点
か
ら
ダ
ミ
ー
の
防
犯
カ
メ
ラ
を
設
置
し
た
り
、
カ
メ
ラ
自
体
は
本
物
で
も

電
源
を
入
れ
て
い
な
い
店
舗
も
見
ら
れ
る
。
商
品
の
店
舗
外
へ
の
持
ち
出
し
を
防
止
す
る
た
め
の
防
犯
ゲ
ー
ト
に
お
い
て
も
、
同
様
に
電

源
が
入
っ
て
い
な
い
店
舗
も
見
ら
れ
る
の
が
実
情
で
あ
る
。

一
六
三



日
本
法
学　

第
八
十
巻
第
二
号
（
二
〇
一
四
年
十
月
）

（
四
二
二
）

万
引
き
を
防
ぐ
た
め
の
方
策
と
し
て
、

ど
の
様
な
こ
と
が
必
要
か
に
関
し
て
、
平

成
二
四
年
度
に
警
視
庁
が
実
施
し
た
「
身

近
な
犯
罪
防
止
と
規
範
意
識
の
向
上
」
調

査
に
よ
る
と
、「
店
舗
の
防
犯
対
策
の
甘

さ
」
は
一
七
・
九
％
で
あ
っ
た
が
、「
万
引

き
を
防
ぐ
た
め
に
は
、
ど
の
様
な
こ
と
に

最
も
力
を
入
れ
る
べ
き
か
」
と
の
質
問
に

対
し
て
は
、「
店
員
に
よ
る
声
掛
け
や
防

犯
カ
メ
ラ
の
設
置
な
ど
万
引
き
を
さ
せ
な

い
店
づ
く
り
」
が
三
六
・
三
％
と
最
も
高

く
、
次
い
で
「
少
年
へ
の
指
導
や
教
育
に

よ
る
規
範
意
識
の
向
上
」
が
二
一
・
〇
％
、

「
万
引
き
犯
人
の
警
察
へ
の
引
渡
し
の
徹

底
」
が
一
九
・
五
％
の
順
で
多
か
っ
た

（
表
27
）。

「
こ
う
さ
れ
た
ら
万
引
き
を
断
念
し
た
」

表27　万引きを防ぐための方策（再掲）

店員による声掛けや防犯カメラの設置など万引きをさせない店づくり 36.3

少年への指導や境域による規範意識の向上 21.0

万引き犯人の警察への引渡しの徹底 19.5

リサイクルショップなどによる万引きした商品を買取りしない取組み 11.4

新聞やテレビによる広報やキャンペーンの実施 5.7

その他 6.0

一
六
四



高
齢
者
に
よ
る
万
引
き
の
防
止
に
向
け
た
一
考
察
（
尾
田
）

（
四
二
三
）

に
つ
い
て
は
、「
店
員
か
ら
の
声
掛
け
」
が
高
齢
者
で
も
少
年
で
も
い
ず
れ
も
最
も
高
く
「
全
体
」
で
六
一
・
九
％
、「
少
年
」
で

六
〇
・
四
％
、「
高
齢
者
」
で
六
五
・
二
％
で
あ
っ
た
。
次
い
で
高
か
っ
た
の
は
、「
警
備
員
の
配
置
」
で
「
全
体
」
で
は
一
六
・
九
％
、「
少

年
」
で
一
八
・
九
％
、「
高
齢
者
」
で
一
一
・
三
％
で
あ
っ
た
が
、「
防
犯
カ
メ
ラ
の
設
置
」
に
関
し
て
は
、「
高
齢
者
」
は
〇
・
〇
％
で
阻
害

要
因
と
は
な
っ
て
い
な
い
よ
う
で
あ
る
（
前
掲
表
10
）。
計
画
性
が
あ
ま
り
な
い
高
齢
者
で
は
、
防
犯
カ
メ
ラ
が
設
置
さ
れ
て
い
る
か
否
か
、

稼
働
し
て
い
る
か
否
か
に
つ
い
て
は
、
関
心
や
意
識
が
低
く
む
し
ろ
「
店
員
か
ら
の
声
掛
け
」
が
有
効
で
あ
る
こ
と
が
分
か
る
。

そ
こ
で
、
例
え
ば
、
警
視
庁
で
は
、
平
成
二
一
年
一
二
月
二
日
、「
東
京
万
引
き
防
止
官
民
合
同
会
議
」
が
開
催
さ
れ
、
官
民
挙
げ
て
、

万
引
き
に
関
す
る
総
合
的
な
対
策
を
推
進
す
る
た
め
、
警
察
、
自
治
体
、
各
業
界
団
体
、
関
係
機
関
・
団
体
等
が
相
互
に
連
携
し
た
取
組

を
展
開
す
る
た
め
、「
東
京
万
引
き
防
止
官
民
合
同
会
議
」
を
設
置
し
、
以
後
、
毎
年
、
万
引
き
防
止
対
策
に
向
け
た
会
議
を
開
催
し
て

い
る
。
①
毎
月
二
〇
日
を
「
万
引
き
ゼ
ロ
の
日｣

と
定
め
、
警
察
、
自
治
体
、
小
売
店
舗
、
学
校
、
地
域
住
民
、
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
団
体
等

と
連
携
し
て
、
地
域
社
会
総
ぐ
る
み
に
よ
る
万
引
き
防
止
対
策
を
推
進
し
て
い
る
。
②
「
万
引
き
防
止
の
た
め
の
防
犯
責
任
者
養
成
講

座
」
を
開
催
し
、「
万
引
き
さ
れ
な
い
店
づ
く
り
」
を
推
進
す
る
た
め
、
小
売
店
舗
等
の
防
犯
責
任
者
（
店
長
）
等
を
対
象
に
、
ソ
フ
ト

対
策
編
（
万
引
き
防
止
対
応
マ
ニ
ュ
ア
ル
）、
ハ
ー
ド
対
策
編
（
防
犯
環
境
設
計
基
準
）、
捕
捉
時
の
対
応
と
地
域
の
絆
づ
く
り
等
に
つ
い
て
研

修
を
行
い
、
修
了
者
に
は
、
受
講
修
了
証
を
発
行
し
て
い
る
。
③
万
引
き
を
未
然
に
防
止
す
る
た
め
の
パ
ト
ロ
ー
ル
活
動
や
地
域
住
民
へ

の
万
引
き
防
止
の
声
掛
け
、
防
犯
指
導
等
に
活
用
す
る
た
め
、
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
活
動
用
の
「
万
引
き
防
止
パ
ト
ロ
ー
ル
マ
ニ
ュ
ア
ル
」

（
冊
子
）
や
「
な
る
ほ
ど
な
っ
と
く
パ
ト
ロ
ー
ル
」（
Ｄ
Ｖ
Ｄ
）
を
作
成
し
、
都
内
の
各
警
察
署
に
配
布
し
て
い
て
い
る
。

ま
た
、
福
島
県
警
で
は
、
福
島
県
万
引
き
防
止
協
議
会
の
取
り
組
み
と
し
て
、
①
店
舗
内
全
体
の
視
認
性
の
確
保
の
た
め
に
、
店
舗
内

全
体
が
暗
い
と
視
認
性
が
悪
く
な
り
、
万
引
き
が
発
生
し
や
す
く
な
る
こ
と
か
ら
、
照
明
に
配
慮
す
る
こ
と
を
呼
び
か
、
②
防
犯
表
示
に

一
六
五



日
本
法
学　

第
八
十
巻
第
二
号
（
二
〇
一
四
年
十
月
）

（
四
二
四
）

よ
る
注
意
喚
起
は
、
従
業
員
の
声
か
け
に
比
べ
、
表

現
し
に
く
い
事
項
で
も
抵
抗
感
を
与
え
る
こ
と
な
く

訴
え
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
ほ
と
ん
ど

の
店
舗
で
掲
示
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
き
た
。

③
防
犯
ミ
ラ
ー
を
レ
ジ
か
ら
比
較
的
近
い
場
所
で
、

十
分
な
視
認
性
が
確
保
で
き
な
い
場
所
に
設
置
し
、

④
従
業
員
や
警
備
員
の
声
か
け
に
よ
る
ア
ピ
ー
ル
に

よ
っ
て
、
サ
ー
ビ
ス
面
の
向
上
効
果
も
図
る
こ
と
が

で
き
る
と
思
わ
れ
る
。
具
体
的
に
は
、「
い
ら
っ

し
ゃ
い
ま
せ
、
何
か
お
探
し
で
し
ょ
う
か
。」「
本
日

お
薦
め
商
品
は
、
こ
ち
ら
で
す
。」
な
ど
と
、
相
手

の
顔
を
見
て
明
る
く
笑
顔
で
接
す
る
こ
と
」
が
望
ま

し
い
。

⑤
店
内
放
送
を
利
用
し
た
声
か
け
も
効
果
が
期
待

で
き
る
。
例
え
ば
、「
毎
度
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま

す
。
当
店
で
は
お
客
様
に
安
心
し
て
お
買
い
物
を
お

楽
し
み
頂
け
ま
す
よ
う
、
警
備
員
が
巡
回
し
て
お
り

一
六
六



高
齢
者
に
よ
る
万
引
き
の
防
止
に
向
け
た
一
考
察
（
尾
田
）

（
四
二
五
）

ま
す
。
ご
用
が
あ
り
ま
し
た
ら
お
気
軽
に
声
を
お
掛
け
く
だ
さ
い
。」

等
で
あ
る
。
ま
た
、
従
業
員
や
警
備
員
に
よ
る
店
内
巡
回
は
、
万
引

き
被
害
の
多
い
商
品
コ
ー
ナ
ー
や
商
品
を
持
ち
込
ま
れ
や
す
い
ト
イ

レ
、
休
憩
所
な
ど
を
重
点
的
に
巡
回
す
る
事
が
望
ま
し
い
。
と
指
導

に
努
め
て
い
る
。

ま
た
、
福
島
県
警
で
は
、
高
齢
者
に
よ
る
万
引
き
が
増
加
傾
向
に

あ
る
こ
と
を
踏
ま
え
、
広
く
社
会
全
体
に
注
意
喚
起
し
、
高
齢
者
自

身
の
規
範
意
識
の
向
上
を
目
的
に
、
関
係
機
関
・
団
体
等
の
協
力
の

下
、
高
齢
者
自
身
に
よ
る
高
齢
者
に
対
す
る
防
犯
広
報
・
防
犯
指
導

を
実
施
す
る
「
万
引
き
防
止
ア
ド
バ
イ
ザ
ー
」
制
度
を
平
成
二
五
年

度
か
ら
導
入
し
た
。
二
五
年
五
月
一
日
現
在
、
県
内
で
七
二
七
名
の

万
引
き
防
止
ア
ド
バ
イ
ザ
ー
が
、
老
人
ク
ラ
ブ
等
に
お
け
る
座
談
会

で
防
犯
講
話
を
行
う
な
ど
の
活
動
を
実
施
し
て
い
る
（
16
）

。

さ
ら
に
、
岡
山
県
警
で
は
、
県
内
の
関
係
機
関
・
団
体
等
（
17
）

を
一
堂

に
集
め
た
「
犯
罪
の
起
き
に
く
い
社
会
づ
く
り
ミ
ー
テ
ィ
ン
グ
」
を

開
催
し
、
高
齢
者
の
安
全
・
安
心
を
確
保
す
る
た
め
の
方
策
に
つ
い

て
協
議
し
、
行
動
計
画
を
取
り
ま
と
め
て
い
る
。
行
動
計
画
に
は
、

一
六
七



日
本
法
学　

第
八
十
巻
第
二
号
（
二
〇
一
四
年
十
月
）

（
四
二
六
）

高
齢
者
を
犯
罪
の
加
害
者
に
さ
せ
な
い
た
め
の
実
施
事
項
と
し
て
、
個
別
訪
問
に
よ
る
啓
発
活
動
や
地
域
住
民
や
高
齢
者
同
士
の
触
れ
合

い
の
場
の
創
造
に
よ
る
孤
立
の
防
止
等
が
盛
り
込
ま
れ
た
。

警
視
庁
を
は
じ
め
各
道
府
県
警
察
本
部
で
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
地
域
の
特
徴
を
踏
ま
え
、
万
引
き
防
止
に
向
け
た
官
民
挙
げ
て
の
総
合
的

な
対
策
の
強
化
が
図
ら
れ
て
い
る
（
18
）

が
、「
万
引
き
は
犯
罪
で
あ
る
」
と
の
規
範
意
識
を
周
知
徹
底
さ
せ
る
た
め
に
は
、
社
会
集
団
へ
の
帰

属
意
識
や
連
帯
感
の
共
有
が
前
提
と
な
る
こ
と
か
ら
、
社
会
か
ら
「
孤
立
」
し
て
い
る
「
阻
害
」
さ
れ
て
い
る
と
感
じ
て
い
る
人
々
や
支

え
合
う
家
族
や
仲
間
が
い
な
い
人
に
対
し
て
は
、
行
政
、
地
域
住
民
、
民
間
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
等
と
連
携
し
た
取
り
組
み
が
求
め
ら
れ
る
。

と
り
わ
け
、
高
齢
者
世
帯
に
関
し
て
は
、「
孤
立
」
や
「
将
来
へ
の
不
安
」
が
高
い
こ
と
か
ら
、
訪
問
支
援
や
引
き
こ
も
り
対
策
な
ど
の

重
畳
的
な
社
会
支
援
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
構
築
が
求
め
ら
れ
て
い
る
。
コ
ン
ビ
ニ
や
ス
ー
パ
ー
な
ど
の
小
売
店
舗
に
お
い
て
は
、
万
引
き

を
さ
せ
な
い
環
境
づ
く
り
が
な
お
一
層
求
め
ら
れ
て
い
る
。

イ
ト
ー
ヨ
ー
カ
ド
ー
の
取
り
組
み
に
つ
い
て
、
セ
ブ
ン
＆
ア
イ
Ｈ
Ｌ
Ｄ
Ｓ
の
成
田
氏
は
効
果
的
な
万
引
対
策
と
し
て
次
の
一
〇
の
ポ
イ

ン
ト
に
つ
い
て
解
説
し
て
い
る
（
19
）

。
そ
れ
に
よ
る
と
、
捕
ま
っ
た
万
引
犯
が
警
察
に
話
し
た
内
容
に
よ
る
と
、
万
引
を
し
よ
う
と
思
う
店
に

は
、
①
盗
れ
る
も
の
が
あ
る　

②
人
が
い
な
い　

③
誰
か
ら
も
見
ら
れ
て
な
い　

④
声
を
掛
け
ら
れ
な
い
、
な
ど
の
特
長
が
あ
る
。
つ
ま

り
そ
れ
ら
の
逆
に
す
れ
ば
、
万
引
犯
が
最
も
嫌
が
る
環
境
と
な
る
と
言
う
も
の
で
あ
る
。

①　

客
主
体
の
売
場
作
り

何
よ
り
接
客
に
最
大
の
力
を
入
れ
る
こ
と
。
ほ
と
ん
ど
の
客
は
万
引
す
る
意
思
な
ど
な
い
わ
け
で
、
こ
の
客
を
ど
う
も
て
な
す
か
を
第

一
に
考
え
る
。
ま
た
盗
ま
れ
に
く
い
陳
列
の
仕
方
に
な
っ
て
い
る
か
、
従
業
員
の
人
員
配
置
に
つ
い
て
盲
点
が
な
い
か
、
契
約
と
実
際
の

一
六
八



高
齢
者
に
よ
る
万
引
き
の
防
止
に
向
け
た
一
考
察
（
尾
田
）

（
四
二
七
）

人
員
配
置
が
違
っ
て
な
い
か
、
な
ど
を
チ
ェ
ッ
ク
し
て
店
舗
側
に
伝
え
る
。

②　

整
理
整
頓
さ
れ
た
作
業
環
境

客
が
見
や
す
い
、
買
い
や
す
い
売
場
に
す
る
こ
と
。
い
つ
何
を
盗
ま
れ
た
か
わ
か
ら
な
い
よ
う
な
売
場
で
は
ど
う
し
よ
う
も
な
い
。
そ

し
て
バ
ッ
ク
ル
ー
ム
も
き
ち
ん
と
片
付
け
て
お
く
。
そ
う
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
従
業
員
は
商
品
を
探
す
必
要
が
な
く
な
る
の
で
、
売
場
に

立
つ
時
間
が
増
え
る
。

③　

客
に
関
心
を
持
つ
こ
と
が
最
大
の
防
犯
（
万
引
）
対
策

保
安
は
専
任
で
二
〜
三
人
し
か
い
な
い
が
、
従
業
員
は
三
〇
〇
〜
四
〇
〇
人
い
る
。
従
業
員
全
員
の
関
心
を
客
に
向
け
る
よ
う
に
す
る
。

そ
れ
が
万
引
対
策
に
も
つ
な
が
る
。

④　

自
分
の
財
産
と
同
じ
考
え
で
売
場
商
品
を
扱
う

会
社
・
店
の
商
品
と
し
て
見
る
と
「
ヒ
ト
の
物
」
と
い
う
意
識
に
な
り
が
ち
だ
。
そ
こ
で
「
自
分
の
物
」
と
同
様
に
扱
う
こ
と
が
大
事

だ
。⑤　

組
織
で
の
役
割
分
担
と
目
標
設
定

自
分
た
ち
は
何
の
た
め
に
組
織
を
組
ん
だ
の
か
、
取
組
み
を
実
行
で
き
た
か
、
実
行
し
た
こ
と
が
自
分
の
目
標
に
合
っ
て
い
た
か
、
次

は
ど
こ
を
ど
の
よ
う
に
修
正
し
た
ら
よ
い
か
。
こ
に
よ
う
に
分
析
す
る
こ
と
が
大
切
だ
。

⑥　

重
点
売
場
・
時
間
帯
の
明
確
化
と
情
報
共
有

客
の
相
手
を
積
極
的
に
し
な
け
れ
ば
い
け
な
い
時
間
帯
、
万
引
が
さ
れ
や
す
い
売
場
・
時
間
帯
な
ど
を
従
業
員
全
員
が
把
握
し
、
穴
を

な
く
す
こ
と
が
必
要
。

一
六
九



日
本
法
学　

第
八
十
巻
第
二
号
（
二
〇
一
四
年
十
月
）

（
四
二
八
）

⑦　

人
と
カ
メ
ラ
の
連
動
に
よ
り
防
犯
の
相
乗
効
果

こ
れ
が
今
一
番
、
防
犯
に
効
果
を
あ
げ
て
い
る
方
法
で
、
現
場
の
営
業
に
も
役
に
立
っ
て
い
る
。
盗
ま
れ
や
す
い
商
品
に
つ
い
て
は
従

業
員
が
不
審
に
思
っ
た
と
き
に
ボ
タ
ン
を
押
す
な
ど
操
作
す
る
と
、
そ
の
方
向
を
向
く
カ
メ
ラ
を
設
置
し
て
い
る
。

接
客
こ
そ
最
強
の
防
犯
手
段
と
い
う
視
点
か
ら
、
次
の
三
点
を
挙
げ
て
い
る
。

⑧　

デ
ー
タ
に
基
づ
い
た
マ
ネ
ー
ジ
メ
ン
ト
の
フ
ォ
ロ
ー
体
制

抽
象
的
な
言
葉
の
み
で
「
万
引
対
策
が
で
き
て
い
る
か
ど
う
か
」
の
判
断
は
や
め
る
。
必
ず
数
値
化
し
て
、
そ
の
デ
ー
タ
に
基
づ
き
店

と
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
は
か
る
こ
と
が
重
要
だ
。

⑨　

誰
で
も
判
る
防
犯
マ
ニ
ュ
ア
ル
の
ビ
ジ
ュ
ア
ル
化

万
引
対
策
用
の
マ
ニ
ュ
ア
ル
は
イ
ラ
ス
ト
な
ど
を
盛
り
込
ん
で
、
誰
で
も
理
解
で
き
る
よ
う
な
わ
か
り
や
す
い
も
の
に
す
る
。
保
安
担

当
者
に
は
売
場
に
行
っ
た
ら
「
売
れ
筋
の
商
品
は
ど
れ
か
、
ど
う
い
う
万
引
対
策
が
必
要
か
、
売
場
担
当
者
に
聞
き
な
さ
い
」
と
伝
え
て

い
る
。
指
導
す
る
よ
り
聞
い
て
ま
わ
っ
た
方
が
遥
か
に
万
引
対
策
に
効
果
的
な
の
だ
。

⑩　

主
体
性
の
あ
る
人
と
機
械
の
活
用

警
備
員
に
、
自
分
が
そ
こ
に
い
る
目
的
は
何
か
、
自
分
は
最
終
的
に
何
の
目
標
に
向
か
っ
て
進
む
の
か
、
を
確
認
さ
せ
て
主
体
性
を
持

た
せ
る
こ
と
が
大
事
だ
。

（
15
） 

こ
れ
ら
の
項
目
は
、
安
全
な
街
作
り
や
犯
罪
被
害
に
遭
い
に
く
い
住
宅
な
ど
を
考
え
る
際
の
基
本
的
な
理
論
と
し
て
使
わ
れ
て
き
て
い
る
防
犯

環
境
設
計
理
論
で
提
唱
さ
れ
て
き
た
考
え
方
が
そ
の
背
景
に
あ
る
。
な
お
、
防
犯
環
境
設
計
理
論
に
関
し
て
は
、
拙
稿
「
安
全
・
安
心
な
街
作
り
の

一
七
〇



高
齢
者
に
よ
る
万
引
き
の
防
止
に
向
け
た
一
考
察
（
尾
田
）

（
四
二
九
）

現
状
と
課
題
」
日
本
法
学
第
六
九
巻
四
号
一
六
二
頁
の
注（
15
）を
参
照
さ
れ
た
い
。

（
16
） 

警
察
白
書
・
平
成
二
五
年
版
五
三
頁
参
照

（
17
） 
地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
、
防
犯
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
団
体
、
ラ
イ
フ
ラ
イ
ン
事
業
者
等
で
あ
る
。

（
18
） 
平
成
二
二
年
九
月
三
日
に
、「
万
引
き
防
止
に
向
け
た
総
合
的
な
対
策
の
強
化
に
つ
い
て
」
警
察
庁
丁
生
企
発
第
四
〇
七
号
が
出
さ
れ
、
⑴
万

引
き
を
さ
せ
な
い
社
会
作
り
の
推
進
、
⑵
適
切
な
事
件
処
理
の
推
進
の
指
示
が
出
さ
れ
て
い
る
。
と
り
わ
け
、
⑴
万
引
き
を
さ
せ
な
い
社
会
作
り
の

推
進
で
は
、
①
万
引
き
を
許
さ
な
い
社
会
機
運
の
醸
成
を
図
る
た
め
に
、
官
民
挙
げ
て
の
様
々
な
取
り
組
み
を
求
め
、
②
万
引
き
に
対
す
る
規
範
意

識
の
向
上
と
社
会
の
絆
の
強
化
、
③
小
売
店
舗
に
お
け
る
防
犯
対
策
の
推
進
が
求
め
ら
れ
た
。

（
19
） 

日
本
万
引
防
止
シ
ス
テ
ム
協
会
（
山
村
秀
彦
会
長
）
が
、
平
成
二
五
年
三
月
七
日
に
東
京
有
明
で
開
催
し
た
「
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
シ
ョ
ー

二
〇
一
三
」
の
中
で
「
万
引
対
策
が
す
す
む
一
〇
の
ポ
イ
ン
ト
」
と
題
し
て
、
セ
ミ
ナ
ー
を
行
っ
た
。

5
．
ま
と
め

│
居
場
所
を
作
る
方
策
を
通
し
て
万
引
き
防
止
に
繋
げ
る

│

ド
イ
ツ
の
刑
法
学
者
で
あ
る
リ
ス
ト
（
20
）

は
、「
最
良
の
刑
事
政
策
と
は
最
良
の
社
会
政
策
で
あ
る
」
と
の
名
言
を
残
し
、
救
貧
を
始
め
と

し
た
社
会
環
境
の
改
善
が
犯
罪
を
抑
止
す
る
の
に
最
も
有
効
で
あ
る
と
説
い
た
こ
と
で
知
ら
れ
て
い
る
が
、
高
齢
者
に
よ
る
万
引
き
対
策

は
、
ま
さ
に
こ
の
手
法
に
よ
る
こ
と
が
望
ま
し
い
と
言
え
る
。
高
齢
者
が
万
引
き
を
行
う
背
景
に
は
、
第
二
章
で
述
べ
た
よ
う
に
、「
孤

独
」
と
将
来
へ
の
「
不
安
」
が
大
き
な
要
素
と
な
っ
て
い
る
こ
と
が
窺
え
る
が
、「
孤
独
」
に
関
し
て
、「
高
齢
者
」
は
二
三
・
九
％
と
高

い
数
値
を
示
し
て
お
り
、
そ
の
背
景
に
は
、
高
齢
者
の
み
の
世
帯
（
独
居
も
含
む
）
が
独
立
し
て
い
る
子
ど
も
世
帯
や
地
域
と
の
触
れ
合

い
の
な
さ
が
、
自
分
た
ち
に
も
感
心
を
示
し
て
欲
し
い
と
い
う
意
識
が
働
い
て
い
る
側
面
も
指
摘
で
き
よ
う
。
こ
の
点
は
、
犯
罪
弱
者
と

し
て
の
高
齢
者
に
も
該
当
す
る
点
で
も
あ
る
（
21
）

。
ま
た
、
万
引
き
を
思
い
と
ど
ま
ら
せ
る
こ
と
に
効
果
が
あ
っ
た
も
の
と
し
て
は
、「
店
員

一
七
一
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か
ら
の
声
掛
け
」
が
、「
高
齢
者
」
で
六
五
・
二
％
で
あ
っ
た
。
次
い
で
高
か
っ
た
の
は
、「
警
備
員
の
配
置
」
で
、「
高
齢
者
」
で

一
一
・
三
％
で
あ
っ
た
が
、「
防
犯
カ
メ
ラ
の
設
置
」
に
関
し
て
は
、「
高
齢
者
」
は
〇
・
〇
％
で
阻
害
要
因
と
は
な
っ
て
い
な
い
よ
う
で
あ

る
（
表
10
）。
と
こ
ろ
で
、「
高
齢
者
」
が
万
引
を
犯
す
場
所
と
し
て
は
、「
ス
ー
パ
ー
」
が
七
四
・
〇
％
と
最
も
高
く
、
次
い
で
「
コ
ン
ビ

ニ
」
の
八
・
三
％
の
順
で
多
く
、
合
わ
せ
る
と
八
二
・
三
％
と
極
め
て
高
い
数
値
を
示
し
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
高
齢
者
の
行
動
範
囲
が
、

自
宅
周
辺
な
ど
比
較
的
身
近
な
地
域
に
限
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
や
次
に
触
れ
る
被
害
対
象
物
で
も
分
か
る
よ
う
に
「
食
料
品
」
を
購
入
す

る
際
に
利
用
す
る
身
近
な
店
舗
が
選
ば
れ
て
い
る
こ
と
も
そ
の
背
景
に
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
昔
か
ら
あ
る
商
店
街
の
中
の
店
舗
で
は
、
万

引
き
犯
が
商
店
主
な
ど
と
顔
馴
染
み
の
こ
と
も
有
り
、
犯
行
場
所
と
し
て
は
む
し
ろ
ア
ル
バ
イ
ト
等
地
元
民
で
は
な
い
者
が
店
先
に
多
く

い
る
コ
ン
ビ
ニ
・
ス
ー
パ
ー
な
ど
を
選
択
し
て
い
る
と
も
考
え
ら
れ
る
。

こ
の
現
状
を
踏
ま
え
、
次
の
様
な
対
策
を
是
非
講
じ
て
み
る
こ
と
を
提
案
し
た
い
。
そ
れ
は
、
イ
ー
ト
イ
ン
コ
ー
ナ
ー
を
設
け
る
こ
と
、

高
齢
者
の
相
談
に
多
角
的
に
取
り
組
む
こ
と
が
で
き
る
サ
ー
ビ
ス
の
拠
点
も
併
設
す
る
こ
と
で
あ
る
。

イ
ー
ト
イ
ン
（
22
）

は
、
業
界
五
位
の
﹇
ミ
ニ
ス
ト
ッ
プ
﹈
が
、
一
九
八
〇
年
の
一
号
店
か
ら
イ
ー
ト
イ
ン
を
推
し
進
め
〝
し
ゃ
べ
れ
る
、
食

べ
れ
る
〞
を
コ
ン
セ
プ
ト
に
店
舗
展
開
し
、
そ
の
後
、
業
界
三
位
の
﹇
フ
ァ
ミ
リ
ー
マ
ー
ト
﹈
は
、
大
手
三
社
の
中
で
は
最
も
イ
ー
ト
イ

ン
型
店
舗
の
拡
大
に
前
向
き
で
、
二
〇
一
三
年
度
か
ら
、
新
店
舗
の
半
分
以
上
を
イ
ー
ト
イ
ン
タ
イ
プ
に
す
る
と
し
て
い
る
。
ま
た
、

﹇
サ
ー
ク
ル
Ｋ
サ
ン
ク
ス
﹈
も
昨
年
か
ら
二
〇
一
五
年
度
へ
向
け
、
イ
ー
ト
イ
ン
型
店
舗
を
現
在
の
約
六
倍
に
当
た
る
五
〇
〇
店
以
上
を

出
店
す
る
計
画
で
あ
る
が
、
そ
の
一
方
、
業
界
ト
ッ
プ
の
﹇
セ
ブ
ン
│

イ
レ
ブ
ン
﹈
や
二
位
の
﹇
ロ
ー
ソ
ン
﹈
の
イ
ー
ト
イ
ン
化
は
、
そ

れ
ぞ
れ
総
店
舗
数
の
一
割
に
も
満
た
な
い
状
況
に
過
ぎ
な
い
。

ス
ペ
ー
ス
の
効
率
化
を
最
優
先
す
る
コ
ン
ビ
ニ
に
と
っ
て
、
一
見
む
だ
と
も
映
る
イ
ー
ト
イ
ン
ス
ペ
ー
ス
の
確
保
に
は
〝
勇
気
〞
が
い

一
七
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る
こ
と
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
そ
の
背
景
に
は
、
一
円
の
利
益
も
生
ま
な
い
、
遊
休
空
間
に
な
り
か

ね
な
い
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
長
居
す
る
客
や
学
生
た
ち
の
溜
ま
り
場
的
に

な
っ
て
店
の
イ
メ
ー
ジ
ダ
ウ
ン
に
つ
な
が
る
と
い
う
懸
念
も
。
し
か
し
、
店
内
調
理
品
は
通
常
商
品

よ
り
利
益
率
が
高
い
こ
と
や
、
な
に
よ
り
イ
ー
ト
イ
ン
が
来
店
の
き
っ
か
け
に
な
っ
て
く
れ
て
、
客

層
が
広
が
る
こ
と
を
考
え
る
と
、
店
側
に
は
充
分
に
う
ま
味
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

イ
ー
ト
イ
ン
・
ス
ペ
ー
ス
の
現
況
は
、
写
真
で
も
分
か
る
よ
う
に
、
窓
側
の
壁
面
に
カ
ウ
ン
タ
ー

を
設
置
し
、
椅
子
を
配
し
た
形
態
や
テ
ー
ブ
ル
と
椅
子
を
配
置
し
た
形
態
が
一
般
的
で
あ
る
。
備
品

と
し
て
は
、
加
熱
処
理
す
る
た
め
の
電
子
レ
ン
ジ
、
湯
沸
か
し
ポ
ッ
ト
が
あ
る
の
が
一
般
的
で
あ
る
。

こ
れ
は
、
店
内
で
購
入
し
た
商
品
を
そ
の
場
で
加
熱
処
理
し
て
食
べ
る
と
い
っ
た
シ
ョ
ー
ト
ス
テ
イ

を
考
慮
し
た
ど
ち
ら
か
と
い
え
ば
、
若
者
や
学
生
向
け
の
サ
ー
ビ
ス
で
、
都
市
部
で
多
く
見
ら
れ
る

形
態
と
い
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
。
長
居
さ
れ
ず
に
顧
客
サ
ー
ビ
ス
に
も
繋
が
る
接
客
方
法
で
あ
ろ

う
。
最
近
は
、
女
性
や
若
者
を
意
識
し
た
カ
フ
ェ
ス
タ
イ
ル
の
イ
ー
ト
イ
ン
店
舗
も
増
加
傾
向
に
あ

る
が
、
基
本
的
に
は
高
齢
者
向
き
と
は
思
え
な
い
。

そ
こ
で
、
高
齢
者
の
抱
え
る
日
常
的
な
問
題
や
「
不
安
」
へ
の
相
談
に
も
対
応
し
な
が
ら
、
独
り

で
食
べ
る
「
孤
独
」
へ
も
対
応
で
き
る
、
高
齢
者
が
多
く
暮
ら
す
地
域
に
出
店
し
て
い
る
、
あ
る
い

は
今
後
出
店
す
る
で
あ
ろ
う
コ
ン
ビ
ニ
や
ス
ー
パ
ー
に
対
す
る
イ
ー
ト
イ
ン
・
ス
ペ
ー
ス
に
配
置
す

べ
き
施
設
や
機
能
に
つ
い
て
提
案
し
て
み
た
い
。

一
七
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⑴　

高
齢
者
に
合
っ
た
環
境
づ
く
り

高
齢
化
は
足
腰
に
先
ず
現
れ
る
こ
と
が
知
ら
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
は
遠
く
に
あ
る
郊
外
型
の
大
型
ス
ー
パ
ー
や
商
業
施
設
併
設
型
の
コ

ン
ビ
ニ
で
は
な
く
、
身
近
に
あ
る
コ
ン
ビ
ニ
や
小
規
模
ス
ー
パ
ー
の
必
要
性
も
意
味
し
て
い
る
と
言
え
よ
う
。
そ
こ
で
、
先
ず
、
高
齢
者

が
気
軽
に
訪
れ
る
こ
と
が
で
き
る
、
高
齢
者
に
と
っ
て
も
居
心
地
の
良
い
環
境
づ
く
り
が
必
要
に
な
る
。
①
バ
リ
ア
フ
リ
ー
を
前
提
と
し
、

体
の
不
自
由
な
方
に
と
っ
て
も
使
い
や
す
い
ト
イ
レ
を
設
置
す
る
、
通
路
ス
ペ
ー
ス
を
大
き
め
に
と
る
、
手
す
り
を
配
置
す
る
こ
と
が
挙

げ
ら
れ
る
。
商
品
を
探
し
や
す
い
よ
う
定
位
置
に
固
定
し
、
②
ま
た
、
健
康
志
向
に
も
配
慮
し
商
品
の
成
分
表
示
等
の
文
字
は
大
き
く
し
、

独
居
世
帯
や
高
齢
者
の
み
世
帯
向
け
の
内
容
量
に
し
た
プ
チ
商
品
を
提
供
し
、
③
さ
ら
に
憩
い
の
場
と
し
て
利
用
で
き
る
よ
う
に
店
内
に

は
イ
ー
ト
イ
ン
ス
ペ
ー
ス
を
外
に
は
ベ
ン
チ
や
テ
ー
ブ
ル
を
設
け
る
の
も
有
効
で
あ
ろ
う
。

④
コ
ン
ビ
ニ
の
店
員
の
年
齢
層
を
三
〇
〜
五
〇
代
に
上
げ
た
り
、
高
齢
者
と
接
す
る
知
識
を
も
つ
人
を
雇
う
な
ど
の
対
策
を
取
る
こ
と

が
望
ま
し
い
。
高
齢
者
に
よ
る
万
引
き
が
多
い
時
間
帯
は
、「
一
〇
〜
一
三
時
」
が
最
も
多
く
三
六
・
八
％
、
次
い
で
「
一
三
〜
一
六
時
」、

「
一
六
〜
一
九
時
」
が
二
七
・
〇
％
の
順
で
多
か
っ
た
こ
と
は
、
第
二
章
で
も
取
り
上
げ
た
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
こ
の
時
間
帯
は
、
お
昼
の

準
備
の
た
め
に
、
ま
た
夕
食
の
準
備
の
た
め
に
外
出
す
る
時
間
帯
と
ほ
ぼ
一
致
し
て
い
る
。
そ
こ
で
、
こ
の
時
間
帯
だ
け
で
も
時
間
に
余

裕
が
あ
り
、
人
生
の
キ
ャ
リ
ア
が
豊
富
な
シ
ニ
ア
層
を
パ
ー
ト
タ
イ
ム
の
店
舗
の
ス
タ
ッ
フ
と
し
て
活
用
す
る
こ
と
を
考
え
る
べ
き
で
あ

ろ
う
。
し
い
て
付
言
す
る
な
ら
ば
、
元
保
健
師
、
市
区
町
村
の
福
祉
部
門
等
で
の
就
労
経
験
が
あ
る
者
が
適
任
と
思
わ
れ
る
。

⑵　

生
活
サ
ポ
ー
ト

コ
ン
ビ
ニ
が
警
察
や
病
院
、
消
防
等
と
提
携
し
、
積
極
的
な
情
報
交
換
を
す
る
こ
と
に
よ
り
、
急
病
や
事
件
等
の
緊
急
時
の
対
応
が
速

や
か
に
行
え
る
よ
う
に
な
り
、
生
活
に
お
け
る
安
心
の
基
盤
と
な
る
。
地
域
の
安
全
・
安
心
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
と
し
て
の
役
割
は
、
防
犯
面

一
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齢
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や
痴
呆
症
で
徘
徊
す
る
高
齢
者
の
保
護
機
能
も
面
で
既
に
実
行
に
移
さ
れ
て
き
て
い
る
が
、
高
齢
者
支
援
の
地
域
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
と
し
て

の
役
割
を
付
加
さ
せ
た
い
と
考
え
る
。
コ
ン
ビ
ニ
の
二
四
時
間
経
営
や
店
舗
数
の
多
さ
ら
着
目
し
た
行
政
の
代
行
サ
ー
ビ
ス
や
既
に
行
わ

れ
て
い
る
Ａ
Ｔ
Ｍ
の
利
用
に
つ
い
て
も
振
り
込
め
詐
欺
の
振
込
場
所
と
し
て
コ
ン
ビ
ニ
や
ス
ー
パ
ー
に
設
置
さ
れ
た
Ａ
Ｔ
Ｍ
が
多
く
利
用

さ
れ
て
い
る
こ
と
に
鑑
み
る
と
、
特
に
コ
ン
ビ
ニ
に
お
け
る
高
齢
者
向
け
Ａ
Ｔ
Ｍ
サ
ー
ビ
ス
に
も
一
工
夫
必
要
に
な
る
。
ま
た
、
宅
急
便

の
発
送
・
受
け
取
り
、
公
共
料
金
の
振
込
、
公
共
図
書
館
で
借
り
た
書
籍
の
返
却
サ
ー
ビ
ス
等
に
も
利
用
で
き
る
便
利
さ
が
、
高
齢
者
の

利
用
者
増
に
繋
が
っ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。

行
政
サ
ー
ビ
ス
に
対
応
す
る
た
め
に
は
、
週
二
回
程
度
の
市
区
町
村
の
福
祉
部
門
の
職
員
が
相
談
業
務
に
就
く
こ
と
や
民
生
委
員
の
巡

回
相
談
や
指
導
の
場
に
す
る
こ
と
も
考
慮
し
た
い
。

⑶　

交
流
ス
ペ
ー
ス
と
し
て
の
活
用

地
域
住
民
の
交
流
ス
ペ
ー
ス
と
し
て
は
、
地
域
〇
〇
セ
ン
タ
ー
、
集
会
所
、
公
民
館
が
思
い
浮
か
ぶ
が
、
一
方
で
、
コ
ン
ビ
ニ
が
高
齢

者
た
ち
の
交
流
ス
ポ
ッ
ト
に
変
貌
す
る
可
能
性
も
出
て
く
る
。
シ
ニ
ア
ス
タ
ッ
フ
が
主
導
し
て
、
趣
味
、
地
域
活
動
、
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
情

報
を
店
舗
内
で
提
供
し
、
賛
同
し
た
客
が
こ
う
し
た
活
動
に
参
加
す
る
。「
お
ば
あ
ち
ゃ
ん
の
手
作
り
料
理
教
室
」「
ス
ポ
根
マ
ン
ガ　

レ

ン
タ
ル
会
」「
○
○
店　

ア
ク
テ
ィ
ブ
シ
ニ
ア
コ
ン
ペ
」
等
は
高
齢
者
だ
け
で
は
な
く
、
三
世
代
が
交
流
す
る
機
会
に
も
な
り
高
齢
者
の

「
孤
独｣

解
消
に
繋
が
る
と
思
わ
れ
る
。
高
齢
者
に
と
っ
て
、
コ
ン
ビ
ニ
が
ま
さ
に
「
我
が
街
の
ほ
っ
と
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
」
に
な
る
訳
で

あ
る
。
子
育
て
世
代
と
の
交
流
を
通
し
て
、
新
た
な
街
作
り
に
繋
が
る
も
の
と
期
待
さ
れ
る
。

⑷　

高
齢
者
サ
ポ
ー
ト
セ
ン
タ
ー
（
23
）

、
地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
（
24
）

及
び
シ
ル
バ
ー
交
番
（
25
）

と
し
て
の
ス
ペ
ー
ス
活
用

市
区
町
村
の
施
設
は
、
通
常
平
日
の
午
前
八
時
三
〇
分
か
ら
午
後
五
時
ま
で
の
執
務
時
間
で
有
り
、
二
四
時
間
三
六
五
日
の
サ
ポ
ー
ト

一
七
五



日
本
法
学　

第
八
十
巻
第
二
号
（
二
〇
一
四
年
十
月
）

（
四
三
四
）

を
必
要
と
す
る
高
齢
者
に
対
す
る
き
め
の
細
か
い
日
常
的
な
サ
ポ
ー
ト
体
制
を
組
む
こ
と
は
困
難
で
有
り
、
財
政
規
模
の
小
さ
い
、
ま
た

財
政
基
盤
の
弱
い
市
町
村
に
お
い
て
は
、
市
町
村
が
保
有
す
る
公
的
施
設
の
運
用
に
は
、
少
な
か
ら
ず
困
難
が
生
ず
る
と
思
わ
れ
る
。
そ

こ
で
、
全
国
展
開
し
て
い
る
コ
ン
ビ
ニ
・
ス
ー
パ
ー
業
界
と
の
連
携
に
よ
る
拠
点
作
り
が
求
め
ら
れ
る
。
特
に
、
二
四
時
間
営
業
し
て
い

る
コ
ン
ビ
ニ
で
は
、
地
域
貢
献
の
観
点
か
ら
も
、
今
後
益
々
進
行
す
る
で
あ
ろ
う
地
域
社
会
の
高
齢
化
を
考
慮
す
れ
ば
、
安
心
・
安
全
サ

ポ
ー
ト
セ
ン
タ
ー
と
し
て
の
役
割
を
兼
任
す
る
こ
と
は
、
結
果
的
に
顧
客
確
保
に
も
繋
が
る
も
の
と
思
わ
れ
る
（
26
）

。

身
近
に
あ
る
コ
ン
ビ
ニ
や
ス
ー
パ
ー
が
、「
孤
立｣

や
「
不
安｣

を
抱
え
て
日
々
生
活
し
て
い
る
高
齢
者
に
と
っ
て
の
居
場
所
と
し
て

の
機
能
を
営
ん
で
ゆ
け
ば
、
自
ず
と
高
齢
者
の
万
引
き
も
防
止
す
る
こ
と
が
で
き
る
し
、
前
期
高
齢
者
（
27
）

の
就
労
、
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
活
動
の

場
所
と
し
て
の
機
会
を
提
供
し
う
る
も
の
と
期
待
し
て
い
る
。

こ
の
研
究
は
、
今
後
警
察
や
都
道
府
県
、
市
区
町
村
等
と
連
携
を
取
り
な
が
ら
、
継
続
し
て
進
め
て
い
き
た
い
と
考
え
て
い
る
。

（
20
） 

リ
ス
ト
（F

ranz E
duard von L

iszt

、
一
八
五
一
年
三
月
二
日
│
一
九
一
九
年
六
月
二
一
日
）
は
、
近
代
学
派
を
完
成
さ
せ
た
こ
と
で
も
知

ら
れ
る
。「
刑
法
は
犯
罪
者
の
マ
グ
ナ
カ
ル
タ
」「
罰
せ
ら
れ
る
べ
き
も
の
は
、
行
為
で
は
な
く
行
為
者
で
あ
る
」
と
い
う
言
葉
で
も
知
ら
れ
て
い
る
。

（
21
） 

犯
罪
弱
者
、
災
害
弱
者
と
し
て
、
女
性
、
子
ど
も
、
高
齢
者
が
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
が
、
特
に
高
齢
者
に
関
し
て
は
、
加
齢
に
伴
う
身
体
能

力
の
低
下
、
健
康
状
態
、
高
齢
者
世
帯
の
お
か
れ
て
い
る
状
況
等
か
ら
被
害
者
と
し
て
の
側
面
が
強
調
さ
れ
て
き
た
。
と
り
わ
け
、
侵
入
窃
盗
、
振

り
込
め
詐
欺
、
ひ
っ
た
く
り
の
被
害
者
の
多
く
は
高
齢
者
で
有
り
、
先
の
東
日
本
大
震
災
の
犠
牲
者
の
多
く
が
高
齢
者
や
子
ど
も
た
ち
で
あ
っ
た
。

（
22
） 

イ
ー
ト
イ
ン　

持
ち
帰
り
が
で
き
る
食
品
を
購
入
し
、
そ
の
ま
ま
店
内
で
食
べ
る
こ
と
を
い
う
。
フ
ァ
ス
ト
フ
ー
ド
店
の
ほ
か
に
も
、
コ
ン
ビ

ニ
エ
ン
ス
ス
ト
ア
や
百
貨
店
の
食
品
売
り
場
な
ど
に
テ
ー
ブ
ル
や
イ
ス
を
置
い
た
専
用
コ
ー
ナ
ー
が
あ
る
。
客
の
滞
在
時
間
が
伸
び
る
た
め
、
買
い

上
げ
点
数
が
増
え
る
と
い
っ
た
効
果
が
あ
る
一
方
、
面
積
当
た
り
の
販
売
効
率
の
悪
化
に
つ
な
が
る
懸
念
も
あ
る
。

（
23
） 

こ
の
例
と
し
て
、
取
り
上
げ
た
い
も
の
と
し
て
は
、
平
成
一
六
年
一
月
、
新
潟
県
長
岡
市
に
開
設
さ
れ
た
サ
ポ
ー
ト
セ
ン
タ
ー
永
田
が
あ
る
。

一
七
六



高
齢
者
に
よ
る
万
引
き
の
防
止
に
向
け
た
一
考
察
（
尾
田
）

（
四
三
五
）

こ
の
セ
ン
タ
ー
の
基
本
理
念
を
「
暮
ら
し
慣
れ
た
地
域
社
会
で
の
生
活
を
支
え
る
サ
ポ
ー
ト
セ
ン
タ
ー｣

と
位
置
付
け
現
在
も
運
営
し
て
い
る
。
平

成
一
四
年
一
月
に
は
、
そ
の
前
身
と
も
言
え
る
全
国
初
の
コ
ン
ビ
ニ
型
（
小
規
模
多
機
能
サ
ー
ビ
ス
拠
点
）
で
あ
る
サ
ポ
ー
ト
セ
ン
タ
ー
が
同
市
三

和
地
区
に
開
設
さ
れ
、
同
年
四
月
に
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
型
の
サ
ポ
ー
ト
セ
ン
タ
ー
が
関
原
・
上
除
地
区
に
開
設
さ
れ
、
サ
ポ
ー
ト
セ
ン
タ
ー
三
和
が
民

間
と
の
共
同
と
い
う
コ
ラ
ボ
レ
ー
ト
型
サ
ポ
ー
ト
セ
ン
タ
ー
と
し
て
開
設
さ
れ
る
に
至
っ
て
い
る
。

（
24
） 

地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
は
、
平
成
一
七
年
の
介
護
保
険
法
改
正
に
よ
り
制
定
さ
れ
た
、
地
域
住
民
の
保
健
・
福
祉
・
医
療
の
向
上
、
虐
待
防

止
、
介
護
予
防
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
な
ど
を
総
合
的
に
行
う
機
関
で
あ
り
、
各
区
市
町
村
に
設
置
さ
れ
て
い
る
。
セ
ン
タ
ー
に
は
、
保
健
師
、
主
任
ケ
ア

マ
ネ
ジ
ャ
ー
、
社
会
福
祉
士
が
配
置
さ
れ
、
専
門
性
を
生
か
し
て
相
互
連
携
し
な
が
ら
業
務
に
あ
た
っ
て
い
る
。

（
25
） 

東
京
都
で
は
独
自
の
施
策
と
し
て
、
平
成
二
二
年
度
か
ら
「
シ
ル
バ
ー
交
番
設
置
事
業
」
を
実
施
し
、
ア
ウ
ト
リ
ー
チ
に
よ
る
見
守
り
や
安
否

確
認
等
の
取
組
を
推
進
し
て
い
る
。「
シ
ル
バ
ー
交
番
設
置
事
業
」
と
は
、
高
齢
者
の
在
宅
生
活
の
安
心
を
確
保
す
る
た
め
、
生
活
実
態
の
把
握
や

関
係
機
関
と
連
携
し
た
高
齢
者
に
対
す
る
見
守
り
を
行
い
、
緊
急
通
報
シ
ス
テ
ム
を
活
用
し
た
緊
急
時
の
対
応
な
ど
必
要
な
支
援
を
行
う
と
と
も
に
、

高
齢
者
か
ら
の
相
談
を
受
け
て
問
題
解
決
に
あ
た
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
、
区
市
町
村
が
主
体
と
な
っ
て
行
う
も
の
と
し
て
運
用
さ
れ
て
い
る
。

例
え
ば
、
新
宿
区
で
は
、
地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
で
の
事
業
運
営
が
ス
ム
ー
ズ
に
展
開
で
き
る
よ
う
に
、「
高
齢
者
等
見
守
り
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク

推
進
部
会
」
を
設
置
し
て
い
る
が
、
そ
の
構
成
部
員
は
、
次
の
通
り
で
あ
る
。
民
生
・
児
童
委
員
、
町
会
関
係
者
、
警
察
署
、
消
防
署
、
高
齢
者
総

合
相
談
セ
ン
タ
ー
（
地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
）、
社
会
福
祉
協
議
会
、
高
齢
者
福
祉
課
等
福
祉
部
関
連
部
署
、
保
健
セ
ン
タ
ー
等
健
康
部
関
連
部

署
、
消
費
者
支
援
等
担
当
課
、
清
掃
事
務
所
、
住
宅
課

（
26
） 

「
高
齢
化
社
に
対
応
し
た
コ
ン
ビ
ニ
経
営｣

平
成
一
七
年
六
月
二
日
付
け
の
報
告
書
参
照　

keio-m
arke.com

/essay/shinnyuu2005/konbini.

pdf

（
27
） 

高
齢
者
の
う
ち
、
六
五
歳
以
上
七
五
歳
未
満
の
人
の
こ
と
を
一
般
に
は
い
う
が
、
こ
こ
で
は
、
六
五
歳
以
上
七
〇
歳
未
満
の
就
労
可
能
な
人
と
考

え
た
い
。

一
七
七





宇
宙
エ
レ
ベ
ー
タ
法　

そ
の
海
法
、
空
法
及
び
宇
宙
法
と
の
関
係
（
甲
斐
）

（
四
三
七
）

宇
宙
エ
レ
ベ
ー
タ
法

そ
の
海
法
、
空
法
及
び
宇
宙
法
と
の
関
係

甲　
　

斐　
　

素　
　

直

﹇
は
じ
め
に
﹈

地
球
は
二
四
時
間
に
一
回
の
割
合
で
自
転
し
て
い
る
。
こ
の
回
転
に
伴
い
、
上
向
き
の
遠
心
力
が
発
生
す
る
。
地
球
の
引
力
は
距
離
の

二
乗
に
比
例
し
て
低
下
し
、
遠
心
力
は
距
離
に
応
じ
て
増
大
す
る
。
地
表
か
ら
約
三
万
六
〇
〇
〇
㎞
離
れ
た
と
こ
ろ
で
、
両
者
は
等
し
い

力
と
な
り
打
ち
消
し
あ
う
。
そ
れ
よ
り
離
れ
れ
ば
、
遠
心
力
の
方
が
強
く
な
る
。
い
ま
、
遠
心
力
が
一
番
強
い
地
点
で
あ
る
赤
道
上
か
ら
、

遠
心
力
が
地
球
の
引
力
に
打
ち
勝
ち
、
ピ
ン
と
張
る
の
に
足
り
る
だ
け
の
、
十
分
に
長
い
ケ
ー
ブ
ル
を
宇
宙
に
延
ば
す
と
、
こ
の
ケ
ー
ブ

ル
は
支
え
る
も
の
な
く
直
立
す
る
。
そ
こ
で
、
こ
の
ケ
ー
ブ
ル
に
沿
っ
て
乗
り
物
（
一
般
に
ク
ラ
イ
マ
ー
と
呼
ば
れ
る
）
を
走
ら
せ
る
と
、

一
七
九



日
本
法
学　

第
八
十
巻
第
二
号
（
二
〇
一
四
年
十
月
）

（
四
三
八
）

ロ
ケ
ッ
ト
と
い
う
爆
発
の
危
険
性
が
高
く
、
し
か
も
エ
ネ
ル
ギ
ー
効
率
の
悪
い
方
法
に
依
る
こ
と
な
く
、
宇
宙
と
地
表
を
往
還
す
る
こ
と

が
可
能
と
な
る

（
1
）

。
ビ
ル
の
地
上
階
と
高
層
階
を
エ
レ
ベ
ー
タ
で
往
還
す
る
の
と
同
じ
感
覚
で
、
宇
宙
と
の
往
還
が
可
能
に
な
る
と
こ
ろ
か

ら
、
こ
の
方
法
を
、
宇
宙
エ
レ
ベ
ー
タ
と
呼
ぶ

（
2
）

。

遠
心
力
が
重
力
に
打
ち
勝
っ
て
直
立
す
る
の
に
必
要
な
ケ
ー
ブ
ル
の
長
さ
は
、
計
算
上
は
約
一
四
万
㎞
で
あ
る
が
、
ケ
ー
ブ
ル
の
先
に

適
当
な
質
量
を
も
つ
錘
を
付
け
れ
ば
、
そ
れ
よ
り
短
く
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。
様
々
な
要
素
を
総
合
的
に
勘
案
す
る
と
、
ケ
ー
ブ
ル

の
長
さ
は
一
〇
万
㎞
程
度
が
適
当
で
あ
る
と
、
一
般
に
考
え
ら
れ
て
い
る

（
3
）

。

宇
宙
エ
レ
ベ
ー
タ
は
、
理
論
的
に
は
単
純
で
あ
る
が
、
そ
の
実
用
化
に
は
様
々
な
技
術
的
な
問
題
が
あ
っ
た
。
そ
の
中
で
も
も
っ
と
も

基
本
的
な
問
題
は
、
そ
れ
に
必
要
な
ケ
ー
ブ
ル
の
素
材
で
あ
っ
た
。
い
か
な
る
素
材
も
、
一
定
の
長
さ
を
超
え
る
と
、
ケ
ー
ブ
ル
自
体
の

重
量
を
支
え
る
こ
と
が
出
来
な
く
な
り
、
切
れ
る
。
こ
の
長
さ
を
破
断
長
（breaking length

）
と
い
う

（
4
）

。
鋼
鉄
の
ケ
ー
ブ
ル
の
破
断
長
は
、

最
強
の
も
の
で
も
五
〇
㎞
ほ
ど
で
あ
る
。
宇
宙
エ
レ
ベ
ー
タ
の
素
材
に
必
要
な
破
断
長
は
、
計
算
上
四
九
六
〇
㎞
で
あ
る

（
5
）

か
ら
、
鋼
鉄
は

必
要
の
百
分
の
一
程
度
の
強
度
し
か
な
い
こ
と
に
な
る
。
こ
の
た
め
、
宇
宙
エ
レ
ベ
ー
タ
の
建
設
は
、
長
い
こ
と
夢
物
語
と
考
え
ら
れ
て

き
た
。

し
か
し
、
一
九
九
一
年
に
日
本
の
飯
島
澄
男
（
当
時
Ｎ
Ｅ
Ｃ
筑
波
研
究
所
勤
務
）
が
発
見
し
た
カ
ー
ボ
ン
ナ
ノ
チ
ュ
ー
ブ
（
Ｃ
Ｎ
Ｔ（

6
）

）
は
、

宇
宙
エ
レ
ベ
ー
タ
に
必
要
な
強
度
を
備
え
て
い
た

（
7
）

。
ま
た
、
ロ
シ
ア
の
ア
ン
ド
レ
・
ガ
イ
ム
等
の
二
〇
一
〇
年
度
ノ
ー
ベ
ル
物
理
学
賞
受

賞
の
研
究
対
象
と
な
っ
た
グ
ラ
フ
ェ
ン
も
、
同
様
の
強
度
を
備
え
て
い
る
。

こ
の
た
め
、
近
年
、
急
速
に
そ
の
実
現
の
た
め
の
研
究
が
進
展
す
る
よ
う
に
な
っ
た

（
8
）

。
こ
う
し
た
状
況
か
ら
、
宇
宙
エ
レ
ベ
ー
タ
建
設

に
伴
う
法
的
問
題
の
解
明
も
ま
た
急
務
と
な
っ
て
き
つ
つ
あ
る
。

一
八
〇



宇
宙
エ
レ
ベ
ー
タ
法　

そ
の
海
法
、
空
法
及
び
宇
宙
法
と
の
関
係
（
甲
斐
）

（
四
三
九
）

宇
宙
エ
レ
ベ
ー
タ
は
、
上
述
の
と
お
り
、
完
成
す
れ
ば
、
全
長
一
〇
万
㎞
に
達
す
る
人
類
史
上
最
大
の
構
造
物
で
あ
り
、
海
か
ら
は
じ

ま
っ
て
、
空
を
抜
け
、
宇
宙
に
至
る
構
造
物
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
必
然
的
に
海
、
空
、
宇
宙
と
い
う
三
つ
の
異
質
の
法
的
空
間
と
関

わ
り
を
持
た
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

し
か
し
な
が
ら
、
い
ず
れ
の
空
間
に
つ
い
て
も
、
既
に
長
い
歴
史
を
持
ち
、
関
係
各
国
の
ぎ
り
ぎ
り
の
妥
協
の
中
で
形
成
さ
れ
た
国
際

慣
習
法
及
び
国
際
条
約
が
存
在
し
て
い
る
。
そ
れ
ら
を
宇
宙
エ
レ
ベ
ー
タ
の
た
め
に
修
正
す
る
事
は
、
き
わ
め
て
困
難
で
あ
る
と
予
想
さ

れ
る
。
そ
こ
で
、
宇
宙
エ
レ
ベ
ー
タ
の
構
築
は
、
そ
う
し
た
関
係
す
る
国
際
慣
習
法
や
国
際
条
約
の
枠
組
み
の
中
で
考
え
て
い
か
ね
ば
な

ら
な
い
。
本
稿
で
は
、
そ
こ
に
発
生
す
る
代
表
的
な
問
題
に
つ
い
て
紹
介
す
る
。

一　

宇
宙
エ
レ
ベ
ー
タ
地
上
基
部
と
海
洋
法

㈠　

序
説

宇
宙
エ
レ
ベ
ー
タ
は
、
前
述
の
理
由
か
ら
、
地
球
上
で
の
建
設
場
所
は
赤
道
上
に
限
定
さ
れ
る
。

従
来
、
地
上
基
部
（
地
球
側
の
ア
ン
カ
ー
、
ア
ー
ス
ポ
ー
ト
と
呼
ば
れ
る
こ
と
も
あ
る
。）
の
設
置
場
所
と
し
て
は
、
赤
道
直
下
の
高
山
が
適

当
と
考
え
ら
れ
て
い
た
。
し
か
し
、
宇
宙
エ
レ
ベ
ー
タ
が
全
長
一
〇
万
㎞
に
達
す
る
巨
大
構
造
物
で
あ
る
こ
と
を
考
え
れ
ば
、
高
山
上
に

地
上
基
部
を
設
置
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
獲
得
で
き
る
数
㎞
の
節
減
は
全
く
問
題
に
な
ら
な
い
。
宇
宙
エ
レ
ベ
ー
タ
の
振
動
等
に
対
応
す
る

に
は
、
地
上
基
部
は
可
動
型
で
あ
る
こ
と
が
好
ま
し
く
、
可
動
性
を
確
保
す
る
こ
と
に
は
、
移
動
を
遮
る
も
の
の
な
い
海
上
が
好
ま
し
い

こ
と
な
ど
の
理
由
か
ら
、
今
日
で
は
、
地
上
基
部
の
洋
上
設
置
場
所
と
し
て
は
、
洋
上
が
一
般
的
に
想
定
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。

法
的
観
点
か
ら
も
、
そ
れ
が
妥
当
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
大
き
な
理
由
の
一
つ
が
、
国
家
主
権
の
問
題
で
あ
る
。
宇
宙
エ
レ
ベ
ー
タ
は
、

一
八
一



日
本
法
学　

第
八
十
巻
第
二
号
（
二
〇
一
四
年
十
月
）

（
四
四
〇
）

人
類
の
宇
宙
に
至
る
道
で
あ
り
、
し
か
も
、
そ
の
設
置
可
能
な
場
所
は
、
物
理
学
的
な
理
由
か
ら
極
め
て
限
ら
れ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、

そ
の
設
置
場
所
自
体
が
、
人
類
の
普
遍
財
産
（C

om
m
on heritage of m

ankind

）
と
し
て
の
性
格
を
持
つ
と
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

そ
れ
故
に
、
そ
の
利
用
の
許
諾
権
限
を
、
特
定
国
が
独
占
す
る
こ
と
は
許
さ
れ
ず
、
そ
の
利
用
は
、
所
属
す
る
国
の
如
何
に
関
わ
り
な
く
、

全
て
の
人
類
に
解
放
さ
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

そ
の
た
め
に
は
、
設
置
に
当
た
っ
て
は
、
特
定
の
主
権
国
家
の
影
響
を
極
力
排
除
す
る
よ
う
配
意
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
し
か
し
、

重
要
な
交
通
手
段
を
、
特
定
の
国
家
の
主
権
の
及
ぶ
範
囲
内
に
建
設
す
る
と
、
ス
エ
ズ
運
河
や
パ
ナ
マ
運
河
の
例
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、

ど
れ
ほ
ど
法
律
や
条
約
の
形
式
で
法
的
拘
束
を
課
し
て
い
て
も
、
そ
の
所
在
国
の
影
響
を
長
期
に
わ
た
っ
て
排
除
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。

人
類
が
、
宇
宙
エ
レ
ベ
ー
タ
建
設
に
成
功
し
て
宇
宙
に
容
易
に
進
出
し
う
る
時
代
に
な
っ
た
と
し
て
も
、
地
球
に
住
む
人
類
に
と
っ
て
、

海
洋
の
持
つ
重
要
性
に
変
化
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、
そ
の
海
洋
を
ど
の
よ
う
に
利
用
す
る
か
と
い
う
関
係
各
国
の
軋
轢
を
調
整
す

る
た
め
に
発
達
し
た
海
洋
法
こ
そ
が
、
今
日
国
際
法
の
名
で
知
ら
れ
る
法
領
域
の
濫
觴
で
あ
っ
た

（
9
）

。
特
に
現
存
す
る
国
連
海
洋
法
条
約

は
、
以
下
に
お
い
て
説
明
す
る
と
お
り
、
幾
多
の
困
難
を
乗
り
越
え
、
関
係
各
国
の
妥
協
を
重
ね
て
到
達
し
た
成
果
物
で
あ
る
。
し
た

が
っ
て
、
宇
宙
エ
レ
ベ
ー
タ
の
地
上
基
部
を
建
設
す
る
た
め
と
は
い
え
、
既
存
の
条
項
を
修
正
す
る
こ
と
は
き
わ
め
て
困
難
で
あ
る
。
そ

の
事
か
ら
考
え
る
と
、
宇
宙
エ
レ
ベ
ー
タ
地
上
基
部
を
洋
上
に
設
置
す
る
場
合
の
法
的
根
拠
は
、
特
別
の
国
際
条
約
に
よ
る
の
で
は
な
く
、

現
存
の
国
際
条
約
の
枠
内
で
可
能
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
考
え
ら
れ
る
。

結
論
を
述
べ
れ
ば
、
宇
宙
エ
レ
ベ
ー
タ
に
対
す
る
特
定
国
の
主
権
の
影
響
を
排
除
す
る
た
め
の
手
段
は
、
地
上
基
部
を
公
海
上
に
設
置

す
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
以
下
に
、
現
存
の
海
洋
法
体
系
が
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
ら
に
抵
触
す
る
こ
と
な

く
、
地
上
基
部
を
建
設
で
き
る
の
は
公
海
上
と
い
う
結
論
を
導
く
過
程
を
説
明
す
る
。

一
八
二



宇
宙
エ
レ
ベ
ー
タ
法　

そ
の
海
法
、
空
法
及
び
宇
宙
法
と
の
関
係
（
甲
斐
）

（
四
四
一
）

1　

国
連
海
洋
法
条
約
の
概
略

第
二
次
世
界
大
戦
前
に
存
在
し
た
国
際
連
盟
と
異
な
り
、
現
在
の
国
際
連
合
は
、
そ
の
憲
章
一
三
条
一
項
ａ
に
お
い
て
「
国
際
法
の
漸

進
的
発
達
及
び
法
典
化
を
奨
励
す
る
こ
と
」
を
国
連
総
会
の
権
限
と
し
て
明
確
に
定
め
て
い
る
。
こ
れ
を
受
け
て
、
国
連
は
、
早
い
段
階

か
ら
領
海
等
に
関
す
る
国
際
条
約
の
締
結
に
向
け
て
動
い
て
き
た
。

⑴　

第
一
次
国
連
海
洋
法
会
議

一
九
五
八
年
二
月
二
四
日
か
ら
四
月
二
七
日
ま
で
約
二
ヶ
月
間
、
ス
イ
ス
の
ジ
ュ
ネ
ー
ヴ
に
お
い
て
開
催
さ
れ
た
第
一
次
国
連
海
洋
法

会
議
は
、
領
海
条
約
、
公
海
条
約
、
大
陸
棚
条
約
、
公
海
生
物
資
源
保
存
条
約
と
い
う
四
本
の
条
約
と
公
海
生
物
保
存
条
約
に
関
す
る
選

択
議
定
書
一
本
を
制
定
す
る
の
に
成
功
し
た

（
10
）

。

し
か
し
、
領
海
条
約
に
関
し
て
は
、
領
海
に
関
し
て
従
来
国
際
慣
習
法
的
に
認
め
ら
れ
て
い
た
も
の
を
法
典
化
し
た
に
と
ど
ま
り
、
肝

心
の
領
海
の
幅
に
つ
い
て
は
、
と
う
と
う
意
見
の
一
致
を
見
る
こ
と
が
で
き
ず
、
将
来
の
課
題
と
し
て
先
送
り
さ
れ
た
。
し
た
が
っ
て
、

公
海
条
約
も
、
そ
れ
ま
で
の
国
際
慣
習
法
の
成
文
化
が
中
心
と
な
り
、
肝
心
の
ど
こ
か
ら
が
公
海
か
は
は
っ
き
り
し
な
い
ま
ま
と
な
っ
た

の
で
あ
る
。

日
本
は
、
こ
の
四
本
の
条
約
の
う
ち
、
領
海
条
約
及
び
公
海
条
約
の
み
を
批
准
し
、
他
の
条
約
及
び
選
択
議
定
書
は
批
准
し
な
か
っ
た
。

特
に
大
陸
棚
条
約
に
関
し
て
は
、
漁
業
国
と
し
て
、
エ
ビ
、
カ
ニ
、
貝
等
、
大
陸
棚
に
定
着
し
て
い
る
魚
種
（sedentary species

）
に
対

す
る
沿
岸
国
の
権
利
拡
張
に
反
対
で
あ
っ
た
た
め
、
積
極
的
に
反
対
し
た
。

西
ド
イ
ツ
も
ま
た
、
同
条
約
に
対
し
て
基
本
的
な
疑
問
を
持
っ
て
批
准
し
な
か
っ
た
国
の
一
つ
で
あ
る
。
こ
の
結
果
、
北
海
大
陸
棚
事

件
が
起
こ
る
こ
と
に
な
る
。
一
九
六
七
年
に
ハ
ー
グ
の
国
際
司
法
裁
判
所
（International C

ourt of Justice

＝IC
J

）
に
提
訴
さ
れ
た
同

一
八
三
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〇
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四
年
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月
）

（
四
四
二
）

事
件
で
は
、
大
陸
棚
条
約
を
批
准
し
て
い
な
い
ド
イ
ツ
に
対
し
、
隣
接
す
る
二
国
間
で
の
境
界
画
定
方
法
と
し
て
、
大
陸
棚
条
約
六
条
が

定
め
る
等
距
離
原
則
が
及
ぶ
か
否
か
が
問
題
と
な
っ
た
。
等
距
離
原
則
を
採
用
し
た
場
合
に
は
、
北
海
に
対
し
て
凹
型
の
海
岸
線
を
持
つ

ド
イ
ツ
は
大
変
不
利
な
立
場
に
置
か
れ
る
の
で
あ
る
。
国
際
司
法
裁
判
所
は
、
こ
う
し
た
国
連
条
約
が
国
際
慣
習
法
と
し
て
認
め
ら
れ
る

状
態
に
達
し
て
い
れ
ば
ド
イ
ツ
を
拘
束
す
る
と
し
、
大
陸
棚
条
約
の
う
ち
、
一
条
か
ら
三
条
に
関
し
て
は
国
際
慣
習
法
と
し
て
の
性
格
を

一
部
保
有
す
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
が
、
六
条
に
関
し
て
は
未
だ
そ
の
段
階
に
は
達
し
て
い
な
い
と
し
た

（
11
）

。
な
お
、
わ
が
国
の
判
例
は
、

同
判
決
に
依
拠
し
、
一
条
か
ら
三
条
に
関
し
、
そ
の
国
際
慣
習
法
と
し
て
の
効
力
を
認
定
し
て
い
る

（
12
）

。

⑵　

第
二
次
国
連
海
洋
法
会
議

領
海
の
幅
な
ど
、
第
一
次
国
連
海
洋
法
会
議
が
積
み
残
し
た
問
題
を
解
決
す
る
た
め
、
一
九
六
〇
年
三
月
一
七
日
か
ら
約
一
ヶ
月
間
、

八
八
ヶ
国
の
代
表
を
集
め
て
開
催
さ
れ
た
が
、
何
ら
具
体
的
な
成
果
を
出
す
こ
と
な
く
閉
幕
さ
れ
た
。

そ
の
背
景
に
は
、
こ
の
時
期
に
急
増
し
た
ア
ジ
ア
・
ア
フ
リ
カ
の
新
興
国
の
存
在
が
あ
る
。
特
に
会
議
の
あ
っ
た
一
九
六
〇
年
は
ア
フ

リ
カ
の
年
と
い
わ
れ
、
こ
の
年
だ
け
で
実
に
一
六
ヶ
国
の
新
国
家
が
誕
生
し
た
の
で
あ
る
。
彼
ら
は
、
そ
れ
ま
で
当
然
の
こ
と
の
よ
う
に

認
め
ら
れ
て
い
た
公
海
の
自
由
原
則
そ
の
も
の
が
、
先
進
国
の
既
得
権
を
擁
護
す
る
た
め
の
存
在
で
あ
る
と
論
難
す
る
よ
う
に
な
っ
た
の

で
あ
る
。
つ
ま
り
、
第
一
次
会
議
の
成
果
そ
の
も
の
が
否
定
的
に
捉
え
ら
れ
る
時
、
そ
れ
ら
の
条
約
を
完
成
さ
せ
る
た
め
の
会
議
が
成
功

す
る
わ
け
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る

（
13
）

。

⑶　

第
三
次
国
連
海
洋
法
会
議

大
陸
棚
条
約
は
、
大
陸
棚
の
概
念
と
し
て
「
海
岸
に
隣
接
し
て
い
る
が
領
海
の
外
に
あ
る
海
底
区
域
で
あ
っ
て
、
水
深
が
二
〇
〇
ｍ
ま

で
で
あ
る
も
の
又
は
水
深
が
こ
の
限
度
を
こ
え
て
い
る
が
そ
の
天
然
資
源
の
開
発
を
可
能
に
す
る
限
度
ま
で
で
あ
る
も
の
の
海
底
」
と
規

一
八
四



宇
宙
エ
レ
ベ
ー
タ
法　

そ
の
海
法
、
空
法
及
び
宇
宙
法
と
の
関
係
（
甲
斐
）

（
四
四
三
）

定
し
て
い
る
。
こ
の
、
特
に
後
半
の
「
水
深
が
こ
の
限
度
を
こ
え
て
い
る
が
そ
の
天
然
資
源
の
開
発
を
可
能
に
す
る
限
度
ま
で
で
あ
る
も

の
の
海
底
」
と
言
う
点
に
関
し
、
小
田
滋

（
14
）

は
、
将
来
、
深
海
探
査
技
術
の
進
展
と
と
も
に
、
全
て
の
海
底
が
い
ず
れ
か
の
国
の
管
理
下
に

置
か
れ
、
公
海
と
い
う
も
の
が
消
滅
す
る
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
重
要
な
警
告
を
発
し
た

（
15
）

。

こ
の
小
田
の
警
告
を
真
剣
に
受
け
止
め
た
者
の
一
人
に
、
マ
ル
タ
の
国
連
大
使
パ
ル
ド
（A

vid P
ardo

）
が
い
る
。
彼
は
、
一
九
六
七

年
、
第
二
二
国
連
総
会
に
お
い
て
、
昼
食
を
挟
ん
で
実
に
四
時
間
に
わ
た
る
大
演
説
を
行
い
、
小
田
の
解
釈
に
依
拠
し
な
が
ら
、
大
陸
棚

が
ど
こ
ま
で
も
進
展
し
、
深
海
底
資
源
が
先
進
国
に
よ
っ
て
取
り
尽
く
さ
れ
る
と
い
う
未
来
図
を
描
い
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
深
海
底

が
人
類
の
共
同
財
産
た
る
べ
き
こ
と
を
世
界
に
訴
え
、「
我
々
の
長
期
目
標
は
、
国
家
管
轄
権
の
外
側
の
海
底
を
、
人
類
の
利
益
の
た
め

に
管
理
す
る
適
切
な
権
限
を
持
っ
た
専
門
機
関
を
創
設
す
る
こ
と
で
あ
る
」
と
し
た
。

こ
の
演
説
に
応
え
て
行
わ
れ
た
海
底
平
和
利
用
決
議
は
、
別
名
マ
ル
タ
決
議
と
呼
ば
れ
る
。
こ
の
決
議
に
基
づ
き
、
当
初
ア
ド
ホ
ッ
ク

委
員
会
の
形
で
、
後
に
常
設
委
員
会
と
し
て
海
底
平
和
利
用
委
員
会
が
設
置
さ
れ
た
。
こ
の
委
員
会
に
対
す
る
付
託
事
項
は
、
一
九
七
一

年
以
降
は
、
海
洋
法
一
般
に
拡
大
さ
れ
た
。
そ
れ
を
受
け
て
、
一
九
七
三
年
か
ら
開
催
さ
れ
た
第
三
次
国
連
海
洋
法
会
議
は
、
一
九
八
二

年
ま
で
実
に
一
〇
年
間
と
い
う
驚
異
的
な
長
期
協
議
活
動
の
末
、
今
日
の
国
連
海
洋
法
条
約
を
作
成
し
た
の
で
あ
る
。
ジ
ャ
マ
イ
カ
の
モ

ン
テ
ゴ
・
ベ
イ
で
作
成
さ
れ
、
国
連
総
会
で
採
択
さ
れ
た
条
約
は
、
一
九
九
四
年
に
発
効
し
た
。
日
本
は
一
九
八
三
年
に
署
名
し

一
九
九
六
年
に
批
准
し
た
（
平
成
八
年
七
月
一
二
日
条
約
第
六
号
）。

そ
の
基
本
思
想
は
「
海
は
全
人
類
の
も
の
で
あ
り
国
家
は
海
洋
に
関
し
て
人
類
に
対
す
る
義
務
を
有
す
る
」
と
い
う
も
の
で
、
世
界
の

海
の
憲
法
と
呼
ば
れ
て
い
る

（
16
）

。
日
本
で
も
条
約
発
効
に
対
応
す
る
た
め
多
数
の
関
連
立
法
、
法
律
改
正
が
行
わ
れ
た
。

一
八
五



日
本
法
学　

第
八
十
巻
第
二
号
（
二
〇
一
四
年
十
月
）

（
四
四
四
）

㈡　

国
連
海
洋
法
条
約
下
に
お
け
る
公
海

以
下
に
お
い
て
は
、
国
連
海
洋
法
条
約
に
お
け
る
公
海
、
排
他
的

経
済
水
域
及
び
大
陸
棚
の
概
念
に
つ
い
て
説
明
す
る
。
図
1
は
、
そ

の
簡
単
な
模
式
図
で
あ
る
。

1　

公
海

国
連
海
洋
法
条
約
に
お
い
て
「
公
海
」
は
、
次
の
よ
う
に
定
義
さ

れ
て
い
る
。

「
い
ず
れ
の
国
の
排
他
的
経
済
水
域
、
領
海
若
し
く
は
内
水

又
は
い
ず
れ
の
群
島
国
の
群
島
水
域
に
も
含
ま
れ
な
い
海
洋
の

す
べ
て
の
部
分
」（
海
洋
法
条
約
八
六
条
）

す
な
わ
ち
、
第
一
次
国
連
海
洋
法
会
議
の
成
果
物
た
る
公
海
条
約

に
よ
る
公
海
概
念

（
17
）

と
は
異
な
り
、
国
連
海
洋
法
条
約
下
の
今
日
に
お

い
て
は
、
公
海
は
、
単
に
特
定
国
の
領
海
外
で
あ
る
の
み
な
ら
ず
、

排
他
的
経
済
水
域
外
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

さ
ら
に
、
こ
の
定
義
に
は
現
れ
て
こ
な
い
が
、
大
陸
棚
も
ま
た
、

排
他
的
経
済
水
域
に
準
ず
る
海
域
と
し
て
、
沿
岸
国
の
権
利
が
発
生

す
る

（
18
）

。

図 1　海洋模式図
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宇
宙
エ
レ
ベ
ー
タ
法　

そ
の
海
法
、
空
法
及
び
宇
宙
法
と
の
関
係
（
甲
斐
）

（
四
四
五
）

以
下
、
少
し
詳
し
く
説
明
し
た
い
。

2　

排
他
的
経
済
水
域

海
洋
法
条
約
五
七
条
は
「
排
他
的
経
済
水
域
は
、
領
海
の
幅
を
測
定
す
る
た
め
の
基
線
か
ら
二
百
海
里
を
超
え
て
拡
張
し
て
は
な
ら
な

い
」
と
規
定
し
て
い
る
た
め
、
従
来
の
公
海
の
か
な
り
の
部
分
は
こ
れ
に
属
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
そ
し
て
、
排
他
的
経
済
水
域
に
お
い

て
、
沿
岸
国
は
次
の
権
利
を
有
す
る
も
の
と
さ
れ
て
い
る
（
同
条
約
五
六
条
一
項
）。

「
⒝　

こ
の
条
約
の
関
連
す
る
規
定
に
基
づ
く
次
の
事
項
に
関
す
る
管
轄
権

⒤　

人
工
島
、
施
設
及
び
構
築
物
の
設
置
及
び
利
用

ⅱ　

海
洋
の
科
学
的
調
査

ⅲ　

海
洋
環
境
の
保
護
及
び
保
全
」

宇
宙
エ
レ
ベ
ー
タ
地
上
基
部
が
ど
の
よ
う
な
形
態
で
設
置
さ
れ
る
に
せ
よ
、
少
な
く
と
も
そ
れ
が
人
工
島
、
施
設
な
い
し
構
築
物
と
い

う
概
念
の
い
ず
れ
か
に
含
ま
れ
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
。

そ
し
て
、
こ
の
五
六
条
の
規
定
を
受
け
て
、
詳
細
な
規
定
が
六
〇
条
に
置
か
れ
て
い
る
。
同
条
は
、
人
工
島
と
施
設
及
び
構
築
物
で
取

扱
い
を
異
に
す
る
こ
と
を
予
定
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
文
言
解
釈
に
よ
る
限
り
、
人
工
島
の
場
合
に
は
す
べ
て
の
目
的
の
建
設
・
利
用

に
関
し
て
、
沿
岸
国
に
管
轄
権
が
認
め
ら
れ
て
い
る
の
に
対
し
、
施
設
及
び
構
築
物
に
つ
い
て
は
、
排
他
的
経
済
水
域
の
資
源
の
探
査
・

開
発
・
保
存
・
管
理
そ
の
他
の
経
済
的
目
的
に
限
定
さ
れ
て
い
る
、
と
読
め
る
。
そ
の
読
み
方
に
従
う
な
ら
ば
、
沿
岸
国
は
こ
う
し
た
目

的
を
持
た
な
い
施
設
・
構
築
物
に
対
し
て
は
、
そ
れ
が
自
国
の
権
利
行
使
の
妨
げ
に
な
ら
な
い
限
り
、
排
他
的
権
利
を
行
使
す
る
こ
と
は

で
き
な
い
と
、
そ
の
限
り
で
は
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
れ
が
許
さ
れ
る
な
ら
ば
、
理
論
的
に
は
宇
宙
エ
レ
ベ
ー
タ
地
上
基
部
が
人
工

一
八
七



日
本
法
学　

第
八
十
巻
第
二
号
（
二
〇
一
四
年
十
月
）

（
四
四
六
）

島
で
な
い
限
り
、
海
洋
資
源
の
開
発
・
管
理
を
目
指
す
も
の
で
は
な
い
か
ら
、
そ
の
設
置
は
沿
岸
国
の
管
轄
権
に
抵
触
し
な
い
と
い
う
こ

と
も
で
き
そ
う
で
あ
る
。

し
か
し
、
宇
宙
エ
レ
ベ
ー
タ
は
、
そ
の
設
置
場
所
が
極
端
に
限
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
考
え
る
と
、
そ
れ
自
体
を
海
洋
資
源
と
解
釈
す
る

余
地
も
存
在
す
る
。
そ
の
上
、
海
洋
法
条
約
は
、
人
工
島
、
施
設
及
び
構
築
物
の
定
義
を
ま
っ
た
く
与
え
て
い
な
い
た
め
、
こ
の
三
者
を

理
論
的
に
厳
密
に
区
別
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る

（
19
）

。
し
た
が
っ
て
、
例
え
ば
地
上
基
部
が
船
舶
の
形
状
を
な
し
て
い
る
こ
と
を
根
拠
に
、

沿
岸
国
の
許
可
な
く
し
て
、
排
他
的
経
済
水
域
外
の
大
陸
棚
の
上
に
地
上
基
部
を
設
置
し
た
場
合
に
は
、
当
該
沿
岸
国
と
の
条
文
解
釈
論

争
に
引
き
ず
り
込
ま
れ
、
場
合
に
よ
っ
て
は
武
力
行
使
な
ど
を
受
け
た
り
す
る
恐
れ
が
あ
る
な
ど
、
安
定
的
な
使
用
を
害
さ
れ
る
危
険
が

高
い

（
20
）

。
そ
の
結
果
、
六
〇
条
の
文
言
が
ど
う
解
釈
さ
れ
る
べ
き
か
に
関
わ
り
な
く
、
宇
宙
エ
レ
ベ
ー
タ
地
上
基
部
の
設
置
を
認
め
る
か
否
か
は
、

沿
岸
国
の
排
他
的
権
利
に
属
し
、
そ
の
許
可
な
く
し
て
建
設
な
い
し
利
用
に
供
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
、
と
解
釈
し
て
お
く
方
が
、
現
行

海
洋
法
条
約
の
下
で
は
無
難
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
海
上
に
設
置
す
る
場
合
に
は
、
排
他
的
経
済
水
域
外
に
考
え
ね
ば
な
ら
な
い
こ
と

に
な
る
。

3　

大
陸
棚

海
洋
法
条
約
で
今
ひ
と
つ
問
題
に
な
る
の
が
大
陸
棚
と
い
う
概
念
で
あ
る
。
同
条
約
に
お
い
て
、
大
陸
棚
は
、
か
な
り
複
雑
な
定
義
を

下
さ
れ
て
い
る
が
、
基
本
的
に
は
「
沿
岸
国
の
領
海
を
越
え
る
海
面
下
の
区
域
の
海
底
及
び
そ
の
下
で
あ
っ
て
そ
の
領
土
の
自
然
の
延
長

を
た
ど
っ
て
大
陸
縁
辺
部

（
21
）

の
外
縁
に
至
る
ま
で
の
も
の
」（
七
六
条
一
項
一
文
）
で
あ
る
。

こ
の
範
囲
内
に
つ
い
て
は
、
沿
岸
国
は
「
大
陸
棚
を
探
査
し
及
び
そ
の
天
然
資
源
を
開
発
す
る
た
め
、
大
陸
棚
に
対
し
て
主
権
的
権
利

一
八
八



宇
宙
エ
レ
ベ
ー
タ
法　

そ
の
海
法
、
空
法
及
び
宇
宙
法
と
の
関
係
（
甲
斐
）

（
四
四
七
）

を
行
使
す
る
」（
八
七
条
一
項
）。
そ
し
て
、
同
条
約

八
〇
条
は
「
第
六
〇
条
の
規
定
は
、
大
陸
棚
に
お
け

る
人
工
島
、
施
設
及
び
構
築
物
に
つ
い
て
準
用
す

る
」
と
定
め
て
い
る
の
で
、
結
局
、
排
他
的
経
済
水

域
外
で
あ
っ
て
も
、
大
陸
棚
の
上
で
あ
れ
ば
、
や
は

り
排
他
的
経
済
水
域
と
同
様
の
配
慮
を
行
う
必
要
が

あ
る
。

排
他
的
経
済
水
域
と
大
陸
棚
の
関
係
は
少
し
判
り

に
く
い
の
で
、
図
2
で
説
明
す
る
。
こ
の
図
で
、
日

本
の
周
辺
の
濃
い
色
の
部
分
が
日
本
の
領
海
、
そ
し

て
、
そ
れ
よ
り
少
し
薄
い
色
で
示
さ
れ
て
い
る
の
が

排
他
的
経
済
水
域
で
あ
る
。
し
か
し
、
日
本
の
大
陸

棚
は
、
こ
の
排
他
的
経
済
水
域
か
ら
外
に
伸
び
て
い

る
。こ

の
よ
う
な
場
合
に
、
ど
の
範
囲
で
大
陸
棚
に
、

排
他
的
経
済
水
域
と
同
様
の
支
配
力
を
認
め
る
か
を

決
定
す
る
た
め
に
、
国
連
大
陸
棚
限
界
委
員
会

図 2　領海・EEZ・大陸棚─日本を例として

一
八
九



日
本
法
学　

第
八
十
巻
第
二
号
（
二
〇
一
四
年
十
月
）

（
四
四
八
）
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）
が
、
国
連
海
洋
法
条
約
に
基
づ
い
て
設
置
さ
れ
て
い
る

（
22
）

。
二
〇
一
二

年
四
月
二
七
日
、
同
委
員
会
は
、
日
本
の
大
陸
棚
延
長
申
請
に
対
し
、
こ
れ
を
認
め
る
勧
告
を
出
し
た
。
そ
の
認
め
ら
れ
た
範
囲
が
、
図

2
に
お
い
て
、
排
他
的
経
済
水
域
中
央
の
空
白
部
分
や
、
南
鳥
島
に
向
か
っ
て
伸
び
る
部
分
で
あ
る
。
そ
れ
に
対
し
、
沖
ノ
鳥
島
か
ら
南

に
延
び
る
部
分
に
つ
い
て
は
、
継
続
審
議
と
な
っ
た
。

こ
の
よ
う
に
、
特
定
国
の
排
他
的
経
済
水
域
の
延
長
上
に
あ
る
と
思
わ
れ
る
大
陸
棚
地
形
の
箇
所
に
つ
い
て
は
、
宇
宙
エ
レ
ベ
ー
タ
地

上
基
部
を
設
置
す
る
時
点
に
お
い
て
は
、
沿
岸
国
の
権
利
が
認
め
ら
れ
て
い
な
い
場
合
に
も
、
将
来
の
何
時
か
の
時
点
で
、
沿
岸
国
の
権

利
が
認
め
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
可
能
性
を
否
定
出
来
な
い
。
そ
し
て
、
宇
宙
エ
レ
ベ
ー
タ
地
上
基
部
が
人
工
島
等
の
形
態
を
と
る
限
り
、

排
他
的
経
済
水
域
に
お
け
る
と
同
様
に
、
沿
岸
国
の
排
他
的
権
利
に
属
す
る
こ
と
に
な
る
と
考
え
て
お
く
の
が
穏
当
で
あ
る
。

こ
の
結
果
、
沿
岸
国
の
主
権
主
張
を
避
け
る
と
い
う
要
求
を
満
た
す
た
め
に
は
、
単
に
二
〇
〇
海
里
外
で
あ
る
ば
か
り
で
な
く
、
大
陸

棚
を
外
れ
た
深
海
底
の
上
に
宇
宙
エ
レ
ベ
ー
タ
地
上
基
部
は
設
置
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
こ
と
に
な
る
。

㈢　

公
海
上
の
設
置
に
伴
う
法
的
問
題

こ
こ
で
は
、
狭
義
の
公
海
（
大
陸
棚
に
も
該
当
し
な
い
海
域
）
に
宇
宙
エ
レ
ベ
ー
タ
地
上
基
部
を
設
置
す
る
こ
と
が
技
術
的
に
可
能
で
あ

る
と
仮
定
し
た
上
で
、
そ
こ
で
生
じ
る
法
的
問
題
を
検
討
す
る
。
こ
こ
に
お
け
る
最
大
の
問
題
は
、「
公
海
の
自
由
」
の
制
限
で
あ
る
。

す
な
わ
ち
、
海
洋
法
条
約
八
七
条
一
項
は
、「
公
海
の
自
由
」
と
題
し
、
ｄ
号
で
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

「
国
際
法
に
よ
っ
て
認
め
ら
れ
る
人
工
島
そ
の
他
の
施
設
を
建
設
す
る
自
由
。
た
だ
し
、
第
六
部
の
規
定
の
適
用
が
妨
げ
ら
れ
る

も
の
で
は
な
い
。」

一
九
〇



宇
宙
エ
レ
ベ
ー
タ
法　

そ
の
海
法
、
空
法
及
び
宇
宙
法
と
の
関
係
（
甲
斐
）

（
四
四
九
）

但
し
書
き
に
あ
る
第
六
部
と
は
、
上
述
し
た
大
陸
棚
に
関
す
る
規
制
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
大
陸
棚
部
分
を
除
外
す
れ
ば
、
宇
宙
エ

レ
ベ
ー
タ
条
約
と
い
う
国
際
法
の
成
立
を
条
件
と
し
て
、
宇
宙
エ
レ
ベ
ー
タ
地
上
基
部
の
設
置
は
可
能
と
い
う
答
え
と
な
る
。

も
ち
ろ
ん
、
こ
の
人
工
島
等
を
設
置
す
る
自
由
は
、
関
係
各
国
の
公
海
の
自
由
を
侵
害
し
な
い
限
度
で
認
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
よ
り

正
確
に
言
え
ば
、

「
一
に
規
定
す
る
自
由
は
、
す
べ
て
の
国
に
よ
り
、
公
海
の
自
由
を
行
使
す
る
他
の
国
の
利
益
及
び
深
海
底
に
お
け
る
活
動
に
関

す
る
こ
の
条
約
に
基
づ
く
権
利
に
妥
当
な
考
慮
を
払
っ
て
行
使
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。」（
同
八
七
条
二
項
）

結
局
、
そ
こ
で
は
「
妥
当
な
考
慮
（due regard

）」
が
具
体
的
に
何
を
意
味
す
る
か
の
問
題
に
な
る
。
こ
の
語
は
、
基
本
的
に
は
特
定

国
が
、
他
国
に
よ
る
適
法
な
行
使
を
不
当
に
妨
げ
て
は
な
ら
な
い
、
と
い
う
趣
旨
で
あ
る

（
23
）

。

こ
こ
か
ら
は
、
宇
宙
エ
レ
ベ
ー
タ
地
上
基
部
の
可
動
性
に
対
す
る
要
求
が
ど
の
よ
う
な
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
、
と
い
う
技
術

的
な
要
素
が
決
定
的
要
因
と
な
る
。
い
ま
仮
に
、
宇
宙
エ
レ
ベ
ー
タ
地
上
基
部
が
上
層
部
の
変
動
に
対
応
し
て
広
い
範
囲
を
自
由
に
動
き

回
る
必
要
が
あ
り
、
し
か
も
そ
れ
は
事
前
に
そ
の
海
域
を
通
行
す
る
船
舶
や
漁
業
を
実
施
す
る
漁
船
に
、
待
避
の
時
間
的
余
裕
を
与
え
ら

れ
な
い
ほ
ど
の
急
激
な
移
動
と
な
る
可
能
性
が
あ
る
と
い
う
場
合
に
は
、
そ
の
行
動
圏
内
に
お
け
る
通
行
や
漁
業
の
厳
し
い
規
制
が
必
要

と
な
る
。
そ
の
場
合
に
は
漁
業
規
制
の
可
能
性
を
巡
っ
て
、
関
係
各
国
と
の
調
整
が
か
な
り
紛
糾
す
る
可
能
性
が
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
海

洋
法
条
約
と
は
別
に
宇
宙
エ
レ
ベ
ー
タ
条
約
で
明
確
に
漁
業
規
制
を
定
め
る
こ
と
が
で
き
れ
ば
よ
い
が
、
関
係
国
が
批
准
を
拒
む
事
態
と

な
れ
ば
、
結
局
、
宇
宙
エ
レ
ベ
ー
タ
条
約
は
発
効
し
な
い
か
、
形
式
的
に
発
効
し
て
も
、
実
効
性
を
持
た
な
い
こ
と
に
な
る
。

そ
れ
に
対
し
、
そ
の
可
動
性
は
十
分
に
予
測
可
能
性
が
あ
り
、
必
要
に
応
じ
て
一
般
船
舶
や
漁
船
の
待
避
等
を
求
め
る
余
地
が
あ
る
と

い
う
よ
う
な
場
合
に
は
、
公
海
上
の
設
置
に
特
段
の
問
題
は
生
じ
な
い
と
考
え
る
。

一
九
一
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二
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月
）

（
四
五
〇
）

㈣　

特
定
国
主
権
範
囲
内
に
お
け
る
設
置
に
伴
う
法
的
問
題

公
海
上
に
地
上
基
部
を
設
置
す
る
と
は
、
技
術
的
に
言
え
ば
深
海
底
の
上
に
設
置
す
る
に
他
な
ら
な
い
。
し
か
し
、
技
術
的
な
理
由
か

ら
、
沿
岸
国
の
主
権
が
及
ん
で
い
る
浅
海
で
な
け
れ
ば
地
上
基
部
を
設
置
で
き
な
い
可
能
性
も
あ
る
。
そ
の
場
合
に
は
、
地
上
基
部
を
設

置
す
る
に
ふ
さ
わ
し
い
浅
海
の
沿
岸
国
と
の
調
整
を
行
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。

宇
宙
エ
レ
ベ
ー
タ
を
設
置
す
る
国
際
機
関
と
当
該
沿
岸
国
と
の
間
の
条
約
に
お
い
て
、
一
定
の
範
囲
で
当
該
国
の
管
轄
権
を
制
限
し
、

あ
る
い
は
国
際
機
関
に
委
譲
し
、
他
方
、
当
該
国
に
対
す
る
一
定
の
特
権
（
例
え
ば
、
当
該
国
際
機
関
へ
の
出
資
金
に
、
管
轄
権
の
委
譲
等
を
何

ら
か
の
方
式
で
換
算
す
る
な
ど
）
を
付
与
す
る
と
い
う
方
策
を
講
じ
る
の
が
妥
当
と
思
わ
れ
る
。

二　

宇
宙
エ
レ
ベ
ー
タ
と
空
法

海
上
に
基
部
を
置
く
宇
宙
エ
レ
ベ
ー
タ
が
、
宇
宙
に
到
達
す
る
た
め
に
は
、
空
を
抜
け
て
い
か
ね
ば
な
ら
な
い
。
そ
し
て
、
そ
の
よ
う

な
「
空
」
が
い
か
な
る
も
の
で
あ
り
、
特
に
そ
の
限
界
が
ど
こ
に
あ
る
か
を
、
民
事
、
軍
事
を
通
じ
て
一
般
的
に
統
制
し
て
い
る
成
文
法

は
存
在
し
て
い
な
い
。
基
本
的
な
国
際
慣
習
法
は
、
ロ
ー
マ
法
の
伝
統
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
、
民
間
航
空
協
定
は
、
本
来
は
、
民
間
航

空
機
の
運
航
に
関
す
る
条
約
で
あ
る
。
し
か
し
、
現
時
点
で
一
般
的
国
際
航
空
法
に
一
番
近
い
性
格
を
有
す
る
法
で
あ
り
、
軍
事
に
関
し

て
も
事
実
上
、
そ
れ
に
し
た
が
っ
た
運
用
が
な
さ
れ
て
い
る
。
そ
こ
か
ら
、
今
日
に
お
け
る
空
法
は
、
基
本
的
な
国
際
慣
習
法
と
し
て
の

ロ
ー
マ
法
及
び
今
日
に
お
け
る
そ
の
発
展
物
と
し
て
の
国
際
民
間
協
定
か
ら
形
成
さ
れ
て
い
る
と
考
え
る
こ
と
が
出
来
る
。
以
下
、
論
じ

る
。

一
九
二



宇
宙
エ
レ
ベ
ー
タ
法　

そ
の
海
法
、
空
法
及
び
宇
宙
法
と
の
関
係
（
甲
斐
）

（
四
五
一
）

㈠　

ロ
ー
マ
法

人
類
の
、
空
に
関
す
る
最
初
の
法
は
、
ロ
ー
マ
法
、
つ
ま
り
古
代
ロ
ー
マ
帝
国
で
発
達
し
確
立
し
た
法
で
あ
る
。
わ
が
国
民
法
は
、
土

地
所
有
権
に
つ
い
て
「
そ
の
土
地
の
上
下
に
及
ぶ
」
と
定
め
る
（
二
〇
七
条
）。
こ
の
場
合
、
抽
象
的
に
は
、
下
は
地
球
の
中
心
か
ら
、
上

は
宇
宙
の
無
限
の
彼
方
ま
で
、
と
述
べ
ら
れ
る
事
が
あ
る
。
こ
の
表
現
は
ロ
ー
マ
法
に
由
来
す
る
。
す
な
わ
ち
ロ
ー
マ
法
で
は
「
土
地
を

有
す
る
も
の
は
、
上
は
天
国
か
ら
下
は
地
獄
ま
で
を
所
有
す
る
（C

uius est solum
 eius est usque ad coelum

 et ad inferos

）」
と
い
う
法

諺
で
表
現
さ
れ
る
。

実
際
に
最
初
に
空
に
人
類
が
行
く
手
段
が
開
発
さ
れ
た
の
は
、
フ
ラ
ン
ス
の
モ
ン
ゴ
ル
フ
ィ
エ
兄
弟
（Joseph-M

ichel M
ontgolfi er

及

びJacques-É
tienne M

ontgolfi er

）
が
熱
気
球
を
発
明
し
、
一
七
八
三
年
、
人
類
初
の
有
人
飛
行
を
行
っ
た
時
で
あ
る
。
こ
の
瞬
間
か
ら
、

上
述
し
た
ロ
ー
マ
法
の
法
理
に
従
い
、
他
人
の
土
地
上
空
へ
の
侵
入
に
対
す
る
所
有
権
侵
害
訴
訟
が
起
き
る
こ
と
に
な
る
。

最
初
に
起
き
た
訴
訟
は
、
一
八
一
五
年
に
イ
ギ
リ
ス
で
起
き
た
ピ
カ
リ
ン
グ
対
ラ
ッ
ド
事
件
で
あ
る

（
24
）

。
裁
判
官
で
あ
る
エ
レ
ン
バ
ラ
卿

（L
ord E

llenborough

）
は
、
土
地
の
外
か
ら
、
そ
の
土
地
に
弾
丸
を
撃
ち
込
ん
だ
場
合
に
は
、
土
地
所
有
権
に
対
す
る
侵
害
に
な
る
が
、

弾
丸
が
土
地
の
上
を
通
過
す
る
だ
け
で
は
、
所
有
権
侵
害
に
は
な
ら
な
い
の
と
同
様
で
あ
る
、
と
し
て
、
土
地
の
上
を
熱
気
球
で
通
過
す

る
だ
け
で
は
侵
入
と
は
言
え
な
い
と
判
決
し
た
。
イ
ギ
リ
ス
で
は
、
そ
れ
以
前
に
、
土
地
の
外
か
ら
銃
を
発
射
し
、
そ
の
土
地
の
上
七
五

フ
ィ
ー
ト
（
二
二
・
五
ｍ
）
の
所
を
通
過
さ
せ
た
事
件
が
あ
り
、
そ
の
判
例
を
踏
襲
し
た
の
で
あ
る
。

他
方
、
米
国
で
は
一
八
二
二
年
に
ガ
イ
ル
対
ス
ワ
ン
事
件
が
起
き
て
い
た

（
25
）

。
こ
の
事
件
で
は
、
ガ
イ
ル
の
乗
る
気
球
は
、
ス
ワ
ン
の
土

地
を
横
断
し
、
そ
の
隣
に
あ
る
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
州
の
土
地
に
降
り
た
。
降
り
て
き
た
時
に
は
、
ガ
イ
ル
の
身
体
は
気
球
の
ゴ
ン
ド
ラ
の
外

に
ぶ
ら
下
が
っ
て
い
る
と
い
う
非
常
に
危
険
な
状
態
で
、
ス
ワ
ン
の
畠
で
働
い
て
い
た
人
び
と
に
助
け
を
求
め
て
い
た
。
降
り
る
際
に
、

一
九
三
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気
球
の
た
め
に
三
〇
フ
ィ
ー
ト
に
わ
た
っ
て
、
ジ
ャ
ガ
イ
モ
や
ラ
デ
ィ
ッ
シ
ュ
が
被
害
を
受
け
、
そ
れ
に
よ
る
損
害
額
は
一
五
ド
ル
で

あ
っ
た
。
気
球
が
降
り
た
時
、
気
球
め
が
け
て
二
〇
〇
人
以
上
の
人
び
と
が
殺
到
し
た
結
果
、
彼
ら
は
ス
ワ
ン
の
庭
の
塀
を
破
壊
し
、
庭

に
あ
っ
た
花
や
野
菜
を
踏
み
に
じ
っ
た
。
こ
の
群
衆
に
よ
り
ス
ワ
ン
が
受
け
た
被
害
は
九
〇
ド
ル
に
達
し
た
。
し
た
が
っ
て
、
争
点
と

な
っ
た
の
は
、
ガ
イ
ル
が
自
ら
与
え
た
被
害
だ
け
が
賠
償
の
対
象
と
な
る
の
か
、
群
衆
の
与
え
た
被
害
も
ガ
イ
ル
が
賠
償
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
の
か
、
と
い
う
点
で
あ
っ
た
。
こ
の
事
件
で
、
裁
判
所
は
九
〇
ド
ル
に
つ
い
て
も
す
べ
て
ガ
イ
ル
が
責
任
を
負
う
べ
き
で
あ
る
と

評
決
し
た

（
26
）

。

㈡　

国
際
航
空
法

そ
の
後
、
飛
行
船
が
出
現
し
、
次
い
で
飛
行
機
が
出
現
す
る
。
そ
れ
に
伴
い
、
空
に
お
け
る
国
家
主
権
の
問
題
が
台
頭
す
る
こ
と
に
な

る
。
こ
の
問
題
を
解
決
す
る
た
め
に
は
、
国
際
航
空
法
が
必
要
で
あ
っ
た
。

⑴　

一
九
一
〇
年
パ
リ
会
議

一
九
〇
八
年
に
、
ド
イ
ツ
の
気
球
が
一
〇
機
も
、
フ
ラ
ン
ス
と
の
国
境
を
飛
び
越
え
て
フ
ラ
ン
ス
側
に
不
時
着
す
る
と
い
う
事
故
が
起

き
た
。
こ
の
気
球
は
軍
事
用
の
も
の
で
、
二
六
人
以
上
の
ド
イ
ツ
軍
人
が
乗
っ
て
い
た
こ
と
か
ら
紛
争
と
な
っ
た
。

そ
こ
で
、
こ
う
し
た
紛
争
を
将
来
に
お
い
て
回
避
す
る
た
め
、
フ
ラ
ン
ス
政
府
は
、
航
空
機
が
外
国
領
土
を
通
過
し
た
り
、
侵
入
し
た

り
す
る
際
の
法
規
範
を
確
立
す
る
た
め
の
会
議
を
開
催
す
る
こ
と
を
、
欧
州
各
国
に
呼
び
か
け
た
。
こ
う
し
て
パ
リ
会
議
（C

onférence 

internationale de navigation aérienne

）
が
一
九
一
〇
年
五
月
か
ら
六
月
に
か
け
て
、
フ
ラ
ン
ス
外
務
省
で
開
催
さ
れ
た

（
27
）

。
こ
の
会
議
で

は
、
欧
州
二
〇
ヶ
国
が
参
加
し
た
が
、
欧
州
以
外
の
国
々
に
は
呼
び
か
け
ら
れ
な
か
っ
た
。
ま
だ
大
陸
間
飛
行
を
考
え
る
の
は
現
実
的
で

は
な
い
、
と
考
え
ら
れ
た
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
時
は
、
ど
こ
の
国
に
も
条
約
と
し
て
ま
と
め
る
意
思
は
な
か
っ
た
が
、
こ
の
会
議
は
、
次

一
九
四
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に
述
べ
る
パ
リ
条
約
に
至
る
大
事
な
里
程
標
と
な
っ
た
。

⑵　

パ
リ
条
約
（
一
九
一
九
年
）

一
九
一
八
年
に
第
一
次
世
界
大
戦
が
終
了
す
る
と
、
そ
の
戦
後
秩
序
を
確
立
す
る
た
め
に
、
一
九
一
九
年
一
月
一
八
日
か
ら
パ
リ
講
和

会
議
（P

aris P
eace C

onference

）
が
開
催
さ
れ
、
世
界
各
国
の
首
脳
が
集
ま
り
、
ド
イ
ツ
と
の
講
和
問
題
だ
け
で
は
な
く
、
国
際
連
盟

（L
eague of N

ations
）
の
設
立
を
含
め
た
新
た
な
国
際
体
制
構
築
に
つ
い
て
も
討
議
さ
れ
た
。

こ
の
機
会
に
、
同
時
に
議
論
さ
れ
、
そ
の
成
果
と
し
て
成
立
し
た
の
が
パ
リ
条
約
（P

aris C
onvention

）、
よ
り
正
確
に
は
「
航
空
航

法
の
規
制
に
関
す
る
条
約
（C

onvention R
elating to the R

egulation of A
erial N

avigation

）」
で
あ
る
。
こ
の
条
約
は
、
そ
の
実
施
の
た

め
の
常
設
事
務
局
と
し
て
国
際
航
空
委
員
会
（International C

om
m
ission for A

ir N
avigation

＝IC
A
N

）
を
設
置
し
て
い
た
、
と
い
う
点

も
重
要
で
あ
る
。

こ
の
条
約
制
定
当
時
に
お
い
て
、
空
の
主
権
に
関
し
て
問
題
に
な
っ
て
い
た
の
は
、
い
か
な
る
国
も
、
そ
の
領
土
の
上
を
飛
行
機
が
横

切
る
に
当
た
り
、
領
空
主
権
を
主
張
で
き
な
い
の
か
、
そ
れ
と
も
あ
ら
ゆ
る
国
は
、
そ
れ
を
主
張
す
る
権
利
を
有
し
て
い
る
の
か
、
と
い

う
点
で
あ
っ
た
。

こ
の
パ
リ
条
約
の
最
大
の
意
義
は
、
こ
の
問
題
を
解
決
し
た
点
に
求
め
ら
れ
る
。
そ
れ
ぞ
れ
の
国
が
そ
の
領
土
と
領
海
の
上
に
あ
る
空

域
に
対
し
、
絶
対
的
主
権
を
持
っ
て
い
る
こ
と
を
決
定
し
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
が
領
空
と
い
う
概
念
の
誕
生
で
あ
る
。
ロ
ー
マ
法
の
伝
統

の
生
き
て
い
る
当
時
で
あ
る
か
ら
、
当
然
の
こ
と
で
あ
る
が
、
領
空
の
上
の
限
界
と
い
う
も
の
は
、
全
く
考
慮
さ
れ
な
か
っ
た
。

そ
の
結
果
、
各
国
は
、
他
国
機
で
あ
る
と
自
国
機
で
あ
る
と
を
問
わ
ず
、
航
空
機
が
自
国
の
領
空
に
侵
入
し
、
あ
る
い
は
通
過
す
る
の

を
拒
む
権
利
を
有
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。

一
九
五
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同
時
に
各
国
は
、
そ
の
定
め
る
航
空
法
規
を
、
自
国
機
で
あ
る
と
他
国
機
で
あ
る
と
を
問
わ
ず
、
そ
の
領
空
内
で
活
動
す
る
す
べ
て
の

航
空
機
に
等
し
く
適
用
す
る
義
務
を
負
う
こ
と
に
も
な
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
こ
の
条
約
は
、
あ
ら
ゆ
る
国
の
航
空
機
に
、
可
能
な
限
り
の

飛
行
の
自
由
を
与
え
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。

ま
た
、
航
空
機
は
い
ず
れ
か
の
国
に
登
録
さ
れ
、
そ
の
登
録
国
の
国
籍
を
有
す
る
も
の
と
さ
れ
た
。
つ
ま
り
、
そ
の
航
空
機
内
部
は
そ

の
国
の
領
土
の
延
長
と
さ
れ
た
。

⑶　

マ
ド
リ
ッ
ド
条
約
（
一
九
二
六
年
）
及
び
ハ
バ
ナ
条
約
（
一
九
二
八
年
）

パ
リ
条
約
は
、
そ
の
批
准
国
の
関
係
で
問
題
が
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
国
際
連
盟
と
表
裏
の
関
係
に
あ
っ
た
為
に
、
国
際
連
盟
に
加
入

し
な
か
っ
た
国
々
は
、
パ
リ
条
約
も
批
准
し
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
ら
の
国
の
う
ち
、
ス
ペ
イ
ン
・
ポ
ル
ト
ガ
ル
及
び
そ
の
影
響
の

強
い
中
南
米
諸
国
は
、
一
九
二
六
年
に
マ
ド
リ
ッ
ド
条
約
を
締
結
し
た
。
ま
た
、
米
国
は
同
じ
く
中
南
米
の
国
々
と
一
九
二
八
年
に
ハ
バ

ナ
条
約
を
締
結
し
た
（
両
者
の
締
約
国
は
か
な
り
の
程
度
重
複
し
て
い
た
。）。
こ
れ
ら
は
、
い
ず
れ
も
パ
リ
条
約
に
範
を
取
っ
て
い
た
が
、

様
々
な
点
で
限
定
的
な
も
の
で
あ
っ
た
。

⑷　

シ
カ
ゴ
条
約
（
一
九
四
四
年
）

第
二
次
世
界
大
戦
の
帰
趨
を
決
し
た
の
は
制
空
権
で
あ
っ
た
。
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
米
英
が
制
空
権
を
掌
握
す
る
と
、
ド
イ
ツ
の
誇
る
戦
車

隊
は
壊
滅
す
る
ほ
か
は
な
く
、
そ
の
敗
戦
は
明
白
な
も
の
と
な
っ
た
。
極
東
に
お
い
て
も
、
日
本
が
、
そ
の
本
土
上
空
の
制
空
権
を
失
い
、

米
軍
に
よ
る
日
本
本
土
の
空
爆
が
始
ま
る
と
、
日
本
の
敗
戦
は
時
間
の
問
題
で
あ
る
こ
と
が
、
誰
の
目
に
も
明
白
に
な
っ
た
。

こ
う
し
て
明
ら
か
に
な
っ
た
制
空
権
と
い
う
問
題
に
、
一
番
敏
感
に
反
応
し
た
の
は
米
国
で
あ
っ
た
。
制
空
権
の
獲
得
が
戦
争
の
帰
趨

を
決
し
た
の
で
あ
る
以
上
、
米
国
の
戦
後
の
繁
栄
は
、
米
国
が
、
戦
時
に
お
い
て
有
し
て
い
た
空
の
支
配
を
、
戦
後
に
お
い
て
も
維
持
で

一
九
六



宇
宙
エ
レ
ベ
ー
タ
法　

そ
の
海
法
、
空
法
及
び
宇
宙
法
と
の
関
係
（
甲
斐
）

（
四
五
五
）

き
る
か
否
か
に
係
っ
て
い
る
こ
と
は
明
ら
か
と
判
断
し
た
の
で
あ
る
。

そ
こ
で
、
米
国
は
平
時
に
お
け
る
民
間
航
空
の
秩
序
作
り
を
、
戦
時
中
か
ら
企
画
し
、
戦
後
の
国
際
民
間
航
空
に
お
い
て
も
制
空
権
を

確
保
す
る
こ
と
を
試
み
た
。
す
な
わ
ち
、
大
戦
が
終
わ
る
二
年
も
前
の
、
一
九
四
二
年
春
、
米
国
、
英
国
、
カ
ナ
ダ
の
間
で
早
く
も
協
議

が
始
ま
っ
た
。
一
九
四
三
年
八
月
に
は
カ
ナ
ダ
の
ケ
ベ
ッ
ク
で
首
脳
会
議
が
開
催
さ
れ
、
ル
ー
ズ
ベ
ル
ト
と
チ
ャ
ー
チ
ル
の
間
で
戦
後
民

間
航
空
に
つ
い
て
の
話
し
合
い
が
行
わ
れ
た
。
そ
の
結
果
、
国
連
類
似
の
機
関
に
よ
っ
て
国
際
民
間
航
空
を
取
り
扱
う
こ
と
が
決
ま
っ
た
。

そ
し
て
大
戦
末
期
の
一
九
四
四
年
九
月
、
ド
・
ゴ
ー
ル
将
軍
が
パ
リ
に
臨
時
政
府
樹
立
を
宣
言
し
た
直
後
の
時
期
に
、
米
国
は
連
合
国
及

び
中
立
国
、
計
五
三
ヶ
国
に
招
待
状
を
送
っ
た
。
そ
し
て
、
一
一
〜
一
二
月
、
シ
カ
ゴ
で
会
議
を
開
催
し
た
の
で
あ
る
。
ソ
連
が
参
加
を

拒
ん
だ
結
果
、
五
二
ヶ
国
が
出
席
し
て
討
議
さ
れ
、
国
際
民
間
航
空
条
約
（C

onvention on International C
ivil A

viation

）
が
採
択
さ
れ
た
。

本
稿
を
執
筆
し
て
い
る
二
〇
一
四
年
六
月
時
点
の
シ
カ
ゴ
条
約
加
盟
国
は
一
九
一
ヶ
国
と
な
っ
て
お
り

（
28
）

、
完
全
に
確
立
さ
れ
た
国
際
法

規
と
な
っ
て
い
る
。

シ
カ
ゴ
条
約
一
条
は
、
締
結
国
は
そ
の
領
域
（T

erritory

）
上
の
空
間
に
お
い
て
主
権
を
有
す
る
と
定
め
る
。
そ
の
結
果
、
締
結
国
の

航
空
機
が
他
国
の
領
土
の
上
空
を
飛
行
し
、
あ
る
い
は
着
陸
す
る
場
合
に
は
、
当
該
国
と
の
特
別
協
定
、
あ
る
い
は
そ
の
他
の
方
法
に
よ

る
許
可
を
受
け
、
そ
の
定
め
に
従
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

以
上
に
述
べ
た
よ
う
に
、
一
連
の
航
空
協
定
の
出
発
点
は
、
一
九
〇
八
年
の
ド
イ
ツ
軍
気
球
の
越
境
問
題
に
あ
る
。
し
か
し
、
軍
事
問

題
は
問
題
の
性
質
上
デ
リ
ケ
ー
ト
な
点
が
多
い
。
こ
の
た
め
、
パ
リ
協
定
以
降
の
諸
協
定
は
、
民
間
航
空
に
限
る
形
で
締
結
さ
れ
て
き
て

い
る
。
し
か
し
、
こ
の
こ
と
は
、
軍
事
問
題
に
関
し
て
、
シ
カ
ゴ
条
約
の
定
め
た
領
空
が
無
視
さ
れ
る
こ
と
を
意
味
す
る
も
の
で
は
な
い
。

一
九
七



日
本
法
学　

第
八
十
巻
第
二
号
（
二
〇
一
四
年
十
月
）

（
四
五
六
）

例
え
ば
、
一
九
六
〇
年
に
ソ
ヴ
ィ
エ
ト
連
邦
が
、
米
軍
の
Ｕ
2
高
高
度
偵
察
機
を
撃
墜
し
た
際
に
は
、
ソ
連
は
米
国
に
よ
る
領
空
侵
犯
を

問
題
と
し
た
。
米
国
は
、
こ
れ
に
対
し
て
、
Ｕ
2
機
が
民
間
機
で
あ
る
等
と
虚
偽
の
事
実
を
述
べ
た
り
は
し
た
が
、
軍
事
目
的
の
場
合
に

は
領
空
侵
犯
の
問
題
は
起
こ
ら
な
い
と
主
張
し
た
り
は
し
な
か
っ
た
。
今
日
で
は
、
例
え
ば
わ
が
国
も
、
常
時
領
空
を
監
視
し
、
他
国
の

軍
用
航
空
機
が
そ
れ
に
近
づ
い
た
場
合
に
は
、
航
空
自
衛
隊
が
ス
ク
ラ
ン
ブ
ル
発
進
を
し
て
そ
れ
を
威
嚇
・
牽
制
し
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
、
パ
リ
条
約
が
定
め
、
シ
カ
ゴ
条
約
が
継
承
し
た
領
空
概
念
は
、
民
間
航
空
機
に
と
ど
ま
ら
ず
、
広
く
、
各
国
主
権
の
及

ぶ
範
囲
と
し
て
の
領
空
概
念
を
、
国
際
慣
習
法
と
し
て
確
立
し
た
と
い
う
こ
と
が
出
来
る
。

㈢　

ボ
ゴ
タ
宣
言
と
宇
宙
エ
レ
ベ
ー
タ

こ
う
し
て
シ
カ
ゴ
条
約
の
規
定
を
中
核
と
し
て
形
成
さ
れ
た
領
空
概
念
の
最
大
の
問
題
点
は
、
そ
の
上
方
に
お
け
る
限
界
が
明
ら
か
で

は
な
い
点
に
あ
る
。
そ
れ
が
、
ロ
ー
マ
法
由
来
の
土
地
支
配
権
の
発
展
で
あ
る
こ
と
か
ら
考
え
れ
ば
、
そ
の
及
ぶ
範
囲
に
は
理
論
上
の
上

限
は
な
い

（
29
）

。

こ
の
こ
と
が
端
的
な
形
で
問
題
と
な
っ
た
の
が
、
ボ
ゴ
タ
宣
言
で
あ
る
。

一
九
五
七
年
一
〇
月
四
日
、
ソ
連
は
、
事
前
の
予
告
通
り
、
人
類
初
の
人
工
衛
星
で
あ
る
「
ス
プ
ー
ト
ニ
ク
一
号
（С

пу
т
н
ик

と
は
ロ

シ
ア
語
で
衛
星
の
意
味
）」
の
打
ち
上
げ
に
成
功
し
た
。
こ
れ
に
よ
り
、
シ
カ
ゴ
条
約
に
言
う
「
領
空
」
が
、
図
3
の
と
お
り
、
仮
に
宇
宙

ま
で
伸
び
て
い
る
と
解
釈
さ
れ
れ
ば
、
そ
の
侵
犯
状
態
が
恒
常
的
に
発
生
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。
そ
こ
で
、
詳
し
く
は
次
節
に
述
べ
る
と

お
り
、
国
連
で
は
一
九
六
七
年
に
国
連
宇
宙
原
則
条
約
を
制
定
し
、
宇
宙
の
自
由
を
宣
言
し
た
。

こ
の
結
果
、
自
由
で
あ
る
宇
宙
と
、
主
権
の
及
ぶ
領
空
の
境
界
が
ど
こ
に
あ
る
か
が
大
き
な
問
題
と
な
っ
た
。
こ
の
点
は
当
初
か
ら
認

識
さ
れ
て
い
た
が
、
今
日
ま
で
、
明
確
な
条
約
の
形
で
の
解
決
は
与
え
ら
れ
て
い
な
い
。
特
に
問
題
と
な
っ
た
の
が
、
静
止
軌
道
で
あ
る
。

一
九
八



宇
宙
エ
レ
ベ
ー
タ
法　

そ
の
海
法
、
空
法
及
び
宇
宙
法
と
の
関
係
（
甲
斐
）

（
四
五
七
）

静
止
軌
道
は
、
そ
の
本
質
か
ら
正
確
に
赤
道
上
空
に
位
置
し
て
い
る
。

そ
し
て
、
世
界
に
赤
道
直
下
に
領
土
を
有
す
る
国
は
、
わ
ず
か
一
四
ヶ
国

し
か
な
い
。
具
体
的
に
は
一
一
ヶ
国
が
赤
道
直
下
に
領
土
を
有
し

（
30
）

、
三
ヶ

国
が
赤
道
を
挟
ん
で
領
土
を
有
す
る
結
果
、
赤
道
が
領
海
を
通
過
し
て
い

る
（
31
）

。こ
れ
ら
の
国
々
の
う
ち
、
主
要
八
ヶ
国

（
32
）

が
コ
ロ
ン
ビ
ア
の
首
都
ボ
ゴ
タ

で
、
一
九
七
六
年
一
二
月
三
日
に
採
択
し
、
発
表
し
た
の
が
ボ
ゴ
タ
宣
言

（B
ogota D

eclaration

）
で
あ
る

（
33
）

。

宣
言
は
言
う
。

「
開
発
途
上
国
が
適
切
な
科
学
的
な
助
言
を
頼
り
に
す
る
こ
と
が

で
き
ず
、
従
っ
て
、
工
業
諸
国
が
自
国
の
利
益
の
た
め
に
、
巧
み
に

準
備
し
た
提
案
の
欠
落
、
矛
盾
及
び
結
果
に
気
づ
く
こ
と
も
評
価
す

る
こ
と
も
で
き
な
か
っ
た
時
に
作
成
さ
れ
た
国
際
法
の
す
べ
て
の
条

件
を
国
際
社
会
が
問
題
に
す
る
場
合
が
少
な
く
と
も
、
一
九
六
七
年

一
月
二
七
日
に
署
名
さ
れ
た
月
そ
の
他
の
天
体
を
含
む
宇
宙
空
間
の

探
査
及
び
利
用
に
お
け
る
国
家
活
動
を
律
す
る
原
則
に
関
す
る

一
九
六
七
年
の
条
約
は
、
宇
宙
空
間
の
探
査
及
び
利
用
の
問
題
に
対

図 3　領空と宇宙の関係

一
九
九



日
本
法
学　

第
八
十
巻
第
二
号
（
二
〇
一
四
年
十
月
）

（
四
五
八
）

す
る
最
終
回
答
と
み
な
す
こ
と
は
で
き
な
い
。」

こ
の
よ
う
に
述
べ
て
、
宣
言
は
、
宇
宙
条
約
の
効
力
を
否
定
す
る
。
す
る
と
、
法
的
拘
束
力
を
有
す
る
規
範
は
、
シ
カ
ゴ
条
約
の
定
め

る
領
空
概
念
で
あ
り
、
ロ
ー
マ
法
以
来
の
土
地
の
上
方
へ
の
支
配
権
で
あ
る
。
英
国
に
お
け
る
ピ
カ
リ
ン
グ
対
ラ
ッ
ド
事
件
で
、
単
に
土

地
上
空
を
、
弾
丸
が
通
過
す
る
こ
と
は
、
土
地
所
有
権
侵
害
に
は
な
ら
な
い
と
裁
判
所
は
述
べ
た
。
そ
れ
と
同
様
に
、
宣
言
は
言
う
。

「
赤
道
諸
国
は
、
国
際
電
気
通
信
条
約
に
よ
り
承
認
さ
れ
、
許
可
さ
れ
た
衛
星
が
自
国
の
静
止
軌
道
の
外
で
、
重
力
飛
行
に
よ
っ

て
自
国
の
宇
宙
空
間
を
通
過
す
る
場
合
に
は
、
当
該
衛
星
の
自
由
な
軌
道
通
過
を
拒
否
し
な
い
。」

し
か
し
、
静
止
軌
道
に
お
い
て
は
、
次
の
様
に
問
題
が
異
な
る
と
い
う
。

「
赤
道
諸
国
は
、
静
止
同
期
軌
道
が
、
そ
の
存
在
が
も
っ
ぱ
ら
地
球
に
よ
り
発
生
す
る
重
力
現
象
と
の
関
係
に
依
存
す
る
故
に
、

地
球
の
現
実
に
結
び
つ
け
ら
れ
た
物
理
的
事
実
で
あ
り
、
従
っ
て
、
宇
宙
空
間
の
一
部
と
み
な
し
て
は
な
ら
な
い
旨
宣
言
す
る
。

従
っ
て
、
静
止
同
期
軌
道
部
分
は
、
赤
道
諸
国
が
そ
の
国
家
主
権
を
行
使
す
る
領
域
の
一
部
を
な
す

（
34
）

。」

自
国
の
領
土
・
領
海
上
に
領
空
が
あ
る
と
い
う
こ
と
を
承
認
す
る
限
り
、
そ
の
限
界
を
定
め
た
規
定
は
、
ど
の
条
約
に
も
存
在
し
な
い

の
で
あ
る
か
ら
、
ボ
ゴ
タ
宣
言
の
前
提
と
異
な
り
、
宇
宙
条
約
の
有
効
性
を
認
め
て
も
、
な
お
、
こ
の
主
張
を
法
的
に
完
全
に
否
定
す
る

こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
。

彼
ら
は
「
公
海
に
対
応
す
る
軌
道
部
分
は
諸
国
の
国
家
管
轄
権
の
外
に
あ
り
、
人
類
の
共
同
財
産
と
み
な
さ
れ
る
だ
ろ
う
。
従
っ
て
、

管
轄
権
を
有
す
る
国
際
機
関
が
人
類
の
利
益
の
た
め
に
そ
の
利
用
及
び
開
発
を
規
制
す
べ
き
で
あ
る
。」
と
も
述
べ
て
い
る
。

し
た
が
っ
て
、
先
に
述
べ
た
と
お
り
、
宇
宙
エ
レ
ベ
ー
タ
を
公
海
上
か
ら
ま
っ
す
ぐ
上
方
に
伸
ば
す
限
り
に
お
い
て
は
、
こ
の
領
空
問

題
は
深
刻
な
問
題
に
は
な
ら
な
い
。

二
〇
〇



宇
宙
エ
レ
ベ
ー
タ
法　

そ
の
海
法
、
空
法
及
び
宇
宙
法
と
の
関
係
（
甲
斐
）

（
四
五
九
）

し
か
し
、
宇
宙
エ
レ
ベ
ー
タ
の
地
上
基
部
を
赤
道
以
外
の
場
所
に
置
い
た
結
果
、
そ
れ
が
赤
道
諸
国
の
上
空
を
通
過
す
る
場
合

（
35
）

や
、
赤

道
上
空
に
地
球
を
取
り
巻
く
形
で
リ
ン
グ
状
に
ケ
ー
ブ
ル
を
張
る
こ
と
に
よ
り
宇
宙
エ
レ
ベ
ー
タ
を
建
設
す
る

（
36
）

場
合
に
は
、
大
き
な
問
題

と
な
る
こ
と
に
な
る
。

㈣　

航
空
標
識
と
宇
宙
エ
レ
ベ
ー
タ

現
行
の
シ
カ
ゴ
条
約
で
、
今
ひ
と
つ
重
要
な
の
が
、
条
約
付
属
書
（IC

A
O
 A

nnex

）
の
存
在
で
あ
る
。
付
属
書
と
は
、
シ
カ
ゴ
条
約
に

基
づ
い
て
、
理
事
会
で
採
択
さ
れ
た
Ｉ
Ｃ
Ａ
Ｏ
の
基
準
（S

tandards

）
や
推
奨
手
順
（R

ecom
m
ended P

ractices

）
の
こ
と
で
あ
る
が
、
こ

れ
が
条
約
の
付
属
書
（A

nnexes
）
と
し
て
位
置
付
け
ら
れ
て
い
る
結
果
と
し
て
、
条
約
本
体
と
同
様
の
拘
束
力
を
持
っ
て
い
る
。

宇
宙
エ
レ
ベ
ー
タ
に
関
し
て
発
生
す
る
困
難
な
問
題
が
航
空
標
識
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
シ
カ
ゴ
条
約
第
一
四
付
属
書
は
、
一
五
〇
ｍ

を
超
え
る
あ
ら
ゆ
る
建
築
物
に
対
し
て
、
夜
間
に
お
け
る
航
空
障
害
灯
（A

ircraft w
arning lights

）
及
び
昼
間
に
お
け
る
昼
間
障
害
標
識

（A
ircraft w

arning paint

）
の
設
置
を
求
め
て
い
る

（
37
）

。

よ
く
小
説
で
は
、
宇
宙
エ
レ
ベ
ー
タ
を
目
に
見
え
な
い
程
細
い
線
が
空
に
向
か
っ
て
延
び
て
い
る
と
描
い
て
い
る
が
、
そ
れ
は
明
ら
か

に
航
空
条
約
法
違
反
で
あ
る
。
そ
し
て
、
航
空
機
等
が
宇
宙
エ
レ
ベ
ー
タ
を
認
識
で
き
ず
、
衝
突
し
て
く
る
こ
と
は
、
宇
宙
エ
レ
ベ
ー
タ

の
安
全
か
ら
見
て
も
看
過
で
き
な
い
危
険
を
意
味
し
て
い
る
。

こ
の
問
題
に
対
し
て
は
、
宇
宙
エ
レ
ベ
ー
タ
の
周
囲
、
数
百
㎞
は
、
飛
行
禁
止
に
す
れ
ば
解
決
で
き
る
と
い
う
論
者
が
あ
る

（
38
）

。
し
か

し
、
宇
宙
エ
レ
ベ
ー
タ
の
存
在
意
義
は
、
宇
宙
と
地
上
と
の
間
で
、
迅
速
か
つ
大
量
に
人
や
貨
物
の
輸
送
を
可
能
に
す
る
こ
と
で
あ
る
。

そ
れ
な
の
に
、
地
球
上
の
他
の
地
域
と
宇
宙
エ
レ
ベ
ー
タ
の
間
の
交
通
を
法
的
に
制
限
し
て
し
ま
う
の
は
、
本
末
転
倒
と
言
う
ほ
か
は
な
い
。

確
か
に
、
今
日
に
お
い
て
は
、
偶
発
的
な
航
空
機
の
衝
突
に
加
え
、
九
一
一
同
時
多
発
テ
ロ
事
件
の
よ
う
な
テ
ロ
行
為
に
対
す
る
防
御

二
〇
一



日
本
法
学　

第
八
十
巻
第
二
号
（
二
〇
一
四
年
十
月
）

（
四
六
〇
）

も
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
か
し
、
一
定
の
圏
内
に
入
っ
た
こ
と
で
、
有
無
を
言
わ
さ
ず
攻
撃
を
す
る
と
い
う
の
は
、
今
日
の
国
際

人
権
理
念
の
下
で
は
論
外
で
あ
る

（
39
）

。

し
た
が
っ
て
、
航
空
条
約
違
反
と
い
う
点
と
は
別
に
、
テ
ロ
対
策
と
い
う
点
か
ら
考
え
て
も
、
宇
宙
エ
レ
ベ
ー
タ
の
ケ
ー
ブ
ル
が
、
外

気
中
に
何
ら
の
保
護
も
な
く
暴
露
さ
れ
て
い
る
の
は
、
余
り
に
危
険
で
あ
る
。

し
た
が
っ
て
、
宇
宙
エ
レ
ベ
ー
タ
の
周
囲
に
、
少
な
く
と
も
航
空
機
が
飛
行
す
る
高
度
（
一
〇
㎞
程
度
か
？
）
ま
で
を
守
れ
る
よ
う
な

シ
ー
ル
ド
タ
ワ
ー
を
建
て
る
か
、
あ
る
い
は
、
地
上
基
部
そ
の
も
の
を
そ
の
程
度
の
高
さ
の
塔
の
上
に
設
置
す
る
必
要
が
あ
る
と
考
え
ら

れ
る

（
40
）

。
こ
の
問
題
に
対
し
て
は
、
二
〇
㎞
程
度
ま
で
は
建
設
可
能
な
、
エ
ア
チ
ュ
ー
ブ
を
利
用
し
た
ス
ペ
ー
ス
タ
ワ
ー
の
構
想
な
ど
が
存
在
し

て
お
り
、
決
し
て
解
決
不
能
な
問
題
で
は
無
い

（
41
）

。

三　

宇
宙
エ
レ
ベ
ー
タ
と
宇
宙
条
約

国
連
宇
宙
条
約
に
関
し
て
は
、
既
に
詳
し
く
論
じ
た
こ
と
が
あ
る

（
42
）

。
そ
こ
で
、
こ
こ
で
は
そ
の
要
点
の
み
を
紹
介
す
る
。

国
連
宇
宙
平
和
利
用
委
員
会
が
中
心
と
な
っ
て
締
結
さ
れ
た
宇
宙
条
約
は
、
現
在
ま
で
に
五
本
あ
る
。
そ
の
中
心
に
な
る
の
が
、

一
九
六
六
年
一
二
月
一
九
日
に
第
二
一
会
期
国
連
総
会
で
採
択
さ
れ
、
一
九
六
七
年
一
〇
月
一
〇
日
に
発
効
し
た
宇
宙
原
則
条
約

（
43
）

で
あ

る
。同

条
約
と
宇
宙
エ
レ
ベ
ー
タ
の
関
係
は
多
岐
に
わ
た
っ
て
発
生
す
る
が
、
本
稿
で
は
誰
が
宇
宙
エ
レ
ベ
ー
タ
の
建
設
者
と
な
れ
る
か
、

と
い
う
点
に
限
定
し
て
論
じ
る
。

二
〇
二



宇
宙
エ
レ
ベ
ー
タ
法　

そ
の
海
法
、
空
法
及
び
宇
宙
法
と
の
関
係
（
甲
斐
）

（
四
六
一
）

宇
宙
エ
レ
ベ
ー
タ
の
建
設
主
体
に
な
れ
る
者
と
し
て
は
、
三
つ
の
も
の
を
想
定
で
き
る
。
国
家
、
企
業
、
そ
し
て
国
際
組
織
で
あ
る
。

㈠　

国
家
に
よ
る
建
設

宇
宙
原
則
条
約
第
二
条
は
、
宇
宙
空
間
領
有
禁
止
原
則
を
規
定
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
天
体
を
含
む
「
宇
宙
空
間
」
は
、
国
家
に
よ

る
領
有
権
の
対
象
と
は
な
ら
な
い
と
い
う
（
こ
れ
は
、
先
に
紹
介
し
た
航
空
条
約
の
、
上
方
に
関
し
て
は
無
限
の
領
空
概
念
を
、
宇
宙
で
は
否
定
し

た
こ
と
を
意
味
す
る
。）。

こ
の
原
則
は
、
宇
宙
エ
レ
ベ
ー
タ
を
、
特
定
国
が
建
設
す
る
こ
と
を
禁
止
し
て
い
る
と
読
め
る
。
な
ぜ
な
ら
、
宇
宙
エ
レ
ベ
ー
タ
は
、

ま
さ
に
特
定
の
「
宇
宙
空
間
」
を
半
恒
久
的
に
「
占
拠
」
す
る
も
の
だ
か
ら
で
あ
る

（
44
）

。

宇
宙
空
間
に
あ
っ
て
も
、
各
国
が
建
設
し
た
施
設
内
部
は
そ
の
国
の
主
権
が
及
ぶ
。
例
え
ば
、
国
際
宇
宙
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
の
「
き
ぼ

う
」
は
、
わ
が
国
が
設
置
し
た
も
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
内
部
空
間
は
わ
が
国
の
主
権
の
版
図
に
属
す
る
。
そ
の
結
果
、
例
え
ば
、「
き

ぼ
う
」
の
中
で
殺
人
事
件
が
起
こ
れ
ば
、
犯
人
や
被
害
者
の
国
籍
を
問
わ
ず
、
わ
が
国
刑
法
に
従
っ
て
処
断
さ
れ
る
。

そ
れ
と
同
様
に
、
特
定
国
が
宇
宙
エ
レ
ベ
ー
タ
を
建
設
す
れ
ば
、
そ
の
内
部
空
間
に
は
建
設
国
の
主
権
が
存
在
す
る
こ
と
に
な
る
。
し

か
し
、
こ
れ
は
、
地
球
を
基
準
と
し
た
場
合
、
一
定
の
宇
宙
空
間
を
特
定
国
が
恒
久
的
に
占
拠
す
る
こ
と
を
意
味
す
る
か
ら
、
真
っ
向
か

ら
本
原
則
に
衝
突
す
る
こ
と
に
な
る
。

し
た
が
っ
て
、
特
定
国
が
宇
宙
エ
レ
ベ
ー
タ
を
建
設
す
る
に
は
、
宇
宙
原
則
条
約
か
ら
宇
宙
空
間
領
有
禁
止
原
則
を
削
除
す
る
か
、
少

な
く
と
も
宇
宙
エ
レ
ベ
ー
タ
が
そ
の
例
外
に
な
る
と
認
め
る
規
定
を
制
定
す
る
よ
う
に
、
世
界
各
国
に
働
き
か
け
る
他
は
な
い
。
し
か
し
、

様
々
な
理
由
か
ら
そ
の
様
な
可
能
性
は
無
い
も
の
と
み
る
の
が
妥
当
で
あ
る
。

二
〇
三



日
本
法
学　

第
八
十
巻
第
二
号
（
二
〇
一
四
年
十
月
）

（
四
六
二
）

㈡　

企
業
に
よ
る
建
設

で
は
、
企
業
が
建
設
す
る
こ
と
は
可
能
だ
ろ
う
か
。
二
つ
の
理
由
か
ら
否
定
さ
れ
る
。

第
一
に
、
そ
の
企
業
が
特
定
国
の
法
に
よ
っ
て
設
置
さ
れ
て
い
る
場
合
は
、
宇
宙
原
則
条
約
六
条
が
規
定
す
る
国
家
へ
の
責
任
集
中
原

則
に
抵
触
す
る
こ
と
に
な
る
。
宇
宙
原
則
条
約
は
、
宇
宙
開
発
活
動
を
行
う
の
が
政
府
機
関
か
非
政
府
団
体
か
を
問
わ
ず
、
当
該
活
動
に

伴
う
国
際
的
責
任
を
国
家
（
宇
宙
物
体
の
打
ち
上
げ
国
）
に
集
中
さ
せ
る
こ
と
を
求
め
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
民
間
主
体
に
よ
る
宇
宙
開
発

の
結
果
生
じ
た
問
題
に
つ
い
て
は
、
そ
の
民
間
企
業
の
所
属
国
が
責
任
を
負
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
い
ま
仮
に
、
国
家
に
禁
じ
ら
れ
て
い
る

こ
と
を
、
民
間
形
態
で
な
ら
可
能
で
あ
る
と
考
え
る
場
合
に
は
、
国
家
は
民
営
化
形
態
に
よ
り
、
容
易
に
、
そ
の
禁
止
を
回
避
す
る
こ
と

が
可
能
に
な
る
。
し
た
が
っ
て
、
国
家
に
禁
じ
ら
れ
て
い
る
活
動
は
、
そ
の
国
の
民
間
企
業
が
行
う
こ
と
も
禁
じ
ら
れ
て
い
る
と
解
す
る

べ
き
で
あ
る
。

第
二
に
、
仮
に
何
ら
か
の
国
際
企
業
が
建
設
し
よ
う
と
し
た
場
合
に
は
、
私
的
独
占
の
禁
止
と
い
う
こ
と
か
ら
認
め
ら
れ
な
い
。

す
な
わ
ち
、
民
間
企
業
が
、
自
由
に
営
業
活
動
が
で
き
る
法
的
根
拠
は
、「
営
業
の
自
由
」
と
い
う
権
利
を
彼
等
が
持
っ
て
い
る
か
ら

で
あ
る
。
営
業
の
自
由
は
、
私
人
の
自
由
競
争
に
委
ね
れ
ば
市
場
原
理
に
基
づ
い
て
一
般
国
民
に
最
善
の
結
果
を
期
待
し
う
る
場
合
に
、

認
め
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
地
球
上
に
お
け
る
宇
宙
エ
レ
ベ
ー
タ
建
設
の
た
め
の
立
地
条
件
に
は
極
め
て
高
度
の
独
占
性
が
あ
る
た
め
に
、
市
場
原
理
が

成
立
す
る
条
件
を
持
た
な
い
。
こ
の
よ
う
に
、
市
場
原
理
が
妥
当
せ
ず
、
自
由
競
争
に
な
じ
ま
な
い
事
業
に
は
、
営
業
の
自
由
を
認
め
る

べ
き
前
提
が
存
在
し
な
い
と
い
わ
ざ
る
を
得
な
い
の
で
あ
る
。

二
〇
四



宇
宙
エ
レ
ベ
ー
タ
法　

そ
の
海
法
、
空
法
及
び
宇
宙
法
と
の
関
係
（
甲
斐
）

（
四
六
三
）

㈢　

国
際
組
織
に
よ
る
建
設

こ
の
結
果
、
宇
宙
エ
レ
ベ
ー
タ
の
建
設
主
体
と
し
て
は
、
国
際
組
織
以
外
に
あ
り
得
な
い
。

先
に
説
明
し
た
宇
宙
空
間
領
有
禁
止
原
則
は
、
国
家
の
み
を
名
宛
人
と
し
て
お
り
、
国
際
機
関
は
対
象
と
は
な
っ
て
い
な
い
。
そ
し
て
、

国
家
へ
の
責
任
集
中
原
則
に
関
す
る
条
約
六
条
は
、
国
際
機
関
が
宇
宙
施
設
を
建
設
す
る
場
合
を
明
確
に
予
定
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、

条
約
六
条
二
文
は
次
の
様
に
定
め
て
い
る
。

「
国
際
機
関
が
、
月
そ
の
他
の
天
体
を
含
む
宇
宙
空
間
に
お
い
て
活
動
を
行
う
場
合
に
は
、
当
該
国
際
機
関
及
び
こ
れ
に
参
加
す

る
条
約
当
事
国
の
双
方
が
こ
の
条
約
を
遵
守
す
る
責
任
を
有
す
る
。」

も
ち
ろ
ん
こ
れ
は
、
宇
宙
エ
レ
ベ
ー
タ
の
出
現
を
予
定
し
て
作
ら
れ
た
規
定
で
は
な
い
。
宇
宙
利
用
の
実
用
化
が
最
も
早
か
っ
た
の
は

衛
星
通
信
の
分
野
で
あ
る
。
そ
こ
で
は
「
国
際
電
気
通
信
衛
星
機
構
（
Ｉ
Ｎ
Ｔ
Ｅ
Ｌ
Ｓ
Ａ
Ｔ
）」
が
一
九
六
二
年
に
、
国
際
機
構
設
立
条
約

に
よ
り
設
置
さ
れ
、
当
該
活
動
を
実
施
し
て
い
た
の
で
、
こ
れ
ら
の
規
定
は
そ
れ
を
想
定
し
て
の
も
の
で
あ
る
。

先
に
国
際
海
洋
法
に
関
し
て
論
じ
た
と
お
り
、
宇
宙
エ
レ
ベ
ー
タ
の
地
上
基
部
を
公
海
上
に
設
置
す
る
に
は
、
そ
れ
が
「
国
際
法
に
認

め
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
」（
国
連
海
洋
法
八
七
条
一
項
ｄ
）
必
要
が
あ
っ
た
。
そ
れ
に
加
え
、
宇
宙
法
領
域
に
お
い
て
も
、
宇
宙
エ
レ
ベ
ー

タ
の
建
設
に
は
、
こ
こ
に
論
じ
た
と
お
り
、
国
際
条
約
の
制
定
が
必
要
に
な
る
と
考
え
ら
れ
る
。

﹇
お
わ
り
に
﹈

本
稿
で
は
、
宇
宙
エ
レ
ベ
ー
タ
に
関
す
る
法
律
問
題
の
う
ち
、
極
め
て
基
礎
的
な
部
分
だ
け
を
取
り
上
げ
て
い
る
。
こ
れ
以
外
に
も
、

二
〇
五



日
本
法
学　

第
八
十
巻
第
二
号
（
二
〇
一
四
年
十
月
）

（
四
六
四
）

本
稿
に
取
り
上
げ
た
分
野
に
限
っ
て
も
、
例
え
ば
ス
ペ
ー
ス
デ
ブ
リ
問
題
そ
の
他
、
大
小
様
々
な
問
題
が
あ
る
。
ま
た
、
宇
宙
エ
レ
ベ
ー

タ
の
建
設
や
運
営
に
当
た
っ
て
の
資
金
と
い
う
問
題
で
は
国
際
経
済
法
が
、
宇
宙
エ
レ
ベ
ー
タ
で
働
く
労
働
者
に
関
し
て
は
国
際
労
働
法

が
問
題
に
な
る
な
ど
、
そ
の
最
終
的
な
実
現
ま
で
に
ク
リ
ア
し
て
お
く
べ
き
法
律
問
題
は
、
数
限
り
な
く
存
在
し
て
い
る
。

（
1
） 

こ
の
ア
イ
デ
ア
は
、
ロ
シ
ア
の
ア
ル
ツ
タ
ー
ノ
フ
（Ю
р
и
й

 Н
и
к
о
л
а
е
в
и
ч

 А
р
ц
у
т
а
н
о
в

）
に
よ
っ
て
、
ソ
ヴ
ィ
エ
ト
共
産
党
中
央

委
員
会
機
関
紙
で
あ
る
プ
ラ
ウ
ダ
の
、
一
九
六
〇
年
七
月
三
一
日
付
け
日
曜
版
に
、「
電
気
機
関
車
で
宇
宙
へ
（В

 Космос
-на

 электр
овозе

）」

と
い
う
タ
イ
ト
ル
で
発
表
さ
れ
た
も
の
が
、
世
界
で
最
初
で
あ
る
。

（
2
） 

国
際
宇
宙
航
行
連
盟
（International A

stronautical F
ederation

＝IA
F

）
は
、
パ
リ
に
本
部
を
置
く
非
政
府
組
織
で
、
Ｎ
Ａ
Ｓ
Ａ
、

Ｊ
Ａ
Ｘ
Ａ
な
ど
も
加
盟
し
、
国
際
連
合
と
も
密
接
に
活
動
し
て
い
る
宇
宙
開
発
の
中
心
研
究
組
織
で
あ
る
。
イ
ギ
リ
ス
の
科
学
者
・
Ｓ
Ｆ
作
家
ク

ラ
ー
ク
（S

ir A
rthur C

harles C
larke, 1917-2008

）
は
、
一
九
七
九
年
に
ミ
ュ
ン
ヘ
ン
で
開
か
れ
た
そ
の
年
次
大
会
で
あ
る
国
際
宇
宙
航
行
会

議
（International A

stronautical C
ongress

）
に
お
い
て
、「
宇
宙
エ
レ
ベ
ー
タ
：『
思
考
実
験
』、
あ
る
い
は
宇
宙
へ
の
鍵
？
（T

he S
pace 

E
levator: ‘thought E

xperim
ent’, or K

ey to the U
niverse?

）」
と
題
す
る
講
演
を
行
っ
て
い
る
。
そ
の
講
演
中
で
、
彼
が
宇
宙
エ
レ
ベ
ー
タ

（S
pace E

levator

）
以
外
の
呼
び
名
と
し
て
紹
介
し
て
い
る
も
の
に
は
、
天
の
ケ
ー
ブ
ル
カ
ー
（heavenly funicular

）、
軌
道
塔
（orbital 

tow
er

）、
停
泊
衛
星
（anchored satellite

）、
豆
の
木
（beanstalk

＝
も
ち
ろ
ん
、
ジ
ャ
ッ
ク
と
豆
の
木
か
ら
来
て
い
る
）、
ヤ
コ
ブ
の
梯
子

（Jacob’s L
adder

＝
聖
書
に
出
て
く
る
、
天
使
が
天
と
の
上
り
下
り
に
使
う
梯
子
か
ら
き
て
い
る
）、
ス
カ
イ
フ
ッ
ク
（S

kyhook

）
が
あ
る
。
ま

た
、
欧
米
で
は
使
わ
れ
な
い
が
、
日
本
で
し
ば
し
ば
使
わ
れ
る
用
語
と
し
て
、
軌
道
エ
レ
ベ
ー
タ
と
い
う
も
の
が
あ
る
。

（
3
） 

株
式
会
社
大
林
組
は
、
二
〇
一
二
年
二
月
に
、
宇
宙
エ
レ
ベ
ー
タ
建
設
構
想
を
発
表
し
た
（
広
報
誌
『
季
刊
大
林
』
五
三
号
（
特
集
：
タ

ワ
ー
）
三
〇
頁
以
下
参
照
）。
こ
の
構
想
で
は
、
ケ
ー
ブ
ル
長
を
九
万
六
〇
〇
〇
㎞
と
し
て
い
る
。

（
4
） 

破
断
長
と
は
「
引
っ
張
り
強
度
÷
密
度
」
で
得
ら
れ
る
数
値
で
あ
る
。
一
Ｇ
の
環
境
下
で
吊
し
た
時
、
自
重
で
切
れ
る
長
さ
と
い
っ
て
も
良
い
。

二
〇
六



宇
宙
エ
レ
ベ
ー
タ
法　

そ
の
海
法
、
空
法
及
び
宇
宙
法
と
の
関
係
（
甲
斐
）

（
四
六
五
）

（
5
） 

ピ
ア
ス
ン
（Jerom

e P
earson

）
は
、
宇
宙
エ
レ
ベ
ー
タ
（
ピ
ア
ス
ン
自
身
は
軌
道
塔
（orbital tow

er

）
と
呼
ん
で
い
た
。）
に
つ
い
て
、

最
初
に
き
ち
ん
と
し
た
理
論
的
研
究
を
し
た
人
物
で
あ
る
。
そ
の
著
し
た
次
の
論
文
で
、
宇
宙
エ
レ
ベ
ー
タ
に
必
要
な
破
断
長
を
計
算
し
て
い
る
。

“T
he orbital tow

er: a spacecraft launcher using the E
arth’s rotational energy” A

cta A
stronautica

誌
一
九
七
五
年
二
号
七
八
五
│

七
九
九
頁
。

な
お
、“A

cta A
stronautica”

誌
は
、
注（
2
）に
紹
介
し
た
国
際
宇
宙
航
行
学
会
の
機
関
誌
で
あ
る
。

（
6
） 

飯
島
澄
男
は
、
次
の
論
文
で
、
そ
れ
を
発
表
し
た
。

Iijim
a, S

um
io “H

elical m
icrotubules of graphitic carbon” N

ature

誌
（
一
九
九
一
年
一
一
月
七
日
）
三
五
四
号
五
六
│
五
八
頁
。

（
7
） 

宇
宙
エ
レ
ベ
ー
タ
の
重
要
な
研
究
者
と
し
て
、
エ
ド
ワ
ー
ズ
（D

r. B
radley E

dw
ards

）
が
い
る
。
エ
ド
ワ
ー
ズ
は
、
二
〇
〇
〇
年
に

Ｎ
Ａ
Ｓ
Ａ
の
依
頼
に
よ
り
、
宇
宙
エ
レ
ベ
ー
タ
の
実
現
可
能
性
に
つ
い
て
体
系
的
な
研
究
を
行
っ
た
。
そ
の
研
究
成
果“T

he S
pace E

levator” 

N
IA

C
 P

hase I F
inal R

eport
二
〇
〇
一
年
公
表
に
お
い
て
、
エ
ド
ワ
ー
ズ
は
次
の
様
に
述
べ
て
い
る
。

「
引
っ
張
り
強
度
は
、
現
在
ま
で
に
理
論
化
さ
れ
、
シ
ミ
ュ
レ
ー
ト
さ
れ
て
い
る
限
り
で
は
、
鋼
鉄
の
五
Ｇ
Pa
、
ケ
プ
ラ
ー
繊
維
の

三
・
六
Ｇ
Pa
に
対
し
、
Ｃ
Ｎ
Ｔ
は
一
三
〇
Ｇ
Pa
に
達
す
る
。
Ｃ
Ｎ
Ｔ
の
密
度
（
一
三
〇
〇
㎏
／
㎥
）
は
、
鋼
鉄
（
七
九
〇
〇
㎏
／
㎥
）
な
い
し

ケ
プ
ラ
ー
繊
維 

（
一
四
四
〇
㎏
／
㎥
）
の
い
ず
れ
を
も
下
回
っ
て
い
る
。〈
中
略
〉
こ
れ
ら
が
意
味
し
て
い
る
こ
と
は
、
あ
ら
ゆ
る
点
で
、
そ

の
ケ
ー
ブ
ル
は
そ
れ
よ
り
下
に
あ
る
ケ
ー
ブ
ル
重
量
及
び
ク
ラ
イ
マ
ー
が
積
載
し
て
い
る
重
量
を
支
え
る
の
に
必
要
な
も
の
の
二
倍
の
強
度
を

持
っ
て
い
る
と
言
う
こ
と
で
あ
る
。」

（
8
） 

国
際
宇
宙
航
行
学
会
で
は
、
二
〇
一
二
年
に
ナ
ポ
リ
で
開
催
さ
れ
た
国
際
宇
宙
航
行
会
議
以
降
、
毎
年
、
宇
宙
エ
レ
ベ
ー
タ
の
た
め
の
セ
ッ

シ
ョ
ン
を
設
け
る
よ
う
に
な
り
、
さ
ら
に
二
〇
一
四
年
か
ら
は
常
設
の
研
究
委
員
会
を
設
け
て
い
る
。

わ
が
国
で
も
、
日
本
航
空
宇
宙
学
会
が
、
二
〇
一
三
年
よ
り
軌
道
エ
レ
ベ
ー
タ
検
討
委
員
会
を
設
け
て
検
討
を
開
始
し
て
い
る
（
筆
者
も
そ
の
委

員
の
一
人
で
あ
る
。）。
ま
た
、
日
本
学
術
会
議
の
「
第
二
二
期
学
術
大
型
研
究
計
画
に
関
す
る
マ
ス
タ
ー
プ
ラ
ン
（
マ
ス
タ
ー
プ
ラ
ン
二
〇
一
四
）」

に
は
、
日
本
大
学
理
工
学
部
青
木
義
男
教
授
等
に
よ
る
宇
宙
エ
レ
ベ
ー
タ
に
関
す
る
研
究
が
含
ま
れ
た
（
計
画
番
号
一
六
七　

学
術
領
域
番
号
二
七

│
八
参
照
）。
な
お
、「
宇
宙
エ
レ
ベ
ー
タ
の
開
発
に
向
け
て
」
日
本
大
学
広
報
誌
『
桜
門
春
秋
』
一
三
〇
号
一
〇
頁
以
下
参
照
。

二
〇
七



日
本
法
学　

第
八
十
巻
第
二
号
（
二
〇
一
四
年
十
月
）

（
四
六
六
）

（
9
） 

海
洋
法
の
歴
史
は
、
国
際
法
の
歴
史
に
等
し
い
。
オ
ラ
ン
ダ
の
グ
ロ
ー
テ
ィ
ウ
ス
（H

ugo G
rotius

、
但
し
こ
れ
は
ラ
テ
ン
語
表
記
で
、
オ
ラ

ン
ダ
語
で
はH

ugo de G
root

、
一
五
八
三
年
│
一
六
四
五
年
）
が
、
一
六
〇
九
年
に
書
い
た
『
自
由
海
論
』（M

are L
iberum

）
が
、
海
洋
法
、

そ
し
て
国
際
法
の
最
初
の
論
考
だ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
た
め
、
グ
ロ
ー
デ
ィ
ウ
ス
は
「
国
際
法
の
父
」
と
称
さ
れ
る
。

（
10
） 
国
連
が
制
定
す
る
国
際
条
約
の
場
合
、
で
き
る
だ
け
多
く
の
国
々
の
批
准
を
確
保
す
る
目
的
か
ら
、
同
時
に
制
定
す
る
条
約
で
あ
っ
て
も
、
あ

え
て
一
本
化
せ
ず
、
幾
つ
か
に
区
分
し
て
制
定
す
る
例
が
多
い
。
更
に
、
一
つ
の
条
約
の
内
容
に
属
す
る
事
項
で
も
、
多
く
の
国
が
受
け
入
れ
に
難

色
を
示
す
可
能
性
が
あ
る
条
文
に
つ
い
て
は
、
本
体
か
ら
切
り
離
し
て
「
選
択
議
定
書
」
と
し
て
、
そ
れ
を
受
け
入
れ
る
か
否
か
に
つ
い
て
は
、
各

国
の
自
由
に
ゆ
だ
ね
る
と
い
う
方
式
を
採
る
こ
と
が
多
い
。

（
11
） 

北
海
大
陸
棚
事
件
（
Ｉ
Ｃ
Ｊ
、
一
九
六
七
年
二
月
二
〇
日
付
託
、
一
九
六
九
年
二
月
二
〇
日
判
決
）：
国
連
海
洋
法
条
約
は
、
隣
接
す
る
か
ま

た
は
向
か
い
合
う
二
国
間
の
大
陸
棚
や
Ｅ
Ｅ
Ｚ
の
境
界
に
つ
い
て
は
、
衡
平
の
原
則
に
従
い
、
あ
ら
ゆ
る
事
情
を
考
慮
し
て
当
事
国
の
合
意
に
よ
っ

て
定
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
規
定
し
て
い
る
だ
け
で
、
具
体
的
な
方
法
を
定
め
て
い
な
い
。
こ
れ
に
対
し
、
大
陸
棚
条
約
六
条
は
等
距
離
原
則
を

定
め
て
い
る
。

そ
こ
で
、
北
海
の
大
陸
棚
の
境
界
に
関
し
、
デ
ン
マ
ー
ク
・
西
ド
イ
ツ
間
及
び
オ
ラ
ン
ダ
・
西
ド
イ
ツ
間
で
は
、
沿
岸
か
ら
一
定
の
沖
合
ま
で
の

部
分
的
な
境
界
線
が
等
距
離
原
則
に
し
た
が
っ
て
二
国
間
条
約
が
締
結
さ
れ
た
が
、
そ
れ
よ
り
先
の
沖
合
に
お
け
る
境
界
に
つ
い
て
は
、
見
解
が
対

立
し
て
い
た
。
大
陸
棚
条
約
批
准
国
で
あ
る
デ
ン
マ
ー
ク
と
オ
ラ
ン
ダ
は
、
西
ド
イ
ツ
の
沖
合
の
海
域
に
等
距
離
方
式
に
基
づ
く
境
界
画
定
条
約
を

締
結
し
、
そ
の
有
効
性
を
西
ド
イ
ツ
に
対
し
て
も
主
張
し
た
。
こ
れ
に
対
し
、
大
陸
棚
条
約
を
批
准
し
て
い
な
い
西
ド
イ
ツ
は
、
条
約
の
有
効
性
を

否
定
し
た
た
め
、
事
件
は
Ｉ
Ｃ
Ｊ
に
付
託
さ
れ
た
。

Ｉ
Ｃ
Ｊ
は
判
決
の
中
で
、
条
約
成
立
後
「
短
期
間
で
あ
っ
て
も
、
全
利
害
関
係
国
を
含
む
、
非
常
に
広
範
な
、
代
表
的
な
参
加
が
あ
る
こ
と
」、

換
言
す
れ
ば
「
条
約
の
多
数
参
加
と
そ
の
代
表
性
」
の
要
件
が
満
た
さ
れ
れ
ば
、
短
期
間
で
も
慣
習
法
は
成
立
す
る
と
し
た
。
し
か
し
、
こ
の
要
件

を
当
該
事
件
に
当
て
は
め
る
と
、
要
件
が
満
た
さ
れ
て
い
な
い
の
で
、
六
条
に
つ
い
て
は
慣
習
法
と
し
て
成
立
し
て
い
な
い
こ
と
に
な
っ
た
。

参
照
：
松
田
真
美
「
大
陸
棚
と
排
他
的
経
済
水
域
の
境
界
画
定
│
判
例
紹
介
│
」
レ
フ
ァ
レ
ン
ス
二
〇
〇
五
．
七
、
四
二
頁
以
下
。
小
森
光
男

「
北
海
大
陸
棚
事
件
と
大
陸
棚
の
境
界
画
定
に
お
け
る
衡
平
概
念
」
栗
林
忠
男
外
編
『
海
洋
法
の
主
要
事
例
と
そ
の
影
響
』
有
信
堂
高
文
社

二
〇
八



宇
宙
エ
レ
ベ
ー
タ
法　

そ
の
海
法
、
空
法
及
び
宇
宙
法
と
の
関
係
（
甲
斐
）

（
四
六
七
）

二
〇
〇
七
年
刊
二
三
九
頁
以
下
。

（
12
） 

わ
が
国
に
お
い
て
は
、
オ
デ
コ
・
ニ
ホ
ン
・
Ｓ
Ａ
事
件
に
関
す
る
一
九
八
二
年
四
月
二
二
日
東
京
地
裁
判
決
が
あ
る
。
外
国
法
人
オ
デ
コ
（
以

下
Ｘ
）
は
日
本
企
業
Ａ
と
契
約
し
、
Ａ
社
が
鉱
業
権
を
有
す
る
日
本
の
領
海
外
に
あ
る
鉱
区
で
Ｘ
が
油
井
の
掘
削
作
業
等
を
行
う
こ
と
を
請
け
負
い
、

そ
の
代
金
を
得
た
。
法
人
税
法
に
よ
れ
ば
、
外
国
法
人
は
、
国
内
源
泉
所
得
を
有
す
る
場
合
の
み
法
人
税
を
納
め
る
義
務
が
あ
る
。
税
務
当
局
は
、

大
陸
棚
条
約
二
条
一
項
が
「
沿
岸
国
は
、
大
陸
棚
に
対
し
、
大
陸
棚
を
探
索
し
及
び
そ
の
天
然
資
源
を
開
発
す
る
た
め
の
主
権
的
な
権
利
を
行
使
す

る
」
と
し
て
い
る
と
こ
ろ
、
大
陸
棚
条
約
を
批
准
し
て
い
な
い
日
本
も
慣
習
国
際
法
に
基
づ
き
大
陸
棚
に
つ
い
て
主
権
的
権
利
を
有
し
て
い
た
の
で

あ
り
、
こ
の
「
主
権
的
権
利
」
の
中
に
は
課
税
権
も
含
ま
れ
る
と
こ
ろ
か
ら
Ｘ
の
本
件
掘
削
作
業
に
よ
る
所
得
は
法
人
税
法
に
い
う
国
内
源
泉
所
得

に
該
当
す
る
、
と
主
張
し
た
。
こ
の
事
件
に
お
い
て
東
京
地
方
裁
判
所
は
次
の
よ
う
に
述
べ
、
大
陸
棚
条
約
一
条
〜
三
条
は
、
既
に
国
際
慣
習
法
と

い
え
る
レ
ベ
ル
に
達
し
て
い
る
と
判
決
し
て
い
る
。

「
ト
ル
ー
マ
ン
宣
言
を
先
駆
と
す
る
各
国
の
大
陸
棚
に
対
す
る
権
益
主
張
や
国
連
国
際
法
委
員
会
に
お
け
る
審
議
を
通
じ
、
大
陸
棚
に
関
す

る
国
際
法
が
次
第
に
形
成
さ
れ
て
ゆ
き
、
国
連
海
洋
法
会
議
に
お
け
る
大
陸
棚
条
約
の
採
択
と
そ
の
後
の
国
際
慣
行
な
い
し
国
家
実
行
（
ち
な

み
に
、
ラ
フ
ス
判
事
は
、
国
際
司
法
裁
判
所
北
海
大
陸
棚
事
件
判
決
に
お
け
る
反
対
意
見
の
中
で
、
現
在
約
七
〇
か
国
が
大
陸
棚
区
域
の
探
索

及
び
開
発
に
従
事
し
て
い
る
こ
と
は
注
目
に
値
す
る
と
述
べ
て
い
る
。）
は
、
大
陸
棚
条
約
一
条
な
い
し
三
条
の
中
に
織
り
込
ま
れ
た
大
陸
棚

制
度
の
基
本
理
念
を
、
慣
習
国
際
法
上
の
規
則
と
な
し
、
右
慣
習
国
際
法
の
存
在
は
、
国
際
司
法
裁
判
所
北
海
大
陸
棚
事
件
判
決
に
よ
り
確
認

さ
れ
た
。」

東
京
高
裁
の
控
訴
審
一
九
八
四
年
三
月
一
四
日
判
決
も
こ
れ
を
支
持
し
た
。

（
13
） 

小
田
滋
『
海
洋
法
（
上
巻
）』（
有
斐
閣
一
九
八
五
年
刊
）
五
頁
に
、
一
九
七
八
年
時
点
に
お
け
る
海
洋
法
四
条
約
の
批
准
状
況
一
覧
表
が
載
っ

て
い
る
。
そ
れ
に
よ
る
と
東
欧
で
は
一
一
ヶ
国
の
す
べ
て
が
、
西
欧
等
二
五
ヶ
国
で
は
三
ヶ
国
を
除
い
た
す
べ
て
が
、
四
条
約
の
全
て
、
少
な
く
と

も
一
部
を
批
准
し
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
、
ア
フ
リ
カ
四
九
ヶ
国
で
は
、
一
つ
し
か
批
准
し
て
い
な
い
国
を
含
め
て
も
、
批
准
国
は
一
二
ヶ
国
に
留

ま
り
、
ア
ジ
ア
三
八
ヶ
国
で
も
そ
れ
は
一
〇
ヶ
国
、
中
南
米
二
七
ヶ
国
で
も
九
ヶ
国
に
留
ま
る
な
ど
、
開
発
途
上
国
の
非
批
准
率
が
異
常
に
高
い
が
、

こ
れ
は
、
そ
う
し
た
反
対
の
表
れ
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
。

二
〇
九



日
本
法
学　

第
八
十
巻
第
二
号
（
二
〇
一
四
年
十
月
）

（
四
六
八
）

（
14
） 

小
田
滋
（
一
九
二
四
年
（
大
正
一
三
年
）
│
）
は
、
わ
が
国
に
お
け
る
国
際
法
・
海
洋
法
の
第
一
人
者
で
あ
る
。
注（
11
）に
紹
介
し
た
「
北
海

大
陸
棚
事
件
」
に
お
い
て
は
西
ド
イ
ツ
の
弁
護
人
を
務
め
、
ま
た
、
第
三
次
国
連
海
洋
法
会
議
に
お
い
て
は
日
本
代
表
団
の
メ
ン
バ
ー
と
し
て
活
躍

し
た
。
一
九
七
六
年
二
月
六
日
か
ら
二
〇
〇
三
年
二
月
五
日
ま
で
三
期
二
七
年
間
に
わ
た
り
国
際
司
法
裁
判
所
判
事
を
勤
め
た
。

（
15
） 
小
田
滋
『
海
の
国
際
法
（
下
巻
）』
有
斐
閣
一
九
六
九
年
刊
二
一
四
頁
以
下
参
照
。

（
16
） 

本
稿
を
執
筆
し
て
い
る
二
〇
一
四
年
六
月
現
在
、
条
約
署
名
国
一
八
〇
ヶ
国
、
批
准
国
は
一
六
六
ヶ
国
に
達
し
て
い
る
。
な
お
、
極
め
て
重
要

な
非
批
准
国
と
し
て
ア
メ
リ
カ
が
あ
る
。
出
典
＝
国
連
条
約
デ
ー
タ
ベ
ー
ス

http://treaties.un.org/P
ages/V

iew
D
etailsIII.aspx?&

src=T
R
E
A
T
Y
&
m
tdsg_no=X

X
Ĩ6&

chapter=21&
T
em

p=m
tdsg3&

lang=en

（
17
） 

一
九
五
八
年
公
海
条
約
一
条
で
は
、
公
海
に
対
し
「
い
ず
れ
の
国
の
領
海
ま
た
は
内
水
に
も
含
ま
れ
な
い
海
洋
の
す
べ
て
の
部
分
」
と
い
う
単

純
な
定
義
が
与
え
ら
れ
て
い
た
。
し
か
し
、
海
洋
法
条
約
に
お
い
て
は
様
々
な
制
限
概
念
を
導
入
し
た
結
果
、
こ
の
よ
う
な
複
雑
な
定
義
と
な
り
、

今
日
の
公
海
は
、
従
来
の
概
念
よ
り
か
な
り
範
囲
的
に
縮
小
し
て
い
る
。

（
18
） 

小
田
滋
は
「
こ
こ
で
大
陸
棚
の
上
部
水
域
が
適
用
か
ら
除
外
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
は
重
要
で
あ
る
。
こ
の
点
は
さ
ら
に
第
七
八
条
と
も
関
連
し
、

も
ち
ろ
ん
排
他
的
経
済
水
域
で
カ
バ
ー
さ
れ
る
と
こ
ろ
は
別
と
し
て
、
大
陸
棚
の
上
部
水
域
そ
の
も
の
は
公
海
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
と
言
え

る
。」
と
し
て
い
る
（
小
田
・
注（
15
）紹
介
書
二
五
六
頁
よ
り
引
用
）。

（
19
） 

古
家
修
一
は
、
海
洋
法
条
約
に
人
工
島
及
び
施
設
・
構
築
物
の
定
義
が
存
在
し
て
い
な
い
こ
と
か
ら
、
次
の
よ
う
な
結
果
が
現
実
に
生
じ
て
い

る
と
い
う
（
島
田
征
夫
・
林
司
宣
編
『
海
洋
法
テ
キ
ス
ト
ブ
ッ
ク
』
有
信
堂
二
〇
〇
五
年
刊
六
〇
頁
＝
古
家
修
一
執
筆
部
分
）。

「
多
く
の
国
の
国
内
法
が
こ
れ
ら
の
区
別
を
行
わ
ず
、
一
律
に
沿
岸
国
の
管
轄
権
を
認
め
て
い
る
の
が
実
状
で
あ
る
。」

（
20
） 

宇
宙
エ
レ
ベ
ー
タ
地
上
基
部
は
、
従
来
の
概
念
図
で
は
、
一
般
に
船
舶
型
の
形
態
で
描
か
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
仮
に
本
体
部
分
が
純
然
た
る

船
舶
の
形
態
を
と
っ
て
い
る
場
合
に
も
、
そ
の
付
帯
施
設
を
併
せ
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
宇
宙
エ
レ
ベ
ー
タ
は
、
地
球
か
ら
宇
宙

へ
の
ゲ
ー
ト
ウ
ェ
イ
だ
か
ら
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
地
上
基
部
に
は
地
球
各
地
か
ら
の
相
当
量
の
交
通
が
予
想
さ
れ
、
最
寄
り
の
沿
岸
か
ら

二
〇
〇
海
里
以
上
も
離
れ
た
洋
上
に
存
在
す
る
以
上
、
そ
の
交
通
は
航
空
機
ま
た
は
船
舶
に
依
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
す
な
わ
ち
、
地
上
基
部
と

物
理
的
に
一
体
構
造
を
持
た
せ
る
か
否
か
は
別
と
し
て
、
地
上
基
部
は
、
そ
れ
に
付
設
さ
れ
る
空
港
及
び
海
港
と
事
実
上
一
体
的
に
運
用
さ
れ
る
必

二
一
〇



宇
宙
エ
レ
ベ
ー
タ
法　

そ
の
海
法
、
空
法
及
び
宇
宙
法
と
の
関
係
（
甲
斐
）

（
四
六
九
）

要
が
あ
る
。
そ
し
て
、
海
上
に
設
け
ら
れ
た
大
型
ジ
ェ
ッ
ト
機
用
の
三
〇
〇
〇
ｍ
級
の
滑
走
路
を
持
つ
空
港
や
海
港
は
、
そ
の
規
模
か
ら
、
移
動
性

を
持
つ
と
否
と
に
関
わ
り
な
く
、
必
然
的
に
人
工
島
的
な
体
裁
に
な
ら
ざ
る
を
得
な
い
。
そ
の
結
果
、
全
体
と
し
て
人
工
島
で
あ
る
、
と
い
う
沿
岸

国
の
主
張
を
排
除
す
る
の
は
困
難
と
予
想
さ
れ
る
。

（
21
） 
大
陸
棚
の
定
義
に
出
て
く
る
縁
辺
部
と
は
、
次
の
よ
う
な
概
念
で
あ
る
（
注（
19
）前
掲
書
六
八
頁
＝
羽
室
和
親
執
筆
部
分
よ
り
引
用
）。

「
沿
岸
国
の
陸
塊
が
海
面
下
ま
で
伸
び
て
い
る
部
分
で
あ
っ
て
、
棚
、
斜
面
及
び
コ
ン
チ
ネ
ン
タ
ル
・
ラ
イ
ズ
（rise

）
よ
り
構
成
さ
れ
、

ま
た
大
陸
縁
辺
部
よ
り
沖
合
の
海
底
が
大
洋
底
（deep ocean fl oor

）
で
あ
る
。
棚
（shelf

）
と
は
、
地
形
学
・
地
質
学
上
の
大
陸
棚
に
相

当
し
、
斜
面
（slope

）
は
、
棚
の
外
縁
か
ら
コ
ン
チ
ネ
ン
タ
ル
・
ラ
イ
ズ
の
始
ま
る
と
こ
ろ
ま
で
、
も
し
く
は
傾
斜
の
一
般
的
減
少
が
起
こ

る
と
こ
ろ
の
海
底
（
大
陸
斜
面
）
で
あ
る
。
ま
た
、
コ
ン
チ
ネ
ン
タ
ル
・
ラ
イ
ズ
は
、
大
陸
斜
面
の
ふ
も
と
か
ら
大
洋
底
に
向
か
っ
て
下
っ
て

い
く
緩
や
か
な
海
底
を
い
い
、
斜
面
と
コ
ン
チ
ネ
ン
タ
ル
・
ラ
イ
ズ
の
境
界
が
『
大
陸
斜
面
の
脚
部
（foot of the continental slope

）
で

あ
る
。」

（
22
） 

国
連
大
陸
棚
限
界
委
員
会
は
、
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
国
連
本
部
に
設
置
さ
れ
て
お
り
、
地
質
学
、
地
球
物
理
学
、
水
路
学
の
専
門
家
二
一
名
で
構
成

さ
れ
、
沿
岸
国
が
提
出
し
た
大
陸
棚
延
長
申
請
を
審
査
し
、
勧
告
を
出
す
こ
と
を
任
務
と
し
て
い
る
。
沿
岸
国
が
、
大
陸
棚
限
界
委
員
会
の
勧
告
に

基
づ
い
て
設
定
し
た
大
陸
棚
の
限
界
は
、
最
終
的
な
も
の
と
し
、
か
つ
、
拘
束
力
を
有
す
る
（
国
連
海
洋
法
条
約
第
七
六
条
八
）。

（
23
） 

林
司
宣
（
も
り
た
か
）
は
、「
妥
当
な
考
慮
」
の
意
義
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
に
説
明
す
る
（
注（
19
）前
掲
書
九
八
頁
＝
林
司
宣
執
筆
部
分
）。

「
ど
の
よ
う
な
利
用
が
不
当
な
妨
げ
と
な
る
か
は
、
一
般
的
な
基
準
は
存
し
な
い
の
で
、
ケ
ー
ス
ご
と
に
判
断
し
、
当
事
者
間
に
争
い
が
あ

る
場
合
に
は
、
最
終
的
に
は
紛
争
解
決
手
段
（
第
一
四
部
）
に
訴
え
る
こ
と
が
で
き
る
。」

（
24
） P

ickering v R
udd 

（1815

） 171 E
R
 70

（
25
） G
uille v. S

w
an, 19 John 381 

（N
Y
 S

up. 1822

）

（
26
） 

ガ
イ
ル
対
ス
ワ
ン
事
件
で
、
裁
判
所
は
次
の
様
に
述
べ
た
。

「
操
縦
士
が
水
平
方
向
の
動
き
を
制
御
で
き
な
い
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
気
球
は
風
の
ス
ポ
ー
ツ
で
あ
り
、
操
縦
士
に
で
き
る
こ
と
は
い

つ
、
ど
の
よ
う
に
降
り
る
か
と
言
う
こ
と
だ
け
で
あ
る
。
彼
は
昇
っ
た
場
所
か
ら
近
距
離
に
あ
る
原
告
の
敷
地
内
に
降
り
た
。
さ
て
、
彼
が
降

二
一
一
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下
す
る
場
合
、
こ
の
よ
う
な
状
況
下
で
は
、
通
常
、
好
奇
心
か
ら
か
、
危
険
な
状
況
か
ら
彼
を
救
出
す
る
目
的
の
た
め
か
は
と
も
か
く
と
し
て
、

多
く
の
人
び
と
が
追
随
し
て
く
る
の
は
自
然
の
こ
と
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
よ
う
な
事
態
が
生
じ
る
こ
と
を
操
縦
士
は
予
見
す
べ
き
で

あ
っ
て
、
責
任
が
あ
る
。
群
衆
が
、
彼
の
助
け
を
呼
ぶ
の
を
聞
い
た
か
ど
う
か
は
、
些
細
な
問
題
で
あ
り
、
彼
が
助
け
を
必
要
と
す
る
よ
う
な

状
況
に
身
を
置
い
て
お
り
、
そ
れ
故
に
群
衆
は
好
奇
心
と
援
助
と
い
う
二
重
の
動
機
に
駆
り
立
て
ら
れ
て
、
突
進
し
て
き
た
の
で
あ
る
。
い
ま

仮
に
、
被
告
が
群
衆
に
向
か
っ
て
彼
を
援
助
す
る
よ
う
手
招
き
し
て
い
た
場
合
は
、
原
告
の
土
地
に
群
衆
が
侵
入
し
た
こ
と
に
対
し
責
任
を
負

う
と
い
う
こ
と
に
関
し
、
疑
問
が
生
じ
る
だ
ろ
う
か
。
生
じ
る
わ
け
が
な
い
と
私
は
考
え
る
。」

（
27
） 

こ
こ
以
降
に
お
け
る
各
航
空
条
約
成
立
の
経
緯
は
、
国
際
民
間
航
空
機
関
（
Ｉ
Ｃ
Ａ
Ｏ
）
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
の
記
述
に
依
存
し
て
記
述
し
て
い
る
。

http://legacy.icao.int/icao/en/hist/stam
ps/

（
28
） 

Ｉ
Ｃ
Ａ
Ｏ
の
現
時
点
で
の
加
盟
国
数
は
、
次
に
依
っ
た
。

http://w
w
w
.icao.int/M

em
berS

tates/M
em

ber%
20S

tates.E
nglish.pdf

（
29
） 

シ
カ
ゴ
条
約
一
条
は
「
締
約
国
は
、
各
国
が
そ
の
領
域
上
の
空
間
に
お
い
て
完
全
且
つ
排
他
的
な
主
権
を
有
す
る
こ
と
を
承
認
す
る
。」
と
述

べ
て
い
る
が
、
そ
の
領
域
上
の
空
間
が
ど
こ
ま
で
の
高
さ
に
及
ぶ
も
の
か
は
定
め
て
い
な
い
。
ま
た
、
同
五
条
は
「
各
締
約
国
は
、
他
の
締
約
国
の

航
空
機
《
中
略
》
が
、
す
べ
て
、
事
前
の
許
可
を
得
る
こ
と
を
必
要
と
し
な
い
で
、
且
つ
、
そ
の
航
空
機
が
上
空
を
飛
行
す
る
国
の
着
陸
要
求
権
に

従
う
こ
と
を
条
件
と
し
て
、
そ
の
国
の
領
域
内
へ
の
飛
行
又
は
同
領
域
の
無
着
陸
横
断
飛
行
を
し
、
及
び
運
輸
以
外
の
目
的
で
の
着
陸
を
す
る
権
利

を
、
こ
の
条
約
の
条
項
を
遵
守
す
る
こ
と
を
条
件
と
し
て
有
す
る
こ
と
に
同
意
す
る
。」
と
し
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
こ
で
も
「
上
空
」
が
ど
こ
ま

で
の
高
さ
に
及
ぶ
の
か
は
述
べ
て
い
な
い
。

（
30
） 

赤
道
直
下
に
領
土
を
有
す
る
の
は
、
次
の
国
で
あ
る
。

ブ
ラ
ジ
ル
（R

epública F
ederativa do B

rasil

）、
コ
ロ
ン
ビ
ア
（R

epublica de colom
bia

）、
コ
ン
ゴ
共
和
国
（R

épublique du C
ongo

）、

コ
ン
ゴ
民
主
共
和
国
（R

épublique D
ém

ocratique du C
ongo

）、
エ
ク
ア
ド
ル
（R

epública del E
cuador

）、
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
（R

epublik 

Indonesia

）、
ケ
ニ
ア
（R

epublic of K
enya

）、
サ
ン
ト
メ
・
プ
リ
ン
シ
ペ
（R

epública D
em

ocrática de S
ão T

om
é e P

ríncipe

）、
ウ
ガ
ン

ダ
（R

epublic of U
ganda

）、
ガ
ボ
ン
（R

épublique G
abonaise

）、
ソ
マ
リ
ア
（Jam

huuriyadda F
ederaalka S

oom
aaliya

）

二
一
二



宇
宙
エ
レ
ベ
ー
タ
法　

そ
の
海
法
、
空
法
及
び
宇
宙
法
と
の
関
係
（
甲
斐
）

（
四
七
一
）

（
31
） 

次
の
三
ヶ
国
は
、
赤
道
を
挟
ん
で
領
土
を
有
す
る
。

モ
ル
デ
ィ
ブ
（R

epublic of M
aldives

）、
キ
リ
バ
ス
（R

epublic of K
iribati

）、
赤
道
ギ
ニ
ア
（R

epública de G
uinea E

cuatorial

）

（
32
） 
ボ
ゴ
タ
宣
言
に
参
加
し
た
八
ヶ
国
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

ブ
ラ
ジ
ル
、
コ
ロ
ン
ビ
ア
、
コ
ン
ゴ
、
エ
ク
ア
ド
ル
、
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
、
ケ
ニ
ア
、
ウ
ガ
ン
ダ
、
ザ
イ
ー
ル
。
な
お
、
最
後
の
ザ
イ
ー
ル
は
、
そ
の

後
、
国
名
を
変
更
し
、
今
日
で
は
コ
ン
ゴ
民
主
共
和
国
と
な
っ
て
い
る
。

（
33
） 

ボ
ゴ
タ
宣
言
は
、
正
式
名
称
を
「
第
一
回
赤
道
諸
国
会
合
宣
言
（D

eclaretion of the F
irst M

eeting of E
quatorial C

ountries 

（A
dopted on D

ecem
ber 3,1976

））」
と
い
う
。

（
34
） 

ボ
ゴ
タ
宣
言
の
訳
文
に
つ
い
て
は
、
中
央
学
院
大
学
地
方
自
治
研
究
セ
ン
タ
ー
編
集
「
原
典　

宇
宙
法
」
よ
り
引
用
。

http://w
w
w
.jaxa.jp/library/space_law

/chapter_2/2-2-1-2_j.htm
l

（
35
） 

例
え
ば
、
日
本
の
南
鳥
島
付
近
で
宇
宙
エ
レ
ベ
ー
タ
を
建
設
す
る
こ
と
は
可
能
で
あ
る
が
、
そ
の
場
合
に
は
、
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
の
領
土
・
領
海

上
の
宇
宙
空
間
に
、
宇
宙
エ
レ
ベ
ー
タ
の
大
半
は
位
置
す
る
こ
と
に
な
る
。

（
36
） 

宇
宙
の
ネ
ッ
ク
レ
ス
（S

pace N
ecklace

）
と
呼
ば
れ
る
、
宇
宙
エ
レ
ベ
ー
タ
の
建
設
方
法
で
あ
る
。
静
止
軌
道
上
に
地
球
を
取
り
巻
く
形
に

リ
ン
グ
状
に
ケ
ー
ブ
ル
を
張
り
、
そ
れ
を
起
点
と
し
て
、
地
表
に
ケ
ー
ブ
ル
を
下
ろ
す
と
い
う
方
法
で
あ
る
。
こ
の
方
法
に
依
る
場
合
、
リ
ン
グ
の

長
さ
は
二
六
万
㎞
ほ
ど
と
な
る
が
、
こ
れ
は
一
〇
万
㎞
に
達
す
る
宇
宙
エ
レ
ベ
ー
タ
本
体
と
比
較
し
て
、
さ
ほ
ど
長
い
わ
け
で
は
な
い
。
力
学
的
に

安
定
し
て
お
り
、
地
球
の
重
力
の
ば
ら
つ
き
な
ど
を
考
慮
す
る
こ
と
な
く
、
地
球
の
赤
道
上
の
任
意
の
地
点
に
宇
宙
エ
レ
ベ
ー
タ
を
建
設
で
き
、
ま

た
、
静
止
軌
道
上
の
他
の
施
設
と
の
往
還
に
も
優
れ
て
い
る
の
で
、
法
的
問
題
が
な
け
れ
ば
、
こ
れ
は
最
有
力
の
建
設
方
法
と
な
り
得
る
。
い
く
つ

か
の
具
体
的
方
法
も
既
に
提
案
さ
れ
て
い
る
。

こ
れ
に
つ
い
て
は
、
注（
2
）で
紹
介
し
た
講
演
中
の“A

 R
ing around the W

orld”

で
ク
ラ
ー
ク
が
言
及
し
て
い
る
。
そ
れ
に
よ
る
と
、
最
初

に
考
案
し
た
の
は
旧
ソ
連
のG

. P
olyakov

で
、
ク
ラ
ー
ク
が
引
用
し
た
出
典
は
、A

 space ‘N
ecklace’ about the earth, 

（K
osm

icheskoye 

ozherel'ye zem
li

）. T
eknika M

olodezhi, N
o. 4 41-43 

（1977

）. （N
A
S
A
 T

M
-75174

）
と
い
う
。

（
37
） 

シ
カ
ゴ
条
約
第
一
四
付
属
書
は
、
基
本
的
に
は
飛
行
場
に
つ
い
て
の
標
準
及
び
勧
告
方
式 

を
定
め
た
も
の
で
あ
る
が
、
そ
の
第
四
．
三
（
障

二
一
三
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害
物
の
制
限
表
面
外
の
オ
ブ
ジ
ェ
ク
ト
）
が
こ
の
こ
と
を
定
め
て
い
る
。
原
文
を
以
下
に
紹
介
す
る
。

T
he A

nnex 14 

（A
erodrom

es

） C
hapter 4.3 

（O
bjects outside the obstacle lim

itation surfaces

） of C
hicago C

onvention 

recom
m
ends as follow

s:.

4.3.1 R
ecom

m
endation- A

rrangem
ents should be m

ade to enable the appropriate authority to be consulted concerning proposed 

construction beyond the lim
its of the obstacle lim

itation surfaces that extend above a height established by that authority, in 

order to perm
it an aeronautical study of the eff ect of such construction on the operation of aeroplanes.

4.3.2 R
ecom

m
endation- In areas beyond the lim

its of the obstacle lim
itation surfaces, at least those objects w

hich extend to a 

height of 150 m
 or m

ore above ground elevation should be regarded as obstacles, unless a special aeronautical study indicates 

that they do not constitute a hazard to aeroplanes.

N
ote- T

his study m
ay have regard to the nature of operations concerned and m

ay distinguish betw
een day and night 

operations.

（
38
） 

宇
宙
エ
レ
ベ
ー
タ
研
究
者
の
一
人
エ
ド
ワ
ー
ズ
に
つ
い
て
は
、
注（
7
）に
紹
介
し
た
が
、
彼
が
、
一
般
向
け
啓
蒙
書
と
し
て
書
い
た
の
が
次
の

書
で
あ
る
。

“L
eaving the P

lanet by S
pace E

levator” L
ulu.C

om
 

（2006/10/30

）

同
書
の
邦
訳
が
『
宇
宙
旅
行
は
エ
レ
ベ
ー
タ
で
』（
オ
ー
ム
社
二
〇
一
三
年
刊
）
で
あ
る
。
そ
の
二
一
三
頁
で
エ
ド
ワ
ー
ズ
は
次
の
様
に
述
べ
て

い
る
。「

ア
ー
ス
ポ
ー
ト
の
周
辺
に
は
、
立
ち
入
り
禁
止
区
域
を
設
け
る
こ
と
が
必
要
と
な
る
。
そ
の
範
囲
を
ど
の
程
度
に
す
れ
ば
よ
い
か
は
、
筆

者
達
の
専
門
領
域
で
は
な
い
。
し
か
し
、
そ
れ
は
少
な
く
と
も
数
百
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
に
及
ぶ
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。〈
中
略
〉
飛
行
機
や
船
舶

が
立
ち
入
り
禁
止
区
域
内
に
迷
い
込
ん
で
き
た
時
に
は
ど
う
す
る
か
。
そ
の
場
合
は
、
ワ
シ
ン
ト
ン
Ｄ
．Ｃ
．と
同
じ
く
、
区
域
内
に
入
っ
た
段

階
で
す
ぐ
さ
ま
撃
墜
や
破
壊
の
対
象
と
な
る
。
不
法
に
立
ち
入
っ
た
と
同
時
に
、
そ
れ
が
ミ
サ
イ
ル
を
も
っ
て
い
よ
う
が
い
ま
い
が
、
敵
意
あ

る
も
の
と
み
な
さ
れ
る
の
で
あ
る
。」

二
一
四



宇
宙
エ
レ
ベ
ー
タ
法　

そ
の
海
法
、
空
法
及
び
宇
宙
法
と
の
関
係
（
甲
斐
）

（
四
七
三
）

（
39
） 

例
え
ば
、
ド
イ
ツ
は
航
空
機
乗
っ
取
り
事
件
が
起
き
た
場
合
に
対
処
す
る
べ
く
、
二
〇
〇
五
年
一
月
に
、
テ
ロ
リ
ス
ト
に
乗
っ
取
ら
れ
た
飛
行

機
に
対
し
、
連
邦
国
防
大
臣
が
撃
墜
命
令
を
下
す
権
限
を
容
認
す
る
「
航
空
保
安
法
（L

uftsicherheitsgesetz

）」
を
施
行
し
た
。
こ
れ
に
対
し
、

ド
イ
ツ
連
邦
憲
法
裁
判
所
は
二
〇
〇
六
年
二
月
一
五
日
、
同
法
は
「
乗
客
の
生
存
権
を
侵
害
す
る
」
な
ど
と
し
て
、
違
憲
と
す
る
判
断
を
下
し
た

（B
V
erfG

E
115.118

参
照
）。

（
40
） 

米
国
の
宇
宙
エ
レ
ベ
ー
タ
の
研
究
者
は
、
ク
ラ
イ
マ
ー
の
推
進
力
と
し
て
、
地
上
か
ら
発
射
す
る
レ
ー
ザ
ー
に
よ
る
方
法
を
従
来
か
ら
研
究
し

て
き
た
。
し
か
し
、
地
上
か
ら
大
気
を
通
し
て
レ
ー
ザ
ー
を
照
射
す
る
場
合
に
は
、
大
気
の
シ
ン
チ
レ
ー
シ
ョ
ン
に
よ
り
、
正
確
に
ク
ラ
イ
マ
ー
に

光
線
を
集
中
さ
せ
る
こ
と
が
難
し
い
。
そ
こ
で
、
大
気
の
影
響
が
除
去
出
来
る
数
十
㎞
の
高
さ
の
塔
の
上
に
地
上
基
部
を
置
く
こ
と
を
検
討
し
て
い

る
。
参
照“S

pace E
levators: A

n A
ssessm

ent of the T
echnological F

easibility and the W
ay F

orw
ard” by P

eter S
w
an, S

cience 

D
eck B

ooks; 1 edition 

（O
ctober 1, 2013

）

（
41
） 

ス
ペ
ー
ス
タ
ワ
ー
構
想
の
詳
細
に
つ
い
て
は
、
次
を
参
照
。

R
.K

. S
ath, B

.M
. Q

uine, Z
.H

. Z
hu,“F

easibility of 20 km
 F

ree-S
tanding Infl atable S

pace T
ow

er”Y
ork U

niversity. JB
IS

, V
ol. 

62, pp.342-353

（
42
） 

拙
稿
「
宇
宙
エ
レ
ベ
ー
タ
条
約
法
試
論
」
日
本
大
学
法
学
部
一
二
〇
周
年
記
念
論
文
集
第
一
巻
二
一
頁
以
下
参
照
。

（
43
） 

宇
宙
原
則
条
約
は
、
単
に
「
宇
宙
条
約
」
と
呼
ば
れ
る
こ
と
が
大
変
多
い
。
正
式
名
称
は
「
月
そ
の
他
の
天
体
を
含
む
宇
宙
空
間
の
探
査
及
び

利
用
に
お
け
る
国
家
活
動
を
律
す
る
原
則
に
関
す
る
条
約
（T

reaty on P
rinciples G

overning the A
ctivities of S

tates in the E
xploration 

and U
se of O

uter S
pace, including the M

oon and O
ther C

elestial B
odies

）」
と
い
う
。

（
44
） 

静
止
衛
星
の
存
在
を
根
拠
に
、
宇
宙
エ
レ
ベ
ー
タ
を
宇
宙
空
間
領
有
禁
止
原
則
に
抵
触
し
な
い
と
主
張
す
る
者
が
あ
る
（
例
え
ばB

enjam
in 

H
. Jarrell “International and D

om
estic L

egal Issues F
acing S

pace E
levator D

eploym
ent and O

peration” in ‘L
oyola L

aw
 and 

T
echnology A

nnual V
ol. 7:1 S

pring 2007’ of L
oyola U

niversity N
ew

 O
rleans C

ollege of L
aw

 p.91

）。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
れ
は
両

者
の
性
格
の
差
を
無
視
し
た
議
論
で
あ
る
。
静
止
衛
星
は
、
現
実
問
題
と
し
て
宇
宙
空
間
を
数
十
㎞
以
上
の
幅
で
移
動
し
て
お
り
、
ま
た
、
そ
の
寿

命
は
、
登
載
し
て
い
る
ス
ラ
ス
タ
の
燃
料
量
に
よ
っ
て
左
右
さ
れ
る
が
、
数
年
程
度
に
過
ぎ
な
い
。
こ
れ
に
対
し
、
宇
宙
エ
レ
ベ
ー
タ
は
、
完
成
す

二
一
五



日
本
法
学　

第
八
十
巻
第
二
号
（
二
〇
一
四
年
十
月
）

（
四
七
四
）

れ
ば
、
真
の
意
味
で
特
定
の
宇
宙
空
間
を
半
恒
久
的
に
占
拠
す
る
人
類
最
初
の
構
造
物
と
な
る
。
そ
し
て
、
そ
の
独
占
は
、
民
事
的
に
も
軍
事
的
に

も
、
そ
の
国
に
、
他
国
が
追
随
不
可
能
な
利
点
を
与
え
る
こ
と
に
な
り
、
宇
宙
活
動
自
由
原
則
か
ら
も
、
大
き
な
問
題
と
な
り
う
る
。

二
一
六



タ
ク
シ
ー
事
業
の
規
制
構
造
と
行
政
裁
量
（
友
岡
）

（
四
七
五
）

タ
ク
シ
ー
事
業
の
規
制
構
造
と
行
政
裁
量

友　
　

岡　
　

史　
　

仁

は
じ
め
に

一　

参
入
・
運
賃
規
制
の
構
造

│
平
成
二
五
年
改
正
法
に
照
ら
し
て

㈠　

参
入
規
制
と
需
給
調
整

㈡　

運
賃
規
制
の
態
様

二　

通
達
・
基
準
公
示
に
関
す
る
手
続
法
上
の
課
題

㈠　

法
的
性
質
論

㈡　

理
由
提
示
の
程
度
と
の
関
係
性

㈢　

行
政
指
導
と
の
関
係
性

㈣　

関
連
論
点

│
訴
訟
上
の
課
題

三　

実
体
法
上
の
課
題

│
予
測
力
の
実
体
的
統
制
を
中
心
に

㈠　

行
政
裁
量
の
導
き
方
と
問
題
整
理

二
一
七



日
本
法
学　

第
八
十
巻
第
二
号
（
二
〇
一
四
年
十
月
）

（
四
七
六
）

㈡　
「
輸
送
の
安
全
性
」
と
の
関
係
性

㈢　

輸
送
効
率
性
指
数
と
の
関
係
性

│
「
実
働
率
」
か
「
実
車
率
」
か

お
わ
り
に

は
じ
め
に

タ
ク
シ
ー
や
貸
切
バ
ス
事
業
は
、
物
品
ま
た
は
旅
客
の
一
定
の
場
所
か
ら
他
の
場
所
へ
の
移
動
手
段
を
内
容
と
す
る
事
業
で
あ
る
が
、

そ
れ
と
同
時
に
、
過
当
競
争
の
防
止
等
の
た
め
に
参
入
や
運
賃
・
料
金
（
用
語
の
意
味
は
後
述
一
㈡
参
照
）
に
対
す
る
公
的
規
制
（
1
）

が
課
せ
ら
れ

て
き
た
事
業
分
野
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
、
自
由
主
義
経
済
体
制
下
に
あ
っ
て
は
、
参
入
の
是
非
、
運
賃
・
料
金
設
定
の
判
断
は
事
業
者

が
市
場
の
動
向
に
あ
わ
せ
て
決
す
べ
き
で
あ
り
、
か
か
る
行
為
に
対
す
る
公
的
規
制
の
存
在
は
不
要
と
解
す
る
の
が
原
則
で
あ
る
。
し
た

が
っ
て
、
当
該
事
業
は
、
こ
の
原
則
の
下
、
イ
ン
フ
ラ
施
設
を
主
要
構
成
要
素
と
す
る
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
産
業
（
2
）

な
ど
と
は
異
な
り
、
早
く
か

ら
公
的
規
制
の
緩
和
・
撤
廃
が
試
み
ら
れ
て
き
た
経
緯
が
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
公
的
規
制
が
緩
和
・
撤
廃
さ
れ
る
こ
と
は
、
参
入
の

容
易
さ
ゆ
え
に
事
業
者
が
乱
立
し
、
競
争
の
激
化
に
伴
い
、
そ
の
し
わ
寄
せ
と
し
て
従
業
員
へ
の
負
担
（
特
に
運
転
者
に
対
す
る
賃
金
・
労

働
環
境
）
が
重
く
な
る
と
い
っ
た
こ
と
、
か
か
る
負
担
と
反
比
例
し
て
、
重
視
さ
れ
る
べ
き
旅
客
（
人
）
運
送
の
安
全
性
が
軽
視
さ
れ
る

と
い
っ
た
現
象
が
常
に
問
題
視
さ
れ
、
そ
の
結
果
、
公
的
規
制
の
必
要
性
が
再
認
識
さ
れ
て
い
る
と
い
っ
た
循
環
を
生
ん
で
い
る
（
3
）

。
こ
の

こ
と
は
、
道
路
運
送
分
野
が
参
入
、
運
賃
・
料
金
と
い
っ
た
経
営
的
観
点
か
ら
の
「
経
済
的
規
制
」
が
安
全
を
狙
い
と
し
た
「
社
会

的
規
制
」
と
の
相
克
に
あ
る
も
の
と
し
て
、
そ
の
規
制
の
在
り
方
が
公
法
学
に
お
い
て
も
注
視
さ
れ
る
べ
き
所
以
で
あ
っ
た
（
4
）

。

二
一
八



タ
ク
シ
ー
事
業
の
規
制
構
造
と
行
政
裁
量
（
友
岡
）

（
四
七
七
）

以
上
に
あ
っ
て
、
公
的
規
制
の
変
遷
を
見
れ
ば
、
規
制
緩
和
政
策
が
本
格
的
に
論
議
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
一
九
八
〇
年
代
後
半
を
境

に
、
そ
れ
以
降
は
事
前
規
制
か
ら
事
業
者
の
自
主
性
へ
と
比
重
が
変
化
し
た
が
、
そ
の
後
、
既
存
事
業
者
の
保
護
、
ひ
い
て
は
利
用
者
の

安
全
性
を
重
視
す
る
逆
の
ベ
ク
ト
ル
へ
と
舵
が
切
ら
れ
て
現
在
に
至
っ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
特
に
タ
ク
シ
ー
の
場
合
、
第
一
八
五
回
国

会
に
お
い
て
成
立
し
た
、
特
定
地
域
に
お
け
る
一
般
乗
用
旅
客
自
動
車
運
送
事
業
の
適
正
化
及
び
活
性
化
に
関
す
る
特
別
措
置
法
等
の
一

部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
二
五
年
法
律
八
三
号
）（
以
下
、「
平
成
二
五
年
改
正
法
」
と
い
う
）
は
、「
特
定
地
域
」
に
お
け
る
参
入
を
禁
ず
る

仕
組
み
が
明
記
さ
れ
、
上
記
動
向
を
象
徴
し
て
い
る
。

他
方
、
制
度
変
遷
を
た
ど
れ
ば
、
平
成
二
五
年
改
正
法
以
前
よ
り
、
規
制
緩
和
政
策
の
推
進
と
は
逆
行
し
て
、
通
達
・
公
示
に
基
づ
く

実
質
的
な
参
入
、
運
賃
・
料
金
規
制
が
展
開
さ
れ
て
き
た
こ
と
も
あ
り
、
法
治
行
政
の
原
理
と
い
う
観
点
か
ら
問
題
と
さ
れ
る
べ
き
諸
事

例
が
散
見
さ
れ
る
（
5
）

。
具
体
的
に
は
、
か
か
る
諸
事
例
は
、
規
制
者
・
被
規
制
者
と
い
う
二
面
的
、
な
い
し
は
そ
れ
ら
以
外
の
第
三
者
を
交

え
た
三
面
的
な
法
律
関
係
の
形
成
と
し
て
看
取
で
き
る
が
、
本
稿
に
お
い
て
は
、
特
に
、
前
者
の
、
行
政
事
件
訴
訟
法
（
以
下
、「
行

訴
法
」
と
い
う
）
に
基
づ
く
規
制
者
対
被
規
制
者
の
二0

面
的

0

0

な
訴
訟
を
主
と
し
つ
つ
、
同
時
に
そ
れ
ら
と
も
関
連
す
る
限
り
に
お
い
て
三0

面0

的0

な
訴
訟
も
あ
わ
せ
て
考
察
を
行
う
（
6
）

（
た
だ
し
、
抗
告
訴
訟
以
外
に
も
処
分
の
違
法
性
が
問
題
と
さ
れ
る
国
家
賠
償
請
求
訴
訟
が
提
起
さ
れ
て
い

る
場
合
も
含
む
）。
こ
の
よ
う
な
本
稿
の
考
察
を
通
じ
て
、
規
制
官
庁
と
し
て
考
慮
す
べ
き
要
素
を
は
じ
め
と
す
る
競
争
下
に
お
け
る
規
制

の
存
在
意
義
を
、
法
解
釈
の
視
点
か
ら
見
出
せ
る
も
の
と
考
え
る
。
な
お
、
規
制
緩
和
政
策
の
進
展
に
あ
わ
せ
て
タ
ク
シ
ー
・
路
線
バ
ス

事
業
に
係
る
私
的
独
占
の
禁
止
及
び
公
正
取
引
の
確
保
に
関
す
る
法
律
（
以
下
、「
独
占
禁
止
法
」
と
い
う
）
の
直
接
的
な
適
用
事
例
も
散
見

さ
れ
る
が
、
こ
れ
ら
は
本
稿
の
趣
旨
か
ら
外
れ
る
た
め
あ
え
て
取
り
上
げ
な
い
も
の
と
す
る
（
7
）

。

そ
こ
で
本
稿
で
は
、
右
の
意
義
に
照
ら
し
、
タ
ク
シ
ー
事
業
に
焦
点
を
絞
り
、
平
成
二
五
年
改
正
法
と
あ
わ
せ
た
現
在
の
道
路
運
送
法

二
一
九



日
本
法
学　

第
八
十
巻
第
二
号
（
二
〇
一
四
年
十
月
）

（
四
七
八
）

制
の
規
制
構
造
お
よ
び
関
連
す
る
判
例
・
裁
判
例
に
つ
い
て
整
理
、
検
討
す
る
。
具
体
的
に
は
、
第
一
に
、
道
路
運
送
法
を
は
じ
め
と
し

た
関
連
法
制
を
根
拠
と
す
る
参
入
・
運
賃
・
料
金
規
制
の
構
造
を
見
た
上
で
、
第
二
に
、
タ
ク
シ
ー
事
業
分
野
に
見
る
手
続
法
的
観
点
か

ら
法
治
主
義
に
抵
触
す
る
可
能
性
に
関
わ
る
論
点
、
そ
し
て
第
三
に
、
規
制
緩
和
政
策
と
そ
の
後
の
規
制
強
化
政
策
と
い
う
時
間
軸
の
中

に
登
場
す
る
関
連
訴
訟
事
例
に
係
る
法
的
課
題
、
を
そ
れ
ぞ
れ
検
討
し
た
い
。

一　

参
入
・
運
賃
規
制
の
構
造

│
平
成
二
五
年
改
正
法
に
照
ら
し
て

㈠　

参
入
規
制
と
需
給
調
整

1　

許
可
・
届
出

「
参
入
」
と
は
、
当
該
事
業
分
野
（
市
場
）
に
お
い
て
新
規
に

0

0

0

事
業
活
動
を
行
う
場
合
を
念
頭
に
置
か
れ
る
こ
と
が
多
い
が
、
既
存
0

0

事

業
者
が
当
該
市
場
に
お
い
て
事
業
の
拡
大
を
狙
う
こ
と
も
含
め
て
、
こ
れ
を
広
義
の
「
参
入
」
と
し
て
と
ら
え
る
こ
と
が
可
能
と
思
わ
れ

る
。
以
下
に
用
い
る
「
参
入
」
は
、
広
義
に
と
ら
え
た
そ
れ
で
あ
る
。

そ
こ
で
、
道
路
運
送
法
三
条
一
項
は
、
同
法
が
準
備
す
る
各
事
業
を
「
一
般
旅
客
自
動
車
運
送
事
業
」
と
し
、
そ
の
一
つ
と
し
て
タ
ク

シ
ー
事
業
を
「
一
般
乗
用
旅
客
自
動
車
運
送
事
業
」（
三
条
一
項
一
号
ハ
）
と
称
す
る
。
道
路
運
送
法
六
条
は
、
タ
ク
シ
ー
事
業
を
含
め
て
、

許
可
の
要
件
を
、
事
業
計
画
が
輸
送
の
安
全
性
を
確
保
す
る
た
め
に
適
切
で
あ
る
こ
と
（
一
号
）、
事
業
遂
行
上
適
切
な
計
画
を
有
す
る
こ

と
（
二
号
）、
そ
し
て
事
業
を
適
確
に
遂
行
す
る
に
足
る
能
力
を
有
す
る
こ
と
（
三
号
）
と
規
定
し
、
同
法
七
条
に
お
い
て
人
的
な
欠
格
事

由
を
定
め
て
い
る
。

以
上
が
新
規
参
入
を
念
頭
に
置
い
た
規
制
で
あ
る
が
、
こ
の
ほ
か
に
も
、
既
存
事
業
者
が
増
車
を
行
う
こ
と
に
伴
う
場
合
の
事
前
規
制

二
二
〇



タ
ク
シ
ー
事
業
の
規
制
構
造
と
行
政
裁
量
（
友
岡
）

（
四
七
九
）

と
し
て
、
道
路
運
送
法
一
五
条
一
項
で
は
事
業
計
画
の
変
更
に
際
し
国
土
交
通
大
臣
の
認
可

0

0

を
受
け
る
も
の
と
す
る
一
方
、
同
条
二
項
で

は
「
営
業
所
ご
と
に
配
置
す
る
事
業
用
自
動
車
の
数
そ
の
他
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
事
項
に
関
す
る
事
業
計
画
の
変
更
を
し
よ
う
と

す
る
と
き
」
は
届
出
0

0

に
よ
る
二
種
の
規
制
が
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
認
可
制
と
届
出
制
を
区
別
し
た
背
景
に
は
、
規
制
緩
和
政
策
の
一
環
と

し
て
、
道
路
運
送
法
及
び
タ
ク
シ
ー
業
務
適
正
化
臨
時
措
置
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
一
二
年
法
律
八
六
号
）（
以
下
、「
平
成
一
二

年
改
正
法
」
と
い
う
）
に
よ
る
道
路
運
送
法
の
改
正
に
伴
い
、
よ
り
簡
易
な
手
続
を
通
じ
た
参
入
促
進
へ
の
企
図
が
あ
る
。
逆
に
、
安
全
性

の
確
保
の
観
点
か
ら
、
道
路
運
送
法
四
〇
条
に
お
い
て
、
許
可
0

0

を
受
け
て
い
る
場
合
に
は
、
一
定
の
違
反
事
由
が
あ
れ
ば
、
輸
送
施
設
の

停
止
、
事
業
の
停
止
の
ほ
か
、
許
可
の
取
消
し
と
い
っ
た
不
利
益
処
分
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
旨
定
め
ら
れ
て
い
る
。

2　

増
車
抑
制
に
係
る
事
前
規
制

し
か
し
な
が
ら
、
以
上
の
届
出
制
に
係
る
規
定
の
存
在
が
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
趣
旨
を
制
約
す
る
行
政
実
態
が
あ
っ
た
。
以

下
、
具
体
的
に
見
て
お
く
。

平
成
二
五
年
改
正
法
に
よ
っ
て
廃
止
さ
れ
た
旧
道
路
運
送
法
八
条
は
、「
緊
急
調
整
地
域
」
に
関
わ
る
規
定
で
あ
り
、
平
成
一
二
年
改
正

法
に
よ
る
道
路
運
送
法
改
正
に
伴
い
設
け
ら
れ
た
仕
組
み
で
あ
っ
た
。
同
条
に
お
い
て
国
土
交
通
大
臣
は
、
供
給
輸
送
力
が
輸
送
需
要
量

に
対
し
著
し
く
過
剰
と
な
っ
て
い
る
場
合
に
、
当
該
輸
送
力
が
さ
ら
に
増
加
す
る
こ
と
に
よ
り
「
輸
送
の
安
全
及
び
旅
客
の
利
便
を
確
保

す
る
こ
と
が
困
難
と
な
る
お
そ
れ
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
」、
特
定
の
地
域
を
「
緊
急
調
整
地
域
」
と
し
て
指
定
で
き
る
も
の
と
し
、
当

該
地
域
が
「
緊
急
調
整
地
域
」
の
全
部
ま
た
は
一
部
に
含
ま
れ
る
場
合
に
は
、
新
規
参
入
に
係
る
申
請
に
つ
い
て
は
許
可
を
し
て
は
な
ら

ず
（
旧
八
条
二
項
）、
事
業
計
画
の
変
更
も
で
き
な
い
（
同
条
三
項
）
も
の
と
さ
れ
て
お
り
、
こ
の
う
ち
後
者
が
増
車
抑
制
に
係
る
も
の
で
あ

っ
た
。
し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
明
文
規
定
と
あ
わ
せ
、
国
土
交
通
大
臣
は
通
達
（
8
）

に
よ
っ
て
、「
特
別
監
視
地
域
」、
さ
ら
に
は
、
特
別
監
視

二
二
一



日
本
法
学　

第
八
十
巻
第
二
号
（
二
〇
一
四
年
十
月
）

（
四
八
〇
）

地
域
内
に
お
い
て
供
給
過
剰
に
伴
う
労
働
環
境
の
悪
化
が
懸
念
さ
れ
る
地
域
と
し
て
「
特
定
特
別
監
視
地
域
」
の
そ
れ
ぞ
れ
を
指
定
し
て

増
車
抑
制
に
係
る
規
制
を
実
施
し
て
い
た
が
（
9
）

、
こ
れ
は
既
に
法
定
さ
れ
て
い
た
「
緊
急
調
整
地
域
」
に
お
け
る
措
置
の
未
然
防
止
を

趣
旨
と
し
た
も
の
と
し
て
、
法
的
根
拠
を
直
接
に
は
有
し
な
い
も
の
の
、
増
車
に
係
る
実
質
的
規
制
と
み
な
さ
れ
る
も
の
で
あ
っ
た
（
こ

の
問
題
点
は
後
述
二
㈠
参
照
（
10
）

）。

さ
ら
に
、
平
成
二
一
年
に
は
道
路
運
送
法
の
特
例
と
し
て
、
特
定
地
域
に
お
け
る
一
般
乗
用
旅
客
自
動
車
運
送
事
業
の
適
正
化
及
び
活

性
化
に
関
す
る
特
別
措
置
法
（
平
成
二
一
年
法
律
六
四
号
）
が
成
立
し
、
右
に
見
た
規
制
と
併
せ
て
事
業
者
の
自
主
的
な
取
組
み
を
通
じ
た

増
車
抑
制
規
制
が
導
入
さ
れ
、
平
成
二
五
年
改
正
法
に
よ
っ
て
、
新
た
に
「
準
特
定
地
域
」
を
創
設
し
て
現
在
の
よ
う
な
法
令
名
で
あ
る
、

特
定
地
域
及
び
準
特
定
地
域
に
お
け
る
一
般
乗
用
旅
客
自
動
車
運
送
事
業
の
適
正
化
及
び
活
性
化
に
関
す
る
特
別
措
置
法
（
以
下
、
平
成
二

一
年
法
を
「
旧
タ
ク
シ
ー
適
正
化
・
活
性
化
法
」、
平
成
二
五
年
改
正
法
に
よ
る
同
法
改
正
の
も
の
を
「
改
正
タ
ク
シ
ー
適
正
化
・
活
性
化
法
」
と
い
う
（
11
）

）

に
変
更
さ
れ
た
。

こ
こ
で
、
改
正
タ
ク
シ
ー
適
正
化
・
活
性
化
法
を
見
る
に
、
①
供
給
過
剰
で
あ
る
と
認
め
る
場
合
で
あ
っ
て
、
供
給
輸
送
力
を
削
減
し

な
け
れ
ば
事
業
の
健
全
な
経
営
を
維
持
す
る
こ
と
な
ど
が
困
難
で
あ
る
場
合
に
は
「
特
定
地
域
」
を
、
②
供
給
過
剰
と
な
る
お
そ
れ
が
あ

る
と
認
め
る
場
合
で
あ
っ
て
、
当
該
地
域
の
需
要
に
的
確
に
対
応
し
な
け
れ
ば
事
業
の
健
全
な
経
営
を
維
持
す
る
こ
と
な
ど
が
困
難
で
あ

る
場
合
に
は
「
準
特
定
地
域
」
を
、
そ
れ
ぞ
れ
指
定
で
き
る
も
の
と
し
て
お
り
（
三
条
一
項
・
三
条
の
二
第
一
項
）、
両
地
域
と
も
に
「
供
給

輸
送
力
の
削
減
を
し
な
け
れ
ば
、
一
般
乗
用
旅
客
自
動
車
運
送
事
業
の
健
全
な
経
営
を
維
持
し
、
並
び
に
輸
送
の
安
全
及
び
利
用
者
の
利

便
を
確
保
す
る
こ
と
に
よ
り
、
そ
の
地
域
公
共
交
通
と
し
て
の
機
能
を
十
分
に
発
揮
す
る
こ
と
が
困
難
で
あ
る
」
こ
と
が
指
定
要
件
の
原

則
と
さ
れ
て
い
る
。

二
二
二



タ
ク
シ
ー
事
業
の
規
制
構
造
と
行
政
裁
量
（
友
岡
）

（
四
八
一
）

も
っ
と
も
、
こ
れ
ら
の
地
域
に
お
け
る
供
給
輸
送
力
の
削
減
＝
減
車
は
、
旧
タ
ク
シ
ー
適
正
化
・
活
性
化
法
が
そ
う
で
あ
っ
た
よ
う
に
、

地
域
指
定
の
趣
旨
は
関
係
者
の
自
主
的
な
取
組
を
前
提
と
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
公
権
力
を
伴
う
一
般
規
制
と
は
異
な
る
も
の
で
あ
る
。

具
体
的
に
は
、「
特
定
地
域
」
に
つ
い
て
は
、
関
係
自
治
体
の
長
、
事
業
者
、
運
転
者
の
組
織
団
体
お
よ
び
住
民
を
構
成
員
と
す
る
「
協
議

会
」
が
計
画
を
定
め
、
こ
れ
を
国
土
交
通
大
臣
が
認
可
す
る
も
の
と
す
る
が
（
八
条
一
項
・
八
条
の
二
第
一
項
）、
こ
の
計
画
の
中
に
、「
供

給
輸
送
力
の
削
減
」
に
関
す
る
具
体
的
内
容
を
定
め
る
も
の
と
し
て
お
り
（
八
条
の
二
第
二
項
）、「
協
議
会
」
の
構
成
員
た
る
事
業
者
が
計

画
に
従
っ
て
削
減
義
務
を
負
う
も
の
と
す
る
（
八
条
の
三
第
一
項
）。
こ
れ
に
対
し
、
改
正
タ
ク
シ
ー
適
正
化
・
活
性
化
法
に
よ
り
導
入
さ

れ
た
「
準
特
定
地
域
」
に
お
い
て
も
協
議
会
の
設
立
が
認
め
ら
れ
る
も
の
の
、「
特
定
地
域
」
と
は
異
な
り
、
協
議
会
が
作
成
し
た
計
画

は
当
該
大
臣
に
よ
る
認
可
の
対
象
で
は
な
く
必
要
な
助
言
を
す
る
（
九
条
六
項
）
な
ど
と
さ
れ
て
い
る
。

そ
こ
で
、
減
車
が
求
め
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
事
業
者
は
、
本
来
増
車
を
望
む
と
思
わ
れ
る
点
に
お
い
て
、
果
た
し
て
か
か
る
事
業
者
自
身

が
「
協
議
会
」
に
参
加
す
る
で
あ
ろ
う
か
、
と
い
う
疑
問
が
湧
く
。
加
え
て
、
か
か
る
「
協
議
会
」
に
参
加
し
な
い
事
業
者
に
対
し
て
行

政
指
導
等
を
通
じ
て
積
極
的
に
参
入
規
制
を
行
う
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
た
め
、
依
然
制
度
上
そ
の
実
効
性
が
疑
わ
し
い
側
面
は
否
め
な
い
。

こ
の
点
の
改
正
タ
ク
シ
ー
適
正
化
・
活
性
化
法
は
、
増
車
抑
制
と
そ
の
表
裏
と
し
て
の
減
車
勧
奨
を
期
待
す
る
意
味
で
は
、
旧
タ
ク
シ
ー

適
正
化
・
活
性
化
法
に
お
け
る
地
域
ご
と
の
自
主
的
取
組
に
依
存
す
る
従
前
の
規
制
ス
タ
イ
ル
を
継
承
す
る
一
方
、「
特
定
地
域
」
に
お
い

て
は
増
車
を
伴
う
事
業
計
画
の
変
更
を
禁
止
0

0

し
（
一
四
条
の
三
）、「
準
特
定
地
域
」
に
あ
っ
て
は
、
か
か
る
場
合
に
届
出
で
は
な
く
認
可
に

よ
る
こ
と
に
な
る
と
し
た
（
一
五
条
一
項
）。
こ
の
た
め
、
な
か
で
も
「
特
定
地
域
」
に
お
け
る
増
車
申
請
は
、（
要
件
）
裁
量
が
働
く
余
地

は
な
く
厳
格
な
事
前
規
制
が
一
律
行
わ
れ
る
こ
と
を
意
味
す
る
こ
と
か
ら
、
道
路
運
送
法
一
五
条
二
項
に
お
い
て
認
め
ら
れ
た
届
出
制
に

対
し
事
前
に
抑
制
す
る
機
能
を
果
た
す
と
い
う
意
味
に
お
い
て
、
平
成
一
二
年
改
正
法
に
伴
う
タ
ク
シ
ー
の
総
量
的
規
制
の
緩
和
が
、
こ

二
二
三
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四
八
二
）

こ
で
明
確
に
改
め
ら
れ
た
と
い
え
よ
う
。

な
お
、
行
政
運
用
レ
ベ
ル
に
お
い
て
、
以
上
の
よ
う
な
増
車
抑
制
に
係
る
通
達
（
12
）

に
伴
う
地
方
運
輸
局
長
の
公
示
に
定
め
ら
れ
た
収
支

計
画
要
件
が
「
需
給
調
整
規
制
と
し
て
の
性
格
を
有
し
て
い
る
も
の
」
と
し
て
、
道
路
運
送
法
お
よ
び
旧
タ
ク
シ
ー
適
正
化
・
活
性
化
法

の
趣
旨
に
反
し
違
法
で
あ
る
と
さ
れ
た
裁
判
例
（【
判
例
①
】
東
京
地
判
平
成
二
五
・
六
・
二
七
Ｌ
Ｅ
Ｘ
／
Ｄ
Ｂ
文
献
番
号
二
五
五
〇
一
三
九
五
、

た
だ
し
控
訴
審
で
あ
る
東
京
高
判
平
成
二
六
・
一
・
二
一
判
時
二
二
二
〇
号
三
頁
に
お
い
て
処
分
の
違
法
性
は
否
定
さ
れ
て
い
る
）
が
見
ら
れ
る
が
、

こ
れ
に
つ
い
て
は
、
三
に
お
い
て
触
れ
る
こ
と
に
す
る
。

㈡　

運
賃
規
制
の
態
様

1　

認
可
・
届
出

タ
ク
シ
ー
運
賃
・
料
金
に
係
る
規
制
は
、
道
路
運
送
法
九
条
の
三
に
お
い
て
、
国
土
交
通
大
臣
に
よ
る
認
可
制
を
採
用
す
る
一
方
（
一

項
）、
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
運
賃
お
よ
び
料
金
の
場
合
は
届
出
制
と
さ
れ
て
い
る
（
三
項
）。
そ
こ
で
、
現
行
法
の
規
定
を
見
る
と
、
道

路
運
送
法
九
条
の
三
第
二
項
は
、
い
わ
ゆ
る
「
原
価
主
義
」
に
係
る
定
め
と
し
て
「
能
率
的
な
経
営
の
下
に
お
け
る
適
正
な
原
価
に
適
正

な
利
潤
を
加
え
た
も
の
を
超
え
な
い
も
の

0

0

0

0

0

0

で
あ
る
こ
と
」（
傍
点
筆
者
）
と
す
る
ほ
か
（
一
号
）、
特
定
の
旅
客
に
対
し
不
当
な
差
別
的
扱
い

を
す
る
も
の
で
な
い
こ
と
（
二
号
）、
他
の
一
般
旅
客
自
動
車
運
送
事
業
者
と
の
間
に
不
当
な
競
争
を
引
き
起
こ
す
こ
と
と
な
る
お
そ
れ
が

な
い
も
の
（
三
号
）
と
規
定
し
、
こ
の
ほ
か
に
は
、
国
土
交
通
大
臣
が
運
賃
・
料
金
が
対
距
離
制
に
よ
る
場
合
に
そ
の
算
定
の
基
礎
と
な
る

距
離
を
定
め
た
と
き
は
こ
れ
に
よ
る
も
の
（
四
号
）、
と
そ
れ
ぞ
れ
要
件
が
規
定
さ
れ
る
。
な
お
、
こ
れ
ら
の
認
可
要
件
は
、
国
土
交
通
省

令
で
定
め
る
料
金
0

0

を
定
め
る
場
合
は
届
出
制
が
採
用
さ
れ
る
（
二
項
）。

二
二
四



タ
ク
シ
ー
事
業
の
規
制
構
造
と
行
政
裁
量
（
友
岡
）

（
四
八
三
）

こ
の
ほ
か
に
も
、
道
路
運
送
法
九
条
の
三
第
四
項
で
は
、
一
般
乗
合
旅
客
自
動
車
運
送
事
業
に
係
る
同
法
九
条
六
項
を
準
用
す
る
形
で
、

事
業
者
が
申
請
し
た
運
賃
・
料
金
に
つ
い
て
、
国
土
交
通
大
臣
は
変
更
命
令
を
課
す
こ
と
を
可
能
と
し
て
お
り
、
こ
の
場
合
の
要
件
と
し

て
、
社
会
的
経
済
的
事
情
に
照
ら
し
て
著
し
く
不
適
切
で
あ
り
旅
客
の
利
益
を
阻
害
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
と
き
（
一
号
）
の
ほ
か
、
先
の
認

可
要
件
に
見
ら
れ
る
不
当
差
別
禁
止
（
二
号
）
お
よ
び
不
当
競
争
禁
止
（
三
号
）
の
各
規
制
を
掲
げ
る
。

な
お
、
道
路
運
送
法
四
〇
条
に
お
い
て
、
認
可
を
受
け
て
い
る
場
合
に
は
、
輸
送
施
設
の
停
止
、
事
業
の
停
止
の
ほ
か
、
許
可
の
取
消

し
と
い
っ
た
不
利
益
処
分
を
行
う
こ
と
が
定
め
ら
れ
て
い
る
点
は
、
参
入
規
制
の
場
合
と
同
様
で
あ
る
。
ま
た
、
道
路
運
送
法
上
明
確
な

定
義
規
定
は
存
し
な
い
が
、「
運
賃
」
と
は
顧
客
の
運
送
へ
の
対
価
、「
料
金
」
と
は
運
賃
に
直
接
的
に
付
帯
す
る
役
務
提
供
の
対
価
と
し

て
、
そ
れ
ぞ
れ
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
が
（
13
）

、
以
下
で
は
、
認
可
の
対
象
と
し
て
あ
え
て
両
者
を
区
別
せ
ず
に
「
運
賃
」
と
称
す
る
も
の
と

す
る
。

2　

下
限
割
れ
規
制
の
変
遷
と
「
同
一
地
域
・
同
一
運
賃
の
原
則
」

以
上
の
規
定
の
う
ち
、
道
路
運
送
法
九
条
の
三
第
二
項
一
号
に
定
め
る
認
可
要
件
の
解
釈
が
重
要
と
な
る
が
、
こ
の
場
合
、
行
政
庁
側

の
視
点
か
ら
現
行
の
要
件
に
至
る
ま
で
の
規
定
の
変
遷
を
見
る
と
、
次
の
よ
う
に
な
る
。

規
制
緩
和
政
策
を
実
定
法
化
し
た
平
成
一
二
年
改
正
法
よ
り
前
に
あ
っ
て
、（
当
時
の
旧
）
道
路
運
送
法
八
条
二
項
一
号
で
は
「
能
率
的

な
経
営
の
下
に
お
け
る
適
正
な
原
価
を
償
い
、
且
つ
、
適
正
な
利
潤
を
含
む
も
の
で
あ
る
こ
と
」
と
規
定
し
て
い
た
。
こ
れ
は
、
規
定
の

仕
方
か
ら
す
れ
ば
、
事
業
者
に
よ
っ
て
申
請
さ
れ
た
原
価
を
正
面
か
ら

0

0

0

0

そ
の
適
正
性
に
つ
い
て
算
定
す
る
趣
旨
が
含
ま
れ
て
お
り
、
一
定

の
基
準
を
事
前
に
想
定
せ
ず
広
範
な
裁
量
を
認
め
る
と
い
う
意
味
で
の
「
非
制
限
型
」
の
規
制
で
あ
っ
た
と
も
い
え
る
。
そ
の
後
、
平
成

一
二
年
改
正
法
に
よ
っ
て
現
行
法
の
よ
う
な
「
能
率
的
な
経
営
の
下
に
お
け
る
適
正
な
原
価
に
適
正
な
利
潤
を
加
え
た
も
の
を
超
え
な
い

0

0

0

0

二
二
五



日
本
法
学　

第
八
十
巻
第
二
号
（
二
〇
一
四
年
十
月
）

（
四
八
四
）

も
の

0

0

で
あ
る
こ
と
」（
傍
点
筆
者
）
と
い
っ
た
要
件
へ
と
変
更
さ
れ
た
が
、
こ
れ
は
先
の
意
味
に
と
ら
え
た
場
合
に
「
非
制
限
型
」
に
比
し

て
一
定
の
要
件
を
加
え
た
も
の
と
し
て
「
制
限
型
」
と
称
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
も
っ
と
も
、
旧
タ
ク
シ
ー
適
正
化
・
活
性
化
法
附
則

五
項
に
お
い
て
、
右
規
定
を
、
当
分
の
間

0

0

0

0

「
能
率
的
な
経
営
の
下
に
お
け
る
適
正
な
原
価
に
適
正
な
利
潤
を
加
え
た
も
の

0

0

0

0

0

で
あ
る
こ
と
」

（
傍
点
筆
者
）
と
す
る
読
替
規
定
を
別
途
置
い
て
い
る
が
、「
加
え
た
も
の
」
と
の
文
言
か
ら
は
「
非
制
限
型
」
を
復
活
さ
せ
た
趣
旨
と
い

う
こ
と
に
な
る
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、「
制
限
型
」
に
お
い
て
要
件
を
担
保
す
る
上
で
は
、
も
っ
ぱ
ら
不
当
競
争
禁
止
条
項
を
用
い
る
運
用
方

法
を
前
提
と
し
た
も
の
で
あ
っ
た
（
14
）

。

と
こ
ろ
で
、
こ
の
よ
う
な
要
件
規
定
は
、
そ
の
変
遷
に
か
か
わ
ら
ず
、「
同
一
地
域
・
同
一
運
賃
の
原
則
」
の
後
、
一
九
九
七
（
平
成
九
）

年
に
採
用
さ
れ
現
在
に
至
る
ま
で
継
承
さ
れ
て
い
る
自
動
認
可
運
賃
制
度
（
原
則
）
に
よ
っ
て
、
事
前
に
定
め
ら
れ
た
上
限
・
下
限
の
幅

に
収
ま
る
運
賃
で
あ
れ
ば
自
動
的
に
認
可
さ
れ
る
仕
組
み
が
採
ら
れ
て
き
た
（
15
）

。
し
た
が
っ
て
、
道
路
運
送
法
に
お
け
る
当
該
要
件
規
定

は
、
タ
ク
シ
ー
事
業
に
係
る
運
賃
規
制
の
運
用
レ
ベ
ル
を
考
慮
す
る
と
、
い
ず
れ
も
下
限
割
れ
0

0

運
賃
を
抑
制
す
る
規
制
（
＝
下
限
割
れ
規

制
）
と
し
て
構
成
さ
れ
て
き
た
と
い
え
る
。
し
か
し
、
自
動
認
可
運
賃
制
度
で
は
、
事
前
に
幅
を
も
っ
て
運
賃
が
設
定
さ
れ
る
た
め
、
個

別
の
原
価
審
査
を
要
し
な
い
（
ス
ム
ー
ズ
に
申
請
が
通
る
）
こ
と
に
メ
リ
ッ
ト
が
あ
る
が
、
逆
に
、
か
か
る
制
度
が
妥
当
し
な
い
下
限
割

れ
状
態
を
道
路
運
送
法
が
禁
止
す
る
趣
旨
と
解
す
る
の
は
極
論
と
も
い
え
、
そ
れ
は
原
価
の
「
適
正
」
性
に
求
め
る
法
文
か
ら
も
看
取
し

得
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
よ
っ
て
、
申
請
運
賃
の
原
価
の
適
正
性
を
判
断
す
る
上
で
個
別
審
査
を
行
う
「
個
別
申
請
・
個
別
認
可
制
」
が
原

則
で
あ
る
こ
と
を
意
味
し
よ
う
（
16
）

。
こ
の
よ
う
に
と
ら
え
れ
ば
、
道
路
運
送
法
の
か
か
る
要
件
規
定
は
、
原
価
算
定
の
在
り
方
を
示
す
も

の
で
は
あ
る
が
、
む
し
ろ
手
続
規
定
と
し
て
の
性
格
が
強
い
と
の
見
方
も
不
可
能
で
な
い
。
な
お
、
こ
れ
ま
で
の
判
例
（
例
え
ば
、「
同
一

地
域
・
同
一
運
賃
の
原
則
」
時
代
と
し
て
【
判
例
②
】
Ｍ
Ｋ
タ
ク
シ
ー
事
件
〔
大
阪
地
判
昭
和
六
〇
・
一
・
三
一
行
集
三
六
巻
一
号
七
四
頁
〕、
そ
の
後

二
二
六



タ
ク
シ
ー
事
業
の
規
制
構
造
と
行
政
裁
量
（
友
岡
）

（
四
八
五
）

の
運
賃
改
定
に
際
し
て
用
い
ら
れ
る
「
平
均
原
価
方
式
」
に
変
更
後
の
も
の
と
し
て
【
判
例
③
】
三
菱
タ
ク
シ
ー
事
件
〔
最
判
平
成
一
一
・
七
・
一
九
判

時
一
六
八
八
号
一
二
三
頁
〕
等
）
は
、
当
該
原
則
を
「
同
一
地
域
・
同
一
運
賃
の
原
則
」
に
対
す
る
そ
の
当
時
の
道
路
運
送
法
の
解
釈
と
し

て
と
ら
え
て
い
た
が
、（
認
可
要
件
に
係
る
文
言
上
の
変
化
は
見
ら
れ
る
も
の
の
）
や
は
り
現
行
道
路
運
送
法
に
も
妥
当
す
る
原
則
と
解
す
べ
き

で
あ
る
（
17
）

。

こ
の
よ
う
に
解
し
た
場
合
、
確
か
に
、【
判
例
③
】
と
の
関
係
か
ら
学
説
と
し
て
指
摘
が
あ
る
よ
う
に
、
常
時
個
別
原
価
に
照
ら
し
た

審
査
を
強
制
す
る
こ
と
自
体
は
妥
当
と
は
思
わ
れ
な
い
も
の
の
（
18
）

、
全
事
業
者
に
対
し
運
賃
メ
ニ
ュ
ー
の
選
択
余
地
の
な
い
形
式
に
よ
る

「
同
一
地
域
・
同
一
運
賃
の
原
則
」
を
仮
に
復
活
す
る
と
い
っ
た
判
断
は
消
極
に
解
さ
れ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
先
に
触
れ
た
旧
タ
ク

シ
ー
適
正
化
・
活
性
化
法
附
則
五
項
に
よ
っ
て
、
下
限
割
れ
運
賃
の
審
査
厳
格
化
を
通
じ
た
実
質
的
な
運
用
に
委
ね
る
可
能
性
は
あ
り
得

た
こ
と
（
19
）

、
改
正
タ
ク
シ
ー
適
正
化
・
活
性
化
法
に
お
い
て
も
、「
特
定
地
域
」
お
よ
び
「
準
特
定
地
域
」
に
お
い
て
、
協
議
会
の
意
見
を
聴

い
た
う
え
で
運
賃
の
範
囲
を
国
土
交
通
大
臣
が
指
定
す
る
も
の
と
し
て
い
る
こ
と
（
一
六
条
一
項
）
の
ほ
か
、「
能
率
的
な
経
営
を
行
う
標

準
的
な
一
般
乗
用
旅
客
自
動
車
運
送
事
業
者
が
行
う
一
般
乗
用
旅
客
自
動
車
運
送
事
業
に
係
る
適
正
な
原
価
に
適
正
な
利
潤
を
加
え
た
運

賃
を
標
準
と
す
る
こ
と
」（
一
号
）
と
し
た
要
件
規
定
は
旧
法
附
則
五
項
に
近
似
す
る
こ
と
か
ら
、
協
議
会
レ
ベ
ル
に
お
い
て
地
域
の
実
情

に
照
ら
し
た
「
同
一
地
域
・
同
一
運
賃
の
原
則
」
に
近
似
す
る
運
賃
範
囲
を
設
定
す
る
可
能
性
は
否
定
で
き
な
い
と
こ
ろ
で
は
あ
る
（
20
）

。

し
か
し
な
が
ら
、
こ
れ
ら
の
よ
う
な
場
合
で
あ
っ
て
も
、
同
法
は
不
当
差
別
禁
止
お
よ
び
不
当
競
争
禁
止
な
ど
の
各
条
項
も
存
在
し
て
お

り
（
二
・
三
号
）、
道
路
運
送
法
九
条
の
三
第
二
項
二
・
三
号
に
類
似
し
た
規
定
を
置
い
て
い
る
点
と
あ
わ
せ
て
読
め
ば
、
や
は
り
、
改
正

タ
ク
シ
ー
活
性
化
・
適
正
化
法
制
定
以
降
に
あ
っ
て
も
、
運
用
レ
ベ
ル
に
よ
る
「
同
一
地
域
・
同
一
運
賃
の
原
則
」
の
復
活
は
認
め
ら
れ

る
べ
き
で
な
い
と
解
す
る
の
が
立
法
趣
旨
と
思
わ
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、
仮
に
旧
制
度
を
復
活
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
本
体
た
る
道
路
運
送

二
二
七



日
本
法
学　

第
八
十
巻
第
二
号
（
二
〇
一
四
年
十
月
）

（
四
八
六
）

法
の
改
正
に
よ
る
恒
久
的
措
置
が
不
可
欠
と
な
ろ
う
。

以
上
に
あ
っ
て
、【
判
例
②
】
が
「
非
制
限
型
」
を
念
頭
に
置
い
た
点
で
は
「
制
限
型
」
へ
の
改
正
に
よ
っ
て
原
価
算
定
基
準
の
解
釈
上

0

0

0

の0

先
例
的
意
味
は
失
っ
た
と
の
見
方
は
あ
り
得
る
（
21
）

。
し
か
し
、
附
則
と
は
い
え
「
非
制
限
型
」
的
規
定
と
し
て
復
活
し
た
現
行
根
拠
規
定

の
存
在
、
さ
ら
に
は
、
同
判
決
が
こ
の
よ
う
な
道
路
運
送
法
の
趣
旨
を
「
個
別
申
請
・
個
別
認
可
制
」
に
あ
る
と
し
た
点
は
当
該
改
正
に

よ
っ
て
も
変
化
が
な
い
と
の
理
解
か
ら
す
れ
ば
、
や
は
り
先
例
的
意
味
が
依
然
高
い
こ
と
を
示
す
も
の
と
思
わ
れ
る
。

そ
こ
で
、
原
価
の
算
定
基
準
と
し
て
ど
の
程
度
行
政
裁
量
が
認
め
ら
れ
る
か
が
次
の
問
題
と
な
る
。
た
だ
し
、
関
連
す
る
論
点
と
し
て
、

当
該
基
準
が
果
た
し
て
ど
の
程
度
道
路
運
送
法
の
趣
旨
を
適
切
に
と
ら
え
て
い
る
か
と
い
う
点
、
お
よ
び
申
請
額
に
対
す
る
審
査
の
在
り

方
（
全
面
審
査
の
程
度
）
に
つ
い
て
は
、
事
例
解
釈
と
し
て
の
要
素
が
強
く
、
裁
量
統
制
手
法
自
体
に
関
わ
る
た
め
、
右
に
掲
げ
た
【
判

例
②
】
お
よ
び
【
判
例
③
】
以
降
に
出
さ
れ
た
判
決
を
踏
ま
え
た
上
で
三
に
具
体
的
に
検
討
し
た
い
。

二　

通
達
・
基
準
公
示
に
関
す
る
手
続
法
上
の
課
題

㈠　

法
的
性
質
論

タ
ク
シ
ー
事
業
が
手
続
法
上
の
課
題
と
し
て
俎
上
に
乗
せ
ら
れ
た
の
が
、
行
政
手
続
法
に
い
う
「
申
請
に
対
す
る
処
分
」
で
あ
っ
た
。

こ
れ
は
、
行
政
庁
に
よ
り
申
請
が
拒
否
さ
れ
る
場
合
（
申
請
拒
否
処
分
）
に
当
た
る
も
の
で
あ
っ
て
、
個
人
タ
ク
シ
ー
事
件
（
最
判
昭
和
四

六
・
一
〇
・
二
八
民
集
二
五
巻
七
号
一
〇
三
七
頁
）
に
象
徴
さ
れ
る
よ
う
に
、
判
例
と
し
て
、「
免
許
」
を
行
う
上
で
審
査
基
準
の
未
公
表
に
対

し
そ
の
必
要
性
が
法
的
に
要
請
さ
れ
た
結
果
、
行
政
手
続
法
五
条
一
項
が
行
政
庁
に
対
し
「
審
査
基
準
」
の
策
定
を
義
務
化
し
た
。
こ
の

ほ
か
、
同
法
一
二
条
一
項
で
は
、
行
政
庁
に
対
し
不
利
益
処
分
に
係
る
「
処
分
基
準
」
の
策
定
を
努
力
義
務
で
は
あ
る
が
要
求
し
て
い
る
。

二
二
八



タ
ク
シ
ー
事
業
の
規
制
構
造
と
行
政
裁
量
（
友
岡
）

（
四
八
七
）

と
こ
ろ
で
、
こ
の
よ
う
な
事
前
手
続
に
つ
い
て
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
指
摘
が
可
能
で
あ
る
が
、（
右
事
件
当
時
の
）
免
許
基
準
と
の
関
係
に

お
い
て
基
準
の
変
更
措
置
だ
け
で
実
質
的
に
免
許
が
禁
止
さ
れ
る
こ
と
が
「
法
治
行
政
、
民
主
行
政
の
観
点
か
ら
問
題
で
あ
る
」
と
の
指

摘
（
22
）

は
依
然
注
目
さ
れ
よ
う
。
こ
の
指
摘
は
、
現
在
の
タ
ク
シ
ー
事
業
に
係
る
規
制
が
よ
り
イ
ン
フ
ォ
ー
マ
ル
化
す
る
傾
向
に
あ
っ
て
は
一
層

あ
て
は
ま
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
こ
れ
と
あ
わ
せ
て
、
行
政
手
続
法
に
い
う
「
審
査
基
準
」
お
よ
び
「
処
分
基
準
」
と
も
に
、
そ
の
形
式

自
体
を
同
法
が
定
め
て
い
な
い
た
め
に
、
い
か
な
る
も
の
を
も
っ
て
こ
の
形
式
と
し
得
る
（
し
て
い
る
）
の
か
は
、
実
態
を
見
な
け
れ
ば

分
か
ら
な
い
面
が
あ
る
。
こ
の
点
、
タ
ク
シ
ー
事
業
に
つ
い
て
は
、
関
連
す
る
形
式
と
し
て
、
一
つ
に
、
国
土
交
通
省
（
自
動
車
局
長
）
が

各
地
方
運
輸
局
長
に
対
し
発
す
る
通
達
が
あ
り
、
参
入
規
制
（
23
）

お
よ
び
運
賃
規
制
（
24
）

に
つ
い
て
見
ら
れ
る
一
方
、
も
う
一
つ
に
、
こ
れ
と
並

び
各
地
方
運
輸
局
長
が
詳
細
な
基
準
を
定
め
る
審
査
ま
た
は
処
分
に
係
る
基
準
公
示
（
25
）

が
あ
る
。
な
お
、
道
路
運
送
法
は
「
公
示
」
と
い
う

形
式
を
、
国
土
交
通
大
臣
が
運
送
約
款
を
定
め
る
場
合
（
一
一
条
三
項
）、
旅
客
自
動
車
運
送
適
正
化
事
業
実
施
機
関
の
指
定
に
係
る
区
域

（
四
三
条
の
二
第
二
項
）、
指
定
試
験
機
関
の
名
称
等
（
四
五
条
の
二
第
一
項
）
に
つ
い
て
も
用
い
て
い
る
が
、
こ
れ
ら
は
個
々
に
示
す
「
審
査

基
準
」
な
り
「
処
分
基
準
」
と
は
異
な
る
。
ま
た
、
行
政
法
理
論
一
般
か
ら
す
れ
ば
、
通
達
も
基
準
公
示
も
法
的
な
拘
束
力
の
な
い
行
政
0

0

規
則

0

0

と
し
て
位
置
付
け
ら
れ
る
一
方
、
通
達
は
上
級
行
政
機
関
が
下
級
行
政
機
関
に
対
し
て
発
す
る
法
令
の
解
釈

0

0

基
準
で
あ
り
、
基
準
公

示
は
通
達
の
内
容
を
具
体
化
し
、
権
限
機
関
と
し
て
の
各
地
方
運
輸
局
長
が
一
定
の
処
分
に
係
る
要
件
と
し
て
第
三
者
に
知
ら
し
め
る
も

の
で
あ
り
こ
れ
が
裁
量
0

0

基
準
に
相
当
す
る
（
26
）

。
こ
れ
ら
概
念
の
法
的
性
質
論
に
鑑
み
、
次
の
問
題
点
を
指
摘
で
き
る
。

第
一
に
、
行
政
規
則
が
参
入
・
運
賃
規
制
の
実
質
的
根
拠
と
さ
れ
、
そ
れ
ゆ
え
に
法
治
行
政
の
原
理
の
限
界
と
し
て
考
え
ら
れ
る
点
で

あ
る
。
こ
れ
は
、
諸
官
庁
が
法
文
に
お
い
て
は
導
き
出
さ
せ
な
い
政
策
目
的
を
行
政
規
則
に
よ
っ
て
実
現
す
る
こ
と
の
問
題
と
の
絡
み
に

お
い
て
指
摘
で
き
る
論
点
で
あ
る
（
27
）

。
一
般
的
に
、
政
策
目
的
は
行
政
処
分
の
目
的

0

0

0

0

0

0

0

と
し
て
含
ま
れ
る
こ
と
が
十
分
考
え
ら
れ
る
も
の
の
、

二
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日
本
法
学　

第
八
十
巻
第
二
号
（
二
〇
一
四
年
十
月
）

（
四
八
八
）

自
由
市
場
に
あ
っ
て
新
規
事
業
者
を
排
除
し
既
存
事
業
者
を
保
護
す
る
参
入
規
制
が
行
政
規
則
に
よ
っ
て
実
現
さ
れ
る
こ
と
の
妥
当
性
が

問
わ
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
こ
の
点
の
具
体
例
と
し
て
、
通
達
を
根
拠
に
し
た
う
え
で
特
定
の
地
域
を
指
定
し
、
需
給
調
整
的
規
制

0

0

0

0

0

0

0

を
行

う
場
合
が
あ
る
が
、
そ
も
そ
も
政
策
目
的
自
体
も
根
拠
法
に
よ
り
覊
束
さ
れ
る
べ
き
と
解
す
れ
ば
、
こ
の
よ
う
な
実
態
は
行
政
規
則
に
よ

る
規
制
目
的
の
変
更
に
等
し
く
、
法
治
行
政
の
原
理
に
抵
触
し
な
い
か
疑
問
が
あ
る
。

第
二
に
、
右
に
と
ら
え
た
よ
う
な
解
釈
基
準
と
裁
量
基
準
の
区
分
と
い
う
意
味
に
お
い
て
、
実
態
と
の
乖
離
が
考
え
ら
れ
る
点
で
あ
る
。

こ
の
点
は
、【
判
例
③
】
に
も
表
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
っ
て
、
通
達
の
形
式
を
と
る
場
合
で
あ
っ
て
も
、
そ
れ
が
「
法
九
条
二
項
一
号
の
基
準

に
適
合
す
る
か
否
か
の
具
体
的
判
断
基
準
と
し
て
合
理
性
を
有
す
る
」
と
解
釈
す
る
必
要
性
が
あ
っ
た
の
は
、
通
達
と
い
う
存
在
形
式
に

拘
泥
す
る
こ
と
な
く
法
律
関
係
の
形
成
に
係
る
実
態
を
見
る
必
要
性
が
あ
っ
た
こ
と
を
物
語
る
も
の
と
い
え
よ
う
（
28
）

。
し
た
が
っ
て
、
通

達
が
外
部
効
果
の
な
い
も
の
と
し
て
形
式
的
に
は
下
級
行
政
機
関
に
対
す
る
解
釈
基
準
と
し
て
と
ら
え
る
の
が
一
般
的
で
あ
る
と
し
て
も
、

そ
の
実
を
と
ら
え
て
結
果
的
に
具
体
的
な
処
分
に
係
る
基
準
と
し
て
司
法
審
査
が
求
め
ら
れ
る
と
い
う
意
味
で
は
、
そ
の
外
部
効
果
化
と

し
て
の
裁
量
基
準
を
示
す
例
と
い
っ
て
よ
い
（
29
）

。

第
三
に
、
第
二
と
も
関
連
す
る
が
、
と
り
わ
け
通
達
と
の
絡
み
に
お
い
て
、
右
に
と
ら
え
た
よ
う
に
、
外
部
効
果
化
を
看
取
で
き
る
の

で
あ
れ
ば
、
訴
訟
上
そ
れ
を
ど
の
よ
う
に
処
理
す
る
か
と
い
う
点
で
あ
る
。
通
達
が
行
政
庁
間
の
内
部
的
効
力
を
有
す
る
も
の
と
し
て
限

定
的
に
と
ら
え
る
と
し
た
場
合
、
審
査
基
準
・
処
分
基
準
と
し
て
の
扱
い
は
基
準
公
示
を
も
っ
て
と
ら
え
る
べ
き
と
も
い
え
る
。
か
く
し

て
、
法
治
主
義
の
観
点
か
ら
す
れ
ば
、
通
達
を
直
接
訴
訟
の
対
象
と
す
べ
き
か
と
い
う
論
点
と
し
て
問
題
と
な
る
と
こ
ろ
で
も
あ
る
た
め
、

㈣
に
触
れ
る
こ
と
に
す
る
（
30
）

。

二
三
〇



タ
ク
シ
ー
事
業
の
規
制
構
造
と
行
政
裁
量
（
友
岡
）

（
四
八
九
）

㈡　

理
由
提
示
の
程
度
と
の
関
係
性

処
分
に
係
る
理
由
提
示
の
程
度
は
、
行
政
手
続
法
上
求
め
ら
れ
る
事
前
手
続
の
一
つ
で
あ
っ
て
、
恣
意
抑
制
機
能
や
不
服
申
立
便
宜
機

能
、
さ
ら
に
は
、
相
手
方
に
対
す
る
説
得
機
能
・
決
定
過
程
公
開
機
能
と
い
っ
た
権
限
機
関
へ
の
裁
量
統
制
上
の
諸
機
能
を
果
た
す
も
の

と
し
て
肯
定
的
に
評
価
さ
れ
て
き
た
（
31
）

。
そ
し
て
、
こ
の
よ
う
な
制
度
と
し
て
の
理
由
提
示
の
程
度
に
つ
い
て
は
、
一
級
建
築
士
の
免
許

取
消
し
に
係
る
そ
れ
が
争
点
と
さ
れ
た
最
高
裁
判
決
（【
判
例
④
】
最
判
平
成
二
三
・
六
・
七
民
集
六
五
巻
四
号
二
〇
八
一
頁
）
が
、
行
政
手
続

法
一
四
条
一
項
本
文
の
趣
旨
に
照
ら
し
て
「
当
該
処
分
の
根
拠
法
令
の
規
定
内
容
、
当
該
処
分
に
係
る
処
分
基
準

0

0

0

0

の
存
否
及
び
内
容
並
び

に
公
表
の
有
無
、
当
該
処
分
の
性
質
及
び
内
容
、
当
該
処
分
の
原
因
と
な
る
事
実
関
係
の
内
容
等
を
総
合
考
慮
し
て
こ
れ
を
決
定
す
べ
き

で
あ
る
」（
傍
点
筆
者
）
と
判
示
し
た
点
に
も
象
徴
さ
れ
て
い
る
（
32
）

。
こ
れ
と
の
絡
み
に
お
い
て
、
道
路
運
送
法
関
係
と
し
て
は
、
貸
切
バ

ス
事
業
に
係
る
許
可
取
消
し
を
め
ぐ
る
理
由
提
示
の
程
度
が
主
要
0

0

争
点
と
さ
れ
た
裁
判
例
（
大
阪
地
判
平
成
二
四
・
六
・
二
八
Ｌ
Ｅ
Ｘ
／
Ｄ
Ｂ

文
献
番
号
二
五
四
四
四
七
七
四
（
33
）

）
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

そ
こ
で
、
タ
ク
シ
ー
事
業
に
係
る
不
利
益
処
分
に
つ
い
て
見
た
場
合
、
こ
れ
ま
で
に
も
具
体
例
の
一
つ
と
し
て
、
道
路
運
送
法
四
〇
条

に
係
る
不
利
益
処
分
に
つ
い
て
「
処
分
基
準
公
示
」
が
公
表
さ
れ
て
い
た
中
、
処
分
の
理
由
提
示
と
し
て
相
手
方
が
了
知
し
う
る
程
度
に

ま
で
明
ら
か
と
は
い
え
な
い
と
し
た
青
色
申
告
承
認
処
分
に
係
る
最
高
裁
判
決
（
最
判
昭
和
四
九
・
四
・
二
五
民
集
二
八
巻
三
号
四
〇
五
頁
）

の
法
理
を
適
用
し
た
裁
判
例
（
大
阪
地
判
平
成
一
九
・
二
・
一
三
判
タ
一
二
五
三
号
一
二
二
頁
）
が
見
ら
れ
る
た
め
、
理
由
提
示
の
程
度
の
論

点
そ
れ
自
体
が
タ
ク
シ
ー
事
業
に
お
い
て
取
り
入
っ
て
新
し
い
争
点
と
い
う
わ
け
で
は
な
か
っ
た
。

も
っ
と
も
、
当
該
事
例
の
争
点
化
に
よ
っ
て
議
論
の
成
り
立
ち
は
異
な
る
が
、
従
来
、
例
え
ば
、
純
粋
な
業
務
規
制
に
含
ま
れ
る
（
し

た
が
っ
て
、
事
前
規
制
と
し
て
の
参
入
・
運
賃
規
制
と
は
異
な
る
）
乗
務
距
離
の
最
高
限
度
規
制
の
定
め
に
反
す
る
場
合
（【
判
例
⑤
】
名
古
屋
地

二
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日
本
法
学　

第
八
十
巻
第
二
号
（
二
〇
一
四
年
十
月
）

（
四
九
〇
）

判
平
成
二
五
・
五
・
三
一
Ｌ
Ｅ
Ｘ
／
Ｄ
Ｂ
文
献
番
号
二
五
五
〇
〇
九
四
九
（
34
）

）、
同
法
四
一
条
一
項
に
基
づ
く
自
動
車
検
査
証
の
返
納
、
自
動
車
登

録
番
号
票
の
領
置
を
受
け
る
べ
き
こ
と
を
命
ず
る
処
分
の
場
合
（【
判
例
⑥
】
東
京
地
判
平
成
二
四
・
一
・
三
一
Ｌ
Ｅ
Ｘ
／
Ｄ
Ｂ
文
献
番
号
二
五

四
九
〇
八
八
八
、【
判
例
⑦
】
東
京
地
判
平
成
二
五
・
四
・
一
九
Ｌ
Ｅ
Ｘ
／
Ｄ
Ｂ
文
献
番
号
二
五
五
一
二
五
八
八
等
）
と
い
っ
た
よ
う
に
、
自
動
車
等

使
用
停
止
に
始
ま
り
、
事
業
停
止
処
分
、
許
可
取
消
処
分
と
い
っ
た
複
数
の
不
利
益
処
分
（
想
定
さ
れ
る
の
は
段
階
的
な
そ
れ
）
を
認
め

る
道
路
運
送
法
四
〇
条
の
判
断
に
係
る
「
処
分
基
準
公
示
」
に
つ
い
て
、【
判
例
④
】
の
法
理
が
当
て
は
め
ら
れ
た
事
例
が
存
在
す
る
。

以
上
の
諸
事
例
に
共
通
す
る
点
と
し
て
、
不
利
益
処
分
の
種
類
が
複
数
に
分
か
れ
て
い
る
こ
と
、
各
事
案
に
応
じ
て
不
利
益
処
分
を
行

う
に
あ
っ
て
は
累
積
的
に
行
わ
れ
る
こ
と
、
そ
し
て
、
段
階
的
に
不
利
益
処
分
の
内
容
が
重
く
な
る
一
方
、
そ
の
基
準
自
体
が
行
政
裁
量

に
委
ね
ら
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
、
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
う
し
た
場
合
、
講
ず
る
べ
き
処
分
内
容
が
多
様
で
あ
れ
ば
あ

る
分
、
処
分
基
準
が
よ
り
簡
明
で
あ
る
よ
う
に
し
て
お
く
こ
と
が
要
請
さ
れ
て
お
り
、
首
肯
さ
れ
よ
う
。

こ
の
こ
と
に
対
し
、
増
車
抑
制
を
目
指
し
、
道
路
運
送
法
四
〇
条
に
規
定
さ
れ
た
不
利
益
処
分
の
加
重
を
定
め
た
「
処
分
基
準
公
示
」

の
場
合
、
加
重
の
方
法
自
体
は
明
確
で
あ
る
と
し
て
も
、
原
因
と
な
る
事
実
関
係
と
加
重
さ
れ
る
不
利
益
処
分
の
種
類
と
の
間
に
お
け
る

関
係
が
問
題
と
な
る
こ
と
か
ら
す
れ
ば
、
理
由
提
示
の
程
度
の
在
り
方
は
、
単
に
結
論
に
至
る
プ
ロ
セ
ス
（
計
算
式
）
を
示
す
以
外
に
も
、

該
当
処
分
に
み
あ
う
事
実
関
係
で
あ
る
の
か
、
と
い
っ
た
比
例
原
則
の
観
点
か
ら
理
由
提
示
の
程
度
が
問
題
と
な
り
得
る
よ
う
に
思
わ

れ
る
。

㈢　

行
政
指
導
と
の
関
係
性

行
政
指
導
に
関
わ
る
問
題
も
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
点
は
、
規
制
当
局
に
よ
る
タ
ク
シ
ー
事
業
者
に
対
す
る
勧
告
の
存
在
が
従
来
か
ら
主

二
三
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タ
ク
シ
ー
事
業
の
規
制
構
造
と
行
政
裁
量
（
友
岡
）

（
四
九
一
）

張
さ
れ
て
き
た
と
こ
ろ
で
あ
る
た
め
（
35
）

、
論
点
と
し
て
新
し
い
と
は
言
え
な
い
と
し
て
も
、
行
政
手
続
法
に
照
ら
し
た
場
合
、
次
の
こ
と

が
言
え
る
。

ま
ず
は
、
運
賃
規
制
の
よ
う
に
認
可
制
が
採
用
さ
れ
て
い
る
場
合
で
あ
る
。
例
え
ば
、
当
該
運
輸
局
長
が
事
業
者
に
対
し
申
請
原
価
が

基
準
に
満
た
な
い
と
称
し
て
勧
告
す
る
場
合
、
こ
れ
は
、
先
の
届
出
制
に
よ
る
場
合
と
は
異
な
り
、
行
政
手
続
法
が
規
定
す
る
原
則
に
従

う
限
り
、
一
定
の
行
政
指
導
を
認
め
る
余
地
が
考
え
ら
れ
る
。

次
に
、
右
と
は
異
な
り
、
届
出
制
と
の
関
係
が
問
題
と
な
る
。
例
え
ば
、
道
路
運
送
法
一
五
条
二
項
に
よ
っ
て
認
め
ら
れ
た
増
車
計
画

の
届
出
に
あ
っ
て
、
公
示
に
よ
り
指
定
さ
れ
た
「
特
定
特
別
監
視
地
域
」
内
に
お
け
る
届
出
で
あ
る
こ
と
を
念
頭
に
、
近
畿
運
輸
局
大
阪

運
輸
支
局
長
に
よ
っ
て
そ
の
届
出
を
控
え
る
旨
勧
告
が
な
さ
れ
た
事
例
（【
判
例
⑧
】
ワ
ン
コ
イ
ン
八
尾
事
件
〔
大
阪
地
判
平
成
二
四
・
二
・
三

判
時
二
一
六
〇
号
三
頁
〕）
に
お
い
て
、
勧
告
は
当
該
地
域
に
指
定
さ
れ
た
地
域
内
の
営
業
所
に
お
け
る
一
定
の
違
反
に
対
し
処
分
日
車
数

の
加
重
の
倍
数
等
を
定
め
た
「
処
分
基
準
公
示
」
を
内
容
と
す
る
が
、
そ
の
手
続
的
根
拠
と
し
て
通
達
（
平
成
二
〇
・
七
・
一
一
国
自
旅
第
一

四
八
号
）
が
事
前
監
査
実
施
後
に
減
車
勧
告
を
行
う
旨
定
め
て
い
た
こ
と
で
あ
る
（
た
だ
し
、
本
件
で
は
原
告
が
当
該
勧
告
に
よ
っ
て
届
出
を
断
念

し
た
事
例
で
は
な
い
た
め
、
行
政
指
導
と
届
出
の
関
係
は
当
該
事
例
の
中
で
は
争
点
化
さ
れ
て
い
な
い
）。

も
っ
と
も
、【
判
例
⑧
】
の
判
決
自
体
は
、
平
成
一
二
年
改
正
法
以
降
に
お
い
て
、
需
給
調
整
は
「
行
政
指
導
の
内
容
と
な
る
事
項
で

あ
り
、
…
…
不
利
益
処
分
の
加
重
事
由
と
し
て
不
利
益
な
取
扱
い
を
す
る
こ
と
は
、
行
政
手
続
法
三
二
条
の
趣
旨
に
も
反
す
る
不
合
理
な

取
扱
い
と
い
わ
ざ
る
を
得
な
い
」
と
判
示
す
る
こ
と
か
ら
（
36
）

、
同
年
改
正
法
に
伴
い
改
正
さ
れ
た
道
路
運
送
法
下
に
あ
っ
て
も
、（
手
段
は

特
定
し
て
い
な
い
も
の
の
）
行
政
指
導
に
よ
っ
て
需
給
調
整
と
類
似
の
機
能
を
果
た
す
こ
と
自
体
可
能
と
解
し
て
い
る
点
は
注
目
さ
れ
よ
う
。

な
お
、（
当
時
と
し
て
）
規
制
緩
和
の
結
果
と
し
て
増
車
計
画
の
届
出
制
（
一
㈡
参
照
）
が
制
度
化
さ
れ
て
い
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

二
三
三



日
本
法
学　

第
八
十
巻
第
二
号
（
二
〇
一
四
年
十
月
）

（
四
九
二
）

こ
の
よ
う
な
形
式
が
採
ら
れ
た
点
は
、
そ
れ
が
増
車
を
抑
制
さ
せ
る
趣
旨
に
お
い
て
、
形
式
自
体
が
あ
く
ま
で
（
届
出
書
が
機
関
事
務
所
に
到

達
し
た
時
点
を
も
っ
て
手
続
的
義
務
が
履
行
さ
れ
た
と
解
す
る
）
到
達
主
義
を
主
眼
と
し
た
行
政
手
続
法
三
七
条
自
体
に
抵
触
す
る
と
の
理
解

は
可
能
と
思
わ
れ
る
。

以
上
に
加
え
て
、【
判
例
⑧
】
で
は
、
勧
告
の
理
由
が
輸
送
効
率
性
の
指
標
の
一
つ
で
あ
る
「
実
働
率
」
基
準
の
採
用
を
求
め
た
点
に

あ
る
が
、
こ
れ
自
体
は
増
車
計
画
に
際
し
て
需
給
調
整
基
準
と
な
り
得
る
と
解
さ
れ
る
、
こ
の
あ
た
り
を
含
め
た
実
体
法
の
解
釈
に
つ
い

て
は
、
三
㈢
に
お
い
て
見
る
こ
と
に
す
る
。

㈣　

関
連
論
点

│
訴
訟
上
の
課
題

通
達
・
基
準
公
示
は
、
そ
れ
が
有
す
る
処
分
に
際
し
て
の
要
件
の
明
確
化
と
い
う
期
待
さ
れ
た
機
能
を
果
た
す
一
方
、
法
文
の
規
定
自

体
の
曖
昧
さ
ゆ
え
に
、
各
権
限
機
関
に
対
し
広
範
な
裁
量
を
残
す
結
果
、
基
準
策
定
段
階
に
お
い
て
紛
争
の
契
機
を
生
ん
で
い
る
と
い
う

実
態
を
看
取
で
き
る
。

そ
こ
で
、
道
路
運
送
法
四
〇
条
の
よ
う
な
段
階
的
な
不
利
益
処
分
を
定
め
た
基
準
そ
の
も
の
が
、
事
業
者
の
「
営
業
の
自
由
」
に
対
し

て
与
え
る
影
響
が
強
い
こ
と
は
、
前
出
し
た
【
判
例
⑤
】
の
ほ
か
、
そ
の
類
例
で
あ
る
他
の
裁
判
例
（
大
阪
地
判
平
成
二
五
・
七
・
四
Ｌ
Ｅ
Ｘ

／
Ｄ
Ｂ
文
献
番
号
二
五
四
四
五
七
五
六
、
福
岡
地
判
平
成
二
六
・
一
・
一
四
Ｌ
Ｅ
Ｘ
／
Ｄ
Ｂ
文
献
番
号
二
五
五
〇
二
八
九
八
、
札
幌
地
判
平
成
平
成
二

六
・
二
・
三
Ｌ
Ｅ
Ｘ
／
Ｄ
Ｂ
文
献
番
号
二
五
四
四
六
二
一
六
（
37
）

）
の
中
で
も
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
掲
げ
る
裁
判
例
で
は
、
訴
訟
手
続
の
観

点
か
ら
「
公
法
上
の
当
事
者
訴
訟
」
の
一
つ
で
あ
る
確
認
訴
訟
（
行
訴
法
四
条
）
に
よ
っ
て
不
利
益
処
分
を
待
た
ず
に
基
準
公
示
自
体
の
違

法
性
を
追
及
す
る
こ
と
が
想
定
さ
れ
る
た
め
、
訴
訟
要
件
と
し
て
の
「
確
認
の
利
益
」（
ま
た
は
「
即
時
確
定
の
利
益
」）
の
該
当
性
（
38
）

に
つ

二
三
四
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三
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き
、
よ
り
一
層
、
当
該
原
告
に
対
す
る
基
準
公
示
そ
の
も
の
に
よ
る
具
体
的
影
響
を
見
極
め
る
必
要
性
が
増
し
て
い
る
と
い
っ
て
よ
い
。

こ
う
し
た
趨
勢
を
勘
案
す
れ
ば
、
通
達
が
当
事
者
間
に
お
い
て
法
律
関
係
を
形
成
す
る
契
機
と
解
さ
れ
る

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

場
合
（
た
だ
し
、
通
達
そ
の
も
の

が
裁
量
基
準
の
根
拠
と
さ
れ
る
よ
う
な
場
合
は
別
と
し
て
）、
通
達
の
外
部
効
果
化
と
相
ま
っ
て
、
そ
の
違
法
性
そ
の
も
の
を
確
認
訴
訟
に
お

い
て
ダ
イ
レ
ク
ト
に
展
開
す
る
余
地
は
あ
る
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
（
39
）

。

三　

実
体
法
上
の
課
題

│
予
測
力
の
実
体
的
統
制
を
中
心
に

㈠ 　

行
政
裁
量
の
導
き
方
と
問
題
整
理

タ
ク
シ
ー
事
業
に
お
け
る
参
入
・
運
賃
規
制
に
係
る
訴
訟
事
例
に
あ
っ
て
、
裁
判
所
が
国
土
交
通
大
臣
（
道
路
運
送
法
八
八
条
二
項
に
基

づ
き
権
限
委
任
を
受
け
た
地
方
運
輸
局
長
）
に
よ
る
許
認
可
に
係
る
違
法
性
を
審
査
す
る
上
で
、
当
該
処
分
が
裁
量
行
為
で
あ
る
こ
と
を
前
提

と
し
て
い
る
点
に
着
目
し
た
い
。
こ
の
こ
と
は
、「
専
門
技
術
的
能
力
」
な
ど
の
文
言
を
枕
と
す
る
点
に
現
れ
る
が
（
40
）

、
本
章
で
の
問
題
関

心
は
、
い
か
な
る
場
合
に
裁
量
性
を
容
認
し
、
そ
の
場
合
の
裁
量
統
制
（
司
法
審
査
）
の
在
り
方
で
あ
り
、
し
か
も
一
般
論
と
し
て
の
あ

る
べ
き
姿
で
は
な
く
、
事
業
の
特
質
に
照
ら
し
た
裁
量
判
断
の
是
非
と
い
う
点
に
あ
る
。

こ
れ
ま
で
の
訴
訟
事
例
を
見
る
に
、
大
き
く
分
け
て
①
増
車
に
係
る
輸
送
事
業
計
画
の
適
正
性
担
保
や
将
来
の
原
価
を
償
う
こ
と
が
可

能
な
運
賃
体
系
に
係
る
行
政
庁
の
予
測
な
い
し
予
防
に
係
る
判
断
そ
れ
自
体
、
②
道
路
運
送
法
四
〇
条
に
定
め
ら
れ
た
複
数
の
段
階
的
な

不
利
益
処
分
の
選
択
と
い
う
形
に
お
い
て
、
行
政
庁
の
裁
量
が
そ
れ
ぞ
れ
承
認
さ
れ
て
き
た
点
が
特
徴
的
で
あ
る
（
41
）

。

し
か
し
、
①
お
よ
び
②
の
両
事
例
は
、
と
も
に
「
専
門
技
術
的
能
力
」
と
い
っ
た
枕
詞
が
置
か
れ
て
い
る
も
の
の
、
行
政
裁
量
の
存
在

が
認
識
さ
れ
る
場
面
は
異
な
る
。
す
な
わ
ち
、
①
の
場
合
、
多
様
か
つ
不
確
定
な
考
慮
要
素
の
選
択
を
期
待
す
る
も
の
で
あ
り
、
運
賃
規

二
三
五



日
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第
八
十
巻
第
二
号
（
二
〇
一
四
年
十
月
）

（
四
九
四
）

制
を
中
心
に
、
原
価
算
定
と
「
輸
送
の
安
全
性
」（
さ
ら
に
は
「
輸
送
の
利
便
性
」）
と
直
結
す
る
か
否
か
を
め
ぐ
り
本
稿
冒
頭
に
も
言
及

し
た
よ
う
な
大
き
な
政
策
的
論
議
が
存
在
し
、
古
く
は
「
同
一
地
域
・
同
一
運
賃
の
原
則
」
が
問
題
と
さ
れ
た
【
判
例
②
】
や
「
行
政
庁

の
専
門
技
術
的
な
知
識
経
験
と
公
益
上
の
判
断
を
必
要
と
し
、
あ
る
程
度
の
裁
量
的
要
素
が
あ
る
こ
と
を
否
定
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
」

と
判
示
し
た
【
判
例
③
】
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
こ
れ
ら
は
、
判
決
文
で
は
明
示
的
で
な
い
も
の
の
、
行
政
庁
の
知
識
経
験
な
ど

を
念
頭
に
置
く
こ
と
か
ら
、
原
価
算
定
に
際
し
て
の
基
本
的
な
基
準
項
目
の
設
定
と
並
び
、
そ
れ
ら
が
将
来
的
に
原
価
を
償
う
ほ
ど
の
収

入
を
得
ら
れ
る
ほ
ど
適
正
で
あ
る
か
の
〝
予
測
力
〞
を
期
待
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
あ
た
り
の
判
断
方
法
が
、
平
成
一

二
年
改
正
法
に
よ
っ
て
自
由
化
が
図
ら
れ
て
以
降
の
運
賃
体
系
と
し
て
も
妥
当
す
る
か
否
か
と
い
う
視
角
か
ら
問
題
と
し
て
顕
在
化
す
る
（
42
）

。

そ
こ
で
、
①
に
属
す
る
と
思
わ
れ
る
裁
判
例
と
し
て
、
参
入
（
増
車
）
規
制
で
は
、
旧
タ
ク
シ
ー
適
正
化
・
活
性
化
法
一
五
条
一
・
二

項
に
係
る
輸
送
事
業
計
画
の
認
可
基
準
に
関
す
る
【
判
例
①
】、
運
賃
規
制
で
は
道
路
運
送
法
九
条
の
三
第
二
項
三
号
に
係
る
不
当
競
争
禁

止
条
項
の
該
当
性
が
問
題
と
さ
れ
た
「
大
阪
ワ
イ
ン
コ
イ
ン
タ
ク
シ
ー
事
件
」
と
称
さ
れ
る
一
連
の
裁
判
例
（【
判
例
⑨
】
第
一
次
判
決
〔
大

阪
地
判
平
成
一
九
・
三
・
一
四
判
タ
一
二
五
二
号
一
八
九
頁
〕、【
判
例
⑩
】
第
二
次
〔
第
一
審
〕〔
大
阪
地
判
平
成
二
一
・
九
・
二
五
判
時
二
〇
七
一
号

二
〇
頁
〕
お
よ
び
【
判
例
⑪
】
第
二
次
〔
第
二
審
〕〔
大
阪
高
判
平
成
二
二
・
九
・
九
判
時
二
一
〇
八
号
二
一
頁
〕）
を
そ
れ
ぞ
れ
挙
げ
る
こ
と
が
で

き
よ
う
。

こ
れ
に
対
し
、
②
の
場
合
、
複
数
の
不
利
益
処
分
に
係
る
選
択
を
め
ぐ
り
、
道
路
運
送
法
上
求
め
ら
れ
る
遵
守
事
項
に
反
す
る
こ
と
が

根
拠
と
さ
れ
る
も
の
で
あ
り
、
不
利
益
処
分
発
動
要
件
の
明
示
性
と
い
う
点
に
お
い
て
覊
束
的
に
機
能
す
べ
き
処
分
と
解
す
る
こ
と
が
で

き
よ
う
。
そ
こ
に
は
、
①
の
よ
う
な
広
範
な
考
慮
要
素
を
行
政
庁
に
求
め
る
と
い
っ
た
こ
と
は
想
定
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
を
意
味
す
る
。

こ
れ
は
、
道
路
運
送
法
四
〇
条
に
係
る
一
連
の
適
用
事
例
（
自
動
車
検
査
証
の
返
納
、
自
動
車
登
録
番
号
票
の
領
置
を
受
け
る
べ
き
こ
と
を
命
じ
た

二
三
六



タ
ク
シ
ー
事
業
の
規
制
構
造
と
行
政
裁
量
（
友
岡
）

（
四
九
五
）

処
分
に
係
る
事
件
と
し
て
、【
判
例
⑥
】
お
よ
び
【
判
例
⑦
】）、
乗
務
距
離
の
最
高
限
度
規
制
に
係
る
事
件
（
先
述
し
た
【
判
例
⑤
】
等
二
㈣
に
掲
げ

た
一
連
の
関
連
判
決
）
に
あ
て
は
ま
る
も
の
で
あ
り
、
後
者
の
場
合
、
妥
当
性
は
別
に
し
て
「
輸
送
の
安
全
性
」
に
係
る
規
制
を
必
要
と
は
し

な
が
ら
も
、
乗
務
距
離
の
最
高
限
度
に
係
る
計
算
方
式
の
非
妥
当
性
を
根
拠
に
不
利
益
処
分
の
違
法
性
を
肯
定
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
た

だ
し
、
お
よ
そ
一
般
的
に
当
該
不
利
益
処
分
の
選
択
が
す
べ
て
の
点
で
②
に
属
す
る
事
例
と
は
言
い
切
れ
な
い
面
も
あ
る
。
例
え
ば
、
増

車
抑
制
の
手
段
と
し
て
当
該
不
利
益
処
分
の
加
重
を
認
め
る
通
達
が
問
題
と
さ
れ
た
事
例
は
①
に
属
す
る
類
例
と
し
て
分
類
で
き
な
く
は

な
く
（【
判
例
⑧
】）、〝
予
測
力
〞
の
内
容
面
で
の
統
制
問
題
を
含
む
も
の
と
し
て
そ
の
よ
う
に
位
置
付
け
て
お
く
（
43
）

。

以
上
の
よ
う
な
整
理
か
ら
、
本
章
で
は
、
①
の
将
来
の
〝
予
測
力
〞
に
係
る
裁
判
例
を
中
心
に
検
討
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
こ
の
場
合
、

現
在
に
通
じ
る
タ
ク
シ
ー
事
業
に
係
る
自
由
化
と
の
接
点
を
意
識
し
、
平
成
一
二
年
改
正
法
以
降
に
登
場
す
る
そ
れ
に
限
定
し
て
取
り
上

げ
る
こ
と
に
し
た
い
。

㈡　
「
輸
送
の
安
全
性
」
と
の
関
係
性

1　

二
つ
の
判
断
枠
組
み

一
に
も
取
り
上
げ
た
よ
う
に
、
平
成
一
二
年
改
正
法
に
よ
っ
て
道
路
運
送
法
に
基
づ
く
タ
ク
シ
ー
事
業
の
規
制
構
造
が
競
争
的
な
そ
れ

へ
と
変
容
し
た
が
、
こ
の
場
合
に
事
前
規
制
と
し
て
の
参
入
・
運
賃
規
制
に
係
る
行
政
庁
の
〝
予
測
力
〞
に
係
る
裁
量
を
司
法
審
査
と
い

う
形
で
統
制
す
る
場
合
、
次
の
よ
う
な
整
理
が
可
能
と
思
わ
れ
る
（
44
）

。

第
一
に
、
平
成
一
二
年
改
正
法
を
念
頭
に
置
い
た
道
路
運
送
法
の
立
法
経
緯
を
踏
ま
え
、
自
由
化
の
趣
旨
を
ス
ト
レ
ー
ト
に
と
ら
え
て
、

事
業
者
の
自
主
的
判
断
を
最
大
限
尊
重
す
る
こ
と
を
念
頭
に
置
い
た
事
前
規
制
が
行
わ
れ
る
べ
き
と
解
す
る
見
方
が
あ
る
。
こ
の
場
合
、

二
三
七



日
本
法
学　

第
八
十
巻
第
二
号
（
二
〇
一
四
年
十
月
）

（
四
九
六
）

自
主
的
判
断
か
ら
は
乖
離
し
た
地
方
運
輸
局
長
に
よ
る
事
前
規
制
に
係
る
処
分
の
違
法
性
が
導
か
れ
や
す
い
こ
と
に
な
る
が
、
そ
れ
は
、

行
政
庁
に
対
す
る
最
小
限

0

0

0

の
予
測
力
を
期
待
し
た
も
の
と
位
置
付
け
る
立
場
を
示
し
た
こ
と
に
な
る
（
以
下
、「
最
小
限
予
測
力
期
待
審
査
」
と

い
う
）。

第
二
に
、
平
成
一
二
年
改
正
法
以
降
の
事
後
的
現
状
に
照
ら
し
「
輸
送
の
安
全
性
」
を
処
分
に
係
る
具
体
的
な
考
慮
要
素
に
付
加
す
る

形
で
と
ら
え
よ
う
と
す
る
見
方
が
あ
る
。
こ
れ
は
、
改
正
法
の
趣
旨
を
行
政
庁
に
よ
る
事
前
規
制
の
在
り
方
と
し
て
よ
り
拡
大
的
に
と
ら

え
る
べ
く
、
改
正
法
以
降
の
実
態
を
踏
ま
え
た
解
釈
で
あ
る
以
上
、「
最
小
限
予
測
力
期
待
審
査
」
に
比
し
て
考
慮
要
素
の
範
囲
を
よ
り
広

範
化
す
る
た
め
、
処
分
の
適
法
性
判
断
（
事
前
規
制
の
肯
定
）
が
導
か
れ
や
す
い
こ
と
に
な
る
。
こ
の
よ
う
な
審
査
方
式
は
、
行
政
庁
に

対
す
る
最
大
限

0

0

0

の
予
測
力
を
期
待
し
た
も
の
と
位
置
付
け
ら
れ
よ
う
（
以
下
、「
最
大
限
予
測
力
期
待
審
査
」
と
い
う
）。

思
う
に
、
道
路
運
送
法
は
、「
輸
送
の
安
全
性
」
を
一
条
の
目
的
規
定
に
明
記
す
る
以
上
、
そ
の
確
保
は
究
極
目
的
と
言
っ
て
も
過
言
で

は
な
い
が
、
そ
の
具
体
的
な
規
制
方
法
と
し
て
、
同
法
は
事
業
者
に
よ
る
安
全
性
向
上
の
努
力
義
務
（
二
二
条
）
の
ほ
か
、
安
全
管
理
規
程

の
国
土
交
通
大
臣
に
対
す
る
届
出
義
務
と
並
ぶ
安
全
統
括
管
理
者
の
選
任
と
当
該
管
理
者
の
職
務
上
の
意
見
尊
重
義
務
（
二
二
条
の
二
第
一

項
、
二
項
四
号
、
四
・
六
項
）、
事
業
者
が
「
輸
送
の
安
全
又
は
旅
客
の
利
便
が
確
保
さ
れ
て
い
な
い
と
認
め
る
と
き
」
に
係
る
同
大
臣
に
よ

る
必
要
な
措
置
命
令
（
二
七
条
二
項
）
な
ど
が
定
め
ら
れ
て
お
り
、
自
主
的
取
組
を
通
じ
た
〝
事
業
〞
に
関
わ
る
一
連
の
安
全
性
確
保
を
狙

い
と
し
た
諸
規
制
を
置
く
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
れ
ら
は
タ
ク
シ
ー
事
業
に
限
定
さ
れ
な
い
「
一
般
旅
客
自
動
車
運
送
事
業
者
」
に

広
く
適
用
さ
れ
る
も
の
で
あ
っ
て
、
タ
ク
シ
ー
事
業
固
有
の
も
の
と
し
て
は
、
同
法
三
一
条
三
号
に
よ
る
運
賃
変
更
に
係
る
事
業
改
善
命

令
が
見
ら
れ
る
程
度
で
あ
り
（
た
だ
し
、
同
条
一
号
で
は
一
般
旅
客
自
動
車
運
送
事
業
者
一
般
に
適
用
さ
れ
る
も
の
と
し
て
事
業
計
画
の
変
更
も
存

在
す
る
た
め
、
参
入
〔
増
車
〕
規
制
の
適
用
は
念
頭
に
置
か
れ
る
）、
平
成
二
五
年
改
正
法
に
伴
う
「
緊
急
調
整
地
域
」
制
度
の
廃
止
に
至
る
ま

二
三
八



タ
ク
シ
ー
事
業
の
規
制
構
造
と
行
政
裁
量
（
友
岡
）

（
四
九
七
）

で
は
こ
の
制
度
も
含
め
、
少
な
く
と
も
規
制
構
造
上
、
安
全
確
保
を
含
む
事
業
活
動
に
係
る
諸
問
題
の
改
善
は
事
後
規
制
に
徹
す
る
べ
き

と
解
さ
れ
る
こ
と
に
な
ろ
う
（
旧
タ
ク
シ
ー
適
正
化
・
活
性
化
法
成
立
以
降
は
同
法
が
道
路
運
送
法
の
特
則
と
し
て
位
置
付
け
ら
れ
る
こ
と
か
ら
も
、

や
は
り
基
本
的
に
は
こ
の
解
釈
が
現
在
に
至
る
ま
で
継
承
さ
れ
て
い
る
と
い
え
る
）。

こ
の
よ
う
な
道
路
運
送
法
上
の
規
制
構
造
か
ら
、「
最
小
限
予
測
力
期
待
審
査
」
は
現
行
法
に
係
る
解
釈
の
ス
タ
ー
ト
地
点
と
す
べ
き
で

あ
り
、
従
前
の
裁
判
例
の
判
示
方
法
を
見
て
も
こ
の
点
を
確
認
し
て
い
る
と
読
め
る
。
も
っ
と
も
、「
最
小
限
予
測
力
期
待
審
査
」
の
場
合
、

審
理
対
象
の
最
小
化
を
主
眼
と
す
る
（
安
全
の
確
保
は
参
入
・
運
賃
規
制
に
組
み
込
ま
な
い
）
の
に
対
し
、「
最
大
限
予
測
力
期
待
審
査
」
の

場
合
、
道
路
運
送
法
が
求
め
る
行
政
庁
に
よ
る
考
慮
要
素
を
拡
大
す
べ
く
、
ど
の
程
度
を
も
っ
て
「
最
大
限
」
と
い
い
得
る
か
が
検
討
さ

れ
る
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
ら
い
ず
れ
か
の
理
解
に
立
つ
従
前
の
裁
判
例
は
、
規
制
緩
和
論
者
に
よ
っ
て
提
唱
さ
れ
る
よ
う
な
純
粋
な
意
味

で
の
経
済
的
観
点
か
ら
の
公
的
規
制
の
妥
当
性
を
指
向
す
る
も
の
と
い
う
よ
り
は
、
む
し
ろ
、
処
分
権
限
を
有
す
る
行
政
庁
（
地
方
運
輸

局
長
）
の
〝
予
測
力
〞
の
射
程
を
ど
こ
に
置
く
べ
き
か
を
主
な
論
点
と
し
て
き
た
こ
と
に
な
る
。

2　

検
討

道
路
運
送
法
は
「
輸
送
の
安
全
性
」（
さ
ら
に
は
「
輸
送
の
利
便
性
」）
に
つ
い
て
、
求
め
る
べ
き
そ
れ
ら
が
抽
象
的
に
し
か
と
ら
え
ら

れ
な
い
こ
と
か
ら
、
い
か
な
る
処
分
が
適
当
で
あ
る
か
は
一
義
的
に
決
め
ら
れ
得
る
も
の
で
も
な
い
。
ま
し
て
や
、
市
場
の
動
向
を
的
確

に
予
測
し
、
こ
れ
ら
法
目
的
に
合
致
す
る
完
全
な
規
制
構
造
を
要
求
す
る
こ
と
に
は
困
難
が
生
ず
る
。
こ
の
よ
う
な
実
態
が
あ
て
は
ま
る

タ
ク
シ
ー
事
業
に
あ
っ
て
、
行
政
庁
に
求
め
る
処
分
に
係
る
判
断
根
拠
は
、
と
り
わ
け
道
路
運
送
法
に
よ
っ
て
導
か
れ
る
行
政
庁
の
〝
予

測
力
〞
の
程
度
を
い
か
に
と
ら
え
、
そ
の
統
制
を
試
み
る
か
が
焦
点
と
な
る
。
こ
の
よ
う
な
視
点
か
ら
、
先
に
分
類
し
た
二
つ
の
審
査
方

式
に
つ
い
て
検
討
し
て
み
る
。

二
三
九



日
本
法
学　

第
八
十
巻
第
二
号
（
二
〇
一
四
年
十
月
）

（
四
九
八
）

第
一
に
、
需
給
調
整
的
規
制
と
の
絡
み
か
ら
平
成
一
二
年
改
正
法
に
よ
っ
て
行
政
庁
の
裁
量
判
断
に
は
需
給
調
整
規
制
と
な
る
も
の
は

含
ま
れ
な
い
と
い
っ
た
整
理
の
下
、
違
法
性
を
根
拠
付
け
る
【
判
例
①
】
が
あ
る
。
こ
の
場
合
、
基
準
公
示
が
あ
く
ま
で
新
規
の
需
要
が

あ
る
こ
と
の
立
証
を
申
請
者
に
求
め
る
と
い
っ
た
き
わ
め
て
厳
格
な
規
制
の
在
り
方
を
問
題
に
す
る
た
め
、「
最
小
限
予
測
力
期
待
審
査
」

と
し
て
と
ら
え
る
こ
と
が
可
能
と
思
わ
れ
る
。
し
か
し
、
本
来
、
輸
送
事
業
計
画
の
適
正
性
を
道
路
運
送
法
が
制
度
と
し
て
要
求
し
て
お

り
、
こ
れ
を
前
提
と
す
る
以
上
、
行
政
庁
に
お
い
て
事
業
者
に
対
し
需
要
の
存
在
を
申
請
内
容
の
一
つ
と
し
て
求
め
る
こ
と
自
体
は
平
成

一
二
年
改
正
法
前
後
に
お
い
て
も
変
わ
ら
ず
、
許
容
さ
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

そ
の
意
味
で
は
、「
最
小
限
予
測
力
期
待
審
査
」
と
は
い
っ
て
も
、
計
画
の
適
切
性
を
予
測
す
る
の
は
本
来
当
該
市
場
を
監
督
す
る
行
政

庁
で
あ
っ
て
、
や
は
り
こ
の
点
の
適
切
性
と
い
う
個
別
的
な
審
査
を
必
要
と
す
る
義
務
が
あ
る
こ
と
、
道
路
運
送
法
が
本
来
的
に
監
督
庁

に
対
す
る
需
要
の
〝
予
測
力
〞
へ
の
期
待
を
求
め
て
い
る
の
で
あ
れ
ば
、【
判
例
①
】
の
よ
う
に
申
請
事
業
者
に
対
し
一
律
的
な
新
規
需
要

の
立
証
の
み
を
求
め
る
行
政
運
用
は
、
需
要
の
個
別
的
な
審
査
の
対
象
を
狭
め
る
も
の
で
あ
り
、〝
予
測
力
〞
を
狭
く
見
積
も
る
も
の
と

し
て
「
最
小
限
」
を
一
層
最
小
化
す
る
と
い
う
意
味
か
ら
問
題
視
さ
れ
た
事
例
と
言
い
得
る
。

第
二
に
、「
最
小
限
予
測
力
期
待
審
査
」
が
参
入
・
運
賃
規
制
を
競
争
目
的
規
制
で
あ
る
と
位
置
付
け
る
こ
と
か
ら
ス
タ
ー
ト
し
た
場
合
、

「
最
大
限
予
測
力
期
待
審
査
」
は
そ
の
考
慮
要
素
の
範
疇
に
利
用
者
の
危
険
防
止
を
目
的
と
す
る
も
の
で
あ
る
た
め
、
両
者
の
相
関
関
係

が
問
題
と
な
る
。
こ
の
点
に
つ
き
、
不
当
競
争
禁
止
条
項
の
理
解
と
し
て
【
判
例
⑨
】
お
よ
び
【
判
例
⑩
】
で
は
、「
過
労
運
転
の
常
態
化

に
よ
り
輸
送
の
安
全
の
確
保
を
損
な
う
こ
と
に
な
る
よ
う
な
旅
客
の
運
賃
お
よ
び
料
金
の
不
当
な
値
下
げ
競
争
を
引
き
起
こ
す
具
体
的
な

お
そ
れ
を
い
う
も
の
と
解
す
る
の
が
相
当
」
と
し
た
が
、【
判
例
⑪
】
で
は
、
こ
れ
ら
の
判
断
枠
組
み
に
与
し
つ
つ
も
、【
判
例
⑨
】
の
後

を
受
け
た
却
下
処
分
当
時
の
市
場
状
況
に
鑑
み
て
、「
適
正
な
原
価
を
償
わ
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
本
件
申
請
に
係
る
運
賃
等
の
設
定
が

二
四
〇



タ
ク
シ
ー
事
業
の
規
制
構
造
と
行
政
裁
量
（
友
岡
）

（
四
九
九
）

認
可
さ
れ
た
場
合
は
、
こ
れ
を
受
け
て

0

0

0

0

0

0

、
他
の
タ
ク
シ
ー
事
業
者
も
追
随
し
て

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

、
原
価
を
償
わ
な
い
ま
ま
タ
ク
シ
ー
運
賃
の
値
下
げ
競
争

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

に
参
入
す
る
こ
と
に
な
り

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

…
…
輸
送
の
安
全
確
保
を
損
な
う
事
態
を
生
じ
さ
せ
か
ね
な
い
」（
傍
点
筆
者
）
な
ど
と
判
示
し
た
（
45
）

。
こ
の

よ
う
な
後
者
の
判
示
部
分
は
、
ま
さ
に
「
最
大
限
予
測
力
期
待
審
査
」
を
示
す
も
の
と
な
っ
て
い
る
。

恐
ら
く
、
事
例
間
に
お
い
て
こ
の
よ
う
な
判
示
の
相
違
が
生
ず
る
所
以
は
、
不
当
競
争
禁
止
条
項
の
文
言
（「
不
当
な
競
争
を
引
き
起
こ

す
お
そ
れ
」）
と
い
っ
た
「
不
確
定
概
念
」
に
依
拠
す
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
点
、
仮
に
【
判
例
⑪
】
が
「
最
大
限
」
の
〝
予
測
力
〞

が
期
待
さ
れ
る
背
景
と
し
て
道
路
運
送
法
が
独
占
禁
止
法
の
よ
う
な
事
後
規
制
で
は
な
く
事
前
規
制
で
あ
る
点
を
理
由
と
す
る
説
得
的
見

方
も
あ
る
が
（
46
）

、「
危
険
」
の
〝
予
測
力
〞
と
し
て
と
ら
え
た
場
合
に
、
か
か
る
期
待
の
と
ら
え
方
は
、
事
業
者
の
経
営
的
判
断
に
つ
い
て

ダ
イ
レ
ク
ト
に
法
的
な
審
査
を
行
う
も
の
で
あ
る
た
め
、
出
発
点
と
す
べ
き
「
最
小
限
予
測
力
期
待
審
査
」
と
は
か
な
り
の
距
離
が
あ
る

よ
う
に
思
わ
れ
る
。
こ
の
点
は
、
事
業
者
の
取
引
実
態
に
対
す
る
直
接
的
な
公
的
規
制
を
示
す
経
済
的
規
制
と
、
お
よ
そ
国
民
一
般
の
生

命
・
身
体
に
関
わ
る
保
護
と
い
う
角
度
か
ら
見
た
警
察
規
制
の
「
危
険
（danger, G

efahr

）」
概
念
の
連
続
性
と
い
う
視
点
か
ら
の
論
点
で
も

あ
る
が
、
運
賃
規
制
と
の
関
係
で
は
、
後
者
の
目
的
が
限
り
な
く
拡
大
す
る
可
能
性
へ
の
危
惧
は
残
ろ
う
。

な
お
、〝
予
測
力
〞
の
射
程
に
つ
い
て
、
処
分
当
時
を
違
法
性
判
断
の
基
準
と
し
て
お
り
、
少
な
く
と
も
当
該
判
決
で
は
処
分
時
説
が

事
案
解
決
方
法
の
決
め
手
と
な
る
判
断
基
準
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
し
か
し
、
市
場
動
向
は
常
時
変
動
す
る
も
の
で
あ
る
た
め
（
47
）

、

処
分
後
に
お
け
る
実
態
に
鑑
み
る
こ
と
が
必
要
な
場
合
も
考
え
ら
れ
よ
う
。
こ
れ
を
〝
予
測
力
〞
の
力
点
と
し
て
と
ら
え
ら
れ
る
な
ら
ば
、

判
決
時
説
的
理
解
に
依
拠
す
る
可
能
性
も
考
え
ら
れ
る
が
、
こ
こ
で
は
指
摘
に
と
ど
め
て
お
き
た
い
。

第
三
に
、
三
面
関
係
に
お
け
る
訴
訟
要
件
（
原
告
適
格
）
の
解
釈
と
も
関
係
す
る
。
こ
の
点
に
関
わ
る
裁
判
例
（
大
阪
地
判
平
成
二
一
・

三
・
二
五
Ｌ
Ｅ
Ｘ
／
Ｄ
Ｂ
文
献
番
号
二
五
四
四
〇
五
九
一
）
で
は
、
従
業
員
た
る
運
転
手
が
近
畿
運
輸
局
長
に
よ
る
事
業
許
可
お
よ
び
運
賃
認

二
四
一



日
本
法
学　

第
八
十
巻
第
二
号
（
二
〇
一
四
年
十
月
）

（
五
〇
〇
）

可
の
取
消
し
な
ら
び
に
過
当
競
争
に
伴
う
賃
金
減
少
の
被
害
を
被
っ
た
こ
と
を
理
由
に
国
家
賠
償
の
各
請
求
を
提
起
し
た
が
、
裁
判
所
は
、

不
当
競
争
禁
止
条
項
は
「
旅
客
の
輸
送
の
安
全
及
び
利
便
の
確
保
に
係
る
利
益
を
一
般
的
公
益
と
し
て
保
護
す
る
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
も

の
と
解
す
る
の
が
素
直
と
い
う
べ
き
」
と
し
、「
当
該
運
転
者
個
々
人
の
個
別
的
利
益
と
し
て
保
護
す
べ
き
も
の
と
す
る
趣
旨
を
も
含
む
も

の
と
解
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
い
う
べ
き
」
と
判
示
し
て
お
り
、
同
事
件
控
訴
審
（
大
阪
地
判
平
成
二
一
・
一
〇
・
二
九
Ｌ
Ｅ
Ｘ
／
Ｄ
Ｂ
文

献
番
号
二
五
四
七
一
三
九
二
）
も
結
論
に
お
い
て
同
じ
で
あ
っ
た
（
48
）

。

か
か
る
判
断
の
背
景
に
は
、
当
該
条
項
が
過
労
運
転
の
常
態
化
、
輸
送
の
安
全
確
保
の
困
難
に
結
び
つ
く
点
を
指
摘
し
つ
つ
、
平
成
一

二
年
改
正
法
の
趣
旨
に
照
ら
し
、
運
転
者
へ
の
保
護
を
読
み
取
る
こ
と
の
困
難
性
を
根
拠
に
す
る
も
の
で
あ
り
、
ど
ち
ら
か
と
い
え
ば
「
最

小
限
予
測
力
期
待
審
査
」
に
適
合
し
つ
つ
も
、
一
連
の
大
阪
ワ
ン
コ
イ
ン
タ
ク
シ
ー
事
件
（【
判
例
⑨
】
な
い
し
【
判
例
⑪
】）
な
ど
と
軌
を
一

に
し
た
判
断
と
い
っ
て
よ
い
。

㈢　

輸
送
効
率
性
指
数
と
の
関
係
性

│
「
実
働
率
」
か
「
実
車
率
」
か

次
に
、
事
業
者
が
保
有
す
る
車
両
台
数
が
当
該
日
で
ど
れ
ほ
ど
の
距
離
を
走
行
し
て
い
た
か
の
割
合
を
示
す
「
実
働
率
」、
総
走
行
距
離

に
対
し
事
業
者
が
実
際
に
客
を
乗
車
さ
せ
た
距
離
の
割
合
を
示
す
「
実
車
率
」
と
い
っ
た
、
輸
送
効
率
性
に
係
る
指
数
の
と
ら
え
方
に
つ

い
て
取
り
上
げ
る
。

こ
の
「
実
働
率
」
と
「
実
車
率
」
と
い
っ
た
二
つ
の
指
標
が
意
味
す
る
と
こ
ろ
は
、
そ
も
そ
も
費
用
項
目
で
は
な
い
点
に
お
い
て
こ
れ

ら
は
事
業
者
の
経
営
に
係
る
中
核
的
判
断
で
あ
り
な
が
ら

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

、
他
方
で
は
そ
の
こ
と
に
関
わ
る
基
準
を
行
政
機
関
が
示
す
と
い
う
意
味
に
お

い
て
、
極
め
て
強
い
規
制
的
側
面
が
あ
る
。
い
ず
れ
の
指
標
に
拠
る
か
は
、
参
入
・
運
賃
両
規
制
と
も
に
、「
実
車
率
」
に
し
た
ほ
う
が
「
実

二
四
二



タ
ク
シ
ー
事
業
の
規
制
構
造
と
行
政
裁
量
（
友
岡
）

（
五
〇
一
）

働
率
」
に
比
べ
よ
り
市
場
の
実
態
に
適
合
的
で
あ
り
、
事
業
者
に
と
っ
て
は
自
ら
の
事
業
活
動
の
効
率
性
を
正
確
に
反
映
し
た
内
容
で
あ

る
と
い
っ
た
こ
と
か
ら
、
事
業
者
の
申
請
内
容
が
「
実
車
率
」
で
あ
っ
た
の
に
対
し
、
行
政
庁
は
「
実
働
率
」
を
も
っ
て
基
準
と
す
る
こ

と
が
、
よ
り
「
輸
送
の
安
全
性
」
に
資
す
る
と
説
明
さ
れ
て
き
た
。
以
下
、
こ
れ
ら
指
標
に
係
る
使
用
方
法
が
参
入
と
運
賃
の
各
規
制
に

お
い
て
問
題
を
生
じ
さ
せ
る
具
体
例
を
見
て
お
く
。

参
入
（
増
車
）
規
制
の
場
合
、【
判
例
⑧
】
に
お
け
る
事
実
関
係
か
ら
看
取
さ
れ
る
よ
う
に
、
増
車
抑
制
に
あ
た
っ
て
事
前
に
行
政
庁
が
示

す
「
実
働
率
」
の
基
準
を
満
た
す
こ
と
に
な
る
ま
で
事
前
届
出
に
よ
る
増
車
実
施
を
見
合
わ
せ
る
よ
う
勧
告
し
、
そ
れ
で
も
従
わ
ず
に
増

車
の
届
出
を
行
っ
た
者
に
対
す
る
加
重
処
分
を
行
う
場
合
が
こ
れ
で
あ
る
。
増
車
計
画
に
あ
っ
て
事
業
者
が
よ
り
効
率
性
を
反
映
し
た

「
実
車
率
」
を
基
準
と
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
届
出
台
数
を
増
や
す
こ
と
を
可
能
と
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
当
該
裁
判
例
を
見
る
限
り
、
裁

量
統
制
レ
ベ
ル
と
し
て
の
「
実
働
率
」
と
「
実
車
率
」
の
相
違
は
指
摘
さ
れ
て
い
な
い
。

こ
れ
に
対
し
、
運
賃
規
制
の
場
合
、「
実
働
率
」
と
「
実
車
率
」
の
両
者
の
と
ら
え
方
が
抗
告
訴
訟
に
係
る
仮
の
救
済
事
例
と
し
て
争
点

と
さ
れ
た
事
件
が
あ
る
。
申
立
人
事
業
者
が
行
訴
法
三
七
条
の
五
第
一
項
に
基
づ
き
、
当
該
地
方
運
輸
局
長
に
対
し
て
申
請
し
た
当
初
の

運
賃
が
道
路
運
送
法
九
条
の
三
第
二
項
一
号
に
お
け
る
基
準
に
該
当
せ
ず
、
適
正
な
原
価
で
は
な
い
こ
と
を
理
由
と
し
て
却
下
処
分
を
行

お
う
と
し
た
こ
と
に
対
し
、
仮
の
義
務
付
け
に
係
る
申
請
運
賃
の
認
可
を
行
う
よ
う
に
求
め
た
一
連
の
事
件
（
名
古
屋
Ｍ
Ｋ
タ
ク
シ
ー
事
件

〔
名
古
屋
地
決
平
成
二
二
・
一
一
・
八
判
タ
一
三
五
八
号
九
四
頁
（
49
）

〕、
福
岡
Ｍ
Ｋ
タ
ク
シ
ー
事
件
〔
福
岡
地
決
平
成
二
二
・
五
・
一
二
Ｌ
Ｅ
Ｘ
／
Ｄ
Ｂ

文
献
番
号
二
五
四
四
二
八
四
一
〕）
が
あ
り
、
こ
れ
ら
は
申
立
て
の
す
べ
て
に
対
し
認
容
決
定
が
行
わ
れ
た
点
が
注
目
さ
れ
よ
う
。
そ
し
て
、

結
論
に
至
る
決
め
手
は
、
申
立
人
事
業
者
が
行
政
庁
の
求
め
に
応
じ
た
「
実
働
率
」
で
は
な
く
「
実
車
率
」
を
基
準
と
し
た
、
よ
り
低
廉

な
運
賃
認
可
申
請
に
対
す
る
却
下
処
分
の
違
法
性
に
あ
っ
た
。

二
四
三



日
本
法
学　

第
八
十
巻
第
二
号
（
二
〇
一
四
年
十
月
）

（
五
〇
二
）

以
上
の
運
賃
規
制
に
係
る
諸
事
件
は
、
本
案
訴
訟
で
は
な
い
と
い
う
意
味
に
お
い
て
一
般
化
し
得
る
と
い
え
る
か
は
議
論
の
余
地
を
残

す
が
、
原
価
の
適
正
性
を
検
証
す
る
に
当
た
り
、
行
政
庁
の
〝
予
測
力
〞
に
認
め
ら
れ
る
行
政
裁
量
に
つ
き
、
焦
点
を
絞
る
形
で
審
査
す

る
一
方
、
申
立
人
事
業
者
に
よ
る
運
賃
原
価
の
算
定
を
や
り
直
す
と
い
う
の
で
は
な
く
、（
そ
の
意
味
で
は
、
実
体
的
判
断
代
置
主
義
的
や
り

方
で
は
な
く
）
か
か
る
判
断
基
準
の
合
理
性
を
司
法
審
査
の
対
象
と
し
て
い
る
と
解
さ
れ
る
点
、
原
価
の
適
正
性
を
申
請
者
の
主
張
に
照
ら

し
て
客
観
的
に
判
断
し
よ
う
し
た
と
い
え
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
し
た
が
っ
て
、
こ
れ
ら
の
事
件
の
場
合
、
申
請
額
に
係
る
原
価
の

適
正
性
を
測
る
基
準
が
極
め
て
明
確
な
中
で
、
い
わ
ば
「
審
査
基
準
公
示
」
と
い
っ
た
審
査
基
準
レ
ベ
ル
で
は
そ
の
適
合
性
が
必
ず
し
も

明
ら
か
で
は
な
い
場
合
に
、
解
釈
論
的
に
結
論
を
導
い
た
の
で
は
な
い
か
。
こ
の
場
合
、
裁
判
所
と
し
て
、
仮
に
事
業
者
が
「
実
働
率
」

に
基
づ
き
計
算
し
た
申
請
額
を
否
定
す
る
趣
旨
で
は
な
く
、
あ
く
ま
で
行
政
庁
と
し
て
提
示
し
た
算
定
基
準
を
申
請
事
業
者
に
強
制
で
き

る
か
と
の
視
点
か
ら
立
論
し
て
い
る
と
解
さ
れ
る
こ
と
か
ら
も
、
申
請
事
業
者
に
よ
る
原
価
の
算
定
方
法
の
選
択
を
尊
重
し
た
と
い
う
意

味
に
お
い
て
、
道
路
運
送
法
に
基
づ
く
「
個
別
申
請
・
個
別
認
可
制
の
原
則
」
に
立
ち
返
っ
た
解
釈
で
あ
っ
た
と
評
さ
れ
よ
う
。

お
わ
り
に

本
稿
は
、
公
的
規
制
に
関
わ
る
多
方
面
に
わ
た
る
分
野
の
一
つ
と
し
て
道
路
運
送
分
野
を
選
択
し
、
さ
ら
に
そ
の
中
で
も
タ
ク
シ
ー
事

業
に
絞
っ
て
、
規
制
構
造
と
裁
量
統
制
の
実
態
を
見
よ
う
と
し
た
。
こ
の
特
定
分
野
を
採
り
上
げ
る
こ
と
の
意
義
と
し
て
は
、
規
制
緩
和

政
策
が
特
に
推
進
さ
れ
て
き
た
分
野
だ
か
ら
で
あ
る
が
、
さ
ら
に
そ
こ
で
の
公
的
規
制
の
存
在
お
よ
び
そ
の
機
能
が
改
め
て
浮
き
彫
り
に

な
り
、
訴
訟
事
例
と
し
て
明
確
な
法
的
課
題
が
見
ら
れ
る
こ
と
を
期
待
し
た
上
で
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
と
り
わ
け
、
平
成
二
五
年
改
正
法

は
、
タ
ク
シ
ー
事
業
に
お
け
る
規
制
強
化
の
契
機
と
な
る
も
の
で
あ
り
、
従
前
の
規
制
緩
和
政
策
を
後
退
さ
せ
る

0

0

0

0

0

契
機
と
し
て
、
社
会
的

二
四
四



タ
ク
シ
ー
事
業
の
規
制
構
造
と
行
政
裁
量
（
友
岡
）

（
五
〇
三
）

に
も
疑
問
が
も
た
れ
て
い
る
こ
と
も
事
実
で
あ
る
（
50
）

。
そ
し
て
、
本
稿
が
取
り
上
げ
た
訴
訟
事
例
か
ら
は
、
こ
れ
ま
で
競
争
促
進
の
一
途

に
あ
っ
て
、
依
然
（
イ
ン
フ
ォ
ー
マ
ル
な
）
参
入
規
制
が
あ
る
中
、
そ
れ
が
主
に
他
の
事
業
者
と
の
競
争
関
係
に
あ
る

0

0

0

0

0

0

0

事
業
者
に
対
し
厳

格
な
規
制
が
求
め
ら
れ
る
こ
と
を
契
機
に
提
起
さ
れ
た
事
例
で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
す
れ
ば
、
か
か
る
改
正
法
が
規
制
緩
和
政
策
を
前
提
と

し
た
紛
争
事
例
の
方
向
性
と
は
逆
の
立
法
作
用
と
し
て
働
い
た
こ
と
を
意
味
し
た
点
で
興
味
深
い
も
の
が
あ
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
立
法
過
程
自
体
を
、
規
制
緩
和
政
策
の
失
敗
や
安
全
性
の
低
下
と
い
っ
た
結
果
論
と
し
て
簡
単
に
片
付
け
る
べ

き
で
は
な
く
、
よ
り
推
移
を
見
守
る
必
要
が
あ
る
が
、
少
な
く
と
も
本
稿
は
、
か
か
る
制
度
変
遷
に
あ
っ
て
、
競
争
重
視
の
実
態
に
対
す

る
法
的
現
象
を
行
政
裁
量
に
係
る
司
法
審
査
と
い
う
視
角
か
ら
、
解
釈
論
的
に
と
ら
え
よ
う
と
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。
と
り
わ
け
、
三
㈡

に
お
い
て
、
従
前
の
裁
判
例
を
前
提
に
し
た
う
え
で
整
理
を
試
み
た
裁
量
審
査
の
方
式
は
、
高
度
な
〝
予
測
力
〞
が
期
待
さ
れ
て
き
た
参

入
・
運
賃
規
制
に
係
る
微
妙
な
判
断
の
必
要
性
を
司
法
審
査
に
際
し
規
律
し
得
る
一
つ
の
試
み
を
示
す
独
自
の
視
点
と
し
て
、
経
済
的
規

制
に
係
る
実
定
法
に
照
ら
し
た
違
法
性
判
断
の
一
般
的
な
整
理
お
よ
び
理
解
に
資
す
る
も
の
と
考
え
る
。
確
か
に
、
本
稿
で
は
、
事
例
研

究
の
一
環
と
し
て
か
か
る
作
業
を
行
っ
た
と
い
う
意
味
で
は
検
証
範
囲
が
限
定
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
の
よ
う
な
視
点
は
、
よ
り
き
め
細
か

な
裁
量
統
制
基
準
の
定
立
へ
と
発
展
す
る
契
機
に
な
る
こ
と
が
期
待
さ
れ
よ
う
。

以
上
に
あ
っ
て
、
本
稿
で
は
、
紙
幅
の
都
合
上
、
同
じ
く
規
制
緩
和
政
策
が
導
入
さ
れ
た
他
の
道
路
運
送
分
野
（
貸
切
バ
ス
事
業
等
）
を

含
め
て
考
察
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
こ
と
、
し
た
が
っ
て
公
的
規
制
の
諸
課
題
（
51
）

に
敷
衍
し
て
考
察
す
る
こ
と
は
か
な
わ
な
か
っ
た
。

こ
れ
ら
に
つ
い
て
は
今
後
の
課
題
と
す
る
こ
と
と
し
、
本
稿
を
締
め
く
く
る
こ
と
に
し
た
い
。

（
1
） 

公
的
規
制
の
概
念
も
多
義
的
で
あ
る
が
、
規
制
緩
和
政
策
と
一
体
的
に
用
い
て
き
た
の
が
、
わ
が
国
の
一
般
的
理
解
で
あ
る
。
こ
の

二
四
五



日
本
法
学　

第
八
十
巻
第
二
号
（
二
〇
一
四
年
十
月
）

（
五
〇
四
）

点
、
第
二
次
臨
時
行
政
改
革
推
進
審
議
会
に
よ
る
「
公
的
規
制
の
緩
和
等
に
関
す
る
答
申
」（
昭
和
六
三
年
一
二
月
一
日
）
に
お
け
る

「
公
的
規
制
は
、
一
般
に
、
国
や
地
方
公
共
団
体
が
企
業
・
国
民
の
活
動
に
対
し
て
特
定
の
政
策
目
的
の
実
現
の
た
め
に
関
与
・
介
入
す

る
も
の
を
指
す
。
そ
れ
は
、
許
認
可
等
の
手
段
に
よ
る
規
制
を
典
型
と
し
、
そ
の
他
に
も
許
認
可
等
に
付
随
し
て
、
あ
る
い
は
そ
れ
と
は

別
個
に
行
わ
れ
る
規
制
的
な
行
政
指
導
や
価
格
指
示
等
の
制
度
的
な
関
与
な
ど
が
あ
る
。」
と
す
る
定
義
は
、
例
え
ば
、
平
成
一
八
年
度

の
規
制
改
革
会
議
に
お
い
て
議
論
さ
れ
た
各
府
省
庁
の
国
の
法
令
に
関
す
る
規
制
の
見
直
し
（
規
制
改
革
会
議
の
ウ
ェ
ッ
ブ
サ
イ
ト

http://w
w
w
8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/law

notice/

）
に
際
し
て
用
い
ら
れ
て
い
た
。

（
2
） 

「
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
産
業
」
と
い
う
用
語
は
、
具
体
的
に
は
送
電
網
・
ガ
ス
輸
送
導
管
、
通
信
網
と
い
っ
た
点
と
点
を
線
で
結
ぶ
場
合
に

そ
れ
が
ハ
ー
ド
な
物
理
的
施
設
を
指
す
も
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
法
的
効
果
を
及
ぼ
す
と
い
う
意
味
で
の
法
律
用
語
で
は
な
い
が
、

公
的
規
制
の
存
在
を
こ
の
単
位
に
よ
っ
て
括
る
こ
と
は
、
現
在
の
関
連
法
体
系
を
見
る
限
り
は
有
意
義
と
考
え
て
い
る
た
め
、
あ
え
て
こ

の
用
語
を
用
い
て
い
る
。「
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
産
業
」
の
意
味
も
含
め
、
友
岡
史
仁
『
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
産
業
の
規
制
と
そ
の
法
理
』（
三
和
書

籍
、
二
〇
一
二
年
）
一
頁
以
下
参
照
。

（
3
） 

こ
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
に
つ
い
て
は
、
例
え
ば
、
金
本
良
嗣
＝
山
内
弘
隆
編
『
講
座
・
公
的
規
制
と
産
業
4
交
通
』（
Ｎ
Ｔ
Ｔ
出
版
、
一
九

九
五
年
）
二
二
八
頁
以
下
（
松
澤
俊
雄
＝
石
田
信
博
）
参
照
。

（
4
） 

こ
の
点
に
係
る
論
考
と
し
て
、
古
城
誠
「
公
的
規
制
と
市
場
原
理
」
公
法
研
究
六
〇
号
（
一
九
九
八
年
）
一
〇
九
頁
以
下
参
照
。
当
該

論
考
は
市
場
原
理
か
ら
と
ら
え
た
公
的
規
制
の
分
類
と
し
て
、「
経
済
的
規
制
」
お
よ
び
「
社
会
的
規
制
」
に
つ
き
検
証
す
る
も
の
で
あ

る
。
な
お
、
市
場
原
理
を
視
点
に
公
的
規
制
を
分
類
す
る
意
義
は
、
規
制
緩
和
政
策
の
是
非
を
判
断
す
る
有
効
な
基
準
で
あ
る
こ
と
は
理

解
で
き
よ
う
。
た
だ
し
、
多
様
な
規
制
目
的
の
把
握
と
そ
の
妥
当
性
の
検
証
が
常
に
求
め
ら
れ
る
と
い
う
意
味
で
は
、
絶
対
的
分
類
で
は

な
く
、
相
対
的
と
い
え
る
。

（
5
） 

こ
の
よ
う
な
問
題
意
識
に
つ
い
て
は
、
友
岡
史
仁
「
経
済
規
制
と
行
政
介
入
」
高
木
光
＝
宇
賀
克
也
編
『
新
・
法
律
学
争
点
シ
リ
ー
ズ

8
行
政
法
の
争
点
』（
有
斐
閣
、
二
〇
一
四
年
公
刊
予
定
）
に
お
い
て
も
論
ず
る
。

（
6
） 

三
面
関
係
と
し
て
登
場
し
た
裁
判
例
と
し
て
、
本
論
に
お
い
て
取
り
上
げ
る
裁
判
例
の
ほ
か
に
は
、
例
え
ば
、
タ
ク
シ
ー
協
会
お
よ
び

二
四
六



タ
ク
シ
ー
事
業
の
規
制
構
造
と
行
政
裁
量
（
友
岡
）

（
五
〇
五
）

当
該
交
通
圏
に
お
け
る
タ
ク
シ
ー
事
業
者
ら
が
原
告
と
し
て
、
参
加
人
に
対
し
行
っ
た
許
可
お
よ
び
運
賃
認
可
に
係
る
取
消
訴
訟
（
札
幌

地
判
平
成
二
五
・
五
・
九
Ｌ
Ｅ
Ｘ
／
Ｄ
Ｂ
文
献
番
号
二
五
四
四
六
一
四
〇
）
が
あ
る
。
こ
の
ほ
か
の
も
の
と
し
て
、
や
や
古
い
が
、
執
行

停
止
申
立
事
件
（
大
阪
地
決
平
成
五
・
一
二
・
二
〇
判
タ
八
四
一
号
一
二
六
頁
）
が
あ
る
。
後
者
の
評
釈
と
し
て
、
舟
田
正
之
「
判
批
」

ジ
ュ
リ
ス
ト
一
一
一
六
号
（
一
九
九
七
年
）
一
二
八
頁
以
下
参
照
。

（
7
） 

こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
近
時
の
論
考
と
し
て
、
舟
田
正
之
「
道
路
運
送
法
と
独
占
禁
止
法
に
よ
る
タ
ク
シ
ー
の
低
額
運
賃
規
制
」
川
濱

昇
ほ
か
編
『
競
争
法
の
理
論
と
課
題
』（
有
斐
閣
、
二
〇
一
三
年
）
四
九
七
頁
以
下
参
照
。
さ
ら
に
、
裁
判
例
と
し
て
、
あ
お
い
交
通
事

件
（
横
浜
地
判
平
成
二
六
・
四
・
一
六
判
例
集
未
登
載
）
が
あ
る
。

（
8
） 

平
成
一
三
・
一
〇
・
二
六
国
自
旅
第
一
〇
二
号
、
平
成
一
九
・
一
一
・
二
〇
国
自
旅
第
二
〇
八
号
。
国
土
交
通
省
自
動
車
局
旅
客
課

『
旅
客
自
動
車
運
送
事
業
等
通
達
集
〔
五
訂
〕』（
ぎ
ょ
う
せ
い
、
二
〇
一
二
年
）
五
九
八
頁
以
下
、
六
〇
二
頁
以
下
参
照
。

（
9
） 

こ
れ
ら
通
達
に
お
け
る
地
域
に
お
け
る
規
制
の
実
態
に
つ
い
て
は
、
岩
崎
忠
「
タ
ク
シ
ー
新
法
と
協
議
会
（
2
・
完
）」
自
治
実
務
セ

ミ
ナ
ー
四
九
巻
一
号
（
二
〇
一
〇
年
）
二
四
│
二
五
頁
参
照
。

（
10
） 

こ
の
制
度
へ
の
批
判
と
思
わ
れ
る
も
の
と
し
て
、
阿
部
泰
隆
『
行
政
法
解
釈
学
Ⅰ
』（
有
斐
閣
、
二
〇
〇
八
年
）
三
三
五
頁
で
は
、

「
交
通
事
故
が
増
え
る
な
ら
、
法
人
タ
ク
シ
ー
の
運
転
手
に
も
、
個
人
タ
ク
シ
ー
並
み
に
、
無
事
故
無
違
反
を
要
求
し
、
事
故
が
有
意
的

に
多
い
業
者
の
免
許
を
取
り
消
し
、
ま
た
、
高
額
保
険
へ
の
加
入
を
義
務
付
け
れ
ば
済
む
こ
と
で
あ
る
」
と
指
摘
さ
れ
て
い
た
。

（
11
） 

平
成
二
一
年
改
正
法
に
つ
い
て
は
、
内
田
忠
宏
「
特
定
地
域
に
お
け
る
一
般
乗
用
旅
客
自
動
車
運
送
事
業
の
適
正
化
及
び
活
性
化
に

関
す
る
特
別
措
置
法
」
法
令
解
説
資
料
総
覧
三
三
五
号
（
二
〇
〇
九
年
）
一
四
頁
以
下
、
同
「
タ
ク
シ
ー
事
業
の
適
正
化
・
活
性
化
に
向

け
て
」
時
の
法
令
一
八
五
七
号
（
二
〇
一
〇
年
）
一
四
頁
以
下
、
山
越
伸
浩
「
与
野
党
の
一
致
に
よ
る
タ
ク
シ
ー
規
制
緩
和
の
見
直
し
」

立
法
と
調
査
二
九
五
号
（
二
〇
〇
九
年
）
五
三
頁
以
下
参
照
。
法
案
段
階
の
も
の
と
し
て
、
同
「
特
定
地
域
に
お
け
る
一
般
乗
用
旅
客
自

動
車
運
送
事
業
の
適
正
化
及
び
活
性
化
に
関
す
る
特
別
措
置
法
案
の
ポ
イ
ン
ト
」
立
法
と
調
査
二
九
二
号
（
二
〇
〇
九
年
）
五
二
頁
以
下

参
照
。

（
12
） 

平
成
二
一
・
九
・
二
九
国
自
旅
第
一
五
一
号
。
国
土
交
通
省
自
動
車
局
旅
客
課
・
前
掲
注（
8
）七
〇
四
頁
参
照
。

二
四
七



日
本
法
学　

第
八
十
巻
第
二
号
（
二
〇
一
四
年
十
月
）

（
五
〇
六
）

（
13
） 

道
路
運
送
法
九
条
の
三
第
一
項
で
は
、「
料
金
（
旅
客
の
利
益
に
及
ぼ
す
影
響
が
比
較
的
小
さ
い
も
の
と
し
て
国
土
交
通
省
令
で
定
め

る
料
金
を
除
く
。）」
と
規
定
し
て
お
り
、
そ
れ
を
受
け
た
道
路
運
送
法
施
行
規
則
一
〇
条
の
四
第
一
項
で
は
「
時
間
指
定
配
車
料
金
及
び

車
両
指
定
配
車
料
金
」
を
挙
げ
る
。

（
14
） 
原
価
算
定
の
基
準
に
係
る
過
去
か
ら
の
流
れ
に
簡
潔
に
触
れ
た
も
の
と
し
て
、
舟
田
・
前
掲
注（
7
）四
九
八
頁
以
下
参
照
。
そ
の
ほ

か
、
鈴
木
満
「
運
輸
業
の
規
制
緩
和
と
独
占
禁
止
法

│
ト
ラ
ッ
ク
・
タ
ク
シ
ー
・
バ
ス
事
業
を
中
心
と
し
て

│
」
桐
蔭
法
学
五
号

（
一
九
九
六
年
）
五
〇
頁
以
下
参
照
。

（
15
） 

自
動
認
可
運
賃
制
度
と
下
限
割
れ
規
制
と
の
関
係
性
に
つ
い
て
は
、
タ
ク
シ
ー
運
賃
制
度
研
究
会
「
タ
ク
シ
ー
運
賃
の
今
後
の
審
査

の
あ
り
方
に
つ
い
て
」（
二
〇
〇
九
年
八
月
）
に
お
い
て
整
理
さ
れ
て
い
る
。
舟
田
・
前
掲
注（
7
）四
九
七
頁
以
下
は
、
当
該
研
究
会
報

告
書
を
再
検
討
す
る
も
の
で
あ
る
。

（
16
） 

や
や
趣
旨
を
異
に
す
る
が
、
交
告
尚
史
「
行
政
法
学
が
前
提
と
し
て
き
た
憲
法
論
」
公
法
研
究
七
〇
号
（
二
〇
〇
八
年
）
七
七
頁
以

下
に
見
ら
れ
る
よ
う
な
、
参
入
に
係
る
申
請
に
際
し
「
固
有
事
務
配
慮
義
務
」
を
肯
定
す
る
立
論
は
、「
同
一
地
域
・
同
一
運
賃
の
原

則
」
の
よ
う
な
申
請
者
側
が
希
望
す
る
他
の
事
業
者
と
同
一
の
運
賃
申
請
を
強
制
す
る
場
合
に
も
あ
て
は
ま
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
具
体

的
に
は
、
申
請
者
が
本
来
市
場
に
お
い
て
お
か
れ
る
競
争
上
の
地
位
と
し
て
よ
り
安
価
な
運
賃
設
定
を
可
能
と
す
る
利
益
を
侵
害
す
る
も

の
で
あ
り
、
そ
れ
を
個
別
に
審
査
す
る
義
務
が
あ
る
と
い
う
論
理
に
つ
な
が
る
と
い
っ
た
思
考
過
程
と
の
親
和
性
を
指
摘
で
き
よ
う
。

（
17
） 

固
有
事
情
の
主
張
を
基
準
の
適
合
性
審
査
に
お
い
て
判
断
す
る
場
合
の
基
準
内
容
の
問
題
に
つ
い
て
検
討
す
る
も
の
と
し
て
、
交
告

尚
史
「
行
政
判
断
の
構
造
」
磯
部
力
ほ
か
編
『
行
政
法
の
新
構
想
Ⅰ
行
政
法
の
基
礎
理
論
』（
有
斐
閣
、
二
〇
一
一
年
）
二
八
五
頁
以
下

参
照
。
当
該
論
文
で
は
、「
同
一
地
域
・
同
一
運
賃
の
原
則
」
に
つ
い
て
触
れ
て
い
る
。

（
18
） 

【
判
例
③
】
評
釈
の
一
つ
で
あ
る
古
城
誠
「
判
批
」
平
成
一
一
年
度
重
要
判
例
解
説
（
別
冊
ジ
ュ
リ
ス
ト
一
一
七
九
号
）
二
三
八
頁

は
「
道
路
運
送
法
は
…
…
個
々
の
運
賃
認
可
に
お
い
て
、
常
に
個
別
原
価
に
照
ら
し
、
申
請
運
賃
が
妥
当
か
ど
う
か
を
審
査
す
る
こ
と
ま

で
は
要
求
し
て
い
な
い
」
と
解
し
て
い
る
。

（
19
） 

旧
タ
ク
シ
ー
適
正
化
・
活
性
化
法
に
関
す
る
衆
議
院
附
帯
決
議
（
平
成
二
一
・
六
・
一
〇
衆
議
院
国
土
交
通
委
員
会
）
七
お
よ
び
参

二
四
八



タ
ク
シ
ー
事
業
の
規
制
構
造
と
行
政
裁
量
（
友
岡
）

（
五
〇
七
）

議
院
附
帯
決
議
（
平
成
二
一
・
六
・
一
八
参
議
院
国
土
交
通
委
員
会
）
五
に
お
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
「
タ
ク
シ
ー
事
業
の
健
全
な
競
争
を
図

る
た
め
、
同
一
地
域
・
同
一
運
賃
の
実
現
が
必
要
と
の
意
見
を
踏
ま
え
つ
つ
、
適
切
な
運
賃
制
度
及
び
そ
の
運
用
を
検
討
し
、
必
要
な
措

置
を
講
じ
る
こ
と
」
を
根
拠
と
す
る
場
合
で
あ
る
。
し
か
し
、
同
じ
く
衆
議
院
附
帯
決
議
八
が
「
下
限
割
れ
運
賃
の
審
査
を
厳
格
化
す
る

措
置
を
講
じ
る
こ
と
」
と
す
る
よ
う
に
、
あ
く
ま
で
附
則
五
項
は
「
個
別
申
請
・
個
別
認
可
制
」
を
前
提
と
し
た
規
定
と
解
さ
れ
る
も
の

と
い
え
よ
う
。

（
20
） 

旧
タ
ク
シ
ー
適
正
化
・
活
性
化
法
段
階
に
お
い
て
も
、
類
似
の
指
摘
が
な
さ
れ
て
い
た
。
岩
崎
・
前
掲
注（
9
）三
〇
頁
は
、
協
議
会

が
中
心
と
な
っ
て
下
限
割
れ
運
賃
の
審
査
が
地
域
ご
と
に
決
定
さ
れ
る
可
能
性
が
あ
る
と
指
摘
し
て
い
た
が
、
こ
の
場
合
の
法
的
根
拠
は

必
ず
し
も
明
ら
か
と
は
言
え
な
か
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
あ
え
て
い
え
ば
、
衆
議
院
附
帯
決
議
四
が
協
議
会
の
策
定
す
る
地
域
計
画
に

は
「
過
度
な
運
賃
競
争
や
労
働
条
件
改
善
・
向
上
の
た
め
の
対
策
に
つ
い
て
記
載
さ
れ
る
よ
う
基
本
方
針
に
明
記
す
る
こ
と
」
と
さ
れ
て

い
た
こ
と
に
鑑
み
、
協
議
会
が
そ
の
方
針
と
し
て
「
同
一
地
域
・
同
一
運
賃
の
原
則
」
に
向
け
た
対
応
を
行
う
可
能
性
は
否
定
で
き
な
か

っ
た
と
い
う
趣
旨
と
思
わ
れ
る
。

（
21
） 

平
成
一
二
年
改
正
法
に
よ
り
「
判
例
と
し
て
の
意
味
を
失
っ
た
」
と
評
す
る
も
の
と
し
て
、
亘
理
格
＝
北
村
喜
宣
編
著
『
重
要
判
例

と
と
も
に
読
み
解
く
個
別
行
政
法
』（
有
斐
閣
、
二
〇
一
三
年
）
二
二
〇
頁
（
亘
理
）。

（
22
） 

原
田
尚
彦
「
運
輸
事
業
と
許
認
可
行
政
」
ジ
ュ
リ
ス
ト
四
六
三
号
（
一
九
七
〇
年
）
二
三
頁
。

（
23
） 

平
成
一
三
・
八
・
二
九
国
自
旅
第
七
二
号
、
平
成
一
三
・
九
・
一
二
国
自
旅
第
七
八
号
、
平
成
二
一
・
九
・
二
九
国
自
旅
第
一
五
一

号
。
国
土
交
通
省
自
動
車
局
旅
客
課
・
前
掲
注（
8
）四
七
八
頁
以
下
、
七
〇
四
頁
以
下
参
照
。

（
24
） 

平
成
一
三
・
一
〇
・
二
六
国
自
旅
第
一
〇
〇
号
、
平
成
一
三
・
一
〇
・
二
六
国
自
旅
第
一
〇
一
号
。
国
土
交
通
省
自
動
車
局
旅
客

課
・
前
掲
注（
8
）五
一
二
頁
以
下
参
照
。

（
25
） 

道
路
運
送
法
六
条
お
よ
び
同
法
八
八
条
二
項
に
基
づ
き
、
参
入
規
制
と
し
て
の
国
土
交
通
大
臣
に
よ
る
一
般
旅
客
自
動
車
運
送
事
業

の
許
可
に
つ
い
て
も
、
各
地
方
運
輸
局
長
が
「
審
査
基
準
公
示
」
を
定
め
る
一
方
、
道
路
運
送
法
四
〇
条
に
基
づ
き
許
可
の
取
消
し
等
に

つ
い
て
は
「
処
分
基
準
公
示
」
を
定
め
る
。

二
四
九



日
本
法
学　

第
八
十
巻
第
二
号
（
二
〇
一
四
年
十
月
）

（
五
〇
八
）

（
26
） 

解
釈
基
準
と
裁
量
基
準
に
つ
い
て
は
、
塩
野
宏
『
行
政
法
Ⅰ
行
政
法
総
論
〔
第
五
版
補
訂
版
〕』（
有
斐
閣
、
二
〇
一
三
年
）
一
〇
二

頁
参
照
。
小
早
川
光
郎
『
行
政
法
講
義
下
Ⅰ
』（
弘
文
堂
、
二
〇
〇
二
年
）
二
四
頁
で
は
、
裁
量
基
準
を
「
案
件
ご
と
の
基
準
の
補
充
を

い
か
に
行
う
か
の
基
準
（
目
安
・
指
針
）
が
、
あ
ら
か
じ
め
設
定
さ
れ
る
」
場
合
を
指
す
も
の
と
し
、
解
釈
基
準
と
の
対
比
で
は
と
ら
え

な
い
。
タ
ク
シ
ー
事
業
に
係
る
通
達
の
法
的
課
題
に
つ
い
て
触
れ
た
も
の
と
し
て
、
佐
藤
英
善
『
経
済
行
政
法
』（
成
文
堂
、
一
九
九
〇

年
）
三
九
八
頁
以
下
参
照
。

（
27
） 

法
人
タ
ク
シ
ー
を
優
遇
す
る
政
策
に
あ
っ
た
点
に
つ
い
て
言
及
す
る
も
の
と
し
て
、「
タ
ク
シ
ー
業
を
め
ぐ
る
法
律
問
題
」
時
の
法
令

四
七
五
号
（
一
九
六
三
年
）
三
四
頁
参
照
。
そ
の
理
由
に
「
業
者
の
数
が
ふ
え
る
こ
と
に
よ
る
監
督
の
困
難
性
」
を
指
摘
し
て
い
た
。
こ

の
ほ
か
、
原
田
・
前
掲
注（
22
）二
三
頁
参
照
。

（
28
） 

行
政
立
法
の
内
容
に
係
る
合
理
性
審
査
の
一
例
と
し
て
本
件
を
取
り
上
げ
る
も
の
と
し
て
、
野
口
貴
公
美
「
行
政
立
法
」
磯
部
力
ほ

か
編
『
行
政
法
の
新
構
想
Ⅱ
行
政
作
用
・
行
政
手
続
・
行
政
情
報
法
』（
有
斐
閣
、
二
〇
〇
八
年
）
四
五
頁
参
照
。

（
29
） 

佐
藤
・
前
掲
注（
26
）四
〇
〇
頁
で
は
、「
解
釈
基
準
と
し
て
通
達
が
発
せ
ら
れ
る
こ
と
自
体
は
一
般
的
に
は
問
題
無
い
が
、
解
釈
基

準
を
示
す
と
称
し
て
そ
の
根
拠
と
な
っ
て
い
る
法
律
の
解
釈
の
域
を
超
え
て
い
る
の
で
は
な
い
か
（
台
数
規
制
や
『
同
一
地
域
・
同
一
運

賃
制
』
な
ど
の
設
定
）
な
ど
、
法
適
合
性
の
判
断
は
い
か
に
し
て
行
う
べ
き
か
が
問
題
と
な
っ
て
く
る
の
で
あ
る
」
と
し
て
い
た
。
こ
れ

は
、「
同
一
地
域
・
同
一
運
賃
の
原
則
」
時
代
に
お
け
る
指
摘
で
あ
っ
た
が
、
現
時
点
に
お
い
て
も
、
か
か
る
問
題
が
依
然
続
い
て
い
る

こ
と
を
物
語
る
も
の
で
あ
る
。

（
30
） 

こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
一
般
論
と
し
て
、
塩
野
・
前
掲
注（
26
）一
〇
二
頁
参
照
。

（
31
） 

行
政
手
続
法
上
の
一
般
論
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
説
得
機
能
・
決
定
過
程
公
開
機
能
に
つ
い
て
は
、
塩
野
・
前
掲
注（
26
）二
七
一

頁
等
参
照
。

（
32
） 

法
理
の
射
程
範
囲
に
つ
い
て
は
、
例
え
ば
、
北
島
周
作
「
判
批
」
法
学
教
室
三
七
三
号
（
二
〇
一
一
年
）
四
九
頁
以
下
等
参
照
。
な

お
、
本
稿
筆
者
も
評
釈
の
機
会
を
得
た
。
友
岡
史
仁
「
判
批
」
新
・
判
例
解
説W

atch

（
法
学
セ
ミ
ナ
ー
増
刊
）
一
〇
号
（
二
〇
一
二

年
）
三
九
頁
以
下
参
照
。

二
五
〇



タ
ク
シ
ー
事
業
の
規
制
構
造
と
行
政
裁
量
（
友
岡
）

（
五
〇
九
）

（
33
） 

友
岡
史
仁
「
判
批
」
新
・
判
例
解
説W

atch

（
法
学
セ
ミ
ナ
ー
増
刊
）
一
二
号
（
二
〇
一
三
年
）
七
三
頁
以
下
参
照
。

（
34
） 

本
件
に
つ
い
て
は
、
北
見
宏
介
「
判
批
」
新
・
判
例
解
説W

atch

（
法
学
セ
ミ
ナ
ー
増
刊
）
一
四
号
（
二
〇
一
四
年
）
五
八
頁
以
下
参

照
。

（
35
） 
法
的
問
題
で
は
な
い
も
の
の
、
規
制
緩
和
政
策
以
前
の
道
路
運
送
行
政
を
素
材
と
し
た
行
政
学
の
観
点
か
ら
の
研
究
書
と
し
て
、
例

え
ば
、
森
田
朗
『
許
認
可
行
政
と
官
僚
制
』（
岩
波
書
店
、
一
九
八
八
年
）
二
七
七
│
二
七
八
頁
参
照
。
当
該
頁
で
は
、
増
車
に
係
る
行

政
指
導
に
つ
い
て
の
実
態
を
指
摘
す
る
。

（
36
） 

本
件
の
裁
判
所
へ
の
意
見
書
を
加
筆
修
正
し
、
行
政
手
続
法
三
二
条
二
項
へ
の
抵
触
を
指
摘
す
る
も
の
と
し
て
、
福
井
秀
夫
「
タ
ク

シ
ー
需
給
調
整
措
置
の
法
的
限
界

│
法
と
経
済
分
析
を
踏
ま
え
て
（
二
・
完
）」
自
治
研
究
八
七
巻
一
〇
号
（
二
〇
一
一
年
）
三
四
頁

参
照
。

（
37
） 

本
件
に
つ
い
て
は
、
友
岡
史
仁
「
判
批
」
新
・
判
例
解
説W

atch

（
文
献
番
号z18817009-00-021421058

）
参
照
。
た
だ
し
そ
こ
で

は
、
訴
訟
要
件
論
を
中
心
に
検
討
し
て
い
る
。

（
38
） 

行
訴
法
上
の
要
件
で
あ
っ
て
も
民
事
訴
訟
法
を
援
用
す
る
。
要
件
の
認
定
方
法
に
つ
い
て
は
、
例
え
ば
、
宇
賀
克
也
『
行
政
法
概
説

Ⅱ
行
政
救
済
法
〔
第
四
版
〕』（
有
斐
閣
、
二
〇
一
三
年
）
三
七
〇
頁
参
照
。
こ
の
あ
た
り
の
検
討
は
、
さ
ら
に
友
岡
・
前
掲
注（
37
）参

照
。

（
39
） 

こ
の
ほ
か
、
行
訴
法
に
お
け
る
差
止
訴
訟
（
三
条
七
項
）
と
当
事
者
訴
訟
の
要
件
の
解
釈
を
め
ぐ
る
関
係
性
な
ど
、
純
粋
な
行
訴
法

上
の
問
題
も
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
扱
わ
な
い
。

（
40
） 

司
法
統
制
の
不
可
能
性
を
想
起
さ
せ
る
文
言
と
い
う
評
価
は
可
能
で
あ
る
と
し
て
も
、
そ
の
文
言
ゆ
え
に
司
法
審
査
の
可
否
に
直
接

結
び
つ
く
機
能
を
果
た
し
て
い
る
か
は
、
実
際
に
は
各
事
案
の
性
格
等
に
応
じ
て
審
査
が
行
わ
れ
て
い
る
面
か
ら
す
れ
ば
、
こ
の
点
に
拘

泥
す
る
こ
と
に
は
疑
問
が
あ
る
。
少
な
く
と
も
判
例
と
し
て
、
例
え
ば
、
伊
方
原
発
訴
訟
（
最
判
平
成
四
・
一
〇
・
二
九
民
集
四
六
巻
七

号
一
一
七
四
頁
）、
教
科
書
検
定
（
第
一
次
）
訴
訟
（
最
判
平
成
五
・
三
・
一
六
民
集
四
七
巻
五
号
三
四
八
三
頁
）、
老
齢
加
算
金
東
京
訴

訟
（
最
判
平
成
二
四
・
二
・
二
八
民
集
六
六
巻
三
号
一
二
四
〇
頁
）
な
ど
を
挙
げ
て
お
く
。
こ
れ
ら
の
訴
訟
に
つ
い
て
は
、
実
際
の
判
断

二
五
一



日
本
法
学　

第
八
十
巻
第
二
号
（
二
〇
一
四
年
十
月
）

（
五
一
〇
）

方
法
と
し
て
判
断
過
程
の
合
理
性
と
の
関
係
に
結
び
つ
く
と
い
う
点
は
共
通
し
て
あ
ら
わ
れ
よ
う
。
こ
の
あ
た
り
に
つ
い
て
は
、
例
え

ば
、
村
上
裕
章
「
判
断
過
程
審
査
の
現
状
と
課
題
」
法
律
時
報
八
五
巻
二
号
（
二
〇
一
三
年
）
一
〇
頁
以
下
参
照
。

（
41
） 
宇
賀
克
也
『
行
政
法
概
説
Ⅰ
行
政
法
総
論
〔
第
五
版
〕』（
有
斐
閣
、
二
〇
一
三
年
）
三
一
九
頁
は
、
①
を
行
政
裁
量
が
認
め
ら
れ
る

一
例
と
し
て
取
り
上
げ
て
い
る
。

（
42
） 

こ
の
論
議
自
体
と
の
絡
み
に
お
い
て
、
経
済
的
自
由
権
と
し
て
の
「
職
業
選
択
の
自
由
」（
憲
法
二
二
条
一
項
）
に
関
わ
る
指
摘
が
見

ら
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
松
本
哲
治
「
職
業
選
択
の
自
由

│
タ
ク
シ
ー
の
再
規
制
の
問
題
を
中
心
に

│
」
同
志
社
法
学
六
四
巻
七
号

（
二
〇
一
三
年
）
七
〇
六
頁
で
は
、
薬
事
法
距
離
制
限
違
憲
判
決
（
最
大
判
昭
和
五
〇
・
四
・
三
〇
民
集
二
九
巻
四
号
五
七
二
頁
）
を
前

提
に
、「
そ
も
そ
も
、
利
用
者
の
安
全
が
脅
か
さ
れ
る
よ
う
な
事
態
に
つ
い
て
は
、
直
接
的
な
取
締
が
可
能
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
の

に
、
そ
こ
を
迂
回
し
て
、
労
働
者
の
福
利
を
確
保
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
あ
る
い
は
需
給
調
整
に
踏
み
込
む
こ
と
に
よ
っ
て
、
安
全
を
確

保
す
る
と
い
う
論
理
が
、
許
さ
れ
る
の
か
否
か
が
問
わ
れ
る
べ
き
」
と
す
る
。
こ
の
指
摘
は
違
憲
審
査
の
視
角
か
ら
の
指
摘
で
あ
る
が
、

裁
量
統
制
と
い
う
実
体
法
解
釈
の
角
度
か
ら
も
示
唆
的
で
あ
る
。

（
43
） 

本
件
評
釈
と
し
て
、【
判
例
⑧
】
に
つ
い
て
は
、
越
智
敏
裕
「
判
批
」
判
例
時
報
二
一
八
一
号
（
二
〇
一
三
年
）
一
七
一
頁
以
下
、
渡

辺
昭
成
「
判
批
」
ジ
ュ
リ
ス
ト
一
四
五
八
号
（
二
〇
一
三
年
）
八
三
頁
以
下
、
須
田
守
「
判
批
」
自
治
研
究
九
〇
巻
四
号
（
二
〇
一
四

年
）
一
三
八
頁
以
下
が
見
ら
れ
る
が
、
こ
れ
ら
は
い
ず
れ
も
判
旨
賛
成
の
立
場
で
あ
る
。
な
お
、
須
田
・
前
掲
評
釈
で
は
「
従
前
の
制
度

運
用
は
相
当
歪
な
も
の
で
あ
っ
た
と
い
う
ほ
か
な
い
」
と
し
て
平
成
二
五
年
改
正
法
が
直
接
規
定
を
置
く
に
行
っ
た
と
言
及
す
る
。
こ
れ

に
対
し
て
、
同
改
正
法
は
従
前
か
ら
継
続
す
る
自
主
的
取
組
に
伴
う
増
車
抑
制
を
狙
い
と
す
る
も
の
で
あ
り
、
本
件
が
問
題
と
さ
れ
た
不

利
益
処
分
の
加
重
処
分
を
手
段
と
す
る
増
車
抑
制
と
は
、
そ
も
そ
も
規
制
手
段
と
し
て
開
き
の
あ
る
も
の
と
し
て
位
置
付
け
ら
れ
よ
う
。

（
44
） 

【
判
例
⑪
】
に
係
る
日
野
辰
哉
「
判
批
」
判
例
時
報
二
一
二
七
号
（
二
〇
一
一
年
）
一
五
四
頁
は
、
不
当
競
争
禁
止
条
項
の
解
釈
に

つ
い
て
、「『
予
想
さ
れ
る
弊
害
を
予
防
す
る
見
地
』
に
限
定
さ
れ
る
の
か
、
ま
た
は
、
当
該
条
項
の
運
用
に
あ
た
っ
て
も
可
能
な
限
り

『
自
由
で
公
正
な
競
争
実
現
』
が
貫
か
れ
る
べ
き
か
の
選
択
問
題
」
と
い
っ
た
評
価
を
加
え
て
お
り
、
参
考
に
な
る
。
こ
の
ほ
か
、
神
橋

一
彦
「
判
批
」
平
成
二
三
年
度
重
要
判
例
解
説
（
別
冊
ジ
ュ
リ
ス
ト
一
四
四
〇
号
）
四
六
頁
参
照
。
な
お
、
日
野
辰
哉
「
判
批
」
早
稲
田

二
五
二



タ
ク
シ
ー
事
業
の
規
制
構
造
と
行
政
裁
量
（
友
岡
）

（
五
一
一
）

法
学
八
六
巻
四
号
（
二
〇
一
一
年
）
三
二
三
頁
以
下
で
は
、【
判
例
⑨
】
お
よ
び
【
判
例
⑩
】
の
比
較
検
討
を
試
み
る
。

（
45
） 

判
断
枠
組
み
の
相
違
を
指
摘
す
る
も
の
と
し
て
、
東
條
吉
純
「
判
批
」
ジ
ュ
リ
ス
ト
一
四
二
一
号
（
二
〇
一
一
年
）
一
一
一
頁
参

照
。
当
該
評
釈
で
は
、【
判
例
⑪
】
に
判
旨
賛
成
の
立
場
を
と
る
。

（
46
） 
東
條
・
前
掲
注（
45
）一
一
三
頁
は
こ
の
趣
旨
と
思
わ
れ
る
。

（
47
） 

【
判
例
⑩
】
の
評
釈
で
あ
る
横
田
明
美
「
判
批
」
自
治
研
究
八
七
巻
六
号
（
二
〇
一
一
年
）
一
〇
八
頁
は
「
申
請
者
に
つ
い
て
の
輸

送
の
安
全
の
み
な
ら
ず
、
市
場
全
体
の
反
応
や
競
争
者
の
対
応
な
ど
、
複
合
的
な
要
素
が
絡
み
合
っ
て
お
り
、
し
か
も
そ
れ
ら
す
べ
て
が

処
分
時
よ
り
も
未
来
に
現
実
化
す
る
と
い
う
の
が
問
題
」
と
指
摘
す
る
。

（
48
） 

本
件
と
類
似
の
想
定
事
例
を
「
基
本
権
保
護
義
務
論
」
の
角
度
か
ら
検
討
し
た
も
の
と
し
て
、
亘
理
格
「
参
入
規
制
緩
和
と
生
命
・

憲
法
そ
し
て
生
存
権

│
タ
ク
シ
ー
事
業
を
題
材
に
」
法
学
教
室
三
三
五
号
（
二
〇
〇
八
年
）
三
八
頁
以
下
。

（
49
） 

本
件
評
釈
と
し
て
、
友
岡
史
仁
「
判
批
」
ジ
ュ
リ
ス
ト
一
四
四
三
号
（
二
〇
一
二
年
）
九
八
頁
以
下
参
照
。
そ
こ
で
は
、
他
の
類
例

と
の
比
較
も
行
っ
て
い
る
。

（
50
） 

例
え
ば
、
日
本
経
済
新
聞
二
〇
一
四
年
五
月
四
日
二
面
社
説
記
事
参
照
。

（
51
） 

こ
の
一
例
は
、
北
総
線
運
賃
認
可
行
政
訴
訟
（
東
京
地
判
平
成
二
五
・
三
・
二
六
判
時
二
二
〇
九
号
七
九
頁
）
が
挙
げ
ら
れ
よ
う
。

当
該
訴
訟
は
原
告
適
格
（
行
訴
法
九
条
）
を
拡
大
し
た
点
に
お
い
て
注
目
さ
れ
る
裁
判
例
で
あ
る
が
、
鉄
道
事
業
法
の
運
賃
変
更
認
可
に

係
る
要
件
の
該
当
性
を
め
ぐ
っ
て
も
重
要
な
解
釈
上
の
意
味
を
持
つ
司
法
判
断
が
下
さ
れ
た
点
が
重
要
と
考
え
ら
れ
る
。
後
者
の
点
は
、
友
岡
史
仁

「
判
批
」
ジ
ュ
リ
ス
ト
一
四
六
〇
号
（
二
〇
一
三
年
）
九
九
頁
以
下
参
照
。

【
追
記
】

本
稿
校
正
時
に
、
改
正
タ
ク
シ
ー
適
正
化
・
活
性
化
法
一
六
条
の
四
第
三
項
に
基
づ
く
運
賃
変
更
命
令
お
よ
び
同
法
一
七
条
の
三

第
一
項
に
基
づ
く
輸
送
施
設
等
使
用
停
止
な
ど
の
各
処
分
に
係
る
仮
の
差
止
め
に
つ
い
て
大
阪
地
決
平
成
二
六
・
五
・
二
三
Ｌ
Ｅ
Ｘ

二
五
三



日
本
法
学　

第
八
十
巻
第
二
号
（
二
〇
一
四
年
十
月
）

（
五
一
二
）

／
Ｄ
Ｂ
文
献
番
号
二
五
五
〇
四
一
八
四
お
よ
び
福
岡
地
決
平
成
二
六
・
五
・
二
八
Ｌ
Ｅ
Ｘ
／
Ｄ
Ｂ
文
献
番
号
二
五
五
〇
四
一
四
七
に
、

当
該
大
阪
地
決
の
評
釈
と
し
て
由
喜
門
眞
治
「
判
批
」
新
・
判
例
解
説W
atch

（
文
献
番
号z18817009-00-021441084

）
に
、
そ
し
て
、

【
判
例
⑤
】
等
二
㈣
に
掲
げ
た
一
連
の
裁
判
例
を
素
材
に
し
た
北
村
和
生
「
道
路
運
送
法
上
の
公
示
を
め
ぐ
る
紛
争
」
法
学
教
室
四
〇
七

号
（
二
〇
一
四
年
）
八
三
頁
以
下
に
、
そ
れ
ぞ
れ
接
し
た
。

二
五
四



国
家
主
権
の
行
使
と
し
て
の
「
国
籍
付
与
」（
百
地
）

（
五
一
三
）

国
家
主
権
の
行
使
と
し
て
の
「
国
籍
付
与
」

百　
　

地　
　
　
　
　

章

〔
目
次
〕

1
、
は
じ
め
に

2
、
最
高
裁
の
国
籍
法
違
憲
判
決
（
最
大
判
平
成
二
〇
．
六
．
四
）
を
め
ぐ
っ
て

3
、「
国
籍
」
の
「
取
得
」
な
い
し
「
付
与
」
に
つ
い
て

│
「
権
利
」（
国
籍
の
取
得
）
か
、「
主
権
の
行
使
」（
国
籍
の
付
与
）
か
？

4
、
国
籍
法
改
正
の
問
題
点

5
、
お
わ
り
に

│
「
国
家
」
と
「
国
籍
」
の
重
み
を

二
五
五



日
本
法
学　

第
八
十
巻
第
二
号
（
二
〇
一
四
年
十
月
）

（
五
一
四
）

1
、
は
じ
め
に

戦
後
思
潮
の
特
徴
の
一
つ
と
し
て
あ
げ
ら
れ
る
の
が
、「
国
家
意
識
の
希
薄
化
」
で
あ
る
。
こ
れ
は
憲
法
学
界
全
体
に
つ
い
て
も
い
え

る
こ
と
で
、
例
え
ば
公
法
学
会
で
は
国
家
論
や
主
権
論
に
つ
い
て
、
正
面
か
ら
取
り
上
げ
ら
れ
る
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
な
か
っ
た
。

確
か
に
、
主
権
論
の
う
ち
「
国
民
主
権
論
」
に
つ
い
て
は
、
ひ
と
頃
、
一
部
の
研
究
者
た
ち
の
間
で
か
な
り
議
論
さ
れ
た
こ
と
が
あ
る
。

し
か
し
、
そ
の
多
く
は
フ
ラ
ン
ス
の
国
民
主
権
論
を
わ
が
国
に
ス
ト
レ
ー
ト
に
持
ち
込
み
、
日
本
国
憲
法
下
の
国
民
主
権
は
フ
ラ
ン
ス
の

「
ナ
シ
オ
ン
主
権
」
に
当
た
る
の
か
、
そ
れ
と
も
「
プ
ー
プ
ル
主
権
」
と
解
す
べ
き
か
な
ど
と
い
っ
た
議
論
に
終
始
し
て
き
た
。

他
方
、
主
権
論
の
も
う
一
方
の
課
題
は
「
国
家
主
権
」
論
で
、
具
体
的
に
は
「
領
土
主
権
」
と
「
対
人
主
権
」
が
対
象
と
な
る
。
も
ち

ろ
ん
、
こ
れ
ら
の
問
題
を
直
接
の
研
究
対
象
と
す
る
の
は
国
際
法
学
と
い
う
事
情
も
あ
る
が
、「
領
土
主
権
」
に
関
す
る
論
文
は
、
憲
法

学
の
分
野
で
は
ほ
と
ん
ど
見
か
け
な
い
。

も
う
一
つ
の
「
対
人
主
権
」
で
あ
る
が
、
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
外
国
人
に
は
「
入
国
の
自
由
」
も
「
滞
在
の
自
由
」
も
認
め
ら
れ
な
い

と
い
う
の
が
判
例
お
よ
び
通
説
の
立
場
で
、
こ
の
よ
う
な
解
釈
は
国
際
慣
例
に
も
合
致
す
る
。
つ
ま
り
、
い
ず
れ
も
主
権
国
家
に
よ
る

「
対
人
主
権
」
の
行
使
の
問
題
と
し
て
、
外
国
人
の
入
国
や
滞
在
を
認
め
る
か
ど
う
か
は
国
家
が
自
由
に
判
断
で
き
る
も
の
と
さ
れ
て
い

る
。
外
国
人
の
「
入
国
の
自
由
」
や
「
滞
在
の
自
由
」
を
人
権
問
題
と
解
す
る
余
地
は
な
い
。

と
す
れ
ば
、
外
国
人
の
「
国
籍
取
得
」
も
当
然
、
国
家
主
権
の
行
使
の
問
題
で
あ
っ
て
、
人
権
で
あ
る
は
ず
が
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、

「
入
国
の
自
由
」
や
「
滞
在
の
自
由
」
で
さ
え
「
権
利
」
と
し
て
認
め
ら
れ
て
い
な
い
外
国
人
に
、
他
国
の
「
国
籍
」
つ
ま
り
正
式
な

「
国
家
の
構
成
員
と
し
て
の
資
格
」
を
要
求
す
る
「
権
利
」
な
ど
認
め
ら
れ
る
は
ず
が
な
い
か
ら
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
最
高
裁
は
平
成

二
五
六



国
家
主
権
の
行
使
と
し
て
の
「
国
籍
付
与
」（
百
地
）

（
五
一
五
）

二
〇
年
六
月
四
日
、
こ
の
「
国
籍
」
を
「
権
利
」
の
問
題
と
と
ら
え
、
差
別
問
題
と
し
て
取
り
扱
っ
て
し
ま
っ
た
。
果
た
し
て
、
こ
の
よ

う
な
考
え
方
は
妥
当
な
の
か
、
大
い
に
疑
問
の
残
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

他
方
、
正
式
な
婚
姻
関
係
に
あ
る
夫
婦
の
い
ず
れ
か
一
方
が
日
本
人
で
あ
れ
ば
、
そ
の
「
子
」
が
日
本
の
「
国
籍
を
取
得
」
す
る
の
は

当
然
で
あ
っ
て
、
こ
れ
は
「
権
利
」
の
問
題
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
こ
で
、
こ
の
辺
り
の
問
題
に
つ
き
、
平
成
二
〇
年
六
月
の
国
籍
法
を
め

ぐ
る
最
高
裁
大
法
廷
判
決
を
素
材
と
し
て
若
干
、
検
討
し
て
み
た
い
（
1
）

。

（
1
） 

本
稿
は
、
平
成
二
三
年
六
月
に
開
催
さ
れ
た
第
一
〇
五
回
憲
法
学
会
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
に
お
い
て
発
表
し
た
「
国
家
主
権
│
対
人
主
権
と
し
て
の

『
国
籍
付
与
』」
を
も
と
に
、
再
考
を
加
え
、
文
章
化
し
た
も
の
で
あ
る
。

2
、
最
高
裁
の
国
籍
法
違
憲
判
決
（
最
大
判
平
成
二
〇
．
六
．
四
）
を
め
ぐ
っ
て

（
1
）　

事
案

平
成
二
〇
年
六
月
四
日
、
最
高
裁
大
法
廷
は
国
籍
法
第
三
条
一
項
を
憲
法
第
一
四
条
違
反
と
し
た
（
1
）

。
同
法
は
、
日
本
人
の
父
と
外
国
人

の
母
と
の
間
に
生
ま
れ
、
出
生
の
後
に
父
が
「
認
知
」
し
た
「
子
」
に
つ
い
て
は
、
父
母
が
結
婚
し
た
場
合
（「
準
正
」）
に
の
み
日
本
国

籍
を
認
め
、「
認
知
」
だ
け
に
と
ど
ま
る
場
合
は
日
本
国
籍
を
認
め
て
い
な
か
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
「
嫡
出
子
」
と
「
非
嫡
出
子
」
の
差

別
は
「
法
の
下
の
平
等
」
に
反
す
る
と
し
た
わ
け
で
あ
る
。

最
高
裁
は
、
同
じ
日
に
、
二
件
の
同
じ
よ
う
な
事
件
に
つ
い
て
判
決
を
下
し
て
い
る
が
、
そ
の
う
ち
最
初
の
訴
訟
は
、
平
成
四
年
に

二
五
七



日
本
法
学　

第
八
十
巻
第
二
号
（
二
〇
一
四
年
十
月
）

（
五
一
六
）

「
興
行
」
の
在
留
資
格
で
日
本
に
入
国
し
、
そ
の
後
一
六
年
間
、
不
法
滞
在
し
働
い
て
い
た
フ
ィ
リ
ピ
ン
国
籍
の
女
性
が
、
日
本
人
男
性

と
の
間
に
子
（
女
子
）
を
も
う
け
│
ち
な
み
に
男
性
は
平
成
一
一
年
に
「
認
知
」
し
、
以
後
、
姿
を
く
ら
ま
し
た
ま
ま
で
あ
る
│
、
そ
の

子
を
原
告
と
し
て
日
本
国
籍
確
認
の
裁
判
を
起
こ
し
た
も
の
で
あ
る
。

母
親
の
フ
ィ
リ
ピ
ン
女
性
は
子
供
に
日
本
国
籍
を
認
め
る
よ
う
訴
え
た
が
、
フ
ィ
リ
ピ
ン
で
は
父
母
両
系
の
血
統
主
義
を
採
用
し
て
お

り
、
そ
の
子
に
は
す
で
に
フ
ィ
リ
ピ
ン
国
籍
が
与
え
ら
れ
て
い
た
。
つ
ま
り
「
無
国
籍
児
」
で
も
何
で
も
な
い
。

に
も
か
か
わ
ら
ず
、
こ
の
女
性
は
不
法
滞
在
の
ま
ま
子
供
の
国
籍
確
認
訴
訟
を
起
こ
し
、
違
憲
判
決
を
勝
ち
取
っ
た
わ
け
で
あ
る
。
そ

の
背
後
に
は
代
理
人
弁
護
士
を
含
む
組
織
的
な
支
援
者
が
い
た
よ
う
だ
が
、
子
供
と
女
性
を
前
面
に
押
し
出
し
、「
差
別
撤
廃
」
を
叫
ぶ

訴
訟
作
戦
は
最
高
裁
で
大
成
功
を
収
め
る
こ
と
に
な
っ
た
。
翌
日
の
新
聞
各
紙
は
、
い
ず
れ
も
母
親
や
子
供
達
が
飛
び
上
が
っ
た
り
し
て

喜
ん
で
い
る
写
真
を
一
面
ト
ッ
プ
で
大
き
く
掲
載
し
、
手
放
し
で
判
決
を
評
価
し
て
い
る
。
判
決
に
対
す
る
批
判
的
コ
メ
ン
ト
は
、
日
本

経
済
新
聞
に
掲
載
さ
れ
た
筆
者
の
そ
れ
ぐ
ら
い
だ
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
（
2
）

。

（
2
）　

判
決
（
多
数
意
見
）
の
概
要

判
決
（
多
数
意
見
）
は
、
国
籍
法
三
条
一
項
が
「
嫡
出
子
」
と
「
非
嫡
出
子
」
を
「
区
別
」
し
て
い
る
の
は
憲
法
違
反
で
あ
る
と
し
て
、

大
要
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

「
国
籍
」
は
「
国
家
の
構
成
員
と
し
て
の
資
格
」
で
あ
り
、
国
籍
の
得
喪
に
関
す
る
要
件
を
定
め
る
に
当
た
っ
て
は
そ
れ
ぞ
れ
の
国
の

歴
史
的
事
情
、
伝
統
、
政
治
的
、
社
会
的
及
び
経
済
的
環
境
等
、
種
々
の
要
因
を
考
慮
す
る
必
要
が
あ
る
か
ら
、
憲
法
一
〇
条
は
「
日
本

国
民
た
る
要
件
は
、
法
律
で
定
め
る
」
と
規
定
し
、「
立
法
府
の
裁
量
判
断
」
に
ゆ
だ
ね
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
法
律
の
定
め
る
要
件
は

二
五
八



国
家
主
権
の
行
使
と
し
て
の
「
国
籍
付
与
」（
百
地
）

（
五
一
七
）

合
理
的
理
由
が
な
け
れ
ば
、
憲
法
一
四
条
一
項
（
法
の
下
の
平
等
、
不
合
理
な
差
別
の
禁
止
）
違
反
と
な
る
。

そ
こ
で
考
え
る
に
、
国
籍
法
三
条
一
項
は
、「
日
本
国
民
で
あ
る
父
」
が
「
日
本
国
民
で
な
い
母
」
と
の
間
の
子
を
「
出
生
後
に
認
知
」

し
た
だ
け
で
は
日
本
国
籍
の
取
得
を
認
め
ず
、
父
母
の
「
婚
姻
」
に
よ
っ
て
「
嫡
出
子
」
た
る
身
分
を
取
得
し
た
と
き
（
準
正
）
に
限
り

日
本
国
籍
の
付
与
を
認
め
て
い
る
。
そ
の
た
め
、「
日
本
国
民
で
あ
る
父
」
が
「
日
本
国
民
で
な
い
母
」
と
の
間
の
子
を
「
出
生
後
に
認

知
」
し
た
だ
け
、
つ
ま
り
「
非
嫡
出
子
」
の
ま
ま
で
は
日
本
国
籍
の
取
得
が
認
め
ら
れ
な
い
こ
と
に
な
る
。
こ
の
よ
う
な
「
区
別
」
は
、

国
籍
法
が
改
正
さ
れ
た
当
時
は
、
合
理
性
を
有
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
つ
ま
り
、「
立
法
目
的
」
自
体
に
は
、
合
理
的
な
根
拠
が
あ
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
そ
の
後
、
わ
が
国
に
お
け
る
社
会
的
、
経
済
的
環
境
等
の
変
化
に
伴
っ
て
「
家
族
生
活
や
親
子
関
係
に
関
す
る
意

識
」
も
変
わ
っ
て
き
て
お
り
、「
今
日
で
は
、
出
生
数
に
占
め
る
非
嫡
出
子
の
割
合
〔
も
〕
増
加
す
る
な
ど
、
家
族
生
活
や
親
子
関
係
の

実
態
も
変
化
し
多
様
化
し
て
き
て
い
る
」。
こ
れ
ら
の
こ
と
を
考
慮
す
れ
ば
、「
日
本
国
民
で
あ
る
父
」
が
「
日
本
国
民
で
な
い
母
」
と
法

律
上
の
「
婚
姻
」
を
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
初
め
て
子
に
日
本
国
籍
を
与
え
る
に
足
る
「
我
が
国
と
の
密
接
な
結
び
つ
き
」
が
認
め
ら
れ
る

と
す
る
こ
と
は
、
今
日
で
は
家
族
生
活
等
の
実
態
に
適
合
す
る
も
の
と
い
え
な
い
。

さ
ら
に
、
諸
外
国
に
お
い
て
も
「
非
嫡
出
子
」
に
対
し
て
国
籍
を
付
与
す
る
傾
向
に
あ
る
こ
と
を
考
え
る
な
ら
ば
、
わ
が
国
籍
法
が

「
嫡
出
子
」
に
対
し
て
の
み
日
本
国
籍
を
与
え
、「
非
嫡
出
子
」
へ
の
国
籍
付
与
を
認
め
な
い
の
は
、
前
記
「
立
法
目
的
」
と
の
間
に
「
合

理
的
関
連
性
」
を
見
出
す
こ
と
が
困
難
で
あ
り
、
憲
法
一
四
条
一
項
に
反
す
る
、
と
。

判
決
は
こ
の
よ
う
に
結
論
づ
け
て
い
る
。

二
五
九



日
本
法
学　

第
八
十
巻
第
二
号
（
二
〇
一
四
年
十
月
）

（
五
一
八
）

（
3
）　

判
決
（
多
数
意
見
）
の
問
題
点

①
し
か
し
、
こ
の
判
決
は
国
家
の
「
主
権
」
に
か
か
わ
る
「
国
籍
付
与
」
の
問
題
を
「
人
権
」
問
題
と
混
同
し
た
う
え
、
日
本
人
男
性

の
「
認
知
」
だ
け
で
「
国
籍
付
与
」
を
認
め
て
し
ま
っ
た
非
常
に
疑
問
の
多
い
も
の
と
思
わ
れ
る
。
そ
こ
で
、
ま
ず
判
決
の
問
題
点
を
考

察
す
る
こ
と
に
し
よ
う
。

判
決
（
多
数
意
見
）
の
第
一
の
問
題
点
は
、
外
国
人
に
対
す
る
「
国
籍
付
与
」
を
「
人
権
」
問
題
と
し
て
し
ま
っ
た
こ
と
で
あ
る
。

確
か
に
、
判
決
の
い
う
と
お
り
、「
国
籍
」
と
は
「
国
家
の
構
成
員
と
し
て
の
資
格
」
を
指
す
。
問
題
は
、「
国
籍
付
与
」
の
意
味
を
い

か
に
解
す
る
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
が
、
こ
れ
に
つ
い
て
判
決
は
正
面
か
ら
答
え
な
い
ま
ま
、
本
件
訴
訟
を
「
人
権
」
問
題
と
し
て
処
理

し
て
し
ま
っ
た
。

し
か
し
な
が
ら
、
外
国
人
に
対
す
る
「
国
籍
の
付
与
」
は
、
後
で
改
め
て
考
察
す
る
よ
う
に
、「
対
人
主
権
」（
統
治
権
）
の
行
使
で

あ
っ
て
、
国
際
法
上
、
国
家
は
そ
の
決
定
す
る
範
囲
の
者
に
国
籍
を
付
与
す
る
権
限
を
も
つ
も
の
と
さ
れ
て
き
た
。
つ
ま
り
、
い
か
な
る

者
に
国
籍
を
与
え
る
か
は
国
家
の
自
由
な
判
断
に
委
ね
ら
れ
て
お
り
、
そ
れ
ぞ
れ
の
国
の
広
い
裁
量
に
属
す
る
。

で
あ
れ
ば
こ
そ
、
日
本
国
憲
法
も
「
日
本
国
民
た
る
要
件
は
、
法
律
で
こ
れ
を
定
め
る
」（
第
一
〇
条
）
と
規
定
し
、
国
会
の
裁
量
に
委

ね
て
い
る
。
ま
た
、
国
籍
法
も
、
外
国
人
の
「
帰
化
」
は
法
務
大
臣
の
「
許
可
」
に
係
ら
し
め
て
い
る
が
、
こ
の
許
可
処
分
は
覊
束
行
為

で
は
な
く
自
由
裁
量
行
為
と
さ
れ
て
い
る
（
3
）

。

つ
ま
り
、
国
籍
法
一
〇
条
は
「
国
籍
・
市
民
権
に
つ
い
て
、
ど
う
定
め
よ
う
と
国
家
の
自
由
で
あ
る
と
い
う
の
が
基
本
的
立
場
に
な
っ

て
〔
お
り
〕、
こ
れ
は
、〔
略
〕
国
籍
・
市
民
権
に
関
す
る
決
定
は
、
各
国
の
専
権
で
あ
る
と
い
う
国
際
法
上
の
原
則
と
一
致
し
て
い
る
（
4
）

」

と
さ
れ
る
所
以
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
横
尾
和
子
裁
判
官
ら
の
「
反
対
意
見
」
が
「
国
籍
の
付
与
は

0

0

0

0

0

0

、
国
家
共
同
体
の
構
成
員
の
資
格
を

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

二
六
〇



国
家
主
権
の
行
使
と
し
て
の
「
国
籍
付
与
」（
百
地
）

（
五
一
九
）

定
め
る
も
の
で
あ
り

0

0

0

0

0

0

0

0

、
…
国
家
共
同
体
と
の
結
び
付
き
を
考
慮
し
て
決
せ
ら
れ
る
も
の
で
あ
っ
て
、
国
家
共
同
体
の
…
基
本
的
な
主
権
作

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

用
の

0

0

一0

つ
と
い
え
る

0

0

0

0

0

」（
傍
点
、
引
用
者
）
と
述
べ
て
い
る
の
が
正
し
い
と
解
さ
れ
る
。

も
ち
ろ
ん
、「
国
籍
付
与
」
の
対
象
は
国
家
が
自
由
に
定
め
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
っ
て
も
無
制
限
で
は
な
く
、
条
約
等
に
よ
っ
て
一

定
の
制
約
を
受
け
る
こ
と
は
あ
り
う
る
。
た
と
え
ば
、「
国
籍
法
抵
触
条
約
」（
一
九
三
〇
年
）
は
「
無
国
籍
者
」
と
「
二
重
国
籍
者
」
を

消
滅
さ
せ
る
こ
と
を
理
想
と
し
て
お
り
（
前
文
）、「
何
人
が
自
国
民
で
あ
る
か
を
自
国
の
法
令
に
基
づ
い
て
さ
だ
め
る
こ
と
は
、
各
国
の

権
能
に
属
す
る
」（
第
一
条
）
と
定
め
て
い
る
も
の
の
、「
無
国
籍
者
」
の
取
り
扱
い
を
め
ぐ
っ
て
締
約
国
が
国
籍
付
与
に
つ
き
何
ら
か
の

制
約
を
受
け
な
い
と
も
限
ら
な
い
。
ま
た
、「
国
際
人
権
規
約
（
Ｂ
規
約
）」（
昭
和
五
四
年
）
も
「
無
国
籍
者
の
一
掃
」
を
目
的
と
し
て
「
す

べ
て
の
児
童
は
、
国
籍
を
取
得
す
る
権
利
を
有
す
る
」（
第
二
四
条
三
項
）
と
規
定
し
て
い
る
か
ら
、
そ
の
限
り
で
わ
が
国
が
制
約
を
受
け

る
こ
と
も
あ
り
え
よ
う
。
し
か
し
、「
国
籍
付
与
」
が
「
主
権
の
行
使
」
で
あ
る
こ
と
に
変
わ
り
は
な
い
。

つ
ま
り
、
逆
の
立
場
か
ら
い
え
ば
、「
国
籍
の
取
得
」
は
「
人
権
」
で
も
「
権
利
」
で
も
な
い
か
ら
、
外
国
人
が
わ
が
国
に
対
し
て

「
日
本
国
籍
の
取
得
」
を
「
権
利
」
と
し
て
要
求
す
る
こ
と
な
ど
で
き
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
、
先
の
「
反
対
意
見
」
が
、「
特
定
の
国
の
国
籍

付
与
を
権
利
と
し
て
請
求
す
る
こ
と
は
認
め
ら
れ
な
い
の
が
原
則
で
あ
っ
て
、
そ
れ
に
よ
っ
て
上
記
裁
量
が
左
右
さ
れ
る
も
の
と
は
い
え

な
い
」
と
し
て
い
る
の
は
、
当
然
の
こ
と
と
い
え
よ
う
。

こ
の
こ
と
は
、「
入
国
の
自
由
」
や
「
在
留
権
」
が
外
国
人
に
権
利
と
し
て
保
障
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
を
想
起
す
れ
ば
明
ら
か
で
あ
る
。

旅
券
も
持
た
な
い
外
国
人
に
「
自
由
な
入
国
」
や
「
自
由
な
滞
在
」
を
認
め
て
い
る
国
な
ど
な
く
、
ま
し
て
「
入
国
の
自
由
」
や
「
自
由

な
滞
在
権
」
を
「
権
利
」
と
し
て
外
国
人
に
保
障
し
て
い
る
国
な
ど
、
ど
こ
に
も
存
在
し
な
い
（
5
）

。
と
な
れ
ば
、「
国
籍
取
得
」
つ
ま
り

「
国
家
共
同
体
（
政
冶
的
運
命
共
同
体
）
の
正
式
な
構
成
員
と
な
る
こ
と
を
要
求
す
る
権
利
」
な
ど
外
国
人
に
保
障
さ
れ
て
い
る
は
ず
が
な

二
六
一



日
本
法
学　

第
八
十
巻
第
二
号
（
二
〇
一
四
年
十
月
）

（
五
二
〇
）

か
ろ
う
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
さ
ら
に
次
の
章
で
考
察
す
る
。

し
た
が
っ
て
、
わ
が
国
が
い
か
な
る
外
国
人
を
対
象
と
し
、
ど
の
よ
う
な
形
で
国
籍
を
付
与
す
る
か
は
、
わ
が
国
の
「
主
権
行
使
」
の

問
題
と
し
て
国
会
が
自
由
に
決
定
で
き
る
か
ら
、「
人
権
」
に
か
か
わ
る
「
差
別
問
題
」
な
ど
生
じ
な
い
。
こ
の
こ
と
は
、
外
国
人
の
入

国
に
つ
い
て
、「
感
染
症
患
者
」
や
「
精
神
障
害
者
」
さ
ら
に
「
貧
困
者
」
の
上
陸
を
拒
否
し
て
い
る
「
出
入
国
管
理
及
び
難
民
認
定
法
」

第
五
条
一
項
の
規
定
が
、
感
染
症
患
者
や
精
神
障
碍
者
さ
ら
に
貧
困
者
を
「
差
別
」
す
る
も
の
で
あ
っ
て
許
さ
れ
な
い
、
な
ど
と
い
っ
た

主
張
が
通
ら
な
い
こ
と
を
考
え
れ
ば
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。

そ
れ
ゆ
え
、
後
述
の
「
国
籍
付
与
」
に
際
し
て
Ｄ
Ｎ
Ａ
鑑
定
を
採
用
す
る
か
ど
う
か
と
い
う
こ
と
も
、
主
権
の
行
使
に
か
か
わ
る
問
題

で
あ
っ
て
、
こ
れ
を
「
外
国
人
に
対
す
る
差
別
」
で
あ
る
と
し
て
反
対
し
た
り
、
法
務
省
ま
で
が
「
外
国
人
に
対
す
る
不
当
な
差
別
に
な

ら
な
い
か
」
と
消
極
的
で
あ
っ
た
の
は
疑
問
で
あ
る
（
6
）

。

そ
れ
に
、
仮
に
、「
国
籍
付
与
」
が
人
権
に
関
わ
る
問
題
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、「
合
理
的
理
由
」
さ
え
あ
れ
ば
、
外
国
人
に
対
す
る

「
特
別
扱
い
」
は
憲
法
違
反
と
な
ら
な
い
。
事
実
、
外
国
人
の
み
を
対
象
と
し
た
か
つ
て
の
「
指
紋
押
捺
制
度
」
に
つ
い
て
、
最
高
裁
は

「
何
人
も
み
だ
り
に
指
紋
の
押
捺
を
強
制
さ
れ
な
い
」
と
し
な
が
ら
、「
外
国
人
の
居
住
関
係
及
び
身
分
関
係
を
明
確
な
ら
し
め
、
も
っ
て

在
留
外
国
人
の
公
正
な
管
理
に
資
す
る
」
た
め
の
制
度
で
あ
る
と
し
て
、
憲
法
一
三
条
（
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
の
権
利
）
お
よ
び
憲
法
一
四
条

（
法
の
下
の
平
等
）
に
は
違
反
し
な
い
と
し
て
い
る
（
7
）

。

そ
れ
ゆ
え
、「
偽
装
認
知
」
つ
ま
り
血
縁
関
係
の
な
い
子
で
あ
る
こ
と
を
知
り
な
が
ら
こ
れ
を
悪
用
す
べ
く
行
う
認
知
（
認
知
の
悪
用
）

を
避
け
る
た
め
、
必
要
性
と
合
理
性
が
認
め
ら
れ
る
か
ぎ
り
で
、
Ｄ
Ｎ
Ａ
鑑
定
は
憲
法
一
三
条
や
一
四
条
に
違
反
す
る
こ
と
は
な
い
と
考

え
ら
れ
る
。

二
六
二



国
家
主
権
の
行
使
と
し
て
の
「
国
籍
付
与
」（
百
地
）

（
五
二
一
）

②
判
決
の
第
二
の
問
題
点
は
、
国
籍
法
第
三
条
一
項
を
違
憲
と
し
た
「
理
由
」
で
あ
る
。

判
決
（
多
数
意
見
）
は
「
家
族
生
活
や
親
子
関
係
に
関
す
る
意
識
の
変
化
」
や
「
非
嫡
出
子
の
増
加
等
の
親
子
関
係
の
実
態
の
変
化
」

な
ど
を
理
由
と
し
て
、「
非
嫡
出
子
へ
の
国
籍
付
与
を
認
め
な
い
の
は
憲
法
違
反
」
と
し
た
が
、
こ
れ
は
横
尾
裁
判
官
ら
の
「
反
対
意
見
」

が
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
、
何
ら
具
体
的
、
実
証
的
な
根
拠
を
有
す
る
も
の
で
は
な
い
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
、
わ
が
国
に
お
け
る
「
非
嫡
出

子
」
の
出
生
数
を
み
た
場
合
、
国
籍
法
三
条
一
項
が
定
め
ら
れ
た
翌
年
（
昭
和
六
〇
年
）
で
全
体
の
一
・
〇
％
、
平
成
一
五
年
で
も
わ
ず
か

一
・
九
％
に
す
ぎ
ず
、
約
二
十
年
間
で
〇
・
九
％
し
か
増
加
し
て
い
な
い
（
8
）

。
こ
の
こ
と
を
考
え
れ
ば
、「
非
嫡
出
子
の
増
加
等
の
親
子
関
係

の
実
態
の
変
化
」
な
ど
、
わ
が
国
で
は
ほ
と
ん
ど
存
在
し
な
い
に
等
し
い
と
い
え
よ
う
。

に
も
か
か
わ
ら
ず
、
非
嫡
出
子
の
数
が
五
〇
％
前
後
に
達
し
て
い
る
国
の
多
い
西
欧
諸
国
の
例
（
9
）

を
持
ち
出
し
て
、
わ
が
国
で
も
「
親
子

関
係
の
実
態
」
が
変
化
し
た
な
ど
と
こ
じ
つ
け
、「
認
知
」
だ
け
で
の
国
籍
取
得
を
認
め
て
し
ま
っ
た
の
は
、
ま
さ
に
虚
言
を
弄
す
る
も

の
と
思
わ
れ
る
。

さ
ら
に
、
判
決
の
い
う
よ
う
に
、
日
本
人
男
性
の
「
認
知
」
だ
け
で
国
籍
の
取
得
を
認
め
て
し
ま
う
こ
と
に
な
れ
ば
、
外
国
で
生
ま
れ
、

外
国
で
育
ち
、
日
本
に
一
度
も
来
た
こ
と
の
な
い
外
国
人
女
性
の
子
、
つ
ま
り
日
本
社
会
と
ま
っ
た
く
無
縁
の
外
国
人
の
子
に
ま
で
日
本

国
籍
を
付
与
す
る
こ
と
も
可
能
と
な
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
れ
は
「
血
の
つ
な
が
り
」
だ
け
で
な
く
「
わ
が
国
社
会
と
の
密
接
な
結
び

付
き
」
を
前
提
と
し
て
国
籍
を
認
め
て
き
た
、
わ
が
国
の
国
籍
法
の
基
本
原
理
と
も
矛
盾
す
る
こ
と
に
な
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

（
1
） 

最
大
判
平
成
二
〇
．
六
．
四
．
判
例
時
報
二
〇
〇
二
号
三
頁
。

（
2
） 

日
本
経
済
新
聞
、
平
成
二
〇
年
六
月
五
日
、
三
面
。

二
六
三



日
本
法
学　

第
八
十
巻
第
二
号
（
二
〇
一
四
年
十
月
）

（
五
二
二
）

（
3
） 

江
川
英
文
・
山
田
鐐
一
・
早
田
芳
郎
著
『
国
籍
法
〔
第
三
版
〕』（
平
成
九
年
）
一
〇
〇
頁
。

（
4
） 

萩
野
芳
夫
『
国
籍
・
出
入
国
と
憲
法
│
ア
メ
リ
カ
と
日
本
の
比
較
│
』（
一
九
八
二
年
）
三
七
二
頁
。

（
5
） 
マ
ク
リ
ー
ン
事
件
最
高
裁
判
決
（
最
大
判
昭
和
五
三
年
一
〇
月
四
日
、
判
例
時
報
九
〇
三
号
、
三
頁
）
を
参
照
。

（
6
） 
法
務
省
は
、「
Ｄ
Ｎ
Ａ
鑑
定
は
不
適
当
」
と
答
弁
し
て
い
る
。
衆
議
院
法
務
委
員
会
議
録
平
成
二
〇
年
一
一
月
一
八
日
。

（
7
） 

最
判
平
成
七
．
一
二
．
一
五
．
判
例
時
報
一
五
五
五
号
四
七
頁
。

（
8
） 

国
籍
法
違
憲
判
決
（
最
大
判
平
成
二
〇
．
六
．
四
）
の
反
対
意
見
。
判
例
時
報
二
〇
〇
二
号
二
三
頁
。

（
9
） 

二
〇
〇
五
年
の
時
点
で
、
婚
外
子
の
全
出
生
に
占
め
る
割
合
は
、
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
五
五
・
四
％
、
フ
ラ
ン
ス
四
八
・
四
％
、
デ
ン
マ
ー
ク

四
五
・
七
％
、
イ
ギ
リ
ス
四
二
・
九
％
、
ド
イ
ツ
二
九
・
二
％
で
あ
る
。
百
地
章
・
山
田
亮
介
「
国
籍
法
三
条
一
項
に
お
け
る
国
籍
取
得
要
件
と
法
の

下
の
平
等
」『
日
本
法
学
』
第
七
五
巻
第
一
号
二
一
九
頁
。

3
、「
国
籍
」
の
「
取
得
」
な
い
し
「
付
与
」
に
つ
い
て

│
「
権
利
」（
国
籍
の
取
得
）
か
、「
主
権
の
行
使
」（
国
籍
の
付
与
）
か
？

（
1
）　
「
国
籍
」
の
定
義

そ
こ
で
、
そ
も
そ
も
「
国
籍
と
は
何
か
？
」
と
い
う
こ
と
で
あ
る
が
、
江
川
英
文
他
著
『
国
籍
法
〔
第
三
版
〕』
に
よ
れ
ば
、「
国
籍
」

と
は
、「
人
を
特
定
の
国
家
に
属
せ
し
め
る
法
的
な
紐
帯
」
で
あ
り
、「
個
人
が
特
定
の
国
家
の
構
成
員
で
あ
る
資
格
」
を
意
味
す
る
、
と

あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
よ
う
な
国
籍
概
念
は
、
国
民
共
同
体
と
し
て
の
近
代
国
家
が
誕
生
し
た
一
八
世
紀
末
か
ら
一
九
世
紀
に
か
け
て
一

般
化
し
た
も
の
で
あ
る
、
と
さ
れ
て
い
る
（
1
）

。

ち
な
み
に
、
英
米
法
系
の
諸
国
で
は
、
国
籍
の
概
念
に
お
け
る
「
忠
誠
義
務
」
の
意
義
が
伝
統
的
に
重
視
さ
れ
て
お
り
、
一
九
二
九
年

二
六
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の
国
籍
に
関
す
る
条
約
の
草
案
で
は
、「
国
籍
（nationality

）」
と
は
「
忠
誠
義
務
（allegiance

）
の
紐
帯
に
よ
っ
て
国
家
に
結
び
付
け
ら

れ
て
い
る
自
然
人
の
身
分
（status

）」
で
あ
り
、「
国
民
（national

）」
と
は
「
忠
誠
義
務
の
紐
帯
に
よ
っ
て
国
家
に
結
び
付
け
ら
れ
て
い

る
自
然
人
」
と
定
義
さ
れ
て
い
る
（
2
）

。

ま
た
、
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
で
は
、
一
九
四
〇
年
の
国
籍
法
が
「
こ
の
法
律
で
、（
ａ
）『
国
民
（national

）』
と
は
、
国
家
に
対
し
て
永

久
忠
誠
義
務
（perm

anent allegiance

）
を
負
う
者
を
意
味
す
る
。（
ｂ
）『
合
衆
国
国
民
』
と
は
、（
1
）
合
衆
国
市
民
ま
た
は
、（
2
）
合

衆
国
市
民
で
は
な
い
が
合
衆
国
に
対
し
て
永
久
忠
誠
義
務
を
負
う
者
を
い
う
。
外
国
人
（alien

）
は
含
ま
れ
な
い
」（
一
〇
一
条
）
と
規
定

し
て
い
た
。
こ
れ
に
対
し
て
は
、「
忠
誠
義
務
」
と
い
う
語
は
な
ん
ら
特
別
の
具
体
的
意
味
を
も
つ
も
の
で
は
な
く
、
国
籍
の
同
義
語
に

ほ
か
な
ら
な
い
も
の
だ
か
ら
、
こ
の
よ
う
な
言
葉
は
使
わ
な
い
方
が
良
い
と
の
批
判
も
あ
っ
た
が
、
こ
の
よ
う
な
定
義
は
一
九
五
二
年
の

「
移
民
お
よ
び
国
籍
法
」
で
も
引
き
継
が
れ
て
い
る
（
3
）

。

（
2
）　
「
権
利
」
と
し
て
の
「
国
籍
取
得
」
か
、「
主
権
の
行
使
」
と
し
て
の
「
国
籍
付
与
」
か
？

①
国
民
に
と
っ
て
、「
国
籍
の
取
得
」
が
「
権
利
」
に
属
す
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
。
し
か
し
、
外
国
人
に
と
っ
て
「
国
籍
の
取
得
」

（
例
え
ば
、
帰
化
）
は
「
権
利
」
で
も
何
で
も
な
い
。
外
国
人
が
相
手
国
の
「
国
籍
の
取
得
」
を
希
望
し
た
場
合
に
は
、
当
該
国
に
よ
る

「
主
権
（
対
人
主
権
）
の
行
使
」
と
し
て
可
否
の
決
定
が
な
さ
れ
、
そ
の
結
果
と
し
て
、「
国
籍
の
取
得
」（
帰
化
）
が
可
能
と
な
る
と
い
う

だ
け
の
こ
と
で
あ
る
。

こ
の
こ
と
は
、
外
国
人
の
「
入
国
の
自
由
」
と
比
較
し
て
み
れ
ば
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
マ
ク
リ
ー
ン
事
件
判
決
に
お
い
て
、
最
高
裁
大

法
廷
は
、「
国
際
慣
習
法
上
、
国
家
は
外
国
人
を
受
け
入
れ
る
義
務
を
負
う
も
の
で
は
な
く
、
特
別
の
条
約
が
な
い
限
り
、
外
国
人
を
自

二
六
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国
内
に
受
け
入
れ
る
か
ど
う
か
、
ま
た
、
こ
れ
を
受
け
入
れ
る
場
合
に
い
か
な
る
条
件
を
付
す
る
か
を
、
当
該
国
家
が
自
由
に
決
定
す
る

こ
と
が
で
き
る
も
の
と
さ
れ
て
い
る
」
と
し
、「
憲
法
上
、
外
国
人
は
、
わ
が
国
に
入
国
す
る
自
由
を
保
障
さ
れ
て
い
る
も
の
で
な
い
こ

と
は
も
ち
ろ
ん
、
…
在
留
の
権
利
な
い
し
引
き
続
き
在
留
す
る
こ
と
を
要
求
し
う
る
権
利
を
保
障
さ
れ
て
い
る
も
の
で
も
な
い
と
解
す
べ

き
も
の
で
あ
る
」
と
判
示
し
た
。

そ
し
て
、
最
高
裁
は
、「
憲
法
第
三
章
の
諸
規
定
に
よ
る
基
本
的
人
権
の
保
障
は
、
権
利
の
性
質
上
日
本
国
民
の
み
を
そ
の
対
象
と
し

て
い
る
も
の
を
除
き
、
わ
が
国
に
在
留
す
る
外
国
人
に
対
し
て
も
等
し
く
及
ぶ
も
の
と
解
す
べ
き
で
あ
」
る
と
述
べ
て
い
る
（
4
）

。

そ
れ
ゆ
え
、「
国
籍
の
付
与
」
に
つ
い
て
言
え
ば
、「
国
際
慣
習
法
上
、
国
家
は
外
国
人
に
国
籍
を
付
与
す
る
義
務
を
負
う
も
の
で
は
な

く
、
特
別
の
条
約
が
な
い
限
り
、
外
国
人
に
国
籍
を
付
与
す
る
か
ど
う
か
を
、
当
該
国
家
が
自
由
に
決
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
」
と
解
す

る
の
が
自
然
で
あ
ろ
う
。

そ
れ
に
、
事
柄
の
性
質
上
、「
入
国
の
自
由
」
や
「
在
留
の
権
利
」
で
さ
え
外
国
人
に
は
認
め
ら
れ
て
い
な
い
の
に
、
そ
れ
以
上
の
権

利
の
要
求
を
意
味
す
る
「
国
籍
の
取
得
」
つ
ま
り
「
国
家
の
構
成
員
と
な
る
資
格
」
を
要
求
す
る
権
利
な
ど
、
外
国
人
に
認
め
ら
れ
る
は

ず
が
な
い
。
ち
な
み
に
、
先
に
あ
げ
た
国
際
人
権
規
約
（
Ｂ
規
約
）
は
、「
す
べ
て
の
児
童
は
、
国
籍
を
取
得
す
る
権
利
を
有
す
る
」（
第

二
四
条
三
項
）
と
規
定
し
て
い
る
が
、
こ
れ
は
各
国
が
「
無
国
籍
児
童
」
を
な
く
す
よ
う
努
力
す
べ
き
こ
と
を
述
べ
た
だ
け
で
あ
っ
て
、

特
定
の
国
に
対
し
て
「
国
籍
付
与
」
の
義
務
を
課
し
た
も
の
で
は
な
い
。

し
た
が
っ
て
、
外
国
人
が
わ
が
国
の
国
籍
を
取
得
し
よ
う
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
日
本
国
に
よ
る
主
権
の
行
使
（
帰
化
の
許
可
）
を
俟
つ

し
か
な
い
わ
け
で
あ
る
。

二
六
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②
問
題
は
、
本
件
訴
訟
の
よ
う
な
場
合
、
つ
ま
り
、
父
親
は
日
本
人
だ
が
、
母
親
は
外
国
人
で
あ
り
、
し
か
も
正
式
な
夫
婦
の
子
（
嫡

出
子
）
と
し
て
生
ま
れ
た
わ
け
で
も
な
け
れ
ば
、「
準
正
」（
認
知
後
、
正
式
の
夫
婦
に
）
に
も
当
た
ら
な
い
、
つ
ま
り
父
親
が
「
認
知
」
し

た
だ
け
と
い
う
場
合
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
場
合
、
そ
の
「
子
」
が
「
日
本
国
籍
を
取
得
」
す
る
の
は
「
権
利
」
の
な
の
か
、
そ
れ
と
も

日
本
国
に
よ
る
「
主
権
の
行
使
」（
国
籍
の
付
与
）
の
問
題
と
し
て
考
え
る
べ
き
な
の
か
。

こ
れ
に
つ
い
て
は
、
正
式
な
夫
婦
間
の
子
で
な
く
て
も
、
父
親
が
日
本
人
と
い
う
以
上
、
潜
在
的
に
は
日
本
人
た
る
資
格
を
有
し
て
お

り
、
日
本
の
「
国
籍
の
取
得
」
は
「
権
利
」
と
み
る
べ
き
な
の
か
（
5
）

、
そ
れ
と
も
婚
姻
関
係
が
な
い
以
上
、
そ
の
子
は
法
的
に
は
あ
く
ま
で

外
国
人
の
子
だ
か
ら
、
日
本
の
「
国
籍
を
取
得
」
す
る
権
利
な
ど
有
し
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
そ
の
子
に
対
す
る
日
本
の
「
国
籍
の
付

与
」
は
「
主
権
の
行
使
」
の
問
題
と
な
る
、
と
み
る
べ
き
な
の
か
？
こ
れ
が
争
点
と
な
る
と
思
わ
れ
る
。

③
こ
の
点
、「
認
知
」
は
「
実
子
」
に
対
し
て
な
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
真
実
の
父
子
関
係
が
な
い
の
に
な
さ
れ
た
任
意
認
知
は

無
効
と
さ
れ
て
い
る
（
民
法
七
八
六
条
（
6
）

）。
し
か
し
大
村
敦
教
授
に
よ
れ
ば
「
父
の
わ
か
ら
な
い
子
に
つ
い
て
は
、
父
た
る
べ
き
者
が
認
知

す
る
こ
と
が
で
き
〔
る
〕」
と
も
さ
れ
て
い
る
か
ら
（
7
）

、
真
実
自
分
の
子
で
あ
る
と
信
じ
て
疑
わ
な
い
者
や
父
親
と
し
て
養
育
義
務
を
負
う

覚
悟
の
あ
る
者
も
認
知
は
可
能
と
思
わ
れ
る
。

血
縁
の
な
い
子
で
あ
る
と
知
り
な
が
ら
認
知
す
る
い
わ
ゆ
る
「
虚
偽
認
知
」
の
問
題
に
つ
い
て
、
早
川
眞
一
郎
教
授
も
、
次
の
よ
う
に

述
べ
て
お
ら
れ
る
（
8
）

。

「
日
本
民
法
の
定
め
る
任
意
認
知
に
よ
る
父
子
関
係
設
定
は
、
も
と
も
と
虚
偽
認
知
が
生
じ
る
可
能
性
を
見
込
ん
で
い
ま
す
。
子
の
母

親
へ
の
愛
情
な
ど
が
動
機
に
な
っ
て
自
分
の
子
で
な
く
て
も
認
知
し
よ
う
と
い
う
男
性
が
出
て
き
た
ら
（
い
わ
ゆ
る
好
意
認
知
）、
血
縁
の

二
六
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な
い
父
親
で
あ
っ
て
も
父
の
な
い
子
に
そ
の
子
の
養
育
責
任
を
持
つ
父
親
を
与
え
た
ほ
う
が
よ
い
と
い
う
政
策
判
断
で
す
。」

つ
ま
り
、
わ
が
国
の
「
認
知
」
制
度
の
下
で
は
、
本
来
「
実
子
」
に
対
し
て
し
か
「
認
知
」
は
で
き
な
い
は
ず
で
あ
る
が
、
実
際
に
は

「
好
意
認
知
」
も
認
め
ら
れ
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。

と
す
れ
ば
、
本
件
訴
訟
で
い
え
ば
、「
認
知
」
し
た
男
性
〔
父
親
〕
が
日
本
人
で
あ
る
の
は
間
違
い
な
さ
そ
う
だ
が
、
そ
れ
だ
け
で
は

そ
の
子
が
真
実
、
そ
の
男
性
〔
父
親
〕
と
血
の
繋
が
っ
た
子
供
つ
ま
り
実
子
な
の
か
、
そ
れ
と
も
外
国
人
女
性
の
子
で
自
ら
と
は
血
縁
関

係
の
な
い
子
を
単
に
「
好
意
認
知
」
し
た
だ
け
な
の
か
は
分
か
ら
な
い
。
あ
る
い
は
、
自
分
の
子
で
は
な
い
こ
と
を
知
り
つ
つ
、
そ
の
女

性
と
謀
っ
て
認
知
制
度
を
悪
用
し
た
可
能
性
も
皆
無
と
は
い
え
な
い
。

し
た
が
っ
て
、
こ
の
よ
う
な
外
国
人
女
性
の
子
を
日
本
人
の
男
性
が
「
認
知
」
し
た
だ
け
の
場
合
は
、
そ
の
子
と
日
本
人
男
性
と
の
血

縁
関
係
が
実
証
さ
れ
な
い
以
上
、
血
統
主
義
に
立
つ
わ
が
国
で
は
「
潜
在
的
日
本
人
」
と
は
い
え
な
い
。
ま
た
外
国
人
女
性
と
日
本
人
男

性
の
間
に
は
「
婚
姻
関
係
」
は
な
く
、
ま
た
「
準
正
」
に
も
該
当
し
な
い
の
だ
か
ら
、
法
的
に
も
「
外
国
人
」
に
と
ど
ま
る
。
そ
れ
故
、

こ
の
子
に
対
す
る
「
日
本
国
籍
の
付
与
」
は
「
権
利
」
の
問
題
で
は
な
く
、
わ
が
国
の
「
主
権
の
行
使
」
の
問
題
と
み
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

（
3
）　

国
籍
法
で
「
日
本
国
民
た
る
要
件
」
を
定
め
る
行
為
は
「
確
認
行
為
」
か
「
創
設
行
為
」
か
？

①
と
こ
ろ
で
、
憲
法
一
〇
条
は
、「
日
本
国
民
た
る
要
件
は
、
法
律
で
こ
れ
を
定
め
る
」
と
規
定
し
て
お
り
、
こ
れ
を
受
け
て
制
定
さ

れ
た
の
が
現
行
「
国
籍
法
」
で
あ
る
。

問
題
と
な
る
の
は
、
日
本
国
民
の
範
囲
は
「
法
律
で
自
由
に
定
め
る
こ
と
が
で
き
る
」（
創
設
行
為
）
の
か
、
そ
れ
と
も
「
憲
法
は
一
定

の
国
民
を
想
定
し
て
お
り
、
そ
れ
を
踏
ま
え
、
確
認
し
た
」（
確
認
行
為
）
の
が
国
籍
法
な
の
か
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
点
に
つ
い

二
六
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て
、
高
橋
和
之
教
授
は
「
論
理
的
に
は
憲
法
上
の
国
民
と
い
う
も
の
が
存
在
し
、
法
律
の
役
割
は
そ
の
範
囲
を
確
認
す
る
と
い
う
こ
と
で

は
な
い
で
し
ょ
う
か
」
と
語
っ
て
お
ら
れ
る
（
9
）

。
な
ぜ
な
ら
、「
日
本
国
憲
法
は
国
民
主
権
を
採
用
し
て
い
る
か
ら
、
建
前
上
憲
法
を
制
定

し
た
の
は
国
民
で
あ
り
、
論
理
的
に
は
憲
法
制
定
時
に
す
で
に
国
民
が
存
在
し
た
は
ず
だ
か
ら
」
と
教
授
は
い
う
。
論
理
的
に
考
え
れ
ば
、

ま
さ
に
そ
の
通
り
で
あ
ろ
う
。

と
同
時
に
、
国
籍
法
の
制
定
が
現
実
に
存
在
す
る
「
事
実
上
の
日
本
国
民
」
と
で
も
呼
ぶ
べ
き
人
々
を
前
提
と
し
た
「
確
認
行
為
」
で

あ
る
こ
と
は
、
歴
史
的
事
実
に
即
し
た
考
え
方
で
も
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
と
い
う
の
は
、
諸
外
国
と
比
べ
て
、
わ
が
国
は
も
と
も
と
単
一

民
族
性
が
強
く
、
国
土
の
範
囲
も
歴
史
的
に
ほ
ぼ
同
一
性
を
保
っ
て
き
た
こ
と
、
そ
れ
に
明
治
以
降
、
近
代
国
民
国
家
が
完
成
し
た
時
点

で
は
、
す
で
に
「
日
本
国
民
」
の
範
囲
も
事
実
上
ほ
ぼ
確
定
し
て
い
た
は
ず
だ
か
ら
で
あ
る
（
10
）

。
そ
こ
で
、
明
治
憲
法
も
「
日
本
臣
民
タ
ル

ノ
要
件
ハ
法
律
ノ
定
ム
ル
所
ニ
依
ル
」（
第
一
八
条
）
と
定
め
、
当
時
存
在
し
た
「
事
実
上
の
日
本
国
民
（
臣
民
）」
を
前
提
と
し
て
旧
国
籍

法
を
制
定
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
、
現
行
憲
法
も
そ
の
よ
う
な
「
事
実
上
の
日
本
国
民
」
を
前
提
と
し
、
そ
れ
を
踏
ま
え
て
国

籍
法
に
よ
り
「
日
本
国
民
」
の
範
囲
を
「
確
認
」
し
た
（
確
認
行
為
）
と
み
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
そ
の
際
、「
事
実
上
の
日
本
国
民
」
と
さ

れ
た
の
は
、
血
統
主
義
に
基
づ
き
、
原
則
と
し
て
日
本
国
内
に
居
住
す
る
人
々
を
指
し
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。

②
と
す
れ
ば
、
日
本
国
籍
の
取
得
を
「
権
利
」
と
し
て
要
求
で
き
る
の
は
、「
国
民
」
お
よ
び
「
潜
在
的
日
本
国
民
」（
日
本
国
籍
取
得

有
資
格
者
）
に
限
ら
れ
、
そ
れ
以
外
の
人
は
「
外
国
人
」
で
あ
っ
て
、「
日
本
国
籍
」
の
取
得
を
「
権
利
」
と
し
て
要
求
す
る
こ
と
は
で
き

な
い
と
思
わ
れ
る
。

そ
こ
で
、
こ
の
「
潜
在
的
日
本
国
民
」
で
あ
る
が
、
現
行
国
籍
法
の
基
礎
と
さ
れ
て
い
る
の
は
「
父
母
両
系
血
統
主
義
」
と
そ
の
父
母

二
六
九



日
本
法
学　

第
八
十
巻
第
二
号
（
二
〇
一
四
年
十
月
）

（
五
二
八
）

が
正
式
な
「
婚
姻
関
係
」
に
あ
る
こ
と
、

│
こ
れ
が
原
則
で
あ
り
、
例
外
的
に
「
出
生
地
主
義
」
が
採
用
さ
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る

か
ら
、
こ
の
範
疇
に
含
ま
れ
な
い
「
子
」
は
「
潜
在
的
日
本
国
民
」
に
も
該
当
し
な
い
。
し
た
が
っ
て
こ
の
子
の
「
日
本
国
籍
の
取
得
」

は
「
権
利
」
の
行
使
で
は
な
く
、
日
本
国
政
府
に
よ
る
「
主
権
の
行
使
」
と
し
て
の
「
国
籍
付
与
」
に
基
づ
く
も
の
と
み
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
で
あ
ろ
う
。

そ
こ
で
考
え
る
に
、
本
件
訴
訟
の
原
告
で
あ
っ
た
児
童
ら
は
、
母
が
フ
ィ
リ
ピ
ン
人
で
あ
り
、「
認
知
」
し
た
父
（
男
性
）
は
日
本
人

と
い
う
も
の
の
、
父
と
母
は
出
生
時
に
お
い
て
婚
姻
関
係
に
な
く
、
し
か
も
準
正
に
も
当
た
ら
な
い
。
ま
た
す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
、

「
認
知
」
だ
け
で
は
血
縁
関
係
は
実
証
で
き
な
い
。
そ
れ
故
、
こ
の
基
準
か
ら
す
れ
ば
「
日
本
国
民
」
で
な
く
、「
潜
在
的
日
本
国
民
」
に

も
当
た
ら
な
い
か
ら
、
本
件
訴
訟
で
は
、
外
国
人
で
あ
る
原
告
児
童
ら
は
日
本
国
政
府
に
対
し
て
「
日
本
国
籍
」
を
要
求
す
る
「
権
利
」

な
ど
認
め
ら
れ
ず
、
あ
く
ま
で
日
本
国
政
府
に
よ
る
「
主
権
の
行
使
」
と
し
て
の
「
国
籍
付
与
」
に
よ
っ
て
初
め
て
日
本
国
籍
の
取
得
が

可
能
に
な
る
、
と
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

と
す
れ
ば
、
本
件
判
決
（
多
数
意
見
）
は
、
原
告
児
童
ら
に
対
す
る
「
国
籍
付
与
」
の
問
題
を
「
権
利
」
の
問
題
に
す
り
替
え
て
い
る

こ
と
に
な
り
、
支
持
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

（
1
） 

江
川
英
文
他
・
前
掲
『
国
籍
法
〔
第
三
版
〕』
三
頁
。

（
2
） 

同
、
四
頁
。

（
3
） 

同
、
四
〜
五
頁
。

（
4
） 

マ
ク
リ
ー
ン
事
件
最
高
裁
判
決
（
最
大
判
昭
和
五
三
．
一
〇
．
四
）。

二
七
〇



国
家
主
権
の
行
使
と
し
て
の
「
国
籍
付
与
」（
百
地
）

（
五
二
九
）

（
5
） 

こ
の
点
、
高
橋
和
之
教
授
は
「
お
そ
ら
く
憲
法
が
想
定
し
て
い
る
国
民
の
範
囲
と
い
う
の
は
、
片
親
の
ど
ち
ら
か
一
方
が
日
本
人
で
あ
れ
ば
、

子
ど
も
は
国
籍
に
対
す
る
権
利
を
潜
在
的
に
持
つ
と
い
う
も
の
だ
と
解
す
る
の
が
素
直
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
」
と
述
べ
て
お
ら
れ
る
（
高
橋
和

之
・
岩
沢
雄
司
・
早
川
眞
一
郎
「〔
鼎
談
〕
国
籍
法
違
憲
判
決
を
め
ぐ
っ
て
」『
ジ
ュ
リ
ス
ト
』
二
〇
〇
八
．
一
一
．
一
．
四
七
頁
）。

（
6
） 
深
谷
松
雄
『
現
代
家
族
法
〔
第
四
版
〕』（
二
〇
〇
一
年
）
一
一
二
頁
。

（
7
） 

大
村
敦
『
家
族
法
﹇
第
2
版
補
訂
版
﹈』（
二
〇
〇
四
年
）
一
八
二
頁
。

（
8
） 

早
川
眞
一
郎
・
前
掲
「
鼎
談
」
中
の
発
言
（
七
一
頁
）。

（
9
） 

高
橋
和
之
・
前
掲
「
鼎
談
」
四
六
〜
四
七
頁
。

（
10
） 

こ
の
点
、「
明
治
六
年
太
政
官
布
告
第
百
三
号
や
壬
申
戸
籍
は
、
既
に
存
在
し
て
い
た
『
慣
習
法
』
的
な
『
日
本
人
』
の
定
義
を
基
礎
と
し
て

成
立
し
た
も
の
で
あ
る
」
と
の
指
摘
が
あ
る
（
中
村
安
菜
「
日
本
に
お
け
る
国
籍
立
法
の
黎
明
│
黎
明
期
に
お
け
る
国
籍
概
念
の
漠
然
性
に
つ
い
て

│
」（
明
治
大
学
大
学
院
）
法
学
研
究
論
集
第
三
三
号
（
二
〇
一
〇
年
）
八
六
頁
）。

4
、
国
籍
法
改
正
の
問
題
点

（
1
）　

判
決
の
射
程
を
超
え
た
国
籍
法
改
正

①
平
成
二
〇
年
一
二
月
の
国
籍
法
改
正
は
、
先
に
述
べ
た
極
め
て
疑
問
の
多
い
最
高
裁
の
違
憲
判
決
を
受
け
て
な
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
が
、
改
正
国
籍
法
は
そ
れ
に
輪
を
か
け
、
さ
ら
に
疑
問
の
多
い
も
の
と
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
つ
ま
り
、
そ
の
条
文
は
、
単
に
「
嫡

出
子
と
非
嫡
出
子
の
区
別
」
を
違
憲
と
し
た
だ
け
の
判
決
の
射
程
を
超
え
、
あ
た
か
も
日
本
人
男
性
が
外
国
人
女
性
の
「
子
」
を
「
認

知
」
す
れ
ば
、
そ
れ
だ
け
で
際
限
な
く
日
本
国
籍
を
付
与
す
る
こ
と
が
で
き
る
か
の
よ
う
な
曖
昧
な
内
容
と
さ
れ
て
し
ま
っ
た
わ
け
で
あ
る
。

つ
ま
り
、
日
本
人
男
性
が
外
国
人
女
性
と
結
婚
し
て
い
な
く
て
も
│
事
実
上
の
婚
姻
関
係
に
な
く
て
も
│
、
そ
の
女
性
の
産
ん
だ
子
供

二
七
一



日
本
法
学　

第
八
十
巻
第
二
号
（
二
〇
一
四
年
十
月
）

（
五
三
〇
）

を
「
認
知
」
し
さ
え
す
れ
ば
、
届
出
だ
け
で
簡
単
に
日
本
国
籍
を
付
与
で
き
る
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
し
か
も
法
律
は
平
成
一
五
年

一
月
一
日
ま
で
遡
り
、
二
十
歳
未
満
の
子
供
に
適
用
さ
れ
る
。
こ
れ
は
極
め
て
危
険
で
は
な
か
ろ
う
か
。

そ
れ
故
、
国
籍
法
改
正
以
後
、
す
で
に
五
年
以
上
経
過
し
て
い
る
が
、
こ
れ
ま
で
ど
れ
だ
け
の
外
国
人
が
日
本
国
籍
の
取
得
を
申
し
出

た
の
か
、
し
っ
か
り
と
検
証
す
る
必
要
が
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、
そ
の
結
果
次
第
で
は
、
国
籍
法
の
再
改
正
も
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
と
思

わ
れ
る
。

②
改
正
前
の
国
籍
法
は
、
以
下
の
通
り
で
あ
っ
た
。

「
第
三
条　

父
母
の
婚
姻
及
び
そ
の
認
知
に
よ
り
嫡
出
子
た
る
身
分
を
取
得
し
た
子

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

で
二
十
歳
未
満
の
も
の
（
日
本
国
民
で
あ
っ
た
者
を

除
く
。）
は
、
認
知
を
し
た
父
又
は
母
が
子
の
出
生
の
時
に
日
本
国
民
で
あ
っ
た
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
父
又
は
母
が
現
に
日
本
国
民
で

あ
る
と
き
、
又
は
そ
の
死
亡
の
時
に
日
本
国
民
で
あ
っ
た
と
き
は
、
法
務
大
臣
に
届
け
出
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
日
本
の
国
籍
を
取
得
す
る

こ
と
が
で
き
る
。」（
傍
点
は
引
用
者
、
以
下
同
じ
）

と
こ
ろ
が
、
先
の
「
法
改
正
」
に
よ
っ
て
、
第
三
条
は
以
下
の
よ
う
に
な
っ
た
。

「
第
三
条　

父
又
は
母
が
認
知
し
た
子

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

で
二
十
歳
未
満
の
も
の
（
日
本
国
民
で
あ
っ
た
者
を
除
く
。）
は
、
認
知
を
し
た
父
又
は
母
が
子
の

出
生
の
時
に
日
本
国
民
で
あ
っ
た
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
父
又
は
母
が
現
に
日
本
国
民
で
あ
る
と
き
、
又
は
そ
の
死
亡
の
時
に
日
本
国
民

で
あ
っ
た
と
き
は
、
法
務
大
臣
に
届
け
出
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
日
本
の
国
籍
を
取
得
す
る
こ
と
が
で
き
る
。」

と
さ
れ
て
し
ま
っ
た
。

つ
ま
り
、
最
高
裁
判
決
で
は
、「
婚
姻
関
係
の
有
無
」
を
基
準
に
、
認
知
と
そ
の
後
の
正
式
な
婚
姻
関
係
の
成
立
（
準
正
）
に
よ
っ
て

二
七
二



国
家
主
権
の
行
使
と
し
て
の
「
国
籍
付
与
」（
百
地
）

（
五
三
一
）

「
嫡
出
子
」
の
身
分
を
取
得
し
た
子
と
、
事
実
上
の
「
婚
姻
関
係
」
に
あ
り
な
が
ら
、「
認
知
」
だ
け
に
と
ど
ま
る
「
非
嫡
出
子
」
を
区
別

し
て
き
た
国
籍
法
を
違
憲
と
し
た
だ
け
で
あ
る
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
後
行
わ
れ
た
国
籍
法
改
正
に
よ
っ
て
、「
事
実
上
の
婚
姻
関

係
の
存
在
」
と
は
無
関
係
に
、
単
に
「
日
本
国
民
で
あ
る
男
性
」
が
「
認
知
」
す
れ
ば
そ
れ
だ
け
で
「
子
」
の
「
国
籍
取
得
」
が
可
能
と

な
る
よ
う
な
条
文
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
。

こ
れ
に
よ
り
、
条
文
上
は
、「
事
実
上
の
婚
姻
関
係
」
を
前
提
と
し
た
「
実
子
」
で
な
く
て
も
（
つ
ま
り
赤
の
他
人
の
子
供
で
も
）、「
日
本

国
民
で
あ
る
男
性
」
が
「
認
知
」
し
さ
え
す
れ
ば
、
日
本
国
籍
の
取
得
」
が
可
能
と
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
つ
ま
り
、「
好
意
認
知
」
だ
け

で
な
く
、
認
知
を
悪
用
し
た
「
偽
装
認
知
」
も
可
能
と
な
っ
て
し
ま
っ
た
わ
け
で
あ
る
。

そ
れ
ゆ
え
、
改
正
法
で
は
、
最
高
裁
判
決
に
忠
実
に
従
い
、

「
第
三
条　

父
母
の
婚
姻
及
び
そ
の
認
知
に
よ
り
嫡
出
子
た
る
身
分
を
取
得
し
た
子
並
び
に
父
又
は
母
の
認
知
に
よ
り
非
嫡
出
子
た
る

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

身
分
を
取
得
し
た
子

0

0

0

0

0

0

0

0

で
二
十
歳
未
満
の
も
の
（
日
本
国
民
で
あ
っ
た
者
を
除
く
。）
は
、
認
知
を
し
た
父
又
は
母
が
子
の
出
生
の
時
に
日
本
国

民
で
あ
っ
た
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
父
又
は
母
が
現
に
日
本
国
民
で
あ
る
と
き
、
又
は
そ
の
死
亡
の
時
に
日
本
国
民
で
あ
っ
た
と
き
は
、

法
務
大
臣
に
届
け
出
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
日
本
の
国
籍
を
取
得
す
る
こ
と
が
で
き
る
。」

と
す
べ
き
で
は
な
か
っ
た
か
。

す
な
わ
ち
、「
父
母
の
婚
姻
及
び
そ
の
認
知
に
よ
り
嫡
出
子
た
る
身
分
を
取
得
し
た
子
」
と
「
父
又
は
母
の
認
知
に
よ
り
非
嫡
出
子
た

る
身
分
を
取
得
し
た
子
」
と
明
記
す
る
こ
と
に
よ
り
、
父
母
の
「
実
子
」
で
な
け
れ
ば
「
認
知
」
で
き
な
い
こ
と
を
、
せ
め
て
条
文
上
だ

け
で
も
明
ら
か
に
し
て
お
く
べ
き
で
は
な
か
っ
た
か
と
思
う
。

二
七
三



日
本
法
学　

第
八
十
巻
第
二
号
（
二
〇
一
四
年
十
月
）

（
五
三
二
）

（
2
）　
「
偽
装
認
知
」
防
止
の
た
め
に

す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
、
民
法
上
、「
認
知
」
は
「
実
子
」
に
対
し
て
し
か
で
き
な
い
こ
と
に
な
っ
て
お
り
、「
実
子
」
以
外
の
子
供
に

対
す
る
「
認
知
」
は
法
的
に
「
無
効
」
と
す
る
の
が
判
例
の
立
場
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、「
父
又
は
母
が
認
知
し
た
子
」
と
「
父
又
は

母
の
認
知
に
よ
り
非
嫡
出
子
た
る
身
分
を
取
得
し
た
子
」
と
い
う
の
は
、
内
容
的
に
何
ら
変
わ
ら
な
い
と
の
反
論
が
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。

し
か
し
な
が
ら
、
実
子
以
外
の
「
子
」
に
対
す
る
「
認
知
」
は
無
効
で
あ
る
と
い
っ
て
も
、
そ
れ
は
あ
く
ま
で
法
律
上
の
こ
と
で
あ
っ
て
、

常
に
血
の
つ
な
が
り
が
あ
る
か
ど
う
か
を
調
べ
る
わ
け
で
は
な
い
か
ら
、
実
際
に
は
「
実
子
以
外
の
子
」
に
対
す
る
「
認
知
」
つ
ま
り
先

に
述
べ
た
「
好
意
認
知
」
や
認
知
を
悪
用
し
た
「
偽
装
認
知
」
の
可
能
性
も
出
て
く
る
。
ま
た
、
仮
に
「
偽
装
認
知
」
が
な
さ
れ
た
と
し

て
も
、
そ
れ
を
「
無
効
」
で
あ
る
と
し
て
争
う
利
害
関
係
者
が
現
わ
れ
な
け
れ
ば
、
実
際
問
題
と
し
て
、
そ
の
「
認
知
」
は
有
効
な
も
の

と
し
て
通
用
す
る
こ
と
に
な
る
。

例
え
ば
、
浮
気
相
手
の
外
国
人
女
性
が
「
父
の
わ
か
ら
な
い
子
」
を
産
ん
で
し
ま
っ
た
場
合
、「
実
子
」
た
る
証
拠
は
な
く
て
も
自
分

の
子
で
あ
る
と
信
じ
さ
え
す
れ
ば
そ
の
「
子
」
を
「
認
知
」
す
る
こ
と
は
可
能
で
あ
る
。
そ
の
場
合
、
そ
の
子
が
「
実
子
」
で
な
け
れ
ば
、

法
的
に
は
「
認
知
」
は
「
無
効
」
で
あ
る
が
、
実
際
に
は
、
反
証
の
な
い
限
り
そ
の
「
認
知
」
は
有
効
な
も
の
と
し
て
通
用
す
る
こ
と
に

な
る
。
さ
ら
に
、
不
届
き
な
日
本
人
男
性
が
「
父
の
わ
か
ら
な
い
子
」
に
つ
い
て
認
知
制
度
を
悪
用
し
、「
偽
装
認
知
」
を
行
っ
た
場
合

で
も
、
そ
れ
が
そ
の
ま
ま
通
用
し
て
し
ま
う
こ
と
も
あ
り
う
る
。
こ
れ
は
何
と
し
て
で
も
防
止
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

こ
の
よ
う
に
考
え
る
な
ら
ば
、
父
又
は
母
に
よ
る
「
認
知
」
は
、
せ
め
て
条
文
上
だ
け
で
も
「
実
子
」
に
限
定
す
べ
き
で
あ
っ
て
、
そ

の
意
味
で
は
単
な
る
「
子
」
で
は
な
く
、
本
来
、「
実
子
」
を
意
味
す
る
「
非
嫡
出
子
」
に
限
定
し
て
お
く
こ
と
が
、「
偽
装
認
知
」
の
誘

惑
を
抑
え
、「
認
知
の
悪
用
」
を
防
止
す
る
上
で
、
一
定
の
歯
止
め
に
な
り
う
る
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
ま
た
「
実
子
」
以
外
の

二
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国
家
主
権
の
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使
と
し
て
の
「
国
籍
付
与
」（
百
地
）

（
五
三
三
）

者
に
対
す
る
「
認
知
」
へ
の
歯
止
め
を
か
け
て
置
か
な
け
れ
ば
、
国
籍
法
の
拠
っ
て
立
つ
「
血
統
主
義
」
の
原
則
に
抵
触
す
る
上
、「
偽

装
認
知
」
の
危
険
を
増
加
さ
せ
る
だ
け
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

諸
外
国
の
立
法
例
を
み
て
も
、
従
来
、
わ
が
国
と
同
様
、「
認
知
」
に
よ
る
国
籍
取
得
を
「
準
正
子
」
に
限
る
と
し
て
き
た
イ
ギ
リ
ス
、

オ
ー
ス
ト
リ
ア
、
ス
イ
ス
、
ド
イ
ツ
、
ノ
ル
ウ
ェ
イ
な
ど
で
は
、「
自
国
民
父
の
非
嫡
出
子
」
に
つ
い
て
の
み
「
認
知
」
に
よ
る
自
国
籍

の
取
得
を
認
め
て
お
り
、
こ
れ
が
国
際
的
な
傾
向
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
よ
う
だ
か
ら
（
1
）

、
こ
れ
を
参
考
と
す
べ
き
で
は
な
か
っ
た
か
。

さ
ら
に
付
言
す
れ
ば
、「
嫡
出
子
」「
非
嫡
出
子
（
嫡
出
で
な
い
子
）」
の
呼
称
は
、
法
律
婚
を
前
提
と
し
た
わ
が
国
の
家
族
制
度
を
前
提

と
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
あ
え
て
「
嫡
出
子
」「
非
嫡
出
子
」
と
い
う
表
現
を
回
避
し
、
単
に
「
子
」
と
し
て
し
ま
っ
た
背
景
に
は
、
わ

が
国
の
現
在
の
「
家
族
制
度
」
ま
で
解
体
し
て
し
ま
お
う
と
す
る
人
々
の
思
惑
さ
え
感
じ
ら
れ
る
。

（
3
）　
「
Ｄ
Ｎ
Ａ
鑑
定
」
の
採
用
を

こ
の
よ
う
に
、
民
法
上
の
「
認
知
」
概
念
は
、
本
来
、「
偽
装
認
知
」
つ
ま
り
「
認
知
の
悪
用
」
の
危
険
性
を
は
ら
む
も
の
で
あ
る
か

ら
、
そ
も
そ
も
昭
和
五
九
年
の
法
改
正
に
よ
っ
て
「
国
籍
法
」
の
中
に
民
法
上
の
「
認
知
」
概
念
を
持
ち
込
ん
だ
こ
と
に
問
題
が
あ
っ
た

の
で
は
な
い
か
。
加
え
て
、
今
回
の
法
改
正
で
は
「
婚
姻
要
件
」
ま
で
不
要
と
し
、
単
な
る
「
認
知
」
だ
け
で
の
「
国
籍
付
与
」
を
認
め

て
し
ま
っ
た
わ
け
で
あ
る
か
ら
、
理
論
的
に
も
「
偽
装
認
知
」
つ
ま
り
「
認
知
の
悪
用
」
の
危
険
を
さ
ら
に
増
大
さ
せ
て
し
ま
っ
た
こ
と

に
な
る
。

と
な
れ
ば
、「
偽
装
認
知
」
の
防
止
の
た
め
に
も
、
例
え
ば
パ
ス
ポ
ー
ト
の
渡
航
記
録
や
家
族
一
緒
の
写
真
等
、「
実
子
」
で
あ
る
こ
と

を
推
定
さ
せ
る
物
証
が
な
い
場
合
、「
Ｄ
Ｎ
Ａ
鑑
定
」
を
採
用
す
る
よ
う
、
速
や
か
に
国
籍
法
の
見
直
し
を
行
う
べ
き
で
は
な
か
ろ
う
か
。

二
七
五
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四
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も
し
こ
の
ま
ま
行
け
ば
、「
偽
装
認
知
」
の
闇
ビ
ジ
ネ
ス
が
横
行
す
る
だ
け
だ
と
思
わ
れ
る
。
と
い
う
の
は
、「
偽
装
認
知
」
は
「
偽
装
結

婚
」
よ
り
も
簡
単
と
い
わ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

や
や
古
い
平
成
二
〇
年
の
統
計
だ
が
、
警
察
庁
の
調
べ
で
は
、
日
本
人
と
外
国
人
に
よ
る
「
偽
装
結
婚
」
の
検
挙
件
数
は
、
過
去
五
年

で
一
七
三
件
に
の
ぼ
っ
て
お
り
、
外
国
人
女
性
が
日
本
で
働
く
た
め
に
無
関
係
な
男
と
婚
姻
届
を
出
し
た
例
が
多
い
と
い
う
（
2
）

。
と
す
れ

ば
、
偽
装
結
婚
よ
り
簡
単
な
日
本
国
籍
取
得
の
た
め
の
子
供
の
「
偽
装
認
知
」
つ
ま
り
「
認
知
の
悪
用
」
が
、
日
本
で
の
不
法
就
労
を
目

的
と
す
る
外
国
人
の
間
で
横
行
し
て
も
決
し
て
お
か
し
く
な
い
で
あ
ろ
う
。

こ
の
点
、
国
籍
法
改
正
の
推
進
派
は
、
罰
則
を
導
入
し
た
こ
と
で
「
偽
装
認
知
」
は
阻
止
で
き
る
と
主
張
し
て
き
た
が
、
そ
れ
は
あ
ま

り
に
も
現
実
を
無
視
し
た
楽
観
論
で
は
な
か
ろ
う
か
。
と
い
う
の
は
、
子
供
の
日
本
国
籍
の
取
得
さ
え
叶
え
ば
、
そ
の
母
親
も
日
本
滞
在

ビ
ザ
を
取
得
す
る
の
が
容
易
に
な
る
し
、
外
国
人
、
特
に
中
国
、
韓
国
、
フ
ィ
リ
ピ
ン
等
の
わ
が
国
と
比
べ
て
生
活
水
準
の
低
い
ア
ジ
ア

諸
国
の
人
々
か
ら
す
れ
ば
、
日
本
国
籍
な
ど
ま
さ
に
垂
涎
の
的
だ
か
ら
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
闇
市
場
で
は
、
末
端
市
場
価
格
で
日
本
国
籍

が
二
〇
〇
万
円
か
ら
三
〇
〇
万
円
く
ら
い
す
る
と
さ
え
い
わ
れ
て
い
る
（
3
）

。

ま
た
、
先
の
早
川
教
授
で
さ
え
、
ジ
ュ
リ
ス
ト
の
鼎
談
の
中
で
、「
一
部
の
外
国
人
に
と
っ
て
、
日
本
国
籍
を
取
得
す
る
こ
と
、
あ
る

い
は
自
分
の
子
に
日
本
国
籍
を
取
得
さ
せ
る
こ
と
は
、
莫
大
な
利
益
に
つ
な
が
る
こ
と
で
す
か
ら
、
無
責
任
な
日
本
人
男
性
に
報
酬
を

払
っ
て
偽
装
認
知
を
さ
せ
る
事
態
が
発
生
す
る
可
能
性
、
あ
る
い
は
そ
の
よ
う
な
偽
装
認
知
を
ア
レ
ン
ジ
す
る
者
が
暗
躍
す
る
可
能
性
は
、

決
し
て
低
く
は
な
い
と
考
え
て
お
い
た
ほ
う
が
無
難
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
」
と
述
べ
て
お
ら
れ
る
（
4
）

。

平
成
一
七
年
五
月
に
放
映
さ
れ
た
Ｎ
Ｈ
Ｋ
の
「
ク
ロ
ー
ズ
ア
ッ
プ
現
代　

偽
装
認
知
」
で
も
「
急
増
す
る
外
国
人
犯
罪
。
去
年
は
過
去

最
悪
の
四
万
七
千
件
を
越
え
た
。
そ
の
六
割
近
く
が
不
法
滞
在
者
に
よ
る
犯
行
で
あ
る
。
そ
ん
な
中
、
主
に
中
国
人
犯
罪
者
の
間
で
、

二
七
六
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主
権
の
行
使
と
し
て
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与
」（
百
地
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（
五
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五
）

『
偽
装
認
知
』
と
い
う
不
法
滞
在
の
新
た
な
手
口
が
広
ま
っ
て
い
る
。
中
国
人
同
士
の
子
供
を
、
謝
礼
と
引
替
え
に
日
本
人
に
『
認
知
』

さ
せ
、
子
供
に
偽
の
日
本
国
籍
を
取
得
さ
せ
る
こ
と
で
、
母
親
自
身
も
不
法
滞
在
か
ら
合
法
滞
在
に
変
え
さ
せ
る
手
口
で
あ
る
。
プ
ラ
イ

バ
シ
ー
や
人
権
擁
護
の
観
点
か
ら
、
現
状
で
は
当
事
者
が
秘
密
の
暴
露
を
し
な
い
限
り
、「
認
知
」
の
真
偽
は
、
入
管
や
警
察
当
局
に
も
、

殆
ど
見
破
る
こ
と
が
出
来
な
い
。
今
回
Ｎ
Ｈ
Ｋ
で
は
、
独
自
の
取
材
か
ら
そ
の
巧
妙
な
手
口
を
解
き
明
か
し
、
福
建
省
や
日
本
に
急
増
し

て
い
る
偽
の
日
本
国
籍
を
持
っ
た
子
供
の
実
態
を
交
え
な
が
ら
、
日
本
の
特
殊
な
制
度
の
盲
点
と
今
後
の
対
応
策
を
探
っ
て
い
く
。」
と

紹
介
さ
れ
て
い
た
（
5
）

。

し
た
が
っ
て
、「
国
籍
付
与
の
条
件
」
と
し
て
の
Ｄ
Ｎ
Ａ
鑑
定
は
外
国
人
差
別
で
も
何
で
も
な
く
、
民
法
上
の
「
認
知
」
と
は
次
元
が

異
な
る
か
ら
、「
偽
装
認
知
」
の
防
止
の
た
め
速
や
か
に
実
現
す
べ
き
で
は
な
か
ろ
う
か
。

こ
の
点
、
早
川
教
授
も
、
国
籍
法
改
正
前
の
対
談
で
「
国
籍
法
上
の
親
子
関
係
要
件
は
民
法
上
の
親
子
関
係
要
件
と
必
ず
し
も
一
致
し

な
く
て
も
よ
い
と
考
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
立
法
に
際
し
て
、
有
効
な
偽
装
認
知
対
策
を
組
み
込
む
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
か
」
と

い
い
、「
血
統
主
義
に
よ
っ
て
国
籍
を
与
え
る
の
で
あ
れ
ば
、
国
籍
法
上
は
そ
の
親
子
関
係
が
立
証
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
場
合
が
あ

る
と
す
る
の
で
す
。
認
知
届
に
プ
ラ
ス
し
て
血
縁
関
係
の
医
学
的
証
明
を
提
出
さ
せ
る
と
す
れ
ば
、
虚
偽
認
知
の
可
能
性
を
未
然
に
防
ぐ

こ
と
が
で
き
ま
す
」
と
語
っ
て
お
ら
れ
る
（
6
）

。

（
1
） 

『
判
例
時
報
』
二
〇
〇
二
号
、
六
頁
。

（
2
） 

毎
日
新
聞
、
平
成
二
〇
年
一
二
月
六
日
。

（
3
） 

福
島
香
織
「【
記
者
ブ
ロ
グ
】
総
理
番
の
お
仕
事
（
6
）
国
籍
法
の
ゆ
く
え
」
Ｍ
Ｓ
Ｎ
産
経
ニ
ュ
ー
ス
、
二
〇
〇
八
．
一
一
．
二
二
．。

二
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本
法
学　
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八
十
巻
第
二
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（
二
〇
一
四
年
十
月
）

（
五
三
六
）

（
4
） 

早
川
、
前
掲
「
鼎
談
」
七
一
頁
〜
七
二
頁
。

（
5
） 

「
ク
ロ
ー
ズ
ア
ッ
プ
現
代　

放
送
記
録
」。（http://w

w
w
.or.jp/gendai/kiroku2005/0504-1.htm

l

）

（
6
） 
早
川
、
前
掲
「
鼎
談
」
七
二
頁
。

5
、
お
わ
り
に

│
「
国
家
」
と
「
国
籍
」
の
重
み
を

最
高
裁
大
法
廷
の
国
籍
法
違
憲
判
決
や
そ
の
後
の
国
籍
法
改
正
で
、
は
し
な
く
も
明
ら
か
に
な
っ
た
の
は
、
多
数
意
見
を
構
成
し
た
裁

判
官
や
国
籍
法
改
正
を
推
進
し
た
国
会
議
員
そ
れ
に
法
務
省
の
官
僚
た
ち
が
、
如
何
に
国
家
意
識
が
希
薄
か
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。
つ

ま
り
「
国
家
」
の
尊
厳
や
「
国
籍
」
の
重
み
（
デ
ィ
グ
ニ
テ
ィ
）
を
十
分
理
解
で
き
な
い
人
た
ち
や
、
意
図
的
に
こ
の
国
や
伝
統
的
な
家

族
制
度
を
破
壊
し
よ
う
と
す
る
人
々
が
、
国
籍
法
を
違
憲
と
し
、
安
易
な
「
認
知
」
だ
け
に
よ
る
国
籍
付
与
を
推
進
し
て
き
た
の
で
は
な

い
か
と
考
え
ら
れ
る
。

し
た
が
っ
て
、
改
正
国
籍
法
の
早
期
見
直
し
と
共
に
、
今
こ
そ
必
要
な
の
が
正
し
い
国
家
意
識
の
確
立
な
い
し
回
復
で
あ
る
。
そ
し
て

そ
れ
に
よ
っ
て
、
初
め
て
「
国
籍
」
の
重
み
や
国
家
主
権
（
対
人
主
権
）
の
行
使
と
し
て
の
「
国
籍
付
与
」
の
意
義
も
理
解
で
き
る
よ
う

に
な
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

こ
の
点
、
先
に
述
べ
た
と
お
り
、
英
米
法
系
の
諸
国
で
は
、
国
籍
概
念
に
お
け
る
忠
誠
義
務
の
意
義
が
伝
統
的
に
重
視
さ
れ
て
お
り
、

ア
メ
リ
カ
の
「
移
民
お
よ
び
国
籍
法
」
で
は
、
国
民
（national

）
と
は
、
国
家
に
対
し
て
永
久
忠
誠
義
務
（perm

anent allegiance

）
を
負

う
者
を
意
味
す
る
、
と
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
ア
メ
リ
カ
で
は
、
国
籍
の
取
得
に
当
た
っ
て
「
忠
誠
宣
誓
」
を
行
わ
せ
、
い
ざ
と
い
う
時

二
七
八



国
家
主
権
の
行
使
と
し
て
の
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国
籍
付
与
」（
百
地
）

（
五
三
七
）

に
は
国
の
た
め
武
器
を
取
っ
て
戦
う
決
意
が
あ
る
か
ど
う
か
を
質
問
し
て
い
る
。
そ
れ
に
引
き
換
え
、
わ
が
国
で
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。

「
帰
化
の
動
機
書
」
は
提
出
さ
せ
て
い
る
も
の
の
、
形
式
な
も
の
に
と
ど
ま
っ
て
お
り
、「
宣
誓
書
」
も
単
に
法
令
等
の
遵
守
を
宣
誓
さ
せ

て
い
る
だ
け
で
あ
っ
て
、
ア
メ
リ
カ
な
ど
の
よ
う
に
、
国
家
に
対
す
る
忠
誠
を
誓
わ
せ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。

そ
の
意
味
で
は
、
国
籍
問
題
に
と
ど
ま
ら
ず
、
出
入
国
管
理
や
永
住
外
国
人
政
策
な
ど
、
国
家
論
を
踏
ま
え
た
大
局
的
で
総
合
的
な
、

し
か
も
長
期
的
視
野
に
立
っ
た
外
国
人
政
策
の
樹
立
が
必
要
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。

二
七
九





連
邦
軍
の
国
内
出
動
の
憲
法
適
合
性
：
二
〇
一
二
年
八
月
一
七
日
付
連
邦
憲
法
裁
判
所
大
法
廷
判
決
を
巡
っ
て
（
小
林
）

（
五
三
九
）

連
邦
軍
の
国
内
出
動
の
憲
法
適
合
性
：

二
〇
一
二
年
八
月
一
七
日
付
連
邦
憲
法
裁
判
所
大
法
廷
判
決
を
巡
っ
て

小　
　

林　
　

宏　
　

晨

問
題
提
起

第
一
節
：
大
法
廷
判
決
に
至
る
歴
史
的
背
景

　

Ⅰ
．
同
時
多
発
テ
ロ
の
発
生
と
そ
の
対
策

　

Ⅱ
．
空
域
安
全
法
（L

uftS
iG

）
と
そ
の
帰
結

　

Ⅲ
．
連
邦
憲
法
裁
判
所
第
一
法
廷
判
決

　

Ⅳ
．
判
決
後
の
政
治
的
推
移

　
　

1
．
判
決
の
余
波

　
　

2
．
ユ
ン
グ
国
防
相
の
見
解

　
　

3
．
オ
ッ
ト
・
デ
ー
ペ
ン
ホ
イ
ヤ
ー
の
「
法
治
国
家
の
自
己
主
張
」

二
八
一



日
本
法
学　

第
八
十
巻
第
二
号
（
二
〇
一
四
年
十
月
）

（
五
四
〇
）

　
　

4
．
ラ
イ
ン
ホ
ル
ト
・
メ
ル
ケ
ル
の
「
国
家
が
罪
な
き
者
を
犠
牲
に
す
る
場
合
」

　
　

5
．
大
臣
と
裁
判
官
の
対
決

第
二
節
：
大
法
廷
判
決

　

判
旨

　

判
決
理
由

　

Ａ
．
判
決
に
至
る
背
景

　

Ｂ
．
大
法
廷
の
判
決
内
容

　
　

判
旨

　
　

判
決
理
由

　

1
．
連
邦
の
立
法
権
限

　

2
．
特
定
兵
器
を
伴
っ
た
軍
の
出
動
の
憲
法
的
許
容
性

　

3
．
連
邦
政
府
の
命
令
権
限

ガ
イ
ヤ
ー
判
事
の
反
対
意
見

　

1
．
軍
は
決
し
て
内
政
上
の
権
力
手
段
と
し
て
投
入
さ
れ
て
は
な
ら
な
い
。

　

2
． 

大
災
害
非
常
事
態
と
内
的
非
常
事
態
の
諸
規
定
間
の
厳
格
な
分
離
は
特
定
の
軍
事
装
備
の
許
可
を
通
し
て
混
同
さ
れ
て
は

な
ら
な
い
。

　

3
．
ガ
イ
ヤ
ー
判
事
は
主
観
的
評
価
の
過
大
な
余
地
を
非
難
。

　

4
．
憲
法
改
正
は
不
可
避
。

　

Ｃ
．
大
法
廷
判
決
の
要
点

第
三
節
：
大
法
廷
判
決
の
評
価

連
邦
軍
国
内
出
動
の
展
望

二
八
二



連
邦
軍
の
国
内
出
動
の
憲
法
適
合
性
：
二
〇
一
二
年
八
月
一
七
日
付
連
邦
憲
法
裁
判
所
大
法
廷
判
決
を
巡
っ
て
（
小
林
）

（
五
四
一
）

問
題
提
起

ド
イ
ツ
連
邦
憲
法
裁
判
所
史
上
第
五
回
目
一
六
名
の
判
事
で
構
成
さ
れ
る
大
法
廷
は
、
そ
の
判
決
を
以
て
、
連
邦
軍
の
国
内
出
動
を
巡

る
争
い
の
火
に
新
た
に
油
を
注
い
だ
。
大
法
廷
は
、
同
裁
判
所
第
一
法
廷
の
二
〇
〇
六
年
判
決
を
再
び
取
り
上
げ
、
ド
イ
ツ
国
内
で
の
テ

ロ
攻
撃
の
場
合
に
、
軍
事
力
の
出
動
が
限
定
的
に
許
さ
れ
る
と
宣
言
し
た
（
1
）

。
こ
れ
に
よ
っ
て
大
法
廷
は
、
二
〇
〇
六
年
の
空
域
安
全
法

（L
uftS
iG

）
に
関
す
る
第
一
法
廷
判
決
（
2
）

を
部
分
的
に
修
正
し
た
。

本
稿
は
、
二
〇
一
二
年
の
連
邦
憲
法
裁
判
所
大
法
廷
判
決
の
内
容
と
問
題
点
に
つ
い
て
検
討
す
る
も
、
必
要
な
限
り
、
こ
の
判
決
と
密

接
な
関
係
を
持
つ
二
〇
〇
六
年
の
第
一
法
廷
判
決
も
検
討
対
象
と
す
る
。
こ
れ
ら
の
判
決
の
テ
ー
マ
は
概
ね
二
つ
あ
り
、
一
つ
は
、
人
間

の
生
き
る
権
利
と
尊
厳
の
問
題
、
他
の
一
つ
は
、
連
邦
軍
の
国
内
出
動
を
巡
る
軍
の
本
来
的
機
能
の
問
題
で
あ
る
。
前
記
の
二
つ
の
テ
ー

マ
は
、
我
が
国
の
自
衛
隊
を
巡
る
問
題
と
も
関
連
し
、
避
け
て
通
れ
な
い
問
題
と
見
做
さ
れ
る
の
で
、
検
討
対
象
と
し
た
。

第
一
節
：
大
法
廷
判
決
に
至
る
歴
史
的
背
景

Ⅰ
．
同
時
多
発
テ
ロ
の
発
生
と
そ
の
対
策

周
知
の
如
く
二
〇
〇
一
年
九
月
一
一
日
、
ア
メ
リ
カ
で
イ
ス
ラ
ム
系
テ
ロ
リ
ス
ト
集
団
が
乗
客
共
々
旅
客
機
を
乗
っ
取
り
、
こ
れ
を
武

器
と
し
て
大
災
害
を
誘
発
し
た
。
更
に
二
〇
〇
三
年
一
月
五
日
、
あ
る
思
考
不
正
常
な
男
性
が
軽
飛
行
機
を
乗
っ
取
り
、
フ
ラ
ン
ク
フ
ル

ト
の
高
層
ビ
ル
の
上
を
旋
回
し
た
が
、
連
邦
軍
戦
闘
機
が
発
進
し
、
強
制
着
陸
さ
せ
、
事
な
き
を
得
た
。
こ
れ
ら
の
二
つ
の
事
象
に
基
づ

き
、
乗
っ
取
ら
れ
た
飛
行
機
の
武
器
と
し
て
の
利
用
を
防
ぐ
目
的
で
こ
の
撃
墜
を
可
能
に
す
る
為
に
、
当
時
の
社
会
民
主
党
（
Ｓ
Ｐ
Ｄ
）・

二
八
三



日
本
法
学　

第
八
十
巻
第
二
号
（
二
〇
一
四
年
十
月
）

（
五
四
二
）

緑
の
党
連
立
内
閣
下
の
オ
ッ
ト
ー
・
シ
リ
ー
連
邦
内
務
相
提
出
の
「
空
域
安
全
法
（L
uftS
iG

）」
案
が
二
〇
〇
五
年
一
月
一
一
日
連
邦
議

会
で
可
決
さ
れ
た
（
3
）

。

Ⅱ
．
空
域
安
全
法
（LuftS

iG

）
と
そ
の
帰
結

1
．
空
域
安
全
法
（LuftSiG

）

空
域
安
全
法
の
中
心
的
条
項
は
、
凡
そ
以
下
の
様
に
規
定
さ
れ
て
い
る
。

§
13
：
連
邦
政
府
の
決
定

（
1
） 　

重
大
な
空
域
事
故
に
基
づ
き
、
危
険
防
止
の
枠
内
に
於
け
る
基
本
法
第
三
五
条
第
二
項
二
文
あ
る
い
は
第
三
項
に
よ
る
と
り
わ

け
重
大
な
事
故
が
迫
っ
て
い
る
と
の
想
定
を
根
拠
づ
け
る
諸
事
実
が
存
在
す
る
場
合
、
軍
は
、
そ
の
有
効
な
防
止
に
必
要
な
限
り
、

こ
の
事
故
の
阻
止
を
目
的
と
し
て
、
こ
の
空
域
に
於
け
る
諸
ラ
ン
ト
の
警
察
力
を
支
援
す
る
為
に
投
入
さ
れ
得
る
。

（
2
） 　

基
本
法
第
三
五
条
第
二
項
二
文
に
よ
る
出
動
に
関
す
る
決
定
を
関
係
ラ
ン
ト
の
要
請
に
基
づ
き
連
邦
防
衛
相
あ
る
い
は
代
理
の

場
合
、
連
邦
内
務
相
と
協
議
の
上
、
代
理
権
限
の
あ
る
連
邦
政
府
の
メ
ン
バ
ー
が
行
う
。
即
時
の
行
動
が
必
要
な
場
合
、
連
邦
内

務
相
に
遅
滞
な
き
報
告
が
な
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
3
） 　

基
本
法
第
三
五
条
第
三
項
に
よ
る
出
動
決
定
は
、
当
該
諸
ラ
ン
ト
と
の
協
議
の
上
、
連
邦
政
府
が
行
う
。
連
邦
政
府
の
適
時
な

決
定
が
可
能
で
な
い
場
合
、
連
邦
防
衛
相
あ
る
い
は
代
理
の
場
合
、
連
邦
内
務
相
と
協
議
の
上
、
代
理
権
限
の
あ
る
連
邦
政
府
の

メ
ン
バ
ー
が
決
定
す
る
。
連
邦
政
府
の
決
定
は
遅
滞
な
く
行
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
即
時
の
行
動
が
必
要
な
場
合
、
関
係
諸

二
八
四



連
邦
軍
の
国
内
出
動
の
憲
法
適
合
性
：
二
〇
一
二
年
八
月
一
七
日
付
連
邦
憲
法
裁
判
所
大
法
廷
判
決
を
巡
っ
て
（
小
林
）

（
五
四
三
）

ラ
ン
ト
と
連
邦
内
務
相
に
遅
滞
な
く
報
告
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
4
）　

詳
細
に
つ
い
て
は
、
連
邦
と
諸
ラ
ン
ト
間
で
規
定
さ
れ
る
。
軍
に
よ
る
支
援
は
、
こ
の
法
律
の
諸
規
定
に
従
っ
て
行
わ
れ
る
。

§
14
：
出
動
措
置
、
命
令
権
限

（
1
） 　

と
り
わ
け
重
大
な
事
故
の
発
生
を
阻
止
す
る
目
的
で
、
軍
は
、
空
域
で
航
空
機
の
航
路
を
そ
ら
せ
、
着
陸
を
強
い
、
兵
器
の
使

用
で
脅
し
、
威
嚇
射
撃
を
行
う
事
が
許
さ
れ
る
。

（
2
） 　

可
能
な
複
数
の
諸
措
置
の
中
、
個
人
と
一
般
に
対
し
て
最
も
被
害
が
少
な
い
と
予
測
さ
れ
る
措
置
が
選
択
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。
措
置
は
、
そ
の
目
的
に
必
要
な
限
り
に
置
い
て
の
み
遂
行
さ
れ
る
事
が
許
さ
れ
る
。
措
置
は
、
目
的
と
さ
れ
る
成
功
に
明

白
に
適
合
し
な
い
不
利
益
に
導
い
て
は
な
ら
な
い
。

（
3
） 　

兵
器
を
伴
っ
た
直
接
介
入
（
4
）

は
、
諸
状
況
か
ら
し
て
、
人
間
の
生
命
に
対
し
て
投
入
さ
れ
、
し
か
も
そ
の
介
入
が
現
状
の
危
険
を

防
止
す
る
為
の
唯
一
の
手
段
で
あ
る
事
か
ら
出
発
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
場
合
に
の
み
、
許
さ
れ
る
。

（
4
） 　

第
三
項
に
よ
る
措
置
は
、
連
邦
防
衛
相
か
、
あ
る
い
は
そ
の
代
理
権
限
の
あ
る
連
邦
政
府
メ
ン
バ
ー
の
み
が
指
図
す
る
事
が
出

来
る
。
こ
れ
に
加
え
連
邦
防
衛
相
は
、
空
軍
総
監
に
第
一
項
に
よ
る
措
置
の
指
図
を
一
般
的
に
授
権
す
る
こ
と
が
で
き
る
（
5
）

。

既
に
二
〇
〇
三
年
一
〇
月
以
来
、
連
邦
軍
の
出
動
態
勢
は
整
い
、
ド
イ
ツ
の
空
域
に
お
け
る
安
全
を
確
保
す
る
目
的
で
連
邦
及
び
諸
ラ

ン
ト
の
全
て
の
関
連
諸
機
関
の
迅
速
な
調
整
さ
れ
た
協
働
が
確
保
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
こ
の
協
働
の
中
で
、
連
邦
軍
、
連
邦
警
察
及

び
ド
イ
ツ
空
域
安
全
局
の
所
属
員
が
空
域
を
管
理
し
て
い
る
。
こ
の
セ
ン
タ
ー
の
任
務
は
、
と
り
わ
け
北
大
西
洋
条
約
機
構
（
Ｎ
Ａ
Ｔ
Ｏ
）

二
八
五



日
本
法
学　

第
八
十
巻
第
二
号
（
二
〇
一
四
年
十
月
）

（
五
四
四
）

と
の
協
力
下
に
、
い
わ
ゆ
る
『
乗
っ
取
ら
れ
た
航
空
機
』
に
よ
る
危
険
、
つ
ま
り
テ
ロ
あ
る
い
は
他
の
動
機
か
ら
す
る
目
的
で
故
意
の
墜

落
の
為
の
武
器
と
す
る
民
間
航
空
機
の
乱
用
を
防
止
す
る
と
こ
ろ
に
あ
る
。「
乗
っ
取
ら
れ
た
飛
行
機
」
の
定
義
に
よ
れ
ば
、
必
要
な
措

置
の
為
の
責
任
は
、
そ
の
飛
行
機
が
ド
イ
ツ
の
空
域
に
到
達
す
る
時
点
か
ら
、
ド
イ
ツ
国
家
に
あ
る
。

こ
れ
ら
の
措
置
の
為
の
法
的
基
盤
は
、
空
域
安
全
法
の
諸
規
定
で
あ
る
。
こ
れ
の
規
定
は
、
基
本
法
第
三
五
条
第
二
項
二
文
及
び
第
三

項
に
於
け
る
地
域
的
及
び
超
地
域
的
大
厄
災
非
常
事
態
に
関
す
る
諸
規
定
と
結
ぶ
空
域
安
全
法
第
一
三
条
規
定
に
よ
り
、
連
邦
軍
に
、
疑

い
の
あ
る
航
空
機
に
航
路
を
変
更
さ
せ
、
着
陸
を
強
制
し
、
武
器
投
入
で
脅
し
、
あ
る
い
は
威
嚇
射
撃
を
行
い
、
し
か
も
最
後
の
手
段
と

し
て
、
武
器
を
使
用
す
る
、
つ
ま
り
場
合
に
よ
っ
て
は
、
乗
客
及
び
乗
務
員
の
い
る
航
空
機
を
撃
ち
落
と
す
権
限
を
与
え
て
い
る
（
6
）

。

2
．
問
題
点

空
域
安
全
法
は
、
な
か
ん
ず
く
二
〇
〇
一
年
九
月
一
一
日
に
お
け
る
対
米
同
時
多
発
テ
ロ
へ
の
対
応
シ
ナ
リ
オ
に
基
い
て
い
る
が
、

ま
っ
た
く
無
意
味
な
観
念
に
基
い
て
は
い
な
い
。
例
え
ば
、
テ
ロ
リ
ス
ト
に
よ
っ
て
乗
っ
取
ら
れ
た
乗
客
満
載
の
旅
客
機
が
原
子
力
発
電

所
あ
る
い
は
議
会
会
期
中
の
連
邦
議
会
に
向
け
て
飛
行
す
る
場
合
、
連
邦
軍
の
戦
闘
機
が
こ
の
旅
客
機
の
撃
墜
が
許
さ
れ
る
か
否
か
が
こ

れ
で
あ
る
。
換
言
す
る
な
ら
ば
、
国
家
は
、
そ
の
国
民
を
守
る
為
に
ど
の
程
度
の
行
動
が
許
さ
れ
る
の
か
。
国
家
は
、
他
の
市
民
の
生
命

を
救
済
す
る
為
に
、
罪
な
き
市
民
の
生
命
を
故
意
に
犠
牲
に
で
き
る
の
か
が
問
題
と
な
る
。

ホ
ル
ス
ト
・
コ
ェ
ー
ラ
ー
・
ド
イ
ツ
連
邦
大
統
領
は
、
連
邦
首
相
、
連
邦
議
会
議
長
及
び
連
邦
参
議
院
議
長
に
書
簡
を
送
り
、
こ
の
法

律
が｢

あ
る
生
命
が
他
方
の
生
命
の
為
に
犠
牲
に
さ
れ
る
こ
と
を
可
能
に
す
る｣

こ
と
に
憂
慮
を
表
明
し
た
が
、
二
〇
〇
五
年
一
月
一
二

日
こ
の
法
律
に
署
名
し
、
し
か
し
連
邦
憲
法
裁
判
所
に
よ
る
審
査
を
勧
告
し
た
（
7
）

。

二
八
六



連
邦
軍
の
国
内
出
動
の
憲
法
適
合
性
：
二
〇
一
二
年
八
月
一
七
日
付
連
邦
憲
法
裁
判
所
大
法
廷
判
決
を
巡
っ
て
（
小
林
）

（
五
四
五
）

3
．
憲
法
異
議
申
立

こ
の
空
域
安
全
法
に
対
し
、
ブ
ル
カ
ル
ド
・
ヒ
ル
シ
ュ
元
連
邦
議
会
副
議
長
（
Ｆ
Ｄ
Ｐ
）、
ゲ
ル
ハ
ル
ト
・
バ
ウ
ム
元
連
邦
法
務
相

（
Ｆ
Ｄ
Ｐ
）、
弁
護
士
二
人
、
弁
理
士
一
人
及
び
機
長
一
人
が
連
邦
憲
法
裁
判
所
に
憲
法
異
議
申
立
を
行
っ
た
。
こ
の
異
議
申
立
を
以
て
申

立
人
は
、
空
域
安
全
法
に
よ
っ
て
、
彼
ら
の
基
本
権
が
直
接
侵
害
さ
れ
る
と
主
張
す
る
。
具
体
的
に
は
、
空
域
安
全
法
の
介
入
の
可
能
性

を
通
し
て
、
人
間
の
尊
厳
（
基
本
法
第
一
条
第
一
項
）
と
生
命
（
基
本
法
第
二
条
第
二
項
）
へ
の
彼
ら
の
基
本
権
が
侵
害
さ
れ
る
。

曰
く
、
空
域
安
全
法
は
、
彼
ら
を
国
家
行
動
の
単
な
る
客
体
に
す
る
。
彼
ら
の
生
命
の
価
値
と
維
持
は
、
空
域
安
全
法
第
一
三
条
〜
第

一
五
条
に
よ
り
量
的
観
点
下
に
置
か
れ
、
し
か
も｢

状
況
に
従
っ
て｣

多
分
彼
ら
に
残
さ
れ
た
平
均
余
命
に
よ
っ
て
、
連
邦
防
衛
相
の
裁

量
下
に
置
か
れ
る
。

異
議
申
立
人
は
、
有
事
に
、
防
衛
相
が
こ
の
時
点
で
自
ら
が
有
す
る
情
報
に
基
い
て
、
彼
ら
の
生
命
維
持
が
極
め
て
短
く
、
従
っ
て
、

そ
の
他
の
生
命
喪
失
と
比
べ
て
価
値
が
な
い
か
、
あ
る
い
は
い
ず
れ
に
せ
よ
価
値
が
低
い
と
看
做
す
場
合
に
、
犠
牲
と
な
り
、
し
か
も
故

意
に
殺
さ
れ
る
事
に
な
る
。

こ
の
規
定
の
中
で
国
家
に
開
か
れ
た
権
限
は
、
国
家
が
連
邦
憲
法
裁
判
所
の
判
例
に
従
っ
て
、
そ
の
市
民
の
生
命
保
護
を
目
的
と
し
て

行
動
が
許
さ
れ
る
限
界
を
超
え
て
い
る
。

国
家
は
、
決
し
て
そ
の
市
民
の
多
数
派
の
救
済
を
目
的
と
し
て
少
数
派
を
故
意
に
殺
す
こ
と
が
許
さ
れ
な
い
。
一
方
で
何
人
に
、
他
方

で
何
人
に
該
当
す
る
可
能
性
が
あ
る
か
と
の
基
準
に
従
っ
た
生
命
に
対
す
る
生
命
の
価
値
考
量
は
許
さ
れ
な
い
。

攻
撃
対
象
諸
規
定
は
、
軍
が
防
衛
目
的
以
外
に
は
、
基
本
法
が
明
示
的
に
許
す
場
合
に
の
み
投
入
さ
れ
る
こ
と
が
許
さ
れ
る
と
す
る
基

本
法
第
八
七
条
ａ
第
二
項
に
お
け
る
防
衛
憲
法
的
留
保
に
違
反
す
る
。
そ
の
限
り
で
、
地
域
的
及
び
超
地
域
的
大
災
害
に
お
い
て
、
諸
ラ

二
八
七
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年
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月
）

（
五
四
六
）

ン
ト
の
支
援
を
目
的
と
し
て
軍
の
出
動
を
許
す
と
り
わ
け
基
本
法
第
三
五
条
第
二
項
及
び
第
三
項
の
諸
前
提
は
存
在
し
な
い
（
8
）

。

Ⅲ
．
連
邦
憲
法
裁
判
所
第
一
法
廷
判
決

1
．
判
決

空
域
安
全
法
に
お
け
る
撃
墜
権
限
は
無
効
：

連
邦
憲
法
裁
判
所
第
一
法
廷
は
二
〇
〇
六
年
二
月
一
五
日
付
判
決
を
以
っ
て
、
人
間
の
生
命
に
対
す
る
作
為
兵
器
と
し
て
投
入
さ
れ
る

航
空
機
を
撃
墜
す
る
権
限
を
軍
に
与
え
る
空
域
安
全
法
（L

uftS
iG

）
第
一
四
条
第
三
項
が
基
本
法
と
相
容
れ
ず
、
し
か
も
無
効
で
あ
る

と
決
定
し
た
。

曰
く
、
こ
の
規
定
に
は
、
既
に
連
邦
の
立
法
権
限
が
欠
け
て
い
る
。
自
然
大
厄
災
あ
る
い
は
重
大
事
故
の
対
処
の
際
に
軍
の
出
動
を
規

定
す
る
基
本
法
第
三
五
条
第
二
項
二
文
及
び
第
三
項
は
、
連
邦
に
特
別
兵
器
を
伴
っ
た
軍
の
出
動
を
許
し
て
い
な
い
。
こ
れ
に
加
え
、
空

域
安
全
法
第
一
四
条
第
三
項
は
、
航
空
機
内
の
作
為
に
参
加
し
な
い
人
々
が
武
器
投
入
の
影
響
を
受
け
る
限
り
、
基
本
法
の
生
命
と
人
間

の
尊
厳
へ
の
基
本
権
と
相
容
れ
な
い
。
こ
の
人
々
は
、
国
家
が
こ
の
人
々
の
殺
害
を
他
者
の
救
済
の
手
段
と
し
て
利
用
す
る
こ
と
に
よ
っ

て
、
単
な
る
客
体
と
し
て
扱
わ
れ
、
こ
れ
に
よ
っ
て
、
彼
ら
か
ら
人
間
で
あ
る
が
ゆ
え
に
帰
属
す
る
価
値
が
剥
奪
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

か
く
し
て
、
四
人
の
弁
護
士
、
一
人
の
弁
理
士
な
ら
び
に
一
人
の
機
長
が
共
同
提
出
し
た
空
域
安
全
法
第
一
四
条
第
三
項
を
直
接
対
象

と
す
る
憲
法
異
議
申
立
は
、
成
功
し
た
（
9
）

。

二
八
八



連
邦
軍
の
国
内
出
動
の
憲
法
適
合
性
：
二
〇
一
二
年
八
月
一
七
日
付
連
邦
憲
法
裁
判
所
大
法
廷
判
決
を
巡
っ
て
（
小
林
）

（
五
四
七
）

2
．
判
決
理
由
：

1
）　

連
邦
は
立
法
権
限
に
欠
け
る
：

連
邦
は
、
空
域
安
全
法
第
一
四
条
第
三
項
規
定
制
定
へ
の
立
法
権
限
に
欠
け
る
。
確
か
に
連
邦
は
、
基
本
法
第
三
五
条
第
二
項
二
文
及

び
第
三
項
一
文
か
ら
直
接
、
自
然
大
厄
災
及
び
特
別
重
大
事
故
の
対
応
に
際
す
る
軍
の
出
動
な
ら
び
に
参
加
諸
ラ
ン
ト
と
の
協
働
に
関
す

る
詳
細
を
決
定
す
る
諸
規
定
の
為
の
立
法
権
を
有
す
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
空
域
安
全
法
第
一
四
条
第
三
項
に
含
ま
れ
る
航
空
機
へ
の
兵

器
を
伴
っ
た
直
接
作
用
の
軍
へ
の
授
権
は
、
基
本
法
第
三
五
条
第
二
項
二
文
及
び
第
三
項
と
相
容
れ
な
い
（
10
）

。

ａ
）　

空
域
安
全
法
第
一
四
条
第
三
項
は
基
本
法
第
三
五
条
第
二
項
二
文
と
相
容
れ
な
い

空
域
安
全
法
第
一
四
条
第
三
項
が
基
本
法
第
三
五
条
第
二
項
二
文
（
地
域
的
大
厄
災
非
常
事
態
）
と
相
容
れ
な
い
事
は
、
既
に
相
当
の
航

空
事
故
（
航
空
機
の
乗
っ
取
り
）
が
発
生
し
た
が
、
特
別
重
大
な
事
故
（
意
図
さ
れ
て
い
る
航
空
機
墜
落
）
自
体
が
未
だ
発
生
し
て
い
な
い
時

点
に
出
動
が
命
じ
ら
れ
か
つ
実
行
さ
れ
る
べ
き
こ
と
か
ら
生
ず
る
も
の
で
は
な
い
。
何
故
な
ら
、
基
本
法
第
三
五
条
第
二
項
二
文
の
意
味

に
お
け
る
特
別
重
大
な
事
故
の
概
念
は
、
き
わ
め
て
高
度
な
蓋
然
性
を
伴
っ
た
大
厄
災
の
発
生
が
予
測
さ
れ
る
状
況
を
含
む
か
ら
で
あ
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
航
空
機
へ
の
武
器
を
伴
っ
た
直
接
作
用
の
出
動
措
置
は
、
基
本
法
第
三
五
条
第
二
項
二
文
が
自
然
大
厄
災
や
特
別
重
大

な
事
故
の
対
応
の
際
に
、
特
別
の
兵
器
を
伴
っ
た
軍
の
戦
闘
出
動
が
許
さ
れ
な
い
が
故
に
、
こ
の
規
範
の
枠
を
維
持
し
て
い
な
い
の
で
あ

る
。
基
本
法
第
三
五
条
第
二
条
二
文
の
規
定
す
る
「
援
助
」
は
、
危
険
防
止
の
枠
内
で
諸
ラ
ン
ト
に
課
さ
れ
る
大
厄
災
及
び
特
別
重
大
な

事
故
の
克
服
任
務
を
有
効
に
遂
行
で
き
る
為
に
諸
ラ
ン
ト
に
与
え
ら
れ
る
。
諸
ラ
ン
ト
の
危
険
防
止
機
関
の
管
轄
領
域
に
お
け
る
こ
の
任

務
の
方
向
性
は
、
必
然
的
に
、
軍
の
出
動
に
際
し
て
援
助
供
与
を
目
的
と
し
て
使
用
が
許
さ
れ
る
援
助
手
段
の
種
類
を
も
規
定
す
る
。
こ

二
八
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れ
ら
の
援
助
手
段
は
、
諸
ラ
ン
ト
の
警
察
力
に
ラ
ン
ト
任
務
遂
行
の
為
に
与
え
ら
れ
て
い
る
も
の
と
質
的
に
異
な
っ
た
種
類
の
も
の
で
は

あ
り
得
な
い
（
11
）

。

ｂ
）　

空
域
安
全
法
第
一
四
条
第
三
項
は
基
本
法
第
三
五
条
第
三
項
一
文
と
相
容
れ
な
い

空
域
安
全
法
第
一
四
条
第
三
項
は
、
基
本
法
第
三
五
条
第
三
項
一
文
と
も
相
容
れ
な
い
。
後
者
規
定
に
よ
れ
ば
、
地
域
的
大
厄
災
非
常

事
態
の
場
合
、
軍
の
出
動
の
為
に
は
、
連
邦
政
府
の
み
が
授
権
さ
れ
て
い
る
。
空
域
安
全
法
の
諸
規
定
は
、
こ
れ
に
充
分
に
対
応
し
て
い

な
い
。
諸
規
定
は
、
連
邦
政
府
の
適
時
の
決
定
が
可
能
で
な
い
場
合
、
連
邦
防
衛
相
が
連
邦
内
務
相
と
協
議
の
上
、
決
定
す
る
と
規
定
し

て
い
る
。
与
え
ら
れ
て
い
る
時
間
的
余
裕
の
不
足
に
鑑
み
て
、
連
邦
政
府
は
、
超
地
域
的
大
厄
災
に
お
け
る
軍
の
出
動
決
定
に
際
し
て
、

例
外
的
で
は
な
く
、
通
常
的
に
個
別
大
臣
に
代
替
さ
せ
る
こ
と
に
な
る
。
そ
の
事
は
、
空
域
安
全
法
第
一
四
条
第
三
項
に
規
定
さ
れ
た
方

式
で
の
措
置
が
基
本
法
第
三
五
条
第
三
項
一
文
で
予
定
さ
れ
て
い
る
方
法
で
は
通
常
克
服
さ
れ
な
い
事
実
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。
更
に

基
本
法
第
三
五
条
第
三
項
一
文
の
防
衛
憲
法
的
枠
は
、
と
り
わ
け
、
超
地
域
的
大
厄
災
の
場
合
に
お
い
て
も
、
典
型
的
軍
事
兵
器
を
伴
っ

た
軍
の
出
動
が
憲
法
に
よ
っ
て
許
さ
れ
て
い
な
い
が
故
に
、
逸
脱
し
て
い
る
（
12
）

。

2
）　

空
域
安
全
法
第
一
四
条
第
三
項
は
基
本
法
第
一
条
第
一
項
と
結
ぶ
第
二
条
第
二
項
と
相
容
れ
な
い

空
域
安
全
法
第
一
四
条
第
三
項
は
、
武
力
の
投
入
に
よ
っ
て
、
機
内
で
行
為
に
参
加
し
な
い
人
々
に
打
撃
が
与
え
ら
れ
る
限
り
、
人
間

の
尊
厳
保
障
（
基
本
法
第
一
条
第
一
項
）
と
結
ぶ
生
き
る
権
利
（
基
本
法
第
二
条
第
二
項
一
文
）
と
も
相
容
れ
な
い
。

こ
の
よ
う
な
出
動
に
晒
さ
れ
る
乗
客
及
び
搭
乗
員
は
、
絶
望
的
状
況
下
に
置
か
れ
る
。
彼
ら
は
、
最
早
そ
の
生
活
状
況
に
他
者
か
ら
独

二
九
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立
し
て
自
決
的
に
影
響
力
を
行
使
で
き
な
い
。
こ
の
状
況
は
、
彼
ら
を
作
為
者
に
限
定
さ
れ
な
い
も
の
の
客
体
に
す
る
。
こ
の
よ
う
な
状

況
下
に
お
い
て
空
域
安
全
法
第
一
四
条
第
三
項
の
防
止
措
置
を
採
る
国
家
も
、
彼
ら
を
他
者
の
保
護
を
目
的
と
す
る
自
ら
の
救
済
行
動
の

単
な
る
客
体
と
し
て
扱
う
。
こ
の
よ
う
な
扱
い
は
、
尊
厳
と
売
り
渡
し
え
な
い
諸
権
利
を
伴
っ
た
主
体
と
し
て
の
当
事
者
を
無
視
す
る
。

当
事
者
は
、
そ
の
殺
害
が
他
者
の
救
済
の
為
の
手
段
と
し
て
利
用
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
客
体
化
さ
れ
、
同
時
に
そ
の
権
利
が
奪
わ
れ

る
。
そ
の
生
命
が
国
家
に
よ
っ
て
一
方
的
に
処
置
さ
れ
る
こ
と
に
よ
り
、
犠
牲
者
と
し
て
自
ら
保
護
を
必
要
と
し
て
い
る
機
内
滞
在
者
か

ら
、
人
間
で
あ
る
が
故
に
帰
属
す
る
価
値
が
剥
奪
さ
れ
る
。
し
か
も
こ
の
事
は
、
空
域
安
全
法
第
一
四
条
第
三
項
に
よ
る
出
動
措
置
の
実

行
に
関
す
る
決
定
が
行
わ
れ
る
時
点
に
お
い
て
、
現
実
状
況
が
完
全
に
概
観
さ
れ
、
か
つ
適
切
に
評
価
さ
れ
え
る
事
が
予
定
さ
れ
て
い
な

い
状
況
下
で
行
わ
れ
る
（
13
）

。

基
本
法
第
一
条
第
一
項
（
人
間
の
尊
厳
）
の
効
力
下
に
お
い
て
は
、
か
く
も
無
力
な
状
況
下
に
あ
る
無
実
な
人
間
の
故
意
的
殺
害
の
法

的
授
権
は
全
く
考
え
ら
れ
な
い
。
乗
務
員
あ
る
い
は
乗
客
と
し
て
航
空
機
に
乗
り
込
む
も
の
が
、
航
空
事
故
に
巻
き
込
ま
れ
る
場
合
、
そ

の
撃
墜
に
、
し
か
も
そ
れ
に
よ
っ
て
多
分
自
ら
の
殺
害
に
同
意
す
る
と
の
推
定
は
、
浮
世
離
れ
し
た
擬
制
で
あ
る
。
当
事
者
が
い
ず
れ
に

せ
よ
死
に
委
ね
ら
れ
て
い
る
と
の
推
定
も
、
記
述
さ
れ
る
状
況
下
に
お
け
る
無
実
な
人
間
の
殺
害
か
ら
こ
の
人
間
の
尊
厳
要
求
違
反
の
性

格
を
取
り
去
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
人
間
の
生
命
と
尊
厳
は
、
個
々
の
人
間
の
物
理
的
存
在
の
長
さ
に
関
わ
り
な
く
、
同
一
の
憲
法
的
保

護
を
享
有
す
る
。
機
内
に
留
め
置
か
れ
る
人
間
が
武
器
の
部
分
と
な
り
、
し
か
も
武
器
と
し
て
扱
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
す
る
一
部

で
主
張
さ
れ
て
い
る
見
解
は
、
こ
の
よ
う
な
経
過
の
犠
牲
者
が
最
早
人
間
と
看
做
さ
れ
て
い
な
い
事
が
公
然
と
表
明
さ
れ
て
い
る
。
法
的

に
組
織
さ
れ
た
公
共
体
が
そ
の
崩
壊
と
破
壊
を
目
指
す
攻
撃
を
防
ぐ
為
に
、
こ
の
方
法
で
し
か
可
能
で
な
い
場
合
、
緊
急
事
態
に
お
い
て
、

二
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個
人
が
国
家
全
体
の
利
益
の
為
に
自
ら
の
生
命
を
犠
牲
に
す
る
事
が
義
務
付
け
ら
れ
る
と
す
る
考
え
は
、
同
様
の
結
果
し
か
も
た
ら
さ
な

い
。
何
故
な
ら
、
空
域
安
全
法
第
一
四
条
第
三
項
の
適
用
領
域
で
は
、
公
共
体
の
削
除
と
国
家
的
法
秩
序
及
び
自
由
秩
序
の
全
滅
を
目
指

す
攻
撃
防
止
を
対
象
と
し
て
い
な
い
か
ら
で
あ
る
。
最
後
に
空
域
安
全
法
第
一
四
条
第
三
項
は
、
自
ら
の
生
命
に
向
け
て
作
為
兵
器
と
し

て
乱
用
さ
れ
る
航
空
機
が
投
入
さ
れ
る
べ
き
人
々
に
対
す
る
国
家
の
保
護
義
務
を
以
っ
て
正
当
化
さ
れ
る
こ
と
も
な
い
。
国
家
的
保
護
義

務
の
充
足
の
為
に
は
、
憲
法
と
合
致
す
る
手
段
の
み
が
使
用
が
許
さ
れ
る
。
本
件
は
こ
れ
に
欠
け
て
い
る
（
14
）

。

3
）　

空
域
安
全
法
第
一
四
条
第
三
項
は
基
本
法
第
一
条
第
一
項
と
結
ぶ
第
二
条
第
二
項
一
文
と
相
容
れ
る
。

こ
れ
に
対
し
て
、
空
域
安
全
法
第
一
四
条
第
三
項
は
、
武
力
を
伴
っ
た
直
接
作
用
が
作
為
兵
器
と
し
て
の
無
人
航
空
機
あ
る
い
は
作
為

兵
器
と
し
て
の
航
空
機
を
地
上
の
人
間
に
向
け
て
投
入
し
よ
う
と
す
る
人
々
に
限
定
し
て
向
け
ら
れ
る
限
り
、
基
本
法
第
一
条
第
一
項
と

結
ぶ
第
二
条
第
二
項
一
文
と
相
容
れ
る
。
攻
撃
者
の
為
に
自
ら
の
決
定
し
た
行
動
の
帰
結
責
任
が
確
認
さ
れ
、
し
か
も
彼
が
自
ら
の
起
こ

し
た
事
象
の
責
任
が
負
わ
せ
ら
れ
る
場
合
は
、
攻
撃
者
の
主
体
的
地
位
に
合
致
す
る
。
比
例
適
合
性
の
原
則
も
維
持
さ
れ
る
。
空
域
安
全

法
第
一
四
条
第
三
項
を
以
っ
て
目
指
す
人
間
の
生
命
を
救
済
す
る
目
標
は
、
作
為
者
の
生
命
の
基
本
権
へ
の
重
大
な
介
入
を
正
当
化
で
き

る
ほ
ど
の
比
重
を
有
し
て
い
る
。
彼
ら
に
向
け
ら
れ
た
基
本
権
侵
害
の
比
重
は
、
更
に
作
為
者
自
ら
が
国
家
介
入
の
必
要
性
を
誘
い
込
ん

だ
も
の
で
あ
り
、
し
か
も
こ
の
介
入
は
、
彼
ら
が
そ
の
犯
罪
計
画
の
実
現
を
中
止
す
る
事
に
よ
っ
て
何
時
で
も
停
止
で
き
る
こ
と
に
よ
っ

て
軽
減
さ
れ
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
規
定
は
、
連
邦
に
立
法
権
限
が
か
け
て
い
る
限
り
、
存
続
で
き
な
い
（
15
）

。
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連
邦
軍
の
国
内
出
動
の
憲
法
適
合
性
：
二
〇
一
二
年
八
月
一
七
日
付
連
邦
憲
法
裁
判
所
大
法
廷
判
決
を
巡
っ
て
（
小
林
）

（
五
五
一
）

3
．
第
一
法
廷
判
決
の
要
点

本
件
の
争
点
は
、
概
ね｢

乗
っ
取
ら
れ
た｣

旅
客
機
の
撃
墜
を
連
邦
軍
に
授
権
す
る
規
定
（
空
域
安
全
法
第
一
四
条
第
三
項
）
が
憲
法
適

合
性
を
有
す
る
か
否
か
で
あ
る
。
連
邦
憲
法
裁
判
所
第
一
法
廷
は
、
こ
の
規
定
の
違
憲
・
無
効
を
以
下
の
根
拠
を
以
っ
て
決
定
し
た
。

1
）　

撃
墜
授
権
は
連
邦
軍
の
国
内
出
動
の
憲
法
的
制
限
に
違
反

防
衛
以
外
を
目
的
と
す
る
連
邦
軍
の
出
動
は
、
現
行
憲
法
（
基
本
法
）
で
狭
い
諸
前
提
に
限
定
さ
れ
て
い
る
。
基
本
法
は
連
邦
軍
の
国

内
出
動
を
自
然
大
厄
災
と
重
大
な
事
故
に
お
け
る
援
助
に
限
定
し
、
兵
器
の
投
入
を
許
し
て
い
な
い
。
こ
の
前
提
が
空
域
安
全
法
の
争
点

で
充
足
さ
れ
て
い
な
い
。

2
）　

撃
墜
は
人
間
の
尊
厳
と
生
命
へ
の
基
本
権
を
侵
害

撃
墜
は
、
武
力
の
投
入
に
よ
っ
て
、
犯
罪
行
為
に
参
加
し
な
い
機
内
の
乗
客
及
び
乗
務
員
の
生
命
に
打
撃
を
与
え
る
限
り
、
人
間
の
尊

厳
保
障
（
基
本
法
第
一
条
第
一
項
）
と
結
ぶ
生
き
る
権
利
（
基
本
法
第
二
条
第
二
項
一
文
）
と
も
相
容
れ
な
い
。

3
）　

連
邦
防
衛
相
に
よ
る
テ
ロ
リ
ス
ト
運
行
航
空
機
の
撃
墜
授
権
は
違
憲

テ
ロ
リ
ス
ト
運
行
の
航
空
機
の
撃
墜
は
、
連
邦
政
府
で
は
な
く
、
連
邦
防
衛
相
に
よ
る
授
権
の
場
合
は
違
憲
。

4
）　

無
人
あ
る
い
は
テ
ロ
リ
ス
ト
運
行
の
航
空
機
の
撃
墜
は
合
憲

二
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日
本
法
学　

第
八
十
巻
第
二
号
（
二
〇
一
四
年
十
月
）

（
五
五
二
）

こ
の
種
の
航
空
機
の
撃
墜
は
、
無
実
の
参
加
者
を
前
提
と
し
な
い
の
で
、
基
本
権
（
基
本
法
第
一
条
第
一
項
＋
第
二
条
第
二
項
）
侵
害
の
問

題
は
発
生
し
な
い
。

Ⅳ
．
判
決
後
の
政
治
的
推
移

1
．
判
決
の
余
波

判
決
の
政
治
的
衝
撃
は
、
関
連
規
定
が
な
か
ん
ず
く
連
邦
軍
の
国
内
出
動
違
反
と
看
做
さ
れ
た
事
で
あ
る
。「
防
衛
目
的
以
外
の
連
邦

軍
の
出
動
は
、
現
行
憲
法
に
よ
れ
ば
、
狭
い
諸
前
提
に
拘
束
さ
れ
て
い
る
。」
事
が
判
決
で
強
調
さ
れ
て
い
る
。

と
り
わ
け
シ
ョ
イ
ブ
レ
連
邦
内
務
相
（
Ｃ
Ｄ
Ｕ
）
と
ベ
ッ
ク
シ
ュ
タ
イ
ン
・
バ
イ
エ
ル
ン
内
務
相
（
Ｃ
Ｓ
Ｕ
）
は
、
既
に
判
決
以
前
か
ら

二
〇
〇
六
年
世
界
サ
ッ
カ
ー
選
手
権
大
会
の
為
の
連
邦
軍
出
動
を
要
求
し
、
こ
れ
に
社
会
民
主
党
（
Ｓ
Ｐ
Ｄ
）、
緑
の
党
、
自
由
民
主
党

（
Ｆ
Ｄ
Ｐ
）
及
び
左
派
党
が
反
対
し
て
い
た
。
キ
リ
ス
ト
教
民
主
・
社
会
同
盟
（
Ｃ
Ｄ
Ｕ
／
Ｃ
Ｓ
Ｕ
）
と
社
会
民
主
党
（
Ｓ
Ｐ
Ｄ
）
間
の
連
立

協
定
で
は
、
判
決
後
基
本
法
改
正
の
必
要
性
に
つ
い
て
検
討
す
る
こ
と
が
約
さ
れ
た
。

シ
ュ
ト
イ
バ
ー
・
バ
イ
エ
ル
ン
首
相
、
ベ
ッ
ク
シ
ュ
タ
イ
ン
・
バ
イ
エ
ル
ン
内
相
及
び
シ
ョ
ェ
ン
ボ
ー
ム
・
ブ
ラ
ン
デ
ン
ブ
ル
グ
内
務

相
も
基
本
法
改
正
を
要
求
し
た
。

曰
く
、
連
邦
軍
の
予
防
出
動
は
憲
法
的
に
可
能
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
連
邦
軍
の
国
内
出
動
を
可
能
に
す
る
基
本
法
で
予
定
さ
れ
て

い
る
緊
張
・
防
衛
事
態
は
、
ほ
ぼ
蓋
然
性
が
無
い
。
従
っ
て
、
連
邦
軍
が
テ
ロ
攻
撃
の
危
険
防
止
に
利
用
可
能
に
す
る
た
め
に
憲
法
が
改

正
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
連
邦
憲
法
裁
判
所
の
判
決
は
、「
基
本
法
の
勇
気
あ
る
解
釈
が
空
か
ら
の
危
険
防
止
に
お
け
る
連
邦
軍
の

二
九
四



連
邦
軍
の
国
内
出
動
の
憲
法
適
合
性
：
二
〇
一
二
年
八
月
一
七
日
付
連
邦
憲
法
裁
判
所
大
法
廷
判
決
を
巡
っ
て
（
小
林
）

（
五
五
三
）

出
動
に
対
し
て
不
可
欠
な
法
的
安
定
に
と
っ
て
充
分
で
な
い
」
事
を
示
し
て
い
る
。
連
邦
軍
の
対
外
出
動
が
不
可
欠
で
あ
る
と
し
て
も
、

ド
イ
ツ
の
利
益
が
ヒ
マ
ラ
ヤ
や
カ
ト
マ
ン
ズ
の
み
な
ら
ず
、
と
り
わ
け
本
国
自
体
に
あ
る
事
実
が
注
目
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
従
っ

て
、
基
本
法
の
明
確
化
が
不
可
欠
な
の
だ
。
自
国
民
の
保
護
が
優
先
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
何
故
な
ら
、
大
災
害
で
は
、
素
人
集
団

の
糾
合
で
は
不
十
分
だ
か
ら
だ
（
16
）

。

連
邦
憲
法
裁
判
所
の
判
決
後
、
依
然
と
し
て
燻
り
続
け
る
問
題
は
、
連
邦
軍
が
将
来
国
内
安
全
に
お
け
る
自
立
的
行
為
者
と
な
る
か
、

あ
る
い
は
従
来
ど
お
り
極
限
事
態
に
お
い
て
も
警
察
の
支
援
者
と
し
て
奉
仕
し
続
け
る
べ
き
か
で
あ
る
。

こ
れ
に
対
す
る
回
答
は
、
究
極
的
に
、
連
邦
政
府
が
新
た
な
国
際
テ
ロ
リ
ズ
ム
を
戦
争
類
似
現
象
と
看
做
す
か
、
あ
る
い
は
大
犯
罪
と

看
做
す
か
に
掛
か
っ
て
い
る
。

大
連
立
内
閣
（
Ｃ
Ｄ
Ｕ
／
Ｃ
Ｓ
Ｕ
＋
Ｓ
Ｐ
Ｄ
）
の
中
で
、
ヴ
ォ
ル
フ
ガ
ン
グ
・
シ
ョ
イ
ブ
レ
・
内
務
相
（
Ｃ
Ｄ
Ｕ
）
と
フ
ラ
ン
ツ
・
ヨ
ー
ゼ

フ
・
ユ
ン
グ
国
防
相
（
Ｃ
Ｄ
Ｕ
）
が
前
者
の
見
解
を
採
り
、
フ
ラ
ン
ク
・
ヴ
ァ
ル
タ
ー
・
シ
ュ
タ
イ
ン
マ
イ
ヤ
ー
外
相
（
Ｓ
Ｐ
Ｄ
）
と
ブ
リ

ギ
ッ
テ
・
ツ
ィ
プ
リ
ー
ス
法
務
相
（
Ｓ
Ｐ
Ｄ
）
が
後
者
の
見
解
を
採
っ
た
。

キ
リ
ス
ト
教
民
主
・
社
会
同
盟
の
見
解
に
よ
れ
ば
、
連
邦
軍
の
出
動
範
囲
を
広
げ
、
基
本
法
第
八
七
条
ａ
の
制
限
規
定
「
防
衛
目
的
の

他
、
軍
は
、
こ
の
基
本
法
が
明
示
的
に
規
定
し
て
い
る
限
り
に
於
い
て
の
み
投
入
が
許
さ
れ
る
。」
が
「
及
び
公
共
体
の
基
盤
へ
の
攻
撃

に
対
す
る
直
接
的
防
衛
を
目
的
と
す
る
」
の
規
定
に
よ
っ
て
突
破
さ
れ
る
事
が
必
要
と
さ
れ
る
。

社
会
民
主
党
の
見
解
に
よ
れ
ば
、
基
本
法
第
三
五
条
の
「
職
務
支
援
」
規
定
「
連
邦
政
府
は
重
大
事
故
に
際
し
、
警
察
の
支
援
を
目
的

と
し
て
軍
を
投
入
で
き
る
」
を
航
空
機
と
船
舶
に
よ
る
攻
撃
を
防
ぐ
目
的
で
「
軍
事
手
段
も
伴
っ
て
」
の
規
定
の
付
加
が
必
要
と
さ
れ
る
。

二
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日
本
法
学　

第
八
十
巻
第
二
号
（
二
〇
一
四
年
十
月
）

（
五
五
四
）

し
か
し
両
者
の
見
解
の
相
違
は
憲
法
改
正
に
よ
る
両
者
の
願
望
の
実
現
を
共
に
不
可
能
に
し
た
（
17
）

。

2
．
ユ
ン
グ
国
防
相
の
見
解

テ
ロ
リ
ス
ト
に
乗
っ
取
ら
れ
た
飛
行
機
は
撃
墜
さ
れ
得
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
の
発
言
に
よ
っ
て
、
ユ
ン
グ
連
邦
国
防
相
（
Ｄ
Ｃ
Ｕ
）

は
、
各
方
面
か
ら
集
中
攻
撃
を
受
け
た
。
氏
は
そ
の
根
拠
と
し
て
「
超
法
規
的
緊
急
事
態
」
を
挙
げ
た
。

曰
く
、
他
の
手
段
が
無
い
な
ら
ば
、
私
は
我
々
の
市
民
を
守
る
為
に
撃
墜
命
令
を
発
す
る
。
確
か
に
連
邦
憲
法
裁
判
所
は
、
テ
ロ
リ
ス

ト
の
み
で
無
実
の
乗
客
の
い
な
い
乗
っ
取
ら
れ
航
空
機
の
撃
墜
に
限
定
し
た
。
し
か
し
重
大
な
危
険
あ
る
い
は
自
由
民
主
的
基
本
秩
序
の

危
機
が
発
生
す
る
場
合
に
は
、
他
の
規
定
が
妥
当
す
る
。

シ
ョ
イ
ブ
レ
連
邦
内
務
相
も
ユ
ン
グ
国
防
相
に
賛
同
し
、
し
か
も
核
兵
器
を
伴
っ
た
テ
ロ
攻
撃
の
危
険
性
も
指
摘
し
た
（
18
）

。

3
．
オ
ッ
ト
・
デ
ー
ペ
ン
ホ
イ
ヤ
ー
の
「
法
治
国
家
の
自
己
主
張
」

シ
ョ
イ
ブ
レ
相
は
、
テ
ロ
対
策
の
為
の
理
論
的
裏
付
け
と
し
て
、
オ
ッ
ト
・
デ
ー
ペ
ン
ホ
イ
ヤ
ー
教
授
の
著
書
「
法
治
国
家
の
自
己
主

張
（
19
）

」
を
挙
げ
た
。
そ
の
内
容
は
、
前
記
連
邦
憲
法
裁
判
所
の
判
決
内
容
と
は
異
な
り
、
テ
ロ
攻
撃
に
対
す
る
国
家
の
措
置
を
原
則
的
に
可

能
に
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
以
下
デ
ー
ペ
ン
ホ
イ
ヤ
ー
（
20
）

の
論
旨
を
紹
介
し
よ
う
。

著
者
デ
ー
ペ
ン
ホ
イ
ヤ
ー
の
観
点
に
よ
れ
ば
、
サ
ミ
ュ
エ
ル
・
ハ
ン
テ
ィ
ン
ト
ン
の
主
張
す
る
諸
文
化
の
衝
突
は
既
に
発
生
し
て
い
る
。

「
テ
ロ
時
代
」
の
最
中
で
、
我
々
は
世
界
的
規
模
の
内
乱
の
現
実
に
晒
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
「
民
主
的
・
法
治
国
家
的
飾
り
つ
け
付
け
を

二
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連
邦
軍
の
国
内
出
動
の
憲
法
適
合
性
：
二
〇
一
二
年
八
月
一
七
日
付
連
邦
憲
法
裁
判
所
大
法
廷
判
決
を
巡
っ
て
（
小
林
）

（
五
五
五
）

以
っ
て
」
国
家
が
自
己
放
棄
し
な
い
つ
も
り
な
ら
ば
、
行
動
の
オ
プ
シ
ョ
ン
が
汲
み
取
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
れ
が
行
わ
れ
な
い

場
合
、
相
手
（
敵
）
側
が
自
由
、
平
等
、
法
治
国
家
、
民
主
制
が
所
属
す
る
必
要
の
無
い
諸
条
件
下
に
、
行
動
の
オ
プ
シ
ョ
ン
を
行
う
こ

と
に
な
る
。
如
何
に
し
て
「
世
界
的
規
模
の
内
乱
で
」
確
実
に
敗
者
に
な
る
か
に
つ
い
て
、
著
者
の
視
点
か
ら
す
れ
ば
、
二
〇
〇
六
年
二

月
一
五
日
計
画
し
た
空
域
安
全
法
を
違
憲
と
宣
言
し
た
連
邦
憲
法
裁
判
所
判
決
が
示
し
て
い
る
。
同
法
第
一
四
条
に
は
乗
っ
取
ら
れ
た
旅

客
機
の
撃
墜
授
権
が
含
ま
れ
る
。
撃
墜
に
際
し
殺
さ
れ
た
乗
客
達
が
救
命
さ
れ
た
人
々
と
相
殺
さ
れ
る
事
は
人
間
の
尊
厳
と
相
容
れ
な
い

事
が
憲
法
裁
判
所
判
事
達
の
結
論
で
あ
る
（
21
）

。

本
年
（
二
〇
〇
七
年
）
一
月
国
家
学
者
の
イ
ェ
ー
ナ
研
究
会
で
ボ
ン
大
学
の
国
法
学
者
マ
テ
ィ
ア
ス
・
ヒ
ア
デ
ー
ゲ
ン
氏
は
、
少
数
派

の
拍
手
の
下
に
「
限
界
概
念
た
る
人
間
の
尊
厳
に
触
れ
る
事
」
を
主
張
し
た
。「
何
故
な
ら
、
人
間
の
尊
厳
を
他
の
諸
法
益
に
対
し
て
価

値
考
量
を
行
う
事
が
必
要
な
時
代
と
な
っ
て
い
る
か
ら
。」

こ
こ
で
は
、
カ
ー
ル
・
シ
ュ
ミ
ッ
ト
の
思
考
の
あ
ら
ゆ
る
部
分
が
集
積
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
デ
ー
ペ
ン
ホ
イ
ヤ
ー
の
回
答
の
要
点
は

「
法
治
国
家
が
危
険
に
晒
さ
れ
る
場
合
、
限
界
は
存
在
し
な
い
。」
こ
れ
に
よ
っ
て
、
デ
ー
ペ
ン
ホ
イ
ヤ
ー
は
、
即
座
に
ワ
イ
マ
ー
ル
共
和

国
を
そ
の
論
理
を
以
っ
て
共
に
第
三
帝
国
に
導
い
た
権
威
主
義
的
カ
ー
ル
・
シ
ュ
ミ
ッ
ト
の
側
に
立
つ
事
に
な
る
。
カ
ー
ル
・
シ
ュ
ミ
ッ

ト
思
考
の
あ
ら
ゆ
る
部
分
が
こ
こ
に
集
積
し
て
い
る
。
テ
ロ
リ
ス
ト
の
意
図
に
従
っ
て
飛
ぶ
飛
行
機
は
、「
例
外
」
を
、
現
実
の
緊
急
事

態
を
構
成
し
、
そ
し
て
乗
っ
取
り
犯
は
法
治
国
家
的
武
器
を
以
っ
て
制
圧
で
き
な
い
「
敵
」
で
あ
る
。
遅
延
無
き
決
定
が
不
可
欠
だ
。
し

か
も
「
市
民
の
犠
牲
」
が
要
求
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
何
故
な
ら
、
こ
れ
は
国
家
事
由
で
あ
る
か
ら
だ
。
む
き
出
し
の
暴
力
が
国
家

に
向
け
ら
れ
て
い
る
か
ら
だ
。
法
は
戦
争
下
に
置
か
れ
て
お
り
、
戦
争
の
部
分
と
な
っ
て
い
る
。

二
九
七
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こ
こ
で
は
友
達
と
敵
の
み
が
残
る
完
全
な
二
分
法
が
世
界
像
で
あ
る
。
こ
ち
ら
側
は
西
側
諸
国
、
あ
ち
ら
側
は
イ
ス
ラ
ム
主
義
テ
ロ
集

団
で
あ
る
。
そ
の
際
に
テ
ロ
リ
ズ
ム
あ
る
い
は
戦
闘
的
イ
ス
ラ
ム
主
義
発
生
の
原
因
を
問
う
思
考
は
見
ら
れ
な
い
。
諸
宗
教
間
の
紛
争
、

種
族
的
分
離
線
、
背
景
に
あ
る
物
質
的
利
益
に
つ
い
て
も
言
及
が
無
い
。
西
側
に
対
す
る
自
己
批
判
的
言
及
も
無
く
、「
敵
」
に
対
す
る

原
始
的
紛
争
意
識
が
あ
る
の
み
で
あ
る
（
22
）

。

紛
争
の
際
に
、「
国
家
を
捨
て
去
る
憲
法
愛
国
的
意
識
の
市
民
だ
け
で
は
」
事
態
を
救
済
で
き
な
い
。
戦
争
に
向
け
て
国
家
が
武
装
転

換
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
デ
ー
ペ
ン
ホ
イ
ヤ
ー
は
述
べ
る
。
敵
は
最
早
外
か
ら
来
る
の
で
は
な
く
、
内
か
ら
来
る
。
全
て
は
潜
在

的
冬
眠
者
で
あ
り
、
全
て
が
疑
わ
し
い
。

デ
ー
ぺ
ン
ホ
イ
ヤ
ー
曰
く
、「
通
常
性
は
あ
ら
ゆ
る
法
的
効
力
の
条
件
で
あ
る
。
通
常
性
の
部
分
的
突
破
と
し
て
の
例
外
は
、
法
的
効

力
か
ら
そ
の
通
常
の
基
盤
を
奪
う
「
敵
」
は
誰
か
。
今
日
の
敵
は
、
以
前
の
全
て
の
敵
を
凌
駕
し
、
全
く
異
な
る
。
敵
と
市
民
に
は
共
通

の
基
盤
が
存
在
し
な
い
。
敵
は
、「
世
俗
的
か
つ
自
由
な
民
主
制
の
生
活
形
態
の
否
定
を
体
現
す
る
。
グ
ア
ン
タ
ナ
モ
は
、「
テ
ロ
リ
ズ
ム

の
蛮
行
に
対
す
る
法
治
国
家
的
文
明
の
戦
い
に
お
け
る
憲
法
理
論
的
に
可
能
な
回
答
で
あ
る
（
23
）

。」

汲
み
取
ら
れ
た
行
動
オ
プ
シ
ョ
ン
に
予
防
的
保
安
拘
禁
、
潜
在
的
危
険
人
物
の
拘
留
あ
る
い
は
拷
問
が
属
す
る
の
か
。
こ
の
問
い
に
対

し
て
デ
ー
ペ
ン
ホ
イ
ヤ
ー
は
極
め
て
慎
重
で
あ
る
。
曰
く
、
憲
法
的
に
安
全
の
必
要
と
自
由
の
要
求
間
の
価
値
考
量
は
、
異
な
っ
た
結
果

を
、
つ
ま
り
拘
留
に
有
利
な
結
果
と
な
り
え
る
。
し
か
し
こ
の
為
に
は
、
連
邦
憲
法
裁
判
所
が
叩
い
て
柔
ら
か
く
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

二
九
八



連
邦
軍
の
国
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：
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を
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て
（
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（
五
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七
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人
口
上
の
展
開
を
伴
っ
た
イ
ラ
ン
原
爆
の
予
測
と
イ
ス
ラ
ム
主
義
テ
ロ
リ
ス
ト
の
手
中
に
あ
る
大
量
破
壊
兵
器
の
観
念
は
、
こ
の
深
刻

な
文
明
の
最
初
の
衝
突
の
行
方
を
予
測
さ
せ
得
な
い
。
憲
法
裁
判
所
判
事
の
衣
を
ま
と
っ
た
こ
れ
ら
の
平
和
主
義
者
が
問
題
な
の
だ
。

国
家
法
理
論
の
「
永
い
眠
り
」
に
対
し
、
デ
ー
ペ
ン
ホ
イ
ヤ
ー
は
「
市
民
犠
牲
の
理
論
」
を
対
置
す
る
。
曰
く
、
今
や
（
乗
っ
取
ら
れ

た
）
機
内
に
居
る
人
々
が
重
要
で
あ
る
。
挑
戦
の
大
き
さ
に
鑑
み
、
犠
牲
の
思
考
が
解
禁
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。「
他
者
の
為
（
コ
ル

ベ
神
父
）、
国
家
の
為
（
軍
人
）
あ
る
い
は
真
実
の
為
（
殉
教
者
）
の
自
発
的
犠
牲
は
、
主
観
的
生
活
に
同
時
に
、
意
義
と
充
足
を
与
え
得

る
客
観
的
次
元
を
付
与
す
る
。」
国
家
の
為
に
自
ら
の
犠
牲
が
許
さ
れ
る
事
は
、
生
活
に
「
個
人
的
展
望
を
転
換
す
る
次
元
」
を
与
え
る
。

共
同
体
の
為
の
犠
牲
は
、
存
在
に
意
義
を
与
え
る
。
従
っ
て
、
運
転
す
る
「
敵
」
を
伴
っ
た
航
空
機
の
射
撃
は
許
さ
れ
る
。

そ
の
際
に
再
び
ド
イ
ツ
の
過
去
が
、
そ
し
て
カ
ー
ル
・
シ
ュ
ミ
ッ
ト
が
既
に
出
く
わ
し
た
「
現
代
個
人
主
義
」
も
障
害
と
な
る
。
憲
法

裁
判
官
の
衣
を
ま
と
っ
た
平
和
主
義
者
達
は
デ
ー
ペ
ン
ホ
イ
ヤ
ー
に
と
っ
て
、「
市
民
」
の
内
的
武
装
解
除
の
為
の
符
号
な
の
だ
（
24
）

。

全
て
が
決
定
を
強
い
る
。
デ
ー
ペ
ン
ホ
イ
ヤ
ー
は
こ
の
決
定
を
し
た
。
し
か
も
先
ず
カ
ー
ル
・
シ
ュ
ミ
ッ
ト
の
為
に
。
こ
れ
ま
で
の
長

い
間
こ
れ
ほ
ど
直
接
的
な
主
張
は
聞
か
れ
な
か
っ
た
。
ド
イ
ツ
が
「
テ
ロ
リ
ス
ト
」
の
国
家
で
あ
っ
た
時
シ
ュ
ミ
ッ
ト
が
間
違
っ
て
い
た

か
否
か
は
デ
ー
ペ
ン
ホ
イ
ヤ
ー
の
関
心
事
項
で
は
な
い
。
モ
ハ
メ
ド
・
ア
ッ
タ
の
世
界
貿
易
セ
ン
タ
ー
へ
の
飛
行
か
ら
許
可
さ
れ
た
航
空

機
撃
墜
問
題
を
通
り
デ
ー
ペ
ン
ホ
イ
ヤ
ー
は
直
接
シ
ュ
ミ
ッ
ト
の
言
明
「
主
権
者
は
非
常
事
態
に
つ
い
て
決
定
す
る
者
」
に
至
る
。
誰
が

こ
の
主
権
者
で
あ
る
べ
き
か
は
デ
ー
ペ
ン
ホ
イ
ヤ
ー
の
関
心
事
で
は
な
い
。
氏
は
曖
昧
に
決
定
す
る
「
政
治
的
単
位
」
と
し
て
い
る
。
自

二
九
九
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由
な
法
治
国
家
へ
の
敵
対
を
ま
と
め
た
シ
ュ
ミ
ッ
ト
の
著
名
な
言
明
が
つ
い
に
適
用
で
き
る
事
が
重
要
な
の
だ
（
25
）

。

こ
の
著
書
を
読
む
者
は
ド
イ
ツ
が
未
だ
権
威
主
義
的
過
去
の
残
滓
、
議
会
の
「
無
駄
話
」
の
軽
蔑
及
び
思
案
民
主
制
を
取
り
除
い
て
い

な
い
時
代
に
引
き
戻
さ
れ
た
と
感
じ
て
し
ま
う
。
戦
後
の
ド
イ
ツ
は
、
高
め
ら
れ
過
ぎ
た
国
家
概
念
か
ら
離
別
し
、
憲
法
の
保
護
者
が
執

行
府
の
ト
ッ
プ
に
で
は
な
く
、
連
邦
憲
法
裁
判
所
に
あ
る
事
実
を
評
価
す
る
事
を
学
習
し
た
。

デ
ー
ペ
ン
ホ
イ
ヤ
ー
の
考
え
は
明
ら
か
で
あ
る
。
議
会
の
多
数
が
望
ん
だ
よ
う
に
「
許
可
さ
れ
た
撃
墜
」
の
み
な
ら
ば
、
こ
れ
に
つ
い

て
争
わ
れ
得
る
。
し
か
し
こ
の
撃
墜
は
、
原
則
的
な
も
の
へ
の
高
め
ら
れ
過
ぎ
、
西
側
の
聖
戦
宣
言
の
為
の
み
に
利
用
さ
れ
て
い
る
。

し
か
し
な
が
ら
何
故
に
情
熱
的
「
代
表
的
議
員
」
で
、
し
か
も
経
過
政
治
の
論
弁
的
保
護
者
と
し
て
知
ら
れ
る
シ
ョ
イ
ブ
レ
氏
が
最
終

戦
の
為
に
か
く
も
哲
学
的
に
飾
り
立
て
た
著
書
の
購
読
を
推
薦
す
る
の
だ
ろ
う
か
（
26
）

。

結
論
と
し
て
、
デ
ー
ペ
ン
ホ
イ
ヤ
ー
の
「
法
治
国
家
の
自
己
主
張
」
は
、
テ
ロ
攻
撃
に
対
す
る
法
治
国
家
防
衛
の
一
つ
の
解
決
法
を
提

示
し
て
い
る
。
そ
の
主
要
部
分
で
、
前
記
連
邦
憲
法
裁
判
所
判
例
と
真
っ
向
か
ら
対
立
し
て
い
る
。

4
．
ラ
イ
ン
ホ
ル
ト
・
メ
ル
ケ
ル
の
「
国
家
が
罪
な
き
者
を
犠
牲
に
す
る
場
合
」

ハ
ン
ブ
ル
グ
大
学
刑
法
・
法
哲
学
講
座
担
当
教
授
ラ
イ
ン
ホ
ル
ト
・
メ
ル
ケ
ル
は
ド
イ
ツ
連
邦
議
会
が
「
空
域
安
全
法
」
案
を
決
議
し

た
直
後
の
二
〇
〇
四
年
七
月
八
日
「
国
家
が
無
実
の
人
々
を
犠
牲
に
す
る
場
合
」
の
表
題
でZ

eit

誌
に
同
法
に
関
す
る
論
評
を
公
表
し

三
〇
〇



連
邦
軍
の
国
内
出
動
の
憲
法
適
合
性
：
二
〇
一
二
年
八
月
一
七
日
付
連
邦
憲
法
裁
判
所
大
法
廷
判
決
を
巡
っ
て
（
小
林
）

（
五
五
九
）

た
（
27
）

。メ
ル
ケ
ル
教
授
は
、
そ
の
第
一
四
条
第
三
項
で
多
く
の
他
の
無
実
の
市
民
の
生
命
を
救
う
為
に
、
例
え
ば
機
内
の
無
実
の
乗
客
・
乗
務

員
を
満
載
す
る
航
空
機
の
撃
墜
を
国
家
に
許
す
「
空
域
安
全
法
」
に
つ
き
以
下
の
よ
う
な
論
旨
を
展
開
す
る
。

基
本
権
の
及
ぶ
範
囲
に
つ
い
て
は
永
い
討
論
が
可
能
だ
。
そ
の
意
義
の
争
わ
れ
得
な
い
中
核
部
分
に
所
属
す
る
も
の
は
、
生
命
を
相
殺

す
る
計
算
の
許
容
性
が
絶
対
的
に
排
除
さ
れ
て
い
る
事
で
あ
る
。
生
命
へ
の
基
本
権
を
有
す
る
誰
も
が
、
何
も
せ
ず
、
脅
か
さ
ず
、
ま
し

て
や
知
り
も
し
な
い
他
者
の
為
に
自
ら
の
命
を
犠
牲
に
す
る
必
要
は
な
い
。
こ
の
事
実
を
明
確
に
提
示
す
る
こ
と
が
生
命
権
の
第
一
の
機

能
で
あ
る
。

国
家
は
、
一
定
の
条
件
下
に
自
ら
に
第
三
者
の
為
の
こ
の
様
な
人
命
の
犠
牲
を
許
容
す
る
な
ら
ば
、
こ
の
適
用
ケ
ー
ス
に
お
い
て
当
事

者
を
法
の
領
域
か
ら
排
除
す
る
こ
と
に
な
る
。
国
家
は
、
そ
の
当
事
者
か
ら
基
本
権
の
保
持
者
の
地
位
を
奪
う
こ
と
に
な
る
（
28
）

。

立
法
者
の
意
識
下
に
あ
っ
た
破
局
の
シ
ナ
リ
オ
は
明
ら
か
で
あ
る
。
二
〇
〇
一
年
九
月
一
一
日
が
そ
れ
で
あ
る
。
こ
れ
へ
の
回
答
と
し

て
の
空
域
安
全
法
第
一
四
条
第
三
項
は
あ
ま
り
に
も
不
明
確
で
あ
る
。
立
法
者
の
意
識
に
あ
っ
た
事
項
は
、
テ
ロ
リ
ス
ト
に
乗
っ
取
ら
れ
、

し
か
も
大
都
市
の
中
心
あ
る
い
は
原
子
力
発
電
所
に
向
け
て
突
進
す
る
旅
客
機
で
あ
る
。
こ
の
可
能
な
事
実
が
関
係
規
定
の
対
象
で
あ
る
。

テ
ロ
リ
ス
ト
自
身
の
殺
傷
は
容
易
に
正
当
化
さ
れ
得
る
。
何
故
な
ら
、
彼
等
は
現
実
に
か
つ
不
法
に
他
の
人
間
の
生
命
を
攻
撃
す
る
か

ら
で
あ
る
。
こ
の
行
為
は
如
何
な
る
時
代
の
如
何
な
る
法
文
化
に
お
い
て
も
自
衛
行
為
と
し
て
正
当
化
さ
れ
、
国
家
を
義
務
付
け
る
。

三
〇
一
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五
六
〇
）

当
然
の
事
に
、
機
内
の
乗
客
は
何
人
を
も
攻
撃
し
な
い
。
従
っ
て
乗
客
に
対
し
て
は
自
衛
権
が
適
用
外
と
な
り
、
撃
墜
対
象
と
は
な
り

得
な
い
。

窮
状
に
あ
る
者
の
為
に
一
時
的
所
有
権
の
侵
害
あ
る
い
は
自
由
の
侵
害
を
忍
従
す
る
事
が
義
務
付
け
ら
れ
得
る
と
し
て
も
、
生
命
の
喪

失
ま
で
も
法
的
に
義
務
付
け
ら
れ
る
事
は
考
え
ら
れ
な
い
。
つ
ま
り
、
自
ら
の
生
命
あ
る
い
は
他
者
の
生
命
、
し
か
も
そ
の
数
が
如
何
に

多
か
ろ
う
と
も
、
を
救
済
す
る
為
に
、
参
加
し
て
い
な
い
第
三
者
を
合
法
的
に
殺
害
す
る
事
は
あ
り
得
な
い
の
だ
。
何
人
も
連
帯
か
ら
し

て
自
ら
の
生
命
を
多
く
の
他
者
の
為
に
提
供
す
る
事
は
法
的
に
義
務
付
け
ら
れ
得
な
い
。『
彼
の
生
命
は
彼
が
持
つ
唯
一
の
も
の
な
の

だ
！
（H

is life is the only one he has.

）』
例
え
ば
、
あ
る
国
家
が
テ
ロ
リ
ス
ト
に
よ
る
大
都
市
の
原
子
爆
弾
攻
撃
回
避
の
為
に
、
テ
ロ

リ
ス
ト
の
要
求
に
従
い
、
無
実
の
人
間
を
テ
レ
ビ
カ
メ
ラ
の
前
で
粛
清
す
れ
ば
、
そ
の
行
為
は
、
明
白
に
不
法
行
為
を
意
味
す
る
。
こ
れ

を
阻
止
す
る
基
本
権
は
、
明
確
に
反
功
利
主
義
的
な
の
で
あ
る
。
基
本
権
は
個
人
を
保
護
す
る
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
最
大
の
一
般

的
利
益
を
保
護
し
て
い
る
の
で
は
な
い
。
そ
う
で
な
い
な
ら
ば
、
そ
れ
は
基
本
権
で
は
な
い
（
29
）

。

緑
の
党
の
フ
ォ
ル
カ
ー
・
べ
ッ
ク
院
内
総
務
は
、
空
域
安
全
法
第
一
四
条
第
三
項
を
「
超
法
規
的
責
任
阻
却
緊
急
事
態
」
と
説
明
し
て

い
る
が
、
こ
れ
は
愚
か
な
言
明
で
あ
る
。『
超
法
規
的
』
と
は
、
責
任
阻
却
的
行
為
で
は
あ
っ
て
も
、
違
法
行
為
で
あ
り
、
従
っ
て
許
容

さ
れ
な
い
。
根
本
的
法
原
理
的
根
拠
か
ら
し
て
国
家
は
、
関
連
基
本
権
を
排
除
す
る
事
な
し
に
は
、
こ
の
規
定
を
自
ら
制
定
す
る
事
は
出

来
な
い
。
国
家
は
、
こ
の
様
な
危
険
状
況
に
於
い
て
乗
客
を
合
法
的
に
殺
す
場
合
、
必
然
的
に
生
命
へ
の
基
本
権
を
排
除
す
る
こ
と
に
な

る
。

三
〇
二



連
邦
軍
の
国
内
出
動
の
憲
法
適
合
性
：
二
〇
一
二
年
八
月
一
七
日
付
連
邦
憲
法
裁
判
所
大
法
廷
判
決
を
巡
っ
て
（
小
林
）

（
五
六
一
）

べ
ッ
ク
と
同
様
に
愚
か
な
言
明
は
、「
法
律
の
留
保
」
か
ら
す
る
説
明
で
あ
る
。
つ
ま
り
法
律
の
留
保
の
指
摘
を
以
て
基
本
法
第
二
条

第
二
項
の
生
命
権
が
明
示
的
に
通
常
法
律
の
制
約
下
に
置
か
れ
る
事
に
な
る
。
し
か
し
、
空
域
安
全
法
に
お
け
る
「
制
限
」
は
単
な
る
制

限
で
は
な
く
、
基
本
権
の
完
全
な
剥
奪
で
あ
る
。
従
っ
て
、
こ
の
規
定
は
同
時
に
基
本
法
第
三
条
の
平
等
命
令
を
侵
害
し
、
し
か
も
こ
れ

に
よ
っ
て
と
り
わ
け
平
等
な
権
利
主
体
、
平
等
な
基
本
権
担
い
手
と
し
て
の
地
位
を
保
障
す
る
人
間
の
尊
厳
も
侵
害
す
る
。
従
っ
て
、
こ

の
法
律
が
連
邦
憲
法
裁
判
所
に
よ
っ
て
存
続
が
許
容
さ
れ
る
事
は
あ
り
得
な
い
（
30
）

。

い
っ
た
い
空
域
安
全
法
が
正
当
化
さ
れ
る
べ
き
な
ら
ば
、
実
際
こ
れ
が
何
を
意
味
す
る
か
に
つ
い
て
国
家
が
市
民
達
に
明
ら
か
に
し
、

し
か
も
市
民
自
身
が
こ
れ
を
明
確
に
知
っ
て
い
る
事
が
条
件
と
な
る
。
重
要
な
事
は
単
に
乗
客
の
生
命
に
終
わ
る
も
の
で
は
な
く
、
法
秩

序
の
根
本
規
範
の
崩
壊
な
の
で
あ
り
、『
無
実
の
人
々
』
の
法
か
ら
の
排
除
な
の
で
あ
る
。
同
法
第
一
四
条
第
三
項
に
つ
い
て
の
政
府
説

明
は
、
前
記
の
問
題
に
触
れ
て
お
ら
ず
、
根
拠
づ
け
も
行
わ
ず
、
緊
急
防
衛
、
死
刑
、
内
乱
状
態
及
び
逮
捕
後
の
逃
亡
阻
止
を
越
え
る
あ

ら
ゆ
る
国
家
指
示
の
「
故
意
的
殺
害
」
を
禁
ず
る
欧
州
条
約
に
つ
い
て
一
言
の
説
明
も
な
い
。

実
際
の
根
拠
づ
け
は
ど
う
あ
り
得
る
の
だ
ろ
う
か
。
論
拠
の
第
一
歩
は
、
救
済
機
会
の
非
対
称
性
の
指
摘
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
機

内
の
乗
客
は
、
人
間
の
判
断
か
ら
し
て
、
い
ず
れ
に
せ
よ
見
放
さ
れ
て
い
る
。
彼
等
は
こ
の
飛
行
機
と
共
に
テ
ロ
リ
ス
ト
の
目
標
に
向
け

て
墜
落
す
る
か
、
あ
る
い
は
撃
墜
さ
れ
る
。
し
か
し
救
済
可
能
な
対
象
は
、
攻
撃
目
標
と
成
っ
て
い
る
他
者
で
あ
る
。
そ
こ
で
国
家
は
、

そ
の
生
命
の
犠
牲
を
、
つ
ま
り
彼
ら
に
残
さ
れ
た
最
後
の
数
分
の
犠
牲
を
要
求
す
る
。
し
か
も
国
家
は
、
連
帯
の
命
令
に
よ
っ
て
倫
理
的

に
認
証
さ
れ
た
と
看
做
す
。

三
〇
三



日
本
法
学　

第
八
十
巻
第
二
号
（
二
〇
一
四
年
十
月
）

（
五
六
二
）

こ
の
評
価
は
明
ら
か
に
二
重
に
不
安
定
な
予
測
の
揺
れ
動
く
土
台
の
上
に
置
か
れ
て
い
る
。「
人
間
の
判
断
か
ら
し
て
見
放
さ
れ
て
い

る
」
は
、
い
ず
れ
に
せ
よ
乗
っ
取
ら
れ
た
飛
行
機
の
乗
客
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
同
様
の
事
項
は
、
撃
墜
が
行
わ
れ
な
い
限
り
、
攻
撃

目
標
地
の
人
々
に
対
し
て
も
言
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
両
予
測
は
、
確
実
で
は
な
い
。
そ
う
で
あ
る
な
ら
ば
、
両
予
測
は
、
狙
わ
れ

た
即
時
殺
害
に
対
す
る
道
徳
的
か
つ
法
的
正
当
化
と
見
做
さ
れ
る
の
だ
ろ
う
か
。
二
〇
〇
一
年
九
月
一
一
日
ペ
ン
シ
ル
バ
ニ
ア
で
墜
落
し

た
飛
行
機
は
、
既
に
ア
メ
リ
カ
戦
闘
爆
撃
機
の
標
準
射
撃
対
象
と
な
っ
て
い
た
。
し
か
し
撃
墜
さ
れ
な
か
っ
た
。
つ
ま
り
「
人
間
の
判
断

か
ら
し
て
」
予
測
さ
れ
た
テ
ロ
リ
ス
ト
の
目
標
に
到
達
せ
ず
、
機
内
者
以
外
の
誰
も
殺
害
し
な
か
っ
た
。

危
険
防
止
行
動
が
不
断
に
予
測
の
不
安
定
性
に
よ
っ
て
負
担
を
掛
け
ら
れ
て
い
る
事
実
は
、
そ
の
行
動
を
不
許
可
に
す
る
も
の
で
は
な

い
。
錯
誤
の
残
余
リ
ス
ク
は
、
事
後
に
確
実
と
な
っ
て
も
、
法
的
に
も
倫
理
的
に
も
許
容
さ
れ
る
。
国
家
に
よ
る
無
実
の
人
々
の
大
量
の

殺
害
の
如
き
先
例
無
き
現
象
に
対
し
て
は
、
あ
ら
ゆ
る
思
考
可
能
な
正
当
化
の
絶
対
不
可
欠
な
最
小
限
と
し
て
の
絶
対
的
に
到
達
可
能
最

大
限
の
安
全
が
要
求
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

法
律
（
専
門
）
用
語
は
、
こ
の
様
な
決
定
の
絶
対
的
最
終
手
段
的
性
格
を
明
確
に
確
定
す
る
に
十
分
な
可
能
性
を
有
し
て
い
る
。
空
域

安
全
法
は
こ
こ
で
は
考
え
ら
れ
な
い
程
に
失
敗
し
て
い
る
。
国
防
相
は
既
に
、「
諸
状
況
か
ら
し
て
、
飛
行
機
が
人
間
の
生
命
に
対
し
て

投
入
さ
れ
る
べ
き
状
況
か
ら
出
発
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
場
合
」、
撃
墜
命
令
を
与
え
る
事
が
許
さ
れ
る
。
こ
の
様
に
不
明
確
な
規
定
は

乗
客
の
生
命
の
保
護
よ
り
も
、
む
し
ろ
事
後
の
法
的
解
明
に
際
し
て
国
防
相
の
保
護
に
奉
仕
す
る
と
の
印
象
が
拭
い
得
な
い
（
31
）

。

た
と
え
実
際
に
人
間
に
と
っ
て
可
能
な
確
実
性
を
伴
っ
た
機
内
の
乗
客
と
攻
撃
目
標
地
で
危
険
に
晒
さ
れ
て
い
る
人
々
間
の
救
済
チ
ャ

三
〇
四
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て
（
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三
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ン
ス
の
非
対
称
性
が
存
在
す
る
と
し
て
も
、
そ
れ
は
法
的
正
当
性
に
と
っ
て
十
分
で
は
な
い
。
命
を
救
う
臓
器
提
供
を
目
的
と
し
て
早
め

に
殺
さ
れ
る
べ
き
救
済
不
可
能
な
交
通
事
故
の
犠
牲
者
の
用
例
を
記
憶
願
い
た
い
。
救
済
さ
れ
た
者
達
の
多
分
は
る
か
に
大
き
な
数
で

あ
っ
て
も
、
少
数
者
の
故
意
の
殺
害
を
合
法
化
す
る
事
は
あ
り
え
な
い
。
核
の
大
災
害
の
阻
止
を
目
的
と
し
て
公
開
処
刑
さ
れ
た
無
実
の

人
々
を
考
え
て
も
ら
い
た
い
。
こ
れ
に
公
共
の
平
和
、
つ
ま
り
全
体
と
し
て
の
法
秩
序
の
保
障
者
と
し
て
の
国
家
の
特
別
任
務
に
触
れ
る

事
実
が
付
加
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
九
月
一
一
日
の
如
き
テ
ロ
攻
撃
は
、
主
に
殺
さ
れ
た
犠
牲
者
達
を
目
標
と
は
せ
ず
、
国
家
の
心

臓
部
、
つ
ま
り
国
家
を
始
め
て
法
的
平
和
秩
序
の
保
障
者
能
力
あ
ら
し
め
る
権
力
独
占
の
保
持
者
と
し
て
の
役
割
を
標
的
と
し
て
い
る
。

こ
の
能
力
が
国
家
の
正
当
性
の
不
可
欠
な
条
件
で
あ
る
。

国
家
は
、
そ
の
諸
規
範
の
保
護
機
能
を
充
分
に
保
障
で
き
る
限
り
に
於
い
て
の
み
、
そ
の
市
民
の
為
及
び
市
民
か
ら
服
従
を
要
求
で
き

る
の
だ
。
国
家
の
こ
の
能
力
を
原
則
的
に
疑
問
視
す
る
に
適
す
る
攻
撃
は
、
従
っ
て
国
家
存
続
の
規
範
的
土
台
を
脅
か
す
の
だ
。
し
か
も

そ
の
限
り
に
於
い
て
の
み
、
多
分
救
済
さ
れ
た
者
達
の
大
き
な
数
が
死
に
至
る
撃
墜
の
正
当
性
へ
の
寄
与
を
提
供
す
る
か
も
し
れ
な
い
の

だ
。同

様
の
事
が
「
通
常
の
」
犯
行
者
あ
る
い
は
単
な
る
精
神
異
常
犯
行
者
に
よ
る
飛
行
機
乗
っ
取
り
に
も
妥
当
す
る
。
空
域
安
全
法
は
、

こ
れ
ら
の
ケ
ー
ス
を
大
ま
か
に
・
無
差
別
に
把
握
し
て
い
る
。
し
か
し
こ
の
方
式
は
受
け
入
れ
難
い
。
こ
の
攻
撃
は
、
テ
ロ
的
根
源
を
有

し
な
い
場
合
、
こ
こ
で
記
述
さ
れ
た
意
味
で
、
国
家
の
心
臓
、
つ
ま
り
国
家
の
正
当
性
を
標
的
と
し
て
い
な
い
。
そ
う
で
あ
る
な
ら
ば
、

こ
の
攻
撃
は
、
国
家
権
限
の
基
本
権
的
制
約
を
逃
れ
る
事
が
出
来
な
い
、
つ
ま
り
他
の
市
民
を
救
済
す
る
為
に
、
法
に
忠
実
な
そ
の
市
民

の
殺
戮
者
と
な
る
こ
と
は
許
さ
れ
な
い
。
こ
れ
を
明
確
化
し
た
テ
ロ
リ
ズ
ム
留
保
は
、
容
易
に
法
律
の
条
文
に
付
加
す
べ
き
で
あ
ろ
う
（
32
）

。

三
〇
五



日
本
法
学　

第
八
十
巻
第
二
号
（
二
〇
一
四
年
十
月
）

（
五
六
四
）

こ
の
全
て
は
、
不
安
な
洞
察
を
説
明
し
て
い
る
。
全
規
範
秩
序
に
対
す
る
国
家
の
保
障
機
能
が
脅
か
さ
れ
る
場
合
、
こ
の
秩
序
の
内
部

基
準
に
対
す
る
国
家
義
務
は
、
極
言
ケ
ー
ス
に
お
い
て
喪
失
す
る
事
が
可
能
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
基
本
権
か
ら
の
除
外
の
概
念
が
表
示
す

る
も
の
で
あ
り
、
し
か
も
そ
う
で
な
い
場
合
に
こ
の
法
律
の
帰
結
が
表
示
さ
れ
る
事
は
困
難
で
あ
る
。
こ
の
様
に
時
と
脅
威
は
明
ら
か
に

な
っ
た
。
し
か
も
こ
れ
が
多
分
空
域
安
全
法
の
最
も
冷
厳
な
以
下
の
知
ら
せ
な
の
だ
。
脅
威
は
、
法
の
諸
原
理
の
内
部
で
、
如
何
な
る
場

所
も
、
如
何
な
る
名
前
も
又
如
何
な
る
裏
づ
け
も
存
在
し
な
い
国
家
の
諸
権
限
を
必
要
と
さ
せ
る
か
、
あ
る
い
は
現
実
と
な
ら
し
め
る
の

だ
。
こ
の
様
な
根
拠
付
け
を
退
け
る
者
は
、
他
に
根
拠
付
け
得
な
い
こ
の
法
律
を
退
け
ざ
る
を
得
な
い
。
し
か
し
こ
の
法
律
を
受
容
れ
る

者
は
、
こ
れ
が
何
を
意
味
す
る
か
を
知
る
べ
き
な
の
だ
。

イ
ギ
リ
ス
の
法
哲
学
者
ハ
ー
バ
ー
ト
・
ハ
ー
ト
は
、
約
五
〇
年
前
に
、
生
活
が
我
々
に
強
い
る
二
つ
の
悪
の
中
で
、
自
分
が
行
う
意
識

を
以
っ
て
よ
り
小
さ
な
悪
を
選
ぶ
べ
き
と
述
べ
た
。
空
域
安
全
法
の
場
合
、
立
法
者
に
於
い
て
も
、
そ
し
て
公
衆
に
於
い
て
も
こ
の
様
な

意
識
の
存
在
は
認
識
で
き
な
い
（
33
）

。

メ
ル
ケ
ル
教
授
の
主
張
の
中
で
特
に
注
目
す
べ
き
諸
点
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
。

1
）　

基
本
権
の
意
義
の
争
わ
れ
得
な
い
中
核
部
分
は
、
生
命
を
相
殺
す
る
計
算
の
許
容
性
を
絶
対
的
に
排
除
す
る
。

2
） 　

生
命
権
の
第
一
の
機
能
は
、
生
命
へ
の
基
本
権
を
有
す
る
誰
も
が
、
何
も
せ
ず
、
脅
か
さ
ず
、
ま
し
て
や
知
り
も
し
な
い
他
者

の
為
に
自
ら
の
命
を
犠
牲
に
す
る
必
要
が
な
い
事
実
を
明
確
に
提
示
す
る
と
こ
ろ
に
あ
る
。

3
） 　

国
家
は
、
一
定
の
条
件
下
に
第
三
者
の
為
の
人
命
の
犠
牲
を
許
容
す
る
な
ら
ば
、
そ
の
当
事
者
を
法
の
領
域
か
ら
排
除
す
る
こ

三
〇
六



連
邦
軍
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と
に
な
る
。
国
家
は
、
そ
の
当
事
者
か
ら
基
本
権
保
持
者
の
地
位
を
奪
う
こ
と
に
な
る
。

4
）　

空
域
安
全
法
第
一
四
条
第
三
項
は
あ
ま
り
に
も
不
明
確
で
あ
る
。

5
）　

テ
ロ
リ
ス
ト
自
身
の
殺
傷
は
自
衛
行
為
と
し
て
容
易
に
正
当
化
さ
れ
、
し
か
も
国
家
を
義
務
付
け
る
。

6
）　

機
内
の
乗
客
は
何
人
を
も
攻
撃
せ
ず
、
従
っ
て
自
衛
権
が
適
用
外
で
、
撃
墜
対
象
と
は
な
り
得
な
い
。

7
）　

何
人
も
連
帯
か
ら
し
て
自
ら
の
生
命
を
多
く
の
他
者
の
為
に
提
供
す
る
事
を
法
的
に
義
務
付
け
ら
れ
得
な
い
。

8
） 　

基
本
権
は
個
人
を
保
護
す
る
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
最
大
の
一
般
的
利
益
を
保
護
し
て
い
る
の
で
は
な
い
。
そ
う
で
な
い

な
ら
ば
、
そ
れ
は
基
本
権
で
は
な
い
。

9
） 　

空
域
安
全
法
第
一
四
条
第
三
項
を
「
超
法
規
的
責
任
阻
却
緊
急
事
態
」
と
す
る
説
明
は
、
間
違
っ
た
言
明
で
あ
る
。『
超
法
規

的
』
と
は
、
責
任
阻
却
的
で
は
あ
っ
て
も
、
違
法
で
あ
り
、
従
っ
て
許
さ
れ
な
い
。

10
） 　
「
法
律
の
留
保
」
か
ら
す
る
説
明
も
間
違
い
で
あ
る
。
つ
ま
り
法
律
の
留
保
の
指
摘
を
以
て
基
本
法
第
二
条
第
二
項
の
生
命
権
が

通
常
法
律
の
制
約
下
に
置
か
れ
る
場
合
、
空
域
安
全
法
に
お
け
る
「
制
限
」
は
単
な
る
制
限
で
は
な
く
、
基
本
権
の
完
全
な
剥
奪

で
あ
る
。
従
っ
て
、
こ
の
規
定
は
同
時
に
基
本
法
第
三
条
の
平
等
命
令
を
侵
害
し
、
こ
れ
に
よ
っ
て
と
り
わ
け
平
等
な
権
利
主
体
、

平
等
な
基
本
権
担
い
手
と
し
て
の
地
位
を
保
障
す
る
人
間
の
尊
厳
も
侵
害
す
る
。
こ
の
法
律
が
連
邦
憲
法
裁
判
所
に
よ
っ
て
存
続

が
許
容
さ
れ
る
事
は
あ
り
得
な
い
。

11
） 　

空
域
安
全
法
第
一
四
条
第
三
項
に
つ
い
て
の
政
府
説
明
は
、『
無
実
の
人
々
』
の
法
か
ら
の
排
除
の
問
題
に
触
れ
ず
、
根
拠
づ
け

も
せ
ず
、
緊
急
防
衛
、
死
刑
、
内
乱
状
態
及
び
逮
捕
後
の
逃
亡
阻
止
を
越
え
る
あ
ら
ゆ
る
国
家
指
示
の
「
故
意
的
殺
害
」
を
禁
ず

る
欧
州
条
約
に
つ
い
て
一
言
の
説
明
も
な
い
。

三
〇
七



日
本
法
学　

第
八
十
巻
第
二
号
（
二
〇
一
四
年
十
月
）

（
五
六
六
）

12
） 　

国
家
に
よ
る
無
実
の
人
々
の
大
量
の
殺
害
の
如
き
先
例
無
き
現
象
に
対
し
て
は
、
あ
ら
ゆ
る
思
考
可
能
な
正
当
化
の
絶
対
不
可

欠
な
最
小
限
と
し
て
の
絶
対
的
に
到
達
可
能
最
大
限
の
安
全
が
要
求
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

13
） 　

た
と
え
実
際
に
人
間
に
と
っ
て
可
能
な
確
実
性
を
伴
っ
た
機
内
の
乗
客
と
攻
撃
目
標
地
で
危
険
に
晒
さ
れ
て
い
る
人
々
間
の
救

済
チ
ャ
ン
ス
の
非
対
称
性
が
存
在
す
る
と
し
て
も
、
そ
れ
は
法
的
正
当
性
に
と
っ
て
十
分
で
は
な
い
。

14
） 　

こ
れ
に
公
共
の
平
和
、
つ
ま
り
全
体
と
し
て
の
法
秩
序
の
保
障
者
と
し
て
の
国
家
の
特
別
任
務
に
触
れ
る
事
実
が
付
加
さ
れ
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

15
） 　

九
月
一
一
日
の
如
き
テ
ロ
攻
撃
は
、
主
に
殺
さ
れ
た
犠
牲
者
達
を
目
標
と
は
せ
ず
、
国
家
の
心
臓
部
、
つ
ま
り
国
家
を
始
め
て

法
的
平
和
秩
序
の
保
障
者
能
力
あ
ら
し
め
る
権
力
独
占
の
保
持
者
と
し
て
の
役
割
を
標
的
と
し
て
い
る
。
こ
の
能
力
が
国
家
の
正

当
性
の
不
可
欠
な
条
件
で
あ
る
。

16
） 　

国
家
は
、
そ
の
諸
規
範
の
保
護
機
能
を
充
分
に
保
障
で
き
る
限
り
に
於
い
て
の
み
、
そ
の
市
民
の
為
及
び
市
民
か
ら
服
従
を
要

求
で
き
る
の
だ
。
国
家
の
こ
の
能
力
を
原
則
的
に
疑
問
視
す
る
事
に
適
す
る
攻
撃
は
、
従
っ
て
国
家
存
続
の
規
範
的
土
台
を
脅
か

す
の
だ
。
し
か
も
そ
の
限
り
に
於
い
て
の
み
、
多
分
救
済
さ
れ
た
者
達
の
大
き
な
数
が
死
に
至
る
撃
墜
の
正
当
性
へ
の
寄
与
を
提

供
す
る
か
も
し
れ
な
い
の
だ
。

17
） 　

全
規
範
秩
序
に
対
す
る
国
家
の
保
障
機
能
が
脅
か
さ
れ
る
場
合
、
こ
の
秩
序
の
内
部
基
準
に
対
す
る
国
家
義
務
は
、
極
言
ケ
ー

ス
に
於
い
て
喪
失
す
る
事
が
可
能
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
基
本
権
か
ら
の
除
外
の
概
念
が
表
示
す
る
も
の
で
あ
り
、
し
か
も
そ
う
で

な
い
場
合
に
こ
の
法
律
の
帰
結
が
表
示
さ
れ
る
事
は
困
難
で
あ
る
。

三
〇
八



連
邦
軍
の
国
内
出
動
の
憲
法
適
合
性
：
二
〇
一
二
年
八
月
一
七
日
付
連
邦
憲
法
裁
判
所
大
法
廷
判
決
を
巡
っ
て
（
小
林
）

（
五
六
七
）

メ
ル
ケ
ル
教
授
の
主
張
の
中
に
於
け
る
最
重
要
点
は
、
基
本
権
の
適
用
除
外
の
ケ
ー
ス
が
有
り
得
、
そ
れ
は
国
家
の
存
続
を
疑
問
視
さ

せ
る
テ
ロ
攻
撃
の
場
合
と
す
る
部
分
で
あ
る
。

5
．
大
臣
と
裁
判
官
の
対
決

対
テ
ロ
闘
争
で
は
な
に
が
許
さ
れ
る
の
か
？
シ
ョ
イ
ブ
レ
内
相
と
デ
ィ
・
フ
ァ
ビ
オ
連
邦
憲
法
裁
判
所
判
事
は
原
則
論
を
巡
っ
て
争
う
（
34
）

。

政
府
は
安
全
の
為
に
、
連
邦
憲
法
裁
判
所
は
自
由
の
為
に
管
轄
権
を
有
す
べ
き
な
の
か
？
長
期
に
わ
た
る
論
議
を
シ
ョ
イ
ブ
レ
連
邦
内

相
は
、
同
時
に
諸
権
力
間
の
こ
の
よ
う
な
任
務
配
分
に
決
定
的
に
反
対
す
る
事
に
集
中
し
た
。「
憲
法
大
臣
」
と
言
わ
れ
る
シ
ョ
イ
ブ
レ

に
従
え
ば
、
過
去
に
於
い
て
も
法
治
国
家
は
自
由
権
を
護
っ
た
。
し
か
し
現
在
そ
し
て
将
来
に
於
い
て
も
国
家
か
ら
「
不
可
能
な
事
が
要

求
さ
れ
て
は
」
な
ら
な
い
。
つ
ま
り
国
家
が
不
法
と
暴
力
を
可
能
な
限
り
例
外
な
く
阻
止
し
、
し
か
も
「
同
時
に
自
由
な
感
覚
と
配
慮
の

中
で
、
見
て
も
、
聞
い
て
も
、
し
か
も
問
う
て
も
な
ら
な
い
の
だ
。」
し
か
も
越
え
て
は
な
ら
な
い
「
境
界
線
」
の
明
確
な
定
義
に
シ
ョ

イ
ブ
レ
は
関
わ
ろ
う
と
し
な
い
の
だ
。

連
邦
憲
法
裁
判
所
は
こ
れ
と
異
な
る
。
正
に
ベ
ル
リ
ン
で
二
〇
〇
七
年
一
一
月
、
ウ
ド
・
デ
ィ
・
フ
ァ
ビ
オ
連
邦
憲
法
裁
判
所
判
事
は
、

政
治
の
良
心
に
訴
え
、
テ
ロ
リ
ズ
ム
に
対
す
る
戦
い
の
中
で
「
予
防
技
術
的
過
剰
提
供
競
争
」
に
警
告
を
発
し
た
。
翌
日
カ
ー
ル
ス
ル
ー

エ
で
「
憲
法
大
臣
」
シ
ョ
イ
ブ
レ
は
、
最
上
級
の
裁
判
官
達
に
、
よ
り
控
え
め
で
、
し
か
も
国
家
の
権
力
独
占
の
出
動
下
に
於
け
る
「
法

の
執
行
」
に
際
し
て
、
政
治
の
手
中
に
陥
ら
な
い
事
を
求
め
た
。
シ
ョ
イ
ブ
レ
は
、
そ
の
講
演
の
中
で
詳
細
に
法
の
諸
原
則
に
つ
い
て
説

明
し
た
。

一
瞥
す
れ
ば
、
デ
ィ
・
フ
ァ
ビ
オ
と
シ
ョ
イ
ブ
レ
間
の
争
い
は
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス
に
思
わ
れ
る
。
両
者
、
つ
ま
り
キ
リ
ス
ト
教
民
主
主
義

三
〇
九



日
本
法
学　

第
八
十
巻
第
二
号
（
二
〇
一
四
年
十
月
）

（
五
六
八
）

者
た
る
内
相
と
裁
判
官
は
、
共
に
「
保
守
主
義
者
」
を
自
認
し
て
い
る
。
し
か
し
討
論
の
中
で
、
初
め
て
憲
法
諸
機
関
、
つ
ま
り
裁
判
所
、

政
府
及
び
議
会
間
に
明
確
な
分
離
線
が
引
か
れ
て
い
る
事
実
が
認
め
ら
れ
る
。

連
邦
憲
法
裁
判
所
が
二
〇
〇
六
年
二
月
一
五
日
に
空
域
安
全
法
を
違
憲
と
宣
言
し
て
以
来
、
裁
判
官
達
を
シ
ョ
イ
ブ
レ
は
密
か
に
新
た

な
安
全
立
法
に
反
対
す
る
真
の
稜
堡
と
看
做
し
た
。
乗
っ
取
ら
れ
た
飛
行
機
を
、
こ
れ
が
「
人
間
の
生
命
に
対
し
て
投
入
さ
れ
る
場
合
」

に
撃
墜
す
る
権
限
を
与
え
る
べ
き
と
し
た
失
敗
法
律
は
赤
・
緑
（
社
会
民
主
党+

緑
の
党
）
連
立
政
府
に
よ
っ
て
提
出
さ
れ
、
議
会
の
圧
倒

的
多
数
の
支
持
を
得
て
い
た
。
連
邦
憲
法
裁
判
所
判
決
を
不
満
と
し
て
シ
ョ
イ
ブ
レ
内
相
は
、
提
示
理
由
書
の
再
提
出
を
宣
言
し
た
。

従
っ
て
、
連
邦
政
府
の
政
治
ラ
イ
ン
へ
の
介
入
に
際
し
て
デ
ィ
・
フ
ァ
ビ
オ
は
、
講
演
で
敢
え
て
「
空
域
安
全
法
」
を
潜
在
的
境
界
逸

脱
の
為
の
用
例
と
し
て
挙
げ
た
。

曰
く
、
政
治
に
お
い
て
は
確
か
に
限
界
ケ
ー
ス
が
存
在
し
得
る
。
し
か
も
赤
・
緑
連
立
政
府
は
、
そ
の
「
積
極
行
動
主
義
」
を
以
っ
て

こ
の
ケ
ー
ス
を
解
明
し
よ
う
と
し
た
。
し
か
し
こ
の
法
は
、
こ
の
限
界
ケ
ー
ス
を
規
定
で
き
な
い
。「
人
は
、
こ
の
ケ
ー
ス
を
基
本
法
の

中
に
流
し
込
む
こ
と
が
出
来
な
い
。」

こ
の
よ
う
に
し
て
間
接
的
に
、
デ
ィ
・
フ
ァ
ビ
オ
は
、
裁
判
所
が
そ
の
後
、
有
事
に
政
治
に
対
し
て
期
待
し
過
ぎ
る
事
に
疑
問
を
感
じ

て
い
る
と
の
政
府
の
推
測
を
否
定
し
た
。

更
に
デ
ィ
・
フ
ァ
ビ
オ
は
シ
ョ
イ
ブ
レ
の
好
む
も
う
一
つ
の
ア
イ
デ
ア
、
つ
ま
り
連
邦
軍
の
国
内
出
動
の
法
的
規
定
を
取
上
げ
る
。
こ

の
規
定
は
「
平
穏
な
時
期
」
に
行
わ
れ
る
べ
き
と
デ
ィ
・
フ
ァ
ビ
オ
は
慎
重
に
述
べ
る
。
こ
れ
に
対
し
、
シ
ョ
イ
ブ
レ
は
後
の
規
定
ま
で

待
と
う
と
し
な
い
。
氏
は
一
般
的
に
、
テ
ロ
リ
ス
ト
達
が
非
対
称
的
戦
争
を
遂
行
し
て
以
来
、「
内
と
外
」
の
線
引
き
は
崩
壊
し
た
と
す

る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
氏
は
、
情
報
を
収
集
し
、
国
際
的
に
協
力
し
、
国
家
の
諸
権
限
を
集
中
し
、
あ
る
い
は
オ
ン
ラ
イ
ン
捜
査
を
可
能
に

三
一
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連
邦
軍
の
国
内
出
動
の
憲
法
適
合
性
：
二
〇
一
二
年
八
月
一
七
日
付
連
邦
憲
法
裁
判
所
大
法
廷
判
決
を
巡
っ
て
（
小
林
）

（
五
六
九
）

す
る
こ
と
を
目
指
す
一
連
の
自
由
制
限
行
動
を
正
当
化
す
る
。

連
邦
憲
法
裁
判
所
と
対
立
す
る
シ
ョ
イ
ブ
レ
の
基
本
テ
ー
ゼ
は
、「
国
家
の
法
秩
序
も
国
際
法
と
同
様
に
脅
威
の
新
た
な
諸
形
態
に
対

し
て
最
早
根
本
的
に
適
切
に
対
応
で
き
な
く
な
っ
て
い
る
。」

若
干
の
国
法
学
者
は
、
そ
の
後
シ
ョ
イ
ブ
レ
の
先
を
行
っ
て
い
る
。
曰
く
、
法
治
国
家
は
、
国
家
そ
の
も
の
と
同
様
に
、「
敵
」、
つ
ま

り
テ
ロ
的
イ
ス
ラ
ム
主
義
と
の
対
決
の
中
で
、
自
己
抑
制
の
犠
牲
と
な
っ
て
い
る
。
非
対
称
的
闘
争
に
於
け
る
武
器
の
平
等
を
創
設
す
る

為
に
、
こ
の
法
治
国
家
自
身
が
紛
争
に
於
け
る
主
役
と
な
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
国
家
を
保
護
す
る
為
に
、「
市
民
の
犠
牲
」
が
要
求

さ
れ
る
。
政
治
は
、
法
治
国
家
的
無
駄
な
手
数
無
し
に
決
定
で
き
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

デ
ィ
・
フ
ァ
ビ
オ
は
、
こ
れ
に
直
接
反
論
す
る
。
曰
く
、
我
々
の
シ
ス
テ
ム
を
不
断
に
疑
問
視
す
る
事
は
病
的
で
あ
る
。
事
前
の
非
常

事
態
へ
の
「
知
的
熱
意
」
は
良
き
勧
告
者
で
は
な
い
。
市
民
は
恐
れ
無
し
に
生
活
で
き
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
人
は
全
て
の
手
段
を
許
す

非
常
事
態
に
引
き
込
ま
れ
て
は
な
ら
な
い
。
全
て
の
手
段
と
は
？
故
意
の
殺
戮
な
の
か
？
ア
ブ
グ
レ
イ
ブ
式
拷
問
な
の
か
？
グ
ア
ン
タ
ナ

モ
に
於
け
る
様
な
囚
人
の
権
利
な
き
地
位
な
の
か
？

シ
ョ
イ
ブ
レ
は
個
別
的
事
項
を
未
決
の
ま
ま
に
し
て
い
る
。

デ
ィ
・
フ
ァ
ビ
オ
は
次
の
様
に
述
べ
る
。

「
自
由
下
に
よ
り
多
く
の
安
全
を
求
め
る
者
は
、
限
界
ケ
ー
ス
と
の
遊
戯
よ
り
も
実
践
主
義
を
好
ま
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。」
若
干
の
立

法
諸
計
画
を
以
っ
て
、
政
治
は
自
ら
の
不
能
あ
る
い
は
意
欲
の
欠
落
か
ら
目
を
そ
ら
せ
る
。
警
察
と
軍
は
、
有
効
に
作
業
で
き
る
程
に
適

切
に
装
備
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
れ
が
デ
ィ
・
フ
ァ
ビ
オ
の
提
示
す
る
境
界
線
で
あ
る
（
35
）

。

デ
ィ
・
フ
ァ
ビ
オ
の
主
張
を
要
約
す
る
な
ら
ば
、「
保
守
的
」
憲
法
裁
判
官
に
と
っ
て
も
、
政
治
家
の
思
考
の
展
開
、
つ
ま
り
立
法
者

三
一
一



日
本
法
学　

第
八
十
巻
第
二
号
（
二
〇
一
四
年
十
月
）

（
五
七
〇
）

が
安
全
と
自
由
間
の
境
界
を
か
な
り
の
程
度
変
更
し
、
そ
れ
ど
こ
ろ
か
法
治
国
家
シ
ス
テ
ム
そ
れ
自
体
を
修
正
す
る
事
に
対
し
て
警
告
を

発
す
る
為
の
充
分
な
根
拠
が
存
在
す
る
事
実
が
示
さ
れ
る
。
最
近
の
傾
向
と
し
て
は
、
指
紋
の
蓄
積
、
生
物
学
的
旅
券
デ
ー
タ
ー
、
高
速

道
路
料
金
所
デ
ー
タ
ー
利
用
、
航
空
旅
客
デ
ー
タ
ー
の
集
積
、
電
信
・
電
話
・
メ
イ
ル
デ
ー
タ
ー
の
集
積
等
々
が
こ
れ
で
あ
る
。

自
由
主
義
的
で
、
か
つ
控
え
め
な
デ
ィ
・
フ
ァ
ビ
オ
の
自
由
と
安
全
間
の
価
値
考
量
が
生
き
残
る
か
、
あ
る
い
は
シ
ョ
イ
ブ
レ
の
考
え

に
従
い
、
脅
か
さ
れ
て
い
る
法
治
国
家
の
「
自
己
主
張
」
の
思
考
が
聞
き
届
け
ら
れ
る
か
の
決
定
的
体
験
は
、
政
治
家
も
裁
判
官
も
望
ま

な
い
、「
非
常
事
態
」
の
中
で
し
か
証
明
さ
れ
得
な
い
事
に
な
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

第
二
節
：
大
法
廷
判
決

Ａ
．
判
決
に
至
る
背
景

Ⅰ
．
第
二
法
廷
は
空
域
安
全
法
に
お
け
る
撃
墜
授
権
の
無
効
に
関
す
る
第
一
法
廷
の
判
定
か
ら
離
れ
る
事
を
望
ん
だ
。

1
． 

第
二
法
廷
は
連
邦
憲
法
裁
判
所
業
務
規
定
第
四
〇
条
第
二
項
に
従
っ
た
二
〇
一
〇
年
五
月
一
九
日
付
決
議
を
以
て
、
第
一
法
廷

に
対
し
、
法
廷
が
依
然
と
し
て
以
下
の
法
的
見
解
を
堅
持
す
る
か
否
か
を
問
い
た
だ
し
た
。

1
． 

二
〇
〇
五
年
一
月
一
一
日
付
空
域
安
全
法
新
規
定
の
為
の
法
律
（B

G
B
l 1 S

.78

）
第
一
条
に
お
け
る
空
域
安
全
法
第
一
三
条
、
第

一
四
条
第
一
、
二
、
四
項
及
び
第
一
五
条
の
為
の
立
法
管
轄
権
が
基
本
法
第
七
三
条
第
一
号
あ
る
い
は
第
七
三
条
第
六
条
で
は
な
く
、

基
本
法
第
三
五
条
第
二
項
二
文
及
び
第
三
項
の
み
を
裏
付
け
と
し
て
い
る
（
36
）

。

三
一
二



連
邦
軍
の
国
内
出
動
の
憲
法
適
合
性
：
二
〇
一
二
年
八
月
一
七
日
付
連
邦
憲
法
裁
判
所
大
法
廷
判
決
を
巡
っ
て
（
小
林
）

（
五
七
一
）

2
．
基
本
法
第
三
五
条
第
二
項
二
文
及
び
第
三
項
は
特
定
兵
器
を
伴
っ
た
軍
の
出
動
を
許
可
し
な
い
（
37
）

。

3
． 
空
域
安
全
法
第
一
三
条
第
三
項
二
、
三
文
は
基
本
法
第
三
五
条
第
三
項
の
ケ
ー
ス
の
為
に
連
邦
防
衛
相
の
緊
急
権
限
も
規
定
す
る
限

り
、
基
本
法
第
三
五
条
第
三
項
一
と
相
容
れ
な
（
38
）

い
（
39
）

。

2
．
第
二
法
廷
は
、
前
記
の
第
一
法
廷
の
法
的
見
解
か
ら
離
れ
る
事
を
望
ん
だ
。

3
．
第
一
法
廷
は
、
二
〇
一
〇
年
一
〇
月
一
二
日
付
決
議
を
以
て
、
自
ら
の
法
的
見
解
に
留
ま
る
と
宣
言
し
た
。

4
． 

第
二
法
廷
は
、
二
〇
一
一
年
五
月
三
日
付
決
議
を
以
て
、
第
一
法
廷
の
前
記
三
つ
の
法
的
見
解
を
大
法
廷
へ
の
提
示
理
由
の
対

象
と
し
た
（
40
）

。

Ｂ
．
大
法
廷
の
判
決
内
容

判
旨

1
． 

二
〇
〇
五
年
一
月
一
一
日
付
空
域
安
全
任
務
の
新
規
定
を
目
的
と
す
る
法
律
第
一
条
規
定
に
お
け
る
空
域
安
全
法
の
第
一
三
条
か
ら

第
一
五
条
の
為
の
立
法
権
限
は
、
二
〇
〇
六
年
八
月
二
八
日
付
基
本
法
改
正
を
目
的
と
す
る
法
律
の
発
効
ま
で
有
効
な
規
定
に
お
け
る

基
本
法
第
七
三
条
第
六
号
か
ら
生
ず
る
。

2
． 

基
本
法
第
三
五
条
第
二
項
二
文
及
び
第
三
項
は
、
こ
れ
ら
の
諸
規
定
に
従
っ
た
軍
の
出
動
に
お
け
る
特
定
兵
器
の
使
用
を
原
則
的
に

排
除
は
し
な
い
が
、
国
内
に
お
け
る
軍
の
武
装
出
動
に
対
し
基
本
法
第
八
七
条
ａ
に
よ
っ
て
設
定
さ
れ
た
厳
格
な
制
限
が
失
わ
れ
な
い

事
を
確
保
す
る
厳
し
い
諸
前
提
下
に
許
し
て
い
る
。

三
一
三



日
本
法
学　

第
八
十
巻
第
二
号
（
二
〇
一
四
年
十
月
）

（
五
七
二
）

3
． 
基
本
法
第
三
五
条
第
三
項
一
文
に
従
う
軍
の
出
動
は
、
緊
急
の
場
合
で
も
合
議
機
関
と
し
て
の
連
邦
政
府
の
決
議
を
根
拠
と
し
て
の

み
許
さ
れ
る
（
41
）

。

判
決
理
由

大
法
廷
決
議
の
背
景
に
は
以
下
の
諸
考
慮
が
存
在
す
る
。

1
．
連
邦
の
立
法
権
限

基
本
法
第
三
五
条
第
二
項
及
び
第
三
項
の
諸
規
定
は
、
大
厄
災
非
常
事
態
に
お
け
る
軍
の
出
動
に
つ
い
て
規
定
す
る
連
邦
法
の
為
に
如

何
な
る
明
示
的
権
限
基
盤
も
提
供
し
な
い
。
基
本
法
第
七
章
以
外
の
実
体
規
範
に
於
け
る
連
邦
の
立
法
権
源
を
求
め
る
事
は
、
体
系
的
観

点
と
連
邦
的
管
轄
秩
序
の
保
護
目
的
か
ら
し
て
説
得
的
で
は
な
い
（
42
）

。

空
域
安
全
法
第
一
三
条
以
下
の
諸
条
項
の
為
の
連
邦
立
法
権
源
は
、
関
連
権
限
と
し
て
、
連
邦
に
航
空
立
法
権
限
を
指
示
磨
る
基
本
法

第
七
三
条
第
一
項
六
号
か
ら
生
ず
る
。
連
邦
は
、
一
定
領
域
の
為
に
立
法
管
轄
を
有
す
る
限
り
、
関
連
権
限
と
し
て
、
こ
の
領
域
に
お
け

る
安
全
と
秩
序
の
維
持
に
不
可
欠
に
関
連
す
る
諸
規
定
の
為
の
立
法
権
源
を
有
す
る
。
航
空
の
為
の
立
法
管
轄
は
、
正
に
航
空
に
関
わ
る

危
険
の
防
止
を
目
的
と
す
る
規
定
を
行
う
権
限
も
包
括
す
る
。
空
域
安
全
法
第
一
三
条
以
下
の
諸
規
定
は
、
連
邦
の
自
律
的
危
険
防
止
権

を
含
む
。
諸
規
定
は
、
諸
ラ
ン
ト
の
危
険
防
止
措
置
の
支
援
の
為
の
手
段
の
提
供
ば
か
り
か
、
同
時
に
間
接
的
に
軍
の
出
動
の
為
の
外
的

効
果
を
有
す
る
授
権
も
含
む
（
43
）

。

三
一
四



連
邦
軍
の
国
内
出
動
の
憲
法
適
合
性
：
二
〇
一
二
年
八
月
一
七
日
付
連
邦
憲
法
裁
判
所
大
法
廷
判
決
を
巡
っ
て
（
小
林
）

（
五
七
三
）

2
．
特
定
兵
器
を
伴
っ
た
軍
の
出
動
の
憲
法
的
許
容
性

基
本
法
第
八
七
条
ａ
第
二
項
に
よ
り
、
自
衛
以
外
に
軍
は
、
基
本
法
が
明
示
的
に
許
容
す
る
場
合
に
の
み
出
動
が
許
さ
れ
る
。
こ
の
規

定
の
限
定
的
機
能
は
、
国
内
に
お
け
る
軍
の
出
動
に
関
す
る
基
本
法
諸
規
定
の
解
釈
に
際
し
て
、
厳
格
な
条
文
忠
誠
を
維
持
さ
れ
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。
憲
法
は
、
国
内
に
お
け
る
軍
の
出
動
を
意
識
的
決
定
の
中
で
厳
格
な
例
外
ケ
ー
ス
に
限
定
し
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、

基
本
法
第
三
五
条
第
二
項
二
文
及
び
第
三
項
の
文
言
に
よ
っ
て
も
、
基
本
法
の
体
系
に
よ
っ
て
も
、
軍
の
出
動
が
こ
れ
ら
の
諸
規
定
に
よ

り
、
警
察
の
出
動
ラ
ン
ト
の
危
険
防
止
法
に
よ
っ
て
提
供
さ
れ
る
諸
手
段
に
限
定
さ
れ
る
事
が
必
然
的
に
課
さ
れ
て
は
い
な
い
。
寧
ろ
有

効
な
危
険
防
止
を
可
能
に
す
る
こ
の
規
定
目
的
は
、
軍
の
出
動
が
考
慮
さ
れ
る
狭
い
諸
前
提
下
に
、
そ
の
特
定
手
段
の
使
用
を
一
般
的
に

は
排
除
し
な
い
解
釈
に
賛
同
し
て
い
る
（
44
）

。

法
資
料
の
総
合
考
察
も
憲
法
改
正
立
法
者
が
投
入
手
段
の
制
限
を
意
図
し
て
い
た
と
の
想
定
を
強
い
て
は
い
な
い
。
立
法
史
か
ら
し
て
、

基
本
法
第
三
五
条
第
二
項
及
び
第
三
項
の
ケ
ー
ス
に
於
い
て
投
入
で
き
る
手
段
に
関
す
る
憲
法
改
正
的
立
法
者
の
明
確
な
意
思
も
、
適
用

可
能
な
法
の
問
題
に
お
け
る
明
確
な
構
想
も
認
識
で
き
な
い
。

確
か
に
憲
法
改
正
立
法
者
に
と
っ
て
、
大
事
故
非
常
事
態
へ
の
憲
法
諸
規
定
の
典
型
的
適
用
ケ
ー
ス
と
し
て
、
攻
撃
手
段
と
し
て
使
用

さ
れ
る
航
空
機
に
よ
る
危
険
の
防
止
で
は
な
く
、
と
り
わ
け
一
九
六
二
年
の
北
ド
イ
ツ
水
害
経
験
が
想
定
さ
れ
て
い
た
。
し
か
し
そ
の
事

は
、
基
本
法
第
三
五
条
第
二
項
及
び
第
三
項
が
規
定
の
異
な
る
文
言
と
体
系
に
よ
っ
て
把
握
さ
れ
る
危
険
ケ
ー
ス
に
も
適
用
さ
れ
る
事
を

排
除
し
な
い
し
、
し
か
も
今
日
の
脅
威
状
況
に
鑑
み
て
最
早
こ
の
諸
規
定
の
目
的
合
理
性
の
な
い
解
釈
を
強
い
る
も
の
で
も
な
い
（
45
）

。

三
一
五



日
本
法
学　

第
八
十
巻
第
二
号
（
二
〇
一
四
年
十
月
）

（
五
七
四
）

軍
の
出
動
自
体
は
、
特
定
軍
事
戦
闘
手
段
の
投
入
と
同
様
に
、
狭
い
諸
前
提
下
に
於
い
て
の
み
考
慮
さ
れ
る
。
と
り
わ
け
歴
史
的
背
景

に
鑑
み
て
、
国
内
的
対
立
の
克
服
を
目
的
と
す
る
軍
の
出
動
を
特
別
厳
し
い
制
限
下
に
置
く
基
本
法
第
八
七
条
ａ
第
四
項
の
憲
法
的
基
準

は
、
考
慮
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
制
限
は
、
出
動
が
基
本
法
第
八
七
条
ａ
第
四
項
を
基
盤
と
す
る
代
わ
り
に
基
本
法
第
三
五
条

第
二
項
及
び
第
三
項
を
基
盤
と
し
て
行
わ
れ
る
事
に
よ
っ
て
す
り
抜
け
ら
れ
て
は
な
ら
な
い
（
46
）

。

基
本
法
第
三
五
条
第
二
項
二
文
及
び
第
三
項
一
文
に
よ
る
大
災
害
緊
急
事
態
に
お
け
る
軍
の
出
動
に
は
特
に
重
大
な
大
厄
災
構
成
要
件

に
よ
っ
て
狭
い
限
定
が
付
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
把
握
さ
れ
て
い
る
も
の
は
、
大
厄
災
的
例
外
状
況
の
み
で
あ
る
。
と
り
わ
け
あ

る
ラ
ン
ト
が
そ
の
警
察
を
以
て
支
配
す
る
状
況
に
な
く
、
そ
の
根
拠
だ
け
か
ら
し
て
基
本
法
第
三
五
条
第
二
項
二
文
及
び
第
三
項
一
文
の

意
味
で
の
特
別
重
大
な
大
厄
災
を
提
示
す
る
危
険
状
況
を
提
示
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
基
本
法
第
三
五
条
第
二
項
及
び
第
三
項
に
よ

る
特
別
重
大
な
大
厄
災
ケ
ー
ス
の
諸
前
提
は
、
内
的
非
常
事
態
に
お
け
る
軍
の
出
動
に
対
す
る
憲
法
的
基
準
へ
の
境
界
内
で
規
定
さ
れ
る
。

従
っ
て
軍
は
、
基
本
法
第
三
五
条
第
二
項
及
び
第
三
項
に
基
づ
き
、
基
本
法
第
八
七
条
ａ
第
四
項
で
規
定
さ
れ
な
い
方
式
の
例
外
状
況
に

於
い
て
の
み
投
入
さ
れ
得
る
。
こ
の
よ
う
に
デ
モ
を
行
う
人
々
か
ら
発
せ
ら
れ
る
人
と
モ
ノ
に
対
す
る
危
険
は
、
基
本
法
第
三
五
条
の
意

味
に
お
け
る
特
別
重
大
な
大
厄
災
ケ
ー
ス
を
提
示
し
て
は
い
な
い
。
何
故
な
ら
、
基
本
法
第
八
七
条
ａ
第
四
項
一
文
に
よ
れ
ば
、
組
織
さ

れ
た
武
装
内
乱
軍
の
制
圧
を
目
的
と
す
る
場
合
で
あ
っ
て
も
、
軍
は
関
係
ラ
ン
ト
が
危
険
を
克
服
す
る
意
欲
あ
る
い
は
能
力
が
な
く
、
連

邦
あ
る
い
は
い
ち
ラ
ン
ト
の
存
続
あ
る
い
は
自
由
民
主
的
基
本
秩
序
に
対
す
る
危
険
が
存
在
す
る
場
合
に
の
み
出
動
が
許
さ
れ
る
か
ら
で

あ
る
。

最
後
に
、
大
厄
災
は
既
に
存
在
し
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
事
は
、
必
ず
し
も
障
害
の
発
生
を
前
提
と
す
る
も
の
で
は
な
い
。

三
一
六



連
邦
軍
の
国
内
出
動
の
憲
法
適
合
性
：
二
〇
一
二
年
八
月
一
七
日
付
連
邦
憲
法
裁
判
所
大
法
廷
判
決
を
巡
っ
て
（
小
林
）

（
五
七
五
）

し
か
し
大
厄
災
の
過
程
が
既
に
開
始
さ
れ
、
大
厄
災
の
発
生
が
確
実
性
に
近
い
蓋
然
性
を
伴
っ
て
接
近
し
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（
47
）

。

更
に
軍
の
出
動
は
、
特
定
の
軍
事
防
衛
手
段
の
投
入
と
同
様
に
、
こ
の
様
な
危
険
状
態
に
於
い
て
、
最
終
手
段
（ultim

a ratio

）
と
し

て
の
み
許
さ
れ
る
。
軍
に
よ
る
空
域
の
包
括
的
危
険
防
止
は
、
基
本
法
第
三
五
条
第
二
項
及
び
第
三
項
を
裏
付
け
と
す
る
事
は
出
来
な
い
（
48
）

。

3
．
連
邦
政
府
の
命
令
権
限

基
本
法
第
三
五
条
第
三
項
一
文
は
、
合
議
機
関
と
し
て
の
連
邦
政
府
の
み
に
超
地
域
的
大
厄
災
非
常
事
態
の
場
合
に
、
軍
の
諸
部
隊
を

投
入
す
る
権
限
を
与
え
る
。
こ
の
規
定
に
よ
れ
ば
、
緊
急
の
場
合
で
も
、
自
ら
に
指
示
さ
れ
た
決
議
権
限
を
個
々
の
閣
僚
に
委
譲
す
る
連

邦
政
府
の
権
限
も
、
回
避
す
る
権
限
規
定
へ
の
立
法
者
の
権
限
も
存
在
し
な
い
。
連
邦
相
の
部
門
管
轄
（
基
本
法
第
六
五
条
第
二
文
）
な
ら

び
に
軍
に
対
す
る
命
令
・
指
令
権
の
連
邦
防
衛
相
へ
の
指
示
（
基
本
法
第
六
五
ａ
）
も
異
な
る
解
釈
を
根
拠
づ
け
な
い
。
何
故
な
ら
、
基
本

法
第
三
五
条
第
三
項
一
文
は
、
超
地
域
的
大
厄
災
非
常
事
態
に
お
け
る
軍
の
出
動
に
つ
い
て
決
定
す
る
権
限
の
為
に
特
別
規
定
を
行
う
か

ら
で
あ
る
。
個
別
ケ
ー
ス
の
為
の
異
な
っ
た
管
轄
は
、
有
効
な
危
険
防
止
を
目
指
す
基
本
法
第
三
五
条
第
三
項
の
目
的
か
ら
も
、
あ
る
い

は
国
家
の
保
護
義
務
か
ら
も
引
き
出
し
得
な
い
。
政
治
的
に
極
め
て
争
い
の
あ
る
素
材
の
中
で
、
争
い
の
あ
る
詳
細
な
論
議
の
結
果
と
し

て
成
立
し
た
国
内
に
お
け
る
軍
の
出
動
に
関
す
る
諸
規
定
の
解
釈
の
為
に
は
、
厳
格
な
文
言
忠
誠
の
命
令
が
妥
当
す
る
。
従
っ
て
い
ず
れ

に
せ
よ
、
意
識
的
か
つ
体
系
に
合
致
し
て
選
択
さ
れ
た
文
言
か
ら
離
れ
た
、
保
護
の
隙
間
の
回
避
を
目
的
と
す
る
目
的
論
的
憲
法
解
釈
は

禁
止
さ
れ
る
（
49
）

。

三
一
七



日
本
法
学　

第
八
十
巻
第
二
号
（
二
〇
一
四
年
十
月
）

（
五
七
六
）

ガ
イ
ヤ
ー
判
事
の
反
対
意
見

ガ
イ
ヤ
ー
判
事
の
反
対
意
見
は
凡
そ
以
下
の
通
り
で
あ
る
。

現
行
の
基
本
法
は
、
特
定
の
兵
器
を
伴
っ
た
国
内
で
の
軍
の
戦
闘
出
動
を
、
地
域
的
大
厄
災
非
常
事
態
（
基
本
法
第
三
五
条
第
二
項
二
文
）

に
於
い
て
も
、
超
地
域
的
大
災
害
非
常
事
態
（
基
本
法
第
三
五
条
第
三
項
一
文
）
に
お
い
て
も
排
除
す
る
。
第
二
提
示
問
題
へ
の
回
答
を
以

て
大
法
廷
は
、
成
立
史
の
考
慮
下
に
関
連
す
る
憲
法
諸
規
範
の
文
言
を
十
分
に
評
価
せ
ず
、
し
か
も
「
最
良
の
解
釈
原
理
」
と
し
て
の
憲

法
の
統
一
性
に
鑑
み
た
体
系
的
解
釈
も
行
っ
て
い
な
い
。
そ
の
限
り
で
大
法
廷
決
議
は
、
結
果
と
し
て
憲
法
改
正
効
果
を
有
し
て
い
る
（
50
）

。

1
．
軍
は
決
し
て
内
政
上
の
権
力
手
段
と
し
て
投
入
さ
れ
て
は
な
ら
な
い
。

正
に
非
常
事
態
立
法
以
降
に
は
一
九
六
八
年
以
前
と
は
異
な
り
、
国
内
に
お
け
る
軍
の
出
動
が
最
早
許
さ
れ
な
く
な
っ
て
以
来
、
厳
格

な
制
約
が
命
じ
ら
れ
て
い
る
。
軍
が
決
し
て
内
政
的
権
力
手
段
と
し
て
投
入
さ
れ
て
は
な
ら
な
い
。
組
織
さ
れ
、
か
つ
軍
事
的
武
装
反
乱

軍
の
殲
滅
の
み
を
目
的
と
し
た
最
後
の
手
段
と
し
て
軍
の
戦
闘
出
動
が
許
さ
れ
る
国
家
非
常
事
態
の
極
め
て
例
外
的
ケ
ー
ス
（
基
本
法
第

八
七
条
ａ
第
四
項
）
を
除
い
て
、
国
内
安
全
の
維
持
は
、
専
ら
警
察
の
任
務
に
留
ま
る
。
警
察
の
任
務
は
危
険
防
止
の
任
務
で
あ
り
、
し

か
も
こ
の
為
に
適
切
か
つ
必
要
な
武
器
を
警
察
は
持
た
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
れ
に
対
し
軍
の
戦
闘
出
動
は
、
敵
の
せ
ん
滅
を
目
指
し
、

こ
の
為
に
特
別
な
軍
事
的
装
備
が
不
可
欠
で
あ
る
。
こ
の
厳
格
な
分
離
を
以
て
ド
イ
ツ
の
憲
法
は
、
歴
史
的
経
験
か
ら
の
帰
結
を
得
、
し

か
も
国
内
で
の
武
装
出
動
か
ら
の
軍
の
原
則
的
排
除
を
国
家
制
度
の
根
本
原
理
と
し
た
。
こ
れ
を
変
え
よ
う
と
す
る
者
は
、
憲
法
改
正
に

必
要
な
議
会
の
多
数
を
自
ら
の
為
に
獲
得
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
れ
に
は
二
〇
〇
九
年
に
成
功
し
な
か
っ
た
。
こ
こ
で
修
正
的
に
介

三
一
八



連
邦
軍
の
国
内
出
動
の
憲
法
適
合
性
：
二
〇
一
二
年
八
月
一
七
日
付
連
邦
憲
法
裁
判
所
大
法
廷
判
決
を
巡
っ
て
（
小
林
）

（
五
七
七
）

入
す
る
事
は
、
連
邦
憲
法
裁
判
所
の
任
務
で
は
な
い
（
51
）

。

2
． 
大
厄
災
非
常
事
態
と
内
的
非
常
事
態
の
諸
規
定
間
の
厳
格
な
分
離
は
特
定
の
軍
事
装
備
の
許
可
を
通
し
て
混
同
さ
れ
て
は
な
ら
な

い
。

軍
事
的
装
備
を
伴
っ
た
軍
の
出
動
が
大
厄
災
非
常
事
態
の
両
ケ
ー
ス
に
お
い
て
憲
法
で
禁
じ
ら
れ
て
い
る
事
は
、
基
本
法
の
歴
史
的
憲

法
解
釈
、
と
り
わ
け
体
系
的
解
釈
を
以
て
根
拠
付
け
ら
れ
て
い
る
。
大
法
廷
の
見
解
に
反
し
、
連
邦
議
会
の
法
務
委
員
会
は
、
一
九
六
八

年
の
非
常
事
態
立
法
の
枠
内
で
、
明
確
な
決
定
を
行
い
、
し
か
も
憲
法
改
正
に
対
す
る
連
邦
議
会
の
立
法
決
議
の
為
の
基
盤
で
あ
っ
た
当

時
の
報
告
の
中
で
、
軍
事
的
に
装
備
さ
れ
た
軍
の
出
動
を
特
別
に
危
険
な
内
的
非
常
事
態
（
基
本
法
第
八
七
条
ａ
第
四
項
）
と
し
て
の
国
家

非
常
事
態
に
限
定
す
る
誤
解
さ
れ
よ
う
の
な
い
提
案
を
行
っ
た
。
こ
れ
に
加
え
大
法
廷
は
、
非
常
事
態
立
法
の
時
点
で
国
内
で
の
軍
の
軍

事
的
に
装
備
し
た
部
隊
の
出
動
の
広
範
囲
な
許
容
を
政
治
的
に
実
行
で
き
な
か
っ
た
事
実
を
全
く
注
目
し
て
い
な
い
。
基
本
法
が
「
非
常

事
態
憲
法
」
と
共
に
体
験
し
た
体
系
は
こ
の
事
と
一
致
し
て
い
る
。
大
厄
災
非
常
事
態
規
定
と
内
的
非
常
事
態
規
定
と
の
厳
格
な
分
離
は
、

国
内
に
お
け
る
軍
の
出
動
の
両
ケ
ー
ス
が
全
く
異
な
っ
た
交
差
し
な
い
適
用
領
域
を
有
し
、
従
っ
て
、
大
災
害
非
常
事
態
の
ケ
ー
ス
に
お

い
て
も
特
定
軍
事
装
備
の
許
容
を
通
し
て
混
同
す
る
事
が
許
さ
れ
な
い
事
を
証
明
し
て
い
る
。
こ
れ
に
加
え
憲
法
改
正
立
法
者
が
連
邦
政

府
を
以
て
合
議
機
関
に
出
動
決
定
の
為
の
管
轄
を
指
示
し
て
い
る
状
況
は
、
こ
の
立
法
者
が
当
初
か
ら
大
厄
災
非
常
事
態
に
お
け
る
特
定

軍
事
兵
器
の
投
入
を
必
要
と
見
做
さ
ず
、
従
っ
て
、
こ
れ
を
正
当
化
し
よ
う
と
し
な
か
っ
た
と
い
う
結
論
の
み
を
許
し
て
い
る
。
何
故
な

ら
、
殲
滅
力
を
伴
っ
た
兵
器
の
投
入
を
以
て
の
み
有
効
に
対
応
可
能
な
危
険
状
態
は
、
そ
の
削
除
に
と
っ
て
あ
ら
ゆ
る
時
間
的
遅
延
が
不

利
で
あ
る
事
実
に
よ
っ
て
特
徴
づ
け
ら
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
従
っ
て
、
決
定
に
於
い
て
比
較
的
動
き
の
鈍
い
合
議
機
関
へ
の
、
立
ち

三
一
九



日
本
法
学　

第
八
十
巻
第
二
号
（
二
〇
一
四
年
十
月
）

（
五
七
八
）

向
か
う
イ
ニ
シ
ャ
テ
ィ
ヴ
権
限
を
伴
っ
た
委
任
は
、
正
に
憲
法
改
正
立
法
者
が
目
指
す
「
有
効
な
戦
い
」
に
鑑
み
て
も
、
機
能
的
で
は
な

い
（
52
）

。3
．
ガ
イ
ヤ
ー
判
事
（
反
対
意
見
）
は
主
観
的
評
価
の
過
大
な
余
地
を
非
難
。

大
法
廷
決
議
は
、
自
ら
が
展
開
し
た
諸
基
準
を
以
て
大
厄
災
非
常
事
態
の
厳
し
さ
の
よ
り
少
な
い
諸
前
提
を
通
し
基
本
法
第
八
七
条
ａ

第
四
項
に
よ
る
内
的
事
情
事
態
の
狭
い
諸
前
提
の
回
避
を
阻
止
す
る
事
が
で
き
な
い
。『
大
厄
災
的
次
元
』
の
「
直
接
目
前
に
迫
る
」
障

害
発
生
の
必
要
を
通
し
て
武
装
軍
隊
の
出
動
の
更
な
る
制
限
の
試
み
は
、
必
要
な
明
快
性
と
予
測
性
に
正
当
に
対
応
し
て
い
な
い
。
こ
こ

で
は
日
常
の
適
用
実
践
の
中
で
、
│
例
え
ば
政
府
に
批
判
的
な
大
デ
モ
の
場
合
│
急
ぎ
過
ぎ
の
予
測
で
は
な
い
に
し
て
も
、
主
観
的
評
価

に
対
す
る
多
く
の
余
地
を
残
し
て
い
る
、
全
く
不
確
定
で
、
裁
判
に
よ
っ
て
有
効
に
統
制
で
き
な
い
範
疇
が
対
象
と
な
っ
て
い
る
。
い
ず

れ
に
せ
よ
戦
闘
用
に
装
備
さ
れ
た
軍
の
出
動
は
、
受
入
れ
ら
れ
な
い
。
戦
闘
用
兵
器
庫
の
影
で
意
見
の
自
由
な
表
明
の
成
功
は
困
難
な
の

だ
（
53
）

。4
．
憲
法
改
正
は
不
可
欠
。

そ
の
他
と
り
わ
け
テ
ロ
攻
撃
に
対
す
る
住
民
の
保
護
に
と
っ
て
大
法
廷
決
議
に
よ
っ
て
拡
大
さ
れ
た
国
内
に
お
け
る
武
装
軍
の
出
動
は
、

如
何
な
る
測
定
可
能
な
利
点
も
提
供
し
な
い
。
確
か
に
こ
の
決
議
に
よ
れ
ば
戦
闘
機
が
空
域
安
全
法
第
一
四
条
第
一
項
の
諸
前
提
下
に
お

い
て
「
航
空
機
を
航
路
か
ら
そ
ら
せ
、
着
陸
を
強
い
、
武
器
の
使
用
で
威
嚇
し
、
あ
る
い
は
警
告
射
撃
を
行
う
事
」
が
可
能
で
あ
る
。
こ

の
様
な
諸
措
置
に
よ
る
危
険
防
止
の
成
功
の
蓋
然
性
は
、
し
か
し
な
が
ら
と
り
わ
け
「
背
教
者
」
ケ
ー
ス
に
お
い
て
は
、
低
い
。
何
故
な

三
二
〇



連
邦
軍
の
国
内
出
動
の
憲
法
適
合
性
：
二
〇
一
二
年
八
月
一
七
日
付
連
邦
憲
法
裁
判
所
大
法
廷
判
決
を
巡
っ
て
（
小
林
）

（
五
七
九
）

ら
、
乗
客
と
搭
乗
員
の
い
る
航
空
機
の
撃
墜
は
、
人
間
の
尊
厳
の
保
障
と
結
ぶ
生
命
へ
の
基
本
権
と
相
容
れ
な
い
が
故
に
許
さ
れ
な
い
か

ら
で
あ
る
。
こ
れ
に
加
え
、
大
法
廷
の
見
解
か
ら
し
て
も
、
憲
法
改
正
な
し
に
、
連
邦
政
府
の
み
が
基
本
法
第
三
五
条
第
三
項
一
文
の
基

準
に
よ
り
、
航
空
機
に
対
す
る
軍
事
兵
器
の
投
入
に
つ
い
て
決
定
で
き
る
。
こ
の
事
は
、
比
較
的
狭
い
ド
イ
ツ
の
空
域
に
鑑
み
て
、
決
し

て
適
時
な
措
置
に
は
導
か
な
い
。
従
っ
て
、
実
体
憲
法
が
空
域
か
ら
の
危
険
の
有
効
な
防
止
の
為
に
与
え
る
枠
組
み
が
利
用
さ
れ
る
べ
き

場
合
、
戦
闘
出
動
の
拡
大
さ
れ
た
許
容
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
憲
法
改
正
が
不
可
避
と
な
る
（
54
）

。

Ｃ
．
大
法
廷
判
決
の
要
点

1
． 

連
邦
軍
に
は
、
軍
の
国
内
出
動
に
際
し
、
極
限
的
例
外
ケ
ー
ス
に
お
い
て
、
危
険
防
止
を
目
的
と
し
た
特
別
軍
事
兵
器
の
投
入
が
許

さ
れ
る
。

2
．
特
別
軍
事
兵
器
の
使
用
は
、
狭
い
諸
前
提
下
に
於
い
て
の
み
許
さ
れ
る
。

空
域
安
全
法
第
一
三
条
か
ら
第
一
五
条
ま
で
の
諸
規
定
の
為
の
連
邦
の
立
法
管
轄
権
は
、
基
本
法
第
三
五
条
第
二
項
及
び
三
項
か
ら

で
は
な
く
、
連
邦
に
空
輸
の
為
に
排
他
的
立
法
管
轄
権
を
指
示
す
る
基
本
法
旧
第
七
三
条
第
六
号
（
現
行
基
本
法
第
七
三
条
第
一
項
第
六

号
）
か
ら
生
ず
る
。
基
本
法
第
三
五
条
第
三
項
一
文
に
よ
る
超
地
域
的
大
厄
災
非
常
事
態
の
諸
ケ
ー
ス
に
お
け
る
軍
の
出
動
は
、
緊
急

ケ
ー
ス
に
お
い
て
も
、
連
邦
政
府
の
決
議
に
基
づ
い
て
の
み
許
さ
れ
る
。

3
．
連
邦
の
立
法
管
轄
権

空
域
安
全
法
第
一
三
条
以
下
の
為
の
連
邦
の
立
法
権
限
は
、
連
邦
に
空
輸
の
為
の
立
法
権
限
を
指
示
す
る
付
随
権
限
と
し
て
の
基
本

法
旧
七
三
条
第
六
号
（
現
行
基
本
法
第
七
三
条
第
一
項
第
六
号
）
か
ら
帰
結
さ
れ
る
。
連
邦
が
一
定
領
域
の
為
に
立
法
権
限
を
有
す
る
限

三
二
一



日
本
法
学　

第
八
十
巻
第
二
号
（
二
〇
一
四
年
十
月
）

（
五
八
〇
）

り
、
付
随
権
限
と
し
て
連
邦
に
、
こ
の
領
域
に
お
け
る
安
全
と
秩
序
の
維
持
を
目
的
と
す
る
不
可
欠
な
関
連
に
あ
る
諸
規
定
の
為
の
立

法
権
限
も
付
与
さ
れ
て
い
る
。
空
輸
の
為
の
立
法
管
轄
権
は
、
付
随
と
し
て
、
正
に
空
輸
か
ら
生
ず
る
危
険
防
止
諸
規
定
を
行
う
権
限

も
含
む
。
空
域
安
全
法
第
一
三
条
以
下
の
諸
規
定
は
、
連
邦
の
自
律
的
危
険
防
止
法
を
含
む
。

4
．
特
別
軍
事
兵
器
を
伴
っ
た
軍
の
出
動
の
憲
法
的
許
容
性

基
本
法
第
八
七
条
ａ
第
二
項
に
よ
れ
ば
、
自
衛
目
的
以
外
に
軍
は
、
こ
の
基
本
法
が
明
示
的
に
許
容
す
る
場
合
に
の
み
出
動
が
許
さ

れ
る
。
こ
の
規
定
の
制
限
的
機
能
は
、
国
内
に
お
け
る
軍
の
出
動
に
関
す
る
基
本
法
の
諸
規
定
の
解
釈
に
際
し
て
厳
し
い
テ
キ
ス
ト
忠

実
を
通
し
て
維
持
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
憲
法
は
国
内
に
お
け
る
軍
の
出
動
を
意
識
的
決
定
の
中
で
極
限
的
例
外
ケ
ー
ス
に
限
定

し
た
。
し
か
し
、
軍
の
出
動
が
こ
れ
ら
の
諸
規
定
に
よ
り
、
出
動
ラ
ン
ト
の
危
険
防
止
法
に
従
っ
て
警
察
に
提
供
さ
れ
る
か
、
あ
る
い

は
提
供
が
許
さ
れ
る
手
段
に
限
定
さ
れ
る
事
は
、
基
本
法
第
三
五
条
第
二
項
二
文
及
び
第
三
項
の
文
言
に
よ
っ
て
も
、
基
本
法
の
体
系

に
よ
っ
て
も
、
必
然
的
に
条
件
づ
け
ら
れ
な
い
。

5
．
投
入
可
能
な
戦
闘
手
段
の
制
限
は
多
分
意
図
さ
れ
て
い
な
い

法
律
素
材
の
総
合
考
察
も
憲
法
改
正
立
法
者
が
投
入
可
能
な
手
段
の
制
限
を
意
図
し
て
い
た
と
の
推
定
を
強
い
る
こ
と
は
な
い
。
立

法
史
か
ら
は
、
基
本
法
第
三
五
条
第
二
項
及
び
第
三
項
の
ケ
ー
ス
に
於
い
て
投
入
可
能
な
手
段
に
関
す
る
憲
法
改
正
立
法
者
の
明
確
な

意
思
も
、
適
用
可
能
な
法
の
適
用
の
問
題
に
於
け
る
明
確
な
構
想
も
認
識
さ
れ
な
い
。

6
．
軍
事
戦
闘
手
段
の
投
入
は
狭
い
諸
前
提
下
に
於
い
て
の
み
許
さ
れ
る

軍
そ
れ
自
体
の
出
動
は
、
特
別
軍
事
戦
闘
手
段
の
投
入
と
同
様
に
狭
い
諸
前
提
下
に
の
み
考
慮
さ
れ
る
。
と
り
わ
け
歴
史
的
経
験
を

背
景
と
し
て
国
内
対
決
の
克
服
を
目
的
と
す
る
軍
の
出
動
を
特
別
厳
し
い
制
約
下
に
置
く
基
本
法
第
八
七
条
ａ
第
四
項
の
憲
法
的
前
提

三
二
二



連
邦
軍
の
国
内
出
動
の
憲
法
適
合
性
：
二
〇
一
二
年
八
月
一
七
日
付
連
邦
憲
法
裁
判
所
大
法
廷
判
決
を
巡
っ
て
（
小
林
）

（
五
八
一
）

が
考
慮
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

7
．
軍
の
出
動
は
連
邦
あ
る
い
は
ラ
ン
ト
の
自
由
・
民
主
的
基
本
秩
序
に
対
す
る
危
険
の
存
在
の
場
合
に
の
み
可
能

基
本
法
第
三
五
条
第
二
項
二
文
及
び
第
三
項
一
文
に
従
っ
た
大
厄
災
非
常
事
態
に
お
い
て
軍
の
出
動
に
、
特
別
に
重
大
な
大
災
害
の

構
成
要
件
を
通
し
て
狭
い
限
定
が
設
定
さ
れ
た
。
こ
れ
に
よ
っ
て
、
大
厄
災
規
模
の
非
常
な
例
外
状
況
の
み
が
把
握
さ
れ
て
い
る
。
と

り
わ
け
一
ラ
ン
ト
が
そ
の
警
察
を
以
て
支
配
で
き
な
い
危
険
状
況
は
、
前
記
の
根
拠
か
ら
し
て
、
基
本
法
第
三
五
条
第
二
項
二
文
及
び

第
三
項
一
文
の
意
味
に
お
け
る
特
別
重
い
災
害
を
提
示
し
な
い
。
基
本
法
第
三
五
条
第
二
項
及
び
第
三
項
に
よ
る
特
別
に
重
い
災
害

ケ
ー
ス
の
諸
前
提
は
、
憲
法
的
諸
課
題
へ
の
境
界
の
中
で
国
内
非
常
事
態
に
お
け
る
軍
の
出
動
の
為
に
決
定
さ
れ
る
。
従
っ
て
、
基
本

法
第
三
五
条
第
二
項
及
び
第
三
項
に
基
づ
き
、
軍
は
、
基
本
法
第
八
七
条
ａ
第
四
項
で
規
定
さ
れ
な
い
種
類
の
災
害
状
況
に
於
い
て
の

み
出
動
で
き
る
。

8
．
軍
の
出
動
は
最
終
手
段
（ultim
a ratio
）
と
し
て
の
み
許
さ
れ
る

軍
の
出
動
は
、
特
別
軍
事
的
防
衛
手
段
の
投
入
と
同
様
に
、
最
終
手
段
と
し
て
の
み
許
さ
れ
る
。
軍
を
伴
っ
た
空
域
の
包
括
的
危
険

防
止
は
、
基
本
法
第
三
五
条
第
二
項
及
び
第
三
項
を
裏
付
け
と
す
る
事
が
で
き
な
い
。

9
．
連
邦
政
府
の
命
令
権
限

基
本
法
第
三
五
条
第
三
項
一
文
は
、
超
地
域
的
大
厄
災
非
常
事
態
に
於
い
て
、
合
議
機
関
と
し
て
の
連
邦
政
府
の
み
に
軍
の
部
隊
の

投
入
を
授
権
す
る
。
こ
の
規
定
に
よ
れ
ば
、
緊
急
ケ
ー
ス
に
於
い
て
も
、
自
ら
に
指
示
さ
れ
た
決
定
権
限
を
個
々
の
閣
僚
に
委
譲
す
る

連
邦
政
府
の
権
限
も
、
こ
の
規
定
か
ら
離
れ
た
管
轄
規
定
へ
の
立
法
者
の
権
限
も
存
在
し
な
い
。
連
邦
大
臣
の
分
野
管
轄
（
基
本
法
第

六
五
条
第
二
文
）
と
連
邦
国
防
相
へ
の
軍
に
対
す
る
命
令
・
指
令
権
の
指
示
（
基
本
法
第
六
五
条
ａ
）
は
、
異
な
っ
た
解
釈
を
根
拠
付
け

三
二
三



日
本
法
学　

第
八
十
巻
第
二
号
（
二
〇
一
四
年
十
月
）

（
五
八
二
）

な
い
。

第
三
節
：
大
法
廷
判
決
の
評
価

大
法
廷
判
決
の
評
価
に
先
立
ち
、
今
一
度
第
一
法
廷
判
決
の
特
質
を
思
い
起
し
た
い
。
第
一
法
廷
の
判
決
対
象
は
、
概
ね
、
テ
ロ
リ
ス

ト
に
乗
っ
取
ら
れ
た
航
空
機
の
撃
墜
を
連
邦
軍
に
授
権
す
る
規
定
（
空
域
安
全
法
第
一
四
条
第
三
項
）
が
憲
法
適
合
性
を
有
す
る
か
否
か
で

あ
る
。
第
一
法
廷
は
、
こ
の
規
定
の
違
憲
・
無
効
を
以
下
の
根
拠
を
以
っ
て
決
定
し
た
。

1
）　

撃
墜
授
権
は
連
邦
軍
の
国
内
出
動
の
憲
法
的
制
限
に
違
反

防
衛
以
外
を
目
的
と
す
る
連
邦
軍
の
出
動
は
、
現
行
憲
法
（
基
本
法
）
で
狭
い
諸
前
提
に
限
定
さ
れ
て
い
る
。
基
本
法
は
連
邦
軍
の
国

内
出
動
を
自
然
大
厄
災
と
重
大
な
事
故
に
お
け
る
援
助
に
限
定
し
、
兵
器
の
投
入
を
許
し
て
い
な
い
。
こ
の
前
提
が
空
域
安
全
法
の
争
点

で
充
足
さ
れ
て
い
な
い
。

2
）　

撃
墜
は
人
間
の
尊
厳
と
生
命
へ
の
基
本
権
を
侵
害

撃
墜
は
、
武
力
の
投
入
に
よ
っ
て
、
犯
罪
行
為
に
参
加
し
な
い
機
内
の
乗
客
及
び
乗
務
員
の
生
命
に
打
撃
を
与
え
る
限
り
、
人
間
の
尊

厳
保
障
（
基
本
法
第
一
条
第
一
項
）
と
結
ぶ
生
き
る
権
利
（
基
本
法
第
二
条
第
二
項
一
文
）
と
も
相
容
れ
な
い
。

3
）　

連
邦
防
衛
相
に
よ
る
テ
ロ
リ
ス
ト
運
行
航
空
機
の
撃
墜
授
権
は
違
憲

テ
ロ
リ
ス
ト
運
行
の
航
空
機
の
撃
墜
は
、
連
邦
政
府
で
は
な
く
、
連
邦
防
衛
相
に
よ
る
授
権
の
場
合
は
違
憲
。 三

二
四



連
邦
軍
の
国
内
出
動
の
憲
法
適
合
性
：
二
〇
一
二
年
八
月
一
七
日
付
連
邦
憲
法
裁
判
所
大
法
廷
判
決
を
巡
っ
て
（
小
林
）

（
五
八
三
）

4
）　

無
人
あ
る
い
は
テ
ロ
リ
ス
ト
運
行
の
航
空
機
の
撃
墜
は
合
憲

こ
の
種
の
航
空
機
の
撃
墜
は
、
無
実
の
参
加
者
を
前
提
と
し
な
い
の
で
、
基
本
権
（
基
本
法
第
一
条
第
一
項
＋
第
二
条
第
二
項
）
侵
害
の
問

題
は
発
生
し
な
い
。

前
記
第
一
法
廷
の
判
決
に
対
し
、
大
法
廷
は
、
凡
そ
以
下
の
様
な
判
決
を
下
し
た
。

1
．
連
邦
軍
に
は
、
軍
の
国
内
出
動
に
際
し
、
極
限
的
例
外
ケ
ー
ス
に
お
い
て
、
危
険
防
止
を
目
的
と
し
た
特
別
軍
事
兵
器
の
投
入
が
許

さ
れ
る
。
空
域
安
全
法
第
一
三
条
か
ら
第
一
五
条
ま
で
の
諸
規
定
の
為
の
連
邦
の
立
法
管
轄
権
は
、
連
邦
に
空
輸
の
為
に
排
他
的
立
法

管
轄
権
を
指
示
す
る
基
本
法
第
七
三
条
第
一
項
第
六
号
か
ら
生
ず
る
。
基
本
法
第
三
五
条
第
三
項
一
文
に
よ
る
超
地
域
的
大
厄
災
非
常

事
態
の
諸
ケ
ー
ス
に
お
け
る
軍
の
出
動
は
、
緊
急
ケ
ー
ス
に
お
い
て
も
、
連
邦
政
府
の
決
議
に
基
づ
い
て
の
み
許
さ
れ
る
。

2
． 

連
邦
の
立
法
管
轄
権
：
空
域
安
全
法
第
一
三
条
以
下
の
為
の
連
邦
の
立
法
権
限
は
、
連
邦
に
空
輸
の
為
の
立
法
権
限
を
指
示
す
る
付

随
権
限
と
し
て
の
基
本
法
第
七
三
条
第
一
項
第
六
号
か
ら
帰
結
さ
れ
る
。
連
邦
が
一
定
領
域
の
為
に
立
法
権
限
を
有
す
る
限
り
、
連
邦

に
、
こ
の
領
域
に
お
け
る
安
全
と
秩
序
の
維
持
を
目
的
と
す
る
不
可
欠
な
関
連
に
あ
る
諸
規
定
の
為
の
立
法
権
限
も
付
与
さ
れ
て
い
る
。

3
． 

特
別
軍
事
兵
器
を
伴
っ
た
軍
の
出
動
の
憲
法
的
許
容
性
：
基
本
法
第
八
七
条
ａ
第
二
項
に
よ
れ
ば
、
自
衛
目
的
以
外
に
軍
は
、
こ
の

基
本
法
が
明
示
的
に
許
容
す
る
場
合
に
の
み
出
動
が
許
さ
れ
る
。
憲
法
は
国
内
に
お
け
る
軍
の
出
動
を
意
識
的
決
定
の
中
で
極
限
的
例

外
ケ
ー
ス
に
限
定
し
た
。
し
か
し
、
軍
の
出
動
が
こ
れ
ら
の
諸
規
定
に
よ
り
、
出
動
ラ
ン
ト
の
危
険
防
止
法
に
従
っ
て
警
察
に
提
供
さ

れ
る
か
、
あ
る
い
は
提
供
が
許
さ
れ
る
手
段
に
限
定
さ
れ
る
事
は
、
基
本
法
第
三
五
条
第
二
項
二
文
及
び
第
三
項
の
文
言
に
よ
っ
て
も
、

基
本
法
の
体
系
に
よ
っ
て
も
、
必
然
的
に
条
件
づ
け
ら
れ
な
い
。

三
二
五



日
本
法
学　

第
八
十
巻
第
二
号
（
二
〇
一
四
年
十
月
）

（
五
八
四
）

4
． 
投
入
可
能
な
戦
闘
手
段
の
制
限
は
多
分
意
図
さ
れ
て
い
な
い
：
法
律
素
材
の
総
合
考
察
も
憲
法
改
正
立
法
者
が
投
入
可
能
な
手
段
の

制
限
を
意
図
し
て
い
た
と
の
推
定
を
強
い
る
こ
と
は
な
い
。

5
． 

軍
の
出
動
は
連
邦
あ
る
い
は
ラ
ン
ト
の
自
由
・
民
主
的
基
本
秩
序
に
対
す
る
危
険
の
存
在
の
場
合
に
の
み
可
能
：
基
本
法
第
三
五
条

第
二
項
二
文
及
び
第
三
項
一
文
に
従
っ
た
大
厄
災
非
常
事
態
に
お
い
て
軍
の
出
動
に
、
特
別
に
重
大
な
大
災
害
の
構
成
要
件
を
通
し
て

狭
い
限
定
が
設
定
さ
れ
た
。
基
本
法
第
三
五
条
第
二
項
及
び
第
三
項
に
よ
る
特
別
に
重
い
災
害
ケ
ー
ス
の
諸
前
提
は
、
憲
法
的
諸
課
題

へ
の
境
界
の
中
で
国
内
非
常
事
態
に
お
け
る
軍
の
出
動
の
為
に
決
定
さ
れ
る
。

6
． 

軍
の
出
動
は
最
終
手
段
（ultim

a ratio

）
と
し
て
の
み
許
さ
れ
る
。

7
． 

連
邦
政
府
の
命
令
権
限
：
基
本
法
第
三
五
条
第
三
項
一
文
は
、
超
地
域
的
大
厄
災
非
常
事
態
に
於
い
て
、
合
議
機
関
と
し
て
の
連
邦

政
府
の
み
に
軍
の
部
隊
の
投
入
を
授
権
す
る
。

大
法
廷
に
よ
る
上
記
の
判
決
は
、
極
め
て
解
り
難
い
が
、
結
論
的
に
は
、
連
邦
政
府
に
よ
る
、
国
内
で
の
連
邦
軍
の
出
動
が
、
極
め
て

例
外
的
な
場
合
に
、
許
さ
れ
る
と
し
て
い
る
。

大
法
廷
の
判
決
は
、
以
下
の
諸
点
に
於
い
て
問
題
を
残
し
て
い
る
。

第
一
に
、
大
法
廷
は
、
軍
の
国
内
出
動
が
基
本
法
第
三
五
条
第
二
項
及
び
第
三
項
に
よ
っ
て
で
は
な
く
、
基
本
法
第
七
三
条
第
一
項
第

六
号
（
連
邦
の
排
他
的
立
法
管
轄
権
）
に
よ
っ
て
可
能
に
さ
れ
て
い
る
と
し
て
い
る
。
こ
の
点
は
良
し
と
し
て
も
、
そ
れ
で
は
、
具
体
的
対

三
二
六



連
邦
軍
の
国
内
出
動
の
憲
法
適
合
性
：
二
〇
一
二
年
八
月
一
七
日
付
連
邦
憲
法
裁
判
所
大
法
廷
判
決
を
巡
っ
て
（
小
林
）

（
五
八
五
）

策
と
し
て
、
テ
ロ
リ
ス
ト
の
乗
っ
取
ら
れ
た
航
空
機
に
対
し
て
、
複
数
の
対
策
が
例
示
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
で
も
問
題
が
解
決
さ
れ
な

い
場
合
に
付
い
て
の
更
な
る
例
示
に
欠
け
て
い
る
。

第
二
に
、
具
体
的
に
は
、
問
題
航
空
機
の
撃
墜
に
付
い
て
の
言
及
が
な
い
。
つ
ま
り
大
法
廷
は
、
第
一
法
廷
判
決
に
お
け
る
乗
務
員
及

び
乗
客
を
伴
っ
た
乗
っ
取
ら
れ
航
空
機
の
撃
墜
禁
止
を
暗
黙
裡
に
認
め
て
い
る
事
に
な
る
。
こ
れ
ま
で
の
デ
ー
ゲ
ン
ハ
ル
ト
教
授
及
び
メ

ル
ケ
ル
教
授
の
理
論
へ
の
言
及
は
全
く
見
ら
れ
ず
、
第
一
法
廷
判
決
の
暗
黙
裡
の
承
認
に
終
わ
っ
て
い
る
。

第
三
に
、
結
局
大
法
廷
判
決
は
、
結
果
と
し
て
、
重
要
問
題
（
乗
っ
取
ら
れ
航
空
機
の
撃
墜
）
の
先
送
り
で
終
わ
っ
て
い
る
。

連
邦
軍
国
内
出
動
の
展
望

ド
イ
ツ
週
刊
誌S

piegel

誌
（S

piegel O
nline

）
二
〇
一
四
年
四
月
七
日
付
報
道
に
よ
れ
ば
、
現
大
連
立
（
Ｃ
Ｄ
Ｕ
／
Ｃ
Ｓ
Ｕ
＋
Ｓ
Ｐ
Ｄ
）

政
権
が
安
全
保
障
政
策
に
関
わ
る
長
年
に
わ
た
る
対
立
を
基
本
法
（
憲
法
）
改
正
に
よ
っ
て
解
消
す
る
方
向
に
あ
る
。
結
論
的
に
は
、
緊

急
事
態
に
於
い
て
、
連
邦
政
府
に
代
っ
て
、
連
邦
防
衛
大
臣
が
連
邦
空
軍
の
出
動
を
命
ず
る
事
を
可
能
に
す
る
た
め
の
基
本
法
改
正
が
目

指
さ
れ
て
い
る
。
具
体
的
に
は
、
基
本
法
第
三
五
条
第
二
項
及
び
第
三
項
が
改
正
対
象
と
さ
れ
、
緊
急
事
態
に
お
け
る
迅
速
な
対
応
を
可

能
に
す
る
事
が
目
指
さ
れ
て
い
る
。
二
〇
一
二
年
の
連
邦
憲
法
裁
判
所
大
法
廷
判
決
で
は
、
国
内
に
お
け
る
軍
事
手
段
の
投
入
決
定
が
専

ら
集
団
的
に
連
邦
政
府
に
よ
っ
て
の
み
行
わ
れ
得
る
の
で
あ
り
、
緊
急
事
態
の
為
に
法
律
で
予
定
さ
れ
て
い
る
連
邦
防
衛
相
の
単
独
決
定

が
無
効
と
宣
言
さ
れ
た
。
今
般
で
の
動
き
は
、
連
邦
憲
法
裁
判
所
の
判
定
に
対
応
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
連
邦
政
府
に
よ
る
集
団

決
定
で
は
な
く
、
連
邦
防
衛
相
に
よ
る
単
独
決
定
に
よ
る
緊
急
対
応
が
テ
ロ
対
策
と
言
う
目
的
に
と
っ
て
あ
る
種
の
改
善
を
提
示
し
て
い

る
事
は
疑
い
な
い
。
し
か
し
、
そ
れ
で
も
な
お
、
連
邦
空
軍
に
よ
る
乗
っ
取
ら
れ
た
飛
行
機
の
撃
墜
禁
止
の
問
題
は
、
未
解
決
に
留
ま
る
（
55
）

。

三
二
七



日
本
法
学　

第
八
十
巻
第
二
号
（
二
〇
一
四
年
十
月
）

（
五
八
六
）

こ
れ
は
全
て
の
民
主
諸
政
権
の
存
続
に
関
わ
る
重
大
問
題
に
留
ま
る
。

（
1
） B

V
erfG

.2 P
bvU
 1/11 vom

 3.7.2012

（
2
） B

V
erfG

E
 115,118

（
3
） L

uftsicherheitsgesetz:B
G
B
l Ⅰ

　

S
.78

（
4
） 

例
え
ば
、
乗
っ
取
ら
れ
た
旅
客
機
の
連
邦
軍
戦
闘
機
に
よ
る
『
撃
ち
落
と
し
』
を
意
味
す
る
。

（
5
） B

V
erfG

-P
ressem

itteilung  N
r.101/2005 vom

 17.O
ktober 2005,S

.2f.

（
6
） B

V
erfG

-P
ressem

itteilung  N
r.101/2005 vom

 17.O
ktober 2005,S

.1

（
7
） „V

erfassungslage zum
 L
uftsicherheitsgesetz:L

eben gegen L
eben,in:S

piegel O
nline vom

 15.F
ebruar 2006

参
照
。

（
8
） B

V
erfG

-P
ressem

itteilung  N
r.101/2005 vom

 17.O
ktober 2005,S

.1f.

（
9
） P

ressem
itteilung N

r.11/2006 vom
 15.F

ebruar 2006,S
.1;B
verfG

,1 B
vR
 357/05 vom

 5.2.2006

（
10
） P

ressem
itteilung N

r.11/2006 vom
 15.F

ebruar 2006,S
.1

（
11
） P

ressem
itteilung N

r.11/2006 vom
 15.F

ebruar 2006,S
.1f.

（
12
） P

ressem
itteilung N

r.11/2006 vom
 15.F

ebruar 2006,S
.2

（
13
） P

ressem
itteilung N

r.11/2006 vom
 15.F

ebruar 2006,S
.2

（
14
） P

ressem
itteilung N

r.11/2006 vom
 15.F

ebruar 2006,S
.2f.

（
15
） P
ressem

itteilung N
r.11/2006 vom

 15.F
ebruar 2006,S

.3

（
16
） „K
arlsruhe verbietet A

bschuss entführter F
lugzeuge“,in:S

piegel O
nline vom

 15.F
ebruar 2006,S

.1f.

参
照
。

（
17
） Jochen B

ittner,H
eim
at,deine F

ronten,in:Z
eit O

nline vom
 2.Januar 2012

参
照
。

（
18
） „K

alkül m
it einem

 V
erfassungsbruch,in:Z

eit O
nline vom

 20.S
eptem

ber 2012

参
照
。

三
二
八



連
邦
軍
の
国
内
出
動
の
憲
法
適
合
性
：
二
〇
一
二
年
八
月
一
七
日
付
連
邦
憲
法
裁
判
所
大
法
廷
判
決
を
巡
っ
て
（
小
林
）

（
五
八
七
）

（
19
） O

tto D
epenheuer,S

elbstbehauptung des R
echtsstaates,P

aderborn,M
ünchen,W

ien,Z
ürich 2007; T

horsten Jungholt,S
chäuble-

V
ertrauter im

 Interview
:G
uantanam

o auch in D
eutschland denkbar,in; D

ie W
elt O

nline vom
 28.D

ezem
ber 2007; M

atthias B
ecker,

F
reiw
illige vor für das B

ürgeropfer! In:T
elepolis vom

 8.Januar 2008; G
regor K

euschnig,Ü
ber O

tto D
epenheuers‚ S

elbstbehauptung 

des R
echtsstaates’ in:G

lanz @
 E
lend:M

agazin für L
iteratur und Z

eitkritik;G
unter H

ofm
ann,S

chäubles N
acht-lektüre,in:Z

eit 

O
nline vom

 9.A
ugust 2007

参
照
。

（
20
） 

前
記
著
書
公
表
時
（
二
〇
〇
七
年
）
の
デ
ー
ペ
ン
ホ
イ
ヤ
ー
氏
は
、
ケ
ル
ン
大
学
法
学
部
国
家
啓
学
及
び
法
政
策
講
座
担
当
教
授
。

（
21
） G

unter H
ofm
ann,

註（
19
）（2007

）,S.1

参
照
。

（
22
） G

unter H
ofm
ann,

註（
19
）（2007

）,S.1f.

参
照
。

（
23
） G

unter H
ofm
ann,

註（
19
）（2007

）,S.2f.

参
照
。

（
24
） G

unter H
ofm
ann,

註（
19
）（2007

）,S.3

参
照
。

（
25
） G

unter H
ofm
ann,

註（
19
）（2007
）,S.3f.

参
照
。

（
26
） G

unter H
ofm
ann,

註（
19
）（2007

）,S.4
参
照
。

（
27
） R

einhard M
erkel,W

enn der S
taat U

nschuldige opfert,in:Z
eit O

nline vom
 8.Juli 2004;D

ers.,Jenseits des R
echts,in:Z

eit 

O
nline vom

 19.S
eptem

ber 2007

（
28
） R

einhard M
erkel,

註（
27
）（2004

）,S.1

参
照
。

（
29
） R

einhard M
erkel,

註（
27
）（2004

）,S.2f.

参
照
。

（
30
） R

einhard M
erkel,

註（
27
）（2004

）,S.4f.

参
照
。

（
31
） R
einhard M

erkel,

註（
27
）（2004

）,S.5f.

参
照
。

（
32
） R
einhard M

erkel,

註（
27
）（2004

）,S.6f.

参
照
。

（
33
） R

einhard M
erkel,

註（
27
）（2004

）,S.7

参
照
。

（
34
） G

ünter H
ofm
ann,M

inister gegen R
ichter,in:Z

eit O
nline vom

16.11.2007;U
do D

i F
abio,W

esten m
uss W

esten bleiben,in:D
ie 

三
二
九



日
本
法
学　

第
八
十
巻
第
二
号
（
二
〇
一
四
年
十
月
）

（
五
八
八
）

W
elt vom

 12.11.2007

参
照
。

（
35
） G

ünter H
ofm
ann,

註（
34
）（2007

）; U
do D

i F
abio,

註（
34
）（2007

）
参
照
。

（
36
） B

V
erfG

E
 115,118

（140f.

）
参
照
。

（
37
） B

V
erfG

E
 115,118

（146ff .,150f.

）
参
照
。

（
38
） B

V
erfG

E
 115,118

（149f.

）
参
照
。

（
39
） B

V
erfG

.2 P
B
vU
 1/11 vom

 3.7.2012,S
.2

参
照
。

（
40
） B

V
erfG

.2 P
B
vU
 1/11 vom

 3.7.2012,S
.2

参
照
。

（
41
） B

V
erfG

.2 P
B
vU
 1/11 vom

 3.7.2012,S
.1

参
照
。

（
42
） B

V
erfG

.2 P
B
vU
 1/11 vom

 3.7.2012,A
bs.16

参
照
。

（
43
） B

V
erfG

.2 P
B
vU
 1/11 vom

 3.7.2012,A
bs.20

参
照
。

（
44
） B

V
erfG

.2 P
B
vU
 1/11 vo0vom

 3.7.2012,A
bs.25,26,27

参
照
。

（
45
） B

V
erfG

.2 P
B
vU
 1/11 vom

 3.7.2012,A
bs.28

〜39

参
照
。

（
46
） B

V
erfG

.2 P
B
vU
 1/11 vom

 3.7.2012,A
bs.40

〜41

参
照
。

（
47
） B

V
erfG

.2 P
B
vU
 1/11 vom

 3.7.2012,A
bs.42

〜47

参
照
。

（
48
） B

V
erfG

.2 P
B
vU
 1/11 vom

 3.7.2012,A
bs.48

〜51
参
照
。

（
49
） B

V
erfG

.2 P
B
vU
 1/11 vom

 3.7.2012,A
bs.52

〜59
参
照
。

（
50
） B

V
erfG

.2 P
B
vU
 1/11 vom

 3.7.2012,A
bs.60,61

参
照
。

（
51
） B
V
erfG

.2 P
B
vU
 1/11 vom

 3.7.2012,A
bs.62

〜64

参
照
。

（
52
） B
V
erfG

.2 P
B
vU
 1/11 vom

 3.7.2012,A
bs.65

〜81

参
照
。

（
53
） B

V
erfG

.2 P
B
vU
 1/11 vom

 3.7.2012,A
bs.82

〜86

参
照
。

（
54
） B

V
erfG

.2 P
B
vU
 1/11 vom

 3.7.2012,A
bs.87

〜89

参
照
。

三
三
〇



連
邦
軍
の
国
内
出
動
の
憲
法
適
合
性
：
二
〇
一
二
年
八
月
一
七
日
付
連
邦
憲
法
裁
判
所
大
法
廷
判
決
を
巡
っ
て
（
小
林
）

（
五
八
九
）

（
55
） V

eit M
edick und P

hilipp W
idrock,G

rundgesetzänderung:R
egierung w

ill A
bschuss von T

errorfl ugzeugen erleichtern,in:

S
piegel O

nline vom
 7.A
pril 2014

参
照
。

三
三
一





日
露
戦
争
と
人
道
主
義
（
喜
多
）

（
五
九
一
）

日
露
戦
争
と
人
道
主
義

│
松
山
俘
虜
収
容
所
に
お
け
る
ロ
シ
ア
傷
病
者
救
護
の
検
討

│

喜　
　

多　
　

義　
　

人

は
じ
め
に

戦
争
に
捕
虜
と
負
傷
者
は
つ
き
も
の
で
あ
る
が
、
彼
ら
を
ど
う
待
遇
す
る
か
は
交
戦
国
の
人
道
意
識
と
文
明
的
成
熟
度
を
測
る
う
え
で

一
つ
の
基
準
と
な
る
。
日
露
戦
争
に
お
い
て
、
日
本
は
、
ロ
シ
ア
捕
虜
を
当
時
の
国
際
法
が
要
求
す
る
以
上
に
厚
遇
し
た
点
が
多
く
、
国

際
社
会
の
み
な
ら
ず
敵
国
ロ
シ
ア
か
ら
も
「
国
際
法
遵
守
の
模
範
国
」
と
称
賛
さ
れ
た
こ
と
は
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
。

戦
争
中
、
日
本
軍
が
戦
地
で
収
容
し
た
ロ
シ
ア
傷
病
者
は
二
万
二
六
四
九
名
に
の
ぼ
る
（
1
）

。
ロ
シ
ア
捕
虜
の
待
遇
に
つ
い
て
は
、
す
で
に

多
く
の
研
究
が
発
表
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
に
対
し
、
傷
病
捕
虜
を
ど
う
扱
っ
た
か
、
そ
し
て
そ
れ
は
「
ジ
ュ
ネ
ー
ヴ
条
約
（
戦
地
軍
隊

三
三
三



日
本
法
学　

第
八
十
巻
第
二
号
（
二
〇
一
四
年
十
月
）

（
五
九
二
）

ニ
於
ケ
ル
負
傷
者
ノ
状
態
改
善
ニ
関
ス
ル
条
約
）」（
一
八
六
四
年
締
結
・
日
本
は
一
八
八
六
年
に
加
入
）
の
精
神
に
照
ら
し
て
妥
当
で
あ
っ
た
か
に

つ
い
て
は
、
こ
れ
ま
で
ほ
と
ん
ど
研
究
さ
れ
る
こ
と
が
な
か
っ
た
（
2
）

。
そ
こ
で
、
本
稿
で
は
、
松
山
俘
虜
収
容
所
に
お
け
る
ロ
シ
ア
傷
病
者

の
治
療
・
看
護
の
実
態
を
明
ら
か
に
す
る
。

松
山
俘
虜
収
容
所
（
以
下
「
松
山
収
容
所
」）
を
取
り
上
げ
た
の
は
、
以
下
の
理
由
に
よ
る
。

ま
ず
第
一
に
、
戦
争
の
全
期
間
を
通
じ
て
、
日
本
国
内
に
二
九
カ
所
の
捕
虜
収
容
所
が
開
設
さ
れ
た
が
、
こ
の
う
ち
松
山
、
浜
寺
（
現

在
の
大
阪
府
泉
大
津
市
）、
習
志
野
の
収
容
所
に
は
と
く
に
病
室
が
開
設
さ
れ
た
こ
と
で
あ
る
。
松
山
は
、
収
容
捕
虜
数
で
は
他
の
二
カ
所

に
比
べ
て
大
幅
に
少
な
か
っ
た
が
、
戦
地
か
ら
後
送
さ
れ
て
き
た
傷
病
捕
虜
の
治
療
を
最
初
に
行
な
う
場
所
で
あ
っ
た
た
め
、
病
室
が
開

設
さ
れ
た
（
3
）

。

第
二
に
、
陸
軍
は
戦
後
、
俘
虜
情
報
局
が
作
成
し
た
報
告
書
『
明
治
三
十
七
八
年
戦
役　
俘
虜
取
扱
顛
末
』
を
公
刊
し
た
が
、
松
山
に

関
し
て
は
収
容
所
当
局
が
『
松
山
俘
虜
収
容
所
病
室
衛
生
業
務
報
告
』
や
『
松
山
収
容　
露
国
俘
虜
』
を
独
自
に
編
纂
し
て
お
り
（
4
）

、
そ
の

な
か
に
傷
病
捕
虜
の
治
療
記
録
が
含
ま
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。

第
三
に
、
松
山
収
容
所
病
室
に
は
他
の
収
容
所
病
室
と
異
な
り
、
日
本
赤
十
字
社
（
以
下
「
日
赤
」）
の
救
護
班
が
派
遣
さ
れ
た
た
め
、

各
救
護
班
の
『
救
護
報
告
書
』
が
残
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
収
容
所
当
局
が
作
成
し
た
前
記
の
文
献
と
こ
れ
ら
の
報
告
書
に
よ
り
、

傷
病
捕
虜
の
救
護
状
況
を
多
角
的
に
知
る
こ
と
が
で
き
る
。

こ
う
し
た
資
料
を
も
と
に
、
松
山
収
容
所
に
お
け
る
ジ
ュ
ネ
ー
ヴ
条
約
の
実
践
に
つ
い
て
検
討
す
る
こ
と
に
し
た
い
。

な
お
、
本
稿
で
引
用
し
た
文
献
中
の
旧
漢
字
は
新
字
体
に
あ
ら
た
め
、
ま
た
読
み
や
す
い
よ
う
に
適
宜
句
点
を
付
し
た
。

三
三
四



日
露
戦
争
と
人
道
主
義
（
喜
多
）

（
五
九
三
）

一
、
日
本
と
ジ
ュ
ネ
ー
ヴ
条
約

（
一
）
ジ
ュ
ネ
ー
ヴ
条
約
へ
の
加
入

ジ
ュ
ネ
ー
ヴ
条
約
（「
赤
十
字
条
約
」
と
も
い
う
）
は
、
元
治
元
（
一
八
六
四
）
年
、
赤
十
字
国
際
委
員
会
に
よ
り
採
択
さ
れ
た
史
上
初
の

傷
病
者
保
護
条
約
で
あ
る
。
全
一
〇
カ
条
か
ら
な
り
、
野
戦
病
院
と
衛
生
部
員
の
保
護
（
第
一
条
、
第
二
条
）、
国
籍
を
問
わ
な
い
傷
病
者

の
救
護
（
第
六
条
）、
赤
十
字
標
識
の
使
用
（
第
七
条
）
な
ど
に
つ
い
て
規
定
す
る
。
そ
の
根
幹
を
な
す
第
六
条
一
項
は
、
以
下
の
よ
う
に

定
め
て
い
る
。

負
傷
シ
又
ハ
疾
病
ニ
罹
リ
タ
ル
軍
人
ハ
何
国
ノ
属
籍
タ
ル
ヲ
論
セ
ス
之
ヲ
接
受
シ
看
護
ス
ヘ
シ
。

日
本
は
明
治
十
九
（
一
八
八
九
）
年
十
月
、
ジ
ュ
ネ
ー
ヴ
条
約
に
加
入
し
た
。
翌
年
四
月
、
大
山
巖
陸
軍
大
臣
は
「
赤
十
字
条
約
ノ
儀

ハ
軍
人
軍
属
ニ
在
テ
最
緊
要
ノ
モ
ノ
ニ
付
解
釈
ヲ
容
易
ナ
ラ
シ
ム
ル
為
メ
注
釈
ヲ
加
ヘ
」
た
同
条
約
の
逐
条
解
説
書
『
赤
十
字
解
釈
』
を

作
成
し
、
訓
令
乙
第
六
号
を
も
っ
て
、
予
備
役
・
後
備
役
を
含
む
陸
軍
軍
人
に
「
熟
読
恪
守
ス
」
る
こ
と
を
命
じ
た
。
こ
う
し
た
訓
令
の

発
出
は
、
同
条
約
第
八
条
の
「
此
条
約
ノ
実
施
ニ
関
ス
ル
細
目
ハ
交
戦
軍
ノ
司
令
長
官
ニ
於
テ
其
国
政
府
ノ
訓
令
ニ
従
ヒ
且
ツ
此
条
約
ニ

明
示
シ
タ
ル
綱
領
ニ
準
拠
シ
テ
之
ヲ
規
定
ス
ベ
シ
」
と
の
義
務
を
、
平
時
に
お
い
て
直
ち
に
実
行
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。
注
釈
書
は
平
易

な
表
現
を
用
い
、
漢
字
に
振
り
仮
名
を
付
す
な
ど
の
配
慮
が
な
さ
れ
て
い
る
。
日
清
戦
争
で
は
、
日
本
は
清
国
が
ジ
ュ
ネ
ー
ヴ
条
約
の
締

約
国
で
な
か
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
一
方
的
に
同
条
約
の
遵
守
を
宣
言
し
た
（
5
）

。

日
本
は
、
ジ
ュ
ネ
ー
ヴ
条
約
加
入
後
、
そ
の
普
及
に
尽
力
し
た
。
す
な
わ
ち
、
陸
軍
大
学
校
や
海
軍
大
学
校
に
「
国
際
法
」（「
万
国
公

法
」、「
公
法
」
と
も
い
っ
た
）
の
講
座
を
開
設
し
た
の
み
な
ら
ず
、
陸
軍
で
は
新
兵
の
教
育
課
目
に
「
赤
十
字
条
約
ノ
大
要
」
が
あ
っ
た
。

三
三
五



日
本
法
学　

第
八
十
巻
第
二
号
（
二
〇
一
四
年
十
月
）

（
五
九
四
）

さ
ら
に
、
下
士
卒
（
下
士
官
と
兵
）
が
自
費
で
購
入
す
る
軍
務
参
考
書
に
も
ジ
ュ
ネ
ー
ヴ
条
約
に
関
す
る
記
述
が
み
ら
れ
る
（
6
）

。

明
治
十
（
一
八
七
七
）
年
、
西
南
戦
争
に
さ
い
し
、
民
間
の
戦
時
救
護
団
体
と
し
て
創
立
さ
れ
た
博
愛
社
は
、
日
本
の
ジ
ュ
ネ
ー
ヴ
条

約
加
入
に
と
も
な
い
、
日
本
赤
十
字
社
と
改
称
し
た
。
日
赤
は
、
日
清
戦
争
中
の
明
治
二
十
七
（
一
八
九
四
）
年
十
月
、
国
際
法
学
者
で

陸
軍
と
関
係
が
深
か
っ
た
有
賀
長
雄
が
編
纂
し
た
『
赤
十
字
条
約
編　
全
』（
全
一
三
〇
頁
）
を
刊
行
し
た
。
本
書
は
、
同
年
八
月
、
有
賀

が
編
纂
し
た
『
万
国
戦
時
公
法　
陸
戦
条
規　
全
』（
陸
軍
大
学
校
発
行
）
の
ジ
ュ
ネ
ー
ヴ
条
約
に
関
す
る
部
分
に
加
筆
し
た
も
の
で
、
ジ
ュ

ネ
ー
ヴ
条
約
の
起
源
と
逐
条
解
説
、
明
治
元
（
一
八
六
八
）
年
採
択
の
同
条
約
追
加
約
款
の
概
要
、
同
条
約
の
普
及
義
務
、
陸
軍
お
よ
び

日
赤
の
戦
時
衛
生
勤
務
に
つ
い
て
記
述
し
て
い
る
。

（
二
）
日
露
戦
争
と
国
際
法

日
露
戦
争
は
、
明
治
三
十
二
（
一
八
九
九
）
年
の
第
一
回
ハ
ー
グ
平
和
会
議
で
採
択
さ
れ
た
「
陸
戦
ノ
法
規
慣
例
ニ
関
ス
ル
条
約
」
と

「
ジ
ュ
ネ
ー
ヴ
条
約
ノ
原
則
ヲ
海
戦
ニ
応
用
ス
ル
条
約
」
が
適
用
さ
れ
た
最
初
の
戦
争
で
あ
っ
た
。
日
本
は
、
明
治
三
十
三
（
一
九
〇
〇
）

年
に
両
条
約
を
批
准
し
た
。
前
者
の
付
属
書
「
陸
戦
ノ
法
規
慣
例
ニ
関
ス
ル
法
規
」（
以
下
「
ハ
ー
グ
陸
戦
規
則
」）
は
、
捕
虜
資
格
と
捕
虜

の
待
遇
に
つ
い
て
は
じ
め
て
定
め
た
条
約
で
あ
る
（
第
一
条
│
第
二
〇
条
）。
傷
病
者
に
つ
い
て
は
、
第
二
一
条
が
「
病
者
及
傷
者
ノ
取
扱

ニ
関
ス
ル
義
務
ハ
、「
ジ
ェ
ネ
ヴ
ァ
条
約
」
ニ
依
ル
」
と
規
定
し
て
い
た
。

ま
た
、
日
露
戦
争
で
は
、
ロ
シ
ア
が
戦
時
国
際
法
の
発
展
に
寄
与
し
て
き
た
国
で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
、
国
際
法
の
遵
守
に
特
別
の
注
意

が
払
わ
れ
た
。
明
治
三
十
七
（
一
九
〇
四
）
年
二
月
十
日
の
宣
戦
詔
勅
に
は
日
清
戦
争
と
同
じ
く
、「
凡
ソ
国
際
条
規
ノ
範
囲
ニ
於
テ
一
切

ノ
手
段
ヲ
尽
シ
遺
算
ナ
カ
ラ
ン
コ
ト
ヲ
期
セ
ヨ
」
と
国
際
法
の
遵
守
を
命
じ
る
一
節
が
あ
っ
た
。
日
本
は
、
開
戦
前
よ
り
「
参
事
官
」
の

三
三
六



日
露
戦
争
と
人
道
主
義
（
喜
多
）

（
五
九
五
）

名
称
で
陸
軍
省
と
海
軍
省
に
国
際
法
の
専
門
家
を
配
置
し
て
い
た
。
開
戦
後
、
陸
軍
は
彼
ら
を
法
律
顧
問
と
し
て
従
軍
さ
せ
、
戦
場
で
の

国
際
法
問
題
の
処
理
に
あ
た
ら
せ
た
。
海
軍
は
、
日
本
軍
艦
が
拿
捕
し
た
船
舶
や
貨
物
の
没
収
、
解
放
の
可
否
を
決
定
す
る
捕
獲
審
検
所

の
評
定
官
に
任
命
し
た
。

ハ
ー
グ
陸
戦
規
則
に
つ
い
て
は
、
陸
戦
法
規
慣
例
条
約
の
採
択
直
後
、
ハ
ー
グ
平
和
会
議
に
日
本
政
府
の
専
門
委
員
と
し
て
出
席
し
た

有
賀
長
雄
が
、
偕
行
社
で
参
謀
本
部
そ
の
他
の
将
校
に
対
し
、
同
規
則
に
関
す
る
講
演
を
行
な
っ
て
い
る
（
7
）

。
有
賀
は
、
開
戦
後
の
三
十
七

年
五
月
、
同
規
則
の
逐
条
解
説
に
害
敵
手
段
の
制
限
、
死
者
の
取
扱
い
を
加
え
た
『
海
牙
平
和
会
議
議
決　
陸
戦
ノ
法
規
慣
例
ニ
関
ス
ル

条
約　
付
三
種
宣
言
』（
全
三
四
六
頁
）
を
執
筆
し
、
自
費
で
一
〇
〇
部
を
印
刷
し
て
参
謀
本
部
に
献
上
し
た
。

日
本
は
開
戦
後
、
ハ
ー
グ
陸
戦
規
則
に
も
と
づ
き
俘
虜
情
報
局
を
設
置
す
る
と
と
も
に
、
俘
虜
取
扱
規
則
、
俘
虜
収
容
所
条
例
、
俘
虜

給
与
規
則
、
俘
虜
労
役
規
則
、
俘
虜
ノ
処
罰
ニ
関
ス
ル
件
、
俘
虜
自
由
散
歩
及
民
家
居
住
規
則
な
ど
一
連
の
捕
虜
関
係
法
令
を
制
定
し
た
。

ま
た
、
陸
海
軍
の
首
脳
や
各
級
指
揮
官
も
折
り
に
触
れ
て
、
国
際
法
の
遵
守
を
命
じ
る
訓
令
を
発
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
、
日
露
戦
争

で
は
、
ジ
ュ
ネ
ー
ヴ
条
約
や
ハ
ー
グ
陸
戦
規
則
な
ど
を
実
地
に
適
用
す
る
た
め
の
措
置
が
講
じ
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

二
、
松
山
収
容
所
病
室

（
一
）
病
室
の
概
要

松
山
に
捕
虜
収
容
所
が
開
設
さ
れ
た
の
は
、
明
治
三
十
七
年
三
月
十
八
日
で
あ
る
。
同
地
は
気
候
温
暖
で
風
光
明
媚
、
近
郊
の
港
に
捕

虜
を
揚
陸
す
る
こ
と
が
で
き
、
警
備
上
も
四
国
が
海
に
囲
ま
れ
て
い
る
た
め
逃
亡
が
困
難
で
あ
る
う
え
に
、
同
地
所
在
の
第
一
〇
旅
団
司

令
部
と
歩
兵
第
二
二
連
隊
か
ら
の
警
備
要
員
の
派
遣
が
容
易
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
道
後
温
泉
や
付
近
の
海
岸
が
捕
虜
や
傷
病
者
の
慰
安
と

三
三
七



日
本
法
学　

第
八
十
巻
第
二
号
（
二
〇
一
四
年
十
月
）

（
五
九
六
）

治
療
に
適
し
て
い
た
。

捕
虜
収
容
所
と
い
う
と
、
鉄
条
網
や
高
い
塀
に
囲
ま
れ
た
兵
舎
風
の
建
物
を
連
想
す
る
が
、
松
山
で
は
寺
院
や
公
共
施
設
、
民
間
の
建

物
を
借
り
上
げ
て
捕
虜
を
収
容
し
た
。
そ
の
数
は
、
最
盛
期
に
は
一
八
カ
所
に
及
ん
だ
。
松
山
は
戦
地
か
ら
移
送
さ
れ
て
き
た
傷
病
捕
虜

の
治
療
を
担
い
、
完
治
後
、
他
の
収
容
所
に
転
送
し
た
た
め
収
容
人
数
は
多
く
は
な
く
、
最
大
時
で
四
千
名
台
前
半
で
あ
っ
た
と
い
わ
れ

る
（
8
）

。松
山
に
最
初
に
傷
病
捕
虜
が
到
着
し
た
の
は
、
三
月
十
一
日
で
あ
る
。
宣
戦
布
告
前
日
の
二
月
九
日
、
仁
川
沖
海
戦
で
撃
沈
さ
れ
た
巡

洋
艦
ワ
リ
ャ
ー
ク
号
の
乗
組
員
二
二
名
で
、
県
立
松
山
病
院
内
に
開
設
さ
れ
た
「
日
本
赤
十
字
社
松
山
臨
時
救
護
所
」
に
お
い
て
治
療
を

行
な
っ
た
。
彼
ら
は
戦
争
状
態
成
立
前
の
戦
闘
で
日
本
軍
の
管
理
下
に
入
っ
た
者
で
あ
っ
た
た
め
、
捕
虜
と
は
み
な
さ
れ
ず
、
完
治
後
、

神
戸
経
由
で
本
国
に
送
還
さ
れ
た
（
9
）

。

五
月
六
日
、
松
山
衛
戍
病
院
（
衛
戍
病
院
は
旧
陸
軍
部
隊
の
駐
屯
地
に
設
置
さ
れ
た
病
院
）
に
対
し
、
傷
病
捕
虜
の
収
容
準
備
が
命
じ
ら
れ

た
。
衛
戍
病
院
は
病
院
の
一
部
お
よ
び
市
内
の
大
林
寺
、
勧
善
社
（
浄
土
真
宗
本
願
寺
派
の
教
導
施
設
）
な
ら
び
に
妙
清
寺
を
病
室
に
あ
て

る
こ
と
と
し
、
清
掃
や
備
品
の
調
達
、
井
戸
水
の
検
査
な
ど
に
着
手
し
た
。
五
月
九
日
に
は
日
赤
の
第
八
〇
救
護
班
が
着
任
し
、
収
容
準

備
作
業
に
加
わ
っ
た
。
十
五
日
、
傷
病
捕
虜
二
九
四
名
が
到
着
し
た
。

そ
の
後
、
患
者
の
増
加
に
と
も
な
い
、
病
室
の
増
築
が
行
な
わ
れ
た
。
六
月
十
六
日
、
温
泉
郡
城
北
練
兵
場
内
に
建
設
中
で
あ
っ
た
病

室
五
棟
、
管
理
室
、
炊
事
場
各
一
棟
、
手
術
室
、
浴
室
、
衛
兵
所
、
薪
炭
庫
、
雑
器
庫
な
ど
が
完
成
し
、
収
容
患
者
全
員
を
新
病
室
に
移

転
し
た
。
こ
の
時
点
で
、
捕
虜
病
室
は
「
俘
虜
収
容
所
病
室
」
と
命
名
さ
れ
た
。
同
年
八
月
三
十
日
ま
で
の
収
容
患
者
総
数
は
五
四
三
名
、

も
っ
と
も
多
い
日
で
三
八
〇
名
を
数
え
た
（
10
）

。
そ
の
た
め
、
第
二
期
拡
張
工
事
が
行
な
わ
れ
、
八
月
三
十
一
日
、
新
た
に
病
室
五
棟
、
伝
染

三
三
八



日
露
戦
争
と
人
道
主
義
（
喜
多
）

（
五
九
七
）

病
室
一
棟
が
完
成
し
た
。
こ
の
間
も
収
容
患
者
は
増
加
の
一
途
を
た
ど
り
、
十
一
月
三
十
日
ま
で
の
も
っ
と
も
多
い
日
で
九
五
〇
名
に
の

ぼ
っ
た
（
11
）

。
旅
順
陥
落
が
近
づ
く
と
、
さ
ら
な
る
増
加
が
予
想
さ
れ
た
た
め
、
第
三
期
拡
張
工
事
に
よ
り
病
室
一
五
棟
、
管
理
室
、
炊
事

場
、
手
術
室
各
一
棟
が
増
築
さ
れ
、
十
二
月
一
日
か
ら
使
用
を
開
始
し
た
。
こ
の
ほ
か
、
繃
帯
交
換
室
、
患
者
控
所
な
ど
も
建
設
さ
れ
た
。

こ
こ
に
お
い
て
病
室
は
二
五
棟
を
数
え
る
に
至
り
、
収
容
能
力
は
常
時
一
五
六
〇
名
、
非
常
時
二
〇
八
〇
名
に
向
上
し
た
（
12
）

。

捕
虜
病
室
（
病
棟
）
は
長
さ
約
七
一
ｍ
 、
幅
約
七
ｍ
の
和
式
木
造
造
り
で
、
屋
根
は
藁
葺
き
合
掌
組
と
し
、
各
病
室
の
中
央
に
貫
通
す

る
渡
廊
下
を
設
け
、
一
病
室
を
二
個
に
分
割
し
た
。
将
校
病
室
が
三
棟
、
重
症
病
室
六
棟
、
伝
染
病
室
一
棟
、
精
神
病
室
半
棟
（
一
棟
の

半
分
）、
そ
の
他
は
軽
症
病
室
で
あ
っ
た
。
将
校
病
室
と
重
症
病
室
は
各
二
八
個
、
伝
染
病
室
は
一
八
個
、
精
神
病
室
は
一
〇
個
の
小
病

室
に
区
画
し
、
軽
症
病
室
に
は
こ
う
し
た
区
画
を
設
け
な
か
っ
た
。
各
病
室
の
定
員
は
将
校
病
室
五
六
名
、
精
神
病
室
一
〇
名
、
そ
の
他

は
六
〇
名
で
あ
っ
た
（
13
）

。
な
お
、
三
十
七
年
六
月
二
十
五
日
以
降
、
全
室
に
電
灯
が
備
え
付
け
ら
れ
た
が
、
電
力
会
社
の
電
力
供
給
能
力
の

不
足
に
よ
り
、
交
互
に
融
通
し
て
電
灯
を
使
用
し
た
と
い
う
（
14
）

。

病
室
に
は
娯
楽
室
と
祈
祷
室
が
設
け
ら
れ
た
。
第
一
九
番
病
室
の
半
分
を
将
校
用
娯
楽
室
と
し
、
第
二
〇
番
病
室
の
半
分
を
下
士
卒
用

娯
楽
室
と
し
た
。
前
者
に
は
壁
に
万
国
旗
や
風
景
画
、
写
真
な
ど
を
飾
り
、
テ
ー
ブ
ル
と
椅
子
を
配
置
し
、
テ
ー
ブ
ル
上
に
は
雑
誌
や
四

季
の
花
を
置
い
た
。
ま
た
、
将
棋
盤
、
玉
突
台
、
オ
ル
ガ
ン
を
備
え
た
。
後
者
は
室
内
の
装
飾
面
で
将
校
用
に
劣
る
の
み
で
、
大
き
な
差

は
な
か
っ
た
。

祈
祷
は
随
時
各
病
室
に
お
い
て
行
な
っ
て
い
た
が
、
三
十
八
年
三
月
、
東
京
の
ニ
コ
ラ
イ
教
会
か
ら
神
像
と
十
字
架
が
贈
ら
れ
、
ま
た

旅
順
の
捕
虜
と
と
も
に
ロ
シ
ア
人
牧
師
が
松
山
に
来
る
と
、
第
一
九
番
病
室
に
祈
祷
室
が
開
設
さ
れ
た
。
祈
祷
会
は
、
捕
虜
患
者
の
自
由

に
委
ね
ら
れ
た
。
な
お
、
宗
教
の
異
な
る
ユ
ダ
ヤ
人
と
ポ
ー
ラ
ン
ド
人
の
た
め
に
別
の
病
室
に
祭
壇
を
設
け
、
礼
拝
の
便
宜
を
は
か
っ
た（15
）

。

三
三
九



日
本
法
学　

第
八
十
巻
第
二
号
（
二
〇
一
四
年
十
月
）

（
五
九
八
）

患
者
の
慰
安
の
た
め
、
敷
地
内
に
庭
園
が
設
け
ら
れ
た
。
中
庭
に
一
〇
万
三
八
三
八
㎡
、
東
庭
に
四
〇
〇
㎡
の
庭
園
、
そ
し
て
病
室
間

に
数
個
の
小
花
壇
を
設
け
、
日
本
の
樹
木
草
花
の
ほ
か
、
西
洋
の
草
花
を
植
え
た
。
ま
た
、
中
庭
に
は
テ
ニ
ス
コ
ー
ト
や
器
械
体
操
器
な

ど
を
設
備
し
た
（
16
）

。

こ
の
ほ
か
、
酒
保
（
売
店
）
が
地
元
の
商
人
に
よ
っ
て
開
か
れ
、
市
価
と
同
じ
価
格
で
紅
茶
、
コ
ー
ヒ
ー
、
チ
ョ
コ
レ
ー
ト
、
バ
タ
ー
、

ミ
ル
ク
、
缶
詰
、
鶏
卵
、
ハ
ム
、
砂
糖
、
カ
ス
テ
ラ
、
パ
ン
、
果
物
、
ビ
ー
ル
（
将
校
の
み
）
な
ど
が
販
売
さ
れ
た
。
飲
食
品
は
、
販
売

前
に
軍
医
の
検
査
を
受
け
さ
せ
た
（
17
）

。

捕
虜
患
者
に
対
し
て
は
、
病
室
の
設
備
面
で
前
述
の
よ
う
な
配
慮
が
な
さ
れ
て
お
り
、
そ
れ
ら
は
当
時
の
水
準
か
ら
す
れ
ば
十
分
な
も

の
で
あ
っ
た
と
評
価
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

収
容
所
病
室
で
勤
務
し
た
日
本
軍
衛
生
部
員
の
人
数
は
、
一
五
九
七
名
が
収
容
さ
れ
て
い
た
三
十
八
年
四
月
三
十
日
の
時
点
で
、
軍
医

七
名
、
薬
剤
官
三
名
、
看
護
長
一
〇
名
で
あ
り
、
こ
の
ほ
か
速
成
の
看
護
教
育
を
受
け
た
雇
看
病
人
が
一
八
名
い
た
（
18
）

。
し
か
し
、
こ
れ
に

日
赤
救
護
班
を
加
え
て
も
、
十
分
と
は
言
い
難
か
っ
た
。
な
お
、
一
四
九
カ
条
か
ら
な
る
「
松
山
俘
虜
収
容
所
病
室
規
定
」
が
定
め
ら
れ

た
（
19
）

。（
二
）
日
赤
救
護
班
の
派
遣

戦
争
中
、
日
赤
が
編
成
し
、
内
外
地
へ
派
遣
し
た
救
護
団
体
は
救
護
班
一
四
八
個
（
看
護
婦
編
成
の
ほ
か
看
護
人
（
男
子
）
編
成
の
救
護
班

も
あ
っ
た
）、
病
院
船
二
隻
、
患
者
輸
送
縦
列
一
個
、
衛
生
材
料
庫
一
個
で
、
総
人
数
は
五
一
七
〇
名
に
の
ぼ
る
（
20
）

。
明
治
三
十
六

（
一
九
〇
三
）
年
十
一
月
に
日
赤
が
定
め
た
「
日
本
赤
十
字
社
戦
時
救
護
規
則
」
に
よ
る
と
、
一
個
救
護
班
は
医
員
二
名
、
調
剤
員
一
名
、

三
四
〇



日
露
戦
争
と
人
道
主
義
（
喜
多
）

（
五
九
九
）

書
記
一
名
、
看
護
婦
長
（
看
護
人
長
）
二
名
、
看
護
婦
（
看
護
人
）
二
〇
名
で
編
成
さ
れ
た
（
第
三
九
条
）。
医
員
、
看
護
婦
長
、
看
護
婦
の

人
数
が
偶
数
に
な
っ
て
い
る
の
は
、
救
護
班
を
二
分
割
し
て
活
動
す
る
便
宜
を
考
え
て
の
こ
と
で
あ
る
。
一
個
救
護
班
は
一
〇
〇
名
の
患

者
の
救
護
を
標
準
と
し
た
。

救
護
員
は
「
陸
海
軍
戦
時
衛
生
勤
務
ノ
規
定
ニ
随
ヒ
且
ツ
所
属
陸
海
軍
管
司
ノ
指
揮
及
監
督
ノ
下
」
に
勤
務
し
（
第
五
条
）、「
局
外
中

立
ヲ
守
リ
決
シ
テ
交
戦
動
作
ニ
関
与
ス
ヘ
カ
ラ
ス
」（
第
一
六
条
）
と
さ
れ
た
。
救
護
員
に
は
ジ
ュ
ネ
ー
ヴ
条
約
の
逐
条
解
説
、
ジ
ュ
ネ
ー

ヴ
条
約
海
戦
応
用
条
約
お
よ
び
日
赤
関
係
の
条
例
や
諸
規
則
を
収
録
し
た
『
日
本
赤
十
字
社
救
護
員
必
携
』（
全
二
一
八
頁
）
が
配
布
さ
れ
た
。

松
山
に
派
遣
さ
れ
た
救
護
班
は
、
看
護
婦
編
成
の
第
四
二
救
護
班
（
岐
阜
支
部
所
管
）、
第
七
六
救
護
班
（
同
徳
島
支
部
）、
第
八
〇
救
護

班
（
同
愛
媛
支
部
）、
第
八
一
救
護
班
（
同
愛
媛
支
部
）、
第
八
二
救
護
班
（
同
高
知
支
部
）
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
救
護
班
は
松
山
衛
戍
病
院

（
三
十
七
年
十
二
月
一
日
、
善
通
寺
予
備
病
院
松
山
分
院
と
な
る
）
に
派
遣
さ
れ
、
収
容
所
病
室
で
勤
務
し
た
。
日
赤
救
護
班
が
松
山
に
派
遣
さ

れ
た
理
由
に
つ
い
て
有
賀
長
雄
は
、
捕
虜
は
「
国
際
的
性
質
ヲ
有
ス
ル
ニ
因
リ
全
部
之
ヲ
日
本
赤
十
字
社
ノ
救
護
ニ
委
任
セ
ラ
レ
タ
リ
（
21
）

」

と
述
べ
て
い
る
。
そ
う
で
あ
れ
ば
、
松
山
は
最
初
に
開
設
さ
れ
た
捕
虜
収
容
所
で
あ
り
、
ま
た
傷
病
捕
虜
を
内
地
移
送
後
最
初
に
治
療
す

る
場
所
だ
っ
た
た
め
、
外
国
向
け
に
「
模
範
収
容
所
」
と
す
る
必
要
上
、
看
護
婦
編
成
の
救
護
班
が
派
遣
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
の

後
、
捕
虜
の
増
加
に
と
も
な
い
各
地
に
収
容
所
が
開
設
さ
れ
た
が
、
そ
れ
ら
に
ま
で
救
護
班
を
派
遣
す
る
人
的
余
裕
が
な
か
っ
た
た
め
で

あ
ろ
う
か
、
結
局
、
松
山
の
み
に
と
ど
ま
っ
た
。
病
室
が
開
設
さ
れ
な
か
っ
た
収
容
所
で
は
、
収
容
所
付
の
軍
医
が
診
療
に
あ
た
り
、
重

症
者
や
伝
染
病
患
者
は
地
元
の
陸
軍
予
備
病
院
に
収
容
し
、
日
本
軍
傷
病
者
と
同
等
の
治
療
を
行
な
っ
た
。

救
護
班
で
最
初
に
着
任
し
た
の
は
第
八
〇
班
（
五
月
九
日
）
で
、
捕
虜
患
者
の
増
加
に
対
応
し
て
第
七
六
班
（
五
月
十
四
日
）、
第
八
二

班
（
五
月
十
九
日
）、
第
四
二
班
（
八
月
二
十
七
日
）、
第
八
一
班
（
十
一
月
一
日
）
が
増
派
さ
れ
た
。

三
四
一



日
本
法
学　

第
八
十
巻
第
二
号
（
二
〇
一
四
年
十
月
）

（
六
〇
〇
）

救
護
班
の
着
任
に
さ
い
し
、
松
山
衛
戍
病
院
長
馬
島
為
之
二
等
軍
医
正
は
以
下
の
訓
示
を
与
え
て
い
る
。

露
国
俘
虜
患
者
ノ
取
扱
ヒ
ハ
博
愛
慈
善
ノ
精
神
ヲ
以
テ
最
モ
信
切
ナ
ル
看
護
ヲ
要
ス
ル
ハ
勿
論
ナ
リ
。
併
シ
彼
等
露
国
兵
ノ
中
無
知

蒙
昧
且
彼
レ
等
特
性
ト
シ
テ
其
タ
校
獪
ナ
ル
ヨ
リ
直
接
ス
ル
看
護
婦
ニ
対
シ
狎
近
ス
ル
ニ
従
ヒ
自
然
粗
暴
ノ
振
舞
ナ
キ
ニ
シ
モ
ア
ラ
ス
。

其
辺
ニ
能
ク
留
意
シ
決
シ
テ
暴
慢
ノ
心
ヲ
起
サ
シ
メ
サ
ル
様
寛
厳
宣
布
処
置
ア
リ
タ
シ
（
22
）

。

訓
示
で
は
こ
の
ほ
か
、
救
護
員
は
軍
人
に
準
ず
る
も
の
で
あ
る
か
ら
軍
紀
・
風
紀
を
厳
格
に
遵
奉
す
る
こ
と
、
捕
虜
患
者
に
戦
況
を
聞

か
れ
て
も
決
し
て
知
ら
せ
て
は
な
ら
な
い
こ
と
を
命
じ
て
い
る
。

こ
れ
に
対
し
、
病
室
を
視
察
し
た
西
田
日
赤
参
事
は
「（
前
略
）
当
地
ヘ
派
遣
ノ
救
護
班
ハ
他
ノ
場
合
ト
違
ヒ
其
任
務
ノ
重
大
ナ
ル
コ

ト
更
ニ
申
ス
迄
モ
ナ
ク
世
界
各
国
ノ
注
視
ス
ル
所
ニ
シ
テ
救
護
ノ
良
否
ハ
直
チ
ニ
外
人
ノ
為
メ
認
識
セ
ラ
レ
乃
チ
本
社
ハ
勿
論
国
家
ノ
名

声
ニ
モ
関
係
ヲ
及
ホ
ス
次
第
ナ
レ
ハ
諸
事
周
到
ノ
決
意
ト
丁
寧
懇
切
其
職
責
ヲ
尽
サ
レ
ナ
ケ
レ
バ
ナ
ラ
ヌ
次
第
デ
ア
リ
マ
ス
（
23
）

」
と
述
べ

て
、
捕
虜
患
者
の
待
遇
は
日
赤
の
み
な
ら
ず
国
家
の
体
面
に
関
わ
る
問
題
で
あ
る
点
に
注
意
を
促
し
た
。

病
室
開
設
時
は
、
松
山
衛
戍
病
院
の
衛
生
部
員
が
出
征
に
よ
っ
て
不
足
し
て
い
た
う
え
に
、
寺
院
を
病
室
と
し
て
使
用
す
る
た
め
の
準

備
期
間
が
短
か
っ
た
こ
と
か
ら
、
救
護
員
も
清
掃
や
備
品
の
調
達
に
従
事
し
た
。
六
月
十
六
日
に
新
病
舎
が
完
成
す
る
と
、
患
者
全
員
と

と
も
に
救
護
班
も
移
転
し
た
。
患
者
が
到
着
し
た
と
き
は
、
軍
服
か
ら
病
衣
へ
の
交
換
、
食
事
の
給
与
、
繃
帯
の
交
換
等
に
追
わ
れ
、
一

度
に
多
数
の
患
者
を
収
容
し
た
直
後
の
勤
務
は
繁
忙
を
き
わ
め
た
。
徹
夜
勤
務
が
続
く
こ
と
も
あ
っ
た
と
い
う
（
24
）

。

救
護
班
の
ほ
か
、
日
赤
篤
志
看
護
婦
人
会
愛
媛
支
会
の
会
員
八
八
名
も
捕
虜
患
者
の
救
護
を
幇
助
し
た
。
篤
志
看
護
婦
と
は
、
初
歩
的

な
看
護
教
育
を
受
け
た
の
ち
、
日
赤
の
救
護
事
業
を
補
助
し
た
皇
族
、
華
族
、
高
級
軍
人
、
官
吏
、
地
元
の
名
士
ら
の
夫
人
を
い
う
。
愛

媛
支
会
会
員
の
勤
務
期
間
は
三
十
七
年
六
月
か
ら
翌
年
八
月
ま
で
で
、
交
代
で
毎
日
四
名
な
い
し
八
名
が
収
容
所
病
室
に
出
勤
し
、
患
者

〔
マ
マ
〕

〔
マ
マ
〕

三
四
二



日
露
戦
争
と
人
道
主
義
（
喜
多
）

（
六
〇
一
）

の
慰
問
の
ほ
か
、
繃
帯
の
交
換
や
手
術
の
介
助
、
繃
帯
材
料
の
製
作
、
病
衣
等
の
洗
濯
・
修
理
な
ど
に
従
事
し
た
。
そ
の
日
数
は
も
っ
と

も
多
い
者
で
八
八
日
に
達
し
た
（
25
）

。

奉
天
会
戦
（
三
十
八
年
三
月
）
の
終
了
後
は
収
容
患
者
が
一
九
六
六
名
を
数
え
た
日
も
あ
っ
た
が
（
26
）

、
そ
の
後
減
少
に
転
じ
、
六
月
に
は

戦
地
か
ら
の
患
者
の
後
送
が
皆
無
と
な
っ
た
。
そ
し
て
、
日
露
講
和
条
約
（
ポ
ー
ツ
マ
ス
条
約
）
が
発
効
し
、
患
者
の
本
国
送
還
が
は
じ
ま

る
と
、
救
護
班
も
順
次
そ
の
任
務
を
解
か
れ
た
。
ま
ず
最
初
に
第
八
〇
班
と
第
七
六
班
が
勤
務
を
終
了
し
（
十
月
二
十
八
日
）、
第
八
二
班
、

第
四
二
班
（
と
も
に
十
二
月
五
日
）、
第
八
一
班
（
十
二
月
十
三
日
）
と
続
い
た
。

三
、
捕
虜
患
者
の
収
容
と
病
類

（
一
）
収
容

戦
地
か
ら
日
赤
病
院
船
、
陸
軍
の
病
院
船
ま
た
は
輸
送
船
で
後
送
さ
れ
て
き
た
捕
虜
患
者
は
、
広
島
市
宇
品
の
似
島
陸
軍
臨
時
検
疫
所

を
経
て
、
松
山
市
北
方
の
高
浜
港
（
一
部
は
三
津
浜
港
）
に
上
陸
し
た
。
患
者
収
容
の
た
め
、
病
室
か
ら
収
容
掛
と
し
て
通
常
、
軍
医
一
名
、

看
護
長
一
名
、
看
護
長
代
用
雇
員
一
名
、
看
病
人
六
名
、
通
訳
一
名
が
監
視
兵
と
と
も
に
担
架
、
病
衣
お
よ
び
衛
生
材
料
等
を
携
え
て
派

遣
さ
れ
た
。

収
容
掛
は
病
院
船
に
乗
船
し
、
輸
送
指
揮
官
か
ら
患
者
送
状
、
病
床
日
誌
お
よ
び
被
服
携
帯
品
を
受
領
し
、
船
内
で
軽
症
、
重
症
、
担

送
、
車
送
、
護
送
、
独
歩
の
区
別
を
行
な
い
、
伝
染
病
の
有
無
を
検
査
し
た
。
次
い
で
、
患
者
の
姓
名
を
読
み
上
げ
て
患
者
送
状
と
対
照

し
、
病
衣
と
交
換
し
た
。
上
陸
後
は
し
ば
ら
く
休
憩
さ
せ
た
の
ち
、
伊
予
鉄
道
高
浜
駅
か
ら
重
症
者
は
貨
物
車
（
無
蓋
車
に
は
テ
ン
ト
を

張
っ
た
）、
軽
症
者
の
う
ち
将
校
は
一
等
客
車
、
下
士
卒
以
下
は
三
等
客
車
で
輸
送
し
た
。
一
車
両
ご
と
に
一
、
二
名
の
看
病
人
と
一
名

三
四
三



日
本
法
学　

第
八
十
巻
第
二
号
（
二
〇
一
四
年
十
月
）

（
六
〇
二
）

の
衛
兵
を
付
し
た
。
収
容
所
病
室
の
最
寄
駅
は
古
町
駅
で
、
高
浜
駅
か
ら
は
約
四
里
の
距
離
（
三
津
駅
か
ら
は
約
三
里
）
で
あ
っ
た
。
古
町

駅
か
ら
病
室
ま
で
の
約
一
〇
丁
（
約
一
・
一
㎞
）
は
、
歩
行
可
能
者
と
護
送
者
を
除
き
、
輸
送
車
と
担
架
を
使
用
し
た
が
、
運
搬
は
健
康
捕

虜
に
ゆ
だ
ね
た
。

病
室
に
到
着
す
る
と
、
病
床
に
就
か
せ
た
の
ち
、
患
者
送
状
と
病
床
日
誌
に
も
と
づ
き
所
属
部
隊
、
官
等
、
氏
名
（
日
露
両
語
で
併
記
）、

病
名
、
人
種
、
銘
々
票
番
号
お
よ
び
そ
の
他
の
必
要
事
項
を
記
入
し
た
俘
虜
入
院
患
者
名
簿
を
作
成
し
た
。
そ
し
て
、
病
床
日
誌
に
入
院

番
号
を
付
し
て
病
室
に
交
付
し
、
番
号
、
等
級
、
氏
名
を
病
室
別
患
者
名
簿
に
記
入
し
た
。
ま
た
、
患
者
付
託
品
は
品
目
員
数
を
点
検
し
、

付
託
品
帳
簿
に
記
入
し
、
入
院
番
号
を
記
し
た
小
票
を
付
し
て
、
倉
庫
に
保
管
し
た
。
金
銭
と
貴
重
品
は
患
者
に
携
帯
さ
せ
た
（
27
）

。
こ
の
よ

う
に
患
者
の
所
持
品
に
も
注
意
を
払
っ
た
。

病
院
船
や
輸
送
船
の
入
港
は
、
三
十
七
年
五
月
十
五
日
か
ら
翌
年
四
月
二
十
九
日
ま
で
に
八
五
回
に
及
ん
だ
。
収
容
人
数
は
も
っ
と
も

多
い
と
き
で
二
九
四
名
、
少
な
い
と
き
で
一
名
、
総
人
数
は
四
〇
二
一
名
で
あ
っ
た
（
28
）

。

捕
虜
患
者
の
収
容
時
の
状
態
は
悲
惨
を
き
わ
め
た
。
日
赤
の
報
告
書
に
よ
る
と
、「
彼
等
ハ
戦
地
ヨ
リ
直
二
後
送
収
容
セ
ラ
レ
シ
コ
ト

ト
テ
身
体
汚
垢
ヲ
以
テ
包
マ
レ
負
傷
ノ
場
合
ハ
総
テ
化
膿
シ
臭
気
一
層
激
甚
」
で
あ
っ
た
た
め
、「
是
等
ニ
ハ
病
症
ニ
支
障
ナ
キ
者
ニ
限

リ
数
回
身
体
ヲ
洗
拭
シ
与
ヘ
力
メ
テ
清
潔
ニ
セ
シ
メ
」
た
が
、「
目
下
患
者
ニ
半
風
子
寄
生
シ
之
レ
カ
駆
除
ニ
努
ム
ル
モ
後
送
患
者
ニ
ハ

総
テ
寄
生
シ
居
ル
ヲ
以
テ
蔓
延
殊
ニ
速
カ
ニ
シ
テ
到
底
之
ヲ
駆
除
シ
尽
ス
ハ
不
可
能
」
で
、
虱
が
看
護
婦
に
移
る
こ
と
が
心
配
さ
れ
た
と

い
う
（
29
）

。
伸
び
放
題
の
頭
髪
や
口
髭
の
散
髪
は
、
看
護
婦
と
看
病
人
の
仕
事
で
あ
っ
た
。

三
四
四



日
露
戦
争
と
人
道
主
義
（
喜
多
）

（
六
〇
三
）

（
二
）
傷
病
の
内
訳

明
治
三
十
七
年
五
月
十
五
日
に
最
初
の
捕
虜
患
者
二
九
四
名
を
収
容
し
て
以
来
、
収
容
所
病
室
が
治
療
し
た
患
者
総
数
は
四
二
九
九
名

に
の
ぼ
る
。
病
類
別
で
は
外
傷
及
び
不
慮
が
も
っ
と
も
多
く
、
次
い
で
全
身
病
、
栄
養
器
病
、
呼
吸
器
病
、
外
被
病
の
順
で
あ
っ
た
（
30
）

。
そ

の
内
訳
は
、
以
下
の
と
お
り
で
あ
る
。

外
科
病
系
の
最
多
は
銃
砲
創
の
三
一
四
一
名
で
、
外
科
病
系
総
数
三
三
二
四
名
の
う
ち
の
九
四
・
五
％
を
占
め
る
。
収
容
所
病
室
で
は

「
三
十
年
式
小
口
径
銃
ノ
透
徹
力
其
他
ノ
効
力
ヲ
創
傷
ニ
対
比
調
査
シ
后
ノ
兵
器
改
良
、
銃
創
治
療
等
ニ
貢
献
ス
ル
（
31
）

」
た
め
、
銃
創
の
負

傷
部
位
の
ほ
か
、
射
距
離
と
負
傷
形
態
（
貫
通
銃
創
、
盲
管
銃
創
、
擦
過
銃
創
の
別
）、
治
療
経
過
を
詳
細
に
調
査
し
た
（
32
）

。
戦
争
中
、
ロ
シ
ア

軍
が
使
用
し
た
小
銃
の
口
径
が
七
・
六
二
ミ
リ
で
あ
っ
た
の
に
対
し
、
日
本
軍
の
小
銃
の
口
径
は
六
・
五
ミ
リ
で
、
世
界
最
小
で
あ
っ
た
。

銃
創
二
五
八
五
名
を
み
る
と
、
負
傷
部
位
の
上
位
一
〇
カ
所
は
大
腿
部
六
二
一
名
、
下
腿
部
三
八
〇
名
、
胸
部
三
二
七
名
、
上
膊
部

一
九
九
名
、
臀
部
一
三
八
名
、
腹
部
一
三
六
名
、
前
膊
部
一
一
五
名
、
頭
部
一
〇
一
名
、
顔
面
九
八
名
、
足
部
八
一
名
の
順
と
な
る
。
負

傷
に
よ
る
死
者
数
は
頭
部
と
大
腿
部
が
最
多
で
、
い
ず
れ
も
一
三
名
で
あ
る
。
致
命
傷
と
な
る
確
率
が
高
い
頭
部
負
傷
者
の
死
亡
率
は
約

一
三
％
、
腹
部
が
約
五
％
、
胸
部
が
約
一
・
八
％
で
低
か
っ
た
（
33
）

。
戦
闘
の
目
的
は
、
敵
兵
員
を
戦
闘
外
に
お
く
こ
と
に
よ
っ
て
そ
の
戦
力

を
減
退
せ
し
め
る
こ
と
に
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
れ
ら
の
死
亡
率
か
ら
、
日
本
軍
の
三
十
年
式
連
発
銃
は
戦
闘
の
目
的
を
達
す
る
の
に

適
し
た
兵
器
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。
こ
の
口
径
の
差
は
、
ロ
シ
ア
負
傷
者
を
驚
く
ほ
ど
の
速
さ
で
回
復
さ
せ
た
。
後
述
の

菊
池
常
三
郎
軍
医
監
は
以
下
の
よ
う
に
指
摘
し
て
い
る
。

彼
我
銃
弾
ノ
相
違
ハ
世
已
ニ
定
論
ア
ル
モ
貴
病
室
ニ
於
ケ
ル
吾
人
ノ
実
験
上
我
銃
弾
ノ
成
績
ハ
佳
良
ナ
ル
コ
ト
ハ
驚
ク
ヘ
キ
モ
ノ
ニ

シ
テ
頭
部
及
肺
ノ
貫
通
銃
創
ニ
於
テ
此
ノ
障
害
モ
貽
サ
サ
ル
モ
ノ
多
数
ヲ
見
ル
。
而
シ
其
射
入
射
出
口
ノ
治
癒
痕
ノ
如
キ
深
ク
注
意
セ

三
四
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日
本
法
学　

第
八
十
巻
第
二
号
（
二
〇
一
四
年
十
月
）

（
六
〇
四
）

サ
レ
ハ
発
見
シ
能
ハ
サ
ル
モ
ノ
多
シ
。
之
等
ヲ
以
テ
ス
ル
モ
文
明
ト
非
文
明
ノ
一
端
ヲ
窺
フ
コ
ト
ヲ
得
ル
ガ
如
シ
（
34
）

。

右
の
よ
う
な
評
価
は
、
他
の
資
料
に
よ
っ
て
も
裏
づ
け
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
胸
部
や
頭
部
に
貫
通
銃
創
を
受
け
た
者
の
な
か
に
は
、

数
時
間
後
に
戦
線
に
復
帰
で
き
た
者
が
い
た
。
こ
う
し
た
状
況
を
目
に
し
た
レ
デ
ン
博
士
（D

r.W
reden

）
は
、
ロ
シ
ア
赤
十
字
社
に
宛

て
た
書
簡
に
お
い
て
、「
戦
争
に
つ
い
て
こ
の
よ
う
な
表
現
が
許
さ
れ
る
な
ら
、
私
は
、
日
本
軍
の
小
銃
は
人
道
的
な
兵
器
の
称
号
を
得

る
に
ふ
さ
わ
し
い
も
の
と
確
信
す
る
」
と
述
べ
て
い
る
（
35
）

。
実
際
、
奉
天
会
戦
の
銃
創
患
者
二
〇
六
名
を
調
査
し
た
と
こ
ろ
、
そ
の
う
ち

三
〇
名
は
会
戦
前
に
一
回
な
い
し
二
回
軟
部
銃
創
を
受
け
て
い
た
が
、
軽
傷
で
あ
っ
た
た
め
に
二
、
三
週
間
後
に
は
再
び
戦
線
に
復
帰
し

て
い
た
と
い
う
（
36
）

。

銃
創
以
外
の
外
傷
は
砲
創
五
五
八
名
、
爆
創
四
一
名
、
刺
創
二
八
名
、
皮
下
挫
傷
及
び
皮
下
裂
傷
二
八
名
、
挫
創
二
三
名
、
切
創
一
八

名
、
凍
傷
一
六
名
、
捻
挫
及
び
脱
臼
九
名
、
骨
折
七
名
、
熱
傷
一
名
で
、
そ
の
他
の
外
傷
が
一
六
名
い
た
（
37
）

。

と
こ
ろ
で
、
負
傷
し
た
ロ
シ
ア
兵
に
対
し
初
療
（
第
一
繃
帯
）
を
行
な
っ
た
の
は
、
ロ
シ
ア
軍
衛
生
部
員
よ
り
日
本
軍
衛
生
部
員
の
ほ

う
が
多
い
。
銃
砲
創
三
一
四
一
名
中
、
不
明
の
二
一
〇
名
を
除
く
二
九
三
一
名
に
つ
い
て
調
査
し
た
と
こ
ろ
、
前
者
も
し
く
は
戦
友
が
初

療
を
実
施
し
た
の
は
一
二
〇
三
名
（
四
一
・
〇
四
％
）
だ
っ
た
の
に
対
し
、
後
者
に
よ
る
も
の
は
一
三
九
七
名
（
四
七
・
六
六
％
）
で
あ
っ
た
。

こ
の
事
実
は
、
日
本
軍
が
戦
場
で
積
極
的
に
ロ
シ
ア
負
傷
者
を
収
容
し
、
治
療
し
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
（
38
）

。

次
に
、
内
科
病
系
は
全
身
病
（
赤
痢
、
腸
チ
フ
ス
、
流
行
性
感
冒
、
痘
瘡
、
麻
疹
、
マ
ラ
リ
ア
な
ど
）
が
六
八
五
名
で
も
っ
と
も
多
く
、
次
い

で
栄
養
器
病
（
急
性
胃
カ
タ
ル
、
肝
脾
及
び
腹
膜
病
な
ど
）
八
三
名
、
呼
吸
器
病
（
肺
炎
、
肺
結
核
、
胸
膜
炎
な
ど
）
六
五
名
、
外
被
病
（
疥
癬
な

ど
）
四
四
名
、
花
柳
病
三
二
名
、
神
経
系
病
（
精
神
病
な
ど
）
一
九
名
、
運
動
器
病
（
骨
、
骨
膜
及
び
関
節
病
、
筋
腱
病
な
ど
）
一
六
名
、
循

環
器
病
七
名
、
非
伝
染
眼
病
七
名
、
耳
病
七
名
、
泌
尿
器
及
び
生
殖
器
病
六
名
の
順
で
あ
っ
た
（
39
）

。

三
四
六



日
露
戦
争
と
人
道
主
義
（
喜
多
）

（
六
〇
五
）

内
科
病
で
特
筆
さ
れ
る
の
は
、
栄
養
不
足
に
起
因
す
る
ス
コ
ル
ブ
ー
ト
（
壊
血
病
）
で
あ
る
。
こ
の
病
気
は
肉
や
生
野
菜
の
欠
乏
が
原

因
で
、
約
五
カ
月
間
に
お
よ
ぶ
籠
城
戦
を
闘
っ
た
旅
順
の
捕
虜
に
多
か
っ
た
。
症
状
は
、「
皮
色
蒼
白
色
ヲ
呈
シ
血
液
ニ
乏
シ
ク
且
ツ
諸

所
ノ
筋
肉
痛
ニ
悩
ミ
殊
ニ
下
肢
筋
直
腹
筋
腰
筋
等
為
シ
歩
行
困
難
ヲ
来
シ
全
身
殊
ニ
四
肢
ニ
ハ
大
小
不
等
無
数
ノ
溢
血
斑
ヲ
生
シ
歯
齦
ハ

灰
白
色
ニ
シ
テ
瞳
張
シ
歯
芽
ト
ノ
間
髪
粗
ト
ナ
リ
出
血
シ
易
ク
加
之
多
ク
ハ
気
管
支
加
答
児
ヲ
併
発
（
40
）

」
し
た
。

四
、
収
容
所
病
室
に
お
け
る
治
療

（
一
）
治
療
お
よ
び
看
護
の
概
要

捕
虜
患
者
に
対
す
る
陸
軍
当
局
の
態
度
は
、
筑
摩
定
三
郎
留
守
第
一
一
師
団
軍
医
部
長
が
行
な
っ
た
以
下
の
訓
示
に
よ
く
あ
ら
わ
れ
て

い
る
。諸

氏
カ
負
傷
シ
テ
俘
虜
ト
ナ
ラ
レ
タ
ル
ハ
気
毒
ナ
次
第
ナ
リ
。
今
露
国
ハ
日
本
ト
交
戦
国
故
ニ
敵
兵
テ
ア
ル
ナ
レ
ト
モ
負
傷
シ
テ
斯

様
ニ
収
容
サ
レ
タ
ル
以
上
ハ
決
シ
テ
敵
兵
ト
見
做
サ
ス
渾
ラ
博
愛
ノ
心
ヲ
以
テ
待
遇
シ
テ
ア
ル
次
第
ナ
リ
。
曩
ニ
日
清
戦
争
ノ
ト
キ
夥

多
ノ
俘
虜
ア
リ
タ
ル
モ
清
国
ハ
赤
十
字
ノ
同
盟
ニ
非
ラ
サ
ル
モ
成
シ
得
ル
丈
ケ
懇
切
ヲ
尽
セ
リ
。
況
ン
ヤ
赤
十
字
同
盟
国
ノ
露
国
兵
ニ

猶
更
ナ
リ
。
終
ニ
斯
ク
患
者
ハ
安
心
シ
テ
治
療
セ
ヨ
（
41
）

。

患
者
の
入
退
院
、
診
察
、
手
術
、
食
事
、
入
浴
、
散
歩
そ
の
他
の
日
課
は
、
前
述
の
「
松
山
俘
虜
収
容
所
病
室
規
定
」（
以
下
「
病
室
規

定
」）
に
よ
っ
た
。
診
察
（
病
室
規
定
で
は
「
診
断
」）
は
重
症
者
や
臨
時
入
院
者
を
除
き
午
前
中
に
行
な
わ
れ
（
規
定
第
二
七
）、
手
術
は
緊

急
の
者
を
除
き
毎
週
火
、
木
、
土
曜
日
に
行
な
わ
れ
た
（
第
三
〇
）。

敵
国
、
し
か
も
東
洋
の
小
国
日
本
の
捕
虜
と
な
り
、
手
術
を
受
け
る
こ
と
に
な
れ
ば
、
患
者
が
不
安
を
抱
く
の
も
無
理
な
い
で
あ
ろ
う
。

〔
マ
マ
〕
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日
本
法
学　

第
八
十
巻
第
二
号
（
二
〇
一
四
年
十
月
）

（
六
〇
六
）

収
容
当
初
は
「
多
ク
之
ヲ
忌
避
ス
ル
傾
向
」
が
あ
っ
た
が
、「
漸
次
我
医
術
ニ
信
頼
シ
各
喜
ン
デ
之
ニ
応
ス
ル
コ
ト
ナ
ル
ノ
ミ
ナ
ラ
ズ
自

ラ
進
ン
デ
手
術
ヲ
懇
請
ス
ル
ニ
至
（
42
）

」
っ
た
と
い
う
。
手
術
は
、
ロ
シ
ア
衛
生
部
員
が
日
本
軍
医
と
と
も
に
実
施
す
る
こ
と
も
あ
っ
た
（
43
）

。

三
十
八
年
四
月
に
は
、
当
時
ま
だ
珍
し
か
っ
た
レ
ン
ト
ゲ
ン
が
収
容
所
病
室
に
導
入
さ
れ
、
弾
丸
の
存
否
や
骨
折
状
況
を
知
る
の
に
大
き

な
効
果
が
あ
っ
た
。

内
科
病
に
つ
い
て
は
、
前
述
の
ス
コ
ル
ブ
ー
ト
が
旅
順
捕
虜
に
多
く
、
内
科
系
患
者
の
八
、
九
割
を
占
め
て
い
た
（
44
）

。
し
か
も
、
患
者
は

下
士
卒
の
み
で
、
将
校
は
皆
無
で
あ
っ
た
。
下
士
卒
は
官
給
の
食
料
以
外
に
得
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
の
に
対
し
、
将
校
は
贅
沢
な
生

活
を
営
み
、
自
費
で
食
料
を
購
入
で
き
た
た
め
、
栄
養
不
足
を
き
た
さ
な
か
っ
た
こ
と
が
理
由
と
み
ら
れ
る
（
45
）

。
こ
れ
ら
の
患
者
に
は
普
通

食
に
加
え
て
牛
乳
、
み
か
ん
、
大
根
等
を
与
え
た
と
こ
ろ
、
早
い
者
で
七
日
、
遅
い
者
で
も
三
週
間
ほ
ど
で
「
収
容
当
時
ト
ハ
全
ク
別
人

ノ
如
キ
感
ア
ラ
シ
ム
ル
マ
テ
ニ
快
復
（
46
）

」
し
た
。

陸
軍
当
局
が
松
山
を
重
視
し
て
い
た
こ
と
は
、
捕
虜
患
者
の
治
療
指
導
の
た
め
、
菊
池
常
三
郎
軍
医
監
と
佐
藤
進
軍
医
総
監
と
い
う
優

秀
な
高
級
軍
医
を
派
遣
し
た
こ
と
か
ら
も
明
ら
か
で
あ
る
（
47
）

。
両
名
は
善
通
寺
予
備
病
院
の
御
用
掛
に
任
命
さ
れ
、
毎
月
三
、
四
日
間
松
山

に
出
張
し
、
治
療
に
つ
い
て
指
導
す
る
と
と
も
に
、
自
ら
も
手
術
を
行
な
い
、
各
病
室
を
回
診
し
た
。
患
者
た
ち
は
高
名
な
両
軍
医
の
診

察
、
手
術
を
受
け
る
こ
と
を
希
望
し
、
軽
症
者
の
み
な
ら
ず
捕
虜
収
容
所
の
健
康
捕
虜
ま
で
も
が
そ
の
診
察
を
乞
う
た
。
彼
ら
が
本
国
に

書
き
送
っ
た
手
紙
や
慰
問
者
と
の
会
話
の
な
か
に
は
、
両
軍
医
へ
の
謝
意
を
表
す
る
言
葉
が
あ
っ
た
と
い
わ
れ
る
（
48
）

。

病
室
の
清
潔
は
患
者
の
健
康
保
持
に
不
可
欠
で
あ
る
た
め
、
清
掃
に
は
細
心
の
注
意
が
払
わ
れ
た
。
清
掃
は
毎
日
午
前
七
時
か
ら
八
時

に
か
け
て
実
施
さ
れ
た
が
、
毎
週
月
曜
日
の
大
掃
除
で
は
病
室
の
み
な
ら
ず
、
医
員
室
、
看
護
婦
室
、
小
使
室
、
便
所
ま
で
拭
き
掃
除
を

行
な
い
、
ガ
ラ
ス
、
障
子
、
電
灯
の
塵
や
埃
を
除
去
し
た
。
ま
た
、
ベ
ッ
ト
、
布
団
、
毛
布
を
日
光
消
毒
に
か
け
た
。
こ
の
大
掃
除
は
、

三
四
八



日
露
戦
争
と
人
道
主
義
（
喜
多
）

（
六
〇
七
）

病
室
内
は
看
護
婦
が
担
当
し
、
病
院
長
ま
た
は
軍
医
の
検
閲
を
受
け
た
（
49
）

。

入
浴
も
ま
た
、
患
者
の
身
体
の
清
潔
を
保
つ
う
え
で
必
要
で
あ
る
。
病
室
規
定
で
は
、
水
温
が
摂
氏
四
〇
度
、
入
浴
時
間
は
二
〇
分
以

内
と
細
か
く
規
定
さ
れ
て
い
た
（
第
五
六
）。
患
者
に
と
っ
て
入
浴
は
当
初
、「
忌
ム
所
否
寧
ロ
恐
ル
ル
処
」
で
あ
っ
た
。
な
ぜ
な
ら
、
ロ

シ
ア
で
は
冬
期
は
入
浴
後
厳
し
い
寒
気
に
襲
わ
れ
る
の
を
恐
れ
て
、
週
に
一
回
な
い
し
月
に
一
回
蒸
湯
に
浴
す
る
の
が
普
通
で
あ
っ
た
か

ら
で
あ
る
（
50
）

。
し
か
し
、
そ
の
後
は
次
第
に
「
彼
等
ノ
最
モ
好
ム
所
ト
ナ
リ
先
ヲ
争
フ
ニ
至
ル
。
畢
竟
長
月
日
ノ
習
慣
茲
ニ
至
」
る
よ
う
に

な
っ
た
（
51
）

。
入
浴
に
よ
り
身
体
を
清
潔
に
す
る
こ
と
で
、
健
康
保
持
に
大
き
な
効
果
が
あ
っ
た
。
入
浴
回
数
は
、
冬
期
は
井
戸
水
の
減
少
の

た
め
週
一
回
に
な
る
こ
と
が
あ
っ
た
が
、
そ
れ
以
外
は
週
三
回
な
い
し
は
隔
日
に
入
浴
さ
せ
た
。
夏
期
は
隔
日
で
あ
っ
た
。
入
浴
回
数
の

減
少
は
「
折
角
多
キ
機
能
障
碍
モ
為
ニ
其
治
療
期
ヲ
遅
延
ス
ル
ガ
如
キ
憾
ア
リ
（
52
）

」
と
回
復
を
遅
ら
せ
た
こ
と
が
報
告
さ
れ
て
い
る
。

病
室
で
は
、
道
後
温
泉
を
利
用
し
た
温
泉
治
療
を
行
な
い
、
効
果
を
あ
げ
た
。
神
経
障
碍
や
機
能
障
碍
に
対
し
て
、
マ
ッ
サ
ー
ジ
と
温

泉
療
法
は
「
予
想
外
ニ
成
功
」
し
た
。
こ
う
し
た
障
碍
を
も
つ
患
者
は
争
っ
て
入
浴
を
希
望
し
、
病
室
側
も
可
能
な
か
ぎ
り
こ
の
方
法
を

と
っ
た
（
53
）

。

（
二
）
食
事

食
習
慣
の
異
な
る
捕
虜
に
対
し
て
は
、
食
事
の
内
容
が
問
題
に
な
る
。
収
容
所
病
室
で
は
、
患
者
の
食
事
（
病
室
規
定
で
は
「
食
餌
」）

を
甲
（
並
食
並
菜
）、
乙
（
軟
食
並
菜
）、
丙
（
軟
食
軟
菜
）、
丁
（
流
動
食
）
の
四
種
に
区
別
し
た
。
甲
は
健
康
捕
虜
と
同
じ
で
、
乙
は
白
パ

ン
と
並
菜
、
丙
は
白
パ
ン
と
鶏
卵
も
し
く
は
牛
乳
、
丁
は
牛
乳
も
し
く
は
鶏
卵
で
あ
っ
た
（
病
室
規
定
第
九
四
）。
患
者
の
糧
食
費
は
、
健

康
捕
虜
と
同
じ
く
、
将
校
が
六
〇
銭
以
内
、
下
士
卒
が
三
〇
銭
以
内
と
定
め
ら
れ
て
い
た
（
54
）

。

三
四
九



日
本
法
学　

第
八
十
巻
第
二
号
（
二
〇
一
四
年
十
月
）

（
六
〇
八
）

食
事
は
当
初
、
業
者
に
調
理
さ
せ
て
い
た
が
、
三
十
七
年
九
月
以
降
は
捕
虜
に
自
炊
さ
せ
る
こ
と
に
し
た
。
主
食
は
白
パ
ン
と
黒
パ
ン

で
、
三
十
八
年
七
月
ま
で
は
業
者
に
西
洋
粉
を
原
料
と
し
て
製
造
さ
せ
て
い
た
が
、
そ
の
後
は
西
洋
粉
に
日
本
粉
を
混
ぜ
て
捕
虜
に
製
造

さ
せ
た
。
パ
ン
の
一
部
を
米
飯
に
代
え
る
こ
と
が
あ
っ
た
。

副
食
物
は
将
校
、
下
士
卒
と
も
に
牛
肉
を
主
と
し
、
時
々
魚
肉
を
用
い
て
い
た
が
、
三
十
八
年
五
月
以
降
は
食
費
節
約
の
た
め
、
将
校

は
魚
肉
を
主
と
し
時
々
獣
肉
を
用
い
、
下
士
卒
に
は
塩
鮭
、
塩
漬
け
ニ
シ
ン
あ
る
い
は
塩
肉
を
主
と
し
、
週
に
二
、
三
回
牛
肉
を
用
い
る

こ
と
に
し
た
（
55
）

。
こ
の
頃
か
ら
パ
ン
や
副
食
物
が
粗
悪
と
な
り
、「
将
校
患
者
ハ
パ
ン
ノ
如
キ
官
給
ノ
モ
ノ
ヲ
食
セ
ス
出
入
業
者
ヲ
介
シ
テ

買
入
ル
ヽ
有
様
ナ
リ
。
…
且
ツ
牛
肉
ノ
供
給
少
キ
ヲ
以
テ
同
上
ノ
手
段
（
魚
肉
ヲ
与
ヘ
ラ
ル
ヽ
モ
之
ヲ
好
マ
ス
）
ヲ
以
テ
買
入
レ
各
自
調
理

シ
テ
食
（
56
）

」
し
た
の
で
、
火
災
予
防
上
の
問
題
が
生
じ
た
。
一
般
に
魚
肉
に
対
す
る
不
満
は
な
く
、
栄
養
面
で
の
差
も
な
か
っ
た
と
い
う

が
、「
糧
食
費
大
節
約
ヲ
講
セ
ラ
レ
一
時
身
体
ノ
衰
弱
ヲ
来
シ
頻
々
ト
シ
テ
夜
盲
症
ヲ
見
ル
ニ
至
（
57
）

」
っ
た
と
の
指
摘
が
あ
る
。
日
赤
の
報

告
書
は
「
近
来
ハ
節
約
一
方
ナ
ル
タ
メ
一
般
ノ
栄
養
保
持
ノ
点
ニ
就
テ
ハ
痛
心
少
カ
ラ
ス
（
58
）

」
と
記
し
て
い
る
。
三
十
八
年
九
月
か
ら
は
再

び
将
校
に
は
獣
肉
、
下
士
卒
に
は
塩
肉
を
用
い
る
こ
と
に
し
た
。
こ
れ
は
、
日
露
講
和
条
約
の
締
結
に
よ
り
、
待
遇
を
よ
く
し
た
た
め
で

あ
ろ
う
。
た
だ
、
日
本
側
に
献
立
が
単
調
す
ぎ
た
と
の
反
省
が
あ
っ
た
こ
と
も
事
実
で
あ
る
（
59
）

。

病
室
当
局
は
、
献
立
や
食
材
の
成
分
に
気
を
配
る
と
と
も
に
（
60
）

、「
調
理
前
後
共
糧
食
医
員
当
直
軍
医
（
医
員
）
ノ
検
査
ヲ
受
」
さ
せ
る

こ
と
に
し
て
い
た
（
病
室
規
定
第
九
五
）。

三
五
〇



日
露
戦
争
と
人
道
主
義
（
喜
多
）

（
六
〇
九
）

五
、
捕
虜
患
者
の
生
活

（
一
）
娯
楽

捕
虜
は
、
ハ
ー
グ
陸
戦
規
則
第
六
条
に
よ
り
労
働
を
課
せ
ら
れ
る
こ
と
が
あ
る
が
、
患
者
に
は
そ
れ
が
な
い
か
ら
、
動
け
る
患
者
は
時

間
を
持
て
余
す
こ
と
に
な
る
。
そ
こ
で
、
病
室
側
は
無
聊
を
慰
め
る
た
め
、
種
々
の
娯
楽
を
認
め
た
。
品
行
方
正
の
者
に
市
内
散
歩
や
温

泉
入
浴
が
許
さ
れ
、
相
撲
や
演
劇
の
見
物
、
海
水
浴
な
ど
の
配
慮
が
な
さ
れ
、
患
者
た
ち
を
よ
ろ
こ
ば
せ
た
（
61
）

。

市
内
散
歩
に
つ
い
て
は
、
三
十
七
年
六
月
、「
患
者
外
出
規
則
」
が
制
定
さ
れ
、
医
員
の
許
可
を
受
け
た
う
え
で
通
訳
と
看
護
婦
の
引

率
・
監
督
の
も
と
、
週
一
回
、
三
時
間
以
内
の
外
出
が
許
さ
れ
た
。
外
出
に
要
す
る
費
用
は
自
弁
で
あ
っ
た
（
62
）

。
外
出
時
に
は
道
後
温
泉
に

入
浴
す
る
こ
と
が
で
き
、
患
者
た
ち
は
、
最
初
は
「
多
少
奇
異
ノ
思
ア
リ
シ
モ
広
潤
ナ
ル
湯
槽
ニ
於
テ
清
澄
ナ
ル
適
度
ノ
温
泉
ニ
浴
シ
テ

ハ
心
気
大
ニ
爽
快
ヲ
覚
ヘ
シ
カ
何
レ
モ
気
色
満
面
ニ
溢
レ
（
63
）

」
て
い
た
と
い
う
。
た
だ
、
将
校
は
随
時
外
出
が
認
め
ら
れ
た
の
に
対
し
、
下

士
卒
は
月
に
一
回
程
度
で
あ
っ
た
。

こ
の
ほ
か
、
三
十
七
年
六
月
よ
り
、
愛
媛
県
庁
と
協
議
の
う
え
、
患
者
に
ロ
シ
ア
の
新
聞
・
雑
誌
の
閲
覧
を
許
可
し
た
。
こ
れ
ら
の
雑

誌
は
東
京
の
フ
ラ
ン
ス
公
使
館
か
ら
送
付
を
受
け
、
通
訳
の
検
閲
を
経
て
、
患
者
に
分
与
さ
れ
た
（
64
）

。

ま
た
、
無
為
に
日
々
を
過
ご
す
患
者
を
慰
藉
す
る
た
め
、「
軽
症
患
者
ニ
シ
テ
病
症
ニ
妨
ナ
キ
モ
ノ
ヲ
集
テ
普
通
学
ヲ
教
授
ス
ル
」
こ

と
が
認
め
ら
れ
た
（
規
定
第
八
七
）。
こ
の
、
い
わ
ゆ
る
「
捕
虜
学
校
」
は
松
山
収
容
所
で
健
康
捕
虜
を
対
象
に
行
な
わ
れ
て
い
た
も
の
で
、

兵
卒
の
な
か
に
は
自
分
の
氏
名
す
ら
書
け
な
い
者
が
多
か
っ
た
た
め
で
あ
る
。
教
授
者
は
捕
虜
下
士
卒
の
な
か
か
ら
選
ば
れ
、
ロ
シ
ア
語
、

ポ
ー
ラ
ン
ド
語
の
読
み
方
、
作
文
、
習
字
、
算
数
を
教
え
た
（
65
）

。
こ
う
し
た
措
置
は
、
他
の
収
容
所
に
は
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

三
五
一



日
本
法
学　

第
八
十
巻
第
二
号
（
二
〇
一
四
年
十
月
）

（
六
一
〇
）

（
二
）
規
律

日
本
は
、
捕
虜
患
者
の
治
療
に
最
善
を
尽
く
し
た
が
、
こ
れ
に
対
し
、
患
者
た
ち
は
従
順
で
、
病
室
の
規
則
に
素
直
に
従
っ
た
わ
け
で

は
な
か
っ
た
。
日
露
の
文
化
や
慣
習
の
違
い
に
起
因
す
る
さ
ま
ざ
ま
な
問
題
が
生
じ
た
の
で
あ
る
。

ま
ず
、
彼
ら
の
衛
生
観
念
の
欠
如
で
あ
る
。
将
校
で
す
ら
病
室
内
に
痰
や
唾
を
吐
く
。
入
浴
時
は
湯
舟
に
浸
か
っ
て
暖
を
と
る
だ
け
で
、

皮
膚
を
摩
擦
し
て
垢
を
落
と
す
こ
と
を
せ
ず
、
入
浴
後
は
身
体
を
拭
か
ず
に
そ
の
ま
ま
病
衣
を
着
る
。
散
歩
後
、
裸
足
や
土
足
の
ま
ま
病

室
内
に
入
る
。
夏
期
に
は
生
水
を
飲
む
こ
と
を
禁
じ
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
飲
用
し
、
手
洗
い
水
で
食
器
を
洗
い
、
こ
れ
を
飲
む
者
も

い
た
（
66
）

。
看
護
婦
等
が
そ
の
つ
ど
注
意
し
て
も
、「
恰
モ
飯
上
ノ

ヲ
追
フ
ト
均
シ
ク
其
煩
ト
其
労
亦
タ
察
ス
ベ
キ
モ
ノ
ア
リ
（
67
）

」
と
い
う
状

況
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
そ
の
効
も
あ
っ
て
、
幸
い
に
胃
腸
病
や
伝
染
病
は
発
生
し
な
か
っ
た
。

捕
虜
患
者
は
飲
酒
と
煙
草
、
賭
博
を
好
ん
だ
。
飲
酒
は
、
将
校
に
ビ
ー
ル
の
み
が
許
さ
れ
た
が
、
下
士
卒
に
は
禁
止
さ
れ
て
い
た
。
し

か
し
、
不
正
に
購
入
し
、
あ
る
い
は
見
舞
い
に
き
た
健
康
捕
虜
が
持
ち
込
ん
だ
酒
を
大
量
に
飲
ん
だ
。
彼
ら
に
よ
る
と
、「
日
本
酒
ハ
其

力
弱
ク
大
量
ニ
飲
用
セ
サ
ル
」
を
得
な
い
の
で
胃
の
不
快
を
感
じ
る
が
、
ウ
ォ
ッ
カ
は
ア
ル
コ
ー
ル
分
が
強
い
た
め
少
量
で
足
り
、
爽
快

感
を
感
じ
る
の
だ
と
い
う
。
酔
え
ば
、「
多
ク
ハ
乱
暴
ノ
挙
動
ニ
出
テ
言
語
動
作
全
ク
別
人
ト
ナ
ル
カ
如
キ
観
」
を
呈
し
た
（
68
）

。
こ
こ
に
患

者
の
飲
酒
を
禁
止
し
た
理
由
が
あ
っ
た
。

ト
ラ
ン
プ
は
娯
楽
と
し
て
従
来
許
さ
れ
て
い
た
が
、「
金
銭
物
品
ヲ
賭
ス
ル
ノ
弊
増
長
」
し
、
と
く
に
将
校
は
「
如
何
ニ
制
止
ス
ル
モ

聴
カ
ズ
徹
夜
弄
花
ニ
耽
リ
翌
日
ニ
至
レ
ハ
頭
痛
頭
重
ヲ
訴
ヘ
医
員
ノ
治
療
ヲ
需
メ
而
モ
睡
眠
ヲ
貪
ル
等
治
療
上
ノ
害
妙
（
69
）

」
く
な
か
っ
た
た

め
、
一
般
に
禁
止
さ
れ
る
に
至
っ
た
。

彼
ら
は
就
寝
時
間
後
、
深
夜
ま
で
、
と
き
に
は
一
晩
中
廊
下
を
徘
徊
し
、
談
話
し
、
ト
ラ
ン
プ
を
し
て
朝
の
点
呼
時
に
起
き
て
こ
な
い
。

三
五
二



日
露
戦
争
と
人
道
主
義
（
喜
多
）

（
六
一
一
）

昼
過
ぎ
ま
で
寝
て
い
る
者
も
い
た
。
冬
期
の
夜
更
か
し
は
健
康
に
悪
影
響
を
お
よ
ぼ
す
の
で
注
意
す
る
と
、
常
に
「
露
国
ノ
習
慣
ト
シ
テ

常
ニ
然
ル
ヲ
以
テ
可
成
此
事
ニ
ハ
黙
許
（
70
）

」
し
て
ほ
し
い
と
の
答
え
が
返
っ
て
き
た
と
い
う
。

捕
虜
患
者
の
規
律
に
つ
い
て
は
、
陸
軍
と
海
軍
、
ま
た
将
校
と
下
士
卒
で
差
が
み
ら
れ
た
。
海
軍
水
兵
は
規
律
正
し
く
、
清
潔
を
好
み
、

身
辺
の
物
品
を
整
頓
し
、
将
校
は
温
厚
で
従
順
だ
っ
た
の
に
対
し
て
、
陸
軍
兵
は
不
規
律
で
騒
し
く
、
将
校
に
は
粗
暴
で
傲
慢
の
傾
向
が

あ
っ
た
（
71
）

。
こ
の
差
は
、
海
軍
が
砲
術
、
航
海
術
、
機
関
運
転
な
ど
の
技
術
を
身
に
つ
け
た
専
門
家
集
団
で
あ
っ
た
う
え
に
、
狭
い
艦
船
内

で
は
統
制
と
規
律
を
保
持
し
な
け
れ
ば
戦
闘
単
位
と
し
て
成
立
し
な
い
と
の
理
由
に
よ
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

陸
軍
で
も
将
校
と
下
士
卒
で
差
異
が
あ
り
、「
下
士
卒
傷
病
者
ハ
医
員
看
護
婦
ノ
言
ヲ
聴
キ
治
療
ハ
元
ヨ
リ
一
般
規
律
ヲ
守
ル
ト
雖
モ

将
校
病
者
ニ
至
リ
テ
ハ
少
数
ノ
モ
ノ
ヲ
除
ク
ノ
外
ハ
気
随
ニ
猥
褻
ヲ
加
味
シ
之
ヲ
蓋
フ
ニ
驕
傲
ヲ
以
テ
ス
。
教
護
ノ
困
難
ハ
筆
紙
ノ
能
ク

尽
ス
ベ
キ
ニ
ア
ラ
ズ
（
72
）

」
と
い
う
状
況
で
あ
っ
た
。
た
だ
し
、
下
士
卒
に
も
少
数
だ
が
「
頑
迷
手
ノ
付
ケ
様
ナ
キ
者
」
が
あ
り
、「
一
般
ニ

如
何
ナ
ル
睹
易
キ
道
理
モ
之
ヲ
聴
ク
ノ
頭
脳
ニ
乏
シ
キ
ハ
実
ニ
不
思
議
ニ
堪
サ
ル
所
」
で
あ
っ
た
（
73
）

。
こ
の
点
に
つ
い
て
、
日
赤
の
報
告
書

は
、「
教
育
ノ
不
振
専
制
政
治
ノ
弊
害
ハ
彼
等
ヲ
駆
テ
先
天
的
ニ
爰
ニ
至
ラ
シ
メ
タ
」
の
で
あ
り
、
そ
の
た
め
「
威
圧
ニ
ハ
直
ニ
屈
服
ス

ル
モ
道
理
ノ
前
ニ
ハ
服
従
ノ
義
務
ヲ
知
ラ
サ
ル
モ
ノ
ノ
如
シ
」
と
分
析
し
て
い
る
（
74
）

。

し
か
し
、
彼
ら
に
も
評
価
で
き
る
点
は
あ
っ
た
。
日
赤
の
報
告
書
に
よ
る
と
、
い
か
に
多
人
数
が
集
ま
り
混
み
合
っ
て
も
秩
序
を
乱
す

こ
と
は
少
な
く
、
酒
保
で
の
買
い
物
や
食
事
の
分
配
の
と
き
な
ど
も
先
を
争
う
こ
と
は
な
か
っ
た
。
ま
た
、
病
舎
の
周
囲
に
芝
生
が
あ
っ

た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
一
人
も
大
小
便
を
す
る
者
が
な
か
っ
た
（
75
）

。
こ
の
ほ
か
、
喫
煙
を
好
む
が
、
煙
草
に
点
火
後
、
マ
ッ
チ
の
火
を
必
ず

消
し
て
か
ら
捨
て
る
と
い
う
習
慣
も
評
価
で
き
た
（
76
）

。

捕
虜
は
ま
た
宗
教
心
に
篤
く
、
毎
日
朝
食
前
と
就
寝
前
の
二
回
、
必
ず
各
病
室
の
一
定
の
場
所
に
集
ま
り
祈
祷
を
行
な
っ
た
。
し
か
し
、

三
五
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二
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そ
れ
が
規
律
あ
る
生
活
に
つ
な
が
る
わ
け
で
は
な
く
、「
宗
教
心
高
キ
カ
故
ニ
徳
行
モ
亦
高
シ
ト
云
フ
点
ニ
至
リ
テ
ハ
日
本
ノ
宗
教
信
者

ト
ハ
稍
ヤ
其
趣
ヲ
異
ニ
シ
彼
等
ニ
ア
リ
テ
宗
教
心
ノ
浅
深
ハ
徳
行
ヲ
測
ル
ノ
尺
度
ト
ナ
ラ
サ
ル
者
多
シ
（
77
）

」
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。

（
三
）
捕
虜
生
活
の
終
了

明
治
三
十
八
年
九
月
五
日
、
日
露
講
和
条
約
が
締
結
さ
れ
、
十
一
月
二
十
五
日
に
発
効
し
た
。
条
約
発
効
の
日
、
ロ
シ
ア
病
院
船
モ
ン

ゴ
リ
ア
号
が
患
者
引
き
取
り
の
た
め
、
高
浜
港
に
入
港
し
た
。
同
船
は
十
二
月
五
日
に
再
度
来
航
し
、
こ
れ
を
も
っ
て
患
者
す
べ
て
の
送

還
が
完
了
し
た
。
帰
国
に
さ
い
し
、
病
室
関
係
者
で
業
務
に
支
障
の
な
い
者
は
、
患
者
た
ち
を
古
町
駅
や
高
浜
港
ま
で
見
送
っ
た
。

松
山
で
の
治
療
成
績
は
、
患
者
四
二
九
九
名
の
う
ち
治
癒
退
院
三
八
七
二
名
、
事
故
退
院
三
一
七
名
、
死
亡
九
五
名
と
報
告
さ
れ
て
い

る
（
78
）

。
死
亡
率
は
約
二
・
二
％
で
あ
っ
た
。
死
亡
者
は
、
内
地
全
体
で
も
三
七
三
名
に
す
ぎ
ず
、
患
者
七
万
九
八
一
七
名
（
累
計
）
に
占
め

る
死
亡
率
は
約
〇
・
四
七
％
と
、
き
わ
め
て
低
か
っ
た
（
79
）

。

な
お
、
日
赤
の
各
救
護
班
が
担
当
し
た
患
者
数
は
、
第
八
〇
班
・
一
三
八
二
名
、
第
七
六
班
・
一
三
三
五
名
、
第
八
二
班
・
一
二
三
八

名
、
第
四
二
班
・
一
〇
八
四
名
、
第
八
一
班
・
九
〇
八
名
で
あ
っ
た
（
80
）

。

六
、
捕
虜
側
の
評
価

（
一
）
捕
虜
患
者
の
日
記

捕
虜
患
者
の
日
本
に
対
す
る
評
価
を
知
る
こ
と
の
で
き
る
資
料
の
一
つ
と
し
て
、
ク
プ
チ
ン
ス
キ
ー
（K

upchinski, F
.P
.

）
の
著
書
が

あ
る
。
彼
は
開
戦
時
大
学
生
で
、
従
軍
記
者
と
し
て
旅
順
に
来
て
、
三
十
七
年
七
月
、
日
本
軍
の
捕
虜
と
な
っ
た
。
そ
し
て
、
松
山
に
送

三
五
四
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）

ら
れ
、
六
カ
月
を
過
ご
し
た
の
ち
翌
年
二
月
、
宣
誓
解
放
に
よ
っ
て
日
本
を
離
れ
た
。
そ
の
間
に
見
聞
し
た
こ
と
をV
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と
い
う
題
名
で
三
十
九
（
一
九
〇
六
）

年
、
サ
ン
ク
ト
ペ
テ
ル
ブ
ル
ク
で
出
版
し
た
。
昭
和
六
十
（
一
九
八
八
）
年
に
は
邦
訳
が
出
た
（
81
）

。
そ
の
な
か
に
は
収
容
所
病
室
に
関
す
る

記
述
が
実
に
多
い
。
松
山
に
来
て
約
一
カ
月
後
に
精
神
衰
弱
に
な
り
、
解
放
ま
で
病
室
に
収
容
さ
れ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。

ク
プ
チ
ン
ス
キ
ー
に
よ
る
と
、
患
者
の
苦
情
が
多
か
っ
た
の
は
、
バ
ラ
ッ
ク
病
舎
で
あ
る
。
こ
れ
ら
は
臨
時
の
収
容
施
設
だ
っ
た
た
め
、

藁
葺
の
う
え
に
天
井
が
な
く
、
た
え
ず
藁
く
ず
や
埃
、
小
虫
が
落
下
し
て
き
た
。
こ
う
し
た
居
心
地
が
よ
く
な
い
、
広
く
も
な
い
病
室
を
、

患
者
た
ち
は
「
牛
小
屋
」
と
呼
ん
で
い
た
と
い
う
（
82
）

。

冬
の
寒
さ
も
患
者
た
ち
に
は
耐
え
難
か
っ
た
。
陸
軍
の
規
則
に
よ
り
、
病
室
で
は
火
災
防
止
の
た
め
、
暖
房
器
具
の
使
用
が
き
び
し
く

制
限
さ
れ
て
い
た
。
暖
炉
の
使
用
は
午
前
六
時
三
〇
分
か
ら
午
後
七
時
三
〇
分
ま
で
に
限
ら
れ
、
室
温
は
概
ね
摂
氏
一
七
度
か
ら
二
〇
度

と
定
め
ら
れ
て
い
た
。
ま
た
、
火
災
防
止
上
、
患
者
に
暖
炉
を
焚
か
せ
る
こ
と
と
、
周
囲
に
群
衆
す
る
こ
と
が
禁
止
さ
れ
た
（
83
）

。
使
用
期
間

は
十
二
月
十
日
か
ら
翌
年
三
月
十
日
ま
で
と
さ
れ
、
各
病
室
に
鉄
製
円
筒
型
の
座
敷
用
空
気
暖
炉
四
個
と
火
鉢
二
個
が
置
か
れ
た
（
84
）

。

ク
プ
チ
ン
ス
キ
ー
は
病
室
の
暖
房
に
つ
い
て
、「
住
居
は
家
庭
の
暖
房
に
な
れ
た
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
向
け
に
で
き
て
い
な
い
。
…
一
バ

ラ
ッ
ク
に
三
、
四
個
ず
つ
備
え
つ
け
ら
れ
た
ス
ト
ー
ブ
は
批
評
の
対
象
に
も
な
ら
な
い
。
石
炭
で
部
屋
を
暖
め
る
の
で
は
な
く
、
ス
ト
ー

ブ
が
暖
ま
る
だ
け
だ
っ
た
。
お
ま
け
に
防
火
と
節
約
の
た
め
に
夜
の
八
時
に
水
を
ぶ
っ
か
け
て
火
を
消
し
た
。
八
時
と
い
え
ば
ち
ょ
う
ど

冷
え
こ
ん
で
く
る
時
刻
で
あ
る
（
85
）

」
と
書
い
て
い
る
。
寒
さ
の
た
め
、
兵
隊
は
風
邪
を
ひ
い
て
咳
ば
か
り
し
て
お
り
、
将
校
た
ち
は
よ
く
服

を
着
た
ま
ま
寝
た
と
い
う
。
こ
う
し
た
不
満
に
対
し
、
三
十
八
年
一
月
以
降
、
将
校
病
室
か
ら
順
に
天
井
板
が
設
置
さ
れ
た
。

被
服
と
寝
具
に
つ
い
て
は
、
毛
布
の
数
が
不
足
し
て
い
て
、
汚
れ
た
毛
布
で
何
カ
月
も
過
ご
す
患
者
が
お
り
、
ズ
ボ
ン
下
は
支
給
さ
れ

三
五
五
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ず
、
綿
入
れ
の
病
衣
も
不
足
が
ち
だ
っ
た
。
ま
た
、
患
者
数
が
増
加
し
た
と
き
は
、
病
状
に
応
じ
た
食
事
の
提
供
が
困
難
に
な
り
、
全
員

に
同
じ
食
事
が
与
え
ら
れ
た
と
い
う
（
86
）

。
こ
の
ほ
か
、
規
則
が
厳
し
く
、
立
ち
入
り
禁
止
区
域
に
入
っ
た
り
、
垣
根
に
近
づ
い
た
患
者
が
衛

兵
や
警
官
に
殴
打
さ
れ
た
り
、
夜
遅
く
ま
で
談
笑
し
て
い
た
下
士
官
や
風
呂
場
で
下
着
を
洗
濯
し
た
兵
卒
が
罰
と
し
て
長
時
間
立
た
さ
れ

た
こ
と
や
、
ま
た
何
度
も
点
呼
を
と
る
こ
と
を
批
判
し
て
い
る
（
87
）

。

（
二
）
日
赤
救
護
員
に
対
す
る
印
象

ク
プ
チ
ン
ス
キ
ー
は
日
本
軍
の
待
遇
に
つ
い
て
批
判
的
で
あ
る
が
、
患
者
は
一
般
に
満
足
し
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
ロ
シ
ア
巡
洋
艦

リ
ュ
ー
リ
ッ
ク
号
の
負
傷
者
は
、「
言
語
不
通
ノ
敵
国
ノ
俘
虜
タ
ル
以
上
ハ
万
事
ノ
不
自
由
元
ヨ
リ
期
セ
シ
処
ナ
リ
シ
カ
如
キ
モ
日
本
軍

ニ
救
護
サ
レ
テ
ヨ
リ
頗
ル
厚
遇
ヲ
受
ケ
当
舎
ニ
収
容
後
ニ
於
テ
看
護
婦
ノ
日
用
露
語
ノ
成
分
ヲ
解
シ
得
ル
ノ
ミ
ナ
ラ
ズ
自
然
ノ
経
験
上
手

マ
ネ
ナ
ト
適
切
ニ
出
テ
聊
カ
不
便
ヲ
来
ラ
サ
ル
ハ
頗
ル
想
外
ナ
ル
ヲ
感
（
88
）

」
じ
た
と
い
う
が
、
同
じ
感
想
を
抱
い
た
患
者
も
少
な
く
な

か
っ
た
で
あ
ろ
う
。

患
者
た
ち
が
抱
い
た
好
印
象
は
、
日
赤
救
護
員
、
と
く
に
看
護
婦
に
よ
る
と
こ
ろ
が
大
き
か
っ
た
。
看
護
婦
た
ち
は
ロ
シ
ア
語
を
勤
務

の
合
間
に
自
習
し
、
軽
症
の
患
者
か
ら
も
学
ん
だ
。
そ
し
て
、
慣
習
の
違
い
、
患
者
の
治
療
に
対
す
る
猜
疑
心
・
警
戒
心
、
不
規
律
に
悩

ま
さ
れ
な
が
ら
職
務
を
遂
行
し
た
。
繃
帯
の
交
換
や
マ
ッ
サ
ー
ジ
、
床
ず
れ
の
矯
正
、
排
泄
物
の
処
理
に
と
ど
ま
ら
ず
、
入
浴
が
で
き
な

い
重
症
者
の
身
体
を
拭
き
、
夏
の
夜
に
は
病
室
を
見
回
り
、
患
者
が
身
体
を
冷
や
さ
な
い
よ
う
に
布
団
を
か
け
た
。
さ
ら
に
、
病
室
間
の

担
架
に
よ
る
患
者
の
運
搬
、
清
掃
、
繃
帯
の
洗
浄
、
病
衣
や
下
着
の
洗
濯
、
修
理
ま
で
行
な
っ
た
（
89
）

。
そ
の
結
果
、
患
者
た
ち
も
日
本
の
医

療
技
術
や
救
護
員
を
信
頼
し
、
次
第
に
打
ち
解
け
て
い
っ
た
。

三
五
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救
護
員
に
対
す
る
彼
ら
の
信
頼
と
感
謝
は
、
救
護
班
が
担
当
病
室
を
交
代
す
る
と
き
、
救
護
員
と
別
れ
る
の
を
惜
し
み
、
慰
留
や
同
行

を
懇
請
す
る
も
の
が
あ
と
を
絶
た
な
か
っ
た
こ
と
に
あ
ら
わ
れ
て
い
る
（
90
）

。
ま
た
、
彼
ら
が
感
謝
の
意
を
表
す
る
た
め
に
御
礼
の
金
品
を

贈
っ
た
り
（
た
だ
し
、
救
護
員
は
受
け
取
る
こ
と
が
禁
じ
ら
れ
て
い
た
）、
松
山
を
去
る
と
き
に
感
謝
状
を
贈
っ
た
こ
と
に
よ
っ
て
も
知
る
こ
と

が
で
き
る
（
91
）

。

ク
プ
チ
ン
ス
キ
ー
も
、「
わ
が
負
傷
兵
に
惜
し
み
な
く
示
さ
れ
た
優
し
い
、
献
身
的
な
世
話
、
肉
体
的
な
苦
痛
と
精
神
的
苦
痛
を
や
わ

ら
げ
よ
う
と
す
る
親
切
な
看
護
は
決
し
て
忘
れ
る
こ
と
は
な
い
だ
ろ
う
（
92
）

」
と
書
く
な
ど
、
看
護
婦
の
働
き
ぶ
り
に
何
度
も
賛
辞
を
お

く
っ
て
い
る
。
ま
た
、「
日
本
の
医
務
当
局
は
ロ
シ
ア
負
傷
者
に
で
き
る
限
り
の
こ
と
を
し
て
き
た
」
こ
と
を
認
め
る
と
と
も
に
、「
日
本

人
医
師
は
し
ば
し
ば
む
つ
か
し
い
手
術
を
見
事
に
や
っ
て
の
け
た
。
も
ち
ろ
ん
失
敗
も
あ
っ
た
。
し
か
し
そ
れ
は
非
難
の
対
象
に
は
な
り

得
な
い
。
…
彼
等
は
最
善
を
尽
く
し
た
の
で
あ
る
」
と
、
日
本
人
医
師
の
優
秀
さ
に
も
言
及
し
て
い
る
（
93
）

。

こ
う
し
た
日
本
の
傷
病
者
救
護
に
対
し
、
明
治
三
十
九
年
の
赤
十
字
国
際
会
議
の
席
上
、
各
国
の
委
員
は
、
戦
争
中
日
本
は
ジ
ュ
ネ
ー

ヴ
条
約
を
厳
守
し
た
の
み
な
ら
ず
、
こ
の
条
約
が
完
全
に
実
戦
で
適
用
さ
れ
る
こ
と
を
証
明
し
た
と
称
賛
し
た
（
94
）

。
ま
た
、
敵
国
ロ
シ
ア
か

ら
も
捕
虜
の
厚
遇
に
つ
い
て
謝
意
が
表
せ
ら
れ
た
。
戦
争
中
ロ
シ
ア
俘
虜
情
報
局
長
官
で
あ
っ
た
国
際
法
学
者
の
マ
ル
テ
ン
ス
は
、
本
野

一
郎
駐
仏
公
使
に
対
し
、「
露
国
俘
虜
ノ
取
扱
方
ノ
極
メ
テ
懇
篤
ナ
リ
シ
ニ
対
シ
正
式
ニ
帝
国
政
府
ニ
感
謝
ノ
意
（
95
）

」
を
表
明
し
た
。
ま
た
、

講
和
条
約
発
効
後
、
捕
虜
受
領
委
員
と
し
て
来
日
し
た
ダ
ニ
ロ
フ
（D

aniloff 

）
陸
軍
中
将
も
加
藤
高
明
外
相
に
、「
露
国
ノ
俘
虜
ニ
対
シ
帝

国
政
府
及
其
筋
ノ
官
憲
ニ
於
テ
終
始
懇
到
克
ク
款
待
セ
ラ
レ
尚
国
民
一
般
ニ
於
テ
モ
同
情
ヲ
表
セ
ラ
レ
タ
ル
ハ
深
ク
感
謝
ニ
堪
ヘ
ス
（
96
）

」
と

述
べ
た
。

オ
リ
ー
ブ
・
チ
ェ
ッ
ク
ラ
ン
ド
（C

heckland, O
live

）
は
、
そ
の
著
書
の
な
か
で
、「
日
本
の
人
道
主
義
的
な
努
力
の
頂
点
は
、
約
七
万

三
五
七



日
本
法
学　

第
八
十
巻
第
二
号
（
二
〇
一
四
年
十
月
）

（
六
一
六
）

人
の
捕
虜
を
抱
え
、
彼
ら
を
公
正
に
そ
し
て
人
道
的
に
扱
っ
た
日
露
戦
争
の
最
中
に
あ
っ
た
。
日
本
赤
十
字
社
の
医
療
部
隊
が
病
に
倒
れ

た
り
傷
つ
い
た
ロ
シ
ア
人
た
ち
を
長
い
期
間
看
病
し
た
の
で
あ
っ
た
（
97
）

」
と
書
い
て
い
る
。

む
す
び
に
か
え
て

日
露
戦
争
で
は
、
両
国
に
国
際
法
違
反
行
為
が
確
認
で
き
、
そ
の
な
か
に
は
戦
場
で
の
捕
虜
殺
害
も
あ
っ
た
（
98
）

。
そ
れ
で
も
こ
の
戦
争
は

日
本
の
「
武
士
道
」
と
ロ
シ
ア
の
「
騎
士
道
」
が
発
揮
さ
れ
た
、
史
上
最
後
の
「
牧
歌
的
な
」
戦
争
で
あ
っ
た
と
い
え
る
。

ロ
シ
ア
も
ま
た
国
際
法
の
遵
守
を
宣
言
し
、
三
十
七
年
六
月
四
日
に
勅
令
を
も
っ
て
「
露
日
戦
争
俘
虜
取
扱
仮
規
則
」
七
六
カ
条
を
布

告
し
た
。
次
い
で
「
露
日
戦
争
中
帝
国
内
地
ニ
於
ケ
ル
俘
虜
待
遇
ニ
関
ス
ル
訓
令
」
九
二
カ
条
（
陸
軍
省
達
第
二
七
六
号
）
を
発
令
し
て
、

日
本
軍
捕
虜
・
傷
病
者
を
人
道
的
に
待
遇
す
る
こ
と
を
命
じ
た
（
99
）

。
下
士
卒
に
対
し
て
も
、
国
際
法
上
注
意
す
べ
き
事
項
を
列
挙
し
た
文
書

を
配
布
し
て
い
る
（
100
）

。

松
山
に
お
け
る
捕
虜
患
者
に
つ
い
て
は
、
手
厚
い
治
療
と
看
護
の
ほ
か
に
、
兵
役
不
堪
者
の
送
還
や
傷
病
の
癒
え
た
捕
虜
の
宣
誓
解
放
、

四
肢
を
失
っ
た
者
や
失
明
し
た
者
に
義
肢
、
義
眼
を
皇
后
の
名
に
お
い
て
下
賜
し
た
こ
と
な
ど
が
特
筆
さ
れ
る
（
101
）

。
た
し
か
に
、
捕
虜
の
厚

遇
は
日
本
の
国
際
的
評
価
を
高
め
、
西
洋
諸
国
に
文
明
国
と
認
知
さ
せ
る
た
め
に
必
要
で
あ
っ
た
だ
ろ
う
し
、
戦
後
の
日
露
関
係
を
考
慮

し
て
捕
虜
を
厚
遇
し
た
と
の
見
解
や
、
ロ
シ
ア
か
ら
の
賠
償
金
の
一
部
を
捕
虜
給
養
費
に
充
て
る
つ
も
り
だ
っ
た
（
つ
ま
り
、
給
養
費
は
ロ

シ
ア
が
支
払
う
の
だ
か
ら
国
際
法
が
定
め
る
以
上
の
待
遇
を
し
て
も
よ
い
）
と
の
見
方
も
首
肯
で
き
よ
う
（
102
）

。
し
か
し
、
こ
う
し
た
実
利
面
を
超
え

た
人
道
性
が
当
時
の
日
本
と
日
本
人
に
あ
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

政
府
の
外
交
政
策
や
軍
当
局
の
命
令
で
は
な
く
、
人
道
性
が
自
然
に
あ
ら
わ
れ
た
事
例
と
し
て
、
た
と
え
ば
、
重
い
肺
病
に
罹
っ
て
病

三
五
八



日
露
戦
争
と
人
道
主
義
（
喜
多
）

（
六
一
七
）

室
に
収
容
さ
れ
た
旅
順
の
捕
虜
患
者
が
、
同
じ
く
従
軍
し
た
父
親
が
別
の
場
所
で
負
傷
し
て
松
山
に
送
ら
れ
た
こ
と
を
知
り
、
松
山
で
の

再
会
を
願
っ
て
い
た
が
、
松
山
に
着
く
と
父
親
は
治
癒
し
て
す
で
に
静
岡
収
容
所
へ
移
送
さ
れ
た
あ
と
だ
っ
た
。
こ
の
患
者
の
症
状
は
悪

化
の
一
途
を
た
ど
っ
て
い
た
た
め
、
病
室
側
は
静
岡
に
連
絡
し
、
父
親
が
松
山
ま
で
面
会
に
来
る
こ
と
が
許
可
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
が

あ
っ
た
（
103
）

。

ま
た
、
収
容
所
病
室
に
は
各
界
の
名
士
の
み
な
ら
ず
一
般
国
民
も
慰
問
に
訪
れ
、
多
く
の
慰
問
品
が
届
け
ら
れ
た
。
記
録
に
よ
る
と
、

日
本
人
の
面
会
者
は
一
八
二
名
、
直
接
病
室
に
寄
贈
さ
れ
た
品
物
は
日
用
品
二
〇
六
一
個
、
飲
食
物
二
五
二
六
点
、
被
服
類
二
二
八
点
、

巻
煙
草
一
〇
万
六
七
一
〇
本
、
刻
煙
草
四
七
〇
〇
斤
、
蝋
燭
一
三
〇
〇
本
、
現
金
一
一
〇
三
円
に
の
ぼ
り
、
玉
突
台
、
遊
戯
具
な
ど
も
含

ま
れ
て
い
た
（
104
）

。

ジ
ュ
ネ
ー
ヴ
条
約
は
、
傷
病
者
救
護
に
つ
い
て
、
詳
細
か
つ
具
体
的
な
基
準
を
定
め
て
は
い
な
い
。
し
か
し
、
す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
、

日
本
は
敵
味
方
の
区
別
な
く
傷
病
者
を
救
護
す
べ
し
と
い
う
ジ
ュ
ネ
ー
ヴ
条
約
の
精
神
を
実
践
し
、
ロ
シ
ア
傷
病
捕
虜
を
待
遇
し
た
。
そ

の
背
景
に
は
、
軍
当
局
の
国
際
法
遵
守
に
対
す
る
強
い
決
意
と
と
も
に
、
一
般
の
兵
士
や
国
民
全
体
に
捕
虜
や
負
傷
者
の
境
遇
を
哀
れ
み
、

手
を
差
し
伸
べ
て
な
し
得
る
か
ぎ
り
の
こ
と
を
す
る
と
い
う
人
道
主
義
の
精
神
が
根
づ
い
て
い
た
と
い
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

戦
争
に
「
人
道
」
を
期
待
す
る
の
は
禁
物
で
あ
る
。
し
か
し
、
軍
当
局
や
個
々
の
軍
人
の
努
力
と
配
慮
に
よ
り
、
戦
争
の
惨
禍
や
苦
痛

を
い
く
ら
か
で
も
軽
減
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
日
露
戦
争
は
そ
れ
を
証
明
し
た
戦
争
で
あ
っ
た
と
い
え
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

（
1
） 

戦
地
収
容
の
二
万
二
六
四
九
名
の
う
ち
二
一
一
二
名
が
現
地
で
死
亡
し
、
四
七
六
四
名
が
内
地
に
移
送
さ
れ
た
（
病
院
船
内
で
三
名
が
死
亡
）。

内
地
に
移
送
さ
れ
た
患
者
お
よ
び
内
地
で
発
病
し
た
患
者
は
七
万
九
五
一
七
名
に
の
ぼ
り
、
九
二
〇
九
名
が
収
容
所
病
室
お
よ
び
陸
軍
予
備
病
院
に

三
五
九



日
本
法
学　

第
八
十
巻
第
二
号
（
二
〇
一
四
年
十
月
）

（
六
一
八
）

収
容
さ
れ
治
療
を
受
け
た
（
三
二
一
名
が
死
亡
）。
な
お
、
内
地
捕
虜
患
者
数
は
累
計
で
あ
り
、
一
病
名
ご
と
に
一
名
と
し
て
計
算
し
て
い
る
。
陸

軍
軍
医
学
校
編
『
陸
軍
軍
医
学
校
五
十
年
史
』（
陸
軍
軍
医
学
校
、
一
九
三
六
年
）
六
〇
│
六
一
頁
。

（
2
） 
研
究
書
と
し
て
は
、
黒
沢
文
貴
・
河
合
利
修
編
『
日
本
赤
十
字
社
と
人
道
援
助
』（
東
京
大
学
出
版
会
、
二
〇
〇
九
年
）
が
あ
げ
ら
れ
る
。
ま

た
、
日
赤
の
救
護
報
告
書
（
日
本
赤
十
字
社
編
『
明
治
三
十
七
八
年
戦
役　
救
護
報
告
』（
日
本
赤
十
字
社
、
一
九
〇
八
年
））
に
も
捕
虜
救
護
に
関

す
る
記
述
が
あ
る
。

（
3
） 

日
露
講
和
条
約
締
結
後
の
明
治
三
十
八
年
十
一
月
十
日
の
時
点
で
、
浜
寺
の
一
万
六
七
五
三
名
、
習
志
野
の
一
万
三
六
九
六
名
に
対
し
、
松
山

は
二
一
六
三
名
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
松
山
に
は
准
士
官
以
上
の
捕
虜
が
多
く
全
体
の
約
一
五
％
を
占
め
、
そ
れ
は
日
本
各
地
に
収
容
さ
れ
た
准
士

官
以
上
の
約
二
二
％
に
あ
た
っ
た
。「
俘
虜
収
容
所
別
収
容
俘
虜
数
」、
陸
軍
省
御
蔵
版
『
明
治
三
十
七
八
年
戦
役　
俘
虜
取
扱
顛
末
』（
有
斐
閣
書
房
、

一
九
〇
七
年
、
以
下
『
俘
虜
取
扱
顛
末
』）
付
表
第
四
号
。

（
4
） 

江
口
雷
次
郎
編
『
松
山
俘
虜
収
容
所
病
室
衛
生
業
務
報
告
』（
松
山
俘
虜
収
容
所
、
一
九
〇
六
年
。
以
下
『
病
室
業
務
報
告
』）
は
全
一
〇
二
六

頁
で
、
第
一
編
・
庶
務
、
第
二
編
・
衛
生
一
般
ノ
記
事
、
第
三
編
・
衛
生
材
料
ニ
関
ス
ル
一
般
記
事
、
第
四
編
・
治
病
一
般
概
況
、
第
五
編
・
外
科

治
験
記
事
、
第
六
編
・
内
科
治
験
記
事
、
第
七
編
・
屍
体
剖
検
記
事
、
第
八
編
・
俘
虜
収
容
所
診
断
所
衛
生
景
況
か
ら
な
る
。
筆
者
が
確
認
し
た
か

ぎ
り
、
本
書
は
日
本
国
際
文
化
セ
ン
タ
ー
と
陸
上
自
衛
隊
衛
生
学
校
付
設
医
学
情
報
史
料
室
「
彰
古
館
」
が
所
蔵
す
る
の
み
で
あ
る
。
一
方
、
松
山

俘
虜
収
容
所
編
『
松
山
収
容　
露
国
俘
虜
』（
松
山
俘
虜
収
容
所
、
一
九
〇
六
年
）
は
、
叙
、
目
次
、
後
叙
お
よ
び
本
文
四
〇
二
頁
で
構
成
さ
れ
、
写

真
も
掲
載
さ
れ
て
い
る
が
、
随
所
に
ロ
シ
ア
捕
虜
を
手
厳
し
く
け
な
し
た
記
述
が
あ
っ
た
た
め
、
平
和
回
復
後
の
日
露
関
係
の
悪
化
を
懸
念
し
た
軍

当
局
に
よ
っ
て
回
収
さ
れ
た
。
し
た
が
っ
て
、
現
存
数
は
き
わ
め
て
少
な
い
。

（
5
） 

日
本
は
開
戦
の
直
前
、
ジ
ュ
ネ
ー
ヴ
条
約
未
加
入
国
で
あ
っ
た
清
国
と
の
間
で
傷
病
者
救
護
の
た
め
の
特
別
協
定
を
締
結
す
る
こ
と
を
検
討
し

た
が
、
清
国
陸
軍
の
衛
生
部
隊
の
未
整
備
、
医
療
技
術
の
未
発
達
、
部
下
が
上
官
の
命
令
に
従
わ
な
い
た
め
協
定
が
遵
守
さ
れ
な
い
こ
と
な
ど
を
理

由
に
、
締
結
を
見
送
っ
た
。
ジ
ュ
ネ
ー
ヴ
条
約
の
一
方
的
遵
守
は
、
開
戦
直
後
に
大
山
巖
陸
軍
大
臣
が
発
し
た
、「
敵
は
い
か
に
残
暴
に
し
て
悪
む

べ
き
所
行
あ
る
に
も
せ
よ
此
方
に
て
は
文
明
の
公
法
に
よ
り
傷
病
者
を
は
救
護
し
降
者
俘
虜
を
は
愛
撫
し
仁
愛
の
心
を
以
て
之
に
対
す
へ
し
」
と
の

訓
示
に
も
示
さ
れ
て
い
る
。
喜
多
義
人
「
日
本
に
よ
る
ジ
ュ
ネ
ー
ヴ
条
約
の
普
及
と
適
用
│
日
清
戦
争
に
お
け
る
日
本
赤
十
字
社
の
敵
傷
病
者
救
護

三
六
〇



日
露
戦
争
と
人
道
主
義
（
喜
多
）

（
六
一
九
）

を
中
心
と
し
て
│
」（『
日
本
法
学
』
第
七
四
巻
二
号
、
二
〇
〇
八
年
七
月
）
七
五
│
七
八
頁
。

（
6
） 

喜
多
義
人
「
旧
陸
軍
の
国
際
法
普
及
措
置
│
陸
軍
将
校
・
下
士
官
兵
に
対
す
る
国
際
法
普
及
措
置
の
研
究
│
」
二
│
一
（『
陸
戦
研
究
』
第

四
八
巻
三
号
、
陸
戦
学
会
、
二
〇
〇
〇
年
三
月
）
お
よ
び
二
・
完
（
同
第
四
八
巻
四
号
、
二
〇
〇
〇
年
四
月
）、
同
「
旧
日
本
軍
人
の
捕
虜
に
関
す

る
国
際
法
知
識
」（『
法
学
紀
要
』
第
四
八
巻
、
日
本
大
学
法
学
研
究
所
、
二
〇
〇
七
年
）
参
照
。

（
7
） 

有
賀
の
講
演
は
、
ハ
ー
グ
陸
戦
規
則
五
五
カ
条
を
一
カ
条
ず
つ
詳
細
に
解
説
す
る
も
の
で
、
こ
の
講
演
は
「
戦
時
公
法
講
演
」
と
題
し
て
、
偕

行
社
が
毎
月
二
回
発
行
す
る
機
関
誌
『
偕
行
社
記
事
』
に
三
〇
回
に
わ
た
り
掲
載
さ
れ
た
（
第
二
三
四
号
（
一
九
〇
〇
年
一
月
）
か
ら
二
七
〇
号

（
一
九
〇
一
年
七
月
））。
な
お
、
偕
行
社
は
陸
軍
将
校
の
親
睦
団
体
で
あ
る
。

（
8
） 

松
山
は
捕
虜
の
出
入
れ
が
は
げ
し
か
っ
た
た
め
、
最
大
時
に
何
名
の
捕
虜
が
い
た
か
を
確
定
す
る
こ
と
は
む
つ
か
し
い
。
収
容
人
員
が
最
大
に

な
っ
た
の
は
、
旅
順
の
捕
虜
が
収
容
さ
れ
た
明
治
三
十
八
年
一
月
で
、
四
〇
〇
〇
名
を
超
え
た
と
す
る
文
献
が
あ
る
。
愛
媛
県
史
編
さ
ん
委
員
会
編

『
愛
媛
県
史　
近
代　
上
』（
愛
媛
県
、
一
九
八
六
年
）
八
六
六
頁
。

（
9
） 

ワ
リ
ャ
ー
ク
号
負
傷
者
に
つ
い
て
は
、『
明
治
三
十
七
八
年
戦
役　
救
護
報
告
』
八
五
二
│
九
一
二
頁
お
よ
び
『
日
本
赤
十
字
社
と
人
道
援
助
』

一
一
九
│
一
二
二
頁
参
照
。
な
お
、
作
家
の
田
山
花
袋
は
博
文
館
の
契
約
記
者
と
し
て
戦
地
に
向
か
う
途
中
松
山
に
立
ち
寄
り
、
こ
れ
ら
の
捕
虜
の

状
況
を
記
事
に
し
て
い
る
（
田
山
花
袋
「
観
戦
前
記
」、『
日
露
戦
争
実
記
』
第
八
編
、
博
文
館
、
一
九
〇
四
年
四
月
、
一
〇
九
│
一
一
六
頁
）。『
日

露
戦
争
実
記
』
に
は
、
こ
の
ほ
か
に
も
松
山
収
容
所
に
関
す
る
記
事
が
散
見
さ
れ
る
。

（
10
） 

『
病
室
業
務
報
告
』
二
頁
。

（
11
） 

同
右
三
頁
。

（
12
） 

同
右
同
頁
。

（
13
） 

同
右
七
〇
│
七
三
、
七
八
頁
。

（
14
） 

同
右
八
一
│
八
二
頁
。

（
15
） 

同
右
六
〇
│
六
二
頁
、『
松
山
収
容　
露
国
俘
虜
』
二
七
三
│
二
七
六
頁
。

（
16
） 

同
右
七
四
│
七
五
頁
。

三
六
一



日
本
法
学　

第
八
十
巻
第
二
号
（
二
〇
一
四
年
十
月
）

（
六
二
〇
）

（
17
） 

『
病
室
業
務
報
告
』
九
四
│
九
五
頁
。

（
18
） 

収
容
所
病
室
に
勤
務
し
た
下
士
官
以
上
の
職
員
名
簿
（『
病
室
業
務
報
告
』
六
四
│
六
九
頁
）
に
よ
る
。
な
お
、
明
治
三
十
八
年
十
月
末
日
の

時
点
で
、
松
山
収
容
所
に
は
軍
医
七
名
、
薬
剤
官
一
名
、
看
護
長
二
九
名
、
看
病
人
一
三
四
名
が
配
属
さ
れ
て
い
た
。「
俘
虜
収
容
所
職
員
及
配
属

者
員
数
表
」、『
俘
虜
取
扱
顛
末
』
付
表
第
一
一
号
。

（
19
） 

同
規
定
は
、『
病
室
業
務
報
告
』
一
一
七
│
一
四
七
頁
に
収
録
さ
れ
て
い
る
。

（
20
） 

陸
軍
省
医
務
局
『
明
治
三
十
七
八
年
戦
役　
陸
軍
衛
生
史
』
第
一
巻
（
陸
軍
省
、
一
九
一
三
年
）
五
四
〇
頁
。

（
21
） 

有
賀
長
雄
『
日
露
陸
戦
国
際
法
論
』（
東
京
偕
行
社
、
一
九
一
一
年
）
三
九
九
頁
。
ち
な
み
に
、
日
赤
救
護
班
が
捕
虜
収
容
所
に
派
遣
さ
れ
た

の
は
、
日
露
戦
争
時
の
み
で
あ
る
。

（
22
） 

「
事
務
報
告
」
明
治
三
十
七
年
七
月
十
一
日
、「
第
七
十
六
救
護
班
五
月
分
報
告
」（
臨
救
報
二
二
四
〇
号
、
明
治
三
十
七
年
七
月
十
六
日
）、

『
日
露
戦
役　
第
七
十
六
班
報
告　
松
山
』（
書
類
編
冊
番
号
「
戦
四
三
二
」、
以
下
『
第
七
十
六
班
報
告
』）
所
収
。
な
お
、
本
稿
で
取
り
上
げ
る
日
赤

各
救
護
班
の
報
告
書
は
、
博
物
館
明
治
村
所
蔵
・
日
本
赤
十
字
豊
田
看
護
大
学
保
管
。

（
23
） 

「
事
務
報
告
書
」
明
治
三
十
七
年
七
月
四
日
、「
第
八
十
救
護
班
月
報
（
松
山
俘
虜
）」（
臨
救
報
二
二
五
三
号
、
明
治
三
十
七
年
七
月
十
八
日
）、

『
日
露
戦
役　
第
八
十
救
護
班
報
告　
松
山
』（
書
類
編
冊
番
号
「
戦
四
三
五
」、
以
下
『
第
八
十
班
報
告
』）
所
収
。

（
24
） 

た
と
え
ば
、「
事
務
報
告
」
明
治
三
十
七
年
六
月
十
一
日
、「
第
八
十
救
護
班
月
報
（
松
山
俘
虜
）」（
臨
救
報
一
八
四
三
号
、
明
治
三
十
七
年
六

月
十
六
日
）、『
第
八
十
班
報
告
』
所
収
の
記
事
を
参
照
。

（
25
） 

『
病
室
業
務
報
告
』
五
四
頁
、『
明
治
三
十
七
八
年
戦
役 
救
護
報
告
』
一
一
三
六
│
一
一
三
七
頁
。

（
26
） 

『
病
室
業
務
報
告
』
三
頁
。

（
27
） 

同
右
九
│
一
一
頁
。

（
28
） 

同
右
一
二
│
一
八
頁
。

（
29
） 

「
事
務
報
告
」
明
治
三
十
七
年
十
月
五
日
、「
第
四
十
二
班
十
月
分
事
務
報
告
（
松
山
在
勤
）」（
臨
救
報
三
七
二
号
、
明
治
三
十
七
年
十
一
月

二
十
六
日
）、『
日
露
戦
役　
第
四
十
二
救
護
班
報
告　
松
山
』（
書
類
編
冊
番
号
「
戦
四
〇
四
」、
以
下
『
第
四
十
二
班
報
告
』）
所
収
。

三
六
二



日
露
戦
争
と
人
道
主
義
（
喜
多
）

（
六
二
一
）

（
30
） 

『
病
室
業
務
報
告
』
二
五
一
頁
。

（
31
） 

「
明
治
三
十
七
年
十
一
月
中
医
務
報
告
書
」
明
治
三
十
七
年
十
二
月
四
日
、「
在
松
山　
医
務
報
告　
第
八
十
救
護
班
」、『
第
八
十
班
報
告
』
所
収
。

な
お
、
各
救
護
班
の
「
医
務
報
告
」
に
銃
創
の
治
療
方
法
と
治
療
経
過
が
記
録
さ
れ
て
い
る
。

（
32
） 
『
病
室
業
務
報
告
』
二
五
九
│
二
六
二
頁
。

（
33
） 

同
右
二
六
〇
│
二
六
二
頁
。

（
34
） 

「
明
治
三
十
七
年
十
一
月　
医
務
報
告
」
明
治
三
十
七
年
十
二
月
五
日
、「
医
務
報
告
」、『
第
四
十
二
班
報
告
』
所
収
。

（
35
） B

oissier, P
ierre, F

rom
 S

olferin
o to T

su
sh

im
a: H

istory of th
e In

tern
ation

al C
om

m
ittee of th

e R
ed

 C
ross, H

enry D
unant 

Institute, 1985, p.328.

（
36
） 

『
病
室
業
務
報
告
』
二
七
五
頁
。

（
37
） 

同
右
二
五
三
│
二
五
四
頁
。

（
38
） 

同
右
二
六
四
頁
。

（
39
） 

同
右
二
五
一
│
二
五
三
頁
。

（
40
） 

「
第
九
号　
医
務
報
告
」
明
治
三
十
八
年
二
月
三
日
、「
在
松
山　
医
務
報
告　
第
八
十
二
班
」、『
第
八
十
二
班
報
告
』
所
収
。

（
41
） 

「
事
務
報
告
書
」
明
治
三
十
七
年
六
月
二
十
日
、「
第
八
十
救
護
班
月
報
（
松
山
俘
虜
）」（
臨
救
報
一
八
四
三
号
、
明
治
三
十
七
年
六
月
十
六

日
）、『
第
八
十
班
報
告
』
所
収
。

（
42
） 

「
班
務
処
理
報
告
書
類
」
中
の
「
治
病
保
健
」
の
記
事
、「
第
四
十
二
班
作
業
報
告
（
元
松
山
在
勤
）」（
臨
救
報
一
三
二
号
、
明
治
三
十
九
年
一

月
二
十
三
日
）、『
第
四
十
二
班
報
告
』
所
収
。

（
43
） 

『
衛
生
業
務
報
告
』
四
頁
。

（
44
） 

「
事
務
報
告
」
明
治
三
十
八
年
二
月
三
日
、「
第
八
十
二
班
一
月
々
報
」（
臨
救
報
一
二
一
二
号
、
明
治
三
十
八
年
三
月
二
日
）、『
日
露
戦
役　
第

八
十
二
救
護
班
報
告　
松
山
』（
書
類
編
冊
番
号
「
戦
四
三
七
号
」、
以
下
『
第
八
十
二
班
報
告
』）
所
収
。

（
45
） 

「
作
業
報
告　
日
本
赤
十
字
社　
第
八
十
二
救
護
班
」
中
の
「
治
病
保
健
」
の
記
事
、
日
付
な
し
。
同
右
。

三
六
三



日
本
法
学　

第
八
十
巻
第
二
号
（
二
〇
一
四
年
十
月
）

（
六
二
二
）

（
46
） 

「
明
治
三
十
八
年
一
月　
医
務
報
告
」
明
治
三
十
八
年
一
月
三
十
一
日
、「
医
務
報
告
」、『
第
四
十
二
班
報
告
』
所
収
。

（
47
） 

菊
池
常
三
郎
（
一
八
五
五
年
│
一
九
二
一
年
）
は
東
京
大
学
医
学
部
を
卒
業
後
、
ド
イ
ツ
に
留
学
し
、
東
京
衛
戍
病
院
長
や
陸
軍
軍
医
学
校
教

官
、
第
四
師
団
軍
医
部
長
な
ど
を
つ
と
め
た
の
ち
、
明
治
三
十
七
年
五
月
二
十
八
日
、
善
通
寺
予
備
病
院
御
用
掛
を
命
じ
ら
れ
た
。
医
学
博
士
。
日

露
戦
争
後
、
軍
医
の
最
高
位
で
あ
る
軍
医
総
監
と
な
っ
た
。
菊
池
の
転
出
に
と
も
な
い
、
三
十
八
年
二
月
か
ら
佐
藤
が
そ
の
あ
と
を
継
い
だ
。
佐
藤

進
（
一
八
四
五
年
│
一
九
二
一
年
）
は
ベ
ル
リ
ン
大
学
医
学
部
卒
、
医
学
博
士
。
広
島
予
備
病
院
長
な
ど
を
歴
任
し
、
戦
争
中
の
三
十
八
年
八
月
、

軍
医
総
監
に
任
じ
ら
れ
た
。

（
48
） 

『
松
山
収
容　
露
国
俘
虜
』
三
一
三
│
三
一
四
頁
。

（
49
） 

「
作
業
報
告
書
」
明
治
三
十
八
年
十
二
月
十
一
日
、「
第
七
十
六
班
作
業
報
告
（
元
松
山
在
勤
）」（
臨
救
報
一
〇
五
号
、
明
治
三
十
八
年
十
二
月

十
一
日
）、『
第
七
十
六
班
報
告
』
所
収
。

（
50
） 

「
第
八
十
班　
作
業
報
告
（
松
山
在
勤
）」（
臨
救
報
四
〇
〇
三
号
、
明
治
三
十
八
年
十
二
月
一
日
）
中
の
「
治
病
保
健
」
の
記
事
。『
第
八
十
班

報
告
』
所
収
。

（
51
） 

「
明
治
三
十
八
年
六
月
中
医
務
報
告
」
明
治
三
十
八
年
七
月
十
三
日
、「
在
松
山　
医
務
報
告　
第
八
十
救
護
班
」、
同
右
。

（
52
） 

「
医
務
報
告
書
」
明
治
三
十
八
年
三
月
三
日
、「
在
松
山　
医
務
報
告　
第
八
十
二
救
護
班
」、『
第
八
十
二
班
報
告
』
所
収
。

（
53
） 

「
班
務
処
理
報
告
書
類
」
中
の
「
治
病
保
健
」
の
記
事
。「
第
四
十
二
班　
作
業
報
告
（
元
松
山
勤
務
）」（
明
治
三
十
九
年
一
月
二
十
三
日
、
臨

救
報
一
三
二
号
）、『
第
四
十
二
班
報
告
』
所
収
。

（
54
） 

ハ
ー
グ
陸
戦
規
則
七
条
に
よ
れ
ば
、
捕
獲
国
は
捕
虜
に
対
し
自
国
軍
隊
と
同
等
の
糧
食
を
給
与
す
れ
ば
よ
い
が
、
日
本
は
食
習
慣
や
食
材
、
調

理
法
の
違
い
を
考
慮
し
て
、
捕
虜
の
糧
食
費
を
増
額
し
た
。
ち
な
み
に
、
在
営
中
の
日
本
兵
士
の
糧
食
費
は
「
陸
軍
給
与
令
」
に
よ
り
平
均
一
六
銭

内
外
と
定
め
ら
れ
て
い
た
。『
俘
虜
取
扱
顛
末
』
九
六
頁
。

（
55
） 

た
し
か
に
、
三
十
七
年
五
月
に
は
准
士
官
以
上
の
糧
食
費
の
一
日
平
均
額
が
五
八
・
一
円
で
あ
っ
た
の
に
対
し
、
三
十
八
年
六
月
に
は
三
一
・
四

円
に
減
少
し
て
い
る
。
下
士
卒
も
三
十
七
年
五
月
の
二
一
・
三
円
が
、
三
十
八
年
八
月
に
は
一
二
・
三
円
に
な
っ
て
い
る
。『
病
室
業
務
報
告
』
九
八

│
九
九
頁
。

三
六
四



日
露
戦
争
と
人
道
主
義
（
喜
多
）

（
六
二
三
）

（
56
） 

「
医
務
報
告
」
明
治
三
十
八
年
五
月
三
十
一
日
、「
医
務
報
告
」、『
第
四
十
二
班
報
告
』
所
収
。

（
57
） 

「
第
八
十
班
作
業
報
告
（
元
松
山
在
勤
）」（
臨
救
報
四
〇
〇
三
号
、
明
治
三
十
八
年
十
二
月
一
日
）、
中
の
「
治
病
保
健
」
の
記
事
。『
第
八
十

班
報
告
』
所
収
。

（
58
） 
「
明
治
三
十
八
年
七
月
中
医
務
報
告
」
明
治
三
十
七
年
八
月
二
十
一
日
、「
在
松
山　
医
務
報
告　
第
八
十
救
護
班
」、
同
右
。

（
59
） 

日
赤
の
報
告
書
は
「
只
タ
遺
憾
ナ
ル
ハ
調
理
法
及
材
料
共
常
ニ
一
定
シ
更
ニ
変
化
ナ
カ
リ
シ
ハ
欠
点
ナ
リ
。
然
レ
ト
モ
概
言
ス
レ
ニ
栄
養
ハ
充

分
ナ
ル
ヲ
得
タ
リ
」
と
記
し
て
い
る
。「
作
業
報
告　
松
山
臨
時
救
護
所
勤
務　
第
八
十
一
救
護
班
」
中
の
「
治
病
保
健
」
の
記
事
。『
日
露
戦
役　
第

八
十
一
救
護
班
報
告　
松
山
』（
書
類
編
冊
番
号
「
戦
四
三
六
」、
以
下
『
第
八
十
一
班
報
告
』）
所
収
。

（
60
） 

『
病
室
業
務
報
告
』
に
は
、
明
治
三
十
八
年
八
月
の
一
週
間
分
の
献
立
表
と
並
食
成
分
表
が
収
録
さ
れ
て
い
る
。
一
〇
〇
│
一
〇
六
頁
。
ま
た
、

日
赤
の
報
告
書
に
も
献
立
の
記
録
が
あ
る
。
た
と
え
ば
、「
医
務
報
告
」
明
治
三
十
八
年
六
月
三
日
、「
在
松
山　
医
務
報
告　
第
八
十
二
救
護
班
」、

『
第
八
十
二
班
報
告
』
所
収
、
参
照
。

（
61
） 

相
撲
見
物
に
つ
い
て
は
「
事
務
報
告
書
」
明
治
三
十
八
年
一
月
三
日
、「
第
八
十
二
班
十
二
月
々
報
」（
臨
救
報
八
五
五
号
、
明
治
三
十
八
年
一

月
二
十
三
日
）、『
第
八
十
二
班
報
告
』
所
収
、
に
記
述
が
あ
る
。
海
水
浴
と
芝
居
は
「
医
務
報
告
」
明
治
三
十
八
年
八
月
、「
在
松
山　
医
務
報
告　

第
八
十
二
救
護
班
」、『
第
八
十
二
班
報
告
』
所
収
、
参
照
。

（
62
） 

「
事
務
報
告
」
明
治
三
十
七
年
七
月
五
日
、「
第
八
十
一
班
六
月
分
報
告
」（
臨
救
報
二
二
五
四
号
、
明
治
三
十
七
年
七
月
十
八
日
）、『
第

八
十
一
班
報
告
』
所
収
。

（
63
） ｢

事
務
報
告
」
明
治
三
十
七
年
八
月
五
日
、「
第
八
十
一
救
護
班
七
月
分
報
告
」（
臨
救
報
二
八
四
二
号
、
明
治
三
十
七
年
八
月
十
五
日
）、
同
右
。

（
64
） 

「
事
務
報
告
」
明
治
三
十
七
年
七
月
五
日
、「
第
八
十
一
班
六
月
分
報
告
」、
前
掲
。

（
65
） 

才
神
時
雄
『
松
山
収
容
所
│
捕
虜
と
日
本
人
』（
中
公
新
書
、
一
九
六
九
年
）
七
四
│
七
八
頁
。

（
66
） 

「
作
業
報
告
」
中
の
「
治
病
保
健
」
の
記
事
。「
作
業
報
告　
日
本
赤
十
字
社　
第
八
十
二
救
護
班
」、『
第
八
十
二
班
報
告
』
所
収
。

（
67
） 

「
明
治
三
十
八
年
一
月　
医
務
報
告
」
明
治
三
十
八
年
一
月
三
十
一
日
、「
医
務
報
告
」、『
第
四
十
二
班
報
告
』
所
収
。

（
68
） 

「
明
治
三
十
八
年
二
月
中
医
務
報
告
」
明
治
三
十
八
年
三
月
、「
在
松
山　
医
務
報
告　
第
八
十
救
護
班
」、『
第
八
十
班
報
告
』
所
収
。

三
六
五



日
本
法
学　

第
八
十
巻
第
二
号
（
二
〇
一
四
年
十
月
）

（
六
二
四
）

（
69
） 

「
明
治
三
十
八
年
三
月
中
医
務
報
告
」
明
治
三
十
八
年
四
月
、
同
右
。

（
70
） 

「
医
務
報
告
書
」
明
治
三
十
八
年
三
月
三
日
、「
在
松
山　
医
務
報
告　
第
八
十
二
救
護
班
」、『
第
八
十
二
班
報
告
』
所
収
。

（
71
） 
「
第
八
十
班　
松
山
在
勤　
九
月
分
事
務
報
告
」
明
治
三
十
七
年
十
月
五
日
、「
第
八
十
班　
松
山
在
勤　
九
月
分
報
告
」（
臨
救
報
八
四
号
、
明
治

三
十
七
年
十
月
十
六
日
）、『
第
八
十
班
報
告
』
所
収
、
お
よ
び
「
事
務
報
告
」
明
治
三
十
七
年
十
月
五
日
（
筆
者
註
・
十
月
五
日
は
十
一
月
五
日
の

誤
り
で
あ
ろ
う
）「
第
四
十
二
班
十
月
分
報
告
（
松
山
在
勤
）」（
臨
救
報
三
七
二
号
、
明
治
三
十
七
年
十
一
月
二
十
六
日
）、『
第
四
十
二
班
報
告
』

所
収
。

（
72
） 

「
明
治
三
十
七
年
十
一
月
中
医
務
報
告
書
」
明
治
三
十
七
年
十
二
月
四
日
、「
在
松
山　
医
務
報
告　
第
八
十
救
護
班
」、『
第
八
十
班
報
告
』
所
収
。

（
73
） 

「
明
治
三
十
八
年
四
月
中
医
務
報
告
書
」
明
治
三
十
八
年
五
月
二
十
日
、「
在
松
山　
医
務
報
告　
第
八
十
救
護
班
」、
同
右
。

（
74
） 

同
右
。

（
75
） 

「
明
治
三
十
八
年
二
月
中
医
務
報
告
書
」
明
治
三
十
八
年
三
月
、「
在
松
山　
医
務
報
告　
第
八
十
救
護
班
」、
同
右
。

（
76
） 

「
明
治
三
十
八
年
三
月
中
医
務
報
告
」
明
治
三
十
八
年
四
月
、「
在
松
山　
医
務
報
告　
第
八
十
救
護
班
」、
同
右
。

（
77
） 

「
明
治
三
十
八
年
二
月
中
医
務
報
告
」
明
治
三
十
八
年
三
月
、
前
掲
。

（
78
） 

『
病
室
業
務
報
告
』
二
五
一
│
二
五
五
頁
。
事
故
退
院
の
内
訳
は
、
ロ
シ
ア
捕
虜
受
領
委
員
に
引
渡
し
の
た
め
退
院
さ
せ
た
者
三
〇
三
名
、
懲

罰
処
分
の
た
め
丸
亀
監
獄
へ
転
送
し
た
者
一
名
、
丸
亀
、
名
古
屋
、
静
岡
の
収
容
所
へ
転
送
の
た
め
退
院
さ
せ
た
者
八
名
、
将
校
で
民
家
居
住
の
た

め
退
院
し
た
者
五
名
で
あ
っ
た
。
同
二
六
頁
。

（
79
） 

「
俘
虜
患
者
表
」、『
俘
虜
取
扱
顛
末
』
付
表
第
五
号
。
こ
れ
に
対
し
、
太
平
洋
戦
争
で
の
英
米
捕
虜
の
死
亡
率
は
二
七
％
で
あ
っ
た
。『
極
東
国

際
軍
事
裁
判
判
決
速
記
録
』
一
八
二
頁
。

（
80
） 

『
明
治
三
十
七
八
年
戦
役　
救
護
報
告
』
九
九
四
、
九
九
六
、
一
〇
〇
二
、
一
〇
〇
八
、
一
〇
一
〇
頁
。

（
81
） 

原
著
は
『
日
本
人
に
囚
わ
れ
て
。
日
本
の
四
国
松
山
に
お
け
る
ロ
シ
ア
捕
虜
の
生
活
の
ル
ポ
ル
タ
ー
ジ
ュ
』
と
い
う
意
味
で
あ
る
。
ク
プ
チ
ン

ス
キ
ー
の
経
歴
と
行
動
に
つ
い
て
は
、
桧
山
真
一
「
小
説
の
な
か
の
マ
ツ
ヤ
マ
」（
松
山
大
学
編
『
マ
ツ
ヤ
マ
の
記
憶
│
日
露
戦
争
一
〇
〇
年
と
ロ

シ
ア
兵
捕
虜
│
』、
成
文
社
、
二
〇
〇
四
年
）
参
照
。
邦
訳
は
Ｆ
．
ク
プ
チ
ン
ス
キ
ー
・
小
田
川
研
二
訳
『
松
山
捕
虜
収
容
所
日
記
│
ロ
シ
ア
将
校

三
六
六



日
露
戦
争
と
人
道
主
義
（
喜
多
）

（
六
二
五
）

の
見
た
明
治
日
本
│
』（
中
央
公
論
社
、
一
九
八
八
年
、
以
下
『
松
山
捕
虜
収
容
所
日
記
』）。

（
82
） 

同
右
三
四
頁
。

（
83
） 
「
事
務
報
告
」
明
治
三
十
八
年
一
月
三
十
一
日
、「
第
四
十
二
班
一
月
々
報
」（
臨
救
報
一
六
二
四
号
、
明
治
三
十
八
年
四
月
四
日
）、『
第

四
十
二
班
報
告
』
所
収
。「
病
室
規
定
」
第
六
五
、
第
六
六
。

（
84
） 

『
病
室
業
務
報
告
』
八
一
頁
。

（
85
） 

『
松
山
捕
虜
収
容
所
日
記
』
一
一
一
頁
。

（
86
） 

同
右
一
一
一
│
一
一
二
頁
。

（
87
） 

同
右
一
〇
七
│
一
〇
九
、一
四
六
頁
。

（
88
） 

「
事
務
報
告
書
」
明
治
三
十
七
年
九
月
三
日
、「
第
八
十
二
救
護
班
八
月
分
報
告
」（
臨
救
報
三
六
八
七
号
、
明
治
三
十
七
年
九
月
十
五
日
）、

『
第
八
十
二
班
報
告
』
所
収
。

（
89
） 

『
松
山
捕
虜
収
容
所
日
記
』
一
二
九
│
一
三
二
頁
の
ほ
か
、「
明
治
参
拾
八
年
八
月
中
医
務
報
告
」
明
治
三
十
八
年
九
月
七
日
、「
在
松
山　
医
務

報
告　
第
八
十
救
護
班
」、『
第
八
十
班
報
告
』
所
収
、
お
よ
び
「
事
務
報
告
」
明
治
三
十
七
年
十
二
月
五
日
、「
第
四
十
二
班
十
一
月
分
報
告
」（
臨

救
報
五
三
九
号
、
明
治
三
十
七
年
十
二
月
十
五
日
）、『
第
四
十
二
班
報
告
』
所
収
な
ど
を
参
照
。

（
90
） 

新
た
な
担
当
病
室
へ
の
同
行
が
不
可
能
で
あ
る
こ
と
を
慰
諭
し
て
も
、
患
者
が
つ
い
て
く
る
こ
と
が
あ
っ
た
と
い
う
。「
事
務
報
告
」
明
治

三
十
八
年
三
月
三
十
一
日
、「
第
四
十
二
班
三
月
々
報
（
在
松
山
）」（
臨
救
報
一
九
二
二
号
、
明
治
三
十
八
年
五
月
五
日
）、『
第
四
十
二
班
報
告
』

所
収
。

（
91
） 

患
者
か
ら
の
金
品
贈
呈
の
申
し
出
、
救
護
員
や
日
赤
社
長
へ
の
感
謝
状
の
贈
呈
に
つ
い
て
は
、
五
つ
の
救
護
班
の
報
告
書
す
べ
て
に
記
述
が
見

ら
れ
る
。
た
と
え
ば
、
モ
ン
ゴ
リ
ア
号
の
第
一
回
寄
港
で
帰
国
す
る
こ
と
に
な
っ
た
将
校
患
者
一
同
は
、
第
八
十
一
救
護
班
に
対
し
、
三
十
八
年

十
一
月
二
十
五
日
付
で
感
謝
状
を
送
っ
て
い
る
。
以
下
に
引
用
す
る
の
は
、
そ
の
訳
文
で
あ
る
。

山
田
赤
十
字
委
員
殿
配
下
ノ
看
護
婦
諸
子

卿
等
カ
二
年
間
ニ
亘
リ
慈
恵
ナ
ル
姉
妹
ノ
艱
難
辛
苦
ト
赤
心
ヨ
リ
誠
実
懇
篤
ヲ
尽
サ
レ
タ
ル
看
護
ハ
露
国
将
校
下
士
卒
ノ
已
ニ
絶
望
残
念
セ
シ
重

三
六
七



日
本
法
学　

第
八
十
巻
第
二
号
（
二
〇
一
四
年
十
月
）

（
六
二
六
）

傷
等
ヲ
シ
テ
再
ヒ
幸
ニ
立
ツ
ヲ
得
セ
シ
メ
ラ
レ
タ
リ
。

我
等
ノ
一
般
ハ
満
腔
ノ
赤
心
ヨ
リ
感
謝
之
意
ヲ
表
シ
常
ニ
卿
等
ノ
万
福
ヲ
祈
ル
。

感
謝
状
に
は
長
文
の
も
の
も
あ
る
が
、
右
の
感
謝
状
は
患
者
が
帰
国
に
さ
い
し
て
贈
っ
た
も
の
で
あ
る
た
め
、
彼
ら
の
本
心
か
ら
の
謝
意
と
み
て

よ
い
で
あ
ろ
う
。「
事
務
報
告
」
明
治
三
十
八
年
十
一
月
三
十
日
、「
第
四
十
二
班　
十
一
十
二
月
分
月
報
（
松
山
勤
務
）」（
臨
救
報
四
八
号
、
明
治

三
十
九
年
一
月
九
日
）、『
第
八
十
一
班
報
告
』
所
収
。

（
92
） 

『
松
山
捕
虜
収
容
所
日
記
』
一
六
六
│
一
六
七
頁
。

（
93
） 

同
右
一
五
〇
、
一
九
二
頁
。

（
94
） 

篠
田
治
策
『
日
露
戦
役
国
際
公
法
』（
法
政
大
学
、
一
九
一
一
年
）
六
八
四
│
六
八
五
頁
。

（
95
） 

外
務
大
臣
桂
太
郎
発
陸
軍
大
臣
寺
内
正
毅
宛
、
第
七
五
一
号
（
陸
軍
省
『
満
大
日
記
』
明
治
三
十
九
年
十
二
月
、
防
衛
省
防
衛
研
究
所
戦
史
研

究
セ
ン
タ
ー
図
書
室
所
蔵
）。

（
96
）
外
務
大
臣
加
藤
高
明
発
陸
軍
大
臣
寺
内
正
毅
宛
、
第
九
六
号
（
陸
軍
省
『
満
大
日
記
』
明
治
三
十
九
年
三
月
、
防
衛
省
防
衛
研
究
所
戦
史
研
究

セ
ン
タ
ー
図
書
室
所
蔵
）。

（
97
） 

オ
リ
ー
ブ
・
チ
ェ
ッ
ク
ラ
ン
ド
（
工
藤
教
和
訳
）『
天
皇
と
赤
十
字
│
日
本
と
人
道
主
義
一
〇
〇
年
』（
法
政
大
学
出
版
会
、
二
〇
〇
二
年
）

一
三
頁
。

（
98
） 

日
本
軍
に
よ
る
捕
虜
殺
害
に
つ
い
て
は
、
吹
浦
忠
正
『
捕
虜
た
ち
の
日
露
戦
争
』（
Ｎ
Ｈ
Ｋ
ブ
ッ
ク
ス
、
二
〇
〇
五
年
）
二
一
七
│
二
四
〇
頁

参
照
。

（
99
） 

こ
れ
ら
の
邦
訳
は
、
俘
虜
情
報
局
「
俘
虜
ニ
関
ス
ル
法
令
及
例
規　
第
二
版
」（
日
露
戦
役
ノ
際
露
国
ニ
於
テ
俘
虜
情
報
局
設
置
並
俘
虜
関
係
篇　

第
二
巻
」、
外
務
省
外
交
史
料
館
所
蔵
）
所
収
。
な
お
、
ロ
シ
ア
に
よ
る
日
本
人
捕
虜
の
待
遇
に
つ
い
て
は
、『
俘
虜
取
扱
顛
末
』
一
七
一
│
二
一
九

頁
の
ほ
か
、『
日
露
戦
役
国
際
公
法
』
六
六
七
│
六
七
四
頁
、
才
神
時
雄
『
メ
ド
ヴ
ェ
ー
ジ
村
の
日
本
人
墓
標
│
日
露
戦
争
虜
囚
記
│
』（
中
公
新
書
、

一
九
八
三
年
）、
吹
浦
忠
正
『
捕
虜
た
ち
の
日
露
戦
争
』
一
九
│
一
一
七
頁
、
喜
多
義
人
「
日
露
戦
争
の
捕
虜
問
題
と
国
際
法
」（
軍
事
史
学
会
編

『
日
露
戦
争
（
一
）
│
国
際
的
文
脈
│
』、
錦
正
社
、
二
〇
〇
四
年
）
二
一
五
、
二
一
八
、
二
二
〇
│
二
二
一
頁
参
照
。

三
六
八



日
露
戦
争
と
人
道
主
義
（
喜
多
）

（
六
二
七
）

（
100
） 

日
本
軍
が
鹵
獲
し
、
翻
訳
し
た
「
下
士
卒
ノ
記
憶
ス
ヘ
キ
条
項
」（
全
一
一
カ
条
）
で
は
、
敵
国
の
平
和
的
人
民
に
対
す
る
攻
撃
の
禁
止
、
敵

負
傷
者
の
保
護
、
捕
虜
の
人
道
的
待
遇
、
捕
虜
か
ら
の
物
品
の
略
奪
の
禁
止
、
赤
十
字
標
識
を
付
し
た
家
屋
や
衛
生
部
員
に
対
す
る
攻
撃
の
禁
止
な

ど
を
命
じ
て
い
た
。『
日
露
戦
役
国
際
公
法
』
四
六
│
四
七
頁
所
収
。

（
101
） 
下
賜
者
は
義
手
・
義
足
九
五
名
、
義
眼
一
八
名
に
の
ぼ
っ
た
。
そ
の
な
か
に
は
両
下
腿
の
義
足
を
交
付
さ
れ
た
者
八
名
、
両
眼
の
義
眼
を
交
付

さ
れ
た
者
二
名
が
い
た
。『
病
室
業
務
報
告
』
三
七
│
四
〇
頁
。

（
102
） 

『
捕
虜
た
ち
の
日
露
戦
争
』
一
三
八
頁
。
戦
争
中
、
日
本
が
捕
虜
の
た
め
に
割
り
当
て
た
予
算
総
額
は
四
九
〇
〇
万
円
で
、
開
戦
時
の
国
家
予

算
の
二
割
に
相
当
し
た
。
結
局
、
日
本
は
賠
償
金
を
得
ら
れ
な
か
っ
た
が
、
日
露
講
和
条
約
第
一
三
条
二
項
に
、
双
方
が
捕
虜
に
要
し
た
経
費
を
償

還
し
あ
う
旨
の
規
定
が
お
か
れ
た
。
伊
藤
信
哉
「
捕
虜
の
経
費
を
負
担
し
た
の
は
誰
か
」、『
マ
ツ
ヤ
マ
の
記
憶
│
日
露
戦
争
一
〇
〇
年
と
ロ
シ
ア
兵

捕
虜
』
一
七
六
│
一
九
〇
頁
。

（
103
） 

「
事
務
報
告
書
」
明
治
三
十
八
年
四
月
三
日
、「
第
八
十
二
班
三
月
々
報
」（
臨
救
報
一
八
六
三
号
、
明
治
三
十
八
年
四
月
二
十
五
日
）、『
第

八
十
二
班
報
告
』
所
収
。

（
104
） 

『
病
室
業
務
報
告
』
五
六
│
五
八
頁
。

三
六
九





受
益
権
化
さ
れ
た
財
産
権
の
担
保
と
受
益
権
質
権
の
効
力
（
長
谷
川
）

（
六
二
九
）

受
益
権
化
さ
れ
た
財
産
権
の
担
保
と
受
益
権
質
権
の
効
力

長
谷
川　
　

貞　
　

之

一　

問
題
の
所
在

二　

各
種
財
産
権
の
受
益
権
化
と
信
託
受
益
権
の
法
的
性
質

三　

信
託
受
益
権
に
対
す
る
質
権
設
定
・
対
抗
要
件

四　

受
益
権
質
権
の
効
力
│
債
権
質
の
拘
束
力
と
優
先
弁
済
権
の
及
ぶ
範
囲

五　

結　

語

一　

問
題
の
所
在

金
銭
や
不
動
産
、
各
種
の
金
銭
債
権
な
ど
の
財
産
権
に
つ
い
て
、
権
利
者
が
信
託
を
通
じ
て
こ
れ
ら
財
産
権
を
受
益
権
化
す
る
と
と
も

に
、
受
益
権
化
さ
れ
た
財
産
権
（
以
下
、「
信
託
受
益
権
」
と
い
う
）
を
引
当
て
と
し
て
金
融
機
関
か
ら
融
資
を
受
け
る
と
か
、
あ
る
い
は
、

三
七
一



日
本
法
学　

第
八
十
巻
第
二
号
（
二
〇
一
四
年
十
月
）

（
六
三
〇
）

信
託
受
益
権
を
裏
付
け
と
し
た
受
益
担
保
証
券
を
発
行
し
、
こ
れ
を
投
資
家
に
売
却
す
る
な
ど
し
て
、
資
金
調
達
を
図
る
こ
と
が
行
わ
れ

て
い
る
。
こ
れ
は
、
信
託
を
用
い
た
資
産
の
流
動
化
・
証
券
化
と
い
わ
れ
る
も
の
で
あ
る
が
（
1
）

、
わ
が
国
で
は
二
〇
年
ほ
ど
前
か
ら
行
わ
れ

る
よ
う
に
な
り
、
そ
の
後
飛
躍
的
に
拡
大
し
た
信
託
類
型
で
あ
る
（
2
）

。

今
日
、
資
産
の
流
動
化
・
証
券
化
の
手
法
が
資
金
調
達
の
手
段
と
し
て
広
く
認
め
ら
れ
、
従
来
の
企
業
が
発
行
す
る
社
債
等
の
資
金
調

達
と
は
異
な
っ
た
取
組
み
が
行
わ
れ
て
い
る
。
わ
が
国
に
お
け
る
資
産
流
動
化
ス
キ
ー
ム
の
整
備
は
、
平
成
一
〇
年
の
不
良
債
権
処
理
を

目
的
と
し
た
総
合
経
済
対
策
に
よ
り
創
出
さ
れ
た
「
特
定
目
的
会
社
に
よ
る
資
産
の
流
動
化
に
関
す
る
法
律
」（
平
成
一
〇
年
法
律
一
〇
五
号
。

旧
Ｓ
Ｐ
Ｃ
法
）
に
始
ま
る
（
3
）

。
旧
Ｓ
Ｐ
Ｃ
法
は
、
資
産
の
証
券
化
を
正
面
か
ら
認
め
、
そ
の
た
め
の
導
管
と
し
て
特
別
目
的
会
社
（
Ｓ
Ｐ
Ｃ
）

と
い
う
枠
組
み
を
提
供
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
Ｓ
Ｐ
Ｃ
を
利
用
し
た
証
券
化
の
対
象
資
産
は
、
不
動
産
、
金
銭
債
権
、
お
よ
び
、
こ
れ
ら

を
信
託
す
る
信
託
受
益
権
に
限
定
さ
れ
る
な
ど
、
使
い
勝
手
の
点
で
難
点
が
あ
る
と
の
指
摘
が
な
さ
れ
て
い
た
（
4
）

。
そ
の
後
、
旧
Ｓ
Ｐ
Ｃ
法

は
平
成
一
二
年
に
改
正
さ
れ
、
証
券
化
の
対
象
資
産
を
譲
渡
可
能
な
財
産
権
一
般
に
拡
大
す
る
一
方
、
証
券
化
の
器
と
し
て
信
託
を
利
用

し
た
特
定
目
的
信
託
の
仕
組
み
を
新
た
に
追
加
す
る
な
ど
し
た
こ
と
か
ら
、
そ
の
名
称
も
「
資
産
流
動
化
に
関
す
る
法
律
」（
平
成
一
二
年

法
律
一
九
七
号
。
資
産
流
動
化
法
）
に
変
っ
た
。
資
産
流
動
化
法
は
、
受
益
権
の
証
券
化
を
前
提
と
し
て
受
益
権
の
譲
渡
性
を
明
ら
か
に
し

た
う
え
で
、
受
益
権
の
譲
渡
手
段
の
簡
易
化
や
善
意
取
得
者
の
保
護
を
定
め
る
と
と
も
に
、
受
益
証
券
の
記
載
事
項
に
つ
い
て
規
定
し
、

受
益
証
券
に
係
る
受
益
権
の
権
利
移
転
を
受
託
信
託
会
社
等
に
対
抗
す
る
た
め
の
権
利
者
名
簿
制
度
な
ど
を
導
入
し
て
い
る
（
5
）

。

資
産
の
流
動
化
に
は
、
資
産
流
動
化
法
を
利
用
す
る
も
の
も
含
め
て
、
様
々
な
ス
キ
ー
ム
が
存
在
す
る
。
特
定
の
資
産
か
ら
生
ず
る

キ
ャ
ッ
シ
ュ
フ
ロ
ー
を
組
み
替
え
て
証
券
化
を
図
る
資
産
流
動
化
ス
キ
ー
ム
に
お
い
て
は
、
ま
ず
、
当
該
ス
キ
ー
ム
を
組
成
す
る
原
資
産

者
（
オ
リ
ジ
ネ
ー
タ
ー
）
が
対
象
資
産
を
自
己
の
他
の
資
産
か
ら
切
り
離
し
、
そ
の
倒
産
か
ら
隔
離
す
る
こ
と
か
ら
始
ま
る
。

三
七
二



受
益
権
化
さ
れ
た
財
産
権
の
担
保
と
受
益
権
質
権
の
効
力
（
長
谷
川
）

（
六
三
一
）

信
託
は
、
委
託
者
が
定
め
た
信
託
目
的
に
従
っ
て
、
受
託
者
に
お
い
て
信
託
財
産
の
管
理
・
運
用
ま
た
は
処
分
を
行
う
も
の
で
あ
る
が
、

そ
の
目
的
達
成
の
た
め
に
受
託
者
に
所
有
権
を
帰
属
さ
せ
、
受
託
者
の
権
限
と
義
務
に
よ
っ
て
支
え
ら
れ
る
点
で
、
所
有
と
経
営
が
分
離

す
る
株
式
会
社
と
異
な
る
。
ま
た
、
信
託
で
は
、
受
託
者
が
委
託
者
な
い
し
受
益
者
の
影
響
を
極
力
排
除
し
な
が
ら
自
ら
の
裁
量
で
信
託

事
務
を
行
い
、
信
託
財
産
の
範
囲
内
で
責
任
を
負
担
す
る
点
で
、
事
業
の
執
行
と
収
益
な
い
し
責
任
が
同
一
人
に
帰
属
す
る
組
合
と
も
異

な
る
（
6
）

。
し
か
も
、
信
託
に
お
い
て
は
、
譲
渡
さ
れ
た
信
託
財
産
が
受
託
者
の
固
有
財
産
か
ら
独
立
し
（
信
託
法
二
〇
条
、
二
二
条
、
七
四
条
）、

受
託
者
に
破
産
・
倒
産
が
あ
っ
て
も
そ
の
影
響
を
受
け
る
こ
と
は
な
い
か
ら
（
同
法
二
三
条
、
二
五
条
。
信
託
の
倒
産
隔
離
機
能
（
7
）

）、
資
金
調

達
の
た
め
の
仕
組
み
（
ス
ト
ラ
ク
チ
ャ
ー
ド
・
フ
ァ
イ
ナ
ン
ス
）
に
お
い
て
頻
繁
に
利
用
さ
れ
て
い
る
（
8
）

。

信
託
受
益
権
は
、
今
日
、
一
種
の
有
価
証
券
と
し
て
流
通
に
置
か
れ
、
金
融
商
品
取
引
法
の
規
制
を
受
け
る
が
（
9
）

、
そ
の
一
方
で
、
信
託

財
産
の
経
済
的
価
値
を
把
握
す
る
権
利
と
し
て
、
資
金
を
提
供
す
る
金
融
機
関
や
投
資
家
に
と
っ
て
重
要
な
担
保
目
的
物
と
な
り
得
る
も

の
で
あ
る
。

信
託
受
益
権
に
対
す
る
担
保
権
の
設
定
に
は
、
後
述
す
る
よ
う
に
、
譲
渡
担
保
と
権
利
質
（
民
法
三
六
二
条
以
下
）
の
二
種
類
が
考
え
ら

れ
る
と
こ
ろ
（
10
）

、
平
成
一
五
年
の
担
保
物
権
お
よ
び
民
事
執
行
法
に
係
る
民
法
の
改
正
に
よ
り
、
指
名
債
権
に
つ
い
て
は
債
権
証
書
の
交
付

を
要
求
し
な
い
こ
と
が
明
文
化
さ
れ
た
（
民
法
三
六
三
条
（
11
）

）。
そ
の
た
め
、
対
抗
要
件
の
取
得
の
容
易
性
や
担
保
権
実
行
の
確
実
性
の
観
点

か
ら
、
譲
渡
担
保
よ
り
も
権
利
質
の
方
が
選
択
さ
れ
る
傾
向
に
あ
る
（
12
）

。

一
方
、
平
成
一
八
年
の
信
託
法
改
正
は
、
信
託
受
益
権
の
譲
渡
・
質
入
れ
に
関
す
る
規
定
を
設
け
る
（
信
託
法
九
三
条
、
九
六
条
）
と
と

も
に
、
信
託
受
益
権
の
有
価
証
券
化
に
関
し
て
疑
義
が
あ
っ
た
こ
と
か
ら
、
受
益
証
券
発
行
信
託
（
信
託
法
一
八
五
条
以
下
）
と
い
う
新
た

な
信
託
類
型
を
創
設
し
（
13
）

、
貸
付
信
託
や
投
資
信
託
、
あ
る
い
は
、
資
産
流
動
化
に
係
る
受
益
証
券
で
な
く
て
も
、
当
事
者
間
の
合
意
で
受

三
七
三



日
本
法
学　

第
八
十
巻
第
二
号
（
二
〇
一
四
年
十
月
）

（
六
三
二
）

益
証
券
を
発
行
す
る
こ
と
を
認
め
た
（
14
）

。

こ
の
よ
う
な
法
改
正
の
結
果
、
受
益
証
券
の
形
を
と
っ
た
信
託
受
益
権
は
、
通
常
の
債
権
で
あ
る
指
名
債
権
の
対
抗
要
件
に
関
す
る
通

知
・
承
諾
（
民
法
四
六
七
条
）
で
は
な
く
、
当
該
受
益
証
券
の
交
付
と
継
続
占
有
が
受
託
者
そ
の
他
第
三
者
に
対
す
る
対
抗
要
件
の
原
則

と
さ
れ
る
（
同
法
四
六
九
条
以
下
）
な
ど
、
こ
れ
ま
で
と
は
異
な
る
取
扱
い
を
受
け
る
こ
と
が
予
定
さ
れ
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
、
そ
れ
に
も

か
か
わ
ら
ず
、
そ
れ
は
ど
の
よ
う
な
性
質
の
証
券
的
債
権
と
し
て
質
権
な
ど
の
担
保
権
の
規
律
に
服
す
る
こ
と
に
な
る
の
か
、
ま
た
、
受

益
証
券
に
係
る
信
託
受
益
権
を
規
定
す
る
特
別
法
と
民
法
と
の
関
係
は
ど
の
よ
う
に
考
え
ら
れ
る
か
な
ど
、
必
ず
し
も
明
確
と
は
い
え
な

い
（
15
）

。
と
り
わ
け
、
受
益
権
化
さ
れ
た
財
産
権
（
信
託
受
益
権
）
の
担
保
に
関
し
て
は
、
こ
れ
を
正
面
か
ら
理
論
的
に
探
究
し
た
研
究
は
あ

ま
り
多
く
は
な
く
（
16
）

、
も
っ
ぱ
ら
実
務
の
解
釈
に
委
ね
ら
れ
て
き
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

本
稿
で
は
、
上
記
の
よ
う
な
問
題
意
識
に
基
づ
き
、
信
託
を
通
じ
て
受
益
権
化
さ
れ
る
財
産
権
の
担
保
を
テ
ー
マ
と
し
て
取
り
上
げ
て
、

理
論
的
な
側
面
か
ら
検
討
を
加
え
る
こ
と
に
し
た
い
（
17
）

。
検
討
の
順
序
と
し
て
は
、
ま
ず
、
各
種
の
財
産
権
の
受
益
権
化
と
信
託
受
益
権
の

法
的
性
質
に
言
及
し
た
う
え
で
、
次
い
で
、
受
益
権
質
権
に
対
す
る
質
権
設
定
・
対
抗
要
件
を
検
討
し
、
お
よ
び
、
受
益
権
質
権
の
効
力

│
優
先
弁
済
権
の
及
ぶ
範
囲
を
検
討
す
る
。
こ
れ
を
通
じ
て
、
信
託
受
益
権
に
対
し
て
設
定
さ
れ
る
質
権
（
受
益
権
質
権
）
の
内
容
お
よ

び
効
力
が
明
ら
か
に
さ
れ
、
信
託
受
益
権
の
担
保
に
関
す
る
法
理
の
参
考
に
な
れ
ば
幸
い
で
あ
る
。

三
七
四



受
益
権
化
さ
れ
た
財
産
権
の
担
保
と
受
益
権
質
権
の
効
力
（
長
谷
川
）

（
六
三
三
）

二　

各
種
財
産
権
の
受
益
権
化
と
信
託
受
益
権
の
法
的
性
質

1　

各
種
財
産
権
の
受
益
権
化

⑴　

概
観

信
託
さ
れ
る
譲
渡
可
能
な
財
産
に
は
、
金
銭
の
ほ
か
、
不
動
産
、
各
種
の
金
銭
債
権
、
株
式
・
社
債
権
な
ど
が
あ
る
。
信
託
に
お
い
て

は
、
信
託
さ
れ
る
財
産
が
金
銭
ま
た
は
金
銭
以
外
の
も
の
か
に
よ
っ
て
、
金
銭
の
信
託
と
金
銭
以
外
の
信
託
に
大
別
さ
れ
る
。
信
託
の
設

定
時
の
み
な
ら
ず
、
信
託
終
了
に
よ
る
信
託
財
産
の
返
還
時
に
も
金
銭
で
受
渡
し
が
行
わ
れ
る
信
託
を
金
銭
信
託
と
呼
び
、
現
物
で
信
託

財
産
を
返
還
す
る
金
銭
信
託
以
外
の
金
銭
の
信
託
と
区
別
し
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
、
金
銭
以
外
の
信
託
と
は
、
有
価
証
券
、
金
銭
債
権
、

不
動
産
、
動
産
な
ど
を
信
託
財
産
と
し
て
設
定
さ
れ
る
信
託
で
あ
る
（
18
）

。
営
業
の
実
態
か
ら
み
る
限
り
、
信
託
の
中
心
は
金
銭
の
信
託
で
あ

り
、
中
で
も
金
銭
信
託
を
中
心
に
信
託
は
運
用
さ
れ
て
い
る
。

以
下
で
は
、
金
銭
、
不
動
産
、
お
よ
び
、
各
種
の
金
銭
債
権
を
中
心
に
、
信
託
を
用
い
た
各
種
財
産
権
の
受
益
権
化
を
見
て
行
く
こ
と

に
す
る
（
19
）

。

⑵　

金
銭

金
銭
信
託
に
お
い
て
は
、
信
託
さ
れ
た
金
銭
は
、
そ
の
運
用
方
法
が
信
託
契
約
に
よ
り
予
め
指
定
さ
れ
て
い
る
指
定
金
銭
信
託
、
そ
の

運
用
方
法
お
よ
び
運
用
対
象
の
種
類
を
具
体
的
に
定
め
る
特
定
金
銭
信
託
、
お
よ
び
、
指
定
ま
た
は
特
定
な
き
金
銭
信
託
（
無
指
定
の
金

銭
債
権
）
に
分
か
れ
る
。
指
定
金
銭
信
託
に
は
、
信
託
さ
れ
た
二
口
以
上
の
金
銭
を
合
同
し
て
運
用
す
る
合
同
運
用
型
と
信
託
契
約
ご
と

に
個
別
に
運
用
す
る
単
独
運
用
型
が
あ
る
。
貸
付
信
託
は
前
者
（
合
同
運
用
型
）
の
典
型
例
で
あ
る
。
ま
た
、
特
定
金
銭
信
託
に
も
合
同

三
七
五



日
本
法
学　

第
八
十
巻
第
二
号
（
二
〇
一
四
年
十
月
）

（
六
三
四
）

運
用
型
と
単
独
運
用
型
の
区
別
が
あ
り
、
後
者
（
単
独
運
用
型
）
の
典
型
例
が
投
資
信
託
で
あ
る
。
指
定
金
銭
信
託
は
、
主
と
し
て
信
託

銀
行
の
資
産
運
用
能
力
に
期
待
す
る
金
融
商
品
で
あ
り
、
年
金
資
産
の
運
用
な
ど
、
分
散
投
資
に
よ
る
安
定
的
・
長
期
的
運
用
に
つ
い
て

は
信
託
銀
行
が
伝
統
的
に
得
意
と
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
特
定
運
用
金
銭
信
託
や
投
資
信
託
は
、
同
じ
く
資
産
運
用
を
目
的
と
す
る
信
託

で
は
あ
る
が
、
委
託
者
の
運
用
判
断
に
基
づ
く
個
別
指
図
に
従
っ
て
信
託
財
産
が
運
用
さ
れ
る
金
融
商
品
で
あ
り
、
信
託
銀
行
の
資
産
管

理
能
力
に
期
待
す
る
も
の
で
あ
る
。

貸
付
信
託
は
、
根
拠
法
で
あ
る
「
貸
付
信
託
法
」（
昭
和
二
七
年
法
律
一
九
五
号
）
に
よ
れ
ば
、
一
個
の
信
託
約
款
に
基
づ
い
て
、
受
託

者
が
多
数
の
委
託
者
と
の
間
に
締
結
す
る
信
託
契
約
に
よ
り
受
け
入
れ
た
金
銭
を
、
主
と
し
て
貸
付
け
ま
た
は
手
形
割
引
の
方
法
に
よ
り
、

合
同
し
て
運
用
す
る
金
銭
信
託
で
あ
っ
て
、
当
該
信
託
契
約
に
係
る
受
益
権
を
受
益
証
券
に
よ
っ
て
表
示
す
る
も
の
で
あ
る
（
20
）

。
貸
付
信
託

に
係
る
受
益
証
券
は
、
無
記
名
式
を
原
則
と
し
（
貸
付
信
託
法
八
条
二
項
）、
権
利
者
の
請
求
に
よ
り
記
名
式
の
も
の
と
す
る
こ
と
も
で
き

る
（
同
条
三
項
）。
実
際
の
取
引
で
は
、
記
名
式
の
も
の
が
圧
倒
的
に
多
い
（
21
）

。

な
お
、
信
託
の
受
益
権
に
つ
い
て
損
失
が
生
じ
た
場
合
、
信
託
会
社
は
、
委
託
者
も
し
く
は
受
益
者
ま
た
は
第
三
者
に
対
し
、
事
前
・

事
後
を
問
わ
ず
、
元
本
を
補
て
ん
し
ま
た
は
利
益
を
補
足
す
る
こ
と
を
禁
止
さ
れ
て
い
る
が
（
信
託
業
法
二
四
条
一
項
四
号
）、
信
託
兼
営

銀
行
に
お
い
て
は
、
運
用
方
法
を
特
定
し
な
い
金
銭
信
託
に
限
り
、
元
本
補
て
ん
・
利
益
補
足
を
定
め
る
信
託
契
約
の
締
結
が
認
め
ら
れ

て
い
る
（
兼
営
法
六
条
）。
こ
れ
は
、
実
績
配
当
主
義
の
例
外
を
定
め
る
も
の
で
あ
り
、
こ
の
例
外
と
し
て
具
体
的
に
想
定
さ
れ
て
い
る
の

が
前
述
の
合
同
運
用
指
定
金
銭
信
託
の
形
態
で
あ
る
（
22
）

。
こ
の
よ
う
な
元
本
補
て
ん
等
の
契
約
が
認
め
ら
れ
る
背
景
と
し
て
は
、
大
正
一
一

年
の
旧
信
託
業
法
の
制
定
時
に
、
信
託
会
社
に
例
外
的
に
認
め
ら
れ
て
い
た
元
本
補
て
ん
の
特
約
が
、
そ
の
後
も
貸
付
信
託
、
と
り
わ
け

合
同
運
用
指
定
金
銭
信
託
に
付
さ
れ
て
、
信
託
銀
行
の
主
力
商
品
と
し
て
定
尺
し
て
き
た
こ
と
に
鑑
み
、
兼
営
法
に
お
い
て
元
本
補
て
ん

三
七
六



受
益
権
化
さ
れ
た
財
産
権
の
担
保
と
受
益
権
質
権
の
効
力
（
長
谷
川
）

（
六
三
五
）

等
の
特
約
の
存
在
を
認
め
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

こ
れ
に
対
し
、
投
資
信
託
は
、
根
拠
法
で
あ
る
「
投
資
信
託
及
び
投
資
法
人
に
関
す
る
法
律
」（
昭
和
二
六
年
法
律
一
九
八
号
。
以
下
、「
投

信
法
」
と
い
う
）
に
よ
れ
ば
、
信
託
財
産
を
委
託
者
の
指
図
に
基
づ
い
て
主
と
し
て
有
価
証
券
や
不
動
産
そ
の
他
の
資
産
（
特
定
資
産
）
に

対
す
る
投
資
と
し
て
運
用
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
信
託
で
あ
る
が
、
投
資
信
託
の
ス
キ
ー
ム
と
し
て
は
大
別
し
て
、
会
社
型
と
契
約

（
信
託
）
型
の
二
つ
に
分
か
れ
る
（
23
）

。
会
社
型
は
、
資
産
を
主
と
し
て
特
定
資
産
に
対
す
る
投
資
と
し
て
運
用
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
、
投

信
法
に
基
づ
き
設
立
さ
れ
る
法
人
を
資
産
運
用
の
た
め
の
器
と
し
て
用
い
（
投
信
法
二
条
一
九
項
）、
投
資
家
は
こ
れ
に
投
資
主
と
し
て
金

銭
を
出
資
す
る
も
の
で
あ
る
。
一
方
、
契
約
（
信
託
）
型
は
、
受
益
権
を
分
割
し
て
複
数
の
者
に
取
得
さ
せ
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
も
の

（
委
託
者
指
図
型
投
資
信
託
。
投
信
法
二
条
一
項
）
と
、
一
個
の
信
託
約
款
に
基
づ
い
て
受
託
者
が
複
数
の
委
託
者
と
の
間
に
締
結
す
る
信
託

契
約
に
よ
り
受
け
入
れ
た
金
銭
を
合
同
し
て
、
委
託
者
の
指
図
に
基
づ
か
ず
、
主
と
し
て
特
定
資
産
に
対
す
る
投
資
と
し
て
運
用
す
る
こ

と
を
目
的
と
す
る
も
の
（
委
託
者
非
指
図
型
投
資
信
託
。
同
法
二
条
二
項
）
に
分
か
れ
る
。
委
託
者
指
図
型
投
資
信
託
に
お
い
て
は
、
投
資
信

託
の
受
託
者
と
な
る
信
託
銀
行
等
は
資
産
の
保
管
等
を
行
う
も
の
の
、
自
ら
運
用
に
関
し
て
判
断
す
る
こ
と
は
な
い
。
こ
れ
に
対
し
、
委

託
者
非
投
資
型
投
資
信
託
に
お
い
て
は
、
各
投
資
家
を
委
託
者
と
し
て
位
置
づ
け
、
直
接
に
投
資
家
か
ら
金
銭
の
信
託
を
受
け
、
信
託
の

受
託
者
と
な
る
信
託
銀
行
等
が
自
ら
の
判
断
に
よ
り
信
託
財
産
の
運
用
を
行
う
。
投
資
信
託
の
受
益
権
は
、
委
託
者
指
図
型
ま
た
は
委
託

者
非
指
図
型
の
い
ず
れ
で
あ
れ
、
受
益
証
券
を
も
っ
て
表
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
ず
（
同
法
六
条
一
項
、
五
〇
条
一
項
）、
当
該
受
益
権
の
譲
渡

お
よ
び
行
使
は
、
記
名
式
の
受
益
証
券
に
よ
り
表
示
さ
れ
る
も
の
を
除
く
ほ
か
、
受
益
証
券
を
も
っ
て
行
わ
れ
る
（
同
法
六
条
二
項
、
五
〇

条
二
項
）。
投
資
信
託
に
係
る
受
益
証
券
は
、
無
記
名
式
を
原
則
と
し
、
受
益
者
の
請
求
に
よ
り
記
名
式
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
（
同
法
六

条
四
項
、
五
〇
条
三
項
）。
実
際
の
取
引
で
は
、
無
記
名
式
の
も
の
が
中
心
で
、
記
名
式
の
も
の
は
ほ
と
ん
ど
な
い
（
24
）

。三
七
七



日
本
法
学　

第
八
十
巻
第
二
号
（
二
〇
一
四
年
十
月
）

（
六
三
六
）

⑶　

不
動
産

不
動
産
を
信
託
財
産
と
す
る
信
託
に
は
、
単
純
な
不
動
産
の
維
持
・
管
理
を
目
的
と
し
た
不
動
産
管
理
信
託
や
事
業
執
行
の
目
的
で
土

地
の
有
効
活
用
を
図
る
土
地
信
託
が
あ
る
が
（
25
）

、
最
近
の
不
動
産
信
託
の
事
例
の
主
役
は
、
前
述
し
た
不
動
産
の
流
動
化
の
た
め
の
信
託
で

あ
る
。
そ
の
典
型
的
な
ス
キ
ー
ム
は
、
不
動
産
を
流
動
化
・
証
券
化
し
よ
う
と
す
る
原
資
産
者
（
オ
リ
ジ
ネ
ー
タ
ー
）
が
、
当
該
不
動
産
を

受
託
者
に
信
託
譲
渡
し
て
信
託
受
益
権
を
取
得
し
た
う
え
で
、
当
該
信
託
受
益
権
を
特
別
目
的
会
社
（
Ｓ
Ｐ
Ｃ
）
に
譲
渡
し
、
そ
の

Ｓ
Ｐ
Ｃ
が
当
該
信
託
受
益
権
を
引
当
て
に
（
受
益
権
質
権
の
設
定
な
ど
）
金
融
機
関
か
ら
融
資
を
受
け
、
ま
た
、
投
資
家
か
ら
（
匿
名
組
合
契

約
な
ど
に
基
づ
き
）
出
資
を
募
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
こ
の
場
合
、
金
融
機
関
か
ら
の
借
入
れ
に
あ
た
っ
て
は
、
Ｓ
Ｐ
Ｃ
が
保
有
す
る

信
託
受
益
権
を
担
保
と
す
る
以
外
に
原
資
産
者
か
ら
返
済
資
源
を
求
め
な
い
融
資
（
ノ
ン
・
リ
コ
ー
ス
ロ
ー
ン
）
が
行
わ
れ
る
の
が
一
般
的

で
あ
る
（
26
）

。

不
動
産
を
対
象
と
し
た
資
産
流
動
化
取
引
の
ス
キ
ー
ム
は
、
前
述
し
た
よ
う
に
、
資
産
流
動
化
法
に
よ
る
も
の
も
含
め
て
様
々
で
あ
り
、

流
動
化
の
目
的
、
資
産
の
性
質
、
流
動
化
と
し
て
想
定
す
る
期
間
な
ど
に
よ
っ
て
、
個
別
に
決
め
ら
れ
る
。
そ
の
ス
キ
ー
ム
の
中
に
は
、

原
資
産
者
が
オ
リ
ジ
ネ
ー
タ
ー
と
な
り
、
別
途
設
立
さ
れ
た
Ｓ
Ｐ
Ｃ
に
委
託
者
兼
当
初
受
益
者
と
し
て
信
託
受
益
権
を
譲
渡
し
、
Ｓ
Ｐ
Ｃ

が
上
記
と
同
様
の
方
法
で
資
金
調
達
を
図
る
ス
キ
ー
ム
を
組
成
す
る
こ
と
も
あ
れ
ば
、
ま
た
、
Ｓ
Ｐ
Ｃ
に
自
己
所
有
の
不
動
産
を
譲
渡
し

た
う
え
で
、
Ｓ
Ｐ
Ｃ
が
当
該
不
動
産
を
信
託
譲
渡
し
、
こ
れ
に
よ
り
取
得
し
た
信
託
受
益
権
を
引
当
て
と
し
て
、
上
記
と
同
様
の
方
法
で

資
金
調
達
を
図
る
ス
キ
ー
ム
を
組
成
す
る
こ
と
も
あ
る
（
27
）

。
前
者
の
代
表
例
が
、
資
産
流
動
化
の
黎
明
期
か
ら
現
在
に
至
る
ま
で
流
動
化
案

件
の
大
半
を
占
め
る
「G

T
-T
K

ス
キ
ー
ム
」
で
あ
る
。

G
T
-T
K

ス
キ
ー
ム
は
、
投
資
家
が
合
同
会
社
﹇
Ｇ
Ｋ
﹈（
会
社
法
五
七
五
条
以
下
）
と
し
て
設
立
さ
れ
た
特
別
目
的
会
社
﹇
Ｓ
Ｐ
Ｃ
﹈
に

三
七
八



受
益
権
化
さ
れ
た
財
産
権
の
担
保
と
受
益
権
質
権
の
効
力
（
長
谷
川
）

（
六
三
七
）

対
し
て
匿
名
組
合
契
約
﹇
Ｔ
Ｋ
﹈（
商
法
五
三
五
条
）
に
基
づ
き
出
資
す
る
と
い
う
形
態
の
も
の
で
あ
る
（
28
）

。
現
物
不
動
産
に
対
す
る
匿
名
組

合
出
資
に
は
不
動
産
特
定
共
同
事
業
法
（
以
下
、「
不
特
法
」
と
い
う
）
が
適
用
さ
れ
、
同
法
は
事
業
者
に
対
し
て
厳
格
な
許
可
要
件
（
資
本

金
一
億
円
以
上
の
法
人
で
あ
る
こ
と
、
宅
地
建
物
取
引
業
の
免
許
を
有
す
る
こ
と
、
事
業
を
適
確
に
遂
行
す
る
に
足
り
る
財
産
的
基
礎
お
よ
び
人
的
構
成

を
有
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
な
ど
）
を
課
し
た
こ
と
か
ら
、
倒
産
隔
離
を
図
っ
た
導
管
と
し
て
の
Ｓ
Ｐ
Ｃ
に
よ
る
許
可
の
取
得
は
、
事
実
上

で
き
な
か
っ
た
。
そ
の
た
め
、
不
特
法
の
許
可
を
受
け
な
い
で
済
む
よ
う
に
、
信
託
を
用
い
て
現
物
不
動
産
を
信
託
受
益
権
化
し
て
い
た
。

た
だ
、
こ
の
よ
う
な
受
益
権
型
のG

T
-T
K

ス
キ
ー
ム
を
用
い
る
場
合
、
未
だ
収
益
を
生
ま
ず
信
託
期
間
中
の
費
用
を
運
用
の
収
入
で
賄

う
こ
と
が
見
込
め
な
い
不
動
産
に
つ
い
て
は
信
託
銀
行
な
ど
か
ら
受
託
を
受
け
る
こ
と
が
難
し
い
案
件
も
あ
り
、
ま
た
、
小
規
模
の
不
動

産
に
つ
い
て
は
信
託
受
益
権
化
に
よ
り
関
係
当
事
者
や
関
連
書
類
が
増
え
る
な
ど
不
都
合
な
面
も
あ
っ
た
。

し
か
し
、
こ
れ
ら
の
点
に
つ
い
て
は
、
二
〇
一
三
年
六
月
に
不
特
法
が
改
正
さ
れ
、
特
例
事
業
の
要
件
を
満
た
す
こ
と
を
条
件
に
、
新

た
に
設
け
る
類
型
の
許
可
事
業
者
（
特
例
事
業
者
と
な
る
Ｓ
Ｐ
Ｃ
の
委
託
を
受
け
て
特
例
事
業
に
関
す
る
不
動
産
取
引
に
係
る
業
務
を
行
う
者
。
不

特
法
二
条
四
項
三
号
）
に
委
託
す
る
こ
と
を
前
提
と
し
て
許
可
不
要
で
届
け
出
れ
ば
、
信
託
受
益
権
化
す
る
こ
と
の
で
き
な
か
っ
た
不
動
産

の
取
得
に
つ
い
て
も
Ｓ
Ｐ
Ｃ
に
よ
る
利
用
が
可
能
と
な
っ
た
（
29
）

。
こ
の
結
果
、
こ
れ
ま
で
の
信
託
の
基
準
で
は
不
適
格
と
さ
れ
て
い
た
再
生

案
件
や
中
小
案
件
の
流
動
化
も
進
め
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
、G

K
-T
K

ス
キ
ー
ム
の
一
層
の
促
進
・
発
展
が
期
待
さ
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
資
産
流
動
化
の
目
的
は
、
資
産
の
保
有
者
の
バ
ラ
ン
ス
・
シ
ー
ト
か
ら
特
定
の
資
産
を
切
り
離
し
（
オ
フ
バ
ラ
ン
ス
）、
そ

の
切
り
離
さ
れ
た
資
産
の
運
用
益
や
売
却
益
（
キ
ャ
ッ
シ
ュ
・
フ
ロ
ー
）
の
み
を
引
当
て
と
し
て
資
金
調
達
を
行
う
こ
と
（
ア
セ
ッ
ト
・
フ
ァ

イ
ナ
ン
ス
）
に
あ
る
（
30
）

。
資
産
流
動
化
に
よ
っ
て
、
当
該
資
産
の
保
有
者
は
、
収
益
性
の
高
い
資
産
で
あ
る
な
ら
ば
、
保
有
者
自
身
の
信
用

状
態
に
関
係
な
く
、
有
利
な
条
件
で
資
金
を
調
達
す
る
こ
と
が
可
能
と
な
る
。
債
権
者
や
出
資
者
の
側
に
お
い
て
も
、
当
該
資
産
が
生
み

三
七
九



日
本
法
学　

第
八
十
巻
第
二
号
（
二
〇
一
四
年
十
月
）

（
六
三
八
）

出
す
キ
ャ
ッ
シ
ュ
・
フ
ロ
ー
を
受
け
取
る
権
利
を
証
券
や
出
資
持
分
の
形
で
受
け
取
る
こ
と
に
よ
り
、
資
金
供
与
や
投
資
を
行
い
や
す
く

な
る
。
と
り
わ
け
、
不
動
産
は
一
般
に
高
額
で
流
動
性
に
乏
し
い
が
、
不
動
産
を
信
託
と
す
る
こ
と
で
、
当
該
不
動
産
の
当
初
の
保
有
者

は
取
得
し
た
信
託
受
益
権
を
債
権
譲
渡
の
方
法
で
譲
渡
す
る
こ
と
が
可
能
と
な
り
、
所
有
権
移
転
に
伴
う
登
記
手
続
や
登
録
免
許
税
の
負

担
、
関
係
書
類
の
授
受
な
ど
の
煩
雑
な
処
理
が
不
要
と
な
る
と
い
っ
た
利
点
が
あ
る
（
31
）

。

⑷　

各
種
の
金
銭
債
権

債
権
者
が
委
託
者
兼
当
初
受
益
者
と
な
り
、
自
己
の
有
す
る
金
銭
債
権
を
受
託
者
に
信
託
譲
渡
し
、
信
託
受
益
権
を
取
得
す
る
こ
と
が

あ
る
。
こ
れ
は
、
委
託
者
が
取
得
し
た
信
託
受
益
権
を
引
当
て
と
し
て
金
融
機
関
か
ら
融
資
を
受
け
る
の
が
狙
い
で
あ
る
。
委
託
者
と
し

て
は
、
自
己
の
債
権
を
そ
の
ま
ま
の
形
で
譲
渡
担
保
に
供
す
る
な
ど
し
て
、
金
融
機
関
な
ど
か
ら
資
金
を
調
達
す
る
こ
と
も
可
能
で
あ
る
。

し
か
し
、
各
種
の
金
銭
債
権
を
信
託
譲
渡
し
受
益
権
化
す
る
こ
と
で
、
信
託
財
産
と
し
て
財
産
管
理
に
つ
き
専
門
的
知
識
を
有
す
る
受
託

者
の
適
切
な
債
権
管
理
お
よ
び
債
権
回
収
が
期
待
で
き
る
と
と
も
に
、
委
託
者
の
財
産
か
ら
分
離
さ
れ
た
信
託
財
産
は
委
託
者
や
受
託
者

が
死
亡
し
て
も
相
続
財
産
を
構
成
す
る
こ
と
な
く
（
信
託
法
七
四
条
）、
ま
た
、
委
託
者
や
受
託
者
の
破
産
・
倒
産
に
際
し
て
債
権
者
か
ら

の
差
押
え
や
強
制
執
行
を
受
け
る
こ
と
は
な
い
（
同
法
二
三
条
、
二
五
条
、
七
〇
条
）
な
ど
、
信
託
財
産
の
独
立
性
と
倒
産
隔
離
機
能
を
付

与
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
よ
う
な
信
託
受
益
権
を
担
保
に
と
る
こ
と
は
、
単
に
委
託
者
が
有
す
る
各
種
の
金
銭
債
権
を
直
接
に
担
保

に
と
る
場
合
と
は
異
な
り
、
担
保
の
確
実
性
が
著
し
く
増
す
こ
と
に
な
る
。

⑸　

株
式
・
社
債
等

株
式
や
社
債
な
ど
の
有
価
証
券
に
つ
い
て
は
、
必
ず
し
も
証
券
が
発
行
さ
れ
る
も
の
だ
け
で
は
な
く
、
ペ
ー
パ
ー
レ
ス
化
に
よ
り
振
替

決
済
制
度
に
よ
る
も
の
も
あ
り
、
そ
の
形
態
が
多
様
化
し
て
い
る
（
32
）

。
従
前
、
紙
媒
体
に
権
利
が
化
体
し
て
い
た
社
債
券
、
株
券
な
ど
の
有
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受
益
権
化
さ
れ
た
財
産
権
の
担
保
と
受
益
権
質
権
の
効
力
（
長
谷
川
）

（
六
三
九
）

価
証
券
は
、
社
債
・
株
式
等
振
替
法
の
適
用
対
象
と
な
る
振
替
社
債
等
と
な
り
、
ペ
ー
パ
ー
レ
ス
化
が
図
ら
れ
る
と
と
も
に
、
こ
れ
ら
の

担
保
化
に
つ
い
て
も
規
定
さ
れ
て
い
る
（
振
替
社
債
に
つ
き
社
債
・
株
式
等
振
替
法
七
四
条
、
振
替
株
式
に
つ
き
同
法
一
七
五
条
（
33
）

）。
こ
の
た
め
、

株
式
や
社
債
が
信
託
譲
渡
さ
れ
た
場
合
の
対
抗
要
件
の
具
備
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ら
個
々
の
形
態
に
即
応
し
た
形
で
の
対
抗
が
必
要
と
な

る
（
34
）

。
信
託
法
に
お
い
て
は
、
信
託
財
産
で
あ
る
こ
と
を
有
価
証
券
の
現
物
に
表
示
す
る
こ
と
の
非
現
実
性
に
鑑
み
、
現
物
の
有
価
証
券
に

つ
い
て
信
託
の
公
示
を
不
要
と
す
る
取
扱
い
で
あ
る
（
信
託
法
一
四
条
参
照
）。

振
替
社
債
お
よ
び
振
替
決
済
移
行
後
の
株
式
に
つ
い
て
は
、
振
替
口
座
簿
の
記
載
・
記
録
に
よ
っ
て
権
利
の
帰
属
が
決
ま
る
こ
と
と
さ

れ
（
社
債
・
株
式
等
振
替
法
一
二
八
条
）、
権
利
の
発
生
・
移
転
・
消
滅
は
振
替
口
座
簿
に
お
け
る
口
座
振
替
を
そ
の
効
力
要
件
と
す
る
（
同

法
一
四
〇
条
）。
こ
の
場
合
、
信
託
財
産
に
属
す
る
こ
と
を
振
替
口
座
簿
に
記
載
・
記
録
す
る
こ
と
が
分
別
管
理
義
務
の
内
容
と
な
る
（
35
）

。

従
っ
て
、
当
該
社
債
ま
た
は
当
該
株
式
が
信
託
財
産
に
属
す
る
旨
を
振
替
口
座
簿
に
記
載
し
ま
た
は
記
録
し
な
け
れ
ば
、
当
該
社
債
ま
た

は
当
該
株
式
が
信
託
財
産
に
属
す
る
こ
と
を
第
三
者
に
対
抗
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
（
同
法
七
五
条
、
一
四
二
条
）。

一
方
、
振
替
株
式
制
度
を
採
用
す
る
会
社
以
外
に
も
、
株
式
を
ペ
ー
パ
ー
レ
ス
化
し
て
い
る
会
社
は
存
在
す
る
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
う

し
た
会
社
の
株
式
が
信
託
財
産
に
属
す
る
こ
と
を
会
社
そ
の
他
の
第
三
者
に
対
抗
す
る
た
め
に
は
、
そ
の
旨
を
株
主
名
簿
に
記
載
ま
た
は

記
録
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（
会
社
法
一
五
四
条
の
二
、
六
九
五
条
の
二
）。
こ
の
場
合
に
は
、
株
主
名
簿
に
お
け
る
信
託
財
産
に
属
す
る
旨

の
記
載
・
記
録
と
そ
の
計
算
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
、
分
別
管
理
義
務
の
内
容
と
な
る
（
36
）

。

株
券
ま
た
は
社
債
券
が
発
行
さ
れ
た
株
式
ま
た
は
社
債
に
つ
い
て
は
、
信
託
法
上
、
信
託
の
対
抗
要
件
に
つ
い
て
の
特
別
の
定
め
は
な

い
。
こ
の
た
め
、
当
該
株
式
ま
た
は
当
該
社
債
が
信
託
財
産
で
あ
る
こ
と
を
主
張
す
る
者
は
、
固
有
財
産
お
よ
び
他
の
信
託
財
産
と
の
分

別
管
理
な
ど
か
ら
（
な
お
、
信
託
法
三
四
条
一
項
一
号
参
照
）、
信
託
財
産
で
あ
る
こ
と
を
立
証
す
る
こ
と
に
よ
り
、
そ
の
旨
を
主
張
す
る
こ

三
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日
本
法
学　

第
八
十
巻
第
二
号
（
二
〇
一
四
年
十
月
）

（
六
四
〇
）

と
が
可
能
と
な
る
。

な
お
、
株
式
に
つ
い
て
は
、
独
禁
法
上
、
銀
行
業
ま
た
は
保
険
業
を
営
む
会
社
は
、
公
正
取
引
委
員
会
の
認
可
を
受
け
た
場
合
以
外
に

は
、
五
パ
ー
セ
ン
ト
以
上
の
他
社
株
式
を
所
有
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
も
の
と
さ
れ
て
お
り
（
独
禁
法
一
一
条
一
項
本
文
）、
注
意
を
要
す

る
。
た
だ
し
、
金
銭
ま
た
は
有
価
証
券
の
信
託
に
係
る
信
託
財
産
と
し
て
株
式
等
を
取
得
し
ま
た
は
所
有
す
る
こ
と
に
よ
り
、
議
決
権
を

取
得
し
ま
た
は
保
有
す
る
場
合
に
は
、
か
か
る
認
可
は
必
要
と
さ
れ
な
い
（
同
法
一
一
条
一
項
三
号
）。
ま
た
、
二
〇
〇
二
年
の
独
禁
法
の

改
正
に
よ
り
、
特
定
目
的
会
社
は
特
定
持
分
信
託
に
関
し
て
公
正
取
引
委
員
会
規
則
で
定
め
る
会
社
と
さ
れ
た
こ
と
か
ら
、
上
記
の
独
禁

法
一
一
条
所
定
の
認
可
が
不
要
と
さ
れ
て
い
る
（
37
）

。
こ
れ
以
外
の
場
合
に
は
、
上
記
の
五
パ
ー
セ
ン
ト
ル
ー
ル
が
適
用
さ
れ
る
こ
と
か
ら
、

適
切
な
信
託
会
社
を
選
定
す
る
な
ど
の
対
応
に
よ
り
、
株
式
等
の
受
益
権
化
が
求
め
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。

さ
ら
に
、
近
時
、
中
小
企
業
に
お
け
る
事
業
承
継
の
対
策
と
し
て
、
後
継
者
に
ス
ム
ー
ズ
に
同
族
会
社
の
株
式
を
承
継
さ
せ
る
た
め
の

信
託
の
活
用
が
み
ら
れ
る
。
い
わ
ゆ
る
事
業
承
継
の
た
め
の
株
式
管
理
信
託
が
そ
れ
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
信
託
の
転
換
機
能
を
用
い
た
も

の
で
、
信
託
法
、
会
社
法
、
お
よ
び
民
法
が
重
な
り
合
う
興
味
深
い
法
律
問
題
を
含
ん
で
い
る
（
38
）

。
こ
の
事
業
承
継
の
た
め
の
株
式
管
理
信

託
に
お
い
て
、
指
図
者
が
受
益
者
以
外
の
者
で
あ
る
場
合
、
指
図
権
者
に
対
す
る
受
益
権
質
権
の
効
力
が
問
題
と
な
る
。
こ
の
問
題
に
つ

い
て
は
、
後
述
の
四
の
2
で
取
り
上
げ
る
が
、
指
図
者
に
指
図
権
を
付
与
し
た
委
託
者
の
意
図
が
当
該
事
業
の
発
展
・
承
継
を
図
り
つ
つ

受
益
者
の
利
益
を
も
考
慮
す
る
こ
と
に
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
、
そ
の
趣
旨
・
目
的
か
ら
逸
脱
す
る
指
図
権
の
行
使
に
つ
い
て
は
、
そ

れ
を
監
視
す
る
こ
と
が
受
託
者
の
善
管
注
意
義
務
（
信
託
法
二
九
条
二
項
）
の
内
容
を
な
す
も
の
と
い
え
よ
う
。

三
八
二



受
益
権
化
さ
れ
た
財
産
権
の
担
保
と
受
益
権
質
権
の
効
力
（
長
谷
川
）

（
六
四
一
）

2　

信
託
受
益
権
の
法
的
性
質

信
託
に
お
け
る
委
託
者
は
、
自
己
が
保
有
す
る
金
銭
や
各
種
の
金
銭
債
権
、
不
動
産
な
ど
を
、
一
定
の
信
託
目
的
に
従
っ
て
信
託
譲
渡

し
た
場
合
、
受
託
者
よ
り
各
種
の
信
託
契
約
に
基
づ
く
信
託
受
益
権
を
取
得
す
る
。
信
託
受
益
権
は
、
信
託
法
に
よ
れ
ば
、
信
託
行
為
に

基
づ
い
て
受
託
者
が
受
益
者
に
対
し
て
負
う
債
務
で
あ
っ
て
、
信
託
財
産
に
属
す
る
財
産
の
引
渡
し
そ
の
他
の
信
託
財
産
に
係
る
給
付
を

目
的
と
す
る
債
権
（
受
益
債
権
）、
お
よ
び
、
帳
簿
閲
覧
請
求
権
な
ど
、
受
益
債
権
を
確
保
す
る
た
め
に
信
託
法
の
規
定
に
基
づ
い
て
受
託

者
そ
の
他
の
者
に
対
し
て
一
定
の
行
為
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
権
利
と
定
め
て
い
る
（
信
託
法
二
条
七
項
）。

信
託
法
制
に
お
い
て
は
、
受
託
者
が
信
託
財
産
を
所
有
す
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
実
質
的
な
利
益
は
受
益
者
に
帰
属
し
、
受
益
者
は
信

託
受
益
権
と
い
う
債
権
の
取
得
が
認
め
ら
れ
る
に
す
ぎ
な
い
と
し
な
が
ら
も
、
受
託
者
お
よ
び
信
託
財
産
に
対
し
て
物
権
的
と
も
い
え
る

強
い
権
利
が
与
え
ら
れ
（
信
託
法
二
七
条
、
四
四
条
一
項
）、
ま
た
、
信
託
受
益
権
の
経
済
的
な
基
礎
と
な
る
信
託
財
産
に
つ
い
て
、
受
託
者

の
破
産
時
に
破
産
財
団
を
構
成
し
な
い
と
し
て
（
同
法
二
三
条
、
二
五
条
）、
そ
の
独
立
性
を
認
め
て
い
る
。

ま
た
、
受
益
者
は
、
信
託
財
産
の
運
用
か
ら
得
ら
れ
る
収
益
を
受
領
す
る
権
利
を
有
す
る
だ
け
で
な
く
、
信
託
財
産
に
対
し
て
最
も
利

害
関
係
が
深
く
、
受
託
者
に
対
し
て
各
種
の
監
督
機
能
を
付
与
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
（
信
託
法
三
六
条
〜
三
八
条
、
四
六
条
）、
受
託
者
が

保
存
す
べ
き
書
類
や
電
磁
的
記
録
の
す
べ
て
に
つ
い
て
閲
覧
・
謄
写
を
請
求
で
き
る
権
利
（
信
託
法
三
八
条
一
項
、
六
項
）
な
ど
、
共
益
権

的
な
権
利
も
保
有
し
て
い
る
。
ま
た
、
信
託
終
了
の
前
か
ら
信
託
受
益
者
と
し
て
権
利
を
有
す
る
も
の
は
、
信
託
の
終
了
に
際
し
、
残
余

財
産
の
給
付
を
受
け
る
権
利
を
保
有
し
て
い
る
（
同
法
一
八
二
条
）。
そ
の
意
味
で
は
、
信
託
受
益
権
は
、
単
な
る
債
権
で
は
な
く
、
収
益

配
当
や
元
本
交
付
を
請
求
で
き
る
権
利
で
あ
り
、
ま
た
、
共
益
権
的
な
権
利
の
総
体
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。

信
託
受
益
権
の
法
的
性
質
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ま
で
、
受
益
権
は
受
託
者
に
対
す
る
権
利
か
、
そ
れ
と
も
信
託
財
産
に
対
す
る
権
利
か
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日
本
法
学　

第
八
十
巻
第
二
号
（
二
〇
一
四
年
十
月
）

（
六
四
二
）

と
い
う
問
題
、
ま
た
、
受
益
権
は
債
権
ま
た
は
物
権
の
ど
ち
ら
で
あ
る
の
か
、
そ
れ
と
も
こ
れ
ら
以
外
の
権
利
で
あ
る
の
か
と
い
う
問
題

が
議
論
さ
れ
て
き
た
（
39
）

。
こ
の
二
つ
の
問
題
は
、
相
互
に
深
く
関
連
し
て
お
り
、
信
託
の
本
質
に
関
わ
る
問
題
で
あ
る
。

受
益
権
が
物
権
で
あ
る
と
い
う
と
き
、
受
益
権
の
目
的
物
は
信
託
財
産
で
あ
る
。
受
益
権
が
債
権
で
あ
る
と
い
う
と
き
は
、
受
託
者
に

対
す
る
債
権
で
あ
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
こ
れ
に
対
し
、
受
益
権
を
、
実
質
的
に
は
法
主
体
性
を
も
つ
信
託
財
産
に
対
す
る
債
権
で
あ
る

と
と
も
に
、
客
体
と
し
て
の
信
託
財
産
と
物
的
相
関
関
係
に
立
つ
物
的
権
利
で
あ
る
と
す
る
考
え
方
に
立
つ
と
き
は
、
信
託
財
産
は
信
託

債
務
の
帰
属
主
体
と
い
う
だ
け
で
な
く
、
こ
れ
と
は
別
に
、
受
託
者
は
信
託
債
務
に
つ
き
個
人
的
債
務
を
負
い
、
し
か
も
両
債
務
の
関
係

は
連
帯
債
務
に
類
似
す
る
も
の
と
な
る
。

信
託
の
本
質
と
信
託
受
益
権
の
法
的
性
質
と
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
従
来
の
通
説
的
見
解
に
よ
れ
ば
、
受
託
者
へ
の
形
式
的
な
所
有
権

移
転
と
受
託
者
名
義
へ
の
変
更
を
物
権
的
な
移
転
と
解
し
た
う
え
で
、
所
有
者
と
な
っ
た
受
託
者
は
信
託
目
的
に
従
っ
た
債
権
的
な
制
約

を
受
け
る
に
す
ぎ
ず
、
受
益
者
が
有
す
る
受
益
権
は
受
託
者
に
対
す
る
債
権
的
な
請
求
権
と
し
て
理
解
す
る
（
債
権
説
（
40
）

）。
こ
れ
に
対
し
、

学
説
に
は
、
信
託
財
産
に
実
質
的
な
法
主
体
性
を
見
出
し
、
受
益
者
は
受
託
者
に
対
し
て
債
権
を
有
す
る
の
み
な
ら
ず
、
信
託
財
産
に
対

す
る
物
権
的
権
利
も
有
す
る
と
い
う
見
解
（
実
質
的
法
主
体
説
（
41
）

）
や
、
債
権
説
を
基
礎
と
し
て
こ
れ
を
修
正
す
る
様
々
な
見
解
（
修
正
債
権

説
（
42
）

）
が
唱
え
ら
れ
て
お
り
、
い
ま
だ
統
一
的
な
見
解
は
存
在
し
な
い
。
し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
学
説
の
対
立
が
あ
る
も
の
の
、
総
じ
て
い

え
ば
、
信
託
受
益
権
に
つ
い
て
民
法
上
で
い
う
債
権
と
し
て
の
性
質
を
認
め
る
の
が
学
説
の
多
数
で
あ
り
、
信
託
受
益
権
の
譲
渡
や
質
入

れ
に
つ
い
て
は
、
受
益
権
に
物
権
的
権
利
の
存
在
を
認
め
る
実
質
的
法
主
体
説
に
お
い
て
も
、
民
法
が
定
め
る
債
権
譲
渡
（
民
法
四
六
六

条
以
下
）
や
質
入
れ
（
同
法
三
四
二
条
以
下
）
に
関
す
る
規
定
の
適
用
を
前
提
と
し
て
、
こ
れ
を
一
様
に
認
め
て
い
る
。
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受
益
権
化
さ
れ
た
財
産
権
の
担
保
と
受
益
権
質
権
の
効
力
（
長
谷
川
）

（
六
四
三
）

3　

信
託
の
転
換
機
能
と
資
産
の
流
動
化
・
証
券
化

信
託
法
制
に
お
い
て
は
、
受
託
者
が
信
託
財
産
を
所
有
す
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
実
質
的
な
利
益
は
受
益
者
に
帰
属
し
、
受
益
者
は
信

託
受
益
権
と
い
う
債
権
の
取
得
が
認
め
ら
れ
る
に
す
ぎ
な
い
と
し
な
が
ら
も
、
受
託
者
お
よ
び
信
託
財
産
に
対
し
て
物
権
的
と
も
い
え
る

強
い
権
利
が
与
え
ら
れ
（
信
託
法
二
七
条
、
四
四
条
一
項
）、
信
託
受
益
権
の
経
済
的
な
基
礎
と
な
る
信
託
財
産
に
つ
い
て
は
受
託
者
の
破
産

時
に
破
産
財
団
を
構
成
す
る
こ
と
な
く
（
同
法
二
三
条
、
二
五
条
）、
倒
産
隔
離
機
能
が
認
め
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
、
信
託
財
産
に
つ
い
て

は
、
委
託
者
や
受
託
者
に
相
続
が
開
始
し
て
も
、
委
託
者
ま
た
は
受
託
者
の
相
続
人
は
信
託
財
産
に
対
し
て
信
託
財
産
が
相
続
財
産
で
あ

る
こ
と
を
主
張
す
る
こ
と
が
で
き
る
わ
け
で
な
く
（
同
法
二
〇
条
、
二
二
条
、
七
四
条
）、
信
託
財
産
の
独
立
性
が
保
障
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
な
信
託
の
倒
産
隔
離
機
能
お
よ
び
信
託
財
産
の
独
立
性
に
鑑
み
る
と
、
信
託
は
、
形
式
的
な
財
産
の
帰
属
者
と
実
質
的
な
利

益
享
受
者
を
分
断
さ
せ
な
が
ら
、
利
益
享
受
者
の
た
め
に
「
財
産
の
安
全
地
帯
」
を
作
り
出
す
こ
と
を
可
能
と
し
、
こ
の
特
性
を
利
用
し

て
財
産
権
者
の
種
々
の
目
的
追
求
に
応
じ
た
形
に
転
換
す
る
こ
と
が
で
き
る
機
能
を
有
し
て
い
る
と
い
え
る
。
こ
れ
を
「
信
託
の
転
換
機

能
」
と
呼
ぶ
が
、
こ
れ
に
は
大
別
し
て
、
⒜
権
利
者
に
関
す
る
転
換
と
、
⒝
財
産
権
に
関
す
る
転
換
が
あ
る
（
43
）

。
⒜
に
は
、
①
権
利
者
の
属

性
の
転
換
と
し
て
、
高
齢
者
や
障
害
者
の
財
産
管
理
を
専
門
家
に
行
わ
せ
る
よ
う
な
場
合
（
い
わ
ゆ
る
福
祉
型
信
託
）
や
、
②
権
利
者
の
数

の
転
換
と
し
て
、
シ
ン
ジ
ケ
ー
ト
・
ロ
ー
ン
に
お
け
る
債
権
者
の
異
な
る
複
数
の
債
権
を
一
括
し
て
担
保
と
す
る
担
保
権
信
託
（
信
託
法

三
条
一
号
・
二
号
、
五
五
条
。
い
わ
ゆ
る
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
・
ト
ラ
ス
ト
）
や
担
保
付
社
債
信
託
（
担
保
付
社
債
信
託
法
）
を
設
定
す
る
場
合
な
ど
が

あ
る
。
他
方
、
⒝
に
は
、
③
財
産
権
享
益
の
時
間
的
転
換
と
し
て
、
遺
贈
の
代
替
策
と
し
て
契
約
に
よ
る
遺
言
代
用
信
託
（
同
法
九
〇
条
）

や
後
継
ぎ
遺
贈
型
受
益
権
連
続
信
託
（
同
法
九
一
条
）
を
設
定
す
る
場
合
や
、
④
財
産
権
の
性
状
の
転
換
と
し
て
、
個
々
の
財
産
権
を
対

象
に
信
託
を
通
じ
て
受
益
権
化
し
（
同
法
一
八
五
条
以
下
の
受
益
証
券
発
行
信
託
の
ほ
か
、
資
産
流
動
化
法
や
投
信
法
）、
財
産
権
の
流
動
化
・
証
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日
本
法
学　

第
八
十
巻
第
二
号
（
二
〇
一
四
年
十
月
）

（
六
四
四
）

券
化
を
図
り
得
る
場
合
な
ど
が
あ
る
。
本
稿
で
取
り
上
げ
る
受
益
権
化
さ
れ
た
財
産
権
の
担
保
を
め
ぐ
る
問
題
は
、
受
益
証
券
に
係
る
信

託
受
益
権
を
対
象
と
す
る
も
の
で
あ
り
、
も
っ
ぱ
ら
上
記
の
⒝
の
④
に
関
わ
る
も
の
で
あ
る
。

三　

信
託
受
益
権
に
対
す
る
質
権
設
定
・
対
抗
要
件

1　

信
託
受
益
権
に
対
す
る
担
保
取
得
方
法

信
託
財
産
と
な
り
得
る
も
の
は
、
前
述
の
よ
う
に
、
多
種
多
様
で
あ
る
。
譲
渡
さ
れ
た
委
託
者
の
信
託
財
産
は
、
そ
れ
が
金
銭
、
不
動

産
、
金
銭
債
権
、
そ
の
他
何
で
あ
れ
、
信
託
の
転
換
機
能
を
通
じ
て
受
益
権
化
さ
れ
、
信
託
受
益
権
と
し
て
存
在
す
る
。
こ
の
信
託
受
益

権
に
対
す
る
担
保
取
得
の
手
段
と
し
て
は
、
無
体
物
で
あ
る
財
産
権
を
目
的
と
す
る
権
利
質
と
譲
渡
担
保
権
の
二
種
類
が
考
え
ら
れ
る
と

こ
ろ
、
対
抗
要
件
の
取
得
の
容
易
性
と
債
権
回
収
の
確
実
性
か
ら
、
民
法
に
明
文
の
規
定
を
も
つ
権
利
質
（
民
法
三
六
二
条
以
下
）
に
よ
る

も
の
と
考
え
ら
れ
て
い
る
（
44
）

。
信
託
法
も
ま
た
、
信
託
受
益
権
を
指
名
債
権
ま
た
は
こ
れ
に
類
す
る
権
利
と
し
て
位
置
づ
け
、
受
益
者
が
そ

の
有
す
る
受
益
権
を
自
由
に
譲
渡
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
を
前
提
に
、
受
益
権
の
譲
渡
お
よ
び
質
入
れ
に
関
す
る
規
定
を
設
け
て
い
る

（
信
託
法
九
三
条
、
九
六
条
。
受
益
証
券
発
行
信
託
に
係
る
受
益
権
の
譲
渡
・
質
入
れ
関
す
る
特
例
に
つ
き
、
一
九
四
条
、
一
九
九
条
）。

平
成
一
五
年
の
改
正
前
の
民
法
で
は
、
債
権
の
証
書
が
あ
る
と
き
は
、
債
権
証
書
の
交
付
が
債
権
質
の
効
力
発
生
要
件
と
さ
れ
て
い
た

た
め
（
改
正
前
民
法
三
六
三
条
）、
担
保
の
手
段
と
し
て
譲
渡
担
保
を
選
択
し
た
場
合
に
は
、
債
権
証
書
の
交
付
の
有
無
に
よ
っ
て
担
保
権

設
定
の
有
効
性
が
左
右
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
と
い
う
メ
リ
ッ
ト
が
あ
っ
た
。
し
か
し
、
平
成
一
五
年
の
民
法
改
正
に
よ
り
、
指
名
債
権
に

つ
い
て
は
債
権
証
書
の
交
付
を
要
求
し
な
い
こ
と
が
明
文
化
さ
れ
た
た
め
（
民
法
三
六
三
条
（
45
）

）、
こ
れ
ま
で
の
よ
う
に
権
利
質
を
敬
遠
す
る

理
由
は
な
く
な
っ
た
と
い
え
る
。

三
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受
益
権
化
さ
れ
た
財
産
権
の
担
保
と
受
益
権
質
権
の
効
力
（
長
谷
川
）

（
六
四
五
）

指
名
債
権
の
質
入
れ
に
つ
い
て
、
そ
の
要
物
契
約
性
が
否
定
さ
れ
た
現
在
、
権
利
質
と
譲
渡
担
保
の
相
違
点
と
し
て
挙
げ
ら
れ
る
の
は
、

法
的
性
質
の
違
い
か
ら
導
か
れ
る
担
保
権
の
実
行
方
法
で
あ
る
（
46
）

。
債
権
質
の
実
行
方
法
と
し
て
は
、
後
述
す
る
よ
う
に
、
質
権
者
が
民
事

執
行
法
一
九
三
条
に
定
め
る
担
保
権
実
行
の
手
続
を
取
り
、
債
権
差
押
え
の
発
令
を
経
た
う
え
で
、
第
三
債
務
者
に
対
し
て
直
接
に
取
立

て
を
行
う
か
、
転
付
命
令
を
取
得
し
て
回
収
を
図
る
方
法
、
あ
る
い
は
、
民
法
三
六
六
条
に
従
い
、
質
権
者
が
第
三
債
務
者
に
対
し
て
直

接
に
取
立
て
を
な
す
方
法
が
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
、
譲
渡
担
保
権
者
は
、
債
権
譲
渡
通
知
を
な
す
こ
と
（
民
法
四
六
七
条
）
に
よ
り
、
法

形
式
上
、
自
己
に
債
権
を
帰
属
さ
せ
た
う
え
で
、
債
権
者
と
し
て
の
地
位
に
基
づ
き
第
三
債
務
者
に
対
し
て
取
立
て
を
な
す
こ
と
に
な
る
。

こ
の
よ
う
な
違
い
は
、
債
権
質
に
あ
っ
て
は
、
転
付
命
令
に
よ
る
場
合
を
除
き
、
質
権
設
定
者
に
当
該
債
権
を
帰
属
さ
せ
た
ま
ま
の
状
態

に
お
い
て
質
権
者
が
取
立
権
の
み
を
行
使
す
る
の
に
対
し
、
譲
渡
担
保
に
お
い
て
は
、
債
権
の
帰
属
自
体
が
そ
の
実
行
時
に
は
債
権
者
に

移
転
し
て
し
ま
う
と
こ
ろ
に
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
違
い
も
あ
っ
て
、
有
体
物
で
は
な
い
観
念
的
な
存
在
で
あ
る
債
権
の
担
保
の
場
合
に
は
、

債
権
質
を
利
用
す
る
メ
リ
ッ
ト
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
。

2　

信
託
受
益
権
の
質
入
れ

⑴　

財
産
権
に
対
す
る
質
権
設
定
の
一
般
的
規
律

信
託
受
益
権
は
、
前
述
し
た
よ
う
に
、
受
益
者
に
認
め
ら
れ
る
信
託
の
利
益
を
享
受
す
る
権
利
で
あ
っ
て
、
信
託
財
産
（
ま
た
は
そ
の

管
理
者
と
し
て
の
受
託
者
）
に
対
す
る
権
利
と
し
て
認
め
ら
れ
た
一
切
の
権
利
を
包
摂
す
る
概
念
で
あ
る
。
信
託
受
益
権
に
対
す
る
質
権
設

定
は
、
民
法
上
の
質
権
設
定
に
関
す
る
一
般
的
規
律
に
従
う
ほ
か
、
信
託
法
お
よ
び
そ
の
他
の
法
律
に
特
別
の
定
め
が
あ
れ
ば
、
そ
れ
に

従
う
こ
と
に
な
る
。
ま
た
、
受
益
証
券
に
表
章
さ
れ
た
信
託
受
益
権
に
つ
い
て
は
、
有
価
証
券
で
あ
る
当
該
受
益
証
券
が
ど
の
よ
う
な
性
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日
本
法
学　

第
八
十
巻
第
二
号
（
二
〇
一
四
年
十
月
）

（
六
四
六
）

質
を
有
す
る
か
に
よ
り
、
証
券
的
債
権
の
区
分
に
従
い
、
質
権
設
定
の
効
力
発
生
要
件
と
受
託
者
そ
の
他
第
三
者
に
対
す
る
対
抗
要
件
が

決
ま
る
の
で
、
注
意
が
必
要
で
あ
る
（
47
）

。

民
法
の
規
定
に
よ
れ
ば
、
権
利
質
の
目
的
と
な
る
の
は
、
譲
渡
可
能
な
物
で
あ
る
（
民
法
三
四
三
条
）。
民
法
は
、
動
産
、
不
動
産
の
ほ

か
に
も
、
無
体
物
で
あ
る
財
産
権
を
目
的
と
す
る
質
権
の
設
定
が
可
能
で
あ
る
こ
と
（
民
法
三
六
二
条
）
を
前
提
に
、
普
通
の
債
権
で
あ

る
指
名
債
権
と
証
券
的
債
権
の
う
ち
の
指
図
債
権
に
つ
い
て
、
そ
の
要
物
契
約
性
と
対
抗
要
件
に
関
す
る
規
定
を
設
け
て
い
る
（
同
法

三
六
三
条
〜
三
六
六
条
）。

指
名
債
権
、
す
な
わ
ち
、
債
権
者
が
特
定
し
て
い
る
債
権
で
、
権
利
が
証
券
に
化
体
さ
れ
て
い
な
い
貸
金
や
預
金
な
ど
の
普
通
の
債
権

に
質
権
を
設
定
し
よ
う
と
す
る
場
合
、
平
成
一
五
年
の
民
法
改
正
以
後
、
証
券
の
交
付
を
質
権
設
定
の
効
力
発
生
要
件
と
し
な
い
取
扱
い

と
さ
れ
て
い
る
（
民
法
三
六
三
条
）。
従
っ
て
、
指
名
債
権
の
性
質
を
有
す
る
受
益
権
に
つ
い
て
は
、
当
事
者
の
意
思
表
示
の
み
で
質
権
設

定
の
効
力
が
生
じ
る
。
当
事
者
間
で
何
ら
か
の
証
書
が
授
受
さ
れ
て
い
て
も
、
そ
れ
は
証
拠
と
し
て
の
意
味
を
も
つ
に
す
ぎ
な
い
。
こ
の

場
合
、
質
権
設
定
者
に
よ
る
受
託
者
へ
の
通
知
ま
た
は
受
託
者
の
承
諾
が
、
受
託
者
に
対
す
る
受
益
権
質
権
の
対
抗
要
件
で
あ
る
（
同
法

三
六
四
条
・
四
六
七
条
一
項
）。
受
益
権
質
権
の
設
定
を
受
託
者
以
外
の
第
三
者
（
債
権
の
譲
受
人
や
二
重
に
質
権
設
定
を
受
け
た
者
）
に
対
抗
す

る
た
め
に
は
、
こ
の
通
知
ま
た
は
承
諾
が
確
定
日
付
の
あ
る
証
書
で
な
さ
れ
る
こ
と
を
要
す
る
（
同
法
三
六
四
条
・
四
六
七
条
二
項
）。

こ
れ
に
対
し
、
証
券
的
債
権
、
す
な
わ
ち
、
債
権
で
あ
っ
て
こ
れ
を
譲
渡
す
る
の
に
証
書
の
交
付
を
要
す
る
も
の
を
質
権
の
目
的
と
す

る
と
き
は
、
そ
の
証
書
を
交
付
す
る
こ
と
が
効
力
発
生
要
件
で
あ
る
（
民
法
三
六
三
条
）。
こ
の
う
ち
、
民
法
が
具
体
的
に
定
め
る
の
は
、

指
図
債
権
の
み
で
あ
る
。
指
図
債
権
、
す
な
わ
ち
、
証
書
に
記
載
さ
れ
た
債
権
者
ま
た
は
そ
の
者
に
指
定
（
指
図
）
さ
れ
た
権
利
者
に
対

し
て
弁
済
す
べ
き
旨
を
定
め
た
債
権
に
つ
い
て
は
、
証
券
に
質
入
裏
書
を
し
て
交
付
す
る
こ
と
が
質
権
の
成
立
要
件
で
あ
る
と
と
も
に
、

三
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受
益
権
化
さ
れ
た
財
産
権
の
担
保
と
受
益
権
質
権
の
効
力
（
長
谷
川
）

（
六
四
七
）

ま
た
、
対
抗
要
件
で
も
あ
る
（
同
法
三
六
五
条
）。
無
記
名
債
権
に
対
す
る
質
権
設
定
に
つ
い
て
は
、
質
権
を
定
め
た
民
法
第
二
編
第
九
章

に
明
文
の
規
定
は
な
い
が
、
無
記
名
債
権
は
動
産
と
み
な
す
扱
い
な
の
で
（
同
法
八
六
条
三
項
）、
動
産
の
質
入
れ
に
準
じ
て
証
券
の
引
渡

し
を
必
要
と
し
、
当
該
証
券
の
占
有
継
続
が
対
抗
要
件
と
な
る
（
同
法
三
五
二
条
）。
記
名
式
所
持
人
払
債
権
、
す
な
わ
ち
、
証
書
に
債
権

者
の
記
載
は
あ
る
が
、
証
書
の
所
持
人
に
対
し
て
弁
済
す
べ
き
旨
を
付
記
し
た
証
券
的
債
権
に
つ
い
て
も
、
民
法
上
、
明
文
の
規
定
は
な

い
が
、
指
図
債
権
ま
た
は
無
記
名
債
権
に
準
じ
て
、
証
券
の
交
付
が
質
権
の
成
立
要
件
で
あ
り
、
そ
の
占
有
継
続
が
対
抗
要
件
と
考
え
ら

れ
る
。

⑵　

信
託
受
益
権
の
質
入
れ
と
信
託
法

信
託
受
益
権
の
質
入
れ
に
つ
い
て
は
、
信
託
法
が
明
文
の
規
定
を
も
っ
て
こ
れ
を
認
め
る
（
信
託
法
九
六
条
一
項
）
と
と
も
に
、
平
成

一
八
年
の
信
託
法
改
正
に
よ
り
、
新
た
に
信
託
行
為
の
定
め
に
よ
り
受
益
証
券
が
発
行
さ
れ
た
信
託
（
以
下
、「
受
益
証
券
発
行
信
託
」
と
い

う
）
と
い
う
類
型
を
設
け
、
受
益
証
券
発
行
信
託
に
係
る
受
益
権
の
質
入
れ
に
つ
い
て
特
例
を
設
け
て
い
る
（
同
法
一
九
四
条
以
下
（
48
）

）。
平

成
一
八
年
の
新
改
正
前
に
は
、
信
託
受
益
権
を
有
価
証
券
と
す
る
規
定
は
存
在
せ
ず
、
特
別
法
に
お
い
て
個
別
に
受
益
権
の
有
価
証
券
化

が
定
め
ら
れ
る
に
と
ど
ま
っ
た
（
投
資
信
託
法
八
条
、
投
資
信
託
法
五
条
、
四
九
条
の
二
、
資
産
流
動
化
法
二
三
四
条
）。
特
別
法
に
定
め
の
な
い

受
益
権
を
有
価
証
券
化
す
る
こ
と
が
で
き
る
否
か
に
つ
い
て
は
、
こ
の
点
を
判
示
し
た
最
高
裁
判
例
は
存
在
せ
ず
、
ま
た
、
学
説
に
お
い

て
、
記
名
証
券
や
無
記
名
証
券
に
化
体
さ
せ
る
こ
と
を
認
め
る
見
解
（
49
）

と
法
律
の
規
定
ま
た
は
慣
習
法
が
存
在
す
る
場
合
に
の
み
権
利
の
有

価
証
券
化
が
許
さ
れ
る
と
す
る
見
解
（
50
）

が
対
立
し
て
い
た
（
51
）

。
そ
の
た
め
、
平
成
一
八
年
の
信
託
法
改
正
前
に
は
、
特
別
法
に
お
い
て
認
め
ら

れ
る
場
合
を
除
き
、
受
益
権
の
有
価
証
券
化
は
一
般
的
に
は
行
わ
れ
て
い
な
か
っ
た
。
そ
れ
を
、
平
成
一
八
年
改
正
の
現
行
信
託
法
は
受

益
証
券
発
行
信
託
と
し
て
認
め
た
わ
け
で
あ
る
。

三
八
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日
本
法
学　

第
八
十
巻
第
二
号
（
二
〇
一
四
年
十
月
）

（
六
四
八
）

信
託
法
に
よ
れ
ば
、
受
益
者
は
、
信
託
受
益
権
の
性
質
が
こ
れ
を
許
さ
な
い
と
き
を
除
い
て
、
そ
の
有
す
る
受
益
権
に
質
権
を
設
定
す

る
こ
と
が
で
き
る
（
信
託
法
九
六
条
一
項
）。
信
託
行
為
に
質
権
設
定
を
禁
止
す
る
別
段
の
定
め
が
あ
る
場
合
に
は
、
当
該
受
益
権
に
質
権

を
設
定
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
（
同
法
九
六
条
二
項
本
文
）、
こ
れ
を
も
っ
て
善
意
の
第
三
者
に
対
抗
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
（
同
条
二
項

た
だ
し
書
）。
従
っ
て
、
善
意
の
第
三
者
と
の
関
係
に
お
い
て
は
、
譲
渡
禁
止
特
約
が
付
さ
れ
て
い
て
も
、
信
託
受
益
権
に
対
す
る
質
権
設

定
が
認
め
ら
れ
る
余
地
は
あ
る
。
た
だ
、
金
融
機
関
の
よ
う
な
債
権
者
が
質
権
設
定
の
禁
止
特
約
を
知
ら
な
い
こ
と
（
善
意
）
を
主
張
す

る
の
は
事
実
上
無
理
が
あ
る
か
ら
、
実
務
で
は
、
受
託
者
よ
り
質
入
承
諾
者
を
徴
求
し
、
質
権
設
定
禁
止
特
約
の
解
除
を
得
て
お
く
こ
と

が
慣
例
と
な
っ
て
い
る
。

受
益
証
券
発
行
信
託
に
お
い
て
は
、
上
記
の
信
託
受
益
権
の
質
入
れ
に
つ
い
て
、
信
託
法
に
特
例
が
定
め
ら
れ
て
い
る
。
そ
れ
に
よ
れ

ば
、
当
該
受
益
権
に
係
る
受
益
証
券
の
交
付
が
質
権
設
定
の
効
力
発
生
要
件
で
あ
る
（
信
託
法
一
九
九
条
）。
受
益
証
券
が
発
行
さ
れ
た
受

益
権
の
質
権
者
は
、
当
該
受
益
権
に
係
る
受
益
証
券
を
継
続
し
て
占
有
し
な
け
れ
ば
、
受
託
者
そ
の
他
の
第
三
者
に
対
抗
す
る
こ
と
が
で

き
な
い
（
同
法
二
〇
〇
条
一
項
）。
ま
た
、
受
益
証
券
発
行
信
託
で
あ
っ
て
、
特
定
の
内
容
の
受
益
権
に
つ
い
て
受
益
証
券
を
発
行
し
な
い

旨
を
定
め
た
場
合
に
は
、
質
権
者
の
氏
名
（
名
称
）
お
よ
び
住
所
を
受
益
権
原
簿
に
記
載
し
ま
た
は
記
録
す
る
こ
と
が
、
受
託
者
そ
の
他

第
三
者
に
対
す
る
対
抗
要
件
で
あ
る
（
同
条
二
項
）。
こ
の
よ
う
な
受
益
証
券
に
つ
い
て
は
、
証
券
の
権
利
者
の
指
定
方
法
に
係
る
性
質
上

の
分
類
と
し
て
、
記
名
証
券
と
無
記
名
証
券
の
双
方
が
認
め
ら
れ
て
い
る
（
同
法
二
〇
九
条
三
号
）。

以
下
に
、
一
般
の
信
託
に
お
け
る
受
益
権
と
受
益
証
券
発
行
信
託
に
お
け
る
受
益
権
に
つ
い
て
、
質
入
れ
お
よ
び
対
抗
要
件
の
観
点
か

ら
、
概
要
を
整
理
し
て
お
く
（
52
）

。

受
益
権
化
さ
れ
た
各
種
の
財
産
権
を
有
価
証
券
に
表
章
さ
せ
る
こ
と
は
、
そ
れ
に
よ
り
当
該
受
益
権
の
流
動
性
を
高
め
、
投
下
資
本
の

三
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受
益
権
化
さ
れ
た
財
産
権
の
担
保
と
受
益
権
質
権
の
効
力
（
長
谷
川
）

（
六
四
九
）

回
収
を
容
易
に
す
る
こ
と
を
可
能
と
す
る
。
そ
れ
を
認
め
た
の
が
受
益

証
券
発
行
信
託
に
関
す
る
信
託
法
の
規
定
で
あ
る
。
受
益
証
券
発
行
信

託
に
係
る
受
益
証
券
は
、
私
法
上
の
有
価
証
券
と
し
て
、
受
託
者
の
承

諾
不
要
で
流
通
が
可
能
と
な
り
、
ま
た
、
善
意
取
得
な
ど
の
効
果
（
商

法
五
一
九
条
、
小
切
手
法
二
一
条
）
も
認
め
ら
れ
る
。
ま
た
、
受
益
証
券

に
表
章
さ
れ
た
信
託
受
益
権
に
つ
い
て
は
、
振
替
制
度
を
利
用
す
る
こ

と
が
可
能
で
あ
る
（
社
債
・
株
式
等
振
替
法
第
六
章
の
二
）。
さ
ら
に
、
受

益
証
券
の
発
行
さ
れ
る
信
託
受
益
権
は
、
金
融
商
品
取
引
法
上
の
い
わ

ゆ
る
第
一
項
有
価
証
券
（
金
融
商
品
取
引
法
二
条
一
項
一
四
号
）
と
し
て

開
示
規
制
の
対
象
と
さ
れ
て
い
る
か
ら
、
当
該
受
益
証
券
を
取
得
し
よ

う
と
す
る
者
に
と
っ
て
は
事
前
に
十
分
な
情
報
を
得
る
こ
と
も
可
能
と

な
る
（
53
）

。

　

⑶  　

信
託
法
以
外
の
特
別
法
に
よ
る
信
託
受
益
権
に
対
す
る
質
権
設

定
信
託
受
益
権
に
対
す
る
質
権
設
定
に
つ
い
て
は
、
信
託
法
以
外
の
特

別
法
で
も
規
定
さ
れ
て
い
る
場
合
が
あ
る
の
で
、
そ
れ
ら
の
規
定
に
も

注
意
を
払
う
必
要
が
あ
る
。
以
下
、
貸
付
信
託
、
投
資
信
託
、
お
よ
び

【図表】

信託受益権の質入れ（信託法）

質入れの要件
対抗要件

受託者 その他第三者

一般の信託における受益権
当事者間の合意

（法96条参照）
明確な規定なし 明確な規定なし

受益証

券発行

信託に

おける

受益権

記名式受益証券に

係る受益権

当事者間の合意

＋受益証券の交

付（法199条）

受益証券の継続

占有（法200条

1 項）

受益証券の継続

占有（法200条

1 項）

記名式受益証券に

係る受益権
同上 同上 同上

法185条 2 項の定

めのある受益証券

に係る受益権

当事者間の合意

（一部不発行も

可能）

受益権原簿への

記載・記録（法

200条 2 項）

受益権原簿への

記載・記録（法

200条 2 項）

（注）　図表中の「法」は信託法を指す。
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日
本
法
学　

第
八
十
巻
第
二
号
（
二
〇
一
四
年
十
月
）

（
六
五
〇
）

特
的
目
的
信
託
の
受
益
権
に
係
る
受
益
証
券
を
中
心
に
見
て
行
く
こ
と
に
す
る
（
54
）

。

ア　

無
記
名
証
券
化
さ
れ
た
信
託
受
益
権
の
質
入
れ

信
託
契
約
に
基
づ
く
受
益
権
で
無
記
名
証
券
化
さ
れ
た
も
の
、
例
え
ば
、
前
述
の
貸
付
信
託
や
投
資
信
託
に
係
る
無
記
名
式
受
益
証
券

に
つ
い
て
は
、
譲
渡
す
る
の
に
証
書
の
交
付
を
要
す
る
証
券
的
債
権
を
質
権
の
目
的
と
す
る
に
は
証
書
の
交
付
を
要
す
る
と
し
た
民
法

三
六
三
条
に
基
づ
き
、
ま
た
、
特
別
法
に
よ
り
当
該
受
益
権
の
譲
渡
に
際
し
て
証
券
の
交
付
が
要
求
さ
れ
て
い
る
た
め
（
貸
付
信
託
法
八

条
一
項
、
投
信
法
六
条
二
項
、
五
〇
条
一
項
）、
受
益
権
質
権
の
設
定
に
あ
た
り
、
当
事
者
の
合
意
の
ほ
か
、
証
券
の
引
渡
し
が
必
要
と
な
る
。

こ
の
場
合
、
当
該
受
益
証
券
の
継
続
占
有
が
受
託
者
お
よ
び
そ
の
他
の
第
三
者
へ
の
対
抗
要
件
で
あ
る
（
貸
付
信
託
法
八
条
五
項
、
投
信
法

六
条
七
項
、
五
〇
条
四
項
）。

資
産
流
動
化
に
係
る
特
定
目
的
信
託
の
受
益
権
に
つ
い
て
も
、
貸
付
信
託
や
証
券
投
資
信
託
の
受
益
権
の
場
合
と
同
様
、
当
該
受
益
権

の
譲
渡
に
際
し
て
証
券
の
交
付
が
要
求
さ
れ
て
い
る
（
資
産
流
動
化
法
二
三
四
条
二
項
）。
従
っ
て
、
当
該
受
益
権
の
質
権
設
定
に
は
、
民
法

三
六
三
条
に
基
づ
き
、
受
益
証
券
の
引
渡
し
が
必
要
と
な
る
。
こ
の
場
合
の
対
抗
要
件
は
、
当
該
受
益
証
券
の
継
続
占
有
の
ほ
か
、
取
得

者
の
氏
名
（
名
称
）・
住
所
お
よ
び
受
益
権
の
種
類
を
権
利
者
名
簿
に
記
載
す
る
こ
と
が
受
託
者
そ
の
他
の
第
三
者
へ
の
対
抗
要
件
で
あ

る
（
同
法
二
三
五
条
一
項
、
二
三
九
条
）。

イ　

記
名
証
券
化
さ
れ
た
信
託
受
益
権
の
質
入
れ

貸
付
信
託
や
投
資
信
託
、
特
的
目
的
信
託
の
受
益
権
に
係
る
受
益
証
券
は
、
無
記
名
式
を
原
則
と
す
る
が
、
権
利
者
の
請
求
に
よ
り
記

名
式
と
す
る
こ
と
も
可
能
で
あ
る
（
貸
付
信
託
法
八
条
二
項
、
投
信
法
六
条
四
項
、
五
〇
条
三
項
、
資
産
流
動
化
法
二
三
四
条
三
項
）。
記
名
式
の

受
益
証
券
に
係
る
受
益
権
は
指
名
債
権
と
解
さ
れ
る
か
ら
、
こ
れ
を
担
保
取
得
す
る
場
合
に
は
、
通
常
の
権
利
質
の
手
続
に
準
じ
て
処
理
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受
益
権
化
さ
れ
た
財
産
権
の
担
保
と
受
益
権
質
権
の
効
力
（
長
谷
川
）

（
六
五
一
）

さ
れ
る
こ
と
に
な
る
（
貸
付
信
託
法
八
条
一
項
、
投
資
信
託
・
投
資
法
人
法
六
条
二
項
、
五
〇
条
三
項
、
資
産
流
動
化
法
二
三
四
条
三
項
）。
こ
の
場

合
の
対
抗
要
件
は
、
指
名
債
権
の
場
合
と
同
様
、
質
権
設
定
者
に
よ
る
受
託
者
へ
の
通
知
ま
た
は
受
託
者
の
承
諾
が
受
託
者
お
よ
び
そ
の

他
の
第
三
者
に
対
す
る
対
抗
要
件
と
さ
れ
て
い
る
（
貸
付
信
託
法
八
条
五
項
、
投
信
法
六
条
七
項
、
五
〇
条
四
項
）。
特
定
目
的
信
託
に
係
る
記

名
式
の
受
益
証
券
に
あ
っ
て
は
、
当
該
受
益
証
券
の
継
続
占
有
の
ほ
か
、
取
得
者
の
氏
名
（
名
称
）・
住
所
お
よ
び
受
益
権
の
種
類
を
権

利
者
名
簿
に
記
載
す
る
こ
と
が
受
託
者
そ
の
他
の
第
三
者
に
対
す
る
対
抗
で
あ
る
（
資
産
流
動
化
法
二
三
五
条
一
項
・
二
項
）。

3　

実
務
上
の
取
扱
い

一
般
に
、
実
務
で
は
、
金
銭
信
託
に
係
る
受
益
権
を
担
保
と
し
て
取
得
す
る
場
合
、「
金
銭
信
託
証
書
」
と
と
も
に
、「
担
保
差
入
証
」

を
作
成
す
る
の
が
慣
行
で
あ
る
（
55
）

。
担
保
差
入
証
は
、
質
権
設
定
契
約
の
内
容
を
文
書
化
し
た
も
の
で
、
後
日
の
紛
争
を
回
避
す
る
た
め
の

証
拠
と
な
る
も
の
で
あ
る
。
質
権
者
自
身
に
対
す
る
債
権
の
質
入
れ
の
場
合
に
は
、
質
権
者
と
第
三
者
債
務
者
は
同
一
人
と
な
る
の
で
、

担
保
差
入
証
は
、
質
権
設
定
者
か
ら
の
通
知
ま
た
は
第
三
債
務
者
に
よ
る
承
諾
と
い
う
意
味
を
も
っ
て
い
る
。
こ
の
場
合
、
判
例
・
学
説

に
よ
れ
ば
、
第
三
債
務
者
に
対
す
る
対
抗
要
件
（
民
法
三
六
四
条
、
四
六
七
条
一
項
）
を
具
備
す
る
た
め
に
、
あ
ら
た
め
て
質
権
設
定
者
か

ら
の
通
知
ま
た
は
第
三
債
務
者
に
よ
る
承
諾
は
必
要
で
は
な
い
と
解
さ
れ
て
い
る
（
56
）

。

ま
た
、
実
務
で
は
、
上
記
の
担
保
差
入
証
の
ほ
か
に
も
、
質
権
設
定
者
お
よ
び
質
権
者
が
「
質
入
承
諾
依
頼
書
」
に
連
署
の
う
え
、
受

託
者
に
対
し
て
質
入
れ
の
承
諾
を
求
め
、「
質
権
設
定
承
諾
書
」
に
受
託
者
の
承
諾
印
の
押
印
を
受
け
て
、
こ
れ
に
確
定
日
付
を
徴
求
す

る
こ
と
が
慣
行
と
さ
れ
て
い
る
（
57
）

。
こ
れ
は
、
第
三
債
務
者
以
外
の
第
三
者
に
対
す
る
対
抗
要
件
（
民
法
四
六
七
条
二
項
）
を
具
備
す
る
と
と

も
に
、
受
益
権
の
質
入
れ
禁
止
の
特
約
を
解
除
す
る
意
味
を
も
っ
て
い
る
。
例
え
ば
、
貸
付
信
託
を
代
表
と
す
る
指
定
金
銭
信
託
の
約
款

三
九
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日
本
法
学　

第
八
十
巻
第
二
号
（
二
〇
一
四
年
十
月
）

（
六
五
二
）

に
は
、
通
常
、「
受
益
権
は
、
受
託
者
の
承
諾
が
な
け
れ
ば
譲
渡
ま
た
は
質
入
れ
す
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。」
と
い
う
規
定
が
あ
り
、
当

該
受
益
権
に
質
権
を
設
定
す
る
と
き
は
、
こ
の
禁
止
特
約
を
解
除
す
る
必
要
が
あ
る
（
58
）

。
こ
の
禁
止
特
約
を
知
ら
な
い
（
善
意
）
で
質
権
を

設
定
し
た
場
合
に
は
、
特
約
を
も
っ
て
対
抗
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
が
（
民
法
四
六
六
条
二
項
）、
金
融
機
関
の
よ
う
な
債
権
者
が
当
該
受
益

権
に
質
権
を
取
得
す
る
と
き
は
善
意
を
主
張
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
か
ら
、
そ
の
禁
止
特
約
を
解
除
す
る
意
味
で
、
質
権
設
定
承
諾
書
を

徴
求
す
る
こ
と
が
必
要
と
さ
れ
る
（
59
）

。

な
お
、
金
銭
信
託
に
係
る
受
益
権
を
担
保
取
得
す
る
際
、
実
務
で
は
、
信
託
金
に
つ
き
「
代
理
受
領
の
委
任
状
」
を
併
せ
て
徴
求
す
る

の
が
、
通
常
の
取
扱
い
と
さ
れ
て
い
る
（
60
）

。
こ
れ
は
、
後
日
の
質
権
実
行
に
備
え
て
、
質
権
者
と
し
て
直
接
に
信
託
金
の
取
立
て
を
可
能
と

す
る
た
め
で
あ
る
（
民
法
三
六
六
条
一
項
）。
こ
の
場
合
、
取
り
立
て
得
る
債
権
の
範
囲
は
、
被
担
保
債
権
額
の
範
囲
に
限
定
さ
れ
、
か
つ
、

そ
の
債
権
額
を
質
権
者
の
側
で
挙
証
す
る
必
要
が
あ
る
（
同
条
二
項
）。

四　

受
益
権
質
権
の
効
力
│
債
権
質
の
拘
束
力
と
優
先
弁
済
権
の
及
ぶ
範
囲

1　

受
益
権
質
権
の
効
力

受
益
権
質
権
の
効
力
に
つ
い
て
は
、
信
託
法
そ
の
他
の
法
律
に
特
別
の
定
め
が
あ
る
場
合
を
除
き
、
民
法
上
の
権
利
質
に
関
す
る
一
般

原
則
に
従
う
こ
と
に
な
る
（
61
）

。
前
述
の
よ
う
に
、
民
法
は
、
財
産
権
を
目
的
と
す
る
質
権
の
設
定
（
権
利
質
）
が
可
能
で
あ
る
こ
と
を
認
め

（
民
法
三
六
二
条
）、
こ
の
こ
と
を
前
提
に
、
指
名
債
権
と
指
図
債
権
に
つ
い
て
要
物
契
約
性
と
対
抗
要
件
に
関
す
る
規
定
を
設
け
て
い
る

が
（
同
法
三
六
三
条
〜
三
六
六
条
）、
こ
れ
以
外
の
事
項
に
つ
い
て
は
、
そ
の
性
質
に
反
し
な
い
限
り
、
質
権
に
関
す
る
総
則
、
動
産
質
、

不
動
産
質
に
関
す
る
規
定
を
準
用
す
る
も
の
と
し
て
い
る
（
民
法
三
六
二
条
二
項
）。

三
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受
益
権
化
さ
れ
た
財
産
権
の
担
保
と
受
益
権
質
権
の
効
力
（
長
谷
川
）

（
六
五
三
）

上
記
の
質
権
に
関
す
る
民
法
の
規
定
お
よ
び
そ
の
趣
旨
に
照
ら
せ
ば
、
目
的
物
の
譲
渡
性
の
要
件
（
同
法
三
四
三
条
）、
被
担
保
債
権
の

範
囲
（
同
法
三
四
六
条
）、
転
質
（
同
法
三
四
八
条
）、
流
質
契
約
の
禁
止
（
同
法
三
四
九
条
）
は
、
権
利
質
に
お
い
て
も
準
用
さ
れ
る
。
こ
れ

に
対
し
、
目
的
物
の
占
有
お
よ
び
そ
の
用
益
に
関
す
る
点
（
同
法
三
四
四
条
、
三
四
五
条
、
三
五
〇
条
・
二
九
七
条
〜
二
九
九
条
）
に
つ
い
て
は
、

有
体
物
で
な
い
観
念
的
な
存
在
で
あ
る
権
利
の
性
質
上
、
権
利
質
は
他
の
質
と
区
別
し
て
取
り
扱
わ
れ
る
（
62
）

。

質
権
の
排
他
的
支
配
と
い
う
点
か
ら
み
る
と
、
質
権
設
定
者
は
質
権
の
内
容
に
不
利
な
変
更
は
で
き
な
い
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
金

融
機
関
の
質
権
設
定
契
約
書
に
は
、
被
担
保
債
権
の
弁
済
期
の
到
来
の
有
無
に
か
か
わ
ら
ず
、
質
入
債
権
を
取
り
立
て
て
弁
済
に
充
当
で

き
る
旨
の
文
言
が
記
載
さ
れ
て
い
る
場
合
が
多
い
。
こ
の
点
、
学
説
は
、
金
融
機
関
が
貸
付
金
の
担
保
と
し
て
債
務
者
が
保
有
す
る
債
権

に
質
権
を
設
定
し
た
場
合
、
債
権
の
質
入
れ
は
債
権
が
差
押
え
を
受
け
た
場
合
に
匹
敵
す
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
民
法
四
八
一
条
を
類
推

適
用
し
、
質
権
の
効
力
と
し
て
は
差
押
え
と
同
様
の
効
果
が
生
じ
、
質
入
債
権
の
債
務
者
が
行
う
利
益
配
当
や
元
本
交
付
は
こ
れ
を
も
っ

て
質
権
者
に
対
抗
で
き
な
い
と
解
し
て
い
る
（
63
）

。
ま
た
、
学
説
は
、
同
様
の
見
地
か
ら
、
質
入
債
権
の
債
権
者
（
質
権
設
定
者
）
に
は
当
該

債
権
の
担
保
価
値
を
維
持
す
べ
き
義
務
が
あ
る
こ
と
な
ど
を
理
由
に
、
質
権
設
定
者
が
質
入
債
権
を
消
滅
・
変
更
さ
せ
る
一
切
の
行
為
は

質
権
者
に
対
抗
で
き
な
い
こ
と
を
説
く
も
の
が
あ
る
（
64
）

。

こ
の
よ
う
な
債
権
質
の
拘
束
力
は
、
判
例
に
お
い
て
も
承
認
さ
れ
て
い
る
。
判
例
は
、
債
権
が
質
権
の
目
的
と
さ
れ
た
場
合
、
質
入
債

権
に
つ
い
て
は
原
則
と
し
て
質
権
者
が
取
立
権
を
有
す
る
こ
と
か
ら
（
民
法
三
六
七
条
）、
質
権
設
定
者
は
、
質
権
者
の
同
意
が
あ
る
な
ど

の
特
段
の
事
情
の
な
い
限
り
、
質
権
者
の
取
立
権
の
行
使
に
重
大
な
影
響
を
及
ぼ
す
行
為
は
で
き
な
い
と
し
て
い
る
（
65
）

。
ま
た
、
判
例
は
、

不
動
産
賃
貸
借
に
お
け
る
条
件
付
き
債
権
と
し
て
の
敷
金
返
還
請
求
権
に
質
権
を
設
定
し
た
場
合
に
お
い
て
、
質
権
設
定
者
で
あ
る
賃
借

人
が
正
当
な
理
由
に
基
づ
か
ず
に
賃
貸
人
に
対
し
未
払
債
務
を
生
じ
さ
せ
て
敷
金
返
還
請
求
権
の
発
生
を
阻
害
す
る
こ
と
は
、
質
権
者
に

三
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日
本
法
学　

第
八
十
巻
第
二
号
（
二
〇
一
四
年
十
月
）

（
六
五
四
）

対
す
る
担
保
価
値
維
持
義
務
に
違
反
す
る
と
し
て
い
る
（
66
）

。

2　

信
託
法
に
よ
る
受
益
権
質
権
の
効
力

信
託
法
に
は
、
信
託
受
益
権
に
対
し
て
設
定
さ
れ
た
質
権
の
効
力
に
つ
い
て
、
優
先
弁
済
に
関
す
る
規
定
（
信
託
法
九
八
条
）
が
置
か

れ
て
い
る
。
信
託
法
に
よ
れ
ば
、
受
益
権
に
質
権
を
設
定
し
た
者
は
、
受
益
者
が
受
託
者
か
ら
信
託
財
産
に
係
る
給
付
と
し
て
受
け
た
金

銭
そ
の
他
の
財
産
（
こ
れ
に
は
、
受
益
権
取
得
請
求
権
と
し
て
受
益
者
が
受
け
取
る
金
銭
、
信
託
の
変
更
に
よ
る
受
益
者
の
併
合
・
分
割
に
よ
っ
て
受

益
者
が
受
け
取
る
金
銭
、
信
託
の
併
合
・
分
割
に
よ
っ
て
受
益
者
が
受
け
取
る
金
銭
の
ほ
か
、
受
益
者
が
当
該
受
益
権
に
代
わ
る
も
の
と
し
て
受
け
る
金

銭
な
ど
が
含
ま
れ
る
）
の
う
ち
、
金
銭
に
つ
い
て
は
こ
れ
を
受
領
し
、
他
の
債
権
者
に
先
だ
っ
て
自
己
の
債
権
の
弁
済
に
充
当
す
る
こ
と
が

認
め
ら
れ
て
い
る
（
信
託
法
九
八
条
一
項
）。
信
託
の
収
益
は
、
信
託
契
約
で
定
め
ら
れ
た
信
託
計
算
期
日
に
お
い
て
算
出
さ
れ
、
金
額
が

確
定
す
る
の
で
、
受
益
権
質
権
の
設
定
ま
で
に
信
託
計
算
期
日
が
到
来
し
て
い
る
収
益
請
求
権
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
に
受
益
権
質
権
の
効

力
は
及
ば
な
い
。

た
だ
、
信
託
契
約
に
お
い
て
、
予
定
配
当
率
が
定
め
ら
れ
、
元
本
補
て
ん
の
特
約
が
あ
る
合
同
運
用
指
定
金
銭
信
託
に
つ
い
て
は
、
信

託
計
算
期
日
の
到
来
の
有
無
に
か
か
わ
ら
ず
、
受
益
権
質
権
設
定
日
以
降
の
期
間
に
相
当
す
る
収
益
部
分
に
つ
い
て
日
割
計
算
を
も
っ
て

受
益
権
質
権
の
効
力
が
及
ぶ
も
の
と
解
さ
れ
る
（
67
）

。
受
益
権
質
権
に
よ
っ
て
担
保
さ
れ
る
債
権
の
弁
済
期
が
到
来
し
て
い
な
い
と
き
は
、
受

益
権
に
質
権
を
設
定
し
た
者
は
受
託
者
に
金
銭
そ
の
他
の
財
産
に
相
当
す
る
金
額
を
供
託
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
（
信
託
法
九
八
条
二
項
）。

こ
の
場
合
、
受
益
権
質
権
は
、
そ
の
供
託
金
に
つ
い
て
存
在
す
る
こ
と
に
な
る
。

以
上
の
優
先
弁
済
権
の
ほ
か
に
は
、
信
託
法
に
は
、
受
益
権
質
権
の
効
力
に
つ
い
て
と
く
に
言
及
す
る
と
こ
ろ
は
な
い
。
従
っ
て
、
受

三
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受
益
権
化
さ
れ
た
財
産
権
の
担
保
と
受
益
権
質
権
の
効
力
（
長
谷
川
）

（
六
五
五
）

益
権
質
権
の
効
力
に
つ
い
て
は
、
基
本
的
に
は
上
記
の
権
利
質
一
般
の
場
合
と
同
様
に
考
え
る
こ
と
に
な
ろ
う
。
前
述
の
学
説
お
よ
び
判

例
の
考
え
方
に
従
う
な
ら
ば
、
受
益
権
質
権
の
効
力
と
し
て
、
受
託
者
か
ら
質
権
設
定
者
た
る
受
益
者
に
対
す
る
信
託
の
収
益
の
支
払
い

や
元
本
の
交
付
は
、
原
則
と
し
て
受
益
権
質
権
者
に
対
抗
で
き
な
い
と
解
さ
れ
る
。
ま
た
、
信
託
財
産
の
経
済
的
価
値
に
直
接
影
響
を
与

え
る
よ
う
な
受
益
者
の
権
利
、
例
え
ば
、
信
託
の
変
更
等
を
裁
判
所
に
申
し
立
て
る
権
利
（
同
法
一
五
〇
条
、
九
二
条
一
号
）
に
つ
い
て
は
、

受
益
権
質
権
の
効
力
が
及
ぶ
と
解
し
た
う
え
で
、
質
権
者
に
よ
る
権
利
行
使
の
具
体
的
な
あ
り
方
を
検
討
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
。
受

益
証
券
発
行
信
託
に
つ
い
て
は
、
信
託
行
為
の
定
め
に
よ
る
受
益
者
の
権
利
行
使
の
制
限
の
禁
止
を
定
め
た
信
託
法
九
二
条
の
規
定
に
か

か
わ
ら
ず
、
一
定
の
要
件
の
下
に
受
益
者
の
権
利
行
使
を
制
限
す
る
信
託
行
為
の
定
め
を
設
け
る
こ
と
が
で
き
る
と
さ
れ
て
い
る
の
で

（
同
法
二
三
〇
条
）、
そ
の
範
囲
内
で
あ
れ
ば
、
信
託
財
産
の
経
済
的
価
値
に
直
接
影
響
を
与
え
る
よ
う
な
受
益
者
の
権
利
と
い
う
観
点
か

ら
、
神
格
受
益
権
に
対
す
る
制
限
も
可
能
と
解
さ
れ
る
（
68
）

。

と
こ
ろ
で
、
受
益
者
の
権
利
で
は
な
い
が
、
委
託
者
か
ら
付
与
さ
れ
た
信
託
財
産
の
管
理
・
処
分
な
ど
の
方
法
を
指
定
す
る
指
図
権
に

つ
い
て
も
、
受
益
権
質
権
の
効
力
が
及
ぶ
か
ど
う
か
を
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
。
信
託
は
、
信
託
財
産
の
帰
属
主
体
で
あ
る
受
託
者
が
信

託
目
的
に
従
い
、
信
託
財
産
の
管
理
・
運
用
ま
た
は
処
分
、
そ
の
他
信
託
の
目
的
の
達
成
の
た
め
に
必
要
な
行
為
を
す
る
こ
と
を
内
容
と

す
る
法
律
制
度
で
あ
る
が
、
委
託
者
の
ニ
ー
ズ
が
複
雑
化
・
高
度
化
し
、
こ
れ
に
対
応
す
る
た
め
に
、
受
託
者
以
外
の
者
に
信
託
事
務
を

処
理
さ
せ
る
こ
と
が
あ
る
。
例
え
ば
、
前
述
の
特
定
金
銭
信
託
に
お
い
て
、
委
託
者
と
投
資
一
任
契
約
を
締
結
し
た
投
資
顧
問
会
社
が
信

託
財
産
の
運
用
を
指
図
す
る
よ
う
な
場
合
（
投
資
顧
問
付
特
定
金
銭
信
託
）
が
そ
れ
で
あ
る
。
指
図
権
者
が
、
い
か
な
る
場
合
に
、
ど
の
よ

う
な
義
務
を
負
う
か
は
、
重
要
な
問
題
で
あ
る
に
も
関
わ
ら
ず
、
信
託
業
法
に
お
い
て
指
図
権
者
の
忠
実
義
務
（
信
託
業
法
六
五
条
）
お
よ

び
行
為
準
則
（
同
法
六
六
条
）
が
定
め
ら
れ
る
の
み
で
、
信
託
法
自
体
に
は
指
図
に
関
す
る
規
定
は
存
在
し
な
い
（
69
）

。三
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本
法
学　

第
八
十
巻
第
二
号
（
二
〇
一
四
年
十
月
）

（
六
五
六
）

委
託
者
は
、
一
般
に
、
信
託
事
務
の
遂
行
方
法
や
信
託
財
産
の
管
理
・
処
分
に
係
る
受
託
者
の
裁
量
権
の
範
囲
や
裁
量
権
行
使
の
手
続

に
つ
い
て
、
信
託
行
為
で
任
意
に
定
め
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。
こ
の
場
合
、
通
説
的
見
解
は
、
指
図
権
者
が
選
任
さ
れ
て
い
た
と
し
て

も
、
受
託
者
の
財
産
管
理
に
関
す
る
排
他
的
な
権
原
は
妨
げ
ら
れ
ず
、
受
託
者
は
そ
の
指
図
に
従
う
義
務
は
な
い
と
解
さ
れ
て
い
る
（
70
）

。
こ

の
よ
う
な
見
解
に
従
え
ば
、
受
託
者
が
指
図
権
者
の
指
図
に
従
っ
て
信
託
事
務
の
処
理
を
し
た
か
ら
と
い
っ
て
、
当
然
に
対
外
的
な
責
任

を
免
れ
る
こ
と
に
は
な
ら
な
い
（
71
）

。
ま
た
、
指
図
権
行
使
の
結
果
が
受
託
者
そ
の
他
第
三
者
に
影
響
を
及
ぼ
す
場
合
に
は
、
信
託
行
為
の
解

釈
と
し
て
、
指
図
権
者
は
受
益
者
に
対
し
て
信
認
義
務
（
善
管
注
意
義
務
・
忠
実
義
務
）
を
負
っ
て
い
る
と
解
す
る
見
解
も
あ
る
（
72
）

。
こ
の
こ

と
か
ら
、
指
図
権
は
、
受
益
権
と
は
ま
っ
た
く
別
の
権
利
で
あ
っ
て
、
受
益
権
質
権
の
効
力
は
及
ば
な
い
と
い
う
考
え
方
も
あ
り
得
る
（
73
）

。

し
か
し
、
指
図
権
は
、
そ
の
行
使
に
よ
り
受
益
権
を
構
成
す
る
信
託
財
産
の
経
済
的
な
価
値
に
直
接
影
響
を
与
え
得
る
権
利
で
あ
る
か
ら
、

受
益
権
の
経
済
的
価
値
を
形
成
す
る
も
の
と
し
て
、
受
益
権
質
権
の
効
力
が
指
図
権
に
も
及
ぶ
と
解
す
る
の
が
妥
当
で
あ
る
よ
う
に
思
わ

れ
る
（
74
）

。
こ
の
場
合
、
理
論
構
成
と
し
て
は
、
指
図
権
は
受
益
権
に
対
す
る
従
た
る
権
利
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
、
受
益
権
質
権
の
設
定
と

い
う
受
益
権
の
処
分
に
従
い
（
民
法
八
七
条
二
項
）、
指
図
権
も
ま
た
質
権
の
排
他
的
支
配
に
服
す
る
と
考
え
る
こ
と
も
で
き
よ
う
。

こ
の
指
図
権
に
対
す
る
受
益
権
質
権
の
効
力
に
関
連
し
て
、
株
式
を
信
託
譲
渡
し
、
そ
の
結
果
生
じ
た
信
託
受
益
権
を
質
権
の
目
的
と

し
た
場
合
に
、
受
益
権
質
権
の
効
力
が
株
主
ま
た
は
株
主
か
ら
権
限
を
委
譲
さ
れ
た
受
託
者
も
し
く
は
第
三
者
の
議
決
権
行
使
に
影
響
を

及
ぼ
す
か
ど
う
か
と
い
う
問
題
が
あ
る
。
株
式
を
質
入
れ
し
た
場
合
に
つ
い
て
は
、
質
権
は
担
保
対
象
物
の
交
換
価
値
を
把
握
す
る
に
と

ど
ま
る
か
ら
と
い
う
理
由
で
、
質
権
設
定
者
で
あ
る
株
主
の
議
決
権
行
使
は
そ
れ
に
よ
っ
て
影
響
を
受
け
る
こ
と
は
な
い
と
解
さ
れ
て
い

る
（
75
）

。
こ
の
点
に
つ
い
て
、
と
く
に
異
論
は
な
い
が
、
近
年
、
わ
が
国
で
は
、
信
託
の
仕
組
み
を
利
用
す
る
こ
と
で
、
株
式
の
議
決
権
と
経

済
的
な
持
分
権
と
を
分
離
し
、
両
者
を
異
な
る
権
利
主
体
に
帰
属
さ
せ
よ
う
と
す
る
動
き
が
あ
る
こ
と
に
は
、
留
意
が
必
要
で
あ
る
。
そ

三
九
八



受
益
権
化
さ
れ
た
財
産
権
の
担
保
と
受
益
権
質
権
の
効
力
（
長
谷
川
）

（
六
五
七
）

の
一
つ
が
、
事
業
承
継
信
託
と
い
わ
れ
る
も
の
で
あ
る
（
76
）

。
事
業
承
継
信
託
は
、
わ
が
国
の
中
小
企
業
が
直
面
す
る
事
業
承
継
な
ど
の
問
題

を
解
決
す
る
た
め
の
必
要
性
に
応
じ
て
考
案
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
（
委
託
者
で
あ
る
オ
ー
ナ
ー
経
営
者
に
と
っ
て
は
、
相
続
を
原
因
と
す
る
遺
産

の
分
割
に
際
し
て
、
株
式
の
分
散
を
防
ぎ
、
事
業
の
後
継
者
に
株
式
の
議
決
権
を
承
継
さ
せ
、
安
定
的
な
事
業
承
継
を
可
能
と
す
る
と
い
う
利
点
が
あ
る
）

が
、
会
社
法
の
観
点
か
ら
は
問
題
が
な
い
と
は
言
い
切
れ
な
い
（
77
）

。

ま
た
、
こ
の
事
業
承
継
信
託
に
お
い
て
、
信
託
契
約
の
定
め
に
よ
り
、
信
託
財
産
で
あ
る
株
式
の
議
決
権
行
使
を
指
図
す
る
権
限
を
有

す
る
者
を
置
き
、
こ
の
者
の
指
図
を
通
じ
て
議
決
権
を
行
使
す
る
場
合
が
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
場
合
、
質
権
は
担
保
目
的
物
の
交
換
価
値

を
把
握
す
る
も
の
に
す
ぎ
な
い
と
し
て
、
受
益
権
質
権
の
効
力
は
指
図
権
者
の
議
決
権
行
使
に
何
ら
影
響
を
及
ぼ
す
も
の
で
は
な
い
と
い

え
る
か
ど
う
か
で
あ
る
。
信
託
財
産
の
管
理
・
処
分
な
ど
の
方
法
を
指
定
す
る
指
図
権
は
、
受
益
権
の
経
済
的
価
値
の
基
礎
を
な
す
信
託

財
産
に
対
し
て
重
大
な
影
響
を
与
え
る
も
の
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
質
権
の
排
他
的
支
配
を
根
拠
に
、
指
図
権
に
対
し
て
受
益
権
質
権
の
拘

束
力
が
及
ぶ
と
解
し
た
う
え
で
、
受
益
権
質
権
者
に
よ
る
権
利
行
使
の
あ
り
方
を
検
討
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

3　

受
益
権
質
権
の
実
行
と
優
先
弁
済

前
述
し
た
よ
う
に
、
債
権
質
の
実
行
方
法
と
し
て
、
民
法
は
、
質
権
者
が
民
事
執
行
法
一
九
三
条
に
定
め
る
担
保
権
実
行
の
手
続
を
取

り
、
債
権
差
押
え
の
発
令
を
経
た
う
え
で
、
第
三
債
務
者
に
対
し
て
直
接
に
取
立
て
を
な
す
か
、
転
付
命
令
を
取
得
し
て
回
収
を
図
る
方

法
、
あ
る
い
は
、
民
法
三
六
六
条
に
従
い
、
質
権
者
が
第
三
債
務
者
に
対
し
て
直
接
に
取
立
て
を
な
す
方
法
が
あ
る
。
信
託
受
益
権
は
、

単
な
る
債
権
で
は
な
く
、
収
益
配
当
や
元
本
交
付
を
請
求
で
き
る
権
利
で
あ
り
、
ま
た
、
共
益
権
的
な
権
利
の
総
体
と
い
う
べ
き
も
の
で

あ
る
が
、
基
本
的
に
は
債
権
の
性
質
を
有
す
る
も
の
と
い
え
る
。
従
っ
て
、
受
益
権
質
権
の
実
行
方
法
と
し
て
も
、
民
法
が
定
め
る
権
利

三
九
九
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本
法
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十
巻
第
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二
〇
一
四
年
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月
）

（
六
五
八
）

質
の
実
行
方
法
に
即
し
て
、
直
接
取
立
て
（
民
法
三
六
七
条
一
項
）
と
民
事
執
行
法
に
定
め
る
方
法
（
民
事
執
行
法
一
九
三
条
）
の
二
の
方
法

が
認
め
ら
れ
る
と
い
え
よ
う
。

受
益
権
質
権
者
に
よ
る
直
接
の
取
立
て
は
、
受
益
権
質
権
者
が
受
託
者
か
ら
弁
済
期
が
到
来
し
て
い
る
収
益
を
直
接
受
領
し
、
こ
れ
を

弁
済
期
の
到
来
し
た
被
担
保
債
権
に
充
当
す
る
こ
と
に
な
る
。
契
約
終
了
時
に
際
し
て
元
本
の
交
付
を
求
め
る
場
合
に
は
、
信
託
財
産
か

ら
債
務
を
控
除
し
た
残
余
財
産
に
つ
い
て
、
こ
れ
を
自
己
に
引
き
渡
す
こ
と
を
受
益
権
質
権
者
は
請
求
す
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
場
合
、

受
益
者
に
対
し
て
交
付
さ
れ
る
残
余
財
産
が
不
動
産
で
あ
れ
ば
、
受
益
権
質
権
は
当
該
不
動
産
の
上
に
存
続
す
る
こ
と
に
な
る
（
民
法

三
六
六
条
四
項
）。

信
託
財
産
が
金
銭
債
権
の
場
合
に
、
受
益
権
質
権
の
被
担
保
債
権
の
弁
済
期
が
到
来
す
る
前
に
、
何
ら
か
の
理
由
に
よ
り
信
託
が
終
了

し
（
信
託
法
一
六
三
条
各
号
）、
当
該
金
銭
債
権
が
受
益
者
に
交
付
さ
れ
る
よ
う
な
と
き
、
受
益
権
質
権
者
は
当
該
金
銭
債
権
に
対
し
て
質

権
を
有
す
る
こ
と
に
な
る
が
、
第
三
者
と
の
関
係
で
は
、
前
述
の
信
託
受
益
権
の
性
質
に
従
っ
た
対
抗
要
件
の
具
備
（
確
定
日
付
の
あ
る
通

知
・
承
諾
、
ま
た
は
受
益
証
券
の
継
続
占
有
も
し
く
は
受
益
権
原
簿
へ
の
記
載
・
登
録
）
が
必
要
と
な
る
。

一
方
、
受
益
権
質
権
者
が
質
権
に
基
づ
き
強
制
執
行
を
す
る
場
合
に
は
、
債
権
執
行
の
方
法
に
よ
る
（
民
事
執
行
法
一
九
三
条
）。
債
権

執
行
の
方
法
と
し
て
は
、
信
託
財
産
の
種
類
・
性
質
や
元
本
交
付
の
内
容
に
応
じ
て
、
転
付
命
令
（
民
事
執
行
法
一
五
九
条
）、
売
却
命
令

（
同
法
一
六
一
条
）
な
ど
に
よ
る
こ
と
に
な
る
。
無
記
名
証
券
化
し
て
い
る
受
益
権
に
つ
い
て
は
、
動
産
競
売
（
民
事
執
行
法
一
九
〇
条
）
に

よ
る
ほ
か
、
簡
易
な
質
権
の
実
行
（
民
法
三
五
四
条
）
が
認
め
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
ほ
か
、
受
益
権
質
権
者
は
、
当
該
受
益
権
を
任
意
処

分
し
て
被
担
保
債
権
の
弁
済
に
充
て
る
こ
と
も
可
能
で
あ
る
。
当
事
者
間
の
約
定
で
、
受
益
権
質
権
の
被
担
保
債
権
は
商
事
債
権
で
あ
る

こ
と
が
通
常
で
あ
る
の
で
、
質
権
設
定
契
約
の
段
階
で
予
め
流
質
の
特
約
を
し
て
お
く
こ
と
に
よ
り
、
弁
済
期
到
来
後
、
信
託
受
益
権
の

四
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受
益
権
化
さ
れ
た
財
産
権
の
担
保
と
受
益
権
質
権
の
効
力
（
長
谷
川
）

（
六
五
九
）

取
得
ま
た
は
処
分
を
行
う
こ
と
も
認
め
ら
れ
る
（
商
法
五
一
五
条
）。

五　

結　

語

本
稿
は
、
こ
れ
ま
で
必
ず
し
も
十
分
な
研
究
が
な
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
受
益
権
質
権
を
取
り
上
げ
、
信
託
受
益
権
に
対
し
て
設
定
さ
れ

た
質
権
（
受
益
権
質
権
）
を
念
頭
に
お
い
て
、
質
入
れ
の
方
法
お
よ
び
対
抗
要
件
、
受
益
権
質
権
の
効
力
、
そ
の
実
行
方
法
を
検
討
し
た

も
の
で
あ
る
。
信
託
は
、
設
定
さ
れ
る
信
託
目
的
に
応
じ
て
財
産
を
様
々
な
形
に
変
え
な
が
ら
組
成
し
う
る
柔
軟
な
仕
組
み
を
提
供
し
う

る
と
こ
ろ
に
、
そ
の
特
性
を
有
し
て
い
る
。
信
託
受
益
権
は
、
そ
の
よ
う
な
信
託
の
転
換
機
能
に
基
づ
き
、
当
初
の
委
託
者
の
有
す
る
財

産
権
が
受
益
権
化
さ
れ
た
結
果
、
信
託
財
産
（
ま
た
は
そ
の
管
理
者
と
し
て
の
受
託
者
）
に
対
す
る
権
利
と
し
て
、
受
益
者
に
認
め
ら
れ
る

信
託
の
利
益
を
享
受
す
る
一
切
の
権
利
を
包
摂
す
る
概
念
で
あ
る
。
こ
の
信
託
受
益
権
に
対
す
る
質
権
設
定
は
、
民
法
上
の
質
権
設
定
に

関
す
る
一
般
的
規
律
に
従
う
ほ
か
、
受
益
証
券
に
表
章
さ
れ
た
信
託
受
益
権
に
つ
い
て
は
、
有
価
証
券
で
あ
る
当
該
受
益
証
券
が
ど
の
よ

う
な
性
質
を
有
す
る
か
に
よ
り
、
証
券
的
債
権
の
区
分
に
従
い
、
質
権
設
定
の
効
力
発
生
要
件
と
受
託
者
そ
の
他
第
三
者
に
対
す
る
対
抗

要
件
が
決
ま
る
が
、
信
託
法
お
よ
び
そ
の
他
の
特
別
法
と
民
法
と
の
関
係
は
必
ず
し
も
一
義
的
で
は
な
く
、
複
雑
で
あ
る
。
本
稿
の
研
究

成
果
は
、
ま
ず
、
こ
の
点
を
明
ら
か
に
し
、
整
理
す
る
こ
と
が
で
き
た
点
に
あ
る
と
い
え
る
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。

今
日
、
資
産
の
流
動
化
・
証
券
化
取
引
は
も
と
よ
り
、
様
々
な
財
産
の
受
け
皿
と
し
て
信
託
が
利
用
さ
れ
、
受
益
権
化
の
機
能
を
通
じ

て
財
産
権
の
多
様
化
が
さ
ら
に
進
む
こ
と
が
予
想
さ
れ
る
。
と
り
わ
け
、
信
託
は
、
今
日
、
資
産
の
流
動
化
・
証
券
化
に
お
い
て
必
須
の

ツ
ー
ル
と
し
て
使
用
さ
れ
、
そ
れ
が
作
り
出
す
信
託
受
益
権
は
重
要
な
役
割
を
果
た
し
て
い
る
。
信
託
受
益
権
に
対
す
る
質
権
設
定
、
す

な
わ
ち
、
受
益
権
質
権
の
問
題
を
考
え
る
に
あ
た
っ
て
は
、
本
稿
の
研
究
が
示
す
と
お
り
、
信
託
受
益
権
が
単
な
る
信
託
受
益
権
で
な
い

四
〇
一
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本
法
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第
八
十
巻
第
二
号
（
二
〇
一
四
年
十
月
）

（
六
六
〇
）

こ
と
に
留
意
し
な
が
ら
、
一
般
の
信
託
に
お
け
る
受
益
権
と
受
益
証
券
に
表
章
さ
れ
た
信
託
受
益
権
と
の
区
別
、
受
益
証
券
発
行
信
託
に

係
る
受
益
証
券
と
貸
付
信
託
や
投
資
信
託
、
特
定
目
的
信
託
の
受
益
権
に
係
る
受
益
証
券
な
ど
と
の
比
較
を
視
野
に
入
れ
て
、
質
権
設
定

の
内
容
お
よ
び
受
益
権
質
権
の
効
力
を
検
討
す
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
今
後
は
、
こ
の
よ
う
な
観
点
か
ら
さ
ら
に
研

究
を
深
め
て
行
く
こ
と
に
し
た
い
。

（
1
） 

わ
が
国
で
は
、
投
資
家
に
販
売
さ
れ
る
証
券
が
抵
当
権
に
よ
っ
て
担
保
さ
れ
る
形
を
と
る
こ
と
は
稀
で
あ
り
、
む
し
ろ
対
象
資
産
を
信
託
譲
渡

し
た
う
え
で
、
そ
れ
に
よ
り
生
ず
る
信
託
受
益
権
を
証
券
化
し
、
受
益
証
券
と
し
て
発
行
・
販
売
す
る
の
が
大
半
で
あ
る
。
資
産
の
流
動
化
・
証
券

化
に
関
す
る
文
献
は
多
数
あ
る
が
、
差
し
当
た
り
最
近
の
文
献
と
し
て
、
金
融
法
委
員
会
「
信
託
法
に
関
す
る
中
間
論
点
整
理
」
ジ
ュ
リ
一
二
一
七

号
（
二
〇
〇
二
年
）
一
四
三
頁
以
下
、
一
五
八
│
一
六
三
頁
、
み
ず
ほ
信
託
銀
行
編
『
債
権
流
動
化
の
法
務
と
実
務
』（
金
融
財
政
事
情
研
究
会
、

二
〇
〇
五
年
）
二
八
頁
以
下
、
石
嵜
政
信
「
金
銭
債
権
流
動
化
と
信
託
」
新
井
誠
編
『
新
信
託
法
の
基
礎
と
運
用
』（
日
本
評
論
社
、
二
〇
〇
七
年
）

二
六
二
頁
以
下
、
勝
田
有
篤
「
事
業
信
託
と
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
・
ト
ラ
ス
ト
」
同
書
五
三
頁
以
下
、
前
田
敏
博
＝
斎
藤
創
「
資
産
流
動
化
（
Ｓ
Ｐ
Ｃ

法
）
と
信
託
」
金
商
一
二
六
一
号
（
二
〇
〇
七
年
）
一
二
四
頁
以
下
、
木
下
正
俊
「
資
産
流
動
化
・
証
券
化
の
基
本
的
機
能
を
め
ぐ
る
近
年
の
動
向

に
つ
い
て
」
広
島
法
科
大
学
院
論
集
四
号
（
二
〇
〇
八
年
）
一
頁
以
下
、
成
本
治
男
＝
玉
石
沙
和
「
不
動
産
流
動
化
と
倒
産
（
上
）」

Ｎ
Ｂ
Ｌ
九
二
六
号
（
二
〇
一
〇
年
）
三
二
頁
以
下
な
ど
を
挙
げ
て
お
く
。
併
せ
て
、
後
掲
注（
17
）で
引
用
の
拙
稿
を
参
照
さ
れ
た
い
。

（
2
） 

井
上
聡
「
信
託
と
金
融
」
新
井
誠
ほ
か
編
『
信
託
法
制
の
展
望
』（
日
本
評
論
社
、
二
〇
一
一
年
）
七
八
頁
以
下
、
八
三
頁
、
長
崎
幸
太
郎

﹇
著
﹈
／
額
田
雄
一
郎
﹇
改
訂
﹈『
逐
条
解
説 

資
産
流
動
化
法
﹇
改
訂
版
﹈』（
金
悠
財
政
事
情
研
究
会
、
二
〇
〇
九
年
）
三
頁
以
下
。

（
3
） 

小
野
傑
「
債
権
お
よ
び
不
動
産
の
証
券
化
実
務
の
現
状
と
今
後
の
課
題
」
債
権
管
理
九
三
号
（
二
〇
〇
一
年
）
三
〇
頁
以
下
、
杉
本
茂
「
不
動

産
・
債
権
の
流
動
化
を
め
ぐ
る
税
規
制
の
諸
問
題
と
対
策
」
同
誌
一
〇
五
頁
以
下
。

（
4
） 

長
崎
／
額
田
・
前
掲
注（
2
）二
一
頁
以
下
。

四
〇
二



受
益
権
化
さ
れ
た
財
産
権
の
担
保
と
受
益
権
質
権
の
効
力
（
長
谷
川
）

（
六
六
一
）

（
5
） 

詳
細
は
、
長
崎
／
額
田
・
前
掲
注（
2
）二
三
頁
以
下
、
前
田
敏
博
＝
斎
藤
創
「
資
産
流
動
化
法
（
Ｓ
Ｐ
Ｃ
法
）
と
信
託
」
金
商
一
二
六
一
号

（
二
〇
〇
七
年
）
一
二
四
頁
以
下
。
最
近
の
法
改
正
に
つ
き
、
本
村
彩
「
改
正
資
産
流
動
化
法
の
も
と
で
の
新
ス
キ
ー
ム
等
に
係
る
考
察
」L

aw
, 

A
ccounting &

 T
ax, M

arch-A
pril 2012, 

一
一
五
頁
以
下
、
同
『
一
問
一
答 

改
正
資
産
流
動
化
法
』（
金
融
財
政
事
情
研
究
会
、
二
〇
一
二
年
）

二
│
一
〇
頁
参
照
。

（
6
） 

信
託
業
を
営
む
た
め
に
は
、
信
託
業
法
上
の
免
許
（
信
託
業
法
三
条
）
も
し
く
は
登
録
（
同
法
七
条
一
項
）、
ま
た
は
、
兼
営
法
上
の
認
可

（
兼
営
法
一
条
一
項
）
を
得
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
そ
の
結
果
、
信
託
会
社
は
信
託
業
法
二
一
条
以
下
に
基
づ
き
、
ま
た
、
信
託
銀
行
は
兼
営
法
二
条

一
項
の
準
用
す
る
信
託
業
法
上
の
業
務
規
制
の
ほ
か
、
銀
行
法
一
〇
条
以
下
に
基
づ
き
、
金
融
庁
の
監
督
に
服
す
る
こ
と
に
な
る
。
信
託
業
に
お
け

る
参
入
基
準
や
行
為
規
制
の
概
要
に
つ
き
、
天
野
佳
洋
「
信
託
と
業
法
」
新
井
ほ
か
・
前
掲（
2
）六
一
頁
以
下
。

（
7
） 

倒
産
隔
離
機
能
は
、
当
該
法
律
関
係
が
信
託
で
あ
る
こ
と
か
ら
生
じ
る
の
か
、
そ
れ
と
も
、
あ
る
財
産
に
つ
い
て
自
ら
利
益
を
得
ら
れ
な
い
法

主
体
が
当
該
財
産
を
適
切
に
分
別
管
理
し
て
い
る
こ
と
に
よ
っ
て
生
じ
る
の
か
は
、
解
釈
上
の
重
要
な
問
題
で
あ
る
。
こ
の
点
の
示
唆
に
つ
き
、
最

判
平
成
二
三
年
一
二
月
一
五
日
民
集
六
五
巻
九
号
三
五
一
一
頁
に
お
け
る
金
築
誠
志
裁
判
官
の
補
足
意
見
を
参
照
の
こ
と
。

（
8
） 

井
上
・
前
掲
注（
2
）八
九
頁
、
同
『
信
託
の
仕
組
み
』（
日
本
経
済
新
聞
出
版
社
、
二
〇
〇
七
年
）
一
八
六
頁
。
平
成
一
八
年
の
信
託
法
改
正

前
に
は
、
資
産
流
動
化
ス
キ
ー
ム
に
お
け
る
「
器
」
と
し
て
の
信
託
に
つ
い
て
、
受
託
者
へ
の
資
産
の
移
転
と
目
的
、
受
託
者
の
受
益
者
に
対
す
る

費
用
・
損
害
賠
償
請
求
、
信
託
受
益
権
の
証
券
化
、
お
よ
び
、
受
益
者
が
多
数
の
場
合
の
権
利
行
使
や
意
思
決
定
の
方
法
、
な
ど
が
問
題
と
さ
れ
て

い
た
。
神
作
裕
之
「
資
産
流
動
化
に
お
け
る
信
託
法
〜
特
定
目
的
信
託
制
度
を
中
心
に
」
債
権
管
理
九
三
号
（
二
〇
〇
一
年
）
六
一
頁
以
下
。

（
9
） 

信
託
受
益
権
の
う
ち
、
受
益
権
発
行
信
託
（
信
託
法
一
八
五
条
以
下
）
の
受
益
証
券
と
特
別
法
に
基
づ
く
貸
付
信
託
、
投
資
信
託
、
お
よ
び
特

定
目
的
信
託
の
受
益
証
券
に
つ
い
て
は
、
有
価
証
券
に
該
当
し
（
金
融
商
品
取
引
法
二
条
一
項
一
〇
号
、
一
二
号
〜
一
四
号
）
第
一
項
有
価
証
券
と

し
て
扱
わ
れ
る
（
同
法
二
条
三
項
柱
書
）。
こ
れ
以
外
の
受
益
証
券
の
発
行
さ
れ
な
い
信
託
受
益
権
に
つ
い
て
も
有
価
証
券
と
み
な
さ
れ
（
同
法
二

条
二
項
一
号
）、
第
二
項
有
価
証
券
と
し
て
取
り
扱
わ
れ
る
が
（
同
法
二
条
三
項
柱
書
）、
定
型
的
に
流
動
性
の
低
い
第
二
項
有
価
証
券
に
つ
い
て
は
、

金
融
商
品
取
引
法
第
二
章
に
定
め
ら
れ
る
開
示
規
制
が
適
用
さ
れ
な
い
（
同
法
三
条
三
号
）。
詳
細
は
、
有
吉
尚
哉
「
信
託
と
金
融
商
品
取
引
法
」

新
井
ほ
か
・
前
掲
注（
2
）九
二
頁
以
下
。
従
来
の
伝
統
的
な
信
託
商
品
は
、
い
ず
れ
も
資
産
の
運
用
ま
た
は
資
金
の
調
達
と
い
う
金
銭
的
側
面
を
も

四
〇
三
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（
六
六
二
）

つ
金
融
商
品
で
あ
っ
た
と
評
価
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
し
、
今
日
の
信
託
の
利
用
方
法
に
は
多
様
な
も
の
が
あ
り
、
信
託
か
ら
発
生
す
る
信
託

受
益
権
が
投
資
商
品
と
は
評
価
し
難
い
信
託
の
類
型
（
例
え
ば
、
扶
養
目
的
の
信
託
、
福
祉
型
信
託
な
ど
）
も
少
な
く
な
い
。
そ
の
よ
う
な
信
託
の

受
益
権
に
ま
で
、
一
律
に
金
融
商
品
取
引
法
の
規
制
の
対
象
と
す
る
こ
と
が
果
た
し
て
妥
当
と
い
え
る
か
ど
う
か
は
疑
問
が
な
い
と
は
い
え
な
い
。

（
10
） 
歴
史
的
沿
革
か
ら
み
れ
ば
、
ロ
ー
マ
法
で
は
、
人
的
担
保
と
並
ん
で
物
的
担
保
も
古
い
時
代
か
ら
重
要
視
さ
れ
て
い
た
が
、
そ
の
形
態
は
、
所

有
権
を
移
転
す
る
物
的
担
保
と
所
有
権
を
移
転
し
な
い
物
的
担
保
に
分
か
れ
て
い
た
。
歴
史
的
に
早
く
現
わ
れ
た
の
は
前
者
で
あ
り
、
ロ
ー
マ
法
上

「
信
託
（fi ducia
）」
と
呼
ば
れ
る
。
こ
れ
は
現
代
の
譲
渡
担
保
に
相
当
す
る
も
の
で
あ
る
。
後
者
に
は
、「
留
置
権
（jus retinendei

）」、「
質

（pignus

）」
お
よ
び
「
抵
当
（hypotheca

）」
の
三
種
が
存
在
し
て
い
た
が
、
抵
当
は
歴
史
的
に
は
遅
れ
て
発
生
し
た
も
の
で
あ
り
、
原
初
の
形
態

は
質
の
一
形
態
で
あ
る
「
無
占
有
質
（pignus obligatum

）」
で
あ
っ
た
も
の
が
ギ
リ
シ
ャ
語
（νποθηχη

）
か
ら
転
じ
て
分
化
し
た
も
の
で
あ

る
（
春
木
一
郎
「
質
権
ノ
発
達
史
ニ
於
ケ
ルfi ducia

ニ
付
テ
」
法
協
四
三
巻
一
号
（
一
九
二
五
年
）
一
頁
以
下
、
谷
口
貴
都
「
古
代
ロ
ー
マ
法
に

お
け
る
物
的
担
保
│
信
託
と
質
の
法
的
構
造
を
め
ぐ
っ
て
│
」
早
稲
田
法
学
七
四
巻
三
号
（
一
九
九
九
年
）
四
七
五
頁
以
下
）。
担
保
の
端
緒
的
形

態
で
あ
る
信
託
に
お
い
て
は
、
債
務
者
は
目
的
物
の
所
有
権
を
失
う
と
い
う
大
き
な
不
利
益
を
受
け
た
こ
と
か
ら
、
こ
れ
を
回
避
す
る
た
め
に
、
債

務
者
は
目
的
物
の
占
有
を
債
権
者
に
移
転
す
る
も
の
の
所
有
権
を
留
保
す
る
と
い
う
質
権
が
登
場
し
た
。
質
権
の
目
的
物
は
動
産
と
不
動
産
で
あ
り
、

不
動
産
の
場
合
に
は
、
し
ば
し
ば
、
そ
こ
か
ら
生
じ
る
収
益
を
債
権
の
担
保
に
充
当
す
る
旨
の
条
項
が
伴
っ
て
い
た
。
ロ
ー
マ
法
の
質
権
は
、
そ
の

後
、
フ
ラ
ン
ス
や
ド
イ
ツ
、
ス
イ
ス
な
ど
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
諸
国
に
受
け
入
れ
ら
れ
た
が
、
フ
ラ
ン
ス
に
お
い
て
は
、
動
産
質
権
と
不
動
産
質
権
の
両

方
が
存
在
し
、
ロ
ー
マ
法
の
影
響
が
強
く
み
ら
れ
る
が
、
ド
イ
ツ
や
ス
イ
ス
に
お
い
て
は
、
不
動
産
質
権
は
存
在
せ
ず
、
ロ
ー
マ
法
の
影
響
は
フ
ラ

ン
ス
ほ
ど
強
く
は
な
い
（
石
田
穣
『
担
保
物
権
法
』（
信
山
社
、
二
〇
一
〇
年
）
一
五
〇
│
一
五
一
頁
。
な
お
、
後
掲
注（
61
）参
照
）。
わ
が
国
に
も
、

物
的
担
保
の
一
種
と
し
て
質
は
古
来
か
ら
存
在
し
、
重
要
な
役
割
を
果
た
し
て
き
た
。
現
行
民
法
の
質
に
関
す
る
規
定
の
一
部
は
、
わ
が
国
独
自
の

規
定
で
あ
り
、
そ
の
理
解
の
た
め
に
も
、
わ
が
国
古
来
の
質
の
沿
革
と
そ
の
特
徴
を
知
っ
て
お
く
こ
と
は
非
常
に
重
要
で
あ
る
。
こ
の
点
の
指
摘
と

し
て
、
前
田
達
明
ほ
か
「〈
史
料
〉
質
権
（
一
）」
民
商
一
二
五
巻
六
号
（
二
〇
〇
二
年
）
七
七
〇
頁
以
下
。

（
11
） 

指
名
債
権
に
つ
い
て
債
権
証
書
の
交
付
を
要
求
し
な
い
理
由
と
し
て
、
指
名
債
権
の
譲
渡
に
つ
い
て
は
、
債
権
証
書
の
交
付
が
要
件
と
さ
れ
ず
、

対
抗
要
件
も
債
務
者
へ
の
確
定
日
付
の
あ
る
通
知
ま
た
は
承
諾
で
足
り
る
た
め
、
債
権
証
書
は
債
権
の
存
在
を
立
証
す
る
書
面
に
す
ぎ
な
い
こ
と
、

四
〇
四



受
益
権
化
さ
れ
た
財
産
権
の
担
保
と
受
益
権
質
権
の
効
力
（
長
谷
川
）

（
六
六
三
）

債
権
証
書
が
存
在
す
る
こ
と
を
知
ら
ず
に
債
権
者
が
質
権
設
定
を
う
け
た
と
こ
ろ
、
後
に
債
権
証
書
の
存
在
が
明
ら
か
に
な
り
、
債
権
質
の
効
力
が

否
定
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
は
妥
当
で
は
な
い
こ
と
、
債
権
証
書
が
何
で
あ
る
か
に
つ
い
て
は
明
確
で
な
く
、
そ
の
法
的
安
定
性
に
も
万
台
が
あ
る
こ

と
、
な
ど
が
挙
げ
ら
れ
る
。

（
12
） 
平
成
一
八
年
の
信
託
法
改
正
前
の
議
論
に
関
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
金
融
法
委
員
会
「
信
託
受
益
権
に
対
し
て
設
定
さ
れ
た
質
権
の
効
力
」
金

法
一
七
二
二
号
（
二
〇
〇
四
年
）
七
一
頁
以
下
が
要
点
を
要
領
よ
く
整
理
し
て
い
る
。

（
13
） 

詳
細
は
、
細
井
文
明
「
受
益
証
券
発
行
信
託
の
特
例
」
新
井
誠
監
修
／
鈴
木
正
具
＝
大
串
淳
子
編
『
コ
ン
メ
ン
タ
ー
ル
信
託
法
』（
日
本
評
論

社
、
二
〇
〇
八
年
）
四
八
二
頁
以
下
。
受
益
証
券
発
行
信
託
が
創
設
さ
れ
る
背
景
に
は
、
通
常
の
信
託
を
利
用
し
た
資
産
流
動
化
ス
キ
ー
ム
に
お
い

て
、
そ
も
そ
も
受
益
権
の
有
価
証
券
化
が
可
能
か
ど
う
か
、
受
益
証
券
に
小
口
化
さ
れ
分
割
さ
れ
た
受
益
権
の
取
得
者
の
意
思
決
定
を
多
数
決
で
行

う
こ
と
が
ど
こ
ま
で
許
さ
れ
る
か
な
ど
、
議
論
が
あ
っ
た
。
学
説
の
対
立
に
つ
い
て
は
、
本
文
三
の
2
で
取
り
上
げ
る
。

（
14
） 

平
成
一
六
年
の
信
託
業
法
お
よ
び
同
一
八
年
の
信
託
法
の
改
正
を
経
て
、
信
託
は
、
金
融
を
超
え
た
広
が
り
を
も
ち
つ
つ
あ
る
。
従
来
、
信
託

の
担
い
手
は
、
ご
く
一
部
の
例
外
（
著
作
権
等
管
理
事
業
法
に
基
づ
く
著
作
権
管
理
事
業
信
託
）
を
除
き
、
信
託
の
引
受
け
を
業
と
す
る
者
は
金
融

機
関
の
信
託
業
務
の
兼
営
等
に
関
す
る
法
律
（
兼
営
法
）
に
基
づ
き
信
託
業
を
兼
営
す
る
金
融
機
関
（
信
託
銀
行
）
に
限
定
さ
れ
、
信
託
を
利
用
す

る
と
い
う
こ
と
は
信
託
銀
行
を
利
用
す
る
と
い
う
こ
と
と
ほ
ぼ
同
義
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
平
成
一
六
年
の
信
託
業
法
の
改
正
に
よ
り
、
信
託
の
引

受
け
を
業
と
す
る
者
の
範
囲
は
信
託
会
社
（
免
許
を
要
件
と
す
る
運
用
型
信
託
会
社
と
登
録
を
要
件
と
す
る
管
理
型
信
託
会
社
に
分
か
れ
る
。
信
託

業
法
三
条
、
七
条
一
項
）
に
ま
で
拡
大
し
、
信
託
財
産
の
範
囲
も
譲
渡
可
能
な
財
産
権
で
あ
れ
ば
よ
く
（
旧
信
託
業
法
四
条
参
照
）、
知
的
財
産
権

や
排
出
権
な
ど
に
も
広
が
っ
た
。
ま
た
、
平
成
一
八
年
の
信
託
法
改
正
に
よ
り
、
新
し
い
信
託
類
型
と
し
て
、
信
託
の
設
定
と
同
時
に
債
務
や
事
業

を
受
託
者
に
承
継
さ
せ
る
事
業
信
託
（
信
託
法
二
一
条
一
項
三
号
）、
所
有
権
か
ら
担
保
権
だ
け
を
切
り
出
し
こ
れ
を
設
定
的
に
移
転
す
る
担
保
権

信
託
（
同
法
三
条
一
号
・
二
号
、
五
五
条
）、
信
託
受
益
権
を
証
券
化
す
る
受
益
証
券
発
行
信
託
（
同
法
一
八
五
条
以
下
）
な
ど
が
認
め
ら
れ
る
に

至
っ
た
。
さ
ら
に
、
近
時
は
、
高
齢
化
社
会
を
迎
え
て
、
民
事
信
託
な
い
し
福
祉
型
信
託
の
役
割
が
ま
す
ま
す
重
要
視
さ
れ
て
い
る
。
信
託
会
社
の

設
立
に
つ
い
て
、
天
野
・
前
掲
注（
6
）五
八
頁
以
下
、
新
た
な
信
託
類
型
に
つ
い
て
、
井
上
・
前
掲
注（
2
）八
一
頁
以
下
、
民
事
信
託
の
活
用
に
つ

い
て
、
新
井
誠
『
信
託
法
﹇
第
四
版
﹈』（
有
斐
閣
、
二
〇
一
四
年
）
四
八
五
頁
以
下
な
ど
。

四
〇
五



日
本
法
学　

第
八
十
巻
第
二
号
（
二
〇
一
四
年
十
月
）

（
六
六
四
）

（
15
） 

松
本
崇
「
信
託
法
と
担
保
法
と
の
交
錯
す
る
領
域
」
判
タ
四
八
〇
号
（
一
九
八
三
年
）
五
〇
頁
以
下
。

（
16
） 

初
期
の
研
究
と
し
て
、
今
村
和
夫
「
信
託
と
そ
の
担
保
的
機
能
」
加
藤
一
郎
・
林
良
平
編
集
代
表
『
担
保
法
大
系
第
三
巻
』（
金
融
財
政
事
情

研
究
会
、
一
九
五
八
年
）
五
七
一
頁
以
下
、
松
本
崇
「
信
託
受
益
権
担
保
の
実
務
と
法
律
問
題
」
手
形
研
究
二
七
七
号
（
一
九
七
八
年
）
二
四
頁
以

下
、
近
藤
寛
「
信
託
業
務
の
担
保
を
め
ぐ
っ
て
」
債
権
管
理
二
一
号
（
一
九
八
四
号
）
二
二
頁
以
下
、
武
藤
達
「
信
託
の
担
保
的
利
用
の
現
状
」
金

融
担
保
法
講
座
Ⅰ
（
筑
摩
書
房
、
一
九
八
五
年
）
七
九
頁
以
下
な
ど
が
あ
る
が
、
い
ず
れ
も
実
務
家
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。
最
近
の
研
究
と
し
て
、

学
者
の
立
場
か
ら
、
能
見
善
久
「
信
託
と
物
権
法
定
主
義
」
西
原
道
雄
古
希
記
『
現
代
民
事
法
学
の
諸
問
題
』（
信
山
社
、
二
〇
〇
一
年
）
二
九
頁

以
下
、
ま
た
、
実
務
家
の
立
場
か
ら
、
秋
山
朋
冶
「
信
託
受
益
権
に
対
す
る
担
保
権
の
設
定
│
不
動
産
流
動
化
信
託
を
中
心
と
し
て
│
」
信
託
法
研

究
二
七
号
（
二
〇
〇
二
年
）
五
頁
以
下
、
大
野
正
文
「
担
保
目
的
の
信
託
」
金
商
一
二
六
一
号
（
二
〇
〇
七
年
）
一
九
八
頁
以
下
な
ど
が
あ
る
。

（
17
） 

本
稿
の
研
究
テ
ー
マ
と
も
関
連
す
る
担
保
目
的
の
信
託
に
つ
い
て
は
、
別
稿
「
信
託
の
担
保
的
利
用
と
そ
の
展
開
│
担
保
目
的
の
信
託
と
は
ど

の
よ
う
な
こ
と
を
い
う
の
か
│
」
村
田
彰
先
生
還
暦
記
念
論
文
集
『
現
代
社
会
に
お
け
る
法
シ
ス
テ
ム
』（
酒
井
書
店
、
二
〇
一
四
年
一
〇
月
刊
）

を
予
定
し
て
い
る
の
で
、
併
せ
て
参
照
し
て
頂
け
れ
ば
幸
い
で
あ
る
。

（
18
） 

三
菱
Ｕ
Ｆ
Ｊ
信
託
銀
行
編
著
『
信
託
の
法
務
と
実
務
』（
金
融
財
政
事
情
研
究
会
、
二
〇
〇
八
年
）
二
四
頁
。

（
19
） 

知
的
財
産
権
の
信
託
に
つ
い
て
は
、
利
用
例
が
少
な
く
、
本
稿
で
は
取
り
上
げ
な
い
が
、
鈴
木
健
治
「
知
的
財
産
と
信
託
」
新
井
監
修
／
鈴
木

＝
大
串
編
・
前
掲
注（
13
）六
九
八
頁
以
下
、
寺
本
振
透
「
知
的
財
産
権
を
利
用
し
た
資
金
調
達
と
知
的
財
産
法
制
の
課
題
」
ジ
ュ
リ
一
二
四
八
号

（
二
〇
〇
三
年
）
二
六
頁
以
下
な
ど
参
照
。

（
20
） 

全
体
の
概
要
に
つ
き
、
清
水
拓
也
「
貸
付
信
託
法
・
担
保
付
社
債
信
託
法
と
信
託
」
金
商
一
二
六
一
号
（
二
〇
〇
七
年
）
一
四
五
頁
以
下
、
お

よ
び
、
松
本
崇
『
貸
付
信
託
法
』（
第
一
法
規
、
一
九
七
七
年
）
参
照
。
信
託
の
受
益
権
に
つ
い
て
損
失
が
生
じ
た
場
合
、
信
託
会
社
は
、
委
託
者

も
し
く
は
受
益
者
ま
た
は
第
三
者
に
対
し
、
事
前
・
事
後
を
問
わ
ず
、
元
本
を
補
て
ん
し
ま
た
は
利
益
を
補
足
す
る
こ
と
を
禁
止
さ
れ
て
い
る
が

（
信
託
業
法
二
四
条
一
項
四
号
）、
信
託
兼
営
銀
行
に
お
い
て
は
、
運
用
方
法
を
特
定
し
な
い
金
銭
信
託
に
限
り
、
元
本
補
て
ん
・
利
益
補
足
を
定
め

る
信
託
契
約
の
締
結
が
認
め
ら
れ
て
い
る
（
兼
営
法
六
条
）。
こ
れ
は
実
績
配
当
主
義
の
例
外
を
定
め
る
も
の
で
あ
り
、
こ
の
例
外
と
し
て
具
体
的

に
想
定
さ
れ
て
い
る
の
が
合
同
運
用
指
定
金
銭
信
託
で
あ
る
。
田
中
和
明
「
信
託
業
法
と
兼
営
法
に
お
け
る
元
本
補
て
ん
等
に
関
す
る
規
律
の
意

四
〇
六



受
益
権
化
さ
れ
た
財
産
権
の
担
保
と
受
益
権
質
権
の
効
力
（
長
谷
川
）

（
六
六
五
）

義
」
ジ
ュ
リ
一
四
五
〇
号
（
二
〇
一
三
年
）
四
六
頁
以
下
、
新
井
・
前
掲
注（
14
）九
八
頁
。

（
21
） 

松
本
・
前
掲
注（
4
）三
四
頁
。

（
22
） 
兼
営
法
六
条
は
、
元
本
補
て
ん
等
の
契
約
を
付
す
る
要
件
と
し
て
、
運
用
方
法
の
特
定
し
な
い
金
銭
信
託
で
あ
る
こ
と
、
信
託
財
産
の
総
額
二

分
の
一
を
超
え
る
額
を
金
融
商
品
取
引
法
上
の
第
一
項
有
価
証
券
等
に
投
資
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
も
の
で
は
な
い
こ
と
、
の
二
点
を
要
求
し
て

い
る
。

（
23
） 

昭
和
二
六
年
の
制
定
当
初
の
題
名
は
「
証
券
投
資
信
託
法
」
で
あ
っ
た
。
平
成
一
〇
年
の
改
正
（
平
成
一
〇
年
法
律
一
〇
七
号
）
に
よ
り
題
名

が
「
証
券
投
資
信
託
及
び
証
券
投
資
法
人
に
関
す
る
法
律
」
に
改
正
さ
れ
、
平
成
一
二
年
の
改
正
（
平
成
一
二
年
法
律
九
七
号
）
に
よ
り
現
在
の
題

名
に
改
め
ら
れ
た
。
全
体
の
概
要
に
つ
き
、
篠
田
雄
一
郎
『
逐
条
解
説
投
資
法
人
法
』（
金
融
財
政
事
情
研
究
会
、
二
〇
一
二
年
）、
乙
部
辰
良
『
詳

解
投
資
信
託
法
』（
第
一
法
規
、
二
〇
〇
一
年
）、
本
柳
祐
介
「
投
資
信
託
法
制
の
現
状
と
展
望
」〈
別
冊
商
事
法
務
三
七
六
号
〉（
商
事
法
務
、

二
〇
一
三
年
）
を
参
照
の
こ
と
。

（
24
） 

松
本
・
前
掲
注（
16
）三
六
頁
。

（
25
） 

土
地
信
託
は
、
土
地
所
有
者
が
委
託
者
兼
受
益
者
と
な
り
、
信
託
銀
行
な
ど
の
受
託
者
に
当
該
土
地
を
信
託
し
、
受
託
者
が
所
用
資
金
を
借
入

れ
な
ど
に
よ
り
調
達
し
て
、
信
託
土
地
の
上
に
マ
ン
シ
ョ
ン
な
ど
の
建
物
を
建
築
す
る
と
と
も
に
、
そ
の
土
地
建
物
を
管
理
運
用
し
、
賃
貸
ビ
ル
や

貸
マ
ン
シ
ョ
ン
な
ど
の
形
で
第
三
者
に
賃
貸
し
て
、
そ
の
収
益
を
受
益
者
に
配
当
す
る
も
の
で
、
信
託
期
間
の
終
了
時
に
は
、
通
常
、
信
託
財
産
で

あ
る
土
地
お
よ
び
地
上
建
物
を
そ
の
ま
ま
受
益
者
に
返
還
す
る
仕
組
み
で
あ
る
。
土
地
信
託
は
、
土
地
に
改
良
や
加
工
を
加
え
る
点
で
事
業
執
行
型

の
信
託
と
呼
ば
れ
、
従
来
の
単
純
な
不
動
産
管
理
信
託
と
は
異
な
る
。
今
村
・
前
掲
注（
16
）五
七
一
頁
、
五
九
八
頁
以
下
、
長
谷
川
貞
之
「
土
地
信

託
に
か
か
る
信
託
登
記
の
理
論
と
実
務
」
駿
河
台
法
学
一
〇
巻
一
号
（
一
九
九
六
年
）
八
九
頁
以
下
、
三
菱
Ｕ
Ｆ
Ｊ
信
託
銀
行
編
著
・
前
掲
注（
18
）

五
六
七
頁
以
下
。

（
26
） 

真
正
売
買
で
あ
る
た
め
に
は
、
一
般
に
、
当
事
者
の
意
図
の
ほ
か
、
原
資
産
者
（
オ
リ
ジ
ネ
ー
タ
ー
）
の
対
象
資
産
に
対
す
る
支
配
権
の
有
無

な
い
し
そ
の
程
度
な
ど
、
種
々
の
要
素
が
考
慮
さ
れ
る
が
、
オ
リ
ジ
ネ
ー
タ
ー
が
対
象
資
産
の
価
値
ま
た
は
信
用
力
に
つ
い
て
過
度
の
担
保
責
任
を

負
っ
て
い
な
い
こ
と
が
重
要
な
判
断
要
素
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
う
で
な
け
れ
ば
、
オ
リ
ジ
ネ
ー
タ
ー
か
ら
Ｓ
Ｐ
Ｃ
へ
の
譲
渡
が
真
正
な
る

四
〇
七



日
本
法
学　

第
八
十
巻
第
二
号
（
二
〇
一
四
年
十
月
）

（
六
六
六
）

売
買
で
は
な
く
、
担
保
目
的
の
譲
渡
と
評
価
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
真
正
売
買
に
関
す
る
議
論
の
整
理
に
つ
き
、
吉
田
光
碩
「
資
産
流
動
化
取
引
に

お
け
る
真
正
譲
渡
と
担
保
と
し
て
の
譲
渡
」
神
戸
学
院
法
学
四
〇
巻
一
号
（
二
〇
一
〇
年
）
九
五
頁
以
下
、
小
野
傑
ほ
か
「
証
券
化
に
共
通
す
る
法

的
問
題
」
西
村
と
き
わ
法
律
事
務
所
編
『
フ
ァ
イ
ナ
ン
ス
法
大
全
﹇
ア
ッ
プ
デ
ー
ト
﹈』（
商
事
法
務
、
二
〇
〇
六
年
）
三
三
六
頁
以
下
な
ど
。

（
27
） 
前
掲
注（
1
）で
引
用
の
各
文
献
を
参
照
。
企
業
が
保
有
す
る
資
産
の
キ
ャ
ッ
シ
ュ
・
フ
ロ
ー
に
基
礎
を
置
き
、
企
業
の
信
用
リ
ス
ク
を
切
り
離

し
た
形
で
資
金
調
達
を
行
う
資
産
流
動
化
・
証
券
化
の
ス
キ
ー
ム
で
は
、
資
産
担
保
証
券
（A

sset B
acked S

ecurities

﹇A
B
S

﹈）
が
発
行
さ
れ

る
こ
と
が
多
い
。
こ
のA

B
S

の
元
利
金
支
払
債
務
に
対
し
て
第
三
者
が
信
用
補
完
を
な
す
場
合
の
法
律
問
題
に
つ
い
て
は
、
寺
山
大
右
「
資
産
担

保
証
券
の
信
用
補
完
に
関
す
る
法
律
問
題
」
金
融
研
究
二
〇
巻
二
号
（
二
〇
〇
一
年
）
一
七
一
頁
以
下
に
詳
し
い
。

（
28
） 

Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人 

遺
言
・
相
続
リ
ー
ガ
ル
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
編
『
実
例
に
み
る
信
託
の
法
務
・
税
務
と
契
約
書
式
』（
日
本
加
除
出
版
、
二
〇
一
一
年
）

二
二
二
頁
以
下
、
上
野
正
裕
「
不
動
産
の
流
動
化
に
関
す
る
規
制
法
上
の
諸
問
題
」
債
権
管
理
九
三
号
（
二
〇
〇
一
年
）
六
八
頁
以
下
な
ど
。

（
29
） 

井
上
博
登
ほ
か
「
不
動
産
特
定
共
同
事
業
法
の
改
正
に
つ
い
て
」L

aw
, A
ccounting &

 T
ax July-A

ugust 2013, 

七
一
頁
以
下
。

（
30
） 

資
産
流
動
化
型
の
信
託
は
、
資
金
調
達
者
で
あ
る
委
託
者
の
所
有
す
る
資
産
を
そ
の
者
の
責
任
財
産
か
ら
切
り
離
し
、
信
託
に
よ
っ
て
独
立
し

た
目
的
財
産
を
組
成
し
て
、
受
益
権
の
形
で
資
金
供
給
者
（
債
権
者
や
出
資
者
）
の
権
利
を
確
保
す
る
仕
組
み
で
あ
る
。
そ
こ
で
は
、
信
託
と
い
う

「
ハ
コ
」
の
利
用
が
重
要
な
の
で
あ
っ
て
、
受
託
者
の
裁
量
は
極
限
ま
で
限
定
さ
れ
、
受
託
者
に
は
信
託
財
産
を
あ
ら
か
じ
め
定
め
ら
れ
た
と
お
り

に
管
理
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
。
そ
の
際
、
受
託
者
は
、
信
託
財
産
の
種
類
に
応
じ
た
管
理
と
と
も
に
、
相
当
程
度
複
雑
な
キ
ャ
ッ
シ
ュ
フ
ロ
ー

の
管
理
が
厳
格
に
求
め
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。

（
31
） 

杉
本
・
前
掲
注（
3
）一
一
〇
頁
の
図
表
（「
信
託
と
現
物
不
動
産
の
流
通
税
比
較
」）
参
照
。

（
32
） 

株
式
の
流
通
形
態
と
株
式
担
保
の
態
様
に
つ
い
て
は
、
山
下
友
信
編
『
会
社
法
コ
ン
メ
ン
タ
ー
ル
三
│
株
式
（
一
）』（
商
事
法
務
、
二
〇
一
三

年
）
四
二
七
頁
以
下
﹇
森
下
哲
朗
﹈。
有
価
証
券
の
ペ
ー
パ
ー
レ
ス
化
に
つ
い
て
は
、
有
価
証
券
の
種
類
ご
と
に
独
自
の
目
的
に
従
っ
て
、
様
々
な

制
度
が
存
在
し
て
き
た
。
そ
の
集
大
成
が
、「
社
債
、
株
式
等
の
振
替
に
関
す
る
法
律
」
で
あ
る
。
詳
細
は
、
崔
香
梅
「
ペ
ー
パ
ー
レ
ス
法
理
（
一
）

│
（
三
・
完
）」
立
命
館
法
学
三
〇
二
号
（
二
〇
〇
五
年
）
三
六
一
頁
以
下
、
三
〇
三
号
（
同
年
）
一
三
三
項
以
下
、
三
〇
五
号
（
二
〇
〇
六
年
）

二
七
頁
以
下
、
高
橋
康
文
編
著
／
尾
崎
輝
宏
著
『
逐
条
解
説
新
社
債
、
株
式
等
振
替
法
』（
金
融
財
政
事
情
研
究
会
、
二
〇
〇
六
年
）
二
頁
以
下
。

四
〇
八



受
益
権
化
さ
れ
た
財
産
権
の
担
保
と
受
益
権
質
権
の
効
力
（
長
谷
川
）

（
六
六
七
）

な
お
、
後
掲
注（
47
）を
併
せ
て
参
照
の
こ
と
。

（
33
） 

天
野
佳
洋
「
振
替
証
券
と
銀
行
の
債
権
保
全
・
回
収
│
商
事
留
置
権
の
刑
律
の
有
無
・
相
殺
の
可
否
を
中
心
と
し
て
」
田
原
睦
夫
先
生
古
稀
・

最
高
裁
判
事
退
官
記
念
論
文
集
『
現
代
民
事
法
の
実
務
と
理
論
上
巻
』（
金
融
財
政
事
情
研
究
会
、
二
〇
一
三
年
）
七
六
七
頁
以
下
。

（
34
） 
小
出
篤
「
有
価
証
券
の
ペ
ー
パ
ー
レ
ス
化
と
分
別
管
理
・
対
抗
要
件
」
ジ
ュ
リ
一
四
五
〇
号
（
二
〇
一
三
年
）
三
三
頁
以
下
、
三
六
頁
。

（
35
） 

小
出
・
前
掲
注（
34
）三
六
頁
。

（
36
） 

小
出
・
前
掲
注（
34
）三
四
頁
注（
3
）。

（
37
） 

詳
細
は
、
清
水
拓
也
＝
有
吉
尚
哉
「
証
券
化
の
代
表
的
ス
ト
ラ
ク
チ
ャ
ー
と
証
券
化
法
制
の
整
備
状
況
」
西
村
と
き
わ
法
律
事
務
所
編
・
前
掲

注（
26
）三
一
六
頁
以
下
、
と
く
に
三
一
七
頁
注（
59
）。

（
38
） 

最
近
の
議
論
に
つ
き
、
中
田
直
茂
「
事
業
承
継
と
信
託
」
ジ
ュ
リ
）
五
〇
号
（
二
〇
一
三
年
）
二
一
頁
以
下
、
米
田
保
晴
「
会
社
法
・
信
託

法
・
経
営
承
継
円
滑
化
法
・
新
事
業
承
継
税
制
を
利
用
し
た
事
業
承
継
│
現
行
法
下
で
可
能
な
親
族
内
事
業
承
継
ス
キ
ー
ム
の
鳥
瞰
│
」
信
州
大
学

法
学
論
集
一
七
号
（
二
〇
一
一
年
）
二
〇
一
頁
以
下
。
遺
留
分
の
観
点
か
ら
こ
の
問
題
を
取
り
上
げ
る
も
の
に
、
千
藤
洋
三
「
近
時
の
わ
が
国
に
お

け
る
遺
留
分
制
度
の
揺
ら
ぎ
」
関
西
大
学
法
学
論
集
五
九
巻
三
＝
四
合
併
号
（
二
〇
〇
九
年
）
六
〇
五
頁
以
下
な
ど
。

（
39
） 

信
託
受
益
権
の
法
的
性
質
を
め
ぐ
る
諸
説
に
つ
い
て
は
、
新
井
・
前
掲
注（
14
）四
〇
頁
以
下
に
詳
し
い
。

（
40
） 

青
木
徹
二
『
信
託
法
論
』（
財
政
經
濟
時
報
社
、
一
九
二
六
年
）
二
九
九
│
三
〇
一
頁
、
入
江
真
太
郎
『
全
訂
信
託
法
原
論
』（
巖
松
堂
書
店
、

一
九
三
三
年
）
一
五
〇
│
一
五
四
頁
。

（
41
） 

四
宮
和
夫
『
信
託
法
﹇
新
版
﹈』（
有
斐
閣
、
一
九
八
九
年
）
七
九
頁
以
下
。

（
42
） 

詳
細
は
、
新
井
・
前
掲
注（
14
）五
三
│
五
八
頁
。

（
43
） 

四
宮
・
前
掲
注（
41
）一
四
頁
以
下
。
併
せ
て
、
長
谷
川
貞
之
『
担
保
権
信
託
の
法
理
』（
勁
草
書
房
、
二
〇
一
一
年
）
三
二
頁
以
下
参
照
。

（
44
） 

松
本
・
前
掲
注（
16
）二
七
頁
、
金
融
法
委
員
会
・
前
掲
注（
12
）七
一
頁
。
資
産
担
保
証
券
の
信
用
補
完
を
め
ぐ
る
法
律
問
題
に
つ
き
、
寺
山
・

前
掲
注（
27
）一
七
一
頁
以
下
。

（
45
） 

松
嶋
隆
弘
「
債
権
質
に
関
す
る
改
正
」
山
川
一
陽
＝
山
田
治
男
編
著
『
改
正
担
保
法
・
執
行
法
の
す
べ
て
』（
中
央
経
済
社
、
二
〇
〇
三
年
）

四
〇
九



日
本
法
学　

第
八
十
巻
第
二
号
（
二
〇
一
四
年
十
月
）

（
六
六
八
）

三
八
頁
以
下
。
指
名
債
権
に
つ
い
て
債
権
証
書
の
交
付
を
要
求
し
な
い
理
由
と
し
て
、
指
名
債
権
の
譲
渡
に
つ
い
て
は
、
債
権
証
書
の
交
付
が
要
件

と
さ
れ
ず
、
対
抗
要
件
も
債
務
者
へ
の
確
定
日
付
の
あ
る
通
知
ま
た
は
承
諾
で
足
り
る
た
め
、
債
権
証
書
は
債
権
の
存
在
を
立
証
す
る
書
面
に
す
ぎ

な
い
こ
と
、
債
権
証
書
が
存
在
す
る
こ
と
を
知
ら
ず
に
債
権
者
が
質
権
設
定
を
受
け
た
と
こ
ろ
、
後
に
債
権
証
書
の
存
在
が
明
ら
か
に
な
り
、
債
権

質
の
効
力
が
否
定
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
は
妥
当
で
は
な
い
こ
と
、
債
権
証
書
が
何
で
あ
る
か
に
つ
い
て
は
明
確
で
な
く
、
そ
の
法
的
安
定
性
に
も
難

点
が
あ
る
こ
と
、
な
ど
が
挙
げ
ら
れ
る
。
な
お
、
後
掲
注（
47
）を
併
せ
て
参
照
の
こ
と
。

（
46
） 

錦
野
裕
宗
「
指
名
債
権
を
担
保
に
取
る
と
き
、
譲
渡
担
保
と
債
権
質
の
い
ず
れ
を
選
択
す
べ
き
か
」
金
法
一
七
〇
〇
号
（
二
〇
〇
四
年
）
一
三

頁
。

（
47
） 

信
託
受
益
権
の
質
入
れ
に
つ
い
て
は
、
民
法
上
の
権
利
質
に
関
す
る
規
定
の
適
用
を
受
け
る
こ
と
を
前
提
と
し
て
い
る
。
こ
の
点
に
つ
き
、
四

宮
・
前
掲
注（
41
）三
二
六
頁
以
下
。
な
お
、
証
券
的
債
権
の
譲
渡
に
関
し
て
民
法
四
六
九
条
か
ら
四
七
三
条
ま
で
に
規
定
さ
れ
て
い
る
指
図
債
権
、

記
名
式
所
持
人
払
債
権
、
お
よ
び
無
記
名
債
権
は
、
い
ず
れ
も
債
権
の
譲
渡
性
を
高
め
る
た
め
に
債
権
と
証
書
と
を
結
び
つ
け
た
も
の
で
あ
る
が
、

商
法
に
お
い
て
定
め
ら
れ
る
有
価
証
券
の
通
則
的
規
定
（
商
法
五
一
六
条
二
項
、
五
一
七
条
〜
五
一
九
条
）
と
の
関
係
は
必
ず
し
も
明
確
で
は
な
い
。

現
在
、
法
制
審
議
会
を
中
心
に
行
わ
れ
て
い
る
民
法
（
債
権
関
係
）
改
正
の
議
論
で
は
、
有
価
証
券
と
は
区
別
さ
れ
る
意
味
で
の
証
券
的
債
権
に
関

す
る
独
自
の
規
定
を
設
け
な
い
方
向
で
民
法
四
六
九
条
か
ら
四
七
三
条
の
規
定
を
見
直
す
こ
と
が
提
案
さ
れ
て
お
り
、
か
か
る
規
定
の
整
備
に
伴
い
、

証
券
的
債
権
に
対
す
る
質
権
設
定
の
処
遇
に
つ
い
て
も
影
響
の
出
る
こ
と
が
予
想
さ
れ
る
。
法
制
審
議
会
民
法
（
債
権
関
係
）
部
会
に
提
示
さ
れ
た

証
券
的
債
権
な
い
し
有
価
証
券
の
整
備
に
関
す
る
資
料
と
し
て
、
検
討
事
項
を
示
す
部
会
資
料
九
│
二
の
第
二
（
詳
細
版
）、「
中
間
的
な
論
点
整

理
」
の
第
一
四
、
部
会
資
料
三
七
の
第
二
、
同
五
〇
の
第
三
、「
中
間
試
案
」
の
第
一
九
、
部
会
資
料
六
一
の
第
一
、
同
七
〇
Ａ
の
第
二
、
同
八
〇

│
一
の
第
四
（
要
綱
仮
案
の
原
案
）、
同
八
二
│
一
（
要
綱
仮
案
の
第
二
次
案
）
の
第
二
〇
を
参
照
。

（
48
） 

細
井
・
前
掲
注（
13
）四
八
二
頁
以
下
、
と
く
に
四
八
二
│
四
八
四
頁
、
五
一
五
│
五
一
九
頁
、
川
上
嘉
彦
＝
有
吉
尚
哉
「
新
信
託
法
下
で
の
新

た
な
信
託
類
型
の
資
産
流
動
化
・
証
券
化
取
引
に
お
け
る
利
用
可
能
性
に
関
す
る
一
考
察
」
金
法
一
七
九
八
号
（
二
〇
〇
七
年
）
七
頁
以
下
、
一
三

頁
。

（
49
） 

四
宮
・
前
掲
注（
41
）三
二
二
頁
、
三
二
三
頁
。

四
一
〇



受
益
権
化
さ
れ
た
財
産
権
の
担
保
と
受
益
権
質
権
の
効
力
（
長
谷
川
）

（
六
六
九
）

（
50
） 

大
阪
谷
公
雄
「
信
託
受
益
権
の
有
価
証
券
化
」
信
託
一
二
巻
六
号
（
一
九
三
八
年
）
一
四
頁
以
下
。

（
51
） 

学
説
に
お
け
る
見
解
の
対
立
に
つ
き
、
細
井
・
前
掲
注（
13
）四
八
二
頁
。
な
お
、
前
掲
注（
27
）を
併
せ
て
参
照
の
こ
と
。

（
52
） 
細
井
・
前
掲
注（
13
）四
八
四
頁
お
よ
び
五
一
七
│
五
一
九
頁
に
掲
載
の
図
表
を
参
考
と
し
た
。

（
53
） 
証
券
取
引
法
が
金
融
商
品
取
引
法
に
衣
替
え
し
た
際
に
、
従
前
か
ら
有
価
証
券
と
さ
れ
て
い
た
受
益
証
券
発
行
に
係
る
信
託
受
益
権
（
第
一
項

有
価
証
券
）
の
み
な
ら
ず
、
す
べ
て
の
信
託
受
益
権
も
取
り
込
み
、
そ
れ
ら
を
有
価
証
券
と
み
な
し
（
第
二
項
有
価
証
券
）、
金
融
商
品
取
引
法
の

規
制
の
対
象
と
し
て
業
規
制
の
網
が
か
け
ら
れ
た
。
し
か
し
、
多
様
な
信
託
す
べ
て
を
一
律
に
性
格
づ
け
る
こ
と
は
で
き
ず
、
受
益
権
一
般
を
み
な

し
有
価
証
券
と
指
定
し
た
こ
と
に
は
批
判
が
強
い
。
実
質
的
な
投
資
対
象
性
が
認
め
ら
れ
る
受
益
権
に
限
定
し
て
業
規
制
す
べ
き
で
あ
る
と
す
る
見

解
と
し
て
、
小
野
傑
「
商
事
信
託
法
の
諸
問
題
」
田
原
睦
夫
先
生
古
稀
論
文
集
・
前
掲
注（
33
）八
〇
八
頁
以
下
、
八
三
〇
頁
、
高
橋
正
彦
「
有
価
証

券
概
念
の
変
遷
と
問
題
点
」
横
浜
経
営
研
究
三
〇
巻
一
号
（
二
〇
一
〇
年
）
七
七
頁
以
下
な
ど
参
照
。

（
54
） 

平
成
一
八
年
の
信
託
法
改
正
前
の
議
論
に
関
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
本
稿
を
ま
と
め
る
に
あ
た
り
、
金
融
法
委
員
会
・
前
掲
注（
12
）七
一
頁
以

下
を
参
考
に
し
た
。

（
55
） 

本
文
の
叙
述
は
、
松
本
・
前
掲
注（
16
）二
四
頁
以
下
、
近
藤
・
前
掲
注（
16
）二
二
頁
以
下
に
よ
っ
て
い
る
。

（
56
） 

大
判
昭
和
一
一
年
七
月
三
一
日
新
聞
四
〇
七
七
号
一
四
頁
、
金
沢
地
判
昭
和
三
二
年
四
月
三
日
下
民
集
八
巻
四
号
六
八
三
頁
。
学
説
と
し
て
、

林
良
平
編
『
注
釈
民
法
（
八
）』（
有
斐
閣
、
一
九
六
五
年
）
三
五
〇
頁
﹇
林
良
平
﹈、
柚
木
馨
＝
高
木
多
喜
男
『
担
保
物
権
法
﹇
第
三
版
﹈』（
有
斐

閣
、
一
九
八
二
年
）
一
五
一
頁
、
薬
師
寺
志
光
「
権
利
質
」
総
合
判
例
研
究
叢
書
民
法
一
九
（
有
斐
閣
、
一
九
五
六
年
）
一
三
八
頁
な
ど
。

（
57
） 

松
本
・
前
掲
注（
16
）二
七
頁
以
下
、
三
四
頁
。

（
58
） 

小
林
明
彦
「
不
動
産
信
託
受
益
権
を
目
的
と
す
る
質
権
実
行
に
お
け
る
受
託
者
の
承
諾
の
要
否
」
金
法
一
九
一
九
号
（
二
〇
一
一
年
）
一
六
頁

以
下
。
な
お
、
吉
田
光
碩
「
譲
渡
禁
止
特
約
付
債
権
の
担
保
取
得
と
担
保
権
者
の
重
過
失
」
金
法
一
七
九
八
号
（
二
〇
〇
七
年
）
四
頁
参
照
。

（
59
） 

伊
藤
進
教
授
は
、
質
権
設
定
契
約
書
に
確
定
日
付
を
要
求
す
る
の
み
な
ら
ず
、
担
保
差
入
証
に
も
確
定
日
付
を
必
要
と
さ
れ
る
私
見
の
立
場
に

つ
い
て
、
再
考
を
要
す
る
と
の
考
え
を
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
同
「
担
保
実
務
研
究 
注
釈
」
手
形
研
究
二
七
七
号
（
一
九
七
八
年
）
三
七
頁
。
こ
の

点
に
つ
き
、
併
せ
て
、
松
本
・
前
掲
注（
16
）二
八
│
二
九
頁
を
参
照
の
こ
と
。

四
一
一



日
本
法
学　

第
八
十
巻
第
二
号
（
二
〇
一
四
年
十
月
）

（
六
七
〇
）

（
60
） 

代
理
受
領
に
関
す
る
委
任
状
に
は
、
そ
の
内
容
か
ら
み
て
、
単
純
承
認
型
、
解
約
制
限
型
、
お
よ
び
、
支
払
制
限
型
の
三
種
類
が
あ
る
。
伊
藤

進
『
銀
行
取
引
と
債
権
担
保
』（
経
済
法
令
研
究
会
、
一
九
七
七
年
）
二
九
三
頁
。

（
61
） 
債
権
質
の
拘
束
力
を
め
ぐ
る
判
例
・
学
説
の
概
観
に
つ
き
、
原
謙
一
「〈
研
究
ノ
ー
ト
〉
債
権
質
の
拘
束
力
に
つ
い
て
│
担
保
価
値
維
持
義
務

の
法
的
根
拠
に
関
す
る
考
察
│
」
横
浜
国
際
経
済
法
学
二
一
巻
二
号
（
二
〇
一
二
年
）
五
三
頁
以
下
。
近
時
の
比
較
法
的
動
向
と
し
て
、
フ
ラ
ン
ス

民
法
の
改
正
に
つ
き
、
白
石
大
「
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
動
産
・
債
権
担
保
法
制
の
現
在
│
近
年
の
担
保
法
・
担
保
信
託
導
入
を
踏
ま
え
て
│
」
比
較

法
学
四
六
巻
二
号
（
二
〇
一
二
年
）
五
三
頁
以
下
、
下
村
信
江
「
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
動
産
質
（
一
）
〜
（
三
・
完
）」
近
畿
大
学
法
科
大
学
院
論

集
創
刊
号
（
二
〇
〇
五
年
）
一
八
一
頁
以
下
、
三
号
（
二
〇
〇
六
年
）
四
七
頁
以
下
、
九
号
（
二
〇
一
三
年
）
九
九
頁
以
下
な
ど
。

（
62
） 

我
妻
栄
ほ
か
『〈
第
三
版
〉
我
妻
・
有
泉
コ
ン
メ
ン
タ
ー
ル
民
法
│
総
則
・
物
権
・
債
権
│
』（
日
本
評
論
社
、
二
〇
一
三
年
）
五
六
一
頁
。

（
63
） 

林
・
前
掲
注（
56
）三
六
三
頁
、
我
妻
栄
『
新
訂
担
保
物
権
法
』（
有
斐
閣
、
一
九
六
八
年
）
一
九
一
頁
、
星
野
英
一
『
民
法
概
論
Ⅱ
（
物
権
・

担
保
物
権
）』（
良
書
普
及
会
、
一
九
七
七
年
）
二
三
四
頁
、
柚
木
＝
高
木
・
前
掲
注（
56
）一
五
三
頁
、
内
田
貴
『
民
法
Ⅲ
﹇
第
三
版
﹈』（
東
京
大
学

出
版
会
、
二
〇
〇
五
年
）
四
九
六
頁
、
高
木
多
喜
男
『
担
保
物
権
法
﹇
第
四
版
﹈』（
有
斐
閣
、
二
〇
〇
五
年
）
八
七
│
八
八
頁
、
道
垣
内
弘
人
『
担

保
物
権
法
﹇
第
三
版
﹈』（
有
斐
閣
、
二
〇
〇
八
年
）
一
一
一
│
一
一
二
頁
、
平
野
裕
之
『
担
保
物
権
法
﹇
第
二
版
﹈』（
信
山
社
、
二
〇
〇
九
年
）

二
四
六
頁
な
ど
。

（
64
） 

我
妻
・
前
掲
注（
63
）一
九
一
頁
。
そ
の
他
の
学
説
に
つ
い
て
は
、
前
掲
注（
63
）で
引
用
の
各
文
献
を
参
照
の
こ
と
。

（
65
） 

最
判
平
成
一
一
年
四
月
一
六
日
民
集
五
三
巻
四
号
七
四
〇
頁
。
本
件
は
、
質
入
債
権
の
債
務
者
が
株
式
会
社
で
あ
る
場
合
に
、
同
会
社
に
よ
る

債
務
者
の
破
産
申
立
て
の
可
否
が
問
題
と
な
っ
た
事
案
で
あ
る
。
最
高
裁
は
、
本
件
債
権
の
債
務
者
の
破
産
は
質
権
者
に
対
し
て
破
産
手
続
に
よ
る

以
外
当
該
債
権
の
取
立
て
が
で
き
な
く
な
る
と
い
う
制
約
を
負
わ
せ
（
破
産
法
一
六
条
）、
ま
た
、
会
社
の
解
散
事
由
（
商
法
四
〇
四
条
一
号
）
と

な
っ
て
、
破
産
手
続
に
よ
る
配
当
に
よ
っ
て
満
足
を
受
け
ら
れ
な
か
っ
た
残
額
に
つ
い
て
は
通
常
そ
の
履
行
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
る
と
い

う
事
態
を
も
た
ら
す
な
ど
、
質
権
者
の
取
立
権
の
行
使
に
重
大
な
影
響
を
及
ぼ
す
も
の
で
あ
る
と
い
う
理
由
で
、
質
権
設
定
者
は
、
質
権
者
の
同
意

が
あ
る
な
ど
の
特
段
の
事
情
の
な
い
限
り
、
当
該
債
権
の
債
務
者
に
対
し
て
破
産
の
申
立
て
を
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
判
示
し
た
。

（
66
） 

最
判
平
成
一
八
年
一
二
月
二
一
日
民
集
六
〇
巻
一
〇
号
三
九
六
四
頁
。

四
一
二



受
益
権
化
さ
れ
た
財
産
権
の
担
保
と
受
益
権
質
権
の
効
力
（
長
谷
川
）

（
六
七
一
）

（
67
） 

片
岡
義
広
ほ
か
「
金
銭
信
託
受
益
権
の
差
押
え
に
つ
い
て
」
金
法
一
一
九
八
号
（
一
九
八
八
年
）
一
八
頁
。

（
68
） 

信
託
受
益
権
に
対
す
る
差
押
え
の
効
力
と
し
て
、
指
図
権
の
行
使
は
停
止
さ
れ
る
と
考
え
る
。
中
央
信
託
銀
行
研
究
会
「
信
託
受
益
権
と
強
制

執
行
（
下
）」
金
法
一
二
五
七
号
（
一
九
九
〇
年
）
二
五
頁
。

（
69
） 
信
託
業
法
で
は
、
指
図
権
を
業
と
し
て
行
う
者
は
、
受
益
者
に
対
し
て
忠
実
義
務
を
負
う
と
し
て
い
る
（
信
託
業
法
六
五
条
）。
木
村
仁
「
指

図
権
者
等
が
関
与
す
る
信
託
の
法
的
諸
問
題
」
法
と
政
治
六
四
巻
三
号
（
二
〇
一
三
年
）
六
七
頁
以
下
、
六
九
頁
。
委
託
者
が
そ
の
死
後
も
自
身
の

意
思
を
信
託
に
お
い
て
反
映
さ
せ
る
た
め
に
、
受
託
者
へ
の
指
図
を
通
じ
て
、
信
託
期
間
中
に
わ
た
っ
て
信
託
を
監
督
す
る
た
め
の
機
関
を
置
く
こ

と
が
あ
る
。
こ
れ
に
は
、
信
託
管
理
人
（
信
託
法
一
二
五
条
）、
信
託
監
督
人
（
同
法
一
三
二
条
）、
受
益
者
代
表
者
（
同
法
一
三
九
条
）、
お
よ
び
、

プ
ロ
テ
ク
タ
ー
（P

rotector
）
の
制
度
が
存
在
す
る
が
、
指
図
権
者
は
こ
れ
ら
と
は
異
な
る
。
奥
平
旋
「
プ
ロ
テ
ク
タ
ー
の
役
割
」
新
井
ほ
か
編
・

前
掲
注（
2
）四
七
四
頁
以
下
、
な
お
、
併
せ
て
、
四
宮
・
前
掲
注（
41
）三
一
一
頁
、
三
四
三
頁
を
参
照
の
こ
と
。

（
70
） 

四
宮
・
前
掲
注（
41
）二
一
〇
頁
。

（
71
） 

佐
藤
勉
「
現
代
型
信
託
に
か
か
る
信
託
関
係
者
の
責
任
│
指
図
権
者
を
中
心
と
し
て
」
新
井
ほ
か
・
前
掲
注（
2
）二
四
九
頁
以
下
、
二
五
七
頁
。

（
72
） 

中
田
直
茂
「
指
図
権
と
信
託
」
新
井
ほ
か
・
前
掲
注（
2
）四
四
七
頁
以
下
、
四
五
一
頁
。

（
73
） 

秋
山
・
前
掲
注（
16
）二
〇
頁
。

（
74
） 

実
務
家
の
中
に
は
、
指
図
権
者
を
共
同
受
託
者
に
準
ず
る
者
と
み
な
し
、
指
図
権
者
は
指
図
権
の
行
使
に
関
し
て
信
託
法
上
の
善
管
注
意
義
務

（
信
託
法
二
九
条
二
項
）
や
一
般
的
忠
実
義
務
（
同
法
三
〇
）
を
負
う
と
す
る
考
え
方
を
示
す
者
が
い
る
。
友
松
義
信
「
受
託
者
以
外
の
者
が
運
用

指
図
す
る
信
託
に
お
け
る
責
任
関
係
」
信
託
法
研
究
二
四
号
三
頁
以
下
（
一
九
九
九
年
）。
同
旨
の
見
解
と
し
て
、
中
田
直
茂
「
指
図
者
を
利
用
し

た
場
合
の
受
託
者
責
任
（
下
）」
金
法
一
八
六
〇
号
（
二
〇
〇
九
年
）
四
二
頁
以
下
、
須
田
力
哉
「
指
図
を
伴
う
信
託
事
務
処
理
に
関
す
る
法
的
考

察
」
信
託
法
研
究
三
四
号
（
二
〇
〇
九
年
）
二
三
頁
以
下
。

（
75
） 

我
妻
・
前
掲
注（
64
）二
〇
一
頁
、
上
柳
克
郎
＝
鴻
恒
雄
＝
竹
内
昭
夫
編
集
代
表
『
新
版
註
釈
会
社
法
（
三
）』（
有
斐
閣
、
一
九
八
六
年
）

二
二
三
頁
﹇
前
田
庸
﹈。
株
式
の
質
入
れ
の
効
果
は
、
会
社
法
一
五
一
条
各
号
が
列
挙
す
る
当
該
株
式
の
株
主
が
受
け
取
る
こ
と
が
で
き
る
金
銭
そ

の
他
の
財
産
に
及
ぶ
。

四
一
三



日
本
法
学　

第
八
十
巻
第
二
号
（
二
〇
一
四
年
十
月
）

（
六
七
二
）

（
76
） 

詳
細
は
、
白
井
正
和
「
信
託
を
用
い
た
株
式
の
議
決
権
と
経
済
的
な
持
分
の
分
離
」
ト
ラ
ス
ト
六
〇
研
究
叢
書
『
商
事
法
・
法
人
法
の
観
点
か

ら
見
た
信
託
』（
ト
ラ
ス
ト
六
〇
、
二
〇
一
四
年
）
九
三
頁
以
下
、
中
田
直
茂
「
事
業
承
継
と
信
託
」
ジ
ュ
リ
一
四
五
〇
号
（
二
〇
一
三
年
）
二
一

頁
以
下
な
ど
。

（
77
） 
白
井
・
前
掲
注（
76
）九
七
頁
。
な
お
、
併
せ
て
、
神
田
秀
樹
「
有
価
証
券
の
信
託
」
鴻
常
夫
編
『
商
事
信
託
の
法
理
』（
有
斐
閣
、
一
九
九
八

年
）
二
二
七
頁
、
井
上
聡
「
最
近
の
新
し
い
信
託
取
引
の
動
向
に
つ
い
て
」
信
託
二
四
二
号
（
二
〇
一
〇
年
）
一
六
二
頁
を
参
照
の
こ
と
。

四
一
四



英
国
ス
チ
ュ
ワ
ー
ド
シ
ッ
プ
・
コ
ー
ド
とA

pproved P
ersons

制
度
（
藤
川
）

（
六
七
三
）

英
国
ス
チ
ュ
ワ
ー
ド
シ
ッ
プ
・
コ
ー
ド
とA

pproved Persons

制
度

│
域
外
適
用
と
金
融
機
関
の
リ
ス
ク
ガ
バ
ナ
ン
ス
な
ら
び
に
監
査
等
委
員
会
制
度
な
ど
の
接
点

│

藤　
　

川　
　

信　
　

夫

〈
目
次
〉

は
じ
め
に

第
一
章　

英
国
ス
チ
ュ
ワ
ー
ド
シ
ッ
プ
・
コ
ー
ド
と
金
融
法
制
の
接
点

第
二
章　

日
本
版
ス
チ
ュ
ワ
ー
ド
シ
ッ
プ
・
コ
ー
ド
の
考
察

　

1
．
日
本
版
ス
チ
ュ
ワ
ー
ド
シ
ッ
プ
・
コ
ー
ド
と
企
業
価
値
向
上

　

2
．
日
本
版
ス
チ
ュ
ワ
ー
ド
シ
ッ
プ
・
コ
ー
ド
の
概
要

第
三
章　

ス
チ
ュ
ワ
ー
ド
シ
ッ
プ
・
コ
ー
ド
とA

pproved persons

に
係
る
考
察

　

1
．
英
国
コ
ー
ポ
レ
ー
ト
・
ガ
バ
ナ
ン
ス
・
コ
ー
ド
とA

pproved persons

　

2
．
英
国
の
金
融
機
関
現
地
法
人
の
コ
ー
ポ
レ
ー
ト
・
ガ
バ
ナ
ン
ス
に
係
る
理
論
と
実
践

四
一
五



日
本
法
学　

第
八
十
巻
第
二
号
（
二
〇
一
四
年
十
月
）

（
六
七
四
）

　

3  

．A
pproved P

ersons

な
ら
び
に
リ
ス
ク
・
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
と
金
融
犯
罪

　
　

│
三
つ
の
防
衛
線
モ
デ
ル
、
最
近
の
金
融
犯
罪
摘
発
事
案
と
域
外
適
用
リ
ス
ク
お
よ
び
コ
ン
プ
ラ
イ
ア
ン
ス
│

　

4
．A

pproved P
ersons

規
定
と
通
常
監
督
│
内
部
統
制
と
行
動
規
範
│

　

5
．
三
つ
の
防
衛
線
モ
デ
ル
の
理
論
と
実
際

第
四
章　

ス
チ
ュ
ワ
ー
ド
シ
ッ
プ
・
コ
ー
ド
お
よ
び
行
動
原
則
と
数
値
規
制
、
リ
ス
ク
管
理
と
内
部
監
査

　

1
．
行
動
原
則
な
ら
び
に
数
値
規
制
│
二
〇
一
四
年
三
月
の
新
Ｆ
Ｃ
Ａ
ガ
イ
ド
ブ
ッ
ク
│

　

2
．
英
国
金
融
法
制
の
リ
ス
ク
管
理
と
内
部
監
査
の
要
諦

　

3
．
ス
チ
ュ
ワ
ー
ド
シ
ッ
プ
・
コ
ー
ド
と
金
融
規
制
の
交
錯

　

4
．
英
国
金
融
法
制
の
ア
プ
ロ
ー
チ
と
我
が
国
金
融
規
制
の
比
較

第
五
章　

A
pproved persons

と
ス
チ
ュ
ワ
ー
ド
シ
ッ
プ
・
コ
ー
ド
の
域
外
適
用
リ
ス
ク
等
の
試
論

　
　
　

│
恣
意
性
な
ら
び
に
国
際
私
法
の
規
律
│

　

1
．A

pproved persons
と
Ｆ
Ｃ
Ａ
規
制
│
ス
チ
ュ
ワ
ー
ド
シ
ッ
プ
・
コ
ー
ド
適
用
│

　

2
．M

itsui S
um
itom
o Insurance C

om
pany 

（E
urope

） L
td

の
事
件
か
ら
考
え
ら
れ
る
こ
と

　

3
．S
tandard B

ank

事
件
に
つ
い
て

　

4
．A
pproved person

事
項
と
Ｆ
Ｓ
Ａ
原
則

　

5
．A

pproved persons

の
対
象
の
考
察

　

6
．
コ
ー
ド
適
用
の
交
錯
と
域
外
適
用
の
影
響
な
ら
び
に
国
際
私
法
規
律
│
多
重
・
重
畳
適
用
リ
ス
ク
な
ど
│

第
六
章　

A
pproved P

ersons

と
非
業
務
執
行
取
締
役
、
会
社
法
と
金
融
商
品
取
引
法
の
調
整

　

1
．A

pproved P
ersons

と
非
業
務
執
行
取
締
役

　

2
．
日
本
版
ス
チ
ュ
ワ
ー
ド
シ
ッ
プ
・
コ
ー
ド
と
会
社
法
な
ら
び
に
金
融
商
品
取
引
法
の
調
整

第
七
章　

A
pproved P

ersons

と
利
益
相
反
な
ら
び
に
監
査
等
委
員
会
設
置
会
社

四
一
六



英
国
ス
チ
ュ
ワ
ー
ド
シ
ッ
プ
・
コ
ー
ド
とA

pproved P
ersons

制
度
（
藤
川
）

（
六
七
五
）

　

1
．
英
国
型
ガ
バ
ナ
ン
ス
モ
デ
ル
と
監
査
等
委
員
会
設
置
会
社
の
ア
ナ
ロ
ジ
ー

　

2
．
利
益
相
反
モ
デ
ル
とA

pproved P
ersons

な
ら
び
に
域
外
適
用

第
八
章　

A
pproved P

ersons

制
度
の
展
望
お
よ
び
コ
ー
ド
と
ガ
バ
ナ
ン
ス
・
コ
ン
バ
ー
ジ
ェ
ン
ス

　

1
．A

pproved P
ersons

制
度
の
展
望

　

2
．
日
本
版
コ
ー
ポ
レ
ー
ト
・
ガ
バ
ナ
ン
ス
・
コ
ー
ド
策
定

　

3
．
英
国
会
社
法
一
七
二
条
の
一
般
的
義
務
と
ガ
バ
ナ
ン
ス
・
コ
ン
バ
ー
ジ
ェ
ン
ス

　

4
．
コ
ー
ド
と
法
制
改
革
の
ジ
レ
ン
マ
な
ら
び
に
モ
ラ
ル
形
成

は
じ
め
に

金
融
危
機
後
の
コ
ー
ポ
レ
ー
ト
・
ガ
バ
ナ
ン
ス
改
善
策
の
一
環
と
し
て
英
国
で
ス
チ
ュ
ワ
ー
ド
シ
ッ
プ
・
コ
ー
ド
が
策
定
さ
れ
、
我
が

国
で
も
経
済
成
長
戦
略
の
一
環
と
し
て
導
入
が
予
定
さ
れ
る
。
英
国
コ
ー
ポ
レ
ー
ト
・
ガ
バ
ナ
ン
ス
・
コ
ー
ド
か
ら
派
生
し
た
ソ
フ
ト

ロ
ー
と
い
え
る
が
、
国
際
金
融
法
制
と
の
接
点
と
も
な
ろ
う
。
一
方
、
我
が
国
で
は
二
〇
一
四
年
六
月
二
〇
日
会
社
法
改
正
案
が
成
立
し
、

ガ
バ
ナ
ン
ス
に
関
わ
る
論
点
が
そ
の
中
心
を
な
し
て
い
る
。
監
査
等
委
員
会
制
度
に
関
し
て
は
経
営
・
戦
略
面
か
ら
積
極
的
な
活
用
を
唱

え
る
向
き
も
あ
る
。
会
社
法
改
正
と
日
本
版
ス
チ
ュ
ワ
ー
ド
シ
ッ
プ
・
コ
ー
ド
導
入
を
並
行
し
て
我
が
国
に
お
け
る
ガ
バ
ナ
ン
ス
改
革
が

進
め
ら
れ
、
日
本
版
コ
ー
ド
の
法
的
検
討
な
ど
論
点
と
な
る
。
本
稿
は
主
と
し
てA

pproved P
ersons

制
度
に
焦
点
を
当
て
、
英
国

コ
ー
ポ
レ
ー
ト
・
ガ
バ
ナ
ン
ス
・
コ
ー
ド
と
合
わ
せ
て
ス
チ
ュ
ワ
ー
ド
シ
ッ
プ
・
コ
ー
ド
を
検
討
し
、
域
外
適
用
と
金
融
機
関
の
ガ
バ
ナ

ン
ス
、
監
査
等
委
員
会
制
度
の
接
点
等
に
つ
い
て
、
現
地
法
人
の
ヒ
ヤ
リ
ン
グ
調
査
を
基
に
考
察
を
図
っ
た
も
の
で
あ
る
。
国
際
経
営
・

組
織
法
の
大
き
な
枠
組
み
の
下
で
コ
ン
プ
ラ
イ
ア
ン
ス
・
内
部
統
制
等
を
含
め
た
ガ
バ
ナ
ン
ス
法
制
と
国
際
金
融
法
制
に
関
わ
る
理
論
と

四
一
七



日
本
法
学　

第
八
十
巻
第
二
号
（
二
〇
一
四
年
十
月
）

（
六
七
六
）

実
践
の
包
括
的
か
つ
統
一
的
な
俯
瞰
を
試
み
る
。

第
一
章　

英
国
ス
チ
ュ
ワ
ー
ド
シ
ッ
プ
・
コ
ー
ド
と
金
融
法
制
の
接
点

英
国
財
務
報
告
評
議
会
（F

inancial R
eporting C

ouncil F
R
C

）
に
よ
る
英
国
ス
チ
ュ
ワ
ー
ド
シ
ッ
プ
・
コ
ー
ド
（T

he U
K
 S
tew
ardship 

C
ode

）
は
（
1
）

、
Ｆ
Ｒ
Ｃ
の
コ
ー
ポ
レ
ー
ト
・
ガ
バ
ナ
ン
ス
・
コ
ー
ド
（U

K
 C
orporate G

overnance C
ode （2

）
）
を
前
提
に
そ
れ
を
支
え
る
役
割

を
担
う
（
3
）

。
英
国
で
は
コ
ー
ポ
レ
ー
ト
・
ガ
バ
ナ
ン
ス
・
コ
ー
ド
に
初
期
段
階
か
ら
機
関
投
資
家
が
関
与
し
、
一
九
九
二
年
の
キ
ャ
ド
バ

リ
ー
、
グ
リ
ー
ン
ブ
リ
ー
、
ハ
ン
ペ
ル
各
委
員
会
の
報
告
書
を
統
合
し
て
一
九
九
八
年
統
合
規
範
が
公
表
さ
れ
上
場
規
則
に
も
採
用
さ
れ

る
。
二
〇
一
〇
年
コ
ー
ポ
レ
ー
ト
・
ガ
バ
ナ
ン
ス
・
コ
ー
ド
か
ら
分
離
す
る
形
で
ス
チ
ュ
ワ
ー
ド
シ
ッ
プ
・
コ
ー
ド
が
策
定
さ
れ
（
二
〇
一
二

年
改
正
）、
一
方
コ
ー
ポ
レ
ー
ト
・
ガ
バ
ナ
ン
ス
・
コ
ー
ド
は
二
〇
一
〇
年
提
示
、
二
〇
一
二
年
改
正
を
経
て
現
在
に
至
っ
て
い
る
。

二
〇
〇
八
年
米
国
発
の
金
融
危
機
を
契
機
に
コ
ー
ポ
レ
ー
ト
・
ガ
バ
ナ
ン
ス
に
お
け
る
機
関
投
資
家
の
役
割
、
責
任
の
重
要
性
が
再
認

識
さ
れ
、
二
〇
〇
九
年
ウ
ォ
ー
カ
ー
・
レ
ビ
ュ
ー
で
機
関
投
資
家
の
た
め
の
ス
チ
ュ
ワ
ー
ド
シ
ッ
プ
・
コ
ー
ド
を
策
定
す
る
べ
き
こ
と
が

勧
告
さ
れ
た
。
世
界
的
に
ス
チ
ュ
ワ
ー
ド
シ
ッ
プ
・
コ
ー
ド
採
用
を
表
明
し
た
機
関
投
資
家
・
国
数
が
増
加
し
、
コ
ー
ド
の
対
応
方
法
・

方
針
を
表
明
す
る
ス
テ
ー
ト
メ
ン
ト
の
内
容
に
つ
い
て
、
各
機
関
の
品
質
の
差
の
拡
大
が
新
た
な
課
題
と
な
る
。

第
二
章　

日
本
版
ス
チ
ュ
ワ
ー
ド
シ
ッ
プ
・
コ
ー
ド
の
考
察

1
．
日
本
版
ス
チ
ュ
ワ
ー
ド
シ
ッ
プ
・
コ
ー
ド
と
企
業
価
値
向
上

日
本
版
ス
チ
ュ
ワ
ー
ド
シ
ッ
プ
・
コ
ー
ド
は
ア
ベ
ノ
ミ
ク
ス
の
成
長
戦
略
に
位
置
付
け
ら
れ
、
会
社
法
改
正
と
合
わ
せ
て
我
が
国
企
業

四
一
八



英
国
ス
チ
ュ
ワ
ー
ド
シ
ッ
プ
・
コ
ー
ド
とA

pproved P
ersons

制
度
（
藤
川
）

（
六
七
七
）

の
コ
ー
ポ
レ
ー
ト
・
ガ
バ
ナ
ン
ス
改
革
の
両
輪
と
な
る
こ
と
が
期
待
さ
れ
る
。
日
本
再
興
戦
略
（
二
〇
一
三
年
六
月
）
で
は
株
式
の
長
期
投

資
に
お
け
る
リ
タ
ー
ン
向
上
の
方
策
等
に
係
る
横
断
的
課
題
の
問
題
意
識
と
共
に
企
業
価
値
向
上
、
経
済
活
性
化
の
期
待
が
示
さ
れ
る
（
4
）

。

2
．
日
本
版
ス
チ
ュ
ワ
ー
ド
シ
ッ
プ
・
コ
ー
ド
の
概
要

⑴　

日
本
版
ス
チ
ュ
ワ
ー
ド
シ
ッ
プ
・
コ
ー
ド
の
策
定

二
〇
一
四
年
二
月
二
六
日
金
融
庁
に
よ
り
策
定
・
公
表
さ
れ
た
日
本
版
ス
チ
ュ
ワ
ー
ド
シ
ッ
プ
・
コ
ー
ド
の
七
原
則
を
掲
げ
る
（
5
）

。

1
．
機
関
投
資
家
は
、
ス
チ
ュ
ワ
ー
ド
シ
ッ
プ
責
任
を
果
た
す
た
め
の
明
確
な
方
針
を
策
定
し
、
こ
れ
を
公
表
す
べ
き
で
あ
る
。

2
．
機
関
投
資
家
は
、
ス
チ
ュ
ワ
ー
ド
シ
ッ
プ
責
任
を
果
た
す
上
で
管
理
す
べ
き
利
益
相
反
に
つ
い
て
、
明
確
な
方
針
を
策
定
し
、
こ
れ

を
公
表
す
べ
き
で
あ
る
。

3
．
機
関
投
資
家
は
、
投
資
先
企
業
の
持
続
的
成
長
に
向
け
て
ス
チ
ュ
ワ
ー
ド
シ
ッ
プ
責
任
を
適
切
に
果
た
す
た
め
、
当
該
企
業
の
状
況

を
的
確
に
把
握
す
べ
き
で
あ
る
。

4
．
機
関
投
資
家
は
、
投
資
先
企
業
と
の
建
設
的
な
「
目
的
を
持
っ
た
対
話
」
を
通
じ
て
、
投
資
先
企
業
と
認
識
の
共
有
を
図
る
と
と
も

に
、
問
題
の
改
善
に
努
め
る
べ
き
で
あ
る
。

5
．
機
関
投
資
家
は
、
議
決
権
の
行
使
と
行
使
結
果
の
公
表
に
つ
い
て
明
確
な
方
針
を
持
つ
と
と
も
に
、
議
決
権
行
使
の
方
針
に
つ
い
て

は
、
単
に
形
式
的
な
判
断
基
準
に
と
ど
ま
る
の
で
は
な
く
、
投
資
先
企
業
の
持
続
的
成
長
に
資
す
る
も
の
と
な
る
よ
う
工
夫
す
べ
き
で

あ
る
。

6
．
機
関
投
資
家
は
、
議
決
権
の
行
使
も
含
め
、
ス
チ
ュ
ワ
ー
ド
シ
ッ
プ
責
任
を
ど
の
よ
う
に
果
た
し
て
い
る
の
か
に
つ
い
て
、
原
則
と

し
て
、
顧
客
・
受
益
者
に
対
し
て
定
期
的
に
報
告
を
行
う
べ
き
で
あ
る
。

四
一
九



日
本
法
学　

第
八
十
巻
第
二
号
（
二
〇
一
四
年
十
月
）

（
六
七
八
）

7
．
機
関
投
資
家
は
、
投
資
先
企
業
の
持
続
的
成
長
に
資
す
る
よ
う
、
投
資
先
企
業
や
そ
の
事
業
環
境
等
に
関
す
る
深
い
理
解
に
基
づ
き
、

当
該
企
業
と
の
対
話
や
ス
チ
ュ
ワ
ー
ド
シ
ッ
プ
活
動
に
伴
う
判
断
を
適
切
に
行
う
た
め
の
実
力
を
備
え
る
べ
き
で
あ
る
。

大
半
の
原
則
は
英
国
版
ス
チ
ュ
ワ
ー
ド
シ
ッ
プ
・
コ
ー
ド
に
基
づ
く
が
、
原
則
三
は
日
本
版
で
策
定
さ
れ
、
原
則
七
も
独
自
の
も
の
と

み
な
す
こ
と
が
で
き
る
。

⑵　

ス
チ
ュ
ワ
ー
ド
シ
ッ
プ
責
任
の
意
義
と
問
題
点

ス
チ
ュ
ワ
ー
ド
シ
ッ
プ
責
任
は
機
関
投
資
家
が
投
資
先
の
日
本
企
業
、
事
業
環
境
等
に
関
す
る
深
い
理
解
に
基
づ
く
建
設
的
目
的
を

持
っ
た
対
話
（
エ
ン
ゲ
ー
ジ
メ
ン
ト
）
等
を
通
じ
て
企
業
価
値
向
上
、
持
続
的
成
長
を
促
す
こ
と
で
顧
客
・
受
益
者
の
中
長
期
的
投
資
リ

タ
ー
ン
拡
大
を
図
る
責
任
を
意
味
し
、
責
任
の
内
容
、
啓
蒙
・
教
育
的
要
素
等
に
つ
い
て
定
め
ら
れ
る
。
日
本
版
ス
チ
ュ
ワ
ー
ド
シ
ッ

プ
・
コ
ー
ド
に
つ
き
（
6
）

、
①
目
的
と
性
質
、
対
象
の
機
関
投
資
家
の
範
囲
、
②
受
託
者
責
任
（fi duciary duty

）
と
ス
チ
ュ
ワ
ー
ド
シ
ッ
プ

の
関
係
、
②
英
国
版
ス
チ
ュ
ワ
ー
ド
シ
ッ
プ
・
コ
ー
ド
と
日
本
版
コ
ー
ド
の
比
較
と
し
て
集
団
的
エ
ン
ゲ
ー
ジ
メ
ン
ト
と
共
同
行
動
、
ア

セ
ッ
ト
・
マ
ネ
ジ
ャ
ー
の
内
部
統
制
に
関
す
る
保
証
報
告
、
③
プ
リ
ン
シ
プ
ル
ベ
ー
ス
とC

om
ply or explain （7

）（
遵
守
せ
よ
、
さ
も
な
け
れ

ば
説
明
せ
よ
）、
④
日
本
版
コ
ー
ド
の
法
的
論
点
、
機
関
投
資
家
の
エ
ン
ゲ
ー
ジ
メ
ン
ト
の
役
割
分
担
と
コ
ス
ト
負
担
、
グ
ロ
ー
バ
ル
対
応

の
仕
様
、
④
日
本
版
コ
ー
ド
の
ア
プ
ロ
ー
チ
と
し
て
委
託
者
の
評
価
・
選
別
、
利
益
相
反
と
受
益
者
、
⑤
日
本
型
エ
ン
ゲ
ー
ジ
メ
ン
ト
、

⑥
利
益
相
反
モ
デ
ル
と
コ
ー
ド
の
機
能
発
揮
等
、
多
く
の
問
題
点
が
検
討
さ
れ
る
。
法
的
論
点
で
は
大
量
保
有
報
告
制
度
の
重
要
提
案
行

為
と
投
資
先
企
業
の
対
話
な
ら
び
に
共
同
保
有
者
、
公
開
買
付
制
度
に
お
け
る
特
別
関
係
者
と
他
の
投
資
家
と
の
協
調
行
動
、
イ
ン
サ
イ

ダ
ー
取
引
規
制
等
に
お
け
る
未
公
表
の
重
要
事
実
の
取
扱
い
と
投
資
先
企
業
の
対
話
な
ど
が
掲
げ
ら
れ
る
（
8
）

。
紙
幅
の
制
約
も
あ
り
、
会
社

法
改
正
も
含
め
別
稿
で
考
察
の
こ
と
と
し
た
い
。

四
二
〇



英
国
ス
チ
ュ
ワ
ー
ド
シ
ッ
プ
・
コ
ー
ド
とA

pproved P
ersons

制
度
（
藤
川
）

（
六
七
九
）

第
三
章　

ス
チ
ュ
ワ
ー
ド
シ
ッ
プ
・
コ
ー
ド
とA

pproved persons

に
係
る
考
察

1
．
英
国
コ
ー
ポ
レ
ー
ト
・
ガ
バ
ナ
ン
ス
・
コ
ー
ド
とA

pproved persons

⑴　

英
国
コ
ー
ポ
レ
ー
ト
・
ガ
バ
ナ
ン
ス
・
コ
ー
ド

英
国
コ
ー
ポ
レ
ー
ト
・
ガ
バ
ナ
ン
ス
・
コ
ー
ド
に
関
し
て
、
英
国
金
融
改
革
法
制
と
コ
ー
ド
の
展
開
な
ら
び
に
実
際
、
我
が
国
の
相
似

点
な
ど
を
中
心
に
本
邦
進
出
企
業
の
ガ
バ
ナ
ン
ス
、
リ
ス
ク
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
の
新
た
な
実
践
を
探
り
た
い
。
二
〇
一
〇
年
に
分
離
さ
れ
た

ス
チ
ュ
ワ
ー
ド
シ
ッ
プ
・
コ
ー
ド
と
の
一
体
的
考
察
が
欠
か
せ
な
い
。
二
〇
〇
八
年
金
融
危
機
後
、
二
〇
〇
九
年
一
一
月
英
国
銀
行
業
界

の
コ
ー
ポ
レ
ー
ト 

ガ
バ
ナ
ン
ス
見
直
し
の
最
終
提
案
書
で
あ
る
ウ
ォ
ー
カ
ー
・
レ
ビ
ュ
ー
（W

alker R
eview

）
が
出
さ
れ
、B

oard

（
取

締
役
会
）
の
強
化
を
図
る
場
合
、
発
達
し
た
金
融
技
術
が
理
解
で
き
る
人
材
を
登
用
し
、B

oard m
enber

（
取
締
役
）
が
理
解
で
き
る
情

報
（M

anagem
ent Inform

ation

）
をB
oard
に
挙
げ
て
い
く
こ
と
が
要
求
さ
れ
て
お
り
、
後
述
のA

pproved persons

規
制
に
繋
が
る
も

の
で
あ
る
。
英
国
金
融
シ
テ
ィ
地
区
の
本
邦
銀
行
の
現
地
法
人
が
、
規
制
に
い
か
に
対
処
・
呻
吟
し
つ
つ
ガ
バ
ナ
ン
ス
の
実
践
を
図
っ
て

い
る
か
、
と
の
問
題
意
識
の
下
に
二
〇
一
四
年
三
月L

ondon

現
地
法
人
の
ヒ
ヤ
リ
ン
グ
調
査
を
実
施
し
た
（
9
）

。
英
国
の
二
つ
の
コ
ー
ド
等

に
関
す
る
論
稿
は
存
在
す
る
が
、A

pproved P
ersons

な
ど
最
新
の
議
論
を
踏
ま
え
て
適
用
・
運
用
の
実
際
な
ど
金
融
機
関
の
実
践
に

つ
い
て
考
察
し
、
論
文
と
し
て
取
り
ま
と
め
た
点
に
本
稿
の
独
創
性
、
価
値
が
あ
る
と
信
ず
る
。

コ
ー
ポ
レ
ー
ト
・
ガ
バ
ナ
ン
ス
・
コ
ー
ド
は
、
直
近
で
は
英
国
Ｆ
Ｒ
Ｃ
か
ら
二
〇
一
二
年
九
月
改
訂
版
コ
ー
ド
が
発
出
さ
れ
（
10
）

、B
oard

の
強
化
に
つ
き
、
①N

on E
xecutive D

irector

（
非
業
務
執
行
取
締
役
）
の
強
化
、C

hairm
an L

eadership

な
ど
上
場
企
業
向
け
の

コ
ー
ポ
レ
ー
ト
・
ガ
バ
ナ
ン
ス
の
あ
り
方
を
示
し
て
い
る
。
②
リ
ス
ク
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
に
つ
き
、B

oard

の
中
にR

isk M
anagem

ent 

四
二
一



日
本
法
学　

第
八
十
巻
第
二
号
（
二
〇
一
四
年
十
月
）

（
六
八
〇
）

C
om
m
ittee

（
リ
ス
ク
委
員
会
）
を
置
き
、
Ｃ
Ｒ
Ｏ
（C

hief R
isk O

ffi  cer

）
を
独
立
の
立
場
で
担
当
さ
せ
、A

udit C
om
m
ittee

（
監
査
委
員

会
）
は
分
離
す
る
。
更
にInternal A

udit

（
内
部
監
査
）
を
担
う
セ
ク
シ
ョ
ン
の
あ
り
方
が
議
論
と
な
り
、
別
途
ガ
イ
ダ
ン
ス
が
発
出
さ

れ
、A

udit C
om
m
ittee

、R
isk M

anagem
ent C

om
m
ittee

、Internal A
udit

の
三
つ
は
各
々
分
離
し
て
設
置
す
る
。
ウ
ォ
ー
カ
ー
・

レ
ビ
ュ
ー
（
11
）

は
提
言
に
止
ま
っ
た
が
、
Ｆ
Ｓ
Ａ
（
英
国
金
融
サ
ー
ビ
ス
機
構 F

inancial S
ervices A

uthority

）
が
ル
ー
ル
・
ブ
ッ
ク
で
あ
る

F
S
A
 H
andbook

で
詳
細
に
ル
ー
ル
化
し
、
実
践
に
移
し
た
も
の
で
あ
る
。F

S
A
 H
andbook

の
基
本
規
準
は
Ｆ
Ｓ
Ａ
の
プ
リ
ン
シ
プ
ル

ベ
ー
ス
の
ア
プ
ロ
ー
チ
に
依
拠
し
、
行
為
規
制
（C

onduct

）、
数
値
規
制
（P

rudencial

）
か
ら
な
る
。
Ｆ
Ｓ
Ａ
の
プ
リ
ン
シ
プ
ル
ベ
ー
ス

は
規
制
に
よ
り
消
費
者
が
享
受
し
得
る
便
益
・
効
果
を
規
制
の
結
果
と
し
て
達
成
す
る
こ
と
を
金
融
機
関
に
求
め
る
結
果
ア
プ
ロ
ー
チ
を

特
徴
と
し
、
金
融
機
関
は
Ｆ
Ｓ
Ａ
の
示
す
規
制
の
結
果
を
踏
ま
え
、
自
主
的
な
対
応
が
求
め
ら
れ
る
。

⑵　

FSA
 H
andbook

の
行
為
規
制

行
為
規
制
に
つ
き
、
組
織
の
あ
り
方
と
し
て
、F

S
A
 H
andbook

に
お
い
て
内
部
統
制
（S

ystem
 and C

ontrol

）
に
関
し
詳
細
に
記
載

さ
れ
る
。R

isk C
ontrol

、C
hairm

an

（
取
締
役
会
議
長
）
の
役
割
、
Ｃ
Ｅ
Ｏ
の
役
割
が
記
さ
れ
、
ウ
ォ
ー
カ
ー
・
レ
ビ
ュ
ー
の
成
果
物
を

示
す
形
と
な
り
、
Ｆ
Ｓ
Ａ
傘
下
の
金
融
機
関
は
こ
の
精
神
に
従
う
。
Ｆ
Ｓ
Ａ
は
二
〇
一
三
年
四
月
ツ
イ
ン
ピ
ー
ク
ス
体
制
と
し
て
金
融
行

為
監
督
機
構
（F

C
A
 F
inancial C

onduct A
uthority

）、
健
全
性
監
督
機
構
（P

R
A
 P
rudencial R

egulatory A
uthority

）
に
分
割
さ
れ
、

Ｆ
Ｃ
Ａ
が
投
資
会
社
、
取
引
所
、
金
融
サ
ー
ビ
ス
業
者
、
保
険
ブ
ロ
ー
カ
ー
、
資
産
運
用
会
社
等
の
健
全
性
規
制
と
行
為
規
制
を
担
い
、

Ｐ
Ｒ
Ａ
は
健
全
性
監
督
上
重
要
な
金
融
機
関
（
預
金
取
扱
機
関
、
保
険
会
社
、
主
要
投
資
会
社
）
の
健
全
性
規
制
を
担
う
（
12
）

。
金
融
監
督
手
法
と

し
て
は
預
金
、
株
式
な
ど
業
務
の
種
類
毎
に
分
類
し
（R

egulational A
ctivity

）、
行
為
規
制
の
監
督
機
能
は
Ｆ
Ｃ
Ａ
に
お
い
て
全
金
融
機

関
を
対
象
に
一
括
し
て
担
い
、
健
全
性
規
制
は
Ｆ
Ｃ
Ａ
、
Ｐ
Ｒ
Ａ
が
分
掌
す
る
。

四
二
二



英
国
ス
チ
ュ
ワ
ー
ド
シ
ッ
プ
・
コ
ー
ド
とA

pproved P
ersons

制
度
（
藤
川
）

（
六
八
一
）

⑶　
A
pproved Persons

制
度
と
金
融
危
機
の
接
点

コ
ー
ポ
レ
ー
ト
・
ガ
バ
ナ
ン
ス
の
実
践
に
つ
い
て
、
ウ
ォ
ー
カ
ー
・
レ
ビ
ュ
ー
は
リ
ス
ク
機
能
（R

isk F
unction role

）、
取
締
役
会
議

長
の
役
割
（C

hairm
an role

）
な
ど
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
機
能
（C

ontrol F
unction

）
を
細
分
化
し
、
枠
組
み
を
用
意
し
て
い
る
。
ウ
ォ
ー

カ
ー
・
レ
ビ
ュ
ー
で
はC

onsultation paper

は
発
出
さ
れ
た
も
の
の
法
的
な
強
制
力
を
持
た
ず
、
精
神
的
な
枠
組
み
に
止
ま
り
（
13
）

、
内
容

面
を
補
完
す
る
意
味
合
い
か
ら
、
行
為
規
制
に
お
い
て
Ｃ
Ｅ
Ｏ
（
最
高
業
務
執
行
責
任
者
）、C

haim
an

な
どkey person

は
Ｆ
Ｃ
Ａ
の
個

別
承
認
を
受
け
る
必
要
が
あ
る
も
の
と
さ
れ
た
（A

pproved P
ersons

）。
個
人
的
資
質
を
問
わ
れ
、
形
式
面
で
な
く
実
質
的
な
内
容
を
求

め
ら
れ
る
。
本
社
の
論
行
行
賞
に
よ
る
ロ
ー
テ
ー
シ
ョ
ン
人
事
・
派
遣
で
は
承
認
さ
れ
な
い
状
況
と
な
っ
て
い
る
。

か
か
るA

pproved P
ersons

制
度
は
、
二
〇
〇
〇
年
発
効
のF

S
M
A
2000

（F
inancial S

ervices &
 M
arket A

ct 2000

）
のsection59 

を
根
拠
法
令
（
条
項
）
と
し
、
法
令
に
基
づ
き
Ｆ
Ｓ
Ａ
（
Ｆ
Ｃ
Ａ
／
Ｐ
Ｒ
Ａ
）H

andbook

に
お
い
て
詳
細
な
規
定
が
さ
れ
る
（
14
）

。
二
〇
〇
九

年
ウ
ォ
ー
カ
ー
・
レ
ビ
ュ
ー
に
お
い
てC

hairm
an

や
非
業
務
執
行
取
締
役
（
Ｎ
Ｅ
Ｄ
）
の
責
任
と
役
割
強
化
、R

isk C
om
m
ittee

設
置

な
ど
リ
ス
ク
管
理
態
勢
強
化
が
提
言
さ
れ
た
が
、
当
時
の
Ｆ
Ｓ
Ａ
は
こ
の
提
言
に
基
づ
き
、
コ
ー
ポ
レ
ー
ト
・
ガ
バ
ナ
ン
ス
・
コ
ー
ド
改

訂
の
中
でA

pproved P
ersons

制
度
の
一
部
変
更
を
進
め
て
き
た
も
の
で
あ
る
。
以
下
、A

pproved P
ersons

に
焦
点
を
当
て
つ
つ
、

ス
チ
ュ
ワ
ー
ド
シ
ッ
プ
・
コ
ー
ド
と
の
一
体
的
考
察
の
下
に
英
国
の
コ
ー
ポ
レ
ー
ト
・
ガ
バ
ナ
ン
ス
の
理
論
と
実
践
に
つ
い
て
考
察
を
進

め
た
い
。

2
．
英
国
の
金
融
機
関
現
地
法
人
の
コ
ー
ポ
レ
ー
ト
・
ガ
バ
ナ
ン
ス
に
係
る
理
論
と
実
践

D
B
J E
urope L

im
ited

を
例
に
と
る
と
、G

overnance S
tructure

と
し
て
取
締
役
会
（B

oard of D
irectors

）
に
五
名
が
お
り
、
取

締
役
会
議
長
兼
業
務
執
行
者
（C

hairm
an &

 E
xecutive D

irector

（E
xecutive C

hairm
an

））、E
xecutive D

irector

（
最
高
経
営
責
任
者

四
二
三



日
本
法
学　

第
八
十
巻
第
二
号
（
二
〇
一
四
年
十
月
）

（
六
八
二
）

（C
hief E

xecutive O
ffi  cer C

E
O

）、
最
高
業
務
執
行
責
任
者
（C

hief O
perating O

ffi  cer C
O
O

））
二
名
、
非
業
務
執
行
取
締
役
（N

on 

E
xecutive D

irector N
E
D

）
二
名
と
な
っ
て
い
る
。
内
部
監
査
（Internal A
udit

）、
リ
ス
ク
委
員
会
（R

isk C
om
m
ittee

）
はB

oard of 

D
irectors

に
報
告
・
連
絡
を
行
う
。
英
国
型
モ
デ
ル
で
あ
り
、
非
業
務
執
行
取
締
役
二
名
をB

oard of D
irectors

に
配
し
て
い
る
（
15
）

。

次
にB

oard of D
irectors

の
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
下
に
経
営
執
行
委
員
会
（E

xecutive C
om
m
ittee

）
が
あ
り
、E

xecutive C
hairm

an

、

Ｃ
Ｅ
Ｏ
、
Ｃ
Ｏ
Ｏ
の
三
名
で
構
成
さ
れ
る
。
Ｃ
Ｏ
Ｏ
は
Ｃ
Ｒ
Ｏ
、H

ead of P
lanning &

 G
eneral A

ff airs

、H
um
an R

esources 

O
ffi  cer

、C
om
pliance &

 M
L
R
 O
ffi  cer

を
統
括
す
る
。E
xecutive C

om
m
ittee

に
はA

dvisors

が
付
け
ら
れ
る
。

Internal A
udit

は
、D

B
J E
urope L

im
ited

の
場
合
、
通
常
の
銀
行
に
お
け
る
内
部
監
査
部
門
と
異
な
り
、
銀
行
業
務
の
内
部
検

査
で
な
く
対
外
用
と
し
て
外
部
専
門
家
に
委
託
し
て
い
る
。
今
後
業
務
増
大
の
場
合
に
は
通
常
業
務
面
の
内
部
監
査
の
処
理
も
検
討
さ
れ

よ
う
。Internal A

udit

はE
xecutive C

om
m
ittee

の
ラ
イ
ン
に
設
置
さ
れ
る
。
私
見
で
あ
る
が
、
全
体
と
し
て
コ
ン
プ
ラ
イ
ア
ン
ス

も
さ
る
こ
と
な
が
ら
、
戦
略
的
な
意
思
決
定
を
念
頭
に
置
き
、
戦
略
的
リ
ス
ク
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
で
あ
る
Ｅ
Ｒ
Ｍ
（E

nterprize R
isk 

M
anagem

ent

）
の
精
神
を
重
視
し
、
多
様
な
リ
ス
ク
、
ケ
ー
ス
を
想
定
し
た
大
変
優
れ
た
経
営
組
織
モ
デ
ル
と
評
価
で
き
る
。Internal 

A
udit

機
能
に
お
け
る
人
員
の
人
事
、
報
酬
面
な
ど
の
独
立
性
の
担
保
を
図
る
こ
と
が
鍵
と
な
ろ
う
。

業
務
面
に
関
し
、H
ead of C

S
F

がC
orporate &

 S
tructured F

inance

（
Ｅ
Ｍ
Ｅ
Ａ
）、
Ｃ
Ｒ
Ｏ
がR

isk C
ontrol （16

）
とF

acility 

A
dm
inistration

、
Ｃ
Ｆ
Ｏ
がT

reasury

、B
ack O

ffi  ce

、A
ccountig &

 T
ax

、H
ead of P

lanning &
 G
eneral A

ff airs

がP
lanning

、

G
eneral A

ff airs

、H
um
an R

esources O
ffi  cer

がH
um
an R

esources
、IT

 S
ecurity O

ffi  cers

がIT
 inform

ation S
ecurity

、

C
om
pliance &

 M
L
R

（M
oney L

aundering

）O
ffi  cer

がR
egulatory &

 L
egal

の
各
機
能
を
担
当
す
る
。
マ
ネ
ー
・
ロ
ン
ダ
リ
ン
グ

は
コ
ン
プ
ラ
イ
ア
ン
ス
機
能
と
纏
め
て
、
Ｃ
Ｒ
Ｏ
と
は
切
り
離
し
単
独
の
オ
フ
ィ
サ
ー
に
担
わ
せ
て
い
る
。

四
二
四



英
国
ス
チ
ュ
ワ
ー
ド
シ
ッ
プ
・
コ
ー
ド
とA

pproved P
ersons

制
度
（
藤
川
）

（
六
八
三
）

3
．A

pproved P
ersons

な
ら
び
に
リ
ス
ク
・
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
と
金
融
犯
罪

　

│
三
つ
の
防
衛
線
モ
デ
ル
、
最
近
の
金
融
犯
罪
摘
発
事
案
と
域
外
適
用
リ
ス
ク
お
よ
び
コ
ン
プ
ラ
イ
ア
ン
ス
│

⑴　

リ
ス
ク
・
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
と
三
つ
の
防
衛
線
モ
デ
ル

英
国
に
お
け
る
金
融
監
督
の
テ
ー
マ
は
、
リ
ス
ク
・
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
（R

isk C
ontrol

）
と
金
融
犯
罪
（F

inancial C
rim
e

）
に
大
別
さ
れ
、

監
督
の
相
違
等
に
つ
い
て
述
べ
る
。
リ
ス
ク
・
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
に
つ
い
て
は
、
三
つ
の
防
衛
線
モ
デ
ル
（the three lines of defence 

m
odel （17

）
）
が
採
用
さ
れ
て
い
る
。
第
一
の
防
衛
線
は
業
務
管
理
（operational m

anagem
ent

）、
第
二
の
防
衛
線
は
リ
ス
ク
管
理
部
門
、
コ
ン

プ
ラ
イ
ア
ン
ス
部
門
お
よ
び
そ
の
他
の
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
部
門
、
第
三
の
防
衛
線
は
内
部
監
査
部
門
と
な
る
。
三
つ
の
防
衛
線
モ
デ
ル
に
つ

き
、D

B
J E
urope L

im
ited

の
場
合
、
具
体
的
に
第
一
の
防
衛
線
は
営
業
、
Ｉ
Ｔ
な
ど
各
現
場
で
あ
り
、
自
己
判
断
に
よ
り
リ
ス
ク
コ

ン
ト
ロ
ー
ル
を
行
う
。
第
二
の
防
衛
線
は
リ
ス
ク
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
、
コ
ン
プ
ラ
イ
ア
ン
ス
部
門
で
あ
る
。
第
三
の
防
衛
線
は
内
部
監
査

（Internal A
udit

）
部
門
で
あ
る
が
、
大
規
模
銀
行
の
場
合
は
内
製
化
し
て
一
〇
〇
人
規
模
の
体
制
を
備
え
て
い
る
も
の
の
、
少
人
数
の
場

合
は
外
注
化
す
る
こ
と
が
多
い
。

⑵　

A
pproved Persons

な
ら
び
に
リ
ス
ク
許
容
度
と
コ
ン
プ
ラ
イ
ア
ン
ス

　

│
第
二
の
防
衛
線
、
二
〇
〇
七
年
資
金
洗
浄
規
則
と
最
近
の
摘
発
事
案
の
考
察
│

リ
ス
ク
許
容
度
（risk tolelance

）
と
コ
ン
プ
ラ
イ
ア
ン
ス
の
関
連
が
問
題
と
な
る
。
私
見
で
あ
る
が
、
銀
行
経
営
・
監
督
の
現
場
で

リ
ス
ク
管
理
と
コ
ン
プ
ラ
イ
ア
ン
ス
が
融
合
化
し
、
境
界
線
が
不
明
確
に
な
っ
て
き
つ
つ
あ
る
一
例
と
も
い
え
る
。
Ｆ
Ｓ
Ａ
（
英
国
金
融

サ
ー
ビ
ス
機
構
）、
分
割
後
の
Ｆ
Ｃ
Ａ
（
金
融
行
為
監
督
機
構
）
が
監
督
官
庁
と
し
て
銀
行
検
査
に
入
る
場
合
、
検
査
対
象
・
要
求
資
料
は
、

イ
リ
ス
ク
・
マ
ト
リ
ッ
ク
ス
（R

isk M
atrix

）、
ロ
コ
ン
プ
ラ
イ
ア
ン
ス
の
二
つ
で
あ
る
。

四
二
五



日
本
法
学　

第
八
十
巻
第
二
号
（
二
〇
一
四
年
十
月
）

（
六
八
四
）

イ　

リ
ス
ク
・
マ
ト
リ
ッ
ク
ス
とA

pproved P
ersons

│
リ
ス
ク
許
容
度
、M
itsui S

um
itom
o Insurance C

om
pany 

（E
urope

）

（8 M
ay 2012

）
事
件
│

イ
で
は
、
リ
ス
ク
許
容
度
の
存
在
を
前
提
に
、
当
該
金
融
機
関
に
お
い
て
潜
在
的
リ
ス
ク
は
何
か
を
英
国
に
お
け
る
金
融
機
関
の
監
督

手
法
で
あ
る
Ａ
Ｒ
Ｒ
Ｏ
Ｗ
（A

dvanced R
isk R

esponsive O
perating F

ram
ew
ork

）
の
リ
ス
ク
ア
セ
ス
メ
ン
ト
・
フ
レ
ー
ム
ワ
ー
ク
に
従

い
監
督
当
局
に
説
明
す
る
こ
と
に
な
る
。
Ｆ
Ｓ
Ａ
に
お
い
て
リ
ス
ク
・
マ
ト
リ
ッ
ク
ス
（
18
）

が
近
年
問
題
と
な
っ
た
公
表
事
案
に
、
我
が
国
損

害
保
険
大
手
の
現
地
法
人M

itsui S
um
itom
o Insurance C

om
pany 

（E
urope

）（8 M
ay 2012

）
事
件
が
あ
る
（
19
）

。
ド
イ
ツ
の
新
ビ
ジ
ネ
ス

分
野
へ
の
業
務
拡
大
に
関
し
て
適
切
な
内
部
統
制
が
と
れ
て
お
ら
ず
、
Ｆ
Ｓ
Ａ
プ
リ
ン
シ
プ
ル
原
則
三
が
問
題
と
な
っ
た
事
案
で
、
リ
ス

ク
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
体
制
の
構
築
不
備
を
理
由
に
現
地
法
人
Ｃ
Ｅ
Ｏ
に
三
、三
四
五
、〇
〇
〇
ポ
ン
ド
（
約
六
億
円
）
の
罰
金
が
科
せ
ら
れ
た
。

理
由
の
中
で
、
日
本
の
論
功
行
賞
的
な
人
事
ロ
ー
テ
ー
シ
ョ
ン
に
よ
り
現
地
法
人
の
経
営
ト
ッ
プ
が
任
命
さ
れ
る
こ
と
が
多
く
適
切
な
人

材
配
置
が
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
が
指
摘
さ
れ
、B

oard

に
よ
る
ビ
ジ
ネ
ス
戦
略
面
の
監
視
を
問
題
と
す
る
点
で
Ｅ
Ｒ
Ｍ
（
戦
略
的
リ
ス
ク

マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
）
の
視
点
を
重
視
し
て
い
る
こ
と
が
窺
え
る
。
Ｃ
Ｅ
Ｏ
な
ど
の
交
代
時
に
英
語
力
、
担
当
職
の
役
割
を
こ
な
せ
る
能
力
を

身
に
つ
け
た
人
材
か
ど
う
か
、
書
類
審
査
、
個
別
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
（
審
査
側
は
三
│
四
人
、
一
・
五
時
間
）
に
よ
り
監
督
当
局
が
認
め
た
人
物

（A
pproved P

ersons

）
で
な
い
と
認
め
ら
れ
な
い
こ
と
が
示
さ
れ
（
20
）

、A
pproved P

ersons

制
度
の
適
用
事
案
と
し
て
、
英
国
進
出
の
邦
銀

に
と
り
人
事
上
の
大
き
な
脅
威
と
な
っ
て
き
た
と
さ
れ
る
。

ロ　

コ
ン
プ
ラ
イ
ア
ン
ス
│
金
融
犯
罪
、S

tandard B
ank

（22 January 2014

）
事
件
の
考
察
│

ロ
で
は
、
違
法
性
と
し
て
リ
ス
ク
許
容
度
は
存
在
せ
ず
、
遵
守
す
べ
き
規
制
も
多
く
な
り
、
リ
ス
ク
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
の
仕
方
を
対
象
業

務
と
対
処
方
法
の
リ
ス
ト
に
従
い
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
側
が
当
局
に
説
明
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
。
金
融
犯
罪
（F

inancial C
rim
e

）
に
つ

四
二
六



英
国
ス
チ
ュ
ワ
ー
ド
シ
ッ
プ
・
コ
ー
ド
とA

pproved P
ersons

制
度
（
藤
川
）

（
六
八
五
）

い
て
は
マ
ネ
ー
・
ロ
ン
ダ
リ
ン
グ
、
テ
ロ
リ
ス
ト
・
フ
ァ
イ
ナ
ン
ス
（
活
動
資
金
）、U
K
 B
ribry A

ct of 2010

（
英
国
賄
賂
防
止
法
）
の

三
つ
が
当
該
分
野
に
包
含
さ
れ
る
。
コ
ン
プ
ラ
イ
ア
ン
ス
に
対
処
す
る
た
め
の
リ
ス
ク
の
洗
い
出
し
と
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
が
問
題
と
な
る
。

マ
ネ
ー
・
ロ
ン
ダ
リ
ン
グ
に
つ
き
英
国
に
は
我
が
国
に
は
な
い
規
制
が
存
在
し
、
司
法
省
・
警
察
が
所
管
す
る
が
、
金
融
機
関
が
「
無
償

の
警
察
官
」
と
し
て
疑
わ
し
い
取
引
に
関
し
て
は
自
発
的
に
顧
客
デ
ュ
ー
デ
リ
ジ
ェ
ン
ス
を
行
い
、
当
局
へ
報
告
す
る
必
要
が
あ
り
、
怠

る
と
両
罰
規
定
に
よ
り
金
融
機
関
の
経
営
陣
個
人
も
刑
事
罰
の
対
象
と
な
る
。
私
見
で
あ
る
が
、
疑
わ
し
い
と
思
わ
れ
る
取
引
に
対
す
る

事
前
予
防
体
制
の
内
部
統
制
構
築
と
両
罰
規
定
の
組
み
合
わ
せ
と
い
う
構
図
は
、
米
国
Ｆ
Ｃ
Ｐ
Ａ
（T

he F
oreign C

orrupt P
ractices A

ct 

of 1977

）
な
ど
海
外
汚
職
行
為
防
止
法
等
と
も
共
通
す
る
。

英
国
で
は
二
〇
〇
七
年
資
金
洗
浄
規
則
（M
oney L

aundering R
egulation 2007 M

L
R
2007 （21

）
）
に
お
い
て
、
①
法
人
顧
客
の
真
の
受
益
者

の
確
認
義
務
に
つ
い
て
規
定
さ
れ
、
②
継
続
的
な
顧
客
管
理
に
関
す
る
義
務
も
定
め
ら
れ
る
（M

L
R
2007 

規
則
八
）。
①
に
つ
い
て
、
真

の
受
益
者
の
確
認
が
必
要
と
な
る
。
取
引
の
類
型
な
ど
に
つ
き
、
金
融
機
関
は
以
下
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
は
真
の
受
益
者
の
確

認
を
含
む
顧
客
デ
ュ
ー
デ
リ
ジ
ェ
ン
ス
を
自
ら
実
施
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（M

L
R
2007 

規
則
七
⑴
）。
⒜
継
続
的
な
取
引
を
開
始
す
る
場

合
、
⒝
臨
時
の
取
引
を
実
行
す
る
場
合
、
⒞
資
金
洗
浄
や
テ
ロ
リ
ス
ト
の
資
金
調
達
が
疑
わ
れ
る
場
合
、
⒟
過
去
に
お
い
て
顧
客
特
定
や

照
合
に
用
い
た
情
報
に
つ
い
て
、
正
確
性
や
適
切
性
が
疑
わ
れ
る
場
合
。
リ
ス
ク
ベ
ー
ス
・
ア
プ
ロ
ー
チ
で
あ
り
、
顧
客
が
例
外
事
由
に

該
当
す
る
と
信
じ
る
に
足
る
合
理
的
根
拠
が
あ
る
場
合
は
金
融
機
関
に
対
し
顧
客
デ
ュ
ー
デ
リ
ジ
ェ
ン
ス
は
要
求
さ
れ
な
い
が
、
資
金
洗

浄
や
テ
ロ
資
金
供
与
の
疑
い
の
あ
る
場
合
は
除
か
れ
る
（M

L
R
2007 

規
則
一
三
⑴
）。
罰
則
と
し
て
両
罰
規
定
で
あ
り
、
金
融
機
関
が
「
真

の
受
益
者
」
の
確
認
を
含
め
た
顧
客
デ
ュ
ー
デ
リ
ジ
ェ
ン
ス
の
実
施
に
係
る
義
務
（M

L
R
2007

規
則
七
⑴
）
に
違
反
し
た
場
合
、
監
督
機

関
（
Ｆ
Ｓ
Ａ
）
は
適
正
と
考
え
る
金
額
の
罰
金
（civil penalties

）
を
課
す
こ
と
が
で
き
る
（M

L
R
2007 

規
則
四
二
⑴
）。
当
該
義
務
違
反
は

四
二
七



日
本
法
学　

第
八
十
巻
第
二
号
（
二
〇
一
四
年
十
月
）

（
六
八
六
）

以
下
の
刑
事
罰
の
対
象
に
も
な
る
（M

L
R
2007 

規
則
四
五
⑴
）。
⒜
即
決
裁
判
に
よ
り
法
定
上
限
以
内
の
罰
金
、
⒝
陪
審
裁
判
に
よ
り
二
年

以
下
の
禁
固
ま
た
は
罰
金
、
あ
る
い
は
両
方
。
会
社
法
人
で
あ
る
金
融
機
関
に
よ
る
違
反
の
場
合
、
当
該
違
反
が
当
該
金
融
機
関
の
役
員

（offi  cer
）
の
同
意
ま
た
は
黙
認
の
下
に
行
わ
れ
た
も
の
、
あ
る
い
は
当
該
役
員
の
怠
慢
に
帰
せ
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
場
合
は
当
該
役
員
も

刑
事
罰
の
対
象
と
な
る
（M

L
R
2007 

規
則
四
七
⑴
）。

マ
ネ
ー
・
ロ
ン
ダ
リ
ン
グ
に
関
連
し
、
Ｆ
Ｃ
Ａ
に
よ
る
金
融
検
査
が
行
わ
れ
罰
金
が
課
さ
れ
た
最
近
の
公
表
事
案
と
し
て
、
南
ア
フ
リ

カ
に
本
社
を
置
くS

tandard B
ank

（22 January 2014

）
事
件
が
あ
る
（
22
）

。
金
融
犯
罪
防
止
の
た
め
の
内
部
統
制
構
築
が
さ
れ
て
い
な
い
こ

と
でM

oney L
aundering R

egulation 20

（1

）
違
反
の
指
摘
を
受
け
、
七
、六
四
〇
、四
〇
〇
ポ
ン
ド
（
約
一
四
億
円
）
の
罰
金
を
科
さ
れ

た
。
金
融
機
関
は
事
前
予
防
体
制
整
備
が
求
め
ら
れ
、
整
備
・
構
築
の
不
備
の
み
で
処
罰
さ
れ
る
点
で
英
国
賄
賂
防
止
法
と
共
通
す
る
が
、

英
国
賄
賂
防
止
法
で
は
実
際
に
汚
職
行
為
の
事
案
が
生
じ
て
初
め
て
内
部
統
制
の
不
備
が
問
題
と
な
る
が
、
マ
ネ
ー
・
ロ
ン
ダ
リ
ン
グ
の

場
合
は
事
件
が
勃
発
し
な
く
て
も
不
備
が
指
摘
さ
れ
る
。

⑶　

内
部
監
査
と
オ
ペ
レ
ー
シ
ョ
ナ
ル
・
リ
ス
ク
│
第
三
の
防
衛
線
│

第
二
の
防
衛
線
に
続
き
、
第
三
の
防
衛
線
と
し
て
内
部
監
査
（Internal A

udit

）
の
機
能
が
リ
ス
ク
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
に
お
い
て
重
要
と

な
る
（
23
）

。
英
国
内
部
監
査
協
会
（C

harted Institute of Internal A
uditors

）
が
二
〇
一
三
年
六
月
金
融
機
関
向
け
指
針
（E

ff ective Internal 

A
udit in the F

inancial S
ervices S

ector, R
ecom

m
endations from

 the C
om
m
ittee on Internal A

udit G
uidance for F

inancial S
ervices

）

を
発
出
し
、
当
該
分
野
に
つ
き
理
解
が
で
き
る
独
立
し
た
内
部
監
査
人
に
よ
り
情
報
提
供
が
な
さ
れ
る
べ
き
こ
と
を
規
定
し
（
24
）

、
英
国

Ｆ
Ｃ
Ａ
の
監
督
ア
プ
ロ
ー
チ
も
内
部
監
査
重
視
に
変
容
し
つ
つ
あ
る
。
特
に
オ
ペ
レ
ー
シ
ョ
ナ
ル
・
リ
ス
ク
に
関
す
る
監
査
委
員
会
監
査

が
金
融
機
関
に
お
い
て
は
現
下
の
ホ
ッ
ト
イ
ッ
シ
ュ
ー
と
な
っ
て
お
り
、
四
大
会
計
事
務
所
の
人
材
も
ウ
ォ
ー
カ
ー
・
レ
ビ
ュ
ー
発
出
時

四
二
八



英
国
ス
チ
ュ
ワ
ー
ド
シ
ッ
プ
・
コ
ー
ド
とA

pproved P
ersons

制
度
（
藤
川
）

（
六
八
七
）

期
は
リ
ス
ク
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
に
向
け
、
一
方
現
在
は
内
部
監
査
に
向
け
て
、
異
動
・
転
出
が
み
ら
れ
る
。
英
国
Ｆ
Ｃ
Ａ
は
最
後
の
第
三
の

防
衛
線
も
重
視
し
、
直
接
チ
ェ
ッ
ク
を
行
う
よ
う
に
な
っ
て
い
る
（
25
）

。
ま
た
プ
リ
ン
シ
プ
ル
ベ
ー
ス
の
考
え
方
か
ら
Ｆ
Ｃ
Ａ
は
ガ
イ
ダ
ン
ス

を
発
出
す
る
の
み
で
、
新
設
さ
れ
た
ガ
イ
ダ
ン
ス
規
定
の
個
別
金
融
機
関
の
組
織
等
へ
の
落
と
し
込
み
作
業
は
大
手
会
計
事
務
所
が
担
う

こ
と
と
さ
れ
る
（
26
）

。

⑷　

金
融
犯
罪
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン

金
融
犯
罪
関
連
の
監
督
に
関
し
て
、
Ｆ
Ｃ
Ａ
か
ら
二
〇
一
三
年
四
月
金
融
犯
罪
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
（F

inancial crim
e: a guide for fi rm

s 

P
art1: A

 fi rm
’s guide to preventing fi nancial crim

e

、P
art 2: F

inancial crim
e them

atic review
s

）
が
発
出
さ
れ
て
い
る
（
27
）

。
金
融
犯
罪
で

は
い
ず
れ
の
類
型
も
プ
リ
ン
シ
プ
ル
ベ
ー
ス
で
あ
り
、
ガ
イ
ダ
ン
ス
発
出
に
よ
り
内
容
の
明
確
化
を
図
っ
て
い
る
。
英
国
賄
賂
防
止
法
に

関
し
て
はagent

が
多
く
用
い
ら
れ
（
28
）

、agent

に
お
け
る
責
任
、
資
金
決
済
方
法
、
身
元
照
会
等
の
リ
ス
ク
分
析
が
金
融
機
関
側
に
求
め

ら
れ
（
29
）

る
（
30
）

。
適
切
な
管
理
体
制
を
敷
き
、
問
題
発
生
時
も
親
会
社
側
の
不
正
な
意
図
が
な
い
こ
と
を
説
明
で
き
る
こ
と
が
必
要
と
な
る
。

4
．A

pproved P
ersons

規
定
と
通
常
監
督
│
内
部
統
制
と
行
動
規
範
│

Ｆ
Ｒ
Ｃ
と
Ｐ
Ｒ
Ａ
の
分
離
独
立
に
伴
い
、F

S
A
 H
andbook

に
お
い
てT

hreshold C
onditions C

ode

（
Ｃ
Ｏ
Ｎ
Ｄ
）
が
策
定
さ
れ
、

A
pproved P

ersons

の
内
容
を
規
定
し
、
対
象
企
業
を
拘
束
す
る
。A

pproved P
ersons

に
対
す
るP

rinciples and C
ode

を
み
る

と
（
31
）

、
第
一
にP
rinciples 

と
し
て
、integrity

、
説
明
可
能
な
機
能
と
し
て
のskill

、care and diligence

、
市
場
規
範
の
遵
守
、

Ｆ
Ｃ
Ａ
・
Ｐ
Ｒ
Ａ
な
ど
規
制
機
関
と
のopen

、co-operative

なdeal
、
規
制
機
関
側
が
期
待
す
る
情
報
の
適
切
な
開
示
、
更
に
以
上
の

説
明
可
能
で
重
要
な
影
響
を
及
ぼ
す
機
能
（accountable signifi cant infl uence function

）
を
実
践
す
るA

pproved P
ersons

が
ビ
ジ
ネ

ス
組
織
の
効
率
的
統
制
に
向
け
た
組
織
形
成
の
た
め
の
合
理
的
な
段
階
を
踏
ん
で
い
る
こ
と
な
ど
が
求
め
ら
れ
る
。
市
場
と
の
対
話
・
開

四
二
九



日
本
法
学　

第
八
十
巻
第
二
号
（
二
〇
一
四
年
十
月
）

（
六
八
八
）

示
も
さ
る
こ
と
な
が
ら
、
監
督
当
局
と
の
通
常
の
付
き
合
い
（deal

）、
監
督
当
局
側
が
求
め
る
適
宜
情
報
開
示
と
い
う
当
局
主
導
か
つ

日
々
の
通
常
監
督
が
重
視
さ
れ
る
（
32
）

。
第
二
に
、C

ode of P
ractice 

（
行
動
規
範
）
は
Ｆ
Ｃ
Ａ
ル
ー
ル
ブ
ッ
ク
（S

tatem
ents of P

rinciple 

and C
ode of P

ractice for A
pproved P

ersons

）
に
準
拠
し
て
い
る
（
33
）

。

英
国
賄
賂
防
止
法
で
は
事
前
予
防
の
見
地
か
ら
コ
ン
プ
ラ
イ
ア
ン
ス
・
プ
ロ
グ
ラ
ム
構
築
な
ど
が
求
め
ら
れ
る
が
、
金
融
犯
罪
、
イ
ン

サ
ー
ダ
ー
取
引
な
ど
に
関
し
て
は
Ｃ
Ｅ
Ｏ
、
ス
タ
ッ
フ
の
ト
レ
ー
ニ
ン
グ
が
必
要
と
な
る
（
34
）

。
特
に
Ｃ
Ｅ
Ｏ
な
ど
他
現
地
法
人
等
の
経
営

ト
ッ
プ
に
対
し
て
新
任
着
任
時
の
事
前
研
修
な
ど
を
行
い
、
業
務
に
即
応
で
き
る
人
材
を
監
督
当
局
側
は
求
め
て
お
り
、
ロ
ー
テ
ー
シ
ョ

ン
人
事
に
よ
る
人
材
が
着
任
後
に
一
定
時
間
を
か
け
て
業
務
に
キ
ャ
ッ
チ
ア
ッ
プ
す
る
こ
と
は
許
容
さ
れ
て
い
な
い
。
着
任
時
に

A
pproved P

ersons

と
し
て
Ｆ
Ｃ
Ａ
に
登
録
す
る
こ
と
が
必
要
と
な
り
、
弁
護
士
事
務
所
な
ど
に
委
託
し
た
Ｃ
Ｅ
Ｏ
な
ど
の
研
修
の
内

容
は
、
金
融
犯
罪
な
ど
の
研
修
な
ら
び
にA
pproved P

ersons

の
研
修
の
二
つ
が
中
核
と
な
る
。
内
部
統
制
の
実
効
性
確
保
と
し
て
、

事
前
の
体
制
構
築
と
い
う
枠
組
み
作
り
と
共
に
、
業
務
を
担
う
Ｃ
Ｅ
Ｏ
な
ど
の
人
材
の
承
認
と
い
う
二
本
立
て
の
制
度
と
な
っ
て
い
る
。

5
．
三
つ
の
防
衛
線
モ
デ
ル
の
理
論
と
実
際

三
つ
の
防
衛
線
モ
デ
ル
の
実
際
を
現
地
法
人
（D

B
J E
ourope

）
に
お
い
て
考
察
す
る
と
（
35
）

、
第
一
の
防
衛
線
（F

irst line of defence

）
は

H
ead of C

orporate &
 S
tructured F

inance and C
F
O

（C
hief F

inancial O
ffi  cer

）、
第
二
の
防
衛
線
（S

econd line of defence

）
は

Ｃ
Ｒ
Ｏ
（C

hief R
isk O

ffi  cer, enhanced by R
isk C

om
m
ittee

）、
第
三
の
防
衛
線
（T

hird line of defence

）
は
内
部
監
査
（Internal A

udit

）

の
各
セ
ク
シ
ョ
ン
が
担
い
、
コ
ー
ド
の
内
容
に
準
拠
し
た
構
造
を
と
っ
て
い
る
。
先
ず
は
通
常
業
務
の
枠
組
み
に
よ
り
最
高
財
務
責
任
者

（
Ｃ
Ｆ
Ｏ
）
が
第
一
の
防
衛
線
と
し
て
役
割
を
果
た
す
こ
と
と
な
る
。

私
見
で
あ
る
が
、
内
部
監
査
、
リ
ス
ク
委
員
会
は
取
締
役
会
の
直
属
と
な
っ
て
お
り
、
ガ
バ
ナ
ン
ス
も
利
い
て
い
る
。
リ
ス
ク
担
当
最

四
三
〇



英
国
ス
チ
ュ
ワ
ー
ド
シ
ッ
プ
・
コ
ー
ド
とA

pproved P
ersons

制
度
（
藤
川
）

（
六
八
九
）

高
責
任
者
はE

xecutive C
hairm

an

、
Ｃ
Ｅ
Ｏ
、
Ｃ
Ｏ
Ｏ
の
三
名
で
構
成
さ
れ
る
経
営
執
行
委
員
会
の
傘
下
に
あ
り
、
経
営
執
行
委
員

会
自
体
は
取
締
役
会
の
統
率
下
に
あ
る
こ
と
か
ら
最
終
的
に
は
取
締
役
会
の
ガ
バ
ナ
ン
ス
の
枠
内
に
あ
る
。
別
案
と
し
て
、
経
営
執
行
に

関
す
る
第
二
の
防
衛
線
の
構
築
面
に
お
い
て
考
察
の
余
地
は
あ
ろ
う
。
Ｃ
Ｒ
Ｏ
の
独
立
性
の
担
保
と
し
て
内
部
監
査
、
リ
ス
ク
委
員
会
同

様
に
取
締
役
会
の
直
属
組
織
と
す
る
こ
と
も
想
定
さ
れ
る
。
あ
く
ま
で
も
役
員
（offi  cer

）
の
一
員
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
経
営
執
行
委
員

会
か
ら
完
全
に
切
り
離
す
こ
と
は
困
難
な
面
も
あ
ろ
う
が
、
並
行
し
て
Ｃ
Ｒ
Ｏ
の
人
事
・
報
酬
面
で
は
取
締
役
会
の
判
断
に
委
ね
る
こ
と

も
一
案
と
な
る
。
現
状
で
は
Ｃ
Ｆ
Ｏ
と
並
行
し
て
経
営
執
行
委
員
会
の
傘
下
に
あ
り
、
第
一
の
防
衛
線
と
第
二
の
防
衛
線
の
区
分
に
お
い

て
不
透
明
と
な
り
か
ね
な
い
懸
念
も
残
る
が
、
全
体
の
ガ
バ
ナ
ン
ス
・
モ
デ
ル
の
枠
内
で
実
効
性
の
確
保
は
で
き
て
い
る
。
ま
た
第
三
の

防
衛
線
に
関
し
て
は
実
際
に
は
会
計
事
務
所
へ
外
注
し
て
お
り
、
今
後
業
務
量
・
業
容
の
増
加
・
拡
大
に
つ
れ
、
人
員
を
配
し
て
自
己
ア

セ
ス
メ
ン
ト
す
る
案
も
検
討
さ
れ
る
。
総
体
と
し
て
、
非
常
に
よ
く
配
慮
さ
れ
、
ガ
バ
ナ
ン
ス
も
利
い
た
優
れ
た
精
緻
な
コ
ン
プ
ラ
イ
ア

ン
ス
・
モ
デ
ル
と
評
価
で
き
る
。

第
四
章　

ス
チ
ュ
ワ
ー
ド
シ
ッ
プ
・
コ
ー
ド
お
よ
び
行
動
原
則
と
数
値
規
制
、
リ
ス
ク
管
理
と
内
部
監
査

1
．
行
動
原
則
な
ら
び
に
数
値
規
制
│
二
〇
一
四
年
三
月
の
新
Ｆ
Ｃ
Ａ
ガ
イ
ド
ブ
ッ
ク
│

ス
チ
ュ
ワ
ー
ド
シ
ッ
プ
・
コ
ー
ド
と
金
融
監
督
の
関
係
に
つ
き
検
討
し
た
い
。
金
融
機
関
に
お
い
て
は
、
ア
セ
ッ
ト
・
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
、

議
決
権
行
使
を
行
う
イ
ン
ベ
ス
ト
メ
ン
ト
・
バ
ン
ク
（
投
資
銀
行
）
な
ど
は
ス
チ
ュ
ワ
ー
ド
シ
ッ
プ
・
コ
ー
ド
に
対
す
る
取
り
組
み
を
示

し
、
さ
ら
に
情
報
開
示
が
求
め
ら
れ
る
。

Ｆ
Ｃ
Ａ
の
金
融
機
関
に
対
す
る
規
制
・
監
督
ア
プ
ロ
ー
チ
は
、
大
き
く
行
為
規
制
と
数
値
規
制
（prudencial supervision

）
に
分
類
さ

四
三
一



日
本
法
学　

第
八
十
巻
第
二
号
（
二
〇
一
四
年
十
月
）

（
六
九
〇
）

れ
る
。F

S
A
 H
andbook

の
行
動
原
則
（P

rinciples for B
usinesses P

R
IN

）
を
み
る
と
、
以
下
の
一
一
原
則
が
示
さ
れ
る
（
36
）

。1.Integrity

、

2.S
kill, care and diligence

、3.M
anagem

ent and control

、4. F
inancial prudence

、5.M
arket conduct

、6.C
ustom

ers ’ 

interests
、7.C

om
m
unications w

ith clients

、8.C
onfl icts of interest

、9 C
ustom

ers: relationships of trust

、10.C
lients ’ 

assets

、11.R
elations w

ith regulators

。
更
に
内
部
統
制
（S
ystem

s and C
ontrols

）
に
関
し
て
は
（
37
）

、
強
靱
な
ガ
バ
ナ
ン
ス
（robust 

governance

）、
コ
ン
プ
ラ
イ
ア
ン
ス
、
リ
ス
ク
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
、
利
益
相
反
（m

anage confl icts of interest

）、
報
酬
規
制
等
を
内
容
と
し
、

近
時
の
問
題
事
案
（E

nforcem
ent exam

ples

）
が
提
示
さ
れ
て
い
る
（
38
）

。

数
値
規
制
に
関
し
てP

illars of conduct supervision

が
あ
り
、
二
〇
一
四
年
三
月
に
発
出
さ
れ
た
ば
か
り
の
新
Ｆ
Ｃ
Ａ
ガ
イ
ド

ブ
ッ
ク
（T

he F
C
A

’s A
pproach to S

upervision for C
2 fi rm

s and groups

）
に
よ
れ
ば
（
39
）

、
Ｆ
Ｃ
Ａ
の
監
督
ア
プ
ロ
ー
チ
（approach to 

supervision

）
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
は
、4 categories of supervision

、4 categories of prudential supervision

に
分
か
れ
る
。
Ｆ
Ｃ
Ａ

のP
rudential A

pproach

（
数
値
規
制
）
と
し
て
、P

illar1. P
roactive F

irm
 S
upervision 

（F
irm
 S
ystem

atic F
ram
ew
ork

）、P
illar2. 

E
vent-driven w

ork

、P
illar3. Issues and products

（including them
atic review

s

）
の
三
つ
が
あ
（
40
）

る
（
41
）

。P
illar

（
柱
）1-3 

は
、
金
融

機
関
の
最
低
所
要
自
己
資
本
の
積
み
増
し
に
関
わ
る
数
値
規
準
で
、P

illar1 

は
ベ
ー
シ
ッ
ク
・
リ
ス
ク
に
対
応
す
る
最
低
所
要
自
己
資

本
（
非
予
想
損
失
／
今
後
一
年
間
）
と
し
て
市
場
リ
ス
ク
、
信
用
リ
ス
ク
、
オ
ペ
レ
ー
シ
ョ
ナ
ル
・
リ
ス
ク
の
三
つ
の
リ
ス
ク
に
対
応
す
る
。

P
illar2 

は
所
要
自
己
資
本
（
ピ
ラ
ー
1
に
含
ま
れ
て
い
な
い
リ
ス
ク
）
で
、
三
リ
ス
ク
以
外
に
各
金
融
機
関
に
お
い
て
個
別
に
相
違
が
あ
る

リ
ス
ク
を
自
己
ア
セ
ス
メ
ン
ト
し
て
自
己
資
本
を
積
み
増
す
も
の
で
あ
り
、
流
動
資
産
、
グ
ル
ー
プ
間
リ
ス
ク
、
ビ
ジ
ネ
ス
リ
ス
ク
、

Ｉ
Ｔ
リ
ス
ク
な
ど
が
該
当
す
る
。
リ
ス
ク
・
マ
ト
リ
ッ
ク
ス
を
用
い
て
リ
ス
ク
評
価
を
行
い
、
リ
ス
ク
軽
減
（m

itigation

）
策
を
図
っ
た

上
で
資
本
バ
ッ
フ
ァ
ー
を
積
む
。P

illar1-2 

は
、
そ
の
時
点
（spot

）
の
リ
ス
ク
分
析
に
基
づ
く
が
、
加
え
て
時
系
列
、
さ
ら
に
は
三
―

四
三
二



英
国
ス
チ
ュ
ワ
ー
ド
シ
ッ
プ
・
コ
ー
ド
とA

pproved P
ersons

制
度
（
藤
川
）

（
六
九
一
）

五
年
程
度
将
来
の
景
気
変
動
に
よ
る
資
本
毀
損
な
ど
の
ス
ト
レ
ス
・
テ
ス
ト
（stress test

）
を
想
定
し
たP

illar3 

を
積
む
こ
と
に
な
る
。

関
連
し
て
、
逆
に
当
該
金
融
機
関
が
破
綻
す
る
だ
け
の
ス
ト
レ
ス
を
想
定
・
計
算
し
、
自
己
清
算
に
必
要
な
コ
ス
ト
を
算
定
す
る
手
法

（reverse stress test

）
も
近
時
は
行
わ
れ
る
。

我
が
国
に
お
い
て
類
似
制
度
導
入
を
考
え
た
場
合
、
レ
ピ
ュ
テ
ー
シ
ョ
ナ
ル
・
リ
ス
ク
は
と
も
か
く
、
強
制
力
の
点
で
弱
さ
が
あ
り
、

事
後
的
な
金
融
検
査
な
ど
と
は
別
に
予
防
的
な
シ
ス
テ
ム
構
築
が
求
め
ら
れ
る
こ
と
は
論
を
待
た
な
い
。
ソ
フ
ト
ロ
ー
と
し
て
上
場
規
則

へ
の
各
種
ル
ー
ル
の
盛
り
込
み
、
開
示
の
徹
底
、
中
央
銀
行
に
よ
る
通
常
監
督
の
一
層
の
強
化
を
図
り
、
日
本
版
ス
チ
ュ
ワ
ー
ド
シ
ッ

プ
・
コ
ー
ド
導
入
も
予
定
さ
れ
る
。
金
融
規
制
改
革
に
限
っ
て
は
米
国
ド
ッ
ド
・
フ
ラ
ン
ク
法
の
対
応
も
大
き
な
課
題
と
な
り
、
従
来
の

金
融
規
制
と
統
一
性
を
維
持
し
つ
つ
規
制
改
革
を
進
め
る
に
は
各
規
制
の
摩
擦
に
よ
る
効
果
・
成
長
の
低
減
な
ど
も
予
想
さ
れ
、
監
督
当

局
、
金
融
機
関
側
双
方
の
相
当
綿
密
な
努
力
が
求
め
ら
れ
る
。
も
っ
と
も
、
詳
細
に
規
定
す
れ
ば
プ
リ
ン
シ
プ
ル
ベ
ー
ス
の
意
義
を
損
ね

か
ね
な
い
。

2
．
英
国
金
融
法
制
の
リ
ス
ク
管
理
と
内
部
監
査
の
要
諦

金
融
機
関
の
現
地
法
人
の
ヒ
ヤ
リ
ン
グ
を
通
じ
て
近
時
の
英
国
金
融
法
制
の
ア
プ
ロ
ー
チ
を
考
察
し
て
き
た
。
ま
と
め
る
と
、
①

B
oard

（
取
締
役
会
）
と
し
て
、
戦
略
面
の
リ
ス
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
へ
の
取
り
込
み
で
あ
る
Ｅ
Ｒ
Ｍ
へ
の
即
応
性
が
求
め
ら
れ
て
い
る
。
②
そ

の
た
め
の
規
制
枠
組
み
の
充
足
の
み
な
ら
ず
、
実
際
に
配
置
さ
れ
る
経
営
ト
ッ
プ
の
人
材
の
資
質
が
面
談
な
ど
を
通
し
て
問
わ
れ
て
い
る

（A
pproved P

ersons

）。
③
プ
リ
ン
シ
プ
ル
ベ
ー
ス
を
基
本
と
し
、
き
め
細
か
い
ガ
イ
ド
ブ
ッ
ク
を
発
出
す
る
こ
と
で
実
際
の
金
融
監
督

の
実
効
性
を
向
上
さ
せ
る
こ
と
を
狙
っ
て
お
り
、
そ
の
た
め
に
も
ロ
ー
テ
ー
シ
ョ
ン
人
事
で
な
く
、
精
緻
な
法
規
制
の
内
容
が
理
解
で
き
、

監
督
当
局
に
求
め
ら
れ
る
情
報
を
適
宜
に
作
成
・
報
告
で
き
る
人
材
の
養
成
と
現
地
法
律
事
務
所
な
ど
に
よ
る
事
前
の
ト
レ
ー
ニ
ン
グ
が

四
三
三



日
本
法
学　

第
八
十
巻
第
二
号
（
二
〇
一
四
年
十
月
）

（
六
九
二
）

求
め
ら
れ
て
い
る
。
④
リ
ス
ク
・
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
に
つ
い
て
は
、
三
つ
の
防
衛
線
モ
デ
ル
が
示
さ
れ
、
第
二
の
防
衛
線
は
リ
ス
ク
マ
ネ
ジ

メ
ン
ト
、
コ
ン
プ
ラ
イ
ア
ン
ス
の
各
部
門
で
あ
る
が
、
コ
ン
プ
ラ
イ
ア
ン
ス
に
関
し
て
は
、
リ
ス
ク
・
マ
ト
リ
ッ
ク
ス
に
よ
る
リ
ス
ク
許

容
度
（risk tolelance

）
と
の
関
連
が
問
題
と
な
る
。
銀
行
経
営
・
監
督
の
現
場
で
、
リ
ス
ク
管
理
と
コ
ン
プ
ラ
イ
ア
ン
ス
が
融
合
化
し
、

経
営
判
断
原
則
の
適
用
さ
れ
る
境
界
線
が
不
明
確
に
な
っ
て
き
つ
つ
あ
る
と
い
え
る
。
英
国
で
は
伝
統
的
に
Ｅ
Ｒ
Ｍ
が
重
視
さ
れ
て
き
た

こ
と
も
背
景
に
あ
る
。
消
極
的
妥
当
性
に
関
わ
る
経
営
判
断
と
し
て
、
二
〇
一
〇
年
英
国
賄
賂
防
止
法
な
ど
の
コ
ン
プ
ラ
イ
ア
ン
ス
・
プ

ロ
グ
ラ
ム
策
定
、
経
営
陣
自
身
の
自
己
規
律
、
従
業
員
教
育
な
ど
に
お
け
る
コ
ン
プ
ラ
イ
ア
ン
ス
と
の
境
界
を
示
す
こ
と
が
必
要
と
な
り
、

米
国
判
例
法
理
で
あ
るR

ed F
lag

（
危
険
な
徴
候
）
の
活
用
も
検
討
さ
れ
よ
う
。
⑤
リ
ス
ク
許
容
度
に
つ
い
て
はM

itsui S
um
itom
o 

Insurance C
om
pany 

（E
urope

）（8 M
ay 2012

）
事
件
、
コ
ン
プ
ラ
イ
ア
ン
ス
・
金
融
犯
罪
に
つ
い
て
はS

tandard B
ank

（22 January 

2014

）
事
件
が
注
目
さ
れ
、
両
罰
規
定
で
あ
る
こ
と
か
ら
邦
銀
な
ど
の
対
応
が
焦
眉
の
急
と
な
る
。
⑥
第
三
の
防
衛
線
で
は
、
内
部
監
査

と
オ
ペ
レ
ー
シ
ョ
ナ
ル
・
リ
ス
ク
が
問
題
と
な
る
。
英
国
Ｆ
Ｃ
Ａ
の
監
督
ア
プ
ロ
ー
チ
も
内
部
監
査
の
重
視
に
変
容
し
つ
つ
あ
り
、
業
容

拡
大
に
伴
い
、
会
計
事
務
所
へ
の
外
注
か
ら
自
社
の
人
材
育
成
も
課
題
と
な
る
。
特
に
当
該
分
野
で
は
、
事
前
予
防
と
し
て
金
融
当
局
の

通
常
監
督
が
重
要
で
あ
り
、
こ
の
観
点
か
ら
もA

pproved P
ersons

の
存
在
が
必
須
と
な
ろ
う
。

3
．
ス
チ
ュ
ワ
ー
ド
シ
ッ
プ
・
コ
ー
ド
と
金
融
規
制
の
交
錯

ス
チ
ュ
ワ
ー
ド
シ
ッ
プ
・
コ
ー
ド
は
短
期
的
視
点
に
偏
り
が
ち
な
ア
ク
テ
ィ
ビ
ス
ト
か
ら
長
期
的
視
点
に
立
つ
機
関
投
資
家
に
よ
る
経

営
陣
と
の
エ
ン
ゲ
ー
ジ
メ
ン
ト
強
化
を
働
き
か
け
る
も
の
と
な
る
が
、
Ｆ
Ｃ
Ａ
の P

rudential A
pproach

（
数
値
規
制
）
に
関
し
て

P
illars of conduct supervision

が
あ
り
、
二
〇
一
四
年
三
月
発
出
の
ガ
イ
ド
ブ
ッ
ク
に
よ
れ
ば
、
ス
ト
レ
ス
・
テ
ス
ト
（stress test

）

を
想
定
し
たP

illar3 

に
関
し
て
はP

illar1-2 

の
文
書
化
と
開
示
も
併
せ
て
求
め
ら
れ
る
。
こ
の
中
に
リ
ス
ク
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
、
内
部

四
三
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英
国
ス
チ
ュ
ワ
ー
ド
シ
ッ
プ
・
コ
ー
ド
とA

pproved P
ersons

制
度
（
藤
川
）

（
六
九
三
）

統
制
に
関
わ
る
文
書
化
と
開
示
が
含
ま
れ
、
こ
こ
に
ス
チ
ュ
ワ
ー
ド
シ
ッ
プ
・
コ
ー
ド
に
関
す
る
開
示
が
必
要
と
な
る
（
42
）

。
数
値
規
制
と
ス

チ
ュ
ワ
ー
ド
シ
ッ
プ
・
コ
ー
ド
の
接
点
と
な
る
。
こ
れ
ら
の
内
容
は
最
近
の
改
訂
に
よ
りF

C
A
 H
andbook

に
落
と
し
込
ま
れ
、
ア

セ
ッ
ト
・
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
、
議
決
権
行
使
を
行
う
イ
ン
ベ
ス
ト
メ
ン
ト
・
バ
ン
ク
な
ど
金
融
機
関
は
自
発
的
対
応
が
迫
ら
れ
て
い
る
。

4
．
英
国
金
融
法
制
の
ア
プ
ロ
ー
チ
と
我
が
国
金
融
規
制
の
比
較

我
が
国
に
お
い
て
日
本
版
ス
チ
ュ
ワ
ー
ド
シ
ッ
プ
・
コ
ー
ド
導
入
が
提
示
さ
れ
、
英
国
の
よ
う
に
コ
ー
ポ
レ
ー
ト
・
ガ
バ
ナ
ン
ス
・

コ
ー
ド
を
持
た
な
い
現
状
に
お
い
て
、
実
効
性
の
あ
る
改
革
枠
組
み
が
検
討
さ
れ
る
。
英
国
で
は
、
規
範
（code

）
あ
る
い
は
ハ
ン
ド

ブ
ッ
ク
と
い
う
法
律
で
は
な
い
規
制
が
中
心
と
な
る
が
、
規
制
と
し
て
の
実
質
的
な
エ
ン
フ
ォ
ー
ス
メ
ン
ト
と
し
て
、
ジ
ェ
ン
ト
ル
マ
ン

シ
ッ
プ
に
よ
り
金
融
の
中
心
で
あ
る
シ
テ
ィ
に
存
在
が
許
さ
れ
な
い
と
い
う
厳
正
な
欧
州
市
民
社
会
ル
ー
ル
が
背
景
に
確
立
し
て
い
る
。

金
融
危
機
の
再
発
防
止
の
観
点
か
ら
、
事
前
防
止
と
し
て
の
通
常
監
督
が
重
視
さ
れ
、A

pproved P
ersons

の
制
度
が
徹
底
さ
れ
て
き

て
い
る
こ
と
も
、
同
様
の
考
え
方
の
一
環
で
あ
ろ
う
。
我
が
国
に
お
い
て
は
、
大
き
な
制
度
枠
組
み
は
米
国
方
式
を
採
り
、
原
則
的
に
は

企
業
活
動
は
自
由
な
が
ら
、
ク
ラ
ス
ア
ク
シ
ョ
ン
、
米
国
証
券
法 10b-5 

な
ど
米
国
に
は
別
途
独
自
の
規
律
づ
け
が
あ
る
。
我
が
国
の

場
合
、
米
英
に
比
し
て
も
実
質
的
な
エ
ン
フ
ォ
ー
ス
メ
ン
ト
枠
組
み
の
不
足
が
つ
と
に
指
摘
さ
れ
る
所
以
で
あ
る
（
上
村
達
男
教
授
）。

C
om
ply or E

xplain

原
則
の
導
入
に
よ
る
ス
チ
ュ
ワ
ー
ド
シ
ッ
プ
・
コ
ー
ド
導
入
に
し
て
も
然
り
で
あ
り
、
日
本
版
コ
ー
ド
策
定
・
導

入
を
上
場
規
則
な
ど
ソ
フ
ト
ロ
ー
で
図
る
と
し
て
も
、
上
記
の
背
景
を
異
に
す
る
限
り
は
実
効
性
は
疑
問
符
が
付
き
か
ね
な
い
。
金
融
検

査
と
共
に
通
常
監
督
を
重
視
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
英
国
で
は
中
央
銀
行
に
権
限
を
集
約
し
、
金
融
庁
（
Ｆ
Ａ
Ｓ
）
解
体
を
図
っ
た
が
（
43
）

、
我

が
国
に
お
い
て
も
日
本
銀
行
が
所
要
の
監
督
人
員
を
確
保
し
て
通
常
監
督
す
る
に
せ
よ
（
44
）

、
中
央
銀
行
の
組
織
で
あ
る
限
り
は
エ
ン

フ
ォ
ー
ス
メ
ン
ト
に
限
界
が
あ
る
。
英
国
の
場
合
、
実
質
的
に
Ｃ
Ｅ
Ｏ
等
が
金
融
の
中
心
地
で
活
動
で
き
な
い
制
裁
が
存
在
す
る
が
、

四
三
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日
本
法
学　

第
八
十
巻
第
二
号
（
二
〇
一
四
年
十
月
）

（
六
九
四
）

A
pproved P

ersons

の
制
度
の
な
い
我
が
国
で
は
、
通
常
監
督
違
反
に
対
す
る
制
裁
は
現
実
に
は
金
融
庁
が
業
務
停
止
処
分
な
ど
を
行

う
こ
と
に
な
る
が
、
反
社
会
的
勢
力
の
取
引
、
シ
ス
テ
ム
障
害
な
ど
明
確
な
コ
ン
プ
ラ
イ
ア
ン
ス
事
案
に
止
ま
り
、
不
良
債
権
な
ど
金
融

検
査
は
別
と
し
て
事
後
制
裁
的
に
止
ま
る
。
今
後
は
事
前
防
止
策
と
し
て
各
金
融
機
関
が
自
発
的
に
Ｅ
Ｒ
Ｍ
の
リ
ス
ク
管
理
体
制
を
組
織

と
し
て
取
り
込
み
、
通
常
監
督
と
併
せ
、
コ
ン
プ
ラ
イ
ア
ン
ス
の
み
な
ら
ず
、
一
定
の
重
要
な
消
極
的
妥
当
性
に
関
わ
る
経
営
判
断
事
項

に
つ
い
て
も
、
監
視
の
目
を
他
律
的
か
つ
自
発
的
に
重
畳
的
に
強
化
し
て
い
く
こ
と
が
将
来
の
金
融
危
機
の
再
発
防
止
の
鍵
と
な
ろ
う
。

英
国
の
よ
う
な
市
民
社
会
ル
ー
ル
形
成
に
は
相
当
な
時
日
を
要
し
よ
う
が
、
一
方
で
米
国
金
融
改
革
法
制
で
あ
る
ド
ッ
ド
・
フ
ラ
ン
ク
法

の
域
外
適
用
な
ら
び
に
ガ
バ
ナ
ン
ス
や
破
綻
処
理
な
ど
の
実
質
的
影
響
、
さ
ら
に
金
融
シ
ス
テ
ム
の
重
要
な
影
響
を
及
ぼ
し
か
ね
な
い
一

定
規
模
以
上
の
金
融
機
関
等
に
対
し
て
は
バ
ー
ゼ
ル
規
制
の
適
用
も
進
展
し
て
く
る
と
み
ら
れ
、
国
内
の
会
社
法
改
正
、
金
融
商
品
取
引

法
、
銀
行
法
に
加
え
て
ソ
フ
ト
ロ
ー
で
あ
る
上
場
規
則
、
日
本
版
ス
チ
ュ
ワ
ー
ド
シ
ッ
プ
・
コ
ー
ド
な
ど
の
全
体
的
な
整
合
性
を
い
か
に

保
つ
か
、
今
後
の
金
融
法
制
に
お
い
て
大
き
な
課
題
が
残
さ
れ
る
。

第
五
章　

A
pproved persons

と
ス
チ
ュ
ワ
ー
ド
シ
ッ
プ
・
コ
ー
ド
の
域
外
適
用
リ
ス
ク
等
の
試
論

　
　
　

│
恣
意
性
な
ら
び
に
国
際
私
法
の
規
律
│

1
．A

pproved persons

と
Ｆ
Ｃ
Ａ
規
制
│
ス
チ
ュ
ワ
ー
ド
シ
ッ
プ
・
コ
ー
ド
適
用
│

現
地
法
人
ヒ
ヤ
リ
ン
グ
を
通
し
てA

pproved persons

と
リ
ス
ク
ガ
バ
ナ
ン
ス
に
関
す
る
試
論
を
提
示
し
た
い
。A

pproved 

persons

の
事
項
は
Ｆ
Ｃ
Ａ
のP

rinciples for business

の
構
成
要
素
の 11 P

rinciples

に
依
拠
し
て
い
る
。
英
国
当
局
は
諸
外
国
の

子
会
社
が
国
内
で
経
営
さ
れ
て
い
る
場
合
、
ス
チ
ュ
ワ
ー
ド
シ
ッ
プ
・
コ
ー
ド
や
コ
ー
ポ
レ
ー
ト
・
ガ
バ
ナ
ン
ス
・
コ
ー
ド
の
適
用
内
で

四
三
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英
国
ス
チ
ュ
ワ
ー
ド
シ
ッ
プ
・
コ
ー
ド
とA

pproved P
ersons

制
度
（
藤
川
）

（
六
九
五
）

あ
る
な
ら
ば
Ｆ
Ｃ
Ａ
の
定
め
るA

approved persons

の
要
件
を
満
た
す
よ
う
に
要
求
す
る
。
ス
チ
ュ
ワ
ー
ド
シ
ッ
プ
・
コ
ー
ド
や
コ
ー

ポ
レ
ー
ト
・
ガ
バ
ナ
ン
ス
・
コ
ー
ド
と
Ｆ
Ｃ
Ａ
の
既
存
規
制
を
合
わ
せ
る
こ
と
で
国
内
の
ほ
と
ん
ど
の
海
外
企
業
子
会
社
や
関
連
会
社
に

対
し
て
Ｆ
Ｃ
Ａ
の
規
制
を
及
ぼ
す
こ
と
が
可
能
と
な
る
と
考
え
ら
れ
、
ま
た
二
つ
の
コ
ー
ド
に
は
手
を
加
え
ず
、
Ｆ
Ｃ
Ａ
関
連
規
則
を
修

正
す
る
こ
と
で
規
制
の
対
象
・
態
様
は
無
限
に
広
が
り
う
る
と
も
い
え
よ
う
。
英
国
進
出
の
金
融
機
関
な
ど
現
地
法
人
に
対
し
て
は
、

Ｆ
Ｃ
Ａ
関
連
規
制
に
つ
き
、
二
つ
の
コ
ー
ド
を
媒
介
・
仲
介
項
と
し
て
当
局
の
恣
意
的
な
規
制
の
網
が
か
ぶ
せ
ら
れ
る
怖
れ
が
あ
る
点
で

国
際
汚
職
行
為
法
同
様
の
リ
ス
ク
が
あ
る
。

2
．M

itsui S
um
itom
o Insurance C

om
pany 

（E
urope

） Ltd

の
事
件
か
ら
考
え
ら
れ
る
こ
と

こ
の
事
件
の
論
点
を
改
め
て
み
て
み
た
い
。
三
井
住
友
海
上
グ
ル
ー
プ
ホ
ー
ル
デ
ィ
ン
グ
ス
は
英
国
内
の
子
会
社
の
株
主
（
本
社
）
で

あ
る
た
め
、
ス
チ
ュ
ワ
ー
ド
シ
ッ
プ
・
コ
ー
ド
の
適
用
対
象
と
な
る
。
よ
っ
て
Ｆ
Ｃ
Ａ
の
定
め
るA

pproved persons

の
要
件
を
満
た

さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
Ｆ
Ｓ
Ａ
のF
inal N

otice

（8 M
ay 2012

）
を
分
析
す
る
と
、
①
対
象
に
つ
き
、M

itsui S
um
itom
o Insurance 

C
om
pany 

（E
urope

） L
td

（M
S
IE
u

）
は
、
今
や
Ｍ
Ｓ
＆
Ａ
Ｄ
グ
ル
ー
プ
の
一
つ
で
あ
る
三
井
住
友
海
上
グ
ル
ー
プ
ホ
ー
ル
デ
ィ
ン
グ
ス

の
完
全
子
会
社
で
あ
る
（
45
）

。
か
っ
てM

S
IE
u

は
英
国
外
の
企
業
で
対
象
外
で
あ
っ
た
が
、
現
在
は
ド
イ
ツ
や
フ
ラ
ン
ス
な
ど
欧
州
の
エ
リ

ア
に
進
出
し
て
き
て
お
り
、
つ
い
に
は
ロ
ン
ド
ン
に
も
設
立
し
た
た
め
、
当
局
が
ス
チ
ュ
ワ
ー
ド
シ
ッ
プ
・
コ
ー
ド
の
規
制
を
か
け
る
こ

と
が
で
き
る
対
象
内
に
入
っ
た
こ
と
が
示
さ
れ
る
。
②
事
例
に
つ
い
て
、
三
井
住
友
現
地
法
人
の
親
会
社
がdirectors

（
取
締
役
）
を
任

命
し
た
が
、
選
出
の
仕
方
は
非
合
理
で
、
か
つdirectors

はA
pproved persons

で
は
な
い
と
い
う
判
断
を
当
局
は
示
し
、
日
本
市
場

と
性
質
が
異
な
る
の
で
安
易
に
日
本
式
人
事
で
決
定
す
べ
き
で
な
い
と
し
た
。

私
見
で
あ
る
が
、
一
〇
〇
％
子
会
社
で
あ
る
こ
と
が
根
拠
の
一
つ
と
な
っ
て
お
り
、
今
回
は
ス
チ
ュ
ワ
ー
ド
シ
ッ
プ
・
コ
ー
ド
の
対
象

四
三
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日
本
法
学　

第
八
十
巻
第
二
号
（
二
〇
一
四
年
十
月
）

（
六
九
六
）

と
し
て
本
社
に
適
用
さ
れ
て
い
る
感
が
あ
る
が
、
示
さ
れ
た
行
動
内
容
は
コ
ー
ポ
レ
ー
ト
・
ガ
バ
ナ
ン
ス
・
コ
ー
ド
の
行
動
規
範
の
内
容

と
類
似
す
る
印
象
を
受
け
る
（
46
）

。
ス
チ
ュ
ワ
ー
ド
シ
ッ
プ
・
コ
ー
ド
と
コ
ー
ポ
レ
ー
ト
・
ガ
バ
ナ
ン
ス
・
コ
ー
ド
は
本
来
一
つ
の
統
合
規
範

が
分
離
し
た
も
の
で
あ
る
た
め
相
関
性
が
高
く
、
裁
決
者
が
適
用
を
恣
意
的
に
選
択
で
き
る
要
素
が
あ
ろ
う
。

3
．S

tandard B
ank

事
件
に
つ
い
て

S
tandard B

ank
事
件
は
、
南
ア
フ
リ
カ
の
最
大
手
銀
行S
tandard B

ank

が
Ｆ
Ｃ
Ａ
の
規
制
す
る
Ｐ
Ｅ
Ｐ
（P

olitically E
xposed 

P
erson

）
に
該
当
す
る
顧
客
と
取
引
し
た
と
し
て
マ
ネ
ー
・
ロ
ン
ダ
リ
ン
グ
規
制
を
受
け
た
と
い
う
内
容
で
あ
る
。P

olitically 

E
xposed P

erson

の
該
当
性
は
明
確
で
な
く
、
や
は
り
Ｆ
Ｃ
Ａ
の
恣
意
的
判
断
基
準
に
よ
り
決
定
、
規
制
さ
れ
る
可
能
性
が
あ
る
。

4
．A

pproved person

事
項
と
Ｆ
Ｓ
Ａ
原
則

英
国
Ｆ
Ｓ
Ａ
は
解
体
さ
れ
、
政
権
交
代
に
よ
り
Ｆ
Ｃ
Ａ
に
権
限
な
ど
が
委
譲
さ
れ
た
が
、
依
然
と
し
て
旧
Ｆ
Ｓ
Ａ
の
名
称
で
規
則
な
ど

が
残
さ
れ
て
い
る
。
ど
ち
ら
の
コ
ー
ド
の
適
用
か
、
必
ず
し
も
明
確
で
は
な
い
所
以
で
あ
る
。A

pproved persons

は
Ｆ
Ｓ
Ａ
に
よ
り

選
定
さ
れ
る
会
社
の
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
に
適
し
た
人
材
で
あ
る
。
金
商
法
の
適
合
性
・
公
正
原
則
に
相
応
す
る
内
容
（the F

S
A

’s F
it and 

P
roper test

）
も
述
べ
ら
れ
る
。
具
体
的
な
資
質
と
し
て
、（a

） honesty, integrity and reputation

、（b

） com
petence and 

capability

、（c

） fi nancial soundness 

な
ど
が
要
求
さ
れ
る
。

海
外
企
業
が
英
国
と
関
連
す
る
と
き
、
ス
チ
ュ
ワ
ー
ド
シ
ッ
プ
・
コ
ー
ド
ま
た
は
コ
ー
ポ
レ
ー
ト
・
ガ
バ
ナ
ン
ス
・
コ
ー
ド
の
適
用
を

受
け
る
か
の
ア
プ
ロ
ー
チ
を
か
け
、
該
当
し
た
場
合
は
Ｆ
Ｓ
Ａ
の
規
制
、
つ
ま
りapproved person

事
項
を
厳
守
す
る
よ
う
に
強
制
さ

せ
る
。
英
国
に
関
連
子
会
社
を
持
つ
全
て
の
会
社
が
、
①
そ
の
関
連
子
会
社
の
株
を
所
有
し
て
い
る
（
ス
チ
ュ
ワ
ー
ド
シ
ッ
プ
・
コ
ー
ド
の

対
象
）、
ま
た
は
②
ガ
バ
ナ
ン
ス
に
お
い
て
関
係
性
が
あ
る
（
コ
ー
ポ
レ
ー
ト
・
ガ
バ
ナ
ン
ス
・
コ
ー
ド
の
対
象
）
の
で
例
外
な
く
、
Ｆ
Ｓ
Ａ
の

四
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英
国
ス
チ
ュ
ワ
ー
ド
シ
ッ
プ
・
コ
ー
ド
とA

pproved P
ersons

制
度
（
藤
川
）

（
六
九
七
）

規
制
や
原
則
を
遵
守
す
る
こ
と
が
要
求
さ
れ
る
こ
と
と
な
ろ
う
。

5
．A

pproved persons

の
対
象
の
考
察

Ｆ
Ｃ
Ａ
規
制
のA

pproved persons

に
つ
い
て
、
ど
こ
ま
で
規
制
対
象
に
な
る
の
か
は
必
ず
し
も
明
確
で
は
な
い
。
印
象
と
し
て

m
anager

、director

な
ど
の
経
営
幹
部
の
み
で
な
く
、
範
囲
が
拡
大
し
、
英
国
現
地
法
人
で
働
く
全
て
の
社
員
に
拡
大
す
る
可
能
性
も

あ
る
。
こ
の
点
も
規
制
当
局
の
恣
意
性
に
関
わ
り
、
Ｆ
Ｃ
Ｐ
Ａ
、U

K
 B
ribery A

ct of 2010 

の
適
用
拡
大
と
厳
罰
化
の
動
き
と
軌
を

一
に
す
る
リ
ス
ク
が
あ
る
。
我
が
国
の
長
期
的
雇
用
慣
行
等
に
影
響
を
及
ぼ
し
か
ね
ず
、
後
手
に
回
っ
た
そ
の
場
し
の
ぎ
の
措
置
、
現
場

任
せ
や
法
務
部
限
り
の
対
応
で
な
く
、
事
前
予
防
と
し
て
経
営
ト
ッ
プ
主
導
に
よ
る
人
事
制
度
改
善
と
平
仄
を
合
わ
せ
た
改
革
、
リ
ス
ク

対
応
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
構
築
が
求
め
ら
れ
る
。
内
部
統
制
・
会
計
条
項
を
含
む
コ
ン
プ
ラ
イ
ア
ン
ス
・
プ
ロ
グ
ラ
ム
構
築
な
ど
が
海
外
汚
職

行
為
防
止
法
で
は
求
め
ら
れ
る
が
、
同
様
の
観
点
か
ら
の
コ
ン
プ
ラ
イ
ア
ン
ス
対
応
が
必
要
と
な
ろ
う
。

6
．
コ
ー
ド
適
用
の
交
錯
と
域
外
適
用
の
影
響
な
ら
び
に
国
際
私
法
規
律
│
多
重
・
重
畳
適
用
リ
ス
ク
な
ど
│

以
上
か
ら
、
英
国
進
出
現
地
法
人
を
抱
え
る
本
邦
の
金
融
機
関
に
お
い
て
、
本
社
は
ス
チ
ュ
ワ
ー
ド
シ
ッ
プ
・
コ
ー
ド
（
域
外
適
用
）、

現
地
子
会
社
は
コ
ー
ポ
レ
ー
ト
・
ガ
バ
ナ
ン
ス
・
コ
ー
ド
な
ら
び
に
ス
チ
ュ
ワ
ー
ド
シ
ッ
プ
・
コ
ー
ド
（
現
地
子
会
社
が
他
に
投
資
を
行
っ

て
い
る
場
合
（
47
）

）
の
二
重
適
用
の
怖
れ
が
あ
る
。
こ
れ
ら
が
現
地
法
人
と
本
社
に
同
時
適
用
さ
れ
る
懸
念
も
あ
る
。
コ
ー
ド
に
止
ま
る
限
り

は
エ
ン
フ
ォ
ー
ス
メ
ン
ト
の
点
で
問
題
は
少
な
い
と
も
思
料
さ
れ
る
が
、
本
社
に
お
い
て
人
事
制
度
を
見
直
さ
ざ
る
を
得
な
く
な
り
、
そ

の
意
味
合
い
の
実
質
的
な
域
外
適
用
の
影
響
も
見
逃
せ
な
い
。
直
接
の
親
会
社
で
あ
る
三
井
住
友
海
上
グ
ル
ー
プ
ホ
ー
ル
デ
ィ
ン
グ
ス
の

み
な
ら
ず
、
さ
ら
に
そ
の
親
グ
ル
ー
プ
で
あ
る
Ｍ
Ｓ
＆
Ａ
Ｄ
グ
ル
ー
プ
に
も
多
重
に
及
び
か
ね
な
い
。
他
方
、
英
国
関
連
子
会
社
に
対
す

る
本
社
株
主
と
し
て
日
本
版
ス
チ
ュ
ワ
ー
ド
シ
ッ
プ
・
コ
ー
ド
自
体
の
適
用
も
想
定
さ
れ
る
。
親
子
会
社
グ
ル
ー
プ
全
体
に
対
し
て
（
多

四
三
九



日
本
法
学　

第
八
十
巻
第
二
号
（
二
〇
一
四
年
十
月
）

（
六
九
八
）

重
適
用
）、
国
内
外
の
ス
チ
ュ
ワ
ー
ド
シ
ッ
プ
・
コ
ー
ド
が
幾
重
に
も
適
用
さ
れ
か
ね
な
い
（
重
畳
適
用
）
と
い
う
多
重
・
重
畳
適
用
の
リ

ス
ク
が
あ
る
こ
と
に
な
る
。
今
後
世
界
的
に
独
自
の
ス
チ
ュ
ワ
ー
ド
シ
ッ
プ
・
コ
ー
ド
の
導
入
を
図
る
国
や
機
関
投
資
家
が
増
加
し
て
く

る
と
、
こ
う
し
た
国
際
進
出
企
業
に
対
す
る
域
外
適
用
（E

xtraterritorial A
pplication

）
を
含
む
内
容
の
相
違
す
る
コ
ー
ド
適
用
の
交
錯

（
多
重
適
用
）
に
よ
り
、
企
業
サ
イ
ド
の
混
乱
を
招
致
し
か
ね
ず
、
準
拠
法
、
消
極
的
抵
触
に
お
け
る
反
致
（renvoi

）
な
ど
国
際
私
法
の

絡
む
問
題
に
も
な
り
か
ね
な
い
。
法
規
制
で
な
く
プ
リ
ン
シ
プ
ル
あ
る
い
は
コ
ー
ド
で
あ
る
た
め
、
国
際
連
携
を
基
に
ソ
フ
ト
ロ
ー
に
よ

る
国
際
礼
譲
主
義
（international com

ity

）、
特
に
他
国
の
利
害
に
も
配
慮
し
た
消
極
的
礼
譲
（negative com

ity

）
に
依
拠
し
た
一
定
の
規

律
づ
け
が
望
ま
れ
る
。
も
っ
と
も
、
後
述
の
ソ
フ
ト
ロ
ー
に
よ
る
規
律
付
け
ゆ
え
の
問
題
点
な
ど
も
あ
る
。

第
六
章　

A
pproved P

ersons

と
非
業
務
執
行
取
締
役
、
会
社
法
と
金
融
商
品
取
引
法
の
調
整

1
．A

pproved P
ersons

と
非
業
務
執
行
取
締
役

英
国
コ
ー
ポ
レ
ー
ト
・
ガ
バ
ナ
ン
ス
・
コ
ー
ド
な
ら
び
にF

S
A
 H
andbook

に
お
け
るA

pproved P
ersons

に
対
す
るP

rinciples 

and C
ode

は
、
本
邦
の
英
国
進
出
現
地
法
人
も
規
制
対
象
と
な
り
、
金
融
機
関
等
に
お
け
る
ロ
ー
テ
ー
シ
ョ
ン
、
論
功
行
賞
人
事
の
見

直
し
も
余
儀
な
く
さ
れ
る
。
グ
ロ
ー
バ
ル
企
業
は
全
社
的
コ
ー
ポ
レ
ー
ト
・
ガ
バ
ナ
ン
ス
あ
る
い
は
内
部
統
制
・
コ
ン
プ
ラ
イ
ア
ン
ス
、

リ
ス
ク
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
体
制
を
敷
い
て
お
り
、
こ
う
し
た
子
会
社
を
巡
る
動
向
を
通
じ
て
本
社
の
人
事
制
度
・
規
範
に
逆
に
改
革
に
向
け

た
影
響
を
及
ぼ
す
こ
と
と
な
ろ
う
。
私
見
で
あ
る
が
、A

pproved P
ersons

制
度
導
入
は
我
が
国
会
社
法
改
正
の
監
査
委
員
会
等
設
置

会
社
に
お
け
る
非
業
務
執
行
取
締
役
（
Ｎ
Ｅ
Ｄ
）
に
よ
る
改
革
に
通
じ
る
も
の
と
い
え
る
。
改
正
で
は
社
外
取
締
役
の
社
外
要
件
も
厳
し

く
な
る
が
、
法
文
に
書
き
込
ま
れ
る
形
式
面
主
体
の
厳
格
化
と
合
わ
せ
て
、
非
業
務
執
行
取
締
役
中
心
の
ガ
バ
ナ
ン
ス
改
革
を
進
め
る
上

四
四
〇



英
国
ス
チ
ュ
ワ
ー
ド
シ
ッ
プ
・
コ
ー
ド
とA

pproved P
ersons

制
度
（
藤
川
）

（
六
九
九
）

で
の
実
質
面
か
ら
の
必
要
条
件
に
も
な
り
得
る
。

同
じ
く
コ
モ
ン
ロ
ー
と
は
い
っ
て
も
英
国
と
米
国
で
は
相
違
も
あ
り
、
米
国
で
は
エ
ン
ロ
ン
事
件
以
降
、
社
外
・
独
立
性
要
件
の
強
化

を
図
っ
て
き
た
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
リ
ー
マ
ン
金
融
危
機
で
は
再
び
米
国
企
業
に
お
け
る
ガ
バ
ナ
ン
ス
の
欠
陥
も
指
摘
さ
れ
た
。
我
が
国

で
は
金
融
危
機
後
の
経
済
不
況
に
見
舞
わ
れ
た
も
の
の
、
金
融
危
機
自
体
に
関
し
て
は
大
規
模
な
金
融
機
関
の
破
綻
は
発
生
し
て
お
ら
ず
、

長
期
的
雇
用
と
昇
進
、
教
育
・
研
修
を
前
提
と
す
る
我
が
国
の
コ
ー
ポ
レ
ー
ト
・
ガ
バ
ナ
ン
ス
・
シ
ス
テ
ム
の
利
点
も
生
か
し
つ
つ
、
英

国
コ
ー
ド
の
精
神
を
取
り
込
む
こ
と
が
提
案
さ
れ
る
。

非
業
務
執
行
取
締
役
に
つ
い
て
は
、
法
的
義
務
な
ら
び
に
責
任
と
共
に
、
米
国
に
お
け
る
忠
実
義
務
の
規
範
化
概
念
の
考
察
が
な
さ
れ

る
（
48
）

。
効
果
的
な
エ
ン
フ
ォ
ー
ス
メ
ン
ト
達
成
と
柔
軟
性
の
維
持
の
間
の
衝
突
の
問
題
を
考
え
る
上
で
、
コ
ー
ポ
レ
ー
ト
・
ガ
バ
ナ
ン
ス
を

論
じ
る
際
に
は
社
会
規
範
等
の
法
以
外
の
要
素
が
無
視
で
き
な
い
（
49
）

。
ま
た
社
会
規
範
と
法
は
相
互
に
作
用
す
る
側
面
が
認
め
ら
れ
る
。
米

国
法
の
影
響
を
受
け
て
い
る
我
が
国
法
制
度
を
前
提
と
す
る
限
り
、
会
社
法
改
正
の
実
務
導
入
に
お
い
て
、
英
国
のA

pproved 

P
ersons

制
度
の
導
入
と
共
に
、
法
文
の
理
解
の
中
に
コ
ー
ド
の
考
え
方
を
取
り
込
む
こ
と
で
、
形
式
面
に
止
ま
ら
ず
、
実
践
的
な
コ
ー

ポ
レ
ー
ト
・
ガ
バ
ナ
ン
ス
改
革
を
進
め
る
こ
と
が
可
能
と
な
ろ
う
。
そ
の
場
合
、
判
例
法
形
成
を
待
つ
の
か
、
率
先
し
て
何
ら
か
の
ガ
イ

ド
ラ
イ
ン
発
出
を
図
る
の
か
、
我
が
国
の
企
業
の
実
態
に
見
合
っ
た
独
自
の
規
範
意
識
形
成
が
求
め
ら
れ
る
。
ま
た
ス
チ
ュ
ワ
ー
ド
シ
ッ

プ
・
コ
ー
ド
に
関
し
て
は
、
我
が
国
大
企
業
の
株
主
総
会
実
務
な
ど
に
も
影
響
を
及
ぼ
す
こ
と
が
予
想
さ
れ
る
。
海
外
機
関
投
資
家
に
よ

る
持
株
割
合
増
加
と
議
決
権
行
使
、
議
案
・
議
題
提
案
、
敵
対
的
企
業
買
収
と
防
衛
策
な
ど
を
経
て
、
ア
ク
テ
ィ
ビ
ス
ト
に
対
す
る
実
務

の
対
応
は
検
討
が
進
め
ら
れ
て
き
た
が
、
ス
チ
ュ
ワ
ー
ド
シ
ッ
プ
・
コ
ー
ド
に
関
す
る
対
応
も
加
わ
る
こ
と
に
な
ろ
う
。

四
四
一



日
本
法
学　

第
八
十
巻
第
二
号
（
二
〇
一
四
年
十
月
）

（
七
〇
〇
）

2
．
日
本
版
ス
チ
ュ
ワ
ー
ド
シ
ッ
プ
・
コ
ー
ド
と
会
社
法
な
ら
び
に
金
融
商
品
取
引
法
の
調
整

更
に
、
今
後
の
我
が
国
法
制
度
の
あ
り
方
を
俯
瞰
し
て
み
た
い
。
英
国
ス
チ
ュ
ワ
ー
ド
シ
ッ
プ
・
コ
ー
ド
に
関
し
て
は
、
英
国
法
制
の

持
つ
特
徴
と
し
て
債
権
者
の
権
限
が
強
い
こ
と
が
視
点
と
し
て
考
察
さ
れ
る
。
倒
産
法
の
適
用
局
面
で
は
あ
る
が
、
伝
統
的
に

A
dm
inistrative R

eceivership

、
浮
動
担
保
な
ど
に
象
徴
さ
れ
る
通
り
、
銀
行
な
ど
債
権
者
の
力
が
強
く
、
債
権
者
主
導
で
倒
産
企
業

の
売
却
・
換
価
す
る
こ
と
が
倒
産
手
続
き
と
さ
れ
、
二
〇
〇
二
年
企
業
法
に
お
け
るA

dm
inistrative R

eceivership

廃
止
、

A
dm
inistration

へ
の
一
本
化
後
も
依
然
と
し
て
債
権
者
指
向
の
倒
産
法
制
と
い
っ
て
よ
い
（
松
嶋
隆
弘
教
授
（
50
）

）。

コ
ー
ポ
レ
ー
ト
・
ガ
バ
ナ
ン
ス
改
善
の
た
め
に
株
主
権
強
化
を
打
ち
出
す
方
向
性
の
必
要
性
か
ら
も
、
英
国
で
は
ス
チ
ュ
ワ
ー
ド
シ
ッ

プ
・
コ
ー
ド
が
切
り
離
さ
れ
て
独
自
の
コ
ー
ド
と
な
り
、
機
関
投
資
家
の
意
識
改
革
を
経
て
、
長
期
的
観
点
か
ら
投
資
先
企
業
に
対
す
る

ガ
バ
ナ
ン
ス
機
能
を
担
わ
せ
る
こ
と
と
し
た
側
面
は
あ
ろ
う
か
（
51
）

。
翻
っ
て
我
が
国
を
み
る
と
、
会
社
法
上
の
株
主
と
投
資
者
と
し
て
の
株

主
と
い
う
概
念
に
関
し
て
、
会
社
法
上
の
株
主
に
期
待
さ
れ
て
い
る
特
徴
は
会
社
の
ガ
バ
ナ
ン
ス
の
一
翼
を
担
う
者
と
し
て
の
役
割
で
あ

る
。
会
社
が
自
立
的
に
適
切
な
ガ
バ
ン
ナ
ン
ス
体
制
を
確
保
す
べ
き
で
、
そ
れ
に
つ
い
て
は
株
主
の
役
割
は
大
き
い
（
52
）

。
資
本
市
場
法
で
あ

る
金
商
法
が
保
護
対
象
と
す
る
投
資
者
は
株
主
の
属
性
と
は
別
に
債
権
者
レ
ベ
ル
で
も
保
護
さ
れ
る
べ
き
で
、
債
権
者
の
利
益
調
整
は
倒

産
法
段
階
の
検
討
問
題
に
な
る
と
い
う
整
理
が
示
さ
れ
て
い
る
。
基
本
的
調
整
と
し
て
、
金
商
法
で
は
資
本
市
場
の
立
場
か
ら
要
請
さ
れ

る
企
業
統
治
の
ベ
ス
ト
・
プ
ラ
ク
テ
ィ
ス
の
探
究
が
望
ま
れ
、
会
社
法
は
要
請
を
受
け
止
め
、
受
け
皿
と
な
る
基
盤
と
し
て
機
能
す
る
制

度
の
仕
組
の
整
備
（
仕
組
法
）
を
図
る
べ
き
で
あ
る
。
会
社
法
が
大
規
模
上
場
公
開
会
社
以
外
の
広
範
な
中
小
企
業
も
包
含
し
た
法
制
度

と
な
っ
て
い
る
こ
と
も
問
題
の
背
景
に
あ
り
、
公
開
会
社
法
制
（
53
）

の
導
入
の
必
要
性
が
つ
と
に
語
ら
れ
る
所
以
で
も
あ
ろ
う
。

私
見
で
あ
る
が
、
上
記
の
指
摘
は
、
我
が
国
が
ス
チ
ュ
ワ
ー
ド
シ
ッ
プ
・
コ
ー
ド
を
導
入
せ
ん
と
す
る
場
合
、
コ
ー
ポ
レ
ー
ト
・
ガ
バ

四
四
二



英
国
ス
チ
ュ
ワ
ー
ド
シ
ッ
プ
・
コ
ー
ド
とA

pproved P
ersons

制
度
（
藤
川
）

（
七
〇
一
）

ナ
ン
ス
・
コ
ー
ド
の
策
定
が
両
輪
と
し
て
不
可
欠
と
な
る
と
考
え
ら
れ
る
が
、
そ
の
導
入
・
実
践
の
段
階
に
お
い
て
当
て
は
ま
る
部
分
が

あ
ろ
う
。
英
国
の
よ
う
に
コ
ー
ド
に
よ
る
法
制
面
の
秩
序
形
成
が
確
立
し
た
法
社
会
で
な
く
、
相
当
部
分
は
実
定
法
に
よ
り
秩
序
付
け
ら

れ
て
き
た
我
が
国
に
お
い
て
は
、
金
商
法
、
公
開
会
社
法
性
の
構
想
を
含
む
会
社
法
の
分
野
の
今
後
の
調
整
、
制
度
整
備
の
動
き
と
も
整

合
性
を
持
っ
て
進
め
る
こ
と
が
必
須
と
な
る
。
ス
チ
ュ
ワ
ー
ド
シ
ッ
プ
・
コ
ー
ド
は
、
コ
ー
ド
と
し
て
の
利
点
を
生
か
し
、
細
目
は
各
機

関
投
資
家
な
ど
の
自
主
性
に
委
ね
、
ル
ー
ル
ベ
ー
ス
の
厳
格
な
規
律
づ
け
に
よ
る
「
こ
れ
さ
え
守
っ
て
い
れ
ば
非
難
さ
れ
な
い
」
と
い
っ

た
旧
来
的
意
識
か
ら
の
脱
却
を
目
指
す
も
の
で
、
金
融
庁
か
ら
は
業
界
自
主
団
体
か
ら
の
ひ
な
形
提
示
も
自
粛
す
る
よ
う
に
指
導
さ
れ
て

い
る
と
聞
こ
え
て
く
る
が
（
54
）

、
日
本
版
コ
ー
ド
導
入
は
画
期
的
な
も
の
で
あ
る
だ
け
に
、
上
記
の
よ
う
な
琴
線
に
触
れ
る
法
制
度
の
問
題
に

対
す
る
対
処
の
進
展
状
況
と
も
並
行
し
て
、
コ
ー
ド
レ
ベ
ル
に
止
ま
ら
な
い
新
た
な
調
整
も
不
可
避
な
問
題
と
な
る
の
で
は
な
か
ろ
う

か
（
55
）

。

第
七
章　

A
pproved P

ersons
と
利
益
相
反
な
ら
び
に
監
査
等
委
員
会
設
置
会
社

1
．
英
国
型
ガ
バ
ナ
ン
ス
モ
デ
ル
と
監
査
等
委
員
会
設
置
会
社
の
ア
ナ
ロ
ジ
ー

利
益
相
反
に
焦
点
を
絞
り
、
考
察
を
深
め
た
い
。
英
国
型
ガ
バ
ナ
ン
ス
モ
デ
ル
は
取
締
役
会
に
お
い
て
業
務
執
行
役
員
（
Ｅ
Ｄ
）
と
非

業
務
執
行
役
員
（
Ｎ
Ｅ
Ｄ（56
）

）
の
二
分
化
を
図
り
、
Ｎ
Ｅ
Ｄ
の
監
督
機
能
を
強
化
さ
せ
ガ
バ
ナ
ン
ス
の
実
効
性
を
確
保
せ
ん
と
す
る
。
監
査

等
委
員
会
設
置
会
社
の
監
査
等
委
員
が
Ｎ
Ｅ
Ｄ
の
機
能
を
担
う
者
と
し
て
、
両
者
に
は
相
似
性
が
あ
る
。
会
社
法
改
正
に
よ
り
、
利
益
相

反
事
項
の
監
査
等
委
員
に
よ
る
承
認
に
よ
り
免
責
が
図
ら
れ
る
規
定
が
置
か
れ
、
監
査
等
委
員
が
指
名
委
員
会
や
報
酬
委
員
会
に
代
替
す

る
機
能
も
担
う
な
ど
（
57
）

、
Ｎ
Ｅ
Ｄ
の
機
能
は
今
後
の
改
革
の
焦
点
と
も
な
る
。
利
益
相
反
に
つ
い
て
米
国
判
例
法
に
お
け
る
忠
実
義
務
の
規

四
四
三



日
本
法
学　

第
八
十
巻
第
二
号
（
二
〇
一
四
年
十
月
）

（
七
〇
二
）

範
化
概
念
な
ど
柔
軟
な
対
応
が
想
定
さ
れ
る
が
、
我
が
国
へ
の
コ
ー
ド
導
入
の
意
義
付
け
と
も
適
合
す
る
と
い
え
よ
う
。

2
．
利
益
相
反
モ
デ
ル
とA

pproved P
ersons

な
ら
び
に
域
外
適
用

⑴　

利
益
相
反
モ
デ
ル
と
ス
チ
ュ
ワ
ー
ド
シ
ッ
プ
・
コ
ー
ド
の
機
能
発
揮

ス
チ
ュ
ワ
ー
ド
シ
ッ
プ
・
コ
ー
ド
と
会
社
法
改
正
を
踏
ま
え
、
株
主
保
有
状
況
に
即
し
て
、
株
主
と
Ｎ
Ｅ
Ｄ
と
の
役
割
分
担
に
関
す
る

利
益
相
反
モ
デ
ル
が
提
示
さ
れ
る
（
58
）

。
①
株
主
分
散
状
況
に
お
け
る
Ｎ
Ｅ
Ｄ
主
導
型
利
益
相
反
処
理
、
②
支
配
株
主
主
導
型
利
益
相
反
処

理
、
③
エ
ン
ゲ
ー
ジ
メ
ン
ト
（
機
関
投
資
家
）
主
導
型
利
益
相
反
処
理
に
分
け
、
③
は
ス
チ
ュ
ワ
ー
ド
シ
ッ
プ
・
コ
ー
ド
の
機
能
発
揮
型

モ
デ
ル
と
し
て
挙
げ
ら
れ
る
。
利
益
相
反
問
題
で
は
経
営
陣
、
特
に
Ｎ
Ｅ
Ｄ
の
忠
実
義
務
が
問
わ
れ
る
。

⑵　

利
益
相
反
モ
デ
ル
と
子
会
社
管
理
な
ら
び
にA

pproved Persons

と
実
質
的
域
外
適
用

私
見
で
あ
る
が
、
ス
チ
ュ
ワ
ー
ド
シ
ッ
プ
・
コ
ー
ド
自
体
の
機
能
す
る
領
域
は
③
に
限
定
さ
れ
る
も
の
で
は
な
く
、
広
範
囲
に
あ
ら
ゆ

る
形
態
の
組
織
構
造
に
お
い
て
適
用
さ
れ
る
べ
き
規
範
で
あ
る
。
③
は
株
主
間
エ
ン
ゲ
ー
ジ
メ
ン
ト
の
点
で
、
ヨ
コ
の
株
主
間
連
携
の

ケ
ー
ス
と
し
て
最
も
上
手
く
ス
チ
ュ
ワ
ー
ド
シ
ッ
プ
・
コ
ー
ド
の
特
質
を
顕
現
化
し
得
る
例
と
い
え
よ
う
。
②
の
タ
テ
型
の
支
配
株
主
型

で
あ
っ
て
も
、
米
国
で
は
株
主
の
当
該
会
社
に
対
す
る
忠
実
義
務
が
議
論
と
さ
れ
つ
つ
あ
り
、
株
主
自
体
は
他
の
モ
デ
ル
同
様
に
ス
チ
ュ

ワ
ー
ド
シ
ッ
プ
・
コ
ー
ド
の
適
用
対
象
た
り
得
る
。
Ｎ
Ｅ
Ｄ
に
お
い
て
経
営
層
と
し
て
担
う
会
社
に
対
す
る
忠
実
義
務
と
併
せ
て
、
株
主

が
担
う
べ
き
忠
実
義
務
を
想
定
で
き
、
両
者
が
協
働
し
て
会
社
に
対
す
る
忠
実
義
務
を
果
た
す
こ
と
で
企
業
価
値
向
上
を
目
指
す
こ
と
と

な
ろ
う
。
株
主
・
機
関
投
資
家
と
経
営
陣
た
る
Ｎ
Ｅ
Ｄ
は
相
対
立
す
る
緊
張
関
係
と
い
う
よ
り
も
方
向
を
目
指
す
協
働
関
係
と
な
る
。
会

社
に
対
す
る
忠
実
義
務
の
制
約
か
ら
、
支
配
株
主
自
身
の
恣
意
性
に
基
づ
く
行
動
は
制
約
を
受
け
る
が
、
ス
チ
ュ
ワ
ー
ド
シ
ッ
プ
・
コ
ー

ド
も
ま
た
支
配
株
主
の
行
動
に
対
す
る
制
約
規
範
要
因
と
な
ろ
う
。

四
四
四



英
国
ス
チ
ュ
ワ
ー
ド
シ
ッ
プ
・
コ
ー
ド
とA

pproved P
ersons

制
度
（
藤
川
）

（
七
〇
三
）

こ
の
意
味
で
、
従
前
は
コ
ー
ポ
レ
ー
ト
・
ガ
バ
ナ
ン
ス
の
議
論
で
株
主
で
あ
る
シ
ェ
ア
ホ
ル
ダ
ー
は
所
有
者
で
あ
る
こ
と
を
前
提
に
理

論
が
組
み
立
て
ら
れ
、
利
害
関
係
者
と
し
て
の
ス
テ
イ
ク
ホ
ル
ダ
ー
に
対
す
る
関
係
で
所
有
者
と
し
て
の
行
動
を
制
約
さ
れ
る
と
い
う
図

式
で
あ
っ
た
感
が
あ
る
が
、
②
の
利
益
相
反
モ
デ
ル
と
ス
チ
ュ
ワ
ー
ド
シ
ッ
プ
・
コ
ー
ド
の
関
係
で
は
、
支
配
株
主
と
経
営
層
の
タ
テ
の

関
係
、
支
配
株
主
と
一
般
少
数
株
主
と
い
う
株
主
間
で
み
れ
ば
ヨ
コ
の
関
係
と
も
思
料
で
き
る
新
た
な
モ
デ
ル
の
考
察
に
お
い
て
、
必
ず

し
も
所
有
者
と
し
て
の
株
主
の
特
質
を
前
提
と
し
な
い
検
討
が
進
め
ら
れ
る
。
通
常
は
、
社
外
取
締
役
は
自
ら
を
選
任
し
た
株
主
の
意
見

を
代
弁
者
と
し
て
機
能
し
、
Ｃ
Ｅ
Ｏ
な
ど
の
経
営
陣
と
の
対
峙
を
念
頭
に
置
く
が
、
上
記
の
②
あ
る
い
は
③
の
モ
デ
ル
の
場
合
、
社
外
取

締
役
を
含
む
Ｎ
Ｅ
Ｄ
は
支
配
株
主
な
ど
特
定
の
株
主
の
代
理
人
と
し
て
て
は
な
く
、
真
の
企
業
価
値
向
上
を
真
摯
に
追
求
す
る
た
め
の
、

想
定
さ
れ
る
理
想
的
な
株
主
・
機
関
投
資
家
の
ス
チ
ュ
ワ
ー
ド
と
し
て
機
能
す
る
こ
と
が
理
念
型
と
な
る
。
そ
の
意
味
で
は
株
主
権
万
能

を
標
榜
す
る
支
配
株
主
に
対
し
て
、
会
社
に
対
す
る
Ｎ
Ｅ
Ｄ
と
株
主
の
各
忠
実
義
務
が
ス
チ
ュ
ワ
ー
ド
シ
ッ
プ
・
コ
ー
ド
と
共
に
制
約
的

に
働
き
、
Ｎ
Ｅ
Ｄ
は
自
己
規
律
の
下
で
、
株
主
等
と
エ
ン
ゲ
ー
ジ
メ
ン
ト
、
ダ
イ
ア
ロ
ー
グ
（
対
話
）
を
通
じ
て
協
働
す
る
。
か
か
る
構

図
は
、
利
益
相
反
の
各
パ
タ
ー
ン
分
け
を
通
じ
て
も
共
通
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
。

英
国
のA

pproved P
ersons

制
度
に
し
て
も
、
本
邦
親
会
社
の
人
事
ロ
ー
テ
ー
シ
ョ
ン
に
よ
る
子
会
社
の
安
易
な
支
配
、
関
連
子
会

社
側
の
独
断
に
よ
る
コ
ン
プ
ラ
イ
ア
ン
ス
面
の
暴
走
等
の
事
前
予
防
を
図
る
シ
ス
テ
ム
で
あ
り
、
本
来
的
に
は
コ
ー
ポ
レ
ー
ト
・
ガ
バ
ナ

ン
ス
・
コ
ー
ド
の
適
用
領
域
と
な
ろ
う
が
、
関
連
子
会
社
が
現
地
法
人
と
し
て
市
場
規
律
の
下
で
経
営
さ
れ
て
い
く
限
り
は
、
完
全
子
会

社
で
あ
っ
て
も
長
期
的
企
業
価
値
向
上
を
追
求
す
る
必
要
性
は
存
在
す
る
。
少
数
株
主
の
有
無
、
現
地
証
券
取
引
所
上
場
か
否
か
な
ど
で

相
違
は
あ
ろ
う
が
、
先
ず
は
対
象
企
業
の
自
発
的
・
柔
軟
な
ス
チ
ュ
ワ
ー
ド
シ
ッ
プ
・
コ
ー
ド
採
用
に
委
ね
ら
れ
る
。
コ
ー
ド
の
規
範
た

る
べ
き
所
以
が
こ
の
点
に
こ
そ
あ
る
。
ま
た
英
国
の
二
つ
の
コ
ー
ド
は
、
規
範
に
止
ま
る
た
め
、
具
体
的
な
エ
ン
フ
ォ
ー
ス
メ
ン
ト
に
つ

四
四
五



日
本
法
学　

第
八
十
巻
第
二
号
（
二
〇
一
四
年
十
月
）

（
七
〇
四
）

い
て
は
不
透
明
な
部
分
も
あ
る
が
、
少
な
く
と
も
英
国
シ
テ
ィ
の
エ
リ
ア
で
は
当
該
ロ
ー
テ
ー
シ
ョ
ン
人
事
は
コ
ー
ド
の
趣
旨
に
反
す
れ

ば
そ
の
旨
の
監
督
当
局
か
ら
の
迅
速
な
公
表
と
共
に
拒
否
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
。

企
業
の
海
外
展
開
に
伴
い
、
米
国
Ｆ
Ｃ
Ｐ
Ａ
、
英
国U

K
 B
ribery A

ct of 2010 

な
ど
海
外
不
正
・
コ
ン
プ
ラ
イ
ア
ン
ス
法
制
の
域

外
適
用
の
圧
力
が
高
ま
り
、
本
邦
企
業
も
本
社
役
員
等
が
課
徴
金
の
み
な
ら
ず
刑
罰
規
定
適
用
を
受
け
る
事
例
が
出
現
し
つ
つ
あ
る

（
二
〇
一
一
年
九
月
ブ
リ
ジ
ス
ト
ン
事
件
（
59
）

）。
コ
ン
プ
ラ
イ
ア
ン
ス
・
プ
ロ
グ
ラ
ム
構
築
が
本
社
経
営
陣
の
責
任
と
し
て
求
め
ら
れ
、
責
任
軽

減
に
つ
な
が
る
。
同
様
に
、A

pproved P
ersons

に
お
い
て
も
事
前
予
防
的
組
織
体
制
・
人
事
制
度
構
築
を
図
り
、
監
督
当
局
に
対
す

る
説
明
責
任
を
果
た
す
こ
と
が
必
要
と
な
る
。
ス
チ
ュ
ワ
ー
ド
シ
ッ
プ
・
コ
ー
ド
の
我
が
国
親
会
社
に
対
す
る
実
質
的
な
域
外
適
用
と
い

え
よ
う
。
現
地
法
人
に
対
し
て
直
接
コ
ー
ポ
レ
ー
ト
・
ガ
バ
ナ
ン
ス
・
コ
ー
ド
の
関
連
規
定
が
適
用
さ
れ
、
加
え
て
親
会
社
に
対
し
て
投

資
家
と
し
て
の
ス
チ
ュ
ワ
ー
ド
シ
ッ
プ
・
コ
ー
ド
適
用
の
直
接
の
可
能
性
と
共
に
、
こ
う
し
た
コ
ー
ポ
レ
ー
ト
・
ガ
バ
ナ
ン
ス
・
コ
ー
ド

の
実
質
的
影
響
も
親
会
社
に
及
ぶ
こ
と
が
想
定
で
き
る
（
二
重
の
域
外
適
用
リ
ス
ク
）。
現
状
で
は
Ｆ
Ｒ
Ｃ
か
ら
は
コ
ー
ド
の
直
接
適
用
に

つ
い
て
は
否
定
的
な
旨
が
述
べ
ら
れ
る
が
、
Ｆ
Ｃ
Ｐ
Ａ
、U

K
 B
ribery A

ct of 2010 

な
ど
適
用
厳
罰
化
の
流
れ
の
中
で
、
今
後
の
動

向
は
不
透
明
な
部
分
も
あ
る
と
思
料
す
る
。
本
邦
企
業
と
し
て
は
、
経
営
陣
の
自
発
的
、
自
己
規
律
的
な
ガ
バ
ナ
ン
ス
意
識
が
求
め
ら
れ
、

Ｅ
Ｒ
Ｍ
に
お
け
る
統
制
環
境
（control environm

ent

）
の
醸
成
が
並
行
し
て
必
須
と
な
る
。
域
外
適
用
の
事
前
防
備
の
点
に
お
い
て
も
、

一
種
の
利
益
相
反
事
項
と
し
て
Ｎ
Ｅ
Ｄ
の
果
た
す
機
能
は
重
要
と
な
ろ
う
。

Ｎ
Ｅ
Ｄ
の
忠
実
義
務
は
、
米
国
で
は
取
締
役
と
し
て
具
体
的
な
裁
判
例
の
蓄
積
さ
れ
た
領
域
で
あ
る
が
、
こ
こ
に
規
範
概
念
を
持
ち
込

む
こ
と
で
、
個
別
具
体
的
な
利
益
衡
量
を
図
り
、
妥
当
な
解
決
を
図
る
こ
と
が
可
能
と
な
る
。
株
主
が
果
た
す
べ
き
ス
チ
ュ
ワ
ー
ド
シ
ッ

プ
責
任
に
し
て
も
、
規
範
領
域
の
問
題
で
あ
り
、
両
者
が
協
働
し
て
長
期
的
企
業
価
値
向
上
の
観
点
か
ら
ガ
バ
ナ
ン
ス
面
で
機
能
す
る
に

四
四
六



英
国
ス
チ
ュ
ワ
ー
ド
シ
ッ
プ
・
コ
ー
ド
とA

pproved P
ersons

制
度
（
藤
川
）

（
七
〇
五
）

当
た
り
、
共
通
す
る
コ
ー
ド
内
容
を
平
仄
を
合
わ
せ
て
策
定
・
抽
出
し
、
機
関
投
資
家
・
企
業
の
両
者
に
提
示
す
る
こ
と
も
ま
た
、
今
後

の
コ
ー
ポ
レ
ー
ト
・
ガ
バ
ナ
ン
ス
・
コ
ー
ド
な
ど
に
お
け
る
考
察
対
象
と
な
ろ
う
。

第
八
章　

A
pproved P

ersons

制
度
の
展
望
お
よ
び
コ
ー
ド
と
ガ
バ
ナ
ン
ス
・
コ
ン
バ
ー
ジ
ェ
ン
ス

1
．A

pproved P
ersons

制
度
の
展
望

A
pproved P

ersons
制
度
に
つ
い
て
は
、
旧
Ｆ
Ｓ
Ａ
が
ウ
ォ
ー
カ
ー
・
レ
ビ
ュ
ー
提
言
に
基
づ
き
、
コ
ー
ポ
レ
ー
ト
・
ガ
バ
ナ
ン

ス
・
コ
ー
ド
改
訂
の
中
で
制
度
の
一
部
変
更
を
進
め
て
き
た
（
60
）

。A
pproved P

ersons

制
度
に
関
し
て
、P

arliam
entary C

om
m
ission 

on B
anking S

tandards 

（
Ｐ
Ｃ
Ｂ
Ｓ
）
がS
enior P

ersons R
egim

e

と
い
う
新
た
な
制
度
を
提
言
し
た
こ
と
が
注
目
さ
れ
、
二
〇
一
五

年
導
入
の
方
向
で
準
備
が
進
め
ら
れ
る
。
現
在A

pproved P
erson

と
し
て
Ｆ
Ｃ
Ａ
・
Ｐ
Ｒ
Ａ
の
管
理
下
に
あ
る
銀
行
員
は
全
体
の

一
〇
％
程
度
で
あ
る
が
、
新
制
度
で
は
更
に
裾
野
を
広
げ
、
直
接
Ｆ
Ｃ
Ａ
・
Ｐ
Ｒ
Ａ
が
管
理
で
き
る
対
象
人
員
数
を
増
や
す
こ
と
が
趣
旨

と
な
っ
て
お
り
、
徐
々
に
規
制
の
枠
を
拡
大
す
る
方
向
と
考
え
ら
れ
る
。
試
論
で
述
べ
て
き
た
と
お
り
、
規
制
当
局
の
恣
意
性
が
懸
念
さ

れ
る
点
の
一
つ
で
あ
る
。

非
分
離
時
代
の
旧
Ｆ
Ｓ
Ａ
の
名
称
の
ま
ま
規
定
が
存
置
・
改
正
さ
れ
、
コ
ー
ポ
レ
ー
ト
・
ガ
バ
ナ
ン
ス
・
コ
ー
ド
と
い
い
つ
つ
も
、
分

離
後
は
ス
チ
ュ
ワ
ー
ド
シ
ッ
プ
・
コ
ー
ド
も
あ
り
、
二
つ
の
コ
ー
ド
の
う
ち
い
ず
れ
の
適
用
に
よ
る
か
、
こ
の
面
の
曖
昧
さ
も
残
さ
れ
、

域
外
適
用
と
同
様
に
適
用
の
恣
意
性
が
問
題
と
な
ろ
う
。
英
国
現
地
法
人
を
抱
え
る
本
邦
企
業
に
お
い
て
、
本
社
が
ス
チ
ュ
ワ
ー
ド
シ
ッ

プ
・
コ
ー
ド
を
通
じ
て
英
国
コ
ー
ポ
レ
ー
ト
・
ガ
バ
ナ
ン
ス
・
コ
ー
ド
の
影
響
を
直
接
・
間
接
に
も
受
け
る
可
能
性
が
あ
る
こ
と
を
指
摘

し
た
（
二
重
の
域
外
適
用
リ
ス
ク
）。
こ
れ
ら
は
、
国
際
汚
職
行
為
防
止
法
に
よ
る
コ
ン
プ
ラ
イ
ア
ン
ス
遵
守
の
流
れ
の
中
で
、
域
外
適

四
四
七



日
本
法
学　

第
八
十
巻
第
二
号
（
二
〇
一
四
年
十
月
）

（
七
〇
六
）

用
・
規
制
強
化
の
方
向
性
と
軌
を
一
に
し
よ
う
。
ま
たA

pproved P
ersons

制
度
と
我
が
国
会
社
法
改
正
な
ど
の
関
連
・
相
似
性
等
も

考
察
を
進
め
て
き
た
。
会
社
法
改
正
の
実
効
性
確
保
の
見
地
か
ら
も
、
来
る
べ
き
日
本
版
コ
ー
ポ
レ
ー
ト
・
ガ
バ
ナ
ン
ス
・
コ
ー
ド
策
定

に
お
い
てA

pproved P
ersons

の
規
範
の
導
入
は
検
討
さ
れ
よ
う
。

ま
た
英
国
の
非
業
務
執
行
取
締
役
（
Ｎ
Ｅ
Ｄ
）
の
概
念
に
関
し
て
は
、
英
国
に
お
け
る
コ
ー
ポ
レ
ー
ト
・
ガ
バ
ナ
ン
ス
・
コ
ー
ド
の
展

開
に
お
い
て
形
成
さ
れ
て
き
た
。
コ
ー
ポ
レ
ー
ト
・
ガ
バ
ナ
ン
ス
・
コ
ー
ド
に
つ
い
て
は
、
企
業
不
祥
事
の
背
景
の
下
で
、
一
九
九
二
年

に
最
良
実
務
コ
ー
ド
（the C

ode of B
est P

ractice

）
を
含
む
キ
ャ
ド
ベ
リ
ー
委
員
会
報
告
書
（C

om
m
ittee on the F

inancial A
spects of 

C
orporate G

overnance, R
eport of the C

om
m
ittee 

（1992

））
が
公
表
さ
れ
た
こ
と
を
端
緒
と
す
る
。
キ
ャ
ド
ベ
リ
ー
報
告
書
は
、
財
務
的

側
面
の
ほ
か
、
英
国
に
お
け
る
取
締
役
会
の
監
督
機
能
の
純
化
、
非
業
務
執
行
取
締
役
の
役
割
の
明
確
化
を
最
初
に
指
摘
・
勧
告
し
た
も

の
で
あ
る
。
も
っ
と
も
監
督
機
能
の
担
保
の
た
め
の
独
立
性
が
強
調
さ
れ
た
が
、
利
益
相
反
な
ど
に
つ
き
具
体
的
に
い
か
な
る
人
物
で
あ

る
べ
き
か
の
記
述
は
な
さ
れ
て
い
な
い
。
そ
の
後
、
二
〇
〇
三
年
一
月
ヒ
ッ
グ
ス
委
員
会
報
告
書
に
よ
る
「
非
業
務
執
行
取
締
役
の
役
割

と
効
果
に
関
す
る
検
討
」（R
eview

 of the role and eff ectiveness of non-executive directors

）
が
公
表
さ
れ
、
更
に
二
〇
〇
七
年
│

二
〇
〇
九
年
リ
ー
マ
ン
金
融
危
機
・
経
済
危
機
の
発
生
を
受
け
、
二
〇
〇
九
年
ウ
ォ
ー
カ
ー
・
レ
ビ
ュ
ー
（D

avid W
alker, A

 R
eview

 of 

C
orporate G

overnance in U
K
 B
anks and O

ther F
inancial Industry E

ntities: F
inal R

ecom
m
endations, 

（2009

））
が
発
表
さ
れ
、
二
〇
一
〇

年
統
合
コ
ー
ド
改
正
に
お
い
て
、
よ
う
や
く
具
体
的
、
実
質
的
な
内
容
を
整
え
る
こ
と
と
な
る
（
61
）

。

本
稿
に
お
け
るA

pproved P
ersons

制
度
も
、
こ
う
し
た
英
国
の
非
業
務
執
行
取
締
役
の
概
念
形
成
の
系
譜
に
あ
る
と
い
え
、
同
じ

く
コ
ー
ド
の
中
で
形
成
さ
れ
て
き
た
規
範
概
念
で
あ
る
点
で
親
和
性
・
共
通
性
が
あ
る
が
、
非
業
務
執
行
取
締
役
に
止
ま
ら
ず
、
対
象
を

経
営
層
、
更
に
は
直
近
に
お
い
て
従
業
員
に
ま
で
拡
大
せ
ん
と
し
て
い
る
点
で
は
従
来
の
非
業
務
執
行
取
締
役
に
関
わ
る
議
論
と
は
異
な

四
四
八



英
国
ス
チ
ュ
ワ
ー
ド
シ
ッ
プ
・
コ
ー
ド
とA

pproved P
ersons

制
度
（
藤
川
）

（
七
〇
七
）

る
。A

pproved P
ersons

制
度
は
非
業
務
執
行
取
締
役
の
概
念
か
ら
始
ま
っ
た
が
、
そ
の
対
象
が
拡
大
し
、
内
容
面
で
も
不
定
形
さ
を

増
す
な
ど
裁
量
の
余
地
が
増
え
て
変
質
化
し
つ
つ
あ
る
と
い
え
よ
う
。
そ
の
分
、
規
制
当
局
に
お
け
る
適
用
面
の
恣
意
性
は
増
大
す
る
こ

と
と
な
ろ
う
。

2
．
日
本
版
コ
ー
ポ
レ
ー
ト
・
ガ
バ
ナ
ン
ス
・
コ
ー
ド
策
定

英
国
で
は
法
制
度
上
債
権
者
の
権
利
が
強
く
、
二
〇
〇
八
年
金
融
危
機
を
契
機
に
株
主
と
し
て
の
機
関
投
資
家
に
対
す
る
中
長
期
的
観

点
か
ら
の
モ
ラ
ル
強
化
を
含
む
機
能
強
化
を
図
る
意
味
合
い
も
あ
っ
て
ス
チ
ュ
ワ
ー
ド
シ
ッ
プ
・
コ
ー
ド
が
切
り
離
さ
れ
て
策
定
さ
れ
た

と
も
考
え
ら
れ
る
。
翻
っ
て
、
我
が
国
で
は
株
主
は
ガ
バ
ナ
ン
ス
機
能
を
担
う
こ
と
と
さ
れ
、
金
融
危
機
に
お
い
て
も
欧
米
ほ
ど
の
金
融

機
関
の
経
営
問
題
は
生
じ
て
は
い
な
い
。
成
長
戦
略
の
一
環
と
し
て
日
本
版
ス
チ
ュ
ワ
ー
ド
シ
ッ
プ
・
コ
ー
ド
の
意
義
は
重
要
な
も
の
が

あ
る
が
、
我
が
国
に
お
い
て
は
、
む
し
ろ
英
国
に
は
あ
っ
て
我
が
国
に
欠
落
し
て
い
る
コ
ー
ポ
レ
ー
ト
・
ガ
バ
ナ
ン
ス
・
コ
ー
ド
策
定
こ

そ
が
必
要
と
考
え
ら
れ
る
。
英
国
の
株
主
・
機
関
投
資
家
の
意
識
に
比
す
れ
ば
我
が
国
株
主
は
中
長
期
的
観
点
か
ら
一
定
程
度
の
自
己
規

律
、
モ
ラ
ル
醸
成
は
図
っ
て
い
る
と
み
ら
れ
、
今
後
は
経
営
者
の
意
識
改
革
に
向
け
、
株
主
の
ガ
バ
ナ
ン
ス
機
能
発
揮
も
土
台
作
り
、
環

境
整
備
を
早
期
に
進
め
る
こ
と
が
我
が
国
独
自
の
ガ
バ
ナ
ン
ス
改
革
の
観
点
か
ら
必
須
と
な
る
。
遵
守
す
べ
き
名
宛
人
を
経
営
者
と
し
た

コ
ー
ポ
レ
ー
ト
・
ガ
バ
ナ
ン
ス
・
コ
ー
ド
策
定
の
重
要
性
を
改
め
て
指
摘
し
て
お
き
た
い
。
安
倍
晋
三
首
相
は
二
〇
一
四
年
六
月
三
日
経

団
連
講
演
の
中
で
日
本
版
コ
ー
ポ
レ
ー
ト
・
ガ
バ
ナ
ン
ス
・
コ
ー
ド
策
定
を
成
長
戦
略
に
位
置
付
け
る
方
針
を
表
明
し
、
六
月
一
〇
日
金

融
庁
は
年
金
積
立
金
管
理
運
用
独
立
行
政
法
人
（
Ｇ
Ｐ
Ｉ
Ｆ
）、
ス
ウ
ェ
ー
デ
ンF

ourth S
w
edish N

ational P
ension F

und

（A
P
4

）、

英
国R
ailw
ay P

ension T
rustee C

om
pany L

im
ited

な
ど
内
外
大
手
年
金
基
金
等
の
一
二
七
機
関
投
資
家
が
日
本
版
ス
チ
ュ
ワ
ー
ド

シ
ッ
プ
・
コ
ー
ド
の
受
け
入
れ
を
表
明
し
た
と
発
表
し
た
（
62
）

。

四
四
九



日
本
法
学　

第
八
十
巻
第
二
号
（
二
〇
一
四
年
十
月
）

（
七
〇
八
）

株
主
の
経
営
者
に
対
す
る
ガ
バ
ナ
ン
ス
機
能
発
揮
に
関
し
て
は
、
①
情
報
入
手
お
よ
び
情
報
開
示
の
体
制
整
備
を
進
め
る
こ
と
が
重
要

で
、
投
資
家
と
し
て
の
金
商
法
と
株
主
と
し
て
の
会
社
法
と
の
齟
齬
、
公
開
会
社
法
未
整
備
に
関
わ
る
問
題
点
が
存
在
す
る
。
上
場
会
社

法
制
整
備
に
向
け
て
、
金
商
法
レ
ベ
ル
の
開
示
へ
ア
ッ
プ
さ
せ
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
。
②
機
関
投
資
家
向
け
の
ス
チ
ュ
ワ
ー
ド
シ
ッ

プ
・
コ
ー
ド
の
実
効
性
確
保
か
ら
も
、
両
コ
ー
ド
の
エ
ン
フ
ォ
ー
ス
メ
ン
ト
に
つ
き
プ
リ
ン
シ
プ
ル
ベ
ー
ス
で
平
仄
を
合
わ
せ
柔
軟
性
を

持
た
せ
つ
つ
付
与
す
る
な
ど
議
論
が
進
め
ら
れ
よ
う
。
③
金
商
法
と
会
社
法
の
整
合
性
の
一
環
で
、
金
商
法
一
八
条
、
二
一
条
の
二
の
発

行
会
社
に
対
す
る
無
過
失
責
任
追
求
な
ど
株
主
の
間
接
損
害
に
か
か
る
議
論
も
あ
る
。
ま
た
役
員
責
任
追
及
に
お
い
て
、
非
業
務
執
行
取

締
役
に
関
わ
る
利
益
相
反
局
面
の
忠
実
義
務
違
反
が
問
題
と
な
る
と
す
れ
ば
、
厳
格
と
さ
れ
る
忠
実
義
務
に
お
い
て
コ
ー
ド
な
ど
規
範
概

念
の
導
入
に
よ
る
柔
軟
な
対
応
が
将
来
は
判
例
形
成
の
俎
上
に
の
ぼ
る
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
（
63
）

。
コ
ー
ド
の
内
容
の
実
質
化
に
向
け
た
動
き

と
い
え
よ
う
が
、
注
意
義
務
（D

uty of care
）
が
経
営
判
断
原
則
適
用
な
ど
で
骨
抜
き
に
さ
れ
て
き
た
米
国
の
動
向
も
踏
ま
え
、
忠
実
義

務
へ
の
コ
ー
ド
概
念
導
入
に
よ
る
仲
介
項
を
介
し
た
柔
軟
な
適
用
が
却
っ
て
責
任
追
及
の
手
を
緩
め
る
手
段
と
な
っ
て
は
本
末
転
倒
で
あ

る
こ
と
も
注
視
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
非
業
務
執
行
取
締
役
の
情
報
入
手
に
関
し
て
は
、
経
営
者
の
側
の
情
報
入
手
と
い
う
よ
り
も
寧

ろ
株
主
の
ガ
バ
ナ
ン
ス
の
立
場
か
ら
み
た
機
能
の
問
題
で
あ
り
、
非
監
査
（
等
）
委
員
で
あ
る
社
外
取
締
役
に
お
け
る
情
報
入
手
確
保
の

体
制
整
備
が
鍵
と
な
る
（
64
）

。
こ
れ
ら
の
問
題
点
を
法
整
備
で
な
く
、
コ
ー
ポ
レ
ー
ト
・
ガ
バ
ナ
ン
ス
・
コ
ー
ド
策
定
の
中
で
柔
軟
性
、
機
動

性
を
持
た
せ
て
検
討
し
て
い
く
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。
④
ス
チ
ュ
ワ
ー
ド
シ
ッ
プ
・
コ
ー
ド
に
お
け
る
エ
ン
ゲ
ー
ジ
メ
ン
ト
強
化
に
関
し

て
は
、
関
連
す
る
会
社
法
制
と
し
て
も
適
正
な
制
度
を
構
築
し
、
適
法
性
を
確
保
す
る
必
要
性
が
指
摘
さ
れ
る
。
こ
れ
も
ま
た
ス
チ
ュ

ワ
ー
ド
シ
ッ
プ
・
コ
ー
ド
と
会
社
法
の
交
錯
と
い
え
よ
う
。
株
主
に
よ
る
委
任
状
勧
誘
に
つ
い
て
は
、
株
主
提
案
に
つ
い
て
書
面
に
よ
る

議
決
権
行
使
は
制
度
上
で
き
る
が
、
支
配
権
争
奪
な
ど
の
深
刻
な
局
面
で
は
機
能
し
に
く
い
。
株
主
提
案
の
理
由
の
記
載
は
濫
用
防
止
の

四
五
〇



英
国
ス
チ
ュ
ワ
ー
ド
シ
ッ
プ
・
コ
ー
ド
とA

pproved P
ersons

制
度
（
藤
川
）

（
七
〇
九
）

観
点
か
ら
も
提
案
者
に
お
い
て
は
十
分
満
足
の
い
く
も
の
と
な
ら
な
い
こ
と
が
予
想
さ
れ
る
が
、
企
業
買
収
よ
り
も
低
廉
な
コ
ス
ト
で
経

営
是
正
を
図
る
手
段
と
し
て
有
効
で
あ
り
、
近
時
は
支
配
権
争
奪
局
面
で
株
主
に
よ
る
委
任
状
勧
誘
が
相
当
程
度
み
ら
れ
る
。
株
主
が
自

ら
の
負
担
で
公
正
に
他
の
株
主
を
説
得
し
、
提
案
の
賛
同
者
を
募
る
手
段
の
確
保
が
求
め
ら
れ
、
書
面
に
よ
る
議
決
権
行
使
制
度
が
確
立

す
る
こ
と
か
ら
、
株
主
に
よ
る
総
会
議
決
権
代
理
行
使
の
勧
誘
も
会
社
法
上
の
制
度
と
す
る
こ
と
が
提
示
さ
れ
る
（
稲
葉
威
雄
弁
護
士
）。

米
国
ド
ッ
ド
・
フ
ラ
ン
ク
法
に
お
け
る
プ
ロ
ク
シ
・
ア
ク
セ
ス
、
セ
イ
オ
ン
ペ
イ
の
議
論
（
65
）

に
も
通
じ
る
部
分
で
あ
り
、
今
後
の
考
察
対
象

と
し
た
い
。
⑤
エ
ン
ゲ
ー
ジ
メ
ン
ト
活
動
に
関
し
て
は
、
元
来
我
が
国
に
お
い
て
は
取
り
込
み
に
く
い
側
面
も
な
し
と
せ
ず
、
こ
れ
を
補

う
要
因
と
し
て
持
合
株
式
な
ど
の
日
本
型
経
営
シ
ス
テ
ム
を
通
じ
て
株
主
に
よ
る
責
任
あ
る
投
資
体
制
が
一
定
の
効
果
を
発
揮
し
、
株
主

が
こ
れ
ま
で
は
一
定
の
モ
ラ
ル
と
中
長
期
的
視
野
を
持
ち
経
営
陣
と
接
し
て
き
た
と
い
え
る
。
英
国
に
比
し
、
株
主
に
関
す
る
ス
チ
ュ

ワ
ー
ド
シ
ッ
プ
・
コ
ー
ド
導
入
の
必
然
性
は
少
な
い
の
で
は
な
い
か
、
と
も
い
え
よ
う
が
、
近
年
持
合
株
式
の
崩
壊
が
進
み
、
モ
ラ
ル
を

持
つ
株
主
に
よ
る
ガ
バ
ナ
ン
ス
機
能
発
揮
が
後
退
し
、
逆
に
バ
ブ
ル
経
済
崩
壊
後
、
持
合
株
式
の
有
す
る
負
の
側
面
と
し
て
経
営
陣
の
違

法
性
、
妥
当
性
に
甘
い
側
面
が
ガ
バ
ナ
ン
ス
機
能
欠
如
と
し
て
取
り
上
げ
ら
れ
る
に
至
り
、
機
関
投
資
家
を
含
め
た
株
主
を
名
宛
人
と
す

る
ス
チ
ュ
ワ
ー
ド
シ
ッ
プ
・
コ
ー
ド
導
入
の
必
要
性
は
、
我
が
国
で
英
国
と
は
違
っ
た
独
自
の
様
相
で
急
速
に
高
ま
り
つ
つ
あ
る
こ
と
を

指
摘
し
て
お
き
た
い
。

3
．
英
国
会
社
法
一
七
二
条
の
一
般
的
義
務
と
ガ
バ
ナ
ン
ス
・
コ
ン
バ
ー
ジ
ェ
ン
ス

ス
チ
ュ
ワ
ー
ド
シ
ッ
プ
・
コ
ー
ド
の
内
容
は
、
米
国
型
の
取
締
役
は
株
主
に
対
す
る
信
認
義
務
を
負
う
と
す
る
考
え
方
と
相
容
れ
な
い

面
が
あ
り
、
他
方
で
株
主
も
ま
た
経
営
陣
と
共
に
会
社
に
対
す
る
忠
実
義
務
を
負
う
と
す
る
近
時
の
米
国
判
例
・
議
論
の
傾
向
と
整
合
的

な
要
素
が
あ
る
。
米
国
法
制
に
基
づ
く
我
が
国
会
社
法
に
お
い
て
も
、
会
社
法
制
と
金
商
法
に
つ
き
考
察
し
た
こ
と
が
改
め
て
議
論
さ
れ

四
五
一



日
本
法
学　

第
八
十
巻
第
二
号
（
二
〇
一
四
年
十
月
）

（
七
一
〇
）

よ
う
。
英
国
二
〇
〇
六
年
会
社
法
は
信
認
義
務
と
注
意
義
務
を
一
般
的
義
務
（general duties

）
と
し
て
規
定
し
た
（
66
）

。
会
社
の
成
功
を
促

す
べ
き
義
務
（
一
七
二
条
）
と
し
、
単
な
る
株
主
企
業
で
は
な
い
と
の
株
式
会
社
観
が
背
景
に
あ
る
。
影
の
取
締
役
（shadow

 director

）

も
負
う
旨
が
明
記
さ
れ
（
一
七
〇
条
）、
親
子
会
社
規
律
に
も
及
ぶ
論
点
と
い
え
る
。
監
査
等
委
員
会
制
度
に
お
け
る
非
業
務
取
締
役
の
職

責
に
関
す
る
規
範
と
も
な
り
得
る
内
容
と
な
る
。
ソ
フ
ト
ロ
ー
主
体
の
英
国
に
お
け
る
ハ
ー
ド
ロ
ー
内
の
調
整
・
揺
り
戻
し
と
い
え
る
が
、

か
か
る
テ
ー
マ
は
我
が
国
の
場
合
、
主
と
し
て
日
本
版
コ
ー
ポ
レ
ー
ト
・
ガ
バ
ナ
ン
ス
・
コ
ー
ド
に
お
い
て
柔
軟
に
調
整
を
図
り
、
ソ
フ

ト
ロ
ー
の
接
点
と
も
い
え
る
金
商
法
、
上
場
規
則
等
で
補
完
す
る
こ
と
に
な
ろ
う
か
。
コ
モ
ン
ロ
ー
と
い
い
つ
つ
、
内
容
の
相
違
す
る
英

国
、
米
国
の
法
制
度
の
狭
間
に
あ
っ
て
二
つ
の
日
本
版
コ
ー
ド
は
米
国
型
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
モ
デ
ル
と
し
て
の
シ
ェ
ア
ホ
ル
ダ
ー
・
タ
イ
プ
、

ド
イ
ツ
型
ス
テ
ー
ク
ホ
ル
ダ
ー
・
タ
イ
プ
等
の
い
づ
れ
と
も
異
な
る
日
本
型
経
営
に
親
和
す
る
独
自
の
企
業
価
値
モ
デ
ル
を
指
向
す
る
試

金
石
と
な
る
。
コ
ー
ド
意
識
は
全
く
受
け
付
け
な
い
と
さ
れ
る
（
67
）

米
国
企
業
社
会
も
ス
チ
ュ
ワ
ー
ド
シ
ッ
プ
・
コ
ー
ド
を
受
容
す
る
機
関
投

資
家
の
増
加
と
相
俟
っ
て
、
コ
ー
ド
が
架
橋
と
な
り
、
将
来
的
に
共
通
の
ガ
バ
ナ
ン
ス
・
コ
ン
バ
ー
ジ
ェ
ン
ス
を
示
す
可
能
性
も
あ
る
。

逆
に
ス
チ
ュ
ワ
ー
ド
シ
ッ
プ
・
コ
ー
ド
は
ガ
バ
ナ
ン
ス
融
合
化
の
動
き
の
中
で
現
出
し
た
と
み
る
こ
と
も
で
き
、
英
国
ス
チ
ュ
ワ
ー
ド

シ
ッ
プ
・
コ
ー
ド
は
従
来
の
ガ
バ
ナ
ン
ス
モ
デ
ル
間
の
比
較
・
競
争
か
ら
、
上
位
概
念
と
し
て
各
ガ
バ
ナ
ン
ス
モ
デ
ル
と
も
共
生
・
発
展

さ
せ
、
域
外
適
用
と
共
に
究
極
的
に
は
国
毎
に
相
違
す
る
ガ
バ
ナ
ン
ス
の
実
質
的
な
コ
ン
バ
ー
ジ
ェ
ン
ス
（
収
斂
）
流
れ
を
促
進
さ
せ
る

も
の
と
な
ろ
う
（
68
）

。

4
．
コ
ー
ド
と
法
制
改
革
の
ジ
レ
ン
マ
な
ら
び
に
モ
ラ
ル
形
成

ガ
バ
ナ
ン
ス
・
コ
ー
ド
自
体
に
細
目
を
規
定
す
る
こ
と
は
プ
リ
ン
シ
プ
ル
ベ
ー
ス
を
崩
す
こ
と
に
な
り
、
規
範
的
特
質
が
失
わ
れ
て
は

元
も
子
も
な
い
。
ガ
バ
ナ
ン
ス
改
革
に
向
け
て
コ
ー
ド
と
法
制
度
の
あ
り
方
を
設
計
す
る
手
法
と
し
て
は
、
①
三
年
ご
と
の
コ
ー
ド
改
訂

四
五
二



英
国
ス
チ
ュ
ワ
ー
ド
シ
ッ
プ
・
コ
ー
ド
とA

pproved P
ersons

制
度
（
藤
川
）

（
七
一
一
）

作
業
に
お
い
て
、
実
効
性
な
ど
を
ト
レ
ー
ス
し
つ
つ
最
低
限
の
修
正
・
加
筆
を
行
う
。
②
コ
ー
ド
と
金
商
法
・
会
社
法
の
双
方
に
整
合
性

を
と
り
つ
つ
、
修
正
内
容
を
盛
り
込
む
。
③
エ
ン
フ
ォ
ー
ス
メ
ン
ト
に
係
る
部
分
は
金
商
法
・
会
社
法
の
関
連
法
規
則
に
書
き
込
み
、

コ
ー
ド
は
極
力
規
範
た
る
特
色
を
喪
失
し
な
い
も
の
と
す
る
等
が
想
定
で
き
る
。
③
が
あ
り
得
べ
き
手
法
と
も
い
え
る
が
、
実
効
性
確
保

の
た
め
個
々
の
テ
ー
マ
毎
に
配
慮
し
す
ぎ
て
細
か
い
調
整
を
す
る
ほ
ど
規
範
た
る
特
徴
に
マ
イ
ナ
ス
に
跳
ね
返
る
と
い
う
ジ
レ
ン
マ
が
生

じ
か
ね
な
い
。
米
国
法
制
を
ベ
ー
ス
と
す
る
我
が
国
が
、
長
年
の
日
本
的
経
営
と
し
て
培
っ
た
、
機
関
投
資
家
な
ど
に
お
け
る
米
国
と
は

異
な
っ
た
長
期
的
観
点
か
ら
の
事
実
上
の
良
き
慣
行
の
存
在
を
規
範
た
る
コ
ー
ド
と
し
て
移
し
替
え
ん
と
す
る
プ
ロ
セ
ス
に
お
い
て
必
然

的
に
発
生
す
る
フ
リ
ク
シ
ョ
ン
・
コ
ス
ト
と
い
え
よ
う
（
69
）

。
コ
ー
ド
定
着
に
伴
い
、
経
営
陣
の
改
革
に
向
け
た
格
闘
を
通
じ
て
解
消
さ
れ
、

時
間
は
か
か
っ
て
も
米
国
、
英
国
と
も
異
な
る
日
本
型
コ
ー
ド
の
発
展
・
慣
行
化
、
実
効
性
発
揮
に
繋
が
る
は
ず
で
あ
る
。
エ
ン
フ
ォ
ー

ス
メ
ン
ト
に
止
ま
ら
ず
、
Ｅ
Ｒ
Ｍ
の
統
制
環
境
改
善
に
向
け
た
規
制
側
の
通
常
監
督
、
企
業
側
の
普
段
の
努
力
は
欠
か
せ
な
い
。
我
が
国

の
経
営
慣
行
な
ら
び
に
機
関
投
資
家
に
お
け
る
意
識
の
高
さ
は
リ
ー
マ
ン
金
融
危
機
を
み
て
も
コ
ー
ド
本
家
の
英
国
よ
り
も
内
面
で
は

勝
っ
て
き
た
側
面
す
ら
あ
る
と
考
え
る
。
コ
ー
ド
へ
の
移
し
替
え
の
段
階
・
プ
ロ
セ
ス
に
お
い
て
、
法
制
面
で
名
宛
人
を
投
資
家
と
す
る

金
商
法
、
コ
ー
ポ
レ
ー
ト
・
ガ
バ
ナ
ン
ス
の
担
い
手
た
る
株
主
と
す
る
会
社
法
に
お
け
る
調
整
問
題
の
存
在
が
絡
ま
り
、
我
が
国
独
自
の

解
決
す
べ
き
論
点
を
包
含
し
つ
つ
、
今
後
は
コ
ー
ド
レ
ベ
ル
で
も
投
資
家
向
け
、
ガ
バ
ナ
ン
ス
を
主
と
し
た
経
営
陣
な
ら
び
に
株
主
向
け

の
二
つ
の
コ
ー
ド
に
分
け
て
実
際
の
行
動
規
範
の
策
定
・
実
行
を
展
開
す
る
局
面
に
入
る
。
会
社
法
と
金
商
法
の
齟
齬
を
埋
め
る
役
割
が

二
つ
の
日
本
版
コ
ー
ド
と
な
り
、
特
に
金
商
法
と
ス
チ
ュ
ワ
ー
ド
シ
ッ
プ
・
コ
ー
ド
を
有
機
的
に
リ
ン
ク
さ
せ
、
企
業
価
値
モ
デ
ル
の
実

効
性
を
確
保
す
る
鍵
の
一
つ
は
非
業
務
執
行
取
締
役
な
ら
び
に
こ
れ
に
対
す
るA

pproved P
ersons

の
実
践
に
あ
る
と
い
う
位
置
づ
け

に
な
ろ
う
か
。
ガ
バ
ナ
ン
ス
改
革
の
柱
の
一
つ
と
な
る
監
査
等
委
員
会
導
入
に
し
て
も
、
利
益
相
反
局
面
で
非
業
務
執
行
取
締
役
の
果
た

四
五
三



日
本
法
学　

第
八
十
巻
第
二
号
（
二
〇
一
四
年
十
月
）

（
七
一
二
）

す
べ
き
忠
実
義
務
に
お
け
る
規
範
化
概
念
導
入
な
ど
、
コ
ー
ド
の
存
在
を
抜
き
に
し
て
は
実
効
性
を
保
て
な
い
。
日
本
版
コ
ー
ド
の
独
自

性
を
保
ち
つ
つ
、
我
が
国
法
制
度
と
の
一
体
的
考
察
、
調
整
に
向
け
て
検
討
が
必
要
と
な
る
。

英
国
のA

pproved P
ersons

制
度
も
、
プ
リ
ン
シ
プ
ル
ベ
ー
ス
の
コ
ー
ド
に
準
拠
す
る
と
い
い
つ
つ
、
ル
ー
ル
ブ
ッ
ク
と
も
い
え
る

詳
細
なF

S
A
 H
andbook

に
規
定
を
置
き
、
事
実
上
の
エ
ン
フ
ォ
ー
ス
メ
ン
ト
と
し
て
企
業
名
公
表
措
置
を
課
し
て
い
る
。
企
業
側
と

し
て
は
Ｆ
Ｃ
Ｐ
Ａ
同
様
に
事
前
防
止
の
た
め
の
対
応
が
必
要
と
な
り
、
ま
た
規
制
当
局
側
も
恣
意
性
の
誹
り
を
受
け
な
い
た
め
に
も
明
確

な
規
準
の
策
定
作
り
の
已
む
無
き
に
到
る
。
ル
ー
ル
ベ
ー
ス
に
逆
戻
り
し
、A

pproved P
ersons

の
事
実
上
の
法
制
化
の
傾
向
と
い
え

な
く
も
な
い
。
コ
ン
プ
ラ
イ
ア
ン
ス
な
ど
当
局
の
危
機
意
識
の
強
さ
を
示
し
て
も
い
よ
う
（
70
）

。

会
社
制
度
（C

orporete G
overnance

）
の
問
題
は
会
社
法
改
正
に
よ
っ
て
は
解
決
し
な
い
（
71
）

。
我
が
国
に
お
い
て
ス
チ
ュ
ワ
ー
ド
シ
ッ

プ
・
コ
ー
ド
を
コ
ー
ポ
レ
ー
ト
・
ガ
バ
ナ
ン
ス
・
コ
ー
ド
と
併
存
し
て
機
能
さ
せ
、
会
社
法
改
正
と
セ
ッ
ト
で
ガ
バ
ナ
ン
ス
改
革
を
企
図

す
る
場
合
、
各
日
本
版
コ
ー
ド
の
対
象
は
本
来
的
に
は
上
場
・
非
上
場
の
区
別
は
な
い
も
の
で
あ
ろ
う
が
、
基
本
的
に
は
上
場
会
社
を
念

頭
に
置
い
て
策
定
さ
れ
、
あ
る
い
は
上
場
会
社
な
ど
が
自
ら
率
先
し
て
内
外
区
別
な
く
導
入
を
図
る
べ
き
も
の
と
な
る
。
他
方
、
金
融
持

株
会
社
な
ど
の
場
合
、
上
場
持
株
会
社
の
下
で
人
員
、
預
金
な
ど
実
質
上
重
要
な
資
産
は
非
上
場
子
会
社
に
主
と
し
て
存
在
し
、
こ
の
た

め
非
上
場
子
会
社
の
経
営
陣
の
側
か
ら
も
親
会
社
た
る
持
株
会
社
を
超
え
て
機
関
投
資
家
を
直
接
俯
瞰
・
意
識
す
る
こ
と
が
重
要
と
な
る
。

多
重
代
表
訴
訟
同
様
に
、
コ
ー
ド
の
名
宛
人
で
あ
る
機
関
投
資
家
の
考
察
対
象
と
し
て
は
持
株
会
社
と
子
会
社
を
合
わ
せ
た
連
結
経
営
グ

ル
ー
プ
が
対
象
と
な
り
、
一
体
と
し
て
上
部
に
機
関
投
資
家
が
存
在
す
る
イ
メ
ー
ジ
と
な
る
。
持
株
会
社
設
立
を
隠
れ
蓑
と
し
た
代
表
訴

訟
遮
断
に
よ
る
親
会
社
経
営
陣
の
モ
ラ
ル
低
下
問
題
は
、
多
重
代
表
訴
訟
制
度
創
設
（
八
四
七
条
の
三
）
な
ど
会
社
法
改
正
に
よ
り
一
定

程
度
は
解
決
し
つ
つ
あ
る
と
は
い
え
、
ガ
バ
ナ
ン
ス
改
革
を
進
め
る
上
で
、
法
制
度
か
ら
親
子
会
社
法
制
を
検
討
す
る
に
止
ま
ら
ず
、

四
五
四



英
国
ス
チ
ュ
ワ
ー
ド
シ
ッ
プ
・
コ
ー
ド
とA

pproved P
ersons

制
度
（
藤
川
）

（
七
一
三
）

Ｅ
Ｒ
Ｍ
の
統
制
環
境
の
中
核
と
し
て
の
真
の
モ
ラ
ル
形
成
が
求
め
ら
れ
る
。
コ
ー
ド
意
識
を
伴
っ
た
親
子
会
社
規
律
の
あ
り
方
を
根
本
的

に
問
い
か
け
る
格
好
の
機
会
と
し
て
、
二
つ
の
日
本
版
コ
ー
ド
と
法
制
度
の
一
体
化
は
大
き
な
役
割
を
果
た
し
う
る
と
い
え
よ
う
。
ス

チ
ュ
ワ
ー
ド
シ
ッ
プ
・
コ
ー
ド
の
検
討
領
域
を
超
え
て
こ
よ
う
が
、
正
し
く
ガ
バ
ナ
ン
ス
改
革
に
正
面
か
ら
取
り
組
む
べ
き
目
標
を
示
し

て
い
よ
う
。

こ
の
他
、
反
ト
ラ
ス
ト
法
領
域
と
の
比
較
と
し
て
、
エ
ン
フ
ォ
ー
ス
メ
ン
ト
と
刑
事
訴
追
の
分
断
（separation of prosecutor from

 

enforcer

）、
両
罰
規
定
と
刑
事
・
民
事
罰
、
適
切
な
手
続
き
の
面
（due process concerns

）
の
制
度
設
計
等
も
今
後
の
考
察
対
象
と
な
ろ

う
（
72
）

。（
1
） 

上
田
亮
子
「
英
国
ス
チ
ュ
ワ
ー
ド
シ
ッ
プ
・
コ
ー
ド
に
つ
い
て
」
金
融
庁
「
日
本
版
ス
チ
ュ
ワ
ー
ド
シ
ッ
プ
・
コ
ー
ド
に
関
す
る
有
識
者
検
討

会
」
資
料
（
二
〇
一
三
年
九
月
）、
神
山
哲
也
「
機
関
投
資
家
に
よ
る
コ
ー
ポ
レ
ー
ト
・
ガ
バ
ナ
ン
ス
強
化
を
志
向
す
る
英
国
」
野
村
資
本
市
場

ク
ォ
ー
タ
リ
ー
夏
号
（
二
〇
一
三
年
）
一
〇
八
│
一
一
五
頁
。S

ergakis, K
onstantinos, T

he U
K
 S
tew
ardship C

ode

：B
ringing the G

ap 

B
etw
een C

om
panies and lnstitutional lnvestors, 47 R

JT
U
M
 109

（2013

）. C
heffi  ns, B

rian, T
he S

tew
ardship C

ode’s A
chiIees’ 

H
eel, L

egal S
tudies R

esearch P
aper S

eries, N
o.28/2011, U

niversity of C
am
bridge. M

icheler, E
va, F

acilitating lnvestor 

E
ngagem

ent and S
tew
ardship, 14 E

B
O
R
 N
o.1, 29

（2013
）.

（
2
） 

英
国
の
二
つ
の
二
〇
一
〇
年
版
コ
ー
ド
に
つ
き
、
中
川
照
行
「「
二
〇
一
〇
年
規
範
」
と
「
監
督
規
範
」
に
よ
る
英
国
の
新
し
い
ガ
バ
ナ
ン
ス

構
造
」
経
営
戦
略
研
究vol.5

（
二
〇
一
二
年
八
月
）
二
五
│
四
一
頁
。

（
3
） 

神
作
裕
之
「
コ
ー
ポ
レ
ー
ト
ガ
バ
ナ
ン
ス
向
上
に
向
け
た
内
外
の
動
向
│
ス
チ
ュ
ワ
ー
ド
シ
ッ
プ
・
コ
ー
ド
を
中
心
と
し
て
│
」『
日
本
経
済

の
活
性
化
に
向
け
た
コ
ー
ポ
レ
ー
ト
ガ
バ
ナ
ン
ス
』
商
事
法
務N

o.2030

（
二
〇
一
四
年
四
月
）
一
一
│
二
四
頁
、
東
京
大
学
第
四
六
回
比
較
法
政

シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
（
二
〇
一
四
年
二
月
）
発
言
。F

air P
ensions subm

ission to F
R
C
 S
tew
ardship consultation

（A
pril 2010

）, at 18.

四
五
五



日
本
法
学　

第
八
十
巻
第
二
号
（
二
〇
一
四
年
十
月
）

（
七
一
四
）

（
4
） 

内
閣
府
「
目
指
す
べ
き
市
場
経
済
シ
ス
テ
ム
に
関
す
る
専
門
調
査
会
」
報
告
書
（
二
〇
一
三
年
）
一
│
一
九
頁
。

（
5
） 

金
融
庁
「「
責
任
あ
る
機
関
投
資
家
」
の
諸
原
則
《
日
本
版
ス
チ
ュ
ワ
ー
ド
シ
ッ
プ
・
コ
ー
ド
》
〜
投
資
と
対
話
を
通
じ
て
企
業
の
持
続
的
成

長
を
促
す
た
め
に
〜
」
有
識
者
検
討
会
資
料
（
二
〇
一
四
年
二
月
）。

（
6
） 
金
融
庁
・
笠
原
基
和
「
責
任
あ
る
機
関
投
資
家
の
諸
原
則
《
日
本
版
ス
チ
ュ
ワ
ー
ド
シ
ッ
プ
・
コ
ー
ド
》
の
概
要
」
商
事
法
務N

o.2029

（
二
〇
一
四
年
四
月
）
五
九
│
七
一
頁
。

（
7
） 

中
西
和
幸
・
小
磯
孝
二
・
柴
田
堅
太
郎
・
辻
拓
一
郎
「
社
外
取
締
役
を
選
任
す
る
こ
と
が
相
当
で
な
い
理
由
」
商
事
法
務N

o.2025

（
二
〇
一
四
年
二
月
）
一
四
│
二
四
頁
、
佐
藤
寿
彦
「
社
外
取
締
役
が
い
な
い
会
社
に
求
め
ら
れ
る
説
明
│
英
国
に
お
け
る
議
論
と
投
資
家
へ
の
ヒ

ヤ
リ
ン
グ
を
踏
ま
え
て
│
」N

o.2024

（
二
〇
一
四
年
二
月
）
一
二
│
二
一
頁
、
長
谷
川
俊
明
「
株
主
総
会
の
グ
ロ
ー
バ
ル
化
」
日
本
大
学
比
較
法

研
究
所
講
演
（
二
〇
一
四
年
三
月
）。

（
8
） 

金
融
庁
資
料
「
日
本
版
ス
チ
ュ
ワ
ー
ド
シ
ッ
プ
・
コ
ー
ド
の
策
定
を
踏
ま
え
た
法
的
論
点
に
係
る
考
え
方
の
整
理
」（
二
〇
一
四
年
二
月
）。

（
9
） 

二
〇
一
四
年
三
月
筆
者
が
従
前
勤
務
し
て
い
た
日
本
政
策
投
資
銀
行
（
Ｄ
Ｂ
Ｊ
）
のL

ondon

現
地
法
人D

B
J E
urope L

im
ited

（L
evel 

20, 125 O
ld B
road S

treet L
ondon E

C
2N
 1A
R
, U
K

、
資
本
金
七
五
〇
万
ユ
ー
ロ
）
に
資
料
収
集
・
ヒ
ヤ
リ
ン
グ
を
行
っ
た
。
シ
テ
ィ
地
区

B
ank of E

ngland

、R
oyal E

xchange

に
隣
接
し
、
先
方
はH

iroyuki K
ato

・C
E
O

（C
hief E

xecutive O
ffi  cer

）、H
ideyuki N

agahiro

・

C
O
O

（C
hief O

perating O
ffi  cer

）。
欧
州
・
中
東
地
域
等
の
投
融
資
・
Ｍ
＆
Ａ
サ
ー
ビ
ス
、
顧
客
支
援
提
供
等
を
目
的
に
ロ
ン
ド
ン
駐
在
員
事

務
所
を
現
地
法
人
化
し
Ｄ
Ｂ
Ｊ
全
額
出
資
子
会
社
と
し
て
設
立
さ
れ
た
。
英
国
Ｆ
Ｓ
Ａ
の
業
務
認
可
取
得
を
受
け
二
〇
〇
九
年
一
一
月
業
務
開
始
。

（
10
） T

he U
K
 C
orporate G

overnance C
ode, S

eptem
ber 2012. http://w

w
w
.hm
-treasury.gov.uk/w

alker_review
_inform

ation.htm

（
最
新
版
の
二
〇
一
二
年
版
コ
ー
ド
）

（
11
） 

正
井
章
筰
「
Ｅ
Ｕ
に
お
け
る
コ
ー
ポ
レ
ー
ト
・
ガ
バ
ナ
ン
ス
を
め
ぐ
る
議
論
│
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
・
コ
ー
ポ
レ
ー
ト
・
ガ
バ
ナ
ン
ス
・
フ
ォ
ー
ラ
ム

の
声
明
を
中
心
と
し
て
│
」
比
較
法
学
四
三
巻
一
号
（
二
〇
〇
九
年
四
月
）
一
│
四
六
頁
、
津
村
健
二
郎
「
英
国
の
金
融
監
督
体
制
の
変
更
」

Ｊ
Ｂ
Ｓ
情
報
セ
ン
サ
ーV

ol.84 July 2013 

一
│
二
頁
、
小
立
敬
「
英
国
の
新
た
な
金
融
監
督
体
制
│
マ
ク
ロ
プ
ル
ー
デ
ン
ス
に
重
点
を
置
い
た
体

制
づ
く
り
」
月
刊
資
本
市
場N

o.323

（
二
〇
一
二
年
七
月
）
二
八
│
三
四
頁
。

四
五
六



英
国
ス
チ
ュ
ワ
ー
ド
シ
ッ
プ
・
コ
ー
ド
とA

pproved P
ersons

制
度
（
藤
川
）

（
七
一
五
）

（
12
） 

Ｆ
Ｃ
Ａ
は
二
〇
〇
〇
│
三
〇
〇
〇
社
、
Ｒ
Ｐ
Ａ
は
五
〇
│
六
〇
の
銀
行
が
対
象
と
さ
れ
る
。

（
13
） 

林
孝
宗
「
イ
ギ
リ
ス
に
お
け
る
コ
ー
ポ
レ
ー
ト
・
ガ
バ
ナ
ン
ス
の
展
開
│
非
業
務
執
行
取
締
役
の
役
割
と
注
意
義
務
を
中
心
に
│
」
社
学
研
論

集V
ol. 17

（
二
〇
一
一
年
三
月
）
二
四
七
│
二
六
三
頁
。

（
14
） http://w

w
w
.fsa.gov.uk/doing/regulated/approved/persons

（
15
） http://w

w
w
.dbj.jp/en/co/info/governance.htm

l

（
16
） C

redit F
undation

、G
eneral C

ontrol

、
Ｉ
Ｃ
Ａ
Ａ
Ｐ
（the Internal C

apital A
dequacy P

rocess

）、L
iquidity R

isk C
ontrol

、

O
perating R

isk.

（
17
） 

バ
ー
ゼ
ル
銀
行
監
督
委
員
会
の
二
〇
一
一
年
一
二
月
市
中
協
議
文
書
「
銀
行
の
内
部
監
査
機
能
」
で
は
原
則
一
三
説
明
文
の
パ
ラ
グ
ラ
フ
五
五

に
三
つ
の
防
衛
線
モ
デ
ル
が
示
さ
れ
る
。
最
終
文
書
（
パ
ラ
グ
ラ
フ
六
〇
）
は
「
銀
行
の
業
務
部
門
、
管
理
部
門
お
よ
び
内
部
監
査
部
門
の
関
係
は

三
つ
の
防
衛
線
の
モ
デ
ル
を
使
っ
て
説
明
で
き
る
」。
パ
ラ
グ
ラ
フ
五
六
は
、「
あ
る
防
衛
線
の
不
備
は
原
則
と
し
て
他
の
防
衛
線
で
検
知
さ
れ
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
」。
し
か
し
最
終
文
書
（
パ
ラ
グ
ラ
フ
六
一
）
で
は
、「
内
部
統
制
の
責
任
は
一
つ
の
防
衛
線
か
ら
次
の
防
衛
線
（the next line

）

に
移
る
わ
け
で
は
な
い
」
と
修
正
さ
れ
た
。
英
国
銀
行
協
会
（
Ｂ
Ｂ
Ａ
）
は
「
下
流
の
防
衛
線
は
上
流
の
防
衛
線
の
不
備
を
検
知
す
る
べ
き
で
あ
る

が
、
反
対
に
第
一
お
よ
び
第
二
の
防
衛
線
が
内
部
監
査
（
第
三
の
防
衛
線
）
の
不
備
を
検
知
す
る
こ
と
は
期
待
さ
れ
な
い
。
誤
解
を
避
け
る
た
め
明

確
に
す
べ
き
」
と
い
う
意
見
を
出
し
た
。
原
則
一
四
は
、「
グ
ル
ー
プ
企
業
や
持
株
会
社
に
お
け
る
内
部
監
査
は
親
銀
行
に
よ
っ
て
一
元
的
に
整
備

さ
れ
る
」。
日
本
内
部
監
査
協
会
Ｃ
Ｉ
Ａ
フ
ォ
ー
ラ
ム
研
究
会
報
告
「
バ
ー
ゼ
ル
銀
行
監
督
委
員
会
「
銀
行
の
内
部
監
査
機
能
」
の
最
終
文
書
に
お

け
る
市
中
協
議
文
書
か
ら
の
変
更
箇
所
及
び
市
中
協
議
文
書
に
対
す
る
各
機
関
の
コ
メ
ン
ト
に
つ
い
て
の
調
査
研
究
」
研
究
会N

o.24 

月
刊
監
査

研
究N

o.473

（
二
〇
一
三
年
四
月
）
二
一
│
二
九
頁
。

（
18
） 

ボ
ッ
ク
ス
・
チ
ェ
ッ
ク
型
リ
ス
ク
チ
ェ
ッ
ク
で
、
重
要
性
を
有
す
る
部
分
を
主
に
調
べ
る
。

（
19
） F
inancial S

ervices A
uthority, F

IN
A
L
 N
O
T
IC
E
 T
o:M
itsui S

um
itom
o Insurance C

om
pany 

（E
urope

） L
td, D

ate: 8 M
ay 

2012, http://w
w
w
.fsa.gov.uk/static/pubs/fi nal/m

sicel.pdf, http://w
w
w
.fca.org.uk/static/docum

ents/annual-report/fsa-annual-

report-appendix-2.pdf

四
五
七



日
本
法
学　

第
八
十
巻
第
二
号
（
二
〇
一
四
年
十
月
）

（
七
一
六
）

（
20
） 

コ
ー
ポ
レ
ー
ト
・
ガ
バ
ナ
ン
ス
、S

ystem
 and C

ontrol

の
不
備
、
関
連
し
て
ビ
ジ
ネ
ス
戦
略
の
変
更
に
お
い
て
はB

oard

に
よ
る
注
意
深

い
監
視
が
必
要
と
し
、
Ｅ
Ｒ
Ｍ
に
繋
が
る
。
ま
たB

oard

機
能
を
十
全
に
発
揮
し
、
効
率
的
な
監
視
と
分
担
を
可
能
に
す
る
た
め
に
は
良
質
で
十

分
な
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
層
か
ら
の
情
報
が
必
要
で
新
分
野
ビ
ジ
ネ
ス
、
英
国
規
制
に
関
す
る
十
分
な
理
解
が
求
め
ら
れ
る
。
新
分
野
進
出
に
当
た
り
、

英
国
規
制
が
要
求
す
る
資
本
の
積
み
上
げ
な
ど
、
特
に
Ｆ
Ｓ
Ａ
プ
リ
ン
シ
プ
ル
原
則
三
が
問
題
と
な
っ
た
事
案
で
あ
り
、F

S
A
 F
inal N

otice

を

み
る
限
り
コ
ー
ポ
レ
ー
ト
・
ガ
バ
ナ
ン
ス
、
内
部
統
制
の
対
象
を
リ
ス
ク
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
と
し
、
我
が
国
会
社
法
に
お
け
る
内
部
統
制
の
構
造
と
類

似
す
る
。
三
つ
の
防
衛
線
モ
デ
ル
に
基
づ
い
た
経
営
陣
の
義
務
と
責
任
の
分
離
を
求
め
、
対
象
の
本
邦
企
業
は
新
Ｃ
Ｅ
Ｏ
、
二
名
の
独
立
Ｎ
Ｅ
Ｄ

（
非
業
務
執
行
取
締
役
）
等
の
配
置
に
よ
り
改
善
さ
れ
、
課
徴
金
軽
減
（
一
、四
三
五
、〇
〇
〇
ポ
ン
ド
の
軽
減
）
に
繋
が
っ
た
と
さ
れ
る
。

（
21
） 

金
融
庁
報
告
書
「
諸
外
国
に
お
け
る
金
融
機
関
の
マ
ネ
ー
・
ロ
ー
ン
ダ
リ
ン
グ
対
策
に
係
る
調
査
」
三
菱
Ｕ
Ｆ
Ｊ
リ
サ
ー
チ
＆
コ
ン
サ
ル
テ
ィ

ン
グ
（
二
〇
一
三
年
二
月
）
一
│
五
四
頁
。
米
国
は
「
Ｆ
Ａ
Ｔ
Ｆ
四
〇
の
勧
告
お
よ
び
九
の
特
別
勧
告
の
履
行
状
況
審
査
の
た
め
の
メ
ソ
ド
ロ

ジ
ー
」
に
お
け
る
勧
告
五
に
対
応
す
る
規
制
制
定
の
過
程
に
あ
る
た
め
、
現
時
点
で
は
米
国
資
金
情
報
機
関
（
Ｆ
Ｉ
Ｕ
）
の
財
務
省
金
融
犯
罪
取
締

ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
（F

inancial C
rim
es E

nforcem
ent N

etw
ork F

inC
E
N

）
が
二
〇
一
二
年
二
月
公
表
し
た
規
制
案
提
案
に
向
け
た
事
前
通
達

（advance notice of proposed rulem
aking

）
が
参
考
と
な
る
。
金
融
犯
罪
に
対
し
て
はM

oney L
aundering R

eporting O
ffi  cer

（
Ｍ
Ｌ
Ｒ
Ｏ
）

を
一
名
置
き
、
金
融
機
関
の
関
連
情
報
を
監
督
当
局
に
報
告
す
る
。
金
融
犯
罪
に
対
す
る
内
部
統
制
（S

ystem
 and C

ontrol

）
の
構
築
が
求
め
ら

れ
、
金
融
犯
罪
処
罰
の
根
拠
法
規
制
は
二
〇
〇
七
年
資
金
洗
浄
規
則
（
両
罰
規
定
）、F

C
A
 H
andbook

（
罰
金
）
の
二
つ
と
な
る
。

（
22
） F

inancial C
onduct A

uthority, D
E
C
IS
IO
N
 N
O
T
IC
E
 T
o: S
tandard B

ank P
L
C
, D
ate:22 January 2014, http://w

w
w
.fca.org.

uk/static/docum
ents/decision-notices/standard-bank-plc.pdf

（
23
） E

ffective Internal A
udit in the F

inancial S
ervices S

ector, R
ecom

m
endations from

 the C
om
m
ittee on Internal A

udit 

G
uidance for F

inancial S
ervices, C

harted Institute of Internal A
uditors, July 2013, http://w

w
w
.iia.org.uk/m

edia/354788/0758_

eff ective_internal_audit_fi nancial_w
ebfi nal.pdf

（
24
） 

英
国
Ｆ
Ｃ
Ａ
の
監
督
ア
プ
ロ
ー
チ
も
変
化
し
つ
つ
あ
り
、
近
時
はH

i R
isk

、M
iddle R

isk

、L
ow
 R
isk

の
三
分
類
の
う
ちH

i R
isk

は
年

一
回
、M

iddle R
isk

は
四
年
に
一
回
程
度
の
チ
ェ
ッ
ク
を
金
融
機
関
に
か
け
、Internal A

udit

責
任
者
に
直
接
ヒ
ヤ
リ
ン
グ
を
行
い
、
年
間
の

四
五
八



英
国
ス
チ
ュ
ワ
ー
ド
シ
ッ
プ
・
コ
ー
ド
とA

pproved P
ersons

制
度
（
藤
川
）

（
七
一
七
）

監
査
計
画
提
出
を
求
め
て
い
る
。

（
25
） 

内
部
監
査
部
は
Ｆ
Ｃ
Ａ
の
手
下
と
称
さ
れ
て
い
る
。

（
26
） 
英
国
シ
テ
ィ
の
産
業
化
と
し
て
（
ニ
ュ
ー
デ
ィ
ー
ル
政
策
）、
会
計
事
務
所
繁
忙
に
繋
が
る
。

（
27
） F

inancial crim
e: a guide for fi rm

s P
art1: A

 fi rm
’s guide to preventing fi nancial crim

e, F
inancial C

onduct A
uthority, A

pril 

2013, http://m
edia.fshandbook.info/H

andbook/F
C
1_F
C
A
_20130401.pdf, http://m

edia.fshandbook.info/H
andbook/F

C
2_

F
C
A
_20130401.pdf

（
28
） 

拙
稿
「
新
た
な
国
際
汚
職
行
為
防
止
法
の
考
察
│
域
外
適
用
とR

ed F
lag

対
処
義
務
│
」
政
経
研
究
第
五
〇
巻
第
三
号
（
二
〇
一
四
年
三
月
）

六
〇
九
│
六
五
四
頁
。
Ｕ
Ｋ
Ｂ
Ａ
はF

acility P
aym
ent

と
し
て
の
僅
少
な
金
額
の
賄
賂
も
認
め
て
お
ら
ず
、
厳
格
で
あ
る
。

（
29
） 

近
時
、
代
表
的
な
再
保
険
ブ
ロ
ー
カ
ー
の
ウ
ィ
リ
ス
・
リ
ミ
テ
ッ
ド
（
英
国
）
が
賄
賂
のagent

の
件
で
問
題
と
な
っ
て
い
る
。

（
30
） 

海
外
汚
職
問
題
の
リ
ス
ク
管
理
は
会
社
の
贈
賄
リ
ス
ク
の
直
視
・
把
握
、
贈
賄
リ
ス
ク
を
踏
ま
え
た
詳
細
な
社
内
規
定
整
備
、
リ
ス
ク
コ
ン
ト

ロ
ー
ル
の
合
理
的
手
順
や
仕
組
み
の
設
定
の
三
つ
に
集
約
さ
れ
る
。
髙
巖
「
外
国
公
務
員
贈
賄
防
止
に
係
わ
る
内
部
統
制
ガ
イ
ダ
ン
ス
」
麗
澤
大
学

企
業
倫
理
研
究
セ
ン
タ
ー
（
二
〇
一
四
年
三
月
）
一
│
一
九
六
頁
。

（
31
） 

“D
B
J E
ourope L

im
ited A

pproved P
ersons T

raining” T
im
 L
ew
is, H

eenal V
asu, T

R
A
V
E
R
S
 S
M
IT
H
, 27 F

ebruary 2014. 

（
32
） 

金
融
危
機
の
反
省
か
ら
事
前
予
防
の
観
点
で
年
一
回
の
事
後
的
チ
ェ
ッ
ク
型
金
融
検
査
で
な
く
オ
ペ
レ
ー
シ
ョ
ナ
ル
・
リ
ス
ク
に
焦
点
を
当
て

た
日
常
監
督
が
重
視
さ
れ
、
所
要
の
能
力
を
備
え
た
Ｃ
Ｅ
Ｏ
な
ど
が
自
ら
Ｆ
Ｃ
Ａ
等
と
普
段
か
ら
綿
密
に
接
す
る
こ
と
が
必
要
でA

pproved 

P
ersons

が
意
義
を
持
つ
。

（
33
） F

C
A
 A
P
E
R
 rulebook. 

原
則
一
はIntegrity

、
原
則
二
はS

kill

、care and diligence

、
原
則
四
はP

roper standard of m
arket 

conduct

、
原
則
三
はD

ealing w
ith the F

C
A

（and the P
R
A
 and other regulators

）
と
な
り
、P

rinciples 

に
対
応
す
る
。http://

fshandbook.info/F
S
/htm

l/handbook/A
P
E
R

（
34
） 

コ
ン
プ
ラ
イ
ア
ン
ス
・
プ
ロ
グ
ラ
ム
構
築
に
お
け
るR

ed F
lag

（
危
険
な
徴
候
）
の
認
識
と
従
業
員
教
育
、
経
営
判
断
・
妥
当
性
と
の
関
わ

り
な
ど
に
関
し
て
、
藤
川
・
前
掲
注（
28
）参
照
。

四
五
九



日
本
法
学　

第
八
十
巻
第
二
号
（
二
〇
一
四
年
十
月
）

（
七
一
八
）

（
35
） 

“D
B
J E
ourope L

im
ited G

overnance and control of risk”
（
36
） http://fshandbook.info/F

S
/htm

l/handbook/P
R
IN
/2/1 

（
37
） http://fshandbook.info/F

S
/htm

l/F
C
A
/S
Y
S
C
/4/1

（
38
） 
①
Ｕ
Ｂ
Ｓ
（U

nion B
ank of S

w
itzerland

）
事
件
（
詐
欺
事
件
に
お
け
る
内
部
統
制
不
備
、
二
〇
一
二
年
）、
②
Ｈ
Ｂ
Ｏ
Ｓ
（B

ank of 

S
cotland

）
事
件
（
拡
大
戦
略
に
お
け
る
不
十
分
な
リ
ス
ク
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
、
二
〇
一
二
年
）、
③B

arclays, U
B
S
, R
abobank and R

B
S

（R
oyal B

ank of S
cotland

）
事
件
（
ロ
ン
ド
ン
市
場
の
イ
ン
タ
ー
バ
ン
ク
取
引
金
利
で
あ
る
Ｌ
Ｉ
Ｂ
Ｏ
Ｒ
不
正
、
二
〇
一
二
年
）。
Ｈ
Ｂ
Ｏ
Ｓ
事

件
は
既
述
のM

itsui S
um
itom
o Insurance C

om
pany 

（E
urope

）
事
件
と
類
似
し
よ
う
。
①F

S
A
 fi nes U

B
S
 £29.7 m

illion for 

signifi cant failings in not preventing large scale unauthorised trading, F
S
A
/P
N
/105/2012, 26 N

ov 2012. http://w
w
w
.fsa.gov.

uk/library/com
m
unication/pr/2012/105.shtm

l. 

②F
S
A
 issues ban and fi ne of £500, 000 against form

er H
B
O
S
 executive, P

eter 

C
um
m
ings, F

S
A
/P
N
/087/2012, 12 S

ep 2012. http://w
w
w
.fsa.gov.uk/library/com

m
unication/pr/2012/087.shtm

l, 

③F
inancial 

S
ervices A

uthority F
IN
A
L
 N
O
T
IC
E
 T
o: B
arclays B

ank P
lc, F

S
A
 R
eference N

um
ber: 122702, D

ate: 27 June 2012. http://

w
w
w
.fsa.gov.uk/static/pubs/fi nal/barclays-jun12. pdf. R

B
S

に
つ
い
て
、“R

B
S
 and L

loyds sued in N
ew
 Y
ork over libor scandal”, 

F
riday 14 M

arch 2014, http://w
w
w
.heraldscotland.com

/new
s/hom

e-new
s/rbs-and-lloyds-sued-in-new

-york-over-libor-

scandal.1394835564

（
39
） T

he F
C
A

’s A
pproach to S

upervision for C
2 firm

s and groups, M
arch 2014. http://w

w
w
.fca.org.uk/static/docum

ents/

corporate/approach-to-supervision-c2-guide.pdf

（
40
） F

C
A
 F
A
C
T
S
H
E
E
T
 H
ow
 the F

C
A
 w
ill supervise fi rm

s, http://w
w
w
.fca.org.uk/static/fca/docum

ents/factsheet.pdf

（
41
） 

バ
ー
ゼ
ル
銀
行
監
督
委
員
会
に
よ
る
新
バ
ー
ゼ
ル
Ⅲ
の
枠
組
み
で
金
融
機
関
の
所
要
自
己
資
本
構
成
はP

illar1

、
資
本
保
全
バ
ッ
フ
ァ
ー
、

カ
ウ
ン
タ
ー
シ
ク
リ
カ
ル
・
バ
ッ
フ
ァ
ー
、G

-S
IF
I/N
-S
IF
I

バ
ッ
フ
ァ
ー
、P

illar2 

の
合
計
と
な
る
。G

-S
IF
I/N
-S
IF
I

バ
ッ
フ
ァ
ー
は
グ

ロ
ー
バ
ル
な
シ
ス
テ
ム
上
重
要
な
金
融
機
関
（G

-S
IF
I

）、
国
内
の
シ
ス
テ
ム
上
重
要
な
金
融
機
関
（N

-S
IF
I

）
に
付
加
さ
れ
る
資
本
サ
ー

チ
ャ
ー
ジ
で
あ
る
。「
次
の
危
機
に
備
え
た
金
融
シ
ス
テ
ム
の
構
築 

現
下
の
対
症
療
法
的
対
策
の
問
題
点
を
踏
ま
え
た
提
案
」N

IR
A

研
究
報
告
書

四
六
〇



英
国
ス
チ
ュ
ワ
ー
ド
シ
ッ
プ
・
コ
ー
ド
とA

pproved P
ersons

制
度
（
藤
川
）

（
七
一
九
）

（
二
〇
〇
九
年
）、「
上
昇
す
る
か
？
減
損
提
案
が
規
制
上
の
自
己
資
本
に
与
え
る
影
響
」D
eloitte L

L
P

（
二
〇
一
三
年
）。

（
42
） 

田
村
俊
夫
「
ア
ク
テ
ィ
ビ
ス
ト
・
ヘ
ッ
ジ
フ
ァ
ン
ド
と
企
業
統
治
革
命
│
「
所
有
と
経
営
の
分
離
」
の
終
わ
り
の
始
ま
り
？
│
」
証
券
ア
ナ
リ

ス
ト
協
会
講
演
（
二
〇
一
四
年
二
月
）。
ま
た
米
国
の
二
〇
一
三
年
株
主
総
会
に
お
け
る
新
た
な
変
化
と
し
て
、
経
営
の
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
の
ベ

ン
チ
マ
ー
ク
と
し
て
の
コ
ン
シ
ャ
ス
・
キ
ャ
ピ
タ
リ
ズ
ム
（
意
識
の
高
い
資
本
主
義
）
が
提
唱
さ
れ
て
い
る
。
ア
カ
ウ
ン
タ
ビ
リ
テ
ィ
の
向
上
、
変

化
を
乗
り
越
え
て
成
長
を
持
続
さ
せ
る
リ
ス
ク
ガ
バ
ナ
ン
ス
を
骨
子
と
す
る
。
佐
藤
剛
「「
ア
メ
リ
カ
の
社
外
取
締
役
の
独
立
性
向
上
へ
の
挑
戦
」

│
そ
の
歴
史
的
変
遷
と
新
し
い
動
き
を
Ｎ
Ａ
Ｃ
Ｄ
（
全
米
取
締
役
協
会
）
の
活
動
か
ら
報
告
│
」
日
本
コ
ー
ポ
レ
ー
ト
・
ガ
バ
ナ
ン
ス
・
ネ
ッ
ト

ワ
ー
ク
（
二
〇
一
四
年
八
月
五
日
）。
米
国
に
お
け
る
ス
チ
ュ
ワ
ー
ド
シ
ッ
プ
・
コ
ー
ド
の
趣
旨
と
整
合
性
の
あ
る
新
た
な
動
向
と
も
い
え
よ
う
か
。

（
43
） 

も
っ
と
もW

eb
サ
イ
ト
等
で
Ｆ
Ｃ
Ａ
（
Ｆ
Ｓ
Ａ
）
等
と
併
記
さ
れ
る
こ
と
も
散
見
さ
れ
、
実
質
的
に
は
Ｆ
Ｃ
Ａ
な
ど
と
し
て
Ｆ
Ａ
Ｓ
の
実
質

は
存
続
し
て
い
る
と
み
ら
れ
る
。

（
44
） 

金
融
庁
は
オ
ペ
レ
ー
シ
ョ
ナ
ル
・
リ
ス
ク
な
ど
通
常
監
督
に
十
分
な
人
員
は
い
な
い
と
思
わ
れ
る
。

（
45
）M

S
IE
u is 100%

 ow
ned by the H

olding C
om
pany w

hich is in turn ow
ned by the P

arent C
om
pany. 

… It is now
 part of the 

Japanese M
S
&
A
D
 G
roup w

hich is one of the w
orld’s largest non-life insurance groups. 

前
掲
注（
12
）。

（
46
） 

私
見
で
あ
る
が
、
英
国
子
会
社
は
非
上
場
企
業
と
考
え
ら
れ
る
た
め
、
ス
チ
ュ
ワ
ー
ド
シ
ッ
プ
・
コ
ー
ド
の
直
接
適
用
の
ケ
ー
ス
で
は
な
い
と

も
考
え
ら
れ
る
が
、
完
全
子
会
社
で
あ
る
こ
と
を
処
分
事
由
に
掲
げ
て
お
り
、
明
示
は
し
て
い
な
い
が
、
ス
チ
ュ
ワ
ー
ド
シ
ッ
プ
・
コ
ー
ド
も
念
頭

に
置
い
て
処
分
し
た
も
の
と
み
ら
れ
る
。
二
つ
の
コ
ー
ド
を
合
わ
せ
た
全
体
の
規
範
を
適
用
し
た
事
案
と
い
え
よ
う
。
加
え
て
、F

inal N
otice

を

読
ん
で
も
、
英
国
に
お
け
る
金
融
機
関
の
監
督
手
法
（
Ａ
Ｒ
Ｒ
Ｏ
Ｗ
）
の
リ
ス
ク
ア
セ
ス
メ
ン
ト
・
フ
レ
ー
ム
ワ
ー
ク
に
従
っ
た
も
の
で
、

breaches of P
rinsiple 3 of F

S
A
 P
rinsples

、A
pproved persons

適
用
の
文
言
は
あ
る
が
、
エ
ン
フ
ォ
ー
ス
メ
ン
ト
の
名
称
・
根
拠
な
ど
に

つ
い
て
は
必
ず
し
も
明
確
に
さ
れ
な
い
。
全
体
と
し
て
、
ス
チ
ュ
ワ
ー
ド
シ
ッ
プ
・
コ
ー
ド
を
適
用
し
た
の
か
否
か
も
含
め
、
不
透
明
さ
が
残
る
印

象
を
受
け
る
。
他
方
、
同
じ
くA

pproved persons

制
度
が
適
用
さ
れ
た
リ
ス
ク
・
マ
ト
リ
ッ
ク
ス
案
件
で
あ
る
Ｈ
Ｂ
Ｏ
Ｓ
事
件
（
二
〇
一
二
年
）

で
は
（
前
掲
注（
38
））、
処
分
事
由
は
Ｆ
Ｓ
Ａ
の
コ
ー
ド
原
則
違
反
（breaching S

tatem
ent of P

rinciple 6 of the F
S
A

’s C
ode of P

ractice 

for A
pproved P

ersons

）、
ペ
ナ
ル
テ
ィ
に
つ
い
て
は
コ
ー
ド
原
則
で
な
く
、
二
〇
〇
〇
年
金
融
サ
ー
ビ
ス
市
場
法
第
六
六
条
（section 66 of 

四
六
一



日
本
法
学　

第
八
十
巻
第
二
号
（
二
〇
一
四
年
十
月
）

（
七
二
〇
）

the F
inancial S

ervices and M
arkets A

ct 2000

）
に
従
っ
た
も
の
で
あ
る
点
が
明
記
さ
れ
る
。
Ｃ
Ｅ
Ｏ
個
人
に
対
す
る
罰
金
と
し
て
は
過
去
最

大
の
五
〇
〇
、〇
〇
〇
ポ
ン
ド
の
罰
金
を
課
し
て
い
る
。
処
分
の
根
拠
を
コ
ー
ド
と
し
つ
つ
、
エ
ン
フ
ェ
ー
ス
メ
ン
ト
は
法
制
度
に
依
拠
し
て
お
り
、

ル
ー
ル
ベ
ー
ス
と
し
て
の
強
行
法
規
性
が
強
ま
っ
て
い
る
と
も
い
え
る
。
Ｍ
Ｓ
Ｉ
Ｅ
ｕ
事
案
と
ほ
ぼ
同
一
内
容
で
あ
り
、
両
案
件
は
、
拡
大
戦
略
に

お
け
る
不
十
分
な
リ
ス
ク
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
を
問
題
視
し
た
点
で
は
類
似
性
が
高
い
が
、
英
国
国
内
事
案
に
対
し
て
は
適
用
法
規
な
ど
を
明
示
し
て
い

る
こ
と
と
比
べ
て
も
、
海
外
案
件
に
対
す
る
規
制
当
局
側
の
恣
意
性
を
伺
う
こ
と
が
で
き
よ
う
か
。
も
っ
と
も
、
損
失
計
上
で
は
な
く
、
人
事
ロ
ー

テ
ー
シ
ョ
ン
と
い
う
計
数
化
し
難
い
点
を
問
題
視
す
る
限
り
は
、
こ
う
し
た
不
透
明
さ
が
残
る
こ
と
に
已
む
を
得
な
い
側
面
も
あ
ろ
う
。
ま
た
金
融

サ
ー
ビ
ス
市
場
法
は
、
二
〇
〇
〇
年
に
上
場
関
連
の
権
限
が
Ｌ
Ｓ
Ｅ
（
ロ
ン
ド
ン
証
券
取
引
所
）
か
ら
Ｆ
Ｓ
Ａ
（
金
融
サ
ー
ビ
ス
機
構
）
に
移
さ
れ

た
折
、
上
場
規
則
違
反
の
制
裁
規
定
が
置
か
れ
、
統
合
規
範
の
エ
ン
フ
ォ
ー
ス
メ
ン
ト
に
繋
が
っ
た
も
の
で
あ
る
（
こ
の
点
は
、
林
孝
宗
・
前
掲
註

（
13
）二
六
一
頁
参
照
。A

lan D
ignam

, C
apturing corporate governance: T

he end of the U
K
 self-regulating system

, 

（2006

） vol.4 

（1

）, International Journal of D
isclosure and G

overnance, at p.24

）。
従
っ
て
、
上
場
・
非
上
場
に
よ
る
扱
い
の
相
違
は
存
在
す
る
こ
と
も

否
め
な
い
。
対
象
が
非
上
場
の
場
合
は
、
エ
ン
フ
ォ
ー
ス
メ
ン
ト
の
根
拠
が
明
確
な
法
で
は
な
く
コ
ー
ド
な
ど
に
委
ね
ら
れ
て
い
る
可
能
性
も
あ
る
。

こ
の
点
は
、
更
な
る
考
察
対
象
と
し
た
い
。
何
れ
に
し
て
も
、
ス
チ
ュ
ワ
ー
ド
シ
ッ
プ
・
コ
ー
ド
と
米
国
Ｆ
Ｃ
Ｐ
Ａ
に
お
け
る
共
謀
罪
は
、
各
々
媒

介
・
仲
介
項
と
し
て
機
能
す
る
こ
と
で
、
背
後
に
あ
る
Ｆ
Ｃ
Ａ
ル
ー
ル
、
Ｆ
Ｃ
Ｐ
Ａ
の
広
範
な
罰
条
の
適
用
が
可
能
と
な
る
点
で
、
共
通
性
が
あ
る

と
い
え
よ
う
。

（
47
） 

現
地
孫
会
社
な
ど
現
地
子
会
社
が
中
間
持
株
会
社
形
態
を
と
る
場
合
が
想
定
で
き
る
。
域
外
適
用
と
い
っ
て
も
、
現
地
法
人
自
体
は
英
国
に
存

在
し
、
効
果
主
義
を
持
ち
出
す
ま
で
も
な
く
、
客
観
的
属
地
主
義
に
基
づ
く
も
の
で
、
英
国
版
コ
ー
ド
の
域
内
適
用
と
い
っ
た
方
が
正
確
か
も
し
れ

な
い
。
ま
た
日
本
版
ス
チ
ュ
ワ
ー
ド
シ
ッ
プ
・
コ
ー
ド
の
適
用
と
し
て
は
、
投
資
先
は
英
国
に
あ
る
が
、
本
社
は
日
本
本
国
に
あ
り
、
こ
れ
も
日
本

版
コ
ー
ド
の
域
内
適
用
と
し
て
扱
う
こ
と
も
で
き
よ
う
か
。
拙
稿
「
国
際
取
引
に
お
け
る
域
外
適
用
ル
ー
ル
統
一
化
な
ら
び
に
秩
序
形
成
に
向
け

て
」
日
本
法
学
第
七
九
巻
第
一
号
（
二
〇
一
三
年
六
月
）
一
│
七
三
頁
参
照
。

（
48
） 

野
田
博
「
コ
ー
ポ
レ
ー
ト
・
ガ
バ
ナ
ン
ス
に
お
け
る
法
と
社
会
規
範
に
つ
い
て
の
一
考
察
」C

O
E
S
O
F
T
L
A
W

（
二
〇
〇
四
年
一
〇
月
）
一

│
二
〇
頁
、
同
「
コ
ー
ポ
レ
ー
ト
・
ガ
バ
ナ
ン
ス
に
お
け
る
法
の
役
割
」
柴
田
和
史
・
野
田
博
編
『
会
社
法
の
現
代
的
課
題
』
法
政
大
学
現
代
法
研

四
六
二



英
国
ス
チ
ュ
ワ
ー
ド
シ
ッ
プ
・
コ
ー
ド
とA

pproved P
ersons

制
度
（
藤
川
）

（
七
二
一
）

究
所
（
二
〇
〇
四
年
）
五
九
頁
。
川
島
い
づ
み
・
中
村
信
男
「
イ
ギ
リ
ス
二
〇
〇
六
年
会
社
法
（
一
）
│
（
一
五
完
）」
比
較
法
学
第
四
一
巻
第
二

号
│
第
四
六
巻
第
二
号
。

（
49
） 
大
杉
謙
一
「
ア
メ
リ
カ
の
コ
ー
ポ
レ
ー
ト
・
ガ
ヴ
ァ
ナ
ン
ス
論
・
再
論
（
下　

そ
の
一
）
│
お
よ
び
『
日
本
的
経
営
』
の
法
と
経
済
学
│
」
都

法
四
四
巻
二
号
（
二
〇
〇
四
年
）
一
四
五
頁
、
一
九
二
頁
。

（
50
） 

松
嶋
隆
弘
「
イ
ギ
リ
ス
法
に
お
け
る
デ
ッ
ト
・
エ
ク
イ
テ
ィ
・
ス
ワ
ッ
プ
〜
日
本
法
と
の
比
較
を
中
心
に
〜
」
日
本
大
学
民
事
法
・
商
事
法
合

同
研
究
会
（
二
〇
一
四
年
五
月
）
一
二
│
一
八
頁
参
照
。

（
51
） 

倒
産
局
面
の
議
論
と
ゴ
ー
イ
ン
グ
・
コ
ン
サ
ー
ン
が
前
提
の
コ
ー
ポ
レ
ー
ト
・
ガ
バ
ナ
ン
ス
の
議
論
を
同
じ
レ
ベ
ル
で
考
察
す
る
こ
と
に
は
難

点
も
あ
ろ
う
が
、
強
行
法
で
な
く
規
範
の
実
効
性
を
考
え
る
上
で
は
一
定
の
意
味
合
い
も
あ
ろ
う
。
英
国
で
は
債
権
者
の
権
利
が
強
く
企
業
再
生
で

な
く
倒
産
手
続
き
を
図
る
方
向
性
と
符
合
す
る
が
、
米
国
型
チ
ャ
プ
タ
ー
一
一
と
逆
の
方
向
性
と
な
る
。
か
か
る
制
度
下
で
英
国
ス
チ
ュ
ワ
ー
ド

シ
ッ
プ
・
コ
ー
ド
に
よ
る
改
革
を
進
め
て
き
た
と
す
れ
ば
、
逆
に
我
が
国
は
株
主
の
一
定
の
権
利
保
護
は
図
ら
れ
、
日
本
版
コ
ー
ド
導
入
の
余
地
は

縮
減
さ
れ
た
も
の
と
な
る
と
い
う
方
向
性
も
バ
ラ
ン
ス
上
考
え
ら
れ
る
。
も
っ
と
も
我
が
国
の
株
主
権
利
に
つ
い
て
は
会
社
法
と
金
商
法
上
の
齟
齬

の
問
題
が
あ
り
、
現
状
で
決
し
て
十
分
と
は
い
え
な
い
。
株
主
と
し
て
の
機
関
投
資
家
に
対
す
る
要
求
と
し
て
位
置
付
け
ら
れ
る
ス
チ
ュ
ワ
ー
ド

シ
ッ
プ
・
コ
ー
ド
、
株
主
が
経
営
者
に
対
し
て
規
律
を
求
め
、
あ
る
い
は
経
営
陣
が
自
己
規
律
を
図
る
と
い
う
位
置
づ
け
が
コ
ー
ポ
レ
ー
ト
・
ガ
バ

ナ
ン
ス
・
コ
ー
ド
と
な
る
が
、
我
が
国
は
ガ
バ
ナ
ン
ス
改
革
に
占
め
る
後
者
の
比
重
が
相
対
的
に
英
国
よ
り
も
大
き
い
と
い
わ
ざ
る
を
得
な
い
。
欠

落
す
る
コ
ー
ポ
レ
ー
ト
・
ガ
バ
ナ
ン
ス
・
コ
ー
ド
策
定
が
急
が
れ
る
所
以
で
あ
ろ
う
か
。

（
52
） 

稲
葉
威
雄
『
会
社
法
の
解
明
』
中
央
経
済
社
（
二
〇
一
〇
年
）
七
二
〇
│
七
三
二
頁
参
照
。

（
53
） 

上
村
達
男
「
公
開
株
式
会
社
法
の
構
想
に
つ
い
て
（
上
・
中
・
下
）」
商
事
法
務
一
五
五
九
・
一
五
六
〇
・
一
五
六
三
号
（
二
〇
〇
〇
年
）。

（
54
） 

金
融
庁
・
油
布
志
行
『
日
本
版
ス
チ
ュ
ワ
ー
ド
シ
ッ
プ
・
コ
ー
ド
の
策
定
と
今
後
の
期
待
』
日
本
コ
ー
ポ
レ
ー
ト
・
ガ
バ
ナ
ン
ス
・
ネ
ッ
ト

ワ
ー
ク
講
演
（
二
〇
一
四
年
五
月
）。
日
本
版
コ
ー
ド
七
原
則
を
文
言
に
忠
実
に
遵
守
す
れ
ば
足
り
る
と
い
う
理
解
は
間
違
っ
て
お
り
、
各
機
関
投

資
家
の
実
状
に
適
合
す
る
導
入
手
法
で
よ
い
。
だ
か
ら
こ
そC

om
ply or E

xplain
で
あ
る
。

（
55
） 

法
制
度
と
コ
ー
ド
レ
ベ
ル
の
問
題
の
対
処
は
コ
ー
ド
、
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
等
の
緩
い
形
で
処
理
せ
ざ
る
を
得
な
い
と
の
考
え
方
も
あ
ろ
う
が
、
名

四
六
三



日
本
法
学　

第
八
十
巻
第
二
号
（
二
〇
一
四
年
十
月
）

（
七
二
二
）

宛
人
の
企
業
、
機
関
投
資
家
が
迷
わ
な
い
た
め
、
あ
る
い
は
コ
ー
ド
に
よ
る
規
律
の
み
で
十
分
な
英
国
型
規
範
社
会
が
形
成
さ
れ
る
ま
で
は
、
自
主

団
体
が
発
布
す
る
ひ
な
形
形
式
で
は
な
く
プ
リ
ン
シ
プ
ル
ベ
ー
ス
に
よ
る
と
し
て
も
、
何
ら
か
の
交
通
整
理
・
調
整
が
不
可
避
と
な
ろ
う
か
。
少
な

く
と
も
両
法
域
の
調
整
マ
タ
ー
と
な
る
公
開
会
社
法
整
備
の
進
展
状
況
は
名
宛
人
の
企
業
側
は
無
縁
で
は
い
ら
れ
な
い
。
英
国
コ
ー
ド
は
逐
次
改
訂

さ
れ
、
我
が
国
も
同
様
に
コ
ー
ド
の
ブ
ラ
ッ
シ
ュ
・
ア
ッ
プ
に
つ
い
て
三
年
毎
の
改
訂
を
予
定
す
る
が
、
そ
の
中
で
整
備
を
進
め
る
こ
と
と
な
ろ
う
。

詳
細
な
細
目
規
定
で
な
い
と
す
れ
ば
金
商
法
関
連
規
定
な
ど
に
影
響
が
出
て
く
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
コ
ー
ド
と
法
制
の
切
り
分
け
に
つ
い
て
実
効
性

確
保
の
見
地
か
ら
の
更
な
る
議
論
が
必
要
と
な
ろ
う
。

（
56
） 

非
業
務
執
行
取
締
役
に
は
社
外
取
締
役
と
監
査
（
等
）
委
員
役
員
（
監
査
等
委
員
と
指
名
委
員
会
設
置
会
社
の
監
査
委
員
）、
非
業
務
執
行
役

員
と
す
れ
ば
社
外
監
査
役
も
含
む
こ
と
に
な
る
。
第
七
章
で
は
、
総
称
し
て
Ｎ
Ｅ
Ｄ
と
表
記
し
て
議
論
を
進
め
る
。

（
57
） 

改
正
法
で
は
監
査
等
委
員
で
あ
る
取
締
役
を
除
く
取
締
役
と
の
利
益
相
反
取
引
に
つ
い
て
監
査
等
委
員
会
の
承
認
を
受
け
た
場
合
、
取
締
役
の

任
務
懈
怠
の
推
定
規
定
（
四
二
三
条
三
項
）
を
適
用
し
な
い
（
同
条
四
項
）。
監
査
等
委
員
会
が
選
定
す
る
監
査
等
委
員
は
、
株
主
総
会
に
お
い
て

監
査
等
委
員
で
あ
る
取
締
役
以
外
の
取
締
役
の
選
解
任
等
お
よ
び
報
酬
等
に
つ
い
て
監
査
等
委
員
会
の
意
見
を
述
べ
る
こ
と
が
で
き
る
（
三
四
二
条

の
二
第
四
項
、
三
六
一
条
六
項
、
三
九
九
条
の
二
第
三
項
三
号
）。

（
58
） 

武
井
一
浩
「
監
査
等
委
員
会
設
置
会
社
と
今
後
の
ガ
バ
ナ
ン
ス
法
制
上
の
課
題
」
神
作
裕
之
編
『
企
業
法
制
の
将
来
展
望
│
資
本
市
場
制
度
の

改
革
へ
の
提
言
│
二
〇
一
四
年
度
版
』
財
経
詳
報
社
（
二
〇
一
三
年
）
三
五
五
│
三
六
五
頁
、
同
「
日
本
経
済
活
性
化
に
向
け
た
企
業
法
政
改
革
│

平
成
二
六
年
会
社
法
改
正
を
踏
ま
え
た
今
後
の
論
点
│
」
東
京
大
学
比
較
法
政
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
発
言
（
前
掲
注（
3
））。

（
59
） 

米
国
司
法
省 

事
件N

o. 11-C
R
-651

。
梅
田
徹
『
外
国
公
務
員
贈
賄
防
止
体
制
の
研
究
』
麗
澤
大
学
出
版
会
（
二
〇
一
一
年
）
一
二
八
頁
以

下
、
経
済
産
業
省
「
平
成
二
三
年
度 

中
小
企
業
の
海
外
展
開
に
係
る
不
正
競
争
等
の
リ
ス
ク
へ
の
対
応
状
況
に
関
す
る
調
査
（
外
国
公
務
員
贈
賄

規
制
法
制
に
関
す
る
海
外
動
向
調
査
）
報
告
書
」
日
本
能
率
協
会
総
合
研
究
所
（
二
〇
一
二
年
三
月
）
三
八
頁
以
下
。

（
60
） 

有
力
金
融
機
関
の
ロ
ビ
ー
活
動
等
に
よ
り
実
質
は
従
前
の
ル
ー
ル
が
そ
の
ま
ま
継
続
し
て
い
る
。

（
61
） 

林
孝
宗
・
前
掲
註（
13
）二
五
〇
頁
。
川
島
い
ず
み
「
イ
ギ
リ
ス
会
社
法
に
お
け
る
取
締
役
の
注
意
義
務
」
比
較
法
学
四
一
巻
一
号
（
二
〇
〇
七

年
）
一
│
三
五
頁
、
川
島
い
ず
み
「
イ
ギ
リ
ス
会
社
法
に
お
け
る
株
主
代
表
訴
訟
の
展
開
」
奥
島
孝
康
教
授
還
暦
記
念
『
比
較
会
社
法
研
究
』
成
文

四
六
四



英
国
ス
チ
ュ
ワ
ー
ド
シ
ッ
プ
・
コ
ー
ド
とA

pproved P
ersons

制
度
（
藤
川
）

（
七
二
三
）

堂
（
一
九
九
九
年
）
四
七
頁
以
下
、
日
本
コ
ー
ポ
レ
ー
ト
・
ガ
バ
ナ
ン
ス
・
フ
ォ
ー
ラ
ム
編
『
コ
ー
ポ
レ
ー
ト
・
ガ
バ
ナ
ン
ス
│
英
国
の
企
業
改
革

│
』
商
事
法
務
研
究
会
（
二
〇
〇
一
年
）、
本
間
美
奈
子
「
イ
ギ
リ
ス
法
上
の
株
式
会
社
運
営
機
構
と
そ
の
課
題
（
一
）
│
キ
ャ
ド
ベ
リ
ー
報
告
書

の
検
討
を
通
じ
て
│
」
早
大
法
研
論
集
七
五
号
（
一
九
九
五
年
）
二
二
一
頁
以
下
、
河
村
賢
治
「
英
国
公
開
会
社
法
に
お
け
る
取
締
役
会
の
機
能
│

統
合
コ
ー
ド
（the C

om
bined C

ode

）
を
中
心
に
│
」
早
法
七
六
巻
二
号
（
二
〇
〇
〇
年
）
二
三
九
頁
以
下
。

（
62
） 

二
〇
一
四
年
六
月
三
日
日
本
経
済
新
聞
、
六
月
一
〇
日R

E
U
T
E
R
S

。

（
63
） 

私
見
と
し
て
米
国
の
信
認
義
務
の
中
に
注
意
義
務
、
忠
実
義
務
が
あ
る
が
、
本
来
的
に
は
取
締
役
の
義
務
で
あ
り
、
誠
実
義
務
も
し
か
り
で
、

信
認
義
務
に
入
る
か
、
あ
る
い
は
忠
実
義
務
の
下
部
概
念
と
構
成
す
る
に
せ
よ
、
株
主
の
義
務
を
こ
れ
に
含
め
る
こ
と
は
無
理
も
あ
る
。
取
締
役
が

責
任
を
担
う
対
象
を
会
社
ま
た
は
株
主
と
す
る
二
つ
の
考
え
方
が
米
国
で
議
論
に
な
り
、
会
社
と
す
れ
ば
支
配
株
主
の
忠
実
・
誠
実
義
務
違
反
は
認

定
し
や
す
い
。
ド
イ
ツ
法
的
に
ヨ
コ
の
関
係
を
重
視
し
、
株
主
相
互
間
の
誠
実
義
務
違
反
・
株
主
間
差
別
化
と
み
る
立
場
と
親
和
性
が
あ
り
、
英
米

法
的
契
約
理
論
か
ら
は
組
合
的
に
当
初
の
構
成
員
合
意
の
原
点
に
帰
る
ア
プ
ロ
ー
チ
と
な
ろ
う
。
忠
実
義
務
に
関
す
る
議
論
を
エ
ン
ゲ
ー
ジ
メ
ン
ト

に
敷
衍
し
て
み
た
場
合
、
我
が
国
会
社
法
制
を
米
国
系
譜
と
す
れ
ば
株
主
間
の
エ
ン
ゲ
ー
ジ
メ
ン
ト
活
動
に
は
元
来
不
向
き
な
側
面
が
あ
る
と
も
い

え
よ
う
か
。S

outhern P
eru

事
件
（
デ
ラ
ウ
ェ
ア
州
衡
平
法
裁
判
所
二
〇
一
一
年
一
〇
月
一
四
日
）
に
つ
き
、
拙
稿
「
米
国
金
融
規
制
改
革
法
な

ど
国
際
金
融
法
制
に
お
け
る
新
た
な
リ
ス
ク
・
ガ
バ
ナ
ン
ス
ー
規
制
強
化
と
コ
ン
バ
ー
ジ
ェ
ン
ス
な
ら
び
に
忠
実
義
務
な
ど
を
通
じ
た
株
主
間
差
別

化
に
向
け
て
│
」
政
経
研
究
第
四
九
巻 

第
三
号
（
二
〇
一
三
年
一
月
）
五
九
一
│
六
二
二
頁
。C

ourt of C
hancery of D

elaw
are. Inre 

S
O
U
T
H
E
R
N
 P
E
R
U
 C
O
P
P
E
R
 C
O
R
P
O
R
A
T
IO
N
 S
H
A
R
E
H
O
L
D
E
R
 D
E
R
IV
A
T
IV
E
 L
IIG
A
T
IO
N
. C
.A
.N
o.961-C

S
. 

（
64
） 

弥
永
真
生
「
社
外
取
締
役
と
情
報
収
集
等
」
商
事
法
務N

o.2028

（
二
〇
一
四
年
三
月
）
四
│
一
六
頁
。

（
65
） 

拙
稿
「
米
国
ド
ッ
ド
・
フ
ラ
ン
ク
法
を
中
心
と
す
る
国
際
金
融
法
制
の
展
開
と
影
響
に
関
わ
る
考
察
│
規
制
強
化
の
ジ
レ
ン
マ
な
ら
び
に
パ
ラ

ド
ッ
ク
ス
、
コ
ー
ポ
レ
ー
ト
・
ガ
バ
ナ
ン
ス
、
域
外
適
用
な
ど
│
」
日
本
大
学
法
学
紀
要
第
五
五
巻
（
二
〇
一
四
年
）
九
│
一
〇
八
頁
。

（
66
） 

前
掲
・「
イ
ギ
リ
ス
二
〇
〇
六
年
会
社
法
（
二
）」
比
較
法
学
四
一
巻
三
号
一
八
九
頁
以
下
参
照
。
中
村
信
男
「
イ
ギ
リ
ス
二
〇
〇
六
年
会
社
法

に
お
け
る
影
の
取
締
役
規
制
の
進
展
と
日
本
法
へ
の
示
唆
」
比
較
法
学
四
二
巻
一
号
（
二
〇
〇
八
年
四
月
）
二
一
一
頁
以
下
。

（
67
） 

油
布
志
行
・
前
掲
注（
54
）発
言
。

四
六
五



日
本
法
学　

第
八
十
巻
第
二
号
（
二
〇
一
四
年
十
月
）

（
七
二
四
）

（
68
） 

各
国
の
特
徴
を
整
理
す
る
と
、
①
英
国
は
細
目
も
含
め
コ
ー
ド
中
心
に
実
効
性
を
保
つ
シ
ス
テ
ム
で
あ
る
が
、
我
が
国
に
比
し
て
深
刻
と
さ
れ

た
不
祥
事
・
金
融
危
機
か
ら
ス
チ
ュ
ワ
ー
ド
シ
ッ
プ
・
コ
ー
ド
を
分
離
さ
せ
た
。
企
業
価
値
向
上
以
上
に
コ
ン
プ
ラ
イ
ア
ン
ス
が
発
端
で
あ
る
要
因

が
強
い
と
み
ら
れ
、
こ
の
た
め
事
前
防
止
の
観
点
か
ら
、A

pproved P
ersons

に
も
詳
細
な
ル
ー
ル
ブ
ッ
ク
が
あ
り
、
事
実
上
の
エ
ン
フ
ォ
ー
ス

メ
ン
ト
も
厳
格
化
さ
れ
つ
つ
あ
る
と
い
え
よ
う
。
二
〇
〇
六
年
会
社
法
は
株
主
価
値
で
な
く
企
業
価
値
を
念
頭
に
お
い
て
一
般
的
義
務
を
定
め
、
強

化
を
図
り
、
コ
ー
ド
理
念
と
の
整
合
性
を
強
め
た
。
②
我
が
国
は
会
社
法
主
体
で
あ
る
が
、
金
商
法
と
の
齟
齬
の
解
消
、
公
開
会
社
法
の
必
要
性
等

が
唱
え
ら
れ
、
現
状
で
は
不
十
分
な
た
め
、
法
制
度
面
か
ら
コ
ー
ポ
レ
ー
ト
・
ガ
バ
ナ
ン
ス
・
コ
ー
ド
の
必
要
性
が
高
い
。
対
し
て
、
ス
チ
ュ
ワ
ー

ド
シ
ッ
プ
・
コ
ー
ド
は
不
祥
事
防
止
目
的
と
共
に
成
長
戦
略
、
企
業
価
値
向
上
と
い
う
安
倍
晋
三
内
閣
の
成
長
戦
略
の
喫
緊
の
課
題
か
ら
策
定
・
導

入
さ
れ
た
要
素
も
強
く
、
英
国
と
は
や
や
ズ
レ
が
あ
ろ
う
か
。
ま
た
機
関
投
資
家
の
モ
ラ
ル
は
英
国
に
比
す
れ
ば
良
好
な
面
も
あ
る
が
、
持
合
株
式

の
対
処
な
ど
我
が
国
独
自
の
必
要
性
も
存
在
す
る
。
③
米
国
は
、
会
社
法
規
律
が
中
心
で
コ
ー
ド
概
念
は
受
容
さ
れ
な
い
と
さ
れ
た
が
、
各
国
の

コ
ー
ド
策
定
と
機
関
投
資
家
の
受
容
、
コ
ー
ド
の
域
外
適
用
等
の
影
響
も
あ
り
、
徐
々
に
変
容
す
る
可
能
性
が
あ
る
。
忠
実
義
務
の
規
範
化
概
念
、

近
時
の
関
連
判
例
な
ど
既
に
そ
の
実
質
的
な
変
化
の
兆
し
も
窺
え
る
。
英
国
で
は
コ
ー
ド
か
ら
ル
ー
ル
化
へ
、
逆
に
米
国
は
ル
ー
ル
の
中
に
規
範
を

取
り
入
れ
つ
つ
あ
り
、
接
近
の
兆
し
と
い
え
よ
う
か
。
ス
チ
ュ
ワ
ー
ド
シ
ッ
プ
・
コ
ー
ド
の
内
容
は
ガ
バ
ナ
ン
ス
形
態
を
問
わ
な
い
も
の
で
、
上
位

概
念
と
位
置
付
け
ら
れ
、
ソ
フ
ト
ロ
ー
を
通
し
た
世
界
的
な
ガ
バ
ナ
ン
ス
の
コ
ン
バ
ー
ジ
ェ
ン
ス
の
流
れ
の
一
環
と
も
思
料
さ
れ
る
。
将
来
懸
念
さ

れ
る
ソ
フ
ト
ロ
ー
の
域
外
適
用
に
関
し
て
は
、
予
定
調
和
の
下
、
コ
ン
プ
ラ
イ
ア
ン
ス
面
も
さ
る
こ
と
な
が
ら
、
企
業
サ
イ
ド
に
お
い
て
は
組
織
的

な
ガ
バ
ナ
ン
ス
改
革
な
ど
で
対
応
す
る
こ
と
に
な
る
。
ま
た
恣
意
性
の
排
除
の
メ
ル
ク
マ
ー
ル
に
関
し
て
は
、
各
国
間
連
携
に
よ
る
相
互
の
自
発
的

な
国
際
礼
譲
主
義
が
鍵
と
な
ろ
う
。
特
に
我
が
国
の
場
合
、
恣
意
的
な
域
外
適
用
に
対
し
て
は
、
自
国
の
国
益
に
反
す
る
こ
と
を
提
示
す
る
こ
と
に

な
ろ
う
か
。
拙
稿
・
前
掲
注（
47
）四
一
頁
以
下
。

（
69
） 

コ
ー
ド
と
会
社
法
改
正
を
両
輪
と
す
る
こ
と
等
に
よ
る
フ
リ
ク
シ
ョ
ン
の
発
生
は
逆
に
成
長
阻
害
要
因
と
な
ら
な
い
か
、
成
長
戦
略
の
位
置
付

け
の
中
で
一
抹
の
懸
念
を
表
し
て
お
き
た
い
。

（
70
） 

プ
リ
ン
シ
プ
ル
ベ
ー
ス
の
破
綻
で
も
な
い
が
、
実
現
の
困
難
さ
の
例
で
あ
ろ
う
か
。
他
方
、
企
業
名
公
表
な
ど
企
業
側
の
影
響
も
大
き
い
。
我

が
国
独
自
の
コ
ー
ド
策
定
に
当
た
り
、
①
い
か
に
プ
リ
ン
シ
プ
ル
ベ
ー
ス
に
徹
す
る
こ
と
が
で
き
る
か
、
②
業
界
自
主
団
体
に
よ
る
ひ
な
型
な
ど
は

四
六
六



英
国
ス
チ
ュ
ワ
ー
ド
シ
ッ
プ
・
コ
ー
ド
とA

pproved P
ersons

制
度
（
藤
川
）

（
七
二
五
）

作
成
さ
せ
な
い
よ
う
に
金
融
庁
が
指
導
す
る
と
し
て
も
、
監
督
側
か
らH

andbook

の
類
の
発
出
は
将
来
的
に
も
不
要
な
の
か
、
③
成
長
戦
略
が
発

端
な
だ
け
に
、
エ
ン
フ
ォ
ー
ス
メ
ン
ト
は
ソ
フ
ト
ロ
ー
に
規
定
す
る
と
し
て
企
業
側
の
萎
縮
効
果
を
も
た
ら
さ
な
い
か
、
な
ど
コ
ー
ド
な
る
が
故
の

議
論
は
少
な
く
な
い
。
ハ
ー
ド
ロ
ー
分
野
で
あ
る
が
、
Ｆ
Ｃ
Ｐ
Ａ
等
域
外
適
用
と
課
徴
金
重
罰
化
が
ア
ナ
ロ
ジ
ー
と
し
て
パ
ラ
レ
ル
に
浮
か
ぶ
と
こ

ろ
で
あ
る
。

（
71
） 

江
頭
憲
治
郎
「
改
正
会
社
法
の
解
釈
上
お
よ
び
実
務
上
の
諸
問
題
」
日
本
大
学
法
科
大
学
院
特
別
講
演
会
資
料
（
二
〇
一
四
年
六
月
一
六
日
）。

株
主
の
行
動
、
労
働
慣
行
、
裁
判
所
の
姿
勢
な
ど
を
掲
げ
ら
れ
る
。

（
72
） 

私
見
で
あ
る
が
、
今
後
、
ス
チ
ュ
ワ
ー
ド
シ
ッ
プ
・
コ
ー
ド
の
事
例
の
蓄
積
に
伴
い
、
行
政
処
分
か
ら
不
服
審
査
・
司
法
判
断
へ
と
進
む
こ
と

も
予
想
さ
れ
る
。
反
ト
ラ
ス
ト
法
分
野
で
は
、
抑
止
力
の
点
で
有
用
で
あ
る
と
し
て
、
米
国
Ｆ
Ｃ
Ｐ
Ａ
な
ど
に
お
い
て
個
人
に
対
す
る
刑
事
罰
が
執

行
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
場
合
の
エ
ン
フ
ォ
ー
ス
メ
ン
ト
を
図
る
行
政
当
局
と
刑
事
訴
追
の
訴
訟
当
局
の
関
係
（separation of prosecutor from

 

enforcer

）、
両
罰
規
定
と
刑
事
・
民
事
罰
の
あ
り
方
、
私
訴
（private suit

）
が
出
さ
れ
る
場
合
の
代
表
訴
訟
・
集
団
訴
訟
（collective 

actions

）
や
三
倍
賠
償
制
度
な
ら
び
に
証
拠
開
示
（discovery

）
の
あ
り
方
な
ど
適
切
な
手
続
面
（due process concerns

）
の
制
度
設
計
が
将

来
の
検
討
課
題
と
な
ろ
う
か
。
反
ト
ラ
ス
ト
法
分
野
で
米
国
は
司
法
省
（D

O
J

）
が
刑
事
・
民
事
と
も
担
当
す
る
が
、
世
界
的
に
は
少
数
派
で
あ
る

こ
と
な
ど
に
つ
い
て
、H

arry F
irst

（
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
大
学
ロ
ー
ス
ク
ー
ル
教
授
）“Y

our M
oney A

nd Y
our L

ife: T
he E

xport of U
.S
. 

A
ntitrust R

em
edies”

、Jacques B
uhart

（
マ
ク
ダ
ー
モ
ッ
ト
・
ウ
イ
ル
＆
エ
メ
リ
ー
法
律
事
務
所
パ
ー
ト
ナ
ー
）“E

vidence in E
U
 cartel 

proceedings”

、M
arc van der W

oude

（
ル
ク
セ
ン
ブ
ル
ク
欧
州
連
合
司
法
裁
判
所
一
般
裁
判
所
判
事
）“Judicial R

eview
 in E

U
 

C
om
petition C

ases” 

東
京
大
学
第
四
七
回
比
較
法
政
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
『
最
新
の
競
争
法
・
競
争
政
策
に
お
け
る
世
界
的
動
向
』（
二
〇
一
四
年
八

月
五
日
）
参
照
。

﹇
本
稿
は
、
財
団
法
人
民
事
紛
争
処
理
基
金
の
研
究
助
成
金
を
利
用
し
た
研
究
成
果
の
一
部
で
あ
る
﹈

四
六
七





執
筆
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紹
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掲
載
順
）
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直 

日
本
大
学
教
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日
本
大
学
教
授

百　

地　
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日
本
大
学
教
授

小　

林　

宏　
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日
本
大
学
名
誉
教
授
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人 

日
本
大
学
准
教
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長
谷
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之 

日
本
大
学
教
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大
学
教
授

九
一
一
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